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は　し　が　き

本報告書軋平成１２・１３・１４年度日本学術振興会科学研究費補助金「基盤研尭（Ｂ）（１）」
（課題番号１２４１００７６）を受けて行った「地方分権下における自律的学校経営の構築に関

する総合的研究」の最終報告書である。本研究は、日本教育経営学会の共同研究として企
画されたものである。

わが国では、１９８０年代後半に入ると、社会の成熟化や財政事情の悪化及び経済成長の鈍

化傾向を背景に、従来型の福祉国家観の見直しが求められ、いわば「小さな政府」の思想

のもと、地方分権化や規制緩和や民営化を基本原理とする行政改革が提唱されるようにな

った０そこでは、国家主導で、標準的な教育サービスを行うよりも、地方分権化や規制緩

和を促し、「競争と評価」の市場的メカニズムを働かせることにより、多様で、個性的な

教育サービスをより効率的に提供することが消費者（保護者）の利益にかなうと考えられ

るようになった。

このような背景のもとで、とりわけ１９９０年代以降、地方分権化と規制緩和等を基本原理

とする教育行政改革が強力に推進された。１９９８（平成１０）年９月２１日の中央教育審議会答

申「今後の地方教育行政の在り方について」において、教育行政における国、都道府県、

市町村の権限配分の見直し（地方分権化）や規制緩和が求められるとともに、これまで教

育委員会が有していた権限の一部を学校に委譲し、学校はそれ卑自らの責任のもとに経営

をおこなうという自律的学校経営へ向けての改革の方向性が明確に示された。

こうして２０００（平成１２）年１月には学校教育法施行規則一部改正等により、学校の自主

性・自律性の確立に向けて、職員会議の見直しや学校評議員制度の導入などの法整備が行

われるとともに、２００２（平成１４）年３月には小・中学校の設置基準の制定によ＿り、学校の

自己点検・自己評価とその公開および情報提供の努力義務が明示され、アカウンタビリテ

ィの履行が強く求められるようになった。これら一連の改革は、学校組織や学校経営のあ

り方のみならず、学校経営概念の再吟味をも促している。今世紀を展望した、新しい学校

経営モデルの構築が求められるゆえんである。

本研究では、このような問題意識のもとに、諸外国の自律的学校経営改革の動向を検討

するとともに、今般のわが国の改革で、①学校の自主性・自律性の確立のために、学校へ

の権限の委譲が実質的にどの程度行われているのか、②学校が競争的環境下でいかに自主

的・自律的に運営できるのか、それが可能となる条件（要件）とは何か、そして③自律的

学校経営がどのように学校改善に繋がるのか、を実証的に明らかにしようとした。本研究

の目的は必ずしも十分に達成されたわけではないが、事例研究（初年度）や、２度にわた

る都道府県教委教育長、市町村教委教育長、および小中学校長を対象とした全国調査を通

して、わが国の自律的学校経営に関する貴重な基礎データを収集できたと思う。

最後に、日本教育経営学会の関係各位、とりわけ多忙な中、困難な課題に精力的に取組

んでいただいた研究分担者及び研究協力者の先生方には衷心より御礼申し上げる次第で

す。またデータの収集・整理・処理等で大変お世話になった広島大学院生の三山緑さん、

市田敏之君、酒井研作君、木村佳代さん、三宅教士君にも記して謝意を表したい。

平成１５年３月２０日　′

研究代表者　　河野和清
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序章　研究の目的と方法

第１節　本研究の設定の背景と目的

新しい世紀を迎えて、学校経営のあり方は大きな転換を迫られている。

臨時教育審議会答申（最終答申１９８７（昭和６２）年）以降、学校がいじめや不登校や学級崩

壊など深刻な教育問題の解決を要請される中で、「教育改革」が社会的にも政治的にも大き

くクローズアップされてきた。橋本内閣も、行政、経済構造、金融、社会保障、そして財

政とともに教育を大きな改革テーマの一つに掲げ、学校に権限と責任を持たせることを示

唆した。学校経営に係わる改革は、規制緩和と地方分権の推進を基本原理とする９０年代

の行政改革によって推進され、１９９８（平成１０）年９月２１日には、中央教育審議会答申「今

後の地方教育行政のあり方について」において、これまでの議論が集約され学校の自主

性・自律性の確立をめざした学校の裁量・権限の拡大という改革の方向性が明確に示され

た。学校の裁量・権限の拡大は、地方分権化の改革原理に則り、これまで教育委員会が有

していた権限の一部を学校に委譲し、学校はそれを自らの権限として、また自らの責任の

もとに経営を行うことを意味する。このため、今般の学校教育法施行規則（２０００（平成１２）

年１月２１日）の改正により、学校の自主性・自律性の確立に向けて、校長・教頭の資格及

び職員会議の見直しや学校評議員制度の導入などの法整備が行われるとともに、情報公開

や学校評価の促進、アカウンタビリティの重視、通学区域の弾力化（学校選択）などが求め
られている。

このような一連の教育改革の動向を受けて、学校の自主性・自律性の確立に向けての、

学校経営の方向性と課題は、次の諸点にあると思われる。

第一に、教育委員会一学校一保護者・住民の権利・権限と責任の関係性を見直し、学校を

保護者や住民に開かれたものにする必要がある。これは、学校の意思決定構造や学校運営

組織等の組織の見直しを余儀なくする。今後特に留意すべき課題は、①学校の自主性・自

律性の確立に向けて学校管理規則等の見直しにより、人事、財政、教育課程の面で学校へ

の権限の委譲が実質的にどの程度保障されるか、また②教育委員会の学校に対する支援態
勢をどう構築するか、である。

第二に、今般の教育課程改革により、とりわけ、「総合的な学習の時間」の創設により、

特色ある学校づくりをめざした、各学校での教育課程の開発は、①全校あげての教職員の

協働を必要とするため、学校としての意思形成のあり方に変革を迫るとともに、②教授学

習組織も、従来より一層複合的で、柔軟な組織形態を求められ、さらには③特別非常勤講

師、外部講師、ボランティアなどの学校外（地域社会、教育委員会、他の学校）の人的資

源の活用をも促す。このことは、学校組織の再編や学校経営の見直しを一段と促す。特に

「総合的な学習の時間」を中心とする教育課程の開発は、特色ある学校づくりを推進する

ための大きな原動力となるとともに、今後、教育課程経営が、特色ある学校づくりに向け

て学校経営の中核となって展開されることが期待される。

第三に、地域の実情に応じた特色ある学校づくりを展繭していくためには、「開かれた学

校づくり」を一層推進していく必要があり、そのためには、保護者や地域住民等の要望や

意向を把握・反映し、その協力を得るとともに、学校運営等の情報について公開し、学校

としての説明責任を十分に果たしていく必要がある。このような観点から、今般、学校法

施行規則の一部改正（２０００年）により、学校評議員制度が導入されるとともに、小、中学

校設置基準（２００２年）の制定によって、学校の自己評価とその公表及び学校の情報公開の

努力義務が設けられたところである。開かれた意思形成の場が保障されることによって、

保護者や地域住民の協力や連携が促進されるとともに、学校の教育活動の正当性がますま
す高まることが期待される。

第四に、学校の自律性の拡大は、学校の責任を増大させることになり、その結果、学校

－－１－



の責任を明らかにするための情報公開や、その責任の履行の状態をチェックする学校評価

（とりわけ外部評価）が強く求められることになる。学校の自律性が学校の改善にどのよ

うに寄与するのかの観点から、学校の情報公開や評価のあり方を吟味する必要がある。

第五に、今般の教育改革の一つの柱である通学区域の弾力化は、親が学校を選ぶという、

その本来の要求をある程度満たそうとするものであるとともに、学校を競争的環境下にお

いて学校の活性化を促すことを狙ったものである。この学校選択の機会の拡大を促すこと

が、学校の自律性や地域の特性に応じた特色ある学校づくりにどう影響を与えるのかの検
討が今一度必要である。

第六に、学校に自律性や権限が付与されれば、それだけ学校管理者としての校長の責任

が重くなり、自律的学校経営におけるリーダーシップのあり方が問われてくる。特に、校

長は、今、学校がどうあって、学校に何が求められているのか、そしてどんな目標が設定

されるべきか、学校の教育ビジョンを明確に教職員や保護者や地域住民に説明し、常に学

校の将来を創造していく必要がある。経営とは、ある意味で、自らが価値あると認めるも

のを世に問い、それを、組織を介して実現していく行為であり、その行為の結果に対する

責任は常に問われることになる。今日、説明責任や情報公開や学校評価が強く求められる
理由はここにある。

第七に、以上に述べた、学校の自主性や自律性を確保する一連の教育改革の波は、学校

組織や学校経営のあり方のみならず、学校経営の概念の再吟味をも促すことになる。まさ

に、学校経営の構造、機能、意味をとらえ直し、その概念の再定位すべき状況が生起して

いるといってよい。２１世紀を展望した、新しい学校経営モデル、すなわち競争的環境下に
おける自律的学校経営をどう構築するかが問われている。

本研究は、このような問題意識の下に、①今般の一連の改革で、学校の自主性・自律性

の確立のために、学校への権限の委譲が実質的にどの程度保障されようとしているのか、

②学校が競争的環境下でいかに自主的・自律的に運営できるのか、それが可能となる条件

（要件）とは何か、そして③自律的学校経営が特色ある学校づくりや学校改善にどのよう

に繋がっていくのか、そのプロセス（道筋）やメカニズムを明らかにする手がかりを得よ

うとするものである０これらの検討を通して、２１世紀を展望した、新しい学校経営モデル
を探る。

なお、本研究は、日本教育経営学会がこれまで学会として推進してきた各種共同研究の

成果の上に立って企画されたものである。１９９７・１９９８・１９９９年度文部省科学研究費補助

金（基盤研究Ｂ）の交付を受けて、「変化する社会における学校組織と教職員の職務実態の

あり方に関する総合的研究」（研究代表者一京都教育大学教授・堀内孜）を実施し、学校環境

の変化によって学校組織や教職員の勤務の実態がどうなっているかを初めて全国的な規模

の調査で把握し、社会の変化に対応する学校組織と教職員勤務のあり方を検討する上で貴

重なデータを収集した０また、本学会は、同時に、１９９８年度大会では、「学校組織、教職

員勤務の実態認識と問題点」と「教育経営研究におけるエスノグラフイーの可能性と今後

の課題」を、１９９９年度大会では「学級崩壊と学校経営」と「教育経営学における組織文化

研究の到達点と今後の課題」を、そして２０００年度大会では「教育経営学の到達点と今後

の課題」を、それぞれ、課題研究のテーマに設定し、社会環境が激変する中で、今日ます

ます深刻化している「いじめ」や「学級崩壊」などの教育問題に教育経営学がどう対応す

るべきかを、理論的にまた実践的に検討してきた。本学会は、これまでの研究成果や討議

の内容を踏まえ、地方分権化と規制緩和を原理とする教育改革が進行する中で、社会の変

化と深刻化する「いじめ」などの教育問題に学校がどう対応すべきかを探るため、２１世紀

を展望した、「学校組織と経営のあり方」を根本的に問い直し、新しい学校経営モデルの提
示を試みる必要性があるとの認識に達した。

本研究（研究課題「地方分権下における自律的学校経営の構築に関する総合的研究」基盤

研究（Ｂ）（１）課題番号１２４１００７６、研究代表者・広島大学大学院教授・河野和清）は、このよ
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うな認識の下に企画されたものである。日本教育経営学会の理事会、総会の議を経て、前

研究推進委員会委員全員を研究分担者として、科学研究費の交付申請をおこない、２０００

年度から向こう３年間助成を得られることとなった。その後、さらに１４人の研究協力者

が加わり、下記の総勢２４人の研究組織をもって研究に着手した（＊印は平成１４年度から研究
に参加）。

赤星晋作（九州産業大学）

勝野正章（お茶の水女子大学）

北神正行（岡山大学）

河野和清（広島大学大学院）

千々布敏弥（国立教育政策研究所）

林　孝（広島大学大学院）

松原勝敏（高松短期大学）

八尾坂　修（奈良教育大学）

伊藤　稔（東京理科大学）　　植田健男（名古屋大学大学院）

川島啓二（国立教育政策研究所）木岡一明（国立教育政策研究所）

雲尾　周（新潟大学）　　　　高妻紳二郎（九州産業大学）

坂野慎二（国立教育政策研究所）　佐古秀一（鳴門教育大学）

露口健司（九州共立大学）　　　浜田博文（筑波大学）

福本昌之（松山東雲女子大学）　　藤原文雄（静岡大学）

水本徳明（筑波大学）　　　　　　元兼正浩（福岡教育大学）

☆高瀬　淳（藤女子大学）　☆福本みちよ（青山学院大学非常勤講師）

幹事　三山　緑（広島大学研究生）

市田敏之（広島大学大学院生）

第２節　３年間の研究計画一研究の目的と方法一

本研究は、上述の研究目的を達成するために、初年度は、先ず、自律的学校経営が求め

られるようになった背景や自律的学校経営とは何かについて、諸外国（イギリス、アメリカ、

ドイツ、フランス、ロシア、ニュージーランド）の自律的学校経営の動向とその特質を歴史

的・理論的に検討し、わが国の自律的学校経営をどう捉えるべきかについての理解を深め

ようとした。その一方で、最近の教育改革の動きを受けて、わが国の自律的学校経営がど

のように展開されようとしているのか、その実態や課題を事例研究により検討した。この

事例研究は、後述するように１０の研究領域に分けて行った。なお、諸外国の自律的学校

経営の動向についての研究は、３年間を通して深めていくことにした。この初年度の研究

成果は、中間報告書『地方分権下における自律的学校経営の構築に関する総合的研究』（平

成１２年度科学研究費補助金（Ｂ）（１）研究成果報告書、研究代表者、河野和清、２００１年３月）

にまとめるとともに、日本教育経営学会第４１回大会（奈良教育大学）においても報告し
た。

２年度は、初年度の理論研究や事例研究の成果を踏まえ、今般の教育改革の動きの中で、

自律的学校経営が全国的にどのように展開されようとしているのか、その実態や影響や課

題について、質問紙調査「自律的学校経営に関する全国調査」（第一次調査）を実施するこ

とにより明らかにしようとした。この全国調査では、前年度の事例研究で設定した１０の

研究領域の枠組にそって設計されたが、本年度は、このうち、学校の自主性・自律性の確

保に直接に関係すると思われる教育課程、校長のリーダーシップ、学校予算、人事管理、

そして教職員配置の研究領域を中心に調査を実施した。また、全国７００市町村の教育委員

会の学校管理規則を分析し、学校の自主性・自律性の確保がどのように図られようとして

いるかをも探った。この研究成果は、中間報告書『地方分権下における自律的学校経営の

構築に関する総合的研究』（平成１３年度科学研究費補助金（Ｂ）（１）研究成果報告書、研究代

表者、河野和清、２００２年３月）にまとめるとともに、日本教育経営学会第４２回大会（岡山
大学）においても報告した。

３（最終）年度は、１０研究領域のうち残りの４領域（学校組織、学校評議員制度、教育情

報公開、学校評価システム）を中心に質問紙調査「自律的学校経営に関する全国調査」（二

次調査）を実施するとともに、補充調査として、校長のリーダーシップを分析するための質

問紙調査「自律的学校経営の課題に関する調査」を実施した。本年度は、初年度の歴史的・

理論的研究や事例研究及び昨年度の調査研究を踏まえ、最終報告書『地方分権下における

自律的学校経営の構築に関する総合的研究』（平成１４年度科学研究費補助金（Ｂ）（１）研究成
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果報告書、研究代表者、河野和清、２００３年３月）にまとめるとともに、日本教育経営学会

第４３回大会（国立教育政策研究所）において報告する次第である。

１．１２年度の研究計画

初年度は、自律的学校経営に関して、①諸外国の理論的・歴史的研究と②わが国の事例研
究を実施した。

（１）諸外国の自律的学校経営の動向とその特質を理論的・歴史的に検討するため、以下の
ような研究分担を行った（＊印は、平成１４年度から研究に参加）。

①アメリカにおける自律的学校経営（浜田博文）

②イギリスにおける自律的学校経営（勝野正章）

③フランスにおける自律的学校経営（松原勝敏）

④ドイツにおける自律的学校経営（坂野慎二）

⑤ロシアにおける自律的学校経営（＊高瀬　浮）

⑥ニュージーランドにおける自律的学校経営（＊福本みちよ）

（２）本年度の事例研究は、自律的学校経営がどのように実施されているか、その実態と課
題を下記の要嶺で明らかにした。

【調査対象】小学校、中学校及び教育委員会（後述の各研究班が、原則として、１つ以
上の小学校、１つ以上の中学校、そして教育委員会を選定）

【調査期間】２０００（平成１２）年１０月～１２月

【調査手続】この事例研究は、「１．本研究の設定の背景と目的」の欄で述べた、「自
律的学校経営の直面する課題と方向性」を踏まえ、以下のような１０の研究嶺域を
選び、それぞれ研究分担者を決めた。

①教育課程研究班（植田健男・藤原文雄）

②校長リーダーシップ研究班（佐古秀一・蕗口健司）
③学校予算研究班（河野和清・千々布敏弥）
④学校組織研究班（林孝・福本昌之）

⑤学校評議員制度研究班（川島啓二・赤星晋作）

⑥教育情報公開制度研究班（北神正行・雲尾　周）
⑦学校評価システム（高妻紳二郎・木岡一明）

⑧学校選択・通学区域の弾力化研究班（伊藤稔・坂野慎二）
⑨人事管理研究班（元兼正浩・八尾坂修）

⑩教職員配置研究班（水本徳明）

この１０の研究班は、それぞれの研究嶺域において先進的な試みをしている小学校、中
学校を事例研究対象校として選び、聞き取り調査と資料の収集を行った。また必要に応じ

て所管する教育委員会に対しても、聞き取り調査と資料の収集を行った。聞き取り調査の
対象者は、学校にあっては、基本的には校長であるが、場合によっては教頭など他の教職
員も含まれる。教育委員会の場合には、教育長その他部局の責任者である。本事例研究は、

次年度の全国調査に向けての基礎研究としての性格を有しており、全国調査のための分析
枠組（仮説等）を探ることを意図していた。

２．１３年度の調査研究
１）調査手続．

本年度は、既に述べたように、自律的学校経営が全国的にどのように行われようとして

いるか、その実態と課題を明らかにするために、①学校管理規則、②教育課程、③校長職、
④学校予算、⑤学校選択・通学区域の弾力化、⑥人事考課・管理、そして⑦教職員配置に

関連する質問項目から成る「自律的学校経営に関する全国調査」を作成し、都道府県教育
長、市町村教育長、そして小中学校長宛てに、郵送法で、調査を実施した。したがって、
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「自律的学校経営に関する全国調査」（第一次調査）は、都道府県教育長用（２３質問項目）、

市町村教育長用（３６質問項目）、そして小中学校長用（３９質問項目）の３種類から構成さ

れる。都道府県教育長調査は、４７都道府県教育長の悉皆調査となり、市町村教育長調査は、

文部科学省監修『全国教育委員会一覧』（文教協会、１３年度版）を活用し、約３４２０名の教

育長の中から、調査対象７００名の教育長が無作為で抽出された（学校組合は除く）。また小

中学校長調査は、『全国学校総覧』（原書房、２００１年）を活用し、小学校については約２３０８０

校の中から、中学校については約１００９０校の中から、それぞれ２７３０校（抽出率１１・８％）、

１２７０校（抽出率１２．５％）が無作為で抽出された（分校、私立学校を除く）。なお、小中学校

調査では校種を尋ねており、校種の割合は、小学校１１０６校（％）、中学校５５６校（％）、小

学校・中学校の併置校２６校（％）であり（無回答者２人を除く）、併置校は、本調査の分析

対象から外している。

２）調査期間　２００１年１０月中旬～１１月下旬

３）調査対象～調査機関と教育長・校長の基本的属性

（１）「自律的学校経営に関する全国調査」（都道府県教育長調査）

調査対象は、全国都道府県教育委員会の教育長４７人であり、有効回答者数は４７人であ

る（有効回収率１００％）。回答者の性別は、男性４６人（１００％）、女性０人（０％）である（無

回答者１人除く）。年齢別の割合は、４５歳未満１人（２．２％）、４５歳以上－５０歳末満１人（２．２％）、

５０歳以上－５５歳未満１人（２．２％）、５５歳以上－６０歳末満２５人（５５．６％）、そして６０歳以

上１７人（３７．８％）である（無回答者２人を除く）。都道府県教育長の平均年齢は、５８．３歳であ

る（最少年齢４２歳、最高年齢６４歳）。また、勤務年数別割合は、１年未満１６人（３４．８％）、

１年以上－２年未満１１人（２３．９％）、２年以上－４年未満１５人（３２．６％）、４年以上－６年未

満３人（６．４％）、そして６年以上１人（２．２％）である（無回答者１人除く）。勤務年数２年未満

の都道府県教育長は、約６割近くを占めており、都道府県教育長の勤務年数は、かなり短

い。

（２）「自律的学校経営に関する全国調査」（市町村教育長調査）

調査対象は、全国市町村教育委員会の教育長７００人であり、有効回答者数は３９４人で、

有効回収率は、５６．３％である。回答者の性別は、男性３８７人（９９％）、女性４人（１％）で

ある（無回答者３名を除く）。年齢別の割合は、５０歳末満６人（１．５％）、５０歳以上－５６歳末

満２５人（６．４％）、５６歳以上－６２歳未満１００人（２５．６％）、６２歳以上－６８歳１８２人（４６．７％）

そして６８歳以上７７人（１９．８％）である。市町村教育長の平均年齢は、６３．３歳である（最

大値７６、最小値４７）。勤務年数別の割合は、１年未満６２人（１５．８％）、１年以上－２年未満

８４人（２１．４％）、２年以上－４年未満１１０人（２８．１％）、４年以上－６年未満６４人（１６．３％）、

６年以上－８年未満３４人（８．７％）、８年以上－１０年未満１６人（４．１％）、１０年以上－１２年未

満１１人（２．８％）、そして１２年以上１１人（２．８％）である（無回答者２人を除く）。

市町村人口規模別による教育委員会数は、図１に示されるように、５０万人以上５団体

（１．３％）、３０万人以

上－５０万人未満

１０団体（２．５％）、

１０万人以上－３０

万人未満１７団体

（４．３％）、５万人

以上－１０万人未満

２９団体（７．４％）、３

万人以上－５万人

未満３０団体

（７．６％）、１．５万人

以上－３万人未満

０．５万人未満

０．５万人以上－０．８万人未満

０．８万人以上－１．５万人未満

１．５万人以上－３万人未満

３万人以上－５万人未満

５万人以上－１０万人未満

１０万人以上－３０万人未満

３０万人以上－５０万人未満

５０万人以上
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５９団体（１５％）、０．８万人以上－１．５万人未満７９団体（２０．１％）、０．５万人以上－０．８万人未

満７１団体、（１８％）、そして０．５万人未満９４団体（２３．９％）である。

また、市町村教育委員会の所管する小、中、高校の数は、小学校については、１～２校

１１４団体（２９．１％）、３～４校１１９団体（３０．４％）、５～６校４５団体（１１．５％）、７～８校

３３団体（８．４％）、９～１０校２１団体（５．４％）、１１～１２校１６団体（４．１％）、１３～１４校５団

体（１．３％）、そして１５校以上３９団体（９．８％）であり（無回答２人を除く）、中学校について

は、□校２１９団体（５６．０％）、２校５６団体（１４．３％）、３校３２団体（８．２％）、４校１６団体

（４・１％）、５校１４団体（３．６％）、６校１２団体（３．１％）、７校６団体（１．５％）、８校以上３６

団体（９．２％）であり、そして高校については、０校１０６団体（７６．８％）、１校２５団体（１８．１％）、

２校２団体（１．４％）、３校２団体（１．４％）、そして４校以上３団体（２．２％）である（無回答２５６

人）。市町村教育委員会が所管する小学校数は平均７．５校、同中学校数は平均３．４校、そし

て同高等学校数は平均０．３９校である。市町村教育委員会の属する地方自治体は、人口規模

的には小規模のところが多く、約４割の教育委員会が人口８千人未満の小規模の自治体に

ある０そこでは、表１に示されるように、平均３．２校程度の小学校と平均１．２校程度の中
学校を所管している。

全体的に見れば、約６

割の教育委員会が１～

４校の小学校を、また

約７割の教育委員会が

１～２校の中学校を所
管している。

なお、教育委員会の

属する自治体（市町村）

の種類は、１．政令指

定都市２団体（０．５％）、

２　特別区　３　団体

（０．８％）、３．左記（１．

２）以外　３８４　団体

（９８．７％）である（無回

答者５人を除く）。

表１　人口規模別市町村教育委員会所管学校数

人　 口　 規　 模 教 委 所 管 小 学 校 数 教 委 数 教 委 所 管 中 学 校 数 教 委 数

５０万 人 以 上 ８４．２ ５ ３８．８ Ｄ

３０万 人 以 上 － ５０万 人 未 満 ４６．９ １０ ２１．８ １０

１０万 人 以 上 － ３０万 人 未 満 ２Ｌ６ １７ １１．１ ｉ７

５万 人 以 上 － １０万 人 未 満 １１．１ ２９ ４．８ ． ２９

３万 人 以 上 － ５万 人 未 満 ９．４ ３０ ４．３ ３０

ｌ．５万 人 以 上 － ３万 人 未 滴 ５．８ ５９ ２．４ ５９

０．８万 人 以 上 － Ｌ５万 人 未 満 ３／７ ７８ １．５ ７９

０，５万 人 以 上 － ０．８ 万 人 未 満 ３．２ ７０ ｌ．２ ６９

０．５万 人 未 満 ２．３ ８７ ｌ．３ ８６

平　 均 ７．５ ３８５ ３．４ ？８４

（３）「自律的学校経営に関する全国調査」（小中学校長調査）
①　小学校長調査

【校長特性】

調査対象は、全国公立小学校長２７３０人であり、有効回答者数は１１０６人で、有効回収率

は、４０・５１％である。校長の性別の割合は、男性９４５人（８６．１％）、女性１５２人（１３．９％）

である（無回答者９人を除く）。年齢別の割合は、４８歳未満４人（０．４％）、４８＿４９歳１９人

（１・７％）、５０－５１歳６３人（５．８％）、５２－５３歳１９８人（１８．１％）、５４－５５歳１９９人（１８．２％）、

５６－５７歳２８２人（２５．８％）、５８－５９歳２６３人（２４％）、そして６０歳以上６６人（６％）であ

り（無回答者１２人を除く、）、平均年齢は、５５．６歳である（最小値４７、最大値６０）。

校長の「本校での在職年数別」の割合は、１年未満２人（０．２％）、１年以上一３年未満７２８

人（６６．５％）、３年以上－５年未満３１２人（２８．５％）、５年以上－７年未満３８人（３．５％）、そし

て７年以上１４人（１．３％）である（無回答者１２人を除く）。平均在職年数は２．３年である。「校

長としての通算年数」別の割合は、１年未満７人（０．７％）、１年以上－３年未満２５４人（２４．９％）、

３年以上－５年未満２７０人（２６．５％）、５年以上－７年未満２９４人（２８．８％）、そして７年以

上１９５人（１９．１％）である（無回答者８６人を除く）。校長としての平均通算年数は４．７年であ

る。校長の「教員・管理職の通算経験年数」別の割合は、１－５年目１３人（１．３％）、６－
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１０年目９４人（９・４％）、１卜１５年目４９人（４・９％）、１６－２０年目７人（０・７％）、２ト２５年

目３３人（３・３％）、２６－３０年目１９８人（１９・７％）、３卜３５年目４１６人（４１・４％）、３６年目

以上１９５人（１９・４％）である（無回答者１０１人を除く）０校長の教員・管理職としての平均通

算経験年数は２８・９年である０

【学校特性】

人口規模別に見た学校数は、図２に示されるように、３０万人以上２０１校（１８・２％）、１０

万人以上－３０万人未満１５８校（１４・３％）、５万人以上－１０万人未満１３３校（１２％）、３万人以

（Ｎ＝１１０６）

０．５万人未満

０．５万人以上－０．８万人未満

０．８万人以上－１．５万人未満

１．５万人以上－３万人未満

３万人以上一５万人未満

５万人以上－１０万人未満

１０万人以上－３０万人未満

３０万人以上

０　　２　　４　　６　　８　１０　１２　１４　１６　１８　２０く％）

図２人口規模別小学校数

上＿５万人未満９９校（９％）、１．５万人以上－３万人未満１４６校（１３・２％）、０・８万人以上－１・５

万人未満１４９校（１３．５％）、０．５万人以上－０・８万人未満１０４校（９・４％）、そして０・５万人未

満１１６人（１０．５％）である。また、自治体の種類別みた学校数は、政令指定都市１０１校（９・４％）、

特別区３７校（３．４％）、左記（１・２）以外の自治体９４１（８７・２％）である（無回答者２７団体

を除く）。

「学校の全児童数」別にみた学校数は、児童数１００人未満３２３校（２９・５％）、１００人以

上－２００人未満１７６校（１６．１％）、２００人以上－３００人未満１３８校（１２・６％）、３００人以上－４００

人未満１２７校（１１．６％）、４００人以上－５００人未満９４校（８・６％）、５００人以上－６００人未満

８４校（７．７％）、６００人以上－７００人未満７４校（６・８％）、７００人以上－８００人未満３５校（３・２％）、

８００人以上－９００人未満２６校（２．４％）、９００人以上－１０００人未満９校（０・８％）、１０００以

上＿１１００人未満５校（０．４％）、１１００人以上－１２００人未満２校（０・２％）、そして１２００人

以上２校（０．２％）である（無回答１１校を除く）。なお、平均児童数は２９２人である。

「全学級数」

別に見た学校数

は、図３に示さ

れるように、３

学級以下８９校

（８．１％）、４学

級以上－１１学級

５０８校（４６．３％）、

１２学級－１７学

級２７７校

（２５．３％）、１８

学級－２３学級

１６８校（１５．３％）、

２４学級以上

１８学級－２３学級

１２学級－１７学級

４学級以上－１１学級

３学級以下

０　　１０　　　２０　　　３０　　　４０　　　５０（％）

図３学校規模別小学校数

２４学級以上５５校（５％）である（無回答９校を除く）０平均学級数は、
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１１・２学級である０「普通学級数」別にみた学校数は、３学級以下１０６校（１０％）、４学級以

上－１１学級５０９校（４８・２％）、１２学級－１７学級２５７校（２４．３％）、１８学級－２３学級１４４校

（１３・６％）、２４学級以上４１校（３・９％）である（無回答４９校を除く）。平均普通学級数は、
１０．４学級である。

教職員数別にみた学校数は、５人未満５校（０．５％）、５－９人１２０校（１１％）、１０－１４人

３１３校（２８・７％）、１５－１９人１４５校（１３．３％）、２０－２４人１５７校（１４．４％）、２５－２９人１２２

校（１１・２％）、３０－３４人１０９校（１０％）、３５－３９人７１校（６．５％）、そして４０人以上４８

校（４・４％）である（無回答１６校を除く）。平均教職員数は、２０．３人である。教員数（校長

を含む）別に見た学校数は、５人未満１６校（１．５％）、５－９人２１６校（１９．９％）、１０＿１４

人３０３校（２８％）、１５－１９人１８９校（１７．４％）、２０－２４人１４４校（１３．３％）、２５－２９人

１２９校（１１・９％）、３０－３４人５６校（５・２％）、３５－３９人２２校（２％）、そして４０人以上９

校（０・８％）である（無回答２２校を除く）。平均教員数は、１６．５人である。

②　中学校長調査

【校長特性】

調査対象は、全国公立中学校長１２７０人であり、有効回答者数は５５６人で、有効回収率

は、４３・８％である０校長の性別の割合は、男性５２７人（９５．５％）、女性２５人（０．５％）であ

る（無回答者４人を除く）。年齢別の割合は、４７歳以下２人（０．４％）、４８－４９歳１４人（２．５％）、

５０－５１歳３７人（６・７％）、５２－５３歳６６人（１２％）、５４－５５歳９８人（１７．８％）、５６－５７歳

１４４人（２６・１％）、５８－５９歳１５７人（２８・５％）、そして６０歳以上３３人（６％）である（無回

答者５人を除く）。中学校長の平均年齢は、５５．８歳である（最小値４７、最大値６０）。

校長の「本校での在職年数」別の割合は、１年未満１人（０．２％）、１年以上－３年未満３６６

人（６６・７％）、３年以上－５年未満１６０人（２９．１％）、５年以上－７年未満１９人（３．５％）、そし

て７年以上３人（０・５％）である（無回答者７人）。本校での平均在職年数は、２．２年である。「校

長としての通算年数」別の割合は、１年未満１人（０・２％）、１年以上－３年未満１１９人（２２．７％）、

３年以上－５年未満１５０人（２８・６％）、５年以上－７年未満１３９人（２６．５％）、そして７年以

上１１５人（２２％）である（無回答者３２人を除く）。校長としての平均在職年数は４．６年である。

校長の「教員・管理職の通算経験年数」別の割合は、１－５年目１２人（２．４％）、６－１０

年目４８人（９・４％）、１卜１５年目２２人（４・３％）、１６－２０年目１人（０．２％）、２ト２５年目

１０人（２％）、２６－３０年目８４人（１６・５％）、３１－３５年目２１７人（４２．６％）、３６年目以上１１５

人（２２・６％）である（無回答者４７人を除く）。校長の教員・管理職としての平均通算経験年数
は、２９．２年である。

【学校特性】

自治体の人口規模別の中学校数は、図４に示されるように、３０万人以上１０６校（１９．１％）、

１０万人以上－３０万人未満９０校（１６・２％）、５万人以上－１０万人未満６８校（１２．２％）、３万人

０．５万人未満

０．５万人以上－０．８万人未満

０．８万人以上－１．５万人未満

１．５万人以上－３万人未満

３万人以上－５万人未満

５万人以上－１０万人未満

１０万人以上－３０万人未満

３０万人以上

（Ｎ＝５５６）

盗Ⅲ ．７％（５４校） ｌｉ
】ｌ

７３校， 彗ｌ！
）
１６．２％（９０校）

塩生甜 澗 １０．３％（５７校）
．７％（５４校）整地 巧調巨

盗 墓塑 造 窒 罪 深 詔 １３．１

．２％（６

盗 堂 室片 耳 調 ．７％（５４校）
盗 盗 盗 ＃ 詔 軍国 １２

盗出珊盤＃珊 １．１％（１０６校）０　　　　　　５　　　　　１０　　　　１５　　　　　２０　　　　　２５（％）

図４　人口規模別中学校数

－８－



以上－５万人未満５４校（９．７％）、１．５万人以上－３万人未満７３校（１３．１％）、０．８万人以上

＿１．５万人未満５４校（９．７％）、０．５万人以上－０．８万人未満５７校（１０．３％）、そして０．５万

人未満５４校（９．７％）である。また、自治体の種類別の中学校数は、政令指定都市４５校（８．２％）、

特別区１８校（３．３％）、左記（１．２）以外の自治体４８６（８８．５％）である（無回答者７人を

除く）。

全生徒数別にみた学校数は、１００人未満８８校（１６％）、１００人以上－２００人未満７４校

（１３．５％）、２００人以上－３００人未満８０校（１４．６％）、３００人以上－４００人未満８５校（１５．５％）、

４００人以上－５００人未満７５校（１３．７％）、５００人以上－６００人未満５７校（１０．４％）、６００人

以上－７００人未満３１校（５．７％）、７００人以上⊥８００人未満２８校（５．１％）、８００人以上－９００

人未満１５校（２．７％）、９００人以上－１０００人未満８校（１．５％）、１０００以上－１１００人未満６

校（１。１％）、１１００人以上－１２００人未満０校（０％）、そして１２００人以上１校（０．２％）であ

る（無回答８校を除く）。中学校平均生徒数は３６１人である。

「全学級数」別にみた学校数は、図５に示されるように、３学級以下７６校（１３．８％）、

４学級以上－１１学級２３７校（４３％）、１２学級－１７学級未満１４７校（２６．７％）、１８学級－２３

学級未満６８校

（１２．３％）、２４学級以

上２３校（４．２％）であ

る（無回答５校を除く）。

平均全学級数は１１．３

学級である。「普通学

級数」別にみた学校数

は、３学級以下９８校

（１８．１％）、４学級以上

－１１学級２３６校

（４３．５％）、１２学級

－１７学級未満１３６校

（２５．１％）、１８学級

２４学級以上

１８学級－２３学級

１２学級－１７学級

４学級以上－１１学級

３学級以下

注）学校規模は「全学級数」で表す　　　　（Ｎ＝５５１）

４．２％（３校）

校）

ｌ

％（１４７校）

４５％（２３

捌 １２・３％（６

♯ 荏＃ ＃ 害＃ 貌 ２６・

甜 ＃＃＃＃＃＃＃ 渕 １３．８％（６校）
０　　　１０　　　　２０　　　　３０　　　　４０　　　　５０（％）

図５　学校規模別中学校数
ー２３学級未満５７校

（１０．５％）、２４学級以

上１５校（２．８％）である（無回答１４校を除く）。平均普通学級数は１０．３学級である。

教職員数別の学校数は、４人以下０校（０％）、５－９人４校（０．７％）、１０－１４人９３校（１７．１％）、

１５－１９人７１校（１３％）、２０－２４人８９校（１６．３％）、２５－２９人７９校（１４．５％）、３０－３４

人７０校（１２．９％）、３５－３９人５２校（９．５％）、そして４０人以上８７校（１６％）である（無

回答１１校を除く）。平均教職員数は３０．０人である。教員数（校長を含む）別の学校数は、

４人以下３校（０．６％）、５－９人３１校（５．８％）、１０－１４人１０９校（２０．２％）、１５－１９人８３

校（１５．２％）、２０－２４人１１５校（２１．３％）、２５－２９人７０校（１３％）、３０－３４人５６校（１０．４％）、

３５－３９人３４校（６．３％）、そして４０人以上３９校（７．２％）である（無回答１６校を除く）。

平均教員数は２２．６人である。

３．１４年度の調査研究

（一）「自律的学校経営に関する全国調査」

１）調査手続

１４年度は、昨年度と同様に、自律的学校経営が全国的にどのように行われようとしてい

るか、その実態と課題を明らかにするために、①学校組織、②学校評議員制度、③教育情

報公開、そして④学校評価システムに関連する質問項目から成る「自律的学校経営に関す

る全国調査」（第二次調査）を作成し、市町村教育長（３１質問項目）宛と小中学校長（３５質

問項目）宛てに、郵送法で、調査を実施した。市町村教育長調査では、文部科学省監修『全
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国教育委員会一覧』（文教協会、１４年度版）を活用し、約３４２０名の教育長の中から、調査

対象７００名の教育長が無作為で抽出された（学校組合は除く）。また小中学校長調査では、

『全国学校総覧』（原書房、２００２年）を活用し、小学校については約２３０８０校の中から、中

学校については約１００９０校の中から、それぞれ２７３０校（抽出率１１．８％）、１２７０校（抽出

率１２・５％）が無作為で抽出された（分校、私立学校を除く）。小中学校長調査で回答があっ

たのは総計１６３８校で、その校種の割合は、小学校１０５４校（６４．３％）、中学校５５５校（３３．９％）、

そして小学校・中学校の併置校２９校（１．８％）であった。ただし、本調査では、併置校を
分析の対象から外している。

２）調査期間　２００２年９月下旬～１０月下旬

３）調査対象～調査機関と教育長・校長の基本的属性

（１）「自律的学校経営に関する全国調査」（市町村教育長調査）

調査対象は、全国市町村教育委員会の教育長７００人であり、有効回答者数は４１１人で、

有効回収率は、５８．７％である。回答者の性別は、男性３９６人（９８％）、女性８人（２％）で

ある（無回答者７名を除く）。年齢別の割合は、５０歳未満２人（０．５％）、５０歳以上－５６歳未

満２８人（７．０％）、５６歳以上－６２歳未満１０５人（２６．３％）、６２歳以上－６８歳１７４人（４３．６％）

そして６８歳以上９０人（２２．６％）である（無回答者１２人を除く）。市町村教育長の平均年齢

は、６３・４歳である（最大値８０、最小値３８）。勤務年数別の割合は、１年未満５４人（１３．４％）、

１年以上－２年未満７１人（１７．６％）、２年以上－４年未満１１９人（２９．５％）、４年以上－６年未

満６８人（１６．９％）、６年以上－８年未満６０人（１４．９％）、８年以上－１０年未満１９人（４．７％）、

１０年以上－１２年未満１０人（２．５％）、そして１２年以上２人（０．５％）である（無回答者８人
を除く）。

市町村人口規模別による教育委員会数は、図６に示されるように、５０万人以上８団体
（２％）、３０万人

以上－５０万人未

満９団体

（２．２％）、１０万

人以上－３０万人

未満２３団体

（５．７％）、５万

人以上－１０万人

未満４３団体

（１０．６％）、３万人

以上－５万人未

満３２団体

（７．９％）、１．５万

人以上－３万人

未満５５団体

０．５万人未満

０．５万人以上－０．８万人未満

０．８万人以上－１．５万人未満

１．５万人以上－３万人未満

３万人以上－５万人未満

５万人以上一１０万人未満

１０万人以上－３０万人未満

３０万人以上－５０万人未満

５０万人以上

Ⅱ＃去＃ ＃宗＃宕＃＃＃ ♯貴詔刻 ２２・％

４
隼雄〟抑捌 １５％（６１）Ⅱ＃諾＃ 琵＃基〟 呈＃方＃ ２０．７％（

覧托＃批 捌 １．５％（５５）

３）
掟＃ 嘉嵩観 ７・車（３２）

覧岩喜抑 １０．６％（
捌 ５．７％（２）

２．２

２％ （

（９）

）

０　　５　　１０　１５　　２０　　２５（％

図６　人口規模別教育委員会数

（１３．５％）、０．８

万人以上－１・５万人未満８４団体（２０．７％）、０．５万人以上－０．８万人未満６１団体（１５％）、そ

して０．５万人未満９１団体（２２．４％）である（無回答５団体を除く）。

また、市町村教育委員会の所管する小、中、高校の数は、小学校については、１～２校

１１５団体（２８．４％）、３～４校１０１団体（２４．９％）、５～６校５１団体（１２．６％）、７～８校

３４団体（８．４％）、９～１０校２５団体（６．２％）、１１～１２校２０団体（４．９％）、１３～１４校１０

団体（２．５％）、そして１５校以上４９団体（１０．３％）であり（無回答６人を除く）、中学校につい

ては、Ⅰ校１９８団体（４９．１％）、２校６０団体（１４。９％）、３校３６団体（８．９％）、４校２８団

体（６・９％）、５校２１団体（５．２％）、６校１１団体（２．７％）、７校７団体（１．７％）、８校以上４２

団体（１０・４％）であり、そして高校については、０校１７６団体（７９・６％）、１校３４団体（１５．４％）、
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２校５団体（２・３％）、３校３団体（１・４％）、そして４校以上３団体（１・４％）である（無回答１９０

人）。市町村教育委員会が所管する小学校数は平均８・５校、同中学校数は平均３・９校、そし

て同高等学校数は平均０・３校である０市町村教育委員会の属する地方自治体は、人口規模

的には小規模のところが多く、４割近くの教育委員会が人口８千人未満の小規模の自治体

にある。そこでは、表２に示されるように、平均３・３校程度の小学校と平均１・３校程度の

中学校を所管している。全体的に見れば、約６割の教育委員会が１～４校の小学校を、ま

た約７割の教育委

員会が１～２校の

中学校を所管して
いる。

なお、教育委員

会の属する自治体
（市町村）の種類

は、１．指定都市
３団体（０．７％）、

２．特別区２団体

（０．５％）、３．左

記（１．２）以外

４０１団体（９８．８％）

である（無回答者

５人を除く）。

表２　人口規模別市町村教育委員会所管学校数

人　 口　 規 ・模 － 教委 所 管 ′ト学校 数 教 委 数 教 委 所 管 中 学校 数 教 委 数

５０万 人 以 上 ７６．９ ８ ３７．９ ８

３０万 人 以 上 － ５０万人 未 満 ４６．０ ９ ２ｌ．２ ９

１０万 人 以 上 「 ３０万 人未 満 ２４．０ ２３ １１．５ ２３

５万 人 以 上 － １０万 人 未満 １２．１ ４３ ５．２ ４３

３万 人 以 上 － ５万 人 未満 ９．１ ３２ ４．１ ３２

１．５万 人 以 上 － ３万 人 未 満 ５．８ ５５ ２．０ ５５

０．８万 人 以 上 － １．５万 人 未 満 ４．０ ８４ １．７ ８４

０．５万 人 以 上 － ０，＄万 人 未 満 ３．３ ６１ １．３ ６１

０．５万 人 未 満 ２．０ ９０ １．２ ８９

平　 均 ８．５ ４０５ ３．９ ４０４

（２）「自律的学校経営に関する全国調査」（小中学校長調査）

（Ｄ　小学校長調査

【校長特性】

調査対象は、全国公立小学校長２７３０人であり、有効回答者数は１０５４人で、有効回収率

は、３８．６％である。校長の性別の割合は、男性８７２人（８３．６％）、女性１７１人（１６．４％）で

ある（無回答者１１人を除く）。年齢別の割合は、４８歳未満５人（０．５％）、４８－４９歳１５人

（１．４％）、５０－５１歳６７人（６．４％）、５２－５３歳１５６人（１５％）、５４－５５歳２４５人（２３・５％）、

５６＿５７歳２２７人（２１．８％）、５８－５９歳２７８人（２６．６％）、そして６０歳以上５０人（４・８％）

であり（無回答者１１人を除く、）、平均年齢は、５５．６歳である（最小値４５、最大値６０）。

校長の「本校での在職年数別」の割合は、１年目－２年目６７３人（６４・５％）、３年目－４

年目３０４（２９．１％）、５年目－６年目４２人（４％）、そして７年目以上２５人（２・４％）である（無

回答者１０人を除く）。平均在職年数は２．９年である。「校長としての通算年数」別の割合は、

１年目上－２年目２４７人（２５．２％）、５年目－４年目２２３人（２２．７％）、５年以上－６年目２７９

人（２８．５％）、そして７年目以上２３２人（２３．６％）である（無回答者７３人を除く）。校長とし

ての平均通算年数は５．３年である。

【学校特性】

人口規模別に見た学校数は、図７に示されるように、３０万人以上１８５校（１７・８％）、１０

万人以上－３０万人未満１４６校（１４．１％）、５万人以上－１０万人未満１２７校（１２・３％）、３万人

以上＿５万人未満９４校（９．１％）、１．５万人以上－３万人未満１６２校（１５・６％）、０・８万人以

上＿１．５万人未満１３６校（１３．１％）、０．５万人以上－０．８万人未満１１５校（１１．１％）、そして

０．５万人未満７２人（６．９％）である（無回答者１７人）。また、自治体の種類別みた学校数は、

政令指定都市９９校（９．５％）、特別区２４校（２．３％）、左記（１・２）以外の自治体９１６（８８・２％）

である（無回答者１５団体を除く）。

「学校の全児童数」別にみた学校数は、児童数１００人未満２９７校（２８・５％）、１００人以

上＿２００人未満１８０校（１７．３％）、２００人以上－３００人未満１１９校（１１．４％）、３００人以上－４００
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人未満１３２校（１２．７％）、４００人以上－５００人未満９７校（９．３％）、５００人以上－６００人未満

８３校（７．９％）、６００人以上－７００人未満６３校（６．１％）、７００人以上－８００人未満３３校（３．２％）、

８００人以上－９００人未満１９校（１．８％）、９００人以上－１０００人未満１２校（１．２％）、１０００以

（Ｎ＝１０３７）

０．５万人未満

０．５万人以上－０．８万人未満

０．８万人以上－１．５万人未満

１．５万人以上－３万人未満

３万人以上－５万人未満

５万人以上－１０万人未満

１０万人以上－３０万人未満

３０万人以上

捌 ６・９％（７２）

１１．１％ １１５）

１％（１３６）

１５．６％（

（１２７）

．１％（１４

＃＃附基 ♯＃ ＃ 按＃親 １３・

＃♯＃仰冊＃Ⅱ告＃馴．１％（９４）
＃＃〟♯＃＃調１２・３
長打打　 ＃♯甜 １
描 井＃＃＃＃＃岩捌 １８％（１８５）

０　　　　５　　　１０　　１５　　　２０（％）

図７　人口規模別小学校数

上－１１００人未満４校（０．４％）、そして１１００人以上－１２００人未満２校（０．２％）である（無

回答１３校を除く）。なお、平均児童数は２８９人である。

「全学級数」別に見た学校数は、図８に示されるように、３学級以下６８校（６．５％）、４

学級以上－１１学級４９６校（４７．６％）、１２学級－１７学級２８２校（２７％）、１８学級－２３学級

１４３校（１３．７％）、

２４学級以上５４

校（５．２％）であ

る（無回答１１校

を除く）。平均学

級数は、１１．２学

級である。「普

通学級数」別に

みた学校数は、

３学級以下９４

校（９．２％）、４

学級以上－１１学

級４８１校

（４７．２％）、１２

学級－１７学級

２４学級以上

１８学級－２３学級

１２学級－１７学級

４学級以上－１１学級

３学級以下

（Ｎ＝１０４３）

５．２％ （５４校

３．７％ １４３校

２７ （２８２ ）

♯ ＃

ｍ＃ ♯
４７

♯ ｌ
６．５（６８校

６％（４９６校）

０　　５　１０　１５　　２０　　２５　　３０　　３５　４０　　４５　　５０（％）

図８　学校規模別小学校数
注）学校規模は「全学級数」で表す

２８９校（２８．３％）、

１８学級－２３学級１１８校（１１．６％）、２４学級以上３８校（３．７％）である（無回答３４校を除く）。

平均普通学級数は、１０．３学級である。

教職員数別にみた学校数は、５人未満９校（０．９％）、５－９人９８校（９．５％）、１０＿１４人

２７６校（２６．６％）、１５－１９人１５３校（１４．８％）、２０－２４人１４５校（１４％）、２５－２９人１３１

校（１２．６％）、３０－３４人１０５校（１０．１％）、３５－３９人６２校（６．０％）、そして４０人以上５７

校（５．５％）である（無回答１８校を除く）。平均教職員数は、２０．９人である。教員数（校長

を含む）別に見た学校数は、５人未満１９校（１．９％）、５－９人１８５校（１８．０％）、１０＿１４

人３０３校（２９．５％）、１５－１９人１６９校（１６．５％）、２０－２４人１５４校（１５％）、２５－２９人

１１２校（１０．９％）、３０－３４人５２校（５．１％）、３５－３９人２０校（１．９％）、そして４０人以上
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１２校（１．２％）である（無回答２８校を除く）。平均教員数は、１６・７人である。

②　中学校長調査

【校長特性】

調査対象は、全国公立中学校長１２７０人であり、有効回答者数は５５５人で、有効回収率

は、４３．７％である。校長の性別の割合は、男性５３０人（９６・５％）、女性１９人（３・５％）であ

る（無回答者６人を除く）。年齢別の割合は、４７歳以下１人（０・２％）、４８－４９歳８人（１・４％）、

５０－５１歳３６人（６．６％）、５２－５３歳９９人（１８％）、５４－５５歳１０９人（１９・９％）、５６－５７歳

９２人（１６．８％）、５８－５９歳１７２人（３１．３％）、そして６０歳以上３２人（５・８％）である（無回

答者６人を除く）。中学校長の平均年齢は、５５．７歳である（最小値４７、最大値６０）０

校長の「本校での在職年数」別の割合は、１年目－２年目３３１人（６０・６％）、３年目－４年

目１６８人（３０．８％）、５年目－６年目２９人（５．３％）、そして７年目以上１８人（３・３％）である

（無回答者９人）。本校での平均在職年数は、３．１年である。「校長としての通算年数」別の

割合は、１年目一２年目１２６人（２４．５％）、３年目－４年目１２６人（２４．５％）、５年目－６年目

１３２人（２５．７％）、そして７年目以上１３０人（２５．３％）である（無回答者４１人を除く）。校長と

しての平均在職年数は５．１年である。

【学校特性】

自治体の人口規模別の中学校数は、図９に示されるように、３０万人以上１１１校（２０．４％）、

１０万人以上－３０万人未満８７校（１６％）、５万人以上－１０万人未満５７校（１０．５％）、３万人

（Ｎ＝５４４）

０．５万人未満

０．５万人以上－０．８万人未満

０．８万人以上－１．５万人未満

１．５万人以上－３万人未満

３万人以上－５万人未満

５万人以上－１０万人未満

１０万人以上－３０万人未満

３０万人以上

＃捌 ９．８％（５３校）
％（４７校）
１０．３％（５６
渕 １２・１％

）
６６校）
６７校）
）
１６％（８７）

２０．４％（１１

捌 ８・

醐御 ＃＃Ⅱ
万 ＃ 〃 ＃ 剋 １２・３
附 １０・５％（５７

ｍｍ ＃渕０　　　　５　　　１０　　１５　　　２０　　　２５（％）

図９　人口規模別中学校数

以上－５万人未満６７校（１２．３％）、１．５万人以上－３万人未満６６校（１２．１％）、０．８万人以

上－１．５万人未満５６校（１０．３％）、０．５万人以上－０．８万人未満４７校（８．６％）、そして０．５

万人未満５３校（９．８％）である（無回答者１１人を除く）。また、自治体の種類別の中学校数

は、指定都市５８校（１０．６％）、特別区２６校（４．７％）、左記（１．２）以外の自治体４６４（８４．７％）

である（無回答者７人を除く）。

全生徒数別にみた学校数は、１００人未満９６校（１７．６％）、１００人以上－２００人未満８２校

（１５％）、２００人以上－３００人未満８５校（１５．６％）、３００人以上－４００人未満７１校（１３％）、

４００人以上－５００人未満８０校（１４．７％）、５００人以上－６００人未満５３校（９．７％）、６００人

以上－７００人未満３６校（６．６％）、７００人以上－８００人未満２０校（３．７％）、８００人以上－９００

人未満１４校（２．６％）、９００人以上－１０００人未満７校（１．３％）、１０００以上－１１００人未満１

校（０．２％）、１１００人以上－１２００人未満０校（０％）である（無回答１０校を除く）。中学校平均

生徒数は３３９人である。
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「全学級数」別にみた学校数は、図１０に示されるように、３学級以下７１校（１３％）、４

学級以上－１１学級２３９校（４３．６％）、１２学級－１７学級未満１５９校（２９％）、１８学級－２３学

級未満６３校（１１．５％）、２４学級以上１６校（２．９％）である（無回答７校を除く）。平均全学

級数は１０．９学級である。「普通学級数」別にみた学校数は、３学級以下１０２校（１９．２％）、

４学級以上－１１学級２１７校（４０．９％）、１２学級－１７学級未満１５１校（２８．４％）、１８学級－２３

学級未満５３校（１０％）、２４学級以上８校（１．５％）である（無回答２４校を除く）。平均普通
学級数は１０．０学級である。

教職員数別の学校数は、４人以
下１校（０．２％）、５－９人６校（１．１％）、

１０－１４人８９校（１６．４％）、１５－１９

人８０校（１４．７％）、２０－２４人７３

校（１３．５％）、２５－２９人８３校

（１５．３％）、３０－３４　人８０校

（１４．７％）、３５－３９　人　５１校

（９．４％）、そして４０人以上８０校

（１４．７％）である（無回答１２校を

除く）。平均教職員数は２６．７人で

ある。教員数（校長を含む）別の

学校数は、４人以下１校（０．２％）、

２４学級以上

１８学級－２３学
級

１２学級－１７学
級

４学級以上－１１

学級

３学級以下

（Ｎ＝５４白）

２．９％（６校 ）

１１．５％（３校 ）

９％（１５９ ）

＃圏

拝拙
此 ４３．．６
宴室親 １３％ヰ校）

０　　　１０　　　２０　　　３０　　　４０　　　５０（％）

図１０学校規模別中学校数
注）学校規模はｒ全学級数Ｊで表す

５－９人２５校（４．６％）、１０－１４人

１２７校（２３．５％）、１５－１９人８２

校（１５．２％）、２０－２４人１０４校（１９．３％）、２５－２９人７８校（１４．４％）、３０－３４人５４校（１０％）、

３５－３９人３７校（６．９％）、そして４０人以上３２校（５．９％）である（無回答１５校を除く）。
平均教員数は２２．１人である。

（二）「自律的学校経営の課題に関する調査」の手続・方法

前年度の全国調査の研究成果を踏まえて、校長のリーダーシップが学校裁量の拡大によ

ってどのような影響を受けるかを実証的に明らかにするため、補充調査として質問紙調査

「自律的学校経営の課題に関する調査」を実施した。

本調査は、平成１４（２００２）年１１月～１２月にかけて行われた。先ず、近畿地区より無作為

に抽出された１３７５校に対して調査協力依頼を行い、その上で了承の得られた１３６校に対

して、校長用の質問紙１通と教諭用質問紙６通の計７通を送付した。調査票の配布・回収

は、すべて校長を通して行われた。その結果、校長用調査票１０７通、教諭用調査票５６３通
が回収された。

回答者である校長の平均年齢は５６．２歳、校長職平均経験年数４．８９年、勤務校平均在校

年数２．２５年で、性別割合は男性８８．８％、女性１１．２％である。また、学級数の平均は１２．８４

学級である。一方、教諭の平均年齢は４３．１６歳、教職平均経験年数２０．０９年、勤務校平均

在校年数４．１７年で、性別割合は男性３９．４％、女性６０．６％である。なお、分析に当たっては、

１校あたり教諭４名以上の回答があり、なおかつ校長の回答も得られている９８校を対象
としている。

なお、本報告書の第一部のうち、第８章「学校管理規則」、第９章「教育課程」、第１１

章「学校予算」、第１６章「学校選択・通学区域の弾力化」、第１７章「人事管理」および第

１８章「教職員配置」は、２００１（平成１３）年度「自律的学校経営に関する全国調査」（第一

次調査）、第１２章「学校組織」、第１３章「学校評議員制度」、第１４章「教育情報公開制度」

および１５章「学校評価システム」は２００２（平成１４）年度「自律的学校経営に関する全国

調査」（第二次調査）、そして第１０章「校長のリーダーシップ」は２００１（平成１３）年度「自

律的学校経営に関する全国調査」（第一次調査）と２００２（平成１４）年度「自律的学校経営の

課題に関する調査」にそれぞれ基づいて報告されている。　　　　　　　（河野和清）
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第一部　諸外国の自律的学校経営



第１章　アメリカの自律的学校経営

第１節　はじめに

本稿はアメリカで展開されている学校の自律性拡大の動向を把握し、その現状と課題に

っいて考察することを目的とする。まず、１９８０年代後半以降進められてきた学校の自律性

を高める教育改革施策の代表例である「学校を単位組織とした教育経営／学校現場に基礎

をおいた経営（Ｓｃｈｏｏｌ－ＢａｓｅｄＭａｎａｇｅｍｅｎｔ／Ｓｉｔｅ・ＢａｓｅｄＭａｎａｇｅｍｅｎｔ：ＳＢＭ）」１の展開と現

状を検討する２。次いでそれらの施策及び実態に関する研究動向を概観し、最後に近年の多

次元化ともいえる施策動向を捉えることにする。本稿では、この１９８０年代後半から今日

にいたるまでの全体動向を、可能な限り施策・実態・研究の各視角から把握してみたい。

第２節　ＳＢＭ施策にみる学校の自律性の展開

（１）「自律性」の内容と動向

ＳＢＭの第一義的意味は、従来学区（ｓｃｈｏｏｌｄｉｓｔｒｉｃｔ）教育委員会が握っていた学校経営

にかかわる主要な権限と責任（人事・財政・カリキュラム編成等）を、個々の学校へ委譲

することにある。その呼称としては、日常的に“ｓｃｈｏｏｌ－ｂａｓｅｄｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”、“Ｓｉｔｅ－ｂａｓｅｄ

ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”、“ＳＣｈｏｏｌ・Ｓｉｔｅｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”などが区別されずに用いられているが、いずれ

も「教育が実際に行われる現場（ｓｉｔｅ）」に権限を委譲するという意味をもつ用語である３。

同時に、そこには個別学校レベルにおける意思決定のあり方を共同化する要素が一体化

されている。多くの場合、校長と教員・保護者・地域住民の代表者から成る審議組織（ｓｃｈｏｏＩ

ｃ。ｕｎＣｉｌ，ＳＣｈｏｏｌａｄｖｉｓｏｒｙｃｏｕｎｃｉｌなど）を学校における意思決定手続きに正式に位置づける

措置をとっている。

したがって以上の２点を中核要件とするＳＢＭにおいて学校の自律性を捉えるためには、

学区から学校への権限委譲の範囲と程度がどうなっているか、学校に委ねられた諸権限に

かかわる意思決定が関係当事者の間でどのように共同化されているか、ということが検討

されなければならない。

これらの観点からいくつかの事例をみてみよう。

全米第３位の大規模学区シカゴ（イリノイ州）では、１９８８年に５００以上の全学校に学

校審議会（１。。ａｌｓｃｈｏｏＩｃｏｕｎｃｉｌ）を設置し（親代表６名、住民代表２名、教員代表２名、校長

の１１名で構成）、学校改善計画と学校予算案の承認権、校長の選任・評定権などを学校へ

委譲している４。こうした改革は、「学校レベルで公選された委員から構成される教育行政

機関に校長人事権を付与することは革命的な改革」５と評されるほどラディカルなものとし

て注目を集めた。ここでは学区レベルにあった権限の大半が学校へ委ねられ、親代表が過

半数を占める学校審議会が意思決定機関とされた。

全米第４位のマイアミ・デイド郡６および第５位のブロワード郡などの大規模学区を抱え

るフロリダ州では、１９９２年、州法に基づいて州内６７の全学区におけるＳＢＭの導入が規

定された。各学校には学校諮問委員会（ｓｃｈｏｏｌａｄｖｉｓｏｒｙｃｏｕｎｃｉｌ）が設置され、学校改善計画

や予算計画について審議を行うこととされた。このしくみは学区単位で詳細を定めること

とされ、委員会の構成は、学区職員（校長・教員等）が過半数を占めないようにすること

が州法（２２９．５８（１））で規定されている。しかしその機能は意思決定機関ではない７。

さて、これらはマイノリティ児童生徒の増大と複雑かつ多様な成育環境問題を抱える大

都市学区の例だが、ＳＢＭの導入はこれら大都市学区に限られたものではない。たとえば

その例をケンタッキー州８にみることができよう。

同州では長年にわたる州内教育行財政の怠慢・不平等と学力水準の停滞などの問題が噴

出した結果、１９９０年に州法によって全学区でＳＢＭを導入する施策を決定した。以後、１９９６

年までの間に全学区で実施され今日に至っている。そこでは各学校に学校審議会（ｓｃｂｏｏｌ
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ＣＯｕｎＣｉｌ）が意思決定機関として設置され（教員代表３名、保護者代表２名、校長１名の６

名で構成され、議長は校長）、人事・予算・カリキュラムの中心的な権限をはば委ねられ、
校長が議長となって意思決定がなされている９。

以上の数例をみただけでも、ＳＢＭの具体的様相は多様である。学校レベルに設置され

る審議組織の位置づけやメンバー構成にも大きな相違が見出される。ＭｕｒｐｈｙａｎｄＢｅｃｋ
は意思決定システムの態様に着目してＳＢＭを３つに類型化している１０。すなわち、①「管

理職統制型（ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｖｅｃｏｎｔｒｏｌ）」、②「専門職統制型ｂｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌｃｏｎｔｒ。１）」、③地域

統制型（ｃｏｍｍｕｎｉｔｙｃｏｎｔｒｏｌ）」である。①は審議機関での意思決定において校長が最大の

影響力を保持しているタイプ、②は教員の意向が意思決定を決定づけるタイプ、そして③

は保護者・地域住民が最も強い影響力を保持しているタイプを指す。

前掲の各事例でみると、制度的にはシカゴは③、フロリダ州は①、ケンタッキー州は②
と言えるかもしれない。しかし、現実に学校での意思決定がどのようになされているかは、

こうした制度的区分に必ずしも合致しない１１。各学校の地域性や審議機関の構成メンバー

の実際、あるいは校長のリーダーシップのありよう等によって大きく異なってくる。その

ことは、「学校の自律性」が現実にはいったい「誰」の「自律性」になっているか、という
問題の重要性を意味しているといえよう。

（２）アカウンタビリティ・システムの動向

前項で述べた学校の「自律性」拡大の施策は、州レベルにおけるアカウンタビリティ・

システムの整備と密接不可分に展開されている。これもＳＢＭと同じく具体的には多様な

ありようを示しているが、アカウンタビリティ・システムの構成要件として示された次の

５項目から、その内容をうかがい知ることが可能であろう。すなわち、①教育内容の厳格

な基準の確立、②生徒の学習進度についてのテスト実施、③基準及びテスト結果に結び付

けられた職能開発プログラム、④教育成果の公表、⑤成果に応じた報奨・制裁と問題部分
への援助、である１２。

州レベルであらかじめ定められた教育目標あるいは基準に基づいて学力テストを実施し、

そのことによって各学校の教育活動の成果が評価される。その結果は公表され、高い成果

を挙げた学校には報奨が、逆に期待された成果を挙げることのできなかった学校には制裁

が施される０同時に後者の場合には州あるいは学区教育委員会による学校経営への支援・
介入等がなされる。

前掲のシカゴについて言うと、１９８８年改革は文字通り自律的な学校経営を実現するもの

と受けとめられよう。しかしその実情は必ずしも成功裏に作用せず、１９９５年には大幅な改

正が行われた。すなわち、学校のアカウンタビリティに対する監督権限を強化する教育行

政機構の改革である。そこでは教育成果の如何によっては、個別学校経営に対する教育行
政の厳しい介入が行われることとされた１３。

またフロリダ州ではＳＢＭ導入と同時に、各学校は毎年の教育成果をアカウンタビリテ

ィ報告書（ＳｃｈｏｏＩＰｕｂｌｉｃＡｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙＲｅｐｏｒｔ）として公表し、改善度の低い学校には学区

教育委員会が学校経営計画の作成等に関与するなどの施策をとってきた。しかし、１９９９

年４月には州法の大幅な改正によってヴァウチャー毎ｏｕｃｈｅｒ）制度をとりいれた新たなシ

ステムが導入された０それはおよそ次のようである。州は学力テスト結果や出席率・落第

率等の項目に基づいて各学校を５段階に等級（ｇｒａｄｅ）付けする。５段階とは、ｒＡ：卓越

した進歩」「Ｂ：平均より高い進歩」「Ｃ‥満足でき・る進歩」「Ｄ：満足できる進歩には至ら

ず」「Ｆ：不十分な進歩（Ｆａｉｌｉｎｇ）」である。ここで２年連続して「Ｆ」評価を受けた学校

に通う児童生徒には年間４，０００ドル以内のヴァウチャーが渡され、彼らは他の公立・私立・

宗教学校のいずれかに通うことができる０いっぽう、「Ａ」評価を受けた学校には児童生徒
一人あたり１００ドルの奨励金（使途自由）が与えられる１４。

ケンタッキー州においてもＳＢＭ導入と同時に厳しいアカウンタビリティ・システムが

採用された０州テストの結果、教育成果が挙がらない学校は「危機的学校（ａｓｃｈｏｏｌｉｎ
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ｃｒｉｓｉｓ）」と認定されて、当該学校の在籍児童生徒は他の学校への転出を認められる。また

当該学校の教員に対しては解雇を含めた厳しい処分がなされ、代わりに州によって「優秀

教員（ＫｅｎｔｕｃｋｙＤｉｓｔｉｎｇｕｉｓｈｅｄＥｄｕｃａｔｏｒ）」と認定された人材がそこへ送り込まれ、学校

の立て直しを行うこととされている。またこれらとは別に、州レベルで、教員に対する職
能開発システムに力が注がれ、コンピュータの導入も積極的に行われている１５。

州レベルで児童生徒のアチーブメントを評価するためのテストを実施しているのは４８

州にのぼり、その結果を学校単位のかたちで公表しているのは３６州を数える。高い成果

を挙げた学校に金銭的な報奨を与えるシステムは１４州で、成果を挙げられない学校への

州による介入措置がとられている州は１６州となっている１６。また、フロリダ州のように

個々の学校の等級付けを行う州は２０州あるとされている１７。

以上のようなアカウンタビリティ・システムは、個々の学校に大幅に権限を委譲するい

つばうで、その権限に対する教育結果責任を州レベルできわめて厳格に監視するしくみと

捉えられよう０各学校は、そこに通う児童生徒とわが子を通わせる保護者に対する直接的

な教育責任を負うと同時に、州教育局および州民に対して明確にアカウンタビリティを果

たすことを要請されている。また、そうした責任を果たす力のない学校がある場合には州

政府が直接介入することによって子どもの教育機会とその質を保証しようとするものであ
る。

第３節　ＳＢＭ施策をめぐる研究・議論

以上にみてきたように、ＳＢＭは公教育経営にかかわる各主体の相互関係を大きく組み

かえようとする０そのため、その改革論議にはしばしば「再構築（ｒｅｓｔｒｕｃｔｕｒｉｎｇ）」とい
う用語が登場する。

たとえばＦｏｓｔｅｒは、「『再構築』とは、分権化あるいはＳＢＭとも呼ばれるものである。

それは、本質的に官僚主義的／家長主義的（ｂｕｒｅａｕｃｒａｔｉｃ／ｐａｔｅｒｎａｌｉｓｔｉｃ）な学校モデルを拒

否し、以下の前提を受け容れる。すなわち、各学校レベルへと意思決定を分権化すること、

意思決定過程に教師を関与させること、生徒と保護者を含めた関係者のニーズに対して

個々の学校を応答的にさせるよう試みることである」と述べ、そのために次の４つの手法

がよく用いられると指摘している。すなわち、管理職権限の再規定、授業における教師の

役割の変化、保護者・地域住民による学校へのより積極的な関与、そして学区教育行政当
局の役割の根本的な変化である１８。

またＭｕｒｐｈｙは「再構築」を「全体にわたる変革（ｓｙｓｔｅｍｉｃｃｈａｎｇｅｓ）」と捉えて、「州

当局者」「学区教育長」「校長」「教師」「生徒」「保護者」の各者の新たな相互役割機能関係
によって成る組織体系の概念図を描いた。そこでは、ＳＢＭは学区教育長と校長との関係

を変革するストラテジーとされ、コア・カリキュラムと学際的教育内容を重視する「理解
のための教授（ｔｅａｃｈｉｎｇｆｏｒｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ）」で特徴づけられる教授・学習過程へと結合さ
れている１９。

１９８０年代後半～１９９０年代における教育研究者たちの最大の関心事の一つは、このよう

な公教育経営の組織・機構の大幅な改革をもたらすＳＢＭが、果たして改革の成果を本当

にもたらしうるか否かという点にあった。しかし、その答えは楽観的なものではない。

たとえばＥｌｍｏｒｅによれば、ＳＢＭにおける権限委譲の内容規定はあいまいかつ限定的で、

実際には財政・人事・カリキュラム等の中心的な要件の統制におよぶのはまれだと指摘し

ている２０。また、Ⅵ１ｎＭｅｔｅｒが実施した調査によれば、ＳＢＭにおける保護者による意思決

定参加の実態には、多くの問題が見出されている２１。これらの所論は、ＳＢＭが所期のねら

いの権限委譲および意思決定の共同化という組織・機構改革の点で必ずしも成功していな
い実態を浮き彫りにしている。

そして何よりも重大な関心事となってきた教授・学習の質的向上にとってこの改革がど

んな効果をもたらしたかという点についても、否定的見解が少なくない。「生徒にとっての
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成果に焦点をあてたＳＢＭに関する諸研究は、同じ結論に達している。学校の自律性（ｌｏｃａｌ

ａｕｔｏｎｏｍｙ）と生徒の到達度（ａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔ）との繋がりというのは、とりわけ落胆させられる

ものなのである」２２といわれる。

近年、事例研究によって「学校再構築」と教室における教授・学習過程の変革の関係を

検証した研究も発表されている。そこでは、フォーマルな組織構造の改革を教授・学習過

程の質的改善に結びつけていく媒介要因として、教授に関する知識・技能をめぐる校内教

師間の関係性の変革などが注目されている２３。

ＳＢＭが生徒の学習成果を導くにはどのような条件が必要かという視角からも事例研究

が行われてきた。中でも、Ｍｏｈｒｍａｎ，Ｓ．Ａ．とＷｏｈｌｓｔｅｔｔｅｒ；Ｐ．らによる一連の研究２４は注目

されよう。この研究は、「ＳＢＭの真の試みは、それが組織全体の変革（ｓｙｓｔｅｍｉｃｃｈａｎｇｅ）

の一部分として実行されることを必要とする」という前提に立ち２５、生徒の学習成果に対

するＳＢＭの効果が不明瞭なのは、権限委譲それ自体に過剰な関心と期待が寄せられてし

まい、権限委譲された学校における組織上の変革が必要であるにもかかわらず、そのこと

への関心が十分でなかったからではないか、と問題提起している。そこでは、学校におけ

る教授のように複雑な仕事に従事する組織に最も適しているとされる「高関与モデル

（ｈｉｇｈ－ｉｎｖｏＩｖｅｍｅｎｔｍｏｄｅｌ）Ｊの枠組に基づいて、「権限（ｐｏｗｅｒ）」「知識（ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）」「情報

（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）」「報酬（ｒｅｗａｒｄｓ）」の４つのリソース２６が組織全体にいかに分権化されてい

るかという観点から学区及び学校の事例を分析している。

以上のように、学校の自律性を拡大すべく展開されてきたＳＢＭ施策は、現実にはその

成果に多くの疑問を向けられている。その一つは、それが組織・機構の改革が形式上のそ

れにとどまり、実質的な改革になっていないという点である。この場合、見かけの上で改

革がなされていても、教室で展開される教授・学習過程に対して重要な変化をおよぼすこ

とはできていないということになる。そしていま一つは、ＳＢＭそれ自体の実行に大きな

関心が向けられすぎてしまい、肝心の教授・学習活動の質的変革のためというねらいへの

関心が希薄化されてきたという点である。そしてＷｂｈｌｓｔｅｔｔｅｒａｎｄＭｏｈｒｍａｎが指摘する

ように、ＳＢＭはむしろ改革全体の中の一部であり、同時にさまざまな改革が並行して行

われる必要があるということに、より高い関心が向けられているのが近年の実情である。

第４節　多次元化する諸施策の動向

ここまで検討してきたように、学校の自律性拡大のための政策は、教授・学習の質的変

革につながりうる多様な変数とそれらの相互関係を組み替えようとする「全体にわたる変

革（ｓｙｓｔｅｍｉｃｃｈａｎｇｅ）」の様相を強めてきた。こうした動向を把握する上で、Ｌａｓｈｗａｙ
が１９９０年代における主要な施策を次の４点に整理していることは有益であろう２７。すなわ

ち、①基準に基づいたアカウンタビリテイ（Ｓｔａｎｄａｒｄｓ・ＢａｓｅｄＡｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙ）、②総体と

しての学校の改革（Ｗｈ０１ｅ・ＳｃｈｏｏＩＲｅｆｏｒｍ２８）、③市場政策（ＭａｒｋｅｔＳｔｒａｔｅｇｉｅｓ）、④意思

決定の共同化（ＳｈａｒｅｄＤｅｃｉｓｉｏｎ－Ｍａｋｉｎｇ）である。①と④についてはすでに述べてきたとお

りだが、近年日本でも関心を集めているのが②および③である。

②は、子どもの学習成果の向上をねらいとした従来のさまざまな試みが教育方法の改善

等の断片的な試行であったことに対して、学校全体の変革を視野に入れながら学校として

の教育成果を高めようとする改善プログラムを指している。そうしたプログラムを開発・

提供する企業等の学校外部セクターが、一定期間、学区教育委員会と契約してそれを学校

で実施する２９。合衆国教育委員会（Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｏｆｔｈｅ Ｓｔａｔｅｓ：ＥＣＳ）によれば、

「生徒の成績向上の支援を図るための新しい方法を模索しようとするとき、多くの学校は、

学校を土台からそっくりすべてつくり直して新しい活力を与えることに焦点を合わせた方

策を求めて、伝統的なアプローチを捨て去っている。いくつかの学校では、そうした取り

組みへの援助を外部提供者（ｅｘｔｅｒｎａｌｐａｒｔｎｅｒｓ）に依頼するということを実施している。

これらの提供者は、学校の運営（ｓｃｈｏｏｌｏｐｅｒａｔｉｏｎ）のすべての側面－カリキュラムと教授、
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教員研修、学校経営、リソース活用－の改善を意図した改革デザインを提供している」３０と

いう。これは、州レベルでの所定の教育成果を「外部委託」の学校経営によって果たそう

とする方策である。目標達成のための手段はすべて学校レベルに委譲されているが、その

決定・実施にかかわる権限と責任は外部提供者のもとにある。

③にかかわって重要な関心を寄せられているのはチャータースクール（ＣｈａｒｔｅｒＳｃｈｏｏｌ）

である３１。それは、従来の公立学校に対して適用されてきたさまざまな基準や規定に制約

されずに独自の教育理念のもとで教育を行おうとする主体と教育委員会とが契約を結んで、

そこへ公費を支出することによって設立される新たな公立学校を指している。１９９１年にミ

ネソタ州が全米で初めてこれを認める州法を成立させて翌年に２校のチャータースクール

が誕生し、１９９４年には連邦補助金も支出されるようになって急激に広がっていった。２００２

年９月現在、３７州およびコロンビア特別区で２，３５７校のチャータースクールが運営されて

おり３２、２００２・２００３年度にはさらに１州（テネシー州）で州法化され３８州とコロンビア特

別区およびプエルト・リコが州法でこれを認めている３３。

チャータースクールでは、特定のニーズをもつ保護者・児童生徒を意識した「特色」が

全面に押し出される。そして個々の学校は教員・保護者・児童生徒による意思決定の共同

化に基づいて経営される。それと同時に、学校選択による市場性は周辺の公立学校に対し

ても「刺激」を及ぼすことが想定されている。教育委員会は学校認可および教育成果に対

する評価という点から市場性を含めてこうしたしくみを統制している３４。前に紹介したヴ

ァウチャー制や、ケンタッキー州の例にみられた「危機的学校」への制裁などもＳＢＭと

のかかわりの中で同じような要素を含むものとして位置づいているといえよう。

第５節　まとめにかえて

以上のように多様化・多次元化ともいえる様相をみせる近年の諸施策であるが、その効

果は依然として根拠づけられていない３５。前述してきたＳＢＭをも含めて、公教育の制度

と運営にかかわる組織・機構上のさまざまな改革が所期のねらいとしての教授・学習の質

的変革につながるには、それらが展開される場としての学校内部経営の分析的検討がいっ

そう重要になる。

近年のアメリカにおける諸研究・施策でも、そうした関心の高まりを捉えることができ

る。「教員自身のリーダーシップ（ｔｅａｃｈｅｒｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ）」「教員への裁量付与（ｔｅａｃｈｅｒ

ｅｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔ）」「保護者の参加（ｐａｒｅｎｔｉｎｖｏＩｖｅｍｅｎｔ）」を必須条件としながら校長の役

割やリーダーシップのあり方を問う所論などは、このことを反映している３６。

真の意味での自律的学校経営は制度上の権限委譲をもって成立するわけではなく、学校

内部における教育当事者どうしのダイナミックな営みが文字通り教育専門組織としての自

律性を備えて初めて確立する。権限・責任の委譲という制度的改革が果たされた後に、個々

の学校が自律性を確立するためにどのような条件が必要になるのか、今後の日本における

学校経営実践を考える上で、先行事例としてのアメリカから示唆される点は少なくないと

思われる３７。ノ

（浜田博文）

【註】

１そのようなＳＢＭが１９８９年までに１４州で取り組まれ、１９９１年までに１，０００の学区で試み
られていた（Ｍｕｒｐｈｙ，Ｊ．ａｎｄ Ｌ．Ｇ．Ｂｅｃｋ，Ｓｃｈｏｏｌ－ＴＢａｓｅｄＭａＤａｇｅｍｅＤｔ ａＳ ＳｃｈｏｏＩ Ｒｅｆｏ∫ｍ：

ＴａｋＩＤｇＳｔｏｃｋ，ＣｏｒｗｉｎＰｒｅｓｓ，１９９５，Ｐ．５）。また、「北東端のメイン州から南西端のカリフ

ォルニア州まで、北西端のワシントン州から南東端のフロリダ州まで、全米のあらゆる地
域にわたって、全体の学区数の約３分の１がＳＢＭプログラムを有し、…ＳＢＭを採用した学
区の数は１９８６年以降、急激に増大していった」（Ｏｇａｗａ，Ｒｏｄｎｅｙ Ｔ．ａｎｄ Ｐａｕｌａ Ａ．Ｗｈｉｔｅ，

Ｓｃｈｏｏｌ－Ｂａｓｅｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ：Ｏｖｅｒｖｉｅｗ，Ｍｏｈｒｍａｎ，Ｗｏｈｌｓｔｅｔｔｅｒ，ａｎｄ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ，

Ｓｃｈｏｏｌ－ＢａｓｅｄＭｂＤａｇｅｍｅＤｔ：０√ｇａＤＩｚｊＤｇｆｏＩ・ＨｊｇｈＰｅ′ｆｏ√ｍａＤＣｅ，Ｊｏｓｓｅｙ－Ｂａｓｓ Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ，
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１９９４，ｐ．５５）とも言われる。

２その展開背景・経緯については、浜田博文「アメリカにおける学校の自律性と責任」『学

校経営研究』第２５巻，大塚学校経営研究会，２０００年４月ｐｐ３２－４１を併せて参照されたい。

３“ｓｉｔｅ－ｂａｓｅｄｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”は、集権的な官僚機構における意思決定権限を個別現場組織へ

委譲することを意味する一般的用語である（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｄｗｅｅｋ．ｏｒｇ／ｃｏｎｔｅｘｔ／ｇｌｏｓｓａｒｙ／

ｓｉｔｅｂａｓｅ．ｈｔｍ）。

４坪井由実『アメリカ都市教育委員会制度の改革』到草書房，１９９８年，ｐ．１３６、山下晃一『学

校評議会制度における政策決定一現代アメリカ教育改革・シカゴの試み－』，多賀出版，２００２

年などを参照。
５小松茂久「現代アメリカ大都市教育行政の改革課題」，金子照基編著『現代公教育の構造

と課題』学文社，１９９４年，ｐｐ．４８

６ｓＢＭの先駆的導入例の一つとしてしばしば紹介されるマイアミ・デイド郡学区は、１９７４

年以来、ＳＢＭをめざす多様な施策が展開されてきている（Ｄａｄｅ Ｃｏｕｎｔｙ Ｐｕｂｌｉｃ ＳｃｈｏｏＩｓ，

∫ｃ加βノ」７∂∫ｅ（７励朋ｇ紺ｅガ／／鎚∂√ｅｄ加ｃノ∫ノβ刀脇息メガｇ－－」タノノβメタｒβｇ√∂劇Ｊ月ｊ〃∫／β√ノｃ∂ノ

アｅ√∫ｐｅＣプルら１９８７，ＥＤ３０２９３３）。

７同州のＳＢＭの実際については、浜田博文「アメリカにおける個別学校の裁量拡大と構内

組織改編に関する一考察」『日本教育経営学会紀要』第４０号，１９９８年，第一法規，Ｐｐ．６８－８１
を参照。また、学校における意思決定共同化の実態については、浜田博文「アメリカの学

校裁量拡大施策の展開にみる校長職の役割変容に関する一考察」，日本教育経営学会第４０

回大会自由研究発表配布資料（筑波大学），２０００年６月１１日、を参照。

８フロリダ州の公立初等・中等学校児童生徒数は２，２４２，２１２人、学区数は６７であり、３，４００
名以上の児童生徒を抱える学区は８２．１％を占める。これに対してケンタッキー州は、児童

生徒数（正一１２）が６５６，０８９人、学区数は１７６で、３，４００名以上の学区は２９．０％である（Ｎａｔｉｏｎａｌ

Ｃｅｎｔｅｒ ｆｏｒ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ，ＳｔａｔｅＰ√ＯｆＩｌｅｓ ｏｆＰＩＩｂｌｊｃＥｌｅｍｅＤｔａ√ｙａＤｄＳｅｃｏＤｄａｌ’ｙ

ＥｄＨＣａｌｉｏＤ：１９９６一鍔　Ｕ．Ｓ．Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ，Ｏｆｆｉｃｅ ｏｆ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ

ａｎｄＩｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ，２０００，ｐｐ．１０１－１０２，ｐＰ．１６５－１６６）。

９ケンタッキー州の学校における意思決定の実態については、浜田博文「アメリカ学校経
営における共同的意思決定の実態と校長の役割期待」，『筑波大学教育学系論集』第２４巻
第１号，Ｐｐ．２３－３３、を参照。

１０Ｍｕｒｐｈｙ ａｎｄ Ｂｅｃｋ，ＯＰ．Ｃｉｔ．，ｐＰ．４３－４６

１１この点については前掲注７及び注９の論稿を参照。

１２Ｌａｓｈｗａｙ，Ｌ．，ＴＴｅＤｄｓａＤｄＩｓｓｕｅｓ：ＳｃｈｏｏＩＣｂｏｊｃｃ，１９９９，Ｍａｙ．（ｈｔｔｐ：／／ｅｒｉｃ．ｕｏｒｅｇｏｎ．ｅｄｕ

／ｉｓｓｕｅｓ／ｒｅｆｏｒｍ／０１．ｈｔｍｌ）

１３坪井由実，前掲注４，ｐｐ．１３８－１４１、および、山下晃一，「現代アメリカにおける学校の自律

性確保と教育委員会の機能転換」，『京都大学大学院教育学研究科紀要』第４５号，ＰＰ．３０６－３０８、

を参照。
１４ｓａｎｄｈａｍ，Ｊ．Ｌ．，Ｆｌｏｌ・ｊｄａＯｋｓＦＩ√ＳＩＳｔａｔｅｗＩｄｅ ＶｂｌＩＣｈｅ√ＰｌａＤ，ＥｄＬ（ＣａｔＩｏＤ恥ｅｋｏＤ ｔｈｅ Ｗｂｂ

（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｄｗｅｅｋ．ｏｒｇ／ｅｗ／ｖｏｌ－１８／３４ｆｌａ．ｈ１８）これは、州費によるヴァウチャー制度は

全米で初めてということもあり、注目された（Ｒｅｅｓ，Ｎ．Ｓ．ａｎｄＹｏｕｓｓｅｆ，Ｓ．Ｅ．，ＳｃｈｏｏＩＣｂｏｊｃｅ

１９９９：粕ａｔ，ｓ助ｐｐｅＤＩＤｇ ｊｎ ｔｈｅ Ｓｌａｌｅｓ，Ｈｅｒｉｔａｇｅ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ，１９９９）。その後、公費ヴ

ァウチャーによる私立・宗教学校通学の合法性について法廷の場で争われることにもなっ

た（Ｓａｎｄｈａｍ，Ｊ．Ｌ．，Ｖｏｕｃｈｅｒ Ｐｌａｎ Ｓｔｒｕｃｋ Ｄｏｗｎｉｎ Ｆｌａ．Ｃｏｕｒｔ，Ｍａｒｃｈ２２，２０００，

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｄｗｅｅｋ．ｏｒｇ／ｅｗ／ｅｗｓｔｏｒｙ．ｃｆｍ？ｓｌｕｇ＝２８ｆｌａ．ｈ１９）。

１５浜田博文，前掲注９を参照。

１６Ｌａｓｈｗａｙ，Ｌ．，Ｈｏｌｄｉｎｇ ＳｃｈｏｏＩｓ Ａｃｃｏｕｎｔａｂｌｅ ｆｏｒ Ａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔ，ＥＨＩＣＤＩｇｅｓｔ１３０，１９９９

Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ（ｈｔｔｐ：／／ｅｒｉｃ．ｕｏｒｅｇｏｎ．ｅｄｕ／ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓ／ｄｉｇｅｓｔｓ１３０．ｈｔｍｌ）

１７Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｔａｔｅｓ，Ａｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙ－－－Ｉｎｃｅｎｔｉｖｅｓ／Ｓａｎｃｔｉｏｎｓ，

Ｃｌｅａ√ＩＤｇｂｏＬ［Ｓｅ Ｎｏｔｅｓ，１９９９‾Ｄｅｃｅｍｂｅｒ，Ｐ．２

１８Ｆｏｓｔｅｒ，Ｗ．，ＲｅｓｔｒｕｃｔｕｒｉｎｇＳｃｈｏｏＩｓ，Ａｌｋｉｎ，Ｍ．Ｃ．ｅｄｉｔｏｒｉｎ ｃｈｉｅｆ，ＥＨＣｙＣｌｏｐｅｄＩａ ｏｆ
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Ｅｄｕｃ３１ＩｏＤａｌＲｅｓｅａｒｃｈ６１ｈｅｄＩＩＩｏＤ，ＭａｃｍｉｌｌａｎＰｕｂｌｉｓｈｉｎｇＣｏｍｐａｎｙ，１９９２，ＰＰ・１１１ｌ－１１１２

１９Ｍｕｒｐｈｙ，Ｊ・，ＲｅｓｔｍｃｔｕｒＩＤｇＳｃｈｏｏＩｓ，Ｔｅａｃｈｅｒｓ ＣｏｌｌｅｇｅＰｒｅｓｓ，１９９１

２０Ｅｌｍｏｒｅ，Ｒ．Ｆ・＋ＳｃｈｏｏＩＤｅｃｃｎｔｒａｌｉｚａｔｉｏｎ‥Ｗｈｏｇａｉｎｓ？Ｗｈｏｌｏｓｅｓ？，Ｈａｎｎａｗａｙ，Ｊ・ａｎｄ

ｃａｒｎｏｙ（Ｅｄｓ．），ＤｅｃｅＤｌｒａｌＩｚａｔｊｏＤ３ＤｄＳｃｈｏｏＩＩＤｐ［ＯＶｅｍＣＤｔ，Ｊｏｓｓｅｙ－ＢａｓｓＰｕｂｌｉｓｈｅｒｓ，１９９３，

ｐｐ．３３－５４

２】ＶａｎＭｅｔｅｒ，Ｅ．Ｊ．，Ｉｍｐｌｅｍｅｎｔｉｎｇ ＳｃｈｏｏトＢａｓｅｄ ＤｅｃｉｓｉｏｎＭａｋｉｎｇｉｎ Ｋｅｎｔｕｃｋｙ，Ｎ４ＳＳＰ

ＢＩＺｌｌｅｔＩＤ，７８（５６３），１９９４，Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ，Ｐｐ・６１－７０

２２Ｍｕｒｐｈｙ ａｎｄ Ｂｅｃｋ，ＯＰ．Ｃｉｔ．，ｐ・１５７

２３Ｅｌｍｏｒｅ，Ｒ．Ｆ．，Ｐｅｔｅｒｓｏｎ，Ｐ．Ｌ・，ａｎｄ Ｍｃｃａｒｔｈｅｙ，Ｓ・Ｊ・，Ｒｅｓｌｍｃｔｕ√ｊＤｇＩＤ ｔｈｅ

ｃｌａｓｓｒｏｏｍ：ＴｅａｃｈｊＤｇｌＬｅａｍｊＤｇｌａＤｄＳｃｈｏｏｌＯ［ｇａＤＩｚａｔＩｏＤ，Ｊｏｓｓｅｙ－ＢａｓｓＰｕｂｌｉｓｈｅｒｓ，１９９６

２４１９９１年に連邦教育省の教育研究・改善局（Ｏｆｆｉｃｅ ｏｆ ＥｄｕｃａｔｉｏｎａｌＲｅｓｅａｒｃｈ ａｎｄ

Ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ，ＯＥＲＩ）の委託を受け、カーネギー財団（ＣａｒｎｅｇｉｅＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎｏｆＮｅｗＹｏｒｋ）

及び南カリフォルニア大学の教育政策研究コンソーシウム（Ｃｏｎｓｏｒｔｉｕｍ ｆｏｒ Ｐｏｌｉｃｙ ａｎｄ

ＲｅｓｅａｒｃｈｉｎＥｄｕｃａｔｉｏｎ，ＣＰＲＥ）の支援も受けて着手された１２の教育改革研究プログラムの

１つである。当該研究グループは１９９３～１９９５年にかけて全米レベルの学会等（米国教育研

究協会：ＡｍｅｒｉｃａｎＥｄｕｃａｔｉｏｎａｌＲｅｓｅａｒｃｈＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎや米国教育財政協会：Ａｍｅｒｉｃａｎ

ＥｄｕｃａｔｉｏｎａｌＦｉｎａｎｃｅ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎなど）で２０件の論文を発表して議論を行うなどし、そ

れらをもとにＭｏｈｒｍａｎ，Ｓ．Ａ．，Ｗｏｈｌｓｔｅｔｔｅｒ，Ｐ．，ａｎｄ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ，ＳｃｈｏｏＩＴＢａｓｅｄ

肋ＤａｇｅｍｅＤｔ：０（ｇａＤＩｚｊＤｇｆｏｒＨｉｇｈＰｅＴｆｏｍａｎｃｃ，Ｊｏｓｓｅｙ－Ｂａｓｓ Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ，１９９４，を刊行

した。そして、Ｗｏｈｌｓｔｅｔｔｅｒ，Ｐ．＆Ｍｏｈｒｍａｎ，Ｓ．Ａ．，ＡｓｓｅｓｓｍｅＤｔＯｆＳｃｈｏｏＩＴＢａｓｅｄＭａＤａｇｅｍｅＤｌ，

Ｕ．Ｓ．Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ，Ｏｆｆｉｃｅ ｏｆ ＥｄｕｃａｔｉｏｎａｌＲｅｓｅａｒｃｈ ａｎｄＩｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ，１９９６

（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｄ．ｇｏｖ／ｐｕｂｓ／ＳＥＲ／ＳｃｈＢａｓｅｄＭｇｍｔ／ｔｉｔｌｅ．ｈｔｍｌ）はこの研究の最終報告書である。

２５ｗｏｈｌｓｔｅｔｔｅｒ ａｎｄ Ｍｏｈｒｍａｎ，ＯＰ．Ｃｉｔ．，ｐ．２

２６“ｐｏｗｅｒ”とは「組織としての実践・方針・指示に影響をおよぼす意思を決定する権

限」、”ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ”とは「被雇用者が組織としての業績を理解しそれに貢献することができ
るようにするための知識で、職務を行った‘りサービスを提供したりするための技術的な知

識、対人関係的スキル、経営上の知識や専門的識見を含むもの」、”ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ”とは「組

織としての業績に関する情報で、収入、支出、個々の業績、より幅広い政策及び経済的環

境についての戦略的情報を含むもの」、”ｒｅｗａｒｄｓ”とは「組織の業績と個々人の責献とに基
づいた報酬」をそれぞれ意味している（ＷｏｈｌｓｔｅｔｔｅｒａｎｄＭｏｈｒｍａｎ，ＯＰ．Ｃｉｔ・，１９９６，ｐ・３３）。

２７Ｌａｓｈｗａｙ，Ｌ．，ＯＰ．Ｃｉｔ．，１９９９，Ｍａｙ

２８“ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ ＳｃｈｏｏＩＲｅｆｏｒが、”Ｅｎｔｉｒｅ－ＳｃｈｏｏＩＲｅｆｏｒ㌦などの呼称もある。

２９連邦政府は１９９８年度にこれを３，０００校で実施することを見込んで’Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ

ＳｃｈｏｏＩＲｅｆｏｒｍＤｅｍｏｎｓｔｒａｔｉｏｎ（ＣＳＲＤ）Ｐｒｏｊｅｃｔ”として１億５，０００万ドルの補助金支出を行

い、それ以降急激に数を増やしている。プログラム提供企業の一プＥｄｉｓｏｎ ＳｃｈｏｏＩｓ”は、

２０００年１１月現在、１１３公立学校（正一１２）で５万７千人以上の児童生徒にプログラムを実施

し′ている。それらは学区教育委員会あるいは後述のチャータースクール運営委員会

（ｃｈａｒｔｅｒ ｂｏａｒｄ）との契約による（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｄｉｓｏｎｓｃｈｏｏＩｓ・ＣＯｍ）。

３０ＥｄｕｃａｔｉｏｎＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎｏｆ ｔｈｅ Ｓｔａｔｅｓ，乃ｅＰ√Ｏｇ√ｅＳＳ ＯｆＥｄＬＩＣａｔＩｏＤＲｅｆｏ√ｍ１９９８，１９９８，

Ｐ．３２

３－チャータースクールの動向については日本でもすでに数多くの論稿が発表され、教育改
革国民会議等の政策上の議論でもたびたび姐上にのぼっている。
３２Ｔｈｅ Ｃｅｎｔｅｒ ｆｏｒ ＥｄｕｃａｔｉｏｎＲｅｆｏｒｍ，Ｃｈａｒｔｅｒ ＳｃｈｏｏＩｓ２００２：Ｒｅｓｕｌｔｓ ｆｒｏｍＣＥＲ’ｓ Ａｎｎｕａｌ

Ｓｕｒｖｅｙ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃがｓ Ｃｈａｒｔｅｒ ＳｃｈｏｏＩｓ，２００２，Ｐ．１（ｈｔｔｐ：／／ｗｗ・ｅｄｒｅｆｏｒｍ・ＣＯｍ／

ｃｈａｒｔｅｒ＿ＳＣｈｏｏＩｓ／ｓｕｒｖｅｙ２００２．ｐｄｆ）

３３ｈｔｔｐ：ＷＷＷ．ｕＳＣｈａｒｔｅｒｓｃｈｏｏＩｓ．ｏｒｇ／１ｐｔ／ｕｓｃｓ＿ｄｏｃｓ／９３

３４本図はこのようなチャータースクール制の原理構造を「調整された競争と交換による分

権」と捉えて論じている（本図愛美「学校選択に関する原理論的研究」，日本教育行政学会
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編，『日本教育行政学会年報』第２４号，１９９８年１０月，ｐＰ．１４３－１５５）。

３５Ｌａｓｈｗａｙ，Ｌ．，ＯＰ．Ｃｉｔ．，１９９９，Ｍａｙ

３６この点については、浜田博文「アメリカーＳＢＭにかかわる学校組織・経営研究を中心に」，

日本教育経営学会編『諸外国の教育改革と教育経営』，玉川大学出版部，２０００年，ｐＰ．２４４－２５７
を参照。

３７筆者はこうした問題関心をもとに以下の試論を展開した。浜田博文「軍学校の自律性』
研究の課題－２０世紀学校経営学からの宿題－」，日本教育学会関東地区研究会（筑波大学）
配布資料，２００２年１２月１５日。
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第２章　イギリスの自律的学校経営

はじめに

現在、イギリス（イングランド）では「学校の水準と枠組みに関する法律（ＳｃｂｏｏＩ

ＳｔａｎｄａｒｄｓａｎｄＦｒａｍｅｗｏｒｋＡｃｔ１９９８）」のもとで、広義の公立学校に相当する「維持学校」

（ｍａｉｎｔａｉｎｅｄｓｃｈｏｏｌ）が地域学校（ｃｏｍｍｕｎｉｔｙｓｃｈｏｏｌ）、有志団体立学校（ｖｏｌｕｎｔａｒｙｓｃｈｏｏｌ）、

基金立学校（ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎｓｃｈｏｏｌ）に区別されている。これらはすべて地方教育当局（Ｌｏｃａｌ

ＥｄｕｃａｔｉｏｎＡｕｔｈｏｒｉｔｙ）から財政提供を受けており、各学校の配分額を算出する配分方式も

同じものが適用されているが、教職員の雇用者、学校の土地・建物の所有者がだれである

かという点では、次のような違いがある。

教職員の雇用者 土地 ・建物の所有者

地域学校 地方教育当局 地方教育当局

有志団体立学校 地方教育当局／学校理事会 有志団体

基金立学校 学校理事会 学校理事会／有志団体

地域学校は、「学校の水準と枠組みに関する法律」が施行される以前の州立学校（ｃｏｕｎｔｙ
ｓｃｂｏｏｌ）であり、地方教育当局によって設置され維持されてきた、日本で通常考えられて

いるところの「公立学校」、狭義の「公立学校」に相当する。それに対して、有志団体立学

校はもともと教会や慈善団体によって設置された学校であり、イギリス公教育制度成立の

歴史的経緯から生まれた、言わば「民設公営」型の学校である。同法律の施行以前は、こ

の有志団体立学校が統制学校（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄｓｃｈｏｏｌ）、補助学校（ａｉｄｅｄｓｃｈｏｏｌ）、特別協定学

校（ｓｐｅｃｉａｌ－ａｇｒｅｅｍｅｎｔＳＣｈｏｏｌ）にさらに細分化されていたが、現在は、このうち統制学校と

補助学校のサブカテゴリーが認められている。前者では地方教育当局が教職員を雇用する

が、後者では学校理事会が雇用者であるという違いがある。

基金立学校は、同法律施行以前の国庫補助金維持学校（ｇｒａｎｔ－ｍａｉｎｔａｉｎｅｄｓｃｈｏｏｌ）を前身

としている。前保守党政権による教育改革のもと、一部の公立学校、有志団体立学校は地

方教育当局の管理を離れ、学校理事会が国から補助金を直接受けて運営する、国庫補助金

維持学校の地位を得た。しかし、現労働党政府（１９９７年～）が国庫補助金維持学校の廃止

を決めたため、国庫補助金学校の学校理事会は、地域学校（州立学校）あるいは有志団体

立学校にもどるか、基金立学校となるかを選択することになったのである。２００１年１月

の教育技能省（ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｆｏｒＥｄｕｃａｔｉｏｎａｎｄＳｋｉｌｌｓ）統計によれば、イングランドの初

等・中等教育（特殊教育を含む）を担う地域学校は１３，６４２校、基金立学校は８５４校、有

志団体立学校は７，０５４校となっている１。

これら三種類の維持学校は、教職員の雇用者、学校の土地・建物の所有者のほか、入学

者選抜方針や教育課程などの点でも異なる扱いが認められているが、いずれの学校も維

持・運営の経常的経費の大部分を地方教育当局から配分される公費に依存している点では

変わりはない。このことを踏まえて、本章では、学校財政制度および学校レベルでの財務

経営について、その現状と改革動向をみていくことで、イギリスの自律的学校経営の現状

と課題の一端を探ることとする。この課題意識は、自律的学校経営論において中心的な位

置を占めることになるはずの財政的側面に注目しようとするものである。また、国一地方

一学校間の財政制度構造が学校経営の自律性の質量を左右する大きな要因であることにも

留意しておきたい。こうした視点は、日本でも地方分権改革の一環として、補助金制度や

義務教育費国庫負担制度などの見直しが検討されている現在、意義あるものと考えられる。
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第１節　学校のローカルマネジメント（ＬＭ膚）の導入

イギリスにおいて自律的学校経営にあたる概念は、１９８８年教育改革法（Ｅｄｕｃａｔｉ。ｎ

ＲｅｆｏｒｍＡｃｔ１９８８）によって導入された「学校のローカルマネジメント（ＬｏｃａｌＭａｎａｇｅｍｅｎｔ

ＯｆＳｃｂｏｏＩｓ、以下ＬＭＳと略称）」であるといえる。ＬＭＳの法制度的な概要は、次の二点に
要約できる２。

①地方教育当局全体の学校予算から、主に在籍児童・生徒数にもとづいて各学校へ

の配分額を算出する予算配分方式（ｆｏｒｍｕｌａｆｕｎｄｉｎｇ）を導入すること。

②各学校に配分される額の範囲内で、具体的・実質的な予算編成を行う権限を各学

校の理事会に委譲すること。これにともない、学校理事会は実質的に教職員の任
免権も持つことになる。

用語について付言すると、１９８８年教育改革法ではＬＭＳではなく「財政委譲（丘ｎａｎｃｉａｌ

ｄｅｌｅｇａｔｉｏｎ）」という用語が用いられていた。これには、同法律が成立する前から、複数の

地方教育当局において類似の施策が試みられており、それが「地方的財務経営（１。Ｃａｌ

ｆｉｎａｎｃｉａｌｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）」などと呼ばれていた背景がある。その一方で、学校理事会にお

ける父母理事枠の拡充、実質的な学校選択の自由化など、より広い範囲での学校経営に関

わる諸改革も並行して進められてきており、この財政委譲が学校財政面での変化にとどま

らず、「学校レベルでの教育の組織化に関する新しい文化と哲学を要求（する）」３ものであ

るという理由から、ＬＭＳがより適切な用語として提起され公的に使用されるに至ったも
のである。

ＬＭＳは１９９１年度からの段階的導入期間を経て、１９９３年度から完全実施に移されてい

る。完全実施にあわせて、当初、予算編成権限委譲の対象とされていなかった児童数２００

人以下の初等教育学校、ならびに予算配分方式による配分額の算出と予算編成権限委譲両

方の対象とされていなかった特殊教育諸学校にも、ＬＭＳが完全に適用・実施されることに

なった４。ＬＭＳが実施される前は、学校財政の大部分が地方教育当局の管理下に置かれ、

学校レベルの裁量が及ぶ範囲は、主に教材・校具費（ｃａｐｉｔａｔｉｏｎ）に限られ、それは学校

教育費全体の５％程度を占めるに過ぎないものであった。それが、ＬＭＳ’の導入によって、

イギリスの初等・中等教育学校に係る公教育費総額のうちおよそ８２％が学校理事会と校長
、によって管理されるようになったのである５。

では、このように学校財政に関する大きな権限と責任が学校理事会と校長に委ねられて

から、およそ１０年が経過した現在、ＬＭＳはどのように評価されているだろうか。ＬＭＳ

を導入する目的は、教育活動の直接当事者に学校財政に関する意思決定を委ねることによ

って、資源活用の有効性を高め、教育効果の向上を図ることにあったが、この目的個体を

否定する議論は、今日に至るまでまずみられない。日常的な財務経営に伴う技術的な問題

は当初から指摘されていたものの、今日においてＬＭＳは概ね定着しているとみてよく、

少なくとも学校現場から抜本的改革を要求する声は聞かれないと言えよう。

他方、近年になって、あらためてＬＭＳの制度と運用の実態調査をおこない、改善をは

かろうとする動きが、教育雇用省（ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｆｏｒＥｄｕｃａｔｉｏｎａｎｄＥｍｐｌｏｙｍｅｎｔ、現在は

教育技能省）サイドにみられることが注目される。この背景には、上に述べた学校制度改
革に伴い、地方教育当局が財政提供を行っているすべての学校に適用される首尾一貫した

配分方式を確立する必要性があった。しかし、それだけではなく、環境運輸地域省

（ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆｔｈｅＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ，ＴｒａｎｓｐｏｒｔａｎｄｔｈｅＲｅｇｉｏｎｓ）が中心となって進めてい

る、地方財政改革の一環に学校財政制度の見直しが位置づけられていることにも注意する
必要がある６。

ここでは背景について詳細な分析をする余裕がないが、政府・教育雇用省による「公正

な財政（ＦａｉｒＦｕｎｄｉｎｇ）」政策が１９９９年度から実施されている７。次節では、学校財政制

度の現状と「公正な財政」政策について、もう少し詳しくみたうえで、その政策動向に対

する特定の立場からの評価の例として、監査委員会（ＡｕｄｉｔＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎ）が２０００年１１
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月に公表した報告書『マネーの重要性　学校財政と資源経営』８を検討する。

第２節　学校財政制度の現状と改革動向

（１）学校財政制度の現状

地方教育当局における学校財政制度で、最初の基本的な枠組みとなるのは「総地方教育

費（ｔｏｔａｌｃｏｕｎｃｉｌｅｄｕｃａｔｉｏｎｂｕｄｇｅｔ）」である。この総地方教育費の設定にあたり、地方当

局は、主たる独自財源である地方税の課税水準を考慮し、地方当局が実施または提供する

他の事業・サービスと比較して、教育にどれだけの優先度を与えるか、意思決定を行うこ

とが求められる。また、総地方教育費の決定においては、国から交付され、地方当局の一
般財源となる「歳入補助金（ＲｅｖｅｎｕｅＳｕｐｐｏｒｔＧｒａｎｔ）」が重要な意味を持っている。環境

運輸地域省が行っている歳入補助金の算定においては、地方当局ごと、各事業・サービス

ごとに、その標準的なレベルでの提供を実施するために必要な費用を査定する、標準支出

評価（ＳｔａｎｄａｒｄＳｐｅｎｄｉｎｇＡｓｓｅｓｓｍｅｎｔ）が行われており、教育について示される教育標準支

出評価額が総地方教育費の基準となるからである９。

さらに、国からは「教育水準向上費（ＳｔａｎｄａｒｄｓＦｕｎｄ）」のように、国レベルの政策実

現をはかるための、使途を限定した特定補助金が交付されている。こうした歳入補助金と

特定補助金の制度によって、国もまた、個々の学校に対する資金の配分額と運用に対して、

少なからぬ影響力を行使することができる仕組みになっているのである。

このようにして決定された総地方教育費から成人教育などの学校教育以外の費用を除

外して得られるのが、「地方学校費（ＬｏｃａｌＳｃｈｏｏＩｓＢｕｄｇｅｔ：ＬＳＢ）」であり、さらに、この

地方学校費から、特別な教育ニーズに係る費用など、各学校に委譲せず、地方教育当局自
身が行う事業やサービスに係る費用を除いた残りが、学校に配分される学校予算の原資総

額となる０現在、これは「個別学校費（ＩｎｄｉｖｉｄｕａｌＳｃｈｏｏＩｓＢｕｄｇｅｔ：ＩＳＢ）」と呼ばれてお

り、この個別学校費に地方当局ごとの「公正な予算配分方式（ＦａｉｒＦｕｎｄｉｎｇｆｏｒｍｕｌａ）」を

適用して、個々の初等教育学校、中等教育学校、特殊教育諸学校に対する配分額が決定さ
れているのである。

「公正な財政」政策は、このような学校財政制度の抜本的な見直しを視野に入れている

ことを明らかにしているものの、今日までのところ、もっぱら学校への財政委譲の拡大を

はかることに力点が置かれているようである。すなわち、地方教育当局の留保分を制限す

ることで、個別学校費が地方学校費に占める割合（ＩＳＢ几ＳＢ）を２０００年度に８０％以上、

２００１年度に８５％以上、２００２年度には９０％以上にすることを目標として地方教育当局に

課しているのである。このため、教育雇用省は、規則によって、１９９９年４月からは営繕

費、地方教育当局の職員費、指導助言・視察費、さらに２０００年４月からは学校給食費、

地方教育当局による支援・補助費を学校に委譲しなくてはならないものとしている１０。

（２）財政委譲の拡大政策に対する批判

イギリスの監査委員会は、地方当局の外部監査を行う外部監査官の任命と統括を担う独

立した機関として１９８３年に設立された。１９９０年には、地方当局の事業・サービスだけで

なく、国民医療サービス（ＮａｔｉｏｎａｌＨｅａｌｔｈＳｅｒｖｉｃｅ）に対する外部監査も統括するようにな

るなど、監査の対象を広げるとともに、さらに近年は、伝統的な監査機能である公費運用

の合法性・適切性のチェックにとどまらず、資源の効率的・効果的運用（ｖａｌｕｅｆｏｒｍｏｎｅｙ）
の促進を監査目的として強調するようになっており、財政運用の効率と効果の向上を目的

とした調査研究にも力を入れるようになっている。上述の報告書『マネーの重要性　学校

財政と資源経営』１１も、資源の戦略的活用という観点から、学校における財務経営の現状

と改革動向について調査研究を行った成果をまとめたものである（以下、報告書からの引用

はパラグラフで示す）。そこで、「公正な財政」政策が進める財政委譲の拡大について、監

査委員会はどのように評価しているかをみてみよう。

報告書によれば、２０００年度の財政委譲目標である８０％については、ただ一つ７９．８％に
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とどまった地方教育当局（Ｃｏｒｎｗａｌｌ）を除いて、すべての地方教育当局が達成しており、

イギリス全体での平均は８４％となっていた。教育雇用省は、この比率をさらに高めようと

していたわけだが１２、この政策を監査委員会は次のような理由をあげて批判しているので

ある。まず、委譲された権限を十分に生かすための、学校現場での体制づくりの問題が看

過されていることである。そして、財政委譲の受け皿づくりをしっかりと行わないまま、

単に量的な面での委譲を進めても、学校現場の負担をいっそう増すだけであることを重大

な問題として指摘する。さらに、地方教育当局が留保する費用の削減によって、地方教育

当局が行うべき事業やサービスの質的低下がもたらされかねないことに懸念を示し、政府

は「地方教育当局に対する期待を明らかにし、さらに委譲を拡大することが公益に合致す

るかどうかを評価すべきである」（９２）と厳しい見方を示しているのである。

さらに、監査委員会は、国レベルの政策実現のために、近年拡充の方向がとられている

特定補助金についても、地方教育当局や学校の財政的裁量権限の範囲を狭めてしまうこと、

短期的な財政措置であるため中長期的な計画を立てにくくするものであることを理由とし

て、批判している（９６）。

このように、学校財政制度における地方教育当局の役割縮小をもたらすことになる、教

育雇用省の「公正な財政」政策に対する監査委員会の評価はかなり厳しいものであった。

ＬＭＳの導入以降、より多くの財政に関わる意識決定を学校現場で行うことが、資源活用の

有効性と教育効果をさらに高めることにつながるという、素朴な財政分権化推進論が教育

政策として支持されているようにみえることに対して、監査委員会は資源活用の効率性・

効果を厳密に確証しようとする立場から批判したと言ってよいだろう。財政委譲の量的側

面だけではなく、質的な側面の重要性を指摘して、学校における財務経営への支援体制の

充実が求められること、また地方教育当局が支援体制において果たすべき「戦略的な役割」

はけっして過小評価されるべきものでないとの主張はそれ自体注目に値するものである。

（３）公教育費支出の地域間格差

ところで、今後「公正な財政」政策を含む地方財政制度改革において、どのような対応

がなされていくのかが注目される問題として、公教育費支出の地域間格差がある。実際に、

地方当局ごとの教育標準支出評価額を初等教育学校の児童一人あたりでみると、ウースタ

ーシヤー（Ｗｏｒｃｅｓｔｅｒｓｈｉｒｅ）の£２，２５５（４５０，０００円）に対し、タワーハムレット（Ｔｂｗｅｒ

Ｈａｍｌｅｔｓ）では£３，７０１（７４０，２００円）となっており、£１，５００（３００，０００円）近い格差が存在

している。さらに、中等教育学校の生徒一人あたりでは、ウースターシヤーの£２，９０２

（５８０，２００円）とランベス（Ｌａｍｂｅｔｈ）の£５，１３８（１，０２７，６００円）との間で、格差は

£２，２００（４４０，０００円）強に拡大していることがわかっている１３。

標準支出評価は、年齢段階ごとの児童・生徒数、地域の社会・経済的条件、人口密集度

などの指標を用いた、複雑な統計的処理によって行われており、一般的に、ロンドンのタ

ワーハムレットやランベスのような都市部で高く、ウースターシヤーのような郡部では低

く算定される傾向が生じるのは確かである。しかし、当事者にとって、これだけの格差は

機会均等に対する見逃しがたい侵害として映るであろう。事実、標準支出評価にもとづく

歳入補助金額を低く算定された地方当局の父母・保護者によって、公教育費地域間格差の

解消を求める運動が超党派の国会議員を巻き込んで展開されているという１４。

監査委員会は、この学校財政制度に関する重大な問題についても、独自の調査研究を行

っている。標準支出評価額と実際に地方当局が支出した教育費との違いの比較を行い、地

方当局全体の平均では児童・生徒一人あたり£４３（８，６００円）が上乗せされて支出されて

いるのに対して、標準支出評価額の下位２５％の地方当局の平均では、上乗せ支出額が£１０１

（２０，２００円）になっていることを明らかにした。つまり、標準支出評価額の低い地方当局

ほど、実際により多くの教育費を支出せざるを得なくなっており、相対的に不利であるこ
とが示されたのである（７０）。

さらに監査委員会は、学校単位における児童・生徒一人あたりの公教育費格差にも注目
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しており、これについても最大でおよそ£１，６００（３２０，０００円）の格差が生じていることを

明らかにした０ただし、監査委員会は、学校規模、給食無償措置の対象者数、特別な教育

ニーズなどの諸要素を基準にして、同じような財政的必要を持つと考えられる学校ごとに、

児童・生徒一人あたりの公教育費支出をみると、格差はそれほど大きいとはいえないとい

う分析結果も示している。すなわち、標準的な学校の３分の２は、格差£２００（３４，０００円）
以内に収まり、小規模校や学校所在地が貧困地域であるなど、非標準的な学校でも、格差

£４００（８０，０００円）に３分の２が収まるというのである（８４）。

監査委員会は、このように明らかになった公教育費支出の地域間格差と学校間格差につ

いて、「学校への予算配分過程の様々な段階で、必要を反映するための選択が行われたこと

の複雑な相互作用の結果」であり、「どの程度までは許容されるべきかの画一的な判断は難

しい」（８５）と判断を避けている。つまり、あくまでも問題は公教育費が学校予算として配

分される過程の透明性いかんであり、格差そのものの当否を判断しようとはしていないの

である。監査委員会の視点からみて問題なのは、むしろ、予算配分方式をさらに学校現場

の必要に基づくものとするため、地方教育当局に義務づけられている校長との協議が十分

に機能しておらず、ＬＭＳ導入以前からの支出パターンが踏襲されていることなのだった。

第３節　学校における財務経営の現状と課題

前節では、地方教育当局から学校への財政委譲の拡大政策と公教育費支出の地域間・学

校間格差という、学校財政制度に関わる改革動向と課題について、監査委員会の評価を中

心にみてきた。本節では、引き続き、監査委員会の報告書をテキストにして、学校レベル

での財務経営について、どのような評価がなされているかを探ることとする。

ところで、ＬＭＳの導入以来、学校における財務経営についての本格的な調査研究は、

この監査委員会によるものがはじめてとされている。監査委員会は、報告書の作成に２０

ヶ月間の準備期間を費やし、その間に、これまでに公表された調査研究のレビューのほか、

１０地方教育当局における４００校を対象とする質問票調査、３５校における校長、関係教職

員、学校理事を対象とする詳細な面接調査を行った（１４）。報告書では、こうして得られた

データをもとに、①優先目標の決定、②財務計画の策定、③優先目標と資源の関連づけ、

④日常的な財務経営、⑤評価という諸段階からなる資源経営の流れに即して、学校におけ
る財務経営の現状が次のように分析されている。

①優先目標の決定：大部分の学校では、国あるいは地方教育当局が定める教育目標や

学校の自己評価及び学校視察（ｓｃｈｏｏｌｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ）によって明らかになった改善目標

をもとに、この点についての適切な取り組みがおこなわれるようになっており、ほ

ぼ満足できる状況である。ただし、優先目標の決定における教職員との協議がはと

んどの学校で適切に実施されているのに比べて、この過程への学校理事の参加につ

いては、まだ不十分な学校があることが問題点として指摘できる（１５、１６）。

②財務計画の策定：単年度に限らず、中長期的にも学校が利用可能なあらゆる財源と

支出見込みをできるだけ明らかにして、計画を策定することが必要である。この点

については、地方教育当局から示される「例示予算（ｉｎｄｉｃａｔｉｖｅｂｕｄｇｅｔ）」を学校が

そのまま受け入れている例、同様の条件下にある他校との比較を可能にする財務デ

ータ（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｄａｔａ）の積極的活用がなされていない例など、従来の支出パター

ンの十分な検討がなされていないという問題がみられる。多くの学校では、児童・

生徒数の変動予測は行っているが、より詳細な中長期計画を策定している学校はか

ならずしも多くない０また、財産・備品交換計画（ａｓｓｅｔｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔｐｌａｎ）、修繕計

画（ｒｅｄｅｃｏｒａｔｉｏｎ／ｒｅｐａｉｒｐｌａｎ）、費用計算をともなう教職員配置計画（ｓｔａ瓜ｎｇｐｌａｎ）

を持つ学校は、それぞれ１３％、２４％、１２％と少数派にとどまっている（１７～１９）。

③優先目標と資源の関連づけ：学校における財務経営のなかで、もっとも不十分であ

り、改善が求められる点である。その原因の一つに、一学校教育計画（Ｓｃｈｏｏｌ
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ＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＰｌａｎ）が依然として、教育内容と方法の領域を扱うものと考えられて

いる一方で、ＬＭＳの導入まで、学校財政に関する権限がはとんど学校に与えられて

いなかったために生じた、教育と財政との「歴史的断絶（ｈｉｓｔｏｒｉｃｄｉｖｉｄｅ）」がある。

質問票調査でも、両者の関連づけが十分に行われていると考える校長は５０％にとど

まっていた。具体的な問題として、行動計画（ａｃｔｉｏｎｐｌａｎ）が策定される前に予算

編成が完了している例、教務と予算の責任者間の連携がとれず、予算担当の責任者

が学校教育計画の策定にはとんど発言できない例、費用計算など財政的考慮をとも

なわない行動計画が策定されても実効性が乏しい例などが生じている（２０）。

④日常的な財務経営‥物品購入や帳簿管理などの日常的な財務経営については、ほと

んど問題はみられなかった０ただし、財産登録、私費管理などについての若干の不
適切な取り扱いが問題として指摘されうる例があった（２１、２２）。

⑤評価：財政支出に関する意思決定がどのような効果をもたらし、どの程度所定の目

標を達成したかを評価して、今後における意思決定の改善につなげるという、財務

経営のこの側面は、全体的に著しく不十分である。多くの学校では、学校教育計画

の目標達成度についての総括的評価を行っているが、財政支出の効果とともに、明

確な数量的目標を基準として評価する形になっていない。その主な原因は、上記の

ように、学校教育計画と予算編成とが関連づけられていないことにある。また、優

先目標そのものが、達成度を客観的・数量的な基準で評価できるような形で定めら
れていないことも原因である（２３、２４）。

監査委員会は、こうした現状分析にもとづき、資源の効率的・効果的活用をいっそう促
進するため、次のような改善方策の提示を行っている。

まず問題となるのは、学校予算の配分に関わる不透明性であった。校長の意見のなかに

は、学校に配分される予算額が少なく、裁量権限を発揮する余地が少ないという意見もあ

ったが、逆にそのような状況であればこそ、戦略的な資源経営が求められると監査委員会

は強調する。むしろ、監査委員会からみて問題なのは、予算配分方式が客観性・透明性を

欠くために、校長や学校理事があらかじめ配分額の見通しを立てることが難しいこと、ま

た配分決定額の通知時期が著しく遅い例があるために、学校における中長期計画の策定が
困難になるという弊害が生じていることであった。

そして、こうした弊害を取り除くために、地方教育当局に対して、より必要にもとづい

た、客観性・透明性の高い予算配分方式を策定すること、会計年度開始の少なくとも１月

前までに配分決定額の通知を行うこと、今後３年間の「予測予算（ｓｈａｄ。ｗｂｕｄｇｅｔ）」を学

校に提示することなどの改善措置が求められるとしている。また学校に対しては、同様の

条件下にある他校との比較を可能にする財務データや、監査委員会が開発した財務経営自

己評価ツール１５を利用して、現在の支出パターンを詳細に検討し、資源のより効率的・効
果的な活用をはかることを求めている（２６、２７）。

また、監査委員会は、学校における財務経営を改善するための課題として、学校への支

援体制の問題を重視している０これは、学校への予算委譲の拡大政策に関わる問題として

も指摘されていたことであった。すなわち、学校における戦略的資源経営にとって最大の

障害となるのは、「時間」の不足であり、とくに校長が財務経営に十分な時間と労力を費や

すことができない状況を改善しなければならないとしている。すでに述べたように、「公正

な財政」政策によって、学校は給食や指導助言・視察などのサービスを、財政提供を受け

ている地方教育当局から「購入する」必要はなくなっており、他の地方教育当局や民間企

業も含めた、複数の提供者によるサービスを比較検討した結果、購入先を選択することに

なっているが、そのための調査や検討を行う十分な時間が確保できないという声が少なか
らぬ数の校長から聞かれたという。

監査委員会の調査によれば、この間題は中等教育学校以上に初等教育学校で深刻である。

初等教育学校における事務支援体制の水準（時間換算による）は、同じ規模の中等教育学
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校の半分以下となっているのである。監査委員会は、この間題への対策として、第一に財

務担当職員（ｂｕｒｓａｒ）の配置などによって支援体制が大幅に拡充されなくてはならないと

している。また、多くの校長が財務経営、とりわけ戦略的資源経営についての知識・技術

を身につけないまま任用されている現状に言及して、養成研修・現職研修の両方において、
この点の改善をはかる必要があるとした（２臥　２９）。

おわりに

本章では、学校財政制度と財務経営の側面に焦点をあて、イギリスにおける自律的学校

経営の現状と課題を監査委員会の視点からみてきた。まず、学校財政制度については、学

校現場での体制づくりを不十分なままにして、財政委譲を拡大すれば学校現場での負担増

をもたらし、かえって教育効果を損ないかねないこと、また財政を委譲された学校を支援

する地方教育当局の「戦略的な役割」が重要であることが指摘されていた。次に、学校レ

ベルでの財務経営の現状分析についてみたが、とくに優先目標と資源の関連づけや財政支

出に関する意思決定の効果を評価して、以降の意思決定の改善につなげる点に課題があり、

資源の効率的・効果的活用が十分になされているとはいえないという評価が監査委員会に

よってなされていた。そして、地方教育当局に対しては、より客観性・透明性の高い予算

配分方式を策定すること、学校には財務経営のノウハウを生かして、現在の支出パターン

を詳細に検討することを求めていた。さらに、財務担当職員の配置などによる支援体制の

拡充、校長を対象とした戦略的資源経営に関する研修の実施なども提言されていた。これ

らのことは、一足早く、財政面に関わる学校の自律性を強めることに踏み切ったイギリス
の先行事例から学ばれるべき知見であろう。

ただし、監査委員会の評価にはおのずから限界があることにも注意が必要である。公教

育費支出の地域間格差・学校間格差の問題に対する姿勢からうかがえるように、監査委員

会の視点はあくまでも、資源の効果的・効率的活用であって、その効果・効率を計る前提

となる教育的な価値そのものを問おうとするものではない。学校における教育と財政の連

携の必要性についていえば、財政的裏づけのない教育計画が有効性を欠くとの指摘は妥当

であるものの、客観的・数量的な達成目標による学校教育活動の評価が一人歩きすること

は大いに問題であろう。そのような企業経営的論理が学校現場に浸透してきていることで、

様々な問題が生じていることを指摘する批判的な研究があることも指摘しておきたい１６。

教育と財政の「歴史的断絶」という問題は、日本の学校経営にもそのままあてはまるもの

だが、学校教育活動には財務経営的発想や理念になじみにくい側面があることも明らかで

ある。その「断絶」を学校教育の現実に即した「望ましい相互関係」に置き換えていくと

いう課題は、自律的学校経営の研究においてもっとも重視されるべき課題のひとつだろう。

（勝野正章）
【註】

１ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｆｏｒＥｄｕｃａｔｉｏｎａｎｄＳｋｉｌｌｓ，鋤ｔＬｇｔｉｈｇｉＤＥｄｕｍｔｉｂｎ助力００Ｉｉｎ励ｇｈＤｄ

２００１，Ｌｏｎｄｏｎ：ＴｈｅＳｔａｔｉｏｎｅｒｙＯｆｆｉｃｅ．Ｔａｂｌｅ２１より。

２より詳しくは、田中耕二郎「現代イギリスの教育改革における学校のローカル・マネジ

メント（ＬＭＳ）について」『追手門学院大学文学部紀要』２５号、１９９１年、３５１・３６８頁。日

永竜彦「イギリス１９８８年教育改革法による『自律的学校経営（ＬｏｃａｌＭａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆ

ＳｃｈｏｏＩｓ）』の導入と地方教育当局」『教育行政学研究』７号、１９９２年、４１－４７頁を参照。

３Ｃｏｐｐｅｒｓ＆１ｙｂｒａｎｄ，Ｌｏｍｌ脇ＤａｇＷｅｎｔＯｆＳｂｈｏｏｈＬｏｎｄｏｎ；ＨＭＳＯ，１９８８，Ｐ．５．これ

は、当時の教育科学省から、財政委譲の実施にともなう種々の問題についての検討を委嘱
された民間経営コンサルタント会社による報告書である。

４ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆＥｄｕｃａｔｉｏｎａｎｄＳｃｉｅｎｃｅ，α打ｕｈｚ・７９１．

５ＴｉｍｅｓＥｄｕｃａｔｉｏｎａｌＳｕｐｐｌｅｍｅｎｔ，１ｂｚｍｔｓａｍ血Ｒｅｄｉｎｔｏｃａｓｂｂａｔｔｋ，Ｎｏｖｅｍｂｅｒ２４

２０００．
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６ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆｔｈｅＥｎｖｉｒ。ｎｍｅｎｔ，Ｔｒａｎ叩ｏｒｔａｎｄｔｈｅＲｅｇｉｏｎｓ，腸ｈｍｉｓＬＤｇＬｏｃａｌ

ＧｂⅦ皿ｅ刀月七月刀α・・』Ｇ相即軸叫Ｌｏｎｄｏｎ；ＨＭＳＯ，２０００．

７ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｆｏｒＥｄｕｃａｔｉｏｎａｎｄＥｍｐｌｏｙｍｅｎｔ，飽ａＤａＤｇｂＭ４ｂｉＨｔａＬｕｅｄ鮎００ｂ
晦１止血皿．ヾノ㈱

８ＡｕｄｉｔＣｏｍｍｉｓｓｉ。ｎ・肋〟ｑＶ脇ｔｔｅｚｖ∬ｈｏｏＩＢＬＤｄｉＨｇａＤｄｚ？ＳＯｕｍｅｍａＤａｇｅｍｅＤｔ

Ｌｏｎｄｏｎ；ＡｕｄｉｔＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎ，２０００．

９イギリスの歳入補助金と標準支出評価は、それぞれ日本の地方交付税交付金と基準財政

需要に相当するといってよい。標準支出評価の方法について、ウェールズでは事業・サー

ビスごとの評価額は算出されないなど、イングランドとは異なる点があり、ウェールズで

の方法をイングランドと同じにする改革案が政府によって示されている。また、財政委譲

のいっそうの促進というねらいから、地方教育当局自身が行う事業・サービスのための費
用と学校ごとに配分される費用を別途算定することで、地方教育当局が留保する教育費を
さらに厳密に限定しようという改革案も示されている。註６の文献を参照。

１０ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆＥｄｕｃａｔｉ。ｎａｎｄＥｍｐｌｏｙｍｅｎも乃ｅｎｈａＤａＤｇＯＦＡ４ｂｉＨｉａｉＨｅｄＳｂｂｏｏｂ
戯卯血血眼ガの

１１ＡｕｄｉｔＣ。ｍｍｉｓｓｉｏｎ・ＭｂＤｇ脇ｔｔｅｍｓｃｂｏｏＩＢＩＤｄｉｎｇａＤｄｚ？Ｓ。Ｕｎ７ｅｍａＤａｇｅｍｅＤｔ

Ｌｏｎｄｏｎ；ＡｕｄｉｔＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎ，２０００．

１２Ｉｂｉｄ・ＴｉｍｅｓＥｄｕｃａｔｉ。ｎａｌＳｕｐｐｌｅｍｅｎｔ，ａＺＺＤＣＬＬｇ血℃ｅｄｔｏＡａＤｄｏｎｒｍｗｅ毘ＳＬ，Ｊｕｎｅ
３０２０００．を参照。

１３段弧血相均朗血吼血加地那切掛甜紺による。便宜上、£１＝２００円で計算した。ま

た、同額の最高は初等教育学校・中等教育学校ともシシリー諸島であり、それぞれ４，２６８
ポンドと５，５８８ボンドだが、島峡部であるという特殊事情のために、本章ではとりあげな
かった。

１４ＴｉｍｅｓＥｄｕｃａｔｉ。ｎａｌＳｕｐｐｌｅｍｅｎｔ，ａｕＤＣｉＬｇ血αｄｔｏＡａＤｄｏｎｒｍ∽毘Ｓｈ，Ｊｕｎｅ３０
２０００．

１５これらは、インターネット上のウェッブサイト（ｗｗｗ．ＳＣｈ。ｏＩｓ・ａｕｄｉ－ＣＯｍｍｉｓｓｉ。ｎ．ｇｏⅥｕｋ）

を通じて公開され、各学校による利用に供されている。

１６たとえば、Ｇ・ウイッティ・Ｓノ叩－・Ｄ・ハルビン（熊田聡子訳）『教育における分権と
選択　学校・国家・市場』学文社、２０００年。とくに第Ⅱ部を参照。
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第３章　フランスの自律的学校経営

はじめに

フランスの教育制度の特色について、我が国においては久しく、中央集権的で画一的と

いうイメージで語られてきたように思われる。例えば、第一法規刊『新教育学大事典』

（１９９０）には、「ナポレオン帝政以来の中央集権的な教育行政制度の下で、フランスの学校

教育は公立学校を中心に行われている。学校における授業の科目の種類やその教育内容は

細かく規定されていて、地方による差あるいは学校による差ははとんどないのが第一の特

色である」１）と記述されている。このように、フランスにおいては伝統的に、自律的学校
経営とは縁遠い学校運営がなされてきた。

しかしながら、近年のフランスの教育制度に関する諸改革、特に、１９７５年教育法（通

称アピ法）や１９８６年に始まる地方分権化改革によって、フランスの学校に自律的学校経

営の可能性が生まれた。また、１９８９年には、新たに教育基本法が制定され、同法におい

て各学校が個別に学校教育計画を定めることが義務化されるなどフランスの学校のあり方

が大きく変わり、中央集権的で画一的というフランスの教育制度に関する旧来の認識の転
換が求められている。

本章では、紙幅の関係上、フランスにおける中等学校の自律的学校経営について先行研

究２）をふまえながら、長らく中央集権的で画一的とされたフランスの学校に自律的学校経

営の概念が導入される背景と今日のフランスにおける自律的学校経営のための学校の組織

及び裁量権限を概観することによって、フランスの自律的学校経営の特色を考察したい。

第１節　フランスにおける自律的学校経営の背景

（１）フランスにおける学校観の転換

フランスの公立学校は、第三共和制以後、宗教的な蒙昧主義に対抗するための市民道徳

の洒養と客観的な知識の伝達を主要な任務としていた。そして、教育の経営には、教職経

験者や学位を所持するものがあたることによって、「教育専門家による教育自治」を維持

してきた。その結果、「公立学校の門の中の事項は教師の任務であり、学校の門の外の事

項は家庭の役割であるという認識がフランスの教育観として定着」していった３）。しかし

ながら、このような学校観は、第２次世界大戦後の出生数の増大と就学人口の爆発的な

増加（１９３０年の２２万人から１９５０年には５３万人、１９７４年には、３８８万人へ）という、

いわゆる「学校爆発（ｅｘｐｌｏｓｉｏｎｓｃｏｌａｉｒｅ）」によって変革が迫られることになった４）。

制度的には、旧来の教育観は、１９７５年教育法（アビ法）によって大きく転換すること

になる。同法は、その第１条で、「すべての子どもは、家庭の活動を補いつつ子どもの教

育を（家庭と）協力して行う、学校教育への権利を有する。（中略）学校教育は、子ども

の開花を助成し、子どもが教養を修得することを可能にし、職業生活にたいして、また人

間及び市民としての自己の責任を遂行することにたいして、子どもを準備させる」と規定

した。つまり、旧来明確な役割分担がなされていた学校と家庭は互いに補完する関係にあ

ること、そして、知育の場であった学校は、道徳・公民教育や職業教育を含む全人格的な

教育の場となることが求められた。また、それと同時に、公教育に対する家庭の教育要求

を学校経営に反映させるとともに、生徒を学校経営に参加させることによって生徒たちに

民主的社会生活を体験させ、生徒たちの責任感の洒養をはかるために、「学校・コレージ

ュまたはリセにおいて、職員・生徒の父母および生徒は学校共同体（ｃｏｍｍｕｎａｕｔ６

ｓｃｏｌａｉｒｅ）を形成する」（第１３条）ことが規程された５）。このことは、１９８９年教育基本法

（ジョスパン法）第１１条６）で、「生徒の父母は、教育共同体の構成員」であり、「学校生

活への父母の参加及び教職員との対話は、それぞれの学校において保障され」、「生徒の

父母は、その代表者を通して、学校委員会、管理委員会及び学級委員会に参加する」との
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規程に受け継がれている。

こうして、保護者や生徒が教育共同体のメンバーとして管理委員会へ参加することによ

って、保護者や生徒の意向を反映した地域に根ざした学校づくりのための自律的学校経営

の可能性が生み出されたのである。

（２）地方分権化改革による学校の地方公施設法人化

社会党政権誕生後、その政策に基づいた行政の地方分権化改革のなかで、教育行政制度

も地方分権化への道をたどることになった。この背景として、次の３点が指摘される７）。

１）単線型学校制度改革上の矛盾

フランスの学校制度は、ヨーロッパの国の例に漏れず伝統的に複線型の学校制度を形作

った。この体制が今日の単線型へと本格的に動き始めるのは、１９５９年のベルトワン改革

であり、実質的に完全な単線型の学校制度が実現するには、１９７５年のアビ改革を待たね

ばならなかった。この過程において、教育の民主化政策の下、就学人口は増大を続けるが、

実質的に、子どもたちは居住地によって学校が決定されることになり、このことは、親の

学校選択権の否定につながると解釈された。そこで、就学の強制を正当化するために全国

に画一的な学校を設置することによって平等の実現を図ることになる。学校の画一化は、

必要不可欠な埋め合わせであり、それは特にコレージュにおいて特徴的であった。しかし、

中央集権的な国において、アビ改革後５年を経過しても半数以上にその制度が徹底でき

ておらず、国の統制が十分に行き届かない状況が認められたことから、先導者としての国

と十分な自律性を有する地方レベルの教育行政単位が要望されることになる。

２）家庭と地域社会からの教育要求

上述の通り、公教育制度によって子どもの就学を決定することは、家庭の学校選択権を

奪うものである。しかし、公教育は、機会の平等と卒業に伴う免状の交付が職業選択につ

ながり、それによって国民の社会移動を確実なものとすることから、家庭への完全なる服

従を求めてきた。そこで、公教育に不満のある家庭は、私教育を選択することになり、宗

教的な理由は、学校選択の第１の条件ではなく、私教育は、公教育の不満に対する最後

の手段となっていた。また、子どもたちの学業不振は非常に深刻であった。アビ法制定に

関わる議会への報告の中では、小学校を卒業するまでに、約半数の子どもたちが留年を経

験していることが報告された８）。子どもの教育は、親の重要な関心事であるだけにいっそ

う、親の公教育に対する不満は増強されるのであった。

もう一点は、高等教育のマスプロ化に端を発する１９６８年の危機状況に対する反省によ

るものである。地方レベルにおける教育に対する不満が直接に国民教育省に持ち込まれる

ことは、行政管理上大きな支障となる。そこで、地方レベルにおける問題を管理し、ヒュ

ーズとしての役割を果たす地方教育行政機関の設置の必要性が認識されたのである。

３）社会党の政策理念の実現一自主管理社会主義

社会党は、１９７１年に自主管理社会主義の理念を掲げ、教育改革案の作成に取り組んで

きた。この中で、地方分権については、国と地方公共団体との間で新しい役割分担を実現

する事を目指していた。特に、地域の多様性を尊重するために、国の統一を維持しながら、

集権制の限界を明確にして、国と地方の協調・協力の条件を作ることを目指すこと、そし

て、地方行政の計画化と効率化を図るために、行政サービスのその性格に応じて、州・県

・コミューンの３段階の地方公共団体に配分することを予定していた。その具体的理念

が地方分権化改革において具体化する。

第２節　フランスにおける自律的学校経営のための組織と機能９）

（１）学校に認められた自律的学校運営の範囲

１９８６年１月１日をもって国から地方公共団体へと権限の委譲がなされるとともに、コ

レージュ（ｃｏｌｌｅｇｅ、中学校）及びリセ（１ｙｃ６ｅ、高等学校）は、国立学校から教育に関す

る地方公施設法人（６ｔａｂｌｉｓｓｅｍｅｎｔｓｐｕｂｕｌｉｑｕｅｓｌｏｃａｕｘｄＴｅｎｓｅｉｇｎｅｍｅｎｔ，ＥＰＬＥ）となり、学
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校経営において一定の自律性を有することとなった０これには、学級や生徒のグループ分
け等の学校の組織編成と生徒配分の様式、一定枠の中で学校に認められた自由裁量による

教育時間の使用、授業時間編成や学校生活様式、生徒の進路指導の準備や社会・職業生活

への組み込み、州の計画を考慮した青年及び成人のための補習教育や継続教育の決定、社

会・文化・経済環境への学校施設の開放、国の教育課程を補うための特別な選択科目、家

庭の同意に基づいて生徒のために学校のイニシアチブによって組織される教育活動のため
の任意の活動が含まれる。

また、それぞれの学校は、１９８９年の教育基本法によって義務化された学校教育計画

（ｐｒｑｊｅｔ ｄＴ６ｔａｂｌｉｓｓｅｍｅｎｔ）によって、国の教育課程や国や大学区の方針を実行に移すため

の様式をそれぞれの学校において独自に定めることができる０学校教育計画は、学校の教

育上の自律性を表現する基準となる枠組みを形作るという点で重要である１０）。学校教育

計画については、後で再びふれたい０その他、学内における一定の枠内での情報や表現の
自由と団体結成や集会の権利を行使する方法を校則で定めることができる。

（２）コレージュとリセの校長（ｐｒｉｎｃｉｐａｌｏｕｐｒｏｖｉｓｅｕｒ）

コレージュとリセの校長は、その権限の行使にあたって二重の資格を有する。その一つ

は、自らが主宰する管理委員会によってなされる議決事項の準備と執行を担当する学校の

執行機関であり、他方は、学校における国の代理人として国の事務と職員を管理する長で

ある０執行機関として、校長は学校を代表するとともに学校が独自に採用した職員に対す

る職務権限の行使、学校の各種委員会の主宰・決定事項の執行、契約や協定の締結、予算

の執行・支払い命令等の権限を有する０また、国の代理人として、全職員に対する権限を

はじめ、学校内の職員や資産の安全や衛生に関する措置、学校秩序の維持に関して多くの

権限を有し、その管理について、管理委員会に報告するとともに大学区当局や地方公共団

体に情報を伝達する０また、校長は、学校内の教育活動や社会見学・クラブ活動等の学習

活動の活性化と調整、学校の良好な運営の確保と質的向上、学校関係者や外部への運営に
関する情報提供などの関係調整的な役割を有する。

校長は、国の代理人であって、その立場から諸規定や国家的な諸目標を尊重するけれど

も、それと同時に、管理委員会の議長であり、コレージュとリセにおける教育と管理に関

して欠くことのできない推進者（ａｎｉｍａｔｅｕｒ）として複雑多岐にわたる役割と機能を有して

いる０そして、地方分権化と地方への事務分散が進行する過程において、社会・経済的環

境への学校の開放と教育に関する自律性を発展させる政策によってその権限は強化され

た。そして、今日、学校の価値の主唱者（ｐｒｏｍ。ｔｅｕｒ）として、校長は与えられた権限の範

囲において自律的な学校の良好な運営に責任を有する経営者（ｍａｎａｇｅｒ）と位置づけられ
る１１）。

（３）管理委員会（ｃｏｎｓｅｉｌｄ－ａｄｍｉｍｉｓｔｒａｔｉｏｎ）とその他の審議機関

管理委員会は、校長等の学校管理職や地方公共団体の関係者といった行政当局の代表、

教職員の代表、生徒や保護者の代表からなる０管理委員会は、審議機関として、学校の自

律性原理の決定とそれに基づく学校組織運営規則や校則、学校教育計画、学校予算及び決
算等の採決、保護者との対話の方向性、学校内の団体活動プログラムや協定の調印等に同
意を与え、保健衛生や安全、学校共同体の構成員の情報や作業グループの構成など規定に

基づいて管理委員会が知るべきすべての問題について審議を行い、贈与や遺贈、財産の獲

得や譲渡、訴訟行為について許可を与える。また、同委員会は、学校に設置される学科や
選択科目・補足的教育活動等の措置、教科書や教具及びソフトウエアの選択、市町村長に

よる登下校時刻の修正に意見するとともに、学校の全般的な管理運営問題について校長よ
り諮問を受けたり、学校生活上の問題について要求することができる。学校管理委員会は、
今日、その議決機関としての性格がアビ法の時に比べて大きくなっている。

その他の審議機関として、管理委員会に提出される問題の予備的審議や、学校の教育上

の自律性に関する問題について諮問を受ける常任委員会（ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ ｐｅｒｍａｎｅｎｔｅ）、学
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級や生徒集団、課程ごとに編成され、教員間の連絡調整や生徒の学業達成のために、学校

教育計画の策定・実施、教育活動・方法上の連絡調整を行う教授・学習チーム（ｇｑｕｉｐｅｓ

ｐ６ｄａｇｏｇｉｑｕｅｓ）、学級の生活に関する問題、個々の生徒の学習経過の検討と進路の提案を

する学級委員会（ｃｏｎｓｅｉｌ ｄｅ ｃｌａｓｓｅ）、授業時間の編成や個々の生徒に対する学習支援、進

路指導に関する情報や健康・衛生および安全面に関して意見の表明と提案を行う生徒代表

委員会（ｃｏｎｓｅｉｌｄｅｓｄ６１６ｇｕｉｓｄｅｓ６１ｅｖｅｓ）がある。

（４）学校教育計画（ｐｒｑｊｅｔｄＴ６ｔａｂｌｉｓｓｅｍｅｎｔ）

学校教育計画は、全国即な教育の主要目標及び教育課程実施に当たって、学校で独自に
定めることを１９８９年の教育基本法によって各学校に義務づけられた。学校教育計画は、

教育共同体としての学校のイニシアチブや責任を高めることによって、教育共同体として

の学校の意志を表明し、学校の活動に一貫性を与えるとともに学校外の環境との関係を発

展させるものである。しかし、先にも見たように、教育に関する最終的な責任は国にある

ので、国民教育全体としての基本方針を尊重する必要がある。学校教育計画は、全国的な

教育目標の実現を図りながら、学校に存在する多様な生徒たちにより適切な教育実践がな

されることを意図するものである。

学校教育計画は、主として次の４つの段階を経て進められる１２）。

①計画策定のための事前診断

これは、学校が置かれている状況を分析する段階である。資料の収集、教育ニーズの提

示および学校に存在する機能不全の問題を含む。この段階の分析は、計画が進められた後

に評価をする際の指標となる。

②目標の設定

あらかじめなされた事前診断によって、計画実施の後に期待される結果が列挙され、目

指されるべき教育活動の目的が定められる。

③実施計画の策定・実施

この段階では、なされるべき施策の内容を明らかにしなければならないだけでなく、実

施に移すための手段（人的・技術的・財政的手段）についても言及しなければならない。

また、この段階は、実施日程表の作成を可能とするものでなくてはならない。つまり、細

分化された様々な施策に対してなされるべき作業を課すものであり、活動の経過において

随時の調整を可能とする中間的な評価を可能とするものでなくてはならない。そして、計

画が具体的に実施される。

④最終的な評価

最終的な評価は、定められた目標と計画策定にあたって事前に収集された資料との関連

で、実現された活動の一覧表を構成する。この最終的な段階は、補完的な計画の策定に資

するものであり、中間的な評価によって不足部分が補われるほど、豊かな教育の実現が可

能となる。

第３節　フランスにおける教員の自律性

フランスの公立中等教育学校の教員としては、主として、高等教育機関での教授資格を

有するアグレジェ教授、セルティフィエ教授及び職業教育リセ教授が存在する。これらの

教員は、国家公務員の身分を有する。

これらの教員は、その養成教育は大学区でなされるけれども、採用及び任命は省のレベ

ルで行われる。異動については、大学区間での異動の場合は国民教育省が担当し、大学区

内での異動は大学区当局が担当する。また、教員の評価については、アグレジェ教授の場

合には、大学区当局において勤務態度評価がなされ国民教育省でその調整が行われる。ま

た、他の２種の教員については、視学官による評価が国民教育省の基準に基づいてなされ

る。昇進は、アグレジェ教授とセルティフィエ教授の場合には国民教育省が担当し、職業

教育リセの教授は大学区当局が担当する。なお、教員の継続教育は、大学区の担当となる。
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ところで、フランスの教育制度において、教員に対しては、教員のイニシアチブによる

かなりの教育上の裁量が与えられている０最終的な結果や目標は、実際のところ、公的な

文書において国の段階で決定される０しかし、教員は、自らの責任の下におかれている生

徒に応じて、教育の方法を選択する自由を有している０しかし、評価の時代においては、

彼ら教員は、教育によって得られる結果を、たとえば視学官による評価や生徒がテストや

試験で示す結果を通して表すことを求められている１３’。
ところで、教員に対する評価のあり方が教員の自律性を制限する場合があるので、ここ

で教員評価のしくみを簡単に説明しておきたい。フランスにおける教員評価（中等教育）

には、教員の勤務状態として学校への関与、各種協議機関への参加と職務上の責任感等を

学校長が評価する「勤務態度評価」（ｎｏｔａｔｉｏｎ ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｆ）（４０点）と、公役務としての

教育制度への責献、学科目に関する知識や教授方法及び学習成果の評価方法、学校教育計

画に基づく学校運営への責献等を州教育視学官が評価する「教育指導力評価」（ｎｏｔａｔｉｏｎ

ｐ６ｄａｇｏｇｉｑｕｅ）（６０点）があり、この合計点が給与に反映され、最短年数で最高俸給に達
するには２０年、最も遅い場合で３０年と１０年間の開きが生じる可能性を有する。

評価の実際においては、教員の種類ごとに定められた評価表に基づき、評価時点で当該

教員が位置する等級ごとに定められた採点基準が存在する。また、評価に当たっては、文

書形式による教育指導力評価がなされること、被評価者本人への評価結果の開示と異議申

し立てが保障されている点も教員評価の特徴として挙げることができるであろう。

第４節　フランスにおける学校経営の自律性の枠組み

（１）公教育経営の最高責任主体

地方分権化改革による中等教育学校の地方公施設法人化は、公教育の最終的な責任主体

について根本的に変化させたわけではない。これは、１９４６年憲法の前文に明記され、１９５８

年憲法の前文において追認された文言を根拠としている。そこでは、「国は、子どもと成

人に対して、教育と職業養成及び教養への平等な接近を保証する。すべての段階にわたる

無償かつ世俗の公教育の組織化は国の義務である」１４）と宣言されている。この原則に基づ

いて、旧来、強度に集権化された組織が設置され、国はすべての国民に対して知識への平

等な接近を保証し、学校は、それ以来、国の単一性の構築に責献してきたと理解される１５）。

よって、公教育に関する権限の根本は国に残されたままである。１９８５年４月２３日の

通達が示すとおり、国は、憲法に従って全ての段階にわたる公教育を組織する義務を負い、

教育という公役務の良好な運営と全体の一貫性の守護者して、教育政策の全体的な目標を

定める。そして、国は、教育の方向性の決定、教育課程、免状の責任を有し、教育制度の

運営のために、教員の採用・養成・教育施設の人事管理、報酬を請け負う。また、国は、

政令によって定められたリストに従って教育上の費用支出を保証する１６）。

（２）地方公共団体の学校経営への関与

教育の公役務に関する決定への地方共同体の参加は、学校施設の内部や県および大学区

レベルにて設立される審議会において実現される。具体的には、大学区国民教育評議会

（ｃｏｎｓｅｉｌｄｅｌ－Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ｎａｔｉｏｎａｌｅ ｄａｎｓｌ－ａｃａｄｉｍｉｅ）で、国の権限において、リセ・専門

教育施設・水産教育や農業教育施設における一般的教育構造、コレージュ・リセ・専門教

育施設・水産教育や農業教育施設における建築あるいは拡張工事、職務に関する手段や基
金の配分の一般的様式を、州の権限としてコレージュ・リセ・専門教育施設・水産教育学

校・農業学校に関する教育予測計画（ｓｃｈｉｍａｐｒｉｖｉｓｉｏｎｎｅｌｄｅｓｆｏｒｍａｔｉｏｎｓ）、リセ・専門

教育施設・水産教育施設・農業学校に関する投資予測計画（ｐｒｏｇｒａｍｍｅｓ ｐｒｉｖｉｓｉｏｎｎｅｌｓ

ｄｅｓｉｎｖｅｓｔｉｓｓｅｍｅｎｔｓ）、施設に配分される補助金の配分の一般的様式が審議される。この

結果に基づいて、上の諸計画は州議会によって決定される。また、県国民教育評議会

（ｃｏｎｓｅｉｌｄｅｌ－Ｅｄｕｃａｔｉｏｎｎａｔｉｏｎａｌｅｄａｎｓｌｅｄ６ｐａｒｔｅｍｅｎｔ）において、県の権限として、通

学輸送の組織と運営、コレージュに関する投資予測計画と県内のコレージュへ支給される
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補助金配分の一般的方法が審議され、県議会で決定される。最終的には、これらの決定を

考慮して、大学区長がそれぞれの学校で行われる教育の性質や生徒の割り当て、教職員の

任命や配分等の人事管理、教育上・行政管理上・財政上の全般的な監督を行うことになる。

なお、学校に対する地方公共団体の関与については、１９８３年７月２２日の法律第２６条
の規程が特徴的である。

「コミューン、県及び州は、学校開設期間において、その運営に責任を有する評議会と

当局の同意をもって、教育、スポーツ、補足的な文化活動を組織することができる。その

活動は、任意のものであるが、国によって定められた教育・養成活動に代わるものでもな
ければ損害をあたえるものであってもならない。」１７）

（３）中等教育学校の監督１８）

中等教育施設に関する監督は、国の官吏である大学区長と大学区視学官がそれぞれリセ
とコレージュの監督権限を行使する。

まず、教育活動の内容と組織化について、教育活動に関して学校管理委員会のはとんど

の決定が大学区当局に送付された後、２週間後に実行可能となる。この間に、大学区当局

は法規に違反していないか、あるいは公教育の運営に妨げになる性質を有するかどうかを
審査して、学校の行為を無効とすることが可能である。

また、教育活動の内容と組織化に関係のない決定に関しては、属する地方公共団体と大

学区当局、そしてリセであれば州知事、コレージュであれば県知事へ同時にその決定を委

ねなければならない０２週間を経れば実行可能であるが、大学区当局あるいは属する地方

公共団体は再討議を求めることができる０また、県知事や州知事はその決定を行政裁判所
の審理に委ねることも可能である。

最後に予算手続きについて、予算は、設備費や運営費に関する予定総額がリセについて

は州議会、コレージュについては県議会の議を経て地方公共団体から示された後に、学校

長と管理官によって予算案がたてられ学校管理委員会で採択される。予算案は学校長から

採択後５日以内に知事、地方公共団体、大学区当局に送付される。そして、地方公共団
体や大学区当局からの不承認がなければ３０日後に行使可能となる。

予算案が認められないときには、地方公共団体と大学区当局が共同で予算を決定しなけ

ればならない０そして、両者が合意に達すると、知事が学校長に通告をすることによって

予算が行使可能となる０合意に達しないときには、知事から州予算委員会に付託され、議
を経た後に、知事によって行使可能となる。

おわりに

これまで述べてきたように、フランスにおいては、学校爆発によってもたらされた伝統
的な学校観の転換や地方分権化改革によって学校のあり方が大きく変わってきた。

学校は、教職員と保護者及び生徒たちによる教育共同体として位置づけられたことや、

地方分権化改革によるコレージュとリセの国立学校から地方公施設法人への転換によっ

て、それぞれの学校に多くの裁量権が与えられて自律的な学校経営の手段が整備されてき

た０そして、１９８９年教育基本法の制定による学校教育計画の義務化によって学校は、経
営上の自律性を具体化する手段を得た。

つまり、フランスにおいて中等学校は、一定の裁量権を有する地方校施設法人として機

能し、経営者としての性格を有する校長の下、行政・教員・生徒及び保護者それぞれの代

表によって構成される管理委員会によって重要事項が決定される教育共同体として機能す

る０そして、そこでは学校教育計画によって教育サービスの受益者によりふさわしい教育
がなされることになっているのである。

ただし、ここで留葦すべき点は、憲法前文に示されるようにこ公教育運営に関しては国

にその責任があることである０それゆえに、学校教育計画も、国の組織する公教育の目標

や教育課程を実施することを由提とした学校独自の計画である。また、それぞれの学校で
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決定される教育活動や教育外活動及び予算案は大学区当局や地方公共団体によって、公教

育運営の方向性との整合性や適法性ついて監督を受ける０その意味では、フランスにおけ

る自律的な学校経営は、国の公教育の目標を実現するという枠の中での自律的な学校経営
とみることができよう。

ところで、今まで述べてきたようにフランスにおいては自律的学校経営の実現が図られ

てきたけれども、その要となる学校教育計画の策定には依然として多くの解決すべき問題

があることが報告されている１９）。また、学校経営における保護者の参加の問題２０）や、今

日において何一つ免状を持たずに学校教育を終える２５歳以下の若者が今日において約

４０％存在し、その結果多くの若年失業者を出すに至っている０フランスの公教育には公役

務としての責任を果たすために、自律的学校経営の推進によって受益者のニーズによりよ
く応えていくために解決すべき多くの問題が残されている。
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第４章　ドイツの自律的学校経営

はじめに

１９９０年代以降、ドイツでは「学校の自主性・自律性」についての動きは盛んになって

きている。これは従来からの「学校文化」論から学校を組織として見直し、その組織的効

率性を高めるため、学校評価が求められるようになったことが大きい。また、ドイツの公

立学校の主たる設置者である市町村の財政状況は、１９９０年の東西ドイツ統一以降とりわ

け厳しくなってきた。連帯税などにより財政が圧迫され、教育や福祉といった額域でも支

出削減が求められるようになった。そのため、教育予算を如何に少なくし、効率的・効果

的な学校運営を行うよう求められている。そのためには学校に権限を委譲し、各学校が自

らの創意工夫により、効果的な学校教育を実施することが求められる。

学校の自主性・自律性について、明確に定義することは、難しい課題である。ドイツの

学校は法人格を持たず、厳密には自治（Ａｕｔｏｎｏｍｉｅ）を持たないとし、「より責任を持つ学

校ＳｃｈｕｌｅｉｎｅｒｗｅｉｔｅｒｔｅｒＶｅｒａｎｔｗｏｒｔｕｎｇ」、あるいは「学校の自律性Ｓｅｌｂｓｔａｅｔｉｇｋｅｉｔｄｅｒ

ＳｃｈｕｌｅＪ「学校の自主性Ｅｉｇｅｎｓｔａｅｎｄｉｇｋｅｉｔ ｄｅｒ ＳｃｈｕｌｅＪ「学校の自己管理ｓｃｈｕｌｉｓｃｈｅ

Ｓｅｌｂｓｔｖｅｒｗａｌｔｕｎｇ」といった言葉を用いている場合もある（ｖｇｌ．Ａｖｅｎａｒｉｕｓ，１９９５．２６１，

ｕ．ａ．）。一方、フロメルト（Ｆｒｏｍｍｅｌｔ，１９９５）は、ヘッセン州の教育改革と関連して、自治

（Ａｕｔｏｎｏｍｉｅ）という言葉を多く用いている。いずれにしても、彼らがそこで述べている内

容は、教育行政機関からより多くの権限を学校に委譲すること、そして学校が主体的に学

校教育活動を決定し実施していくことが中心的な課題として取り上げられている。

こうした「学校の自主性・自律性」に関する内容は、以下の４点に整理することがで

きるであろう。第一に教育課程・学校教育活動の問題（ドイツでは学校教育プログラムに

焦点化される）である。第２に、学校の人的資源の問題、とりわけ教員任用の問題（ド

イツでは学校に焦点を合わせた教員人事）である。第３に学校財政・学校予算の問題（ド

イツでは費目閏流用と年次繰り越し予算）である。第四にそれらを保証する制度的枠組み

（ドイツでは学校への権限委譲、教員・生徒・保護者等の参加等）である。

本稿は、こうした視点から今日のドイツの教育改革を整理し、日本の自律的な学校経営

への示唆をえることを目的とする。

１．「より責任を持つ学校」への教育改革の背景

１９９０年代以降の学校の自主性・自律性の課題がクローズアップされたことには、幾つ

かの要因がある。これはすでに別稿で述べているが（坂野２０００ａ）、簡単に整理しておく。

第一に国際的な流れである。ＯＥＣＤにおいては、すでに１９８０年代から「学校改善」が提

唱され、教育目標をより効果的に達成することが目指されるようになってきた。これにア

メリカやイギリスで１９８０年代に盛んとなった新自由主義の流れによって、学校の対費用

効果が問われ、各学校における自助努力が求められるようになった。ドイツでも１９９０年

代に入り、『より責任を持つ学校』（Ａｖｅｎａｒｉｕｓ，１９９８ａ）の報告書にみられるように、イギ

リスを中心とする諸外国からの影響を受けるに至った。

第２に、政治的要因である。１９６０年代後半から１９７０年代前半にかけて、多くの教育

改革プログラムが提示されたが、１９７０年代後半以降の経済の後退によって、その多くが

実施をみるに至らなかったか、あるいは実施に移されても十分な成果を上げることができ

なかった。１９８０年代後半からドイツ社会民主党（ＳＰＤ）、緑の党などが再びこうした教育

改革プログラムを主張するようになった。しかし１９９０年代に入り、キリスト教民主・社

会同盟（ＣＤＵ／ＣＳＵ）が次に述べる財政的要因と関連づけ、教育改革を実施に移すことと

なった。

第３に、財政的要因である。１９９０年の東西ドイツの統一は、それぞれに負担をもたら
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している。旧西ドイツ諸州には連帯税という形で、統一の負担が重くのしかかっている。

旧東ドイツ諸州でも国営企業が民営化され、その経営が失敗したところが多く、財政状況

は厳しい。失業率も１０％前後で推移している。１９９８年に１６年間連邦首相の座にあった

コール首相率いる連立与党が破れたのは、「増税なき統一」という公約が守られなかった

ことにその一因である。これまでに各州や自治体は様々な財政支出削減の方法を提案し、

実施してきた。教育の嶺域も例外ではない。例えばヘッセン州では教育行政組織を改組し、

教育行政職員を約１５００人削減するといった改革を行った。また、州一県－郡・市といっ

た教育行政組織を２段階に改革する州もでてきている。日本でも教育行財政改革が叫ば

れているが、ドイツでも同様か、日本以上に厳しい状況なのである。

２．教育課程・学校教育活動の決定権

（１）ドイツの教育制度の概要

ドイツの教育行政制度は日本のそれと多くの類似性をもっている。学校は自治体が設置

する場合が多く、私立学校は多くない。公立の基礎学校（第１～４学年）、ハウプトシュ

ーレ（第５～９学年）、実科学校（第５～１０学年）及びギムナジウム（第５～１３学年）

は一般に一定規模の市や郡により設置されている。つまり学校設置者は市町村または郡で

あることが多い。大学は主に州立である。

公立学校の教員は一般に州の公務員である。ドイツは１６の州からなる連邦国家であり、

連邦には教育に関する権限はあまりなく、高等教育、研究助成及び育成事業を行っている。

初等中等教育は主に各州の権限に属する事項である。学校と教育行政当局との関係は、州

により多様である。学校内部で決定することができる事項は、教育活動と学校の施設関係

の事項であり、州毎に法令に列挙されていた。例えば学習指導要領は各州が作成する。

（２）学習指導要衝の大綱化

１９９０年代に入り、各州で学習指導要領の改訂が行われている。バーデン・ヴュルテン

ペルク州（１９９４年告示）、バイエルン州（学校種毎、例えばハウプトシューレは１９９７年

告示）、ヘッセン州（１９９５年）、シュレスヴイヒ・ホルシュタイン州（１９９７年）など、新

しい学習指導要衝が次々と告示されている。

こうした１９９０年代以降の学習指導要領の特色の１つとして、各学校における教育の独

自性・個性化といった点が強調されていることも特色の１つとして挙げることができるで

あろう。学習指導要領は学校教育活動を規定する枠組みであるが、必ずしもすべての授業

内容を規定することを意図している訳ではない。例えばベルリン市における学習指導要領

は、各科目において授業時間の７５％を想定して編成されている。このことは授業時間の２５

％は学校や教員の裁量によって決定・実施することを意味している

（Ａｖｅｎａｒｉｕｓ，１９９８ｂ．２０．）。こうした学習指導要領の大綱化＝学校における教育の重点化は

他の州にもみられる。

（３）学校教育プログラム

こうした学習指導要領を基本的な枠組みとしながら、各学校がどのようにそれぞれの特

色をつくるのかが重要となってくる。とりわけ中等教育段階ではこのことが厳しい意味を

もつ。というのは、ドイツでｉま一般に基礎学校第４学年終了後、ハウプトシューレ、実

科学校、ギムナジウムという３つの学校種の中から児童生徒の個性・習熟度に合わせて学

校を選択する。基礎学校とハウプトシューレは一般に学区が存在しており、ハウプトシュ

ーレに進学する生徒とその保護者は選択できる学校が１校のみである。しかし、実科学

校、ギムナジウムを選択しようとする生徒及びその保護者が、どの学校をそれぞれ選択す

るのかはまったくの自由である。学校が明確な教育方針を打ち出し、保護者の支持を得る

ことができなければ、生徒数の減少という結果に跳ね返ってくる。明確な教育目標を設定

・実施・評価するために、学校教育プログラムが必要とされる理由はここにある。

学校教育の基本方針である学校教育プログラムは、学校の成否、場合によっては学校の
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存在そのものを左右する０こうした重要な事項は学校関係者の合意なしには実施すること

ができないか、実施しても顕著な成果は期待できないであろう０校長のみならず、教職員、

保護者及び生徒との合意形成が重要となる０後に述べるように、１９９０年代以降、学校教

育プログラムは学校会議で決定することを規定する州が増加している。アベナリウス

（２０００，１２９）によれば、４州において学校教育プログラムを学校会議で決定することが定め

られている。こうした州は今後も増加することが予測される。

（４）統一修了試験の拡大傾向

このように各学校の教育課程が個性化されるならば、出口における共通の評価がある程

度必要となる。ドイツでは学校の修了試験の結果が、その上位の学校等への入学資格とな

っている、このため、学校間の成績評価をできるだけ公正なものとするために、共通の統

一修了試験を実施する州が増加しつつある。

ギムナジウムの修了試験であるアビトゥアを州統一で行っている州は７州であるが、

幾つかの州でも統一修了試験の導入が検討されている。また、ハウプトシューレや実科学

校の統一修了試験が実施されている州もある。

３．教員任用と学校の人事権

（１）校長の決定

１９７３年のドイツ教育審議会の勧告は、人事に関する事項として、「教職員の任用の場合

には学校は監督当局に対して教職員を提案する余地を与えられるべきである」を今後実施

されるべき点として挙げている（Ｂｉｌｄｕｎｇｓｒａｔ，１９７３．２４．）。

こうした提案を受けて、各州で改革が進められた。へツケルらの１９７６年版（第５版）

の「教育法」では、当時の学校立法において、学校の機関、とりわけ教員の全体会議が校

長の任命に関与する傾向があると指摘している。同書によれば、旧西ドイツ１１州のうち７

州で学校（あるいは教員代表など）が校長の人事に関与しており、学校設置者である自治

体もほとんどの州で校長人事に関与できるようになったとされている（Ｈｅｃｋｅｌ，１９７６．

１０２－１０８．）。ネーパーマンの１９８２年の著作でも同様に、７州で校長の人事に学校が関与す

ることができるとしている（Ｎｅｖｅｒｍａｎｎ，１９８２．２６５．）。

１９９０年代に入っても、校長の任命は学校監督当局の事項である（Ａｖｅｎａｒｉｕｓ，２０００．１２１．）。

校長を招請する場合に学校設置者、学校会議、招請委員会等が協働することは、原則とし

て限界がある。しかしこれは関係者の関与を拒むものではない。自律的な学校においては、

校長の招請において意見を述べる機会が与えられるべきである。多くの州でそうした校長

招請への関与が規定されている。単なる発議、聴聞、提案から、異議、投票権、選択、指

名権があるものまである。

１９９９年の時点で校長への学校設置者の関与は、旧東ドイツの５州でもすべて認められ

ている。学校が校長の人事に関与する規定のない州は１６州のうち３州である（Ａｖｅｎａｒｉｕｓ，

２０００．１８１．）。

（２）一般教員の任用

教員任用について、校長のみならず、一般の教員も学校で実質的に任用を決定する制度

が、近年学校の裁量権を広げる動きと連動して徐々に拡がりつつある。ノルトライン・ヴ

ェストファーレン州では、１９９７年の告示により、学校が自身で教員の任用を実質的に決

定できる（Ａｂｅｎａｒｉｕｓ，２０００．１１３）。同様に制度がヘッセン州（１９９７年）、ラインラント・

プファルツ州（２００年）でも導入されている。例えば、ドイツ語と音楽を担当する教員を

募集するが、放課後活動（部活動のようなもの）で郷土史に取り組むことができる者を学

校が優先的に推薦することができる。こうした動きは、特色ある学校づくりを推進する上

で有意義であるが、一方で、教育の機会均等、雇用機会の平等といった観点からは問題を

はらんでいる。
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４．学校財政・学校予算制度

より効率的に教育予算を執行するための工夫がとりわけ１９９０年代に入って行われてい

る。１つは教育行政当局と学校との間の役割分担関係の見直しである。２つは予算の効果

的な使用のための改革である。前者が従来は学事課等で行っていた事務を学校へと委譲す

るもので、学校予算の執行の一部もこれに当てはまる。その背景にはこれまで述べてきた

教育行政組織の簡素化である。後者は費目の大括り化（費目問流用）と会計年度の単年度

から複数年度への変更である。

（１）財政権限の学校への委譲と費目閏流用

ドイツの公立学校は、日本の公立学校と同様で法人格を持っていない。つまり設置者で

ある市などの「公的施設」である。そのため法人格を持つフランスの中等学校などとは財

政支出の上で大きく異なる。ある程度の金額の物品購入には設置者である市などの財務部

を経由しなければならない。日本でも学校の判断で予算を執行する、いわゆる「校長専決

権」に属する権限は大きくない（清原正義，２０００）。ドイツでも同様の問題を抱えている。

１９９０年代半ばからドイツでは学校への財政権限の委譲を始めた。それまでは市などの

学校設置者の財務部の中央口座で一括して決済されていたものの一部を学校が直接処理で

きるようにしたのである。まず各学校がそれぞれの学校名の口座を銀行に開設する。学校

は必要に応じて市の財務部の助言を受けながら学校の購入物品を決定する。学校は業者に

物品を発注し、業者は物品を納入する。学校は納入された物品の請求金額を学校の口座か

ら直接業者に支払う。学校は財務部に財産目録を提出し、財務部は毎年その確認を行う。

こうした流れにより、物品の納入はスムーズになり、特別価格の販売にも対応できるよ

うになったのである。こうした方法を取り入れている自治体はまだあまり多くはないが、

今後急速に普及することが予想される。ある市の例では４００マルク（約２６０００円）まで

の物品については書式を必要とせず学校が現金で購入できるようになり、場合によっては

３万マルク（約１５９万円）まで支出を行うことができるようになった。

さらに学校の銀行口座の開設により、ある程度の金額までの物品の購入など学校が独自

に判断して決定できる事務が増える傾向がでてきた。例えば小さな設備・備品の修繕など

は学校が自分で行うことになった。ある市では１万マルク（約５３万円）までの修繕は学

校が自身で行えるようになった。また、学校施設の清掃費用、あるいは学校園の整備を減

らすなどして節約分を他の目的に活用するといった方法が進められている。

さらに直接的収入にはならないが、企業からのスポンサー収入が増加している。これは

一般には学校設置者を経由することなく、校長が直接企業と交渉してお金ではなく物品（例

えばコピー機、コンピュータなど）を学校に寄贈してもらうものである。

（２）複数会計年度の導入

日本では会計年度・学校の年度とも４月に始まり、３月末日に終了する。予算と執行が

ずれることなく、行われている。そのため、年度末の３月あるいは２月になると、予算を

使い切るために支出が多くなる。これは会計年度を１年とする単年度予算においては、あ

る意味ではやむを得ない現象である。予算を使い切らなければ、その分は設置者の会計へ

と戻され、次年度には予算が減額される可能性を否定できないのである。

ドイツではどうなっているのか。まず会計年度と学校年度が相違していることを指摘し

ておかなければならない。ドイツの学校年度は８月１日から７月末日までである。ところ

が一般の会計年度は１月から１２月までである。一般の行政も学校も単年度会計である。

その結果何が生じているのかというと、日本同様に会計年度末の「１２月病」が起こるの

である。１２月になると使い残している学校の予算を使い切るために、多くの物品が購入

されるのである。しかも日本とは異なり、学校は８月に始まったところで、まだ半年以上

も続くのである。日本であれば、次年度に必要な物品をある程度想定して購入することが

できる。しかしドイツではその年度に本当に必要な物品を購入するのは非常に困難な状況

にあることは、容易に想像できるであろう。
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こうした予算の「無駄遣い」をなくすことが今後益々重要となるであろう。しかも学校

設置者の財政は厳しい状況にある。そこで考え出されたのが、予算を残した場合に、学校

のその残額の全部又は一部を次年度以降に使用することができるようにすることである。

つまり、支出されなかった学校の予算を学校が「確保」しておき、次年度以降の予算と合

わせて支出することができるようにすることである。

こうした考え方はまず光熱費に導入された。幾つかの自治体では光熱費予算を節約した

場合、残額の半分を光熱費節約のための基金に納め、残りの半分を学校が他の経費に充て

ることができるという手法を取り入れたのである。これによって多くの学校が光熱費の節

約に努力し、結果として全体の支出を抑えることに成功したのである。

さらには、光熱費に限らず、学校が独自の銀行口座を持ち、学校経費を学校で管理する

ことができる自治体も増えつつある。これによって学校は使い残した予算を設置者の会計

へと戻すことなく、次年度へと繰り越すことができるようになったのである。
（３）学校予算の事例

それでは実際に学校予算がどの程度学校で処理できるようになったのであろうか。ここ

ではシュレスヴィヒ・ホルシュタイン州のキール市のギムナジウムの例をみてみよう。フ

ンボルトギムナジウム（Ｈｕｍｂｏｌｔｓｃｈｕｌｅ）は、１８７１年に設立された伝統あるギムナジウム

で、生徒や保護者にも人気の高い学校である。１９９０年には生籠数３４０人ほどであったが、

２０００年には７００人にまで増大した。同校の２００１年の予算（１～１２月）は以下のように
なっている。

【表４－１】フンボルトギムナジウムの２００１年の学校予算

Ⅰ・学校予算－２５０項（すべての費目が相互に流用・次年度繰越可、ＤＭ）
費 目番 号 費　 目 ２００１年 予算 繰 越金 実 質予 算 －＿
５２０
５４０
５４２
５４６
５５０
５６０
５７１

設備 備 品 費 Ｂｅｔｒｉｅｂｓｇｅｒａｅｔ，Ｉｎｖｅｎｔａｒ
基礎 支 出 Ｇｒｕｎｄｓｔｕｅｃｋｓａｂｇａｂｅｎ
光 熱 費等 Ｗ ａｓｓｅｒ－，Ｇａｓ・，Ｓｔｏｒｍｂｅｚｕｇ
そ の他 の運 営 費 ｓｏｎｓｔｉｇｅＢｅｗｉｒｔｓｃｈ．
交通 費 Ｆａｈｒｚｅｕｇｐｆｌｅｇｅ，・ｕｎｔｅｒｈａｌｔｕｎｇ
被服 費 Ｄｉｅｎｓｔ・サｎｄＳｃｈｕｔｚｂｅｋｌｅｉｄｕｎ．ｇ
医薬 品 費 Ａｒｚｎｅｌｍｉｔｔｅｌ

２１１５０．００
２２３６０．００
１７０４０．００
３２１０．００

０．００
４４０．００
２３０．００

２１６１１．１７

２１６１１．１７

４２７６１．１７
２２３６０．００
１７０４０．００
３２１０．００

■０．００
４４０．００

・２３０．００
５７６ 学習 材 Ｌｅｒｎｍｉｔｔｅｌ ５４４２０．００ ‾５４４２０．００

６１０ 教 材 Ｌｅｈｒ ｕｎｄＵｎｔｅｒｒｉｃｈｔｓｍｉｔｔｅｌ ２５６２０．００ ４７２３１．１７
６１３ 遠 足 費 Ｓｃｈｕｌｗａｎｄｅｒｎ ５２０．００ ５２０．００
６１６ 維 持 費 Ｈａｕｓｗｉｒｔｓｃｈａｆｔ ２００．００ ２００．００
６５０ 需 用 費 Ｂｕｅｒｏｂｅｄａｒｆ ２７６０．００ ２７６０．００
６５２１ 郵 送 費 Ｐｏｓｔｇｅｂｕｅｈｒｅｎ ２０６０．００ ２０６０．００
６５２２ 電 話 費等 Ｆｅｒｎｍｅｌｄｅｇｅｂｕｅｈｒｅｎ ５０４０．００ ５０４０．００
６５２３
６５４

イ ンター ネ ッ ト使 用料 Ｉｎｔｅｒｎｅｔｇｅｂ．
出張費 Ｒｅｉｓｅｋｏｓｔｅｎ

３７０．００
８０．００

３７０．００
８０．００

２００１年 合 計予算 額　 ‾ １９８７２２．３４
この うち 、以 前か ら学 校 で使 用で きた のは 、５７１，５７６，６１０，６５０で あ る。

財産備品（互いの費目で流用
費 目番号 費　 目 ２００１年予算
９３５３ 学校備品費 Ｓｃｈｕｌｉｎｖｅｎｔａｒ ０．００

費 目番 号 費　 目 ２００１年予 算 繰越 金 実質 予算
９３５３ 学校 備 品費 Ｓｃｈｕｌｉｎｖｅｎｔａｒ ０．００

９７２０．００

０．００ ０．００
９３５５ 教 科 の授 業教 材 ．１５６４ｉ５７ １１２８４．５７

・繰越可能）

従来から学校で取り扱うことができた費目は５７１，５７６，６１０，６５０のみである。それと比較

するならば、費目数が大幅に増え、学校で裁量できる予算規模が膨らんでいることが理解

できる。さらに財産備品の方では、費目が整理され両者の間で流用することが可能であ

る。こうした学校予算関係を整理するならば、以下のようにいえよう。
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①学校で裁量できる予算費目の増加

②費目間の流用性の保証（大括り化）

③予算の次年度繰越

５．「より責任を持つ学校」を支える制度

（１）決定機関としての学校会議

日本では２０００年の学校教育法施行規則の改正によって職員会議が補助機関として法令

化され、学校評議員制度も合わせて規定された。これらはいずれも決定権者である校長の

「職務を円滑な遂行」に資するため、あるいは「学校運営に意見を述べる」ための機関で
ある。

ドイツの学校における意思表明・決定機関は、州により異なる。伝統的解釈によれば、

校長が対外的代表であるとともに学校の最高決定機関であった。しかしワイマール期以降

の親の学校参加の伝統に加え、近年では生徒の学校の意思形成・決定過程への参加が法令

化されている。こうした意思形成・決定機関として各州に位置づけられているのが学校会
議である。

１９９９年現在、ドイツにおける１６州すべてで学校会議（州によっては全体会議）の設

置が州法により規定されている。このうち２州の学校会議は決定事項がなく、審議・聴

聞機関である。こうした州では学校の意思決定は原則として校長が行う。

（２）学校会議の決定事項

学校会議の権限として決定できる事項が一般に列挙されている。それ以外は一般に校長、

あるいは教員会議が決定を行う。どの機関が何を決定することができるのかは州により異

なる。しかし学校教育プログラム、教員人事、学校予算など、多くの役割を学校会議が引
き受けていることが理解できよう。

の構成割合（ 票
ｌ教（職）員代表⊥保護者代表

‾バ ー テ ン ・ヴ ュルテ ンペル ク州 ６‾＋ １ ３ ３
バ イエル ン州 （学 校 フ ォー ラム） ３ ３ ３
ぺ 々 り上 帝 ４ ４ ４

．て ランテ ン プル クメ仰 ５ ５ ５
フ レ「メ ン市 ４～ １２ ２～＿６ ２～ ６
ノ１ン ブル ク 有 ３～ ５＋ １ ３～ ５ ３～ ５
ヘ ッセ ン州 （１１～ ２５　 人） １／２ ３／１０ ２／１０
ガ ル フこ〝 ・貴ガ ○〟 ノ州 （６～ ２４人 ） １／３ １／３ １／３
■ニー ザ ーザ クセ ン州 （全体 会 議）
ノルトライン・ゲェストファーレン州 （６～ ３６人）

全 員 ２～ ９ ２‾～ ９ ・
１／２ １／３ ・１／６

－ライ ン ラ ン小 ・プ フ ァ カ／ツ州　ｌヾ ３～ ９ ３～ ９ ３～ ９
ザ ーノルラン／ト卿
や

４ －４・ 、４
…　ザ クセ ン州 ６＋ １ ４ ３
■一軒 クセンニアンハルけＮ （全 体 会議 ） 全 員 教員 の １／２ ． 教員 の １／２

力以 ゲ イと・朗 わク〃 州 １０～ ２６ 教 員 と同数 教員 と同数
デ ュ ー ソニ／グン州 ３＿ ３ ３　‾
＊
　
多
け
グ

分
ロ

く
て
ラ

貝

の州は学校会議の権限を（１）決定する事項と（２）意見表明（聴聞）する事項に
る。決定事項として定められている主な内容は、①学校の教育方針（学校教育プ
ト＠樗準時数の増減、③放課後の教育活動、④習熟度別学習の導入時期と範囲、

い
ム

⑤学校予算の執行方針、⑥週５／６日制め決定奪である。▼板岳を含めた教貞は、▼ごゐ瘡定か
法令等に反しない限り従わなければならない。学校会議が最高決定機関であろと位置づけ
られる所以である。一方、意見表明する事項は、①学校実験の実施、②入学前の準備学年
の設置、③通学区域の変更や学校の閉鎖等であり、学校としての意見を集約する。学校の
意見表明は、一般に学校監督当局に対して行われるが、決定は学校監督当局の事項である。

また、学校会議の構成は、各州で以下のようになっており（表４－２）、教員、保護者、

生徒の代表が各３分の１ずつとなっている州が９州となっている（決定権を持たない２
州を含む、表４－２のイタリックの州）。
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（３）学校評価

ドイツにおいて、学校を組織として見直し、その効率・効果を見直す動きが進んでいる。

その中心的な役割をになっているのがロルフ（Ｒｏ唯Ｈ・Ｇ）らを中心とするドルトムント

大学の学校開発研究所のグループである。ノルトライン・ヴェストファーレン州（２０００年）

やシュレスヴィヒ・ホルシュタイン州（２００２年）、ハンブルク市（２００２年）等では、すでに

学校教育プログラムの提出が義務づけられている。学校教育プログラムという教育計画に

基づいて、学校評価が進められるのであるが、ほとんどの事例では学校の自己評価、ある

いはプアレビューによる学校評価が行われている。ある学校ではロルフらが開発した学校

評価バロメータをそのまま活用していた。各学校の特性に応じた学校評価をどのように開

発していくのかが今後の課題であるといえよう。（詳細は坂野２００２参照）

おわりに

現在の教育改革の流れから見ると、米英を手本とする教育改革にドイツも着手し始めて

いる。ドイツの教育改革はアメリカやイギリスからかなり遅れているといわれている。そ

うした流れの中で位置づけるならば、ドイツの教育改革は日本の教育改革よりも先んじて

いるように思われる。教育内容、人事、予算といった事項が学校で裁量することができる。

決定する機関は、校長個人ではなく、合議機関である学校会議で行われる。

こうしたドイツや日本における教育改革の緩やかさは、それまでの教育の結果に対する

信頼と自信の裏返しであったのではないか。これまで、日本やドイツの学校教育は高い評

価を得ていた。しかしドイツでは学校教育への自信が覆りつつある。第３回国際数学・

理科教育調査（ＴＩＭＳＳ、１９９７年７月公表）、ＯＥＣＤ・ＰＩＳＡ調査（２００１年１２月公表）、同

ＰＩＳＡ－Ｅ調査（２００２年６月）の結果、ドイツは成績がはかばかしくなく、教育改革に弾み
がついている。日本でも基礎学力の不足が指摘されている。

こうした中で、国と自治体、自治体と学校との権限関係の見直しが進められている。学

校に責任を委ね、行政はその結果責任を問う姿勢へと変化しつつある。しかし学校はその

責任にどこまで耐えられるのか。また、「特色ある学校づくり」やドイツの「学校教育プ

ログラム」による学校の多様化は、これまでの教育の機会均等の考え方と異なる場合も出

て来るであろう。今後論理的な整理を進めることが必要である。

（坂野慎二）
【註】

‡去主張轟警竿鶴遠賀島野草与芋琶葦艶≡要望質策＿戦後の推移と近年の動向＿」

（３）邸諾徽諾欝若鮎
１４０・１６１頁。
（２００２）『登校評価初促進‾条件てざ蘭ずる．歯舞的碗尭』．車間報岳書て２）旨盲ｉ２翔描描指）
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基左蒜謂湖学校における『参加権』の意義と限
イツにおける学校管理運営論の展開」『京都大学教育学部紀要』

跳
桝

ツにおける『学校の自律性』論の特質」関西教育行政
２６号所収。

若芽警撃彗ま桜桃謂雪指憲糟粕。によ
す学校経営の課題」牧自見‾『学校改善め課題宜第一法
学校経営の研究一合議制学校経営と校長の役割変容』
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第５章　ロシア連邦の自律的学校経営

はじめに
ソ連邦崩壊（１９９１年）によって誕生したロシア連邦は，「民主主義」と「市場経済」を

理念とした国家づくりを志向し，これに基づき，個人や社会の多様なニーズに応える教育

制度の構築を教育改革の基本課題としているｌｏ学校の管理運営についても，学校ごとに

特色ある教育の提供を促進するため，教育活動，教職員の任用及び学校予算の運用等に関

する学校の裁量権を拡大しつつ，その権限の執行にかかる意思決定を行う職位又は組織を

学校白身の判断で設置・運用できると定められた０換言すれば，学校が特色ある教育を提

供するためには，それに応じた校内組織の編成が不可欠であり，そうした観点から，学校

の管理運営体制が多様な形態をとることが認められていると指摘できる０

以上のことを踏まえ，本論は，ロシア連邦における学校の管理運営体制を研究対象とし

て取り上げ，その構造と実態を教育改革の動向や教育行政制度の全体像を踏まえつつ明ら

かにすることを目的とする。こうした課題の解明は，日本においても早急に解決策を見出

さなければならない「学校の自律的な管理運営を保障する制度とはいかなるものか」とい

う問題を探る上で非常に有用であると考えられるからである。特に，本論では，学校の管

理運営に関する現行法制が，どのような背景・経緯のもとに成立したかの検討を行い，そ

こに認められる制度上の特色や問題点を導き出すことを直接の目的としている０

第１節　教育改革の基本的動向

（１）教育目標の転換

ソ連邦時代，教育は，共産主義社会建設に必要な人材の育成を第一義とし，共産党組織

と一体化した中央集権的な教育行政システムの下，マルクスーレーニン主義思想を踏まえ

て行われていた。しかし，生産設備の老朽化や技術革新の停滞による深刻な経済危機が顕

在化した１９８０年代，ソ連邦の学校教育が変容する社会のニーズに応えていないことが指摘

され，その要因として，画一的で硬直化した教育制度が批判されはじめた。

こうした中，１９８５年にソ連邦共産党書記長に就任したゴルバチョフは，ソ連邦の諸制度

が，資本主義諸国に比して大きく遅れていることを認め，政治・経済体制の立て直しを図

るペレストロイカ政策の遂行を提唱した。特に，教育は，ペレストロイカ政策の推進を支

える人材確保の手段として重視され，「民主化」「多様化」「個性の発達」等を基本理念と

した抜本的な教育改革が試みられることとなった。その全体像は，１９９０年４月に公表され

た「国民教育に関する基本法」の改正案２に示されたが，そこでは，「民主主義」と「人道

主義」に基づく教育制度の諸原則が明示されていた。

同改正案は，ソ連邦崩壊（１９９１年）に至る混乱の中で立法化されずに終わったが，その

趣旨は，ロシア連邦の教育政策に発展的に受け継がれた。教育分野における最上位の法律

である「ロシア連邦教育法」（１９９２年）３は，連邦レベルの教育政策の第一原則として，「全

人類に普遍的な価値，個人の生活・健康並びに人格の自由な発達を促すため，教育に人道

的な性格をもたせ，市民に必要な資質として，労働愛，個人の権利と自由に対する尊敬の

念，自然・祖国・家族に対する愛情を育む」と規定している。つまり，ロシア連邦では，

西欧的な民主主義社会の形成という新たな国家理念の中で，民主主義社会に必要な人格の

育成を基本的な目標としながら，個人や社会のニーズに応える多様な教育制度の構築が目

指されている。

（２）教育行政の地方分権化と学校の法人化

ソ連邦時代の教育行政は，連邦一共和国－州・地方一地区・市とつながる強力な指示・

命令系統を備えた中央集権システムがとられていた。当時，州・地方や地区・市の教育行

政当局は，連邦または共和国といった「国家」の下部機関であり，それらが設置する学校
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もすべて「国立」と位置づけられた０しかし，こうしたシステムは，地域の実情に応じた

教育の実現を阻むものとして批判されペレストロイカ政策以降，地方分権的な教育行政
制度の構築が意図されるようになった。

現在のロシア連邦の行政区画は，「ロシア連邦憲法」（１９９３年）４により，連邦一連邦構
成主体５一地方自治体（地区・市）の３段階に分けられている６。連邦構成主体は，連邦とと

もに「国家」としての権限と責任を有し，連邦政府が示した教育政策の実現を図ると同時

に，域内の社会・経済・文化・民族構成などの実情に応じた教育政策・制度，教育予算，
法律等を独自に定めることができる０地区・市は，新たに国家の指揮・命令系統に属しな

い「地方自治体」と位置づけられ７，当該地域の就学前教育機関や学校を設置・管理する
権限が与えられたため，ほとんどの学校が従来の「国立」から「地方自治体立」に変更さ

れた０つまり，ロシア連邦においては，個人や社会の多様なニーズに応える教育を実現す

るためには，地域住民の自治機関に教育行政にかかる一定の役割を伴わせることが必要と
認識されたといえる。

さらに，「ロシア連邦教育法」では，学校は，すべて「法人（町Ｐ即日ｑ…ＯｅⅢ川）」と

され，「ロシア連邦の法令と教育機関の規則が定める範囲で，教育課程の実施，職員の選
抜・配置，学術・財政・経営その他の活動において独立している」ことが定められた。こ

れは，学校に自律的な管理運営を認めるものであり，特に，その前提となる学校の予算運

用上の権限として，地方自治体から配分される予算と学校独自の収入による自主財源から
なる学校予算を独自に編成することが認められている。地方自治体からの予算は，教員給

与を含む人件費や施設設備費をはじめとした経常費に充てられる。自主財源としては，児
童生徒に対する補習・補充教育（選択科目等の提供を含む）や地域住民・企業への公開講

座をはじめとした有償教育の提供などによって得られる学校独自の収入があり，各学校は
これを自由に運用することができる。

（３）教育課程の大綱化

ソ連邦時代の教育課程基準は，ソ連邦政府により，学年ごとの到達目標や教授法だけで
なく，毎時間の授業計画など細部にわたって規定しており，全国の学校では，この厳格な

基準に従った画一的な授業が行われていた。これに対し，ペレストロイカ政策以降，教育

行政の地方分権化や児童生徒の個性伸長を促進する観点から，初等中等教育の多様化の推
進には，連邦レベルの教育課程基準を大綱化し，具体的な教育内容や教授方法等を地方政
府や学校の裁量で決定できるようにすることが必要であると考えられるようになった。

「ロシア連邦教育法」は，連邦レベルの教育課程基準として，連邦政府に法的拘束力を

伴う「全国教育スタンダード」の作成を義務づけた８。これは，ロシア連邦全体で順守す
べき最小限の教育内容や児童生徒の学習時間の配分などを定めたものであり，具体的な授

業科目の名称等を掲げず，教科の領域と構造を提示するに留まっている９。各教科の街域
は，「不変部分（…Ｂａ川ａＨＴＨａ兄＝ＣＴｂ）」と「可変部分（８ａ囲ａＴ男ＢＨａ＝ａＣＴｂ）」から構成さ

れる０不変部分は，ロシア連邦全体で順守すべき最低限の教育内容であり，「数学」「情
報」「物理」「化学」を除く教科領域については，児童生徒に地域的・民族的実情を考慮

した教育を提供するため，週間授業時間数のうち１０％が連邦構成主体の裁量に，５％が地

方自治体の裁量に委ねられてる０可変部分は，選択必修・選択自由・個別又はグループ学
習など学校の裁量に委ねられた部分であり，不変部分の学習を深めたり，学校独自に設け

られるコース等の授業に利用される０こうした「全国教育スタンダード」の趣旨は，ロシ
ア連邦のすべての児童生徒が共通に履修すべき一定の教育内容を確保した上で，連邦構成

主体，地方自治体及び学校の裁量部分を拡大し，その特性を反映した教育課程が編成され
ることを期待するものであるといえる。

なお，公財政支出により学校に配分される予算は，「全国教育スタンダード」に示され

た週間授業時間数の合計と児童生徒数を基準に算出されるため，例えば，これまで通り，
外国語等の授業を少人数のグループに分けて実施する場合にば０，必要な教員の任用にか
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かる経費が不足する可能性が指摘される。従って，学校が特色ある教育を提供するために

は，学校独自の財源を確保しなければならず，財政基盤の比較的脆弱な農村部の学校を中

心として，「全国教育スタンダード」に則った教育課程を編成できないケースも認められ
ている。

第２節　学校の管理運営体制の変容

（１）ペレストロイカ政策期における学校裁量権の拡大

ソ連邦では，法制上，学校には意思決定機関として，すべての教職員と学校総会の代表

者から構成される教育ソビエトが置かれ校長は，そこでの決定事項を踏まえつつ，学校

の日常的な管理運営についての単独責任を負っていた０ただし，校長は，地方の教育行政

当局（国民教育部）や校内の共産党組織による強い監督の下，連邦，共和国及び地方の指

示どおりに学校を管理運営することが求められたため，実際には，学校に認められた裁量
権は，きわめて限定的なものでしかなかったとされる。

こうした学校の管理運営体制は，ペレストロイカ政策を推進するゴルバチョフ政権によ

り，学校教育の多様化を阻害するものとして批判され学校裁量権の拡大を基本方針とし

た改革が着手された１１。１９８９年７月に制定された「初等中等学校暫定規程」１２は，それまで

国民教育部が有していた権限の多くを学校に移し，学校自身が，教育目標・内容の設定，

教職員の任用，学校予算の運用等に関する決定を行うことができると規定した。学校に与

えられたこれらの権限は，学校代表者会議とその常任機関である学校会議がもつとされた

が，その構成は，学校の意思決定過程に生徒や保護者・地域住民の意向を反映させるため，

教職員の代表者，生徒の代表者及び保護者・学校総会の代表者がそれぞれ同数と定められ

た０また，それまで国民教育部より任命されていた校長は，学校代表者会議での選挙を通

じて選ばれることとなり，学校代表者会議や学校会議の決定に従って学校の日常的な管理
運営を行うとされた。

しかし，学校代表者会議や学校会議においては，校長を含めた教職員の人事や学校予算

の運用等をめぐり，教職員と保護者・学校総会の間で意見が対立することが多かった。ま

た，学校の意思決定には，出席者の３分の２以上の賛成が必要とされたため，教職員，

生徒，保護者・学校総会の間で意見が相違する場合には，必要な案件を議決することがで

きなくなるという事態が頻繁に生じた１３０さらに，「初等中等学校暫定規程」は，引き続き，

校内の共産党組織が，学校の管理運営に関与することを認めていたため，学校の裁量権が
実質的に保障されていなかったことが指摘される。

（２）ロシア連邦における学校の管理運営体制

この間題に対し，ペレストロイカ政策を受け継いだロシア連邦は，「ロシア連邦教育法」

において，改めて学校に①連邦が定める大綱的な基準の範囲で独自の教育課程を編成する

こと，②教育課程の実施に‘必要な教職員を任用すること，③地方等から配分される予算の

一部と学校が独自に確保した財源の使途を決定することなどの権限を与えた。また，教育

制度の脱イデオロギー化を図る施策の一環として，学校内での共産党組織の活動を禁止し，
学校の自律的な活動を保障するための措置が講じられた。

現在，ロシア連邦における学校の管理運営は，ソ連邦時代からの法制を受け継ぎ，「単

独責任（ｅ…ＯＨａ…痛」と「自主管理（ｃａＭＯｙＨｐ狛＝＝用Ⅷｅ）」の原則に基づいて行われると
規定されている】４。

単独責任の原則は，学校自体に与えられた権限の執行にかかる決定を校内の特定の職位

又は組織に集中させて行い，これに伴う責任の所在を明らかにするものである。その意義

は，学校の管理運営の透明性を確保し，特色ある教育を提供するために必要な措置を効率

的に講じることが可能になるという点にあるといえる。その際，学校の管理運営の責任は，

学校教育の諸基準を定める行政当局に対するものだけでなく，学校選択等の権利を認めら

れた保護者や社会のニーズとしての地域住民にも向けられている。なお，どの職位や組織
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に管理運営の権限・責任を集中させるかについては，学校ごとに決定される。

自主管理の原則は，保護者，地域住民及び教職員等が，何らかの形で学校の意思決定に
関わることを通じ，行政機関や政治組織等に対する学校の自律性を確保するものである。

「ロシア連邦教育法」には，制定当初，学校の管理運営にかかる「全般的な指導」を行う

校内組織として，学校会議（ｃｏＢｅＴ Ｏ６ｐａ３０ＢａＴｅｎｂＨＯｒＯ ｙｑｐｅＸＥｅＨ胴）を設けることが義務づ

けられていた。その後，１９９６年改正の「ロシア連邦教育法」では，自主管理の形態の例と

して，学校会議，保護者会議（汀ＯｎｅＭＴｅｎｂＣＫ摘ｃｏＢｅＴ）１５，学校総会（０６ｑｅｅ ｃｏ６ｐａＨＨｅ），

教職員会議（ｎｅＲａｒＯ日日ｅＣＫ摘ｃｏＢｅＴ）などが示されるに留まる。こうした組織・集団の設

置，構成及び校長との権限関係等については，連邦として統一された規定がなく，各学校
が独自に作成する「学校規則（校内規程）」によって定められる１６。

これらの原則は，ロシア連邦における学校の管理運営体制が，法令等で画一的に形づく

られるものではなく，学校ごとに，教育目標や教員・設備等の諸条件を考慮し，主体的に
確立されるべきものとして構想されていることを示している。換言すれば，学校が特色あ

る教育を提供するためには，それに応じた校内組織の編成が不可欠であり，そうした観点
から，学校の管理運営体制が多様な形態をとることが認められているという点で積極的な
評価ができる。

（３）校長の権限拡大と管理運営組織

しかし，ロシア連邦における学校の管理運営体制は，その多様性が法的に認められてい
るにも関わらず，実際には，はとんどの学校で「管理運営の直接的な指導」にあたる校長

や，そうした校長が任用する教職員から構成される教職員会議を中心としたものとなって
いる。例えば，連邦構成主体の１つであるモスクワ市では，校長がすべての校内組織の上

位に位置づけられるのが一般的である。また，モスクワ州では，教職員会議が最上位の自
主管理の形態とされ　校長と対等の権限関係に置かれる学校が多く認められる１７。

通常，校長は，校長を補佐する副校長（通常，教務担当や総務担当など複数名）や児童

生徒の生活指導等の責任者である学校心理士らとともに執行部を形成し，教育課程の編成，

教職員の任用及び学校予算の作成・運用など学校の活動全般にかかる施策を決定・執行す
る。この時，学校会議，保護者会議及び学校総会などは，学校の意思決定機関としてでは

なく，校長に対する助言・賛助機関として機能していることが多い。従って，校長には，
学校の管理運営についての実質的な決定権と責任が与えられ　個人や社会のニーズに対応

した特色ある教育を提供するための学校づくりが，校長の単独責任の原則に基づいて効率
的に行われることが期待されている現状が指摘できる。

また，教職員会議は，校長が教職員の任用権をもつことから，校長の管理運営方針を大
枠ににおいて理解・支持している教職員によって構成される組織であるといえる。つまり，

教職員は，教育・指導の専門家として，学校ごとに掲げられる目標や方針に即した教育実
践を行うが，学校の管理運営責任をもつ校長から，教育・指導にかかる権限の一部が内部
委任される形をとることにより，教職員の主体的な活動が保障されると捉えられる。その

ため，教職員会議は，教育内容や教授方法のほか，児童生徒の学校生活や学校の教育活動
全般について，校長に対する意見を表明する補助的な機関として機能するのが一般的であ
ると考えられる。

こうした校長中心の管理運営体制が確立した要因には，ペレストロイカ政策期，学校の

民主的な管理運営を意図して設置された学校会議が十分に機能していなかったことが挙げ
られる。また，ソ連時代の画一的な学校教育に対する保護者や地域住民の否定的な意識を

重視するあまり，一時期，当該校の教育課程が児童生徒の学力形成に役立たない「はやり

の科目」や「科学的でないもの」で占められる１８など，教育上　好ましくない状況が数多
く見受けられた。そのため，学校での教育実践に携わる教職員の間には，保護者や地域住

民が学校の意思決定に参加することへの不信感が強く残っているといわれ「ロシア連邦
教育法」が改正された１９９６年を契機に，ほとんどの学校会議が，廃止されるか，または教
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職員中心に変更されることとなった。その結果，保護者や地域住民が学校の管理運営に直

接に関与することが困難となり，相対的に，学校の日常的な管理運営に携わる校長の権限
と責任が大幅に拡大したといえる。

ただし，保護者は，子どもが通う学校を選択する権利を有しており，この行使を通じて，

地域の学校に一定の影響を及ぼすことができると考えられている。つまり，校長は，一定

数の児童生徒を確保するため，学校の教育内容や教授方法などを公表し，保護者や地域住
民に対する学校の教育責任を明確に示すことが求められる。特に，公財政支出の減少を背

景として，学校に独自財源の確保が奨励されている現状においては，保護者や地域住民の
支持が得られる教育を提供する必要性がいっそう高まっており，校長が，保護者や地域住

民の意向を把握し，さらには協力を仰ぐための組織として，保護者会議や学校総会が位置
づけられる傾向にある。

第３節　学校の管理運営体制の特色と課題

以上のことから，ロシア連邦の管理運営体制は，学校の自律性の確保に向けた３つの
段階を経て成立したといえる。

まず，ペレストロイカ政策期の学校では，国家・行政機関からの自律性を確保すること

が意図された。これは，学校裁量権の拡大に伴い，学校が自らの意思を決定できるように
するための措置であり，それぞれ同数の教職員，生徒及び保護者・地域住民から構成され

る学校代表者会議や学校会議が，学校の管理運営に責任をもつ体制が形づくられた。つま

り，学校の管理運営は，国家・行政機関ではなく，保護者・地域住民など「社会」の代表
者が参加して行われることが基本方針とされ，そこには，「社会」を「国家」の上位概念

と捉えるマルクス主義的なイデオロギーの影響が指摘できる。事実，この段階では，校内
の共産党組織が学校の管理運営に関与することが認められていた。

次に，ソ連邦崩壊から１９９６年かけては，こうしたマルクス主義的なイデオロギーからの

自律性を獲得することが目指された。具体的には，学校裁量権の拡大が再確認されると同
時に，学校から共産党組織を排除する措置が講じられた。これにより，学校の管理運営は，

学校自身の手に委ねられることとなり，西欧的な民主主義社会の形成という新たな国家理
念の中で，学校ごとに特色ある教育を提供するための条件整備が図られたと指摘できる。

その際，学校会議は，学校の「全般的な指導」にあたる校内組織と位置づけられたが，そ
の構成や校長との権限関係等が規定されなかったことから，「社会」による学校の管理運

営を目指した当初の意図が薄れ　学校の意思決定過程に民主的・自主的な性格を付与する
ものと捉えられていたと考えられる。

さらに，１９９６年以降には，学校会議が，学校の自主管理の一形態として，保護者会議，

学校総会，教職員会議などと同列に例示されるに留まるなど，学校の管理運営体制の自由
化が図られた。その結果，今日のロシア連邦では，学校の管理運営における「責任の明確

化」と「効率化」が，実質的に校長の権限と責任の拡大を方策として進められ　校長の強
力なリーダーシップの発揮を通じて，個人や社会の多様なニーズに対応した学校教育を実

現していくことが期待されている。換言すれば，校長個人の意思が即ち学校の意思となり，

教職員や保護者・学校総会は，学校の管理運営において，校長の意思を具体化する教職員
や協力者として位置づけられる傾向にある。

おわりに

こうした背景・経緯から，ロシア連邦における学校の管理運営は，国家・行政機関や「社
会」からの強い自律性を有し，それぞれの学校を単位として行われる体制となっている点

を特色としていると指摘できる。さらに，学校裁量権の行使にかかる意思決定権は，法制
上，学校ごとに校長，教職員，生徒及び保護者・地域住民の間で自由に配分されるが，実

際には，そうした権限が校長に集中している現状が認められる。従って，校長には，自ら
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の学校の管理運営について，国家・行政機関だけでなく，保護者や地域住民に対する説明
責任が生じると考えられるが，かつて学校会議が圧力団体化した経緯もあり，そうした場

が制度化されていないことが問題点として挙げられる。換言すれば，学校の自律性が高ま

り，また，保護者や学校総会が学校の意思決定に参加すれば教育が改善されるというわけ
ではなく，学校の自律的な管理運営を保障する制度の構築には，外部からの適切な学校評

価１９を行う制度の確立を伴う必要があると考えられる。
（高瀬　浮）

【註】

１ｃＭ．∂．Ｄ．ＤＨｅＨＰＯＢ，ＣｏＢｐｅＭｅＨＨａ月　ｕｌＫＯＡｂＨａ兄　ｐｅＯｏｐＭａ Ｂ ＰｏｃｃＨＨ，ＨａｙＫａ，１９９８．

拙著「６．ロシア連邦」本間政雄，高橋誠編『諸外国の教育改革一世界の教育潮流を読
む主要６か国の最新動向－』ぎょうせい，２０００年，１８７－２１５頁を参照のこと。

以下，１９８０～１９９０年代におけるロシアの教育改革動向については，特にことわりのない
限り，上記の文献によるものとする。

２ｙｑＨＴｅ瓜ｂＣＫａ兄　ｒａ３ｅＴａ，１９９０年第１５号
叩

３３ａＫＯＨ Ｐ◎“０６　０６ｐａ３０ＢａＨＭ，３ａＫＯＨＯａＴｅｎｂＣＴＢＯ Ｐ◎０６　０６ｐａ３０ＢａＨＭ，３－ｅ　拓３ＲａＩＨｅ，軋，

２００２，ＣＴｐ．３１－８８．

なお，同法（１９９２年法）の邦訳が，『季刊教育法』エイデル出版，第９３号１４６－１５２頁，

第９４号６０－７０頁（所伸一編訳）や川野辺敏監修，関啓子，澤野由紀子編『資料ロシアの

教育』新読書社，１９９６年，４７い５１８頁（揮野由紀子訳）に掲載されている。また，１９９６

年改正法については，抄訳が，本間政雄，高橋誠編『諸外国の教育改革一世界の教育潮

流を読む主要６か国の最新動向－』ぎょうせい，鋼８０年，３３５－３４５頁（拙訳）に掲載さ

れている。

４ⅩｏＨＣＴＨＴ川Ｈ月　ＰｏｃｃＨ免ｃｍ虫　◎ｅ且ｅい＝日用，軋，Ⅲ川ＣＴｂ，２０００．

なお，同憲法の邦訳が，ユーラシア研究所編『情報総覧現代のロシア』大空社，１９９８年，

６２８－６４１頁（竹森正孝訳）等に掲載されている。
クライ

５　ロシア連邦は，共和国（２１），地方（６），州（４９），特別市（２；モスクワ市とサンクト

ぺテルブルグ市），自治州（１），自治管区（１０）といった８９の「連邦構成主体」から成

る連邦制国家である。

６拙著「５．ロシア連邦」文部省編『諸外国の教育行財政制度』大蔵省印刷局，２０００年，

１１５頁。

７　川．肌几肌　相川β，Ａ．且伽ｃ紺ｅβ，叩川ｍａｍＨＯｅ　叩ａＢＯ ＰｏｃｃＭ，ＨｏＢｂ工員Ⅲ叩ＣＴｂ，１９９８．

８特に，義務教育段階（第１～９学年）の「全国教育スタンダード」については，国家会議
（下院）による承認が必要とされ，法律として制定することが定められている。しかし，

議員の教育課程基準に対する考え方の相違などから，これまで国家会議で決議に至った
ことはなく，ロシア連邦教育省の省令として暫定的に提示されているに留まる。

９拙著「第１３章　ロシア」日本教育経営学会編『諸外国の教育改革と教育経営』玉川大学

出版部，２０００年，２０２－２０５頁を参照のこと。

１０ロシア連邦の学級編制基準は，１学級当たり２５名以内と規定されているが，外国語（第４

～１１学年），労働教育（第５～１１学年），体育（１ｎ・１１学年）及び物理・化学の実験の授

業を行う際には，都市部の学校においては１学級を２グループに分けること，農村部の学

校においては２０名以下にすることが望ましいとされている。

１１ペレストロイカ政策期の学校運営制度については，篠原真子「学校運営の民主化と参加

、の拡大」川野辺敏監修，岩崎正吾，遠藤忠編『ロシアの教育・過去と未来』新読書社，

１９９６年，２９８－３１２頁を参照のこと。
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１２ｙ川Ｔｅ刀ｂＣＫａ兄　ｒａ３ｅＴａ，１９８９年７月１８日

なお，同規程の邦訳が，川野辺敏監修，関啓子，揮野由紀子編『資料ロシアの教育』新

読書社，１９９６年，３８３－４００頁（熊谷真子訳）に掲載されている。

１３筆者がロシア連邦普通・職業教育省，モスクワ市教育部，モスクワ州教育委員会等に対

して行った聞き取り調査（１９９８年３月９～１２日，１９９９年３月７～１４日）による。以下，本節
の記述は，特にことわりのない限り，同調査によるものとする。

１４前掲『諸外国の教育改革と教育経営』玉川大学出版部，２０００年，１９９－２０２頁。

１５ロシア連邦教育省は，１９９９年，保護者会議に学校の独自財源を確保する責任・役割を担

わせることを趣旨とした「模範規程」（省令）を提示した。しかし，こうした施策は，

保護者に経済的な負担を強いることから，全連邦規模での支持が得られておらず，し１ま
だ模索段階に留まっているといえる。

１６ロシア連邦では，この間題が「学校規則（校内規程）」で規定されていないことも多く，

そうした場合には，教職員や校内諸組織の代表者等と校長の間で，毎年度始めに「契約
書」を取り交わすのが一般的である。

１７筆者がモスクワ州の複数の地方自治体に対して行った聞き取り調査（２００２年１０月２０～２６

日）によれば，モスクワ州においては，校長と教職員会議の意見が対立した場合，地方

自治体レベルの教育行政当局による意見聴取・調整が行われる。ただし，このことにつ

いて定めた規則は存在せず，学校が国家（行政当局）の下位に置かれていたソ連邦時代
からの慣習によるものとされる。

１８ｙｑＨＴｅ刀もＣＫａ月　ｒａ３ｅＴａ，１９９８年３月１７日

１９公的な学校評価として，すべての学校は，少なくとも５年に１回，連邦又は連邦構成主体
から国家認定を受けることが義務づけられている。連邦や連邦構成主体は，学校からの

申請に基づき，教育水準（最終学年の児童生徒の成績），教育課程，管理運営の体制

（校長や職員の資格など），教員（構成，資格及び任用など）及び教育条件（施設設備
及び保健など）等の観点から審査・評価し，不十分な点があれば，その改善を学校に対

して勧告する０勧告された学校は，１２か月以内に指摘された箇所を改善し，再審査を受

けなければならないが，改善が認められないと判断された場合には，国家認定を取り消
されることがある。
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第６章　ニュージーランドの自律的学校経営

はじめに

ニュージーランドでは、「１９８９年教育法」（ＥｄｕｃａｔｉｏｎＡｃｔ１９８９）により自律的学校経営

システムが導入された。ここでいう自律的学校経営は、①学校経営全般にわたる最終決定権

を有する学校理事会（ＢｏａｒｄｏｆＴｒｕｓｔｅｅｓ、以下ＢＯＴ）の設置、②学校評価を専門に行う教

育機関評価局（ＥｄｕｃａｔｉｏｎＲｅｖｉｅｗＯ瓜ｃｅ、以下ＥＲＯ）による外部評価の実施、③学校及び
ＢＯＴに対する支援体制の整備、を主軸として展開されてきた。

本章では、ニュージーランドにおける自律的学校経営導入の背景を明らかにした上で、上

記３点を中心に自律的学校経営システムの全体像を明らかにしていきたい。

第１節　自律的学校経営システムの導入

（１）行政改革と教育改革

ニュージーランドでは、１９８４年に政権の座に着いたロンギ（Ｌａｎｇｅ，Ｄ．）率いる第４次労

働党政府により、ニュー・パブリック・マネジメント（Ｎｅｗ ＰｕｂｌｉｃＭａｎａｇｅｍｅｎｔ、以下
ＮＰＭ）にもとづく大規模な行政改革が断行された。ＮＰＭとは、１９８０年代半ば以降、英国、

ニュージーランド、カナダ等をはじめとするアングロサクソン系諸国を中心に行政実務の現

場が主導する形で形成された行政運営理論である１。中でも、ＮＰＭの⊥っのモデルとされ

る「英国・ニュージーランド型」ＮＰＭの特徴としては、（∋市場主義にもとづき可能な限り

民営化手法を生かす、②集権的かつトップダウン・アプローチにより包括的・急進的な改革

を実行する、③トップによる目標の設定や業績評価という形での厳格な「業績・成果による

管理」を展開する、④その際の評価基準が効果（ｅ鮎ｃｔｉｖｅｎｅｓｓ）よりも財政効率性（ｅ瓜ｃｉｅｎｃｙ）

を重視する傾向にある、といった点が挙げられている２。

これらの特徴は、ニュージーランドにおける実際の行政改革においては、次のように具現

化された３。①施策の企画・立案部門と執行部門を分離し「１組織１機能」を原則にするこ

とで組織目的を明確化し、さらに後者を独立機関とすることにより競争原理にもとづく行政

の効率化とサービスの向上を図る。②「契約」型のシステム（Ｃｏｎｔｒａｃｔｉｎｇ・ｂａｓｉｓ）により、

「プロセスの管理」から「業績・成果による管理」への移行を図る。③中立的な政策提言を

確保するために、政策提言部門とサービス提供部門との分離を図り、規制・監査業務につい

てもその中立性や独立性を確保するために別組織とする。④組織を機能別に分割することで、

民間を含めた他組織との「競争」と自己責任（自律性）によるサービスの質の向上とコスト

の削減を図る。

この考え方は、第２期ロンギ労働党政府（１９８７年～）により着手された教育改革におい

ても同様に反映され、市場原理・競争原理にもとづく教育活動の効率化と質の向上を図るた

めの抜本的組織改革が実行された。具体的には、（Ｄそれまで中央集権的教育行政の中枢にあ

った教育省（ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆＥｄｕｃａｔｉｏｎ）が機能別に３分割された。②「１９８９年新財政法」

（ＰｕｂｌｉｃＦｉｎａｎｃｅＡｃｔ１９８９）により、学校も国立病院、公正取引委員会、警察苦情処理機

構といった諸機関とともに公的組織の一形態であるクラウン・エンティティ（Ｃｒｏｗｎ

Ｅｎｔｉｔｉｅｓ）の∵つとして明記され、教育委員会制度が全面廃止となったことで各公立初等・

中等学校のＢＯＴは教育行政機関の末端組織として位置づけられ、執行機関の性格づけが明

確になった。③旧教育省が担っていた規制・監査業務を新たに担う第三者機関として「教育

機関評価局」（ＥＲＯ）が設置され、学校（ＢＯＴ）の「業績」評価が制度化された。

この改革では、ＢＯＴが予算執行権及び人事権を有することで各学校（ＢＯＴ）における人

事裁量権が強化される一方、ＥＲＯによる外部評価結果が学校選択の一つの指標としての機

能を持つ等、競争原理と自己責任にもとづく教育サービスの質的向上が図られた。
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【図６－１】教育行政制度（義務教育段階）

（２）教育改革がもたらした公教育経営の基本理念の転換

ニュージーランドでは、先に述べた教育改革の約１００年前に制定された初の全国的教育法

である「１８７７年教育法」（ＥｄｕｃａｔｉｏｎＡｃｔ１８７７）により、義務・無償・世俗の初等教育制

度が導入された。ニュージーランドがイギリス植民地となって、わずか３７年後のことであ

る。この背景には、「地理的状況に関わらず、全学齢児童生徒に対する教育の機会均等の確

保は中央政府により保障されるべきである」という基本的な考え方があった４。ここにみら

れる「教育の機会均等」の理念は、１９３５年に発足した初の労働党政府で教育大臣となり、

続く第２次労働党政府で首相となったフレーザー（Ｆｒａｓｅｒ，Ｐ．）が１９３９年に示した「すべて

の人は、その能力、貧富の差、住む場所に関わらず、一人の市民として、その能力を最大限

に活かすに最も適した教育を無償で受ける権利を有する。」５という有名な言葉により、ニ

ュージーランドの公教育経営における不動の理念として位置づけられた。以後、教育政策の

主眼は性別や民族、社会的経済的地位に関わらず、個人の能力に応じた教育を受ける機会を

提供することに置かれた。

しかし、１９７０年代におとずれた経済不況はこの理念にも変化をもたらした。２度にわた

る石油危機と、最大の貿易相手国であったイギリスのヨーロッパ共同体への加盟は、ニュー

ジーランドの貿易条件を悪化させた。経済的低迷は、若年労働者の失業率の上昇を一気に加

速させ、特にマオリや南太平洋島峡系民族といったマイノリティの間では深刻な問題となっ

た。こうした経済危機を打被し国際競争に対応していくためには、もはや「教育の機会均等」

の理念の追求よりも、むしろ高度な技術や資格をもった労働力の育成が公教育麿常に求めら

れるようになった。こうした中、１９８４年にロンギ労働党政府が成立し一連の諸改革が断行
されることになる。

１９８０年代後半の教育改革の方向性を示したいわゆる「ピコ．ツト報告」（Ａ血血ゐ血ｇ血・

助血路１９８８）に決定的な影響を与えた大蔵省報告書（Ｇｂｙｍ皿ｅ刀丑臨月∂ｇｅ皿ｅ刀ｆ二
段血ｆわ班ｅ血皿刀血ｇ（あγｅｍ皿ｅ血１９８７）は、ＮＰＭ理論を背景に①教育に－おいて、国家

による関与は明白かつ正当で投資に対して効果的なものになるよう、最小限のものに限定さ

れるべきであること、②国家による関与は、消費者と提供者との間の契約（ｃｏｎｔｒａｃｔ）を琴
すことのないように行われるべきで奉ることを強調し、「小さな政府」としての国家と教育
サービスの哨費者としての国民の契約関係の確立を促した６。これを受けて、ロンギ労働党

政府が教育改革の基本原理として掲げたのが、「公正（ｅｑｕｉｔｙ）」「教育の質（ｑｕａｌｉｔｙ）」
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「効率性（ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ）」「効果（ｅｆｆｂｃｔｉｖｅｎｅｓｓ）」であった７０政権は１９９０年に労働党から

国民党に移行するが、国民党政府においても「公正」と「効率性」が強調され、さらに「個
人選択の拡大（Ｇｒｅａｔｅｒｐｅｒｓｏｎａｌｃｈｏｉｃｅ）」が加えられ８、学校選択の自由が拡大された。

こうして、１９８０年代後半の教育改革を契機に公教育経営の基本理念は・「教育の機会均等」

よりも、むしろ「公正」や「効率性」といった方向へと転換されていった。

第２節　学校理事会の機能と役割
（１）教育委員会制度の全面廃止と学校理事会の設置９

自律的学校経営は、アメリカやイギリス、オーストラリアをはじめとする各国で展開され

ている。しかしながら、ニュージーランドにおける自律的学校経営システムの導入は、それ

まで１００年以上にわたり教育行政において重要な役割を果たしてきた教育委員会制度の全

面廃止を背景としているところに、一つの特徴がある０
「教育省一教育委員会」を中心とする中央集権的教育行政は、「ピコット報告」１０の提言

を契機として抜本的に改革された。「ピコット報告」は、その冒頭部分で「効果的な行政シ

ステムは、可能な限り単純であるべきであり、政策決定は可能な限り現場に近いところでな

されるべきである」と述べている。この言葉が示すように、「ピコット報告」は効果的な自

律的学校経営システムの導入に向けて、過度の中央集権化と重層的な政策決定段階の複雑さ

を解消し、各関係機関の無力感による教育行政の閉塞された状態を打破するために、教育委

員会制度を廃止し教育行政システムの単純化・効率化を図るとともに、学校の政策決定権を

大幅に強め政策決定段階に直接父母や地域の教育要求を反映させることを提言した。

この程言は、「ピコット報告」を基盤として作られた教育改革の全体像を記した政策文書

「明日の学校」（肋ｍⅣ盲励ゐ０αお、１９８８）及び「１９８９年教育法」により直ちに具現化

されることになった。ＢＯＴ設置のねらいが、第１に教育行政の学校分権化、第２に政策決

定段階と教育現場との密接化、第３に政策決定段階への父母・地域の教育要求の反映、にあ

ったわけだが、それが１００年以上の歴史を持つ教育委員会制度の全面廃止と同時に実施され

たことから、ＢＯＴは学校の単なる支援組織ではなく、教育省とのコンタクトをはじめとし

て学校の人事政策や予算の立案・運用にまでわたる大幅な権限と責任を有する、教育行政の

末端組織かつ学校経営の鍵的組織として位置づけられた。

（２）学校理事会の構成１１

ＢＯＴは、「学校経営に関する最高管理機関」として公立（ｓｔａｔｅｓｃｈｏｏｌ）の全初等・中等

学校及び統合学校（ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄｓｃｈｏｏｌ）に設置が義務づけられている（ただし、一つのＢＯＴ

が複数の学校の管理機関となる場合もある）。各学校の全教育活動に関する政策立案や予算

の運用・管理を行い、学校経営の最終的な責任を負う。「１９８９年教育法」の第７５条および

第９章（９２～１１９条）は、ＢＯＴの組織や機能、責務等について規定しており、ＢＯＴは学校

経営に関する法定機関として位置づけられている。

各ＢＯＴは、原則として学校に在籍する生徒の父母代表３～７名、校長、教職員代表１名、

生徒代表１名（中等学校のみ、任意）、共同選出による代表（父母代表の数を超えない範囲）、

もしくはＢＯＴによる指名委員から構成される。共同選出とは、民族別や性別からみた委員

構成の均衡を保つため、もしくはＢＯＴの職務に特に必要とされる能力を有する者（弁護士

や会計士等）を加えることをその趣旨とする。また、近年の法改正により卒業生や卒業生の

父母も委員になることができるようになった。

３年に１度、委員の改選が行われる。１９８９年５月にＢＯＴ委員を選出する最初の選挙が行

われた。基本的には、父母や地域住民からの立候補を募り、投票（学校での直接投票もしく

は郵送）による選挙が実施される。新聞やテレビ、ラジオ、街頭ポスター等を使って全国規

模で展開される。ＢＯＴの全国組織であるニュージーランド学校理事会協会（ＮｅｗＺｅａｌａｎｄ

Ｓｃｈ。。１Ｔｒｕｓｔｅ。ＳＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｐ、以下ＮＺＳＴＡ）が、全国で実施される選挙の管理事務を行っ

ている。
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委員構成からもわかるように、ＢＯＴは父母代表を中心とする組織である。ＢＯＴ制度は、

学校経営に対して父母や地域の直接参加を可能にする具体的方途でもあり、政策決定段階に

父母や地域の教育要求を反映させることが求められる。それゆえ、ニュージーランドの多民

族性から考えると、委員となる父母や地域住民の経済的・社会的・民族的背景は、当然、多

様であり、そのバランスが考慮されなければならない。だが、実際にはヨーロッパ系民族が

全委員の約８割を占めている現状から鑑みると、ＢＯＴ制度の導入により父母や地域の教育

要求が直接学校の教育活動に反映されやすくなったとはいえ、父母や地域の教育要求には民

族的相違があり、その民族性に対する公正の保持はいまだ課題となっている。

（３）学校理事会の権限

ＢＯＴの権限は「１９８９年教育法」に規定されており、さらにより具体的な枠組みとして「全

国学校経営指針」（ＮａｔｉｏｎａｌＡｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎＧｕｉｄｅｌｉｎｅｓ）が作成されている。そこでは、ＢＯＴ

は校長を含む学校の教職員の雇用主と明記されている。責務としては、学校予算の立案・運

用、校長・教員の任免、カリキュラム編成に関する事項、地域との連携促進活動等があり、

これら学校経営全般にわたるすべての事項はＢＯＴの全体会議において審議・決定される。
校長評価もＢＯＴの重要な責務の一つである。

ＢＯＴが学校経営において重要かつ大幅な権限を有するだけに、その責任の明確化は不可

欠である。そのためＢＯＴは、学校の教育目標、人事・財政・財産管理等についての方針、

ＢＯＴの活動内容等を父母や地域、さらには教育省に明示するため、それらを記載したチャ

ーター（Ｃｈａｒｔｅｒ）を作成することが義務づけられている。チャーターとは、全国的な教育

の枠組みである「全国教育指針」（ＮａｔｉｏｎａｌＥｄｕｃａｔｉｏｎＧｕｉｄｅｌｉｎｅｓ）と「全国カリキュラム」

（ＴｈｅＮｅｗＺｅａｌａｎｄＣｕｒｒｉｃｕｌｕｍ）の範囲内で立てられる学校の教育活動、人事、財政、財産

管理、施設設備、マオリ文化に関する教育活動等に関する方針・目標を示したものであり、

ＢＯＴの活動の基盤となるものである。ＢＯＴが父母や地域との協議の上作成し、さらに教育

省の認可を受けることになっている。これは、父母や地域に対する学校経営の透明性と、学

校の教育活動に対する父母や地域の教育要求の反映を確保するための手段であり、チャータ

ーは、学校と父母・地域、さらには学校と国家との間の一種の契約として位置づけられる。

チャーターに記載されたことが遵守されているかどうかは、ＥＲＯにより評価される。

さらに、ＢＯＴには学校経営の短期・長期計画（ＳｔｒａｔｅｇｉｃＰｌａｎ）や年次報告書の作成、自

己評価の実施も義務づけられている。ＳｔｒａｔｅｇｉｃＰｌａｎとは、学校経営全般にわたる諸政策

をまとめたものである。といっても、単に政策を箇条書きに羅列したものではなく、政策の

内容を詳細に示した上でその年度の優先政策を明確にし、さらに政策ごとに実施過程、実施

期日及び実施担当（責任）者を明記している。ＳｔｒａｔｅｇｉｃＰｌａｎは、一般教員及び管理職ら

から出される資料をもとに校長が草案を作成し、ＢＯＴの全体会議によって検討・承認され

る。当然、毎年作成・更新することが義務づけられている。

後述するが、ニュージーランドでは学校による自己評価とＥＲＯによる外部評価の両方が

システム化されており、その両者が密接に関連している。つまり、各学校に作成が義務づけ

られているＳｔｒａｔｅｇｉｃＰｌａｎや政策全般に関する年次報告書、学校自己評価の実施過程や評

価結果に関する文書等、学校自己評価に関するすべての資料は、ＥＲＯによる外部評価の基

礎資料となっている。この基礎資料及び法令、全国的指針等もとに訪問調査等を加えながら

評価がなされる０そして、この評価結果をもとに各学校では次年度のＳｔｒａｔｅｇｉｃＰｌａｎ及び

学校自己評価の実施過程等の見直しが図られるというサイクルが確立されているのである。
（め学校理事会会議の開催１２

ＢＯＴには、その下部組織として委員が兼任する形で構成される小委員会があり、各委員

会ごとに月１～３回程度の会議が開かれる。そこでの審議をふまえ、最低３ヶ月に１回（法

律では最低回数が規定されているが、実際には多くの場合月１回）ＢＯＴの全体会議が開か

れる。全体会議では、前回議事録、校長による報告書及び各委員会による報告書をもとに審
議が行われる。
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一（５）課題・

ＢＯＴを核とする自律的学校経営が導入されて以来、ＢＯＴは学校経営の鍵的組織として確

実に定着してきた。しかしながら、これまでの過程のなかで指摘される課題は多い。

第１に、ＢＯＴと校長の／トトナーシップの問題である。こうしたシステムの下では、校

長がいかにリーダーシップを発揮しＢＯＴがいかに効果的に機能できるかが、学校経営の質

を左右する。そしてそれを支えるのが、父母や地域とのパートナーシップである。両者が互

いの役割を理解し、友好的関係を築けるかどうかで、効果的な学校経営を成し得るか否かが

決まるといっても過言ではない。

第２に、校長の多忙化の問題である。どの学校を訪問してみても、校長は口をそろえて

ＢＯＴ制度の導入により以前とは比較にならないほど多忙になったという。とくに、報告書

の作成等ペーパーワークが非常に多くなったことによる負担は大きい。だが、これまでイン

タビュー調査を行った校長のうち、誰一人としてＢＯＴの導入を否定する者はおらず、むし

ろＢＯＴ導入による効果を肯定的に（積極的に）とらえていることもまた、紛れもない事実

である。

第３に、研修を含めたＢＯＴに対する支援体制の整備の問題である。ＢＯＴが学校経営に

対して重要な責務を担う分、各委員に対してはそれに対応するだけの意欲とスキルが求めら

れる。とはいえ、ＢＯＴはいわゆる素人を中心に組織される機関であり、それだけに何らか

の専門的支援は不可欠である。とくにカリキュラム作成に関するＢＯＴからの支援要請が多

いという１３。そうした専門的やＢＯＴの研修を含めたＢＯＴの支援体制の充実は、自律的学

校経営を維持する上で、重要な課題といえる。

第４に、ＢＯＴを支える地域自体の活性化も重要な継続的課題である。特にマオリや南太

平洋島峡系民族の多い地域（例えばＭａｎｇｅｒｅ，Ｏｔａｒａ，ＥａｓｔＣｏａｓｔ等）に関しては、教育省
が中心となり地域教育経営のための重点的な改善プログラムが実施されている。

第３節　専門機閑による外部評価の制度化１４

先に述べたように、ニュージーランドでは１９８０年代後半の教育改革により、ＢＯＴの設

置による学校分権とあわせて外部専門機関（教育機関評価局、ＥＲＯ）による外部評価が制

度化された。

ニュージーランドの学校評価システムを通観するならば、以下の５点を指摘することがで

きる。すなわち、①学校分権の受け皿としてＢＯＴが設置されたことにより、②社会的・文

化的・民族的相違を背景とする多様な教育要求をもつ生徒やその父母、地域の需要に応答し

つつ学校財政を効果的に活用し、その成果を公表するという責任が各学校に負荷された。③

そのチェックは、全国教育指針やナショナル・カリキュラムにもとづく効果的な教育活動の

提供という観点から指向され、④具体的にはＥＲＯによる外部評価という形で制度化された。

⑤その結果、外部からの刺激による学校改善が展開されている。言い換えれば、このシステ

ムを貫いているのが「アカウンタビリテイ」と「コントロール」である。

各学校のＢＯＴが教育行政機関の末端組織（執行機関）としてのアカウンタビリティを負

うことにより、一般行政組織と同様に結果・業績主義による「第三者」による評価を受ける

義務を負うという図式が成り立つことになる。この「第三者」による評価が、ニュージーラ

ンドでは外部専門機関による外部評価として制度化され、その専門機関としてＥＲＯが設置

されたのである。

（１）教育機関評価局の機能

ＥＲＯは、旧教育省（改革前）が有していた監査業務を担う専門機関として、新教育省（改

革後）からは独立した形で「１９８９年教育法」により設置された機関である。ＥＲＯは、教育

機関評価局担当大臣（ＭｉｎｉｓｔｅｒｒｅｓｐｏｎｓｉｂｌｅｆｏｒｔｈｅＥｄｕｃａｔｉｏｎＲｅｖｉｅｗＯｆｆｉｃｅ）と教育機関

評価局長官（ＣｈｉｅｆＲｅｖｉｅｗＯ伍ｃｅｒ）との間で結ばれる契約（ｃｏｎｔｒａｃｔ）にもとづき、教育

機関の調査及び評価を通じて教育の質の改善に寄与することを目的としている。
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ＥＲＯの主たる業務は、①ｈｏｍｅｓｃｈｏｏｌｉｎｇ、就学前教育機関、初等・中等学校を対象とし

た学校評価の実施及び報告書の作成、②学校改善に向けた評価結果に対するフォローアップ、

③全国的教育問題に関する調査研究及び報告書の作成、④教育評価局担当大臣に対する政策
提言、である。

（２）教育機関評価局による外部評価

２００３年１月より、ＥＲＯによる外部評価はＥｄｕｃａｔｉｏｎＲｅｖｉｅｗと称されている。２００２年１２

月まで実施されていた外部評価（ＡｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙＲｅｖｉｅｗ）を改め、ＥｄｕｃａｔｉｏｎＲｅｖｉ。Ｗは外

部評価の主眼を個々の学校の「改善」に置いた形でリニューアルされた。

ＥＲＯによる外部評価は、ほぼ３年に１度実施される。ＥＲＯには約１２０名の調査官がおり、

１０の地方事務所に配属されている。その調査官が、担当地域の学校を訪問して評価報告書

を作成する。大まかな手順は次の通りである１５。①ＥＲＯによる外部評価の日程が決定すると、

学校はその日程、具体的スケジュール、及び訪問調査と評価後の学校改善に向けた支援に関

わるコーディネーター（ｒｅｖｉｅｗｃｏｏｒｄｉｎａｔｏｒ）の氏名が学校に通知される。②各学校のＢＯＴ

は、評価活動に加わるか否かを選択する。③学校は、評価活動に必要な資料（特に学校によ

る自己評価結果）を事前にＥＲＯに送付するよう依頼される。④実際の評価活動を実施する

まえに、評価活動の過程の詳細についてコーディネーターとＢＯＴが協議する。⑤調査チー

ムが学校を訪問し、より詳しい情報の収集にあたる。期間は、数日から１週間程度（学校規

模により異なる）０⑥訪問調査終了後、調査チームからＢＯＴに対し調査の過程が報告され

る０⑦訪問調査終了から２０日以内に報告書の草案が作成され、ＢＯＴに送付される。事実誤

認があれば、１５日以内にＥＲＯに報告する。⑥修正済みの最終報告書がＢＯＴに送付される。

⑦最終報告書がＢＯＴに送付された２週間後に、この報告書はＥＲＯのホームページを通じて

公開される。⑧重大な問題が指摘された場合、６ヶ月後に再調査を行う。改善がみられない
場合はＢＯＴの解雇もありうる。

（３旭ＲＯによる外部評価と学校自己評価の関連性

「全国学校経営指針」の第２項目では、各ＢＯＴ及び校長、教職員に対して、学校経営に

関する短期的・長期的な戦略計画（ＳｔｒａｔｅｇｉｃＰｌａｎ）の作成、及び継続した学校自己評価の

実施を義務づけている１６。さらに、ＳｔｒａｔｅｇｉｃＰｌａｎに記載された内容を実際にどのように実

施していくのか、より具体的に示した行動計画（ＡｃｔｉｏｎＰｌａｎ）が作成される。このＳはａｔｅｇｉｃ
Ｐｌａｎ及びＡｃｔｉｏｎＰｌａｎが、学校自己評価の評価基準になっている。

ＳｔｒａｔｅｇｉｃＰｌａｎや政策全般に関する年次報告書、学校自己評価の実施過程や評価結果に

関する文書など、学校自己評価に関するすべての資料はＥＲＯによる外部評価の基礎資料と

なっているｏ ＥＲＯは、この基礎資料及び法律、「全国教育指針」などを基礎として、さら

に訪問調査等を加えながら外部評価を実施している０そしてこの評価結果をもとに、各学校

では次年度のＳｔｒａｔｅｇｉｃＰｌａｎ及び学校自己評価の実施過程等の見直しが図られる。つまり、

①ｓｔｒａｔｅｇｉｃＰｌａｎの作成→②学校自己評価の実施→③ＥＲＯによる外部評価の実施

→①ｓｔｒａｔｅｇｉｃＰｌａｎの見直し→②学校自己評価の実施‥・という学校経営サイクルが確立さ
れているのである。

（４）課題

各学校の最終報告書は、学校と同時に教育機関評価局担当大臣にも送付される。教育省は

その報告書を参考に、問題を抱える学校や地域を発見し必要な支援を行っている。つまり、

ＥＲＯによる外部評価は、①各学校（ＢＯＴ）に対して改善が必要とされる点を客観的に指摘

し、②学校自身では改善が困難な学校に対して公的な支援を得て学校を改善していく道を提
供し、③さらに教育省の政策立案に必要な情報を提供しているのである。

しかしながら、ＥＲＯによる外部評価の必要性はほぼ認められているものの、その中立性

や独立性に対する学校側からの疑念は根強く、これまでの各種調査報告書にはＥＲＯによる

外部評価の評価結果が学校改善に寵びついていないといった指摘が多々みられる。

そうしたＥＲＯによる学校評価が大きな転換期を迎えたのは、１９９６年１２月に成立した連
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立政権により外部機関評価の在り方の見直しが政府の重要課題の一つとされたことによる。

１９９７年に出された調査委員会「外部評価の在り方に関する調査報告書」（Ａ止血血ｇ

肋ｂｌｈ？ＤＣｅ）は、「自律的経営・自己評価・自己改善」（Ｓｅｌｔｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，Ｓｅｌｔｒｅｖｉｅｗ，

Ｓｅｌｔｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ）をキーワードとし、学校の自己改善力の育成と外部機関による学校評

価のより効果的な活用を強調しており、外部機関評価における学校自己評価の最大限の活用

等を提言した１７。この提言のなかで、とくに注目すべきことは、ＥＲＯに対して評価結果に

対するフォローアップ機能を求めたことである。「ピコット報告」でも、政策立案機能と支

援機能の分離の妥当性は述べられており、それゆえＥＲＯ設置時においてはＥＲＯが支援機

能を有しないことは明記されていた。しかしＥＲＯによる学校評価が実施されて１０年余り

が経った現在、ＥＲＯが支援機能を有することになったのである。この背景には、自律的学

校経営に対するこれまでの支援体制にＥＲＯの評価結果がうまく反映されていなかったとい

う問題の克服と、学校側からのＥＲＯによる外部評価に対する理解を得てその評価結果を活

かしていくには、学校側が抱いていたＥＲＯに対する最大の批判を払拭する必要があったか

らと考えられる。

第４節　自律的学校経営に対する支援体制の確立

これまで述べてきたように、１９８０年代の教育改革により教育の学校分権化がなされたこ

とにより、ＢＯＴが学校経営全般にわたる大幅な権限と諸政策についての最終決定権を有す

ることとなった。しかしながら、ＢＯＴはいわゆる素人である父母代表を中心に構成される

組織である。つまり、ＢＯＴには素人性と専門性の両方が求められたわけであるが、実際に

はＢＯＴによる自律的学校経営が上手く機能しないという問題が生じるケースも少なくなか

った。この背景には、多民族国家であることに起因する地域間格差が大きく影響を及ぼして

いた。とくに、教育省の政策文書で”ａｔｒｉｓ㍍という言葉が頻繁に使われるように、「危機

的」といわれる状況がいかにも多様であり、それだけにＢＯＴを核とする自律的学校経営シ

ステムにおいて、その円滑な遂行のためにはまさに地域や学校の状況にあわせた専門的かつ

きめ細かい支援の提供は不可欠であった。そのため、ニュ｝ジーランドにおいては、各学校

（ＢＯＴ）に対する支援体制の整備もまた重視されてきた。ＢＯＴの設置、ＥＲＯによる外部評

価、そして自律的学校経営に対する支援体制の整備という３つの側面が同時進行形で展開さ

れてきたことは注目すべき点である。

学校（ＢＯＴ）に対する支援を提供する機関は多様である。基本的に教育省は、ＢＯＴが作

成するチャーターを承認することでＢＯＴと「契約」を結び、それにもとづき学校に対して

補助金‘（ＯｐｅｒａｔｉｏｎａｌＦｕｎｄｉｎｇ）を交付している。学校（ＢＯＴ）に対する支援に対しては、
改革により教育省が機能分割されたことにより、教育省地方事務所が危機的状態にある

ＢＯＴや問題を抱える個々の生徒に対する支援を行っているものの、基本的には教育省は具

体的な支援活動は行わないというスタンスをとっている。その代わりに、支援機関と「契約」

を結ぶことにより具体的な支援活動は支援機関が行い、教育省は財政的に支援システム全体

を支えている。

主たる支援機関及び支援プログラムとしては、次のようなものがある。

（１）学校支援プロジェクト（ＳｃｈｏｏＩＳｕｐｐｏｒｔＰｒｑｊｅｃｔ）

教育省は、「教育開発計画」（ＥｄｕｃａｔｉｏｎＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＩｎｉｔｉａｔｉｖｅ、ＥＤＩ）等の地域重点

型の支援プログラムを実施しているが、現在個々の学校支援に関する政策の中心にあるのが

「学校支援プロジェクト」（以下ＳＳＰ）である。これは、教育省が調整役となりＮＺＳＴＡを

はじめとする９つの関連機関がネットワーク（ＳａｆｅｔｙＮｅｔ）を作り、個々の学校において問
題が起こったときにその内容にあわせて適切な支援を提供するプロジェクトである。１９９４

年に始まったＳＳＰの最大の特徴は、個々の学校の状況に応じた個別の支援を提供することに

あり、年々規模は拡大されつつある（毎年約２００校がその支援を受けている）。

ＳＳＰを推進する上では、サービスの提供側が「どの学校がどのような支援を必要としてい
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るのか」をいち早く発見することが重要となる。ＳＳＰに対して直接学校が支援を要請する場

合もあるが、先に述べたＥＲＯによる外部評価結果にもとづき支援を提供する学校が決めら

れることも多い。いずれの場合も、ＳａｆｅｔｙＮｅｔの各機関と学校とが改善を必要とする問題に

ついて話し合いを行い、支援プログラムの具体的な実施計画が立てられる。

（２）教員養成カレッジ（ＣｏｌｌｅｇｅｏｆＥｄｕｃａｔｉｏｎ）に附置されている支援センター

Ａｕｃｋｌａｎｄ、Ｗｅｌｌｉｎｇｔｏｎ、Ｃｈｒｉｓｔｃｈｕｒｃｈをはじめとする主要都市にある教員養成カレッジ

（ＣｏｌｌｅｇｅｏｆＥｄｕｃａｔｉｏｎ、すべて国立）には、学校やＢＯＴの支援活動の提供を主たる目的

とする支援センターが附置されており、これらの支援センターは所在地域を中心として困難

を抱える学校やＢＯＴ、個々の生徒への支援活動や研修プログラムを提供している。具体的

には、研修プログラムによる講習会を開催したり、実際にセンターのスタッフが個々の学校

に短期・長期にわたって入り込んできめ細かい指導や助言を行っている。電話による相談も

行っている。

（３）ニュージーランド全国学校理事会協会

（ＮｅｗＺｅａｌａｎｄＳｃｈｏｏＩＴｒｕＳｔｅｅＳＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ、ＮＺＳＴＡ）ｒ

ＢＯＴの全国組織であるＮＺＳＴＡ（任意加入）では、個々のＢＯＴが抱える問題に対応した

支援やＢＯＴ委員の研修（Ｉｎ・ｄｅｐｔｈＴｒａｉｎｉｎｇ）等を行っている。具体的には、ＮＺＳＴＡの地

方事務所に配属されているスタッフが個々の問題の状況にあわせて研修プログラムを作成

し、研修や指導を行っている。ここの特徴は、へき地にある小規模校等にもスタッフが泊ま

りがけで訪問し、日頃なかなか支援を受けられない学校やＢＯＴのニーズにもきめ細かく対
応している点にある。

この他、民間コンサルタントが学校への支援を行っている場合もある。

今後もこうした個別的な支援プログラムの需要は増加していくと思われ、教育省も教育政

策の優先事項として財政的にも重視している。これまでの教育政策や教育研究面においては、

ＢＯＴとＥＲＯを両輪とする自律的学校経営システムをいかに円滑に展開していくかが焦点と

されていたが、今後この自律的学校経営システムを維持していく「支援」という側面の充実
が不可欠な要素となっていくことは確実であろう。

おわりに

これまでみてきたように、ニュージーランドでは１９８０年代後半の教育改革により学校分

権化とＢＯＴを核とする自律的学校経営の推進が図られ、父母や地域の学校参加や学校選択

の仕組みが確立されるとともに、第三者機関による外部評価システムの導入が図られた。他

方、全国教育指針やナショナル・カリキュラムをはじめとして、国による基準性の強化もま

た重視してきた。言い換えれば、自律的学校経営に対していわばチェック・アンド・バラン
スの原理を維持しつつ、その促進を図ってきたのである。

ニュージーランドでＢＯＴを核とする自律的学校経営が定着し得た背景には、もともと学

校の様々な場面（教室、施設管理、寄附金調達等）において、父母や地域による奉仕的活動

が日常的に行われており、学校と父母・地域のパートナーシップを確立するための素地があ

ったという社会的特質がある。それゆえ、奉仕的要素の強いＢＯＴの活動も比較的受け入れ

られ易く、学校経営に対して効果的に機能することができたといえよう。

しかし一方で、この１０余年の間に様々な問題も露呈してきた。ＢＯＴの学校経営に対す

る能力の格差の表面化、ＥＲＯによる学校評価の中立性、独立性、専門性に対する疑問や不

信、国際テストや全国サンプリングテスト（ＮａｔｉｏｎａｌＭｏｎｉｔｏｒｉｎｇＰｒＱｊｅｃｔ）の結果からみ

た教育水準に対する危機感、といった問題が課題として残されていることも事実である。こ

れらの問題が提起される背景には、ＢＯＴや校長への支援体制の不足、ＥＲＯによる外部評価

における評価者の養成・トレーニング体制の不備、評価基準の曖昧さ、カリキュラム改革の
遅れ等が指摘できよう。
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これまでの改革は、あくまで「制度」改革である０今、教育省が優先的政策課題の筆頭に

掲げているのは、子どもの基礎学力の向上である０国際テストにおいて、とくに数学におけ

る計算力の弱さが浮き彫りになったこともあり、現在数学を中心として長期・短期的な基礎

学力改善プログラムが初等・中等学校を通じて全国的に展開されている。自律的学校経営シ
ステム導入の真価が問われるのはこれからである。

（福本みちよ）
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第７章諸外国の自律的学校経営の特質

はじめに

本稿は、本共同研究においてなされた、諸外国における自律的学校経営についての比較

研究の成果に基づいて、我が国の自律的学校経営の構築にむけて知見を得ることを目的と

している。

しかしながら、アメリカ・イギリス・フランス・ドイツなどの諸外国における「自律的学

校経営」についての概括的な論及は、既に、本共同研究の分担研究者である八尾坂修によ

ってなされている（１）。したがって、ここで論じるのは屋上屋を架す感を免れ得ないが、同

氏による論及が二年前のものであること、また、最終報告書では、あらためて先の国々に

ついても書き直しが行われ、さらに、新たにロシアとニュージーランドが付け加えられて

いることなどから、あらためてここで先の課題に挑むこととしたい。

それぞれの論者が、自らが担当した国における近年の「学校経営」改革に注目して、そ

れを「自律的学校経営」として理解して論述しているが、何を指標として「自律的学校経

営」として見なしているのかに留意して、その特質について要約を試み、あらためてわが

国への学びとりについて検討することとしたい。

なお、本稿における各国の「自律的学校経営」の叙述については、詳細な注釈をいちい

ち付けることをしていないが、すべて本報告書における各担当者の叙述にもとづくもので

あることを予めお断りしておく。

第１節アメリカにおけるＳＢＭ

アメリカにおいては１９８０年代後半以降に“Ｓｃｈｏｏｌ－Ｂａｓｅｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”ないしは“Ｓｉｔｅ－

Ｂａｓｅｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”（略称、ＳＢＭ）と呼ばれる施策が進められてきた。浜田は、これをアメ

リカにおける「学校の自律性」を高める教育改革施策の代表例として捉えて議論を展開し
ている（２）。

ＳＢＭについては類似した用語が、必ずしも明確な区別もないままに用いられているが、

いずれも「教育が実際に行われる現場（ｓｉｔｅ）」に権限を委譲するという意味をもってい

る。例えば、“Ｓｉｔｅ－ｂａｓｅｄ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”は、集権的な官僚機構における意思決定権限を

個別の現場組織へ委譲することを意味する用語として一般的に用いられていることから、

ＳＢＭを「学校を単位組織とした教育経営」ないしは「学校現場に基礎をおいた経営」とい

う日本語訳を充てている。

浜田は、ＳＢＭと呼ばれている施策の中核的な要件として、①人事・財政・カリキュラム

編成など、従来、学区（ｓｃｈｏｏｌ ｄｉｓｔｒｉｃｔ）教育委員会が握っていた学校経営にかかわる

主要な権限と責任を個々の学校へ委譲すること、②個別学校レベルにおける意思決定のあ

り方を共同化する要素が一体化されていること、の二点を挙げ、学区から学校への権限委

譲の範囲と程度がどうなっているか、学校に委ねられた諸権限にかかわる意思決定が関係

当事者の間でどのように共同化されているか、について具体的な事例をもとに検討を試み

ている。

このようにＳＢＭと呼ばれる施策を「学校の自律性」を高める教育改革施策の代表例とし

て捉えていることから、浜田がいうアメリカにおける「学校の自律性」とは、学校経営に

関わる主要な権限と責任が教育行政機関から学校に委譲されること、そして、その委譲さ

れた権限と責任を担う「学校」とは単なる校長と教員集団のみを意味するのではなく、彼

らを含めて保護者や地域住民の代表者から成る審議組織が重要な位置づけを与えられるこ

とを指していると思われる。

しかし、こうした要件が果たして、実際にはどのように実体化されているのかが問われ

るところである。大都市学区の事例として、全米第三位の大規模学区シカゴ（イリノイ州）
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と、全米第四位のマイアミ・デイド郡および第五位のブロワード郡などの大規模学区を抱

ぇるフロリダ州を、そして、大都市学区ではないところでの事例として、１９９０年に州法に

ょって全学区でＳＢＭを導入する施策を決定したケンタッキー州をあげている０限られた事

例ではあるが、これらのＳＢＭの運用実態から見る限り、その具体的な様相は多様であって、

確かに先の二点を要素として含んでいるとしても、その内容はかなりの差異を含んでいる０

教育行政から学校に向けて責任や権限が委譲される傾向にあることは、程度に差こそあ

れ確かではあるが、その内容によってかなり異なる実態となって現れることは間違いない

し、その結果として「自律性」なるものの内実に大きな相違が生じることも否定できない

であろう。特に、ここで「カリキュラム」とされているものがどのような中身を指してお

り、それについていかなる運用がなされているのかは、非常に重要な問題であり、「学校

経営」の内実を確かめるためにも研究が必要とされている０

また、学校レベルに設置されている審議組織の位置づけや、もちろんメンバー構成につ

いても大きな相違が見出されることから、果たしてその「自律性」の担い手が誰であるの

か、誰に対する「自律性」であるのか、大きく内実が異なってくるであろう０

第２節イギリスにおけるＬＭＳ

勝野は、１９８８年教育改革法（Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ Ｒｅｆｏｒｍ Ａｃｔ１９８８）によって導入された“Ｌｅｃａｌ

Ｍａｎ喝ｅｍｅｎｔｏｆＳｃｈ。ｏＩｓ”（「学校のローカルマネジメント」。以下ＬＭＳと略称）をイギリス

において「自律的学校経営」にあたるものとして理解して論述している（３）。

このＬＭＳの法制度的な概要は、①地方教育当局全体の学校予算から、主に在籍児童・生

徒数にもとづいて各学校への配分額を算出する予算配分方式（ｆｂｒｍｕｌａ　ｆｕｎｄｉｎｇ）を導入す

ること、②各学校に配分される額の範囲内で、具体的・実質的な予算編成を行う権限を各

学校の理事会に委譲すること（これにともない、学校理事会は実質的に教職員の任免権も

持つことになる）、の二点に要約される。

ＬＭＳ導入の目的は、教育活動の直接当事者に学校財政に関する意思決定を委ねることに

ょって、資源活用の有効性を高め、教育効果の向上を図ることにあったとされるが、実際

に、イギリスの初等・中等教育学校にかかわる公教育費総額のうち約８２％が学校理事会

と校長によって管理されるようになっている。また、こうしたＬＭＳの目的自体を否定す

る議論は、今日に至るまでまずみられず、学校現場からも抜本的改革を要求する声は聞か

れないような状況にあり、ＬＭＳ施策は、この二十年弱の間にほぼ完成・定着段階に入って

いると言えるであろう。

しかし、ここで注目されるのは、近年、あらためてＬＭＳの制度と運用の実態調査をお

こない、改善をはかろうとする動きが政府、すなわち教育雇用省（ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｆｏｒＥｄｕｃａｔｉｏｎ

ａｎｄＥｍｐｌｏｙｍｅｎｔ、現在は教育技能省）の側から起きていることである。

例えば、“ＦａｉｒＦｕｎｄｉｎｇ”（「公正な財政」）政策が１９９９年度から実施されており、この間

の学校財政制度の抜本的な見直しを視野に入れているものの、地方教育当局の留保分を制

限することで、個別学校費が地方学校費に占める割合（ＩＳＢ几ＳＢ）を、２００２年度には９０％

以上にするよう地方教育当局に目標として課していることにも見られるように、もっぱら

学校への財政委譲を一層拡大することに力点が置かれている０

こうした政策動向に対して監査委員会（ＡｕｄｉｔＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎ）が評価を下し、２０００年１１月

に報告書『マネーの重要性　学校財政と資源経営』を提出している０監査委員会は、「公

正な財政」政策を含む地方財政制度改革において、公教育費支出の地域間格差と学校間格

差など今後の対応が注目される問題点を指摘しながらも、あくまでも公教育費が学校予算

として配分される過程の透明性いかんが問題であるとして、格差そのものの当否を判断し

ょぅとはしていない。監査委員会の視点からみて問題なのは、むしろ、予算配分方式をさ

らに学校現場の必要に基づくものとするため、地方教育当局に義務づけられている校長と

の協議が十分に機能しておらず、ＬＭＳ導入以前からの支出パターンが踏襲されていること
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にある。

勝野も述べているように、これらの動きは、単なる学校理事会の設置やその改革にとど

まらず、一足早く、財政面にまで踏み込んで「学校の自律性」を強める施策を実施してい

るイギリスの先行事例から学びとるべき知見となっている。確かに、日本でも地方分権改

革の一環として、補助金制度や義務教育費国庫負担制度などの見直しが検討されているが、

「学校の自律性」が言われながらも、そこで中心的な位置を占めることになるはずの財政

的側面については殆ど手がつけられていない。国一地方一学校間の財政制度構造の見直し

がなければ、「自律的学校経営」の内実を大きく左右することは自明であろう。

ただし、これまた勝野も指摘しているように、監査委員会の報告は、あくまでも「資源

の効果的・効率的活用」に視点を置くものであって、その効果・効率を計る前提となる「教

育的な価値」そのものを問おうとするものではない。財政的裏づけのない教育計画が有効

性を欠くことは確かであるが、客観的・数量的な達成日標によって学校教育活動に対する

評価を行い、しかもそれが一人歩きすることは大きな問題を生じさせることになる。わが

国の学校経営においては、歴史的にも教育と財政とは「断絶」させられてきたことは事実

であり、良くも悪くもそうした発想に乏しいことは否定できない。しかし、ここで一挙に

学校教育活動を財務経営的発想や理念に従属させるという形に走っていくのではなく、勝

野の言うような「望ましい相互関係」に置き換えていく課題は、今後、もっとも重要な課

題のひとつであることは間違いない。

第３節フランスにおける学校の地方公設法人化

わが国においてフランスの教育制度は、中央集権的で画一的というイメージが長らくの

間に定着してきているが、松原によれば、特に、１９７５年教育法（通称アビ法）や１９８６年

に始まる地方分権化改革によって、フランスの学校にも「自律的学校経営の可能性」が生

まれてきており、旧来の認識そのものに転換が求められているという（４）。

すなわち、旧来明確な役割分担がなされていた学校と家庭は互いに補完する関係にある

こと、そして、知育の場であった学校は、道徳・公民教育や職業教育を含む全人格的な教

育の場となることが求められ、同時に、公教育に対する家庭の教育要求を学校経営に反映

させるとともに、生徒を学校経営に参加させることによって生徒たちに民主的社会生活を

体験させ、生徒たちの責任感の滴養をはかるために、「学校・コレージュまたはリセにお

いて、職員・生徒の父母および生徒は学校共同体（ｃｏｍｍｕｎａｕｔ６　ｓｃｏｌａｉｒｅ）を形成する」こと

が規定された。それは、１９８９年教育基本法（「ジョスパン法」）に受け継がれ、保護者や

生徒が教育共同体のメンバーとして管理委員会へ参加することによって、保護者や生徒の

意向を反映した地域に根ざした学校づくりのための「自律的学校経営」の可能性が生み出

されたのである。

１９８６年に国から地方公共団体へ権限委譲がなされ、コレージュ（ｃｏｌｌとｇｅ、中学校）及

びリセ（ｌｙｃ６ｅ、高等学校）は、国立学校から教育に関する“ｉｔａｂｌｉｓｓｅｍｅｎｔｓｐｕｂｕｌｉｑｕｅｓｌｏｃａｕｘ

ｄ・ｅｎｓｅｉｇｎｅｍｅｎｔ”（「地方公施設法人」）となり、学校経営において、①学級や生徒のグル
ープ分け等の学校の組織編成と生徒配分の様式、②一定枠の中で学校に認められた自由裁

量による教育時間の使用、③授業時間編成や学校生活様式、④生徒の進路指導の準備や社

会・職業生活への組み込み、⑤州の計画を考慮した青年及び成人のための補習教育や継続

教育の決定、⑥社会・文化・経済環境への学校施設の開放、⑦国の教育課程を補うための

特別な選択科目、⑧家庭の同意に基づいて生徒のために学校のイニシアチブによって組織

される教育活動のための任意の活動、などについて「一定の自律性」を有することとなっ
た。

また、それぞれの学校は、１９８９年の教育基本法によって義務化された“ｐｒｑｊｅｔ

ｄ－ｉｔａｂｌｉｓｓｅｍｅｎｔ”（「学校教育計画」）によって、国の教育課程や国や大学区の方針を実行

に移すための様式をそれぞれの学校において独自に定めることができる。学校教育計画は、
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学校の教育上の自律性を表現する基準となる枠組みを形作るという点で重要である。

ここで注目されるのは、校長の権限と役割である。校長は、「国の代理人」であって、

その立場から諸規定や国家的な諸目標を尊重するけれども、それと同時に、管理委員会の

議長であり、コレージュとリセにおける教育と管理に関して欠くことのできない推進者

（ａｎｉｍａｔｅｕｒ）として複雑多岐にわたる役割と機能を有している。地方分権化と地方への事務

分散が進行する過程において、社会・経済的環境への学校の開放と教育に関する自律性を

発展させる政策によってその権限は強化された。そして、今日、学校の価値の主唱者

（ｐｒｏｍｏｔｅｕｒ）として、校長は与えられた権限の範囲において自律的な学校の良好な運営に

責任を有する経営者（ｍａｎａｇｅｒ）と位置づけられる。

ここで松原は、フランスにおける「自律的な学校経営」は、国の公教育の目標を実現す
るための、限定された範囲におけるものと見ている。なぜならば、依然として公教育に関

する権限の根本は国に残されたままであり、それゆえ、学校教育計画とても、あくまでも
国の組織する公教育の目標や教育課程を実施することを前提とした学校独自の計画であ１

り、それぞれの学校で決定される教育活動や教育外活動及び予算案は大学区当局や地方公
共団体によって、公教育運営の方向性との整合性や適法性ついて監督を受けるからである。

しかし、あるべき「自律的学校経営」を追究するさい、公教育における国家や教育行政
の責任や責務が除外されるわけではなく、むしろ、これらの適切な位置づけの追究こそが

必要ではないかと思われる。フランスと日本の間に見られる親和性からすれば、こうした
フランスの改革のあり方に学ぶべきものが大きいのではないかと思われる。

第４節ドイツにおける「学校の自主性・自律性」

ドイツでは、１９９０年代以降、従来からの「学校文化」論から学校を組織として見直し、

その組織的効率性を高めるため、学校評価が求められるようになったこと、また、１９９０

年の東西ドイツ統一以降、ドイツの公立学校の主たる設置者である市町村の財政状況の逼
迫から、教育予算の縮小への要請と、効率的・効果的な学校運営への要請が高まったこと

などから、学校に権限を委譲し、各学校が自らの創意工夫により、効果的な学校教育を実
施することが求められるなど「学校の自主性・自律性」の動きが盛んになってきている。

しかし、坂野は「学校の自主性・自律性」を明確に定義することは、難しい課題である
ことを指摘している。なぜならば、ドイツの学校は法人格を持たず、厳密には“Ａｕｔ。ｎ。ｍｉｅ

”（「自治」）を持たないし、論者によって“ＳｃｈｕｌｅｉｎｅｒｗｅｉｔｅｒｔｅｒＶｅｒａｎｔｗｏｒｔｕｎｇ”（「より

責任を持つ学校」）、あるいは“ｓｅｌｂｓｔａｅｔｉｇｋｅｉｔ ｄｅｒ Ｓｃｈｕｌｅ”（「学校の自律性」）、“

ＥｉｇｅｎｓｔａｅｎｄｉｇｋｅｉｔｄｅｒＳｃｈｕｌｅ”（「学校の自主性」）、“ＳＣｈｕｌｉｓｃｈｅＳｅｌｂｓｔｖｅｒｗａｌｔｕｎｇ，，（「学校の

自己管理」）、“Ａｕｔｏｎｏｍｉｅ”（「自治」）など様々な言葉が用いられているからである（５）。

何れにしても、そこで述べられている内容は、教育行政機関からより多くの権限を学校

に委譲すること、そして学校が主体的に学校教育活動を決定し実施していくことが中心的
な課題として取り上げられている。そうした理解に立って、坂野はドイツにおける「学校

の自主性・自律性」と日される内容を概括して、①教育課程・学校教育活動の決定権（そ

れは「学校教育プログラム」に焦点化される）、②教員任用と学校の人事権（学校に焦点を
合わせた教員人事）、③学校財政・学校予算制度（より効率的な教育予算執行の工夫）、④

「より責任を持つ学校」を支え保証する制度的枠組（学校への権限委譲、教員・生徒・保
護者等の参加）、の四点に整理している。

現在の教育改革の流れから見ると、米・英を手本としてドイツも教育改革に着手し始め

たのであって、かなり遅れているといわれているが、教育内容・人事・予算といった事項に
ついて学校で裁量することができるようになっていたり、決定する機関は、校長個人では
なく、合議機関である学校会議で行われているなどの点で、日本の教育改革よりも先んじ
ていることは間違いない。

しかし、坂野も指摘しているように、「特色ある学校づくり」－やドイツの「学校教育プ
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ログラム」による学校の多様化は、これまでの教育の機会均等の考え方と異なる場合も出

て来る可能性があり、今後、論理的な整理を進めることが必要である。特に、「学校教育

プログラム」は、わが国において本来の意味での「教育課程」を位置づけ直すうえでも大

きな示唆を与えるものであると考えられる。

第５節ロシアにおける学校の「単独責任」と「自主管理」

「民主主義」と「市場経済」を理念とした国家づくりを志向するロシア連邦では、個人

や社会の多様なニーズに応える教育制度の構築を基本課題とした教育改革が進行してい

る。学校ごとに特色ある教育の提供を促進するため、教育活動、教職員の任用及び学校予

算の運用等校内組織の編成に関する学校の裁量権を拡大しつつ、その権限の執行にかかる

意思決定を行う職位又は組織を学校自身の判断で設置・運用できるなど多様な形態の学校

経営組織が認められている。高瀬は、こうした動きをロシアにおける「自律的学校経営」

と目して、議論を展開している（６）。

ペレストロイカ政策を受け継いだロシア連邦は、「ロシア連邦教育法」において、改め

て学校に①連邦が定める大綱的な基準の範囲で独自の教育課程を編成すること、②教育課

程の実施に必要な教職員を任用すること、③地方等から配分される予算の一部と学校が独

自に確保した財源の使途を決定することなどの権限を与えた。また、教育制度の脱イデオ

ロギー化を図る施策の一環として、学校内での共産党組織の活動を禁止し、学校の自律的

な活動を保障するための措置が講じられた。

現在、ロシア連邦における学校の管理運営は、ソ連邦時代からの法制を受け継ぎ、“ｅ

月．Ｈ：Ｈ Ｏ Ｈ ａ ｔＩａＪＩＨ ｅ”（「単独責任」）と“ｃ ａＭＯ ｙＨ ｐ ａ ＢＪＩｅ ＨＨ ｅ”（「自主

管理」）の原則に基づいて行われると規定されている。前者は、学校自体に与えられた権

限の執行にかかる決定を校内の特定の職位又は組織に集中させて行い、これに伴う責任の

所在を明らかにするものであり、学校の管理運営の透明性を確保し、特色ある教育を提供
するために必要な措置を効率的に講じることが可能になる。また、その際、学校の管理運

営の責任は行政当局に対するものだけでなく、学校選択等の権利を認められた保護者や社
会のニーズとしての地域住民にも向けられている。後者は、保護者、地域住民及び教職員

等が、何らかの形で学校の意思決定に関わることを通じて、行政機関や政治組織等に対す
る学校の自律性を確保するものである。「ロシア連邦教育法」の１９９６年改正により、自主
管理の形態の例として、学校会議、保護者会議（ｒＩＯ ｒＩｅ ｔＩＨ Ｔ ｅＪＩｂ Ｃ ＫＨ蕗　ｃ ｏ Ｂ

ｅ Ｔ）、学校総会（０６１１ｅ ｅ Ｃ Ｏ６ｐ ａ Ｈ Ｈ ｅ）、教職員会議（Ｈ ｅ Ｅ ａ ｒ Ｏ ｒ Ｈ ｑ

ｅ ｃ ＫＨ丘　Ｃ Ｏ Ｂ ｅ Ｔ）などが示され、こうした組織・集団の設置、構成及び校長との

権限関係等については、各学校が独自に作成する「学校規則（校内規程）」によって定め

られることになっている。

これらの原則に見られるように、ロシア連邦における学校の管理運営体制は法令等によ

って画一化されたものではなく、学校毎に多様な形態をとりうることを示しており、学校

ごとに特色ある教育を提供するためには、それに応じた校内組織の編成が不可欠であり、

教育目標や教員・設備等の諸条件を考慮した管理運営体制が主体的に確立されるように構

想されている。

このように法的には学校の管理運営体制の多様性が法的に認められているにも関わら

ず、実際には、殆どの学校で「管理運営の直接的な指導」にあたる校長や、そうした校長

が任用する教職員から構成される教職員会議を中心としたものとなっている。学校の管理

運営における「責任の明確化」と「効率化」は、実質的に校長の権限と責任の拡大を方策

として進められいる現実があり、校長の強力なリーダーシップの発揮を通じて、個人や社

会の多様なニーズに対応した学校教育を実現していくことが期待されている。

ロシアにみられる「単独責任」と「自主管理」は他の諸国のシステムとは原理的な違い

がみられ、「学校の自律性」のもっとも徹底した姿ではないかと思われる。しかし、にも
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「第７章諸外国の自律的学校経営の特質」（植田健男）

かかわらず実態的には校長により統括されている現実をどのように改めていくのかが問わ

れるであろう。

第６節ニュージーランドにおける学校理事会制度

ニュージーランドでは、「１９８９年教育法」（Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ Ａｃｔ１９８９）により新たなシステ

ムが導入されたが、福本はこれをニュージーランドにおける「自律的学校経営」システム

と理解して議論を展開している（７）。ここで福本は、「自律的学校経営」の内実を、①学校
経営全般にわたる最終決定権を有する“Ｂｏａｒｄ ｏｆ Ｔｒｕｓｔｅｅｓ”（「学校理事会」、略称ＢＯＴ）

の設置、②学校評価を専門に行う“ＥｄｕｃａｔｉｏｎＲｅｖｉｅｗ Ｏｆｎｃｅ”（「教育機関評価局」、略称

ＥＲＯ）による外部評価の実施、③学校及び学校理事会に対する支援体制の整備、などに主

軸を置くものと理解している。

新システム導入の背景には、“ＮｅｗＰｕｂｌｉｃＭａｎａｇｅｍｅｎｔ”（以下ＮＰＭと略す）にもとづく

大規模な行政改革があり、それが第二期ロンギ労働党政府によって着手された教育改革に
反映されて、市場原理・競争原理にもとづく教育活動の効率化と質の向上を図るための抜

本的組織改革が実行されたのである。その内容は、①それまで中央集権的教育行政の中枢

にあった教育省（ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆＥｄｕｃａｔｉｏｎ）を機能別に三分割する、②「１９８９年新財政

法」（ＰｕｂｌｉｃＦｉｎａｎｃｅＡｃｔ１９８９）により学校も公的組織の一形態である“ＣｒｏｗｎＥｎｔｉｔｉｅｓ

”の一つとして明記され、教育委員会制度を全面廃止することによって各公立初等・中等

学校の学校理事会を教育行政機関の末端組織として位置づけ、執行機関としての性格づけ

を明確にする、③旧教育省が担っていた規制・監査業務を新たに担う第三者機関として「教

育機関評価局」（教育機関評価局）を設置し、学校（学校理事会）の「業績」評価を制度

化する、などの三点に要約される。

この改革では、学校理事会が予算執行権及び人事権を有することで各学校（学校理事会）

における人事裁量権が強化される一方、教育機関評価局による外部評価結果が学校選択の

一つの指標としての役割を果たすなど、競争原理と自己責任にもとづく教育サービスの質

的向上が図られている。

このようにニュージーランドにおける新システムとは、学校理事会を学校経営の鍵的組

織とするものであり、「自律的学校経営」と目されるものの実態は、ここに集約されてい

ると言ってよいであろう。したがって、ただ単に学校理事会が設置されたかどうかにとど

まる問題ではなく、その理事会がどのような構成になっており、どのような機能と役割を

果たすのかが問われる。

学校理事会を核とする「自律的学校経営」が導入されて以来、①学校理事会と校長のパ

ートナーシップの問題、②校長の多忙化の問題、③研修を含めた学校理事会に対する支援

体制の整備の問題、④学校理事会を支える地域自体の活性化の問題、などが指摘されてい

るが、学校理事会は学校経営の鍵的組織として確実に定着してきた。これまでの改革は、

あくまで「制度」上のものであったが、今日、子どもの基礎学力の向上が教育省によって

優先的政策課題の筆頭に掲げられるようになっており、「自律的学校経営」システム導入

の真価が問われる段階に入ってきている。

ここで注目されるのは、「評価」の位置づけであり、それはあくまでも教育に対する財

政投資の有効性を検証するために始められたことであり、教育的な観点からのものではな

いことに留意すべきであろう。

おわりに

「自律的学校経営」を問うとき、先ずは、そこでいう「学校経営」とは何か、例えば、

それは教授・学習過程と管理・経営過程の双方にわたるものであるのかどうか、などが問わ

れるのと同時に、当然に何をもって「学校の自律性」と捉えているのか、ということが問

題となる。それは何に対する学校の自律性なのか、そこでいう自律性の担い手たる「学校」
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とは何を指しているのかが検討される必要があろう０さらに、それらがどのような理論的

裏付けのもとで、どのような制度の枠組みがつくられており、どのような特徴があるのか０

また、その運用実態についても問題にする必要があろう０

第一部でとりあげられているどの国も、それまでの歴史的な背景や、改革に至る社会的

背景・要因や制度構想の違いから、当然ながら大なり小なり違いが認められる。また、も

はや「自律的学校経営」が追究されるようになって、既に二十年近くを経てその制度が社

会的に定着し、次の段階に至る課題を明確化し、さらなる改善へと

進んでいるところも見られる。
しかし、少なくともわが国における「自律的学校経営」の理論的枠組みや制度実態にお

いては大きな格差があることも事実である０また、評価問題は日本で議論されているのと

はかなり違った文脈で問題とされていること、多くの場合、教育課程（カリキュラム）に重

要な位置づけが与えられていることも、今後、学びとるべき重要な点であると考えられる０
（植田健男）

【註】

（１）八尾坂修 「ぉゎりに－わが国における自律的学校経営の現状と課題」 （『地方分権下における自律的

学校経営の構築に関する総合的研究』（研究代表者河野和清）嘲１３年度文部省科学研究費補助金（基盤

研究Ｂ（１））研究成果報告書）、２００１年３月２０３－２０９頁０

（２）以下の本稿でのアメリカに関する叙述は、すべて本報告書の「第一部諸外国の自律的学校経営」の

浜田博文「第１章アメリカの自律的学校経営」の論述によっている０

（３）以下の本稿でのイギリスに関する叙述は、すべて本報告書の「第一部諸外国の自律的学校経営」勝

野正章「第２章イギリスの自律的学校経営」の論述によっている。

（４）本稿でのフランスに関する叙述は、すべて本報告書の「第一部諸外国の自律的学校経営」の松原勝

敏「第３章フランスの自律的学校経営」によっている。

（５）以下の本稿でのドイツに関する叙述は、すべて本報告書の「第一部諸外国の自律的学校経営」の坂

野慎二「第４章ドイツの自律的学校経営」の論述によっている０

（６）本稿でのロシアに関する叙述は、すべて本報告書の「第一部諸外国の自律的学校経営」の高瀬浮

「第５章ロシアの自律的学校経営」の論述によっている。

（７）以下の本稿でのアメリカに関する叙述は、すべて本報告書の「第一部諸外国の自律的学校経営」

の浜田博文「第１章アメリカの自律的学校経営」の論述によっている。福本みちよ「第６章二ュージ

ーランドの自律的学校経営」を参照。
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第二部　わが国の自律的学校経営の実態



第８章　学校管理規則と自律的学校経営

はじめに

中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」（平成１０年９月）は、従

来、学校管理規則が教育委員会の学校への関与を詳細に規定し、学校の自主性を制約する

場合が少なくなかったとの認識に立って、今後、子どもの個性を伸ばし、地域に開かれた

特色ある学校づくりを実現するためには、学校の管理運営に関する責任を保護者や地域住

民に明確に示すとともに、教育委員会の関与を整理縮減し、学校の裁量権限を拡大する観

点から、学校管理規則のあり方やその運用について幅広く見直す必要があると提言した。

２０００（平成１２）年１月２１日には学校教育法施行規則が改正され、職員会議の位置付けの

明確化や学校評議員制度の導入などが実現し、これらについても学校管理規則の整備が求
められているところである。

学校が地域の教育機関として、保護者や地域住民の求めに応じ、可能な限り各学校の主

体的判断によって特色ある学校教育活動を展開できるようにするためには、学校の自主

性・自律性の確立が強く求められる。市町村教育委員会は、学校の自主性・自律性を保障

し、学校がその教育責任を十分に果たせるよう、地域特性や所管する学校の実態（学校数・

規模など）を十分に踏まえながら学校管理規則を見直す必要がある。この学校管理規則の

見直しに当たっては、実質的に学校にどの程度権限が委譲されているか、また地域や学校

の実態をどの程度踏まえているかが大きなポイントになる。

本稿では、このような観点から、都道府県教育長調査、市町村教育長調査、そして小・

中学校長調査をもとに、学校の自主性・自律性の確立のために、どのように学校管理規則

が見直されつつあるのか、その実態と課題を考察する。

第１節　都道府県教育長調査

都道府県教育委員会が市区町村教育委員会に対して実際にどの程度学校評議員設置に

関して働きかけを行なったかを探るため、「Ｑｌｌ　貴都道府県においては、市区町村教育委
員会に対して、学校評議員の設置に関して指導や働きかけを行いましたか。」の質問に回答

を求めた。その結果、４７人の都道府県教育長のうち、４２人（８９．４％）が「１．行なった」

と、また５人（１０．６％）が「２．行っていない」と回答した。学校評議員設置にあたって

は、ほとんどの都道府県教育委員会は市区町村教育委員会に対して何らかの働きかけをし
ていることが看取できる。

第２節　市町村教育長調査

１）学校評議員の設置と学校管理規則の改正

学校評議員の設置のために、学校管理規則

の改正を行なっているかを探るため、「Ｑｌ
貴教育委員会においては、平成１３年１０月１

日現在、学校評議員設置のために学校管理規

則の改正を行なわれましたか。」の質問に回答

を求めたところ、図８－１に示されるように、

教育長３９４人のうち、２０４人（５１．８％）が「１．

改正した」と、また１８３人（４６．４％）が「２．

改正していない」と回答した（無回答者７人
（１．８％）。約半数の教育委員会が学校評議員

設置のために学校管理規則の改正をすでに行

なっていた。しかし、半数近くの教育委員会
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図８－１学校評議員設置と学校管理規則の改正



はまだ改正を行なっていないことになる。なお、表８－１に示されるように、全国地域ブ

ロック別に学校評議員設置のための学校管理規則改正状況を検討したところ、近畿、中国

四国地域で管理規則の改正の率が高く、中部、関東、北海道・東北地域で低い（ズ２＝１３・７，

ｄｆ鴇ｐ＜．０５）。自治体の人口規模と学校管理規則の改正状況との間には統計的に有意な関
係は認められない。

また、「１．改正

した」と回答した

教育長２０４人に学

校評議員の設置形

態を尋ねたところ、

１０２人（５０％）が

「１．全校で設置

する」と、１００人

（４９％）が「２．

学校の判断で設置

する」とそれぞれ

回答しており（無

回答者２人（１％））、

その設置形態は二

分していることが

分かる。自治体の

人口規模と学校評

表８－１全国地域ブロック別に見た学校評議員設置のための学校管理規則改正

全国地域ブロック 学校評議員設置のための学校管理規則改正

改正した

北海道・東北　　　　３８

（４６．９％）

改正していない

４３

（５３．１％）

関　東 ２３ ２８

（４５．１％）　　　　（５４．９％）

中　部 ３６

（４２．９％）

３０

４Ｓ

（５７．１％）

１３

（６９．８％）　　　　（３０．２％）

中国・四国　　　　　４３　　　　　　　　２６

（６２．３％）　　　　（３７．７％）

九州・沖縄　　　　　３４　　　　　　　　２５

（５７．６％）　　　　（４２．４％）

２０４　　　　　　　　１８３

オ＝１３．７　ｄ巨５　ｐ〈０５

議員の設置形態の

間には統計的に有

意な関係は認められない。さらに、「２・改正していない」と回答した教育長１８３人に現

在の取組み状況を尋ねたところ、６６人（３６・１％）が「１・改正を行なうため作業中」・７９人

（４３．２％）が「２．設置するかどうか検討中」、そして３５人（１９・１％）が「３・現在、改正する

予定がない」と回答しており（無回答者３人（１・６％））、現在も改正を予定していない教育委

員会は全体の１割近くを占めている。

２）職員会譲位置付け明確化と学校管理規則の改正

職員会議の位置付けを明確化するために学校管理規則の改正を行なっているかを探るた

め、ｒＱ２貴教育委員会においては、平成１３年１０月１日現在、職員会議の位置付けの明

確化のため、学校管理規則の改正を行なわれましたか。」の質問に回答を求めたところ、教

育長３９４人のうち、２７８人（７０．６％）が「１・改正した」と、また１１３人（２８・７％）が「２・

改正していない」と回答した（無回答者３人（０・８％））。まだ、教育委員会の３割近くが学

校管理規則を改正していないが、学校評議員設置の場合よりも、改正作業が進んでいるこ

とになる。なお、全国地域ブロック別に職員会議位置付け明確化のための学校管理規則の

改正状況を検討したところ、関東、近畿地域で職員会議位置付けのための管理規則の改正

率が高く、中部地域で最も低い（分割表省略、Ⅹ２＝１３・０２，胎５，ｐ＜・０５）０自治体の人口規

模と学校管理規則改正状況との間には統計的に有意な関係は認められない。
また、ｒｌ．改正していない」と回答した教育長１１３人に現在の取組み状況について尋

ねたところ、２８人（２４．８％）が「１．改正を行なうため作業中」、４４人（３８・９％）が「２・

検討中」、そして４０人（３５．４％）が「３・現在、改正する予定がない」とそれぞれ回答し

ており（無回答者１人（０．９％））、現在も改正を予定していない教育委員会は、教委全体の

約１割を占めている。

３）教育委員会の許可・承認・報告等の縮減と学校管理規則の改正

教育委員会の許可・承認・報告等の縮減のためにどの程度学校管理規則を改正している
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かを明らかにするため、「Ｑ３　貴教育委員会では、平成１３年１０月１日現在、学校の裁
量を拡大するために、教育委員会の許可・承認・届け出・報告等の縮減（届け出を不要に

したり、承認等を届け出に変更するなど）をはかるなどの学校管理規則の改正を行なわれ

ましたか。」の質問に回答を求めた。その結果、教育長３９４人のうち、１５５人（３９．３％）が

「１．改正した」と、また２３４人（５９．４％）が「２．改正していない」と回答し（無回答

者５人（１．３％）、管理規則を改正していない教育委員会が６割近くもあり、許可・承認等

の縮減に向けた学校管理規則の改正はあまり進んでいないようである。なお、許可・承認

等の縮減のための学校管理規則改正と自治体の人口規模ないし地域性（全国地域ブロック）

との間にはいずれの場合も統計的に有意な関係は認められない。

また、「２．改正していない」と回答した教育長２３４人に現在の取組み状況を尋ねたと

ころ、３５人（１５％）が「１．改正を行なうため作業中」、１２３人（５２．６％）が「２．検討中」、

そして７５人（３２．１％）が「３．現在、改正する予定がない」と回答した（無回答者１人（０．４％）。

このように、学校評議員設置や職員会議位置付け明確化のための管理規則改正と比べある

と、教育委員会の許可・承認等の縮減のための学校管理規則改正は、あまり、進んでいな

いことが分かる。

４）学校評議員設置・職員会議・許可承認等の縮減以外の学校管理規則の見直し

学校評議員設置・職員会議・許可承認等の縮減以外にどのような学校管理規則の見直し

が行なわれたかを探るため、「Ｑ４　貴教育委員会では、平成１３年１０月１日現在、上聞

Ｑｌ～Ｑ３の項目（学校評議員の設置、職員会議の位置付けの明確化、そして許可・承認等
の縮減）以外に、学校の自主性・自律性の確立の観点から、学校管理規則の改正（見直し）

を行なわれましたか。次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付けください。」の質

問に回答を求めた。その結果、教育長３９４人のうち、６１人（１５．５％）が「１．改正した」と、

また３３１人（８４％）が「２．改正していない」と回答した（無回答者２人（０．５％）。大多

数の教育委員会が、学校評議員設置・職員会議位置付けの明確化・許可承認等の縮減以外

には、学校の自主性・自律性の確立の観点から、学校管理規則の改正を行なっていないこ

とになる。

そして「１．改正した」と回答した教育長６１人に「どのような事項（内容）について

の改正（見直し）であった」かをさらに尋ねたところ（複数回答）、図８－２に示されるよ

うに、３８人（３０．４％）が「１．教育課程」、１７人（１３．６％）が「２．児童生徒」、１８人（１４．４％）

が「３．組織編制」、１４人（１１．２％）が「４．学校評価」、８人（６．４％）が「５．人事」、

１５人（１２．０％）が「６．学校予算」、そして１４人（１１．２％）が「７．その他」（１）とそれぞ

れ回答した（無回答者１人（０．８％））。

他方、「２．改正していな

い」と回答した教育長３３１

人に「現在の取組み状況は

次のいずれであるか」を尋

ねたところ、３３人（１０％）

が「１．改正を行なうため

作業中」、１６０人（４８．３％）

が「２．検討中」、そして

１３３人（４０．２％）が「３，

現在、改正する予定がない」

と回答した（無回答者５人

（１．５％）。現在も改正を予定

しない教育委員会が教育委

員会全体の約３割強

も占めており、学校の自主

無回答

その他

学校予算

人事

学校評価

組織編制

児童生徒

教育課程

０　　　　　５　　　　１０　　　　１５　　　　２０　　　　２５　　　　３０　　　　３饗％）

図８－２　学校評議員設置等以外の目的での学校管理規則改正
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性・自律性の確立へ向けての学校管理規則の改正は本格的に取り組まれていないように思
える。

なお、学校評議員設置・職員会議位置付けの明確化・許可承認等の縮減以外の学校管理

規則見直し（改正）と自治体の人口規模ないし地域性（全国地域ブロック）との間にはい

ずれの場合も統計的に有意な関係は認められない。

５）学校の自主性・自律性確立のための改革とその有効性

学校の自主性・自律性の確立に向けた今般の改革がどの程度特色ある学校づくり等に役

立つかを探るため、「Ｑ５　中央教育審議会答申『今後の地方教育行政の在り方について』

（平成１０年９月）において、学校の自主性・自律性の確立のために、学校管理規則の見
直し、教職員人

事・学校予算に
ついての校長の

裁量権の拡大、

職員会議の法的

性格の明確化

（補助機関化）、

そして学校評議

員の設置などい

くつかの改革点

が提言されまし

たが、貴殿は、

このような改革

が、地域に開か

れた特色ある学

校づくりや学校

の活性化にどの

程度役立つと思

表８－２　人口規模別に見た教育改革の有効性

学校の自主性・自律性確立へ向けての教育改革の有効性

人口規模 役立たない　　ある程度役立つ　　　非常に役立つ　　　　計

１０万人以上　　　　　３　　　　　　　　１９　　　　　　　　１０　　　　　　　　３２

（９．４％）　　　　　（５９．４％）　　　　　（３ｌ．３％）　　　（１００％）

３万人以上～　　　　　３　　　　　　　　　４２　　　　　　　　１３　　　　　　　５８

１０万人未満　　（５．２％）　　　　　（７乙４％）　　　　　（２２．４％）　　　　（１００％）

１．５万人以上∵　　１１　　　　　　　４４　　　　　　　　　３　　　　　　　５８

３万人未満　　　（１９％）　　　　　（７５．９％）　　　　　　（５．２％）　　　（１００％）

０，８万人以上～　　１７　　　　　　　　　５９　　　　　　　　　　３　　　　　　　７９

ｌ．５万人未満　　（２１．５％）　　　　　（７４．７％）　　　　　（３．８％）　　　　（１００％）

０．５万人以上～　　１６　　　　　　　　　５１　　　　　　　　３　　　　　　　７０

０．８万人未満　　（２２．９％）　　　　（７２．９％）　　　　　（４．３％）　　　　（１００％）

０．５万人未満　　　　２２　　　　　　　　　６４　　　　　　　　　７　　　　　　　　９３

（２３．７％）　　　　　（６８．８％）　　　　　（７．５％）　　　　　（１００％）

７２　　　　　　　　　　２７９　　　　　　　　　　　３９　　　　　　　　　３９０

注）本表の「役立たない」のカテゴリーは、旧カテ　　　　ガ＝４１．２　ｄ巨１０　ｐ〈．Ｏｌ

ゴリーの（１）と（２）と（３）を合算したものである

われますか。」の質問に回答を求めた。その結果、教育長３９４人のうち、０人（０％）が「１．

全く役立たない」、１８人（４．６％）が「２．あまり役立たない」、５４人（１３．７％）が「３．どち

らともいえない」、２７９人（７０．８％）が「４．ある程度役立つ」、そして３９人（９．９％）が

「５．非常に役立つ」とそれぞれ回答した（無回答者４人（１％））。大多数の教育長が今般

の学校の自主性・自律性の確立に向けた改革を評価している。

なお、人口規模別に学校の自主性・自律性に向けた今般の改革の有効性を検討すると、

表８－２に示されるように、人口規模３万人以上の自治体の教育長が、人口規模それ以下

の自治体の教育長よりも、今般の改革を高く評価している（Ⅹ２＝４１．１５，ｄ臣１０，ｐ＜．０１）。
６）学校の自主性・自律性の強化の必要性とその嶺域

教育長が、学校の自主性・自律性を強化していく必要性をどの程度認識しているかを探

るため、「Ｑ７　貴殿は、今後、地域に開かれた、特色ある学校づくりを推進していくため

には、教育委員会の学校管理権を縮減し、各学校の自主性・自律性を強化していく必要が

あると思いますか。」の質問に回答を求めたところ、教育長３９４人のうち、１人（０．３％）

が「１．全くそう思わない」、４７人（１１．９％）が「２．あまりそう思わない」、５６人（１４．２％）

が「３・どちらともいえない」、串４１人（６１．２％）が「４．ある程度そう思う」、そして４５

人（１１．４％）が「５．全くそう思う」とそれぞれ回答した（無回答者４人（１％）。７割の

教育長が、今後、地域に開かれた、特色ある学校づくりを推進していくためには、学校の

自主性・自律性を強化していく必要を感じている（２）。

また、「４・ある程度そう思う」・「５．■全くそう思う」と回答した教育長２８６人に「学

校経営のどんな領域で学校の自主性・自律性を強化する必要があるか」を尋ねたところ（３
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つの複数選択）、図８－３に示されるように、１６６人（２２．７％）が「１．教育課程の編成」、

６６人９・０％）が「２・教材の取扱い（教科書の採択・補助教材の選定など）」、１４９人（２０．４％）
が「３．教育活動・教授

方法」、９６人（１３．２％）が

「４．組織編制（校務分

掌・学級編制など）」、５７

人（７．８％）が「５．児童・

生徒の取扱い（修学事

務・懲戒・学校の教育措
置など）」、５２人（７．１％）

が「６．教職員の人事」、

８５人（１１．６％）が「７．教

職員の服務や研修」、４５

人（６．２％）が「８．施設・

設備管理」、０人（０％）

が「９．学校予算の編成

と執行」、そして０人（％）

無回答

その他

学校予算の編成と執行

施設・設備管理

教職員の服務や研修

教職員の人事

児童・生徒の取扱い

組織編制

教育活動・教授方法

教材の取扱い

教育課程の編成

０　　　　　５　　　　１０　　　１５　　　　２０　　　　２５（％）

図８－３学校の自主性．自律性を強化すべき領域

が「１０．その他」」とそ

れぞれ回答した（無回答者１４人（１・９％））。教育長の立場からは、地域に開かれた、特色

ある学校づくりを推進していくために、学校の自主性・自律性を強化すべき経営領域とし

て、教育課程の編成、教育活動・教授方法、組織編制が挙げられる。逆に、「教職員の人事」

や「学校予算の編成と執行」などは自律性を強化すべき経営領域としては低い順位に挙げ
られている。

７）特色ある学校づくりを推進していくための方策とその有効性

特色ある学校づくりを自主的・自律的に推進していくためにはどのような方策が有効で

あるかを探るため、「Ｑ９　貴殿は、地域に開かれた、特色ある学校づくりを自主的・自律

的に推進し、学校教育を活性化するためには、今後、どのような方策を講ずるのが有効で

あると思われますか０次の項目について、それぞれ有効性の程度を５段階で評価して下さ

い０」の質問に回答を求めた０その結果、図８－４に示されるように、「１．教育委員会の
指導・助言体制（支援体制）の強化」（３８４人）については、５８．４％の教育長が「有効であ

校長の権限の強化

学校の自主性・自律性の強化

学校評議員の設置

学校選択の導入

将ほとんど有効でない

肪　１０％　２０ｔ　　３肌　　４鍋　　５０１　６肌　　７肌　　８０１　９仇　１０肪

図８－４特色ある学校づくりを自主的・自律的に推進するための方策とその有効性
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る（かなり有効＋非常に有効）」（５段階評価の平均値で３．５５ポイント）、「２．学校評価シ

ステム（外部評価も含む）の確立」（３８８人）については、６９．１％の教育長が「有効である」

（３．７９ポイント）、「３．学校の情報公開の促進」（３８３人）については、７４．４％の教育長が

「有効である」（３．８９ポイント）、「４．学校選択の導入・通学区域の弾力化」については、

３３．４％の教育長が「有効である」（３．１２ポイント）、「５。学校評議員の設置」（３８３人）に

ついては、４８．６％の教育長が「有効である」（３．４２ポイント）、「６．学校の自主性・自律性

の強化」（３８１人）については、８６．１％の教育長が「有効である」（４．０２ポイント）、「７．

教職員の人事考課・管理の充実」（３８３人）については、５８．２％の教育長が「有効である」

（３．６２ポイント）、そして「８．校長の権限の強化」（３８８人）については、７８．９％の教育

長が「有効である」（３．９２ポイント）とそれぞれ回答した。

教育長は、地域に開かれた、特色ある学校づくりを自主的・自律的に推進し、学校教育

を活性化していくためには、「学校の自主性・自律性の強化」「校長の権限の強化」「学校の

情報公開の促進」「学校の評価システムの確立」「教育委員会の指導・助言体制（支援体制）

の強化」「教職員の人事考課・管理の充実」が有効であると見なしているのに対して、「学

校選択の導入・通学区域の弾力化」と「学校評議員の設置」はどちらかというとその有効

性を相対的に低く評価している。ここには、今般の一連の教育改革に対する教育長の評価

と期待とともに、改革への対応姿勢の一端を窺うことができるように思う。とはいっても、

約２人に１人の教育長が「学校評議員の設置」を、また約３人に１人の教育長が「学校選

択の導入・通学区域の弾力化」を「有効である」と評価していることに留意する必要があ
ろう。

なお、人口規模別に８項目の改革方策（手段）の評価を検討すると、「学校の情報公開
の促進」と「学校評議員の設置」については、概して、人口規模３万人以上の自治体の教

育長が、人口規模それ以下の自治体の教育長よりも、改革の有効性を高く評価している（分

割表省略、Ⅹ２＝２１．４６，ｄｆ＝１０，Ｐ＜．０５）；Ⅹ２＝３８．４２，ｄｆ＝１０，Ｐ＜．０１）。

８）児童・生徒の学校参加の必要性

児童・生徒の学校参加について教育長がどのように認識しているかを探るため、「Ｑ６
貴殿は、児童・生徒の自律性や責任感を育成したり、彼らの教育要求を学校運営や教育活

動に反映するために、彼らの学校参加を今まで以上に積極的に進めるべきだと思われます

か。」の質問に回答を求めた。その結果、教育長３９４人のうち、１０人（２．５％）が「１．全
くそう思わない」、９０人（２２．８％）が「２．あまりそう思わない」、５８人（１４．７％）が「３．

どちらともいえない」、１９３人（４９％）が「４．ある程度そう思う」、そして３６人（９．１％）

が「５．全くそう思う」とそれぞれ回答した（無回答者７人（１．８％））。これを見る限り、過

半数の教育長は、児童・生徒の自律性や責任感を育成したり、彼らの教育要求を学校運営

に反映させるためには、児童・生徒の学校参加をもっと促すべきだと考えているようであ

る。子どもの意見表明権と係わって、児童・生徒の学校参加の促進が期待されるところで
ある。

なお、これを人口規模別に検討すると、人口規模１０万人以上の自治体の教育長が、人

口規模それ以下の自治体の教育長よりも、児童・生徒の学校参加の必要性をより強く感じ

でいる（分割表省略、Ⅹ２＝２１．４，ｄ臣１０，ｐ＜．０５）。

第３節　小学校・中学校長調査

１）学校の自主性・自律性確立のための改革とその有効性

学校の自主性・自律性の確立に向けて今般の改革がどの程度特色ある学校づくり等に役
立つかを探るため、「Ｑｌ　中央教育審議会答申『今後の地方教育行政の在り方について』

（平成１０年９月）において、学校の自主性・自律性の確立のために、学校管理規則の見
直し、教職員人事・学校予算についての校長の裁量権の拡大、職員会議の法的性格の明確
化（補助機関化）、そして学校評議員の設置などいくつかの改革点が提言されましたが、貴
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殿は、このような改革が、地域に開かれた特色ある学校づくりや学校の活性化にどの程度

役立つと思われますか。」の質問に回答を求めた。その結果、図８－５に示されるように、

小学校長１１０６人

のう　ち、４　人

（０．４％）が「１．

全く役立たない」、

５１人（４．６％）が「２

あまり役立たな

い」、１１１人（１０％）

が「３．どちらと

もいえない」、７８３

人（７０．８％）が「４．

ある程度役立つ」、

そして１５１人

（１３．７％）が「５．

非常に役立つ」と

それぞれ回答した

（無回答者６人

非常に役に立つ

ある程度役に立つ

どちらともいえない

あまり役に立たない

全く役に立たない

無回答

（小、Ｎ＝１１０６；中、Ｎ＝５５６）
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０　　１０　　２０　　３０　　４０　　５０　　６０　　７０　　８０掬）

図８－５　学校の自主性・自律性確立のための改革とその有効性

（０．５％））。

一方、中学校長

５５６人のうち、３人（０．４％）が「１．全く役立たない」、４３人（７．７％）が「２．あまり役立

たない」、６４人（１１．５％）が「３．どちらともいえない」、３７８人（６８．０％）が「４．ある

程度役立つ」、そして６６人（１１．９％）が「５．非常に役立つ」とそれぞれ回答した（無回

答者２人（０．４％））。小学校、中学校ともに、約８割の校長が今般の学校の自主性・自律性

の確立に向けての改革を評価しており、この評価は市町村教育長のそれとほぼ同じであっ
た。

２）教育改革とその後の学校の自主的・自律的運営

中教審答申（平成１０年９月）以降、学校を実際に自主的・自律的に運営できるように

なったのか、改革の定着度を探るため、「Ｑ３　中央教育審議会答申『今後の地方教育行政
の在り方について』（平成１０年９月）以降、地域の実態に応じ、できる限り各学校の判断

によって自主的・自律的に特色ある学校教育活動を展開できるようにする目的から、学校

の自主性・自律性の確立を図る諸施策が講じられていますが、その結果、貴殿は、現在で

は、以前と

比べると、

学校を自主

的・自律的

に運営でき

るようにな

ったと実感
されていま

すか。」の質

問に回答を

求めた。そ

の結果、図

８－６に示

されるよう

に、小学校

非常に実感している

ある程度実感している

どちらともいえない

あまり実感していない

全く実感していない

無回答

（小、Ｎ＝１１０６：中、Ｎ＝５５６）

５　　　１０　　１５　　　２０　　　２５　　　３０　　　３５　　　４０（％〉

図８－６　学校の自主的・自律的運営の実感
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口小学校

日中学校



長１１０６人のうち、８３人（７．５％）が「全く実感していない」、３７２人（３３．６％）が「２．あま

り実感していない」、３１５人（２８．５％）が「３．どちらともいえない」、３２３人（２９．２％）が

「４．ある程度実感している」、そして１２人（１．１％）が「５．非常に実感している」とそ

れぞれ回答した（無回答者１人（０．１％））。

一方、中学校長５５６人のうち、３３人（５．９％）が「全く実感していない」、２０１人（３６．２％）

が「２．あまり実感していない」、１７０人（３０．６％）が「３．どちらともいえない」、１４６

人（２６．３％）が「４．．ある程度実感している」、そして４人（０．７％）が「５・非常に実感

している」とそれぞれ回答した（無回答者２人（０．４％））。小学校、中学校ともに、中教審

答申（平成１０年９月）以降、学校を実際に自主的・自律的に運営できるようになったと

実感している校長は、約３割程度と少なく、まだ改革が緒に就いたばかりであることを伺

わせる。

３）学校の自主性・自律性の強化の必要性とその簡域

校長が、学校の自主性・自律性を強化していく必要性をどの程度認識しているかを探る

ため、「Ｑ４　貴殿は、今後、地域に開かれた、特色ある学校づくりを推進していくために
は、教育委員会の学校管理権を縮減し、各学校の自主性・自律性を強化していく必要があ

ると思いますか。」の質問に回答を求めた。その結果、図８－７に示されるように、小学校

長１１０６人の

うち、８人

（０．７％）が

「１．全くそ

う思わない」、

１０４　　　人

（９．４％）が

「２．あまり

そう思わな

い」、１８５　人

（１６．７％）が

「３．どちら

ともいえな

い」、６４７　人

（５８．５％）が

全くそう思う

ある程度そう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

無回答

０　　１０　　　２０　　　３０　　　４０　　　５０　　　６０　　　７０掬）

図・８－７　学校の自主性．自律性の強化の必要性

Ⅲ小学校

日中学校

「４．ある程

度そう思う」、

そして１６１人（１４．６％）が「５．全くそう思う」とそれぞれ回答した（無回答者１人（０．１％）。

一方、中学校長５５６人のうち、５人（０．９７％）が「１．全くそう思わない」、５３人（９．５％）

が「２．あまりそう思わない」、８６人（１５．５％）が「３．どちらともいえない」、３２１人（５７．７％）

が「４．ある程度そう思う」、そして９１人（１６．４％）が「５．全くそう思う」とそれぞれ

回答した（無回答者０人（０％）。小学校、中学校ともに、約７割の校長が、今後、地域に

開かれた、特色ある学校づくりを推進していくためには、学校の自主性・自律性を強化し

ていく必要性を感じている。これは、市町村教育長の場合と認識ははば同じである。

また、「４．ある程度そう思う」・「５．全くそう思う」と回答した小学校長８０８人に「学

校経営のどんな嶺域で学校の自主性・自律性を強化する必要があるか」を尋ねたところ（３

つの複数選択）、．図８－８に示されるように、３９９人（１６．９％）が「１．教育課軽の編成」、

１０６人（４．５％）が「２．教材の取扱い（教科書の採択・補助教材の選定など）」、１３５人（５．７％）

が「３．教育活動・教授方法」、１５０人（６．４％）が「４．組織編制（校務分掌・学級編制など）」、

５０人（２．１％）が「５．児童・生徒の取扱い（修学事務・懲戒・学校の教育措置など）」、

５６７人（２４．１％）が「６．教職員の人事」、１５６人（６．６％）が「７．教職員の服務や研修」ト

ー８０－



１４５（６．２％）が「８．施設・

設備管理」、６４３人（２７．３％）

が「９．学校予算の編成と

執行」、そして２人（０．１％）

が「１０．その他」（３）とそれ

ぞれ回答した者　２　人

（０．１％））。

一方、「４．ある程度そう

思う」・「５．全くそう思う」

と回答した中学校長４１２人

に「学校経営のどんな嶺域

で学校の自主性・自律性を

強化する必要があるか」を

尋ねたところ（３つの複数

選択）、２１６人（１８．１％）が

「１．教育課程の編成」、
３４人（２．８％）が「２．教

材の取扱い（教科書の採
択・補助教材の選定など）」、
が「４．組織編制（校務分掌

無回答

その他

学校予算の編成と執行

施設・設備管理

教職員の人事服務や研修

教職員の人事

児童・生徒の取扱い

組織編制

教育活動・教授方法

教材の編成

教育課程の編成

（複数回答）　　　（小、Ｎ＝２３５５；中、Ｎ＝１１９６）
古了闇 討

痺

〟 ●
＝・・２７．

缶 灘

）

≡・■

孜

〝■■′′「ノリソこ〝 〝〟 ′′′′′′〝〝 ′
ｌＩｌｌｌｌｌｌｌＩｌｌｌＩ暮Ｉｌ∫ｔ■■　■　■■１曽■　■ｔ■■　ｔ■ｔ■＝ｔ■ｌ■ｌ

㌔魂
５・謂

転 ）ｒ

紙上）ｉ

ｌ

′′′〝 ■■〟 ＪＷ ′′■Ｗ ′皿 ｍ

■■　■　■　■¶■■ｔ■■ｔｌｌ■１ｔ… ｌ●ｔ暮

ｉ
２雅言放９

６淵

５藤
２・櫛 ０

よ紘～

篭裏

人）
ｌ
ｉ
ｌノ■〝 ■ １′コ

ｌ

Ｄ小学校

日中学校
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図８－８　学校の自主性・自律性を強化すべき領域

７５人（６．３％）が「３．教育活動・教授方法」、８０人（６．７％）

・学級編制など）」、５０人（４．２％）が「５．児童・生徒の取

扱い（修学事務・懲戒・学校の教育措置など）」、２９２人（２４．４％）が「６．教職員の人事」、

６４人（５．４％）が「７．教職員の服務や研修」、６８（５．７％）が「８．施設・設備管理」、３１３

人（２６．２％）が「９．学校予算の編成と執行」、そして２人（０．１％）が「１０．その他」（４）

とそれぞれ回答した（無回答者２人（０．１％））。小学校、中学校ともに、校長の立場からは、

地域に開かれた、特色ある学校づくりを推進していくために、学校の自主性・自律性を強

化していく最も重要な経営領域として、「教育課程の編成」と「教職員の人事」と「学校予

算の編成と執行」を挙げており、この点は、教職員の人事と学校予算の編成と執行を最も

低い順位に挙げていた教育長の認識と対照的である。例えば、校長たちは、本調査の自由

記述欄において、「学校活性化のためには、校長に人事権を与えて、経営に責任を持たせる

ことである」（小学校）、「組織の長であるならば、人事権と予算権はないと、リーダーシッ

プの発揮のしようがないではないかと強く訴えたい。私立学校のように、人事権さえあれ

ば、すばらしい学校を創造することができると思う」（小学校）、「学校を自主的・自律的に

運営するためには、校長に人事権と財政権を与えることである」、「公正な人事、十分な予

算、校長の権限がそろわないと自主・自律的学校経営は無理である。特に人事と予算は経

営の要である。」（中学校）、「人事権、予算編成権がない状況で、特色ある学校づくりは無

理です」（中学校）、「人事異動についての権限、当てがいぶちの人事では特色ある学校づく

りは難しい」（中学校）などと述べているように、校長は、教育長が認識している以上に、

教職員の人事と学校予算の編成に関しての権限委譲を強く望んでいる。

４）特色ある学校づくりを推進していくための方策とその有効性

校長が、特色ある学校づくりを自主的・自律的に推進していくためにはどのような方策

が有効であると認識しているかを探るため、「Ｑ５　貴殿は、地域に開かれた、特色ある学
校づくりを自主的・自律的に推進し、学校教育を活性化するためには、今後、どのような

方策を講ずるのが有効であると思われますか。次の項目について、それぞれ有効性の程度

を５段階で評価して下さい。」の質問に回答を求めた。その結果、図８－９に示されるよ

うに、「１．教育委員会の指導・助言体制（支援体制）の強化」（１１０２人）については、３７．５％

－８１－



ロほとんど有効でない

Ｂあまり有効でない

Ｂどちらともいえない

田かなり有効である

■非常に有効である

肌　　　　　　　２仇　　　　　　　４仇　　　　　　　６仇　　　　　　　８仇　　　　　　１００％

図８－９特色ある学校づくりを自主的・自律的に推進するための方策とその有効性

の校長（小、中学校を含む）が「有効である（かなり有効＋非常に有効）」（５段階評価の

平均値で３．１５ポイント）、「２．学校評価システム（外部評価も含む）の確立」（１１０３人）

については、６３．３％の校長が「有効である」（３．６３ポイント）、「３．学校の情報公開の促進」

（１０９８人）については、６３％の校長が「有効である」（３．６７ポイント）、「４．学校選択の

導入・通学区域の弾力化」（１０９０）については、３９．６％の校長が「有効である」（３．２３ポイ

ント）、「５．学校評議員の設置」（１０９３人）については、３７．９％の校長が「有効である」

（３．２２ポイント）、「６．学校の自主性・自律性の強化」（１０９５人）については、８４．９％の

校長が「有効である」（４．０５ポイント）、「７．教職員の人事考課・管理の充実」（１１０３人）

については、６８．１％の校長が「有効である」（３．８ポイント）、そして「８．校長の権限の強

化」（１１０５人）については、８３．７％の校長が「有効である」（４．０８ポイント）とそれぞれ回

答した。なお、小、中学校長の回答パターンはほぼ同じであった。

校長も、市町村教育長の場合とほぼ同様に、地域に開かれた、特色ある学校づくりを自

主的・自律的に推進し、学校教育を活性化していくためには、「学校の自主性・自律性の強

化」「校長の権限の強化」「学校の情報公開の促進」「学校の評価システムの確立」「教育委

員会の指導・助言体制（支援体制）の強化」「教職員の人事考課・管理の充実」が有効であ

ると見なしているのに対して、「学校選択の導入・通学区域の弾力化」と「学校評議員の設

置」はそれに比して有効性の評価が低くなっている。とはいっても、４割弱の校長が「学

校評議員の設置」や「学校選択の導入・通学区域の弾力化」を「有効である」と評価して

いることに留意する必要があろう。

５）児童・生徒の学校参加の必要性

最後に、児童・生徒の学校参加について校長がどのように認識しているかを探るため、

「Ｑ２　貴殿は、児童・生徒の自律性や責任感を育成したり、彼らの教育要求を学校運営
や教育活動に反映するために、彼らの学校参加を今まで以上に積極的に進めるべきだと思

われますか。」の質問に回答を求めた。その結果、図８－１０に示されるように、小学校長

１１０６人のうち、２４人（２．２％）が「１．全くそう思わない」、２６２人（２３．７％）が「２．あ

まりそう思わない」、１１９人（１０．８％）が「３．どちらともいえない」、５８２人（５２．６％）が

「４．ある程度そう思う」、そして１０９人（９．９％）が「５．全くそう思う」とそれぞれ回

答した（無回答者１０人（０．９％））。
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図８－１０児童・生徒の学校参加の必要性
らともいえ

ない」、３１８人（５７・２％）が「４・ある程度そう思う」、そして４８人（８．６％）が「５．全

くそう思う」とそれぞれ回答した（無回答者６人（１．１％））。この調査結果を見る限り、小

学校、中学校ともに、約６割の校長が、児童・生徒の自律性や責任感を育成したり、彼ら

の教育要求を学校運営に反映させるために、児童・生徒の学校参加をもっと促すべきだと

考えており、この点についての認識は、市町村教育長の場合とほぼ同じである。

第４節　新しい知見と今後の課題

以上、都道府県教育長調査、市町村教育長調査、そして小・中学校長調査を通して、学

校の自主性・自律性の確立のために、どのように学校管理規則の改正に取り組もうとして

いるか、その実態を中心に考察してきた。最後に、学校の自主性・自律性確立に向けての
学校管理規則の改正の特色と課題を指摘し、「結び」としたい。

第一に、中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」（平成１０年９月）

において、学校の自主性・自律性の確立のために、学校管理規則の見直し、教職員人事・

学校予算についての校長の裁量権の拡大、職員会議の法的性格の明確化（補助機関化）、そ

して学校評議員の設置などいくつかの改革案が提言され、２０００（平成１２）年１月２１日に

は学校教育法施行規則が改正され、職員会議の見直しや学校評議員の設置などの法整備が

行なわれたが、市町村教育長調査を見る限り、職員会議の位置付け明確化のための学校管

理規則の改正はある程度進んでいるものの（改正率７０．６％）、学校評議員設置のための管

理規則の改正（改正率５１．８％、但し、２００２年調査では７２．５％）や教育委員会の許可・承

認等の縮減のための管理規則改正（改正率３９．３％）はそれほど進んでいない。これ（学校

評議員設置・職員会議の位置付けの明確化・教育委員会の許可・承認等の縮減）以外の学

校の自主性・自律性を確立するための学校管理規則の改正（改正率１５．５％）もほとんど行

なわれておらず、学校の自主性・自律性の確立へ向けた学校管理規則の改正は緒に就いた

ばかりであるといえよう０今後、各市町村教育委員会は、学校施行規則に定める学校評議

員設置や職員会議位置付け明確化のための改正にとどまらず、学校の自主性や自律性を確

保し、特色ある学校づくりをするにはどうすべきかの観点から、地域の実情や学校の実態
を踏まえた、学校管理規則の抜本的な見直しに取り組む必要がある。

第二に、中教審答申「今後の地方教育行政の在り方について」以降の一連の改革（職員

会議の法的性格の明確化や学校評議員の設置など）を、大多数（８割）の市町村教育長や

小中学校長がともに、特色ある学校づくりや学校の活性化をはかる上で役立つと評価して

いる点は注目されよう（第２節－５、第３節－１）。しかし、大多数の教育長や校長が学校
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の自主性や自律性の確立に向けたこうした一連の改革に一定の評価と期待を表明している
にもかかわらず、実際には、中教審答申以降の一連の改革で、学校を自主的・自律的に運
営できるようになったと実感している校長は、小、中学校ともに、まだ３割程度と少なく、
改めてこの改革が緒に就いたばかりであることを印象づけている（第３節－２）。

第三に、特色ある学校づくりを推進していく上で、学校経営のどんな領域で自主性・自
律性を強化すべきかに関して、市町村教育長と学校長との間で大きな見解の違いが認めら

れることは興味深い（第２節－６、第３節－３）。市町村教育長は、自主性・自律性を強化

すべき重要な学校経営の領域として、「教育課程の編成」や「教育活動・教授方法」や「組
織編制」を挙げ、逆に「教職員の人事」や「学校予算の編成と執行」を最も低い順位に挙
げているのに対して、校長は、小学校、中学校ともに、自主性・自律性を強化すべき学校
経営の嶺域として、「教育課程の編成」とともに、「教職員の人事」と「学校予算の編成と

執行」を挙げている。校長は、教育長が考えている以上に、「教職員の人事」と「学校予算
の編成と執行」に関しての権限の委譲を望んでいるわけであって、今後、この認識の違い
が、学校の自主性・自律性の確立へ向けての両者の取組みに微妙な影響を与えることも考
えられる。学校予算や人事等に関して、学校管理規則の見直しが遅々として進まない理由

の一端がここにあるとも考えられる。なお、自律的学校経営の観点からの教育課程の編成
や学校予算や教職員人事についての具体的な検討は、第９章、第１１章、第１７章、そして
第１８章で行なわれる。

第四に、校長も、市町村教育長の場合とほぼ同じように、地域に開かれた、特色ある学
校づくりを主体的に推進し、学校教育を活性化していくためには、「学校の自主性・自律性
の強化」「校長の権限の強化」「学校の情報公開の促進」「学校評価システムの確立」「教職
員の人事考課の充実」「教育委員会の指導・助言体制（支援体制）の強化」が有効であると

見なしているのに対して、「学校評議員の設置」や「学校選択の導入・通学区域の弾力化」
はどちらかというと有効性を相対的に低く評価しているのは興味深い。ここには校長、教

育長の一連の教育改革に対する評価とともに、暗に両者の改革に対する取組み姿勢が伺え
るともいえる。学校評議員の設置が職員会議の法的性格の見直しよりも遅れているのは、

教育長等の学校評議員設置に対する慎重姿勢が影響しているのかもしれない。とはいって
も、３割から４割の校長や教育長が「学校評議員の設置」や「学校選択の導入・通学区域

の弾力化」を「有効である」と評価している点にも留意する必要があろう。また、教育委
員会の指導・助言体制（支援体制）の強化は、学校の自主性・自律性の確保の観点から、
慎重に検討すべき微妙な問題（支援の強化は、学校側からは管理の強化と受け取られる場
合があること）を含んでいるとも考えられる。

第五に、学校管理規則の改正と地域性（全国地域ブロック）の間には一部統計的に有意
な関係があったものの（第２節－１）、２））、学校管理規則の改正と人口規模との間には統計

的に有意な関係は認められなかった。改革の有効性については、人口規模との間で統計的
に有意な関係が認められ、概して、人口規模３万人以上の自治体の教育長が、人口規模そ
れ以下の自治体の教育長よりも、今般の改革を高く評価しているように思われる（第２節
－５）、７））。

第六に、市町村教育長のみならず、小・中学校長も、その過半数が、児童・生徒の自律

性や責任感を育成したり、彼らの教育要求を学校運営に反映させるために児童・生徒の
学校参加をもっと促すべきだと考えており、子どもの意見表明権の保障という観点からも、
施策的に積極的な推進が望まれるところである。

いずれにしても、学校の自主性・自律性の確立に当たっては、実質的に学校に教育委員
会からの権限がどの程度委譲されるかが大きな鍵となるわけであって、学校がその教育責

任を地域社会や保護者に対して十分果たせるよう、地域特性や学校の実態を踏まえた、抜
本的な学校管理規則の見直しを求められている。学校に権限が十分に委譲されなければ、

過程と評価と市場（競争）による三重の統制によって、学校に対する管理の強化のみが招
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来することになりかねない。

（河野和清）

【註】

１）「その他」では、「服務等事務要領」、「学期」、「教職員の車での出張」、「準教科書、私

事施行届」、「施設・設備」、「修学旅行の基準等」、「諸行事、プール等の使用」、「学校
支援ボランティアの教育活動への参画」などが挙げられている。

２）国立教育政策研究所の調査でも、類似した結果を得ている。なお、本調査のＱ７の質
問項目は、国立教育政策研究所の質問項目を修正したものを使わせていただいた（国

立教育研究所教育政策研究部『地方教育行政の在り方に関する総合的調査研究』（文部

省科学研究費補助金基盤研究（Ｂ）（１）、研究代表者　貝塚茂樹、平成１２年３月、４０３ペ
ージ）。

３）「その他」では、「定数増」が挙げられている。

４）「その他」では、「教員の増員」が挙げられている。
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第９章　教育課程と自律的学校経営

はじめに

１９９８年に出された中教審答申『今後の地方教育行政の在り方について』答申は、「教育

行政における国、都道府県及び市町村の役割分担を見直し、学校や地方公共団体の裁量の

幅を拡大することが必要であり、行政改革や規制緩和の流れも踏まえ、国や都道府県の市

町村や学校に対する関与を必要最小限のものとするとともに、教育課程の基準の大綱化・

弾力化、学級編制や教職員配置の弾力化などの見直しを行うことが必要である」と改革の

方向性を示した。この中教審答申で提言された内容の多くは、「地方分権の推進を図るた

めの関係法律の整備等に関する法律（１９９９年７月公布）、「学校教育法施行規則等の一部を

改正する省令（２０００年１月）等の法改正により実現された。

これまでにも、幾多の教育改革が行われてきたが、教育行政や学校経営のあり方にまで

踏み込んで改革が行われたのは、１９５６年の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」

の制定以降の、実に４０数年振りのことである。

こうした大規模な改革が行われた背景には幾つかの文脈が存在する。１）ここでは、その

分析に立ち入ることがねらいではないが、教育行政、学校経営改革にまで踏み込んだ背景

に学力やカリキュラムのあり方についての大きな転換が存在したことは押さえておく必要

があると思われる。

１９９５年に発足した第１５期中教審は、１９９６年に第一次答申を出した。そこでは、「生きる

力」の育成を今後の教育の基本的方向として打ち出した。この答申によれば、「生きる力」

とは、「自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動すし、よりよ

く問題を解決する資質や能力であり、また、自らを律しつつ、他人ともに協調し、他人を

思いやる心や感動する心など、豊かな人間性」であり「たくましく生きるための健康や体

力」として定義した。その「生きる力」の育成のために以下の四つの点を重要な論点とし

て列挙している。学校・家庭・地域社会の連携と地域社会における教育の充実、子どもた

ちの生活体験・自然体験等の機会の増加、生きる力の育成を重視した学校教育の展開、子

どもと社会全体のゆとりの確保である。

こうした「生きる力」の重視は、従来の我が国の学校の教育一学びのあり方の大きな転

換を意味するものであり、「『学制』以降の教育政策、教育行政が基本課題としてきた『教

育水準の維持、向上』の実質的な修正を含むもの」という評価がある。２）

１９９８年には、教育課程審議会が『幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校

及び養護学校の教育課程の基準の改善について』を答申した。この答申では、教育課程の

基準の改善のねらいとして、①豊かな人間性や社会性、国際社会に生きる日本人としての

自覚を育成すること、②自ら学び、自ら考える力を育成すること、③ゆとりのある教育活

動を展開する中で、基礎・基本の確実な定着を図り、個性を生かす教育を充実すること、

④各学校が創意工夫を活かし特色のある教育、特色ある学校づくりを進めることの四点を

掲げた。

さらに、この答申を踏まえて、１９９８年に学校教育法施行規則が改正され、幼稚園指導要

領、小学校学習指導要領、中学校学習指導要領が告示され、１９９９年には高等学校学習指導

要領が告示された。この新しい学習指導要領により、学校の教育課程編成・実施上の裁量

は拡大したが、とくに次の三点にそれがよく示されている。まず、第一に、「総合的な学

習の時間」が導入されたことである。新学習指導要領では、年間授業数を示し、ねらいや

学習活動上の配慮事項を示してはいるものの、国としての明確な基準は示されておらず、

学校に広範囲の裁量が与えられている。第二に、授業時数の弾力的編成が可能となった０

第三に中学校では、選択教科の種類が拡大された。

こうした学力、カリキュラムの大きな転換は、教育行政や学校経営の転換も必要とする０
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「生きる力」の育成のためには、家庭や地域社会との連携、子どもとともに創り上げるカ

リキュラム編成・実施上の裁量を各学校は必要とするが、それらと一致した教育行政、学

校経営のシステムが伴わなければ実行力を持ち得ない。小川正人は「日本の学校教育制度

上においても大きな転換を意味する学校週五日制と新教育課程の実施を成功裏に進めてい

くためには、‥・中教審答申が提言しているような教育行政改革を要請しているといっ

てよい」３）と述べている。また、堀内孜も「現在進められつつある多領域における教育改

革は一つの流れにおいて理解されなければならない。教育理念における個人主義の確認、

教育方法や内容設定における学習者、子どもの主体性の確保、そして公教育経営における

規制緩和と地方分権の徹底は、共通の基盤において実現されることが必要であり、もし相

互に敵齢が認められる部分があるならば、この基盤に立ち戻って全体像を見直すことが必
要である」４）と指摘している。

こうしてみれば、教育行政、学校経営改革は、教育課程や教育一学びの変革と軌を一つ

にするものであり、前者は後者の変化と併せて評価されるべきものであることがわかる。

本研究は、１９９８年の中教審答申『今後の地方教育行政の在り方について』以降の、教育課

程行政及び各学校における教育課程経営の変化について調査することを目的とする。

調査結果の検討に入る前に、中教審答申により提案された改善方策の内で、教育課程行

政及び各学校における教育課程経営に関連すると思われる主な事項を列挙しておけば次の
ようになる。

○国の役割及び国と地方公共団体との関係の見直し

（国の役割の明確化）

・学校の設置基準等の基準設定に関する事務の監督庁について「当分の間、これを文部大

臣とする」としている学校教育法の規定を、国の役割を明らかにする観点から見直す。

（地方分権の推進の観点からの見直し）

・教育課程の基準を大綱化・弾力化。また、教育課程の基準の改善のための研究開発を都
道府県等において主体的に実施。

（国の事務等の減量・効率化を図る観点からの見直し）

・教育課程に関する国の事務を基準の設定等基本的なものに精選するとともに、専門的研
究や助言等を行うナショナルカリキュラムセンターの設置を検討。

○都道府県の役割及び都道府県と市町村との関係の見直し
（すべての市町村に係るもの）

・都道府県教育委員会が市町村立学校の組織編制等に関する基準を設定できるとし七いる

地教行法４９条を廃止の方向で見直す。

○国及び都道府県の行う指導、助言、援助等の在り方の見直し

（指導等に係る法律上の規定の見直し）

・「指導、助言又は援助を行うものとする」として国及び都道府県に市町村等への指導を

義務づけている地教行法４８条の規定を改め、必要に応じて行うこととする。

・国の地方公共団体に対する措置要求制度に関して規定している地教行法の規定につい

て、地方自治法の見直しに合わせ、要件・手続き等を見直す。
（指導通知等の見直し）

・国、都道府県の指導通知等を真に必要なものに限定するとともに、過去に発出した通知
を廃止・統合

（指導等についての認識や意識の変革）

・教育関係者においてＪ‡旨導等の意義等について適切な理解を深め意識変革を図るこ
（情報の提供等の重視）

・指導等に当たり、国や都道府県における教育内容・方法等に関する実証研究の成果や内

外の情報の提供等の役割を重視し、これに必要な国、都道府県の研究研修機関の機能を充
実。
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○国、都道府県、市町村、学校等の間の情報網の整備

・指導等を適切かつ効果的に行うため、国、都道府県、市町村、学校、社会教育施設等を

相互に結ぶ情報網による、全国的な教育情報総合システムを構築し、情報提供事業や研修
事業等を充実。

○教育委員会と学校の関係の見直しと学校裁量権限の拡大
（学校管理規則の見直し）

・学校管理規則を見直し、地域の状況や学校の種類、目的等に応じた内容にするとともに、

教育委員会の許可・承認・届出・報告等の縮減なと学校の裁量を拡大する方向で見直す。
（学校に対する指示・命令と指導・助言との峻別）

・責任の明確化及び学校の主体性の尊重の観点から、教育委員会の学校に対する指示・■命
令と指導・助言を明確に区分して運用。

第１節　都道府県教育長調査

都道府県教育長に対して行った質問は、大きく区分して、①地教行法４８条の改正に伴う
都道府県教育委員委による市町村教育委員会に対する指導・助言・援助のあり方の変化、
②都道府県教育長から見た教育課程行政、学校における教育課程編成・実施のあり方につ
いての変化に区分される。

（１）地教行法４８条の改正に伴う都道府県教育委員委による市町村教育委員会に対する指
導・助言・援助のあり方の変化

改正前の地教行法４８条により、国は都道府県又は市町村に対して、また都道府県は市町
村に対して、指導、助言、援助を行うものとされてきた０地方自治法の規定による他の行
政分野においては、国務大臣又は都道府県知事は「技術的助言又は勧告をすることができ

る」となっていたのに対して、改正前の地教行法４８条のより広汎に「指導、助言、援助」
として規定されるとともに、「行うものとする」というように国又は都道府県が積極的に

それらを行うことを想定していた０この指導、助言、援助は、それらを受けた地方公共団

体の判断を法律的に拘束するものではない。しかし、当事者の間で、その法的意味が十分
に理解されず、また教育水準の維持向上を図り、学校の管理運営の適正を確保するために

強めに運用されてきたことから、あたかも法的拘束力があるかのような受け止め方もなさ

れ、結果として都道府県や市町村の自律性や責任ある意思決定を阻害してきた。法改正に

伴って、変化が出たのか、変化しなかったのか質問した結果は以下の通りである。この質
問は、市町村教育長に対しても行ったので並べて結果を示す。

Ｑ　地方教育行政の組織及び運営に関する法律４８条の規定は、「必要な指導、助言又は援

助を行うものとする」というものから「必要な指導、助言又は援助を行うことができる」
というものに変更になりました０この変更に伴い、責教育委員会では市町村教育委員会に
対する教育課程に関する指導・助言・援助のあり方は変わったと思われますか。

表９－１都道府県教育委員会の市町村教育委員会への指導等の変化についての都道府県
教育委員長と市町村教育長の認識

都 道 府 県 教 育 長 市 町 村 教 育 長

・・１．・．か な り変 わ っ た ・
‾１４‾．９％ （７） －４．１％ （－１６）・

・２・． 少 し変 わ っ・た ■

３． 変 わ らな い

－７８．７％ （３７） ５２．２　％ （ｒ２０－２＿）

６．４％‾（ ３）＿ ４３．７％．‾（１．６９ト

無 回 答 １ １．－・３‘％－（一　７），
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市町村教育長より、都道府県教育長の方がより大きく変化したと認識していることを示

しており、ここに敵齢が存在している。都道府県教育長の中で、「３．変わらない」と答

えたのは３名である。この「変わらない」と答えた都道府県教育長に対し、次の選択肢の

中から一つを選んでもらった。つまり、「１．変える必要はない」、「２．変えたいが、変

わらない」という選択肢である。結果として３名中、２名が「２．変えたいが変わらない」

と回答している。この２名に対してその理由を求める質問を行った。改革を阻害する要因

について知りたいと考えたからである。その結果、その理由として「市町村独自で指導主

事を任用し、学校等への指導充実を図るという点では、まだ十分でないため、指導・助言

・援助の必要がある」等が指摘された。

上の質問で指導行政の在り方が変化したと答えた都道府県教育長にその変化の内容を聞

いた（複数選択可）。結果は以下の通りである。「より市町村教育委員会の自主性・自律

性を尊重するようになった」というやや一般的な選択肢を設けたため、そこに回答が集中

する結果となったが、「市町村教育委員会に対する指導通知等について真に必要なものに

限定するようになった」、「指導等の意義や法的性格、形態等についての意識変革を行っ

た」という回答が続いて多い。このアンケートに先立って、われわれが行った都道府県教

育委員会及び市町村教育委員会に対して行ったアンケートでは、教育課程指導行政の担当

者たちは自らの法的知識の欠如を自覚しており、職務の遂行に際してそれほど法律の根拠

は考えていない。５）そうしたことを考えると、「指導等の意義や法的性格、形態等につい

ての意識変革を行った」と回答した都道府県が１５あることは意義深いことであると思わ
れる。

表９－２　都道府県教育委員会の市町村教育委員会への指導等の変化についての内訳

１∴　市 町村 教 育委 員会 に対す る指 導 通知 等 につ い て ２１．７％ （２０）

真 に必 要 な もの に限 定す るよ う．にな った。

２．教育 事 務所 な どの役 割 につ いて 、そ の機 能 を ３．３％ （３）

中核 市等 の一 定規 模 の都 市以 外 の市 町村 に対 す

る支 援 に重 点 を移 した。

３．よ り市 町村 教 育委 員 会 の 自主 性 ・自律性 を尊 重 ４５．７％ （４２）

す る よ うにな った 。

４．指導 等 の意 義 や法 的性 格 、形 態等 につ いて の １６．３％ （１５）

意識 変革 を行 った 。

５．市 町村教 育 委員 会 へ の情 報提 供 を重視 す る ため 、 ９．８％ （９）

研 究研 修 機 関 の調 査研 究 ・情 報提 供機 能 を充 実

させ た 。

６．市 町村 教 育 委員 会 へ の情 報提 供 を重視 す る ため 、 ２．２％ （２）

国立 教員 養 成大 学 ・学 部 との連携 を強化 した 。

７．そ の他 １．１％ （１）

（２）都道府県教育長から見た教育課程行政、学校における教育課程編成・実施のあり方
についての変化

１９９８年に中教審答申『今後の地方教育行政の在り方について』以降、教育課程指導行上

の市町村教育委員会の自主性・自律性、並びに各学校における教育課程編成・実施上での
自主性・自律性は果たして強化されたのであろうか。われわれが、設定した検証課題は、

①市町村教育委員会の教育課程行上の自主性・自律性は、市町村の人口規模とそれに相関
する教育委員会の事務処理能力と係わって多様化しているのではないか。②市町村教育委

員会の自主性・自律性の強化は、各学校における自主性・自律性の弱体化につながるもの
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であるのか、それとも両立するものであるのか。③都道府県、市町村、学校によって認識
に離齢があるのか、ないのか、という三点である。こうした関心を前提に、同じ質問を都

道府県教育長、市町村教育長、小・中学校長に質問した。

Ｑ．市町村教育委員会は、それぞれ独自の教育ビジョン（単なる施策や重点施策の列挙に
とどまらない、子ども像・教育像や学校・家庭・地域の役割・協力関係のあり方などを提

示し、それを実現する方策を織り込んだ総合的な計画・実施計画など）を持っていると思
われますか。（都道府県教委は所管の市町村教委についての認識、市町村教委は自らにつ

いての認識、学校長は自校を所管する市町村教委についての認識）

表９－３　市町村教育委員会の独自の教育ビジョンの有無についての認識

都 道府 県教 育長 市町 村教 育長 小 ・中学校 長

１． はい ８７」２％ （４１） ４６．２％ （１８２） ５４．６％ （９０７）

２． いい え １０．６％ （５）＿ ５２．８％ （２０８） ４４．４％ （７３８）

無 回答 ２・．１％ （ １） ・１．０－％ （ ４） １．０％ （１７）

Ｑ．平成１０年に出された中教審答申「今後の地方教育行政の在り方について」以降、か
ってより、教育課程行政における市町村教育委員会自身の自主性・自律性は実質的に強ま

ったと思われますか。（都道府県教委は所管の市町村教委についての認識、市町村教委は

自らについての認識、学校長は自校を所管する市町村教委についての認識）

表９－４　教育課程行政における市町村教育委員会の自律性強化についての認識

都 道府 県 教育 長 市 町村 教育 長 小 ・中学校 長

１．強 まっ た ７０．２％ （３３） １９．３％ （７６） １８．４％ （３０５）

２．変 わ らな い ２７．７％ （１３） ７８．９％ （３１１） ８０．１％ （１３３１）

３．弱 ま った ０．０％ （０） ０．３％ （ １） ０．８％ （ １３）

無 回答 ２．１％ （１） －１．５％ （ ６） ０．８％ （ １３）

都道府県教育長認識と市町村教育長、小・中学校長の認識との敵酷が極めて大きい。

さて、この質問と市町村の人口規模とをクロスしたところ、市町村教育長の自己認識と

小・中校長の認識ともに、人口規模との関係が統計的に有意であることが示された。人口

規模が大きいほど、中教審答申以降、市町村教育委員会の教育課程行政上の自主性・自律

性が強まっている認識されていると解釈できる。市町村教育長の教育課程行政上の自主性

・自律性の強化の認識と人口規模との関係は以下の通りである。１０万人以上の人口を持

っ市町村の教育長の４６．９％が「強まった」と認識している。（表９－５）
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表９－５　教育課程行政における市町村教育委員会の自律性強化についての市町村教育

長の認識と人口規模のクロス

市 町村 教育 委 員会 の 自主性 ・自律 性 の強 化

人 口規模 ． 強 ま った 変 わ らな い

１０万 人以 上 ４６．９％ ５３．１％ －

３万 人以 上 ～ １０万 人未満 ２７．１％ ７２．９％

１．５万 人 以上 ～ ３万 人未満 １２．３％ ８７．７　％

０．８万 人以上 ～ １．５万人 未満 １４．３％ ８５．７％

０．５万 人以 上～ ０．８万人 未満 ２０．０％ ８０．‾０％

０．５万 人未満 １４．０％ ８６．０％

（‡２＝２２．４２　ｄｆ＝５ｐ＝０）

Ｑ．平成１０年に出された中教審答申「今後の地方教育行政の在り方について」以降、市

町村教育委員会は、教育課程に関する独自の考えを学校に対して明確に打ち出すようにな

ったと思われますか？（都道府県教委は所管の市町村教委についての認識、市町村教委は

自らについての認識、学校長は自校を所管する市町村教委についての認識）

表９－６　教育課程行政における市町村教育委員会の独自の考えの打ち出しについての認

識

都 道 府県 教育 長 市 町村 教育 長 小 ・中学校 長

‾１．打 ち 出す よ うにな った －
６１．．７％ （２９） ’３１．２、％ （１２３） ２０．３％ （３３７）

２．変 わ らな い ３６．２％ （１７） ６５．５％ ■（２５８） ７７．８％ （１２９３）

３． か えって 打 ち 出 さなく　なった ・０．０％ （０） １．８％ （ ７） １．３％ （ ２２）

無回答 ２．１％ （１） ■１．５％ （ ６） ０．６％ ．（ １０）

この質問も、市町村の人口規模とをクロスしたところ、市町村教育長の自己認識と小・

校長の認識ともに、人口規模との関係が統計的に有意であることが示された。中学校校長
の認識では、人口規模との関係は有意ではなかった。

Ｑ．平成１０年に出された中教審答申「今後の地方教育行政の在り方について」以降、か

ってより各学校における教育課程編成・実施上の自主性・自律性は強まったと思われます

か？（都道府県教委は所管の学校についての認識、市町村教委は所管の学校についての認
識、学校長は自校についての認識）
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表９－７　教育課程編成・実施上の各学校の自律性強化についての認識

都道 府県 教 育長 市 町村 教 育長 小 ・中学校 長

１．強 ま った ７４．５％ （３５） ３６．５％ （１４４） ３２．７％ （５４３）

２．変 わ らな い ２３．４％ （１１） ６１．２％ （２４１） ６６．３％ （１１０２）

３．弱 まった ０．０％ （０） ０．３％ （ １） ０．４％ （　 ６）

無 回答 ２．１％ （１） ２．０％ （ ８） ０．７％ （ １１）

この質問でも、都道府県教育長と市町村教育長及び小・中学校長との認識の敵齢が大き

い。また、市町村教育長及び小・中学校長との認識は人口規模と関係がないことが示され

た。人口規模が大きい市町村ほど、教育課程上の自主性・自律性が強まっているが、人口

規模と各学校の自主性・自律性との関係はない。こうしたことから、市町村教委が自主性

・自律性を発揮することと、認識レベルでの各学校の自主性・自律性の自主性・自律性の

強化は両立する可能性があると推測される。

第２節　市町村教育長調査

既に第一節で論じた質問項目を除けば、われわれが市町村教育長に質問した内容は以下

の一点である。この質問は小・中学校長にも同じ内容を質問したので結果を並べて示して

おくこととする。

Ｑ．貴教育委員会では、今年度、各学校における教育課程編成に関する指導方針として、

次のどの項目に力点をおかれましたか？最も力点をおかれているものを３つまで選んで○

をお付け下さい。

調査対象の３９４人の市町村教育長から総数１，１２２の回答を得たのに対し、調査対

象の小・中学校長１，６６２名からは総数４，３４３の回答が寄せられた。それぞれの調

査対象者を分母とし、各項目の回答数を分子とする割合は以下の通りである。（）内は

選択した数である。市町村教育長と小・中学校長との間に認識上の大きな叡酷はない。但

し、「５．各学校が特色ある教育課程が作れるよう支援すること」と「７．各学校が家庭

や地域社会との連携を深めるよう指導すること」の項目で約２割の違いが見いだせる。尚、

この質問項目は、金子照基編著『学習指導要領の定着過程一指導行政と学校経営の連関分

析－』（風間書房、１９９５年）６）を参考に作成したが、新たに設けた「７．各学校が家庭や

地域社会との連携を深めるよう指導すること」の回答が多かった。これは新しい学習指導

要領の趣旨の反映であると考えられる。

－９３－



表９－８　教育課程編成に関する重点指導項目

市 町村 教育 長 小 ・中学校 長

１．授 業 時数 な との基準 を明確 に し、そ れ を守 るよ う ２８．４％ ２６．５％

指 導 す る こ と （１１２） （４４０）

２．教 育 課程 の指導 に際 して 、す べ て の学校 が 必ず 守 ９．９％ １０．５％

らな けれ ばな らな い指 示 ・命 令 とそ れ以 外 の指 導 ・ （３９）・ （１７４）

助言 を区分 して運用 す る こと

３． 学習 指 導要 領 の趣 旨 を学校 にわ か りやす く伝達 す ２６．４％ ２８．９％

る こ と （１０．４） （４８０）

４．社会 の愛 化 に即 して 、子 どもや 教育 につ いて の ５０．０％ ５０．９％

考 え方 の見 直 しを求 め る こ■と （１９３） （８４６）

５．各 学校 が特 色 あ る教育 課 程 が作 れ る よ う支 援 す る ・ ８０．０％ ６１．８％

こ と （３１６） （１０２７）

６．．教 育委 員会 と して の独 自の考 え を学校 に打 ち出す ７．６％ ９．４％

こ と （３０） ‾（１５６）

７．各 学校 が 家庭 や地 域社 会 との連 携 を深 め る よ う ９０．０％ ７０．３％

指 導す る こと （３２３） （１１６９）

そ の他 １．３％

（ ５）

３．１％

（‾５１）

無 回答 １．５％

（ ６）

１．９％

（３１）

第３節　小・中学校長調査
これまでの質問項目以外に、小・中学校長に対して質問した内容は、１）今回の学習指

導要領で新たに設けられた「総合的な学習の時間」が学校に与えた影響についての認識、
２）新しい学習指導要領に基づいて、教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上での

改善点の二点である。
１）今回の学習指導要領で新設された「総合的な学習の時間」が学校に与えた影響につい

ての認識
今回の学習指導要領で新たに設けられた「総合的な学習の時間」は、各学校が地域や学

校、児童の実態等に応じて、横断的・総合的な学習や児童の興味・関心等に基づく学習等
創意・工夫を生かした教育活動を行うことが期待されている時間である。教科書もなく、

どのような学習課題を、いつ、どのように指導するか、またその名称も学校に委ねられて

いろ。こうした性格を持つ「総合的な学習の時間」は学校にどのような影響を与えたので
あろうか。

Ｑ．貴校では、「総合的な学習の時間」についてどのように受け止められていますか？。
次のそれぞれの項目について、当てはまる選択肢の番号に○をつけて下さい。

－９４－



表９－９　学校における「総合的な学習の時間」の受け止め

全 くそ う あま りそ どち らと 少しそう とてもそ

思わない う思わな

い

もいえな

い

思 う う思 う

ｌ
１） 学校 と して特 色 あ る教 育課程 を ０．１％ ４．６％ １０．７％ ５４．２％ ３０．１％

編成 しよ う とす るき っか け と

な った 。

（ ２） （７７） （１７８） （９０１）－ （５００）

２） 教育 課程 に対す る教 師 の 関心 が ０．０％ ３．９％ ２１．１％ ６０．６％ １４」０％

強 ま った 。 （ ０） （６４） （３５１） （１０Ｐ８） （２３３）

－　３） 学 習指 導要 領 の基 準が よ り弾 力 ０．７％ １０．２％ ３５．８％ ４５．９％ ６．４％

的 にな っ た とい う考 え方 が広 が

った。

（１２） （１７０） （５９５） （７６３） （１Ｐ６）

４） 教職 員 の多 忙化 が 進行 した。 ０．４％ ４．７％ Ｚｌ．０％ ４９．７％ ２３．６％

（ ７） （７８） （３４９） （８２６） （３９３）

５） 教職 員 の教 育活 動 へ の意欲 が ０．４％ ７．９％ ４３．１％ ４３．１％ ４．２％

高 まった 。 （ ６） （１３１） （７１６） （７１７） （６９）

６） 教 育行 政 で よ り内容 を規 定 して １７．０　％ ４５．２％ ３０．６％ ５．７％ ０．６％

■■欲 しい とい う要望 が 多 い。 （２８３） （７５２） ・（５０９） （９４） （１０）

７）地 域 の人 の教 育活 動 へ の参加 が ０．３％ ０．２　％ ４．２％ １１．５　％ ５５．７％

増 加す るき っか け とな った 。 （ ５） （ ３） （６９） （１９１） （９２５）

８）教 育課 程 につ いて の話 し合 いが ０．０％ ３．４％ １９．７％ ６４．２％ １２．４％

校 内 で活 発 にな され るよ うにな

った 。

（ ０） （５７） （３２７） （１０６７） （２０６）

９）教 育 の根 本 的な あ り方 につ いて ０．４％ ６．３％ ３０．３％ ５４．２％ ８．５　％

の見 直 しの き っか け にな った。 （ ６） （１０５） （５０４） （９０１） （１４１）

小・中学校長別に分析すれば、「１）学校として特色ある教育課程を編成しようとする

きっかけとなった。」、「２）教育課程に対する教師の関心が強まった。」、「３）学習指導
要衝の基準がより弾力的になったという考え方が広がった。」、「５）教職員の教育活動へ

の意欲が高まった。」等の質問項目では、小学校長の方が「とてもそう思う」、「少しそう
思う」と回答する比率が高い。それに対して、「４）教職員の多忙化が進行した。」とい

う質問項目では、「とてもそう思う」、「少しそう思う」と回答する中学校長の方が小学校
長より多い結果となっている。

２）新しい学習指導要領に基づいて、教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上での
改善点

Ｑ．貴校において、新しい学習指導要領に基づいて、教育課程を自主的・自律的に編成・
実施する上で、改善を要すると思われる点はどのようなものでしょうか。次のそれぞれの

項目について、どの程度改善の必要性があるかお答え下さい。各項目の評価尺度の番号に
○をつけて下さい。

表９－１０　新学習指導要領に基づいて、教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上で

の改善点
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は とん ど改

善 の必 要な

し

どち らか と

言 えば改 善

の必要 な し

どち らか

言 え ば改

の必要 あ

と

蓋
ロ

り

か な り改 善

の必要 あ り

無回答

１）教育課程 編成 に関す る各学校 の 裁量や 自由
６．０％ ３５．４％ ５０．７％

（８４２）

６．５％

（１０８）

１．４％ ‾

（２４）
度が少な いこと

２）補助 教材 選択の裁量や 自由度 が 少ない こと

３）指導主事 の学校訪 問指導のあ り方

４）新 しい教育課程 に見合 った教職 員の力量が

（１００） （５８８）

１４．９％

（２４８）

５５．４％　 ２７．５％

（９２１） （４５７）

１．４％

（２４）

０．７％

（１２）

１０．２％

（１７０）

４０，５％

（６７３）

３７．２％

（６１９）

９．４％

（１５７）－

２．６％

（４３）

や　 １．６％ １５．３％

（２５４）

５８．２％

（９６７）

２３．８％

（３９６）

ｌ．１元

（１８）
低 い羊と

５）教職員のや る気 が低 い こと

６）教育委員会作 成の手引 き ・資料 等 のあ り方

７）教育 委員会主催 の講習 会 ・研修 会のあ り方

８）時間割の編成が複雑 にな りすぎ ること

（２７）

５．２％

（８６）

３８．３％

（６３６）

４７．１％

（７８３）

８．２％

（１３６）

１．３％

（２１）

４．０ ％

（６６）

３６．４％

（６０５）

４９．０％

（８１５）

９．５％

（１５８）

１．１％

（１８）

２．８％

（４７）

２５．６％

（４２５）

５６．３％

（９３６）

１４．２％

（２３６）

１．１％

（１８）

１．４％ １５．０％　　　 ５０．４％ ３２．１％

（５３４）

１．０％

（１７）
（２４）

庵 愴 附 加 削

９） 聡 口的な 学習 の時 間」 な ど各 学校 で考え ４．８％ ３６．７％ ４３．８％・ １４．０％

（２３２）・

０．８％

（１３）
な けれ ばな らない ことが多 いこと

１０）他校 の実践 事例 につ いての情 報共有 のあ

（７９） （６１０） （７２８）

２．６％　　　 ３３．６％ ５６．６％

（９４１）

６．７％

（１１１）

０．４％

（ ７）
り方

１１）教職員 の時 間的余裕がな いこと

１・２） 教職員間 の子 ども観 ・教 育観 が対立 して

（４４）　 （５５９）

０．９％

（■１５）

１０．３％

（１７２）

４８．９％

（８１３）

３８．７％

（６４４）

１．１％

（Ｉ８）

１２．８％ ５６．１％

（９３３）

２７．１％

（４５１）

３．１％

（５１）

０．８％

（１４）
いる こと

′塗ら÷≠ｈユぜ

（２１３）

１３） 子校 が 自由に してい い範 囲が あい まいで ４．６％ ３６．１％

（６００）

４９．８％

（８２８）

８．４％

（１４０）

１．１％

（１８）
　 ‾ある こと

１４） 中堅教師の リー ダー シップが 不 足 して い

（７６）

２．８％ ２２．６％

（３７５）

５２．０％

（８６４）

２１．９％

（３６４）

０「８％

（１３）
　 る こと

１５）教職 員が 教育 課程編 成 に関与で きる組織

（４６）

４．５　％ ４０．７％

（６７７）

４８．６％

（８０７）

５．７％

（９５）

０．５％

（■８）
　 や体制 のあ り方

１６）教職員 の間での学習 指導要街 の趣 旨につ

（７５）

２．８％ ３２．３　％ ５６．１％

（９３３）

８．４ ％

（１３９）

０丁４％

（ ７）
　 いての共通理解が欠如 している こと

Ｌ１７）学校 予算 に関す る各学校 の裁 量や 自由度

（４６） （５３７）

１．０％　 ‾ ９．３％

（１５５）

４４．５％

（７３９）

４４．７％ ，・

（７４３）

．５％－

８）－
が少ない こと

１８）地 域人材 の組織化 のあ り方

１９）・打ち合わせ の時 間の確 保が難 しいこと

２ ０） 自校 の教育 課程 に対す る教職 員の共 通理

（１７）

２．２％

！（３７）

２１．７％

（３６０）

６３．１％

（１０４９）

１２．７％

（２１１）て

０．３％

仁５）．

１＿．４％・

（２４）

１８．３％ ‾

（３０４）

５１．３％

（８５２）

２７．９％ 一

（４６３）．・－

仁１％ ．

（．１９）－

３．９％ ３９．６％ ５１．４％ ４．８％ ０．４　％
解 が欠如 して いる こと （６４） （６５８） （８５５） （７９） （ ６）

ー９６－



小・中学校長が、新しい学習指導要領に基づいて、教育課程を自主的・自律的に編成・
実施上での改善点に関わって、２割以上の校長が「かなり改善の必要あり」と答えたのは、

「４）新しい教育課程に見合った教職員の力量が低いこと」、「８）時間割の編成が複雑
になりすぎること」、「１１）教職員の時間的余裕がないこと」、「１４）中堅教師のリー

ダーシップが不足していること」、「１７）学校予算に関する各学校の裁量や自由度が少

ないこと」、「１ら）打ち合わせの時間の確保が難しいこと」であった。今回新しく導入

された「総合的な学習の時間」を実施する上では、従来と異なった教職員の力量が必要と
されることが多く指摘されている。７）もともと、学校長は学校改善を阻害する要因とし

て、教職員の力量ややる気にその原因を求める傾向が強いが、それにしても、新しい教育
課程の教職員の力量との間のミスマッチを指摘する学校長が多い。時間や予算が限られた

中で、より複雑になった教育課程を編成・実施する上での学校現場での混乱を示している。

「９）「総合的な学習の時間」など各学校で考えなければならないことが多いこと」につ
いて、「かなり改善の必要あり」と回答した学校長も、１４％に達している。

今回の調査で、自主的・自律的な教育課程の編成・実施を進める上で、最も改善が必要
であると指摘されたのは「１７）学校予算に関する各学校の裁量や自由度が少ないこと」

であり、「かなり改善の必要あり」と回答した学校長は、４４．７％にも達している。
これに対して、「１）教育課程編成に関する各学校の裁量や自由度が少ないこと」に関

して言えば、「ほとんど改善の必要なし」、「どちらかと言えば改善の必要なし」とする校
長を合計すれば、約４割に及んでいる。別の質問では、我が国の小・中学校長は、相当に

教育課程について影響力を発揮していることも示されている。「総合的な学習の時間のね
らいやカリキュラムの編成」や「教育課程の基本的な考え方」について校長がどの程度影

響力を及ぼしているかという質問の結果が以下の通りである。

表９－１１校長の教育課程についての影響力についての自己認識

専 ら校 長 の かな り程度、 あ る程 度 は 校 長 の意 向

意 向や 考 え 校長 の意向や 校 長 の意 向 や 考 え方 と

方による 考え方 による や 考 え方 に

よる－、

ほ とん ど 関

係な し

総 合 的 な 学 習 の 時 間 の ね ら い や

カ リキ ュ ラム 編 成

４．１％ ４４．９％ ４８．６％
‾　２．１ ％二・

教 育 課 程 の 基 本 的 な 考 え 方 １８．９　％ ５８．９　％ ２０．６　％ １．１％

「教育課程の基本的な考え方」に注目すれば、２割近い校長が、「専ら校長の意向や考

え方による」と回答している。これらのデータから、教育課程の内容的な自主性・自律性

については校長はかなり十分であると考えていると考えてよいのではないだろうか。
「Ｑ　校長先生が、今後リーダーシップを発揮して学校経営を行うためには、次にあげる

事項をどの程度充足ないし改善していくことが必要であるとお考えですか」に対して次の
ような回答が得られている。
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表９－１２　校長のリーダーシップ発揮の条件

ほ と ん あ ま り か な り 是 非 必 無回答

ど必 要

なし

必 要 な

し

必要 要

１ｒ）‾校 長 の在 校 年数 を長期 化 す る ３．２％ ３５．６％ ４７．７％ １２’．８％ ０．７％

（５４）・ （５９１） ■（７９２） ■（２１３） （１２）

２） 教職 員 の 人事 にフ い て の校 長 の裁 ０．１％ ４．５％ ５３．９　％ ４０．８％ ０．７％

量性 を高 め る （‾２） （７５） （８９６） （６７８） ＿・（１１）

１３） 校 長権 限 で執 行 で きる 学校 予算 を ０．０％ ＿３．．９　％ ４４．５％ ５０．８　％ ０．８％

増 額す る （０） （６５） －（７３９） （８４５） （１３）・

４）教 育課 程編 成 に関 して 学校 の裁 量 ０．７％ ２０．９％ ６２■．４％ １４．６％ １．４　％

ノｒ範 囲を拡 大す る （１２） （３４８） （１０３７） （２４２） （２３）

５）教 育 委員 会 の許 可 な い し承 認 事項 １．４％ ３６．３％ ５０．６％ １０」８％ １．０　％

を削 減す る （２３） （６０３） （８４１） （．１７９） （１６）

６）保 護 者や 地 域 との意 見 を交換 す る ０．５　％ １６．１％ ６８．２　％ １４．３％ ０．９　％

機 会 を充 実 す る （９） （２６７） （１１３４） （２３７） （１５）

７） 経営 的 な知 識や 技 能 の向 上 のた め ０．４％ １８．１ ％ ６４．６％ １６．１％ １．０％

の研 修 を充 実す る （６） （３００） （１０７３） （２６７） （１６）

８） 校長 の任用 や選 考 基準 を見直 す １．３％ ３６．０　％ ４７．７％ １４．０％ １．０　％

（２１） （５９９） （７９２） （２３３） （１７）

９）■校 長、 教頭 及 び教 務 主任 な どか ら ０．８％ １５．５％ ６１．６％ ２０．５％ １．７％

な る経営 組織 の基盤 を確 立 す る （１３）■ （２５７） （１０２４） （３４０） （２８）

１０） 教育 委 員会 によ る校 長 の学 校 経 １．０％ ２１．４％ ５５．６％ ２１．１％ １．０％

営 の支 援機 能 を強 化す る （１６） （３５５） （９２４） （３５０） （１７）

ここでも、校長の関心事は予算や人事に関わる裁量の拡大に向けられており、「４）教

育課程編成に関して学校の裁量範囲を拡大する」ことについて「あまり必要なし」と答え

る校長も２割存在している。

新しい知見と今後の課題

現在進められている自律的学校経営における教育課程経営の位置づけは極めて大きい。

１９９８年に出された中教審答申『今後の地方教育行政の在り方について』では、「校長が、

自らの教育理念や教育方針に基づき、各学校において地域の状況等に応じて、特色ある教

育課程を編成するなど自主的・自律的な学校経営を行うことが必要である」と述べた。果

たして、そうした方向性に従って変化しつつあるのであろうか。

我々の調査では、教育課程の基本的な考え方や総合的な学習の時間のねらいやカリキュ

ラム編成において、校長の意向が相当に反映されていることが明らかにされた。また、３２．

７％の小・中学校長が、中教審答申以降教育課程の編成・実施に関して各学校の自主性・

自律性は強まったと認識している。この数値をどう評価するか判断に迷うところである。

敢えて言えば、我が国の小・中学校長は、各学校において教育課程の中身については相

当にリーダーシップを発揮できる条件にあると言えるのではないだろうか。「校長先生が、

今後リーダーシップを発揮して学校経営を行うためには、教育課程編成に関して学校の裁

量範囲を拡大することが必要であるとお考えですか」という質問に対して、２割の校長は

「あまり必要ない」と回答している。これに対して、人事や予算に関する裁量の拡大を求
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める声は極めて強い。つまり、比較的自由な教育課程の中身を支える経営的条件に乏しい
というのが校長の実感ではないだろうか。

（植田建男・藤原文雄）

【註】

１）学校経営政策の転換の背景の分析については、例えば、小島弘道「現代の学校経営改革

の視野」日本教育経営学会編『自律的学校経営と教育経営』玉川大学出版会、２０００年
等を参照のこと。

２）堀内孜「国民社会の変容と新たな教育委員会」同編集代表『（地方分権と教育委員会

）開かれた教育委員会と学校の自律性』ぎょうせい、２００１年、２９２頁。周知の通り、

新　しい教育課程や教育一学びの変革に対して、１９９９年ごろからそれが「学力低下」

を引　き起こすのではないかという声があがった。こうした世論を受けて文部科学省

では新し　い学習指導要領が実施される前の２００２年１月に『学びのすすめ』を出した。

こうした　文部科学省の対応は学校現場を混乱させるとともに、公教育に対する国民

の不安を増加　させた。その結果、各学校の経営課題として、新しい学習指導要領や

その前提にある学　校週五日制の趣旨をどのように保護者に理解してもらうのか、ま

た『学びのすすめ』に　おいて提言された提案にどのように対応するのかという経営

課題に直面することとなっ　た。ここで報告する調査が行われたのは２００１年１０月の頃

であり、こうした「学力低下」論の登場やそれに対応する文部科学省の施策に影響
された学校経営の課題や現状につい　ては十分に踏み込めていない。

３）小川正人「中教審答申と新教育課程の課題」西尾勝・小川正人『（分権型社会を創る）

分権改革と教育行政』ぎょうせい、２０００年、１５頁。

４）前掲、堀内孜「国民社会の変容と新たな教育委員会」２９２頁。

５）植田健男・藤原文雄「自律的学校経営と教育課程」（研究代表者：河野和清『地方分権

化における自律的学校経営の構築に関する総合的研究』２００１年）。

６）金子照基編著『学習指導要領の定着過程一指導行政と学校経営の連関分析－』風間書
房、１９９５年、３０４頁。
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第１０章　校長のリーダーシップと自律的学校経営

はじめに

自律的学校経営において、校長のリーダーシップは、制度的・行政的施策という学校組
織の環境的要因のもとで、学校づくりを推進していく主要な要因として位置づけられる。

しかしながら、自律的学校経営に向けた諸施策や行政的支援は、校長のリーダーシップ
と直接的に結びつくとは言えない。それらの諸施策や支援は、学校経営における校長の可
能体としての影響力、あるいは、影響力の基盤の増大に結びつくものと考えられる。そし

て、このような影響力の基盤は、校長の個人的な要因や、学校の組織的状況、教師のパワ

ー等の諸要因による作用を受け、実際的な影響力の行使、すなわち、リーダーシップの発
現に結びつくと考えられる（図１０・１参照）。

このように捉えると、校長のリーダーシップと自律的学校経営の関係に対して、次の３
つの局面に区分してアプローチすることができる。すなわち、①校長のリーダーシップに

関わる行政施策や支援が、校長のパワーの増大にどのように結びついているのか、②校長
のパワーの増大が、校長のリーダーシップにいかなる影響を及ぼしているかのか、③校長
のリーダーシップによって学校の組織行動がどう変容しているのかである。

従来のリーダーシップ研究の枠組みでは、多くの場合、校長のリーダーシップ変数と成

果変数との関係に焦点があてられていた。校長のリーダーシップの発行変数を設定したと
しても、それはほとんどの場合、年齢や性別等の属性変数に限定されている（たとえば、
Ｈａｌｌｉｎｇｅｒ，ｅｔ．ａｌ．，１９９６）。しかしながら、自律的な学校経営への移行と校長のリーダーシ

ップとの関係を解明しようとする場合、校長のリーダーシップの先行変数は、行政的・制

度的作用や校長自身のパワー変動を含めた複雑な構造をもつこととなる。いかなる制度

的・行政的要因が校長の影響力の基盤、すなわち、エンパワーメント（ｅｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔ）昆を
もたらすか、そして、それがより具体的な学校組織状況の中で、いかなるリーダーシップ

に変換されていくのかを探究することが、校長のリーダーシップ研究の新たな視座として
提示できる。

自律的学校経営の推進において、校長のリーダーシップが重要であること、そして、校

長のリーダーシップを促進するためには、校長の影響力行使の基盤を人事権をはじめとす

る裁量拡大等によって増大すべきことは、中教審答申等において指摘されるところである。

しかしながら、学校裁量の拡大が校長のリーダーシップの発揮につながるかどうかは、未
だ十分に検証されてはいないのである。

アメリカにおける自律的学校経営研究をみると、学校への実質的な権限付与によって、

教師集団の職務満足・組織風土・モラールが高まるといったポジティブな影響が認められ

ている（ＷａｌｌａｎｄＲｉｎｅｈａｒｔ，１９９８）。しかしながら、その一方で、時間を消費し、教育活動

にあてる時間が減少する、迅速な決定ができない、決定しても実施が困難等のネガティブ

な側面盆も指摘されているのである。また、学校に権限を付与するだけでは組織変革は導
かれないことも既に指摘されている（Ｗｅｉｓｓ ａｎｄＣａｍｂｏｎｅ，１９９４）。組織変革を導くために

は、効果的な変革志向のリーダーシップ（ＷｅｉｓｓａｎｄＣａｍｂｏｎｅ，１９９４）、教育的ピジョンと

専門的協働性（Ｎｅｗｍａｎ，１９９３）が必要条件であるとされている。

ただし、アメリカ及びわが国の自律的学校経営研究においても、校長・教職員を含む学
校評議会（理事会）に対する権限付与、教師集団に対する権限付与は分析対象とされている
が、校長に対する権限付与やエンパワーメントは分析されていない。したがって、校長の

エンパワーメントからリーダーシップ、さらには学校の組織行動に及ぼす経路の具体的な
分析に入る前に、まずはわが国における校長のエンパワ丁メントの現状・実態を把握して
おく必要があるものと考えられる。

そこで、本研究では、第１次調査（全国・小中学校長対象）において、校長のエンパワー
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メントの現状・実態を把握する。その際、校長自身のり←ダーシップ効力感、都道府県レ
ベルでのエンパワーメント水準の差異、整備すべき諸条件との関連性にも配慮する０

そして、第２次調査（近畿地区・小学校長及び教員対象）において、上記①～③の課題を

明らかにする。これは、学校の自主性・自律性の拡大から組織変革に至るプロセスを、校
長のエンパワーメントとリーダーシップの観点から解明しようとするものである。

図１０－１自律的学校経営と校長のリーダーシップに関する分析枠組み

制度的 ・行政的要因　　　　 組織的要因　　　　　 個人的要因

＼ ＿．／く

≡…茫；こ　篭畔シップ
③

郎　 勺改善型

コミュニティーの形成

第１節　第１次調査

（１）校長のエンパワーメントの現状

本節では、第１次調査によって得られたデータをもとに、校長のエンパワーメントの

現状・実態について、校長のリーダーシップ効力感（それは校長のリーダーシップの発揮

に結合する性質のものかどうか）、都道府県レベルでのエンパワーメント水準の差異（それ

は都道府県レベルでの違いが見られるものかどうか）、整備すべき条件（それを拡充するた

めの条件とは何か）との関連を視野に入れつつ検討を行う。

ここで、校長のエンパワーメントとは、「校長職としての責任の自覚のもと、自律的な

意思決定によって、各経営領域に対して関与し影響力を発揮している程度」（註（１）参照）で

あった。校長のエンパワーメントの測定については、校長用の測定道具が未だ開発されて

いないため、教師用の測定道具（Ｍａｒｋｓ ａｎｄＬｏｕｉｓ，１９９９）を参考とした上で、１２項目を新

たに設定した。尺度は、「専ら校長の意向による」「かなり校長の意向による」「ある程度

校長の意向が反映されている」「校長の意向とほとんど関係なし」の４段階である０

表１０・１が、校長のエンパワーメントの現状を示す分析結果である。「かなり校長の意向

による」「専ら校長の意向による」のいずれかを選択している比率に着目した上で、全体

的な回答傾向を見ると、「学級担任の選任（９１．０％）」「主任の選任（９０．７％）」において、もっ

とも高い数値が示されている。「校務分掌組織の編成（８３．２％）」の選択比率も相対的に高い

数値が示されており、組織内の教員配置については、多くの学校において校長がパワーを

保有している様子が示されている。

また、「かなり校長の意向による」「専ら校長の意向による」の選択比率が７０％を越え

る項目として、「教育課程の基本的な考え方（７７．８％）」「保護者と学校との関係の構築

（７２．６％）」「企画委員会の運営や議事（７１．３％）」「職員会議の運営や議事（７０．３％）」をあげる

ことができる。職員会議や企画委員会の運営、ビジョンや方針の反映、保護者等との連携

構築といった組織体制の整備の核となる経営領域については、約７０～７８％の学校におい
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て、校長がパワーを保有している様子が示されている。

表１０－１校長のエンパワーメントの現状

鵜の鮒云ほある表校長の忍言塩㌔（淫ら這の鮒‾≒■・－
とんど関係なし　意向が反映　　　向による　　　　による　　　　　無　回　答

１１．３（１８７）　４７．１（７８３）　３６．９（６１３）．　３．９（６５）　　０．８（１４）

１．３（２２）　１４．８（２４６）　５９．５（９８９）　２３．７（３９４）　　０．７（１１）

＿＿＿１．０（１７）　２７．９（４６４）　５８．０（９６４）　１２．３（２０４）■　■０．８（１３）

０．２（３）－　８．４（１３９）　４７．１（７８３）　４３．９（７２９）　０．５（８）

１．３（２１）　　７．３（１２２）　３９．９（６６３）　　５０．８（８４５）　０．７（１１）

０．９（１５）　２６．２（４３６）　５８．０（９６４）　１３．３（２２１）　１．６（２６）

２．１（３５）　４４．３（７３６）　４７．９（７９６）　　５．２（８７）　０．５（８）

２・１（３５）　４８・６（８０８）　４４・９（７４６）　４・１（６８）　叩（５）

１．１（１８）　　２０．６（３４２）　５８．９（９７９）　１８．９（３１４）　　０．５（９）

＿３．１（５２）　　５０．６（８４１）　４１．６（６９２）　　３．９（６４）　　０．８（１３）

１．０（１７）　２５．９（４３１）　６０．３（１００３）　１２．３（２０５）　０．４（６）

２．０（３４）　３８．３（６３６）　５１．３（８５２）　　８．１（１３４）　０．４（６）

設問項目
１．　交予　の父

２．校務分掌組威の編成

３．職員会議の運営や議事

４．学級担任の選任

５．主任の選任

６．企画委員会の運営や議事

７．校内研修の主題や方向性

８．カリキュラムの編成

９．教育課程の基本的考え方

１０．教員の授業改善の取組み

１１．保護者等と学校との関係の構築

１２．保護者等の教育ニーズの収集

註）ｎ＝１６６２

以下、選択比率は、「保護者等の教育ニーズの収集（５９．４％）」「校内研修の主題や方向性

（５３．１％）」「カリキュラムの編成（４９．０％）」「教員の授業改善の取組み（４５．５％）」「学校予算の

校内配分（４０．８％）」の順となっている。これらの経営領域については、約４０～６０％の学

校において、校長がパワーを保有している様子が示されている。ただし、これらの経営領

域については、教頭・教務主任・研究主任等のリーダー層教員、あるいは事務員・事務主

任への実質的な権限委譲によって、組織効果が高まる（あるいは維持できる）可能性も考え

られるため、一概に選択率の低さを問題状況として指摘することはできない。校長と教職

員集団の間での効果的なパワーバランスの在り方については、第２次調査において明ら

かにする。

（２）校長のリーダーシップ効力感

次に、リーダーシップ効力感（校長がリーダーシップを発揮することによって学校が変

わるとする期待や実感）に着目した上で、どの程度の校長が、こうした効力感を保持でき

ているのか、その現状を明らかにする。

校長のリーダーシップ効力感の検討においては、「校長がリーダーシップを発揮するこ

とで学校は相当変わるという実感をもっている」「校長がどのようにリーダーシップを発

揮すればよいかが明確でない」「校長のリーダーシップを支える条件がまだ整備されてい

ない」「校長がことさらリーダーシップを発揮する必要はない」の４項目のうち、ひとつ

めの項目の選択比率に着目している。

分析の結果、リーダーシップ効力を実感している校長（＝ひとつめの項目を選択した校

長の比率）は、６６．７％であり、回答者の２／３を占めている。これに次いで選択比率が高い項

目は「校長のリーダーシップを支える条件がまだ整備されていない（２５．５％）」であり、こ

れは回答者の約１／４にあたる。この他、少数ではあるが、リーダーシップをどのように発

揮すればよいかが明確でないと困惑している校長（５．７％）、リーダーシップを発揮する必要

はないとする校長（１．４％）も存在する。

（３）都道府県別データの分析
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これまで、校長のエンパワーメント及びリーダーシップ効力感について、全国平均デー

タを用いた分析を実施した。しかしながら、校長のエンパワーメントやリーダーシップ効

力感については各都道府県毎にかなりの相違があること、また、行政実践者にとっての有

用な知識は、全国平均データよりも各都道府県別データから得られる見込みが高いこと等

を考慮する必要がある。そこで、ここでは、校長の回答を都道府県別に整理したデータを

用いた上で、各都道府県における校長のエンパワーメントとリーダーシップ効力感の関係

についての検討を行う。

図１０－２（小学校）及び図１０－３（中学校）は、縦軸にリーダーシップ効力感、横軸に校長のエ

ンパワーメントを配置した分布図である。校長のエンパワーメントとリーダーシップ効力

感の相関係数は、小学校（ｒ＝．３１２，ｐ＝．０３３）、中学校（ｒ＝．４０１，ｐ＝．００５）であった。ただ
し、中学校の場合は、〔３９〕がはずれ値と認められるため、これを除外し分析を行ったと

ころ、相関係数及びｐ値は（ｒ＝．３５８，ｐ＝．０１５）であった。いずれの場合も５％未満で有意
水準を満たしており、校長のエンパワーメントとリーダーシップ効力感の間には、ポジテ

ィブな関係が認められている。これは、校長の自律的な決定によって各経営額域に関与し

影響力を及ぼすことのできる状態を形成することによって、校長自身がリーダーシップの

効力を実感できるようになることを示すものである。校長のパワーの拡大によって、リー

ダーシップが促進される可能性の一端がここに示されたと言える。

図１０－２　校長のエンパワーメントとリーダーシップ効力感の相関関係（小学校）

各都道府県の分布傾向について、小学校（図１０－２）を見ると、〔６〕〔９〕〔２１〕〔４０〕等の

自治体において、校長のパワー水準とリーダーシップ効力感の双方か高い数値を示してい

る。これらの自治体では、各学校において校長を中心とした学校経営を展開している傾向

が強いものと言える。これとは逆に、〔１８〕〔２７〕〔２９〕では、そうした傾向が弱いものと

言える。なお、〔２６〕では、校長のパワー水準が高いものの、リーダーシップ効力感が低

い傾向が、〔１２〕〔２８〕〔３９〕では、校長のパワー水準が低いものの、リーダーシップ効力

感が高い傾向が示されている。

一方、中学校の分布（図１０－３）を見ると、〔１５〕〔４５〕等の自治体において、校長のパワ
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ー水準とリーダーシップ効力感の双方が高い数値を示している。これとは逆に、〔１〕〔２４〕

〔２８〕〔２９〕〔３９〕等では、ともに低い数値を示している。この他、〔２６〕において、小学

校同様、校長のパワー水準が高いものの、リーダーシップ効力感が低い傾向が、〔４４〕に

おいて、校長のパワー水準が低いものの、リーダーシップ効力感が高い傾向が示されてい
る。

図１０－３　校長のエンパワーメントとリーダーシップ効力感の相関関係（中学校）
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（４）リーダーシップを発揮する上で改善すべき条件

それでは、校長は、リーダーシップを発揮する上で、どのような条件の改善を必要と考

えているのか。校長がリーダーシップを発揮する上で改善すべきと思われる１０項目を設

定し、「はとんど必要なし」「あまり必要なし」「かなり必要」「是非必要」の４段階で回
答してもらった。表１０・２が分析結果である。

「是非必要」「かなり必要」をあわせた選択比率に注目すると、「校長裁量予算の増額

（９５．３％）」「人事に関する校長の裁量性の拡大（９４．７％）」の２項目が９０％を越えており、も

つとも高い数値を示している。ここで、改善すべき条件とは、校長によるリーダーシップ

の発揮を阻害している要因としても解釈することが可能であり、教委サイドとしては、数
値の高い項目を優先的に改善すべきであると言えよう。

また、これらに次いで数値の高い項目として、「保護者等との意見交換の充実（８２．５％）」

「（校長・教頭・教務主任等からなる）経営組織基盤の確立（８２．１％）」「経営に関する研修の

充実（８０．７％）」をあげることができる。保護者及び地域社会との意見交換の機会の充実は、

学校組織の努力と工夫によって、ある程度改善することが可能であると言える。ただし、

この点については、保護者及び地域社会とのコンフリクトがリーダーシップの発揮を阻害

しているとする校長の意識を読み取ることもできる。したがって、教委サイドには、地域

社会に対して教育ビジョンを浸透させ、学校に対する協力的な姿勢を形成することが求め

られる。一方、経営組織基盤の確立及び経営に関する研修の充実について、これらは有能

なリーダー層教員の育成と配置をリーダーシップ発揮の条件として意識しているものと解

釈できる。教委サイドには、リーダー層教員の体系的な養成・研修システムの整備が求め
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られていると言えよう。

さらに、「教育課程編成の学校裁量範囲の拡大（７７。０％）」「教委による（校長の）学校経営

の支援強化（７６．７％）」が上記５項目に続く項目群として位置づいている。これは、教委に

対して校長が、裁量拡大を求めつつ、その一方で支援を要請する、いわゆるサポート・ノ

ーコントロールの関与態度を求めているものと解釈できる。

以下、「校長の任用・選考基準の見直し（６１．７％）」「教委の許可・承認事項の削減（６１．４％）」

「校長在校年数の長期化（６０．５％）」の順となっている。これらの項目については、改善が

不必要というわけではなく、全１０項目間での相対的な優先順位が低い項目群として捉え

る必要がある。

表１０－２リーダーシップを発揮する上で改善すべき条件

カテゴリー：％（ｎ）

設問項目
ほとんど　　　　あま　り　　　　かなり　　　　是非必要　　　無回答
必要なし　　　　必要なし　　　　必　要

１．校長在校年数の長期化

２．人事に関する校長の裁量性の拡大

３．校長鼓量予算の増額

４．教育課程編成の学校裁量範囲の拡大

５．教委の許可・承認事項の削減

６．保護者等との意見交換の充実

７．経営に関する研修の充実

８．校長の任用・選考基準の見直し

９．経営組織基盤の確立

１０．教委による学校経営の支援弓釘ヒ

３．２（５４）　　３５．６（５９１）　　４７．７（７９２）　１２．８（２１３）　　０．７（１２）

０．１（２）　　４．５（７５）　　５３．９（８９６）　　４０．８（６７８）　　０．７（１１）

０．０（０）　　３．９（６５）　　４４．５（７３９）　　５０．８（８４５）　　０．８（１３）

０．７（１２）　　２０．９（３４８）　　６２．４（１０３７）　１４．６（２４２）　１．４（２３）

１．４（２３）　　３６．３（６０３）　　５０．６（８４１）　１０．８（１７９）　１．０（１６）

０．５（９）　１６．１（２６７）　　６８．２（１１３４）　１４．３（２３７）　　０．９（１５）

０．４（６）　１８．１（３００）　　６４．６（１０７３）　１６．１（２６７）　１．０（１６）

１．３（２１）　　３６．０（５９９）　　４７．７（７９２）　１４．０（２３３）　１．０（１７）

０．８（１３）　１５．５（２５７）　　６１．６（１０２４）　２０．５（３４０）　　１．７（２８）

１．０（１６）　　２１．４（３５５）　　５５．６（９２４）　　２１．１（３５０）　１．０（１７）

註）ｎ＝１６６２

（５）第１次調査のまとめ

１）校長のエンパワーメントの現状

第１次調査の結果から、校長のエンパワーメントの状況について、校内組織編成や教

職員の配置などで校長の影響力を認める傾向が高く（８０～９０％）、次いで学校の基本的な

意思形成やそのための会議の運営などについて認める傾向が高くなっていること（７０～

８０％）が明らかにされた。これらに対して、カリキュラムの編成や授業改善、研修主題の

決定など具体的な教育活動に密接に関連する事項に関しては相対的にその比率が低くなっ

ていた。教育活動に密接に関連する事項については教職員への権限委譲がなされているこ

とも考えられるから、以上の結果からは、校内組織体制の整備や基本的な学校の意思形成

に関して、校長の影響力行使がなされつつあるようにも見える。

しかしながら他方では、校長が自らのリーダーシップ発揮の条件が整っているわけでは

ないことが調査結果から示されている。リーダーシップ発揮の条件として設定したすべて

の項目で、６０％以上の校長が改善の必要性を認めている。とくに、ほぼすべての校長が「人

事に関する校長の裁量拡大」及び「校長裁量予算の増額」の必要性を認めており、これら

が校長にとって、リーダーシップを制約している主要な要因として認識されていると考え

られる。人事と財政に関する裁量性は、自律的な学校経営の主要な条件であるが、この点

に関する校長の裁量性の欠落をほとんどすべての校長が意識していると言える。

さらに、８０％以上の校長が、学校の経営組織の確立、経営に関する研修の充実を求めて

おり、単に校長の裁量性拡大だけでなく、教頭や主任層等からなる経営組織の確立が未だ
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不十分であること、さらには校長自身の経営に関する知識や技能の向上が意識されている

ことが明らかになった。一方、経営組織の確立を求めていることは、教頭及び主任層を含
めて学校経営を推進していくことの必要性を校長が認識していることを示しているといえ
る。校長のリーダーシップは、単に校長個人のパフォーマンスと発揮されるのではなく、

それを支える人的・組織的基盤に立脚したパフォーマンスとして発現するものとしてとら
え、その改善を図っていくことの必要性を示唆する結果であろう。

以上のように校長の回答からは、リーダーシップ発揮のためには改善すべき条件が数多

く残されているといえる。このことは、校長のリーダーシップ発揮を制約している諸条件
が残置されたまま、校長のリーダーシップへの要請が高まっている現状を示しているとも
考えられる。

２）校長のエンパワーメントとリーダーシップの関係

校長のリーダーシップによって学校が変わるとする期待や実感（リーダーシップ効力感）
を有する校長はおよそ２／３であった。効力感を積極的に否定する回答ははとんど見られな
かった。このことから校長自身、学校を変える主要な要因として校長をとらえているとい

ってよい。ただし、校長のリーダーシップを支える条件が欠落しているとする回答も１／４
見られた。

都道府県単位でのデータをもとにして、校長のリーダーシップ効力感とエンパワーメン
トの相関を検討した結果では、強いとは言えないが有意な相関が認めら、校長のエンパワ
ーメントが、校長のリーダーシップ効力感形成につながる可能性が明らかになった。これ

らのことから一般的な傾向として、校長のエンパワーメントを形成していくことが校長自
身のリーダーシップへの期待や信頼の形成をもたらし、リーダーシップの積極的な行使に
つながる可能性が示唆された。

第２節　第２次調査

第２次調査の目的は、学校の自主性・自律性の拡大を、組織変革に結合させるプロセ
スを、校長のリーダーシップとエンパワーメントの視座から解明することにある。学校の

自主性・自律性を高めるだけでは、組織変革には導かれず、それを達成するためには、効
果的な変革志向のリーダーシップ、教育的ビジョン、専門的協働等が必要条件であること

は、先に言及した通りである。本研究は、個別の必要条件の指摘にとどまらず、学校の自
主性・自律性の拡大から、組織変革に至るまでのプロセスを構造的に解明する。本研究の
こうした目的は、以下の３つの課題の解明を通して具現化される。

（１）研究課題

１）校長のエンパワーメントの規定要因

中教審答申等に示される自律的学校経営方策では、人事や予算に関する学校の裁量権を
拡大することによって、校長の影響力の基盤は拡充されるとの前提に立っている。しかし

ながら、特定の地区内で、等量の裁量権を学校に付与した場合に、それを影響力行使の基

盤に効果的に組み込むことのできる校長と、うまく組み込むことのできない校長が出現す
ることは容易に予測できよう。学校裁量の拡大は、影響力行使の基盤を拡充するための一

要因であり、この他にも、教育委員会等による行政的支援、学校組織内でのリーダー層教
員の支援（組織的要因）、校長自身のキャリアや人的ネットワーク（個人的要因）等の諸要因
によって、校長の影響力行使の基盤、すなわち、エンパワーメントは規定されるものと仮
定できる。

このように、校長のエンパワーメントが、学校裁量の拡大や行政的支援等の制度的・行

政的要因、リーダー層教員等の支援に代表される組織的要因、校長の属性等の個人的要因
によって複合的に規定されるとするモデル（図１０－１参照）に立脚した場合、次の研究課題
を提示することができる。すなわち、影響力行使の基盤を規定するものと予測されるこれ
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らの諸要因を説明変数としてコントロールした場合、学校裁量の拡大（たとえば、人事権・

予算編成権・教育課程編成権等）は、影響力行使の基盤増大（エン′叩－メント）を有意に
説明するかどうかの検証である。

２）校長・教師のエンパワーメントと校長のリーダーシップの関係

校長のエンパワーメントの次元構成については、第１次調査同様、学校経営・教育実

践・連携構築の３つの観点から測定項目を設定している０ここでは、校長のエン／叩－

メントからリーダーシップへの変換過程の解明をねらいとしているが、この点に直接言及

した先行研究は、管見の限り皆無である０そして、変換過程において、重要な影響を及ぼ

す要因として教師のエンパワーメントをあげることができる０ここでは、第２の課題と

して、校長のエンパワーメントが、教師のエンパワーメントとの相互作用（パワーバラン

ス）の中で、どのようにしてリーダーシップに変換されていくのかを明らかにする。
３）校長のリーダーシップと自律的改善型コミュニティーの関係

本研究では、「自律的改善型コミュニティー」をリーダーシップの成果変数として設定

する０この概念は、先行研究における「専門的コミュニティーｂｒｏｆｅｓ由ｏｎａｌｃｏｍｍｕｎｉｔｙ）」患

の概念を、わが国の自律的学校経営論を踏まえて、再構築したものである。専門的コミュ

ニティーとは、教師間の相互作用の頻度が高く、教師の行為は共有化された教授・学習の

実践と改善に焦点化された規範によって統治されている学校を説明する概念（的もｅｔ．ａｌ．，
１９９９）である０この概念は、教師間の教育実践と生徒の学習についての省察的対話、教師

が他者の実践を観察するなど授業実践を公開し、共同での問題解決、教師間の協働等によ

って構成されている。一方、自律的改善型コミュニティーとは、相互支援や省察的コミュ

ニケーションによる教師間の相互作用の頻度が高く、教育目標・使命感・授業改善意識を

共有し、自発的変革の志向性が強く、保護者・地域社会等との有機的連携関係が構築され

ている組織状況を示す概念である０専門的コミュニティーとの最大の違いは、保護者・地

域社会との連携構築に着目した、開かれたコミュニティーを基盤としている点である。

専門的コミュニティーの形成に対しては、校長のリーダーシップ（Ｂｒｙｋ，ｅｔ．ａｌ．，１９９９）及

び支援（Ｌｏｕｉｓ，ｅｔ・ａｌ・，１９９６）、教師のエンパワーメント（Ｂｒｙｋ，ｅｔ・ａｌ・，１９９９；Ｌｏｕｉｓ，ｅｔ．ａｌ．，

１９９６）等がポジティブな影響を及ぼすことが既に明らかにされている。こうした先行研究

の結果を踏まえ、本研究では、教師のエンパワーメントの影響力をコントロールした上で、

自律的改善型コミュニティーに対する校長のリーダーシップ独自の影響力を分析する。

（２）調査の手続きと内容
１）調査手続き

調査は、平成１４（２００２）年１１月から１２月にかけて実施された。近畿地区より無作為に

抽出された１３７５校に対して、調査協力依頼を行った上で了承が得られた１３６校に対して、

校長用の質問紙１通及び教諭用の質問紙６通の計７通を送付した。調査票は、校長を通
して配布・回収された０校長用調査票１０７通、教諭用調査票５６３通が回収された。

回答者である校長の属性平均は、年齢５６・２０歳、校長職経験年数４．８９年、勤務校在校

年数２・２５年、男女比率は男性８８・８％・女性１１・２％であった０また、学級数の平均は１２．８４

学級であった０一方、教諭の属性平均は、年齢４３・１６歳、教職経験年数２０．０９年、勤務校
在校年数４・１７年、男女比率は男性３９．４％・女性６０．６％であった。

なお、分析に際しては、１校あたり教諭４名以上の回答があり、なおかつ校長の回答も
得られている９８校を対象としている。
２）調査内容

本研究では、校長のエンパワーメントの規定要因について、制度的・行政的要因として

「学校裁量の拡大状軌と「行政的支援」を、組織的要因として「リーダー層教員の支援」

「校長会の支援」「学校規模」を、また、個人的要因として「校長経験年数」「公立学校

外勤務経験の有無」「性別」「勤務校在校年数」を設定している０これらの項目と「校長

ー１０８－



のエンパワーメント」については、校長対象調査において質問している。また、「教師の

エンパワーメント」「校長のリーダーシップ」「自律的改善型コミュニティー」について

は、教諭対象調査において質問している。

①学校裁量の拡大状況：学校裁量の拡大状況の測定については、平成１３年度小・中学

校長対象調査（河野，飽０ぉの－Ｑ４の項目を参考として、次の７項目を作成した０すなわち、

「教育課程の編成（Ｍ＝３．５４，ＳＤ＝．７９）」「学校の組織編成や校内人事（校務分掌・学級編

成・主任の選任）（Ｍ＝３．３０，ＳＤ＝．６６）」「教材の取り扱い（教科書の採択・補助教材の選定

等）（Ｍ＝３．２４，ＳＤ＝．７０）」「児童の取り扱い（就学事務・懲戒・学校の教育措置等）（Ｍ＝

３．１９，ＳＤ＝．引軌「教職員の人事異動（Ｍ＝２．９６，ＳＤ＝．５２）」「学校予算の編成と執行（Ｍ＝

２．７１，ＳＤ＝．７５）」「教職員の服務や研修（Ｍ＝２．５０，ＳＤ＝・８８）」である。

②行政的支援：行政的支援については、教育委員会による助言・アドバイス・理解・意
向の反映等に焦点をあてた上で、新たに測定項目を設定した（５項目）。すなわち、「本校が
抱える教育課題について明確に把握しており、学校の現状について理解を示している」「明

確な教育ピジョンを有しており、それを地域社会に対して発信している」「ヒヤリングで
要求した内容が、実際の人事配置に反映されている」「教育課程の編成にあたり、必要に
応じて助言・アドバイスを与えてくれる」「ヒヤリングでの予算要求が、次年度の予算配

分に反映されている」である。
分析に際しては、モデルの複雑さを緩和するために、行政的支援をひとつの構成概念と

して扱うこととする。構造的妥当性を検証するために、上記の５個の観測変数について

確証的因子分析を実施した結果は（Ⅹ２／ｄｆ＝５．３５，Ｐ＝．０１，ＧＦＩ＝．９３，ＡＧＦＩ＝．７８，ＲＭＲ＝

．０５，ＭＳＥＡ＝．１６）であり、これはあてはまりがよいとは言えない（田部井，２００１）。そこで、

固有値がもっとも低かった変数（教育ビジョンの地域への発信）を除去し、４個の観測変数

について確証的因子分析を実施した。結果は（Ⅹ２／ｄｆ＝１．１１，Ｐ＝．３４，ＧＦＩ＝・９９，ＡＧＦＩ＝

．９４，ＲＭＲ＝．０２，ＲＭＳＥＡ＝．０４）であり、これはあてはまりが良いと言える０以上の結果

を踏まえて、教育ビジョンの地域への発信を除く４項目から「行政的支援（Ｍ＝３．０９，ＳＤ

＝．５７，α＝．６４）」を設定することとした忠。

③リーダー層教員の支援：リーダー層教員の支援状況を測定するために次の３項目を
設定した。すなわち、「主任層教員を通して、学校経営に関する校長の考え方が校内に浸
透するような組織体制となっている」「教務主任までが、学校の経営層として位置づけら

れ、機能している」「主任層教員（教務主任や学年主任レベル）から、学校経営の改善に関
する建設的な提案が出される」である。

リーダー層教員の支援についても、分析においてこれをひとつの構成概念として扱うこ

ととする。確証的因子分析の結果は（Ⅹ２／ｄｆ＝３．７０，Ｐ＝．０５，ＧＦＩ＝．９８，ＡＧＦＩ＝・８５，ＲＭＲ

＝．０９，ＲＭＳＥＡ＝．１７）であり、あてはまりが悪いとまでは言えない０本結果を踏まえて、

上記３項目から「リーダー層教員の支援（Ｍ＝３．１９，ＳＤ＝．９６，α＝．８９）」を設定すること

とした。

④校長会の支援‥校長会の支援について４項目を新たに設定した。すなわち、「校長間

での相談・相互支援関係が構築されている」「各校の校長が抱える教育問題や経営上の問

題を、協力して解決していこうとする雰囲気がある」「学校経営の理論や実践についての

研修の機会が充実している」「新人校長に対して、ベテラン校長や経営力量の高い校長に

よる指導が実施されている」である。

校長会の支援についても、分析においてこれをひとつの構成概念として扱うこととする０

確証的因子分析の結果は（Ⅹ２／ｄｆ＝０．３３，Ｐ＝．７２，ＧＦＩ＝．９９，ＡＧＦＩ＝・９８，ＲＭＲ＝・０１，

ＲＭＳＥＡ＝．００）であり、あてはまりは非常によい。この結果を踏まえて、上記４項目から

「校長会の支援（Ｍ＝３．２４，ＳＤ＝．６１，ｑ＝．７８）」を設定することとした。

⑤学校規模：組織的要因として「校長会の支援」「リーダー層教員の支援」に加えて、

「学校規模（Ｍ＝１２．８４，ＳＤ＝６．８８）」を設定している。これは学級数によって測定されて
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いる。

⑥個人的要因‥個人的要因としては、「校長経験年数（Ｍ＝４．８９，ＳＤ三２．５９）」「勤務校

在校年数（Ｍ＝２．２５，ＳＤ＝１．３５）」を、また、ダミー変数として、「公立学校外勤務経験の

有無（有＝１，無＝０，Ｍ＝．６１，ＳＤ＝．４９）」患「性別（女性＝１，男性＝０，Ｍ＝．１１，ＳＤ＝．３幻」
を設定している。

⑦校長のエンパワーメント：校長のエンパワーメントの測定においては、Ｍａｒｋｓと

ｂｕｉｓ（１９９９）の教師用の測定項目を参考として、１６項目を新たに開発した。因子分析を実

施したところ、４因子が抽出された（資料１０－１参照）。

第１因子は、「授業方法や教材の選択」「学級目標の決定」「分掌業務の方針や活動内容

の決定」「総合的な学習の時間のねらいや方針の決定」「教員の人事異動の決定」から構

成されている。しかしながら、「分掌業務の方針や活動内容の決定」は第２因子との意味

的関連が強いものと判断し、第１因子のグループから除外した。また、「教員の人事異動

の決定」についても、意味的関連性に配慮し、これを第３因子のグループに含めること

とした。結局、校長のエンパワーメントの第１次元は、「授業方法や教材の選択」「学級

目標の決定」「総合的な学習の時間のねらいや方針の決定」といった、クラスレベルでの

目標・カリキュラム・授業方法・教材の決定への意向の反映を示しており、これを「教育

実践領域（Ｍ＝３．２４，ＳＤ＝．７２，α＝．８２）」と呼ぶこととする。

第２因子は、「校内研修計画の決定」「学校の教育（重点）目標の決定」「年間行事計画の
決定」「教育課程の編成」「学校予算配分の決定」から構成されている。しかしながら、

第２次元は、既述したように、これに「分掌業務の方針や活動内容の決定」を加えた６

項目において構成することとする。この次元は、教育目標・校内研修・年間行事・教育課
程・学校予算・分掌業務の決定といった、教育活動計画の決定に関するものから構成され

ており、これを「教育計画領域（Ｍ＝３．９３，ＳＤ＝．５０，α＝．８３）」と呼ぶこととする。

第３因子は、「主任の決定」「分掌組織の決定」「学級担任配置の決定」から構成されて

いる。校長のエンパワーメントの第３次元は、既述したように、これに「教員の人事異

動の決定」を加えた計４項目によって構成する。これら４項目は、いずれも人事の配置

や異動の決定に関するものであり、これを「人事配置嶺域（Ｍ＝４．０１，ＳＤ＝．７２，α＝．７５）」
と呼ぶこととする。

第４因子は、「学校・保護者・地域住民による連携的活動の進め方についての決定」「保

護者や地域住民に発信・開示する情報の決定」「地域の人材のなかで誰に協力してもらう

かの決定」といった、保護者・地域社会との連携構築の方法の決定に関する項目から構成

されており、これを「連携構築領域（Ｍ＝３．９１，ＳＤ＝．５４，ｑ＝．７３）」と呼ぶこととする。

⑧教師のエンパワーメント：教師のエンパワーメントの測定においては、校長と同様の

４次元１６項目を用意した。記述統計及び信頼性検定の結果は、「教育実践領域（３項目，Ｍ

＝４・４３，ＳＤ＝・３５，ｑ＝．６９）」「教育計画額域（６項目，Ｍ＝３．７６，ＳＤ＝．４０，α＝．８８）」「人事

配置領域（４項目，Ｍ＝３．４３，ＳＤ＝．４５，α＝．７０）」「連携構築領域（３項目，Ｍ＝３．８５，ＳＤ＝

．３８，α＝．８５）」であった。

⑨校長のリーダーシップ：本研究では、目標変革・技術変革・組織変革のリーダーシッ

プの３次元モデルの観点から９項目を作成した。因子分析を実施したところ、資料１０－２
に示す結果が得られた。

第１因子は、「校長は、教育目標を具現化するための手順や手続きを明確化している」

等の５項目から構成されており、ビジョンの設定から授業実践までの教育目標具現化の

プロセスの変革に関わるものであり、したがって、これを「目標一枝術変革型リーダーシ

ップ（Ｍ＝３．４６，ＳＤ＝．５１，α＝．９３）」と呼ぶこととする。

第２因子は、「本校では、会議や分掌の見直しや運営の工夫を行い、教師が教育活動に

できるだけ専念できるようにしている」等の４項目から構成されており、授業経営に集
中できる組織体制・組織環境の整備や、組織レベルでの研究・研究活動の推進を示すもの
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りであり、これを「組織変革型リーダーシップ（Ｍ＝３．２６，ＳＤ＝．３９，α＝．７６）」と呼ぶこ
ととする。

⑩自律的改善型コミュニティー：既述の定義と枠組みにしたがい、２７項目を新たに作
成した。因子分析の結果、次の５因子が抽出された（資料１０・３参照）。

第１因子は、「誰かが失敗した場合、それをカバーしようとする雰囲気がある」等の６

項目から構成されており、各教師がお互いを仲間として認め合い、心理的状況や個性・特

性について、集団レベルで相互に配慮・尊重し合っている様子を示しており、したがって、

これを「集団的配慮（Ｍ＝３．８１，ＳＤ＝．４２，α＝．９４）」と呼ぶこととする。

第２因子は、「教科の指導内容やその構成・順序などについて、教師が自由に考え実践
できる余地が少ない」等の９項目から構成されており、学校内の他の教師の実践への不

介入、教師間における低水準への同調圧力、教育課程に関する抑圧意識等、教師相互が組
織・技術変革への抑止力として機能している様子を示している。したがって、これを「集
団抑止性（Ｍ＝２．６９，ＳＤ＝．３４，α＝．８７）」と呼ぶこととする。

第３因子は、「授業実践を見直し、意欲的に改善しようとする教師が多い」等の５項目
から構成されており、教育目標やめざすべき教師像・児童像の共通理解と達成への熱意、

授業改善への熱意や研修意識の高さを示している。したがって、これを「集団的インスピ
レーション（Ｍ＝３．５２，ＳＤ＝．４２，α＝．９１）」と呼ぶこととする。

第４因子は、「他の教員の授業を気軽に参観することができる」等の４項目から構成さ

れており、各教師が保有する知識・技術の共有化、教師相互の省察的対話の充実化の様子

を示すものと言える０したがって、これを「知識の共有と省察（Ｍ＝３．２７，ＳＤ＝．４５，ｑ＝
．８４）」と呼ぶこととする。

第５因子は、「本校は、保護者や地域の人々に対して学校通信や学級通信等を積極的に

活用して情報を分かりやすく伝えようとしている」等の３項目から構成されており、学

校が保護者・地域社会に対して説明責任を遂行し、信頼関係が構築され、協働的実践が促

進されている様子を示している。したがって、これを「パートナーシップ（Ｍ＝３．４６，ＳＤ
＝．２９，α＝．６８）」と呼ぶこととする。

なお、本研究において使用する３０変数の相関マトリクスは、表１０－３に示す通りであ
る。

－１１１－



表１０－３　分析に使用する変数の相関マトリクス

１　２　　３　４　　５　　６　　７　　８　　９　１０　１１１２　１３　１４　１５　１６　１７　１８　１９　２０　２１　２２　　２３　２４　２５　２６　　２７　２８　２９　３０

－
　
〓
Ｎ
－

１．教育課程の編成

２．教材の取り扱い

３．校内人事

４．児童の取り扱い

５．教職員の人事異動

６．教職員の服務・研修

７．学校予算の編成と執行

８．行政的支援

９．リーダー層教員の支援

１０．校長会の支援

１１．学校規模

１２．校長経験年数

１３．勤務校在校年数

１４．公立学校外勤務経験

１５．性別

１６．教育活動計画領域（校長）

１７．人事配置飯域（校長）

１８．クラス経営領域（校長）

１９．連携構築領域（校長）

２０．教育活動計画額域（教師）

２１．人事配置領域（教師）

２２．クラス経営観域（教師）

２３．連携構築飯域（教師）

２４．目標一技術変革型リーダーシげ

２５．組織変革型リサ．シげ

２６．集団的配慮

．４０

．４９　．３５

．２７　．４１．１７

．０３　．０２　．２２　．１９

．２６－．０１．１３　．１３　．１５

．０５－．０１－．０３　．１７　．３７　．３７

－．０６　．０６　．２４　．１０　．３３　．１６　．０９

－．０５一．１７　．２３－．１１．１３　．０６　．０４　．３３

．０１－．０２．２２．２４　こ２８．１９．１５．３３．２８

－．０２　．０７　．０６　．０７　．０３－．１５　．１１．０３　．０５－．０２

‾．１４－．１５　．０２－．０７　．１０－．１４　．１５　．０１．１８　．２１－．０２

‾．０２－．０２　．１２－．０１．０６－．１４　．０９　．１１．１４－．０５　，０３　．２５

．２１．０５　．０９　．０４　．００　．０２－．０４　．０２　．１６－．０６　．０９　．０１．０７

，００　．２３　．０４　．００－．１０　．０２－．１２－．０１．０２　．０８－．０３－．１５－．１４－．１２

．２４　．０７　．１８　．１５　．１２　．１０－．０２　．１９　．１８　．２６－．２３　．１２　．１１．００　．１１

．２２　．０５　．１１．１５　．０７　．１４－．１１．１５　．２７　．１１－．０３一．０７－．０４．０６　．１０　．５４

．１０　．０５　．２２　．２０　．２２　．０５－．０３　．３１．１２　．３８－．０７　．１３　．０１．０３　．０８　．６１．４９

・１９・０３．２５．０６．０１．０６－．０６．１９．２２．２４一．０９．１１．１０．０３．１４．４７、２７．５１

．１０　．０１．０５一，０３－．０４－．２１－．１７－．１５－．１０－．０８－．０８　．１０－．１９　．０８　．０１－．０４－．１０－．０１－．０３

．１０　．００．１９．０４，００－．１０一．０２－．０６－．０２　．０４－．１４．１５－．１４．０１－．０４－．０９－．２１－．０４－．０７　．７０

．１１．０２．０８．０９一．０６－．０８－．０７－．１３－．０５－．０５－．０５－．０３－．２４．０６－．０２－．１２－．０６－，１８－．１６．５８．４２

．０６－．０１．１１－．０９－．０１－．０３－．１３－．０５．０７－．０２－．０７－．０９－．２０．１１一．０５．０４．１０．０７－．１２．６５．５３．５７

．０８－．０９．２０－．１２．０６－．１６－．０３－．０６．２２．０５－．１２．１８．０３．０４．００．１９．０８．１０．１０．６０．４０．３８．５６

．１８－．０９．１７－．１１．１１．０３－．１０－．０１．２２．１２一．２１．０５－．１３．１４－．０４．１２．１０．１３．１９．６１．５５．３８．５９．６６

．０４－．０９．１１－．０７．０８－．０９－．０５－．０１．１５．１５－．１８．１１－．１４．００－．０７．０２．００．１１．１０．６０．４９．４４．５８．５４．６７

２７．集団的抑止性　　　　　　－．１６．０７－．２２－．１０－．１３－．０３．０５－．１７－．１６－．１８．２７－．０７．１３－．１０．１７－．１６－．１３－．１９－．１４－．５０一，５２－．３９－．４８－．４８－．５９－．４８

２８．集団的インスビレうヨン　　　　．０１－．１３．０９－．０８．０６－．０９－，１４．０３．１３．１２－．２４．０５－．１１．０４－．０１．１３．１２．２２．０８．６５．４７．３７．５７．６５，６９．７９－．５６

２９．知識の共有と省察　　　　－．０４．０２．１３．０１．０４－．１１－．２６．１７．２７．１５．０５．０６－．１２．０７－．０４．１１．２１．２４．０９．５２．３０．２９．５４．５６．６２．６３－．５１．７２

３０ノてぃトナーシップ　　　　．０８－．０４．０６－．０４．１１．０３－．０５．１７．１５．１１－．３４．胴－．０９．０１－．０６．２３．１１．２１．２０．４５．３７．３５．５０．５０．６７．４９－．５０．５４．４５

註１）ｎ＝９８，数値はｐｅａｒｓｏｎの相関係数．

註２）相関係数．２６以上について，ｐく０１，相関係数．２０以上について，ｐく０５．



（３）分析結果

１）校長のエンパワーメントの規定要因

学校裁量の拡大が、校長のエンパワーメントに対してポジティブな影響を及ぼすかどう

かを検証するために、表１０・４に示す分析を実施した。制度的・行政的要因を説明変数、

校長のエンパワーメントを被説明変数とした場合の決定係数（Ｒ２）は、「教育計画領域（．１１）」

「人事配置額域（・１１）」「教育実践嶺域（．１０）」「連携構築領域（．０８）」であり、これは、決し

て高い数値とは言えない。校長のエンパワーメントは、学校裁量の拡大によって直接的に
増大するものではないようである。

表１０－４　校長のエンパワーメントの規定要因

、常道空鈍耕一－
Ｓｔｅｐｌ：個人的要因

校長経験年数

勤務校在校年数

公立学校外勤務経験

性別

Ｓｔｅｐ２：組織的要因

校長会の支援

リータし一層教員の支援

学校規模

Ｓｔｅｐ３：制度的・行政的要因

教育課程の編成

教材の取り扱い

校内人事

児童の取り扱い

教職員の人事異動

教職員の服務・研修

学校予算の編成と執行

行政的支援
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．０３ ．０３ ．０３ ．０４

甜ｎ＝９８．☆ｐ＜．０５，柚ｐく０１．

２）校長・教師のエンパワーメントと校長のリーダーシップの関係

校長のパワーと教師のパワーが、校長のリーダーシップの発揮に対してそれぞれどの程

度の影響を及ぼしているかを明らかにするため、表１０－５に示す分析を実施した。目標一

技術変革型リーダーシップの決定係数は、校長のエンパワーメント（．０２）に対して、教師

のエンパワーメント（．４１）であり、組織変革型リーダーシップの決定係数は、校長のエン

パワーメント（．０４）に対して、教師のエンパワーメント（．４０）であった。これは、校長のリ

ーダーシップが、教師のパワー水準が十分に高い状態において、発揮されるものであるこ

とを示している。教師のパワーを剥奪したところでの校長のリーダーシップの発揮という
ものは考えにくいということである。

しかしながら、校長のリーダーシップを促進するために、教師のパワーだけを向上させ

ればよいという訳ではない。表１０・６は、校長のエンパワーメントと教師のエンパワーメ

ントを中央値で操作し、各エンパワーメント領域毎に①校長低群一教師低群、②校長低群

一教師高群、③校長高群一教師高群、④校長高群一教師高群の４グループを編成し、校

長のリーダーシップ得点を比較したものである。いずれの組み合わせにおいても、④校長

高群一教師高群のグループが、最も高い得点を示している。すなわち、校長と教師の双方

がパワーを保有している状態において、校長のリーダーシップは最も促進されるわけであ
る。
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表１０－５　校長・教師のエンパワーメントとリーダーシップの関係

目標一技術変革型　　　　　　　　組織変革型

６　　　Ｒ２変化量　　　　　　６　　　Ｒ２変化量

Ｓｔｅｐｌ：個人的要因

校長経験年数

勤務校在校年数

公立学校外勤務経験

性別

Ｓｔｅｐ２：組織的要因

校長会の支援

リーダー層教員の支援

学校規模

Ｓｔｅｐ３：校長のエンパワーメント

教育活動計画飯蝿

人事配置領域（校長）

クラス経営領域校長）

連携構築領域（校長〉

Ｓｔｅｐ４：教師のエンパワーメント

教育活動計画額域（教巨和

人事配置働蝋教印

クラス経営観域（教紺

連携構築領域（教紬
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．２４☆☆
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．２０

－．０３

．２８☆

．０４

．１０☆

．０４

．４０☆☆

Ｒ２合計　　　　　　　　　　　　　　　　．５２　　　　　　　　　　　　．５９

註）ｎ＝９８．☆ｐ＜．０５，☆☆ｐく０１．

表１０－６　校長と教師のパワーバランスがリーダーシップに及ぼす効果

目標一技術変革型リーダーシップ　　　　　　　　　組織変革型リーダーシップ

カテゴリー１件数）　平均値　ＳＤ　　下位検定の結果（平均値の差）　平均値　ＳＤ　　下位検定の結果（平均値の差）

【教育活動計画領域】 １　　　　２　　　　　３

１．校長低群一教師低群（２１）３．１１．４８

２．校長低群一教師高群（２７）３．６６．４５　．５５☆☆

３．校長高群一教師低群（２８）３．３１．４２　．１９　　．３６☆

４．校長高群一教師高群（２２）３．７５．４５　．６４柚　．０９　　．４５☆☆

Ｆ（３／９４）＝１０．２２　ｐ＝．０００

【人事配置簡刻

１．校長低群一教師低群（２０）３．２６

２．校長低群一教師高群（３０）３．４９

３．校長高群一教師低群（３０）３．３９

４．校長高群一教師高群（１８）３．７６

【クラス経営観刻

１．校長低群一教師低群（１８）３．２０

２．校長低群一教師高群（２３）３．５８

３．．校長高群一教師低群（３０）３．３２

４．校長高群一教師高群（２７）３．６９

【連携構築領域】

１．校長低群一教師低群（１９）３．２３

２．校長低群一教師高群（１７）３．５７

３．校長高群一教師低群（３７）３．２７

４．校長高群一教師高群（２５）３．８５

１　　　　２　　　　　３

．５５

．４２　　．２３

．５２　　．１３　　　．１０

．４７　　．５０☆　　．２７　　　．３７

Ｆ（３／９４）＝３．５９　ｐ＝．０１７

１　　　　　２　　　　　３

．５１

．５０　　．３８

．４５　　．１１　　．２７

．４６　．４９☆☆　．１１　　．３８☆

Ｆ（３／９４）＝５．２７　ｐ＝．００２

１　　　　２　　　　　３

．５０

．３５　　．３４

．４９　　．０５　　　．３０

．４０　．６２柚　．２８　　．５８☆☆

Ｆ（３／９４）＝１０．５１　ｐ＝．０００

註）ｎ＝９８．☆ｐ＜．０５，☆☆ｐく０１．

１　　　　　２

３．０３　．３７

３．４２　．３９　　．３９☆☆

３．１３　．２８　　．１１　　　．２９☆

３．４３　．３６　　．４０☆☆　　．０１

Ｆ（３／９４）＝７．９４　ｐ＝．０００

１　　　　　２

３．００　．３８

３．３５　．３７　　．３５☆☆

３．１７　．２８　　．１７　　　．１８

３．５３　．３７　　．５３☆☆　　．１９

Ｆ（３／９４）＝８．８５　ｐ＝．０００

１　　　　　２

３．０６　．４１

３．３６　．３８　　．３０

３．１４　．３６　　．０８　　　．２２

３．４３　．３０　　．３７☆☆　　．０７

Ｆ（３／９４）＝５．５４　ｐ＝．００２

１　　　　　２

２．９２　．２４

３．４６　．３９　　．５４☆☆

３．１６　．３３　　．２４　　　．３０☆

３．５１．３０　　．５９☆☆　　．０５

Ｆ（３／９４）＝１５．５３ｐ＝．００ｑ

．３５☆☆
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３）校長のリーダーシップと自律的改善型コミュニティーの関係

自律的改善型コミュニティーの形成に対する校長のリーダーシップの影響を解明するた

めに、表１０・７に示す分析を実施した０自律的改善型コミュニティーは、教師のエンパワ

ーメントによって最も強く規定されており、決定係数は「集団的配慮（．４２）」「集団的抑止

性（・３７）」「集団的インスピレーション（・４５）」「知識の共有と省察し３４）」「′トトナーシップ

（・３０）」となっている０校長のり一ダーシップによってもある程度規定されており、決定

係数は「集団的配慮（・１０）」「集団的抑止性（・０５）」「集団的インスビレション（．１３）」「知識

の共有と省察（・１１）」「パートナーシップ（・１４）」となっている０なお、校長のエンパワーメ
ントによる直接的効果は乏しいようである（決定係数．０２～．０８）。

教師のエンパワーメントは、校長のリーダーシップを促進させるだけでなく、自律的改

善型コミュニティーの形成に対しても強い影響を及ぼしており、今後、わが国が自律的学

校経営を展開していく上での最も重要な要因であると指摘できる。また、校長のリーダー

シップについても、決定係数・０５～・１４の範囲であるが、第２層から第３層への決定係数

変化量も有意水準を満たしており、自律的学校経営の展開において、これも重要な要因で
あることが本研究を通して検証されたものと言える。

表１０－７　自律的改善型コミュニティーの規定要因

集団的配慮 集団的抑止性 集団的インスビレうヨン 知識の共有と省察

６　Ｒ２変化量　　Ｂ Ｒ２変化量

Ｓｔｅｐｌ：校長のエンげワーメント

教育活動計画領喋校良

人事配置領域校長）

クラス経営領域（校長）

連携構築領域（校鼻

Ｓｔｅｐ２：教師のエン）ｌＯヮ－メント

教育活動計画額域（教師）

人事配置轍教師

クラス経営嶺域（教柵

連携構築領域（教師

Ｓｔｅｐ３：校長のリザうげ

目標一技術変革型

組織変革型

１

　

４

　

３

　

４

１

　

０

　

１

　

０

一

．

一

９

　

１

　

３

　

４

１

　

０

　

１

　

０

．０２

☆★２４

☆☆０１

８　Ｒ２変化量

。０４

－．０２

－．１０

－．１０

－．０４

☆

２

　

０

　

６

　

２

０

　

３

　

１

　

０

．

一

．

「

一

謝ｎ＝９８・☆ｐ＜・０５，☆☆ｐく０１．

．０５

パートナーシップ

６　Ｒ２変化量　　６　Ｒ２変化量

．０８

‾．０６　　　　　　　－．１５

．０４　　　　　　．１２

．２１☆　　　　　　．２１☆

－．１０　　　　　　－．０８

３７☆☆　　　　　．４５柚　　　　　．３４☆☆

．０５☆

．３１☆☆　　　　　．２９☆

－．０５　　　　　　　－．２２

－．０１　　　　　　－．０７

．０２　　　　　　．１６

．１３☆☆　　　　　　．１１☆☆

．２４☆　　　　　　．１６

．３６☆☆　　　　　．３８☆☆

４

　

９

　

９

　

４

１

　

０

　

０

　

０

．
一

．０７

★☆０３

☆☆４１

☆

０

１

０

５

１

２

１

４

　

０

３

紆

一

．

一

（４）考察

第２次調査の具体的な課題は、まず第１に学校裁量の拡大が、校長の影響力行使の基

盤（エンパワーメント）の増大を有意に説明するかどうかの検証、第２に校長のエンパワー

メントが教師のエンパワーメントとの相互作用の中で、どのようにしてリーダーシップに

変換されていくのかの解明、第３に教師のエンパワーメントの影響力を統制した上での、

自律的改善型コミュニティーに対する校長のリーダーシップ独自の影響力の分析の３点
であった。

第１の課題については、校長のエンパワーメントに対する、制度的・行政的要因（人事・

予算・教育課程編成等の学校裁量の拡大及び行政的支援）による直接的効果はそれほど強

くない（決定係数＝・０８～・１１）ことが示された０これは、組織的要因（校長会の支援・リーダ
ー層教員の支援・学校規模）の決定係数（・０７～・１４）よりも低い数値であった。
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それでは、教育委員会が人事・予算・教育課程編成等の裁量を学校に付与することは、

校長の影響力行使の基盤の形成に結合しないのであろうか。我々は、当初から、制度的・

行政的要因と組織的要因とが無相関の関係にあると仮定し、校長のエンパワーメントに影

響を及ぼすとするモデルを設定してきた（図１０－１参照）０しかしながら、分析結果を踏ま

えると、下記に示すように、制度的・行政的要因が、組織的要因を媒介することによって、

間接的に校長のエンパワーメントの形成に寄与しているとするモデルの方が妥当であると
言える。

制度的・行政的要因が、組織的要因を媒介して、校長のエンパワーメントに作用するこ

とを検証するためには、次の３つのテストをクリアする必要がある（Ｓａｋｓ ａｎｄＡｓｈｆｏれｈ，
１９９７）。すなわち、①制度的・行政的要因（独立変数）と組織的要因（媒介変数）との間に関連

性があること、②制度的・行政的要因（独立変数）と組織的要因（媒介変数）は、校長のエン

パワーメント（従属変数）との間に関連性があること、③校長のエンパワーメント（従属変

数）がすべての変数（独立変数と媒介変数）に回帰される場合に、組織的要因（媒介変数）と校

長のエンパワーメント（従属変数）との間に関連性があることである。テスト①及び②につ

いては表１０－３の相関マトリクスを、テスト③については表１０－４の重回帰分析の結果を見

ると、これら３つの条件はおおむね満たされている患０したがって、制度的・行政的要因
と校長のエンパワーメントは、組織的要因に媒介されていることが分かる。

これは、具体的には、第１に、教職員人事等に関する裁量権の拡大によって、校長を

支援し得るリーダー層教員の配置が容易となり、校長のパワーの基盤が拡充されることを

示す０第２に、学校裁量の拡大という状況変化に対しては、校長個人で対処するよりも、

校長会集団で対処することによって、結果的に校長個々のパワーが拡充されるとするプロ

セスが存在していることを示す０校長会の中に、形式的な権限委譲事項を、実質的な影響

力の基盤へと変換する機能、あるいは取得したパワーの使い方（行使の方法）等の学習機能

等が内包されているものと考えられる０これらは校長会レベルでの協働システムの程度、
教育長のリーダーシップの程度等によって左右されるものと推察できる。

次に、第２の課題については、個人的要因・組織的要因・校長のエンパワーメント・

教師のエンパワーメントの４層のうち、教師のエンパワーメントが、校長のリーダーシ

ップに対して最も強い影響を及ぼしていることが明らかにされた。我々のモデルでは、校

長のエンパワーメントによるリーダーシップへの直接的効果が仮定されていたが、これと
は大きく異なる腐果が示されたと言ってよい０校長のエンパワーメントと校長のリーダー

シップとの間には、相関関係さえも認められていないのである。それでは、校長のエンパ

ワーメントと校長のリーダーシップとの関係はどのように説明されるのであろうか。

説明のための視座は次の２点である０ひとつは、校長の獲得した／叩－は、学校組織

において、適宜、教師集団にも配分され校長と教師集団間のパワーバランスの上に、校

長のリーダーシップが成立しているとする考え方である０こうした考え方の論拠は、表

１０－６に示す分析結果、すなわち、校長のリーダーシップは、校長と教師集団のパワーの

双方が高い場合において、もっとも発揮されやすいことにある。この場合、校長のエンパ

ワーメントからリーダーシップへの変換過程は、①校長のパワーの増大、②教師集団への

パワーの配分（あるいは既存のパワーの承認）とバランスの確保、③校長のリーダーシップ
の発揮、ということになる。

もうひとつの視座は、校長はパワーを獲得することによって、学校改善に対するモチベ

ーションやリーダーシップの発揮に対する期待や効力感を感じるようになり、それらの心

理的効果が、リーダーシップの発揮に結合するとの考え方である。校長のエンパワーメン

トとリーダーシップ効力感との間に正の相関があることは既に指摘した（図１０－２及び図

１０－３参照）０また、表１０－８及び表１０－９を見ると、校長のリーダーシップ発揮のための改

善条件や自律的学校経営に向けての必要条件については、エンパワーメント水準の高い校

長はど、必要条件の改善を希求している様子が示されている。言い換えれば、パワーの乏
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しい校長は、必要条件の改善をそれほど望んでいないという訳である。つまり、これら２

つの結果を踏まえると、校長のエンパワーメントは、校長自身のリーダーシップ発揮のた

めのモチベーションや効力感を高める作用を有していることが分かる。こうした視座から、

校長のエンパワーメントからリーダーシップへの変換過程は、①校長のパワーの増大、②

リーダーシップ効力感の増大、③校長のリーダーシップの発揮のプロセスとして説明する

ことができる。

表１０－８　校長のリーダーシップ発揮のための改善条件

校長のエン　校長のリー
項　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平均値　標準偏差　　パワーメント　ダーシップ

１．校長が高い教育指導力を持つ。

２．校長が自らの教育理念や教育方針を確立する。

３．教職員の人事について校長の裁量性を高める。

４．校長権限で執行できる学校予算を増額する。

５．校長、教頭、及び教務主任などからなる経営組織の基盤を確立する。

６．校長の組織マネジメントの知識や技能の向上を図る。

７．保護者や地域との協力・協働体制を充実する。

８．教育課程編成に関して学校の裁量範囲を拡大する。

９．教育委員会による校長の学校経営の支援機能を弓針ヒする。

１０．適任者の任用を図るため、校長の任用や選考基準を見直す。

１１．教育委員会の許可ないし承認事項を削減する。

１２．校長の在校年数を長期化する。

４．５９　．５５

４．５６　．５６

４．５５　．５８

４．５１　．５６

４．３７　．６６

４．２７　．６８

４．２１　．６９

４．１６　．６５

４．１６　．８１

３．９４　．８０

３．９２　．７８

３．６０　．８５

．２８☆☆　　　　．１０

．２８☆☆　　　　．０３

．０９　　　　　－．０３

．０９　　　　　　．１６

．１０　　　　　一．１４

．４１☆★　　　　．０８

．３４☆☆　　　　．０４

．２４☆　　　　．１０

．２１☆　　　　－．０８

．２６☆☆　　　　．０１

．２２☆　　　　　．０９

．２２★　　　　　．０７

註）ｎ＝９８．数値はｐｅａｒｓｏｎの相関係数（両偵鵬．☆ｐ＜．０５，☆☆ｐ＜．０１．

表１０－９　自律的学校経営に向けての必要条件

校長のエン　校長のリー
項　　　目　　　　　　　　　　　　　　　平均値　標準偏差　　パワーメント　ダーシップ

１．学校に配置する教員の増員

２．学校づくりに対する教師の意識や意欲の向上

３．校長のビジョンや教育方針の確立

４．校長の権限

５．余憤ある教育活動を推進する教師の専門性

６．教師の協力・協働体制の確立

７．学校の裁量の拡大

８．校内研修・校内研究の充実・浄性化

９．校長・教頭・主任の経営組織の確立

１０．地域の人々、保護者との協力関係の構築

１１．学校の意思決定を効率的に行う組織体制の構築

１２．教育活動に専念できるよう学校や教師の仕事を見直すこと

１３．自己評価・自己点検の充実と活用

１４．教育委員会の支援体制の充実

１５．保護者や地域の人々の学校経営参加

１６．学校選択制の導入

４．６９　．５５

４．６５　．５０

４．５９　．５３

４．５２　．６０

４．４８　．６３

４．４８　．５６

４．４７　．６１

４．３７　．６０

４．３５　．６６

４．３０　．６０

４．２９　．６９

４．２６　．７９

４．１７　．６９

４．１５　．６５

３．７６　．８３

２．９３　１．０３

．１１　　　　　　一．０１

．２３☆　　　　　．０５

．２５☆　　　　　．０１

．１０　　　　　　－．０９

．１９　　　　　　－．０９

．３８☆☆　　　　　．１０

．２５☆　　　　　－．０１

．１４　　　　　　．０９

．１４　　　　　　．０２

．１３　　　　　　．０４

．１９　　　　　　．０４

．１２　　　　　　．０７

．２３☆　　　　　－．０２

．３３☆☆　　　　　．１０

．２７☆☆　　　　　．０７

．０３　　　　　　．０７

註）ｎ＝９８．数値はｐｅａｒｓｏｎの相関係数（両側検定）．☆ｐ＜．０５，☆☆ｐ＜．０１．

最後に、第３の課題については、自律的改善型コミュニティーに対する、校長及び教

師のエンパワーメントを統制した上での校長のリーダーシップ独自の影響力は、決定係数

（．０５～．１４）であり、組織変革型リーダーシップは自律的改善型コミュニティーのいずれの

次元に対してもポジティブな影響を及ぼしていることが明らかにされた。

これはＢｒｙｋら（１９９９）の結果を追認するものであると言える。また、教師のエンパワー
メントが、自律的改善型コミュニティーに対してポジティブな影響を及ぼすとする結果に

ついても、Ｂｒｙｋら（１９９９）及びＬｏｕｉｓら（１９９６）を追認する結果となっている。
ただし、教師のエンパワーメントに関して、クラスレベルでのパワー拡大は効果的であ

一１１７－



るが、学校経営レベルでのパワーの効果は認められなかったとする　Ｗａｌｌと

Ｒｉｎｅｈａｒｔ（１９９８）の報告とは、異なった結果が示されている。学校経営レベルでのパワーに

該当する「教育計画領域」では、「集団的インスピレーション（β＝．３１，ｐ＜．０１）」「知識の

共有と省察（６＝．２９，ｐ＜．０５）」に対してポジティブな影響を及ぼしているのに対し、クラ
スレベルでのパワーに該当する「教育実践領域」では、いずれの次元に対しても効果を及

ぼしていない。これは、教師集団が教育計画面でのパワーを保有することにより、集団レ

ベルでの目標達成や研修への熱意、教師相互の知識交換や省察的対話が拡充される一方、

教育実践面でのパワーを拡大しても、これらの成果は向上しないことを示す。校長が学校

経営レベルでのパワーを保有し、教師集団が教育実践面でのパワーを保有することによっ

て、双方の職務満足や組織成果が高まるとする諸外国の説明モデル（Ｒｉｃｅ ａｎｄ Ｓｃｈｎｅｉｄｅｒ，

１９９４；ＷａｌｌａｎｄＲｉｎｅｈａｒｔ，１９９８）では、わが国の実態を十分に説明することはできないよ
うである。

（５）第２次調査のまとめ

第２次調査の目的は、学校の自主性・自律性の拡大を、学校改善や組織変革に結合さ

せる効果的プロセスを、リーダーシップとエンパワーメントの視座から解明することにあ

った。本研究の分析と考察の結果を整理すると、学校の自主性・自律性の拡大から、自律

的改善型コミュニティーの形成に至るプロセスを説明するポイントは次の３点である。

①校長のエンパワーメントの拡充過程：人事・予算・教育課程編成等の学校裁量の拡大

は、校長のエンパワーメントに対して、直接的に影響を及ぼすとするモデルよりも、リー

ダー層教員の支援や校長会の支援（あるいはパワーの変換・学習作用）を媒介して間接的に

影響を及ぼすとするモデルの方がより妥当であった。これは、具体的には、第１に、教

職員人事等に関する裁量権の拡大によって、校長を支援し得るリーダー層教員の配置が容

易となり、校長のパワーの基盤が拡充されることを示していた。第２に、学校裁量の拡

大という状況変化に対しては、校長個人で対処するよりも、校長会集団で対処することに

よって、結果的に校長個々のパワーが拡充されるとするプロセスが存在していることを示

していた。校長会組織の中には、形式的な権限委譲事項を、実質的な影響力の基盤へと変

換する機能、あるいは、取得したパワーの使い方（行使の方法）等の学習機能等が内包され

ているものと考えられる。

②校長のエンパワーメントからリーダーシップへの変換過程：２つの変換プロセスが検

出された。ひとつは、校長自らのパワーを教師集団に配分したり、教師集団の既存のパワ

ーを承認する等により、校長のパワーとの調整を図りつつ教師のエンパワーメントを高め

ていくプロセスである。特に、「教育計画領域」と「連携構築領域」での教師のエンパワ

ーメントの確保が、校長のリーダーシップの強力な規定要因となっている。校長のリーダ

ーシップは、校長へのパワーの集中化ではなく、教師集団への分散化によって生起するメ

カニズムを有しているわけである。

もうひとつは、校長がパワーを得ることによって、リーダーシップを発揮できそうだと

す早期待や効力感が高まり、これが実質的なリーダーシップの発揮に結合するプロセスで
あった。

③自律的改善型コミュニティーの形成過程：自律的改善型コミュニティーとは、相互支

援や省察的コミュニケーションによる教師間の相互作用の頻度が高く、教育目標・使命

感・授業改善意識を共有し、自発的変革の志向性が強く、保護者・地域社会等との有機的

連携関係が構築されている組織状況を示す概念であり、本研究では、これを自律的学校経

営下における組織変革の成果指標として設定した。自律的改善型コミュニティーの形成に

対しては、校長のリーダーシップと教師のエンパワーメントの影響力の強さが示された。

したがって、自律的学校経営において組織変革を成し遂げようとすれば、「教師がパワー

を有する、校長を中心とした組織体制」を整備する必要があるわけである。この一見パラ

ー１１８－



ドキシカルな問題については、既述したように、教師がクラスレベル（教育）でのパワーを、

校長が学校経営レベル（管理）でのパワーを分担方式で保有するとの説明では不十分であっ

た。この点については、学年組織レベルで学校経営のイシューも取り扱い、その検討結果

を運営（企画）委員会に持ち寄って調整され、最終的な決定は校長が行うが、決定の合理的

理由を教職員に説明・開示していくとする、情報循環型の意思決定プロセスモデルによっ

て、「教師がパワーを有する、校長を中心とした組織体制」をある程度説明することがで

きるのではないだろうか。

おわりに

校長のリーダーシップは，自律的学校経営の実践過程における主要因として位置づけら

れ，学校への裁量性の拡大と共に校長に対する組織マネジメント能力の向上などが図られ

ようとしている。われわれは，学校への裁量性拡大をリーダーシップへと結びつける要因

を校長のエンパワーメントととらえ，次の２つの検証課題をもって調査を実施してきた。

①学校への裁量性の拡大が校長のエンパワーメントをもたらし，これが校長の変革的リ

ーダーシップの発揮につながる。

②校長の変革的リーダーシップの発揮が，学校における自律改善型コミュニティの形成

につながる。

第１次調査では，府県単位に集計し校長のエンパワーメントと校長のリーダーシップ

効力感について関連を検証した。これにつづいて第２次調査では，第１次調査の結果を

もとに，府県ごとに集計した校長のエンパワーメント得点分布が，高から低まで分布して

いる地域として近畿地方を選び，校長と教師を対象とした調査を実施した。

調査結果からは先の仮定は，現段階では修正すべき余地があることが明確になった。

第１には，校長のエンパワーメントの拡大は，校長のリーダーシップへと直結するも

のではなかった。このことから現段階では，裁量性の拡大を契機として校長のエンパワー

メントが増大し，かつリーダーシップに変換されるとはいえないことが明らかになった。

これに関して，校長のエンパワーメントが間接的に校長のリーダーシップに結びつくこと

も考えられるが，より重要な知見は教師側のエンパワーメントの増大と校長のリーダーシ

ップが関連が強いということである。すなわち，校長のリーダーシップは，校長のエンパ

ワーメントだけでなく，教師のエンパワーメントを高めている状況でこそ，強く発揮され

ているということであった。

第２には，学校が自律改善型コミュニティへと転換するための主要な要因も，やはり

教師のエンパワーメントであったという点である。もちろん，校長のリーダーシップと自

律改善型コミュニティの形成との間にも一定の関係があるのであるが，教師のエンパワー

メントによって，より強く規定されていたのである。

これらのことから，自律的学校経営をどのように構築していくのか，このことについて

政策的な方向とは異なる実態側の動態が指摘できる。すなわち，校長のエンパワーメント

一校長のリーダーシップー自律改善型の学校，という図式ではなく，校長のリーダーシッ

プー教師のエンパワーメントー自律改善型の学校，という図式である。このことは，校長

のリーダーシップの重要性を否定するものではない。むしろ，教師を学校経営に自律的に

参画させることが，自律改善型学校をつくる可能性を有しており，そのことを実現できる

ところに校長のリーダーシップの意義があるといえるのである。

自律的学校経営とは，教育行政に対する学校の自律性拡大という局面でこれまで位置づ

けられる傾向が強かった。しかし以上の研究の結果からは，自律的学校経営とは，まさに

学校経営に関与する主体＝本研究の範囲では校長と教職員，がそれぞれ学校経営の当事者

として学校の教育活動の計画，実施，評価に関与することを通して実現するものであるこ

とを示唆している。そして，このような状況を創り出せるところに，校長のリーダーシッ

プが発揮されるべきであるといえるのである。
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本研究の第２次調査では，府県を一括してデータ処理を行った。このため府県ごとの
相違や，府県内での学校の相違を明確にできなかった。これらを丹念に分析することがで

きれば，校長に対する裁量性の質的相違とリーダーシップの関係，ならびに同様の裁量性

のもとでのリーダーシップの相違が，より明瞭にできたと思われる。これらについては，
今回の調査の限界である。

（露口健司・佐古秀一）

【註】

（１）先行研究におけるエン′叩－メントの定義は多様であり、組織的決定への関与（Ｓｈ。ｒｔ ａｎｄ Ｇｅｅｒ，

１９９７）、自律性・責任・選択・権威を保有する機会（Ｌ励ｔ‰も１９８６）、自己の成長や自らの問題解

のためのコンピテンスの開発過程（Ｓｂｏｒｔ，１９９４）等がある。エンパワーメントに関する研究は、い

ずれも教師を対象としており、校長を対象としたものはない。したがって、これらの定義や下記

の次元構成についても、基本的には、教師を対象とした上で設定されている。校長のエンパワー

メントについては、これらの教師用の定義を参考とした上で、「校長職としての責任の自覚のもと

で自律的な意思決定を行い、各経営嶺域に関与するための影響力行使の基盤形成の程度」とひと

まず定義しておきたい。

（２）こうした指摘を踏まえると、学校・校長の裁量拡大についても、それがかならずしも校長の影響

力行使の基盤になるとは限らないことが予測される。つまり、権限の拡大によって、校長の職務

不確実性を高め、役割葛藤や役割曖昧性を高めるといった負の側面も予測できる。

（３）専門的コミュニティーの次元構成については、Ｌｏｕｓｉら（１９９６）のモデル（規範と価値の共有・生徒

の学習への焦点化・協働的活動・実践の公開・省察的対話）と、ＢⅣ女ら（１９９９）のモデル（省察的対

話・実践の公開・協働的（同僚的）活動・生徒の学習への焦点化・学校運営改善に対する共同責任・

教師の社会化）がある。

（４）信頼性検定において、クロンバックのα係数が．７０を下回る変数がいくつか認められるが、これ

らは、分析において非常に重要なものであるため、そのまま使用している。

（５）「公立学校外勤務経験の有無」に含まれる経験としては、大学附属小・中学校（経験者率６．１％）、

教育委員会事務局の指導主事（３２・７％）、教育センター・研修所等の主事あるいは職員（１０．２％）、社

会教育主事（１２・２％）、社会教育主事以外の社会教育関係施設の職員（８．２％）、上記以外の教育委員会

事務局（教育事務所）職員（９・２％）、民間企業（７・１％）、海外日本人学校（４．１％）、その他（３．１％）を選択肢
として用意している。

（６）テスト①について、「校内人事」と「リーダー層教員の支援（ｒ＝．２３，ｐ＜．０５）」「校長会の支援丘

＝・２２，ｐく０５）」、「児童の取り扱い」と「校長会の支援（ｒ＝．２４，ｐく０５）」、「教職員の人事異動」

と「校長会の支援（ｒ＝・２８，ｐ＜・０１）」の間にそれぞれ正の相関が認められている。テスト②につい

て、制度的・行政的要因と校長のエンパワーメントの間には、「教育課程の編成」と「教育計画領

域（校長）丘＝・２４，ｐ＜・０５）」「人事配置蘭域（校長）（ｒ＝．２２，ｐく０５）」、「校内人事」と「教育実践蘭

域（校長）丘＝・２２，ｐ＜・０５）」「連携構築嶺域（校長）丘＝．２５，ｐ＜．０５）」、「児童の取り扱い」と「クラ

ス経営簡域（校長）丘＝。２０，ｐ＜・０５）」、「教職員の人事異動」と「教育実践街域（校長）（ｒ＝．２２，ｐ＜

・０５）」、「行政的支援」と「教育実践飯域（校長）（ｒ＝・３１，ｐ＜．０１）」に正の相関が認められている組織

的要因と校長のエンパワーメントの間には、「リーダー層教員の支援」と「人事配置嶺域（校長）（ｒ

＝・２７，ｐ＜・０１）」「連携構築嶺域（校長）（ｒ＝・２２，ｐく０５）」、「校長会の支援」と「教育計画額域（校長）（ｒ

＝・２６，ｐ＜・０１）」「教育実践額域（校長）（ｒ＝・３８，ｐ＜・０１）」「連携構築嶺域（校長）（ｒ＝．２４，ｐ＜．０５）」に

正の相関が、「学校規模」と「教育計画嶺域（校長）（ｒ＝－．２３，ｐ＜．０５）」に負の相関が認められてい

る。テスト③について、制度的・行政的要因は、従属変数を有意に説明するものは認められてい

ないが、組織的要因は「学校規模」が「教育計画額域（校長）（Ｂ＝－．２６，ｐ＜．０５）」を、「リーダー

層教員の支援」が「人事配置領域（校長）（６＝．２９，ｐ＜．０５）」を有意に説明している。
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資料１０－１校長のエンパワーメントの測定項目・記述統計・因子分析結果
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資料１０－２　校長のリーダーシップの測定項目・記述統計・因子分析結果
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資料１０－３　専門的コミュニティーの測定項目・記述統計・因子分析の結果
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ー．１５

．０９

一 ．０６

．１５

ー．２９

．１０

－ ．０８

－ ．１３

－．４０

．２７

－ 。０９

－．１２

．０３

－．３６

－ ．２２

１１．教 科 の 指 導 内 容 や そ の 構 成 ・順 序 な ど につ い て 、 教 師 が 自 由　に考 え 実 践 で き る 余 地 が 少 な い 。

ー．０９

－．１３

－．２６

．２０

－ ．０２

．７９

．７５

．７０

．６６

．６４

２７．他 の 教 師 と は異 な る 実 践 を展 開す る こ と よ りも 、 教 師 間 で　足 並 み を そ ろ えて い く こ との 方 が 重 視 され て い る 。

２６．会 議 等 で は 、 和 を乱 さ な いた め に 、 異 な る意 見が 言 い に く い　雰 囲気 が あ る 。

１０．日々 の教 育 実 践 が 、文 部 科 学 省 や 教 育 委 員 会 の 施 策 に 拘 束 され

て い る 。

１２．学 級 の子 ど もの 実 態 に合 わ な い と感 じな が ら、 教 育 課 程 に 沿 っ

て 指 導 内 容 や 進 度 を 進 め ざ る を得 な い 状 況 に あ る 。

３１． 「出 る杭 は 打 た れ る」 とい った 雰 囲気 が あ る 。 ２．２５

２．８２

２．７７

２．２５

．４８

．５２

．４２

．４９

－ ．５２

ー．１５

ー．１・７

ー．３７

．６０

．５７

．５４

．４６

－ ．３３

－ ．４２

－ ．４７

－．３３

－．０５

－．２５

ー．０９

－．０４

－ ．０４

－．２０

．０４

．１４

２５．他 の 教 師 の授 業 や 学 級 経 営 の 方 法 に つ い て は 、 踏 み 込 ん だ 指 摘　が で き に く い雰 囲 気 が あ る。

２９．これ ま で の 教 師 の 仕 事 内 容 を大 幅 に 見 直 さ な け れ は な ら な い よ　う な 改 善 案 を 出 し に く い雰 囲 気 が あ る 。

３０．教 室 は 他 者 に介 入 さ れ な い 「教 師 の 聖 観 」で あ る との 考 え方 が　強 い 。

１８．授 業 実 践 を 見 直 し 、意 欲 的 に 改 善 し よ う とす る教 師 が 多 い。 ３．５０ ．５４ ．３５ － ．１４ ．７４ ．３３ ．１１
１．教 師 は教 育 の 専 門家 で あ る と の意 識 が 、 校 内 の教 師 に Ⅰ鶉 釦 １。 ３．５５

３．５７

３．５９

３．３８

．４３

．４６

．５１

．４８

．４２

．４５

．５２

．３７

－ ．１４

ー．１６

一．２３

－．２１

．７１

．６５

．５３

．５３

。１３

。２２

．２６

．４７

．１７

．０１

．１９

．１１

２．学 校 の教 育 （重 蔚 目標 を 多 く の教 師 が 理 解 し 、 そ の 具 現 化 に 努

め て い る 。

３． 「め ざ す べ き 児 童 の 姿 」 につ い て 、 教 師 間 で の 共 通 理 解 が 形 成

され て い る 。

１７．学 習 指 導 や 学 級 経 営 につ い て の 新 し い理 論 や 方 法 を積 極 的 に

吸 収 し よ う とす る雰 囲気 が あ る。

２２．他 の 教 員 の 授 業 を 気 軽 に参 観 す る こ とが で き る 。 ３．２５ ．５９ ．２３ －．３３ ．１８ ．７３ ．０５

２３．自分 の 授 業 に対 し て 、 同 僚 か ら指 摘 や 批 評 が あ る 。 ２．９２

３．４８

３．４５

３．９１

２．８２

３．６５

．５４

．５３

．５３

．４８

．７２

．５６

．０８

．４６

．３９

．３８

－ ．０７

．２０

－ ．２５

．０８

－ ．１０

－ ．１１

．３９

．００

．４１

．１５

．５３

．０１

ー ．２３

．５３

．６６

．６５

．５６

．１６

－．０１

．０９

９．蓼 師 が チ ー ム を組 ん で 、 協 力 し な が ら単 元 開発 や 教 材 開発 を

行 っ て いる 。

１９．新 し い授 業 方 法 や 教 育 実 践 につ いて の 知 識 を 同僚 同 士 で 交 換

し合 っ て い る。

３３．本 校 は 、 保 護 者 や 地 域 の 人 々 に対 して 学 校 通 信 や 学 級 通 信 等

を積 極 的 に 活 用 し て 情 報 を分 か りや す く伝 え よ う と して い る 。
．１９

．１２

．２８

．７３

ー．６７

．５６

３５．保 護 者 や 地 域 の 人 々 か らの 無 理 な 要 求 や 圧 力 を 感 じ る こ とが　あ る 。

３４．本 校 で は 、 保 護 者 や 地 域 の 人 々 と協 力 し た 授 業 づ く りや 行 事

づ く り を課 題 と して 推 進 して い る。

因 子 負 荷 ５．６６ ４．３４ ４．２５ ２．８９ １．８３

寄 与 率 ２０．９５ １６．０８ １５．７２ １０．７１ ６．７８

累 積 寄 与 率 ２０．９５ ３７．０３ ５２．７５ ６３．４６ ７０．２４
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第１１章　学校予算と自律的学校経営

はじめに

学校予算は、学校経営活動の財政的表現である０それは、学校が実現しようとする価値と

その優先順位の財政的表現でもある０地域の実態に即した、特色ある教育活動や経営活動を

展開しようとすれば、学校の意向や教育計画が予算に十分に反映されなければならないし、

そのためには学校予算編成の主体性が問われなければならない。すでに、中教審答申（平成

１０年）では、子どもの個性を生かした教育をめざす特色ある学校づくりを進める観点から、

校長が学校経営の責任者としてその職責を全うできるよう、学校の予算編成における校長

（学校）の権限の拡大方策について提言している０具体的には、学校の自主性・自律性の確

立（学校裁量権の拡大）の観点から、①学校の意向が反映される予算措置がなされること、

②校長の裁量によって執行できる予算を措置すること、そして③一定金額までの執行が校長

の権限で行える財務会計処理上の工夫を行なうことなどの、学校予算編成上の改善を求めて

いる０しかし、学校予算や学校財務の実態は、自治体によってかなり異なっており、学校予

算や学校財務に関する統一的な認識は確立されていないために、従来、これらに関する研究

が十分に行なわれてこなかったといわれる１）０ましてや、学校予算編成における学校の権限

の拡大という観点からの、実態調査を踏まえた本格的な研究は、あまりないようである。

本稿では、前年度の事例研究を踏まえて２）、今年度実施した市町村教育委員会調査と小

中学校調査をもとに、教育委員会から学校に配当される広い意味での学校予算がどのように

編成され、執行されるか、その実態を明らかにし、学校の裁量権の拡大から見た学校予算編
成の現状と課題を探る。

第１節　市町村教育委員会調査

１）学校の予算執行における細節間・節間の流用

市町村教育委員会では、学校配当予算の執行にあたって、細節間や節間の流用をどの程

度認めているかを探るため、教育長に「Ｑ１８　貴教育委員会では、経常的運営費である学

校予算の執行にあたって、細節間及び節間の流用を認められておられますか。次の中から、

それぞれの項目に該当するものを一つ選び、○印をお付け下さい。」の質問に回答を求めた。
その結果、

図１１－１

に示される

ように、教

育長３９４人

のう　ち、

無回答

２８１　　人　　　　認めていない

（７１．３％）

が、細節間

の流用を

「１．認め

ている」と、

８６　　　人

（２１．８％）

認めている

臼細節間の流用

四節間の流用

（２８１人）

０　　　２０　　　４０　　　６０　　　８０（％）

図１１－１学校予算の細節・節間の流用
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が「２．認めていない」と回答した（無回答者は２７人（６・９％））。大多数の教育委員会に

ぉいて紺節間の流用は認められていることが確認できる０しかし、それでも、２割の教育

委員会において細節間の流用さえ認められていないことになる０

他方、節間の流用については、教育長３９４人のうち、１９９人（５０・５％）が、節間の流用

をｒｌ．認めている」と、１６３人（４１・４％）が「２・認めていない」と回答した（無回答

者は３２人（８．１％））０約半数の教育委員会において節間の流用が認められているが、紺節

問の流用と比べると、かなり流用の率が低くなっている。なお、細節聞及び節間の流用の

有無と地域性全国地域ブロック）ないし人口規模との関係を検討したところ、両者の間に

はそれぞれ統計的に有意な関係は認められなかった０

学校予算の面で学校の裁量権を拡大しようとすれば、細節間のみならず節間の流用も認

めて、学校予算執行上の弾力化を進めることが求められるが、実態的には、依然として、

学校予算の適正執行の観点から制度上の制約等もあって、節間の流用は必ずしも十分に進

んでいないようである。

２）年度途中の学校からの予算要求への対応

教育委員会が年度途中の学校からの予算要求にどのように対応しているかを探るため、

ｒＱ１９貴教育委員会では、年度途中各学校から個別の予算要求が出た場合、どのように

対応されていますか０次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付け下さい。」の質問

に回答を求めた。その結果、教育長３９４人のうち、１０人（２・５％）が「１・個別の要望に

は応じられない」、６６人（１６・８％）が「２・次年度の予算編成で考慮する」、１３２人（３３・５％）

が「３．教育委員会の予算枠で考慮する」、８５人（２１・６％）が「４・首長部局の予算枠で

考慮する」、そして９７人（２４・６％）が「５・その他」３）とそれぞれ回答した（無回答者４

人（１．０％））。過半数の教育委員会が、教育委員会あるいは首長部局の予算枠で当該年度中

に、学校からの個別の予算要求に対応している０

３）ＰＴＡや寄付金の私費受け入れ

教育委員会が寄付金など私費の受入をどのように行なっているかを探るため、「Ｑ２０

貴教育委員会では、ＰＴＡや寄付金などの私費受入をどのように行なわれていますか。次の

中から該当するものを一つ選び、○印をお付けください。」の質問に回答を求めた０その結

果、教育長３９４人のうち、１５人（３・８％）が「１・教育委員会で受け入れ、所轄の学校に

均等に配分する」、５１人（１２・９％）が「２・教育委員会で受け入れ、特定の学校に配分す

る」、２７２人（６９％）が「３・各学校に任せている」、そして５０人（１２・７％）が「４・その

他」４）とそれぞれ回答した（無回答者６人（１・５％））０このように、寄付金などの私費受入方

法は多様であるが、約７割の教育委員会において、各学校に任せているという実態が明ら

かにされた。自律的学校経営の観点から見れば、今後、寄付金等の私費受入が積極的に進

められる必要がある。

４）校長の専決権

学校予算における学校の裁量権拡大の一つの方策として注目されるのが、校長の専決権

の問題である。

そこで、先ず、校長の専決権が認められているかどうかを探るため、「Ｑ２１予算執行を

一定の金額まで校長の権限でおこなえる専決権についてお尋ねします０貴教育委員会では、

小・中学校長の専決権を認められていますか。次の中から該当するものを一つ選び○印を

ぉ付けください」の質問に回答を求めた０その結果、図１卜２に示されるように、教育長

３９４人のうち、２５６人（６５％）が、校長の専決権が「１・認められていない」と、１３２人

（３３．５％）が「２．認められている」と回答した（無回答者６人（１・５％））０現在のところ、

３割強の教育委員会しか、校長の専決権を認めていないことになる。また、校長の専決権

が認められていないと回答した教育長に現在の教育委員会の取組み状況について尋ねたと

ころ、教育長２５６人のうち、４６人（１８％）が「１・検討中である」と、１９４人（７５・８％）

が「２．現在のところ、検討の予定なし」と回答している（無回答者１６人（６・３％））０校
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長の専決

権を設け

る取組み

は、総じ

て遅れて
いるとい

認められている

えよう。

なお、　　　　認められていない

校長の専

決権の有

無と全国

地域プロ

（Ｎ＝３９４）

（２５６人）

０　　１０　　２０　　３０　　４０　　５０　　６０　　７０（％）

図１１－２　小・中学校長の専決権の有無

ツクとの

関係を検討したところ、関東と近畿地域が、北海道・東北、中部、中国・四国、九州の他

の地域に比べて、専決権を認めている率が高い（分割表省略、Ｘ２＝４．５２，ｄ臣５，ｐ＜．０５）。

また、人口規模と校長の専決権の関係を検討したところ、表１１－１に示されるように、人

口規模が大きくなるにつ

れて（とりわけ、人口規

模１０万人以上の自治体

において）、校長の専決権

を認めている率が高くな

っている（ｘ２＝３７．２２，

ｄ臣５，ｐ＜．０１）。

次に、校長の専決権が

「２．認められている」

と回答した教育長に、

「物品等の購入に係わる

専決額はおよそいくらま

でか」を尋ねたところ、

教育長１３２人のうち、９５

人（７２％）が「１．１０万

円未満」、２３人（１７．４％）

万円以上～５０万円未満」、

表１１－１人口規模別にみた小・中学校長の専決権

小・中学校長の専決権の有無

人口規模　　　　　　認められていない　　　　認められている　　　　計

１０万人以上 ９　　　　　　　　　　　　　　２３　　　　　　　　　　　３２

（２８１％）　　　　　　　（７１．９％）　　　　　（１００％）

３万人以上～　　　　　　　　３１　　　　　　　　　　　２８　　　　　　　　　５９

１０万人未満　　　　　　（５２．５％）　　　　　　　（４７．５％）　　　　（１００％）

ｌ．５万人以上～　　　　　　　　３４　　　　　　　　　　　　２３　　　　　　　　　５７

３万人未満　　　　　　（５９．６％）　　　　　　　（４０．４％）　　　　（１００％）

０．８万人以上～　　　　　　　５８　　　　　　　　　　　　２０　　　　　　　　　７Ｓ

ｌ．５万人未満　　　　　　（７４．４％）　　　　　　　（２５．６％）　　　　（１００％）

０．５万人以上～　　　　　　　５５　　　　　　　　　　　１４　　　　　　　　　６９

０．８万人未満　　　　　　（７９．７％）　　　　　　　（２０．３％）　　　　（１００％）

０５万人未満 ６９　　　　　　　　　　　　　　２４　　　　　　　　　　９３

（７４．２％）　　　　　　　　（２５．８％）　　　　（１００％）

２５６　　　　　　　　　　　　　１３２　　　　　　　　　　３８８

ス声３７．２２　ｄｆ≧５　ｐく．０１

が「２．１０万円以上～３０万円未満」、３人（２．３％）が「３．３０

１人（０．８％）が「４．５０万円以上～８０万円未満」、２人（１．５％）

が「５．８０万円以上～１００万円未満」、０人（０％）が「１００万円以上～１５０万円未満」、そ

して３人（２．３％）が「１５０万円以上」とそれぞれ回答した（無回答者５人（３．８％））。約７

割の教育長が「１０万円以下」と回答しており、校長の裁量権拡大の観点から見た場合、物

品等の購入に関しては、少なくとも３０万円程度の保障は必要であると考えられるが、そ

の意味では、専決額が極めて少ないといえるかもしれない。

さらに、校長の専決権が制度的に整備されているかどうかを探るため、校長の専決権が

「２．認められている」と回答した教育長に、「校長の専決権については、明文規定がない

場合もあるようですが、貴教育委員会では、校長の専決権はどのように取り扱われていま

すか。次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付け下さい。」の質問に回答を求めた。

その結果、教育長１３２人のうち、５３人（４０．２％）が「１．校長の専決権については、とく

に規定はないが運用上認めている」と、７２人（５４．５％）が「２．校長の専決権は、条例、

教育委員会規則、規定等に規定されている」と回答した（無回答者７人（５．３％））。約４割

の教育委員会においては、校長の専決権が運用上認められているにすぎず、今後、校長の

専決権の法的整備が急がれるところである。なお、校長の専決権が法規上認められている
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場合であっても、それが具体的にどのように規定されているかを探るため、「校長の専決権

の内容は、次のどれに明記されておりますか。次の中から該当するものを一つ選び、○印

をお付けください」の質問に回答を求めた。その結果、教育長７２人のうち、８人（１１．１％）

が「１．条例」、３人（４．２％）が「２．学校管理規則」、４人（５．６％）が「３．学校財務取

扱要綱」、３６人（５０％）が「４．教育委員会所管事務専決規程など教育委員会の内規」、そ

して２１人（２９．２％）が「５．その他」５）と回答した。校長の専決権は、教育委員会所管事
務専決規程など教育委員会の内規に規定されている場合が最も多いようである。

現行制度では、予算執行権は自治体の長がもっており、予算執行に関する権限は教育委

員会には直接には存在しない。そのため、一般に事務委任によって、教育委員会や教育長、

そして校長に予算執行に関する権限が一定の範囲で付与されるが、その付与のされ方（専

決額を含めて）は、自治体によって様々である。本調査結果によると、校長の専決権は、

まだ、３割強の教育委員会においてしか認められているに過ぎず、また認められている場

合であっても、その額や法規的整備の面でも極めて不十分であるといえる。
５）校長の裁量予算

市町村教育委員会がどの程度、校長の裁量予算を設けているかを探るため、「Ｑ２２　貴教
育委員会では、学校に配当される経常的運営費である学校（配当）予算以外に、校長裁量

予算というものを設けておられますか。次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付

け下さい」の質問に回答を求めた。その結果、図１１－３に示されるように、教育長３９４

人のうち、３７人（９．４％）が「１．設けている」と、３５２人（８９．３％）が「２．設けていな
い」と回答した（無回答

者５人（１．３％））。校長の

裁量予算は、まだ、１割

の教育委員会においての

み実施されている現状で

ある。また、校長裁量予

算の事業名としては、自

由記述楠において、例え

ば、「特色ある学校づく

り事業」（１３人）、「総合

的学習推進事業補助金」

（４人）、「教育研究（修）

設けていない

設けている

１・３％（５人〕 ＝
ｌｌ
ｌ憂
ｌ

土 方 班 ８９・３

９■ヰ７人）ト ＝
０　　　　２０　　　４０　　　６０　　　８０　　　１００（％）

図１１－３　校長裁量予算の有無

費」（４人）「新世紀教育

推進事業」（１人）、「魅力ある学校づくり事業」（１人）、「学校長会補助金」（１人）、「学校

活性化事業」（１人）、「新教育課程推進事業」（１人）、「ボランティア活動費」（１人）など

が挙げられている（回答者３４名）。なお、校長裁量予算の有無と人口規模あるいは全国地

域ブロックとの関係を検討したが、いずれの場合も、両者の間には統計的に有意な関係は
認められなかった。

次に、校長の裁量予算の配分方法を探るため、「上聞Ｑ２２で『１．設けている』とお答

えの方にお尋ねします。貴教育委員会では、この校長裁量予算をどのように学校に配分さ

れていますか」の質問に回答を求めたところ、教育長３７人のうち、１７人（４５．９％）が「１．

各学校に一律に予算を配分する」、２人（５．４％）が「２．各学校より提出された計画書等

を審査し、一部の学校に配分する」、１２人（３２．４％）が「３．各学校より提出された計画

書等を審査し、すべての学校に配分するが、その顔は異なる」、そして４人（１０．８％）が「４．

その他」６）とそれぞれ回答している（無回答者２人（５．４％））。各学校に一律に予算を配分し
ている場合が最も多いようであるが、学校の個々の教育計画や実態を重視するのであれば、

（３）の方法がやっと活用されてもよいだろう。

さらに、校長裁量予算の額を探るため、「さらにお尋ねします。校長裁量予算の額は、小
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学校の場合、平均一校当たりおよそいくらでしょうか。」の質問に回答を求めたところ、教

育長３７人のうち、１人（２・７％）が「１・５万円未満」、４人（１０・８％）が「２．５万円以上
１０万円未満」、２１人（５６・８％）が「３・１０万円以上３０万円未満」、４人（１０．８％）がイ４．

３０万円以上５０万円未満」、５人（１３・５％）が「５・５０万円以上１００万円未満」、そして１

人（２・７％）が「６・１００万円以上」とそれぞれ回答した（無回答者１人（２．７％））。小学校
長の裁量予算額は、１０万円以上３０万円未満が最も多いようである。
６）学校予算の配当基準

学校予算がどのような基準に基づいて学校に配当されているかを探るため、ｒＱ２３　貴
教育委員会では、経常的運営費である学校配当予算は、どのような配当基準にもとづいて

個々の学校に配当しておられるのでしょうか。次の中から主たる配当基準となるものに一

つ○印をお付け下さい０」の質問に回答を求めた。その結果、図１卜４に示されるように、
教育長３９４人のうち、

３人（０。８％）が「１．

地方交付税の『基準
財政需要額』」、８人

（２％）が「２．学校

運営費標準」、２０１

人（５１％）が「３．

上記１、２以外の基

準（児童・生徒数割、

学級数割、学校割な

どを組合わせた基

準）」、１４１人

（３５．８％）が「４．

前年度実績」、そして
２６人（６．６％）が「５．

その他」７）とそれぞ

前年度実績

上記１，２以外の基準

学校運営費標準

基準財政需要額

（Ｎ＝３９４）

３．鍋（５人）

ｌ 蓼 ｉ

き １６．％（２６人）

ｌ

塑 遊 軍 翳
３５．％（１４１人）

超 ５１叫２０１２．０％（８

０．８％（３

）
ｌ ｌ

ｌ

】
０　　１０　　　２０　　　３０　　　４０　　　５０　　　６０（％）

図１ト４学校予算の配当基準

れ回答した（無回答者１５人（３・８％））０配当基準に「基準財政需要額」や「学校運営費標準」

を活用している教育委員会は極めて少な反面、「３・上記以外の基準（児童・生徒数割など）」

を用いる教育委員会が半数を占め、次いで前年度実績による配当をおこなっている教育委
員会が３５％を占めている。

学校予算の配当基準と人口規模との関係を検討したところ、表１卜２に示されるように、

表１１－２　人口規模別にみた学校予算の配当基準

人 口規 模
学 校 予 算 の 配 当 基 準

基 準 財 政 需 要 額 学 校運 営 費標 準 上 記 １， ２以 外　の 基 準 前 年 度 実 績 そ の他 計 （％）

１０万 人 以 上 ０（　 ０） １（ ３．１） ２９（９０．６） ２（ ６．３） ０（　 ０） ３２（１００ ０）
３万 人以上 ～ １０万 人未 満 １（ １．８） ０（　 ０） ４８（８４．２） ７（ １２．３） １（ ｌ．８） ５７（１００・０）
】．５万 人 以 上 ～ ３万 人 未満 ０（　 ０） ０（　 ０） ３５（６１．４） １９（３３．３） ３（ ５．３） ５７（１００ ０）
０．８万 人 以 上 ～ ユ．５万 人未 満 ０（　 ０） １（ １．４） ３５（４７．３） ３２（４３．２） ６（ ８．１） ７４（１００ ０）
０．５万 人 以 上 ～０．８万 人未 満 ２（ ２．９） ２（ ２．９） ３０（４４ １） ３０（４４ り ４（ ５ ９）
０．５万 人未 満 ０（　 ０） ４（ ４．４） ２４（ ２６ ４） ５１（５６ ０） １２（ １３．２）

２６（ ．６．９）．

６８（１００．０）
計 （％ ） ３（ ０．８） ８（ ２．１） ２０１（‾５３．０） １４１（３７．２） ９１（１００．０）

３７９（１００．０）

人口規模が大きくなるにつれて、「３・上記１、２以外の基準（児童・生徒数割、学級数割、

学校割などを組合わせた基準）」を用いる教育委員会が多くなり、逆に人口規模が小さくな

るにつれて、「４・前年度実績」を用いる教育委員会が多くなっている。これは、人口規模

の大きい自治体の教育委員会になるほど、明確な基準とそれに従った個々の学校への予算
配当を重視する傾向のあることを示しているようである。
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また、「３．上記１、２以外の基準（児童・生徒数割、学級数割、学校割などを組合わせ

た基準）」によると回答した教育委員会について、その基準が公表されているかどうかを尋

ねたところ、教育長２０１人のうち、９３人（４６．３％）が「１．公表されている」と、９８人（４８．８％）

が「２．公表されていない」と回答している（無回答者１０人（５％））。半数近くの教育委

員会において、学校に対して配当基準を公表していないことになる。自律的学校経営推進

の観点からいえば、学校予算をどう編成するかが問われる中で、今後、予算の配当基準の

公表はますます求められことになろう。なお、学校予算の配当基準の公表と人口規模との

間には、統計的に有意な関係は認められなかった。

７）研究校の指定

学校が教育委員会から研究校の指定と補助金の交付を受けて、学校の教育計画にそった

研究開発を行い、その教育活動を充実させることは、自律的学校経営推進の観点からも重

要なことである。そこで、市町村教育委員会が研究校の指定をどの程度おこなっているか

を探るため、「Ｑ２４　貴教育委員会では、所管の学校に対して、いわゆる研究指定校の指定
をおこなっていますか。次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付け下さい。」の質

問に回答を求めた。その結果、教育長３９４人のうち、１７８人（４５．２％）が「１．指定をお

こなっている」と、また２１２人（５３．８％）が「２．指定をおこなっていない」とそれぞれ回

答した（無回答者４人（１．０％））。半数近くの教育委員会が学校に対して研究校の指定をおこ

なっていることになる。

これを、人口規模別に検討すると、概して、人口規模の大きい市町村ほど、研究指定校

の措置を講じる割合が高いようである（分割表省略、Ｘ２＝６８．２７，ｄ臣５，ｐ＜．０１）。また、

全国地域ブロック別に検討すると、表１１－３に示されるように、関東と近畿地区が研究指

定校を行なう割合が

高く、逆に、中部、

中国四国地区は研究

指定校の措置をあま

り講じていないよう

である（ｘ２＝３３．９１，

ｄ臣５，ｐ＜．０１）。

次に、研究指定校

に配当される予算額

を探るため、研究校

の指定をおこなって

いると回答した教育

長に対し、一校当た
りおよそどのくらい

の予算が研究指定校

に配分されるかを尋

ねたところ、図１１・

表１１－３　全国地域ブロック別にみた研究校の指定の有無

全国地域ブロック 研究校の指定の有無

指定している　　　指定していない

北海道・東北　　　　　４２　　　　　　　　　４０　　　　　　　　　　　　　８２

（５１．２％）　　　　（４８．８％）　　　　　　　　（１００％）

３１　　　　　　　　　　２０　　　　　　　　　　　　　　５１

（６０８％）　　　　（３９．２％）　　　　　　　　　（１００％）

２２　　　　　　　　　　　６２　　　　　　　　　　　　　　　８４

（２６．２％）　　　　（７３．８％）　　　　　　　　（１００％）

２９　　　　　　　　　　１６　　　　　　　　　　　　　　　４５

（６４．４％）　　　　（３５．６％）　　　　　　　　　（１００％）

中国・四国　　　　　　２１　　　　　　　　　４８　　　　　　　　　　　　　６９

（３０４％）　　　　　（６９．６％）　　　　　　　　（１００％）

九州・沖縄　　　　　　３３　　　　　　　　　２６　　　　　　　　　　　　　５９

（５５９％）　　　　　（４４１％）　　　　　　　　（１００％）

１７８　　　　　　　　　　２１２　　　　　　　　　　　　　　　３９０

ス≒３３．９１ｄ臣５　ｐく．０１

５に示されるように、

教育長１７８人のうち、２１人（１１．８％）が「１．５万円未満」、３９人（２１．９％）が「２．５

万円以上１０万円未満」、６８人（３８．２％）が「３．１０万円以上３０万円未満」、２１人（１１．８％）

が「４．３０万円以上５０万円未満」、１３人（７．３人）が「５．５０万円以上１００万円未満」、そ

して５人（２．８％）が「６．１００万円以上」と回答した（無回答者１１人（６．２％）。研究指定

校に配分される一校当たり予算額は、「１０万円以上３０万円未満」が最も多く、校長裁量予

算の額とはば同額である。

８）学校の自主性・自律性を高めるための有効な学校予算措置

学校の自主性・自律性を高めるための有効な予算措置を探るため、「Ｑ２５　貴殿は、学校
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の自主性・自律性を高めるためには、学校予算に関して、今後どのような措置を講ずるの

が有効だとお考えですか。次の中から、有効性の高いと思われるものを２つ選び、○印を

お付けください。」の質問に回答を求めた。

その結果、教育長３９４人のうち、１６４人（４１．６％）が「１．経常的運営費以外に、校長の

裁量で予算執行できる特別な予算措置（校長裁量予算）を設ける」、２６１人（６６．２％）が「２．

教委が予算編成

する際に、学校

からの予算要求

を反映する仕組

みにする」、６９

人（１７．５％）が

「３．学校に配

分される予算の
流用枠（節間の
流用など）を拡
大する」、６２人

（１５．７％）が「４．

校長の専決額
（枠）を拡大す

る」、７人（１．８％）

が「５．ＰＴＡ費

１００万円以上

５０万円以上１００円未満

３０万円以上５０万円未満

１０万円以上３０万円未満

５万円以上１０万円未満

５万円未満

無回答

（Ｎ＝１７８人）

０　　〇　１０　１５　　２０　　２５　　３０　　３５　　４０　　４５（％）

図１ト５研究指定校に配分される予算額
や寄付金などの

私費を各学校で

もっと積極的に

受け入れるようにする」、１４１人（３５．％）が「６．経常的経費である学校配当予算の額それ

自体をもっと増やす」、そして５人（１．３％）が「７．その他」８）とそれぞれ回答した（無

回答者１７人（４．３％））。

このように、教育長の意識を見る限り、学校の自主性・自律性を高めるためには、第一

に、学校配当予算に学校の要望を反映する仕組みを作ること、第二に校長裁量予算を設け

ること、第三に学校配当予算の額自体を増やすことが必要だと考えられる。

以上、市町村教育長調査を見る限り、学校予算の執行面での細節間・節間の流用はかな

り認められつつあるが、校長の専決権はその額や法規面での整備はまだ不十分であり、ま

た校長の裁量予算の実施率（約１割）も極めて低い。学校予算における校長（学校）の裁

量権拡大の試みは、概して、まだ十分に浸透しておらず、校長（学校）裁量権の拡大へ向

けての改革は始まったばかりだといえよう。
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第２節　小・中学校長調査

（１）学校予算の編成過程

本調査研究では、小・中学校長調査の前に、教育委員会及び学校を対象とした事例調査

を実施した。事例調査の対象となった自治体では、次のような過程を経て学校予算が確定

されていた。

①前年度８～９月に予算担当部局が教育委員会各担当課のヒアリングを行い、１２月ま

でに予算案を確定する。

②議会で議決されるのは３月となるが、教育委員会担当課は予算案確定の後に各学校へ

の配分作業を開始する。

③新年度開始と同時に教育委員会より各学校へ予算が令達される。

④学校では、学校予算の令達を受けて、校内委員会を組織するなどにより、予算の校内

配分を決定する。

⑤年度当初予算を超える予算の必要性が生じた際には、年度当初予算の配分に際し予備

費の枠を設けて対処するほか、教育委員会予算の枠内で対処する。

このような学校予算の執行過程において校長に与えられた権限としては、Ａ・事業費内

における流用の権限、Ｂ．一定額以下の備品購入に関する校長の専決規程、Ｃ・教育委員

会事業（研究指定校など）を受け入れることによる人的資源、財的資源の配分が挙げられ

る。

地方自治法により、自治体

の予算は款、項、目、節の区

分で編成されることとなって

いる。款、項の区分内の流用

は認められないものの、目以

下の区分では自治体の判断で

流用が可能である。事例調査

の対象となった教育委員会に

おいては、目以下の区分で以

下のような事業費を設定して

いた。これらの事業費の枠内

表　令達予算の内訳

款 項 目 事業名 担当課

１ 教育費 小学校費 学校管理費 維持運営 庶務課

２
教室費 小学校費 学校管理費 維持修繕 施設課

３ 教育費 小学校費 学校管理費 心身障害学級運営 学務課

４ 教育費 小学校垂 学校管理費
一夏季施設等

学務課

５ 教育費 ‘小学校費 学校給食費 給食管理　 ■ 学務諌

６ 教育費 小学校費 学校保健費 一般衛生安全管理 学森課

７ 教育費 教育総務費 教育指導費 指導室運営 指導室

８ 教育費 教育総務費 教育指導費 研究協力校 指導室

９ 教育費 教育総務費 教育指導費 国際理解クラブ 指導室

では流用が認められている。

校長の専決規程は、教育委員会独自の規定というわけでなく、自治体の規則として、首

長の権限に属する事務に係る決定権限について部長、室長、課長等に委任している。校長

は課長と同様の権限を有することとされ、５００万円以下の工事等の請負、３００万円以

下の定期刊行物の契約などについて専決規定がある。しかし、この専決規定により、校長
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が自らの権限が拡大しているとの意識はあまりなかった。契約に関する権限が首長であれ

校長であれ、自由裁量で活用できる予算額は令達予算で定められているからである。

事例対象校において学校のイニシアティブが受け入れられる事業は、研究指定校事業と

特色ある学校づくり事業であった０例えば、国の研究指定を受けることにより、加配教員

を獲得でき、予算も増額される０特色ある学校づくり事業では、事業計画の審査により、

数万～数十万の予算配分を受けることとなっている。

事例対象校の校長は、いかに自らの裁量を拡大するかという観点よりも、いかに学校予

算の総額を拡大するかということに苦心していた。年間予算約１０００万円の学校にとっ

て、数十万円の自由裁量枠を与えられても、さほどの利便性がないと思われる。

事例調査から得られた以上の観点を、全国調査により確認した結果を、以降で紹介する。

（２）学校予算の編成方法

学校予算の編成方法について、校長に対し「貴校では、経常的運営費である学校予算（学

校配当予算）の編成は、大体、次のいずれの方法で行われていますか。」と尋ねたところ、

「各学校が予め予算計画書（予算見積書）を教委に提出し、それに基づいて教委において

予算が編成される」学校が小学校で４２・０％、中学校で４５・９％となっており、「教委（ないし

自治体）が予算配分規準を設けて、個々の学校の予算を一律に積算し、配分を行い、年度

当初にその結果を学校

に通知（令達）する」

学校が小学校で５６．０％、

中学校で５２．２％となっ

ている。（表ｉｌ－４－１）

学校が所在する市町

村の人口規模別に回答

傾向を見ると、「各学

校が予め予算計画書

（予算見積書）を教委

に提出し、それに基づ

いて教委において予算

が編成される」のは、

小中学校ともに小規模

自治体で実施される傾

向にある。また、「教

委（ないし自治体）が

予算配分規準を設け

表１ト ４－ １ 学校予算 の編成方 法

だま」」　、
小学校 中学校

各苧校が予め予算計画書 （予算見積書）を教委 に提 出 ４６５（４２．０） ２５５（４５．９）
し、それ に基づいて教委において予算 が編成 され る

教委 （ない し自治体）が予算配分 規準 を設 けて 、個 々 ６】９（５６．０）　 ２９０（５２．２）
の学校の予算を一律 に積算 し、配分 を行 い、年度当初

にその結果を学校 に通知 （令達）する

その他 １６（ ｌ．４） ８（ １．４）

無回答 ６（ ０．５）ｌ　 ３（ ０５）

計 ｌ川６（川０．０） ５５６（１００．０）

表 １ト ４－２ 人 口規模別 （小学校）

学校の予算計画

書に基づいて教

妻が編成

教 委 が 配当 基

準 を 設 けて －

律 に積算 、 配

当

その他 計

３０万人以上 １６（８．０） 柑０ （９８．０） ４ （２．０） ２００ （１００）

相方人以上～３０万人未満 ３８ （２４．２） １１５（７３．２） ４ （２．５） １５７ （川０）

５万人以上～ １０万人未満　 ｌ　 ３９ （２９．３） ９２（６９．Ｚ） ２ （１．５） １３３ （川０）

３万人以上－ ５万人未満 ５５ （５６．７） ４２（４３．３） ０ （０．０） ９７（１００）

１・５万人以 上～ ３万人未満 ７９ （５４．り ６６ （４５．２） １ （０．７） １４６ （１００）

０．８万人以上～ １．５万人未満 ８１ （５４，４） ６５ （４３．６） ３（２．０） １４９ （１００）
８．５万人以上～０．８万人未満 ７２ （６９．２） ３０ （２８．釘 ２（１９） 川４ （１００）
０．５万人未満 ８５（７４．６） ２９ （２５．４） ０ （０．０） １１４ （１００）

表 １ト ４－ ３ 人 口規模別 （中学校）

学校の予算計画

書 に基づ いて教

妻が編成

教委 が 配 当基

準 を設 けて －

律 に碍算 、 配

当

その他 計

３０万人以上　　　　　　 ｌ　 １２ （１１．３） ９２ （８６．８） ２（１．９） 川６ （１００）

１０万人以上～ ３０万人未満 ２２（２４．７） ６５ （７３．０） ２ （２．２） ８９ （川０）

５万人以上～ １０万人未満 ２９て４２．６） ３７（５４．４） ２ （２．９） ６８ （１００）

３万人以上～ ５万人未満 ２８ （５１．９） ２６ （４‾８．１） ０ （０．０）・Ｉ・５４ （川０）

１・５万人以上～ ３万人未満 ４４ （６１．１） ２７ （３７．５） １ （１．４） ７２ （川０）

０・８万人以 上～１．５万人未満 ３７ （６９．８） １５ （２８．３） １ （１．９） ５３（１００）－

０．５万人以上～０．８万人未 満 ４１ （７１．．９） １６ （２２．り ０ （０．０） ５７ （１００）‾

０・５万人未満　　　　　 ｌ　 ４２ （７７．８） 】２ （２２．２） ０ （０．０） ５４ （１８０）
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て、個々の学校の予算を一律に積算し、配分を行い、年度当初にその結果を学校に通知（令

達）する」のは、小中学校ともに大規模自治体で実施される傾向にある。（表１１－４－２、１１

－４－３）

（３）予算編成における学校の要望の聴取の機会

予算編成における学校の要望の聴取の機会について、校長に対し「経常的運営費である

学校予算（学校配当予算）の編成にあたって、教育委員会は、学校の要望を聞いたり、あ

るいは協議したりする機会を設けていますか。」と尋ねたところ、「設けている」学校が

小学校で６９．４％、中学校で７０．５％となっている。（表１１－５－１）

学校が所在する市町村の　表１卜５－１予算編成における学校の要望の聴取の横会

人口規模別に回答傾向を見

ると、「予算編成における

学校の要望の聴取の機会を

設けている」のは、小中学

校ともに小規模自治体で学

校の要望を聴取される傾向

にある。（表１ト５－２）

小 学 校 中 学 校

設 け て いる ７６８ （６９．４） ３９２ （７０．５）

と く に設 けて い な い ３３０ （２９．８） １６０ （２８．８）

無 回 答 ８ （０．７） ４ （０．７）

計 １１０６ （１００ ） ５５６ （１００ ）

表１ト５－２　人口規模別
小 学 校 中 学校

設 けて い る 計 設 け て い る 計

３０万 人 以 上 ９０ （４５．０） ２００ （川 ０） ３９ （３７．り １０５ （１００）

川万 人以 上 ～ ３０万 人 未 満 ９４ （６０．３） １５６ （１００） ５８ （６５．２） ８９ （１００）

５万 人以 上 ～ 相方 人 未 満 ８５ （６３．ｇ） １３３ （川０） ５２ （７６．５） ６８ （１０８）

３万 人以 上 ～ ５万 人 未 満 ７７ （７８．６） ９８ （１００） ４１ （７５．９） ５４ （川 ０）

１．５万 人 以 上 ～ ３万 人未 満 １１２ （７６．７） １４６ （川０） ５９ （８０．８） ７３ （川 ０）

０．８万 人 以 上 ～ １．５万 人 未 満 １２１ （８１．８） １４８ （川０） ４５ （８４．９） ５３ （１００）

０．５万 人 以 上 ～ ０．８万 人 未 満 ９３ （９０．３） １０３ （川０） ５０ （８９．３） ５６ （１００）

０．５万 人 未 満 ９６ （８４．２） １１４ （川０） ４８ （８８．９） ５４ （１００）

（４）校長の専決権

学校予算における校長の専決権について、「ある一定の金額まで校長の権限で予算執行

できる、いわゆる校長の「専決権」は認めれられていますか。」と尋ねたところ、「認め

られている」学校が小学校で４３．９‰　中学校で４３．５％となっている。（表１１－６－１）この回答

は、市町村教育長調査において「認められている」との回答が３３．５％であったことに対し

て若干高い。（専決権が認められている学校の回答率が高かったことが推察される。）

学校が所在する市町村の

人口規模別に回答傾向を見

ると、小中学校ともに大規

模自治体で校長の専決権が

認められる傾向にある。（表

１ト６－２）

校長の専決権が認められ

ている学校に対し、「物品等

の購入に関わる校長の専決

表１ト６－１校長の専決権
小学校 中学校

認め られている ４８５（４３．９） ２４２ （４３．５）

認め られていない ６１３（５５．４） ３０９ （５５．６）

無回答 ８ （０．７） ５ （０．９）

計 １１０６（１００） ５５６ （１００）

表１トー６－２　人口規模別
小 学 校 中学 校

認 め られ て い

る

計 認 め ら れ て

い る

計

３０万 人 以 上 １４１ （７０．５） ２００ （１００） ７３ （６９．５） 川 ５ （１００）

１０万 人 以 上 ～ ３０万 人 未 満 ７９ （５０．３） １５７ （川 ０） ４０ （４５．５） ８８ （１００）

５万 人 以 上 ～ 相方 人 未 満 ６４ （４８．５） １３２ （１００） ２９ （４２．６） ６８ （川０）

３万 人 以 上 ～ ５万 人 未 満 ２９ （２９．９） ９７ （川 ０） ２５ （４７．２） ５３ （川０）

１．５万 人 以 上 ～ ３万人 未 満 ５０ （３４．５） １４５ （１００） ２７ （３７．０） ７３ （１００）

０．８万 人 以 上 ～ １．５万 人 未 満 ４７ （３１．５） １４９ （１００） １６ （３０．２） ５３ （川０）

０．５万 人 以 上 ～ ０．８万 人 未 満 ３７ （３５．６） １０４ （１００） １３ （２２．８） ５７ （川 ０）

０．５万 人 未 満 ３８ （３３．３） １１４ （１００） １９ （３５．２） ５４ （川 ０）
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額は、ご自分のこれまでの経験から、最低、いくらまで必要だと思われますか」と尋ねた。

小学校では「１０万円未満」が３１．３％であり、

「１５０万円以上」が４．７％である。中学校では

「１０万円未満」が３３．９％であり、「１５０万円以

上」の学校が４．５％である。小・中学校とも

に大部分の専決額が５０万円未満となってい

る。（表１ト６－３）

学校が所在

する市町村の

人口規模別に

回答傾向を見

ると、小学校

において専決

額が５０万円以

上とする回答

表＝－６－４　人口規模別（小学校）

表１トー６－３　校長の専決額
小 学 校 中 学校

１０万 円未 満 １５２ （３１．３） ８．２ （３３．９）

１０万 円以 上 ～ ３０万 円 未 満 １２６ （２６．０） ７０ （２さ．ｇ）

３０万 円以 上 ～ ５０万 円 未 満 ７９ （１６．３） ３３ （１３．６）

■５０万 円以 上 ～ ８０万 円 未 満 ２２ （４．５） ７ （２．９）

８０万 円以 上 ～ １００万 円未 満 ３７ （７．６） １４ （５．８）

１００万 円 以 上 ～ １５０万 円 未 満 ９ （１．９） ６ （２．５）

１５０万 円 以 上 ２３ （４．７） １１ （４．５）

無 回答 ３７ （７．６） １９ （７．９）

計 ４８５ （川０ ） ２４２ （１００）

１０万 円 １０～ ３０～ ５０一－ ８０～ １００一－ １５０万 円 計

未 満 ３０万 円 ５０万 円 ８０万 円 １００万 円 １．５０万 円 以 上

３０万 人以 上 １９（１４．３） ４５（３３．８） ２３く１７．３） １２（９．０） １７（ｌ－２．８） ５（３．８） １２（９．町 １３３（１００）

１０～ ３０万 人 ３０（３９．５） ２０（２６．３） １５（１９．７） ３（３．９） ５（６．６） ０（　 ０） ３（３．９） ７６（１００）

３～ ５万 人 ３３（３８．４） ２８（３２．６） １５（１Ｌ ４） ２（２．３） ４（４．７） ０（　 ０） ４（４．７） ８６く川０）

０．８～ １．５万 人 ４４（５０．０） １８（２０．５） １４（１５．９） ３（３．４） ５（５．７） ２（２．３） ２（２．３） 摘 （１００）

０．８万 人 未 満 ２６（４０．０） １５（２３．り １２（柑 ．５） ２（３．り ６（９．２） ２（３．り ２（３．１） ６５（１００）

表１１－６－５　人口規模別（中学校）

１０万 円 １０～ ３０～ ５０一－ ８０～ １００～ １５８万 円 計

未 満 ３０万 円 ５０万 円 ８０万 円 川 ０万 円 １５０万 円 以 上

３０万 人以 上 ８（１１．８） ２８（４１．２） １５（２２．１） ４（５．９） ７（川．３） ４（５．９） ２（２．９） ６８（１００）

川 ～ ３０万人 １２（３３．３） 川 （２丁．８） ５（１３．９） ２（５．６） ４（１１．り ０（　 ０） ３（８．３） ３６（１００）

３～ ５万人 ２４（４８．０） １４（２８．０） ８（１６．０） ０（　 ０） １（２．０） ０（　 ８） ３（６．０） ５０（１００）

０．８～ １．５万人 ２３（５７．５） ９（２２．５） ３（７．５） ０（　 ０） ２（５．０） １（２．５） ２（５．０） ４０（川０）

０．８万 人 未 満 １５（５１．７） ９（３１．０） ２（６．９） １（３．４） ０（　 ０） １（３．４） １（３．４） ２９（川０）

が、人口３０万人以上の自治体で若干高い傾向にある。中学校では明確な傾向は見られない。

（表１１－６－４、１１－６－５）

（５）校長の裁量予算

校長の裁量予算について、校長に対し「貴校には、経常的運営費として学校に配分され

る学校予算（学校配当予算）以外に、校長の裁量で予

算執行できる、いわゆる校長裁量予算というものがあ

りますか。」と尋ねたところ、校長裁量予算が「ある」

学校が小学校で１５．７臥　中学校で１８．５％となっている。

（表１トト１）この回答は、市町村教育長調査において

表１１－７－１校長の裁量予算の有無
小学校 中学校

ある １７４ （１５．７） 川３（１．８．５）

ない ９２６ （８３．７） ４５０ （８０．９）

無回答 ６ （８．５） ３（０．５）

計 １川６（１００） ５５６ （１００）

「校長裁量予算を設けている」との

回答が９．４％であったことに対して若干高い。（前節同様、校長予算が認められている学校

の回答率が高かったことが推察される。）

学校が所在する市町村の人口規模別に回答傾向を見ると、小中学校ともに大規模自治体

で校長裁量予算を設ける傾向

が若干見られる。（表１ト７－２）

校長裁量予算があると回答

した学校に対し、「校長裁量予

算は、学校が自主的・自律的

に教育活動を展開する上で役

表１１－７－ ２　 人口規模別

小学校 中学校

ある 計 ある 計

３０万人以上 ５０ （２５．０） ２００　 く１００） ２４ （２２．９） １０５ （１００）

１０万人以上～３０万人未満 ３０ （１９．０） １５８ （川０）‾ ２１ （２３．６） 掴 （川０）

５万人以上～ １０万人未満 柑 （１３．５） １３３ （１００） １２ （１７．６） ６８ （１００）

３万人以上 ～ ５万人未満 １３ （１３．３） ９８ （川０） ８ （１４．８） ５４ （１００）

１．５万人以上～ ３万人未満 １９ （１３．０） １４６ （１００） １６ （２１．９） 丁３ （１００）

０．８万人以上～１．５万人未満 １７ （１１．５） １４８ （川０） １０ （１８．９） ５３ （１００）

０．５万人以上～８．８万人未満 １０ （箪．７） 川３ （１００） ４ （７．０） ５７ （川０）

０．５万人未満 １７ （１４．９） １日 （川０） ８ （１４．８） ５４ （川０）

－１３５－



立っていると思われますか」と尋ねたところ、

小学校では「ある程度役立っている」４０．８％、

「非常に役立っている」３８．５％となっており、

中学校では「ある程度役立っている」４５．６％、

「非常に役立っている」３１．１％となっている。

小・中学校ともに役立っているとの回答が約

８割となっている。（表１１－７－３）

また、校長裁量予算があると回答した学校

に対し、「校長裁量予算の額は、適切でしょ

表１ト７－３　校長裁量予算の有効性
小 学校 中 学校

全 く役 立 って いる ３ （１．７） ４ （３．９）

あ ま り役 立 って い な い １３ （７，５） ８ （７．８）

ど ち ら と も いえ な い １５ （ ８．６） ９ （８．７）

あ る程 度 役 立 って い る ７１ （４０．８） ４７ （４５．６）

非 常 に役 立 って い る ６７ （３８．５） ３２ （３１．１）

無 回答 ５ （２．９） ３ （２．９）

計 １７４ （川 ０ ） １０３ （１００ ）

表１ト７－４　校長裁量予算額の適切性
小 学校 中 学 校

全 く不 足 して いる ４１ （２３．６） ２６ （２５．２）

か な り不 足 して いる ７６ （４３．７） ３６ （３５，０）

ど ち ら と も いえ な い ３３ （１９．０） ２３ （２２．３）

か な り十 分 で あ る １６ （９．２） ９ （８．７）

全 く十 分 で あ る ４ （ ２．３） ４ （３．９）

無 回 答 ４ （２．３） ５ （４．９）
一計 １７４ （１００ ） 川 ３ （＝０ ）

うか」と尋ねたところ、小学校では「全く不足している」２３．６％、「かなり不足している」

４３．７％となっており、中学校では「全く不足している」２５．２％、「かなり不足している」３５．

０％となっている。小・中学校ともに不足しているとの回答が６割以上となっている。（表

１１－７－４）

（６）次年度学校予算の決定方法

次年度学校予算の決定方法について、校長に対し「貴校では、次年度の学校（配当）予

算を校内でどのように決定されていますか。」と尋ねたところ、「次年度の学校予算編成

のために、委員会もしくは職員会議を開催した上で、実質的に決定している」学校が小学

校で４２・９％、中学校で４１．２％となっており、「校長が作成した次年度の予算の原案を職員に

提示・報告するのみであ

る」学校が小学校で２０．３

％、中学校で２１．４％、「次

年度の学校予算編成につ

いては、学校として特に

検討をおこなっていない」

学校が小学校で２９．８％、

中学校で２９．７％となって

いる。（表１ト８－１）

学校規模別に回答傾向

を見ると、小・中学校と

もに小規模校において委

員会もしくは職員会議に

おける予算審議の傾向が

若干見られる。（表１１－８－２、

表‖仁一ａ－１　次年度学校予算の決定方法

小学校 中学校

次年 度の学校予算編 成のため に、委員会 も しくは職 員 ４７５ （４２．９） ２２９ （４１．２）
会議 を開催 した上で、実質的に決定 している

校長 が作 成 した次年度 の予算の原案を職 員に提 示 ・報 ２２５ （２０．３） １１９ （２１．４）
告す るのみである

次年度 の学校予算編成 については、学校 として特 に検 ３３０ （２９．８） １６５ （Ｚ９．７）

討をお こな っていない

その他 ６６ （６．０） ４０ （７．２）

無回答 １．０ （０．９） ３ （０．５）

計 １１０６ （１００） ５５６（１００）

表１ト８－２　学校規模別（小学校）
委 員 会 ・積

員 会 議 で 検

討

校 長 が 予 算

原 案 を提 示

特 に検 討 し

て いな い そ の他 計

１～ ５学級 ８３ （４７．７） ３１ ．（１７．８） ５４ （３１．０） ６ （３．４） １７４ （川０）
６～ ＝ 学級 １８４ （４３．９） ９５ （２２．７） １１７ （２７．９） ２３ （５．５） ４１９ （１００）

１２～ １７学 級 １１２ （４０．９） ５３ （１９．３） ９１ （３３．＿２） １８ （６．６） ２７４ （１００）

１８学 級 以 上 ９２ （４１．６） ４４ （１９．９） ６７．（３０．３） １８ （８．り ２２１ （１００）

表１ト８－３　学校規模別（中学校）
委 員 会 。職

員 会 議 で 検

討

校 長 が 予 算

原案 を 提 示

特 に検 討 し

て い な い そ の 他 計

１～ ５学 級 ４６ （４２．２） ２４ （２２．０） ３ト （２８．４） ８ （７．３） １０９ （＿川 ０）

６～ １１学 級 ９４ （４６．５） ４３ （２１．３） ５５ （２７．２） 川 （ ５．０） ２０２ （１００）

１２～ １７学 級 印 （３９．５） ３４ （２３．り ４２ ．（２８．６） １＿３ （８．８） １４・７ （１００）

１８学 級 以 上 ２７ （２９．７） １８ （１９．８） ３７ （４８．■７） ９ （ ９．９） ９１ （１０８）

１ト８－３）
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（７）学校の実行予算配分の決定方法

年度当初の実行予算配分の決定方法について、校長に対し「貴校では、年度当初、教委

から令達された学校予算をどう配分・執行していくか、すなわち実行予算の配分・執行計

画について、こうないでどのように決定されていますか０」と尋ねたところ、「実行予算

の編成の原案を、委員会あるいは職員会議で検討した上で、実質的に決定している」学校

が小学校で４３・９％、中学校で４１・９％となっており、「校長が作成した実行予算の配分・執行

計画の原案を職員に提示し、報告するのみである」学校が小学校で２７．８％、中学校で２７．９％、

「学校の実行予算の配分

・執行計画については特

に検討はおこなっていな

い」学校が小学校で２２．１

％、中学校で２３．０％となっ

ている。（表１ト９－１）

学校規模別に回答傾向

を見ると、小・中学校と

もに、１８学級以上の学校

において委員会もしくは

職員会議における予算審

議を行う比率が若干高く

なる傾向が見られる。（表

１ト９－２、１１－９－３）

学校が所在する市町村

の人口規模別に回答傾向

を見ると、小・中学校と

もに３０万人以上の自治体

で「委員会あるいは職員

会議で検討した上で、実

質的に決定している」比

率が高い回答傾向となっ

ている。（表１ト９－４、１卜

９－５）

表 １卜 ９ － １ 学 校 の 実 行 予 算 配 分 の 決 定 方 法

小 学 校 中 学 校

真 打 予 算 の 編 成 の 原 案 を 、 委 員 会 あ る い は 職 員 会 議 で 検 討 ４８６ （４３．９） ２３３ （４１．９）
し た 上 で 、 実 質 的 に 決 定 し て い る

校 長 が 作 成 し た 真 打 予 算 の 配 分 ・ 執 行 計 画 の 原 案 を 職 員 に ３０８ （２７．８） １５５ （２７．９）
提 示 し 、 報 告 す る の み で あ る　■ｌ■　 ■＝■■

学 校 の 実 打 予 算 の 配 分 ・ 執 行 計 画 に つ い て は 特 に 検 討 は お ２４４ （２２．り １２８ （２３．８）
こ な っ て い な い

そ の 他 ６２ （ ５．６） ３６ （ ６．５）

無 回 答 ６ （ ０．５） ４ （ ０ ７）
計 １１０６ （川 ０ ） ５５６ （１００ ）

表 １ト ９ － ２　 学 校 規 模 別 （小 学 校 ）

委 員 会 ・ 職

員 会 議 で 検

討

校 長 が 予 算

原 案 を 提 示

特 に 検 討 し

て い な い そ の 他 計

１ ～ ５ 学 級　一望ま ７８ （４４．６） ４７ （２６．９） ４６ （２６．３） ４ （ ２．３） １７５ （川 ０）

６ ～ １１学 級 １６０ （３８．２） １３７ （３２．７） ５１ （２５．２） ２５ （ ６．０） ４１９ （１００）

１２～ １７学 級

ｉ≒≧ま　 ヽ

１３５ （４８．９） ６５ （２３．６） ５９ （２１．４） １７ （ ６．２） ２７６ （１００）

柑 学 級 以 上 １１１ （５０．２） ５４ （２４．４） ４１ （１８．６） １５ （ ６．８） ２２１ （川 ０）

表 １卜 ９ － ３　 学 校 規 模 別 （中 学 校 ）

委 員 会 ・ 職

邑 会 議 で 検

討

校 長 が 予 算

原 案 を 提 示

特 に 検 討 し

て い な い そ の 他 計

１ － ５ 学 級 ４７ （４３．９） ２４ （２２．４） ３０ （２８．０） ６ （ ５．６） １０７ （１００）

６ ～ １１学 級 ８２ （４０．６） ５７ （２８．２） 引 （２５．２） １２ （ ５．９） ２０２ （１００）
１２～ １７学 級 ６０ （４０．８） ５０ （３４．０） ２６ （１７．７） １１ （ ７．５） １４７ （１００）

柑 学 級 以 上 ４ １ （４５．１） ２４ （２６．４） ２０ （２２．０） ｌ　 ６ （ ６．６） ９１ （１００）

表 １ト ９ － ４　 人 口 規 模 別 （小 学 校 ）

委 員 会 ・ 職

鼻 会 議 で 検

討

校 長 が 予 算

原 案 を 提 示

特 に 検 討 し

て い な い そ の 他 計

３０万 人 以 上 １３１ （６５．５） ３４ （１７．０） ２５ （１２．５） 川 （ ５．０） ２００ （１００）

１０～ ３０万 人 ７５ （４７．８） ３１ （１９．７） ３７ （２３．６） １４ （ ８．９） １５７ （１００）
３ ～ ５ 万 人 ８３ （３６．２） ６７ （２９．３） ６４ （２７．９） １５ （ ６．６） ２２９ （川 ０）
０．８～ １．５万 人 ９５ （３２．３） 川 ７ （３６．４） ７７ （２６．２） １５ （ ５．り ２９４ （１００）

０．８万 人 未 満 川 ２ （４６．４） ６９ （３１，４） ４１ （１８．６） ８ （ ３．６） ２２０ （１００）

表 １１－ ９ － ５　 人 口 規 模 別 （中 学 校 ）

委 員 会 ・ 職

員 会 議 で 検

討

校 長 が 予 算

原 案 を 提 示

特 に 検 討 し

て い な い そ の 他 計

３０万 人 以 上 ６２ （５９．０） １６ （１５．２） ２０ （１９．０） ７ （ ６．７） １０５ （１００）
川 ～ ３０万 人 ３９ （４３．３） ２３ （２５．６） ２５ （２７．８） ３ （ ３．３） ９０ （川 ８）

３ ～ ５ 万 人 ３４ （２７．９） ３７ （３０．３） ３５ （２８．７） １６ （１３．り １２２ （１００）

０．８～ １．５万 人 ４４ （３５．５） ４７ （３７．９） ３０ （２４．２） ３ （ ２．４） １２４ （１００）

０．８万 人 未 満 ５４ （４８．６） ３２ （２８．８） １８ （１６．２） ７ （ ６．３） ｌ ‖ １ （川 ０）

（８）学校予算の適切性

学校予算額が適切であるかどうか、校長に「貴殿は、学校の教育計画にそって教育活動

を展開する上で、教委から配当される経常的運営費としての学校（配当）予算の額は、十
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分であると感じておられますか。」と尋ねたところ、小学校では「非常に不十分」が３８．０

％、「やや不十分」が４６．４％となっており、中学校では「非常に不十分」が３６．０％、「やや不

十分」が４６．２％となっている。小・中学校ともに予算は不十分とする回答が約８割となっ

ている。（表１ト１０－１）

学校が所在する市町村の人口規模別に回答傾向を見ると、小規模自治体において「非常

に不十分」との回答が低い傾向にある（表１卜１０－２、１０－３）。これは、（２）で検討した予算

編成方法においては、

小規模自治体におい

ては「各学校が予め

予算計画書（予算見

積書）を教委に提出

し、それに基づいて

教委において予算が

編成される」とする

回答率が高かった。

そのために予算に対

する不満感が大規模

自治体に対して低く

なっていると推察さ

れる。

予算規模別に回答

傾向を見ると、「６００

万円以下」の学校で

「非常に不十分」と

の回答が高い傾向に

ある。「１０００万円以

上」の学校で「やや

十分」との回答が高

い傾向にある。（表１

ト１０－４、１ト１０－５）

表１ト１０－１　学校予算の適切性
小学校 中学校

非常に不十分 ４２０ （３さ．０） ２００ （３６．０）

やや不十分 ５１３（４６．４） ２５７ （４６．２）

どち らと もいえない ５７ （５．２） ４３・（７．７）

やや十分 ８６ （７．８） ３９（７．０）

非常に十分 ２６ （２．４） １３（２．３）

無回答 ４ （０．４） ４ （０．７）

計 １１０６ （１００） １０３（１００）

表１１－１０－２　人口規模別（小学校）

非 常 に 不 十

分

や や 不 十 分 ど ち ら か と

い う と十 分

計

３０万 人 以 上 ７１ （３５．５） １０２ （５１．０） ２７ （１３．５） ２００ （１００）

１０万 人 以 上 ～ ３０万 人 未 満 ７２ （４５．９） ６９ （４３．９） １６ （１０．２） １５７ （１００）

５万 人 以 上 ～ １０万 人 未 満 ５６ （４２．４） ５９ （４４．７） １７ （１２．９） １３２ （１００）

３万 人 以 上 ～ ５万 人 未 満 ４４ （４４．９） ４８ （４９．０） ６ （６．り ９８ （１００）

１．５万 人 以 上 ～ ３万 人 未 満 ５４ （３７．０） ６８ （４５．２） ２６ （１７．８■） １４６ （１００）

０．８万 人 以 上 ～ Ｌ５万 人未 満 ５７ （３８．３） ７２ （４８．３） ２０ （１３．４） １４９ （川０）

０．５万 人 以 上 ～ ０．８万 人未 満 ３２ （３０．８） ５０ （４８．り ２２ （２ｌ．２） １０４ （１００）

０．５万 人 未 満 ３４ （２９．３） ４７ （４８‾．５） ３５ （３０．２） １１６ （１００）

表１１－１０－３　人口規模別（中学校）

非 常 に 不 十

分

や や 不 十 分 どち らか と

い う と十 分

計

３０万 人以 上 ３５ （３３．７） ５５ （５２．９） １４ （１３．５） １０５ （１００）

１０万 人以 上 ～ ３０万 人 未 満 ４１ （４５．６） ４０ （４４．４） ９ （１０．０） ９０ （１００）

５万 人以 上 ～ １０万 人 未 満 ３５ （５１．５） ２６ （３８．２） ７ （１０．３） ６８ （１００）

３万 人以 上 ～ ５万 人 未 満 ２８ （５２．８） ２０ （３７．７） ５ （ ９．４） ５３ （１００）

１．５万 人 以 上 ～ ３万 人 未 満 ２５ （３４．２） ３１ （４２．５） １７ （２３．３） ７３ （１００）

０．８万 人 以 上 ～ １．５万 人 未 満 １６ （３０．２） ２６ （４９．り １１ （２０．８） ５３ （１００）

０．５万 人 以 上 ～ ０．８万人 未 満 ８ （１４．０） ３３ （５７．９） １６ （２８．り ５７ （１００）

０．５万 人 未 満 １２ （２２．２） ２６　く４８．り １６ （２９．６） ５４ （１００）－

表１ト１０－４　予算規模別（小学校）
非 常 に不 十

分

や や 不 十 分 ど ち らと も

い え な い

や や十 分 非 常 に十 分 計

４００万 円未 満 １４２ （４４．０） １３９ （４３，０） ２１ （６．５） １５ （４．６） ６ （ １．９） ３２３ （１００）

４００～ ６００万 円 ８７■（４６．８） ７２ （３８．７） １０ （５．４） １３ （７．０） ４ （２．２） １８６ （１００）

６００～ ８００万 円 ３４ （２７．４） ７８ （５６．５） ６ （４．８） １２ （ ９．７） ２ （ １．６） １２４ （川 ０）

８００～ １０００万 円 ２８ （３０．８） ４７ （５１．６） ６ （６．６） ７ （７．７） ３ （３．３） ９１ （川 ０）

川 ００～ １４００万 円 ３４ －（３２．り 引 （４８．り ４ （３．８） １２ （１１．３） ５ （４．７） 川 ６ （１００）

１４００万 円以 上 ３４ （３１，８） ５２ （４８．６） ６ （５．６） １１ （１０．３） ４ （３．７） １０７ （１００）

表１ト１０－５　予算規模別（中学校）
非 常 に不 十

分

や や 不 十 分 ど ち ら と も

い えな い

や や 十 分 非 常 に十 分 計

４００万 円未 満 ４４ （５１．８） ２９ （銅 ，１） ５ （ ５．９） ４ （４．７） ３ （３．５） ８５ （川 ０）

４００～ ６ｑＯ方 円 ２４・（３４．３） ３６ （５１．４） ６ （８．６） ２ （２．９） ２ （２．９） ７０ （１００）

６００～ ８００万 円 ２７ （３９．り ３４ （＿４ｇ．３） ４ （ ５．８） ４ （５．８） ０ （０．０） ６９ （１００）

－８００～ １０００万 円 ２５ （３６．８） ２８ （４１．２） ７ （１０。幻 －　７ （１０．３） １ （１．５） ６８ （１００）

１０００～ １４００万 円 ２４ （３０．０） ３９ （４８．８） ５ （６．３） 川 （２１．５） ２ （２．５） ８０ （＝０）

１４００万 円以 上 ２５ （２５．３） ５２ （５２，５） 川 （１０．り 川 （１０．り ２ （２．０） ９９ （川０）

（９）学校予算への学校の意向の反映

学校予算へ学校の意向が反映されていたかどうかについて、校長に「貴殿は、今年度、

教委から配当された経常的運営費としての学校予算は、学校の意向・要望がどの程度反映

されていたと思われますか。」と尋ねたところ、小学校では「反映されていなかった」（「は
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とんど反映されていなかった」と「それほど反映されていなかった」）が４３．７％であり、「反

映されていた」（「ある程度反映されていた」と「十分に反映されていた」）が３７．７％とな

っている。中学校では「反映されていなかった」が４３．５％であり、「反映されていた」が３

９．７％となっている。／ト・中学校ともに反映されていなかったとの回答が若干高い。（表１１

－１ト１）

学校が所在する市

町村の人口規模別に

回答傾向を見ると、

小・中学校ともに人

口規模が大きい自治

体で学校の意向が反

映されていないとす

る回答が高い傾向に

ある。（表１ト１卜２、

１ト１ト３）

予算規模別に回答

傾向を見ると、小・

中学校ともに予算規

模が小さい学校ほど

予算へ学校の意向が

反映されていなかっ

たと認識する傾向に

あり、逆に予算規模

が大きいほど予算へ

学校の意向が反映さ

れていたと認識する

傾向にある。（表１ト

１１－４、１ト１１－５）

表１トー１１－１　学校予算への学校の意向の反映
小 学 校 中学 校

ほ とん ど反 映 され て い な か った １３０ （１１．８） ５８ （１０．４）

それ ほ ど反 映 され て い な か うた ３５３ （３１．■９） １８４ （３３．り

ど ち ら と も いえ な い １９９ （用 ．０） ９０ （１６．２）

あ る程 度 反 映 され て いた ４０２ ・（３６．３） ２０７ （３７．２）

十分 に反 映 され て い た １６ （１．４） １４ （２．５）

無 回答 ′４ （０．４） ３ （０．５）

計 １１０６ （１００．） ５・５６ （１００ ）

表 １ｌ－ １ １－ ２　 人 口規 模 別 （小 学 校 ）

ほ と ん ど 反 そ れ ほ ど反 ど ち ら と も あ る 程 度 反 十 分 に 反 映

計映 さ れ て い

な か っ た

映 さ れ て い

な か っ た

い えな い 映 され て い

た

さ れ て い た

３０万 人 以 上 ３５ （１７．５） ７５ （３７．５） ５２ （２６．０） ３７ （１８．５） １ （０．５） ２００ （＝ ０）

川 － ３０万 人 ３２ （２０．４） ５７ （３６．３） ３５ （２２．３）． ３０ （１９．１） ３ （１．９） １５７ （川 ０）

３～ ５万 人 ２７ （１１．７） ‾８３ （３５．９） ３５ （１５．２） ８４ （３６．４） ２ （０．９） ２３１ （１００）

０．８～ １．５万 人 ２８ （９．５） ８４ （２８．６） ４さ （１６．３） １３１ （４４．６） ３ （ｌ．０） ２９４ （１００）

０．８万 人 未 満 ８ （３，７） ５４ （２４．８） ２９ （１３．３） １２０ （５５．０） ７ （３．２） ２１８ （１００）

表１トー１１－３　人口規模別（中学校）
ほ とん ど 反 そ れ ほ ど 反 ど ち ら と も あ る 程 度 反 十 分 に 反 映

計映 され て い

な か った

映 され て い

な か った

い えな い 映 され て い

た

され て い た

－３０万 人 以 上 １８ （１７．１） ４８ （４５．７） ２７ （２５．７） １１ （１０．５） １２ （１．０） 川 ５ （１００）

１０～ ３０万 人 １１ （１２．４） ３６ （４０．４） ２０ （２２．５） ２２ （２４．７） ８ （０．０） ８９　く１００）

３～ ５万 人 １７ （１３．９） ４５ （３６．９） １９　く１５＿．６） ４１ （３３．６） ０ （０．０） １２２ （１００）

０．８～ １．５万 人 ７ （５．６） ３６ （２８．６） １２ （９．５） ６７ （５３．２） ４ （３．２） １２６ （１００）

０．さ万 人未 満 ５ （４．５） １９ （１７．り １２ （１０．８） ６６ （５９．５） ９－（さ．１） １１１ （川０）

表 １１－ １ １－ ４　 予 算 規 模 別 （小 学校 ）

ほ とん ど 反 そ れ ほ ど 反 ど ち ら と も あ る 程 度 反 十 分 に 反 映

計映 され て い

な か った

映 さ れ て い

な か っ た

い えな い 映 され て い

た

され て い た

４００万 円未 満 ５８ （１８．０） 川 ３ （３２．０） ６３ （１９．６） ９５ （２９．５） ３ （０．９） ３２２ （‖０）

４００～ ６００万 円 １８ （９．６） ７２ （３ｒ８．５） ３２ （１７．り ６３ （３３．７） ２ （１，り １８７ （１００）

６００～ ８００万 円 １１ （８．９） ４４ （３５．５） ２１ （１６．９） ４７ （３７．９） １ （０．８） １２４ （１００）

８００～ １０００万 円 ７ （７．７） ２７ （２９，７） ２０ （２２．０） ３６ （３９．６） １ （１．１） ９１ （１００）

１０００～ １４００万 円 １２ （１１．３） ３０ （２８．３） １６ （１５．１） ４４ （４１．５） ４ （３．８） １０６ （１００）

１４００万 円以 上 ６ （５．７） ３０ （２８．３） １５ （１４．２） ５４ （５０．９） １ （０．９） １０６ （１８０）

表 １ト １ １－ ５　 予 算 規 模 別 （中 学 校 ）

ほ とん ど反 そ れ ほ ど反 ど ち ら と も あ る程 度 反 十 分 に反 映

計映 きれ て い

な か った

映 され て い

な か った

い え な い 映 され て い

た

され て い た

４００万 円未 満 １５ （１７．６） ３６ （４２．４） 川 （１１．８） ２３ （２７．り １ （１．２） ８５ （１００）

４００～ ６００万 円 ４ （５．７） ２７ （３８．６） １３ （１８．６） ２５ （３５．７） ｌ （１．４） ７０ （１００）

６００～ ８００万 円 １０ （１４．５） １９ （２７．５） １３ （柑 ．鋸 ２７ （３９．り ０ （０．０） ６９ （１００）

８００～ 川００万 円 ６ （８．８） ２５ （３６．８） １３ （１９．り ２１ （３０．９） ３ （４．４） ６さ （‖０）

１０００～ １４００万 円 ７ （８．８） ２８ （３５．０） １４ （１７．５） ２９ （３６．３） ２ （２．５） ８０ （１００）

１４００万 円以 上 ３ （ ３．０） ２１ （２１．２） １５ （１５．２） ５４ （５４．５） ６　く６．１） ９９ （１００）

（１０）学校予算の総額

学校予算の総額について、校長に「今年度、教育委員会から貴校に配当された経常的運

営費である学校配当予算の総額は、およそいくらでしょうか。」と尋ねたところ、小・

中学校ともに、約５割の学校が２００万～８００万円となっている。（表１ト１２－１）

学校規模別に学校予算を見ると、５学級以下の小規模校では４００万円未満が最も多くな

っているものの６学級以上の学校では、予算規模がばらついており、学校規模との一定の

－１３９－



関連が見られない０（表１１－１２－２、１ト１２－３）

表 １ト １ ２－ １ 学 校 予 算 の 総 額

小 学 校 中 学校
２００万 円未 満 １０８ （９．８） ２４ （４．３）
２００～ ４００万 円未 満 ２１５ （１９，４） ６１ （１１．０）

４００～ ６００万 円未 満 １８７ （柑 ．９） ７１ （１２．８）

６００～ ８００万 円未 満 １２４ （１１．２） ６９ （１２．４）

８００～ １０００万 円未 満 ９１ （８．２） ６８ （１２．２）

１０００～ １２００万 円 未 満 ６２ （５．６） ４２ （７．６）
１２００～ １４００万 円未 満 ４４ （４．０） ３８ （６．８）

１４８０～ １６００万 円未 満 ３０ （２．７） １６ （２．９）

１６００～ 柑００万 円未 満 １１ （１．０） １１ （２．０）

１８００～ ２０００万 円 未 満 １８ （１．６） １２ （２．２）

２８００～ ２２００万 円 未 満 川 （０．９） １０ （１．８）

２２８０～ ２４８０万 円未 満 ３ （０．３） １１ （ ２．０）

２４００へ′２６８０万 円未 満 ５ （０．５） ７ （ １．３）

２６００－ ２８００万 円 未 満 ３ （０．３） ３ （０．５）

２８００～ ３００８万 円 未 満 ３ （０．３） ４ （０．７）

３８００～ ３２００万 円 未 満 ６ （０．５） ３ （０．５）

３２８０～ ３４００万 円未 着 ２ （８．２） ３ （０，５）

３４００～ ３６８０万 円 未 満 ５ （０．５） ２ （０．４）

３６００－ ３８０８万 円 未 満 ． ２ （０．２） ２ （０．４）
３８００～ ４０００万 円 未満 ２ （８．２） ３ （ ０．５）
４００８万 円以 上 ７ （０．６） １２ （２．２）
無 回答 １６８ （１５ ２） ８４ （１５ り

計 １日 ６ （川０ ） ５５６ （川０ ）

表 ‖ ‘‾ １ ２‾ ２ 学 校 規 模 別 （小 学校 ）　　　４８０万 円　 ４０８～

未 満 ６００万 円

１２（ほ ．４）

６８０～

８００万

８８０～ 川００～

１４８０万 円

３（２．０）

１４００万 円

以上

４（ ２ ７）

計

１～ ５学 殺

６′－ 」望ま
１０５（７０．５） 　 円

８（５．４）

１０００万 円

６（４．０） 川９ （１８０）

３５８ （１００）１１学級

１２～ け学 級

１４８（４１．３）

４７（２０．り

７さ（２１．８）

５３（２２．６）

４８（１１．２）

４４（柑 ．８）

２７（７．５）

２３（９ の

２７（ ７．５）

３７（１５．８）

３８（１９．ａ）

３８（１０．６）

３０（
１８学 級 以 上 ２】（１０．９） ３３（１７．２） ３１い ６．り ３５（１８．２） １２．８）

３４（１７．７）

２３４ （１００）

１９２ （１０８）
表 １卜 １ ２－ ３ 学 校 規 模 別 （中 学校 ）　　　４００万 円　 ４００～

未 満 ６０８万 円
６００～

８８０

８８０～ １０００－

１４００万 円
１４００万 円

以 上
計

１～ ５学 級

６～ １１学 級
４丁（５０．５）

２９（１６ ５）

１３（１４．０）

３１（１７．６）

２０（１５．８）

万 円

１２（１２．９）

２６（１４

川００万 円５（５．４） ６（６．５） １０（１０．８） ９３ （１００）

１２～ １７学級 ７（５．５） ．８）

柑 （１４．り

２９（１６．Ｓ）

２２（け ２）

２３（１３．り

２７（２１．り

２４（３３．３）

３８（２１．６）

３４（２６

１７６ （１００）

柑学 級 以 上 ｌ（１．４） ７（９．７） １３（１８．り １１（１５．３） ．６）

１６（２２．２）

１２８ （川０）

７２ （１００）

（１１）中教審答申を受けた教育委員会の予算編成の在り方における改善

地方分権に関する中教審答申を受けた予算編成の改善状況について、校長に「貴殿は、

中央教育審議会答申（平成１０年９月）以降の一連の改革で、学校の自主性・自律性の確立

の視点から、教委の学校予算編成の在り方に関して、改善が図られたと実感されています

か０」と尋ねたところ、「実感していない」（「ほとんど実感していない」と「それほど実

感していない」）が小学校で７２・１‰中学校で７０・７化なっている０「実感している」（「あ

る程度実感している」と「十分に実感している」）が小学校で１０・弧中学校で１０．９陀な
っている。（表１１－１３－１）

学校規模別に回答傾向を見ると、５学級以下の小規模校で「実感している」との回答が
若干高い０（表１ト１３－２、１ト１３－３）

予算規模別に回答傾向を見ると、小・中学校ともに予算規模が大きい学校で「実感して

いる」と回答する傾向が若干高い０（表１ト１３－４、１ト１３－５）
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表１ト １３－ １ 中教審答 申を受 けた教育委員会の予算編

小学校 中学校

ほとん ど美感 していな い ３６６（３３．り １５５（２７．９）
それ ほど実感 して いな い ４３１（３９．０） ２３８（４２．８）

どちらともいえな い 柑２（１６．５） 川０（１８．０）
ある程度実感 して いる １１１（１０．０） ５８ （川．４）
十分 に美感 して いる ６ （０．５） ３（０．５）

無回答 １０ （０．９） ２（０．４）
計 １１０６ （１００） ５５６ （川０）

成の在り方における改善

表 １ト １３ － ２　 学校 規模 別 （／ｊ＼学 綾 ）

ほ とん ど 臭 そ れ ほ ど美 ど ち らと も あ る程 度 臭 十分 に美 感

計感 して いな

い

感 して い な

い

い え な い 感 して い る して い る

１～ ５学 級 １１３ （６５．７） ５９ （３４．３） ３１ （柑 ．０） ２６ （１５．り ２ （１．２） １７２ （－１００）

６～ １１学 級 ３０９ （７３．６） １１１ （２６．４） ６８ （１６．２） ４０ （９．５） ３ （０．７） ４２０ （１００）
１２～ １７学 級

だま　 ヽ

２１０ （７６．４） ６５ （２３．６） ４２ （１５．３） ２３ （８．４） ０ （０．０） ２７５ （１００）

１８学 級 以 上 １５８ （７１．８） ６２ （２８．２） ４０ （１８．２） ２１ （９．５） １ （８．５） ２２０ （１００）

表 １ト １３ － ３　 学校 規模 別 （中 学校 ）

ほ とん ど 実 それ ほ ど臭 どち ら と も あ る 程 度 美 十分 に 実感

計感 して い な

い

感 して いな

い

い え な い 感 して い る して い る

１～ ５学 ２３ （２１．３） ４５ （４１．７） ２丁 （２５．０ １３ （１２０） ０　　 ０ ８） ‖８ （川 ０）

ＺＯ３ （１００）

１４７ （１００）

６～ １１学 級 ６０ （２９．＿６） ８８ （４３，３） ３６ （１７．７） １９ （ ９４） ０ （ ０・０）
１２～ １７学 級 ４２ （２８．６） ６５ （４４．２） ２２ （１５．０） １５ （１０ ２） ３ （ ２ ０）
柑学 級 以 上 ２８ （３０．８） ４０ （４４．０） １３ （１４．３） １０ （１１．０） ８ （ ０．０） ９１ （１００）

表 １１－ １ ３－ ４ 予 算 規 模 別 （小 学校 ）

ほ と ん ど 美 それ ほ ど美 ど ち ら と も あ る 程 度 実 十 分 に 美 感

計感 して い な

い

感 して いな

い

いえ な い 感 して い る して い る

４００万 円未 満 １２０ （３７．３） １２０ （３７．３） ５０ （１５．５） ２８ （８．７） ４ （１．２） ３２２ （１００）
４００～ ６００万 円 ７８ （４１．９） ６４ （３４．４） ２５ （１３．４） 柑 （ ９．７） １ （０．５） 柑■６ （１００）

６００～ ８００万 円 ４１ （３３．り ４９ （３９．５） ２３ （１８．５） １０ （ ８．り １ （０．８） １２４ （川０）
８００～ 川００万 円 ２１ （２３．６） ４２ （４７．２） １４ （１５．７） １２ （１３．５） ０ （０．０） ８９ （‖８）

１０００～ １４００万 円 ３６ （３４．０） ４６ （４３．４） ・９ （ ８．５） １５ （１４．２） ０ （０．０） 川６ （１００）
１４００万 円以 上 ３２ （２９．９） ３８ （３５．５） ２８ （２６．２） ９ （８．４） ０ （０．０） １０７ （１００）

表 １１－ １ ３－ ５ 予 算 規 模 別 （中 学校 ）

ほ と ん ど 臭 それ ほ ど臭 ど ち ら と も あ る 程 度 臭 十 分 に 美 感
感 して い な

い

感 して いな

い

いえ な い 感 して い る して い る 計

４０８万 円未 満 ３２ （３７．６） ３７ （４３．５） ７ （８，２） ９ （１０．６） ０ （０．０） ８５ （１００）

４００～ ６００万 円 】９ （２６．８） ３５ （４９．３） １２ （１６．９） ５ （ ７．０） ０ （０．０） ７０ （１００）
６００～ ８００万 円 ２６ （３７．７） ２９ （４２．０） ７ （１０．り ６ （８．７） １ （ １．４） ６９ （１００）

銅 ０～ １０８０万 円 １９ （２７．９） ２８ （４１．２） １３ （１９．り ７ （１０．３） １ （１．５） ６８ （１００）
１０００～ １４００万 円 １５ －（柑 ．８） ３７ （４６．３） １６ （２０．０） １２ （１５．０） ０ （０ ０） ８０ （１００）

ｌ ９９ （１００）１４０８万 円以 上 ■２４ （２４．２） ３さ （３８．４） ２５ （２５．３） ‾１１ （１１．１） ｌ ｌ （１．０）

（１２）学校予算の反省と次年度予算編成への活用

次年度に向けた学校予算の反省について、校長に「貴校では、学校予算が学校のめざす

子ども像や教育計画を達成する上で適切に使われたかを、学年末などに検討（反省）し、

それを次年度の予算編成や予算執行計画に十分に生かしておられますか。」と尋ねたとこ

ろ、「生かしていない」（「はとんど生かしていない」と「あまり生かしていない」）学校

が小学校で２７．６臥　中学校で３０．５％となってお

り、「生かしている」（「ある程度生かしている」

と「十分た生かしている」）学校が小学校で５２．

８％、中学校で４９．６％となっている。（表１１－１４）

－１４１－

表１ト １４　 学校予算の反省と次年度予算編成への活用

小学校　 】中学校
ほとんど生かしていない ７．１（６．４） ３８■（６．８）
あまり生かしていない ２３５（２１．２） １３２（２３．７）
どちらともいえない ２０８－（１８．８） １０７（１９．２）

ある程度生かしている 引７（４６．■７） ２５１（４５．１）
十分に生かしている ６７（６．り ２５（４．５）

無回答 ８（０．７） ３（０．５）
計 １川６（１００） ５５６（１００）



（１３）予算委員会の設置

予算委員会の設置状況について、校長に「貴校には、校内各種委員会の一つとして、学

校予算について検討する「予算委員会」を設けておられますか。」と尋ねたところ、「設

けている」学校が、小学校で２２．４％、中学校で１９．２％となっている。

学校規模別に見ると、小・中学校

ともに、学校規模の拡大とともに予

算委員会を設ける割合が高くなる。

（表１ト１５－１、１ト１５－２）

予算委員会を設けていない学校に

対し、「学校予算については主にどの

機関（組織）で検討されるのでしょ

うか。」と尋ねた。

「職員会議」が小学校で２５．４臥　中

学校で２０．７％、「運営委員会」が小学

校で２７．４％、中学校で２８．１％となって

いる。「機関で検討しない」が小学校

で３７．５％、中学校で３９．１％となっている。

表１１－１５－１　予算委員会の設置
小学校 中学校

設 けて いる ２４８ （２・２．４） １０７ （１９．２）

設 けて いない ８５３ （７７．り ４４５（８０．０）

無 回答 ５ （０．５） ４ （０．７）

計 １川６ （１００） ５５６（１００）

表‖一１５－２　学校規模別
小学校 中学校

設 け て い

る

計 設けている 計

１～ ５学級 １６（９，２） １７４ （川０） 川 （９．３） １０８ （１００）

６～ １１学級 ７４ （１７．６） ４２８ （１００） ３２（１５．８） ２０２ （１００）

１２～ け学級 ８４ （３０．４） ２７６ （１００） 引 （２７．９） １４７ （１００）

１寧学級以上 ７１（３２．０） ２２２ （１００） ２３（２５．６） ９０ （１００）

表１１－１５－３　学校予算を検討する機関
小 学校 中 学 校

職 員会 議 ２１７ （２５．４） ９２ （２０．７）

運 営委 員会 ２３４ （２７．４） １２５ （２８．■り

そ の他 ６６ （７．７） ４２ （９．４）

機 関で 検 討 しな い ３２０ （３７．５） ・け ４ （３９．１）

無 回答 １６ （ １．９） １２ （２．７）

計 １１０６ （１００） ５５６ （１００ ）

（表１ト１５－３）

（１４）教職員の学校予算に対する関心

教職員の学校予算に対する関心について、校長に「貴校では、一般教職員は学校予算に

対してどの程度関心をお持ちでしょうか。」と尋ねた。

「関心がない」（「ほとんど関

心がない」と「それほど関心が

ない」）学校は小学校で４３．１％、

中学校で４７．３％であり、「関心が

ある」（「少し関心がある」と「か

なり関心がある」）学校は小学校

で４３．１％、中学校で３６．７％となっ

ている。（表１ト１６－１）

学校規模別に傾向を見ると、

小・中学校ともに小規模校にお

いて「関心がある」とする傾向

が見られる。（表１１－１６－２、１ト１６

－３）

表１ト１６－１　教職員の学校予算に対する関心
小学校 中学校

ほとん ど関心がな い 川０ （９．０） ５２（９．４）

それ ほど関心がな い ３７７（３４．り ２１１ （３７．９）

どちらともいえな い １４６（１３．２） ８６ （１５．５）

少 し関心があ る ３６３（３２．８） １５１ （２７．２）

かな り関心がある １１４ （１０．３） ５３ （９．５）

無回答 ６（０．５） ３ （０．５）

計 １＿１０６（１００） ５５６ （１００）

表１１－１６－２　学校規模別（小学校）
関心 が な い ど ち ら と もい

え な い

関 心 が あ る 計

１～ ５学 級 ６９ （３９．７） ２５ （１４．４） ８０ （４６．０） １７４ （１００）

６～ １１学 級 １８７ （４４．６） ５●３ （１２．６） １７９ （４２．７） ４１９ （川 ０）

１２～ １７学 級 １２７ （４６．０） ３９ （１４．１） １川 （３９．９） ２７６■（川 ０）

１８学 級 以 上 ９２ （耶 ．４） ２９ （１３．り １０１ （４５．５） ２２２ （川 ０）

表１１－１６－３　学校規模別（中学校）
関心 が な い ど ち ら と も い

え な い

関 心 が あ る ・ 計

１～ ５学級 ４５ （４１．７） １８ （１６．７） ４５ （４１．７） １０８ （１００）

６～ １１学 級 ９６ （４７．３） ３２ （１５．８） ７５ （３６．９） ２０３ （川 ０）

１２ん １了学 級 ７３ （４９．７） ２４ （１６．３） ５０ （３４．０） １４７ （川 ０）

１８学級 以 上 ４８ （５３．３） １１ （１２．２） ３１ （３４．‾４） ９０ （１油 ）

ー１４２－



（１５）学校の自主性・自律性を高めるための学校予算の改善

校長に対し「貴殿は、学校の自律性を高めるためには、学校予算に関して、どのような

措置を講ずるのが有効だとお考えですか。」と尋ねたところ、最も多いのが「経常的運営

費以外に、校長の裁量で執行できる特別な予算措置（校長裁量予算）を設ける」であり、

小学校で６６・８％、中学校で６６．２％となっている。次に「経常的経費である学校配当予算の額

それ自体をもっと増やす」が小学校で３９．１％、中学校で３９．６％となっている。次に「学校に

配分される予算の流用枠（節間の流用など）を拡大する」が小学校で３９．０‰　中学校で３３．

８％となっている。次に「教委が予算編成する際に、学校からの予算要求を反映する仕組み

にする」が小学校

で２７．３％、中学校

で３０．０％となって

いる。（表１ト１ト１）

学校規模別に回

答傾向を見ると、

小・中学校ともに、

学校規模が大きく

なるほど「経常的

運営費以外に、校

長の裁量で執行で

きる特別な予算措

置（校長裁量予算）

を設ける」とする

表 １ト １７－ １ 学校の 自主性 ・自律性 を高めるための学校予算の改善

小学校 中学校

経常的運営費以外に、校 長の裁量で執行 できる特別な予算措置 ７－３９（６６．８） ３６８ （６６．２）
（校長裁量予算）を設ける

教委が予算編成する際に、学校 か らの予算 要求 を反 映す る仕組 ３０２（２７．３） １６７ （３０．０）

み にする

学校 に配分 される予算の流用枠 （節 間の流用な ど） を拡大する ４３１（３９．０） １８８ （３３．８）

校長の専決額 （枠 ）を拡 大する ２０１（１８．２） １１Ｚ（２０．１）
ＰＴＡ費や寄付金な どの私費を各学校で もっと積極 的に受け入れ ２１（１．９） １１（２．０）

るよ うにする

経常的経費である学校配 当予算の額それ 自体を もっと増やす ４３２ （３９．り ２２０ （３９．６）
その他 ６ （０．５） ０ （０．０）

無回答 ８ （０．７） ２ （０．４）

計 １日６ （１００） ５５６ （１００）

表１１－１７－２　学校規模別（小学校）
校 長 裁 量

予 算

予 算 要 求 流 用 枠 拡

大

専 決 額 拡

大

私 費 受 入

れ

予 算 増 大 計

１～ ５学級 １１２（６４．４） ５３（３０．５） ６６（３７．９） ３６（２０．７） １（ ０．６） ６９（３９．７） １７４ （１００）

６～ １１学級 ２７３（６５．３） １０５（２５．１） １８０（４３．り ７０（１６．７） １０く ２．４） １６６（３９．７） ４１９　く１００）

１２～ １７学 級 柑 ２（６６．２） ７８（２８．４） １０４（３７．８） ５２（１８．９） ３（ １．１） ‖７（４２．５） ２７６ （１００）
１８学級 以 上 １６６（７４．８） ６４（２さ．８） ７８（３５．り ４０（柑 ．０） ７（ ３．２） ７６（３４．２） ２２２ （１００）

表１ト１７－３　学校規模別（中学校）
校 長 裁 量

予 算

予 算 要 求 流 用 枠 拡

大

専 決 額 拡

大

私 費 受 入

れ

予 算 増 大 計

１～ ５学 級 ６さ（６３．０） ３７（３４．３） ４１（３８．０） ２０（１８．５） ０（０．０） ４２（３８．９） １０８ （ｊＯＯ）

６～ １１学 級 １３１（６４．５） ５２（２５．６） ６７（３３．０） ５３（２６．１） ３（ １．５） ７６（３７．４） ２０３ （‖ ０）

１２～ １７学 級 １０４（７０．７） ４７（３２．０） ５２（３５．４） ２４（１６．３） ４（２．７） ５８（３９．５） １４７ （川 ０）
１８学 級 以 上 ６４（７０．３） ２９（３ｌ．９） ２６（２８．６） １２（１３．２） ４（４．４） ４２（４６．２） ９０ （１００）

回答が高くなる傾

向にある。（表１ト１７－２、１ト１７－３）

おわりに

（１）調査結果のまとめ

初年度の事例研究では、自律的学校経営のための学校予算のあり方を考える上の視点と

して、予算配当規準、学校から教育委員会への予算要求、節あるいは細節における流用、

校長の専決権、校長の裁量予算、校内における学校予算編成過程等の視点を仮説的に導き

出した。２年目は全国調査を実施し、事例調査から導かれた視点の全国傾向と人口規模、

地域性（都道府県の別）、学校規模等との関連を探った。

予算配当基準については、児童生徒数等による基準を設定している教育委員会が約５割

である。学校運営費標準を設けている教育委員会も増大しつつあることが明らかとなった。

－１４３－



近年登場しつつある校長裁量予算は、教育長調査では約１割、小中学校長調査では約１．

５割がその存在を回答している０また、学校に付加的に予算を与える旧来の制度としての

研究指定校制度を有する教育委員会は約５割となっている。

予算配当基準及び校長の専決権、研究指定校に関しては、大規模自治体においてそれを

設定し、活用している傾向が見られた（表１ト１、１ト２、表１１ヰ２・３、１ト６－２、第１節（７））。

個別の学校の要望については小規模自治体で聴取している傾向が見られた（表１トト２）。

流用規程、校長裁量予算の有無については人口規模との明確な関連は見られなかった（第
１節（１）、表１ト７－２）。

学校予算に関する校内の意思決定過程において、次年度学校予算についての委員会等で

の検討は小規模校で実施される傾向が見られた０実行予算配分に関する委員会等での検討

は、大規模校、大規模自治体で若干実施率が高くなっていた。

地域性との関連については、専決権の存在について若干の地域差が見られるものの（第

１節（４））、他においては明確な関連は見られなかった。

（２）予算規模との相関の低さへの検討

第１節（１０）で明らかとなったように、１８学級以上の規模の学校で令達予算総額が１０００万

円を超える小学校は約５割、中学校は約４割となっている一方で、８００万円以下の小学校

は約３割、中学校は４割となっている０４００万円未満とする学校も存在している。（表１ト

１２－２、３）そのように予算総額に幅がありながら、学校予算に対する意識は、予算額との相

関はそれほど高くない０第２節（８）で分析したように、予算総額１０００万円以上の学校でも

予算が「十分」とする学校は１割程度であり、８割の学校は「不十分」と回答している。

－１４４－



文部科学省「地方教育費調査」によると、基準財政需要額に比した小学校費、中学校費

は、東京都のみが約３倍となっているものの他県は皆、１前後の数値となっている。従っ

て、今回の調査で同規模校で学校予算

に差が見られるのは、その学校が実質

的に使用できる予算額に大きな幅があ

るのではなく、同じ費目でも教育委員

会の経費とするか、学校の経費とする

かの違いにより生じた差であると推測

される。例えば、コピー用紙を購入す

るとして、東京都の学校は帳簿上は学

校予算から支出して購入することとな

っているが、実際には教育委員会で共

同購入したものを学校に納めている。

その経費を教育委員会が負担しても、

コピー用紙が学校に納められる現象に

は変わりない。使途は同様であっても、

表１１－１８　市町村教育費の規準財政需要額に対する比率

出典：文部科学省「平成１１会計年度地方教育費調査」
，

その経費を名目上管理しているのが教育委員会の

場合と学校の場合が存在していることとなる。

そのような事情を反映して、学校予算の幅が存在すると想定されるが、同時に、新たな

問題も浮かび上がってくる。すなわち、本研究では校長の専決規程や流用規程の有無を問

題としたものの、予算の管理が学校ではなく教育委員会となっているのであれば、学校教

育に必要な予算の編成及び執行は全面的に教育委員会に委ねられることとなるからであ

る。

そのような問題の所在を前提とするならば、「学校予算は不十分」とする回答が小・中

学校ともに約８割であるのに対し（表１ト１０－１）、「学校の自主性・自律性を高めるための

有効な措置」に関する意識において「経常的経費以外に、校長の裁量で予算執行できる特

別な予算措置（校長裁量予算）を設ける」との回答が小・中学校ともに約７割であり、「学

校配当予算の額それ自体を増やす」との回答の約４割を上まわっていたことが了解される。

（図１１－５、表１１－１７－１）

すなわち、自律的学校経営のための学校予算は、その増額や規程等の整備という課題以

外に、予算配分及びその使途に関する意思決定について、教育委員会と学校との間で権限

が最適な配分となっていない状態が、大きな課題として存在することが予測される。

（３）自律的学校経営と学校予算の在り方

本調査研究は、公立学校の自律性を高めるための学校予算の在り方を考察することに基

本的視角を有している。その際、公立学校に求められる自律性は、憲法に保障された教育
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を受ける権利や設置主体である地方公共団体に求められる公共性との対立・矛盾を生じる

ことは避けて通れない問題となろう。

一例として、東京都中野区では、昭和５５年度より教育予算の一部をあらかじめフレーム

として教育委員会に与え、その範囲内での予算額の配分を教育委員会の自主的な判断に任

せる「枠配分方式」が実施され昭和５９年度から、学校予算の編成においても同様の枠配

分方式を実施する「学校フレム予算」が実施されてきた０これは、予算の肥大化に伴い

首長部局が一律に予算査定をすることの事務的な限界と非効率性（旧来の予算配分方式に

より各学校ごとの過不足が毎年生じていた）への対処と、教育関係者の意識の高揚が意図

されていた（９）０このような視点は、近年増大しつつある校長裁量予算や、審査方式による

学校への予算配分方式などに共通に見られることである。

ところが一方で、逆の流れも起こっている０中野区のフレーム予算においては近年自由

裁量の粋が減少して使途を限定する項目が拡大しており、校長裁量予算や審査による学校

への予算配分方式を創設したもの、その後執行方式を見直す教育委員会が出てきている（１

８）０その背景には、これらの予算枠はすべての学校に一律の教育サービス（そのための予

算）を保障するものではないので、財政難により予算枠を縮小する際に、削減の対象とな

りやすいこと、完全な学校の自由裁量枠として予算措置する場合、議会の承認が得にくい

などの事情が考えられる。

昨年来義務教育費国庫負担法をめぐり、経済財政諮問会議で繰り広げられている議論で

も同様の文脈を見ることができる０国庫負担金相当額を地方交付税化することにより地方

自治体の自由裁量が拡大することとなる見方がある一方、地方自治体の自由裁量により教

育予算が削られることになれば、国民の教育を受ける権利が保障できないとする見方もあ
る（１１）。

東京都が昭和４２年に義務教育学校運営費標準を設定したのは、教育費における私費負担

解消と都区財政調整制度に基づく財政調整交付金の算定基礎とするためである（１２）。義務

教育学校運営費標準は基本的に地方交付税と同様の性格を有しているため、配分を受けた

区の判断により、標準を下回る教育予算となる場合もある（近年の措置率は約７割となっ
ている）。

以上の状況を視野に入れ、学校の自律性と公共性の関連の在り方を考察するためには、

公共性の視角と自律性の視角を対立的に捉えるのではなく、現状における両者の関連構造

を分析する視点が重要となってくる。

本調査研究により、教育委員会における意思決定過程に学校の意思が反映される方途や

学校予算の自律性を高めるための学校内部の意思決定過程の在り方には、人口規模や学校

規模等の条件が与える影響はある程度見られるものの、明確な関連は見られないものがは

とんどであった０したがって、本研究で調査した校長裁量予算の導入、流用規程や専決権

の設定、教育委員会と学校の事前協議、学校運営費標準の設定の在り方等は、各教育委員
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会単位で様々な工夫改善の余地があると考えられる。

ただし、その工夫改善の方向性は、アプリオリに提示できるものとはなり得ない。一律

に学校運営費標準の設定が図られたならば、中野区がフレーム予算を構想した初期の問題

に直面することとなるはずであるし、校長裁量予算が学校予算の全範囲に拡大したならば、

公立学校としての性格が問われ、そのような予算案が議会で承認されることは困難となる

はずである（１３）。折しも、経済財政諮問会議の議論を受け、文部科学省で構想している義

務教育費国庫負担法の改正の方向性は、全国的に最低限必要な水準を確保することを徹底

し、これを越える条件整備については地方自治体の裁量に委ねるというものである。その

ような、公共的財政措置と学校の自律性のバランスをどのような事項でどのような方式で

模索していくかという戦略論が、今後求められることになると思われる。本調査研究によ

り得られたデータは、現在の法制下において各教育委員会、各学校が模索しつつある自律

性拡大の現状である。この状況は今後多様な展開を見せることとなるはずであり、その変

容の動態を観察し続けることが必要であろう。

（河野和清・千々布敏弥）

【註】

１）清原正義『教育行政改革と学校事務』学事出版、２０００年、１５９ページ。

２）河野和清・千々布敏弥「自律的学校経営と学校予算」『地方分権下における自律的学

校経営の構築に関する総合的研究』（平成１２年度科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ）（１））

研究成果報告書、研究代表者　河野和清）平成１３年３月、６９－８８ページ。

３）「その他」では、６７人の教育長が補正予算で対応と回答している。それ以外では、

節間の流用で対応と回答した教育長が数名いる。

４）「その他」では、１２人の教育長が「町の一般会計に受け入れる」と回答している。そ

れ以外では、「寄付金は受け付けない」、「寄付行為者の校区の学校へ金額配分を多目

にし、残りを他の校区の学校に均等に配分する」などの回答があった。

５）「その他」では、「熊本市物品会計規則」「町財務会計規則」「町長の権限に属する事務

の補助執行に関する規則」などが挙げられている。

６）「その他」では、「計画書は審査するが、学校規模基準により配分」、「基本金額＋児童

・生徒割」、「学校規模」などが挙げられている。

７）「その他」では、「学校（校長）の要望に基づき配分」（８人）、「３と４の組合わせ」、

「前年度実績＋校長とのヒアリング」（２人）、「１校の為基準なし」（１人）、「４に当該

年数における需要を増減」（１人）などが挙げられている。

８）「その他」では、「予算について教職員の認識を深める」「配当基準の見直し」「教育

委員会が予算編成権をもてるような財政システムの構築」などを挙げている。

９）小川正人「地方自治体の教育予算編成に関する一考察一束京都中野区の教育予算枠配
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分、学校フレーム予算の調査報告－」『地方自治体の効率的な教育予算編成と教育財政

管理に関する比較研究』科研費報告書１９９３年３月

１０）中野区担当者へのインタビューによる

１１）「第３２回経済財政諮問会議議事要旨」平成１４年１０月３１日

１２）杉本穣治「義務教育費の私費負担解消対策一束京都の実施例」地方財務Ｎｏ・１６１、昭和

４２年１０月、東京都「都区財政調整について」平成７年８月、東京都「義務教育学校運営

費標準小学校説明編」平成４年７月、東京都「義務教育学校運営費標準中学校説明編」

平成４年７月）

１３）教育改革国民会議が提起したコミュニティスクールの構想はその間題を内包してい

る。会議の議論においても、この構想は私立学校の設立理念と整合的でないなどの指摘

がなされていた（「教育改革国民会議第２分科会第５回議事録」平成１２年７月３日）。
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第１２章　学校組織と自律的学校経営

はじめに

各学校は、自律的学校経営について、どのようなイメージをもって、組織的な学校経営

の営みを推進しているのであろうか。換言すれば、今日の教育改革の進展のなかで求めら
れている教育活動の展開にあたって、それにふさわしい組織をいかに構築して、どのよう

に取り組んできているのか。また、その組織構築にあたって、各学校と設置者である教育
委員会との関係には、いわゆる「自律的」な関係をみることができるのであろうか。

本章では、学校組織の状況をめぐって、自律的学校経営の遂行の現状を検討するととも

に、自律的学校経営の遂行の課題を抽出することを目指して、１）設置者である市町村教
育委員会が所管の小・中学校との関係をどのように構築しているのか、及び、２）小・中

学校では学校組織の現状をどのように分析し、自律的学校経営の遂行にどのような組織の
再編を行い、どのように自律的学校経営を捉えて遂行しているのか、について検討する。

第１節　市町村教育長調査

（１）教育委員会の学校に対する支援状況

急激な教育改革の進展のなかにあって、小・中学校の教育活動の充実にあたって、設置
者である市町村教育委員会においては、学校の組織的な取り組みに対して、どのような支

援状況がみられるのであろうか。調査においては、従来の学校の教育活動とは異質な性格
を持つものとしての「情報教育の推進」や「総合的な学習の時間」、地域に開かれた学校
づくりのための第一歩と思われる「地域人材の活用」、教育委員会独自の「モデルづくり

や支援制度」や「人事・予算面における支援」の５つの視点から、それぞれ２項目ずつ、
計１０項目について尋ねている。

表１２－１は、その市町村教育委員会における支援状況について尋ねた結果を示したもので

ある。以下では、先の５視点について市町村の人口規模別を踏まえ特徴を整理する。

表１２－１教育委員会の支援状況　　　　　　　　　　　　　　　（％）

教育 委員 会 の支援 の項 目

全そ感 あそ感 少そ感 かそ感 全そ感
くうじ‘まうじ しうじ な うじ くうじ

な り な　 る り る －る
い　 い

霊　 室

１）情報教 育の推進にあたって、コンピュータ等の

ＩＴ環境の整備状況 は充実 している ５．１　 １８．０　　 ５３．８　　 ２２．９ ３．９６　　 ０．８２１

２）情報教 育の推進にあたって、教職員に対す る研

修 は充実 している ０．７　 １１．７　　 ３６．７　　 ４４．８　　 ５．６ ３．４６　　 ０．８８６

３） 「総合的学習時間」に関する研究成果について、　学校への情報提供は十分に行われている
０．２　 １４．１　 ４３．８　　 ３５，３　　 ６．１ ３．３６　　 ０．８９２

４） 「総合 的な学習の時間」に関す る教職員の研修　は充実して いる
０．７　 １０．５　　 ４１．６　　 ４３．６　　 ３．４ ３．４０　　 ０．７９７

５）学校と地域との連携推進 に利用可能な人材マ ッ

プな どの情報 は充実 している ０．・７　 １５．１　 ３９．４　　 ３６．７　　　 ７．８ ３．３７　　 ０．９００

６）学校に対 して、地域人材や学校支援ボランテイ

アの活用に関する予算措置が充実している
３．６　　 ２１．９　　 ３７．７　　 ３１．９　　 ４．６ ３．１３　　 ０．９７０

７）教育委員会独 自の学校運営モデルづ くりを進め　ている
１６．５　　 ３９．２　　 ３０．９　 １０．９　　 １＿．５ ２．４７　 １．１４０

８）教育委員会独 自に研 究指定校な どの制度 を機能　させて いる
１９．２　　 ２７．５　 １５．８　　 ２３．１　 １２．４ ２．９４　 １．５７２

９）各校の教職員数の充 実に多種の加配措置の活用

や、教育委員会独自の予算措置が行われている １１．２　 １９．５　　 ２９．７　　 ２７．３　 １１．７ ３．１３　 １．２７７

１０）特色ある学校づくりの推進に、予算や教職員人

事に関す る校長の意向をできる限 り尊重している ０．５　　　 ７．５　　 ２８．７　　 ４７．４　 １５．１ ３．７３　　 ０．９４８

※　Ｎ＝４１１、無回答については表示していない。また、平均値の算出には無回答者を除く。
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まず、①「情報教育の推進」においては、「１）コンピュータ等のＩＴ環境の整備状況」で

は「「かなり」十「全く」そう感じる」とする割合が７５％を超えているのに対して、「２）教職

員に対する研修の充実」ではその割合が５０％に留まっている状況が指摘できる。ハード面

での整備状況に対して、その活用を可能とするカリキュラム開発や教職員の指導力向上と

いったソフト面での整備状況が追いついていないことが読みとれる。この不均衡な支援状

況は、教育委員会の人口規模別にみたとき、予想されるところであるがより興味深い結果

が示された。「１）コンピュータ等のＩＴ環境の整備状況」において、「１０万人以上」の教育

委員会で「「かなり」＋「全く」そう感じる」とする割合が６５％に留まり、「「あまり」†「全く」

そう感じない」とする割合が１２．５％であるが、「２）教職員に対する研修の充実」では「「か

なり」十「全く」そう感じる」とする割合が６５％である。一方、人口規模の小さい「５千人未

満」の教育委員会では、「１）コンピュータ等のＩＴ環境の整備状況」において「「かなり」＋「全

く」そう感じる」とする割合が８７．９％に達しているのに対して、「２）教職員に対する研修

の充実」では「「かなり」＋「全く」そう感じる」とする割合が５０％に留まり、「「あまり」十「全

く」そう感じない」とする割合が１９．８％である。ハ←ド面での整備状況において、人口規

模の大きい教育委員会ではその規模のゆえに充実にあたって予算面に困難を感じる教育長

が多いことが読みとれる。一方で、人口規模の小さい教育委員会ではハード面での整備状

況に対して、その活用にあたっての人的な手当てに困難を感じる教育長が多いと推測され

る。

②「総合的な学習の時間」に関しては、「３）研究成果についての情報提供」「４）教職員

の研修の充実」ともに「「かなり」＋「全く」そう感じる」とする割合が４０％台であるが、

後者の方にその割合は若干高い。人口規模別にみた場合、両項目ともに顕著な特徴は指摘

できず、「３）研究成果についての情報提供」で「１万５千人～３万人未満」の教育委員会で５

０％を超えているが有意な差が指摘できるものでもない。また、「４）教職員の研修の充実」

で「「あまり」†「全く」そう感じない」とする割合に注目すると、「５千人未満」「５千人～８

千人未満」の教育委員会で約１５％と他に比して割合が大きく、横断的・総合的な学習を展

開するための教材開発や教師間の協働などの組織的な対応に課題が指摘できる。

③「地域人材の活用」に関しては、「５）人材マップなどの情報の充実」では「「かなり」

†「全く」そう感じる」とする割合が約４５％であるのに対して、「６）地域人材等への予算措

置の充実」ではその割合が約３６％に留まっており、「「あまり」†「全く」そう感じない」と

する割合が２５．４％である。人口規模別にみた場合、「５）人材マップなどの情報の充実」で

は、「「かなり」十「全く」そう感じる」とする割合は３６％台である「５千人未満」「５千人～８

千人未満」の教育委員会から、５６．４％との回答割合であった「１万５千人～３万人未満」の

教育委員会まで差異は大きい。「「あまり」†「全く」そう感じない」とする割合で「５千人

未満」の教育委員会では２６．４％と、他の規模の教育委員会との差が大きいところである。

特に人口規模の小さい市町村にあって、人材マップなどの情報が各学校で適宜収集され、

教育委員会による特別な支援を必要としないということであれば安心であるが、そうでな

いとするならば地域との連携に十分な成果を得る上に困難を伴うことが危倶される。また、

「６）地域人材等への予算措置の充実」では特段の差異はみられないが、「１０万人以上」の

教育委員会で「「あまり」＋「全く」そう感じない」とする割合が１５．０％と、他の規模の教

育委員会に比して低いことが指摘できる。

④「モデルづくりや支援制度」に関しては、「７）学校運営モデルづくり」では「「かな

り」＋「全く」そう感じる」とする割合が１２．４％に対して「「あまり」十「全く」そう感じない」

とする割合が５５．７％であり、「８）研究指定校などの制度」ではそれぞれ、３５．５％、４６．７％

である。人口規模別にみると、「７）学校運営モデルづくり」では「「かなり」†「全く」そう

感じる」とする割合が「１０万人以上」で２５．０％、「１万５千人～３万人未満」で２１．６％と多

くなっているが、１万５千人未満の教育委員会では「「あまり」†「全く」そう感じない」と

する割合が６割を超えており、教育委員会の体力差を感じる。一方、「８）研究指定校など
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の制度」では、その体力差はさらに顕著である０「「かなり」†「全く」そう感じる」とする

割合が「１０万人以上」７１・８％、「３万人～１０万人未満」５８・７％であるのに対して、３万人未

満の教育委員会では「「あまり」十「全く」そう感じない」とする割合が５割を上回っている０

とりわけ、「５千人未満」６７．８％、「５千人～８千人未満」６２．３％と教育委員会独自の研究指

定校などの制度を機能させるに至っていない。

⑤「人事・予算面における支援」に関しては、「９）教職員数の充実への加配措置の活用

や予算措置」では「「かなり」＋「全く」そう感じる」とする割合が３９・０％に対して「「あま

り」†「全く」そう感じない」とする割合が３０・７％であるのに対して、「１０）予算や人事に対

する校長意向の尊重」ではそれぞれ、６２・５％、８・０％である０校長の意向の尊重には配慮

した支援を行おうとするものの実質はなかなか整わない実態が窺える。人口規模別にみた

場合、実質的な支援である「９）教職員数の充実への加配措置の活用や予算措置」では「１０

万人以上」の教育委員会で、「「かなり」十「全く」そう感じる」とする割合が５０・０％に対し

てトドあまり」†「全く」そう感じない」とする割合が１７・５％と、他の規模の教育委員会の

傾向と異なり充実の程度は高い。一方、「１０）予算や人事に対する校長意向の尊重」では、
ｒｒかなり」＋「全く」そう感じる」とする割合が人口規模の大きい「１０万人以上（６７・５％）」、

人口規模の小さい「５千人未満（７０．０％）」、「５千人～８千人未満（７２・１％）」の教育委員会で

支援をする割合が高い。校長の意向への支援が実質を伴うものであることが求められるで

あろう。

続いて、表１２－２は、教育委員会による校務運営モデルの例示の有無について尋ねた結果

をめぐって、また、表１２－３は、教育委員会による学校組織のあり方についての指導・助言

の有無について、人口規模別に示したものである。

表１２－２教委による校務運営組織モデルの例示　　　　　　　　（％）

全　 体
人　　 口 ・規　　 模　　 別

１０万 以 上 ３－１０万 １．５万 一３万 ８千－１．＿５万 ５千 －８千 ５千 未満

（Ｎ＝４１１） （Ｎ＝４０） （Ｎ＝７５） （Ｎ＝５３） （Ｎ＝８２） （Ｎ＝．６１） （Ｎ＝・９０）

１． 規 則 等 で 示 し て あ る ８．３ ７．５　　 ８．０　　 ７．５　　 ７．３　　 ６．６　 １１・１

２．一必 要 に 応 じて 示 す ５７．４ ５２．５　 ６２」■７　 ６９．８　 ５６．１　 ５５．７　 ５３・３

３． 示 す こ と は な い ３３．１ ４０．０　　 ２９．３　　 ２２．６　　 ３６．６－　 ３７．７　　 ３．５．６

※　無回答については表示していない。

表１２－３教委による組織のあり方についての指導・助言　　　　　（％）

全　 体 合計 した

割合

人　　 口　　 規　　 模　　 別

１０万 以上 ３－１０万 １．５万 一３万 ８千 －１．５万 ５千－８千 ５千 未満 ‾

（Ｎ＝４１１） （Ｎ＝４０） （Ｎ＝７５） （Ⅳ＝岳５） 用＝８３） ■（Ｎ＝６１■） （Ｎ＝９１）

１′．．頻 繁 に あ る ■２．．７－ｒ‾
４４．５ ６５」０　 ６４．０　 ４３：６　 ４２．２　　 ３６．１　 ２７．－５

２． 時 々・あ る ４．１．８

３． あ ま り．な い ５１．６

５‾５．２ ３５．０　　 ３６．０　　 ５＿６．４　　 ５７．８　　 ６３‾．９　　 ７２・５‘

４． 全 く な い ３．６

※　無回答については表示していない。

教育委員会による校務運営モデルの例示の有無については、「必要に応じて示す」とす

る教育委員会が過半数を超えるが、人口規模別にみると、「３万人～１０万人未満」「１万５千

人～３万人未満」でその割合が高く、「示すことはない」とする割合が低くなっている０

教育委員会による学校組織のあり方についての指導・助言の有無については、表に示すよ

うに、「頻繁七ある」「全くない」と回答した教育委員会は稀であり、「時々ある」「あま
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り無い」とする点で回答が分かれるという結果が示された。人口規模との関連がみられ、

規模の大きい教育委員会において「ある」とする傾向が高い。学校数が多くなる人口規模

の大きい教育委員会においては、地域教育経営といった視点から設置者として管轄地域の

統一や必然的により多く生起する課題への対応にあたっているものと考えられる。

では、そのような教育委員会による指導・助言はどのような嶺域においてなされている

のであろうか。表１２－４は、「１．頻繁にある」「２．時々ある」と回答した教育長に、教育委

員会が学校組織のあり方について指導・助言（表１２－３参照）を行った嶺域について尋ねた

結果、回答者数１８３名から得られた事項について、総件数２４８件を得て、ＫＪ法により整理し
た結果を示したものである。

表 １２－４ 教 委 による組 織 のあ り方 につい ての 指卦 助言 の領 域　　 （％）

嶺　　 域
総件数 （２４８件） 回答者

に対す

る割合

総 件数

に対す

る割合
回答者数 （１８３）

１．学校経営の全般にわた って １６８ ９１．８ ６７．７
‾１）学校経営 につ いて 生 ２２．４ １６．５

① 校長の リーダーシ ップに関わ って 旦 ３．３ ２．４
② 主任 の実働化 をめ ぐって ヱ ３．８ ２．８

２）学 校運営 につ いて 堕 ３２．２ ２３．８
１ 職員 会議等 の運営組織につ いて ユ旦 ６．６ ４．８
２　校務 分掌組織 の在 り方につ いて １ヱ ９．３ ６．９
３　研修 ・研究 組織をめぐって 吐 ６．０ ４．４

３）学校管理につ いて 塾 ３０．１ ２２．２
１ 教職 員人事 に関 して 塾 １３．７ １０．１

ａ．教職員の服務等の人事管理 につ いて ユ旦 ７．７ ５．６
ｂ．教職員 に対 す る指導 のあ り方につ いて 遁 ５．５ ４．０

２　施 設管理 につ いて 旦 ２．７ ２．０
３．学校 予算 に関 して 旦 １．６ １．２
④ 危機管理 をめ ぐって 遁 ８．７ ６．５

ａ．危機管理体 制 としての指摘 　 ヱ　旦

遁

３．８ ２．８
ｂ．学校安 全 としての指摘 ４．９ ３．６

４）対外経営管理につ いて ７．１ ５．２
２．学習指導 等の教務関連 の組織 の在 り方 につ いて 盟

止

１７．５

７．７

１２．９

５．６１）教育課程 に関わ って

２）学習指導 に関わ って １旦 ９．８ ７．３
３．生徒指導 に関わる組織の在 り方につ いて 墾

旦ヱ

２６．２

２０．２

１９．４

１４．９１）生徒指導に関わ って

２）教育相談 ・不登校 対策に関わ って 旦 ２．７ ２．０
３）安全 指導に関わ って 旦 ３．・３ 、２．４

※ 指導 ・助言 について 「１．頻繁 にあ る」 「２．時 々－あ る」回 答者 １８３名 （表１２－３参照）

に、その儀域を尋ねた結果をＫＪ法によって３嶺域に大別して整理した結果を示したも
のである。それぞれの億域では、中分類（１）、２）等）、小分類（①、②等）及び細目
（ａ・、ｂ・）を設けた。その分類内訳において、件数が一致しないのは、総括的な表記を

含むとともに、その他の分類の表記をしていないためである。

教育長による回答には、「学校経営」「運営面」「危機管理」「学習指導」「地域との連携」
「生徒指導」といった総括的な表現が多い。３領域に分類したが、「１．学校経営の全般に

わたって」の領域が最も多く、９割の回答者が挙げている。この領域では中分類を４視点
挙げたが、まず、「１）学校経営について」は２割を超える回答者が挙げているが、校長の

実効あるリーダーシップの発揮や主任の生かし方やその任命や人選のあり方など実働する
体制作りへの指導・助言が行われている。「２）学校運営について」は３割を超える回答者

－１５２－



が挙げているが、機能的な学校運営を実働させる組織体制に関わっての指導・助言が行わ

れている。例えば、「一人一役から、組織としての力を発揮できるように」「学校運営の

機能か図るため、校務分掌について」「適材を適所に配置すること」「町で推進する研究

等のための組織や方針」などである。「３）学校管理について」も３割を超える回答者が挙

げている。その内訳は表１２－４に示すように、教職員人事に関する事項や危機管理をめぐる

事項が多く、総括的な表現も多いのであるが、例えば、「指導力不足教師メンタル教師

への指導」「教職員の綱紀の保持及び服務規律の確保等」「免許外教科担任の解消への助

言」、あるいは「緊急時の対応」「安全衛生推進者の設置及び有効活用」といった具体的

な回答もみられた。「４）対外経営管理について」の領域の内容は、開かれた学校づくりや

地域との連携、学校評議員の活用などに関する指導・助言である。

なお、他の２領域では「２．学習指導等の教務関連の組織の在り方について」１７．５％、「３．

生徒指導に関わる組織の在り方について」２６．２％である。新学習指導要領の本格実施の平

成１４年度の調査であり、教務関連の指導・助言は既に前年までにおおよそは済んでいたと

も考えられる。生徒指導関連については「生徒指導」「教育相談」「不登校対策」といっ

た総括的な表現が多く、その内容までは具体的に把握することは困難である。

（２）教育委員会の考える理想やイメージに即した学校経営の実行

表１２－５は、教育委員会の管理下にある小・中学校が理想やイメージに即した学校経営を

実行しているかどうかについて尋ねた結果について、校長調査において尋ねた小・中学校

の校長の結果と比較して示したものである。９割を超える教育長が、小・中学校において

は、理想やイメージに即した学校経営を実行しているかどうかについて、「はば完全に」

「ある程度」できていると見ていることがわかる。小・中学校の校長においては、「あま

りできていない」とする回答者の割合がそれぞれ、２５．０％、２１．８％あるのに対して、教育
長では８．８％と、その認識に相違が見られるところである。

表 １２ － ５ 理 想 や イ メ ー ジ に 即 し た 学 校 経 営 の 実 行　　　　　 （人 ；％）

教　 育　 長 小 学 校 校 長 中 学 校 校 長

（Ｎ＝４１１） （Ｎ＝１０５４） （Ｎ＝５５５）

１． ほ ぼ 完 全 に で き て い る ２２　　 ５．４ １９　 １．８ １３　　 ２．３

２ ． あ る 程 度 は で き て い る ３５２　 ８５．６ ７６４　 ７２．５ ４１７　 ７５．１

３ ． あ ま り で き て い な い ３６　　 ８．８ ２６４　 ２５．０ １２１　 ２１．８

４． 全 く で き て い な い ０ １　 ０．１ ２　　 ０．４

※　 無 回 答 に つ い て は 表 示 して い な い 。

また、この小・中学校が理想やイメージに即した学校経営を実行しているかどうかにつ

いて尋ねた結果について、「３．あまりできていない」「４．全くできていない」と回答した

者（３６名）に、その実行を阻害している要因について、１５項目挙げてその阻害要因をすべ

て選択させた結果について、校長調査において尋ねた小・中学校の校長の結果と比較して

示したものが、表１２－６である。小・中学校の校長が挙げる阻害要因についての分析は次節

において後述するが、教育長の考える阻害要因とは選択割合において若干の特徴が見られ
るとともに、その選択順位に興味深い結果を指摘できる。

選択順位において、「２．教職員数の不足」「１０．教職員のやる気や力量の不足」を５０．０％

の教育長が第１位にあげている。選択割合に有意な差異は指摘できないものの、校長の理

想やイメージに即した学校経営の実行を学校内部の問題と捉える傾向が危倶されるい特

に、「１０・教職員のやる気や力量の不足」での校長の選択順位には認識の違いが示されて

いる。「３・学校予算執行の不自由さ」はともかく、「１．教職員配置の不自由さ」における

教育長と校長との間での選択順位と選択割合の差が顕著である。また、「８．管理職の権限

の弱さ」の選択割合の差についても、校長が描く理想やイメージを実行するにあたって教

育委員会の支援が期待されていると読みとれるに対して、教育長との認識のずれが危倶さ
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れるところではなかろうか。なお、「１２．教職員の多忙」における選択割合の差にも「２．

教職員数の不足」とあわせ、充実した学校経営への取り組みに教育委員会の支援が示唆さ

れるであろう。

表１２－６　理想やイメージに即した学校経営の実行の阻害要因　　（人；％）

教　育　長

（Ｎ＝３６）

小学校校長
（Ｎ＝２６５）

中学校校長
（Ｎ＝１２３）

２．教職員数の不足

１０．教職員のやる気や力量の不足

３．学校予算執行の不自由さ

１３．組織体としての力量不足

１．教職員配置の不自由さ

１２．教職員の多忙

８．管理職の権限の弱さ

１１．管理職の多忙

４．教育委員会の支援不足

９．教職員団体等との対立

５．諸規則等のしばり

７．児童・生徒に起因する諸問題

１５．保護者からの多様な要望

６．地域からの多様な要望

１４．情報の不足や錯綜

１６．その他

０

　

０

　

２

　

７

　

９

　

３

　

０

０

　

０

　

０

　

４

　

４

　

７

　

９

　

仁

じ

　

点

じ

　

仁

Ｕ

Ｏ

 

Ｏ

　

７

　

１

　

０

０

　

３

　

７

　

５

　

５

　

９

　

９

　

仁

Ｕ

　

３

　

５

　

５

　

５

５

　

５

　

４

　

４

　

３

　

３

　

２

　

２

　

２

　

１

　

１

　

１

▲

　

ｌ

①
①
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑧

０

０

　

０

０

　

７

　

５

　

４

　

２

　

０

　

９

　

９

　

７

　

７

　

点

Ｕ

　

５

　

２

　

２

　

２

１
　
　
　
１
　
　
　
１
　
　
　
１
　
　
　
１
　
　
　
１
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※　理想やイメージに即した学校経営の実行が「３．あまりできていない」「４．全くできて
いない」とする回答者（表１２－５参照）が対象である。○数字は選択順位を示す。

第２節　校長調査

（１）教育活動遂行における組織的な取り組み状況に関する現状の評価

校長は、自校の教育活動の遂行について、その組織的な取り組みの現状をどのように捉

えているのであろうか。調査では、学校運営における組織的な取り組み状況や教職員の取

り組み状況や意識及び児童生徒の現状をめぐって、１２項目について尋ねた。

その結果について、その全体的な傾向を見るために小学校・中学校の別に選択割合を示

したものが表１２－７である。また、表１２－８は、小学校・中学校の取り組み状況の特徴を見る

ため、「全くそう感じない（１点）」から「全くそう感じる（５点）」として平均値を算出し、

検定結果を付して示したものである。さらに、表１２－９には、学校規模別にみた特徴を検討

するため、小学校・中学校別に学級規模別の平均値を算出し、連関係数を求め検定結果を

付して示したものである。

１）全体的な傾向

表１２－７に示された結果に基づき、「「かなり」＋「全く」そう感じる」とする割合に注目し

て、校長の捉える学校の組織的な取り組みの現状を素描すると、次のように理解できる。

すなわち、全般的に学校における教育活動の遂行にあたっては、教職員間での合意形成が

総じて円滑に行われ、必要な情報を交流し普及させることによって、教職員間に学校の教

育目標等の共有を図り、それぞれの学年や分掌の方針や取り組み状況が学校全体として把

握され、日常的に「みんなで考える」ことを重視して協働して教育活動を推進していくこ

とへの期待を共有して、教職員の創意工夫を生かす柔軟性を確保している姿である。

しかしながら、教職員の取り組みの姿には、教職員の教育問題の解決に対する積極的な
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表１２－７　教育活動における教職員・児童生徒の現状に関する評価

学 校 運 営 へ の 組 織 的 な 取 り組 み の 諸 項 目

全 くそう ■あ ま・り・そう 少 しそう か な りそ う ・ 全くそ う
合計

感 じない 一感 じな い 感 じる 一　感 じる・・ ・感 じる

Ｎ＝　　 ％ Ｎニ　　 ％ Ｎ＝　　 ％ Ｎ＝　　 ％ Ｎ＝　　 ％ Ｎ＝

１）ｒ本 校 で は 、 教 職 員 が 教 育 問 題 の 解 決 の た

め に 積 極 的 に 取 り．組 ん で い る

小 学校 － ３５　　 ３．４ ２９２　 ２８．２ ５９７　 ５７．７ １１０　 １０．６ １０３４

中 学校 ２　　 ０．４ １８　　 ３．３ １２２　 ２２．３ ３３５　 ６１．２ ７０　 １２．８ ５４７

２） 本 校 で は 、 教 職 員 の研 修 は とて も 活 発 で

あ る

小 学校 １　 ０．１ １２７　 １２．２ ４２３　 ４０．７ ４２６　 ４１．０ ６２　　 ６．０ １０３９

中学校 ４　　 ０．７ ９６　 １７，６ ２７１　 ４９．７ １５５　 ２８．４ １９　　 ３．５ ５４５

３）‾本 校 の 児 童 生 徒 は学 校 に 対 して 十 二 分 に

満 足 して い る

小 学校 － ３２　　 ３．１ ３７６　 ３６．２ ５９１　 ５６．９ ３９　　 ３．８ １０３８

中学校 ２　　 ０．４ ３９　　 ７．‾２ ２１０　 ３８．５ －２７９　 ５１．２ １５　 ・２．８ －′　５４５

４） 本 校 の 児 童 生徒 は積 極 的 に 学 習 に 取 り組

ん で い る

小 学校 １　 ０．１ ７３　　 ７．０ ４５８　 ４４．１ ４７８　 ４６．１ ２８　　 ２．７ １０３８

中学校 ー ７２　 １３．２ ２５５　 ４６．８ １９９　 ３６．５ １９　　 ３．５ ５４５

５） 教 職 員 間 の合 意 形 成 は 総 じて 円滑 に 行 わ

れ る

小 学校 ー ５６　　 ５．４ ２４６　 ２３，８ ６３４　 ６１．３ ９９　　 ９．６ １０３５

中学校 １　 ０．２ ３３　　 ６．１ １４６　 ２６．８ ３１８　 ５８．５ ４６　　 ８．５ ５４４

６） 教 育 活 動 の様 々 な 場 面 で 、 教 職 員 か ら ア

イ デ アが 活 発 に出 さ れ る

小学校 ５　　 ０．５ １５５　 １４．９ ４６８　 ４５．１ ３５７　 ３４．４ ５３　　 ５．１ １０３８

中学校 ５　　 ０．９ ９７　 １７．９ ２４１　 ４４．４ １７８　 ３２．８ ２２　　 ４．１ ５４３

７） 日常 的 な 学 校 経 営 場 面 に お い て 、 「み ん

な で 考 え る 」 こ と を 重 視 して い る

小学校 一 ７２　　 ６．９ ２９７　 ２８．６ ５５５　 ５３．４ １１５　 １１．１ １０３９

中学校 － ３７　　 ６．８ １９３　 ３５．３ ２７８　 ５０．９ ３８　　 ７．０ ５亜

８） 教 職 員 間 に は 、 学 校 の 教 育 目標 や 目 指 す

児 童 生 徒 像 が 共 有 され て い る

小学校 １　 ０．１ ８８　　 ８．５ ３６８　 ３５．５ ５１１　 ４９．２ ７０　　 ６，７ １０３８

中学校 ２　　 ０．４ ５３　　 ９．７ ２１３　 ３８．９ ２５３　 ４６．３ ２６　　 ４．８ ５４７

９） 教 職 員 間 に は 、 協 働 して 教 育 活 動 を 推 進

して い く こ とへ の 期 待 が 共 有 され て い る

小学校 １　 ０．１ ６２　　 ６．０ ３０５　 ２９．３ ５８７　 ５６．４ ８６　　 ８．３ １０４１

中学校 ー ２１　 ３．－■８ １９２　 ３５．１ ２９６　 ５４．１ ３８　　 ６．９ ５４７

１０） 学 校 の 教 育 活 動 の 推 進 に 、 教 職 員 間 の 創

意 工 夫 を 生 か す 柔 軟 性 が 確 保 され て い る

小学校 １　 ０．１ ３９　　 ３．７ ３１２　 ３０．０ ６０６　 ５８．２ ８３　　 ８．０ １０４１

中学 校 ー ２８　　 ５．１ １８２　 ３３．３ ３０８　 ５６．３ ２９　　 ５．３ ５４７

１１） そ れ ぞ れ の学 年 や 分 掌 の 方 針 や 取 り 組 み

状 況 は 、 学 校 全 体 と して 把 握 され て い る

小学 校 － ５１　 ４．９ ３４２　 ３２．９ ５７０　 ５４．８ ７８　　 ７．５ １０４１

中 学校 １　 ０．２ ２７　　 ４．９ １６６　 ３０．３ ３１０　 ５６．７ ４３　　 ７．９ ５４７

１２） 教 職 員 間 に は 、 学 校 の 教 育 活 動 の 推 進 に

必 要 な 情 報 を交 流 し普 及 させ て い る

小 学校 － ３３　　 ３．２ ３１２　 ３０．０ ６００　 ５７．６ ９６　　 ９．２ １０４１

中 学校 一 １４　　 ２．６ １５１　 ２７．７ ３２２　 ５９．０ ５９　 １０．８ ５４６

取り組みでは「「かなり」十「全く」そう感じる」とする学校の割合は７割に達するとはいえ、

教職員による活発なアイデアが出される学校は約５割、研修が活発に行われている学校は

約４割である。活発なアイデアの提供や研修の実施において「「あまり」†「全く」そう感じ

ない」とする学校の割合は１５％前後あり、今日期待される自律的学校経営の展開にあたっ

て、校長のリーダーシップのもと組織的一体的な活動の推進に実働する教職員の姿が見え

てこない学校の存在が危惧される。

そのようななかにあって、児童生徒の現状について、学校に十二分に満足している姿や

積極的に学習に取り組んでいる姿を肯定的に捉えている学校が多い。しかし、学習への取

り組みでは「「あまり」十「全く」そう感じない」とする割合に注目すると、小学校で７．１％、

中学校で１３．２％と存在している。学校の組織的な取り組みを通じて自律的な学校経営が遂

行されるとき、それを担保する条件は学校教育を通じて児童生徒の生きる力を確実に増強

することであることを考えると、「「あまり」†「全く」そう感じない」とする割合は０とな

ることが求められる。学校の組織的な取り組み状況の肯定的な認識は、教職員の取り組み

姿勢や児童生徒の現状と連動していることが必要であると考えさせられる。

２）学校種による差

表１２－８に示すように、１２項目中、７項目において小・中学校間に有意な差異が指摘でき

る。まず、児童生徒の現状で「３）学校に対して十二分に満足している」「４）積極的に学習

に取り組んでいる」ともに、小学校に比して、中学校の平均値が低い。人口に胎灸する中

学校教育の困難点を示唆するものといえる。教職員の取り組み姿においては、「２）研修は

とても活発である」「１）教育問題の解決のために積極的に取り組んでいる」において差異

が指摘できる。前者は小学校の、後者は中学校の平均値が高い。日常的に教育問題の解決

に積極的に取り組まざるを得ない状況が研修の時間を確保する上に障壁となっていなけれ

ば、と考えさせられる結果である。学校の組織的な取り組み状況として、「７）「みんなで
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考える」ことを重視している」「８）学校教育目標や目指す児童生徒像が共有されている」「１

表１２－８　教職員・児童生徒の現状に関する評価の学校種別比較

教 職 員 ・児 童 生 徒 の 現 状 に 関 す る 評 価

小 学 校

（Ｎ＝１鋸 １）

中 学 校

（Ｎ＝５４７） ｔ検 定

結 果
平 均値　　 ＳＤ 平均値　　 ＳＤ

１） 本 校 で は 、 教 職 員 が 教 育 問題 の解 決 の た め に積 極 的 に 取 り組 ん で い る ３．７６　　 ０．６８ ３．８３　　 ０．■７０ ＊

２） 本 校 で は 、教 職 員 の 研 修 は と て も活 発 で あ る ３．４１　 ０．７８ ３．１６　　 ０．７８ ＊＊＊

３） 本校 の 児 童 生徒 は 学 校 に 対 して十 二分 に 満 足 して い る ３．６１　 ０．６１ ３．４９　　 ０．６９ ＊＊＊

４） 本 校 の児 童 生 徒 は 積 極 的 に学 習 に 取 り組 み で い る ３．４４　　 ０．６７ ３．３０　　 ０．７４ ＊＊＊

５） 教職 員 間 の合 意 形 成 は 総 じて 円滑 に行 わ れ る ３．７５　　 ０．７０ ３．６９　　 ０．７２

６） 教 育 活 動 の様 々 な 場 面 で 、 教 職 員 か ら ア イ デ ア が 活 発 に 出 さ れ る ３．２９　　 ０．８０ ３．２１　 ０．８１

７） 日常 的 な 学 校 経 営 場 面 に お いて 、 「み ん な で考 え る」，こ と を重 視 して い る ３．６９　　 ０．７６ ３．５８　　 ０．７２ ＊＊

８） 教 職 員 間 に は 、 学校 の 教 育 目標 や 目指 す 児 童 生 徒 像 が 共 有 され て い る ３．５４　　 ０．７５ ３．４５　　 ０．７５ ＊

９） 教 職 員 間 に は 、 協 働 して 教 育 活 動 を 推 進 して い く こと へ の 期 待 が 共 有 さ れ て い る ３．６７　　 ０．７２ ３．６４　　 ０．６７

１０） 学 校 の教 育 活 動 の 推 進 に 、教 職 員 間 の創 意 工 夫 を 生 か す 柔 軟 性 が 確 保 され て い る ３．７０　　 ０．６７ ３．６２　　 ０．６７ ＊＊

１１） そ れ ぞ れ の 学 年 や 分 掌 の方 針 や 取 り組 み 状 況 は 、 学 校 全体 と して 把 握 され て い る ３．６５　　 ０．６９ ３．６７　　 ０．７０

１２） 教 職 員 間 に は、 学 校 の 教 育 活 動 の推 進 に 必 要 な 情 報 を 交 流 し普 及 させ て い る ３．７３　　 ０．６７ ３．７８　　 ０．６６

平 均値 の 算 出 に あ た って無 回 答 を 除く。 ＊：Ｐく．０５ ＊隼 Ｐ く．０１ ＊＊＊：Ｐ く．００１

０）教職員間の創意工夫を生かす柔軟性が確保されている」に校種による差異が指摘でき、

いずれの項目も中学校に比して、小学校にその平均値は高い。基本的に学校担任制と教科

担任制に由来する校種間の相違や中学校にあっては担当教科の基盤となる専門性の共有度

の違いなどが、そのような回答結果となって現れたと推測される。

３）学校規模による差

表１２－９に示すように、学校規模による差異が見られる項目は多い。１２項目中、小学校で

は９項目、中学校では８項目である。そのなかで、小学校においてのみ差異の見られる項目

は「９）協働して教育活動を推進していくことことへの期待が共有されている」「１２）学校

の教育活動の推進に必要な情報を交流し普及させている」の２項目である。中学校のみに

差異の見られる項目は「２）研修はとても活発である」の１項目である。予想されるところ

であるが、肯定的な評価は小・中学校ともに規模の小さい「１～５学級」において見られる。

組織的な教育活動の推進に少人数でのまとまりの良さを機能させなければならない状況が
見て取れる。

学校規模別に見て特徴的な点には、まず、小学校の場合、「１１学級以下」と「１２学級以
上」との間に平均値に差異の大きい項目の存在を挙げることができる。例えば、「７）「み

んなで考える」ことを重視している」「１０）教職員間の創意工夫を生かす柔軟性が確保され

ている」「１１）それぞれの学年や分掌の方針や取り組み状況は、学校全体として把握され

ている」の項目であり、「１１学級以下」の学校の平均値がより高い。教職員集団の規模と

して教職員個々と学校組織との関係が見通せる規模と考えることもできる。これらの項目

において、中学校では「５学級以下」と「６学級以上」との間に見られる平均値の差異から
も推測できるところである。

また、中学校において、規模の大きいほど平均値は低いという項目が多いのであるが、

大規模の学校（「１８学級以上」）にまして、中学校では大規模ではあるが標準規模とされてき

た「１２～１７学級」に平均値が最も低い項目の存在も特徴的である。例えば、「６）教職員か

らのアイデアが活発に出される」「３）学校に対して十二分に満足している」の項目などで

ある０大人数の中にあって活躍する一部の教職員が全体を代表することとなる規模、一部

の児童生徒や教職員の状況が全体に埋没してしまう規模が、この大規模の学校の特徴でな
ければ良いと考えさせられる。

さらに、前述の校種間の差異として指摘した「２）研修はとても活発である」「「７）「みん
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なで考える」ことを重視している」「８）学校教育目標や目指す児童生徒像が共有されてい

る」「１０）教職員間の創意工夫を生かす柔軟性が確保されている」といった項目であって

も、中学校の「１～５学級」規模の学校の平均値は、同規模の小学校やより大きい規模の小

学校に比較して低くないことにも注目できる。自律的な学校経営の推進にあたって学校規
模の視点からの検討の必要が示唆される。

表１２－９　教職員・児童生徒の現状（学校規模別）

１～ ５学 級

－、 ６～ ＝ 学 級 －１２～ １７学 級

１８学 級 以 上

連 関 係 数

と

検 定 綺 果

小 学 校 Ｎ ＝ １６３ ∴　 Ｎ ＝ ４０１ Ｎ ＝ ．２８２ Ｎ ＝ １９５　‾

中 学校 Ｎ ＝ １２３ Ｎ ＝ １８７ Ｎ＿＝ １５９ － Ｎ ＝ ７９

平 均 値　　 Ｓｐ ■平 均 値　　 ＳＤ 平 均 値　　 ＳＤ 平 均 値 ‾ ． ｓＤ

１） 本 校 では 、 教職 員 か 教 育 問題 の解 決 の た

め に積 極 的 に取 り組 んで いる

小 学校 ３．７７　 ０．７０ ３．７５　 ０．６８
‾　３．７３　 ０．６６

３．７８　 ０．７０

中 学校 ３．８７　 ０．６６ ３．８６　 ０．６８ ３．７９　 ０．７１ ３．７７　 ０．７７

２） 本 校 で は 、教 職 員 の 研修 は とて も活 発 で

ある

小 学痕 ３．３７　 ０．７７ ．３．４５ ．０．７６ ３．３５　 ０．７９ ．３．４４． ０．．８２

中 学校 ‾３．４１　 ０．８０ ３．１０　 ０．７４ ３．０７　 ０．７９ ３．１１　 ０．７３ －．１１９ ＊＊

３） 本 校 の児 童 生徒 は 学 校 に対 して 十 二 分 に

満 足 して い る

小 学校 ３．７７　 ０，６５ ３．６５　 ０．６２ ３．５３　 ０．６０ ３．５３　 ０．５４ －．１２５ ＊＊

中 学校 ３．７３　 ０．６０ ３．４４　 ０．６９ ３．３７　 ０．６７ ３．４７　 ０．７５ ー．１２７ ＊＊

４） 本 校 の児 草生 徒 は 積 極的 に学 習 に取 り組

んで いる

小 学校 ３．４８　 ０．７３ ３．４２　 ０．６７ ３．４７　 ０．６６ ３．４２　 ０．．６２

中 学校 ３．４３　 ０．６９ ３．２４　 ０．７６ ３．２６　 ０．７１ ３．３２　 ０．８１

５） 教 職 員 間 の合 意 形 成 は総 じて 円滑 に行 わ

れ る

小 学校 ３．８７　 ０．７１ ３．７６　 ０．舶 ３．６９　 ０．７３ ３．７１　 ０．６６ ■－．０６５ ＊

中 学校 ３．８４　 ０．６８ ３∴６３　 ０．７６ ３．７０　 ０．６７ ■　３．５９　 ０．７４ ー．０７６ ＊

６） 教 育 活 動 の様 々 な 場 面で 、 教 職 員か らア

イ デ アが 活 発 に出 さ れ る

小 学校 ３．４１　 ０．８６ ３．３０　二０．７７‘
－　３．２６－　 ０．８‾２

３．１９■　０．７６ －．０６６ ＊

中 学校 ３．４６　 ０．８０ ３．１５　 ０．７６ ３■．０９ ．０．７９ ３．２２　 ０．９３ －．０９３‘＊

７） 日常 的 な 学校 経営 場 面 にお い て 、 「みん

な で考 え る 」 こと を重 視 して いる

小 学校 ３．７３　 ０．７９ －３．７６　 ０．７３
３．６０　 ０．７９ ３．６２　 ０．７４ －．０７０ ＊

中 学校 ． ３．７０　 ０．６６ ３．５．９　 ０．７５ ３．５０　 ０．７２ ３．５２　 ０．７１ －．０８２ ＊

８） 教 職 員 間 には 、学 校 の教 育 目標 や 目指 す

児 童生 徒 像 が共 有 され て い る

小 学校 ３．７２　 ０．７２ ３．５８　 ０．７６ ３．．４７　 ０．７２ ３．４２　 ０．７５ －．１１３ ＊＊＊

中 学校 ３．６５　 ０．６９ ３．４０　 ８．７７ ３．３８　 ０．７３ ３．４２　 ０，７９ －．０９２ ＊＊

９） 教 職 員 間 には 、協 働 して 教 育 活 動 を推 進

して い く こ・とへ の 期 待が 共 有 され て いる

小 学校 ３．８０　 ０．７２ ３．７２　 ０．７１ ３．５９　 ０．・７１ ３．５６　 ０．７１ －．０９８ ＊＊＊－

中 学校 ３．７２　 ０．６６ －３．５９　 ０．６６ ３．６４　 ０．６８ ３．６６ ’０．６８

１０） 学 校 の 教育 活 動 の 推進 に、 教 職 員 間 の

創 意 工 夫 を生 か す柔 軟 性 が 確保 さ れて いる

小 学 校 ３．７８　 ０．６４ ３．７４　 ０．６７ ３．６６　 ０．６６ ３Ｊ６３　 ０．７０ －．０７２＊

中学 校 ３．７４　 ０．６０ ３．５９　 ０．６８ －　３．５５　 －０．６７ ３．６３　 ０．７２ －．０６２＊

ｉｌ） そ れ ぞ れ の学 年 や 分掌 の方 針 や 取 り組

み 状 況 は、 学 校 全体 と して 把握 され て いる

小 学 校 ３．７５　 ０．６９ ３．７２　 ０．７０ ３．５．５　 ０．＿７１ ３．５６＿　 ０．６３ －．１０７＊＊

中 学 校 ３．８０　 ０．６１ ３．７０　 ０．７０ ３．５７　 ０．７３ ‾　３．６１　 ０．７４
－．１０４ ＊＊

１２） 教 職 員 間 には 、 学 校の 教 育 活 動 の 推進

に必 要 な情 報 を 交 流 し普 及 さ せで い る

小 学校 ３．８５　 ０．６７ ３．７４　 ０．６９ ３．６９　 ０．６５
－　３．６７　 ０．６３

－．０７７＊

中 学校 ３．８６　 ０．６７ ３．７８　 ０．６４ ３．７４　 ０．７０ ３．７３　 ０．６３

※ 平 均 値 の 算 出 に あ た っ て は 無 回 答 を 除 く 。

（２）学校組織の再編の状況

教育改革の進行が進むなか、職員会議や学校評議員制度が学校教育法施行規則に明文化

されたり、完全学校週五日制や新学習指導要領が実施されたりと、学校においては、開か

れた学校づくり・特色ある学校づくりへの取り組みが求められている。そのような取り組

みの推進は、学校の組織的な活動として推進されるものと考えられる。そのため、調査で

は、「最近、新たな委員会を立ち上げたり、校務分掌組織を再編されたことがありますか。」

と、校務分掌組織等の再編について尋ねている。表１２－１０は、その結果について、小・中

学校の別に学校規模別の回答結果とともに示したものである。

小・中学校ともに約４割の学校が既に再編していることがわかる。「再編を検討中」で

ある学校を加えると、小学校で４４．１％、中学校で５０．８％と中学校にその割合は高く示され

ている。学校規模別に見た場合、教職員数が多くなる規模の大きい学校で検討中も含め再

編が進められていることが理解できる。とりわけ、中学校ではその傾向が顕著であり、「１

８学級以上」の学校では、検討中も含めると６割に達する。

では、どのような内容の再編が行われたのであろうか。また、どのようなことを契機と

して再編が行われたり検討されたりしているのであろうか。

－１５７－



表 １ ２ ⊥ １・０ ■校 務 分 掌 組 織 等 の 再 編 の 状 況 （人 ； ％ ）

Ｉ 再 編 し た 再 編 を

検 討 中

小　　 学　　 校 （Ｎ＝１０５４） ３９７　　　 ３７．７ ６７　　　　 ６．４

学

校 ■

規 ．

模

１ ～　 ５　学 級 （Ｎ＝ １６３） ４７　　　 ２８．８ ６　　　　 ３．７

６ ～ １１学 級 （Ｎ＝　 ４０１） １３４　　　 ３３．４ ２６　　　 ６．５

１２～ １７学 級 （Ｎ＝　 ２８２） １２２　　　 ４３．３ ２４ ，　 ・８．５

１８学 級 以 上 （Ｎ＝ １■９５） ８５　　　 ４３．６ １１　　　 ５．６

中　 学　 校 （Ｎ＝　 ５５５） ２２０　　　 ３９．６ ６２　　 １１．２

学

校

規

模

１ ～　 ５　学 級 （Ｎ＝ １２３） ３５　　　 ２８．５ １１　　　 ８．９

６　～ １１学 級 （Ｎ＝ １８７） ７８　　　 ４１．７ １６　　　　 ８．６

１２～ １７学 級 （Ｎ＝ １５９） ７０　　　 ４４．０ ２１　 １３．２

１８学 級 以 上 （Ｎ＝　 ７９） ３６　　　 ４５．６ １２　　 １５．２

※　 回 答 は 、 １１．は い 」１２．い い え 」１３．（組 織 の 再 編 を ）検 討 中

である」から選ばせた。無回答及び「２．いいえ」は省略し
た。

表１２－１１は、校務分掌組織等の再編に関する内容について、次に述べる方法で回答結果

を整理し示したものである。回答結果の整理の方法については、挙げられた事項について

ＫＪ法によって、３領域（「１．学校経営の全般にわたって」「２．学習指導等の教務関連組織

に関わって」「３・生徒指導に関わる組織に関わって」）の大分類を設け、それぞれを「１）

統合・再編」「２）新設」の視点で中分類として整理し、そのそれぞれについて「①－－一組

織・担当」「②各種委員会（プロジェクトチームを含む）」の視点で小分類として整理した。

この小分類については、細目（ａ．ｂ．ｃ．等々）及び細目内訳（ア．イ．ウ．）に整理して、再編内容の

具体がわかるように表示した。なお、表下に注記したように、「再編した」学校（小一３９７

校、中一２２０校）のうち、具体的に記述のあった学校（小一３２８校、中一１９４校）の回答結果に

基づくものであり、回答件数は、小学校３７４件、中学校２０５件である。以下では、その特徴
的な点に関して指摘したい。

校務分掌組織等の再編にあたって最も多い領域は、「１．学校経営の全般にわたって」で

あり、回答のあった小学校６０．７％、中学校５４．６％にあたる。その方向性は「１）統合・再編」

と「２）新設」のうち後者が多いのであるが、その割合は、小学校では約１：２であるのに対

して、中学校では約１：２．６である。「１）統合・再編」においては、その多くが小・中学校

ともに「①校務分掌組織・担当に関して」であり、スリム化・簡素化を図り現状に合わせ

たり責任の明確化を図ったりして組織の機能性を高めるための統合や再編が行われてい

る０一方、「２）新設」においては、約７割近くが「②各種委員会（プロジェクトチームを含

む）」の立ち上げである。特に、「ｄ．地域連携・週五日制対応」や「ｅ．教育課題・教育改

革対応」に関する委員会の新設が特徴的である。なお、「①校務分掌組織・担当に関して」

においては、「ｄ・地域連携・週五日制対応」や「ｃ．研究・研修」について組織・担当の明
確化を図ろうとする対応が見られるところである。

また、「２・学習指導等の教務関連組織に関わって」では、約９割が「２）新設」である。

その７割を超える回答が、「②各種委員会（プロジェクトチームを含む）」の立ち上げであ

る０　ここでは小・中学校での相違が見られるところである。新学習指導要嶺が本格実施の

今年度において、「ａ・教育課程に関する検討」の委員会が中学校に多く、回答件数に対す

る割合で考えると小学校３．５％に対して中学校１２．２％と、３．５倍に達している。また、中学

校では「ｂ・総合的な学習推進に関する委員会」の立ち上げも多いことを考慮すると、中学

校においては小学校よりも教育課程の移行措置期間中での対応が遅れていたのではないか

と推測される０小学校では、中学校に比して、「ｆ・新学習システム検討に関する委員会」
の新設の回答が多いところである。
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続いて、「３．生徒指導に関わる組織に関わって」では、中学校に特徴的な再編といえる。

小学校では回答件数の２％にすぎないが、中学校では回答件数の１０．７％にあたる。生徒指

導の推進にあたって「②各種委員会（プロジェクトチームを含む）」を新設するとする回答

がほとんどであり、生徒指導上の課題を多く抱える中学校のおかれた状況が推測されると

ころである。

表１２－１１校務分掌組織等の再編に関する内容

再編・新設等の内容

５
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１

１
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０
０
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※　学校の組織的な活動の推進に、校務分掌組織等の再編・新設を実施したと回答し、具体
た学校（小学校：３２８校、中学校：１９４校；表１２－１０も参照）の回答結果をＫＪ法によって３領
理した結果を示したものである。それぞれの領域では、中分類く１）、２）等〉、小分類く①、（∋
〈ａ．、ｂ、さらには、ア、イ等〉を設けた。その細目内訳において、件数が一致しないのは
むとともに、その他の分類の表記をしていないためである。
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以上のような学校組織における再編等の状況であるが、どのようなことを契機として再

編や新設が行われたのであろうか０表１２－１２は、再編を実施した学校や検討中である学校

のうち（表１２－１０参照）、具体的な記述のあった学校（小学校４１７校、中学校２４７校）の回

答結果をＫＪ法によって整理したものである０回答件数は、小学校４３９件、中学校２９１件で

ある０整理の結果、大分類として「１・近年の教育改革動向への対応（４８．５％：回答件数対

する割合、以下同じ）」「２・学校のもつ条件性の変化への対応（４１．１％）」「３．教育行政か

らの研究指定や要請（１０・４％）」の３領域を得ている０「３・教育行政からの研究指定や要請」

では小・中学校とも１割前後と少ない。しかしながら、小学校においてはｒｌ．近年の教育

改革動向への対応」が４４・４％で「２・学校のもつ条件性の変化への対応」が４４．２％と括抗し

ているのに対して、中学校では、前者が５４・６％に対して後者が３６．４％と契機において差が
見られるところである。以下では、その特徴的な点を指摘したい。

まず、「１・近年の教育改革動向への対応」では、「１）法制度等の改編」「２）時代の動向へ

の対応」の中分類を得て整理したが、中学校では小学校に比して前者を契機とする回答が

多いところに特徴を指摘できる０なかでも、中学校にあっては「④学習指導要衝の改訂」

の回答件数（６６件）は総回答件数（２９１件）の２２・７％にあたる（因みに、小学校では１１．７％に

あたる）０外部からもたらされる教育改革動向への対応であるが、「２）時代の動向への対

応」の契機は学校が自主的・自律的に対応するというイメージを想起することが可能であ

るのに対して、「１）法制度等の改編」への対応を契機にしてというときには他律的なイメ

ージは拭えない０この点においては、学校組織における再編や新設の契機と自律的学校経
営のイメ←ジとの関連の検討が必要とされるところであろう。

また、「２・学校のもつ条件性の変化への対応」では、「１）学校組織の活性化の推進」と

「２）学校に生起した課題（上述１）以外）への対応」の中分類を得て整理したが、小学校では

前者を、中学校では後者を契機としている割合が高い。とりわけ、中学校では「②児童生

徒の実態への対応」を契機とする割合が高く、生徒指導に関わる委員会の新設との関連が

窺える０また、「１）学校組織の活性化の推進」では、小学校で「②教職員の取り組みの充

実」を契機とする割合が中学校に比して高いこと、「①組織体としての機能の向上」では

学校規模や教職員構成の変動によることを契機としていることなどを特徴として指摘でき
る。

以上、学校組織再編の状況・内容・契機について調査結果を検討してきた。学校が自律

的に学校経営を進めていく上には組織的な活動の展開が必要であり、そのための組織の再

編・新設の状況が確認できると期待したところである０しかしながら、自律的学校経営の

定着への途上にあって、例えば、「３・教育行政からの研究指定や要請」では是正指導や教

職員の服務規律の徹底の指示などもあげられており、他律的に自律的学校経営が推進され
るといった図式も描けるのではないかと考えさせられるところである。
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表１２－１２　校務分掌組織等の再編についての契機
計学

再編・新設等の契機

近年の教育改革動向への対応
１）法制度等の改編

①学校設置基準の整備
ａ．学校評価システムの導入
ｂ．情報公開や説明責任への対応

②学校評議員制度の導入
③　完全学校週５日制の実施
④学習指導要領の改訂

ａ．新教育課程の編成
ア．総合的な学習の時間の実施

ｂ．絶対評価への意向への対応
ｃ．特色ある学校づくりの推進

⑤その他
２）時代の動向への対応

①学校改善への対応
ａ．開かれた学校づくりの推進
ｂ．地域との連携の推進

②　自律的学校経営の推進の動向
ａ．校長への管理権限の委譲
ｂ．校長のリーダーシップの確立
ｃ．主体的な予算執行の可能性への準備

⑤その他
ａ．授業時数の確保
ｂ．危機管理への対応
ｃ．学校選択制への対応

２．学校のもつ条件性の変化への対応
１）学校組織の活性化の推進
①組織体としての機能の向上

ａ．組織体としての機能低下への対応
ｂ．学校規模との対応
ｃ．教職員構成上の課題への対応

ア．教職員の減少
イ．教職員の加配・増員

②教職員の取り組みの充実
ａ．負担過重解消の推進
ｂ．教職員の積極活用
ｃ．教職員の力量向上

２）学校に生起した課題（上述１）以外）への対応
①学校の課題への対応

ａ．自校の教育課題への対応
ア．教育目標の実現

ｂ．情報教育関連設備の整備
②　児童生徒の実態への対応

ａ．学力向上等の学習指導上の実態
ｂ．不登校等の生徒指導上の実態

ア．生徒指導上の問題への対応
イ，不登校児童生徒への対応

ｃ．障害のある児童生徒の就学指導上の要請

３．教育行政からの研究指定や要請
１）研究指定
２）指導や要請

①行政上の指導や指示
②　行政からの要請

回答件数（４３９） 回答件数（２９１） 回答件数（７３０）
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分 組 討

４１７校、中学校：２４７校；表１２－１０も参照）の回答結果からキーワー ドで抽出して、ＫＪ法によって３領域
▲　▲　ｌ ｌ〈　ヽ　　　　　－　　　■　　ｌ〈　　■　　▲‾　▲　■　ｌ／、　　ｙ　　‾ｒ、　‾　‾　　　‾　‾　　Ｙ　一′　　′‖’′

に大別して整理した結果を示したものである。それぞれの領域では、中分類く１）、２）等〉、小分類〈①、②
等〉及び細目くａ．、ｂ、さらには、ア、イ等〉を設けた。その細目内訳において、件数が一致しないのは、総
括的な表記を含むとともに、その他の分類の表記をしていないためである。
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（３）学校運営における組織的な取り組み

調査票では自律的な学校経営と学校の組織づくりとの関連を測定するために、学校運営

における組織的な取り組みと学校経営の様子に関する記述質問項目を設け、学校の教育活

動の運営に関して回答を５件法で求めた。その結果を表１２－１３に示す。なお、特に断らな

い限りは、「全くそう感じる」「かなりそう感じる」「少しそう感じる」とした回答を併せ

て、「そう感じる」とし、「あまりそう感じない」「全くそう感じない」をあわせて「そう
感じない」と記述する。
表 １２－１３ 学 校 運 営 へ の 組 織 的 取 組 に 関 す る 記 述 項 目 へ の 回 答 の 概 要

学 校 運 営 へ の 組 織 的 な 取 り組 み の 諸 項 目
全 くそ う

感 じな い

あ まりそ う

感 じな い

少 し

そ う感 じる

か な り

そ う感 じる

全 くそ う

感 じる
合 計

Ｎ＝　 ％ Ｎ＝　　 ％ Ｎ＝　　 ％ Ｎ＝　　 ％ Ｎ＝　　 ％ Ｎ＝

１）この 学 校 は 自 律 的 な 運 営 が 行 わ れ て い ると思 う
小 学 校 ８１　 ７．８ ４４８　 ４３．４ ■４８１　 ４６．６ ２２■　　 ２．１ １０３２

中 学 校 １　 ０．２ ４７　　 ８．７ ２２０　 ４０．６ ２５６　 ４７．２ １８　　 ３．３ ５４２
２）校 務 分 掌 は 学 校 の 実 態 に 見 合 った 効 果 的 な 組 織 に なっ て い

る

小 学 校 ４　 ０．４ ７０　　 ６．７ ３９７　 ３８．２ ５３４　 ５１．４ ３４　　 ３．３ １０３９

中 学 校 ２　 ０．４ ３６　　 ６．６ １９３　 ３５．４ ２９４　 ５３．９ ２０　　 ３．７ ５４５

３）校 務 分 掌 組 織 は 日常 的 な 教 育 課 題 に十 分 に 対 応 で きて い る
小 学 校 ２　 ０．２ ８３　　 ８．０ ４１５　 ４０．１ ５０８　 ４９．１ ２６　　 ２．５ １０３４

中 学 校 ４２　　 ７．７ ２０５　 ３７．７ ２８０　 ５１、．ち １７　　 ３．１ ５亜

４）校 務 分 掌 組 織 は 管 理 職 が 率 先 して 運 営 して い る
小 学 校 ４　 ０．４ ２０１ １９．５ ３６７　 ３５．５ ４１０　 ３９．７ ■５１ ．４．９ １０３３＿

中 学 校 ６　 １．１ １０８　 １９．９ １８６　 ３４．２ ２２２■　４０．８ ２２　　 ４．０ ５４４

５）各 々 の 教 員 の 個 性 は 現 実 の 学 校 づ くりに 役 立っ て い る
小 学 校 １　 ０．１ ８３　　 ８．０ ４１１　 ３９．７ ４９３　 ４７．７ ４６　　 ４．４ １０３４

中 学 校 １　 ０．２ ４８　　 ８．８ ２３１　 ４２．３ ２３９　 ４３．８ ２７　　 ４．９ ５４６

６）校 務 分 掌 組 織 の 見 直 しは 毎 年 行 って い る
′ト 学校 ８　 ０．８ ８３　　 ８．０ ２８８　 ２７．９ ４５４　 ４３．９ ２０１ １９．４ １０３４

中 学校 ３　 ０．５ ５０　　 ９．２ １５８　 ２８．９ ２３０　 ４２．１ １０５　 １９．２ ５４６

７）管 理 職 と各 分 掌 担 当 者 との 意 志 疎 通 は 十 分 に とられ て い る
′ト 学校 ４４　　 ４．２ ３３７　 ３２．４ ５９２　 ５７．０ ６６　　 ６．４ １０３９

中 学 校 ２２　　 ４．０ １５３　 ２８．０ ３２１　 ５８．７ ５１　 ９．３ ５４７

８）校 務 分 掌 の 各 組 織 間 の 連 絡 調 整 は 十 分 に 行 わ れ て い る
小 学 校 ２　 ０．２ ９７　　 ９．３ ４５１　 ４３．４ ４４４　 ４２．８ ４４　　 ４．２ １０３８

中 学 校 ６６　 １２．１ ２３０　 ４２．３ ２２５　 ４１．４ ２３　　 ４．２ ５４４

９）校 務 運 営 の 仕 組 み は 他 の 学 校 とは 違 った 独 特 な 特 徴 が あ る
小 学 校 ３０　 ２．９ ４５７　 ４４．１ ３８９　 ３７．５ １３９　 １３．４ ２２　　 ２．１ １０３７

中 学 校 １１　 ２．０ ２３４　 ４２．９ ２１３　 ３９．１ ７５　 １３．８ １２　　 ２．２ ５４５

１０）省 令 改 正 後 、職 員 会 議 の 位 置 づ けが 明 確 に な り、学 校 運 営

が 円 滑 に行 わ れ るよ うに な った

小 学 校 ４４　 ４．３ ３３１　 ３２．２ ３９８　 ３８．７ ２１３　 ２０．７ ４２　　 ４．１ １０２８

中 学 校 １９　 ３．５ １７０　 ３１．４ ２１６　 ３９．９ １１３　 ２０．８ ２４　　 ４．４ ５４２

１１）校 長 の 意 向 は 教 職 員 に スムー ズ に 受 け 入 れ られ る ′ト学 校 ３　 ０．３ ６１　 ５．９ ２５８　 ２４．８ ６１７　 ５９．３ １０１　 ９．７ １０４０

中 学 校 ３　 ０．５ ２３　　 ４．２ １２９　 ２３．５ ３３５　 ６１．１ ５８　 １０．６ ５４８

１２）学 校 教 育 目 標 の 策 定 は 、校 長 が 中心 とな る
小 学 校 ３　 ０．３ ５７　　 ５．５ １９１ １８．４ ５３８　 ５１．９ ２４８　 ２３．９ １０３７

中 学 校 ５　 ０．９ ２０　　 ３．７ １１３　 ２０．７ ２８２　 ５１．６ １２７　 ２３．２ ５４７

１３）学 校 教 育 目標 の 見 直 し を行 う仕 組 み が ある
小 学 校 ３４　 ３．３ １９１ １８．５ ３４７　 ３３．６ ３６１　 ３５．０ ９９　　 ９．６ １０３２

中 学 校 ２０　 ３．７ １１０　 ２０．３ １７８　 ３２．８ １７６　 ３２．４ ５９　 １０．９ ５４３

１４）校 長 の 学 校 経 営 方 針 は 教 職 員 の 指 針 とな って い る
小 学 校 １　 ０．１ ６１　 ５．９ ３６８　 ３５．６ ５１４　 ４９．７ ９１　 ８．８ １０３５

中 学 校 ２　 ０．４ ３３　　 ６．１ １８６　 ３４．１ ２６２　 ４８．１ ６２　 １１．４ ５４５
１５）学 校 教 育 目標 の 策 定 に あ たっ て は 、教 職 員 が 積 極 的 に 議

論 に参 加 す る

小 学 校 １３　 １．３ ２６２　 ２５．４ ４１９　 ４０．７ ２７７　 ２６．９ ５９　　 ５．７ １０３０

中 学 校 ７　 １．３ １２１　 ２２．２ ２６２　 ４８．１ １３７　 ２５．１ ‾ １８　　 ３．３
５４５

１６）本 校 の 教 育 活 動 に は 、教 育 委 員 会 の 意 向 が 強 く影 響 して い

る

小 学 校 ５６　 ５．４ ４２２　 ４０．６ ３７０　 ３５．６ １７３　 １６．６ １９　 １．８ １０４０

中 学 校 ２８　 ５．１ ２２６　 ４１．２ ２０６　 ３７．６ ７７　 １４．１ １１　 ２▼．０ ５４８

１７）本 校 の 教 育 活 動 に は 、保 護 者 の 意 向 が 強 く影 響 して い る
小 学 校 １２　 １．２ ３２２　 ３１．０ ５３１　 ５１．１ １７０　 １６．３ ５　　 ０．５ １０４０

中 学 校 ９　 １．６ １９２　 ３５．１ ２６９　 ４９．２ ７２　 １３．２ ５　　 ０．９ ５４７
１８）本 校 の 教 育 活 動 に は 、保 護 者 以 外 の 地 域 住 民 の意 向 が強

く影 響 して い る

′ト学 校 ６５　 ６．３ ４８７　 ４６．９ ４０５　 ３９．０ ７７　　 ７．４ ４　　 ０．４ １０３８

中 学 校 ３５　 ６．４ ２７３　 ４９．８ ２０５　 ３７．４ ３２　　 ５．８ ３　　 ０．５ ５４８
１９）本 校 の 教 育 活 動 に 対 して 、学 校 外 部 か らの 要 請 、注 文 な ど

が 多 い

小 学 校 ８９　 ８．６ ５９５　 ５７．２ ２６９　 ２５．９ ７５　　 ７．２ １２　 １．２ １０４０

中 学 校 ４８　 ８．８ ３０７　 ５６．１ １４５　 ２６．５ ４０　　 ７．３ ７　 １．３ ５４７
２０）突 発 的 な 問 題 が 生 じ たときに 、その 問 題 に 関 す る情 報 を収

集 し 、対 策 を検 討 す るような仕 組 み が あ る
小 学 校 １４　 １．４ １１２　 １０．８ ３３２　 ３２．０ ４８２　 ４６．５ ９７　　 ９．４ １０３７

中 学 校 ２　 ０．４ ３９　　 ７．１ １５２　 ２７．８ ２７４　 ５０．２ ７９　 １４．５ ５４６
２１）校 内 の 各 種 委 員 会 や 分 掌 組 織 はそ れ ぞ れ が 主 体 的 な 活 動

を行 っ て い る

小 学 校 ３　 ０．３ ６４　　 ６．２ ４１６　 ４０．０ ５００　 ４８．１ ５６　　 ５．４ １０３９

中 学 校 １　 ０．２ ２１　 ３．８ ２２３　 ４０．８ ２６９　 ４９．２ ３３　　 ６．０ ５４７
２２）校 内 の 各 種 委 員 会 や 分 掌 組 織 の 活 動 は 、学 校 全 休 の 意 向

を 受 け て 行 わ れ て い る
小 学 校 ４７　　 ４．５ ３５５　 ３４．１ ５５８　 ５３．７ ８０　　 ７．７ １０４０

中 学 校 ２０　　 ３．７ １６４　 ３０．０ ３１５　 ５７．６ ４８　　 ８．８ ５４７

１）全体的な傾向

まず、自律的な運営が行われているかどうかについての質問項目に注目する。「「少し」

「かなり」そう感じる」の回答は、８８．３％を占める。そう感じない」という否定的な回答

は９％未満であり、調査対象となったほとんどの学校では、自律的な運営が行われている

と感じられていることわかる。ただし、中学校では、学校規模が大きいほど否定的回答が
増える傾向が認められる。

次いで、校務分掌組織については、「２）学校の実態に見合っており」「３）日常的な教育

課題に対応できている」と感じるという回答は９０％を超える。管理職が率先して運営し

ている」という項目については、そう感じるという回答は８０％である。また、毎年見直
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しを行なうという回答は「そう感じる」が９０％に達する。また、校務分掌の各組織間の

連絡調整は十分に行われているについても「そう感じる」が９０％に達する。

学校教育目標の策定に関しては、約９５％の学校で校長が中心になっており、７５％程度

の学校で教職員も積極的に議論に参加しているとの回答が得られている。また、８０％の

学校で見直しの仕組みがある。

学校の教育活動に関する学校の外からの影響に関しては、全体的に影響は小さいと感じ

られている。保護者の意向の影響が強いとしたものは約６５％、保護者以外の地域住民の

意向の影響が強いとしたものは、約４５％である。また学校外部からの要請や注文の多さ

については、約３４％が「そう感じる」としているが、半分以上の回答は「あまりそう感
じない」というものであった。

校内の各種委員会の活動については、それぞれが主体的な活動を行っていると感じてい

るものは、約９５％であった。また、学校全体の意向を受けて行われると感じているもの

も、同じく約９５％であった。それぞれの委員会は、学校全体の意向を受けながら主体的

な活動を行っていることになる。

２）学校種による差

表１２－１４は、５件法で得た評価点から平均点を算出したものである。この表に示される

ように、小学校と中学校において回答傾向に大きな差はない。ただし、「７）管理職と各分

掌担当者との意志疎通は十分にとられている」「２０）突発的な問題が生じたときに、その間

題に関する情報を収集し、対策を検討するような仕組みがある」および「１７）教育活動に

は保護者の意向が強く影響している」の３項目については、統計的に有意な差がみられる。

前２項目では中学校のほうがより肯定的な回答傾向が表れている。逆に、最後の１項目で

は小学校のほうが「そう感じる」とする回答傾向が強い。
表 １２－１４　 学 校 運 営 へ の 組 織 的 な 取 り組 み の 学 校 種 別 比 較

学 校 運 営 へ の 組 織 的 な 取 り組 み の 諸 項 目

小 学 校

（Ｎ＝１０４０）

中 学 校

（Ｎ＝５４８）
ｔ検定

平 均値　 ＳＤ 平均値　 ＳＤ

１）この 学 校 は 自 律 的 な 運 営 が 行 わ れ てい ると思 う ３．４３　 ０．６７ ３．４５　 ０．７１

２）校 務 分 掌 は 学 校 の 実 態 に 見 合 った 効 果 的 な組 織 にな っ て いる ３．５０　 ０．６９ ３．５４　 ０．６９

３）校 務 分 掌 組 織 は 日常 的 な教 育 課 題 に十 分 に対 応 で きて いる ３．４６　 ０．６９ ３．５０　 ０．６８

４）校 務 分 掌 組 織 は 管 理 職 が 率 先 して 運 営 して いる ３．２９　 ０．８５ ３．２７　 ０．８６

５）各 々 の 教 員 の 個 性 は 現 実 の 学 校 づ くりに役 立 っ てい る ３．４８　 ０．７１ ３．４５　 ０．７３′・

６）校 務 分 掌 組 織 の 見 直 しは 毎 年 行 っ てい る ３．７３　 ０．８９ ３．７０　 ０．９０

７）管 理 職 と各 分 掌 担 当者 との意 志 疎 通 は 十 分 に とられ て いる ３．６５　 ０．６６ ３．７３　 ０．６８ ＊
８）校 務 分 掌 の各 組 織 間 の 連 絡 調 整 は 十 分 に行 わ れ て い る ３．４２　 ０．７３ ３．３８　 ０．７５

９）校 務 運 営 の仕 組 み は 他 の学 校 とは 違 った独 特 な特 徴 があ る ２．６８　 ０．８２ ２．７１　 ０．８１

１０）省 令 改 正 後 、職 員 会 議 の位 置 づ け が 明 確 に な り、学 校 運 営 が 円
２．８８　 ０．９２ ２．９１　 ０．９１

滑 に 行 わ れ るように なっ た

１１）校 長 の 意 向 は 教 職 員 にスムー ズ に 受 け入 れ られ る ３．７２　 ０．７３ ３．７７　 ０．７１

１２）学 校 教 育 目標 の 策 定 は 、校 長 が 中 心 となる ３．９４　 ０．８２ ３．９３　 ０．８１

１３）学 校 教 育 目標 の 見 直 しを 行 う仕 組 み があ る ３．２９　 ０．９８ ３．２７　 １．０２

１４）一校 長 の 学 校 経 営 方 針 は 教 職 員 の指 針 となっ て い る ３．６１　 ０．７３ ．３．６４　 ０．７８

１５）学 校 教 育 目標 の策 定 に あた っ て は、教 職 員 が 積 極 的 に 議 論 に 参
３．１０　 ０．８９ ３．０７　 ０．８１

加 す る

１６）本 校 の 教 育 活 動 に は 、教 育 委 員 会 の 意 向 が 強 く影 響 して い る ■２．６９　 ０．８７ ２．６７　 ０．８５

１７）本 校 の 教 育 活 動 には 、保 護 者 の 意 向 が 強 く影 響 して い る ２．８４　 ０．７２ ２．７７　 ０．７３ ＊ ・
１８）本 校 の 教 育 活 動 には 、保 護 者 以 外 の 地 域 住 民 の 意 向 が 強 く影 響 ‾

２．４９，０．７４ ２．４４　 ０．７２
して いる

１９）本 校 の 教 育 活 動 に 対 して 、学 校 外 部 か らの 要 請 、注 文 な ど が多 い ２．３５　 ０．７８ ２．３６　 ０．７９

２０）突発 的 な問 題 が 生 じた ときに 、‾そ の 問題 に 関 す る情 報 を収 集 し、
３．５２　 ０．８６ ３．７１　 ０■．８１ ＊＊対 策 を検 討 す るような 仕 組 み が ある

２１）校 内 の各 種 委 員 会 や 分 掌 組 織 は それ ぞ れ が 主 体 的 な 活 動 を行 っ
３．５２　 ０．７１ ３．５７　 ‾０．６７＿

て いる

２２）校 内 の 各 種 委 員 会 や 分 掌 組 織 の 活 動 は 、学 校 全 体 の意 向 を受 け
３．６５　 ０．６９ ３．７１　 ０．６７

て行 わ れ て い る

平 均 値 の算 出 にあ た っ て無 回 答 を 除 く。 ＊：Ｐく．０５　＊＊：Ｐ く．０１ ＊＊＊：Ｐく．００１
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３）学校規模による差

表１２－１５は、学級数による規模別の平均点を示す。小学校、中学校ともに、「２０）突発的

な問題が生じたときに、その間題に関する情報を収集し、対策を検討するような仕組みが

ある」という項目については、学校規模が大きいほど「そう感じる」という傾向がある。

また、「５）各々の教員の個性は現実の学校づくりに役立っている」「８）校務分掌の各組織

間の連絡調整は十分に行われている」「４）校務分掌組織は管理職が率先して運営している」

表１２－１５学校達営への組織的な取り組みの学校類脂粉此較

学 校 運 営 へ の 組 織 的 な 取 り組 み の 諸 項 目

１へち学 級 ６～ １１学 級 ： １２～ １７学 級 １８学 級 以 上

連 関 係 数 と・・

検 定

小 学 校 Ｎ＝ １６２ ・ Ｎ＝４０１ Ｎ＝ ２８２ Ｎ＝１９５

中 学 校 Ｎ＝ １２３ Ｎ＝１８７ Ｎ＝ １５９ Ｎ＝７９

平 瑚 直　　 ＳＤ 平 均 値　　 ＳＤ 平 均 値　　 ＳＤ 平 均 【直　　 ＳＤ

１）こ の 学 校 は 自律 的 な 運 営 が 行 わ れ て い る と思 う
小 学 校 ３．４９　 ０．館 ３．∠妃　 ０．６２ ３．３９　 ０．７２ ３，４４　 ０．６７

中 学 校 ３．６１ ０．㊥ ３．４４　 ０．岱 ３．３５　 ０．７２ ‾３：４２　 ０二７５
ー．０９７＊

云）校 務 分 拳 ま学 校 の 実 態 に 見 合 っ た 効 果 的 な 組 織 にな っ て い る 小 学 校 ３．５２　 ０．７６ ３．５３　 ０．（箔 ３．４９　 ０．７１‾． ３．４６　 ０．６５

中 学 校 ３．７８　 ０．∈沼 ３．４９　 ０．７１ ． ３．４３　 ０．７４ ３．５１ ０．朗 ∴ １２９＊＊＊

３）校 務 分 掌 組 織 は 日 常 的 な 教 裔 課 題 に 十 分 に 対 応 で きて いる
小 学 校 ３．４９　 ０．７７ ３．４７　 ０．６７ ３．∠蛤　 ０．６７ ３．４２　 ０．餌

中 学 校 ３．６７　 ０．６１ ３．５） ’０．６７ ３．亜　 ０．■７３ ３．∠妃　 ０．７１ ∴１１（）ふ

㊥ 校 鞍 分 掌 組 織 は 管 哩 職 が 率 先 し て 運 営 し て いる
小 学 較 ３．３６　 ０．８５ ３．３５． ０．ｇ３ ３．謀） ０．８２－ ３．２５　 ０．９１ －．０５７＊

中 学 校 ３．４１ ０．紬 ３．：弛　 ０．８１ ３．１４ ＿０．蛎 ３．１４　 ０．咲） －．１０６＊

９ 各 々 の 教 員 の 触 ま現 実 の 学 校 づ くりに 役 威 力 て い る
小 学 校 ３．５９　 ０．７４ ３．王嘉　 ０．（沿 ３．４１ ０．７０ ３．３４　 ０．７１ －．１２１‾＊＊

中 学 校 ３．６８ ＿０．（箔 ３．３５　 ０．７３ ３．∠姐　 ０．７５ ■３．４０　 ０．７４ ー．０９４＊

６）校 務 分 掌 組 織 の 見 直 し は 断 って い る
小 学 校 ３．（泌　 ０．９１ ３．蹟） ０．８５ ３．６５　 ０．９１ ３．７７　 ０．９２

中学 校 ３．７２　 ０．糾 ３．６５　 ０．沃） ３．７５　 ０．９５ ３．７１ ０．８９

７）管 馳 各 分 掌 担 当 者 との 意 志 疎 通 は 十 効 ことられ て い る
小 学 校 ３．８０　 ０．爆 ３．任） ０．６３ ３．６∋　 ０．６７ ３．５１ －０．６７ －．１１６＊＊＊

中学 校 ３．８０　 ０．００ ３．７０　 ０．６５ ３．７５　 ■０．７２ ３．〔拓　 ０．７８

８）校 務 分 掌 の 各 組 織 間 の 連 絡 調 整 は 十 分 に 行 わ れ て いる
小 学 校 ■ ３．男　 ０，７５ ３．亜　 ０．（廻 ３．３２　 ｒＯ．７３ ３．２７　 ０．７７ ∴１２８＊＊＊

中学 校 ３．５７　 ０．紡 ３．：泌　 ０．′拘 ３」弧　 ０．蹟） ．３．２８　 ０．７７ ー．１１０＊＊

９）校 務 運 営 の 仕 組 み は 他 の 学 校 とは 違 った 独 特 な 将 彗如 戦 る
小 学 校 ２．７３　 ０．ミ池 ２．飾　 ０．７７ ２．（廻　 ０．幻 ２．６７　 ０．８０

中 学 校 ２．７１ ０．８１ ２．（労　 ０．蹟） ２．６５　 ０．７９ ２．瑛 ） ０．８６

１０）省 令 改 正 後 、職 員 会 議 の 位 置 づ け が 明確 に な り、学 校 運 営 が

円 滑 に 行 わ れ るよ うに な った

小 学 校 ２．９２　 ０．藩 ２．９３　 ０．９３ ２．７６　 ０．９３ ・２．９３　 ０．９３

中 学 較 ２．９１ ０．阜 ２．９５　 ０．談） ２．９３　 ０．９生 ２．７９　 ０．舗

１１）校 長 の 意 向 は 教 職 員 に スム 「 ズ に 撃 方 相 成 身ｌる
小 学 校 ３．８３　 ０．６７ ３．７６　 ０．６７ ３．６７　 ０．７７ ３．糾　 ０．８０ ー．０７１＊＊

中 学 校 ３．８５　 ０．６１ ３．７４　 ０．７３ ３．７４　 ０．７２ ３．７７・ ０．７８

１２）学 校 教 育 目標 の 策 定 は 、校 長 が 中 心 とな る
小 学 佼 ４．（カ　 ０．杖） ３．９７　 ０．７８ ３．鉱　 ０．餅） ３．９３　 ０．７７

中 学 校 ３．９２　 ０．７５ ３．∈お　 ０．杖） ３．９２　 ０．８１ ３．８７　 ０．９４

１３）学 校 教 育 目標 の 見 直 しを 行 う仕 組 み 力戦 ）る
小 学 校 ３．２０　 ０．！滑 ３．３１ ０．９７ ３．３ １．佗 ３．３墾　 ０．９７

中 学 鮫 ３．０７　 ０．〔裕 ３．２８　 ０」肇 ３．３５ １．（冶 ３．３７ １．０５ ．０８５＊．

１４）校 長 の 学 校 経 営 方 針 は 教 職 員 触 て い る
′ｊ、学 校 ３．糾　 ０．７１ ３．６５　 ０．留 ３．５９　 ０．７７ ３．舅　 ０．７７

中 学 校 ３．槌　 ０．′拘 ３．揖　 ０，杖 ） ３．６１ ０．７６ ３．髄　 ０．８１

１５）学 校 教 育 目 標 の 策 定 にあ た って は 、教 職 員 が 積 極 的 に 議 論

に 参 加 す‾る ・

小 学 鮫 ３．１４　 ０．９２ ３．１３　 ０．乏繋 ３．（方 ・０．９１ ３．１１ ０．８６

中 学 校 ３．１３　 ０．阜 ３．（裕　 ０．ｇ∋ ３．０３　 ０．７２ ３．（冶　 ０．８２

１６）本 校 の 教 育 活 動 に は 、教 育 委 員 会 の 意 向 が 弓試 影 響 して い る
小 学 校 ２．（泌　 ０．８７ ２．６１ ０．範 ． ２．謂　 ０．．釘 ２．７５　 ０．潔）

中 学 校 ２．７１ ０．８５ ２．岱　 ０．８４ ２．（弛　 ０．８７ －　 ２．６２　 ０．弟

１７）本 校 の 教 育 活 動 に は 、保 護 者 の 意 向 が 弓欽 影 響 してい る
小 学 校 ３，（カ　 ０．７７ ２．８２　 ０．㊥ ２．８１ ０．７１ ． ２．８０　 ０．７１ ∴（姫２＊

中 学 校 ２，＊　 ０．７５ ２．７３　 ０．７１ ２．７５　 ０．７４ ２．７１ ０．７０

１８）本 校 の 教 育 活 動 に は 、嘩 護 者 以 外 の 地 域 住 民 の 意 向 が 弓歓

影 響 ＿／て い る

小 学 校 ２．５９　 ０．注 ） ２．４８　 ０．７２ ２．４７　 ０．７４ ２．４５　 ０．７２

中 学校 ２．４９　 ０．岱 ２．亜　 ０．’祖 ２．∠拍　 ０．７１ ２．３８　 ０．７９

１９）本 校 の 教 育 活 動 に 対 し て 、学 校 外 部 か ら の 要 請 、注 文 な ど が

多 い

小 学 校 ２．２２　 ０．７０ ２」弟　 ０．７６ ２．亜　 ０．７９ ２．４５　 ０．８７ ．０８４＊

中 学 校 ２．２０　 ０．′拘 ２，刃　 ０．杖） ２．４３　 ０，７８ ２．４４　 ０．８５ ．０９９＊＊
２０）突 発 的 な 簡 頓 が 生 じた とき に 、そ の 間 題 に 関 す る情 報 を収 集

し 、対 策 を 検 割 け て 辻 うな 仕 組 み が あ る

小 学 校 ３．か　 ０．瑛 ） ３．５生　 ０．ｇ∋ ■　 ３．５１ ０．．謀 ） ３．６７　 ０．７８ ．０８４＊＊

中 学 校 ３．６３・ ０．・７７ ３．６１． ０．８２ ・ ３．８４　 ０．釦 ３．８３　 ０．８３ ．１０４締

２１）校 内 の 各 種 委 員 会 や 分 掌 組 織 は そ れ ぞ れ が 主 体 的 な 活 動 を

行 っ て い る

小 学 校 ３．３８　 ０．７５ ３．５　 ０．７１ ３．５２　 ０．７０ ３．５７　 ０．（賂

中 学 校 ３．昏主　 ０．（箔 ３，∈再　 ０．餌 －　 ３．５５　 ０．７０
３．６２　 ０．６５

２２）校 内 の 各 種 委 員 会 や 分 掌 組 織 の 活 動 は 、学 校 全 体 の 意 向 を

受 け 冊 腑 埼

′ト学 校 ３．朗　 ０．由 ３．（労　 ０．砿 ３．杖） ０．７３ ３．６２　 ０．６８

中 学 校 ３．７９　 ０，５９ ３．任） ０．紛 ３．７０　 ０，７１ ３．６９　 ０．６９

平 均 値 の 算 出 に あ た っ て 無 回 答 封 徐 く　 ＊：Ｒ ．０５ 粍 Ｐ 〈．０１．＊＊＊：Ｐ く．００ １

の３項目では、学校規模が小さいほうが「そう感じる」という傾向が強い。

「３）学校教育目標の見直しを行う仕組みがある」「１９）本校の教育活動に対して、学校外

部からの要請、注文などが多い」については、学校規模が大きくなるほど、「そう感じる」
という回答傾向が中学校で認められる。

逆に、中学校においては、「２）校務分掌は学校の実態に見合った効果的な組織になって
いる」「３）校務分掌組織は日常的な教育課題に十分に対応できている」「１７）本校の教育活

動には、保護者の意向が強く影響している」の項目で二小学校では、「１７）教育活動には、
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保護者の意向が強く影響している」「７）管理職と各分掌担当者との意志疎通は十分にとら

れている」の項目で、学校規模が大きくなると「そう感じない」とする回答傾向が見受け

られる。

（４）学校経営の様子

次に学校経営の様子に関する回答結果を表１２－１６に示す。調査では、学校経営の様子に

関する１８の記述項目について、「全くそう感じない」から「全くそう感じる」までの５件

法で問うている。

１）全体的な傾向

表１２－１６学校経営の様子に関する記述項目への回答の概要

学 校 経 営 の 様 子 の 諸 項 目
全くそう あ沸 そう 少しそう か 碧クそう 全くそう

合計感じない 感 じない 感じる 感 じる 感じる

Ｎ＝　　 ％ Ｎ＝　　 ％ Ｎ＝　　 ％ Ｎ＝　　 ％ Ｎ＝　　 ％ Ｎ＝

１）特色 あ５教育が推進されている
′ト学校 ２　　 ０．２ ５５　　 ５．３ ３２主　 ３１．１ ５亜　 ５２．２ １１７　 １１．２ １０４１

中学校 ２　　 ０．４ ３　　 ６．０ １糾　 ３３．６ ２７３　 一拍 ．９ ５　 １０．１ ５４７

２）地域 こ対 して開かれた学校づくりを推進している
小学校 ー １９　 １．８ ３１３　 ３０．１ ５瑛）－・ 蕩 ．７ １１９　 １１．４ １０４１

中学校 １　 ０．２ ‾Ｚう　　 ４．２ １６２　 ２９．６ ３勝　 弘 ．３ Ｂ　　 ９．７ ５４７

却 地域ク）特 色や教育力を活かすような教 育酔 わてし唱
小学校 ー ：Ｂ　　 ３．２ ３０１　 ２８．９ ５拓　 ５７．１ １１３　 １０．８ １０ゼ

中学校 １　 ０．２ 一姐　　 ８．０ ２２１　 ４０．４ ２藍ｉ ∠拍．４ 二男　　 ６．９ ５４７

亜 時代と地域の教育 要求を的確 に把握している
′ト学校 ２　 ０．２ 範　　 ８．３ ４範　 ４７．６ ４２１　 ４０．４ ：賂　　 ３．５ １０４１

ヰ 学校 １　 ０．２ ４２　　 ７．７ ２７４　 勤 ．２ ２１２ ：治．８ １７　　 ３．１ －５４６

５）地域 に対する説明責任を十 分に果たしている
′ト学校 １　 ０．１ １１９　 １１．４ ５Ｂ　 ５３．１ ３∠担　 ３３．０ ２う■　 ２． １０４２

中学校 ２　　 ０．４ ５７　 １０．４ ２範　 ５２．４ １ｇ∋　 ３∋．５ １８　　 ３．３ ５亜

ゆ本 校の学校経営のあり方 胡 粉 ）実情に即 してし、る
小学校 ー ：泌　　 ３．５ ４１３　 ３９．７ ５４７　 ５２．６ 虫　　 ４．２ １０亜

中学校 １　 ０．２ Ｚ７　　 ４．９ ２Ｚき　 ４０．８ ２７２　 ４９．７ ２４　　 ４． ５４７

７）学校 の子どもの実態 像を常に把擾するように努力している
／ト学校 一 １９　 １．８ ２０１ １９．４ ６６７　 昏ｌ．４ １４８　 １４．３ １０慾

中学校 － ６　 １．１ １（》　 ２０．１ ３琵） （箔 ．１ （労　 １２．７ ５４３

ゆ 学校内で生じる諸問題 を角牢決し、学校 自体をより良レ、方向へ

改善する力がある

小難 １　 ０．１ ２４　　 ２．３ ２４９　 ２４．０ ６４５　 ６２．１ １１９　 １１．５ １０３

中学校 １　 ０．２ １２　　 ２．２ １２４　 ２２．７ ′３一妃　 ６２．６ ６７　 １２．３ ５４６

針慣例 にとらわれ５ことなく、創 意工夫をこらした運 営を行ってい

る

小学校 ２　　 ０．２ ８５　　 ８．２ ４飢　 ４４．５ ４３１　 ４１．４ 任）　 ５．８ １０彪

中学校 １　 ０．２ 上カ　　 ９．１ ‘ ２３５　 ４３．０ ２３　 ４１．７ ３　　 ６． ５４７

１（》特色あう学校として主体 性を発揮できるような学校経 営を目

指している

′ト学校 １　 ０．１ 即　 ２．９ ３（冶 ・一野 ・．６ ５刊） ｊ誕 ．７ 、１３　 １２．８ １０彪

中学校 １　 ０．２ ２　　 ４．０ １４６　 ２６．７ ３１６　 ５７．９ ６１ １１．２ ５亜

１１）す べての教育活動には、学校の明確な教育的意 図が反映

され ている

′ト学校 １　 ０．１ ７４　　 ７．１ ４３　 ４１．１ ４９）　 ４７．０ 亜　　 ４．７ １０４２

中学校 ２　 ０．４ Ｚ７　　 ４．９ ２２　 ４０．６ ２労　 ４７．３ ３７　　 ６．８ ５４７

１２）社 会や時代の変化の先 を見通すまうな笥 交教育 目標をうち

たてている

′ト学校 ３　　 ０．３ ８生　　 ８．１ ４２４　 ４０．８ ４亜　 ４３．２ 蹟）　 ７．７ １０４０

中学校 １　 ０，２ ４６　 －８．４ ２α７　 ３７．８ ２亜　 ４３．９ Ｂ＿　　 ９．７ ５∠好

１３）学校の実情に応 じて主体的に教育課程編成 を行っている
′ト学校 ３　 ０．３ ７０　　 ６．７ ３７５　 ３６．０ ５：打　 ５），６ ６７　　 ６． １０４２

中学校 － 訪　　 ４．８ １（労　 ３０．９ ３（方　 ５５．８ ４７　　 ８．６ ５４７

１４）笥 交の教育 目標を具現化す ≡辻 うな独 特の教育課程 や 日

フ℃グラムを創造している

′ト学校 １０　 １．０ １７５　 １６．８ ５肝　 ４８．７ ３１０　 禁）．８ ：沿　　 ３．７ ＿１０４１

中学校 ４　　 ０．７ ７３　 １３．４ ２６∋　 ４８．２ １杖）　 ３３．０ 訪　　 ４．８ ５亜

１５）教職 員の人事 こは校長の意向が弓試 反映されている
′ト学校 ６１　 ５．９ ２８２　 ２７．２ ３６７　 ３５．４ ２任） ２５．９ 盟　　 ５．７ １０二男

中学校 缶　　 ４．６ １（裕　 １９．４ １瑛） ３４．９ １８５　 ３３．９ 刃　　 ７．２ ５４５

１６）学校予算の編成 ・執 行には本校の主 体性が反 映できる
小学校 ７０　　 ６．７ ３３３　 ３２．１ ４芸） ４１．３ １謀） １８．２ ・１７　 １．６ １０：繋

中学校 Ｚ７　　 ４。９ １５９　 ２９．１ ２４１ ４４．１ １０７　 １９．６ ‘１２　　 ２．２ ５４６

１７）他 の学校と比 べると、新山 ＼教 育実践 こ積極的に取り組ん

でいる

′ト学校 ４　　 ０．４ １５５　 １４．９ ４岱　 ４５．０ ３茄　 ３４．２ ∈嘉　　 ５．６ １０４１

中学校 ５　　 ０．９ 鋸　 ■１５．４ ２亜　 ４３．９ １鎚Ｌ ：慧 ．６ ３４　　 ６．２ ５４７

１８）学校に対する外 からの規制は強い
小学校 １１９　 １１．４ ６∠国　 ６１．９ ２：カ　 ２２．１ ４５　　 ４．３ ３　 ０．３ １０４１

中学校 ６５　 １１．９ ３３２　 櫛 ．８ １１３　 ２０．７ ３１　 ＿５．７ ５　　 ０．９ ５４６

教育活動の展開に関して学校経営がどのように行われているかを問うた。「１）特色ある

教育が推進されていると感じる」と回答した学校は９５％になる。そこで、その内実を、

学校経営の基本方針、教育課程編成、および、地域との関係性という点から捉える。

学校経営に関しては、ほぼすべての学校で「７）学校の子どもの実態像を常に把握するよ

うに努力している」という回答が得られた。とりわけ、７８％が「かなり」「全く」そう感

じると回答している点は顕著に学校経営の最も基盤になるものとして「子どもの実態」が

位置づくことが読み取れる。また、「８）学校内で生じる諸問題を解決し、学校自体をより

良い方向へ改善する力がある」、「１０）特色ある学校として主体性を発揮できるような学校

経営を目指している」についてもはばすべてが「そう感じる」とする回答であった。ここ

には学校の自意識を読み取ることができる。

教育課程編成については、「１３）学校の実情に応じて主体的に行っている」という項目に
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ついて、９０％がそう感じると回答しており、また、「１１）すべての教育活動に学校の明確

な教育的意図が反映されている」という項目についても、そう感じるとする回答が９０％

を超える。そして、そのうち「かなりそう感じる」という積極的な肯定の回答が約５０％

に達する。ただし、教育目標の設定に関しては、「１２）社会や時代の変化の先を見通すよう

な学校教育目標をうちたてている」、「１４）学校の教育目標を具現化するような独特の教育

課程や教育プログラムを創造している」、「９）慣例にとらわれることなく創意工夫をこら

した運営を行っている」、「１７）他の学校と比べると新しい教育実践に積極的に取り組んで

いる」の創造性や独創性に関わる項目に関しては、基本的には「そう感じる」という肯定

的な回答が圧倒的に多い点に変わりはないが、他の項目に比べれば「少し」の比率が高く、

やや控えめな回答傾向である。

「２）地域に対して開かれた学校づくりを推進している」「３）地域の特色や教育力を活か

すような教育を行っている」「６）学校経営のあり方は地域の実情に即している」「４）時代

と地域の教育要求を的確に把握している」「５）地域に対する説明責任を十分に果たしてい

る」という地域との関連に関わる５項目では、「そう感じる」とした回答が９０％を超えて

おり、学校単体だけではなく地域を明確に意識した学校経営が行われていることが読み取

れる。ただし、「４）時代と地域の教育要求を的確に把握している」と「５）地域に対する説

明責任を十分に果たしている」の項目では、「少しそう感じる」という回答が半数であり、

消極的な肯定にとどまっている。後に述べるように、学校の組織としての自律イメージを
探るうえで示唆的である。

「１０）学校の主体性を発揮できるような学校経営をめざしている」については肯定的な回

答が多いにもかかわらず、「１５）教職員の人事には校長の意向が強く反映されている」およ

び「１６）学校予算の編成・執行には主体性が発揮できる」の項目では、「そう感じない」と

いう否定的な回答傾向が明らかに表れている。しかしながら、「１８）学校に対する外から

表１２－１７学校経営の様子の学校種別比較

学 校 経 営 の 様 子 の 諸 項 目

小 学 校

（Ｎ＝１０４０）

中 学 校

（Ｎ＝５４８）
検 定

平均値　　 ＳＤ 平 均値　　 ＳＤ

１）特 色 ある教 育 が 推 進 され て いる ３．６３　 ０．７６ ３．９１　 ０．６４

２）地 域 に 対 して 開 か れ た 学 校 づ くりを 推 進 して い る ３．７１ ０．‾７０ ■３．８３　 ０．６５

３）地 域 の 特 色 や 教 育 力 を活 か す ような 教 育 を行 っ て い る ３．５０　 ０．７５ ３．７８　 ０．６６ ＊＊
４）時 代 と地 域 の 教 育 要 求 を 的 確 に 把 握 して いる ３．３７　 ０．６８ ３．７７　 ０．７０

５）地 域 に 対 す る説 明 責 任 を十 分 に果 た して いる ３．２９　 ０．７１ ３．７６　 ０．６８

６）本 校 の 学 校 経 営 の あ り方 は 地 域 の 実 情 に即 して い る ３．５３　 ０．６７ ３．６９　 ０．７５

７）学 校 の 子 どもの 実 態 像 を 常 に 把 握 す るように 努 力 して い る ３．９０　 ０．６０ ３．５８　 ０．６３

８）学 校 内 で 生 じる諸 問 題 を解 決 し、学 校 自体 をより良 い 方 向 へ 改
３．８５　 ０．６６ ３．５６　 ０．７３善 す る力 が あ る

９）慣 例 に とらわ れ ることなく、創 意 工 夫 を こらした 運 営 を行 っ て い る ３．４４　 ０．７５ ３．５０　 ０．７６

１０）特 色 あ る学 校 として 主 体 性 を 発 揮 で きるよ うな 学 校 経 営 を 目指
３．７６　 ０．７１ ３．４９　 ０．７０

してい る

１１）す べ て の教 育 活 動 に は 、学 校 の 明 確 な 教 育 的 意 図 が 反 映 され
３．５■５　 ０．７１ ３．４４　 ０．７３

て いる

１２）′社 会 や 時 代 の 変 化 の 先 を見 通 す ような 学 校 教 育 目標 を うち た
３．５４　 ０．７９ ３．３９　 ０．７０て て いる

１３）学 校 の 実 情 に応 じて 主 体 的 に教 育 課 程 編 成 を行 っ て いる ３．６８　 ０．７０ ３．３０　 ０．８０ ＊＊
１４）学 校 の教 育 目標 を 具 現 化 す るような 独 特 の 教 育 課 程 や 教 育 プ

３．２８　 ０．７８ ３．２６　 ０．６９ ＊ログ ラムを創 造 して いる

１５）教 職 員 の人 事 には 校 長 の意 向 が 強 く反 映 され てい る ３．２０　 ０．９８ ３．１９　 ０．７９ ＊＊
１６）学 校 予 算 の編 成 ・執 行 に は 本 校 の 主 体 性 が 反 映 で きる ２．８５　 ０．８７ ２．９８　 １．００ ＊
１７）他 の 学 校 と比 べ る と、新 しい 教 育 実 践 に積 極 的 に 取 り組 ん で い

３．２９　 ０．８３ ２．７６　 ０．８８
る

１８）学 校 に対 す る外 か らの 規 制 は 強 い ２．２３　 ０．７６ ２．２０　 ０．７０
平 均 値 の 算 出 に あた っ て 無 回 答 を 除 く。 ＊：Ｐく．０５　＊＊：Ｐ く．０１ ＊＊＊‥Ｐ く．００１

の規制は強い」という項目についても、「そう感じない」という回答が多い。これは、学
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校の＜主体性＞という概念が、例えば企業経営で重視される自己責任による資源管理と運

営改善といった類のものとは異なるものとして捉えられている可能性が高いことを推測さ

せるものである。

２）学校種による差

表１２－１７は、学校経営の様子についてその平均値を求め、小学校と中学校の平均値を示

したものである。

小学校と中学校での回答傾向に大きな違いはない。ただし、平均値において統計的に有

意な差が認められるものが５項目ある。「３）地域の特色や教育力を活かすような教育を行

っている」では、小学校のほうが肯定的な回答傾向が強い。他方、「１３）学校の実情に応

じて主体的に教育課程編成を行っている」「１４）学校の教育目標を具現化するような独特

の教育課程や教育プログラムを創造している」「１５）教職員の人事には校長の意向が強く

反映されている」「１６）学校予算の編成・執行には本校の主体性が反映できる」の４項目

では、中学校のほうが肯定的な回答傾向が強い。

３）学校規模による傾向

表１２－１８は、学校経営の様子について学校規模分類によって算出した平均値を示したも

のである。学校規模との関連においては、学校規模が大きくなるほど「そう感じない」と

表１２－１８　学校経営の様子のの学校規模別比較

学 校 経 営 の 様 子 の 諸 項 目

１～ ５学 級 ６～ １１学 級 １２～ １７学 級 １８学 級 以 上

連 関 係 数 と

検 定

小 学 校 Ｎ＝ １６２ Ｎ＝ ４０１ Ｎ＝ ２８２ Ｎ＝ １９５

中 学 校 Ｎ＝ １２３ Ｎ＝ １８７ Ｎ＝ １５９ Ｎ＝ ７９

平 均 値　　 ＳＤ 平 均 値　　 ＳＤ 平 均 値　　 ＳＤ 平 均 値　　 ＳＤ

１）特 色 あ る 教 育 が 推 進 さ れ て い る
小 学 校 ３．９１　 ０．６９ ３．７４　 ０．７２ ３．５９　 ０．７８ ３．５４　 ０．７５ ∴ １３４ ＊＊＊

中 学 校 ３．９０　 ０．６９ ３．６３　 ０．７８ ３．５１　 ０．７８ ３．４８　 ０．７０ ー．１６４＊＊＊

２）地 域 に 対 し て 開 か れ た 学 校 づ くりを 推 進 し て い

る ＿

小 学 校 ３．９５　 ０．７２ ３．８３　 ０．６４ ３．６６　 ０．６７ ３．６９　 ０．６２ ー．１３４ ＊＊＊

中 学 校 ３．８０ （）．７３ ３．６７　 ０．７０ ３．７２　 ０．７１ ３．６６　 ０．６６

３）地 域 の 特 色 や 教 育 力 を 活 か す よ うな 教 育 を

行 っ て い る

小 学 校 ３．９４　 ０．７３ ３．８３　 ０．６６ ３．６７　 ０．６８ ３．５７　 ０．６４ ー．１６７ ＊＊＊

中 学 校 ３．７５　 ０．７２ ３．４５　 ０．７０ ３．４８　 ０．７４ ３．２７　 ０．８３ －．１３３ ＊＊＊

４） 時 代 と 地 域 の 教 育 要 求 を 的 確 に 把 握 し て い る
小 学 校 ３．５２　 ０．７１ ３．３９　 ０．６９ ３．３４　 ０．７２ ３．３３　 ０．６５ 」．０７４ ＊＊

中 学 校 ３．５４　 ０．６１ ３．３６　 ０．６９ ３．３０　 ０．６６ ３．２８　 ０．７５ －．１１３ ＊＊

５）地 域 に 対 す る 説 明 責 任 を 十 分 に 果 た し て い る
小 学 校 ３．３５　 ０．７１ ３．２６　 ０．７２ ■３．２３　 ０．６５ ３．２４　 ０．６７

中 学 校 ３．３５　 ０．６５ ３．２４　 ０．６８ ３，３１　 ０．７８ ３．２７　 ０．７１

６）本 校 の 学 校 経 営 の あ り方 は 地 域 の 実 情 に 即 し

て い る

小 学 校 ３．７７　 ０．６５ ３．６４　 ０．６０ ３．４８　 ０．６２ ３．４４　 ０．６４ ー．１６０ ＊＊＊

中 学 校 ３．７１　 ０．６１ ３．４９　 ０．６６ ３．５０　 ０．６６ ３．４２　 ０．７４ ∴ １０１＊＊

７）学 校 の 子 ど も の 実 態 像 を 常 に 把 握 す る よ うに 努

力 し て い る

小 学 校 ４．０８　 ０．６３ ３．９４　 ０．６４ ３．８５　 ０．６３ ３．８１　 ０．６０ －．１１７ ＊＊

中 学 校 ４．０６　 ０．５２ ３．８４　 ０．５８ ３．８３　 ０．６７ ３．９５　 ０，６０

８）学 校 内 で 生 じ る 諸 問 題 を 解 決 し 、学 校 自 体 を よ

り 良 い 方 向 へ 改 善 す る 力 が あ る

小 学 校 ３．８７　 ０．６４ ３．８７　 ０．６５ ３．７４　 ０．６７ ３．８２　 ０．６３

中 学 校 ３．８９　 ０．６０ ３．８３　 ０．６６ ３．８１　 ０．６８ ３．８７　 ０．７０

９）慣 例 に と らわ れ る こ とな く 、創 意 工 夫 を こ ら し た

運 営 を 行 っ て い る

小 学 校 ３．５６　 ０．６９ ３．４４　 ０．７３ ３．４１　 ０．７７ ３．４０　 ０．７１ －．０５５ ＊

中 学 校 ３．５２　 ０．７６ ３．３９　 ０．７１ ３．４４　 ０．７７ ３．４６　 ０．７８

１０）特 色 あ る 学 校 とし て 主 体 性 を 発 捧 で き る よ うな

学 校 経 営 を 目 指 し て い る

小 学 校 ３．９４　 ０．６９ ３．７７　 ０．６８ ３．７３ ・０．７６ ３．６９　 ０．６６ －．０８３＊＊

中 学 校 ３．９１　 ０．５９ ３．７０　 ０．７２ ３．７３　 ０．７４ ３．７２　 ０．７５

１１）す べ て の 教 育 活 動 ｋ は 、学 校 の 明 確 な 教 育

的 意 図 が 反 映 さ れ て い る

′ト学 校 ３．６２　 ０．６６ ３．５２　 ０．６８ ３．４３　 ０．７５ ３．４３　 ０．６９ ∴ ０８２ ＊＊

中 学 校 ３．７２　 ０．６７ ３．４７　 ０．６８ ３．５２　 ０．７５ ３．５４　 ０．７１

１２）社 会 や 時 代 の 変 化 の 先 を 見 通 す よ うな 学 校 数

青 白 標 を うち た て て い る

／Ｊ、学 校 ・ ３．４９　 ０．７０ ３．５２　 ０．７４ ３．５０　 ０．８４ ３．４６　 ０．７５

中 学 校 ３．６１　 ０．７０ ３．４７　 ０．８０ ３．６３　 ０．８２ ３．４６　 ０．８３

１３）学 校 の 実 情 に 応 じ て 主 体 的 に 教 育 課 程 編 成

を 行 っ て い る

小 学 校 ３．６５　 ０．６７ ３．５８　 ０．７１ ３．４９　 ０．７８ ３．５５　 ０．７２

中 学 校 ３．７９　 ０．６５ ３．７１　 ０．６６ ３．６２　 ０．７３ ‾　３．５８　 ０．７８ ー．０８４ ＊

１４）学 校 の 教 育 目 標 を 具 現 化 す る よ うな 独 特 の 教

育 課 程 や 教 育 プ ロ グ ラ ム を 創 造 し て い る

小 学 校 ３．２７　 ０．８２ ３．２０　 ０．７７ ３．１５　 ０．８１ ３．１２　 ０．７７ ∴ ０５５ ＊

中 学 校 ３．４１　 ０．７８ ３．２２　 ０．７６ ３．３１　 ０．７７ ３■．１４　 ０．８１

１５）教 職 員 の 人 事 に は 校 長 の 意 向 が 強 く反 映 さ れ

て い る

／ト 学 校 ２．８６　 １．００ ２．９１ ＿０．９８ ３．０６　 ０．９７ ３．１１’ １．０４ ．０７７ ＊＊

中 学 校 ３．１２　 ０．９１ ３．１９　 ０．９９ ３．２１ １．０３ ■３．３１　 ０．９８

１６）学 校 予 算 の 編 成 ・執 行 に は 本 校 の 主 体 性 が

反 映 で きる

′ト 学 校 ２．８０　 ０．９６ ２．７４　 ０．８６ ２．７５　 ０．８５ ２．７７ ‾０．９２

中 学 校 ２．８１　 ０．８８ ２．８９　 ０．８６ ２．８７　 ０．９２ ２．７７　 ０．７７

１７）他 の 学 校 と 比 べ る と 、新 し い 教 育 実 践 に 積 極

的 に 取 り組 ん で い る

小 学 校 ３．２５ ， ０．８２ ３．３１　 ０．７８ ３．３１　 ０．８５－ ３．２９　 ０．７６

中 学 校 ３．３９　 ０．７７ ３．２６　 ０．８４ ３．２３　 ０．８６ ３．３２ ．０．８７

１８）学 校 に 対 す る外 か ら の 規 制 は 強 い
小 学 校 ２．１０ ・０．６７ ２．１７　 ０．７１ ２．２４　 ０．６８ ２．■３０　 ０．７４ ．０７６＊＊

中 学 校 ２．２２　 ０．６９ ・２．２０　 ０．７９ ２．２３　 ０．８１ ２．３１　 ０．７４

平均値の算出にあたって無回答を除く。＊：Ｐ〈．０５　＊＊：Ｐ〈．０１＊＊＊：Ｐ〈．００１

する項目が多い。「１）特色ある教育が推進されている」「３）地域の特色や教育力を活かす
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ような教育を行っている」「４）時代と地域の教育要求を的確に把握している」「６）学校経
営のあり方は地域の実情に即している」「７）学校の子どもの実態像を常に把握するように

努力している」「１０）特色ある学校として主体性を発揮できるような学校経営を目指してい

る」「１１）すべての教育活動には、学校の明確な教育的意図が反映されている」の７項目で

は、特に有意な傾向が認められる。また、小学校については「１５）教職員の人事には校長

の意向が強く反映されている」「１８）学校に対する外からの規制は強い」の２項目は学校規
模が大きいほど、「そう感じる」とする回答傾向が表れている。学校規模の大きさは校長
の学校経営意識に対して否定的な影響を与えていると考えてよいかも知れない。
４）自律的な学校経営との関連
表 １２－１９　 自 律 的 な 運 営 に 関 わ る 説 明 変 数

従 属 変 数 ： 自 律 的 な 運 営 が 行 わ れ て い る
非 標 準

化 係 数 ‾標 準 誤 差

Ｂ

標 準 化 係 数　　　 ｔ　β

２） 学 校 の 実 態 に 見 合 っ た 効 果 的 な 校 務 分 掌 組 織

■■リー■－－－－－－一一－一一－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一－－－－－－－一一－－－一一－■■■■２１）主 体 的 な 活 動 を 行 う各 種 委 員 会 や 分 掌 組 織

－－－■■－一一－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－一－－－－－－一一－－一疇－－－－－－－－－－－－一一－■－－－一一５） 現 実 の 学 校 づ く りへ の 各 々 の 教 員 の 個 性 の 貢 献
■－－■■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－一一－－－－一一－－－－一－－一一－－－－－－－一一■－－－■■■■■－－■１）特 色 あ る 教 育 が 推 進 され て い る
－－■■●一－－－－－－－－－－－－－－－－－－ｔ－－－－－一一－－－－－－－－－ｔ－－－－－－－－－－－－－－－－－－■■－－－－■■
１１） 校 長 の 意 向 は 教 職 員 に スム ー ズ に 受 け 入 れ られ る
■一■－－■－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－一一一一－一一－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－■■－■－８）校 務 分 掌 の 各 組 織 間 の 連 絡 調 整 は 十 分 に 行 わ れ て い る
■■－■■－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■■一一一一■■－－１１）全 教 育 活 動 に 学 校 の 明 確 な 教 育 的 意 図 が 反 映
■－■■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－【－－－■■■－■－－－
１７）他 校 に 比 して 新 し い 教 育 実 践 へ の 積 極 的 な 取 り組 み
■－－■一－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－一－－－－一一－－－－－－一一－－一一－－－一－－一一一－－－■■■一－－－■■一１６）学 校 予 算 の 編 成 ・執 行 に は 主 体 性 が 反 映 で き る

．１６０　　 ．０２３ ．１６３　 ６．９１８ ＊＊＊

．１３８■　　 ．０２３ ．１４１‾‾　５．９９９ ＊＊＊

．１０８　　 ．０２３ ．１１４　 ４．８０３ ＊＊＊

．０９９　　 ．０２３ ．１０９　 ４．３４１ ＊＊＊

．１０１　　 ．０２３ ．１０７　 ４．３８５ ＊＊＊

．０９５　　 ．０２２ ．１０３　 ４．２３５ ＊＊＊

‘．０９１　　 ．０２５ ．０９４　 ３．６７３ ＊＊＊

．０６０ －　　 ．０２１－ ．０７１　 ２．７８０ ＊＊

．０３９　　 ．０１６ ．０５０　 ２．３６１ ＊
注 ）＊：Ｐ く．０５　 ＊＊：Ｐく．０１ ＊＊＊：Ｐ く．００１

「１）この学校は自律的な運営が行われていると思う」

と、学校運営における組織的な取り組み、及び、学校

経営の様子との諸項目から、変数投入法により重回帰

分析を行った。その結果を表１２－１９および表１２－２０に示

す０この表から分かるとおり、自律的な運営が行われる学校の組織のあり方は、学校にと

って最も中心的な領域である教育活動の推進とそれを補完するための条件整備的な周縁街
域が整合したものであることが浮かび上がってくる。

すなわち、教育活動に関しては、①全教育活動に学校の教育意図が盛り込まれ②特色

ある教育が推進され、③新しい教育実践への積極的な取り組まれていることが重要である。

他方、校務分掌は、①学校の実態に見合っていること・②各々が主体的に活動を行い、③

連絡調整を十分に行うこと、しかも、④校長の意向が教職員に受容されかつ、⑤個々の
教員の個性が学校づくりに寄与するということが重要な点になる。

学校で行われる教育を活性化していくために、単に役割を分割し職務を受動的に分担し

て受け持つという静的な組織ではなく、積極的に教育実践を開発していける動的な連携性

に支えられた組織でなければならないと受け取られていることが示唆される。この点から

考えれば、もっとも係数の大きい「２）学校の実態に見合った効果的な組織」は多義的な意

味を持つ。例えば、上の分析で表れた学校規模や学校段階における微妙な差異は回答者の
このような意識を反映したものであるかも知れない。

（５）学校組織の自律的経営

１）イメージに即した学校経営の実行

表１２－２１のとおり、校種や学校規模にかかわりなく、回答者の約７５％はイメージに即
した学校経営を実行できていると感じていることがわかる。

調査では、「あまりできていない」もしくは「まったくできていない」と回答した校長

に、どのような要因が阻害しているのかを複数選択してもらった。その結果が、表１２－２２

である０「’１教職員配置の不自由さ」の選択が最も多く、・全体で５¢％を超える。ついで、

「３学校予算執行の不自由さ」「２教職員数の不足」が半数近い回答者に選択されている。

「１教職員配置の不自由さ」は、選択傾向に多少差が見られる。小学校と中学校では後者
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表 １２－２１ イ メー ジ に 即 した 学 校 経 営 の 実 行

理 想 の 学 校 経 営 の 実

行 の 状 態

学級 規模 １～５学級 ６～ １１学級 １２～ １７学 級 ・１８学級 以 上 一合 ＿計

Ｎ＝　　 ％ Ｎ＝　　 ％ Ｎ＝　　 ％ Ｎ±　　 ％ Ｎ＝　　 ％

ほ ぼ 完 全 に で きて いる
小 学・校 ３　 １．８ ６　 １．５ ５　 １．８ ４　　 ２．１ １８　　 １．７

中 学校 ５　　 ４．１ ３　 １．６ ５　　 ３．２ ０．０ １３　　 ２．４
－あ る程 度 は で き て い る ／ト学校 １２０　 ７３．６ ２９８　 ７４．７ １９９　 ７１．１ １４２　 ７２．８ ７５９　 ７３．２

中 学校 ９９　 ８０．５ １３６　 ７３．１ １１０　 ６９．６ ６６　 ８３．５ ４１１　 ７５．３

あ ま りで きて い な い
′ト学校 ４０　 ２４．５ ９５　 ２３．８ ７５　 ２６．８ ４９　 ２５．１ ２５９　 ２５．０

中 学校 １９　 １５．４ ４７　 ２５．３ ４１　 ２５．９ １３　 １６．５ １２０　 ２２．０

まっ た くで きて い ない
小 学校 １　 ０．４ １　　 ０．１

中 学校 ２　　 １．３ ２　　 ０．４

有 効 回答 （無 答 を除 く）
／ト学校 １６３ ３９９ ２８０ １９５ １０３７

中学校 １２３ １８６ １５８ ７９ ５４６ ，

表１２－２２イメージに即した学校経営を実行できない要因

阻 害 要 因
学 校 規

模

１～ ５学 級 ６～ １１学 級 １２～ １７学 級 １８学 級 ～ 全 体

Ｎ＝　 ％ Ｎ＝　 ％ Ｎ＝　　 ％ Ｎ＝　 ％ Ｎ＝　　 ％

１ 教 職 員 配 置 の 不 自 由 さ
／ト学校 ８　２０．０ ４１ ４３．２ ４５　５９．２ ３１ ６３．３ １２５　 ４８．１

中学校 １２　６３．２ ３３　７０．２ ３２　７４．４ ５　３８．５ ８２　 ６７．２

３　 学 校 予 算 執 行 の 不 自 由 さ
小 学校 １９　４７．５ ４２　４４．２ ４１ ５３．９ ２９　５９．２ １３１　 ５０．４

中学校 ９　４７．４ ２０　４２．６ １８　４１．９ ７　５３．８ ５４　 ４４．３

２　 教 職 員 数 の 不 足
小 学 校 ２４　６０．０ ４３　４５．３ ３２　４２．１ ２１ ４２．９ １２０　 ４６．２

中学 校 ７　３６．８ ２７ ■５７．４ ２４　 ５５．８ ６　４６．２ ６４　 ５２．５

１０　教 職 員 のや る気 や 力 量 の 不 足
小 学 校 １７　４２．５ ４８　 ５０．５ ２８　 ３６．８ ２５　 ５１．０ １１８　 ４５．４

中学 校 ９　４７．４ ．２２　４６．８ １８　４１．９ ７　５３．８ ５６　 ４５．９

１３　組 織 体 として の 力 量 不 足
小 学 校 １７　４２．５ ４８　 ５０，５ ３４　４４．７ ２８　 ５７．１ １２７　 ４８．８

中学 校 ５・２６．３ ２１ ４４．７ １５　 ３４．９ ４　３０．８ ４５　 ３６．９

１２　教 職 員 の 多 忙
小 学校 １５　 ３７．５ ３６　 ３７．９ ３２　４２．１ ２３　４６．９ １０６　 ４０．８

中 学校 ７　３６．８ ２２　 ４６．８ ２２　 ５１．２ ８　６１．５ ５９　 ４８．４

８　 管 理 職 の 権 限 の 弱 さ
／ト学校 １２　 ３０．０ ３５　 ３６．８ ３５　 ４６．１ １８　 ３６．７ １００　 ３８．５

中 学校 ９　４７．４ １７　 ３６．２ １７　 ３９．５ ３　２３．１ ４６　 ３７．７

９　 教 職 員 団 体 等 との 対 立
／ト学校 ６ １５．０ １２ １２．６ ２４　 ３１．６ １４　 ２８．６ ５６　 ２１．５

中 学校 ３ １５．８ ６ １２．８ ５ １１．６ ３　２３．１ １７　 １３．９

７　 児 童 ・生 徒 に 起 因 す る諸 問 題
／ト学校 ２‾　 ５．０ １３ １３．７ １１ １４．５ ９ １８．４ ３５　 １３．５

中 学校 ８ １７．０ １６　 ３７．２ ７　５３．８ ３１　 ２５．４

１１ 管 理 職 の 多 忙
小 学校 ４ １０．０ １２ １２．６ １４ １８．４ １１ ２２．４ ４１　 １５．８

中 学校 ２ １０．５ ９ １９．１ ４　 ９．３ ４　３０．８ １９　 １５．６

５　 諸 規 則 等 の し ば り
小 学校 ６　‾１５．０ ５　 ５．３ １０ １３．２ ６ １２．２ ２７　 １０．４

中 学校 ５　２６．３ ８ １７．０ ７ １６．３ ２０　 １６．４

４　 教 育 委 員 会 の 支 援 不 足
小 学校 ３　 ７．５ １１ １１．６ １２ １５．８ ４　 ８．２ ３０　 １１．５

中 学校 ４　２１．１ ３　 ６．４ ５ １１．６ ２ １５．４ １４　 １１．５

１５　保 護 者 か ら の多 様 な 要 望
小 学校 １　 ２．５ ７　 ７．４ １０ １３．２ ６ １２．‘２ ２４　　 ９．２

中 学校 ２　 ４．３ ５ １１．６ ２ １５．４ ９　　 ７．４

６　 地 域 か ら の 多 様 な 要 望
小 学校 １　 ２．５ ４　 ４．２ ８ １０．５ １　 ２．０ １４　　 ５．４

中 学校 ２ １０．５ ４　 ８．５ ２　 ４．７ １　 ７．７ ９　　 ７．４

１４　情 報 の 不 足 や 錯 綜
／ｊ、学校 １　 ２．５ ４　 ４．２ ７　 ９．２ １　 ２．０ １３　　 ５．０

中 学校 ２　 ４．７ ２　　 １．６

回 答 数
小 ４０ ９５ ７６ ４９ ２６０

中 １９ ４７ ４３ １３ １２２

比率は、学校規模別の各カテゴリーについて、各項目の選択数を分子とし「イメージに即した学校運営を実行で
きているか」という問いに対する「あまり・まったくできてない」という回答数を分母として算出してある。

のほうが有意に選択率が高く（この間いの回答者を母集団とする自由度１のクロス表に基

づく検定で、Ｘ２＝１１．４０、ｐく．００１）また、小学校では規模が大きいほどこの項目の選択率

が高い（自由度３，ＸＺ＝２１．８６、ｐく．００１）。また、「組織体としての力量不足」の項目でも、
小学校のはうが選択率が高い（自由度１ｘ２＝４．３８、Ｐ〈．０５）。「児童・生徒に起因する諸問

題」については、中学校の方が選択率が高い（自由度１ｘ２＝９．４７、Ｐく．０１）。

ここからは、学校の内部組織にまつわる諸条件整備、人的資源と財政的資源を管理操作

する権限が与えられていないことが、阻害要因として上位に挙げられる傾向が読み取れる。

一方、その逆に、「４教育委員会の支援不足」「１５保護者からの多様な要望」「６地域から

の多様な要望」など、学校外部との交渉に関わる諸項目については、選択数は低い。この

点は、学校の組織運営にかかわる自律性のイメージを探る上で、興味深い。
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２）自律的学校経営のイメージ

自律的学校経営のイメージを１１の選択肢から最大３つまで選択してもらった。校種別

の選択数を表１２－２３に示す。半数以上の回答者が選択したのは、「２．学校の予算編成・執

行権及び人事権の拡大」の項目のみであった。次いで、「１．校長の裁量権の拡大」「５．学校

の教育理念・ビジョンの明確化」「９・学校運営における自己決定・自己責任の重視」「３．学

校運営のための機能的な組織づくり」「６・特色ある学校づくり」「７．校長のリーダーシップ
の発揮」の項目が、各々２５％前後の選択率である。

表１２－２３　自律的学校経営のイメージ

「自 律 的 学 校 経 営 」 の イ メ ー ジ 項　 目 小 学 校

Ｎ ＝ １０ ５４

中 学 校

Ｎ ＝ ５５５

合 計

Ｎ ＝ １６０９
２ ・学 校 の 予 算 編 成 ・執 行 権 及 び 人 事 権 の 拡 大

５８ ．４ ６１．３ ５９．４

１ ． の 裁 量 権 の 拡 大

５ ・ 学 校 の 教 育 理 念 ・ビ ジ ョン の 明 確 化

９ ・ 学 校 運 営 に お け る 自 己 決 定 ・自 己 責 任 の 重 視

３ ・ 学 校 運 営 の た め の 機 能 的 な 組 織 づ く り

６ ． 特 色 あ る 学 校 づ く り

３８．０ ４３．２ ３９．８

３９．７ ３６．０ ３８ ．４

３２．０ ２６．３ ３０ ．０ ．

２６．１ ２５．８ ２６ ．０

２５．９ ２５．８ ２５ ．９

７ ・ 父 の リ ー タ ー ン ツ プ の 発 揮

８ ・ 学 校 独 自 の 教 育 課 程 の 編 成

１０． 開 か れ た 学 校 づ く り

－■■■－－－■一一－－一－－■－－■－－－一－－－－－－一－－－一－－－■－－－■－－－一一－－ｔ■一一－－－－－■－－－■－－■一■－
４ ・ 学 校 の 説 明 責 任 （ア カ ウ ン タ ビ リテ イ ）の 履 行

一一■■－－■－－－－－－－■－■－■－■－－■－－■■■－－－－■－－－●－一一－－－－－‥－－－一一一一一一－一一－一一一一－■－●■－■■●－
１１・ 教 員 の 専 門 的 自 律 性 の 保 障

２４．８ ２４ ．７ ２４ ．７

１９．４ ２２ ．２ ２０ ．３

１３．１ １３ ．７ １３ ．３

１３　 ０ ・ １２　 ６ １２．９

６．９ ； ６．１ ６ ．７

このうち、校長の裁量権の拡大については中学校のほうが、学校運営における自己決定
・自己責任の重視については小学校のほうが選択率は有意に高い。

学校の内部組織の経営に関わるこれらの項目に対して「開かれた学校づくり」や「学校

の説明責任の履行」の対外関係上の自律性を表す項目は選択率が低い。

なお、これらの項目と先に触れた「この学校は自律的な運営が行われている」（表１２＿１３、

及び表１２－１９参照）との関連の分析も行ったが、明確な関連性は見いだせなかった。
３）組織の自律性

では、学校の組織としての自律性の確立はどのように捉えられているであろうか。表

１２－２４は学校の組織の自律性に関して、人事、学校予算の編成・執行、そして教育課程編

成の３つの視点から問うた結果を示したものである。結果は「全くそう思わない」「あま

りそう思わない」を合算した否定的回答から見ると、教育課程編成に関しては７．５％であ

ったが、学校予算の編成・執行と人事に関しては、それぞれ３３．９％、３８．７％であった。

肯定的な回答では、「少しそう思う」「かなりそう思う」の合算では、それぞれ８７．１％、６４．５

％、５７３％であり同等の傾向が見られる。ただし、極めて強い肯定（「全くそう思う」）は、
教育課程編成においてでさえも５．４％にとどまっている。

表１２－２４　自律的な運営の宴行唐

また学校種別に見ると、中学校のほうが３項目ともに肯定的な回答傾向が強く、とくに、
人事と教育課程編成では統計上の有意差がある。

－１７０－



４）学校づくりに関わる組織の状況

１２一訪∴学交の　育活　 ・子
「 小学校Ｎ＝１０４７

平均値 沙
中学校Ｎ＝５５３
平均値 ■沸
３．５５‾０．７４

霞 」

＊地 或の実 態 に合わせて 特色あ る学 校 づ くりを展 開 して いる

－●－－－－＝－－－…－－一一…一一－－－…－－－…－一山－－－－…一…一－－－－…＝一一－－－－－－一山－…－他 校 と比べ 新 しい教育 実践や学 校運営 がお こなわれて いる －

●■…一－－…ｔ－－－一一－－－－－－－…一－－…－一一一一＝－－－－一一＝……一一一一－－－－－－一一一－－－－－－－教職 員は学 校課題 にとて も熟 しに取 り組 んで いる

川■■＝－－－－一一－－－－一山－－－－一山－－一一－一一－－－…－…＝－－－…一一－＝一－－－－－……－－●－－教職 員研 修 が とて も活発 で ある０

一…■一一一＝一山…一－－－一一－－…一一－－－－－－－－－－－－－－－一山山一一一－－－－－－－－一－－－－－－－－●一や は 生き生き と学校生括 を送 って い る

３．３０　 ０．７６ ３／凱　 ０．８２

３．亜　 ０．７４ ３．４５　 ０．７２

３．２９ ．０．７７ ３．０６　 ０．７７＊＊＊

３．８０　 ０．６２ ３．７６　 ０．６７

ど＿も　　　　　 ｘ　　　　　 ｏ

学校づくりなどに関連した他の項目では、肯定的な回答が得られた（表１２－２５）０とり

わけ、「子どもは生き生きとした学校生活を送っている」の項目では、肯定的な回答が極

めて強い。ただし、「教職員研修がとても活発である」の項目に関しては、中学校での回

答は相対的に消極的である０

学校規模との関連を見ると、「地域の実態に合わせて特色ある学校づくりを展開してい

る」と「子どもは生き生きと学校生活を送っている」の項目で、小学校、中学校ともに学

校規模との有意な連関が見られ、学校規模が小さいほどより肯定的な評価がなされている

ことがわかる。また、中学校の教職員研修の活発さの評価も学校規模が小さい方が肯定的

な評価になっている。

５）「自律的な運営」との関連

先にふれた、「この学校は自律的な運営が行われていると思う」の回答と、人事、学校

予算の編成・執行、教育課程編成の３つの額域との関連をみておく０表１２－２６に「自律的

な運営」を従属変数とし、「人事」「学校予算」「教育課程編成」の３項目を独立変数とし

た重回帰分析の結果を示す０自律的な運営の内実の多くの部分が自律的な教育課程編成に

ょって占められていることが明らかになっている。順序は人事、予算と続くが、それらの

寄与はわずかである。
． 、・ 鎧議‥▲ゼづ－　　 、　 ′ 属 番 数 とし た 重 回 帰 分 析 の 結 果

型 ２　 ふ埋　説 明 変 数

教 育 課 程 の 編 成
■－■一一一一一一一－－－－一一－－－－－－－一一一一一－一一一一一一－－■－遊 戯 員 戚 人 乳 ＿＿＿＿＿＿＿デ ーーーーーーーーーーーー

溢 マ セー

非 標 準 化 係 数

・Ｂ　 …標 準 誤 差

標 準 化 係 数　へ○一夕
ｔ

ｌ

．３３８■‾‾‾て甘 百石１

’‾‾‾‾甘５盲「

ホ ヽ
童＿＿＿＿＿＿ニ且 茎竺

‡＿＿＿＿＿＿ニ且 土塁

・ ０２０

．３５９ １４　 ３０５　 ＊＊＊

．０９４ ３．５９４　 ＊＊＊

．０ －●一一■■ｌ■　１．７９３

子 茎 丁　 の 術　 ●　 打　　　　　　　　 －

Ｒ Ｒ２乗

．４２１　．１７７

学校の自律的な運営とは、教育課程経営に大きく関連すると

いうこと、換言すれば、教育の「中身」の経営に関わるもので

あることを意味するものだと考えられる０

６）学校において今後講ずるべき方策

学校の自律的な運営を行うために、教育委員会の有していた権限の一部を学校に委譲し、

学校は自らの責任のもとに経営を行なえる態勢を整えるためには、今後、どのような方策

を講ずる必要があると考えられているのか、１２の記述項目について５件法で問うた０そ

の結果を示したものが表１２－２７である０

もっとも必要性が高いとされたのは、「学校予算権の学校への委譲の強化」である０こ

れを含めて上位３項目は学校の内部システムの経営管理機能に関わるものであると言え

る。一方相対的に下位になるのは、学校の対外システムを経営する機能であると言えよう０

これらの項目と、自律的な運営の実行度との関連を示したものが、表１２－２８である０こ

の表で軋人事、学校予算の編成・執行、教育課程編成の３つの領域の回答の評定値より

算術平均を求め、回答数が二分されるように中央値を定めて、実行度の上位と下位を措定

し、上位グループと下位グループの平均値の差を示している０
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表１２－２７　学校が講ずるべき方策　（肘５９８）
平 均 値 ＳＤ．＿

学 校 予 算 権 の 学 校 へ の 委 譲 の 強 化 ・４．２２ ０ニ６４‾

校 長 の 権 限 め 強 化 －　４．２１ ０．６７

学 校 へ の 人 事 ・教 職 員 配 置 の 権 限 委 譲 の 徹 底 化 ４．１８ ＼０．６‾８

■学 校 へ の 教 育 課 程 編 成 権 の 委 譲 の 徹 底 化 ４∴０１ ■０．７０

学 校 の 説 明 責 任 の 履 行 ３．９‾９ ０．６７

教 育 委 貞 会 の 支 援 体 制 の 強 化 ．■３．■９３ ０．７２－

教 職 員 の 人 事 考 課 ・管 理 の 充 実 ３．ｒ‾９２ ０．７－‾９

教 員 の 専 門 的 自 律 性 の 保 障 ３．８３ ０．６９

学 校 の 評 価 シ ス テ ム （外 部 評 価 も含 む ） め 確 立 ３ニ８２ ０．７５

学 校 の 情 報 公 開．の 促 進 ３．７８ ‾０．７３

学 校 評 議 員 の 設 置 ３‾．３５ ０．９４

学 校 選 択 の 導 入 ・通 学 区 域 の 弾 力 化 ３．Ｏｒ５ ０．９７

ここからは、学校の自律性を促す外的事項の権限委譲などに関する必要性の意識には自

律的な運営の実行度との間に有意な関連は見いだせないと言える。しかしながら、個々の

学校単位で関係する諸項目については、上位群と下位群で有意な差が見られる。たとえば、

「学校評議員の設置」に関しては、自律性の実行度が高い群で３．４６であるのに対して、

低い群では３．２７となり、実際の運営が自律的であるととらえている群において、その必

要性もより強く認識されていることになる。このことは、１２項目すべてに共通する傾向

であり、自律的であるという認識が高いはど権限委譲の必要性も強く感じるという相関を

見いだすことができる。しかも上述の通り、学校独自の課題に関連してその差異は大きい。

表１２－２８　自律的な運営の実行度との関連
上 位 群 （Ｎ＝７２０） 下 位 群 （Ｎ＝８９６）平 均 値

の 差 、

差 の

検 定平 均 値　　 ＳＤ 平 均 値　 ＳＤ　 ｒ
学 校 予 算 権 の 学 校 へ の 委 譲 の 強 化 ４．２４　　 ０．６２ ４．２１ 仇 ６６ ．０４
校 長 の権 限 の 強 化 ４．２２　　 ０．６８ ４二２‾１ ■０．６６■ ．００
学 校 へ の 人 事 ・教 職 員 配 置 の 権 限 委 譲 の 徹 底 化 ４．２０　　 ０．６８ ４．１８　 ０．６９ ．０２
学 校 へ の教 育 課 程 編 成 権 の 委 譲 の 徹 底 化 ４．１０　　 ′０．６８ ３．９４　 ０．７１ ．１５ ＊＊＊
学 校 の 説 明 責 任 の 履 千丁 ４．０６　　 ０．６５ ３．９３　 ０．６６ ．１‾３・＊＊＊
教 育 委 貝 云 の 支 援 体 制 の 強 化 ３．９７　　 ０．７２ ３－．９１ ０．７１ ．０６
教 職 員 の 人 事 考 課 ・管 理 の 充 実 ３．９４　　 ０．８０ ３．９１　 ０．７８、 ．０３
学 校 の 評 価 ン ス ァ ム （外 部 評 価 も含 む） の確 立 ３．８９　　 ０．７１ ３．７７ ・０．７７ ．‾１２ ＊＊＊
教 員 の 専 門 的 自律 性 の 保 障 ３．８９　　 ０．６７ ３．７８　 ０．７０ ．１１ ＊＊＊
子校 の 情 報 公 開 の 促 進 ３．８６　　 ０．７１ ３．７１ ■０．７４ ．１５ ＊＊‡
学 校 評 議 員 の 設 置 ３．４６　　 ０．９４ ３．２７　 ０．９２ ．１９ ＊＊＊
学 校 選 択 の 導 入 ・通 学 区 域 の弾 力化 ３．１４　　 ０．９４ ２．９９　 ０・．９７ ．１５・＊＊＊ ・

おわりに

一般には自律は他律の対立概念として捉えられる。すなわち、学校の自律性は、他者と

の非依存的関係に基づいて、自らの意思を確立し、主体的な教育意図を展開させていくた

めに、自他の区別を明確にすることによって、明確な他者意識を確立しつつ、明確な主体

としての自己を確立することが必要になるはずである。したがって、学校組織にあっては、

教育委員会や保護者など学校のソトに在るものからの開放を意味するものと考えることが
できよう。

しかしながら、この調査結果から見る限り、自律的な運営が行われているか否かと、外

部機関との関係性には統計的な関連性はみられず、学校においては自律性がこの意味では

捉えられていないことになる。言い換えれば、学校は教育委員会や保護者、あるいは地域

との要望との関連において、自律的学校経営を捉えていないことになる。言うまでもなく、
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自律的学校経営を進めて行くための人的・財政的資源への要求と、教職員の人事権、学校

予算の主体的運用に関する要求は、とりわけ、小規模校においてはその傾向が強い０　しか

しながら、自律的学校経営の認識に明白な他者への意識が関わっていないと考えることが

できる。

これらのことから、自律的学校経営のイメージと学校組織の運営の関連について、いく

つかの特徴が指摘できる。

第一は、学校組織の内部的なイメージが学校運営の自律性の決定因になるのであり、必

ずしも外部機関からの独立性、すなわち外部への非依存を意味するものではない。

第二は、教育課程開発に関して、自律性意識と高い関連性がみられることから、教育活

動を中心に据えた学校運営のあり方が、自らの自律的イメージを醸成するということであ

る。これは、組織として持ちうる自己効力感と言えるかもしれない。すなわち、・組織とし

ての学校が教育という主たる任務において子どもたちによりよい効果を与えていると感じ

るからこそ、主体性を持った自分たち、すなわち、学校組織をそのようなものとして同定

し、確認していると考えられる。

教育という営みを通じて、自分たち、すなわち、組織としての学校が、クライエントと

しての子どもに働きかける。それによって、自分たちの主体的営みの効果を通して、自ら

の役割を確認し、自分たちの独自性と無二性を同定することによって、「自律性」のイメ

ージが構築される。この意味において、学校外部機関や保護者など学校にとっての「他者」

は、学校にとっては副次的なものでしかなく、その意味において他者による統制からの開

放としての非依存的な自律性は明白にはイメージされにくいとも考えられる。

「文科省方針がころころ変わり、現場の校長は対応に負われる毎日」や「理想の前に教

育界に課題が多すぎる」という自由記述意見の中に見られるように、環境の急激な変化に

対して学校は効果的な対処を行う余裕すらないと考えるべきであろう。そのような状況の

中では、教育活動に基盤を置き、より効果的な組織体制づくりを進捗させていくことこそ

が、自律的な学校経営だと認識されたとしても不思議ではないかもしれない。
（林　孝・福本昌之）
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第１３章　学校評議員制度と自律的学校経営

はじめに

学校評議員制度は、学校を地域に開かれたものとし、地域住民の声を学校運営に生かす

べく、中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」（１９９８年）の「学校

の自主性・自律性の確立について」の箇所で示された５つの改善点の中の１つ「地域住民

の学校運営への参加」を受けて、２０００（平成１２）年１月２１日「学校教育法施行規則等の

一部を改正する省令」が公布され、施行されることとなったものである。

従って、この制度は、自律的な学校経営の基本的な柱ともいうべき制度であり、この制

度を、各学校の校長が、そのリーダーシップの在り方とも相侯って、どのように活用し、

自律的な学校経営を推進していくのかが問われることとなる。

一方、公立の小中学校は、設置者管理主義の原則に基づき、法制度上は市町村教育委員

会の管理下にある。市町村教育委員会は、「自律的な学校経営」を学校にとっては「他律的」

な施策の実施により、推進していくという微妙で難しい手綱さばきを求められることとな

る。

学校長に対する質問紙調査は、学校評議員を直接的に学校経営に活用していく責任ある

当事者の認知と意識を探るものであり、市町村教育長に対する質問紙調査は、市町村教育

委員会という中間的な管理機構が、「自律的な学校経営」のためのシステムを市町村という

エリアにおいて構築しようとする際に、どのような認知や意識をもって臨み、どのような

役割を果たそうとしているのかということを知る手がかりになるものである。

両者の認知・意識は、その立場を反映して、微妙な濃淡を映し出すこともある。このこ

とは、政策の効果が現場サイドの裁量に委ねられることが多くなればなるほど、両者の新

しい関係を占うものともなろう。

第１節　市町村教育長調査

第１節では、市町村教育長を対象としたアンケート調査結果を、学校評議員の設置に関

わる学校管理規則の改正状況、学校評議員の処遇や実状、また、その役割と効果という観

点から説明していく。

学校評議員もしくは類似の組織（学校評議員と趣旨・目的を同じくするもので、学校単

位に設置されているもの）の設置に関わって学校管理規則の改正をしたか尋ねたところ、

７２．５％の市町村教育長が「改正した」と回答した。（表１）

表１．
カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ｒ）

１ ． 改 正 し た ２９８ ７２．５

２ ． 検 討 中 で あ る ７１ １７．３

３ ． 改 正 す る 予 定 は な い ４１ １０．０

無 回 答 １ ０．２

合 計 ４１１ ’ １００

さらに「改正した」と答えた教育長に対して、「学校評議員設置要綱」を定めたか尋ねた

ところ、７７．９％の教育長が「制定した」と回答した。概ね４分の３の市町村が学校評議員

制度を導入しており、必置ではない制度ではあるが、制度施行からわずかな期間に急速に

普及していることが窺える。（表２）
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カテゴリー名 件数 割合 （％）

１．制定 した ２畠２ ７７．９

２．検討中である ４７ １５．β
３■．■制定する予定鱒ない １７ ５．７

無回答 ２ ０．７

合計 ２９８ １００

「学校管理規則を改正する予定はない」と回答した教育長に、その理由を尋ねた結果が

表３である。「現在ある学校と地域との連携組織で十分に対応可能である」８０．５％、「ＰＴＡ

の活動が十分にその役割を果たしている」５８．５％が上位二項目となっており、既存の組織

による役割代替が十全に機能している市町村では、しいて学校評議員設置に至らなかった

事例も一定数存在することを示している。

表３．

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ）

１ ・ 学 校 経 営 に 特 に 問 題 は な く‾ 「学 校 評 議 会 」 設 置 の 必 要 性 を 感 ＿１４ －３４．１

ド な い

２ ． 現 在 有 る 学 校 と 地 域 と の 連 携 組 織 で 十 分 に 対 応 可 能 で あ る ３３ ８０．５

３ ． ＰＴＡ の 活 動 が 十 分 に そ の 役 割 を 果 た し て い る － －２４ ５８．５
４ ． 「学 校 評 議 会 」 が 地 域 の 広 範 な 声 を 代 表 す る か の 懸 念 が あ る

１０ ２４．４

５ ． 評 議 員 の 選 出 が 難 し い ４ ９．８
６ ． 「学 校 評 議 会 」 設 置 よ り 緊 急 の 重 要 な 課 題 が あ る ５ １２．２

７ ． そ の 他 ６ １４．６

学校評議員の報酬について尋ねた問いに対する回答を示したものが表４である。「報酬

あり」が３７．９％、「報酬なし」が３５．９％と対応が分かれているが、注目すべきは無回答が

２６．２％と目立つことである。市町村教育委員会という立場からは掌握しにくいものであろ

うし、「報酬」の支払い元やその名目など、果たして「報酬」というカテゴリーに分類して

よいものかどうか、迷うようなケースもあるからだろうか。

表４．
カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ）

１ ． 報 酬 あ り １１３ ３７．９

２ ． 報 酬 な し １０７ ３５．９

無 回 答 ７８ ２６．２

合 計 ２９８ １００　‾

交通費についても同様のことがいえる。「交通費なし」６７．８％が最多ではあるが、「無回
答」がやはり２６．２％にのぼっている。（表５）

表５．

カ テ ゴ リ ー 冬 件 琴 割 合 （％ ）

１． 交 通 費 あ り ＿１８ ． ６．０
２ ． 交 通 費 な し ２０２ ６７．８

無 回 答 ７８ ●２６．２
合 計 ２９８ １００
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小学校、中学校それぞれにおける学校評議員の人数を尋ねた結果は、小学校、中学校と

も「５人」が最も多く、３～４人に散らばっているが、無回答が、小学校、中学校とも３０％

を超えている。また、学校評議員の任期については、「１年」が６７．８％を占めるが、ここで

も「無回答」が２６．２％にのぼっている。

どのような人が学校評議員になっているのかを尋ねた結果が、表６である。学識経験者

（６４．８％）、保護者（６０．１％）、一般地域住民（６０．１％）、民生委員（５０．３％）、青少年健全

育成関係者（４４．３％）が高い数値を示している。一般地域住民の数値が意外に高いように

思われるが、どのような方法でどのような人をリクルートしているのか、興味のもたれる
ところである。

表６．
カ テ ゴ リ ー 名 ． 件 数 割 合 （％ ）

１ ． 保 護 者 （ＰＴＡ ） １７９ ６０．１

２ ． 一 般 地 域 住 民 １７９ ６０．１

３ ． 体 育 指 導 員 ４６ １５．４

４ ． 保 護 司 ５０ １６．８

５ ． 学 誠 経 験 者 １９３ ６４＿．８

６ ． 民 生 委 員 １５０ ５０．３

７ ． 青 年 団 の 代 表 １９ ６．４

８ ． 青 少 年 健 全 育 成 関 係 者 １３２ ４４．３　 ‾

９ ．一子 ど も 会 の 代 表 ４５ １５．１

１ ０ ． 婦 人 会 の 代 表 ５８ １９．５

１ １ ． 自 治 会 関 係 者 ‾ ノ１３７ ４６．０

１ ２ ． 各 校 の 同 窓 会 関 係 者 ７５ ２５．２

１ ３ ． そ の 他 ４５ １５．１

無 回 答 ７７ ．２５．８

学校評議員の設置が、学校にどのような影響を与えているかについて、教育長の認知を
尋ねたものが表７である。

「学校と地域との連携協力が促進される」「教職員の態度や学校の雰囲気が改善される」

「保護者や地域社会に対する学校の説明責任を果たす上で有効である」「地域の実態に合

った、特色ある学校づくりが促進される」といった項目が、学校評議員のもたらす効果を

肯定的に受け止めていると考えられるものである。「かなりそう思う」「全くそう思う」の

肯定回答の合計値は、それぞれ、６８．５％、５０．７％、６９．４％、５８．１％となっている。この数

値の微妙な差をどう読み取るかが問題となるが、「学校と地域との連携協力が促進される」

「保護者や地域社会に対する学校の説明責任を果たす上で有効である」といった、地域と

の関係性の向上を問うた項目には、明らかに高い数値が表れているが、その反面、「教職員

の態度や学校の雰囲気が改善される」「地域の実態に合った、特色ある学校づくりが促進さ

れる」といったような学校の内部変容を促すような機能を、学校評議員が果たすことにつ

いては、やや躊蹄う判断が働いているのかもしれない。

「多くの意見や要望が出て、学校運営上まとまりがなくなる」「一部の人たちが介入した

り、圧力をかけたりする懸念がある」「形式的な意見交換にすぎず、学校運営や教育活動に

それほど影響はない」といった項目に対する、「かなりそう思う」「全くそう思う」の肯定

回答の合計値は、それぞれ、１．７％、１．３％、８．４％、にすぎず、学校評議員制度の学校への

影響についての否定的評価は、少なくとも数字の上では殆どみられない

▲またこ無回答が全項目を通じて２０．８％にのぼっていることに着目しなければならないだ

ろう。市町村教育委員会といった、学校現場から離れたところからは判断しにくいという
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ことなのだろうか。

表７．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　件数（割合％）
全 くそ う あまりそ う どちらとも かな り 全 くそ う

無回答思わない 思わない 思わない そう思う 思う

学校 と地域の連携協力が促進 ０ ５ ２７ １ｄ５ ３９ ６２
される （ ０） （１．７） （９．１） （５５．４）■ （１３．１） （２０．８）

教職員の態度や学校の雰囲気 ０ ８ ７６ １４６ ５ ６３
が改善される （ ０） （２．７） ■（２５．５） （４９．０） （１．７） （２１．１）

保護者や地域社会に対する学

校の説明責任を果たす上で有
効である

０ ６ ２３ １５５ ５２ ６２

（ ０） （２．０） （７．７） （５２．０） （１７．４） （２０．８）

学校評議会が学校の外部評価 １ ３９ ９１ ９８ ７ ６２
をするようになる （０．３） （１３．１） （占０．５） （３２．９）． （２．３） （２０．８）

多 くの意見や要望が出て、学 ４９ １４７ ３５ ５ ０ ６２
校運営上まとまりがなくな■る （１６．４） （４９．３） （１１．７） （１．７）ｒ （ ０） （２０．‘８）

⊥部の人たちが介入した り、

圧力をかけた りする懸念があ

る

８７ １２０ ２５ ４ ０ ６２

（２９．２） （４０．３） （８．４） （１．３） （ ０） （２０．８）

形式的な意見交換 にすぎず、
学校運営や教育活動にそれほ

ど影響はない

３２ １１８ ６１ ２３ ２ ６２

（１０．７） （３９．６） （２０．５） （７．７） （０．７） （２０．８）

地域の実態 にあった特色ある ０ １１ ５２ １５１ ２２ ６２
学校づくりが促進される （ ０） （３．７） （１７．４） （５０．７） （７．４） （２０．８）

学校評議員制度を効果的に運用するためのポイントについて尋ねた結果が、表８である。

「校長のリーダーシップ」を揚げる回答が４５％と抜きんでて高い。ただ、それでも５０％

に満たないことは、学校評議員制度の運用については、未だ手探りの部分が多いからなの

だろう。この質問でも無回答が２０．５％を示している。

表８．
カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ）

１ ． 校 長 の リ ー ダ ー シ ッ プ １３４ ４５．０

２ ． 学 校 評 議 員 に 関 す る 関 係 者 の 共 通 理 解 ２０ ６．７

３ ． 市 町 村 教 育 委 員 会 の 支 援 ０ ０

４ ． 学 校 評 議 員 へ の 教 育 活 動 等 の 積 極 的 な 情 報 提 供 ５２ １７．４

５ ． 学 校 評 議 員 の 人 選 ３０ １０．１

６ ． そ の 他 １ ０．３

無 回 答 ６１ ２０．５

合 計 ２９８ １００

公立小中学校における学校評議員の設置形態について尋ねた質問の回答が表９である。

「全ての小中学校に設置を義務づけている」が３８．９％、「「義務づけているわけではない

が、設置するように指導している」が３０．５％と両者を合わせると７割近くに登り、学校評

議員制度の設置の多くが、市町村教育委員会主導で合ったことを窺わせる数値となってい

る。「設置するかどうかは学校の判断に任せている」は１０．１％にすぎず、自律的学校経営

を推進するための学校評議員制度が、実は「他律的」に普及しつつあるという皮肉な状況
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を示すものとなっている。制度立ち上げ時には、そのようなモメントが必要な場合もある

のかもしれないが、学校評議員制度の内実を豊かにしていくためには、教訓とすべき現実

であろう。なお、ここでも無回答が２０．５％にのぼっているのは、いったい何故であろうか。

表９．
．カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ）

１ ． 全 て の 小 中 学 校 に 設 置 を 義 務 づ け て い る １１６ ３８．９

２ ． 義 務 づ け て い る わ け で は な い が 、 設 置 す る よ う に 指 導 し て い る ９１ ３０．５

３ ． 設 置 す る か ど う か は 学 校 の 判 断 に 任 せ て い る ３０ １０．１

無 回 答 ６１ ２０．５

合 計 ２９８ １００

市町村教育委員会は、学校評議員制度については微妙な立場にある。当該市町村におい

ては、全体システムの設計の責任にありながら、制度自体の成否は個々の学校が握ってい

るといってよいからである。無回答が、多くの設問において二割前後を占めていたのも、

この制度の具体的な内容についての回答をもはやする立場にないことの消極的表明かもし

れない。学校評議員制度を効果的に運用するためのポイントについて尋ねた結果（表８）、

「市町村教育委員会の支援」をあげた市町村教育委員会が「０」であったことは、そのこ

とを示すことにおいてさえ、衝撃的な数値である。地方分権が推進されようとする今日、

学校評議員制度の在り方をどこがコントロールしていくべきなのか、制度そのものの内実

とあわせて問い直されることとなろう。

第２節　小・中学校長調査

第２節では、小・中学校長を対象としたアンケート調査結果を、学校評議員の設置状況、

内容、成果という観点から説明していく。

（１）学校評議員の設置状況

学校評議員もしくは類似の組織（学校評議員と趣旨・目的を同じくするもので、学校単

位に設置されているもの）を設置しているか問うたところ（Ｑ９）、その結果は表１３・１０の

ようになった。

小学校、中学校ともその割合に大きな違いはなく合計をみてみると、約５割弱が「（学

校教育法施行規則に基づく）学校評議員を設置している」と回答しており、「類似の組織を

設置している」と令計すると５割を超える。ただ「設置していない」の回答も約３割であ
る。

表１３－１０　学校評議員もしくは類似の組織の設置の有無

Ｑｌｌ－９のカテゴリー／校種：％（ｎ）　…　　小学校　　…　　中学校
〉′“｛Ｗ“≠Ｗ人人“〝叫｝〝｛、人’仙“∨爪〉．〟ＷＷ項、ＶＷＶ〈Ｗ凧ＷＷＷ人Ｗ伸皿Ｗ、ノ’〉“Ｗ爪Ｗ〟∨｛血、′山“爪′山、山Ｙ“〟“ぎ√＜八｛…、、鵬’‘’、〉〟仙Ｖ′〟仙“、ノ品“州冊∩椚

１．（学校教育法施行規則に基づく）　蔓　４５．７（４８２）

学校評議員を設置

２．類似の組織を設置している

３．設置に向けて準備中である
「皿Ｗ刷

…　４。設置していない

無回答

小学校ｎ：１０５４　中学校ｎ：５５５ 合計１醐

４６．７（２６２）

１０．１（１０６）室　１０．３（５７）

１２．６（１３３）き　１５．１（８３）

３１．５（３３２）

０．１（１）

２７．４（１５２）

合計

４６．２（７４４）

１０．１（１６３）

１３．５（２１７）

３０．１（４８４）

０．１（１）

学校評議員もしくは類似の組織の設置の有無を人口規模別にみたのが表１３・１１である。
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傾向として、小・中学校とも人口規模の大きい学校は学校評議員の設置率が高く、逆に人

口規模の小さい学校は設置していない率が高くなっている（小学校Ⅹ２＝１０９・６，ｄｆ＝２１，

Ｐ＜．０１中学校Ⅹ２＝４０．３，ｄ巨２１，Ｐ＜．０１）。

学校評議員もしくは類似の組織の設置の有無（人口規模別）
■■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

（学校施行規則　類似の組織を　　設置に向けて　設置していない

に基づく）学校　　設置している　　準備中である

表１３－１１
＿＿＿＿＿＿ｌｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　■　■■■■　‾‾‾‾‾‾‾‾

人口規模／カテゴリー：％

３０万人以上

１０万人以上～３０万人未満

５万人以上～１０万人未満

３万人以上～５万人未満

１万５千人以上～３万人未満

８千人以上～１万５千人未満

５千人以上～８千人未満

５千人未満

評議員を設置

小学校　中学校

．１
．
５
４
．

８
〇
．

５
．
３
．
８

５４
５
７
狐
朝
狐
３
７
３
８
３

５

．３
Ｊ
．

８
８
．

３
２
８
２

５０
節
５
２
祖
３
８
諷
３

６
．
ａ

戦中報＼
．

■

」

／戦中報小戦中報

１
５
・

３
１
４
・
９
１
５
１０
４
６
・
１
＆
９
＆５
５
・７

．３
６
２
．

３
６
８
０
８

７
１
．
〇
５
８
８
７
２

１
１
１

０
８
６
９
７
６
９
２

９
．
１
３
封
１
７
１６
１
９
１
４
１３

．５
．
２
７
７
９
．

３
．
２
４

３
８
８
Ｌ
７
０
３
０
ノ

１
１
１
１
１
１

′
０
０
０
′
ｈ
）
（
リ
′
（
ｊ
ｑ
ノ
つ
Ｊ
っ
Ｊ

２
１
１３
封
２

６
３
０
３３
３
８
亜

９
〇
．

３
２
２
６
０
．

５

は
１
３
詔
３

６
３
５
屯
４
３
５
５

Ｑ９で「（学校教育法施行規則に基づく）学校評議員を設置している」と回答した校長に、
「学校・地域連絡協議会」など既存の連携組織との関係はどのように取り扱ったか問うた

ところ（ＱｌＯ）、「１・既存の連携組織を発展的に解消して、学校評議員を設置した」（小学校
７．７％、中学校４．６％）、「２．既存の連携組織とは別個に、学校評議員を設置した」（小学校

５６．０％、中学校６９．１％）、「３．学校・地域連絡協議会」のような連携組織はそもそもなかっ

た」（小学校３５．１％、中学校２６．３％）という結果を示した。

ところで、Ｑ９で「設置していない」と回答した学校にその理由を８項目設定して尋ね

たところ（Ｑ１２）、表１３・１２のようになった。

表１３－１２　学校評議員もしくは類似の組織を設置していない理由

Ｑ１２のカテゴリー／校種：％ｂ）

１．禦育毒し－ｉニーレベルにＪういてｔ二鮒ゝ的相応　１～）．：ミ（付７）

がない

２．学校経営に特に問題はなく「学校評議

員」設置の必要性を感じない。

３．現在ある学校と地域との連携組織で十

分に対応可能である

４．ＰＴＡの活動が十分にその役割を果た

している

５．「学校評議員」が地域の広範な声を代表

するものとなるかどうか、

評議員の選出が難しい

７．「学校評議員」設置より緊急の重要な課

題がある

８．．その他

小学校ｎ：３３２　中学校ｎ：１５２　合計稲４

：３７．７（

中学校　　　　合計
１

、－・・・▲・・・・小〉∧　“、≠〝　爪・、“〈　Ｗ・ＷＷ〉“、ざＹ Ｙ、、〟〉．品“　Ｖ〈Ｗ　““〟Ｗ山一　∨　人≧

５７．９（８８）盲　５８．９（２８５））

妾　　　　　　　　　　　　　　　　宅

享　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主

３６．２（５５）

５４．６（８３）

５０．０（１６６）Ｙ室　４８．０（７３）

２３．２（７７） ２１．７（３３）

１４．８（４９）…１３．８．

３．９（１３）

８．４（２８）茎１（）．５（

０．３（１）　　－（－）

－１８０－

３７．２（１８０）

６０．３（２９２）

４９．４（２３９）

２２．７（１１０）

０．２（１）



割合の高い項目をあげると、小学校、中学校では順位は異なるものの「現在ある学校と

地域との連携組織で十分に対応可能である」「教育委員会レベルにおいて具体的対応がな

い」ｒＰＴＡの活動が十分にその役割を果たしている」「学校経営に特に問題はなく「学校評

議員」設置の必要性を感じない」等となっている。

（２）学校評議員の内容

Ｑ９で「（学校教育法施行規則に基づく）学校評議員を設置している」「類似の組織を設
置している」と回答した校長に、学校評議員に関して具体的な内容を尋ねてみた０

まず、学校評議員（類似の組織を含む）の設置の経緯については（Ｑｌｌ①）、「１・教育委

員会からの指示や指導によって設置した」（小学校７７・２％、中７６・５％）、「２・本校の判断に

基づいて設置した」（小学校１９．７％、中学校２１・０％）、「３・その他」（小学校１・０％、中学校

１．３％）という結果であった。

また、学校評議員（類似の組織を含む）の人数は（Ｑｌｌ②）、小学校では５名（３６・４％）、

３名（１４．８％）、４名（９．４％）と続き、中学校では５名（３５・４％）、３名（１５・４％）、６名（１０・３％）

と続き、大方５名前後の学校が多い。

次に、学校評議員（類似の組織を含む）に関する事務手続きは誰が担当しているかの間

には（Ｑｌｌ③）、小学校では教頭５５・６％、校長４０・８％、中学校では教頭５６・７％、校長３６・４％
となっており、ほとんど校長、教頭が担当しているが、その比率は教頭の方が高い。

学校評議員（類似の組織を含む）に対してどのような内容を説明しているのか問うたと

ころ（Ｑｌｌ④）、表１３・１３のような結果となっている。

表１３－１３

ｑｌ１４のカテゴリー／校種：％ｂ）
〉Ｖ∧∧　｝　　　ヽ爪∧　　　Ｖ“∧〉　・Ｗ一“　∧▲　　　ノ∧爪　り　　り“∧　Ｖ Ｖ′∧・Ｗ　　　爪∧　ヽ　〃血血

１．学校の教育目標・経営方針

２．学校と地域の連携の進め方

４．珊舌動

５．学習指導

６．生徒指導

８．進路指導

９．学校評価

交通安全

学校予算

１３．その他

無回答

学校評議員に関する説明内容

９６．６（５６８）

８８．８（５２２）

８１．６（４８０）

６．８（４０）

６６．０（３８８）

６４．１（３７７）

７４．７（４３９）

４６．４（２７４）

７（１６）

合計
ｒ州、州仙仙　椚・・・山・・“　““血州■・’・■・仙≠　州■■≠〟“爪　“Ｖ∧リ　Ｖ▲〝ｍｎｍⅥＷ

曇　９５。３（３０４）毒　９６．１（８７２）
…　〝仰〟〟州ＷへＷ〟州－〈“岬Ｙ■－〉Ｗ脚〟ゾ〟｛∧れ　ぎＷ・叫〉∧“ＷＷ　∧〟〝刷〟“　≠〉〈〉｛

妻　８４．６（２７０）毒　８７．３（７９２）

７９．６（２５４）

６９．９（２２３）

８３．１（２６５）

６６．１（２１１）

４５．５（１４５）

５１．７（１６５）

１．６（５）

２．８（９）

８０．９（７３４）

２５．６（２３２）

６７．４（６１１）

７０．８（６４２）

７１．７（６５０）

１７．８（１６８）

４８．７（４４２）

４１．６（３７７）

２．３（２１）

７．７（７０）

０．７（６）

小学校ｎ：５８８　中学校ｎ：３１９　合計００７

７０％以上の項目をあげてみると、小学校では、「学校の教育目標・経営方針」（９６・６％）

「学校と地域の連携の進め方」（８８．８％）、「学校行事」（８１・６％）「総合的な学習の時間」

（７４．７％）、中学校では、「学校の教育目標・経営方針」（９５・３％）「学校と地域の連携の進

め方」（８４．６％）「生徒指導」（８３．１％）†学校行事（７９・６％）となっている０小学校も中学

校も「学校の教育目標・経営方針」「学校と地域の連携の進め方」「学校行事」が上位とな
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っているが、「生徒指導」は中学校の方が高く、逆に「総合的な学習の時間」は小学校の方

が高い。また上位４項目には入っていないが、「部活動」「進路指導」に関しては中学校の

方が圧倒的に高く、「交通安全」では小学校の方が高い。

また、学校評議員（類似の組織を含む）にどのような内容について意見を求めているか

を問うた（Ｑｌｌ⑤）結果が、表１３・１４である。

表１３－１４　学校評議員に求める主な意見内容

Ｑｌｌ－５のカテゴリー／校種：％ｈ）

１．学校の教育目標・経営方針

妻　２．学校と地域の連携の進め方

学校行事

７．総合的な学習の時間

ーー‥‥‾　　‥‾‾　‾‥　冊ｒ‘…

中学校　　葦　　合計

「頂首藤「－「率頂軒丁重（８０４）
‾　　　　　　‾‾‾‾‾ｒ　　　　　　　　　＿

５０．５（１６１）室　５５．５（５０３）

５４．０　也９０）

６．７（６１）

３．２（１９）

３５．７（１１４）

４３．２（３９２）

１１．人事

１２．学校予算

１３．その他

「萄啓㌻「∵

０．６（２）

３４．７（３１５）

４．４（１８）葦　４．１（３７）

０．７（６）…

小学校ｎ：５８８　中学校ｎ：３１９　合計粥７

表より、上位４項目をあげると小学校では「学校と地域の連携の進め方」（９０・１％）、「学

校の教育目標・経営方針」（６８．０％）「学校行事」（５８・２％）、「生徒指導」（４９・７％）、中学校

では「学校と地域の連携の進め方」（８５．９％）、「学校の教育目標・経営方針」（６５・２％）、「生

徒指導」（６２．１％）、「学校行事」（５０．５％）と同じ項目になっているが、「生徒指導」では中

学校の方が、「学校行事」では小学校の方が相対的に高い割合になっている。「部活動」「進

路指導」「交通安全」に関しては、前間の学校評議員に対する説明内容と同様のことが言え

る。

学校評議員（類似の組織を含む）の会合は年に何回程度開催されているのであろうか。

「個別に意見を聞いた会合」と「一堂に会して意見を聞いた会合」に分けて尋ねたところ

（Ｑｌｌ⑥）、小学校、中学校ともその割合に大きな違いはなく、小・中学校全体をみてみる
と、「個別に意見を聞いた会合」は０回（２１．１％）、１回（７・１％）、２回（６・８％）、３回（６・７％）、

「一堂に会して意見を聞いた会合」は３回（１５．３％）、２回（１２・４％）が上位グループとな

っている。ただこの間いには、無回答の割合が高い（「個別に意見を聞いた会合」５２・３％、

「一堂に会して意見を聞いた会合」６１．５％）。

学校評議員（類似の組織を含む）を学校運営上どのように位置付けているかについては

（Ｑｌｌ⑦）、「１・校務分掌内に位置付けている」（小学校１８・４％、中学校１６・０％）「２・校務分

掌外に位置付けている」（小学校４７．４％、中学校４８・０％）、「３・位置付けは未定である」（小

学校３２．３％、中学校３３．５％）という結果である。

また、学校評議員（類似の組織を含む）の意見や要望等を公開しているかについては（Ｑｌｌ

⑧）、‾小学校、中学校ともその割合に大きな違いはなく、小・中学校全体をみてみると「１・

原則的に公開している」（２８．８％）、「２・原則的に非公開である」（１７・２％）、「３・内容によっ

て異なる」（５２．６％）という結果を示している。
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（３）学校評議員の成果

学校評議員の成果を探るために、学校評議員（類似の組織を含む）の設置がどのような

影響を与えているか８項目を設定し尋ねてみた（Ｑｌｌ⑨）。結果は表１３・１５である。

表１３－１５　学校評議員設置による学校への影響

Ｑｌト９の設問頃日／カテゴリー％餌

１）学校と地象７〕連携協力が情進される

′〟．Ｗ▲“′｛、“・▼叫・〟〝、・▼“●●・′山〉〟－“Ｗ－Ｗ“、“Ｗ′ＷＹ′〈ＶＷＷ、）－■▼“≠ヽ■■■〟、、■■ＷＹ′（Ｗ－－

教職員の態度や学校の雰囲気が改善さ

全くそう　≡言　あまりそう

毒　０７（初

－（－）

乃
謝
畑ｌ

（

　

（

　

（

０５（３）萱　３７（２２）

＿（＿）室　５β（１６）

０３（３）蔓　４２（３め

２鳥（１５）言１５．８（肇）
毒

１．６（５）竜２０．１（由）

２ヱ（２０）量１７３（１釘）

１８．２（１耶）

１８．８（甜）

２９．９（１７６）

３１．７（１０１）

３０．５α刀）

１０．５（６２）

１２．２（３９）

５５．８６認）

節．４（１糾）

兎４６１２）

５１，５（う岱）

４９．８（１男）

弧９細２）

７）形式的な意見交換にすぎず、学校運営

や教育活動にそれほどの影響はない
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地域の実態に合った、特色ある学校づ
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４５．６色感）

５７．４（１お）
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１７．９（５汀）

３６．７ｅ１６）

２５．４（８１）

３２．７任那）

二…三？…　‥ニ…二二

１７．０（１釘）い卵．０細）

３９．６餌）亘３６．９ｅ１７）

３６．４（１１６）
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≠

１５．４（劇）…１３（弟

１４８（１強　毒　２．２（２ゆ

３３．０（１如）蔓４１・８陳）

弘２（１脚）蔓３２．９（１０５）

３６．９ｅ１７）

３５．７（１１４）

４９７任免）

弧８（１位）

９４（８５）

血
Ｗ
小
り
Ⅵ

ｌ

 

ｌ
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′
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（

７
‥
っ
ふ
　
凸
Ｊ

ｌ
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Ｚ
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（
　
　
　
　
　
　
（

７
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７

１
　
　
　
　
　
　
　
　
１

３．６（２１）　茎　１．０（６）

２５（８）

３．２（２９）

１９（６）

１３（１２）

′」登校ｎ：５＄中学校ｎ：３１９合計粥７

小学校、中学校とも大方の傾向は似ているが、それぞれの項目においてパーセンテージ

の高いカテゴリーをみていくと、まず「学校と地域の連携協力が促進される」では、「かな

りそう思う」が６３．０％（小学校６１・９％、中学校６４・９％）で「全くそう思う」と合計する
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と、約４分の３が肯定的評価をしている。

「教職員の態度や学校の雰囲気が改善される」では、「どちらとも思わない」４９・７％（小

学校４５．６％、中学校５７．４％）、「かなりそう思う」３２．７％（小学校３６・７％、中学校２５・４％）

であり、約５割の校長が「どちらとも思わない」としている。

「保護者や地域社会に対する学校の説明責任を果たす上で有効である」は、「かなりそう

思う」が６７．０％（小学校６７．２％、中学校６６．８％）で「全くそう思う」と合計すると、約４

分の３以上が肯定的評価をしている。

「学校評議員が学校の外部評価をするようになる」は、「どちらとも思わない」３８・５％（小

学校３９．６％、中学校３６．４％）、「かなりそう思う」３６．９％（小学校３６．９％、中学校３７・０％）

であり、「どちらとも思わない」と「かなりそう思う」に意見が割れる。

「多くの意見や要望が出て、学校運営上まとまりがなくなる」は†「あまりそう思わない」

５６．４％（小学校５５．８％、中学校５７．４％）であり、「全くそう思わない」と合計するとその

割合は約４分の３にのぼり、この項目に関しては否定的に評価している。

「一部の人たちが介入したり、圧力をかけたりする懸念がある」は、「あまりそう思わ

ない」５０．９％（小学校５１．５％、中学校４９．８％）となり、「全くそう思わない」と合計する

と約８割の校長が同様にこの項目に関して否定的に評価している。

「形式的な意見交換にすぎず、学校運営や教育活動にそれほどの影響はない」について

は、「どちらとも思わない」３８．７％（小学校４１．８％、中学校３２．９％）、「あまりそう思わな

い」３３．４％（小学校３３．０％、中学校３４．２％）と意見が割れる。

「地域の実態に合った、特色ある学校づくりが促進される」に関しては、「かなりそう思

う」５０．１％（小学校４９．７％、中学校５０．８％）、「どちらとも思わない＿」３６．５％（小学校３６．９％、

中学校３５．７％）と肯定的に評価している。

学校評議員（類似の組織を含む）を効果的に運営していくためのポイントを６つの項目

をあげて尋ねたところ（Ｑｌｌ⑩）、次のような結果となった。「１・校長のリーダーシップ」

（小・中学校合計３３．８％）、「２．学校評議員に関する関係者の共通理解」（１５．朗）、「３・市町

村教育委員会の支援」（１．３％）、「４．学校評議員への教育活動等の情報提供」（２４．０％）、「５・

学校評議員の人選」（２３．６％）、「６．その他」（０．４％）。これらから「校長のリーダーシップ」

「学校評議員への教育活動等の情報提供」「学校評議員の人選」をポイントと考えているこ

とが分かる。

第３節　新しい知見と今後の課題

学校評議員の提案は、先に述べたように中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在

り方について」の「学校の自主性・自律性の確立について」の箇所で示された５つの改善

点の中の１つ「地域住民の学校運営への参加」においてであった。そして、２０００（平成

１２）年１月２１日「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、同年４月

１日から学校評議員制が施行されることとなった。

学校評議員制の実施状況をみていくと、市町村教育委員会において学校評議員（類似の

組織を含む）の設置のための学校管理規則の改正状況は「改正した」市町村７２．５％で、「検

討中である」市町村を加えるとはば９割に達する。さらに「改正した」市町村の約８割が

「学校評議員設置要綱（案）」等を定めている。対して、小学校、中学校の実施状況はどう

か。小学校、中学校で５割強が「（学校教育法施行規則に基づく）学校評議員を設置して

いる」「類似の組織を設置している」と回答している。ただ「設置していない」の回答も約

３割であった。

一方、「（学校管理規則を）改正する予定はない」市町村教育委員会はその理由として、

「現在ある学校と地域との連携組織で十分に対応可能である、」「ＰＴＡの活動が十分にその

役割を果たしている」「学校経営に特に問題はなく「学校評議員」設置の必要性を感じない」

等をあげている。また、「学校評議員（類似の組織を含む）を設置していない」小、中学校
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では「現在ある学校と地域との連携組織で十分に対応可能である」「教育委員会レベルにお

いて具体的対応がない」「ＰＴＡの活動が十分にその役割を果たしている」「学校経営に特に

問題はなく「学校評議員」設置の必要性を感じない」等をその理由としている。
ところで「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」（平成１２年１

月２１日　文部事務次官通知）の中で記しているように、学校評議員は必置ではない。学

校や地域の実情に応じて柔軟に対応することが望ましく、また、すでに設けているこれに

類似する仕組みは廃止又は改正する必要はないのである。そもそもその意図するところは

「地域住民の学校運営への参加」であり、学校と家庭・地域が連携協力していくために地

域に開かれた学校にすることであった０よって、従来の組織がそうした目的に効果的に機

能しているならばそれを充分活用すべきであろう０また新しく学校評議員を設置した場合、

従来の連携組織やＰＴＡとの関係をどのようにしていくかが課題となろう。

また、学校評議員は学校運営に関して意見や助言を述べることができるのであるが、そ

のためには学校の教育目標や計画、教育活動等に関する十分な説明や情報が提供されなけ

ればならない。学校は、学校評議員に学校の状況、特に意見や助言を求める事項に関して

十分に説明する必要がある。こうした観点から、今回の調査から全国的な学校評議員の内

容の実態は把握できたものの、その地域や学校の実態に応じた学校評議員に対する説明内

容、学校評議員に求める意見内容、会合の形式、回数、さらには学校評議員の待遇等を検

討していかなければならない。

そして、学校評議員が意見や助言を述べる時、地域の代表として率直に述べる必要があ

る。単に賛同的・迎合的ではなく、問題によっては学校・教師サイドが期待するような意

見と異なる場合があって当然である。ただ一方では、学校・教師には専門的見地や経験に

基づく考えや主張もあるから、学校評議員の地域代表的な性格と教師（学校）の専門職的

性格をどのように調整していくかが課題であろう。

さらに、学校評議員制においては校長のリーダーシップが今まで以上に問われてくる０

学校評議員は「校長の求めに応じて」意見を述べることができるのであり、校長はそれら

の意見を参考としつつ、自らの権限と責任で判断し決定しなければならないのである。そ

もそも、２０００（平成１２）年１月２１日「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令」に

ょる学校評議員制の導入、校長及び教頭の資格要件の緩和、職員会議の位置付けの明確化

は、自主的・自律的な特色ある学校を目指し校長の権限強化を意図したものであり、それ

だけ校長のリーダーシップが求められている。

学校評議員の成果に関しては、市町村教育委員会、小学校、中学校とも「学校と地域の

連携協力が促進される」「保護者や地域社会に対する学校の説明責任を果たす上で有効で

ぁる」「地域の実態に合った、特色ある学校づくりが促進される」に肯定的な評価を、「多

くの意見や要望が出て、学校運営上まとまりがなくなる」「一部の人たちが介入したり、圧

力をかけたりする懸念がある」に否定的な評価をしている傾向がみられた。ただ「教職員

の態度や学校の雰囲気が改善される」「形式的な意見交換にすぎず、学校運営や教育活動

にそれほどの影響はない」に関しては、市町村教育委員会と小・中学校では意見が若干割

れる。

学校評議員制は施行されて間も無く現在のところその評価もしにくい面もあろうが、学

校評議員制本来の趣旨を踏まえた実践が展開されるべきである０

ところで「学校評議員が学校の外部評価をするようになる」は、市町村教育委員会、小

学校、中学校とも「どちらとも思わない」「かなりそう思う」と意見が分かれるが、それは

学校評価における学校評議員の位置付けや機能の暖味さにあると考えられる０

学校評議員が純粋に第三者として外部評価に関わるということには、その本来の役割か

ら考えると論理的に矛盾がでてくる。自らかかわった行為に対して外部者として評価する

事は矛盾する。ただ、直接的に学校の自己評価といった場合は、学校の教職員による教育

目標や教育計画等を中心にした評価となるだろうから、学校評議員は外部的な存在として
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学校評価にかかわることはできよう。学校運営に閲し意見や助言を述べると同時に、また

一方では第三者として評価するといった位置付けが考えられるのである。学校評議員の位

置付けが曖昧なのである。

学校評議員制は２０００（平成１２）年４月に施行されまだ始まったばかりであり、学校現

場では混乱もみられる。また、ここにあげたような課題もある。今後運営していく中で、

「地域住民の学校運営への参加」という観点から、その学校、地域の実状にあった学校評

議員制のあり方、その役割、位置付け、構成、運営等を一層検討していくことが求められ

ている。

そのためにも今後の研究課題として、統計的手法による研究と同時に１つ１つの事例を

分析した事例研究の積み重ねが必要である。

（川島啓二・赤星晋作）
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第１４章　教育情報公開制度と自律的学校経営

はじめに

学校および教育委員会には、膨大な教育情報が存在する。それらは、それぞれの管理下

におかれて、広く公開されたり特定個人の情報が開示されたりすることは極めてまれなこ

とであった。教育に関する情報は、公開になじまないものとの認識が成立していたといえ

るのではないだろうか。

しかし、１９８２（昭和５７）年に山形県金山町および神奈川県で情報公開条例が、１９８４（昭

和５９）年には福岡県春日市で個人情報保護条例が制定され１）、これ以降、地方公共団体に

おける情報公開条例と個人情報保護条例の制定が進んでいく。すなわち、行政の保有する

情報はなるべく公開するべきであり、その際に個人に関する情報はその個人の管理権が及

ぶべきであるという考え方が普及していく。

教育に関する情報も、この流れに沿っていく。以前より、内申書（指導要録）の開示を

求める訴訟（高校入試にあたっての記載事項を問う等）が起こされたりもしていたが、職

員会議録の公開請求（式典での国旗・国歌に関する議論の確認等）、いじめに関する報告書

の開示請求、教職員の処分に関する公開請求など、様々な情報が求められるようになった。

１９９３（平成５）年２月に川崎市が指導要録の全面開示を決定したことに対し、指導要録

の非開示は学校慣行として長年定着していること、開示により記述が無難で問題が起きな

いようなものになって空洞化につながること、マイナス評価によって学校側と本人との信

頼関係を損なったり向上心や自尊心をなくすなど教育上好ましくないなどの観点からの批

判もあった２）。東京高裁判決（１９９４（平成６）年１０月１３日）でも、指導要録の児童の全

体的評価の開示は認められないとしていたが、その後、大阪高裁判決（１９９９（平成１１）

年１１月２５日）では全面開示を認めている。

「指導要録・調査書の開示請求は、個人の自己情報のコントロール権に根拠をもつもの

であり、それを保障するためには何時でも自己の情報にアクセスし、誤りがあれば直ちに

訂正・削除を求めることのできる仕組みは極めて重要なことでもある。評価の公平さや客

観性は、これを公開し子や親の意見を聞くことによって、公平で客観的な評価が生み出さ

れ、また行動の記録も、公開によって事実の誤りや評価の偏りを防ぐことにもなる。公開

によって信頼関係が損なわれるというよりは、公平な基準等の欠如がそうした事態を招く

ということも考えられる。従って、大切なことは、学校・教師がその専門性を研鏡、発揮

し、客観的で納得できる評価基準を確かなものにする営みを進めていくことである」３）と

いう説明は、教育情報の問題を通して、学校経営のあり方そのものが問われることを示し
ている。

このように外から教育情報が求められる一方で、教育委員会や学校自らが積極的に教育

情報を公開していく動きが近年活発になってきている。これからの学校においては、開か

れた学校づくり、特色ある学校づくりが求められており、教育情報が地域に公開された「開

かれた学校」、とりわけ、他の学校とは違うところを前面に押し出した「特色ある学校」と

しての教育情報が、学校から盛んに発信されている。これは学校選択のすすんだ地域では

より鮮明であり、例えば第１６章でも扱うが、東京都品川区の場合であれば、教育委員会

も学校も学校の特色に関する情報を地域に向けて発信し、保護者・子どもに選択の基準を

与えて（自らの）学校を選んでもらおうと「競争」している。競争と自律的学校経営は必

ずしも相反するものではないが、（競争に勝つための）選択基準としてのみ情報公開を図る

ことは、自律的学校経営を制約するであろう。

教育情報公開に関する最近の動きとしては、小・中学校の設置基準がついに定められた

ことがあげられる。小学校設置基準（２００２（平成１４）年３月２９日文部科学省令第１４号）

には「小学校は、その教育水準の維持向上を図り、当該小学校の目的を実現するため、当
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該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果
を公表するよう努めるものとする」（第２条第１項）という自己評価等に関する規定、お

よび「小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対

して積極的に情報を提供するものとする」（第３条）という情報の積極的な提供に関する

規定が定められ、中学校設置基準（２００２（平成１４）年３月２９日文部科学省令第１５号）

においても同様である。

これに合わせて幼稚園設置基準（１９５６（昭和３１）年１２月１３日文部省令第３２号）、高

等学校設置基準（１９４８（昭和２３）年１月２７日文部省令第１号）も一部改正されて、同じ

く自己評価、情報提供の努力義務が課された。

教育情報公開に関する努力義務が課されたのはよいが、このアカウンタビリティーをい

かに果たしていくのか、何のために行うのかが問われなければならない。

新潟県教育委員会はこれに先立つ３年前から、各校の主体的な学校づくりの指針として

「グランドデザイン」の作成を求め、２００２（平成１４）年４月までに全小・中学校で作成

された。グランドデザインとは、それぞれの学校の教育理念、運営方針、教育目標などに

加えて生活科・総合学習など学校の特色や将来の方針を１枚の図表で分かりやすく示した

ものである。地域の回覧板、学校のホームページなどで公開したり、ＰＴＡ総会、地域懇談

会などで説明している。各学校では、情報を公開することで、「保護者の関心を学校に向け

てもらい、子どもたちの問題を共有できるように」、「学校行事に一般住民の参加が増える

など、地域との交流が広まる」というようなことにつながっている４）。

この事例のように、開かれた学校づくりにおいて、地域の信頼を得て、地域と連携した

自律的学校経営を行うために情報を公開するという視点が必要なのである。教育情報公開
に関わっては、『学校の情報公開』（兼子仁・早川昌秀著、ぎょうせい、１９９８年）が示すよ

うな文書管理・情報処理の方法・技術は確かに必要であろう。しかし、そのような消極的

な情報公開にとどまることなく、学校と地域の間で子ども・教育に関する情報を共有し自

律的学校経営を行っていくためには、積極的な情報公開が必要ではないだろうか。

このような観点から、学校は教育情報公開に関してどのような媒体をもっているのか、

教育委員会はどのような支援を行っているのかを明らかにする。その際、教育委員会、学

校からの情報発信だけセなく、地域からの情報をどのように受信しているのかも併せて検

討する。

第１節　市町村教育長調査

（１）情報公開条例

表１４－１情報公開条例の制定有無
市町 村 人 口規模 合 計 （％） １．制定 済 み ２．検 討 中 ３涌け定 予定 な し

市 町村 数合 計 （鱒） ３９３（１‾００．０） ２０５（５２．２） １Ｉ６（９．５） ７２（■８二３）

１Ｐ万 人以 上 白８（１００＿．０） ３Ｐ＿（７８．９） １‾（１■．＿６） ‾祖 ８．４）

３万 ⊥ １０万 人 ７３（１０Ｐ．・０） ５４（７４．０） ．１２（Ｉ¢．４） ■ウ（９．６）

１万 ５千 ～３■万 人 ５３（１００．０） ３３（６２．３） １５（２８．３） ■■５（９＿二４）

．８千 ん １万 ５千人 ■７９（１００．０） ４３（５４．４）‾ ２４（３０．４） １２（１５■■．２）‘

‾．５手 ～８千 人 鍋 （１０ｂ．０） ２０（３３．９） ２６（．４４．１■） １５短２．０）

５千 人未 嘩 ■９１（１００．０） ２５（２７．５）‾ ３由（４１．８）■ －２ｒ８（３０．８）

（無回答はのぞく）

地方公共団体が教育（学校）情報の開示・公開に関する条例を定めているかどうかは、

教育委員会や学校にとって大きな問題である。制定されていれば、公開（開京）したくな

くともしなければならないという制約はあるが、請求があるごとに各機関の責任で最初の
段階から慎重審議を行わなくとも、一定の基準に従って行動することが可能となる。▼条例
は、学校経営を支援する、最も基本的な情報公開制度である。
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表１４－１にみるように、およそ半数の市町村が教育（学校）情報の開示・公開に関する

条例を制定している。これを市町村規模でみた場合、人口３万人以上を有する市町村では

ほぼ４分の３が制定しているのに対し、８千人未満の市町村ではこれとは逆に３分の１な
いし４分の１程度になる。

条例制定の必要性を感じないこと（開示・公開請求がない）、一２００３（平成１５）年度末を

特例の期限とする平成の大合併が進められる中で急いで制定する必要がないこと（合併後

に制定、合併相手の市町村が有する条例に合わせるなど）が未制定、制定予定がないこと

の理由として考えられるが、いずれにせよ、このような法制度に関しては、規模の大きい
市町村の方が整備されている。

（２）公開（開示）案件

表１４－２　事項別公開・開示・情報提供等　　　　　　市町村数（％）
事 項 全 面 公 開 一 部 公 開 非 公 開 そ の 他

指 導 要 録 ３６（１０．１） １３４（３７．６） １５２（４２．７） ３４（９．６）

内 申 書 （調 査 書 ） ２８（７．８） ９３（２６．１） １９１（５３．５） ４５（１２．６）

学 校 予 算 （経 理 ） ２４０（６６．５） ６２（１７．２） ３２（８．９） ２７（７．５）

職 員 会 議 録 ８１（２２．８） １３４（３７．６） １０７（３０．１） ３４（９．６）

体 罰 事 故 報 告 書 ５２（・１４．６） １４９（４１．９） １２３（３４．６） ３２（９．０）

（無回答はのぞく。合計は事項により異なる）

具体的に５つの事項について、開示・情報公開・情報提供等を行っているかをたずねた。

指導要録の全面開示は１割にとどまり、非開示が４割以上となった。

内申書（調査書）についてはさらに開示しているところは減り、非開示が半数以上であ

る。ただ、「その他」の記述には、「内申書を受け取った高校が判断すること」、「中学校や

市の所有する情報ではない（県立高校所有）」、「保存しない」というものが見受けられる。

保存義務がないとはいえ、公文書である内申書の写しが存在しない、保存しないというこ

とに対しては、情報の取り扱い方としてはいささか問題がなかろうか。

学校予算（経理）については、３分の２が全面公開、非公開は１割以下である。市町村

予算自体も全面公開されていることがほとんどであるし、予算は客観的な数字のみで表せ

るため、公開になじみやすい。なによりも、納税者に対する説明責任がもっとも必要とさ

れている部分だけに公開度も高いといえよう。

職員会議録、体罰事故報告書については、個人情報を保護した上での一部開示がもっと

も多く、いまだ完全非公開が３分の１程度あることが分かる。

「その他」の回答全体を通して、「請求がない」というものが散見された。請求がない

ということは、とりたてて問題がないという要素と、情報請求制度が周知されていないあ

るいは請求しにくいという要素が考えられる。前者であればよいが、後者が原因であるな

らば、その改善を図ることが必要である。

（３）広報活動

表１４－３　広報活動
市 町 村 人 口 規 模 教 育 委 員 会 だ よ り 市 町 村 広 報 紙 に 欄 教 委 ホ ー ム ペ ー ジ

活 動 の 有 無 有 無 有 無 有 ■無

市 町 村 数 合 計 （％） ８２（２１．５） ３００（７８．５・） ２３８（６１．３） １５０（３８．７） １字６（３４．２） ２４２（６年．８）

１０万 人 以 上 １５（３８．５） ２４（６１．５） １８（４６．２） ２■１（５３．８） ３０（７６．９） ９（２３．１）

３万 ～ １０万 人 １５（２０．８） ５７（７９．２） ４１（５７．７） ’３０（４２．３） ３５（５０．７） ３４（４９．３）

１万 ５千 ～ ３万 人 １１（２１．２） ４１（７８．８） ３６（６７．９） －１７（３２．１） ２０（４０．８） ２９（５９．２）

８千 ～ １万 ５千 人 １４（１７．９） ６４（８２．１） ５０（６４．１） ２８（３５．９） １６（２１．９） ５７（７８．１）

５千 ～ ８千 人 １１（２０．０）． ４４（８０．０） ３８（６５．５） ２０（３４．５） １１（２０．０） ４４（８０．０）

５千 人 未 満 １６（１８．６） ７０（８１．４） ５５（６１．８） ３４（３８．２） １４（１６．９） ６９（８３．＿１）

（無回答はのぞく。合計は広報手段により異なる）
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教育委員会が地域に対する広報活動を行う手段として、①教育委員会だより、②市町村

の広報に毎回スペースを確保、③教育委員会のホームページの３つを設定した。①、③は

人口規模の大きいところでより行われ、②は中小規模の市町村で多い結果となった。

教育委員会だよりを出している教育委員会は全体で２割強にとどまった。表にみるよう

に、人口１０万人以上であれば４割近くに達するのに対し、１０万人未満ではいずれも２０％

内外という結果となった。およその発行頻度は、年３回あるいは毎月が最も多く（いずれ

も２３市町村（構成比２８．７％。無回答はのぞく）。その他の回答を再配分して計算。以下同

様）、年１回（１２市町村１５．０％）、年４回（１０市町村１２．５％）などとなっている。配付範

囲は、全戸（５０市町村６１．７％）、児童生徒の各家庭（１２市町村１４．８％）、回覧版（４市町

村４．９％）、その他（１５市町村１８．５％。教職員、公共機関など）である。

市町村の広報に毎回スペースを確保している市町村は６割強であり、ここでは逆に人口

１０万人以上の場合に半分以下、３万～１０万人の場合６割弱、３万人未満でいずれも６割以

上となっている。およその発行頻度は、毎月（１５５市町村６７．７％）、必要に応じて（３０市

町村１３．１％。「その他」に記された、不定期、必要に応じて、随時などの合計）でほとん

どを占める。配付範囲はほとんど全戸配付（２０３市町村９２．７％）である。

教育委員会のホームページは３分の１程度しか開設されていない。しかし、人口１０万

人以上の場合は４分の３以上開設されているが、人口１万５千人未満では２割程度に落ち

込む。ただし、ホームページの更新は年１回（３７市町村３１．１％）、毎学期（１５市町村１１．６％）、

毎月（２４市町村２０．２％）など、頻繁ではない。必要に応じて（３１市町村２６．１％。同前）

が４分の１にとどまったことは、ホームページの利点を生かしきれていない。

①～③以外の広報活動を記述してもらったところ、約７０件の事例が挙げられ、各学校

の学校だよりやホームページ、ケーブルテレビ、教育センターだより、公民館報などが見

受けられた。独自に子ども向けの広報誌を出しているところもあった。

（４）公聴活動

表１４－４　公聴活動の機会・手段のある割合
市 町村 人 口規模 地域 懇談 会 電話 手紙 ・はが き 議 員 を介 して

市 町村 数合 計 （％） １４３（３７．９） １４９（４３．６） ９９（２９．２） １４３（４１．７）

１０万 人以 上 １３（３７．１） １６（４７．１） １８（５１．４） １３（３９．４）

３万 ～ １０万 人 ２７（４０．３） ３１（４９．２） ２５（４０．３） ２８（４３．８）

１万 ５千 ～３万 人 １９（３７．３） ２０（４５．５） １２（２７．３） ２２（５０．０）

８千 ん １万 ５千 人 ３７（４５．７） ３２（４３．２） ２３（３１．５） ３１（４２．５）

５千 ～８千 人 １８（３１．０） ２２（４２．３） ８（１５．４） １８（３４．６）

５千 人未 満 ２９（３４．１） ２８（３７．３） １３（１７．８） ３１（４０．３）

（無回答はのぞく。合計は機会・手段により異なる）

表１４－５　機会・手段別の要望の多さ
要 望 内容 地 域懇 談 会 電 話 手紙 ・は が き 議員 を介 して

市町 村数 合 計（％） １３６（１００．０） ．１４７（１００．０） ．９６（１００．０） １４１（１００．０）

学校 の対応 ８１（５９．６） １００（６８．０） ５９（６１．５） ７１（５０．４）

施 設設 備 ７３（５３．７） ３０（２０．４） ２３（２４．０） ９８（６９．５）

生 徒指 導 ７５（５５．１） ９２（６２．６） ３４（３５．４） ４８（３４．０）

教職 員 関連 ２０（１４．７） ７０（４７．６） ４１（４２．７） ４７（３３．３）

部活 動 ３７（２７．２） ４５（３０．６） １６（１６．７） ２７（１９．１）

そ の他 １８（１３．２） １３（ ８．８） ８（ ８．３） ６（ ４．３）

（無回答はのぞく）

教育委員会が保護者、地域住民に対して、学校教育に関する公聴活動をどのような機会・
手段で行っているのかをたずねたが、小規模市町村では比較的少なく、中・大規模市町村
でやや高い結果となった。
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地域懇談会において要望が出される割合は４割前後であった。多い要望（複数回答可）

は学校の対応、生徒指導、施設設備が半数以上である０

電話による要望はおおむね４割以上の市町村であったが、その頻度は年間１～５件（５８

市町村４３．９％）、６～１０件（３９市町村２９・５％）がほとんどである０学校の対応、生徒指導

に関する要望は６割以上あり、これに加えて教職員関連の要望も、他の機会・手段に比べ

てもっとも多くなっている。

手紙・はがきによる要望は３割と少ないが、人口規模の大きいところ、とりわけ１０万

人以上のところでは過半数の市であった。年間総件数は１～５件（６５市町村７６・５％）、６～

１０件（１４市町村１６．５％）でほとんどを占める。要望内容も学校の対応と教職員関連の割

合が高い点で、電話の場合と似ている。生徒指導に関しては、街頭でみかけた子どもの行

動に関連してすぐに要望できる電話と違って、手間のかかる手紙・はがきの場合は比率が

低くなる。文書が残ることも、この行動をひかえる要因になろう。

議員を介して出される要望の特徴は、施設設備関連が多いことである。年間総件数は、

１～２件（５０市町村３９．７％）、５～６件（２７市町村２１．４％）、３～４件（２２市町村１７．５％）、

９～１０件（１８市町村１４．３％）他である。

また、この４つの機会・手段以外の公聴活動を記入してもらったが、ホームページ・メ

ール（年間２００件というところも）のほかに、来訪、ＰＴＡは複数あったが、教育委員、学

校評議員は１回答にとどまった。

その他の要望で多かった記述は、通学路・通学バス、学校統廃合などである。

（５）自己点検・自己評価の結果公表

表１４－５　所管学校の自己評価等公表への対応

市 町村 人 口規 模 ■

教 委 で一

括公 表

全学 校 に

・義務 付 け

学校 一 任 検 討 中 公 開予 定

な し

そ の他

市 町村 数合 計 （％） ２（０．５） １０（２．５） ２４７（６２．５） ８４（２１．３） ４５（１１．４） ７（１．８）

１０万 人以 上 －（ ・） ２（５．１） ２９（７４．４） ６（１５．４） １（２．６） １（２．６）

３万 ～ １０万 人 １（１．４） ２（２．７） ４５（６１．６） １７（２３．３） ６（８．２） ２（２．７）

１万 ５千 ～３万 人 ・（ －） ２（３．８） ２４（４６．２） １３（２５．０） １２（２３．１） １（１．９）

８千 ～ １万 ５千 人 ー（ ・） ２（２。４） ４９（５９．８）ｒ １８（２２．０） １１（１３．４） ２（２．４）

５千～８千 人 －（ ・） １（１．７） ４５（７５．０） ９（１５．０） ５（８．３） －（ ・）

５千 人未満 １（１．１） １（１．１） ５５（６１．８） ２１（２３．６） １０（１１．２） １（１．１）

（無回答はのぞく）

所管の学校の自己点検・自己評価の結果の公表について、教育委員会がとっている対応は・

③「学校に任せている」という選択肢が過半数となった。④「公表について検討中である」
が約２割、⑤「公開する予定はない」約１割であり、①「教育委員会で一括して公表して

いる」、②「すべての学校に義務づけている」という選択はほとんどなかった。③は、学校

数の多い人口１０万人以上のところ、５千～８千人のところで約４分の３と比率が高い。①、
②の施策も、人口規模の大きいところでは進んでいるかと予想されたが、そうではなかっ
た。しかし、学校設置基準により公表の努力義務が課されたことで、検討中の教育委員会

がいずれ、①、②に進んだり、学校一任から変更したりすることが望まれる。

第２節　小・中学校長調査

（１）情報発信手段

学校からは、様々な手段で情報が発信されている。主な配布物７つとホームページにつ

いて、どのように情報発信されているかをたずねた。小学校、中学校それぞれについての

発行学校数とその割合を表１４－６に示し、学校所在市町村の人口規模別にみた場合の特徴

のある発行物（ホームページを含む。以下同様）を表１４－７に示した。

「学校要覧」は７割以上の学校で発行されているが、その配布範囲として「児童生徒の
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各家庭」（１６４小学校２４．９％、８２中学校２４．０％）をあげる学校は少なく、「その他」（４２３

小学校６４．２％、２０６中学校６０．４％）が多くなった。学校要覧は、訪問者、来校者、関係者

など（「その他」の自由記述より抜粋）に配布されるためのもので、広く情報発信をする手

段という位置付けではない結果となった。

「学校だより」は、発行頻度においては、毎月（６６９小学校７７．３％、２５４中学校６５．０％）、

毎学期（６０小学校６．９％、５７中学校１４．６％）、隔週（４７小学校５．４％、３１中学校７．９％）

でほとんどを占め、配布範囲においては「児童生徒の各家庭」（５０６小学校５８．４％、２５９

中学校６６．２％）、「学区内全戸」（２２０小学校２５．４％、５３中学校１３．６％）、「回覧板」（７３小

学校８．４％、３６中学校９．２％）となった。その他の回答の中でも、「児童生徒の各家庭に加

えて関係者」、地域の様々な役職を担っている方に配布されていることがうかがえ、学校か

らの情報発信の中心的配布物であることがわかった。とりわけ小学校では、中学校に比し

発行割合が高く、頻繁に発行され、学区内全戸への配布率も高いことから、地域への中心

的情報発信手段と位置付けられている。

表１４－６　学校の情報発信手段
学校 学校 学年 学 級 進 路 給 食 保健 ホー ム

要覧 ＿だ よ り だよ り だ よ り だ よ り だ よ り だよ り ペー ジ

「出 して い る」 ６５９ ８５１ ７５０ ７５６ １１】　 ７１１ ８８７ ４４０

小 学校 数 （％） （７１．６） （９４．５） （８９．８） （８８．５） （１．５） （８１．５） （９８．・７） （４４．９）

「出 して い る」 ３５５ ３８４ ４１６ ３７２ ２７６ ３１２ ４４５ ２３５

中学校 数 （％） （７４．９） （８４．６） （９２・．４） （８４．５） （６１．７） （７１．６） （９６．白） （５２．２）

（無回答はのぞく。合計は手段により異なる）

表１４－７　市町村人口規模別学校の情報発信手段

市町村人 口規模 小 ・学年だよ り 小 ・学級だよ り 中 ・進路だよ り 中 ・給食だよ り

学校数合計（％） ７５０（８９．８） ７５６（８８．５） ２７６（６１．７） ３１２（７１．６）

３０万人以上 １５５（９８．１） １２２（８０．８） ７０（７０．７） ５１（５６．０）

１０万～３０万人 １２７（９６．９） １０４（８１．９） ５８（８０．６） ４５（６５．２）

５万～１０万人 １０６（９５．５） ８８（８４．６） ２７（６２．８） ２８（６８．３）

３万～５万人 ６９（８９．６） ．７３（９１．３） ３１（５８．５） ３８（７１．７）

１方 ５千～３万人 １０．０（８４．７） １０９（８８．６） ３１（５９．６） ４３（８２．７）

８千～１万 ５千人 ９４（８５．５） １０９（９４．０） ２４（５４．５） ４２（９３．３）

・５千～８千人 ６８（７７．３） ９８（１００．０） ２０（５１．３） ２８（７１．８）

５千人未満 ３１（７３．８） ５３（９６．４） １５（３３．３） ３７（８０．４）

（無回答はのぞく。合計は手段および人口規模により異なる）

「学年だより」の発行頻度は学校だよりよりも高く、毎月（５０７小学校６６．４％、２３５中

学校５５．２％）、毎週（１３６／ト学校１７．８％、６５中学校１５．３％）、隔週（４９小学校６．４％、５４

中学校１２．７％）であり、配布範囲は「児童生徒の各家庭」（７４０小学校９７．０％、４０８中学

校９５．８％）に限られる。

「学級だより」の発行頻度はさらに高く、毎月（２４７小学校３２．３％、１１６中学校３０．５％）、

毎週（２４４小学校３１．９％、９０中学校２３．７％）、隔週（８１小学校１０．６％、５５中学校１４．５％）

に加えて、「その他」の中には「毎日」という回答もあった（ほかに、不定期、担任によっ

て異なるなど）。配布範囲は「児童生徒の各家庭」（７３４小学校９５．９％、３畠３中学校９２．９％）

に限られる。

この「学年だより」、「学級だより」について学校所在市町村人口規模別にみると、大規

模市町村では学年だよりが、小規模市町村では学級だよりがより発行されていることがわ

かる。単級学年では、「学級だより＝学年だ妄り」となるため、いずれかのたより‾を出さな

くなる。学級だよりとして出すことの方が多いことが、小規模市町村で学年だよりが少な

いことの理由であろう。大規模市町村で学級だよりが少ないことは、１学年の学級数があ
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る程度増えると、個々の学級だよりではなく、まとめて学年だよりを出すようになる場合

があるということであろう。担任による格差をなくし、まとめて発行することで情報の統

一と充実を図り、校務負担を減らすことにもなる。

「進路だより」は、小学校ではほとんど発行されていない。中学校の発行頻度をみると、

毎学期（７１校２４．９％）、毎月（７２校２５．３％）、毎週（２０校７．０％）と、比較的頻繁に発行

されている（その他（９９校３４．７％）の回答のほとんどは「不定期」、「必要に応じて」）。

市町村規模が大きくなると発行割合が高く、市町村規模が小さい場合は発行割合が低い。

進路の選択肢の多寡、他の手段による進路指導などの影響が考えられる。

「給食だより」の中学校をみると、逆に、大規模市町村で発行割合が低くなる。中学校

の給食実施率は小学校に比べて低く、さらにそれは都市部で低いことがこの原因であろ．う。

「保健だより」も、毎月（７２１小学校７９．９％、３３０中学校７２．７％）、児童生徒の各家庭

（８５５小学校９４．８％、４２９中学校９４．５％）に発行されている。

「ホームページ」の開設はおよそ半数であった。しかしその更新頻度は年１回（２００小

学校４４．８％、１２６中学校５２．１％）、毎学期（８９小学校２０．０％、４６中学校１９．０％）、毎月（５７

小学校１２．８％、１８中学校７．４％）というものであった。

これら以外の配布物として見受けられたものは、図書館だより・図書室だより等（１６小

学校、４中学校）、校長室だより・校長通信等（１２小学校、８中学校）、生徒指導・生活指

導等（８小学校、１０中学校）などであるが、ＰＴＡだより・ＰＴＡ新聞等（２７小学校、１２中

学校）も多く、ＰＴＡが学校の情報発信に寄与している。

（２）家庭・地域への説明

「家庭・地域への学校経営方針等の説明」は、ほとんどの学校が「している」（１０２９小

学校９７．６％、５３６中学校９６．６％）という回答であった。その機会としては「ＰＴＡ総会」（７７０

小学校７４．８％、４３３中学校８０．８％）がもっとも多かったが、回数は年１回（４８１小学校

４６．７％、２６１中学校４８．７％）であった（無回答（４８２小学校４６．８％、２４４中学校４５．５％）

が多かったため）。「保護者懇談会」（５４２小学校５２．７％、３５７中学校６６．６％）の回数は、

年３回（１３５小学校１３．１％、９５中学校１７．７％）、年１回（１０４小学校１０．１％、５９中学校

１１．０％）が多かった（無回答（６７７小学校６５．８％、３０８中学校５７．５％）が多かったため）。

「地域懇談会」（１７７小学校１７．２％、１７６中学校３２．８％）は少ないものの中学校でやや多

く、学区内に複数地域を含んでいる様子がうかがえる。「地域の住民の集まりに出かけて」

（５２小学校５．１％、３７中学校６．９％）という機会はあまりない。「その他」にあげられた

記述は、（１）でたずねた学校だよりや校長室だよりなどの配布物、学校説明会や参観日など

の直接説明の機会などが挙げられた。

（３）学校評価結果のホームページでの公表

「ホームページ上で学校評価の結果を公表」しているかどうかをたずねたが、表１４－６

にみるように、学校は半数程度しかホームページを有していなかった。そのため、「してい

る」（７小学校０．７％、５中学校０．９％）はわずかの回答であり、ほとんどが「していない」

（８７４小学校８２．９％、４４６中学校８０．４％）であった。「検討中である」（１０１小学校９．６％、

７２中学校１３．０％）が公開へすすんでも、やっと１割を超える程度である。

（４）発信する情報の重要度

学校から発信する情報には様々なものがあるが、どれをどの程度重要視するかはそれぞ

れにより異なる。学校が重要と考えていても家庭や地域は関心がない場合、その情報はた

だ発信されるだけで活かされない。家庭や地域が特に求める情報であっても学校が重要と

考えなければ、あまり発信されずに家庭や地域に不満が残る。

そこで、７つの事項について、①発信の多い情報、②学校が重要と考えている情報、③家

庭・地域が求めている情報について、選択してもらった（７項目からそれぞれ３つ選択）。

まず、「②学校が重要と考えている情報」についてみると、小学校、中学校とも、学校

経営・教育目標、教育課程、生徒指導（日常生活）の順に選択率が高く、その割合もはば
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一致していて、さらにこの３項目だけが他の４項目に比して極端に高い。７項目から３項

目選択であるので、７割がたの学校がこの３つを選択したとみることができる。

小学校、中学校いずれであってもこの３項目が重要であり、それは「①発信の多い情報」

でもこの３項目の選択率が高いことによっても裏付けられるが、①では１～３位の順位は

逆転し、さらに中学校の場合は第２位に部活動が割うてはいる。この違いはどこから生じ

るのであろうか。

表１４－８　情報発信内容の位置付け（小学校）　　　学校数（％）
観 点 （Ｄ発 信 の 多 い情報 ② 学 校 が 重要 と考 え ③ 家庭 ・地域 が 求 め

項 目 て い る情 報 て い る情報

学校 経営 ・教 育 目標 ◎＜３＞ １０５１（６５．３） ◎＜１＞ １３７５（８５．５） ＜５＞　 ６２０（３８．５）

教育 課程 ◎＜２＞ １０９２（６７．９） ◎＜２＞ １２４７（７７．５） ○ ＜３＞　 ７２３（４４．９）

成績 ＜４＞　 ２９４（１８．３）． ＜５＞　 ２０３（１２．６） ○＜２＞　 ８３０（５１．６）

部活 動 ＜６＞　 ４６３（２８．８） ＜７＞ １２０（７．５） ＜６＞　 ３４１（２１．２）

生徒 指導 （日常 生 活） ◎＜１＞１３１７（８１．９） ◎＜３＞１２０７（７５．０）・ ◎＜１＞１０４３（６４．８）

生 徒指 導 （問題 ＊） ＜７＞ １８２（１１．３） ＜４＞　 ２７３（１７．０） ○＜４＞　 ７．１５（４４．４）

学 校事 故 ＜５＞ １４６（９．１） ＜６＞ １３４（８．３） ＜７＞　 ２０４（１２．７）

無 回答 ５８（３．６） ５８（３．６） ８３（５．２）

問題＊＝いじめ・不登校・体罰などの問題。＜＞内はそれぞれの中での順位。◎、○は多いもの。

表１４－９　情報発信内容の位置付け（中学校）　　　学校数（％）

観点 （Ｄ発信の多い情報 ②学校が重要 と考え ③家庭 ・地域が求め

項 目 ている情報 て いる情報

学校経営 ・教育 目標 ○＜４＞ ２７０（４８．６） ◎＜１＞ ４５９（８２．７） ＜６＞ １５９（２８．６）

教育課程 ○＜３＞ ３０４（５４．８） ◎＜２＞ ４２０（７５．７） ＜５＞ １８５（３３．３）

成績 ＜５＞ １５７（２８．３） ＜４＞ １０５（１８．９） ◎＜２＞ ３４５（６２．２）

部活動 ◎＜２＞ ３７２（６７．０） ＜５＞ １０２（１８．４） ○＜３＞２６９（４８．５）

生徒指導 （日常生活） ◎＜１＞ ４２０（７５．７） ◎＜３＞ ３９５（７１．２） ◎＜１＞ ３５７（６４．３）

生徒指導 （問題 ＊） ＜６＞　 ５７（１０．３） ＜６＞ １００（１８．０） ○＜４＞ ２３５（４２．３）

学校事故 ＜７＞ １７（３．１） ＜７＞　 ２６（４．７） ＜７＞　 ５１（９．２）

無回答 １５（２．７） １２（２．２） １３（２．３）

問題＊＝いじめ・不登校・体罰などの問題。＜＞内はそれぞれの中での順位。◎、○は多いもの。

それは、「③家庭・地域が求めている情報」に対する認識により説明可能である。家庭・

地域が求めている情報としてもっとも強く意識されているのが、生徒指導（日常生活）で
ある。したがって、②では第３位であっても、実際には家庭・地域の要望に応えるために

①では第１位となる。中学校の場合に③で部活動が比較的高いことも、①で部活動が第２
位となる理由であろう。

しかし学校は、すべて家庭・地域の要望に応えているわけではない。③で第２、第４位
となっている成績と生徒指導（いじめ、不登校、体罰などの問題）については、①での選

択率は高くない。個人情報保護の観点から情報発信には留意が必要であり、情報の量より
はとくに質が問われる事項であろう。

また、③で、学校経営・教育目標、教育課程があまり求められていなくとも、②にみる
ように学校はこの２つを最重要と考えているため、必ず説明している。このように、情報

発信内容は、受け手（家庭・地域）の意向を尉酌しつつも、やはり発信者（学校）主導で

決められる傾向にある。
（５）家庭・地域からの要望

それでは、学校はどのような機会・手段で家庭・地域の要望を捉えているのであろうか。
逆にいえば、家庭・地域はどのような機会・手段において学校に要望を表出しているので

あろうか。５つの機会・手段をたずねたが、自由記述で多かったものは、直接来校、個人
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面談、連絡帳などの従来からあるものに加えて、電子メールという新しい手段の普及、お
よびアンケート（学校評価、学校診断など）という学校側の積極的情報収集活動を示すも
のであった。

ｒｐＴＡ総会」では、半数以上の学校で要望が出されている。先の「発信する情報の重要

度」でみたように、ここでも要望の内容は生徒指導に関することが多く、中学校では部活

動がこれに加わる。小学校において「その他」の要望が多いが、その記述をみると、ＰＴＡ
総会であるだけにＰＴＡ活動に関することが２３件記入されていたが、それをはるかに上回

る６３件の記入が・あったのが、学校行事に関するものであった。ほかには安全管理、通学、

給食などに関することも記載が多く、ＰＴＡ総会は多様な要望が出しやすい場といえよう。
「保護者懇談会」ではおよそ９割の学校で要望が出されているが、会の性格からして、

その要望内容は生徒指導、授業、成績に集中している０中学校の場合は部活動も高いが、

保護者懇談会は、やはり児童生徒１人１人の個別要望の場という位置付けである。
「地域懇談会」では小学校では３分の１程度しか要望が出ていないが、中学校では学区

が広がるためか、半数以上の学校で要望が出されている。この会は、保護者懇談会とは違

い、個別児童生徒の問題ではなく全体的な要望が出される場と位置付けられ、生徒指導に
関する要望が突出して高い（中学校では部活動も過半数）。「その他」の要望でも、通学路

や交通安全指導などに関すること（小学校２４件、中学校８件）、地域行事への参加や子育
て支援など地域との連携に関すること（小学校１１件、中学校７件）が挙げられていた。

表 １４－１０ 家庭 ・地 域 か ら要望 の あ る機会 ・手段 とそ の 要望 （小学校 ） ≡慧 （警）

１Ⅰ） Ａ総会 保護 者懇 談 会 地 域懇 談 会 電話

７７５（７３．５）

手紙 ・ハカ キ

３２５（３０．８）
要望 の あ る学校　 ５８０（５５．５） ９３９（８９．１） ３８１（３６．１）

ｌ

要

望

成績 ５６（９．７） ３９４（４２．０） ３２（８．４） ５８（７．５）ｌ ２３（７．１）

ｌ ７８（２４．０）

ｌ ２４１（７４．２）

１ ７（２．２）

ｔ ８０（２４．６）

ｌ １６（４．９）

授業 １８０（３１．０） ５１５（５４．８） ７７（２０．２・） １６９（２１．８）

生徒 指 導 ２９４（５０．７） ７１９（７６．６） ３１２（８１．９） ６５４（８４．４）

部活 動 ３５（６．０） ５０（５．３） １４（３．７） ２９（３．７）

そ の他 １９１（３２．９） ９９（１０．５） ８４（２２．０） １４６（１８．８）

２８（３．６）無 回答 ５７（９．８） ■４０（４．３）・ ２２（５．８）

（学校数は機会 ・手段により異なる）
表 １４－１１ 家 庭 ・地域 か ら要 望 の あ る機 会 ・手 段 とそ の要 望 （中学校 ） 学校数 （％）

ＰＴＡ総 会　 保 護 者懇 談会 地域 懇 談会 電 話 手紙 ・げ キ

１７４（３１．４）要 胡 の あ る学校 ３５９６４．７） ５１０９１．９） ３００（５４．１ ４１５７４．８

要

望

三重三
成 績

６２（１７．３） ２９９（５８．６） ６４（２１．３） ８２（１９．８） １１（６．３）

２５（１４．４）授 業 ９９（２７．６） ２５８（５０．６）

３６１（７０．８）

７７（２５．７） ８５（２０．５）
２５７（８５．７） ３６６（８８．２） １１８（６７．８）生徒 指導 ２２８（６３．５）

部活 動

そ の他

無 回答

１９８（５５．２）

３７（１０．３）

１ ３１８（６２・４）

ｔ　 ３４（６・７）

１６１（５３．７） ２１５（５１．８） ５４（３１．０）

４６（１５．３） ２８（６．７） ３１（１７．８）

２３（６．４） １４（２．７） ８（２．７） ８（１．９） ７（４．０）

（学 父数は　 会 ・手 鄭こより異なる）

「電話」による要望も、およそ４分の３の学校で見受けられる０ここでも生徒指導に関

する要望が多いが、「その他」にも、子ども同士のトラブル、登下校の様子、いじめなどに

っいて記述されていた。しかし、その他の記述でもっとも多かったのは教職員に関するこ

と（小学校２２件、中学校６件）であった。担任の人柄、子どもへの教師の対応という記

述のほかにも、教師の指導法、教員の指導力などという表現も多いところから、選択肢の

生徒指導、授業などにも教職員批判はかなり含まれると解される０電話による要望は個別

の内容で批判的なもの、とりわけ教職員に関する事項が多いということとなろう。

「手紙・はがき」も、手間がかかること、即時性に欠けること、書いたものが残るとい

ぅことなどから要望が出される割合は３割程度となるが、内容としては電話と同様の傾向
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を示す。「その他」の記述に、お礼状、子どもへの励まし、生徒の善行などの内容が比較的

多いことが違いといえよう。

（６）情報公開と学校経営

表１４－１２　情報公開の学校経営への影響度

項 目 小学 校 中学校

① 学校 と家 庭 、地域 の連 携 協 力が促 進 され る ＋１．８３ ＋１．８８

② 教職 員 の 態度 や学 校 の雰 囲気 が 改 善 され る ＋１．６０ 十１．５８

③ 保護 者 や 地域 住 民 に対す る説明 責任 を果 たす うえで有 効 で ある ＋１．９４ ＋１．９７

④ 学校 経 営 が萎 縮 す る可 能 性 が あ る －・０．３３ －０．４３

⑤ 情 報公 開の ため の業 務 が増 えて 多 忙 にな る ＋０．７０ ＋０．８０

⑥ 形 式 的な 情 報公 開 な のでそ れ ほ どの影 響 はな い －０．２４ －０．３３

影響度＝「全くそう感じる」選択率×３＋「かなりそう感じる」選択率×２＋「少しそう感じる」

選択率×１－「あまりそう感じない」選択率×１－「全くそう感じない」選択率×２。

全員が「少しそう感じる」を選ぶと、影響度は「＋１．００」となる。なお、④～⑥は逆転項目。

ここまでたずねてきた学校の情報公開に関わる様々な情報受発信の手段・機会などを用

いることは、どのように自律的学校経営に寄与するのであろうか。情報公開に関わっての

最後の設問は「学校の情報を公開していくことは、学校運営上、どのような影響が出ると

思われますか」というものである。

５段階選択肢の中央を「少しそう感じる」と設定しているので、肯定的評価が高く出る

設問である。表１４－１２に示したように①～③は積極的評価記述、④～⑥は消極的評価記

述にしたが、情報公開を自律的学校経営の有効な手段とする意識はまだ浸透していない結

果となった。

①～③でみた場合、影響度がいずれも＋１．５～＋２．０の範囲である。単純化していえば、

「かなりそう感じる」と「少しそう感じる」が半々（＋１．５）から、全員が「かなりそう感

じる」（＋２．０）という状況である。肯定的ではあるが、積極的に評価しようという段階ま

では達していない。さらに、①～③を比較した場合、③がもっとも高く、ついで①、②と

なっている。つまり、情報公開は説明責任の手段であることが第一であり、学校・家庭・

地域で子どもに関する情報を共有して連携協力して子どもを育てていくという姿勢は劣っ

ている。また、②が低いといくことは、説明責任のための情報公開にとどまって校長など

はこれに関わるが、個々の教員にはあまり関係がないということである。

④～⑥については、全員が「あまりそう感じない」と回答すれば－１．０となるはずであ

るが、④、⑥はこれが＋に近づいているし、⑤にいたっては＋の影響度となっている（す

なわち、「あまりそう感じない」者よりも「少しそう感じる」者の方が多いということ）。

情報公開により学校経営が萎縮するということは、学校の情報を公開してはいるが批判を

受けたくないという消極的な考えである。形式的な情報公開という捉え方も含めて転換を

図る必要がある。

第３節　新しい知見と今後の課題

（１）市町村教育長調査から

市町村教育長調査の結果を総括すれば、人口規模の大きな市町村の方が教育情報公開制

度は整っているが、運用上の問題はいずれの場合でもあり、制度変更や社会の変化への対

応が問われる、ということである。

教育（学校）情報の開示・公開に関する条例は、情報公開制度のもっとも代表的なもの

である。その整備は大規模市町村のほうが進んでいる。

しかし、全面公開・全面開示や情報提供などが実際に行われている割合は高いものでは

なかった。一概に非公開・非開示がよくないこととはいえないが、内申書（調査書）の非

開示が５３．５％、一部開示が２６．１％という率は、制度はあっても情報が広く開かれてはいな
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いことをあらわしている。請求しても公開・開示されないということばかりだと、請求も

鈍りがちになる。教育（学校）情報は基本的に公開・開示されるべきで、個人のプライバ

シー等特定の内容のみが非公開・開示であるという原則の再確認と情報請求制度の住民へ

の周知、利用しやすい環境づくりが今後も行われなければならない０

教育委員会の広報活動は、けして活発とはいえない。教育委員会だより、教育委員会ホ

ームページという独自の広報手段も一定の規模がないと行われにくいし、ホームページは

ぁっても更新間隔が長くて有効に用いられていない。市町村広報誌以外にも様々な広報手

段が挙げられているのであるから、多様な広報手段をそれぞれ効果的に行っていく改善が

必要である。

公聴活動も、要望件数からみると活発とはいえない。様々な形で要望はあり、教職員関

連の要望は電話や手紙・はがきによって、施設設備関連の要望は議員を介して出されるこ

とが多かった。今後、インターネットの普及や学校評議員の設置が増える中で、要望内容

による公聴活動手段の選択と拡大が求められる。

学校の自己点検・自己評価の結果の公表について、教育委員会の関与は少なかった０自

己点検・自己評価であるから学校自身が行うことであるのは確かだが、情報の有効活用、

教育委員会の管理責任、自己点検・自己評価結果の公開努力義務を定めた小・中学校設置

基準の制定ということから考えれば、教育委員会が積極的に関わる問題である０

（２）小・中学校長調査から

小・中学校長調査の結果をまとめると、学校は、教育情報公開に閲し様々な媒体を持ち、

情報収集の手段・機会も備えているが、情報の内容とその活用がこれからの課題と考えら

れる。

学校からの情報発信手段として代表的な発行物である学校要覧は、４分の１程度しか児

童生徒の各家庭に配布されていない。学校要覧は広く情報発信をするという手段ではなく、

地域への中心的情報発信手段は学校だよりであるということがわかった。ほかにも保健だ

より、給食だよりなど様々な配布物を出している。今後も、朝の読書活動の普及や２００３

（平成１５）年度より１２学級以上の学校に司書教諭が必置となるため図書館だよりが、職

業観の形成のための職場見学活動の増加や公立中高一貫教育校の設置が増えるにつれて小

学校における進路だよりが、各学校において多く出されるようになると考えられる０情報

発信手段の多様性はこれからも拡大するであろう０

学校のホームページも半数程度しか保有しておらず、その更新状況も芳しくはなかった

し、ホームページで学校評価の結果をほとんど公開していなかった０しかし、インターネ

ットの普及と評価結果の公開要請、教員の情報技術の向上などがあいまって、とくに充実

が期待される領域である。

しかし、学校が発信する情報の取捨選択は、受け手（家庭・地域）の意向を慮りながら

も、発信者（学校）主導で決められる傾向であった。

では、学校はどのように家庭・地域の意向を把握しているのか、家庭・地域からの要望

はどのような機会・手段が用いられているのかという点であるが、電子メールの普及や、

学校評価アンケートなど新しい動きもみられた０機会・手段により要望の内容に特徴があ

り、ＰＴＡ総会は多様な要望が出しやすい場、保護者懇談会は子ども１人１人に関する個別

要望の場、地域懇談会は全体的な要望が出される場との位置付けであり、電話による要望

は個別な内容で批判的なもの（とくに教職員関連）、手紙・はがきもこれに似ているが好意

的なものも比較的多いという傾向であった。

学校の情報を公開していくことは、「保護者や地域住民への説明責任を果たす上で有

効」ということが第１の利点で、「学校と家庭、地域の連携協力が促進される」、「教職員

の態度や学校の雰囲気が改善される」という学校経営に積極的効果をもたらすものとの認

識は高いとはいえない。「学校経営が萎縮する可能性がある」ということを明確に否定せず、

「情報公開のための業務が増えて多忙になる」ということが心配されている０
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おわりに
情報公開はもはやあたりまえのこととされている。様々な情報を数値化して公開し、家

庭や地域に対する説明責任を果たすことは、当然行われるべきことであるが、そこにとど
まってしまっている現状がある。情報公開そのものを目的としてしまって、情報公開制度

を整え情報を公開すれば、それでアカウンタビリティーを果たしたとする態度である。教

育情報をすべて公開していくことは学校経営に負の影響をもたらすという考えもある。
このように、今までは情報を公開することが目的とされてきた点は否めない。しかしこ

れからは、情報公開を手段として活用していく観点が重要である。情報をただ公開するの
ではなく、公開する（された）情報をどのように使うのか。学校は情報を積極的に公開し、

その情報を家庭・地域と共有して、時には批判を受けることもあるだろうが、改善のため

の批判として活かしていくことである。
学校から家庭・地域へは実に様々な情報発信がなされているし、学校へも多様なルート

から情報がはいってくる。本調査では、学校と家庭・地域との関係を中心にみたが、市町
村教育委員会との関係、他の学校との関係、都道府県教育委員会との関係、社会教育施設

や民間団体など、学校が情報受発信する相手方、情報を共有する関係者は無数に存在する。
自己点検・自己評価など情報発信内容の増大、学校評議員制度など情報収集手段の拡大、

開かれた学校づくりやインターネットなど情報の双方向性志向等、教育情報公開はますま

す活発化する要素を多分にもっている。
学校においては、教育情報公開を自律的学校経営の手段として、その重要性を理解し、

多忙とならないように工夫しながら、管理職のみではなく個々の教職員が自らの学級経営、
授業改善、校務分掌などに活かしていく。

その際に教育委員会は、教育情報公開制度の条件整備をまず行うことである。首長部局

に働きかけて条例制定を行い、公開様式や公開内容の基準を明確にする。個々の学校への

情報請求を代わりに受けて公開対応をする。このような形で学校の負担軽減を図ることは
最低限行わなければならない。さらに、教育委員会の積極的役割として、教育情報を自ら

収集・管理し、各学校への情報の橋渡しも求められる。
いずれにせよ、情報公開をなんのために、どのように行うのかを再検討し、情報公開制

度を自律的学校経営に活かしていくことが最大の課題である。
（北神正行・雲尾　周）

【註】

１）菱村幸彦「教育情報の公開をどう考えるか」『季刊教育法』第９３号、エイデル研究所、
１９９３年、１２ページ。

２）同上書、１５～１７ページ。

３）下村哲夫監修・花輪稔編『新版　学校運営便覧』教育出版、２００１年、５０～５１ページ。

４）『新潟日報』２００２年１１月２２日。
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第１５章　学校評価システムと自律的学校経営

はじめに

「学校評価」が自律的学校経営を目指す上での大きなテーマとして今日のように意識さ

れ始めたのは、中央教育審議会答申（平成１０年９月）において、「学校の自己評価」は

学校の目標、計画、実施状況を「保護者や地域住民に説明する」ことを念頭において取り

組まれなければ串らないことが明示されたことを契機とする。過去には幾たびか学校評価
に取り組もうとする試みはなされてきたが、いずれも定着をみることはなかった。しかし

ながら、今日、東京都や品川区では「外部評価」が導入されたほか、大阪府や三重県、福

岡県などのように本格的に学校評価に取り組む自治体も増え、それぞれに学校評価システ

ムを構築しようとする機運が高まってきており、過去とは比較し得ないほどの「ブーム」

が惹起されている。

かかる学校評価に関わる研究は日本国内を対象としたもの、あるいは諸外国を対象とし

たものとを問わず、すぐれた成果が蓄積されている（研究動向については、福本みちよ、

「学校評価に関する研究動向一教育改革を背景とした学校評価論の展開－」日本教育制度

学会紀要第９号参照）。今般の動向を方向付けた同答申では、具体的方策として「教育目

標や教育計画等を年度当初に保護者や地域住民に説明するとともに、その達成状況等に関

する自己評価を実施し、保護者や地域住民に説明する」ことを求め、すぐれて今日的課題

として認められるようになってきた。その後、「学校教育法施行規則等の一部を改正する

省令に施行について（通知）」（平成１２年１月）で学校評議員制の導入を促し、教育課

程審議会答申（平成１２年１２月）「児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り方

について」では新学習指導要額の実施状況のフォローとともに「教育課程の実施状況等か

ら見た学校の自己点検・自己評価」を強力に推進した。

また、「教育改革国民会議の提案」（平成１２年１２月）で「外部評価を含む学校の評価

制度を導入し、評価結果は親や地域と共有し、学校の改善につなげる」ことが提唱された。

その後、中央教育審議会答申「今後の教員免許制度の在り方について」（平成１４年２月）

においてはシステムとしての学校評価の構築の必要を明示し、文部科学事務次官通知「小

学校設置基準及び中学校設置基準の制定等について」（平成１４年３月２９日）において、

「校長のリーダーシップの下、全教職員が参加して学校全体として評価を行い、教育活動

その他の学校運営の改善を図る」ことが打ち出され、平成１４年３月２９日の文部科学省令

の一部改正により、小中学校および高等学校設置基準に自己評価について次の様に規定さ

れ、今日にいたっている。

小学校設置基準第一章総則

（自己評価等）

第２条　小学校は、その教育水準の向上を図り、当該小学校の目的を実現するため、当該

小学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、そ

の結果を公表するよう努めるものとする０

２　前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定

して行うものとする。（中高準用規定、傍線筆者）

このような点検評価の実施及びその結果の公表を求める法改正や政策動向を踏まえ、本
章では効果的な学校評価システムの構築に資するために、今般実施した市町村教育長の意

識調査結果ならびに小中学校長の意識調査結果をまとめ、それらにみられる現状と課題に

っいて考察を加えるとともに、新たな知見を見出すこととしたい。なお、前年度調査では

「学校の自己評価」あるいは「自己点検・評価」として進めている場合も多くみられたが、

本章では「学校評価」として統一する。
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第１節　市町村教育長調査

まず、本調査では学校評価への取り組みの現状を把握するために、市町村の教育長に対

していくつかの選択肢を用意した。最初に問うたのは現在の取り組みの状況である。その
結果をみてみよう。（表１５－１）

表１５－１学校評価の取り組みの状況

はい（％／ｎ）　　いいえ（％／ｎ）　　無回答（％／ｎ）

１．学校評価に関する研究校
を指定している。 ３．４（１４）　　８６．９（３５７）　　　９．７（４０）

２．学校評価に関する手引書
を作成している。 ４．４（１８）　　８５．９（３５３）　　　９．７（４０）

３．学校評価に関する研修を
実施している。 ２９．０（１１９）　　６１．３（２５２）　　　９．７（４０）

４．既製の学校評価票を利用
している。 ２０．９（８６）　　６８．４（２８１）　　１０．７（４４）

５．独自の学校評価票を作成
している。 ２９．９（１２３）　　５９．４（２４４）　　１０．７（４４）

６．学校評価に取り組んでい

る先進校の事例を紹介して　　３０．９（１２７）　　５９．１（２４３）　　１０．０（４１）
いる。

７．学校評価を重点項目の一

つとして取り上げている。
３７．７（１５５）　　５２．３（２１５）　　１０．０（４１）

８．学校の外部評価の導入を
推進している。 １８．７（７７）　　７０．８（２９１）　　１０．５（４３）

９．個別の学校評価結果を集
めて検討している。 １６．８（６９）　　７３．０（３００）　　１０．２（４２）

１０．基本的に学校の姿勢に
ゆだねている。 ８０．８（３３２）　　１０．９（４５）　　　８．３（３４）

この結果をみると、設置基準の改正により上記のように２００２（平成１４）年度から学校

評価が努力義務として課せられたにもかかわらず、全体として本格的実施には程遠い実態

が看取される。「基本的に学校の姿勢にゆだねている」市町村教育長が圧倒的に多い

（８０．８％）。しかし、「（教育行政上の）重点項目の一つとして取り上げている」教育長

が３７．７％存在し、一定程度の認識は浸透しつつあるといえよう。３割程度の教育長が「研

修を実施している（２９％）」、「先進校の事例を紹介している（３０．９％）」などの結果も

これらを裏付けるものといえる。一方で、全項目とも「無回答」が１割存在することにも

留意しなければならない。表１５－２は、教育長として各学校に評価項目として重点的に取

り上げて欲しいものは何かを尋ねた結果である。新しい学習指導要領が全面的に実施され

た最初の年度ということもあり、「特色ある教育課程経営」の選択率が８３．７％と圧倒的に

高い。「教職員の意識向上」（４７．６％）、「学校の教育目標」（４６．４％）へも高い選択率

が与えられているように、比較的抽象的な項目にとどまり、全体として具体化の段階には

いたっていないことがうかがえる。表１５－３は外部（第三者）による学校評価への考えを

尋ねた結果である。外部評価への今日的関心は、学校評議員制の導入、浸透度に大きく左

右されることが思量される。外部評価者として誰を想定するのか、あるいは学校のどこを

どのように評価するのか、自治体によってまちまちである。「なんともいえない」（４２．８％）

の回答にみられるように、いまだ学校評議員制の効果（影響）がみられない現段階では期
待度のはうが高いことが指摘できる。
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表１５－２　評価項目として重点的に取り上げて欲しいもの

カテゴリー名　　　　　　　　　　　　　　　　　　件数（ｎ）　　有効割合（％）

１．学校の教育目標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８５　　　　　　４６．４

２．特色ある教育課程経営（新学習指導要嶺への対応）　　　　　３３４　　　　　　　８３．７

３．保護者との教育連携（ＰＴＡ等）　　　　　　　　　　　　　　１３５　　　　　　　３３．８

４．地域との教育連携（学校評議員等）　　　　　　　　　　　　１４７　　　　　　　３６．８

５．校内・校外研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８５　　　　　　　２１．３

６．校務分掌・運営組織　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１　　　　　　　７．８

７．教職員人事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７　　　　　　　１．８

８．施設設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１　　　　　　　２．８

９．学校評価活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４１　　　　　　１０．３

１０．教職員の意識向上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９０　　　　　　　４７．６

１１．学校予算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０　　　　　　　２．５

１２．その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　０．３

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９９　　　　　　　１００

表１５－３　外部（第三者）による学校評価について

件数（ｎ）　　　　　割合（％）

１．全く期待しない

２．あまり期待しない

３．なんともいえない

４．かなり期待する

５．非常に期待する

３

７３

１７６

１３８

１４

０．７

１７．８

４２．８

３３．６

３．４

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　４０４　　　　　　　　　１００

表１５－４は、これから学校評価が定着していく上でどのような検討課題があるのかに

ついての複数回答（３項目まで）の結果である。「評価結果の効果的活用」（６２．５％）が

際立って多く、従来から指摘されてきたように、反省会の形骸化が裏付けられるものとな

った。さらに学校側の「意識向上」（５７．３％）を求める声が強く、多岐にわたる「評価項

目や内容の精選化」（４９．８％）への支持率も高い。

表１５－４　学校評価が定着して行く上での検討課題

カテゴリー名　　　　　　　　　　　　　　　　　件数（ｎ）　　　有効割合（％）

１．評価項目や内容の精選化　　　　　　　　　　　　　　　１９９　　　　　　　　４９．８

２．評価するための特別な組織の設置　　　　　　　　　　　　６７　　　　　　　１６．８

３．評価結果の効果的活用　　　　　　　　　　　　　　　　　２５０　　　　　　　　６２．５

４．年度末反省の形式化からの脱皮　　　　　　　　　　　　１０７　　　　　　　　２６．８

５．現状維持を指向しがちな学校の意識改革　　　　　　　　１３９　　　　　　　　３４．８

６．評価そのものに対する敬遠姿勢のときほぐし　　　　　　　２６　　　　　　　　６．５

７．評価を円滑にすすめるための研修機会の強化　　　　　　　７１　　　　　　　１７．８

８．行政主導の評価システムの構築（試案の提示）　　　　　１０　　　　　　　　２．５

９．自律的学校経営への意識向上　　　　　　　　　　　　　　２２９　　　　　　　　５７．３

１０．地域・保護者への啓発活動　　　　　　　　　　　　　　　８０　　　　　　　　２０．０

１１．その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２　　　　　　　　　０．５

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４００　　　　　　　　１００

また、次年度に学校評価の結果が生かされているかどうかを尋ねた結果が表１５－５であ
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る。「かなり役立っている」とする回答が過半数を占めているものの（５１．９％）、判断保

留もしくは「役立っていない」とする回答も割合が高い（合計で４５．８％）。

表１５－５　学校評価が次年度の学校経営・教育活動の改善に十分に役立てられているか
＿二＿＿＿＿．．≒■．．■．■≠．■．∴‾．て．‾．．■．１‾二丁二‾丁∴‾＿‾二＿‾＿＿‾＿＿＿．‾．‾．．．．‾．．．．■．．■．．■．－．■．．■．．■．．－．－．－．■＿＿＿＿＿二＿＿＿＿＿＿＿二＿＿＿　　　＿＿＿＿＿＿　‾‾　‾　　　　　　　　　　　　　　‾　‾‾　　‾＿‾＿　　‾‾　‾‾　‾　二‾▲▲‾‘‘‘＿＿＿二二二二二＿＿＿＿■＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‾＿＿．．■≠．■．．■．．■≠．■∴１二：＝］二丁．．‾‾．‾．‾．‾‾‾

件数（ｎ）　　　　割合（％）

１．非常に役立っている

２．かなり役立っている

３．どちらともいえない

４．あまり役立っていない

５．全く役に立っていない

以下、学校評価の実態について問うた。表１５－６は外部（第三者）による学校評価を実

施しているかどうかを尋ねた結果である。７４．４％の市町村で未着手であることがわかる。

さらに授業評価を含んで児童生徒も評価活動に参加させることについての意識（表１５－７）、

学校評価活動への児童生徒への参加の実態（表１５－８）、評価結果の公開についての意識

（表１５－９）についてまとめた。現在、児童生徒が学校評価活動へ参加している市町村は

＆３％にとどまっているもの、今後、児童生徒を学校評価活動に参加させることについて「あ

る程度賛成」と「全く賛成」を合計すると５３．７％と過半数を超す。ここにも理念先行型の

特徴が見出される。児童生徒も評価の主体として位置づける事例は、各地の実践を踏まえ

ながら全国で広がっていくことが予想される。学校評価の結果を保護者や地域住民に公開

することについては「ある程度賛成」と「全く賛成」を合計すると７２．３％であった。今回

の調査では評価結果公開の形式は尋ねていないが、教育委員会が学校評価を主導し、その

結果を集計して公開するという方式ではなく、あくまでも学校の主体的な学校評価への取

り組みと、評価結果を保護者、地域住民までを対象に公開する姿勢を求めていることがう

かがえる。なお、学校評価の研究校に指定されている学校では、ホームページ上で一部公

開している例も漸増している。

表１５－６　外部（第三者）による学校評価の実施の有無

件数（ｎ）　　　　　割合（％）

１．ある

２．ない

３．検討中

表１５－７　児童生徒も評価活動（授業評価も含む）に参加させることについて
‾‾‾‾‾丁．Ｔ．‾．‾．‾．丁．て．‾∴て．て．て丁．．‾．Ｔ二‾∴‾．．．．．‾．．‾．．．‾．．＿＿＿＿＿＿‾＿‾＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾　　　　　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿　　　＿∴二＿＿＿＿＿＿＿＝二＿二＿＿＿＿＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．．‾．．．．‾．．‾．．■．－．■．．‾．‾．‾．Ｔ．‾．．‾．‾‾．Ｔ‾．‾．‾．て．：‾．‾‾二‾丁‾▲‾‾‾‾‾‾▲‾．‾　‾．‾‾：‾

件数（ｎ）　　　　　　割合（％）

１．全く賛成しない

２．あまり賛成しない

３．なんともいえない

４．ある程度賛成

５．全く賛成

１２

７４

１０１

１９３

２４

３．０

１８．３

２５．０

４７．８

５．９

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　４０４　　　　　　　　　　１００
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表１卜８学校評価活動への児童生徒の参加　　割鯛件数（ｎ）

中

る
　
い
　
討

あ

な

検

ｌ
　
　
り
］
　
　
３

３３　　　　　　　　　　　８．３

３２８　　　　　　　　　　８２．２

３８　　　　　　　　　　　９．５

表１５－９　学校評価の結果を保護者や地域住民に公開
■■■■■■■　　　　　　　　　　　　－－－－－　　　　　　　　　－－－　　　　　　　　　　　－－－　－－　－　　　　－　　　　－　　　　　　　　　‾‾－　‾‾‾‾

件数（ｎ） 割合（％）

１．全く賛成しない

２．あまり賛成しない

３．なんともいえない

４．ある程度賛成

５．全く賛成

５

３５

７２

２３９

５３

１．２

８．７

１７．８

５９．２

１３．１

合計　　　　　　　　　　　　　　４０４　　　　　　　　１００

第２節　小学校・中学校の校長調査
学校の自主性・自律性が確立されるためには、冒頭で記したように今や「ブーム」化し

ている学校評価がどのようなプロセスを経て、どのような手法で取り組まれ、それがどの
ような影響（効果）をもたらしているかを解明する作業が不可欠である。第１節で明らか
になったように、学校評価の実態は、教育委員会から学校へ、検討もしくは実施の依頼が

なされているにすぎず、表１５－１でみたように手引書まで作成して学校評価への取り組み
を奨励している教委は少ない（４．４％）。その結果、学校評価は全体として各学校の自助努

力に頼らざるを得ない現状となっている。かかる状況を意識しつつ、小学校、中学校に分
類して「学校評価への取り組み」の態様を問うた結果が表１５－１０である０この結果をみ
ると、小・中学校とも「既存の組織を使って学校評価を行っている」ケースが多い（平均
５６．７％）。だが、依然として「組織的に学校評価を行っていない」学校の割合も高い。（平

均２１．４％）。

表１５－１０学校評価への取り組み　　　　小学校　中学校件数（％）

１．学校評価のために、評価委員会など特
別の組織を設置し、実施している。

２．運営委員会（企画委員会）などの既存

の組織を使って学校評価を行っている。
３．特に学校として組織的に学校評価を

おこなっていない。

４．その他

５．無回答
■■■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾

合計

７７（１３．９）

３０５（５５．０）

１３５（２４．３）

３６（６亡５）

２（０．４）
‾　‾■

５５５（１００．０）

１５７（１４．９）

６０７（５７．６）

２０９（１９．８）

７９（７．５）

２（０．２）
■

１０５４（１００．０）

２３４（１４．５）

９１２（５６．７）

３４４（２１．４）

１１５（７．１）

４≦０・２≧

１６０９（１００．０）

前設問で「３．特に組織的に学校評価を行わない」と回答した学校３４４校のうち、２６９校

（７８．２％）が「今後、学校評価を行う予定がある」と回答しており、次年度以降の進展が

期待される。本調査では、上記１．「特別の組織を設置し実施している」及び２・「既存の組

織を使って学校評価を行っている」学校（小学校７６４校、中学校３８２校、合計１１４６校）

を対象に重ねて回答を求めた。最初に尋ねたのは「学校評価への参加者はだれか」であり、

結果は表１５－１１に示す通りである。
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表１５－１１学校評価への参加者

件 数 （％ ） 小 学 校 （％ ） 中 学 校 （％ ）

１．校 長 １０５６（９２．１） ７１６（９３．７） ３４０（８９．０）

２．教 頭 １０７９（９４．２） ７２５（９４．９） ３５４（９２．７）

３．教 務 主 任 １０８２（９４．４） ７２２（９４．５） ３６０（９４．２）

４．一 般 教 員 １０７８（９４．１） ７２７（９５．２） ３５１（９１．９）

５．事 務 職 員 ７９７（６９．５） ５５３（７２．４） ２４４（６３．９）

６．保 護 者 （ＰＴＡな ど ） １７１（１４．９） １１０（１４．４） ６１（１６．０）

７．児 童 生 徒 ８６（７．５） ４９（６．４） ３７（９．７）

８．学 校 評 議 員 １１５（１０．０） ７５（９．８） ４０（１０．５）

９．地 域 住 民 １７（１・．５’） ９（１．２） ８（２．１）

１０．そ の 他 ２８（２０４） １８（２．４） １０（２．６）

無 回 答 １１（１．０） １８（２．４） ６（１．６）

合 計 １１４６（１００．０） ７６４（１００．０） ３８２（１００．０）

このように、学校評価の主体については、校長、教頭、教務主任、教員を軸とする従来
の内部評価型パターンが強くうかがえる。換言すれば、児童生徒が「内部評価者」として
認識されておらず（７．５％）、前節でみた市町村教育長調査結果と同様に、児童生徒の参加

型評価や第三者を組み込んだ評価はほとんど浸透していないことが明らかである。

図１５－１学校評価の時期

図１５－３　評価の対象

年度毎に
４１％

図１５－２　評価票の種類

図１５－１は学校評価を実施している学

校を対象に、その時期を尋ねた結果であ

る。年度毎に実施しているものが４１％、

学期毎に実施している学校が４８％であ

る。評価票は用いないけれども話し合い

で評価を行う学校もみられるが、はとん

どの学校が（８４％）評価票を用いた学校

評価をとりいれていることがわかる。図

１５－２はどういった評価票を用いている

かを尋ねた結果である。圧倒的に学校独

自に作成した評価票を使用している場合

が多い（９２％）。また、図１５－３は主に

どのような対象について学校評価を行っているかを尋ねた結果である。ほとんどの学校で

は教育・経営活動全般にわたって評価している（９５％）。これらの結果から、大要、次の

様な学校評価の姿が浮かび上がってくる。すなわち、学校独自に評価票を作成し、それを
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おおむね学期毎に、しかも学校の教育・経営活動全般にわたって評価している姿である。

そして、表１５－１２では評価結果を誰に対して公表しているかを示した。これによれば、

小・中学校平均で９７．６％が教職員に公表しており、保護者へは２５．５％、地域住民に対して

は６．１％にとどまるなど、このことからも地域や保護者を巻き込んだ形での評価とは言い

がたいことが看取される。さらに、「学校評価が次年度の学校経営活動や教育活動の改善

に十分に役立てられているとお考えでしょうか。」との問いに対しては「非常に役立って

いる」と「かなり役立っている」を合計すると８１．４％に達した（表１５－１３）。学校評価

を行っている学校の満足度は比較的高いものとなっているといえよう。

表１５－１２評価結果の公表対象
‾：‾　　　　‾‾‾‾＿‾‾二⊥」」Ｌ　　＿‾　　　　　　　　　　　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

カテゴリー名　　　　　　小学校（％） 中学校（％）

１．教職員

２．教育委員会
３．保護者

４．児童生徒
５．地域住民

６．その他

７．無回答

７４３（９７．３）

１１９（１５．６）

１９１（２５．０）

５２（６．８）

４５（５．９）

３５（４．６）

５（０．７）

合計（％）

３７５（９８．２）

７０（１８．３）

１０１（２６．４）

３４（９．７）

２５（６．５）

２１（５．５）

１１１８（９７．６）

１８９（１６．５）

２９２（２５．５）

８９（７．８）

７０（６．１）

５６（４．９）

５（０．４）

表１５－１３次年度の学校経営活動や教育活動の改善に十分に役立てられているか。

小学校（％）　　　　中学校（％）　　　　　　合計（％）

１．非常に役立っている　　　　８３（１０．９）　　　　２４（６．３）

２．かなり役立っている　　　　５３７（７０．３）　　　　２８９（７５．７）

３．どちらともいえない　　　　９５（１２．４）　　　　５６（１４．７）

４．あまり役立っていない　　　２６（３．４）　　　　　４（１．０）

５．全く役に立っていない　　　　２（０．３）　　　　　３（０．８）

１０７（９．３）

８２３（７２．１）

１５１（１３．２）

３０（２．６）

５（０．４）

合計　　　　　　　　　７６４　　　　　　　　３８２　　　　　　　　　１１４６

表１５－１４今後重点化したい評価項目

カテゴリー名　　　　　　　　　　　　　　　小学校（％）　中学校（％）　合計（％）

１・学校の教育目標　　　　　　　　　　　　　　　　３４３（３２．５）　１７６（３１．７）　５１９（３２．３）

２・特色ある教育課程経営（新学習指導要領への対応）　　８３３（７９．０）　４４６（８０．４）１２７９（７９．５）

３．保護者との教育連携（ＰＴＡ等）　　　　　　　　　　３１８（３０．２）　１６７（３０．１）　４８５（３０．１）

４．地域との教育連携（学校評議員等）　　　　　　　　２８１（２６．７）　１４０（２５．２）　４２１（２６．２）

５・校内・校外研修　　　　　　　　　　　　　　　　　３５１（３３．３）　１６５（２９．７）　５１６（３２．１）

６．校務分掌・運営組織　　　　　　　　　　　　　　　２１２（２０．１）　１１２（２０．２）　３２４（２０．１）

７．教職員人事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６２（５．９）　　５８（１０．５）　１２０（７．５）

８．施設設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５７（５．４）　　　２９（５．２）　　８６（５．３）

９．学校評価活動　　　　　　　　　　　　　　　　　１７９（１７．０）　　８８（１５．９）　２６７（１６．６）

１０．教職員の意識向上　　　　　　　　　　　　　　　４１５（３９．４）　２２４（４０．４）　６３９（３９．７）

１１・学校予算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４（３．２）　　１６（２．９）　　５０（３．１）

１２・その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６（０．６）　　　５（０．９）　　１１（０．７）

１３・無回答　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０（０．９）　　　５（０．９）　　１５（０．９）

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０５４　　　　　５５５　　　　１６０９

表１５－１４は第１節で示した市町村教育長と同様の選択肢を用意した設問、「学校経営

構想のうち、今後、重点化したい評価項目を３つまで選択してください。」の結果である。

これをみれば、教育長調査と同様に「特色ある教育課程経営（新学習指導要領への対応）」
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の選択率が７９．５％と際立って高い。教育長との意識の相違については後述するが、しばら

くは教育課程を重点的に取り上げようとする傾向が続くことが予想される。また、教職員

の意識向上をあげる校長も目立った（３９．７％）。

表１５－１５は外部（第三者）による学校評価への期待度を尋ねた結果である０小・中と

もはば同様の傾向を示しており、期待度は決して高いとは言えない０外部評価とは何か、

外部評価者には誰が含まれるのかといった議論は、先行地区においても展開されている０

それぞれの学校の立地や環境を考慮しつつ、学校内で十分な検討がなされることが必要で

あろう。

表１５－１５外部（第三者）による学校評価

開脚脚醐酬紳脚酬醐「両面許 合計（％）中学校（％）

１．非常に期待する

２．かなり期待する

３．なんともいえない
４．あまり期待しない

５。全く期待しない

２１（２．０）

３３９（３２．２）

４４２（４１．９）

２３１（２１．９）

１３（１．２）

１０（１．８）

１７４（３１．４）

２４７（４４．５）

１１２（２０．２）

９（１．６）

合計　　　　　　　　１０５４

３１（１．９）

５１３（３１．９）

６８９（４２．８）

３４３（２１．３）

２２（１．４）

次に、自律的学校経営の構築に関して、「教育委員会の有していた権限の一部を学校に

委譲し、学校が自らの責任のもとに経営を行える態勢を整えるためには、今後、貴校での

学校評価のあり方はどのようにあるのが望ましいと思わわれますか。」という問いについ

て「全くそう思う」から「全くそう思わない」の５段階で回答を求めた。そして、最後に

「学校評価をおこなうことは、学校運営上、どのような影響がでると思われますか０」の

設問にも５段階で回答を求めた。その結果をそれぞれ表１５－１６及び表１５－１７に示した。

表１５－１６によれば、「評価結果を教育活動に生かすしくみを整える」ことへの支持率

が９０％を超えきわめて高い。また、「年度あるいは学期ごとに重点項目を掲げて評価する」

割合と「毎年、総括的な評価を実施する」割合が８０％弱と括抗しており、学校評価の手法

の面では、試行・検討の段階にあるといえよう０第三者（学校評議員など）を交えての学

校評価を推進する」意識についてはほぼ５０％であり、前述のとおり、学校評議員制の浸透

度に左右される。一方、「管理職が中心となって学校評価を実施する」ことへの支持率は
２４％であり、教職員全体で学校評価に取り組む姿勢は徐々に構築されていることがうかが

えるものとなっている。

学校評価の影響への考え方（表１５－１７）をみれば、肯定的な意識が強い傾向にあること

がうかがえる。なかでも「保護者や地域住民に説明責任を果たすうえで有効である」が７０％

超、「教職員の態度や学校の雰囲気が変わり学校が活性化する」、「特色ある学校づくり

に役立つ」もそれぞれ６０％超などの結果にみられるように、学校評価の方法やプロセスは

いまだ手探りではあるものの、学校評価の効果によせる期待は大きいといえる。学校評価

の実施によって、これまでの学校の強い前例踏襲主義、保守性をゆさぶる契機としたいと

いう校長の姿勢の現れであろう。これも前述のように学校評議員制の影響がプラスに作用

すれば、特色ある学校づくりに資する学校評価システムも飛躍的に整備されることが期待

される。

－－２０６－



表１５－１６学校評価のあり方

評価結果を学校経営・教育活動に生かすしくみを整える

評価活動そのものよりも、評価に対する意識を深める

管理職が中心となって学校評価を実施する

児童生徒も評価活動（授業評価を含む。）に参加させる

年度あるいは学期ごとに重点項目を掲げて評価する

毎年、総括的な評価を実施する

第三者（学校評議員など）を交えての学校評価を推進する

教職員個人の自己評価を重視する

田全くそう思う

８かなりそう思う

ロどちらとも思わない

□あまりそう思わない

■全くそう思わない

２０％　　　　　　　　　４０％　　　　　　　　　６０％　　　　　　　　　８０％　　　　　　　　１００％

表１５－１７　学校評価の影響

学校と家庭・地域社会との間に対立や葛藤を招きやすくする

特色ある学校づくりに役立つ

学校評価のための業務が増えて多忙になる

学校経営や教育活動が萎縮したり、形骸化する可能性がある

保護者や地域住民に説明責任を果たすうえで有効である

教職員の態度や学校の雰囲気が変わり学校が活性化する

学校と家庭・地域の連携協力を促進する条件をつくる

ロ全くそう思う

白かなりそう思う

ロどちらとも思わない

□あまりそう思わない

■全くそう思わない

０％　　　　２０％　　　　４０％　　　　６０％　　　　８０％　　　１００％
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おわりに一新しい知見と今後の課題一

本章では、市町村教育長及び小中学校の校長に対して、学校評価の実態や意識に関する

調査結果を整理した。今般の地方分権化動向に沿って学校の特色作りが強く求められてい

ることから、本研究１年目の聞き取り調査の結果、各学校においても行政依存の体質から

徐々に脱していく事例も散見されるようになってきた。今回の調査では、市町村教育長、

小・中学校長の３者に共通して「今後重点化したい評価項目」を問うた。それぞれの結果
は第１、２節ですでに示しているが、表１５－１８でまとめてみてみよう。

表１５－１８　今後重点化したい評価項目

カテゴリー名　　　　　　　　　　教育長（％） 小学校（％）　中学校（％）　合計（％）

２・特色ある教育課程経営　　　　　　　　３３４（８３．７） ８３３（７９．０）　４４６（８０．４）１２７９（７９．５）

７・教職員人事　　　　　　　　　　　　　７（１．８） ６２（５．９）　　５８（１０．５）　１２０（７．５）

８・施設設備　　　　　　　　　　　　　１１（２．８） ５７（５．４）　　２９（５．２）　　８６（５．３）

９・学校評価活動　　　　　　　　　　　　４１（１０．３） １７９（１７．０）　　８８（１５．９）　２６７（１６．６）

１０・教職員の意識向上　　　　　　　　　１９０（４７．６） ４１５（３９．４）　２２４（４０．４）　６３９（３９．７）

１１・学校予算　　　　　　　　　　　　　１０（２．５） ３４（３．２）　　１６（２．９）　　５０（３．１）

１２・その他　　　　　　　　　　　　　　１（０．３） ６（０．６）　　　５（０．９）　１１（０．７）

１３・無回答　　　　　　　　　　　　　　　０（０．０） １０（０．９）　　　５（０．９）　１５（０．９）

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９９ １０５４　　　　　　５５５　　　　１６０９

教育長と校長の間で見解が大きく異なる項目をみると、「学校の教育目標」、「地域と

の連携」、「校内・校外研修」、「校務分掌・運営組織」があげられる（網掛け部分）。

行政側は「学校の教育目標を明確にして地域と連携をはかることを期待し、そのために教

職員の意識向上をはかりたい」という姿勢が比較的強く看取される。一方、校長側は「教

職員の意識を高めるために各種研修がまだ必要であるし、施設設備や人事面からも考える
ことも比較的重要だ」と考えているともいえる。

ただいずれにおいても、学校評価によって「教職員の意識向上」がねらわれている（そ

れぞれ４７．６％、３９．７％）。しかし、教職員の間には強く多忙感や焦燥感が横たわっている

こともまた、国立教育政策研究所などの学級経営に関する調査（小松郁夫はか）で明らか

にされており、精神的な問題を抱える教員への対応や指導力不足教員の問題など、意識向

上を図る以前に取り組むべき課題も少なくない。そうしたことに配慮せずに、ただ学校評

価の実施を迫る動きは、かえって学校評価の形骸化を助長するのではないかと危倶される。

そのためにも、各地で教育センター等における実践研究を蓄積し、その結果を共有し、

行政と学校が協同しつつ評価システム作りを推進する必要があることはいうまでもない。

付言すれば、現在、学校評価に取り組んでいる学校は、取り組む以上は成果を得たいとい

う姿勢を強く持ち、いわば、本格的な学校評価に正面から挑むという姿勢が全体的な傾向

として指摘できる。もちろん、労力と時間を使った学校評価の結果に何らかの意義を見出

したいという姿勢が強いことは当然であろうが、学校を何とか「改善」したいという気持

ちが強く、結果、満足度も当初の期待ほど高くないという姿が浮かび上がる。ここには、

一方で学校の弱みを克服しようとする指向をみることができる反面、その弱点にしか目を

向けずに、学校の強みやもっと発展しうる側面に対する視点を欠落させる危険性が潜んで

いるといわねばならない。そのため、学校の活力を弱めることにもなりかねない。
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今後の学校評価では「外部評価」がクローズアップされることが予想される。すでに外
部評価が始まった品川区の取り組み状況に照らしてみると、学校組織の内熟、それを促進

するファシリテ一夕ーの育成、評価結果をもとに学校経営を自律的に展開しうる管理職の

マネジメント能力の向上、そして学校では対応しえない問題に対する支援システムの構築

などを、いかに展開していくかがあわせ考えられて行かねばならない。そうした点を看過

して、一部の地域にみられる、チェックリスト方式の開発や実施だけをもって学校評価の

確立と捉える指向は、学校の自律性を空洞化させる危険に満ちている。

本章でみたように、学校の自主性・自律性を高めるためには、いつ、誰が、何を、どの

ように評価すべきなのかについて、そのルールやシステム作りがこれまで以上に重要な作

業となるであろうし、いっそうの実践的な進展が期待される。それだけに、本学会として

も、ただ必要性や重要性を説くだけでなく、これまで等閑視してきた学校評価研究を学校

組織開発研究とリンクさせて、いかにすれば学校が自律的に組織発達を可能とするのかに

ついて、日本の学校経営実態に即して検討していくことが求められる。

（高妻紳二郎・木岡一明）
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第１６章　学校選択・通学区域の弾力化と自律的学校経営

はじめに

平成１５

川区や日野市の「通学区域の弾力化」にともなう公立小・中学校選択制導入をモデルにし

ｌ／▼′｝　▲ヽ′　ｌ／⊥一【ヽ■’▼　‾’

た地方自治体（足立区、江戸川区、江東区、港区や多摩市等）の数は急上昇している。
公立小・中学校選択制導入は、現在のところ通学区域の弾力化という地方教育行政の規制

緩和政策の１つである。通学区域の弾力化は、児童生徒やその親の希望により、指定され
ている学区外通学を認めることである０特に、首都圏の人口密集地域で、周辺地域に複数

の公立学校がある場合、通学の便、友人関係、いじめ・不登校等様々な理由によりこれま
でも少なからず学区外通学を認めてきた。また、少子化と同時に私立学校との競合による

公立学校の危機感が背景にある０さらに、地方の過疎化した地域の学校が、広域から児童

生徒を集め、地元の学校の存続を希望する地域住民と教育委員会が連携しながら学校存続
のために通学区域外の児童生徒を積極的に受け入れている学校も現れるようになった０
本章では、「学校選択」という言葉を、現行の公立学校における通学区域の弾力化または

廃止にともない、「児童生徒やその保護者が複数の公立学校から１校を選択すること」に
した。日本の公立小・中学校は、憲法や教育基本法により、日本中どこでも、すべての子
どもに平等に教育保障を行うという前提で、子どもの通う地元の（通学区域の）公立小・

中学校は、あらかじめ行政（教育委員会）当局が決めている。近年の少子化傾向や地元住
民の要望によりその通学区域を弾力化、または、廃止する自治体が現れ、結果として、公

立の学校選択制を導入した自治体が増加している０
文部科学省（以下、文科省と略す）の通学区域に対する政策動向を見ると、臨時教育審

議会の第三次答申（１９８７（昭和６２）年５月）の中で、次のような提言が行われた。
「現行の通学区域制度は、義務教育について、その適正な規模の学校と教育内容を保障し、
これによって教育の機会均等とその水準の維持向上を図るという趣旨から行われてきた制

度であるが、今次答申において、現行の市町村教育委員会の学校指定の権限は維持しつつ、

地域の実情に即し、子供に適した教育を受けさせたいという保護者の希望を生かすために、

岩警這芸笠芸喜笠慧悪霊学芸悪霊慧諾慧慧慧墓蓋悪さ覧慧莞票差慧莞慧至讐苧

年度から、東京都立高校の学区制が撤廃された。これまで注目を浴びてきた品＿　＿　　　＿一　■　」．＿＿▲　＿■　　■　＿　ヽ′　　一　　　　ヽ　　　　　＿＿　　′　　－－ヾ■．－ヽ　　ヽ　＿　■ｔ

（下線は筆者）

この提言は、

や拡大、また、

つかの自治体で

の受け入れ等」

進という観点から、規制緩和政策の１つとして、「通学区域の弾力化」等が議論され、公立
ヽ′ノ′　ノ）く－１ノ　／　ヽ‾１　ヽ′　’■　」　　▼′　■ｌ‾■ｌ■ｒ‾■ｌイ′，’

学校選択と通学区域の弾力化が一層の広がりを見せた０
その中で、各学校は、児童生徒や地域住民の様々なニーズに耳を傾け、児童生徒の実態

を把握し、学校選択を前提に特色ある学校づくりが求められてきた０例えば、学校評議員

臥学校開放や公開授業、自校ホームページの作成等を通じて、児童生徒やその保護者、
地域社会に対して、各学校の教育活動やその内容を公開し、特色ある学校づくりの取り組

みを自己点検・自己評価する学校が増えてきた０結果として、公立学校選択制の導入により、

社会や地域住民から各学校が学校評価を受けることになってきた０
公立学校選択制導入に対する議論の中で、東京大学の藤田英典（１）は、単純に経済学の市

場原理を公立学校選択制に導入することは、理念なき教育改革を助長する危険性を率むも
のとして導入反対の立場をとっている０また、学校選択制の理念は、単に市場原理による

競争効果を目指すものではなく、「規制された市場」における教育改革の触媒とみなす東京

「通学区域の弾力化」について、既存の通学区域における、調整区域の設定
指定校変更や区域外就学の受け入れ等を指している０その後、全国のいく
「通学区域の弾力的運用」という形で具体的に「指定校変更や区域外就学

の制限緩和が行われるようになった０１９９０年代に入り、政府の行政改革推ｌ
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都立大学の黒崎勲（２）の主張は、官僚制教育制度改革に希望をもたらすものであるとの立場
である０確かに競争原理は、公立学校の効率性や透明性を向上する可能性を秘めているが、
それに伴う副作用として、公立学校の明確化する格差や閉校等による排除システムが生じ

ると予想される。市場原理の排除システムと公立学校の公共性のバランスをどこに取るか
という課題が生じている。

公立学校選択制導入が広がりを見せる中で、各学校の教職員が自らの教育理念を学校運

営に直接反映することもできる。しかし、現状の問題点の１つは、教職員人事や学校予算

に対する校長や教職員の権限は極めて限られている０その反面、各学校が自らの教育活動
に対する結果責任を負わされることになる０その意味では、都道府県教育委員会、市町村
教育委員会、や各学校は、学校選択制に対する理念や具体的な課題を明らかにする必要が

ある。そこで、現状の公立学校選択や通学区域の弾力化の状況について、自律的学校経営

という観点から、都道府県教育長（第１節）、市町村教育長（第２節）、小・中学校長（第
３節）ごとにアンケート結果（３）を別けて考察した。

第１節　都道府県教育長調査

公立小ヰ学校選択制導入は、現在のところ通学区域の弾力化という地方教育行政の規制

緩和政策の１つとみることができる。通学区域の弾力化は、児童生徒やその保護者の希望
により、学区外通学を認めることである。特に、首都圏の人口密集地域で、周辺地域に複
数の公立学校がある場合、通学の便、友人関係、いじめ、不登校等様々な理由により学区

外通学を認めている事例が散見される。また、地方の過疎化した地域の学校が、広域から
児童生徒を集め、地元の学校の存続を希望する地域住民と連携する事例等もある。

そこで、都道府県教育長のアンケートでは、次のような質問項目を設けた。

室≡≒≡≡≡≒一書‾享≡ニ‾享≒
この質問項目に対して、２３の都道府県が「１・ある」と回答した。２２の都道府県が「２．

ない」と回答した。また、無回答は２都道府県であった。都道府県教育委員会が把握して
いる「通学区域の弾力化」または「学校選択」を導入している自治体数は、全部で２３０市

区町村であった０他方、第２節の市町村教育長のアンケート（Ｑ２６：貴市町村で、公立小学
校及び中学校の通学区域を弾力化している事例がありますか。）結果では、１県を除いて、
全国の都道府県教育委員会管下の市町村で、「通学区域の弾力化」の事例が報告されている。

文部省（現文部科学省）は『通学区域制度の運用に関する事例集』（４）を１９９７（平成９）
年と２０００（平成１２）年に示し、全国６０以上の自治体の取り組みを紹介した。これらの事

例集では、「通学区域」の法的規程がないため、地理的状況、歴史的経緯や住民感情等、地
域の実態に応じて各市町村教育委員会の判断に基づいて、「通学区域の弾力化」が設定され

ていると指摘している０学校教育法施行令第７、８条を根拠に、児童・生徒の就学校変更
や学区外就学等の「通学区域の弾力化」が、各市町村教育委員会の判断で行われているた

めに、全国の約半数の都道府県教育委員会が、管下の各市町村教育委員会の「通学区域の
弾力化」について動向の全てを把握していないということが分かる。

さらに、都道府県教育委員会は、「通学区域の弾力化」について、「保護者の申立てによ

り指定校の変更や区域外通学」や「特認校制度」等を報告している。また、大規模学校の
事例として、過大規模化防止のため、当該学校への学区外通学を認めないが、当該学校か

らの学区外通学を認めている事例等がある。このように、都道府県教育委員会が、意図的
に自律的学校経営の観点から、「学校選択・通学区域の弾力化」等の教育政策を推進してい
るかどうかの判断は、このアンケート結果からでは分からない。
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第２節　市町村教育長調査
（１）市町村の学校選択・通学区域の弾力化の現状

児童生徒やその父母が、学区外通学を希望する理由は様々である。しかし、市町村教育

委員会が、通学区域の弾力化による学校選択制を導入する背景の１つには、少子化による
当該自治体の就学児童生徒数の減少がある。学校選択制導入の動きは、「通学区域の弾力

化」により、その方法、形態、特徴等は概ね次のように分類できる。具体的に、「指定校変
更、区域外就学申請基準に基づく申請書の工夫」、「通学区域の緩和」、「小規模特認校」、
「調整区域の設定」等である。

すなわち、通学区域の弾力化や学校選択制の導入により、市町村教育委員会が、公立学

校の統廃合を行政主導で進めるのではなく、児童生徒の希望や地域住民の要望を聞きなが
ら、結果として公立学校の統廃合を行う教育政策の１つと見なすことが出来る。
学校選択・通学区域について、市町村教育長のアンケートでは、次のような質問項目を

設けた。
「貴市町村で、公立小学校及び中学校の通学区域を弾力化している事例がありますか。

次の中から該当するものに一つ○印をお付けください。１・ある。　２・ない。」（Ｑ２６）
「前間Ｑ２６で「１．ある」とお答えの方にお尋ねします。その場合、どのように通学区

項の弾力化を行っていますか。次の中から該当するものを選び、○印をお付け下さい。
１．指定校変更、区域外就学申請基準に基づく申請書の工夫、２．通学区域の緩和、３．

小規模特認校、４．調整区域の設定、５．その他」（Ｑ２７）
この結果、通学区域の弾力化や学校選択制の導入事例が「ある」と答えた市町村教育委

員会は、全体の３５％（３９４市町村中１３６）であった。また、市町村の人口規模別による通

学区域の弾力化の事例を見ると、表１６－１のように、自治体の人口規模が３万人以上を境

に、通学区域の弾力化の事例が「ある」自治体数が、「ない」自治体数を上回っていた。一

般的に、通学区域の弾力化導入の目安として、市町村の人口規模が３万人程度であること

がわかる。

さらに、「学校選択の導入・通学区域の弾力化」の具体的な方策として、最も多かった項

目が、「指定校変更、区域外就学申請基準に基づく申請書の工夫」（６２市町村、３９％）、「通

学区域の緩和」（４０市町村、２５％）、「調整区域の設定」（３０市町村、１９％）、「小規模特認

校」（１２市町村、８％）の順であった。「その他」で回答した１７市町村の内訳の主なもの

は、次の通りである。

（例）＊　保護者の申請をそのまま認める（一応教育委員会で協議して）

＊　いじめ、不登校などに対しての教育的配慮

＊　外国人子女、外国人就学等

＊　特殊学級入学該当者の区域外就学

＊　過疎地域で休校中のため

＊　選択区域の設定

このように、通学区域の弾力化や学校選択制の導入事例が「ある」と答えた市町村教育

委員会は１県を除き、全国に存在していた。

（表１６－１）人口規模別による通学区域弾力化の事例

人 口 規 模
通 学 区 域 弾 力 化 の 事 例

あ る な い 計 （％ ）

１０万 人 以 上 １９（ ５９．４） １３（ ４０．６） ３２（１００．０）

３万 人 以 上 ～ １０万 人 未 満 ３３（ ５６．９） ２５（ ４３、ｌ） ５８（１００．０）

１．５万 人 以 上 ～ ３万 人 未 満 ２２（ ３７．３） ３７（ ６２．７） ５９（１００．０）

０．Ｓ万 人 以 上 ～ ｌ．５万 人 未 満 １９（ ２４．４） ５９（ ７５．６） ７８（１００．０）

０．５万 人 以 上 ～ ０．８万 人 未 満 ２６（ ３６．６） ４５（ ６３．４） ７１（１００，０）

０．５万 人 未 満 １７（ １８．５） ７５（ ８１．５） ９２（１００．０）

計 （％ ） １３６（ ３４．９） ２５４（ ６５．１） ３９０（１００．０）

－２１３－



（２）学校選択・通学区域の弾力化の有効性

また、この質問に先立ち、市町村教育長や小・中校長に対して、学校選択や通学区域の

弾力化が自立的な学校経営や学校を活性化するととに、有効性であるかどうかの意識調査

項目（市町村教育長Ｑ９、小・中校長Ｑ５）を設けた。具体的には、次のような質問項目で
ある。

「貴殿は、学校が地域に開かれた、特色ある学校づくりを自主的・自立的に推進し、学

姪教育を活性化するためには、今後、どのような方策を講ずるのが有効であると思わ担享

すか０次の項目について、それぞれ有効性の程度を５段階で評価して下さい。各項目の評
価尺度（５段階尺度：＿＿＿１；はとんど有効でない、２；あまり有効でない、３；どちらともいえ

ない、４；かなり有効、５俳常に有効）の番号に○印をお付けください。」この質問の第４
項目が「学校選択の導入・通学区域の弾力化」である。

市町村教育長が、学校選択の導入・通学区域の弾力化について、自律的学校経営の観点
から、有効であると評価している割合（４；かなり有効と５；非常に有効の和）は、全体（３９４
市町村）の３２％（１２５市町村）であった。反対に有効でないと評価している割合（１；ほ

とんど有効でないと２；あまり有効でないの和）は１９％（７６市町村）であった。このよう
に市町村教育長の約３人に１人の割合で、自律的学校経営の観点から、学校選択の導入・
通学区域の弾力化が有効であると評価している。

市町村教育長は、単に、学校選択の導入・通学区域の弾力化だけでは、自律的学校経営

を推進する力としては十分に有効ではないと判断していた。しかし、東京都品川区の公立
小・中学校の事例のように、学校選択を前提に特色ある学校づくりが進められている。そ
のために学校開放や公開授業、自校ホームページの作成等を行う学校も見られる。品川区

の事例は、児童生徒やその保護者、地域社会に対して、各学校の教育活動やその内容を公
開し、特色ある学校づくりの取り組みを自己点検・自己評価しようというものである。

第３節　小・中校長調査

（１）小学校・中学校での「通学区域の弾力化」の現状

各学校における学区外通学の児童生徒の受け入れが公立学校選択制に発展して、児童生

徒が市内全域の公立小・中学校の中から選択できる制度を導入したり、検討中の市区町村
が現れるようになった。現実には、各学校の教職員人事権や学校予算編成権については、

教育委員会に権限があり校長にない。公立学校選択制では、各学校の校長が、自らの教育
理念を学校運営に反映させ、他方、自らの教育活動に対する説明責任を問われることにな

る０学校選択・通学区域の弾力化の導入により、各学校の校長は、学校選択の理念を明確
にすることが求められる。このような観点から、各小・中校長に対して、現状の学校選択・
通学区域の弾力化についての現状とその有効性について尋ねた。

小・中校長のアンケートは、学校選択・通学区域の現状について、次のような質問項目
を設定した。

「墓跡において」通学＿区頃以外から通っている児童生徒はどの位いますか。．次の中かを
該当するもの卓二⊇選び、○印をお付けください。１．５％未満、２．５％以上～１岬皐遇」

３－－－－「－－－－１０％以キ～型孝養満、４・２０％～３０％未満、５・３０％～４０％未満、６．４０％～５０＿琴＿＿
未満、７・５０％以上」（Ｑ３１）

（表１６－２）通学区域以外からの児童生徒数

度数（ケｂ）
小学校 ・中学校

小学校 中学校 合計
５％未満 １０３１（９３．２） ５１７（９３．０） １５４８（９３．１）

５％以上 ～ １０％未 満 ２８（２．５） １９（３．４） ４７（２、８）

１０％ 以上 ～ ２０％未 満 １９（１．７） ５（０．９） ２４（１．４）

２０％ 以上 ～ ３０％未 満 ３〈　０．３） ０（０．０） ３（０．２）

３０％ 以上 ～ ４０％未 満 ０（０．０） ２（０．４） ２（０．１）
４０％ 以 上～ ５０％未 満 １（０．り １（０，２） ■２（０．１）

５０％ 以上 ７（０．６） ４（０．７） １１（０．７）
無 些 筈 １７（１．５） ８（１．４） ２５（１．５）

合計 １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）
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≡≡≡≡‾享
（表１６－３）通学区域の弾力化の方策

　　　　　 ｌ

度 数 （％ ）

小 学 校 ・中 学 校

小 学 校 中 学 校 合 計

指 定 校 変 更 ４３（４３．０） ３１（５４．４） ７４（４７．１）

通 学 区 域 の 緩 和 ３４（３４．０） １７（２９．８） ５１（３２．５）

小 規 模 特 認 校 ３（３．０） １（ １．８） ４（ ２．５）

調 整 区 域 の 設 定 ２０（２０．０） ８（１４．０） ２８（り蓬）

そ の 他 ６（ ６．０） ４（７．０） １０（ ６．４）

無 回 答 ２（ ２．０） ２（３．５） ４（ ２．５）

合 計 ・１００（１００．０） ５７（１００．０） １■５７（１００．０）

このように、小・中学校の「通学区域の弾力化」にともない・通学区域以外からの通学

児童生徒数は、各小学校・中学校ともに、９割以上の学校が５％未満であることが分かっ

た。また、実際に「通学区域の弾力化」の対象校になっている小学校・中学校の割合は、
それぞれ、全体の１割（小学校９％、中学校１０％）程度であることが分かった。さらに、
「通学区域の弾力化」の対象小・中学校での具体的な方法は、小学校、中学校ともに、「１・

指定校変更、区域外就学申請基準に基づく申請書の工夫」が一番多く、通学区域の弾力化
対象小学校の約４割（３９．８％）、対象中学校の約半数（４９・２％）である０続いて「２・

通学区域の緩和」が小学校の３２％、中学校２７％である０さらに「４・調整区域の設定」
が小学校１９％、中学校１３％である。「３・小規模特認校」の事例は、小学校で３校、中学

校で１校と少ない。「その他」についての自由記述の例では、以下のようなものがあった０
（例）＊　全行政区内で選択する方法

＊　特定の条件を持った子どもの援助

＊　留学制度の導入
＊　外国人子女の受け入れ

＊　隣県（町）からの委託
＊　いじめ、不登校等の児童生徒や親の希望

このように、公立学校選択・通学区域の弾力化の小・中学校の現状は、全国に、「通学区

以外の児童生徒の受け入れ」という形で、全体の１割程度で行われている０また、その対
象校の９割以上において、受け入れ児童生徒数は、各学校規模（児童生徒数全体）の５％未
満であることが分かった。
（２）小学校・中学校の「通学区域の弾力化」の有効性

小・中学校長に対して、市町村教育長アンケートと同様に、学校選択や通学区域の弾力

化が自立的な学校経営や学校を活性化することに、有効性であるかどうかの意識調査項目
（第２節、（２）の市町村教育長アンケートＱ９参照）を設けた０その結果は、市町村教育

長アンケート結果とほぼ同様であった。小・中校長の約４割が「通学区域の弾力化」が自
律的学校経営に有効であると考えている０反対に、有効でないと考えている小・中校長は、

全体の約２割程度であった。
現状では、通学区域の弾力化を導入している校長は、全体の１割程度であり、自律的学

校経営の観点からその有効性を考えている校長の数は少ない０その理由は、校長の教育理
念や学校の特色を出すためには、教職員人事や学校予算編成の祭に、校長や教職員、父母、

教育委員会や行政当局との協議機関が必要である０教職員人事や学校予算編成を議論でき
る学校評議員制度の確立が求められている背景もそこにある０そこで地域に根ざした学校

－２１５一



運営を十分に議論した上で、初めて自律的学校運営に基づいた学校選択の議論が成り立つ

ことになる０しかし現状では、少子化による義務教育就学児童生徒の減少による公立学校
の統廃合政策の中で、通学区域の弾力化が導入され、学校選択という競争原理により公立

学校の淘汰を狙いとする行政当局の意向と考えている校長が多い０そのために学校選択の
導入に関する有効性を半数以上の校長が認めていないと考えられる。
（表１６－４）小・中校長の学校選択の導入

　 カ テ ゴ リー 名

１・ は とん ど有効 でな い

２．あ ま り有効 でな い

３・ どち ら と もし）え な い

校 種

小学 校 中学校

５４（ ４．９） ２由（ ５．０） ８２（ ４／９）
１７３（ｉ５．６） ８６（１５．５）
４２ユ（３８／１） ２２０（３９．６）

４． かな り有効　′与　 一－ ３５５（３２．１） １７７（３１．８）

５・ 非 吊 に有 効

無 回答

　　 計 （％） Ｉ

８７（ ７．９） ４０（ ７．２）

１６（ １．４） ５（ ０．９） ２１（ １‾．‾う）
＝鋼 （】００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１０∂二０）

通学区域の弾力化の有効性についての意識

第４節　新しい知見と今後の課題

この章では、「学校選択」という言葉を、現行の公立学校における通学区域の弾力化また

は廃止にともない、「児童生徒やその保護者が複数の公立学校から１校を選択すること」と
した０都道府県教育長（第１節）、市町村教育長（第２節）、小・中学校長（第３節）のア
ンケート結果を以下のようにまとめることができる。

①都道府県教育長（第１節）アンケートは、２３の都道府県が「学校選択・通学区域の弾
力化」が「１・ある」と回答した。２２の都道府県が「２・ない」と回答した。また、無回

答は２都道府県であった。都道府県教育委員会が把握している「学校選択・通学区域の弾
力化」を導入している自治体数は、全部で２３０市区町村であった。他方、市町村教育長の
アンケート（第２節）では、１県を除いて、全国の都道府県教育委員会管下の市町村で、

「通学区域の弾力化」の事例が報告された。全国の約半数の都道府県教育委員会が、管下
の各市町村教育委員会の「通学区域の弾力化」について全ての動向を把握していない。ま

た、都道府県教育委員会が、意図的に自律的学校経営の観点から、「学校選択・通学区域の
弾力化」等の教育政策を推進しているかどうかは、このアンケート結果からでは分からな
かった。

②市町村教育長アンケートは、「学校選択・通学区域の弾力化」がｒｌ．ある」と回答し
た自治体が、全体の３５％（３９４市町村中１３６）であった。また、市町村の人口規模別によ

る通学区域の弾力化の事例を見ると、自治体の人口規模が３万人以上を境に、通学区域の

弾力化の事例が「ある」自治体数が、「ない」自治体数を超えていた。一般的に、通学区域
の弾力化導入の目安として、市町村の人口規模が３万人程度であることがわかった。また、

市町村教育長の約３人に１人の割合で、自律的学校経営の観点から、学校選択の導入・通
学区域の弾力化が有効であると評価していた。

③小・中学校長（第３節）のアンケート結果は、小・中学校の「通学区域の弾力化」に
ともない、通学区域以外からの受け入れ通学児童生徒数は、各小学校・中学校ともに、９

割以上の学校が５％未満であることが分かった。小・中校長の約４割が「通学区域の弾力
化」が自律的学校経営に有効であると考えていた０反対に有効でないと考えている校長は、
全体の約２割程度であった。

公立学校選択制導入にともない、公立学校の公共性、透明性や効率性と同時に、公教育
の排除システムのバランスをどのような公教育機関が担うことになるかという問題が生じ

てきた０例えば、各学校における学校評議員制の導入は、学校選択制と相即不離の関係に
なってきた。

現状では、公立学校選択制の導入が大都市部での公立学校離れを食い止める方策として
議論されたり、過疎化した地域の公立小・中学校の統廃合を地域住民の意思に委ねようと
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する特別認可校の設置等が見られる。市町村行政当局、学校管理者である教育委員会、児

童生徒やその父母、地域住民等から構成される学校評議員制度の確立、学校評価システム、
学校運営に関する情報公開、教職員の人事考課や学校予算等に関して、「自律的学校経営」

の具体的な検討が必要不可欠である。「学校選択・通学区域」が単独で「自律的学校経営」
を促進するのではなく、その他の様々な要因として、学校評議員制度の確立、学校評価シ

ステム、学校運営に関する情報公開、教職員の人事考課や学校予算編成権等との関連性を
精練に解明していくことが今後一層求められてくるだろう。

他方、現在進行中の国家行財政改革や地方分権推進が、国家財政逼迫にともなう行財政
に関する地方への移譲という地方分権推進（地方への財政負担増加）となり、地方自治の

格差を拡大させることに繋がる可能性がある。このような状況での公立学校選択制は、公
立学校格差をも助長させるであろう。さらに、構造改革特区構想で、非営利組織（ＮＰＯ）

等による学校開設の要望が増加している。そのために学校設置の基準緩和を求める声もマ
スコミを通して増大している。具体的に、アメリカのようなチャータースクールを湘南に

創ろうとする民間団体、公設民営化方式で英語教育を中心とする小・中一貫校の設立を目
指す組織、株式会社が各学校の要望に応じて英語やＩＴ情報教育を請け負う動向、自治体
を含む産学官の共同出資による株式会社による学校経営の取り組み等、様々な学校教育へ

の挑戦が始まっている。このような教育動向の中で、これまでの公立学校の通学区域の弾
力化という限られていた学校選択制度から、市場原理による学校選択が、いま始まろうと
している。

今後の課題として、多様な市民のＮＰＯが設置する学校、株式会社や自治体を組み合わ
せた公設民営型の学校や既存の公立学校が地域に根ざした学校評議員による学校経営が行

われるようになることが予想される。既存の学校が公権力でなく地域住民により自律的に

学校運営が行われるようになると、市場原理による学校選択が現実化すると予想される。
そうなると、アメリカの学校選択制度の課題同様に、日本においても、一般市民の中の社
会的・経済的・文化的・民族的に恵まれない人々への教育保障を十分に整備することが、

「学校選択・通学区域」研究の課題の１つになる。
（伊藤　稔）

【証】

（１）藤田英典、『教育改革』岩波新書、１９９７年。
（２）黒崎勲、『学校選択と学校参加』東京大学出版会、１９９４年。

（３）研究代表者河野和清『地方分権下における自律的学校経営の構築に関する研究』（課題

番号１２４１００７６：研究成果報告書）２００２年３月の第５章（学校選択・通学区域と自律的学

校経営）に記載した内容に加筆訂正した。
（４）文部省（現文部科学省）、『通学区域制度の運用に関する事例集』、東洋館出版、１９９７（第

１集）年，２０００（第２集）年。
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第１７華　人事管理と自律的学校経営

はじめに

本章では、自律的学校経営を支える人的条件整備事務としての人事管理に焦点をあてて

検討する。今回の全国調査では、条件整備事務を主たる任務とする教育行政組織（県教委・

地教委）の執行機関としての教育長に対する質問紙調査や学校経営組織の要たる校長職に

対する質問紙調査を実施している。都道府県教育長調査、市町村教育長調査、小中学校長

調査のいずれにおいても、ａ）校長職について、ｂ）人事管理について、Ｃ）人事評価について

概ねたずねている。そこで、なかでも主に校長人事に関する内容を元兼が（１）校長人事管理

システムとして報告し、従来の勤務評定に代わる新たな人事評価システムに関する内容を

八尾坂が（２）教職員人事評価システムとして報告する。

第１節　都道府県教育長調査

（１）校長人事管理システム

県立学校（高等学校、養護学校等）の教職員はもとより、市町村立学校（小・中・養護

学校等）教員も県費負担教職員であることに鑑み、地教行法下ではその任命権は都道府県

教委に置かれている。したがって、教職員の人事管理を検討する際、人事権（任命権）を

有する都道府県教委レベルの意向（選考権者たる県教育長の意向）はきわめて重要である。

そこでまず本節では都道府県教育長調査の結果を報告する。調査結果のなかで人事管理に

関するもの、とりわけ校長人事に関するもの（Ⅰ．校長職について、Ⅴ・人事管理・人事

評価について）を、報告者（元兼）が平成１２年度に科研費により実施した「校長・教頭

任用制度に関する全国調査」（各都道府県教職員人事担当部課長対象調査／回収率

６２．７％）結果との対比など若干の検討を加えながら報告する。

ａ）校長職について

Ｑｌ～Ｑ５の「Ⅰ・校長職について」の項目は、校長の異動（Ｑｌ・２）・選考（Ｑ３）・研修（Ｑ４）・

資格（Ｑ５）、いわゆる「校長人事」に関する質問群である０
まず、校長の「１校あたりの在校年数」について何年ぐらいが適当であるかは研究的に

はいまだ明らかにされていないが、経験則では「４～５年が理想である」ｉと言われている。

この点に関わって、校長の同一校での勤務年数の基準の有無についてＱ１４で尋ねており、

そうした基準が存在する場合、最低２年以上と設定している都道府県が４県、３年以上が

１１県、５年以上が１県で、基準を設けていないケースを含む無回答が３１件であった。ま

た、最高基準については６年が１県、７年が３県、８年が１県、１０年以上が３県で、基準

が存在しないケースを含む無回答が３９件という結果であった。したがって、法制的には４

～５年程度の在任を可能とする設定になっている（ただし、２～３年とする余地も残してい

る）。
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／最
低

基

準

最低 ２年以上 ４県

３年以上 １１県

５年以上 １県

基準を設けていない ３１県

最

高

基

準

６年 １県

７年 ３県

８年 １県

１０年以上 ３県

基準が存在しない ３９県

現

状

１． １～２年程度 １県 （２．１％）

２． ２～３年程度 ２３県 （５０％）

３． ３～４年程度 ２０県 （４３．５％）

４．４～ ５年程度 １県 （２．１％）

５． ５～ ６年程度 ０県 （０％）

６．市町村 ごとの違いが １県

大きく一概に言えない （２．１％）

７．無効回答 １県 （２．１％）

それに対し、現状としてたとえば小学校長の場合に１校あたりの在校年数はおよそ何年

程度かを尋ねた（Ｑ２）ところ、「２～３年程度」が２３県（５０％）、「３～４年程度」が２０県（４３．５％）

で、有効回答の実に９割以上が３年前後（９３．５％）ということであり、理想とされる「４～５

年」には届いていない。そのため臨時教育審議会第２次答申（昭和６１年４月）の指摘以

来、この間、「長期化」の方向での見直しが提唱されているが、Ｑｌの回答によれば中教審

答申「今後の地方教育行政の在り方について」が出された平成１０（１９９８）年以降、実際に「見

直した」のは９県（１９．６％）、「長期化する方向で検討を行っている」のは１２県（２６．１％）にす

ぎず、半数（５４．３％）にあたる２５の都道府県では「現段階では、とくに長期化することは考

えていない」という。この点は、校長在任期間の長期化という視点で進められた管理職登

用年齢の引き下げ（若手教員の積極的登用施策）の進捗状況などとの絡みも予想されよう。
ｂ）人事管理について

次に、管理職の選考基準や選考方法を「特色ある学校づくりや開かれた学校づくりを推

進することを視野に入れて」見直ししているかという質問（Ｑ３）に対しては、２１県（６７．７％）
が「実施している」、１０県（３２．３％）が「計画している」として回答がなされており、既存の

選考方法を維持しようとする県はまったくみられない点は注目できる。また、管理職研修

の内容や方法についても上記の特色づくりや開かれた学校づくりの視点で見直しを「実施

している」県が３５件（７９．５％）、「計画している」県が９件（２０．５％）とほとんどである。

Ｑ．３　管理職の選考基準・選考方法
実施している 計画している

特色ある学校づ くりや開かれた学校づ

選考基準の見直 し
２１県 １０県

くりを推進する ことを視野 に入れて管

理職の選考基準／研修内容 ・方法の見直

しをされていますか ？

（６７．７％） （３２．３％）

研修の見直し

３５県

（７９．５％）

９県

（２０．５％）

第三に、「教諭の免許状を有しない校長の任用」、いわゆる民間人校長の登用について、

すでに「任用している」県はまだそれが新聞記事のニュースになるほど目新しい（本調査

では、５県＝２７．８％）が、「検討を行っている」県は１３県（有効回答数の７２．２％）にのぼ
る。

ただし、この質問項目に対しては無回答も多く（２９件）、教育現場での根強い「抵抗感」

もうかがえる。さきに紹介した「校長・教頭任用制度に関する全国調査－２０００年度」の結

果でも、「任用資格の緩和規定を最大限利用して幅広い人材を広く教育界内外から登用す

る」との項目に対し、「大いにそう思う」（１点）・「ややそう思う」（２点）・「あまりそう思

わない」（３点）・「全くそう思わない」（４点）の回答を点数化して平均値を算出したとこ

ろ、２・６６６であり、消極的・否定的な傾向がみられた（これに対し、管理職研修の強化は

２．００、管理職に対する人事考課の実施は２．２２８、管理職任用前研修の実施は２．３０５、管理職
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試験の受験資格厳格化は３・０００、管理職養成（免許状）制度の導入は３・２２２であった）０「開
かれた」専門性を担保する意味でも「異質性」を排除する教育界の体質は改善されなけれ

ばならず、時代の潮流として今後ますます民間人校長は増えることが予想され、この施策

が自律的学校経営の構築にどのように結びつくかはこれから重要な校長人事研究の検討課

題である。

ｃ）人事評価について

昨年度の本科研成果報告書（第９章「自律的学校経営と人事管理」）で若干検討したよう

に、今日の経済情勢、社会情勢の下では、大企業・有名企業といえども年功序列・終身雇

用を前提とした「日本型人事制度」は維持できなくなっており、「能力主義」・－城果主義」

が掛昌されるなかで「人事考課」（勤務評価）制度をベースにした職能資格制度への移行が

急速に進行している。民間企業や一般公務員に遅ればせながら教育界（教育公務員）でも

徐々にそうした一般経営学的発想を導入する動きがみられるようになっている。

そこで、Ｑ１６では「従来の教員勤務評定に代わる教職員人事評価システム」についての

質問を詳細におこなっている。まず、新しい人事評価システムを「導入している」という

都道府県は１件にすぎないが、「検討している」自治体は１０県（有効割合２２・２％）ある。
これらに対し、どのような制度設計をしているかＳＱで尋ねており、その結乳次のよう

なデザインがなされていることが傾向的に判明した。

１６　 教職 員 人事 評価 システ ム

１．導 入 して い る １県 （２．２％）

２．検 討 して い る １０県 （２２．２％）

３．現在 検討 の予 定 な し ３４県 （７５．６％）

まず、被評価者は校長（６件）をはじめ教職員（まず助教諭がそして事務職員・栄養職

員が除外されているケースもみられる）であり、これに対する評価者は校長（６件）・教頭

（５件）など管理職が中心であるが、本人（２件）、同僚、児童生徒、保護者、学校評議員、

地域住民など（いずれも１件）との回答もみられ、注目できる。ただし、評価者研修（２

件）、被評価者研修（１件）のいずれも十分には検討されていない０評価内容は業績評価（５

件）、自己申告（目標設定）（５件）や自己評価（２件）などであり、評価結果は配置（５

件）、特別昇給（３件）、昇任（３件）、賞与・勤勉手当における成績率（２件）、優秀教員の

認定（２件）、海外派遣（１件）、再雇用任用（１件）などに活用されるという。

以上、多様な評価者により、さまざまな「処遇」（人事施策）とリンクさせた新しい評価

システムを検討している状況はうかがえるが、（７）「評価結果の本人への開示」や（８）「評価

結果についての異議申立てシステム」が「ある」という回答が１件もなく、「新しい」と

は言いがたい制度設計がなされている点も露呈される結果となった０「勤評」的な人事評価

観から脱却することが自律的学校経営を推進していくうえで先決といえよう。

（２）教職員人事評価システム

まず従来の教員勤務評定に代わる教職員人事評価システムを検討あるいは導入している

か（平成１３年１０月１日現在）を質問した。導入していると回答した都道府県（以下、県

と略）は、東京都のみであった０また検討している県は１０県（２１・３％）、現在検討の予定

がない県は３４県（７２．３％）、無回答２県であった０

次に「導入している」「検討している」と回答した県に対して、以下の９つの側面から

質問した。

第１に、新たな教職員人事評価システムにおける被評価者として該当する人についてで

ぁる。該当県（１１県）のなかで、実際に回答したのは９県であったが、特徴的な点として、

６県が「校長」「教頭」を被評価者に位置づけ、また「教諭」・「養護教諭」（６県）、「事務

職員」・「栄養職員」（５県）、「助教諭」「養護助教諭」（４県）、さらに「その他」として船
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長・実習助手・寮母・宿泊者指導員（１県）が該当している。回答した１県においては、

校長・教頭を被評価者に含めず、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭に対象を絞ってい

る例もみられる。

第２に、特に一般教員（教諭等）に焦点をあてた場合、評価者としどのような人（参考

程度の評価者も含む）が該当するのかと質問してみた。回答したのは８県であったが、「そ

の他」として未定と回答した２県を除く６県では、「校長」「教頭」（５県）、「校長」（１県）

で、これらの県のうち２県は、自己評価として「本人」とも回答し、またこの２県のうち

１県は、「同僚」「児童生徒」「保護者」「学校評議員」「地域住民」といったように、外部評

価者も考慮に‘入れている状況にある。

第３に、教職員人事評価内容として該当する項目をたずねてみた。回答したのは９県で

あったが、未定と回答した２県を除く７県の状況をみると、１県は「業績評価」「自己申告

（目標設定）」「自己評価」の３項目いずれも評価内容としている。また、「業績評価」を５

県、「自己申告（目標設定）」を５県、「自己評価」を２県で評価内容に考えており、業績

評価と自己評価は今後の評価内容としての基底をなすものといえる。

第４に、教職員が評価者である場合、評価者研修の実施程度を質問してみたが、回答し

たのは２県のみで、１県は年度に１回、他の１県は年度に３回と回答している。評価者研

修は是非導入したいものである。

第５に、教職員が被評価者である場合、被評価者への研修の存在をたずねてみた。回答

したのは９県で、そのうち６県は「未定」、１県は「あり」、２県は「ない」と回答してい

る。評価者研修とともに、他のなんらかの形態で被評価者研修も看過し得ないであろう。

第６に、教職員評価システムの活用方法についてたずねてみた。５県が回答しているが、

「配置（移動希望）」（５県）、「特別賞与」（３県）、「昇任」（３県）、「賞与・勤勉手当におけ

る成績率導入」（２県）、「優秀教員の認定」（２県）、「海外派遣」（１県）、「再雇用任用」（１

県）である。また、「その他」として上記の１県が「指導力不足教員の認定の資料」とし

て考えている。

第７に、教職員人事評価システムにおける評価結果の本人への開示についてたずねてみ

た。回答した９県のうち６県が「未定」であり、また残りの３県は「ない」と回答し、「あ

る」と回答した県は無であった。人事評価結果に対して、企業では何らかの形で開示の方

向にあるのに対し、意外な結果である。（関連報告として、八尾坂　修「クオリティーを促

進する人材開発（その１）一人事制度の変革と企業における人事考課」『学校経営』第一法

規出版、２００２年４月号参照）。

第８に、評価結果に対して異議申立てシステムの有無をたずねてみた。人事評価システ

ムが評価者、被評価者双方にとって開かれたものであるためには、異議申立ての機会も望

ましいと考えられるからである。しかしながら回答した８県のうち、７県は「未定」、１県

は「ない」の状況であった。この点、異議申立てがある場合、「校長」「勤務地の教育委員

会」「異議申立てのため設置された特別の審議会」等への申立てを選択肢としていたが、導

入に関しては慎重な対応を図っているためと推察できる。

教職員人事評価システムにおける評価結果の本人開示／異議申し立てシステムの有無

１． あ る ２．な い ３．未 定

本 人 へ結果 開示 ０県 ３県 ６県 （％）

異議 申し立て＿シス テム の有無 ０県 １県 ７県

最後に、教職員の人事評価システムについて日頃お考えになっていることを自由記述で

お聞きしたが、２県の回答があった。一つは、「自己啓発のための面談と評価を一体化させ

ている」こと、もう一つの回答は「能力開発、意欲向上につながるものであること。スム

ーズな運用と実効性のあるものであること」の点であった。
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第２節　市町村教育長調査

（１）校長人事管理システム

市町村教育委員会（地教委）には「服務監督機関」としての管理者的役割ばかりでなく、

サポート・ストラクチャーとしての役割が今後ますます期待されるようになろうが、こと

人事に関しては既述のように県教委に任命権があるため、どうしても間接的な立場になら

ざるをえない。しかしながら、学校（教育現場）にもっとも近しい行政組織として、学校

の自主性・自律性を人的側面からも十分に支援してゆくことが要請されているものと考え

られる。したがって、市町村レベルの人事管理論についても、あるべき当為論から県教委

（教育事務所）、校長会等との政治力学分析にいたるまで重要な検討課題となっている。

ここでは、さきの都道府県教育長調査とほぼ共通の質問項目のほかに、内申権の充足度、

校長からの意見具申に対する評価など市町村教育長対象の独自項目を加えて質問紙調査を

行っている。以下、その結果の概略を報告する。

ａ）校長職について

まず、「Ⅲ．校長職について」（Ｑ１６～Ｑ１７）では、さきの都道府県調査と同様に、校長

の一校あたりの平均在校年数について尋ねている。やはり有効割合の約９割が「３年」前

後（２～３年度程度が１５１件＝３８．９％、３～４年度程度が１９５件＝５０．３％）と回答している

（Ｑ１７）。ただし、そのために長期化する方向で「見直した」のは７・０％（２７件）、「検討を
行っている」市町村が２５．８％（９９件）で、残りの６７．１％（２５７件）は「現段階では、とくに長

期化することは考えていない」という。「自律的学校経営」の前提条件として、学校経営の

キーパーソンたる校長が長期的なビジョンをもって当該校に一定期間在職することが不可

欠であろうが、そうした発想は地方教育行政にはまだ十分に浸透していないようである。

また、別の見方をすれば、こうした人事施策についての市町村教委の立場は任命権者で

ある都道府県教委と比べるとかなり脆弱で、そのため県教委に委ねてしまっている部分が

あることも予想される。

平均在校年数
１． １～ ２年 ２件 （０．５％ ）

２． ２～ ３年 １５１件 （３８．９％）

３． ３～ ４年 １９５件 （５０．３％ ）

４． ４～ ５年 ３７件 （９．４％ ）

５． ５～ ６年 ３件 （０．８％）

６・１７　 校 長 の在 校年 数 の見直 し

１．長期 化 す る方 向で見 直 した ２７件 （７．０％）

２．長 期化 す る方 向で検 討 を行 って いる ９９件 （２５．８％）

３．現 段 階で は、 とくに長期 化す る ことは考 えて いな い ２５７件 （６１．７％）

合 計 ３８３件 （１００％）

ｂ）人事管理について

この点に関わって、例えば、「Ⅵ．人事管理について」のＱ２８では内申権の充足度につ

いて尋ねている。これによれば、「内申によって市町村独自の計画的な人事行政が可能とな

っている」自治体は約４割（「そう思う」９．４％、「かなりそう思う」３１．９％）にすぎず、逆

にそうでない自治体はおよそ６割弱にのぼっており（「そう思わない」１６．１％、「あまりそ

う思わない」４２．６％）、やはり地教委の人事権限の脆弱さがうかがえよう。ただ、「内申は

形式的であり、もっぱら都道府県教育委員会の意思で教員人事が行われている」とする自

治体が約半数（「そう思う」１０．１％、「かなりそう思う」３８・３％、小計４９・４％）あるのに対
し、「そうは思わない」（１６．８％）と「あまりそうは思わない」（３４．７％）の小計は僅かなが
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らもそれより多い半数以上（５１．５％）であることは同時に注目しておかなければなるまい。

設置者たる市町村の教委には身分は当該市町村に属する管内教職員（県費負担教職員）の

本来的な人事権が存してあり、その代替権限としての内申権という見解さえもあるように、

実態としても内申がある程度は配慮されていることがここに確認されよう。

なお、市町村教委の内申権は「地方自治」（憲法／第八章）の観点からもきわめて重要で、

所属長たる校長や教員本人はもとより、保護者・地域住民の声も十分反映することが期待

されて認められたものである。しかしながら、地教委の内申を通じた教員人事への反映度

をみると、校長、教員本人、保護者・地域住民、それぞれの意見具申・希望・意向が実際

の人事に反映されている（「そう思う」＋「かなりそう思う」）割合は、校長の意見具申の

約６割（８．０％＋５３．５％）、教員本人の希望の７割弱（８．３％＋５８．９％）に対し、保護者・地

域住民の意向は１割強（１．６％＋１０．９％）にすぎないことが判明した（以上、Ｑ２８・３）～５））。

Ｑ２８

質 問 項 目 そ う思 う＋かな りそ う思 う

１） 内 申 に よ っ て 市 町 村 独 自 の 計 画 的 な 人 事 行 政 が ４１．３％

可 能 と な っ て い る （９．４％ ＋ ３１．９％ ）

２） 内 申 は 形 式 的 で あ り 、 も っ ぱ ら都 道 府 県 教 育 委 ４８．４％

員 会 の 意 思 で 教 員 人 事 が 行 わ れ て い る （１０．１％ ＋ ３８．３％ ）

３） 内 申 を 通 じ て 、 人 事 に 関 す る 校 長 の 具 申 が 実 際 ６１．５％

の 教 員 人 事 に 反 映 さ れ て い る （８．０％ ＋ ５３．５％ ）

４） 内 申 を 通 じ て 人 事 に 関 す る 教 員 本 人 の 希 望 が 実 ６７．２％

際 の 人 事 に 反 映 さ れ て い る （８．３％ ＋ ５８．９％ ）

５） 内 申 を 通 じ て 保 護 者 や 地 域 住 民 の 意 向 が 教 員 人 １２．５％

事 に 反 映 さ れ て い る 。 （１．６％ ＋ １０．９％ ）

さて次に、校長が人事権を発揮する唯一の手段としての意見具申権についてみてみたい。

自主的・自律的学校経営のαでありまた０として、校長職にヒト・モノ・カネの裁量権が

大幅に委ねられることになると指摘されるが、現在のところ人事裁量権に関しては法制的

に意見具申権が認められている程度である。ただ、この意見具申権も校長の裁量権として

与えられたものなのか、教員本人に近しい立場（所属長）として与えられたものなのか、

保護者や地域住民の声を吸い上げられる立場にあるゆえに与えられたものなのか、または

「学校の自治」を重視した結果として与えられたものか、その点必ずしもはっきりしない。

そこで「意見具申の内容」に注目し、それが何にもとづいているのかをＱ２９で調査した。
結果（「そう思う」＋「かなりそう思う」の割合）は以下の通りである。意見具申の内容が、

１）「校長の独自な人事計画に基づいている」割合は６割強（１２．４％＋５１．７％）、２）「教員

本人の希望に沿っている」割合は８割強（１１．１％＋７２．２％）、３）「教員人事に関する都道

府県の原則に従っている」割合は８割弱（２１．６％＋５５．３％）に対し、４）「保護者の意見を

反映している」割合はわずかに１割強（０．８％＋１１．５％）にすぎず、ソトに対して「閉ざさ

れて」いる実態がうかがえる。意見具申権の尉酌度以前に検討すべき課題であろう。
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Ｑ２９

質 問 項 目 そ う思 う ＋か な りそ う思 う

１） 意 見 具 申 の 内 容 は 、 校 長 の 独 自 な 人 事 計 画 に 基 ６４．１％ ・

づ い て い る － （１２．４％ ＋ ５１．７％ ）

２ ） 意 見 具 申 の 内 容 は 、 教 員 本 人 の 希 望 に 沿 っ て い ８３．３％

る 。 （１１．１％ ＋ ７２．２％ ）

３ ） 意 見 具 申 の 内 容 は 、 教 員 人 事 に 関 す る 都 道 府 県 ７６．９％

の 原 則 に 従 っ て い る 。 （２１．６％ ＋ ５５．３％ ）

４ ） 内 申 を 通 じ て 人 事 に 関 す る 教 員 本 人 の 希 望 が 実 １２．３％

際 の 人 事 に 反 映 さ れ て い る （０．８％ ＋ １１．５％ ）

ｃ）人事評価について

最後に、都道府県調査と同様、Ｑ３０「新たな人事評価システムの導入」についてである。
これに「賛成」した市町村が２３１件（６０．９％）であるのに対し、「反対」はわずかに９件

（２．４％）であった。ただし、「時期尚早」として慎重な構えを示した市町村が１１８件

（３１．１％）にものぼる点は注意しておきたい。さて、「新たな人事評価システム」の導入に

「賛成」の理由（第１位＋第２位）として多かった順に列挙すると、①「昇任・昇給等に

反映させるべき」（３０．０％＋２４．８％）、②「多面的な評価を導入すべき」（３０．４％＋１７．８％）、

③「自己申告などを含むべき」（１８．３％＋１８．３％）、④「これまでの勤務評定全般に課題」

（１１．７％＋１３．５％）、⑤「被評価者の自己省察の機会をつくるべき」（７．０％＋１５．７％）、⑤

「評価者研修の充実」（２．６％＋５．７％）と続く。そもそも勤務評定計画権（地教行法第４６

条）を有しない市町村教委の意見がどの程度まで勘案されるかは定かでないが、学校管理

職に対する第一次的な評価者や教職員に対する勤務評価結果の調整者として期待されるこ

とが予想される市町村教委（市町村教育長）の上記のような意見を無視はできないであろ

う。これとあわせて、半数以上（５８．１％）の市町村教育長が、「教職員の人事考課・管理の

充実」が「開かれた学校」「学校の特色づくり」「自主的・自律的学校経営」「学校教育の活

性化」に有効に機能すると肯定的に捉えている点（Ｑ９・７）もここで指摘しておきたい。

（２）教職員人事評価システムー６割強の支持率－

まず、従来の勤務評定に代わる新たな人事評価システムの導入の是非についてたずねた。

回答した３７９市町村のうち、「賛成」と回答したのは２３１市町村（６０．９％）であり、６割

強の支持率がみられる。また、「反対」は９市町村（２．４％）、「時期尚早」１１８市町村（３１．１％）

であった。
１． 賛 成 ６０．９％ （２３１市 町 村 ）

‾２． 反 対 ２．４％ （９市 町 村 ）

３． 導 入 の 時 期 尚 早 ３１．１％ （１１８市 町 村 ）

４． そ の 他 ５．５％ （２１市 町 村 ）

合　　　　　　 計 １００％

さらに「賛成」でも「反対」でも「導入の時期尚早」の考えでもない「その他」２１市町

村（５．５％）の自由記述内容として市町村教育長の特徴的な考えは、「全容がわかっていな

いので判断する段階にない」「新しい勤務評定の説明を受けていない」「基準の明確化が不

十分」「人事評価システムも、勤務評定と同じようにならないか」のほか、「結果的に合意

にならなくても事前に教職員組合などとの話し合いが必要」などである。

次に、「賛成」の理由として順位（第１、第２位）をつけて７項目から選択してもらった

が、第１位の賛成理由として高い項目は「現在の評価者（校長）だけでなく、多面的な評

価の導入」（３０．４％）、「教職員評価システムを昇任、昇給などに反映」（３０．３％）であり、

続いて「評価内容に自己申告（目標設定）を含む」（１８．３％）、「これまでの勤務評定全般に

課題がある」（１１．７％）の順である。また７項目の一つである「その他」の自由記述内容と

－２２５－



しては、唯一「現在のシステムでも有効活用の方法はある」との回答である。

次に、第１位を選択した項目に２ポイント、第２位を選択した項目に１ポイントを与え

た上で各項目について平均値を算出すると、平均値の高い項目として「教職員評価システ

ムを昇任、昇給などに反映」（平均値９７．５）、「多面的な評価の導入」（平均値９０．５）、続い

て「評価内容に自己申告（目標設定）を含む」（平均値６３．０）、「勤務評定全般に課題があ

る」（平均値４２．５）、「評価者と被評価者との話し合い」（平均値３４．０）であった。

第３節　小・中学校長調査

（１）校長人事管理システム

最後に、自主的・自律的学校経営を推進するためのキーパーソンたる小・中学校の校長

先生自身に対するアンケート調査結果を報告する。実は、報告者（元兼）は小・中校長に

対する「校長人事」関係調査を（福岡県の２政令指定都市及び３教育事務所管内に対象を

限定したものではあるが）同じ平成１３年度に実施した（福岡教育大学・学内重点経費助

成「学校管理職の研修ニーズに関するマーケテイング調査」）。最終年度にはその調査結果

とあわせて考察する予定であるが、取り急ぎ今回は本調査の単純集計結果のみ報告したい。

ａ）校長職について

まずは「Ⅲ．校長職について」である。Ｑ１４「特色ある学校づくりや開かれた学校づく
りを実現するために、校長がリーダーシップを発揮すること」に対する回答として「校長

がことさらリーダーシップを発揮する必要はない」とする消極的・否定的な回答はほとん

どみられず（２４件＝１．４％）、「校長がリーダーシップを発揮することで学校は相当程度変

わるという実感をもっている」といった積極的な回答が１１０８件（６６．７％）と全体の３分

の２を占めている。ただ、その一方で、「校長がどのようにリーダーシップを発揮すれば

よいかが明確でない」（９５件＝５．７％）や「校長のリーダーシップを支える条件がまだ整備

されていない」（４２４件＝２５．５％）等、課題も多く残されている。

（小中学校調査）

Ｑ１４

１． 校 長 が リ ー ダ ー シ ッ プ を 発 揮 す る こ と で 学 校 ６６．７％

は 相 当 程 度 変 わ る と い う 実 感 を 持 っ て い る 。 （１１０８ 件 ）

２ ． 校 長 が ど の よ う に リ ー ダ ー シ ッ プ を 発 揮 す れ ５．７％

ば よ い か が 明 確 で な い （９５件 ）

３ ． 校 長 の リ ー ダ ー シ ッ プ を 支 え る 条 件 整 備 が ま ２５．５％

だ さ れ て い な い （４２４件 ）

４ ． 校 長 が こ と さ ら リー ダ ー シ ッ プ を 発 揮 す る 必 １．４％

要 は な い （２４件 ）

合　　　　　　　 計

そこで改善のための諸方策が検討されなければならない。たとえば、１）在校年数の長

期化については「ぜひ必要」が１２．８％、「かなり必要」が４７．７％、２）人事に関する校長

の裁量性の拡大については「ぜひ必要」が４０．８％、「かなり必要」が５３．９％、８）校長任

用・選考基準の見直しについては「ぜひ必要」が１４．０％、「かなり必要」が４７．７％という

ように、全体的に改善方策に対し積極的な回答傾向にあるといえる。だが、校長裁量権の

拡大方策（例えば２）や３）の項目）に比べると「校長人事」改善方策に対しては必ずしも

全面的な賛同が得られているわけではない。「校長人事」改善方策の中の具体的に何に賛同

が集まり、何に消極的なのか、以下にその詳細をみていこう。

ｂ）人事管理について

「Ⅵ．人事管理」（Ｑ３４～Ｑ３７）の中のＱ３６がこれに関わる質問内容である。すなわち、

…２２６－



ここでは「自律的学校経営」（校長のリーダーシップ発揮）を実現するための校長の資質・

力量をいかなる方策により確保すべきかについて尋ねている。以下の９つの具体的な改善

方策に対する小・中校長の反応は項目ごとの明暗がはっきり分かれているが、校長人事の

改善方策にはおおむね消極的・否定的あった。

比較的前向きに受け止められた項目は、４）「校長の手当・待遇を改善する」（そう思う

３５．０％＋かなりそう思う４７．２％）の８割肯定、１）「校長の１校あたりの在任期間を４～５

年度にする」（そう思う２６．９％＋かなりそう思う３７．１％）の６割強肯定、３）「校長の（任

用前）研修を強化する」（８．１％＋４４．５％）の５割強肯定の３項目だけである。

あとの項目は２）「校長を各学校単位で公募する」（そう思わない５１．３％＋あまりそう思

わない４２．５％）を筆頭に、７）「校長職固有の免許状を創設する」（３１．６％＋５６．７％）、９）

「ひろく民間からも校長候補者を求める」（２５．６％＋５３．４％）５）「校長の養成コースを制度

化する」（２４．１％＋５６．０％）、８）「地元（出身）の校長を優先的に配置する」（２３．９％＋４８．１％）、

６）「校長の降格制度を導入する」（１７．６％＋５４．７％）と必ずしも積極的でない回答がつづ

く。このように校長人事という制度改革にネガティブな反応が示される中でいかにより資

質の高い校長を確保していけるかが今後の教育行政には問われている。

質 問項 目 そう思う＋かなりそう思う

１．校長 の １校 あた りの在任期間 を ４～５年 にす ６４。０％

る （２６．９％ ＋３７．１％）

２．校長 を各学校単位 で公募す る ５．４％

（０．７＋１．４）

３．校 長の （任 用前）研修 を強化す る 　 ５２．６％

（８．１％＋４４．５％）

４．校 長の手当て ・待遇 を改善す る 　 ８２．２％

（３５．０％＋４７．２％）

５．校 長養成 コースを制度化す る。 １９．０％

（４．６％＋１４．４％）

６．校 長の降格 制度 を導入す る 　 ２６．９％

（５．７％＋２１．２％）

７．■校 長職 固有 の免許状 を創設す る １０．４％

（２．８％＋７．６％）

８．地元 （出身）の校長 を優先的 に配置す る 　 ２７．１％

（５．５％＋２１．６％）

９．広 く民間か らも校長候補者 を求 める 　 ２０．４％

（３．３％ ＋１７．１％）

つづいて、校長の人事裁量権発揮の方策たる意見具申権についてみてみたい。Ｑ３４では、
市町村調査と同様、意見具申の「内容」について尋ねている。要するに、いったいだれの

意向が最も反映されているかをたずねたものであるが、都道府県の原則の下（そう思う＝

３２．７％、かなりそう思う＝４９．５％）、校長の人事計画に依拠（そう思う＝２２．６％、かなりそ

う思う＝３９．８％）して意見具申がなされているが、「かなりそう思う」－まで含めた割合とし

ては校長の人事計画よりも教員の希望が反映（そう思う＝１８．７％、かなりそう思う＝

６２．７％）していると認識されている。なお、保護者の意向（そう思う＝０．６％、かなりそう

思う＝７．０％）はほとんど反映されていない。以上、市町村調査とほぼ同様の結果がえられ

たことだけはここで指摘しておきたい。
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質問項月 そう思う＋かなりそう思う

１．意見具 申の内容 は校長 の独 自な人事計画 に基 ６２．４％

づいている （２２．６％＋３９．８％）

２．意見 具申の内容 は、教員本人の希望 に沿 って ８１．４％

いる。 （１８．７％ ＋６２．７％）

３．意見 具 申の内容 は、教員人事の都道府県 の原 ８２．２％

則 に従 っている （３２．７％ ＋４９．５％）

４．意見 具 申の内容 は、保護者の意向 を反映 して ７．６％

いる ， （０．６％ ＋７．０％）

このように意見具申の「内容」については、意見具申権者たる校長や教員本人の意向が

反映されながら構成されているが、果たしてそれが市町村教委の内申権、都道府県教委の

任命権（人事権）にいかに反映されているかについては心許ない限りで、その尉酌（意見
反映）度が必ずしも高くないことがかつてより指摘されてきた。ｉｉ

そこで改善方策としてどのような希望を小・中学校長がもっているのか尋ねたものが

Ｑ３５である。肯定度（そう思う＋かなりそう思う）が高い順に項目を挙げると、「教員人

事について、校長の意向をもっと尊重すべきである」（４０．８％＋５２．３％）、「市町村教委は校

長の意見具申をもっと尊重すべきである」（３１．０％＋５２．２％）、「教員人事に関する原則が

多すぎる」（９．１％＋３５．２％）、「「本人の希望が優先されすぎている」（１３．０％＋３０．７％）、

「保護者や地域住民の意向をもっと反映すべきである」（１．８％＋１０．４％）となっている。

校長対象の調査ゆえに当然のことともいえるが、校長の人事裁量権拡大（意見具申権の尊
重を含む）要求はきわめて根強いものと見受けられる。

そう思う＋かなりそう思う

１．教 員 人事 に 関す る原 則 が多 す ぎ る 　 ４４．３％

（９．１％ ＋３５．２％ ）

２． 教 員 人 事 につ いて 、校 長 の意 向 を も ９３．１％

っ と尊 重 す べ き で あ る （４０．８％ ＋ ５２．３％ ）

３． 教 員 人 事 に つ いて 、本 人 の 希 望 が 優 ４３．７％

先 され す ぎて い る （１３．０％ ＋ ３０．７％）

４．市 町 村 教 育 委 員 会 は校 長 の 意 見 具 申 ８３．２％

を も っ と尊 重 す べ きで あ る。 （３１．０％ ＋ ５２．２％）

５． 教 員 人 事 に保 護 者 や 地 域 住 民 の 意 向 １２．２％

を もっ と反 映 す べ き で ある 。 （１．８％ ＋ １０．４％）

ｃ）人事評価について

最後に、Ｑ３７「新しい人事評価システムの導入」についてであるが、「賛成」が５５．４％、

「反対」が８．２％と、学校現場で教員集団に近い位置にあるためか、校長自身が「被評価

者」であるためか、市町村教育長の回答に比べると「反対」傾向がやや強いようである。

なお、導入の「時期尚早」という回答は３３．４％で、これは市町村教育長調査とほぼ同様の

結果が得られた。ここでの「時期尚早」は内容的には「反対」に近い意見とみられるが、

それでも「賛成」６割弱、「反対」「時期尚早」４割強で、全体的には導入に前向きの傾向
にある。
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Ｑ３７

１．賛成 ５５．４％ （９２０名）

２．反対 ８．２％ （１３７名）

３．導入の時期尚早 ３３．４％ （５５５名）

４．その他 ２．５％ （４１名）

５．・無効回答 ０．５％ （９名）

合　　　　 計 １００％ （１６６２名）

そこで「新たな人事評価システム」の導入に「賛成」の理由（第１位＋第２位）として

多かった順に列挙すると、「昇任・昇給等に反映させるべき」（１７．９％＋１３．８％）、「自己申

告などを含むべき」（１４．２％＋１２．５％）、「多面的な評価を導入すべき」（１３．５％＋６．８％）、

「被評価者の自己省察の機会をつくるべき」（３．５％＋９．５％）、「これまでの勤務評定全般に

課題」（４．２％＋７．０％）、「評価者研修の充実」（１．８％＋３．８％）と続く。市町村調査と比べ

ると、「昇給等への反映」「自己申告の導入」「自己省察の機会提供」など、校長自身が「被

評価者」であることにかかわる理由が上位にあがっている点が特徴的である。「評価者」で

あると同時に「被評価者」である校長のこうした意見は今後の制度導入にあたってもっと

活用されてよいように思われる。

「新しい人事評価システム」に対する校長の意見（Ｑ３７・４、ＳＱ３７－７その他一自由記述）

を整理すると、およそ以下のような傾向に集約される。

第１は、「評価の難しさと危険性の除去をどうするかを明確にしてから」「全職員に平等

な評価ができるかどうか疑問」などの意見に代表されるように、教師の職務（教育活動）

の科学的・客観的評価の困難性にともなう問題である。評価基準の開発や評価者訓練など

による公平な人事考課制度の構築が求められている。

第２は、「人事評価を改善してもやめさせられないし異動もさせられないシステム（希望

人事）なので意味がない」「給与等プラス面に対する保証がなければ意味がない」など評価

が人事や待遇などに「『反映され』ないシステム」の改善が求められている。ただ、一方で

「昇任は構わない。給与の格差はつけない方がよい」「（何らかの形で評価を反映すべきで

あるが、）即、給与・人事につながるような評価は問題だと思う」などの意見もあり、どこ

まで反映させるべきかについては十分な議論が必要であろう。

第３は、「課題教師についてはそうした方がよい」「問題をもつ教師をやめさせる方向性

を見出していくべき。他の普通に勤める教員には評価は必要ない」など、全職員を対象に

した人事考課（勤務評定）制度ではなく、いわゆる「指導力不足（不適格、問題）教師」

の認定（再研修）制度に特化させて導入すべきという意見である。これに関連して「採用

時に優れた人材を確保すること」「教員採用をもっと多角的視点から行う」など教職世界の

入口部分（採用制度）の改善の声もあがっている。教員養成の担当者の一人としては耳が

痛いが、現場を切り盛りする校長としては切実な願いなのであろう。

ただ、報告者（元兼）の今後の検討課題として上記校長の意見にコメントを付け加える

ならば、果たして教師の資質・力量は、「資質」（生まれつきの性質・天性）という言葉に

認められるような天賦的・固定的なものなのか、また自然科学のように細分化していけば

より精緻に分析可能なものなのか、力量形成（能力開発）にあたフてはＳ（刺激）に対し

Ｒ（反応）が一律に規則的にかえってくるものなのか、そもそも「自律的学校経営」をか

んがえる際に、組織力を高めるための人事管理（校長の人事裁量権拡大）という趣旨から

して「個人」にばかり焦点をあてるような人事評価システムは妥当なのか、など検討すべ

き視点がいくつも残されているし、そうした視点をとりわけ校長と共有化することが人事

管理から自律的学校経営を構築する際の第一歩とかんがえている。

（２）教職員人事評価システム

設問としてまず、従来の勤務評定に代わる新たな人事評価システムの導入の是非につい
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て小・中学校長に質問した。１，６６２人の回答者（無回答９人を含む）のなかで「賛成」と

回答したのは９２０人（５５．４％）で、先述の市町村教育長の意識より低いものの過半数を超

えている０　しかも４７都道府県別にみた場合、賛成率が校長の意識として過半数を超えて

いる県は、小学校３２県（そのなかで７０％以上の県は９県）、小・中学校全体で３１県（そ

のなかで７０％以上の県は８県）の状況にある。また、「反対」は１３７人（８．２％）、「導入の
時期尚早」は５５５人（３３．４％）であった。さらに「その他」は４１人（２．５％）である。「そ

の他」としての自由記述として特徴的な点を例示すると以下の通りである。

ア．「どのようなものが必要かよくわからない」

イ・「より科学的なより教育という現場にあったものでないと意味がない」
ウ．「勤評は廃止すべき」

エ．「評価の難しさと危険性の除去をどうするかを明確にしてから」

オ．「昇任は構わない。昇給の格差はつけない方がよい」
カ．「勤務評定をしていない」

キ．「新たな人事評価システムの導入で改善されると考えられない」

ク．「給与等プラス面に対する保証がなければ意味をなさない」

ケ．「具体的に内容をよく理解していない」

コ．「従来の評定を実行すればいいだけ」

サ・「人事評価を改善しても異動させられないシステム（希望人事）なので意味がない（や

めさせられないし、異動もできないシステム）」
シ．「評価システムの公平さによる」

ス・「問題を持つ教師をやめさせる方向性を見出していくべき。他の普通に務める教員に
は評価は必要ない」

セ．「全職員に平等な評価ができるかどうか疑問に思う」

ソ．「どう評価するか、受け止め方、基準が明確になっていない」

夕．「実感としておさえていない」

チ・「基本的には賛成であるが、形式化が目に見えており、教育に合った人事考課システ
ムの開発が必要」

ツ．「教員採用をもっと多角的視点から行う」

テ・「即、給与・人事につながるような評価は問題だと思うが、何らかの形で評価を反映
すべきである」

ト・「評価が給与等に反映されないことは問題と思うが、評価が即、教員身分等に反映し
てもどうかと思う。難しい問題である」

ナ．「“１年間の目標設定は有効”と考える」

ニ「（従来の勤務評定は、給与・人事に反映されず、能力開発にも効果なく、資質向上に
つながっておらずという）前提が誤りだと思います」

ヌ・「勤評そのものでなはなく、反映されないシステムが見直されるとよい」

次に、上記の回答を小・中学校の校長別にみてみよう０小学校長の場合、１，１０６人の回
答者（無回答７人を含む）のなかで、「賛成」と回答したのは、６１６人（５５．７％）である。

また、「反対」は、９１人（８・２％）、「導入の時期尚早」は、３６５人（３３．０％）、「その他」は

２７人（２・４％）であった。中学校長の場合、５６５人の回答者（無回答２人含む）のなかで、

「賛成」と回答したのは、３０４人（５４．７％）であり、小学校長と差異がないといえる。ま

た、「反対」は、４６人（８．３％）、「導入の時期尚早」は、１９０人（３４．２％）、「その他」１４

人（２・５％）であり、これらの項目も小学校長と特段差異が見られないのが特徴的である。
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小学校 ‾中学校

５４．７％ （３０４名）

８．３％ （４６名）

．３４．２％ （１９０名）

１．賛成 ５５．７％ （６１６名）

２．反対 ８．２％ （９１名）

３．導入の時期 尚早

４．その他

３３．０％－（３６５名）

２．４％ （２７名） ２．５％ （１４名）

５．無効 回答

合　 計

０．６％ （７名） ０．４％ （２名）

１００％ （１１０６名） １００％ （５５６名）

次に、「賛成」の理由として順位（第１、第２位）をつけて７項目から選択してもらった

が、第１位の賛成理由として高い項目は、小学校長の場合、「教職員評価システムを昇任、

昇給等に反映」（３２．６％）、「評価内容に自己申告（目標設定）を含む」（２６・１％）、「現在の

評価者（校長）だけでなく、多面的な評価の導入」（２２・７％）、「これまでの勤務評定全般に

課題がある」（７．８％）である。また、中学校長の場合も、小学校の場合と順位に若干相違

があるものの、高い項目は、「教職員評価システムを昇任、昇給等に反映」（３１・７％）、「現

在の評価者（校長）だけでなく、多面的な評価の導入」（２８・０％）、「評価内容に自己申告（目

標設定）を含む」（２４．８％）、「これまでの勤務評定全般に課題がある」（７・３％）である０
さらに、第１位と第２位の賛成理由全体からみると、小学校、中学校長の意識としてい

ずれも前記と同じく上位の３項目は変わるものの、「被評価者の自己省察や成長の機会」

が「これまでの勤務評定全般に課題がある」よりも同等（中学校長の場合）あるいは若干

高い比率（小学校長の場合）となっている０なお、導入賛成の理由として「その他」を選

択した自由記述の内容をみると、「最終的に校長の評定を直接提出する」「勤評がどのよう

に生かされているのか、その透明性が課題」「評価内容をさらに具体化すべき」「不適格者

に対する措置が必要」などである。

おわりに一人事評価システムの成果と活用の視点から

最後に、すでに実施されている東京都の人事考課制度の状況をとらえつつ、特に人事評

価システム活用のあり方について述べることにしたい。

（１）都の能力開発型人事考課の成果はどうか

先導的試みとして、すでに平成１２年度から、東京都において教員人事考課制度が全国

で初めて導入された（平成１２年４月）。特徴は能力開発型をめざした人事考課制度であり、

自己申告制度と業績評価制度を柱としている０これらの結果に基づき、校長・教頭が適切

な指導・助言を行い、しかも研修や自己啓発、適切な給与面での処遇（たとえば、昇給期

間の３カ月、６カ月および１２カ月の短縮、勤勉手当への成績率の導入）等を行うことを通
じて、各職種の教育職員資質・能力やモラールの向上、適材適所の人事配置や学校組織の

活性化等を図ろうとしている。

この点、昭和３０年代初頭より実施されていた勤務評定の形骸化がこの制度導入の背景

にある。また、昭和３１年から昭和３５年にかけての全国的な勤評阻止闘争の下で評定結果

をこれまで人事異動、処遇に反映させない取り扱いとした運用上の問題もあったのである０

それゆえ、画一的・年功序列的な人事管理の下で教職員の資質・能力の向上は個々の自

主性に委ねられていた。
しかし今日直面するさまざまな教育課題に対して、自主性に委ねるだけでは限界に達し、

むしろ学校組織が一丸となって対処していくためには、能力と業績に基づく新たな人事管

理の確立が求められたのである。

人事考課の一つを構成する「自己申告」は、自ら目標設定することで、より主体的に職
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務に取り組むとともに、自己評価を行い、自己の能力や改善すべき点等を把握することに
より、職務遂行能力の開発・向上をめざすことを目的としている。

公立小・中・高などの対象者の提出率が９８・０％の状況にあり、理解が得られる方向にあ

るとみてよいだろうが、この自己申告は双方向的な仕組みのなかで行われるのが特徴であ

る０校長・教頭が教育職貞一人ひとりとの対話を通じて、個々のよさを認め、生かし、励

ますといった支援的コミュニケーションを取り入れしかも親和的雰囲気を構築できるか
どうかによって自己申告の機能も変容してくると考える。

他方、「業績評価」は教育職員の職務遂行状況を的確に把握し、教育職貞一人ひとりの資
質・能力向上に向けた指導育成方策を見出すことを目的としている。

この業績評価は、連携・協力のなかで進められている教育活動において、一人ひとりの

教育職員が担当の職務にどのように取り組み、学校の課題解決に貢献したかを把握するも
のである。

また、教員の教科の内容自体を評価するものではなく、子ども一人ひとりの実態に合っ

たきめ細かい指導、児童・生徒の反応を的確にとらえた指導を行っているかといった総合

的な観点から学習・生活・進路指導、学校運営、特別活動などの職務遂行状況を評価する

性格となっている。校長の対応としては、加点主義を基盤に置いた業績評価を通じて、む

しろ教員一人ひとりの資質・能力や適性、持ち味を把握し、適材適所の校務分掌、異動希
望、指導育成に生かすことが望まれる。

さらに、これまで教員評価において危供されていた点として、公正で客観的評価が可能

なのかということが挙げられる０評価者が評価要素、着眼点、評価基準を理解し、評価能

力を向上させ自信をもって評価にあたることが前提であるが、少なくとも評定の際に陥り

やすい誤差を認識する必要があろう（八尾坂修『現在の教育改革と学校の自己評価』ぎょ
うせい、２００１年、第６章参照）。

また、評価結果について規則に従い本人に開示をする場合を除き、知り得た評価結果に
ついて秘密を保持することはもちろんである。

さらに、平成１２年度に導入した人事考課制度の実施状況について、区市町村立小・中

学校、都立学校の校長及び教頭を対象に、自己申告、授業観察及び業績評価の無記名によ

る調査を行っているが（平成１３年５月実施）、主な質問事項に対する回答、成果等につい
てまとめてみると下記の通りである。
①自己申告

質問１当初申告時の面接で、教育職員に対して指導を行ったか。
〔回答〕

質 問 項 目

ア ・ 指 導 し 問 題 の あ る 内 容 に つ い て は 書 き 直 さ せ た

イ ・ 指 導 は し た が 、 内 容 を 書 き 直 さ せ る に は 至 ら ず

ウ ・ 一 定 水 準 に 達 し て い た た め 指 導 に 至 ら な か っ た

都 立 学 校 小 ・ 中 学 校

８ ２ ．２ ％ ８ ６ ．２ ％

１１．０ ％ ７ ．１ ％

４ ６ ％ ６ ．０ ％
．　　 ０

〔成果〕自己申告書は９８・０％が提出（平成１２年７月調査）している０書き直しの指導

においては、「職務目標の設定を具体的に記入すること」で９割、「経営方針との整合性を
図ること」で６割を各々指導した。〈複数回答〉

〔課題〕自己申告書の記入にあたって、管理職は事前に教育職員が職務目標を具体的に

記入できるよう、学校経営方針の具体化、明瞭化に努めるとともに、経営方針と整合性を
図れるよう指導する。

質問２　面接により教育職員に対する理解が深まったか。
〔回答〕

質 問 項 目
都 立 学 校 小 ・ 中 学 校

８０．８ ％
ア ． 理 解 が 深 ま っ た

８３．４ ％
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ィ ． 面 接 に よ り 新 た に 理 解 が 深 ま っ た と い う こ と は な い

ウ ． 理 解 を 深 め る こ と が で き な か っ た

９．７％ １１．９％

６．９％ ７．３％

〔成果〕面接で職員理解が深まった。特に日常活動の中ではわかりにくい、経営方針に

対する理解や協力する姿勢を持っている教員の把握ができた。

〔課題〕管理職の教育職員に対する面接は、理解を深めるにとどまらず、「自己評価の甘

い教育職員に対する問題点の指摘や、克服すべき課題の提示」、「組織の一員としての自覚

を持たせる」等、職員の指導育成の役割も担うことの認識を徹底する。

②授業観察

質問３　授業観察により教員の職務状況を把握できたか０
∠監

質 問 項 目

ア ．把 握 で きた

上土学 父 ／ヽ ●　　子 Ｘ

５６．３％

１９．０％

３９．４％

３１．７％
イ ． 教 員 数 が 多 い た め十 分 に把 握 で きな か っ た

ウ ．抵 抗 が 激 し く職 務 状 況 把 握 に 至 らな か っ た
１５．６％ ２３．６％

〔成果〕授業観察を通じて指導技術に関すること、生活指導に関することが把握できた。

また、自己申告による学習指導の実施状況を確かめることができた０

〔課題〕授業観察において教育職員を的確に評価するためには、「教員に対し、授業観察

の視点を明確に示したり」、「事前に指導案の提出を求めたりする」等の工夫をすることが

必要であり、そうしたことを授業改善や校内組織の活性化に結びつけることが求められる。

質問４　授業観察後、教員の姿勢に変化があったか０
∠監

質 問 項 目

ア． 変 化 は 見 られ な い

上土学 父 ／ヽ 　●　　子 Ｘ

６４．９％

３２．８％

４７．６％

５２．０％イ ．職 務 に対 す る姿 勢 に改 善 が 見 られ る

ウ ．管 理職 に対 して 反 発 姿 勢 を と る よ う にな った
２．２％ ０．４％

〔成果〕授業観察を受けることにより、「管理職に授業内容や指導方法に対し指導、助言

を積極的に求める者」等、資質向上に意欲的な教員もでてきた。

〔課題〕教育職員の姿勢の改善は、管理職による授業観察の対応と関連していると考え

られることから、授業観察後、速やかにその結果に対して個々の具体的な指導助言を行う

必要がある。

③業績評価

質問５　学習指導以外の業績評価はどのような場面で行ったか０
回 答 〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⊥ 、、 ⊥　　　　　 溢 六

質 問 項 目 都 址 学 校

８２．２％

小 ・中 子 校

８６．２％ァ ． 日常 の指 導 ・生徒 との対 話 、指 導 を評 価 した ０

ィ ． 学 校 行 事 等 、 い くつ か の 場 面 を 設定 し評 価 した

ウ ．教員数、時間割の制約で具体的事実に基づ く評価ができなかった

１１．０％ ７．１％

４．６％ ６．０％

〔成果〕「評価場面をあらかじめ設定したり」、「日常の場面で評価できなかった」とする回

答が合わせて９割近くあり、学習指導以外の場面においても具体的な事実をもとに評価を

行っている。

〔課題〕「具体的事実に基づく評価ができなかった」とする回答が、少数ではあるが存在す

る。家庭、地域からの評価や、主任の意見等を活用して、評価の客観性を高めていくこと

が必要である。
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質問６　業績評価を実施するにあたり、主任の意見を参考にしたか。
〔回答〕

質 問 項 目 都 立 学 校 小 ・ 中 学 校

ア ・ 主 任 の 役 割 が 浸 透 せ ず 時 期 尚 早 な た め 意 見 を 聞 か な か っ た

イ ． 主 任 の 意 見 が 参 考 に な っ た

ウ ・ 主 任 か ら 意 見 を 聞 く 必 要 が な い の で 聞 か な か っ た

８２．２ ％ ８６．２ ％

１１．０ ％ ７．１％

４．６ ％ ６．０ ％

〔成果〕管理職だけではカバーしきれない部分において、主任の意見が参考になってい
る。

〔課題〕管理職が組織として主任から意見を得られる状況作りや、学校における主任の

位置づけ、各主任においても自己の職責と役割の理解が一層望まれる。業績評価の面から
も主任の職層化等、主任の職責の明確化を早急に確立する必要がある。

（東京都教育委員会『人事考課制度の実施状況に関する調査の集計結果における成果と課
題』２００１年、からの資料に基づく）

（２）配置や処遇、表彰制度への活用

上記の東京都の例のみならず、近年、神奈川県、埼玉県、大阪府なども人事評価をはじ

めとする人事管理のあり方を検討してきた。人事評価の活用として、まず、優秀な教員に

対する人事配置への活用が考えられる。人事評価を通して、教員の能力、適性を的確に把

握することにより、評価結果が人事異動希望や校務分掌の決定、教育管理職への昇任選考

に積極的に活用される必要がある０また、生徒指導や教科指導において優れた能力を有す
る教員については、指導主事等の指導的立場の職に配置することも望まれる。

次に給与面での処遇はどうか。今後、人事評価システムが有効に機能するためには、給

与上の処遇と効果的に連動することができるよう、評価の精度、評価結果の適切な反映の
仕組みについて、いっそう検討の余地がある。

ただ今後の推移については、内閣官房の行革推進本部が示した新たな人事管理システム

案のもとで閣議決定した公務員制度改革大綱（主に一般の行政職員念頭、平成１３年１２月

２５日）の与える影響は大きい。そこでは、「職務遂行能力に対する給与」「職責に対する給
与」および「業績に対する給与」が明確に打ち出されているからである。

さらに表彰制度については、教職員のモラール（志気）向上に資するうえで、学校とい

う協働組織体制のなかで、長年にわたり教育的活動に意欲的に取り組み実践している教員
の功績を称えることは考えられてよい。

表彰に際しては、単に表彰状や記念品のみではなく、能力開発に連結する休暇システム

の活用、指導的立場としての指導・助言活動の機会を導入することも必要である（神奈川

県教育委員会教職員人事制度研究会報告『教職員の人事評価のあり方について』平成１３

年１０月）０また、教育委員会による表彰はむろん、身近な校内（校長、児童・生徒、保護
者）による表彰などの機会も検討されてよいだろう。

（八尾坂修・元兼正浩）

【註】

ｉ元兼正浩「＜学内重点経費＞学校管理職の研修ニーズに関するマーケテイング調査」
（２００２年２月実施）結果など。

ｉｉ国立教育研究所１０４集（公立学校教職員の人事行政に関する研究）昭和５８年
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第１８筆　数職員配置と自律的学校経営

はじめに

２００１（平成１３）年度から義務教育諸学校第７次教職員定数改善計画が実施されている。

また、地方分権改革の中で学級編制および教職員配置に関する基準の弾力化が図られてき

ている。実際に、独自の学級編制や教職員配置に取り組む自治体も見られるようになって

きた。

これまで、教職員配置の問題は学級規模や教授組織の在り方、さらには教育効果との関

連で論じられることが多かったｌ。また、今回の定数改善計画が地方分権改革の一環でもあ

ることから、地方分権との関連で教職員配置の在り方が検討されてきてもいる２０しかし、

自律的学校経営という観点からの教職員配置についての研究ははとんどなされていない０

学校経営にとって配置される職員の種類と人数は極めて重要な要素である。それによっ

て学校の内部組織の編成、とりわけ学級編制を中心とする教授一学習組織の編成は大きな

影響を受ける。したがって教職員の配置と活用について学校がどのように自主性・自律性

を発揮できるのかは自律的学校経営にとって非常に重要ある０その中で、自律的学校経営

の構築という観点からは、次の２点が課題として検討されねばならない。

第一は、学級編制および教職員配置の制度的弾力性がどの程度活用されているかである０

具体的には、①学級編制の標準よりも小規模の学級編制基準の設定や学級編制に関する事

前協議における学級編制基準の弾力的運用、②教員定数の中で配置される非常勤講師の活

用、などの点で地方や学校の独自性が発揮されているかどうかである０

第二は、第７次定数改善計画の運用面、とりわけ今回の改善の中心である少人数指導な

どきめ細かな指導に対する加配における規制と裁量の実態である０この加配は学校規模や

地域の条件等の客観的な条件に応じて行われるのではないので、加配を受ける側の自主性

や積極性が反映される可能性があると同時に、加配する側の統制や指導が加えられる可能

性もある。文部科学省と都道府県教委、都道府県教委と市町村教委、都道府県教委・市町

村教委と学校、これらそれぞれの関係において、加配教員の配置とそれに伴う指導の実態、

そこにおける規制と裁量の実態を捉えることが必要である０

以上のような観点からここでは各調査の結果を分析する。ただし、今回の定数改善計画

は開始されたばかりであり、ここで示す実態は制度が定着していく途上の姿であると理解

するべきであろう。

第１節　都道府県教育長調査

（１）学級編制基準

１８ － １ 小 ・ 学 交 の 学 叢 編 け基 乎

件 数 ％　　 ８０．９

す べ て の 学 年 で ４０ 人 で あ る

一 部 の 学 年 で ４０ 人 未 満

そ の 他

３８

・４ ８．５

５ １０．６

無 回 答

計

０ ０

４７ １００．０

表１８－１は、小・中学校の学級編制基準（複式学級、養護学級等を除く）を示したもの

である。「すべての学年で４０人」であるとする自治体は８０・９％であり、「一部の学年で４０

人未満」と「その他」をあわせると９自治体（１９・１％）のところで学級編制基準の工夫が行

われている。
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（２）教職員配置

表１８－２は、都道府県単独予算による教員配置と定数の中での非常勤講師配置を示して

いる。これによると３８自治体（８０．９％）で都道府県単独予算による教員配置を行い、定

数の中で小学校、中学校に非常勤講師を配置しているのはいずれも２９自治体（６１．７％）
である。

表１８－２　都道府県単独予算による教員配置と定数内での非常勤講師配置　　Ｎ＝４７

件 数 ％

都 道府 県 単独 予 算 に よる教員 配 置 ３８ ８０．９
定 数 内で の 小学 校へ の 非常勤 講 師配 置 ２９ ６１．７
定 数 内で の 中学 校へ の非 常勤 講 師配 置 ２９ ６１．７

（３）教職員配置における都道府県と市町村の関係

表１８－３は教職員配置における都道府県と市の関係を示したものである。学校への教職

員定数配置を一部の市に任せているのは１自治体、すべての市に任せているのは２自治体

である。後者のうち一つは近畿地方の自治体（２７）であり、そこにおける市はすべて大規

模な市である。また、いま一つは中部地方の自治体（２３）であり、そこにはかなり小規模
な市も含まれている。

表１８－３　教職員配置における都道府県都市の関係　　　　　Ｎ＝４７

件 数 ％

一部 の市 には定 数 を包括 して渡 し、各 学校 へ の配 置 を任せ て い る １ ２．１
す べ て の市 に定数 を包括 して渡 し、各 学校 へ の配 置 を任せ て い る ２ ４．３

次に表１８－４は少人数指導加配教員の配置の仕方を示したものである。これによると４０

自治体において「市町村から提出された加配教員の活用計画を検討して」配置が決定され

ている。また、形式的な側面で見ると教科を限定して配置しているのが小、中学校とも１６

自治体、学校規模を限定しているのが小学校で８自治体、中学校で７自治体、学年を限定

して配置しているのが小学校で７自治体、中学校で５自治体となっている。また、少人数

指導加配教員の学校への配置を市町村に任せている都道府県はごく少数にとどまっている。

表１８－４　少人数指導加配教員の配置（複数回答可）　　Ｎ＝４７
小 学校 中学校

件 数 ％ 件数 ％
学 年 を限 定 して配 置 して いる ７ １４．９ ５ １０．６
教科 を限定 して配 置 して いる １６ ３４．０ １６ ３４．０
学校 規模 を限 定 して配 置 して いる ８ １７．０ ７ １４．９
すべ て の市 町村 につ いて 、配 置 は市 町村 に任 せ て い る １ ２．１ １ ２．１
一部 の市 町 村 につ い て、 配置 は市 町村 に任せ て いる １ ２．１ ０ ０．０
市 町村 か ら提 出 され た加 配 教 員 の活 用 計画 を検 討 して配 置

４０ ８５．１ ４０ ８５．１を決 定 して い る

表は省略するが、学年、教科、学校規模という形式的な条件を限定する配置の仕方を都

道府県別に見ると、この３条件すべてを限定している自治体が小学校では２、中学校では

１ある。また、この３条件の内２条件を限定しているのは小学校では６自治体、中学校で

は５自治体である。これらの中で、自治体（１５）は小、中学校いずれにおいても３条件す

べてについて限定しているとともに、配置の決定に際して市町村から提出された加配教員
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の活用計画を検討していない。

第２節　市町村教育長調査

（１）市町村単独予算による教職員配置

表１８－５は市町村単独予算による教職員配置の有無を示している。これによると３５・３％

の市町村で単独予算による教職員配置がある。

表１８－５　市町村単独予算による教職員配置
件数 ％

ある １３９ ３５．３

な い ２４９ ６３．２

無 回答 ６ １．５

合 計 ３９４ １００．０

的（複数回笈可）表 １８－６　 市 町 村 単 独 予 算 に よ る 教 職 員 配 置 の 目 的 （複 数 回 答 可 ）　 Ｎ＝１３９

件 数 ％

ＴＴ ３１ ２２．３

少 人 数 指 導 １５ １０．８

生 徒 指 導 （不 登 校 対 応 な ど） ３０ ２１．６

また、表１８－６は市町村単独予算による教職員配置の目的の内、ＴＴ、少人数指導、生徒

指導の件数と割合を示している。市町村単独予算による教職員配置がある自治体の内、約

２０％がＴＴや生徒指導のために配置を行い、約１０％の自治体が少人数指導のための配置を

行っている。

（２）教職員配置の形態

表１８－７は教職員配置の形態を示している。これによると教職員定数すべてが包括して

渡され各学校への配置を任されている市町村が２７．４％、定数の内一部の配置を任されてい

るのが９．９％、定数内で小学校に非常勤講師の配置があるのが１９．２％、中学校にあるのが

２４．４％である。

形比（複数回牌可）表 １８－７　 教職 員 配置 の 形態 （複 数 回答 叫ノ　　　　　 Ｎ＝淵 ４

件数 ％

定数 のすべ て が包 括 して 渡 され 、各 学校 へ の配 置 を任 され て い る １０８ ２７．４

定 数 の一 部が包 括 して渡 され 、 各学 校へ の配 置 を任 されて いる ３９ ９．９

定 数 の 中で 小学校 に非常 勤講 師 を配 置 して い る ７６ １９．２

定 数 の 中で 中学校 に非常 勤講 師 を配 置 して い る ９６ ２４．４

教職口配置

（３）少人数指導加配の形態と学校に対する指導

表１８－８は小、中学校の少人数指導加配の形態を示している。小、中学校とも「学校へ

の配置は都道府県によって決定されているので、市町村として配置を決定することはない」

が７０％を越えている。それ以外では「学校から提出された加配教員の活用計画を検討して

配置を決定している」が小学校で１７．５％、中学校で１８・５％、次いで「教科を限定して配置

している」で小学校１０．４％、中学校１７．０％となっている。
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表１８－８　小、中学校への少人数指導加配の形態（複数回答可）　Ｎ＝３９４

小学 校 中学 校

件 数 ％ 件 数 ％
学 年 を限 定 して配 置 して いる ３８ ９．６ １３ ３．３
教 科 を限 定 して配 置 して いる ４１ １０．４ ６７ １７．０
学 校規 模 を限 定 して配 置 して いる ２５ ６．３ ２２ ５．６
活 用計 画 を検 討 して 、配 置 を決定 して い る ６９ １７．５ ‾７３

１８．５
市 町村 と して配 置 を決 定 す る こ とはな い ２８６ ７２．６ ２８５ ７２．３

表１８－９は、少人数指導加配教員の職務に関する市町村教委から学校への指導を示して

いる。「弾力的に活用するよう指導している」が約半数になるが、「担当授業時数の最低基

準を設けている」と「当初提出された計画を変更しないよう指導している」は各々約２０％
である。

表１８－９　少人数指導加配教員の職務に関する指導（複数回答可）　Ｎ＝３９４
件数 ％

担 当授業 時数 の最 低 基準 を設 けて い る ８０ ２０．３
限定 した 学年 以外 の授業 を担 当 しな いよ う指 導 して いる ２２ ５．６
限定 した教 科 以外 の授業 を担 当 しな い よ う指 導 して いる ５０ １２．７
学校 の裁量 によ り弾 力的 に活 用す るよ う指導 して い る １９２ ４８．７
当初提 出 され た計 画 を変更 しな いよ う指 導 して い る

７７ １９．５

（４）市町村の規模別の分析

以上見てきた質問項目のうち、自治体の人口規模別に見た場合に特徴のある二つの項目

を取り出したのが表１８－１０と表１８－１１である。この二つの表を見て注目されるのは人口

規模３万人以上１０万人以下の自治体である。まず表１８－１１を見ると少人数加配教員の配

置を決定しないとする割合が、他の規模区分の自治体以上に高い。１０万人以上の自治体が

小、中学校とも５３．１％であるのに対し、人口規模３万人以上１０万人以下の自治体ではと

もに８１・４％と大きい差がある。次に表１８－１０を見ると人口規模３万人以上１０万人以下

の自治体では自治体単独予算による教職員配置があるとする割合が５０．８％であり、他のど

の人口区分よりも高い。なぜこの人口区分の自治体でそのような特徴が現れるのかはわか

らないが、人口規模３万人以上１０万人以下の自治体では教職員定数配置における自由度

が制約される一方で、自らの予算による教職員配置を行ってその不自由さを補っている様
子を窺うことができる。

表１８－１０　人口規模別による市町村単独予算による教職員配置
ある な い 計 －

１０万人 以上 １■２（３７．５） ２０（６２．５） ３２（１００．０）
３万 人以 上～ １０万 人未 満 ３０（５０．８） ２９（４９．２） ５９（１００．０）

１．５万 人以 上 ～３万 人未 満 ２２（３７．９） ３６（６２．１） ５８（１００．０）

０．８万 人以 上 ～ １．５万 人未 満 ２３（２９．１） ５６（７０．９） ７９（１００．０）
０．５万 人以 上 ０．８万 人未満 ２３（３２．４） ４８（６７．６） ７１（１００．０）
０．５万 人未 満 ２９（３２．６） ６０（６７．４） ９３（１００．０）
計 １３９（３５．８） ・２４９（６４．２） ３８８（１００．０）
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表 １８－１１ 市町村 として少人数指導加配教員の配置 を決定 しない割合

小学校 中学校 Ｎ

１０万人以上

３万人以上～１０万人未満

１．５万人以上～３万人未満

０．８万人以上～１．５万人未満

０．５万人以上 ０．８万人未満

０．５万人未満

計

１７（５３．１） １７（５３．１） ３２

４８（８１．４） ４８（８１．４） ５９

４１（６９。５） ４３（７２．９） ５９

６３（７９．７） ６４（８１．０） ７９

５５（７７．５） ５２（７３．２）ｌ　　 ７１

６２（６６．０） ６１（６４．９） ９４

２８６（７２．６） ２８５（７２．３） ３９４

第３節　小・中学校長調査
（１）加配の実態

表１８－１２は加配教員の有無を示している。小学校では６０・７％、中学校では８５・８％の学

校に教員が加配されている。表１８－１３は加配教員がいる学校について、加配の目的を示

したものである。小学校では加配教員のいる学校の内半数以上の学校に少人数指導目的の

加配があり、次いでＴＴが約４割になっている。中学校ではＴＴが５割を超え、次いで少

人数指導も５割近く、生徒指導が３５．２％である。

表 １８－ １２　 加 配 教 員 の 有 無

小 学 校 中 学 校

４７７（８５．８）

７８（１４．０）

計

１１４８（６９．１）

５０９（３０．６）

い る ６７１（６０．７）

い な い

無 回 答

４３１（３９．０

４（０．４） １（０．２） 　 ５（０．３）

１６６２（１００．０）計 １１０６（１００．０） ５５６（１００．０）

表 １８－ １３　 加 配 教 員 の 配 置 目的 （複 数 回 答 可 ）

小 学 校 中 学 校 計

５７９（５０．４）

５１７（４５．０）

少 人 数 指 導 ３４３（５１．１） ２３６（４９．５）

ＴＴ

同 和 教 育

２６３３９．２ ２５４５３．２

９４（１４．０） ７８（１６．４） １７２（１５．０）

２０１（１７．５）生 徒 指 導 ３３（４．９） １６８（３５．２）

研 究 指 定 １１（１．６） １５（３．１） ２６（２．３）

１３０（１１．３）新 任 教 員 指 導

そ の 他

６６（９．８） ６４（１３．４）

１５６（２３．２） ７空（０・４） ２■３０（２０．０）

１１４８
Ｎ ６７１ ４７７

（２）少人数指導加配についての教委の指導

表１８－１４は、少人数指導加配を受けている学校が教育委員会からどのような指導を受

けているかを示したものである。小、中学校ともに「担当授業時数の最低基準を設けられ

ている」が最も多く約７０％である。小学校ではついで「学校の裁量により弾力的に活用す

るよう指導されている」、「当初提出された計画を変更しないよう指導されている」の順に

なり、中学校では「当初提出された計画を変更しないよう指導されている」、「限定した教

科以外の授業を担当しないよう指導されている」の順である０
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表 １８－１４ 少人数加配 についての教委の指導内容 （複数回答可）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ」Ｌ

小学校 中学校

１５９（６７．４）担 当授業時数 の最低基準 を設け られている

限定 した学年以外の授業を担当しないよ う指導されている

限定 した教科以外の授業を担当 しないよう指導されている

学校 の裁量 によ り弾力的 に活用す るよう指導 されている

当初提出された計画を変更 しないよう指導 されている

２５７（７４．９）

５２（１５．２） １２（５．１）

６６（１９．２） ６５（２７．５）

９８（２８．６） ５２（２２．０）

９２（２６．８） ６６（２８．０）

Ｎ ３４３ ２３６

（３）定数内での非常勤講師の配置

表１８－１５は教職員定数内で配置される非常勤講師の有無を示している。１９・１％の小学

校および３３．１％の中学校で教職員定数内から非常勤講師が配置されている。

表 １８－１５　 教職 員 定数 内 セ の非常 勤講 師 の配 置

小学校 中学 校 　 計 １

ｌ ３９５（２３．８）ｌ

ｌ １２４２（７４．７）ｌ

ｌ ２５（１．５）１

いる ２１１（１９．１） １８４（３３．１）

いな い ８７８（７９．４） ３６４（６５．５）

無 回答 １７（１．５） ■８（１．４）

ノ
計

１１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

（４）学校規模による分析

加配教員と定数内での非常勤講師の有無について、学校規模別に見たのが表１８－１６と

表１８－１７である。

小学校では加配教員および定数内での非常勤講師配置ともに、学校規模が大きいほどい

る割合が高くなる傾向がある。中学校では加配教員は学校規模が大きいほどいる割合が高

い傾向があるが、定数内での非常勤講師の配置では最も小規模な１～５学級でいるとする

割合が最も高くなっている。また、１２～１７学級でも定数内での非常勤講師の配置の割合が

比較的高くなっている。中学校の場合、非常勤講師の配置は免許外担当解消目的が多いと

推測されるので、１～５学級および１２～１７学級の学校で免許外担当が生じやすく、その解

消のために非常勤講師が配置されていると考えられる。

溢校規模別古　よる力配教ロの有鉦表 １８－１６　 学校 規 模別 によ る加 配教 員 の有禁

小学 校 中学校

い る いな い ．計 いる いな い 　 計

１０８（１０，０．０）１～５学級

６～ １１学級

１２～１７学級

１８学級 以上

３２（１８．３） １４３（８１．７） １７５（１００．０） ５２（４８．１） ５６（５１．９）

２００（４７．７） ２１９（５２．３） ４１２（１００．０） １８４（９０．２） ２０（９．８） ２０４（１００．０）

２２２（８０．４） ５４（１９．６） ２７６（１００．０） １４７（１００．０） ０（０） １４７（１００．０）

２１３（９５．５） １０（４．５） ２２３（１００．０） ９０（９８．９）’ １（１．１） ９１（１００．０）

計 ６６７（６１．０） ４２６（３９．０） １０９３（１００．０） ４７７（８５．９） ７８（１４．１） ５５５（１００．０）
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表 １８－１７　 学校規模別による教職員定数 内での非常勤講師の配置

小学校 中学校

いる いない 計

１７３（１００．０）

４１９（１００．０）

２７０（１００．０）

２１８（１００．０）

１０８０（１００．０）

いる

４７（４４．３）

いない

５９（５５．７）

　 計

１０６（１００．０）１～５学級

６～１１学級

１２～１７学級

１８学級以上

計

２７（１５．６）

５８（１３．８）

７１（２６．３）

５４（２４．８）

（１９４）

１４６（８４．４）

３６１（８６．２）

１９９（７３．７）

１６４（７５．２）

８７０（８０６）

５５（２７．２） １４７（７２．８） ２０２（１００．０）

５２（３５．９） ９３（６４．１） １４５（１００．０）

２８（３１．１） ６２（６８．９） ９０（１００．０）

１８２（３３．５） ３６１（６６．５） ５４３（１００．０）

２１０

第４節　新しい知見と今後の課題

以上見てきたデータから、地方分権改革および義務教育諸学校第７次教職員定数改善計

画に伴う学級編制および教職員配置の実態と課題をまとめておこう。

学級編制基準や教職員定数内での非常勤配置など、制度の弾力性は徐々に活用されるよ

ぅになってきているということができる０本調査の段階では４０人未満の学級編制基準を

設けていると回答した都道府県は４自治体にとどまったが、２００２（平成１４）年３月の朝

日新聞社の調査によると、２００１（平成１３）年度から一律基準を設けて少人数学級を編制

しているのが５県、２００２（平成１４）年度から予定しているのが１１県となっている３。ま

た、定数内での非常勤講師の配置はとりわけ中学校で積極的に活用される傾向があり、免

許外担当の解消に向けられていると思われる。

次に制度の運用面における都道府県と市町村の関係を見ると、教職員配置において市町

村の自主性を活かすことは必ずしも進んでいない０教職員定数配置を市に任せている都道

府県はごく少数であるし、少人数加配教員の配置についても市町村はそれほどイニシアテ

ィブをもちえていない。規模別に見ると、人口規模３万人以上１０万人以下の自治体では

教職員定数配置における自由度が制約される一方で、自らの予算による教職員配置を行っ

てその不自由さを補っている様子が見られた。

次に、市町村教育委員会と学校との関係を見ると、少人数加配教員の職務に関する指導

について、５０％近い教育委員会が「学校の裁量により弾力的に活用するよう指導している」

と回答しているのに対して、「学校の裁量により弾力的に活用するよう指導されている」と

回答している学校は小学校で２８・６％、中学校で２２・０％である。また、「担当授業時数の最

低基準を設けている」とする教育委員会が約２０％であるのに対し、「担当授業時数の最低

基準を設けられている」とする学校は約７０％である。つまり、市町村教育委員会は少人数

加配教員の職務について厳しい規制は行わず、学校の裁量を生かすよう指導しているつも

りであるのに、学校側は規制的な指導を厳しく受け止めている０都道府県教育委員会から

の指導が影響している可能性もあるが、この意識のずれは学校の自律性確立という観点か

らは問題である。

以上、総合的に判断すれば、学級編制および教職員配置に関わる弾力的な制度は少しず

つ活用されてきているものの、都道府県と市町村、市町村と学校それぞれの関係は必ずし

も分権化、自律性重視の方向には変化していない０相互の意識変革が必要とされよう。ま

た、少数ではあるが、定数酉己置を一括して市に任せたり、少人数指導加配教員の配置や活

用について学校の計画や柔軟な活用を促したりする自治体も見られる。こうしたいわば実

験的な取り組みからより効果的な教職員配置のシステムづくりについての展望が開かれる

ものと思われる。研究的にもこれらの取り組みについて客観的な分析を行い、自律的学校

経営構築に向けての知見を得ることが必要であるといえよう０

－２４１－
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結章　わが国自律的学校経営の現状と課題

第１節　本調査の概要と新しい知見
以上、都道府県教育長調査、市町村教育長調査、そして小・中学校長調査を通して、

わが国の自律的学校経営の現状と課題を中心に考察してきた。最後に、これまでの考察
を整理した上で（１）、新しい知見と今後の課題について総括してみたい。

先ず、第一に、中教審答申「今後の地方教育行政の在り方について」（平成１０年９月）
以降、教育委員会の関与を整理縮減し、学校の自主性・自律性を確保するために、各自

治体において学校管理規則の見直しが進められてきたが、本調査からは、わが国の自律
的学校経営の観点から見た場合の、学校管理規則の見直しの現状と課題について、次の
点を指摘できよう。

（１）中央教育審議会答申（平成１０年９月）において、学校の自主性・自律性の確立の
ために、学校管理規則の見直し、教職員人事・学校予算についての校長の裁量権の
拡大、職員会議の法的性格の明確化（補助機関化）、そして学校評議員の設置などい
くつかの改革案が提言され、２０００（平成１２）年１月２１日には学校教育法施行規則

が改正され、職員会議の見直しや学校評議員の設置などの法整備が行なわれたが、
市町村教育長調査を見る限り、職員会議の位置付け明確化（改正率７０．６％）や学校
評議員設置（改正率、１３年調査５１．８％、１４年調査７２．５％）のための学校管理規則
の改正はかなり進んでいるものの、教育委員会の許可・承認等の縮減のための管理

規則改正（改正率３９．３％）やこれら（学校評議員設置・職員会議の位置付けの明確
化・教育委員会の許可・承認等の縮減）以外の学校の自主性・自律性を確立するた
めの学校管理規則の改正（改正率１５．５％）はそれほど進んでいない。法定により要

請された見直しは着実に進展しつつあるものの、学校の自主性・自律性の確立へ向
けた学校管理規則の本格的な見直しは緒に就いたばかりであるといえよう。今後、
各市町村教育委員会は、学校施行規則に定める学校評議員設置や職員会議位置付け

明確化のための改正にとどまらず、学校の自主性や自律性を確保し、特色ある学校
づくりをするにはどうすべきかの観点から、地域の実情や学校の実態を踏まえた、
学校管理規則の抜本的な見直しを求められる。

（２）中教審答申（平成１０年９月）以降の一連の改革（職員会議の法的性格の明確化や
学校評議員の設置など）を、大多数（８割）の市町村教育長や小中学校長がともに、
特色ある学校づくりや学校の活性化をはかる上で役立つと評価している点は注目さ
れよう（第８章第２節－５、第３節－１）。しかし、大多数の教育長や校長が学校の

自主性や自律性の確立に向けたこうした一連の改革に一定の評価と期待を表明して
いるにもかかわらず、実際には、中教審答申以降の一連の改革で、学校を自主的・

自律的に運営できるようになったと実感している校長は、小、－中学校ともに、まだ
３割程度と少なく、改めてこの改革が緒に就いたばかりであることを印象づけてい

る（第３節－２）。
（３）特色ある学校づくりを推進していく上で、学校経営のどんな領域で自主性・自律性

を強化すべきかに関して、市町村教育長と学校長との間で大きな見解の違いが認め
られることは興味深い（第２節－６、第３節－３）。市町村教育長は、自主性・自律

性を強化すべき重要な学校経営の領域として、「教育課程の編成」や「教育活動・教
授方法」や「組織編制」を挙げ、逆に「教職員の人事」や「学校予算の編成と執行」

を最も低い順位に挙げているのに対して、校長は、小学校、中学校ともに、自主性・
自律性を強化すべき学校経営の領域として、（「教育課程の編成」とともに）、「教職
員の人事」と「学校予算の編成と執行」を挙げている。本調査の各所で明らかにな
ったように、小中学校長は、特に人事・学校予算編成についての権限の強化を望む
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声が強いことを指摘しておきたい。校長は、教育長が考えている以上に、「教職員の
人事」と「学校予算の編成と執行」に関しての権限の委譲を望んでいるわけであっ

て、今後、この認識の違いが、学校の自主性・自律性の確立へ向けての両者の取り
組み…教育委員会と学校の権限配分の問題…に微妙な影響を与えることも考えられ
る。

（４）市町村教育長も、校長も、地域に開かれた、特色ある学校づくりを主体的に推進
し、学校教育を活性化していくためには、概して、「学校の自主性・自律性の強化」

「校長の権限の強化」「学校の情報公開の促進」「学校評価システムの確立」「教職
員の人事考課の充実」が有効であると見なしているのに対して、「学校評議員の設
置」や「学校選択の導入・通学区域の弾力化」の有効性についてはどちらかという

と低く評価しているのは興味深い０ここには校長、教育長の一連の教育改革に対す
る評価とともに、暗に両者の改革に対する取り組み姿勢が伺えるともいえる。とは
いっても、３割から４割の校長や教育長が「学校評議員の設置」や「学校選択の導
入・通学区域の弾力化」を「有効である」と評価している点は留意する必要があろ
う。

なお、教育委員会の指導・助言体制（支援体制）の強化については、教育長の約
６割が、校長の約４割が「有効である」と評価しており、両者の間には認識に若干

の開きがある０ここには、校長の約８割は「教育委員会から受ける指導助言には事
実上、強制力があると受け止めている」とする国立教育研究所の調査結果もあるよ

うに（２）、学校の自主性・自律性の確保の観点から、検討すべき微妙な問題（教委に
とって支援でも学校にとって介入と解釈される）が含まれていると思われる。

（５）学校評議員設置や職員会議位置づけの明確化のための学校管理規則改正の有無と
地域性（全国地域ブロック）の間には統計的に有意な関係があったものの（第２節
－１）、２））、学校管理規則の改正と人口規模との間には統計的に有意な関係は認め

られなかった０改革の有効性については、人口規模との間で統計的に有意な関係が
認められ、概して、人口規模３万人以上の大規模自治体の教育長が、人口規模それ
以下の小規模自治体の教育長よりも、今般の改革を高く評価しているように思われ
る（第２節－５）、７））。

（６）市町村教育長のみならず、小・中学校長も、その過半数が、児童・生徒の自律性や
責任感を育成したり、彼らの教育要求を学校運営に反映させるために、児童・生徒

の学校参加をもっと促すべきだと考えており、子どもの意見表明権の保障という観
点からも、今後、施策的にこれを積極的に推進していくことが望まれる。とりわけ、
人口規模１０万人以上の自治体の教育長が、人口規模それ以下の自治体の教育長よ
りも、児童・生徒の学校参加の必要性をより強く感じている。

いずれにしても、学校の自主性・自律性の確立に当たっては、実質的に学校に教
育委員会からの権限（とりわけ、人事権と予算編成権）がどの程度委譲されるかが

大きな鍵となるわけであって、学校の自律性が保障されるよう、地域特性や学校の
実態を踏まえた、抜本的な学校管理規則の見直しを求められる。

第二に、中教審答申（１９９８年９月）で「教育課程の基準の大綱化・弾力化」の方針
が示される一方、１９９８年教育課程審議会は「幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学
校、聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改善について」を答申し、この答申にもと

づいて、１９９８年学校教育法施行規則の改正が行われ、幼稚園指導要領、小学校学習指導
要衝、中学校学習指導要領、１９９９年には高等学校学習指導要領が告示され、「総合的な
学習の時間」の導入や授業時数の弾力的編成や選択教科の種類の拡大等が企図されたが、

この新教育課程やその基底にある学力観の大きな変化は、教育行政や学校経営の在り方
に次のような影響を与えている。

（１）本調査によれば、今般の地教行法４８条の改正により、都道府県教育委員会の市町
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村教育委員会に対する教育課程に関する指導・助言・援助の在り方がどのように変

わったかについて、都道府県教育長は、その約８割が「少し変わった」と、また市

町村教育長はその約５割が「少し変わった」と回答しており（表９－１）、教育課程に

関する指導助言等の変化がある程度あったと認識していることは、改正の趣旨が少

しずつ定着しつつあることを示す。ただ、この点について、都道府県教育長と市町

村教育長との間ではかなり認識のずれがあることに留意する必要がある。

（２）中教審答申（平成１０年）以降、教育課程行政における市町村教育委員会自身の自

主性・自律性が実質的に強まったかどうかについては、都道府県教育長の約７割が、

市町村教育長の約２割が、そして小中学校長の約２割がそれぞれ「強まった」と回

答しており（表９・４）、市町村教育委員会の教育課程行政の自主性・自律性へ向けて

の動きが少しずつ顕在化しつつあることが伺える。ただ、この点についても、都道

府県教育長と市町村教育長・小中学校長との間で認識の差が大きい。なお、市町村

教育長及び中学校長の認識と人口規模との間に統計的には有意な関係が認められる。

すなわち、概して、１０万人以上の大規模自治体の教育長・校長の方がそれ以下の小

規模自治体の教育長・校長よりも教育課程行政上の自主性・自律性が強まったと認

識している。

（３）中教審答申（平成１０年）以降、学校における教育課程編成・実施上の自主性・自

律性が強まったかどうかについては、都道府県教育長の約７割が、市町村教育長の

３割強が、そして小中学校長の約３割が「強まった」と回答しており（表９・７）、学

校の教育課程編成・実施上の自主性・自律性へ向けての動きが始まっていることが

看取できる。なお、この点についても、都道府県教育長と市町村教育長・小中学校

長との間で認識の差が大きく現れている。

（４）「特色ある教育課程づくり」や「学校の家庭や地域社会との連携」などの新教育課

程の方針を定着させようとする努力が市町村教育長や小中学校長によって少しずつ

行われている様子が伺えるほか（表９・８）、「総合的な学習の時間」が小中学校長に

よって概して好意的に受け止められていることも看取できる（表９・９）。

（５）教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上での改善点に関して、小中学校長は

教育課程編成に関する裁量や自由度の拡大よりも、学校予算における学校裁量の拡

大をより強く求めていることは興味深い（表９・１０）。この他、小中学校長は、改善

点として「新しい教育課程に見合った教職員の力量が低いこと」や「中堅のリーダ

ーシップが不足していること」、そして「教職員の時間的余裕がないこと」や「打ち

合わせ時間の確保が難しいこと」を指摘しており、人材開発の促進や教師の多忙感

の解消が求められている（表９・１０）。

第三に、学校裁量の拡大が校長のリーダーシップの発揮にどのようにつながるかは未

だ検証されていない大きな研究課題であることから、本リーダーシップ研究は、①校長

のリーダーシップに係わる行政施策や支援が校長の影響力の基盤（すなわち、エンパワ

ーメント）の増大にどう結びつくのか、②このエンパワーメントの増大が具体的な学校

組織状況の中で校長のリーダーシップにいかなる影響を及ぼすのか、そして③学校は、

この校長のリーダーシップによってどう変容するのかといった３つの視角から行われた。

その主な結果は次の通りである。

（１）小中学校調査（第一次調査）によれば、校長のエンパワーメント（影響力発揮の度

合）が最も発揮されているのは、「学級担任の選任」「主任の選任」「校務分掌組織の

編成」などの学校組織内の教員配置の経営領域であり、逆に校長がパワーを保有し

ていない経営額域は「学校予算の校内配分」である（表１０－１）。

（２）小中学校長が、リーダーシップを発揮することによって学校が変わるとする期待や

実感、すなわち効力感をどの程度保持しているかを検討したところ、校長の約３分

の２（６６．７％）がリーダーシップの効力を実感している。
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（３）校長のエンパワーメントとリーダーシップ効力感の間には正の有意な関係が認め

られている（表１０－２，３）。これは、校長の権限を拡大し、各経営領域に対する影響

力を増大させることによって、校長自身がリーダーシップの効力を実感するように
なることを示唆するものである。

（４）小中学校長は、リーダーシップを発揮する上で改善すべき条件として、「校長裁量

予算の増額（９５．３％）」や「人事に関する校長の裁量性の拡大（９４．７％）」を最も多く

挙げており、以下順に「保護者等の意見交換の充実（８２．５％）」「（校長・教頭・教務

主任等からなる）経営組織基盤の確立（８２．１％）」「経営に関する研修の充実

（８０．７％）」、「教委による（校長の）学校経営の支援強化（７６．７％）」を挙げている

（表１０・２）。このことは、学校予算や人事に関しての校長の裁量の拡大や学校経営
チームの構築や教委の支援態勢強化の必要性を示唆している。

（５）学校裁量の拡大が、校長のエンパワーメントにどのような影響を及ぼすかを検討し

たところ、校長のエンパワーメントは、学校裁量の拡大によって直接的に増大する

ものではない（表１０・４）。学校裁量の拡大（制度的・行政的要因）は、組織的要因

を媒介することによって、間接的に校長のエンパワーメントの形成（増大）に寄与
していると考えられる。

（６）校長のエンパワーメントと教師のエンパワーメントが、校長のリーダーシップの発

揮に対してそれぞれどの程度影響を及ぼしているかを検討したところ、校長のリー

ダーシップは、教師のパワー水準が十分に高い状態において、発揮されるものであ

ることが明らかとなった（表１０－６）。教師のパワーを略奪したところでの校長のリ

ーダーシップの発揮ということは考えられない。つまり、校長と教師の双方がパワ

ーを保有している状態において、校長のリーダーシップは最も促進される。では、

この校長のエンパワーメントと校長のリーダーシップとの関係はどのように説明さ

れるか０その説明の道筋は２つある。１つは、校長の獲得したパワーは、学校組織

において、適宜、教師集団にも配分され、校長と教師集団のパワーバランスの上に、

校長のリーダーシップが成立しているという考え方である。もう一つは、校長はパ

ワーを獲得することによって、学校改善に対するモチベーションやリーダーシップ

の発揮に対する期待や効力感を感じ、それらの心理的効果が校長のリーダーシップ
の発揮に結びつくという考え方である。

（７）校長と教師のエンパワーメントを統制した上で、校長のリーダーシップが自律的学

校経営下における成果変数（指標）である自律的改善型コミュニティーの形成に対

してどのような影響力を及ぼしているかを検討したところ、自律的改善型コミュニ

ティーの形成は、校長のリーダーシップと教師のエンパワーメントによって規定さ

れていた（表１０－７）。とりわけ、教師のエンパワーメントは、校長のリーダーシッ

プを促進させるだけでなく、自律的改善型コミュニティーの形成に対しても強い影

響を及ぼしている。従って、自律的学校経営において組織変革を成し遂げようとす

れば、「教師がパワーを有する、校長を中心とした組織体制」の整備が必要となる。

以上に示された結果は、学校裁量の拡大が校長のリーダーシップの発揮にどう繋がり、

それがまた組織成果にどう結びつくのかといった問題や、校長と教師の権限配分はどう

あるべきかの問題を考える上で非常に示唆的である。

第四に、中教審答申（１９９８年）では、学校の自主性・自律性の確立の観点から、自律

的学校経営を展開する上で学校予算編成・執行の在り方が問われているため、本調査で

は、学校の予算編成や執行の実態や課題を探った。その主な結果、次の通りである。

（１）学校予算面で学校の裁量権を拡大しようとすれば、細節間のみならず節間の流用も

認めて、学校予算執行上の弾力化を促すことが求められるが、実態的には、約７割

の教育委員会が細節間の流用を、また約５割の教育委員会が節間の流用を認めてい

る（図１１－１）。学校予算の適正執行のためには無定見な流用は避けるべきであるが、
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学校予算執行の弾力化のためには、より一層の節間の流用が必要である０

（２）校長の専決権は約３割の教育委員会において校長の専決権を認められており（図
１１－２）、その場合でも、そのうちの約４割の教育委員会において校長の専決権を運用

上認めているに過ぎない。また、物品購入の専決額は７割の教育委員会において１０

万円以下であり、小学校中学校長調査では、約４割の校長が最低「１０万円以上－５０

万円未満」の専決額が必要と考えていることからすると、今後、校長の専決権をめ

ぐって、額や法規面での整備が求められよう０なお、人口規模１０万人以上の自治

体において校長の専決権を認めている割合が高くなっている（教育長調査）（表

１１－１）。

（３）約１割の教育委員会が、校長の裁量予算を実施していると回答しており（図１１・３）、

その額も、小学校の場合、一校当たり平均１０万円以上３０万円未満が最も多く、校

長の裁量予算措置を講じている自治体が極めて少ない。また、小中学校ともに、校

長の約６割が、校長の裁量予算の額が不足していると回答している一方で、校長（小

中）の約８割が、「校長裁量予算は、学校が自主的・自律的に教育活動を展開する

上で役立っている」と回答し、校長裁量予算を設けることの意義を評価している（小

中学校調査）。また、学校が教育委員会から研究校の指定を受けて、補助金を獲得す

ることにより、学校の教育計画にそった研究開発と教育活動の充実をはかることは、

自律的学校経営推進の観点からも好ましいことであるが、教育長調査によれば、約

半数近くの自治体において教育委員会が研究校の指定をおこなっている０研究指定

校に配分される一校当たりの予算額は「１０万円以上３０万円以下」が最も多く、校

長裁量予算の額とほぼ同額である０なお、人口規模の大きい市町村はど、研究指定

校の措置を講じている割合が高い。

（４）教育委員会から各学校に配当される、いわゆる学校配当予算の配当基準がどのよう

になっているかを探ったところ、「基準財政需要額」や「学校運営費標準」に基づい

て配当している教育委員会は極めて少ない反面、これら以外の基準（児童・生徒数

割など）を用いて配当している教育委員会は約半数を占め、「前年度実績」による配

当を行っている教育委員会も３５％を占めていることが明らかとなった（図１１・４）。

しかも、経験的にも指摘されていたことであるが、児童・生徒割や学級数割、学校

割などの基準を用いる教育委員会は、自治体の人口規模が大きくなればなるほど、

多くなり、逆に、前年度実績を用いる教育委員会は、人口規模が小さくなるほど多
くなる傾向が看取できる（表１１・２）。これは、人口規模の大きい自治体の教育委員

会ほど、明確な基準に基づく学校予算の配分を重視していることを改めて実証的に

裏付けている。

（５）学校の自主性・自律性を高めるために、今後学校の予算面でどのような措置を講ず
るべきかについて（複数回答）、教育長は、その約６６％が「学校配当予算に学校の

要望を反映する仕組みを作ること」、同約４１％が「校長裁量予算を設けること」、同

３５％が「学校配当予算の額自体を増やすこと」を挙げている。他方、校長は、学校

の自律性を高めるための学校予算の改善策として、小中学校ともに、その約６割が

「校長の裁量予算を設ける」を、約４割が「学校配当予算額それ自体を増やす」を、

そして約４割が「予算の流用枠を拡大する」（複数回答、表１１・１７・１）を挙げている０

教育長と校長とでは、学校予算の改善策についての認識に多少の敵前があるが、校

長の裁量予算を設けることや学校配当予算の額を増やすことでは認識が一致してい

る。

（６）学校予算の編成方法に関しては、校長調査によれば、「学校の予算計画書にもとづ

いて、教委が編成する」方法をとっている学校は、小学校で４２％、中学校で４６％

であり、「教委が配当基準を設けて、一律に積算、配当する」方法をとっている学校

は、小学校で５６％、中学校で５２％である０「学校の予算計画書にもとづいて教委が
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編成する」方法をとっている学校は、小学校、中学校ともに、自治体の人口規模が

小さくなるにつれて多く見られ、逆に「教委が配当基準を設けて、一律に積算、配

当する」方法をとっている学校は、小学校、中学校ともに、自治体の人口規模が大

きくになるにつれて多くなる傾向がはっきりと看取できる（表１１・４・２、３）。また、

教育委員会が学校の予算編成において学校の要望を聴取する機会を設けていると回

答した学校は、小学校で６９％、中学校で７０％となっており、しかも、人口規模の

小さい自治体の学校（小中）はど、学校の要望を聴取する機会を設けている率が高

いようである（表１１－５・２）。これらのことから、人口規模の小さい自治体ほど、学

校数が少ないために、学校予算を配当するための基準が不要となり、あるいは予算

編成の事務を学校に任せることにより、個々の学校の要望が聞き入れやすい態勢に
なっていると考えられる。

（７）校内での学校予算編成方法に関して、小中学校ともに、校長の約４割が「学校予算

を委員会又は職員会議で検討し決定する」、鱒２割が「校長が予算原案を教職員に

提示・報告する」、そして約３割が「学校として特に検討を行わない」と回答して
おり、学校として次年度の学校予算編成を特に検討しない学校が３割もあることは
注目される（表１１せ１）（小中学校長調査）。

（８）学校の実行予算配分方法についても、小中学校ともに、校長の約４割が「学校予算

を委員会又は職員会議で検討し決定する」、約３割が「校長が予算原案を教職員に

提示・報告する」、そして約２割の校長が「学校として特に検討を行わない」と回

答しており、学校として実行予算配分について特に検討しない学校が少なからずあ
ることは注目される（表１１サ１）（小中学校長調査）。

（９）学校配当予算が学校の教育活動を展開する上で十分であるかどうかについて、小中

学校ともに、約８割の校長が「不十分である」と回答しており（表１１・１０－１）、改め

て学校予算額自体の不十分さを裏付けている（小中学校長調査）。

（１０）今年度教委から配当された学校配当予算が学校の意向・要望をどの程度反映して

いるかについて、小中学校ともに、約４割の校長が「反映されていなかった」と回

答しており（表１１・１１・１）、学校の意向や要望が学校配当予算に反映されていない学

校がかなりあるようである。なお、小中学校ともに、人口規模が大きい自治体の学

校はど学校の意向が反映されていなかったと回答する割合が高い（小中学校調査）。

これは、（６）で検討したように、人口規模の大きい自治体の学校はど、「教委が配当

基準を設けて、一律に積算、配当」する予算編成方法を採っているためと考えられ
る。

（１１）中教審答申（１９９８年）以降の一連の改革で、学校の自主性・自律性の確立の観点

から、教委の学校予算編成の在り方関して改善がはかられたかどうかについて、小

中学校ともに、約７割の校長が、改善を実感していないと回答しており、学校予算
編成の改善が始まったばかりであるといえよう（表１１－１３・１）。

（１２）学校予算の反省とその次年度の予算執行計画への活用について、小中学校ともに、

約５割の校長は「学校予算が教育計画にそって適切に使われたかを反省し、それを

次年度の予算編成や予算執行計画に活かしている」と回答しているものの、依然と

して約３割の学校で学校予算についての反省とその次年度予算編成等への活用が不
十分であることを認めている（表１１・１４）。

（１３）予算委員会の設置については、小中学校ともに、約２割の学校が予算委員会を設

けて声り、予算委員会の設置率は学校規模が大きくなるにつれて高くなっている。

一方、予算委員会を設けていない学校のうち、小中学校ともに、約４割の学校が学

校予算について特に機関（組織）で検討しないと回答しており、（７）でも検討したよ

うに、次年度の学校予算編成を学校として特に検討しない学校が約３割もあること

を併せて考えると、学校予算の組織的取組が必ずしも十分でないことを示唆してい
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る（表１１－１５・３）。また、小中学校ともに、約４割の校長が「一般教職員の学校予算

に対する関心はない」と回答しており（表１１・１６・１）、一般教職員の学校予算に対す

る関心の低さを指摘できよう。この関心の低さが学校予算についての組織的検討の

低調さの一因にもなっているとも考えられる。

以上、学校予算に関しては、学校予算の執行面で細節間・節間の流用はかなり認めら

れつつあるものの、①校長の専決権はその額や法規面での整備はまだ不十分であり、ま

た校長の裁量予算の実施率（約１割程度）も極めて低いこと、②自律的学校経営を展開

する上で、学校予算の編成・執行における権限の拡大を求める校長の要求は大きいこと、

そして③中教審答申（１９９８年）以降の一連の改革で、教委の学校予算編成について改善

がはかられたと実感している校長が１割程度と少ないことなどを勘案すると、全体とし

て見た場合、学校予算に関する改善は始まったばかりといえよう。

第五に、学校組織については、①市町村教育委員会が所管の小中学校の組織的な取組

に対してどのような支援をしているのか、そして②学校は学校組織の現状をどのように

分析し、自律的学校経営の遂行に向けてどのように組織再編をしようとしているのか、

について検討を行い、次のような結果を得た。

（１）学校の組織的な取組に対して、教育委員会がどのように支援しているかについて、

「情報教育の推進」、「総合的な学習の時間」、「地域人材の活用」、「モデルづくりや

支援制度」、「人事・予算面における支援」の５つの視点から検討した（表１２－１）。

①「情報教育の推進」に関しては、「コンピュータ等のＩＴ環境の整備充実」では「（か

なり＋全く）そう感じる」とする割合が７５％であるのに対して、「教職員に対する

研修の充実」ではその割合は５０％に留まっており、ハード面の整備に比してソフト

面の整備が遅れていることが看取できる。なお、人口規模別に検討すると、ハード

面での整備は人口規模の大きい教育委員会の方がより困難を感じているようである。

②「総合的な学習の時間」に関しては、「研究成果についての情報提供の十分さ」、

「教職員研修の充実」ともに「（かなり＋全く）そう感じる」とする割合は４０％台

である。

③「地域人材の活用」に関しては、「人材マップなどの情報の充実」では「そう感じ

る」とする割合は約４５％であるのに対して、「地域人材等への予算措置の充実」で

はその割合が２５．４％である。人口規模別に見た場合、人口規模の小さい市町村の「人

材マップ等の情報の充実」が遅れている。また「地域人材等への予算措置の充実」

は、人口規模１０万人以上の教育委員会においてより図られている。

④「モデルづくりや支援制度」に関しては、「学校運営モデルづくりの推進」では「そ

う感じる」とする割合が１２％、「（あまり＋全く）そう感じない」とする割合が５５．７％

であり、「研究指定校などの制度の機能化」ではそれぞれ３５．５％、４６．７％である。

人口規模別にみると、人口規模の大きい教育委員会の方が「教育委員会独自の学校

運営モデルづくりの推進」や「研究指定校などの制度の機能化」をより積極的に展

開している。

⑤「人事・予算面における支援」に関しては、「教職員数の充実への加配教員の活用

や予算措置」では「そう感じる」とする割合が３９．０％、「そう感じない」とする割

合が３０．７％であり、「予算や人事に関する校長意向の尊重」では、それぞれ６２．５％、

８．０％である。人口規模別にみると、人口規模１０万人以上の教育委員会で「教職員

数の充実への加配教員の活用や予算措置」が特に進んでいる。他方、人口規模８千

人未満の教育委員会で「予算や人事に関する校長意向の尊重」面での教育委員会の

支援の割合（約７０％）が高い。

（２）教育委員会による校務運営モデルの例示の有無について、教育長の８．３％が「規則

等で示してある」、５７．４％が「必要に応じて示す」、そして３３．１％が「示すことはな

い」と回答している（表１２－２）。人口規模別でみると、人口規模１．５万人－１０万人
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未満の教育委員会において「（運営モデルを）示すことはない」の割合が低くなって

いる。また、教育委員会による学校組織の在り方についての指導・助言の有無につ

いては、教育長の４４．５％が「頻繁にある＋時々ある」、５５．２％が「あまりない＋全

くない」と回答しており、教育委員会の対応が分かれている（表１２－３）。教委によ

る組織の在り方についての指導・助言の主な内容は、「教職員人事」、「校務分掌組織

の在り方」、「危機管理」、「職員会議等の運営組織」、そして「研修・研究組織」など

である（表１２－４）。なお、人口規模別にみると、人口規模の大きい教育委員会にお

いて、学校組織の在り方についての指導・助言が「ある」と回答する割合が高い。

（３）校長が自分の理想やイメージに即した学校経営を実行できているかの質問に対し

て、教育長の５．４％が「はば完全にできている」、８５．６％が「ある程度できている」、

８．８％が「あまりできていない」（「全くできていない」０％）と回答したのに対して、

小中学校長は、その約２％が「ほぼ完全にできている」、約７３％が「ある程度でき

ている」、２３％が「あまりできていない」、そして約０．３％が「全くできていない」

と回答し、校長の方が教育長よりも若干厳しい認識（評価）を示している（表１２・５）。

さらに理想に即した学校経営が実行できていない理由を尋ねたところ、教育長は「教

職員数の不足」（５０％）や「教職員のやる気や力量不足」（５０％）を、校長は「学校

予算執行の不自由さ」や「教職員配置の不自由さ」をそれぞれ阻害要因の上位に挙

げ、両者の間に少し認識の差が認められる（表１２・６）。

（４）小中学校長調査で、学校運営における組織的な取組状況や教職員の取組状況及び児

童生徒の現状について質問をした（１２項目）。「（全く＋かなり）そう感じる」と回

答した割合に着目して、校長の捉える学校の組織的な取組状況を素描すると、次の

ようになる（表１２・７）。すなわち、全般的に学校における教育活動の遂行にあたっ

ては、教職員間での合意形成が総じて円滑に行われ、必要な情報を交流し普及させ

ることによって、教職員間に学校の教育目標等の共有化をはかり、それぞれの学年

や分掌の方針や取組状況が学校全体として把握され　日常的に「みんなで考える」

ことを重視しながら協働して教育活動を推進していくことへの期待を共有し、教職

員の創意工夫を生かす柔軟性を確保している（６割～７割）。総じて、学校運営の組

織的な取組は積極的に行われているようである。ただ、学校運営の組織的な取組に

あまり積極的でない学校が３～４割あることにも留意する必要がある。なお、「教職

員による活発なアイデアが出される」学校、「研修が活発に行われている」学校、そ

して「児童生徒が積極的に学習に取り組んでいる」学校はそれぞれ約４割程度であ
る。

学校運営における組織的な取組状況を学校種別にみると、１２項目中７項目につい

て有意な差が認められる（表１２・８）。「児童生徒は学校に対して十二分に満足してい

る」や「児童生徒は積極的に学習に取り組んでいる」では、いずれも、中学校より

も小学校の平均値が高い。「研修はとても活発である」では小学校の平均値が、「教

育問題の解決のために積極的に取り組んでいる」では中学校の平均値が高い。また、

「みんなで考えることを重視している」や「学校教育目標や目指す児童生徒像が共

有されている」や「教職員間の創意工夫を生かす柔軟性が確保されている」では、

中学校よりも、小学校の平均値が高い。

学校運営における組織的な取組状況を学校規模別にみると、１２項目中１０項目に

ついて有意な差が認められる（表１２－９）。概して、学校規模が小さいはど平均値が

高い傾向があるが、特に「１～５学級」の小規模校（小中）において平均値が高い。

興味深いのは、「児童生徒は学校に対して十二分に満足している」では「１～５学級」

の小規模校（小・中）の平均値が高いが、「児童生徒は積極的に学習に取り組んでい

る」では学校規模間の有意さがないことである。今後、学校運営における取組状況
や組織成果と学校規模との関連の検討が必要である。
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（５）最近、新たな委員会を立ち上げたり、校務分掌組織を再編したことがあるかどうか
について、小中学校ともに、約４割の校長が「既に再編している」と回答した０「再

編を検討中」を含めると、小学校で４４．１％、中学校で５０・８％となり、校種別に見れ

ば、中学校の再編の割合が高くなる（表１２－１０）。学校規模別に見た場合、学校規模

が大きくなるほど、検討中を含めた再編が進められていることが看取できる（表

１２・１０）。とりわけ中学校においてその傾向が顕著である。

また、校務分掌組織の再編等の契機となったのは、「近年の教育改革動向への対応

（４８．５％）や「学校の持つ条件性への対応（４１．１％）」や「教育行政からの研究指定

や要請（１０．４％）」である（表１２－１２）。

（６）学校運営への組織的な取組を２２項目について５件法で問うたところ、総じて、多

くの項目で小中学校長は肯定的な評価を与えている（表１２・１３）。特徴的なところで

は、「学校は自律的な運営が行われている」について、校長の約５割が「（かなり・

全く）そう感じる」、約４割が「少し感じる」と回答しており、ほとんどの学校で

一応自律的な運営が行われていると感じられている。ただし、中学校では、、学校規

模が大きいほど、否定的回答が増える傾向にある０また、学校の教育活動に関する

学校外からの影響については、「教育委員会の意向」では、小中学校長の約２割弱

が「（かなり・全く）そう感じる」、約３割強が「少し感じる」、「保護者の意向」で

は、約２割弱が「（かなり・全く）そう感じる」、約５割が「少し感じる」、「保護者

以外の地域住民の意向」では、約１割弱が「（かなり・全く）そう感じる」、約４割

が「少し感じる」、そして「学校外部からの要請・注文」では、約１割弱が「（かな

り・全く）そう感じる」、約２割強が「少し感じる」とそれぞれ回答しており、他

の項目との比較でいえば、相対的には教育活動に対する外部の影響は小さいと感じ

られているようである。

この学校運営への組織的な取組についての学校種による差は、あまり認められな

い（３項目についてのみ有意差が認められた）（表１２－１４）。

この学校運営への組織的な取組について学校規模別にみると、「突発的な問題が

生じたときに、情報を収集し、対策を検討する仕組みがある」と「教育活動に対し

て、学校外部からの要請・注文が多い」については、小中学校ともに学校規模が大

きいほど「そう感じる」という傾向がある。「校務分掌組織は管理職が率先して運営

している」「各々の教員の個性は現実の学校づくりに役立っている」「校務分掌の各

組織間の連絡調整は十分に行われている」については、小中学校ともに、学校規模

が小さいほど「そう感じる」という傾向がある０「管理職と各分掌担当者との意思疎

通は十分行われている」「校長の意向は教職員にスムースに受け入れられる」「教育

活動には、保護者の意向が強く影響している」については、小学校の規模が小さく

なるほど「そう感じる」という傾向がある。「学校が自律的な運営が行われている」

「校務分掌は学校の実態に見合った効果的な組織になっている」については、中学

校の規模が小さいはど「そう感じる」という傾向がある０「学校規模の見直しを行う

仕組みがある」については、中学校の学校規模が大きいほど「そう感じる」という

傾向がある（表１２・１５）。概して各種の連絡調整や伝達は小規模学校の方が有利に働

くようである。

（７）学校経営の様子に関する１８項目について５件法で問うたところ、総じて、多くの

項目で小中学校長は肯定的な評価を与えている（表１２・１６）０特徴的なところでは、

「特色ある教育が推進されている」「地域に対して開かれた学校づくりを推進」「学

校の子どもの実態を常に把握するように努力」「学校内で生じる諸問題を解決し、学

校全体をより良い方向へ改善する力がある」「学校の実情に応じて主体的に教育課

程編成を行っている」について、校長の約６割～７割が「（かなり・全く）そう感じ

る」、約２割～３割が「少し感じる」と回答し、総じてこれらの項目は高い評価が与
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えられている。これに対して「地域に対する説明責任を十分果たしている」「独特な
教育課程や教育プログラムを創造している」「新しい教育実践に積極的に取り組ん
でいる」については、校長の約３割程度が「（かなり・全く）そう感じる」、約４割
～５割が「少し感じる」と回答しており、総じてこれらの項目には低い評価が与え
られている。特に、「教職員の人事には校長の意向が強く反映されている」について

は、校長の約３割が「（かなり・全く）そう感じる」、約３割強が「少し感じる」、

また「学校予算の編成・執行には本校の主体性が反映できる」については、校長の
約２割が「（かなり・全く）そう感じる」、約４割強が「少し感じる」とそれぞれ回
答し、これらの項目には最も低い評価が与えられている。

学校経営の様子に関しては、「教職員の人事には校長の意向が強く反映」「学校予
算の編成・執行には本校の主体性が反映」など５項目以外には、学校種による回答
傾向に大きな違いがない（表１２・１７）。

学校経営の様子について学校規模別に検討すると、１８項目中１３項目について回
答傾向に違いが認められる（表１２－１８）。「特色ある教育が推進」「地域の特色や教育
力を生かすような教育」「時代と地域の教育要求を的確に把握」「学校経営の在り方
は地域の実情に即す」などは、小中学校ともに、学校規模は小さいほど、「そう感じ

る」という傾向がある。一方、「教職員の人事には校長の意向が強く反映」「学校に
対する外からの規制は強い」の２項目（小学校）は学校規模が大きいほど、「そう
感じる」という傾向が現れる。概して、学校規模の大きさは校長の学校経営の評価
に否定的な影響を与えているといえそうである。

（８）「学校の自律性」とそれを説明する諸変数（説明変数）との関係について、変数投
入法による重回帰分析を行った結果、自律的な運営が行われる学校組織の在り方は、
学校にとって最も中核をなす教育活動の推進と、それを補完する条件整備的な周辺

的領域（校務分掌）によって規定（影響）されている（表１２・１９，２０）。すなわち、
教育活動に関しては、①全教育活動に学校の教育意図が盛り込まれ、②特色ある教

育が推進され、③新しい教育実践に積極的に取り組んでいることが重要である。他
方、この教育活動を支える校務分掌は、①学校の実態に見合っていること、②（各
種委員会や分掌組織において）各々が主体的に活動を行い、③（各組織間の）連絡
調整を十分に行い、④校長の意向が教職員に受容されそして④教育活動を支える

学校予算の編成・執行が主体的に行われていることがポイントとなる。つまり、自
律的学校経営を推進するためには、学校の教育意図を盛り込んだ、特色ある教育活
動を革新的に推進すること、そしてその推進のためには、「学校の実態に見合った効
果的な組織」を構築していくことが重要となる。

（９）校長は、自分の理想やイメージに即した学校経営を実行できているかについて、小
中学校長の約７５％が「（ほぼ完全に・ある程度）できている」と回答している（表
１２－２１）。また、自分の理想やイメージに即した学校経営を実行できていない阻害要

因として、校長は、小学校、中学校ともに、「教職員配置の不自由さ」や「学校予算
執行の不自由さ」や「教職員数の不足」を挙げている。「教職員配置の不自由さ」は、
中学校の方が有意に選択率が高い。また、この項目は、小学校では規模が大きいほ

ど選択率が高い（表１２－２２）。一方、「教育委員会の支援不足」「保護者からの多様な
要望」「地域からの多様な要望」など、学校外部関係要因については、選択率が低い。
このように、人的資源配置と財政的資源配置に係わる権限が阻害要因の上位に挙げ
られていることは注目される。

（１０）自律的学校経営のイメージについて質問したところ（１１項目中３項目選択）、小
中学校長の最も多くが「学校の予算編成・執行権及び人事権の拡大」（約６割）を
挙げ、以下順に「校長の裁量権の拡大」「学校の教育理念・ビジョンの明確化」「学
校運営における自己決定・自己責任の重視」「学校運営のための機能的な組織づく
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り」「特色ある学校づくり」「校長のリーダーシップの発揮」を選択している（表
１２・２３）。「学校の教育理念・ピジョンの明確化」を４割近くの校長が選択している
のは注目される。一方で、「教員の専門的自律性の保障」が最下位であったことも興

味深い。回答者が教員でなく、校長であったこととも多少関連があるかもしれない。
（１１）小中学校長調査で、自律的学校経営を推進していくために、今後どのような方策

を講ずるべきかを、１２項目について５件法で問うたところ、人事、学校予算の編成・
執行、教育課程編成の３つの領域で得点（必要性）が高く、逆に得点が低いのは、
「学校の情報公開の促進」や「学校評議員の設置」や「学校選択の導入・通学区域

の弾力化」である（表１２・２７）。

（１２）自校の学校経営が自律的であると認識している学校の方が、上述の１２項目の自律

的学校経営を推進していくための方策の必要性をより強く感じている。とりわけ、

「学校の説明責任の履行」や「学校評議員の設置」など、７項目においてその傾向

が顕著である（表１２－２８）。

以上、自律的学校経営の展開にあたっては、学校の予算編成・執行権および人事権の

拡大が特に求められる一方で、学校の教育意図を盛り込んだ、教育活動を推進すること、

およびそのために学校の実態に見合った効果的な組織を構築することが重要であるこ

とが示された。そして、この学校の実態を考慮すべき要因の一つとして、学校規模とか

学校種が含まれよう。さらに、学校の「自律性」がどのようにイメージされているかに

関していえば、小中学校長調査を見る限り、自律的学校経営の認識には教育委員会や保

護者などの学校の外部要因（他者）への意識、あるいはそれらからの独立という意識は

あまり伺えないようである。なお、学校規模の大きさ（大きいこと）は、校長の学校経

営の評価に否定的な影響を与えているといえそうである。

第六に、学校評議員制度は、学校を地域に開き、地域住民の声を学校運営に反映させ

るべく、２０００（平成１２）年１月「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令」が公

布され、実施されたもので、学校と地域・保護者が一体となって学校を運営する契機に

なることが期待されており、その意味では、学校評議員制度は、自律的学校経営にとっ

て不可欠な要素である。学校評議員制度に関する本調査の主な結果は、次の通りである。

（１）市町村教育長調査によれば、学校評議員もしくは類似の組織の設置に係わって、学

校管理規則を改正している自治体は、約７割であり、検討中である自治体は２割弱

であり、そして改正する予定のない自治体は１割である。改正した自治体のうち、

「学校評議員設置要綱」を定めた自治体は８割弱であり、検討中の自治体は１６％で

ある。教育長調査を見る限り、制度施行から僅かな期間で急速に普及している様子

が伺える（表１３－１，２）。一方、「（学校管理規則を）改正する予定はない」と回答し

た教育長は、その主な理由として「現在ある学校と地域との連携組織で十分に対応

可能である」（選択率約８割）とか「ＰＴＡの活動が十分にその役割を果たしている」

（選択率約６割）を挙げている（表１３－３）。

（２）学校評議員の報酬については、３７．９％の教育長が「報酬あり」と、３５．９％が「報酬

なし」と回答し、教育委員会の対応は分かれている（表１３－４）。交通費については、

７割近くの教育長が「交通費なし」、１割未満の教育長が「交通費あり」と回答して

おり、交通費については一般に支給されていないようである（表１３・５）。学校評議

員の人数については、小中学校ともに、５人が最も多いほか、学校評議員の任期は、

１年が最も多い（約７割）。また、学校評議員には学識経験者（６割強）、保護者（６

割）、一般地域住民（６割）、そして民生委員（約５割）が構成員として選ばれるよ

うである（表１３・６）。

（３）学校評議員の設置が学校にどのような影響を与えているかについて、教育長は、

「学校と地域の連携協力が促進される」（肯定的評価、約７割）、「保護者や地域社

会に対する学校の説明責任を果たす上で有効である」（同約７割）、「地域の実態に
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あった特色ある学校づくりが促進される」（約６割）、「教職員の態度や学校の雰囲

気が改善される」（約５割）の項目に回答し、「多くの意見や要望が出て、学校運営

上まとまりがなくなる」（約２％）、「一部の人たちが介入したり、圧力をかけたりす

る懸念がある」（約１％）、「形式的な意見交換にすぎず、学校運営や教育活動にそれ

ほど影響はない」（９％）の項目にはほとんど回答しておらず、総じて、教育長の学

校評議員制度に対する現時点での評価は肯定的であることが伺える（表１３・７）。な

お、「学校評議員が学校の外部評価をするようになる」の項目について、３割強の教

育長が肯定的に、約４割の教育長が否定的もしくは「どちらともいえない」と回答

しており、学校評議員の外部評価への関わりについては意見が分かれている。ここ

には、学校評議員の役割（機能）や位置づけをめぐっての曖昧さが影響しているよ
うにも思われる。

（４）学校評議員制度を効果的に運用していくためのポイントとして、半数近くの教育長

が「校長のリーダーシップ」、２割近くの教育長が「学校評議員への教育活動等の積

極的な情報提供」、そして１割の教育長が「学校評議員の人選」をそれぞれ挙げて

いる（表１３－８）０また、学校評議員の設置形態について、４割近くの教育長が「す

べての小中学校に設置を義務づけている」、約３割の教育長が「義務づけているわ

けではないが、設置するように指導している」、そして約１割の教育長が「設置す

るかどうかは学校の判断に任せている」と回答しており、全体としてみれば、「全校
設置」と「任意設置」の割合は折半しているように思える（表１３－９）。

（５）小中学校調査によれば、（学校法施行規則に基づく）学校評議員を設置している学

校は、小中学校ともに、５割弱であり、類似の組織を設置している学校は、約１割

程度であり、設置に向けて準備中の学校は１割強であり、そして設置していない学

校は約３割である（表１３－１０）。学校評議員の設置を自治体の人口規模別に見ると、

人口規模の小さい自治体にある学校はど学校評議員の設置率が低くなり、人口規模

の大きい自治体の学校はど学校評議員の設置率が高くなる（表１３・１１）。また、「（学

校法施行規則に基づく）学校評議員を設置している」と回答した校長に、「学校・地
域連絡協議会」など既存の連携組織との関係をどう取り扱ったかを問うたところ、

１割未満の学校が「既存の連携組織を発展的に解消して、学校評議員を設置した」、

約６割の学校が「既存の連携組織とは別個に、学校評議員を設置した」、そして約３

割の学校が「学校・地域連絡協議会」のような連携組織はそもそもなかった」と回

答した０一方、「設置していない」と回答した校長にその理由を問うたところ（複数

回答）、その主な理由として「現在ある学校と地域との連携組織で十分に対応可能で

ある」（約６割）、「教育委員会レベルにおいて具体的対応がない」（６割弱）、ｒＰＴＡ

の活動が十分にその役割を果たしている」（約５割）、そして「学校経営に特に問題

はなく、『学校評議員』設置の必要性を感じない」（４割弱）（表１３－１２）…このうち

「既存の連携組織で十分対応可能」と「ＰＴＡの活動が十分その役割を果たす」の２

つの理由は、市町村教育長が挙げた理由と同じである）…を挙げており、設置しな
い理由を「既存の組織で足りる」点に求めていることは注目される。

（６）「（学校法施行規則に基づく）学校評議員を設置している」あるいは「類似の組織

を設置している」と回答した校長に、まず、設置の経緯について問うたところ、小

中学校ともに、８割近くの校長が「教育委員会からの指示や指導によって設置した」、

そして約２割の校長が「本校の判断に基づいて設置した」と回答しており、学校評

議員設置にあたっては教育委員会からの働きかけが大きな動機の１つであったこと

を伺わせる０学校評議員の人数は、小中学校ともに、市町村教育長調査の場合と同

じく、５名が最も多い０学校評議員に関する事務手続きを担当しているのは、小中
学校ともに、先ずは教頭（６割弱）であり、次に校長（４割弱）である。

（７）学校評議員に対して学校がどのような内容を説明しているかを検討したところ（複
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数回答）、小学校では、「学校の教育目標・経営方針」（９６・６％）、「学校と地域の連携

の進め方」（８８．８％）、「学校行事」（８１・６％）、「総合的な学習の時間」（７４・７％）、そ

して中学校では、「学校の教育目標・経営方針」（９５・３％）、「学校と地域の連携の進

め方」（８４．６％）、「生徒指導」（８３．１％）、「学校行事」（７９・６％）となっている。小中

学校ともに、「学校の教育目標・経営方針」「学校と地域の連携の進め方」「学校行

事」が上位となっているが、「生徒指導」では中学校の選択率が高く、逆に「総合的

な学習の時間」では小学校の選択率が高い（表１３・１３）。

一方、学校評議員に対して学校がどのような内容について意見を求めているかを

問うたところ（複数回答）、校長は、小学校では「学校と地域の連携の進め方」

（９０．１％）、「学校の教育目標・経営方針」（６８％）、「学校行事」（５８・２％）、「生徒指

導」（４９．７％）を、そして中学校では「学校と地域の連携の進め方」（８５・９％）、「学

校の教育目標・経営方針」（６５．２％）、「生徒指導」（６２・１％）、「学校行事」（５０・５％）
をそれぞれ挙げており、小学校と中学校では求める意見の内容は同じである（表

１３－１４）。

（８）学校評議員の会合の回数について検討したところ、「個別に意見を聞いた会合」に

関しては、年０回（２１．１％）、１回（７・１％）、２回（６・８％）、３回（６・７％）、無回答
（５２．３％）であり、トー堂に会して意見を聞いた会合」では、年３回（１５・３％）、２

回（１２．４％）が多く、無回答は６１．５％であった０学校評議員を学校運営上どのよう

に位置づけているかを探ったところ、小、中学校ともに、約２割の校長が「校務分

掌内に位置づけている」、約５割の校長が「校務分掌外に位置づけている」、そして

約３割の校長が「位置づけは未定である」とそれぞれ回答している。学校評議員が

学校運営上どう位置づけるかはなおも今後の課題である。また、学校評議員の意見

や要望等を公開しているかどうかについては、小中学校ともに、３割近くの校長が

「原則的に公開している」、２割近くの校長が「原則的に非公開である」、そして約

５割の校長が「内容によって異なる」と回答している。

（９）学校評議員の設置が学校にどのような影響を与えているかについて、校長の多くは、

「学校と地域の連携協力が促進される」（７割強）、「保護者や地域社会に対する学

校の説明責任を果たす上で有効である」（７割強）、「地域の実態にあった特色ある

学校づくりが促進される」（５割強）の項目を選択し、「多くの意見や要望が出て、

学校運営上まとまりがなくなる」（約２％）、「一部の人たちが介入したり、圧力をか

けたりする懸念がある」（約２％）、「形式的な意見交換にすぎず、学校運営や教育活

動にそれほど影響はない」（１５％）の項目の選択は極めて少ない。総じて、校長の

学校評議員制度に対する現時点での評価は、教育長の場合とほぼ同じく、肯定的で

あることが伺える（表１３・１５）。なお、「学校評議員が学校の外部評価をするように

なる」と「教職員の態度や学校の雰囲気が改善される」の項目については、それぞ

れ４割強の校長が肯定的に、約６割の校長が否定的もしくは「どちらともいえない」

と回答しており、この２つの項目の評価については意見が分かれている０また、学

校評議員制度を効果的に運用していくためのポイントとして、３割強の校長が「校

長のリーダーシップ」、２割強の校長が「学校評議員への教育活動等の積極的な情報

提供」、そして２割強の校長が「学校評議員の人選」をそれぞれ挙げている。この

結果は、校長よりも教育長の方が「校長のリーダーシップ」の重要性を高く評価し

ていることを除いては、教育長調査の結果（（４）を参照）とほぼ同じである０

以上、現在、学校評議員制度がどのように運用されているのか、その実態がかなり詳

しく明らかにされた。学校評議員の設置も急速に進んでおり、この制度が学校に与える

影響についての教育長や校長の評価も概ね肯定的である０ただ、やはり、学校評議員制

度が設置されて日が浅いためか、学校評議員の学校組織における位置づけが曖昧である。

今後、地域の実態に合った学校評議員制度を構築するとともに、それが形骸化しないよ
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う運営の充実が望まれる。

第七に、教育の情報公開は、公平で客観的な評価にもとづく情報が管理されるために

も、また保護者等に教育活動や学校運営の状況について積極的に公開し、学校と地域・

保護者間で子どもや教育に関する情報を共有し、地域ぐるみで特色ある学校づくりを推

進していくためにも、重要な施策の１つである。２００２（平成１４）年３月に、小・中学

校の設置基準が設けられ、学校の自己評価や情報提供の努力義務が課され、教育情報公

開の一段の促進が求められるようになった０教育情報公開に関する本調査の主な結果は、
次の通りである。

（１）市町村教育長調査によれば、自治体の約半数（５２．２％）が情報公開条例を制定して

いる。これを自治体の人口規模別に見た場合、人口規模の大きい自治体ほど、情報

公開条例を制定している割合が高くなる（表１４－１）。内容別に情報公開・開示の状

況を見ると、指導要録の全面公開は自治体の１割にとどまり、一部公開が約４割、

非公開が約４割となっている。内申書（調査書）については、全面公開が自治体の

１割弱、一部公開が約２割強、非公開が約５割である。学校予算（経理）について

は、全面公開が自治体の６割強、一部公開が２割弱、非公開が１割弱である。職員

会議録については、全面公開が自治体の２割強、一部公開が４割弱、非公開が約３

割である。そして体罰事故報告書については、全面公開が自治体の約１割強、一部

公開が約４割、非公開が約３割強である。このように、指導要録や内申書について

は、非公開が、職員会議録や体罰事故報告書については一部公開が最も多い（表
１４－２）。

（２）教育委員会による広報活動の状況については、約２割の自治体が「教育委員会だよ
り」を出し、約６割が「市町村広報紙」を使い、そして３割強が「教委ホームペー
ジ」を設けている０人口規模別に検討すると、「教育委員会だより」と「教委ホーム

ページ」は、概して自治体の人口規模が大きくなるにつれて、これらの広報媒体を

活用する割合が高く、逆に「市町村広報軌は、人口規模が小さい自治体ほど活用
する割合が高い（表１４・３）。また、「教育委員会だより」の発行頻度は、年３回ある
いは毎月が最も多く、「市町村広報紙」については、毎月活用している自治体が最も
多く、そして「教委ホームページ」の更新は、年１回行うところが最も多い。

（３）教育委員会が保護者・地域住民に対して行う公聴活動の手段については（複数回答）、
４割弱の教育委員会が「地域懇談会」、約４割の教育委員会が「電話」、約３割の教
育委員会が「手紙・はがき」、そして約４割の教育委員会が「議員（を介して）」を
使って、公聴活動をおこなっている（表１４・４）。「地域懇談会」では、学校の対応や

生徒指導や施設設備等の要望が多く半数以上を占めた。「電話」による要望の内容は、
学校の対応、生徒指導に関するものが最も多く、教職員関連の要望も、他の手段に

比べて多くなっている。「手紙・はがき」による要望内容は、学校の対応と教職員関
連が最も多く、次いで生徒指導関連であり、電話の場合とよく似ている。「議員を介
して」の要望内容の特徴的なことは、「施設設備関連」が最も多いことである（表
１４・５）。このように学校の公聴活動には多様な媒体（手段）が活用され媒体によっ
て学校への要望内容も多少異なるのが分かる。

（４）教育委員会が所管の学校の自己点検・自己評価の結果公表について、教委の０．５％
が「教委で一括公表」、約５％が「全学校に義務づけ」、約６割が「学校一任」、約２

割が「検討中」、そして約１割が「公開予定なし」といる形で対応しており、学校
の自己点検・自己評価の公表についての教委の対応は必ずしも積極的ではない。

（５）小中学校長調査によれば、学校からの情報発信手段として、「学校要覧」は、約７
割以上の学校で発行され訪問者、来校者、学校関係者を中心に配布されている。

「学校だより」は、９割強の学校において、児童生徒の各家庭を中心に、地域の役
職者などにも配布され、学校からの情報発信の中心的媒体である（表１４・６）。「学年
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だより」は、約９割の学校において、「児童生徒の各家庭」に限定して、およそ毎
月配布される。「学級だより」は、９割近い学校において「児童生徒の各家庭」を対
象に毎月配布される。概して、大規模自治体では、「学年だより」が、小規模自治体

では「学級だより」がより多く発行されている（表１４－７）。「進路だより」は、小学
校ではほとんど発行されていないが、中学校では、６割の学校で、毎学期ないし毎
月の頻度で発行されている。「給食だより」は、小学校では８割の学校で、中学校

では７割の学校で発行されている。「保健だより」は、９割強の学校で、毎月「児童
生徒の各家庭」に発行されている。また、ホームページは、小学校では約４割の学

校で、中学校では約５割の学校で開設されており、更新頻度は年１回が多い。なお、
「家庭・地域への学校経営方針等の説明」は、ほとんどの学校で行われており（小

学校９７．６％、中学校９６．６％）、その回数は年１回が最も多い。

（６）約半数の学校がホームページを開設していたが、学校評価の結果をホームページ上
で公開しているのは、僅かである（全小学校の０．７％、全中学校の０．９％）。公表を
検討中である学校は、小学校で９．６％、同じく中学校で１３％であり、公開が進んで
も、ホームページ上での公表は全体の１割を超える程度である。

（７）学校が発信する情報の重要度を見ると、学校が重要と考えている情報は、小中学校
ともに、学校経営・教育目標、教育課程、生徒指導（日常生活）の順に選択率が高
く、一方、家庭や地域が求めている情報は、小学校の場合、生徒指導、成績、教育

課程の順に、また中学校の場合、生徒指導、成績、部活動の順に選択率が高く、学
校が重要と考える情報と家庭・地域社会が求めている情報との間には少し敵齢があ

る（表１４・８，９）。学校は家庭・地域社会が求める情報に耳を傾ける必要がある。
（８）家庭・地域社会からの要望の機会・手段や要望内容について検討すると、「ＰＴＡ総
会」では、半数以上の学校において要望が出される。要望の内容は生徒指導に関す
るものが多く、中学校ではこれ以外に部活動の要望が加わる。一般に「ＰＴＡ総会」
は要望が出されやすい場といえる。「保護者懇談会」では、約９割の学校で要望が

出されており、この懇談会は、児童生徒一人ひとりの個別要望を表出する場として
位置づけられる。要望内容は生徒指導や授業や成績に集中しているが、中学校の場
合は部活動についての要望も加わる。「地域懇談会」では、３割の小学校で、半数以

上の中学校で要望が出されている。この会は、保護者懇談会とは違い、子どもの個
別の要望ではなく、全体的な要望が出される場として位置づけられ、生徒指導に関
する要望が著しく多い。「電話」による要望も、およそ４分の３の学校で見受けら
れ、生徒指導に関する要望が最も多い。「手紙・はがき」による要望は、約３割の学

校で見受けられ、「電話」と同じく、生徒指導に関する要望が最も多い（表１４－１０，１１）。
（９）学校情報公開の学校運営への影響については、小中学校ともに、約９割以上の校長

が「保護者や地域住民に対する説明責任を果たす上で有効である」、「学校と家庭、

地域の連携協力が促進される」、そして「教職員の態度や学校の雰囲気が改善される」
と考えており、「情報公開のための業務が増えて多忙となる」と回答する校長が約７
割、そして「学校経営が萎縮する可能性がある」と回答する校長が約３割程度いる
ものの、概ね、校長は学校情報公開の学校運営上への影響を肯定的に評価している

ものと考えられる（表１４－１２）。
学校の情報公開については、自治体（市町村）の約半数が情報公開条例を制定してお

り、指導要録、内申書、職員会議録などの公開・開示が少しずつ進みつつある。学校の
自己点検・自己評価の結果の公表については、市町村教委の積極的な働きかけ（関与）
は少ないようである。学校は教育情報の公開に閲し様々な媒体を持ち、教育情報の収集

の手段や機会を備えているが、情報の内容とその活用がこれからの課題である。今後、

教育委員会は、教育情報公開制度の法的整備をはかる一方で、学校は、情報公開が公平
で客観的な情報の保持と管理に資するだけでなく、学校の説明責任を果たしたり、学校
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と保護者・地域との連携協力の促進（さらには学校改善）を図る上でも、有効な手段た

りうることを認識し、より積極的な情報公開に努める必要があろう。

第八に、中央教育審議会答申（１９９８年）において「学校の自己評価」が「保護者や地

域住民に説明する」ことを念頭において取り組まなければならないことが指摘されて

以来、学校評価は、自律的学校経営を展開する上で大きなテーマとして浮上してきた。

本調査から、学校評価の実態と課題ついて指摘できる点は、次の通りである。

（１）２００２（平成１４）年から学校評価が努力義務として課せられているが、教育長調査

によれば、教育長の約８割が学校評価の取組について「基本的に学校の姿勢にゆだ

ねている」と回答しており（表１５－１）、市町村教委としての学校評価への取組はこ

れからというのが実態である。また教育長は、評価項目として重点的に取り上げる

べき内容として「特色ある教育課程経営」（８３．７％）を筆頭に、「教職員の意識向上」

（４７．６％）や「学校の教育目標」（４６．４％）を挙げている（表１５・２）。

（２）外部（第三者）による学校評価について、約２割の教育長が「期待しない」、４割

の教育長が「なんともいえない」、そして約４割の教育長が「期待する」と回答し

ており、外部評価に対する期待は少なからずあるように思える。しかし、「なんとも

いえない」と回答する教育長も多く、外部評価をどうとらえるべきかについて教育

長の定見が伺えない（表１５・３）。外部（第三者）による学校評価の実施の有無につ

いては、約１割の教育長が「実施している」、約７割強の教育長が「実施していな

い」、そして約１割強の教育長が「検討中である」と回答している（表１５・６）。また、

児童生徒も評価活動（授業評価も含む）に参加させることについては、過半数

（５３．７％）の教育長が賛成しているはか（表１５－７）、学校評価結果を保護者や地域

住民に公開することについても、約７割強の教育長がこれに賛成している（表１５・９）。

（３）学校評価を定着させていく上での検討課題について（複数回答）、市町村教育長は、

「評価結果の効果的活用」（６２．５％）、「自律的学校経営への意識向上」（５７．３％）、

「評価項目や内容の精緻化」（４９．８％）、「現状維持を指向しがちな学校の意識改革」

（３４．８％）をあげており（表１５－４）、中でも「評価結果の効果的活用」の重要性を

指摘している。市町村教育長は、「学校評価が次年度の学校経営や教育活動の改善に

役立っている」かどうかの質問については、約半数（５４．２％）の教育長が「役立っ

ている」、約半数弱（４５．８％）の教育長が「どちらともいえない」・「役立っていない」

と回答しており、「評価結果の効果的活用」はなおも今後の重要な課題の１つである

といえよう（表１５－５）。

（４）小中学校長調査によると、学校評価がどのように行われているかについて、小中学

校ともに、約１割強の校長が「学校評価のために、評価委員会などの特別な組織を

設置し、実施している」、過半数の校長が「運営委員会などの既存の組織を使って評

価をおこなっている」、そして約２割の校長が「学校として組織的に評価を行って

いない」と回答している（表１５－１０）。「学校として組織的に評価を行っていない」

と回答した学校のうち、約８割が「今後、学校評価を行う予定がある」と回答して

おり、次年度以降の進展が期待される。なお、学校評価を実施している学校に評価

をどのように実施しているかを質問したところ、学校独自に評価表を作成し、それ

を学期ごとに、しかも学校の教育・経営活動全般にわたって評価している姿が浮か
び上がってくる。

（５）小中学校調査では、学校評価の主体者（参加者）は、校長、教頭、教務主任、教員

（いずれも９０％）であり、従来型の内部評価システムを踏襲している。児童生徒は

「内部評価者」として認識されておらず（７．５％）、市町村教育長調査の結果（表１５－６、

表１５－８）と同様に、児童生徒の参加型評価や第三者を組み込んだ新しいタイプの評

価（学校評議員１０．５％、地域住民２．１％）はほとんど実施されていないのが現状で

ある（表１５・１１）。
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（６）小中学校調査では、学校評価結果を誰に公表しているかについて（複数回答）、校
長は、主に教職員（９７．６％）を挙げており、保護者（２５・５％）、教育委員会（１６・５％）、

児童生徒（７．８％）、そして地域住民（６・１％）を挙げる校長はかなり少ない（表１５－１２）。

（７）「学校評価が次年度の学校経営活動や教育活動の改善に役立てられているか」の質

問に関して、小中学校ともに、校長の約８割が「役立っている」と肯定的に回答し、

校長の意識を見る限り、学校評価を行っている学校の満足度は高いといえよう（表
１５・１３）。

（８）小中学校調査では、外部（第三者）による学校評価について、小中学校ともに、校
長の３割強が「期待する」、２割強が「期待しない」、そして約４割強が「なんとも
いえない」と回答しており、校長は、市町村教育長（（２）参照）と同様に、外部評価

の意義・影響等について見通しを持てないようである（表１５－１５）０

（９）校長は、小中学校ともに、学校評価の影響について、「保護者や地域住民に説明責
任を果たす上で有効である」（約７０％）、「特色ある学校づくりに役立つ」（約６０％）、
「教職員の態度や学校の雰囲気が変わり、学校が活性化する」（約６０％）と回答し

ており、学校評価について肯定的評価が伺える（表１５・１７）。
このように、学校評価は大多数（８割）の学校で組織的に行われており、それが学校

運営上に与える影響についても校長によって肯定的に評価されている。しかし、評価結

果を外部に公開している学校はあまり見られない。また、外部（第三者）による評価や
児童生徒を巻き込んだ評価はほとんど行われていない。今後は、学校評価を学校改善に
効果的に活用していく態勢をどう構築するかとともに、児童生徒が参加し、第三者をも
含めた新しいタイプの評価をどう実施していくかが大きな課題となる０

第九に、現在、通学区域の弾力化（調整区域の設定・拡大や指定校変更や区域就学の

受け入れなど）による学校選択制度は、自律的学校経営の存立基盤に大きな影響を与え
ると考えられる。学校選択制度は、競争（市場）原理を通して、公立学校の効率性を高
めたり、保護者や児童生徒の要望・要求を学校運営に反映しやすくする一方で、学校格

差の助長や学校閉鎖を招いたり、場合によっては、短期的な成果を追い求めるあまり、
学校運営をゆがめたりする０通学区域の弾力化（学校選択）に関する調査結果は、次の
通りである。

（１）都道府県教育長調査では、２３都道府県が「学校選択・通学区域の弾力化」が県下
の市町村にｒｌ．ある」、２２都道府県が「２・ない」と回答した（無回答２団体）。
しかし、市町村調査では、１県を除いて、全国の都道府県教育委員会管下の市町村

で「通学区域の弾力化」の事例が報告されている０全国の約半数の都道府県教育委

員会が、管下の市町村教育委員会の「通学区域の弾力化」についてその実態を十分
に把握していないことになる。

（２）市町村教育長調査では、「学校選択・通学区域の弾力化」が「１・ある」と回答し
た自治体は、全体の３５％（１３６自治体）を占めていた０この通学区域の弾力化の実

施状況を人口規模別に検討すると、自治体の人口規模が３万人以上を境に、通学区
域の弾力化が「ある」自治体の数が、「ない」自治体の数を超えていた（表６・１）。
っまり、一般的に通学区域の弾力化導入の目安として、自治体の人口規模が３万人

程度であることが看取できる。また、市町村教育長の約３人に１人の割合で、自律
的学校経営を展開する上で、学校選択の導入・通学区域の弾力化が有効であると評
価していた。

（３）小・中学校長調査では、「通学区域の弾力化」に伴う、通学区域以外からの受け入
れ通学児童生徒数は、小学校、中学校ともに、９割以上の学校において５％未満で
ぁることが明らかとなった（表１６－２）。また小・中学校長の約４割が「通学区域の
弾力化」が自律的学校経営に有効であると認識していた（表１６－４）０

（４）小中学校通学区域の弾力化の具体的な方策として、最も多かったのは「指定校変更」
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（４７．１％）で、以下「通学区域の緩和」（３２．５％）、「調整区域の設定」（１７．８％）、「小

規模特認校」（２．５％）の順であった（小中学校長調査、複数回答）（表１６－３）。

小中学校長の約４割（市町村教育長の約３割）が「通学区域の弾力化（学校選択）」

が自律的学校経営に有効であると認識している。また、「学校選択・通学区域の弾力化」

が「１．ある」と回答した自治体も、全体の３５％（１３６自治体）程度である。しかも、

小中学校ともに、通学区域以外からの受け入れ通学児童生徒数は、９割以上の学校にお

いて５％未満である。これらのことを勘案すると、「通学区域の弾力化（学校選択）」の

普及は始まったばかりであるといえよう。

また、通学区域の弾力化による学校選択制度の導入の背景には、学校の活性化をはか

る目的のほかに、少子化による自治体の就学児童生徒数の減少という社会的背景の中で、

市町村教育委員会が、公立学校の統廃合を行政主導で進めるのではなく、児童生徒の希

望や地域住民の要望を聞きながら、親に学校を選択させ、結果として公立学校の淘汰を

はかり、公立学校の統廃合を行おうとする政策的意図もあると指摘される（伊藤論文、
第２節）。

なお、市町村別に市町村教育委員会の所管学校数を見ると、人口規模１．５－３万人未満

の自治体（教育委員会）の所管する小学校数は平均５．８校、中学校数は２．４校である。

よって、学校選択は最低この人口規模以上の自治体において可能と考えられるが、実は

人口規模１．５万人以上の自治体は、全自治体の約４割程度である（序章、図１、表１）。

第十に、自律的学校経営を支える人的条件整備活動としての人事管理について、「校長

人事管理システム」と従来の勤務評定に代わる「新たな人事評価システム」の２つの観

点から検討を行った結果、次のようなことが明らかとなった。

（１）小学校長の「１校あたりの在校年数」が何年ぐらいが適当であるかについては、経

験則では「４～５年が理想である」といわれているが、都道府県調査によれば、小学

校長の同一校での勤務年数は、約２％の都道府県が「１～２年程度」、約５割が「２～

３年程度」、約４割が「３～４年程度」、そして約２％が「４～５年程度」と回答し、９

割以上が３年前後ということになり、経験則の理想からすれば同一校での勤務年数

は少し短いようである。市町村教育長調査でも、若干「３～４年」の割合が高いもの

の、同じような結果が得られている。また、平成１０年以降、小学校長の１校あた

りの在校年数を長期化する方向で見直したかの質問に対して、約２割の都道府県が

「見直した」、４分の１が「長期化の方向で検討をおこなっている」、そして５割強

が「長期化することを考えていない」と回答している。市町村教育長調査でも、ほ

ぼ同じような結果を得ており、見直しの割合が１割未満であるのに対して、「長期

化を考えていない」の割合は６割強と、都道府県調査よりも見直しの割合がより小

さくなっている。全体的には、小学校長の同一校での在校年数の長期化に向けての

取組は始まったばかりであると言えよう。校長が安定的にかつ強力にリーダーシッ

プを発揮していくためには、１校あたりの在校年数の長期化への見直しが求められ
る。

（２）小中学校教員の同一校での勤務年数について、（最低及び最高）基準があるかどう

かを探ったところ、最低基準の場合、校長については、１１県（２３．４％）が「３年」、

４県（８．５％）が「２年」を設けているものの、過半数の県（６６％）において基準を

設けていない。教頭については、９県（１９．１％）が「３年」、５県（１０．６％）が「２

年」の最低基準を設けているが、約７割の県は基準を設けていない。一般教員につ

いては、１７県（３６．２％）が「３年」、６県（１２．８％）が「２年」、３県（６．４％）が「５

年」、そして３県（６．４％）が「６年」の基準を設けているが、約３割強の県は基準

を設けていない。初任教諭については、３県（１２．８％）が「３年」、２４県（５１．１％）

が「３年」の基準を設けているが、約３割の県は基準を設けていない。一方、最高

基準については、校長や教頭の場合、８割強の県が基準を設けおらず、１県（２．１％）
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が「６年」、３県（６．４％）が「３年」、そして１県（２・１％）が「８年」の最高基準を設

けているのみである。一般教諭の場合、５県（１０・６％）が「６年」、９県（１９・１％）

が「７年」、５県（１０．６％）が「８年」、１７県（３６・２％）が「１０年以上」の基準を設

けており、基準を設けていない県は２割強である。初任教諭の場合、最高基準を設

けていない県は４割を占め、「４～５年」の基準を設けている県は１３県（２７・７％）、

「６～７年」の基準を設けている県は１０県（２１・３％）を占める。このように、同一

校での勤務年数について、都道府県が最低もしくは最高基準を設けていない割合は、

校長・教頭の場合は約７～８割と高く、逆に一般教員・初任教諭の場合は約２～４割

と低い。

（３）小中学校の転任人事について、同一校での勤続年数以外の原則の有無について尋ね

たところ（複数回答）、４県（６・７％）が「小中両校種を経験」、９県（１５％）が「都

市部、農漁山村部両地域での経験」、６県（１０％）が「大規模校、小規模校両校の経

験」、４県（６．７％）が「僻地校勤務後の都市部の学校への転任」、１３校（２１・７％）が

「僻地勤務の後は本人の希望に沿う」と回答しており、無回答者（勤続年数以外の

原則が無いも含む）は２４県（４０％）であった。

（４）管理職の選考基準や選考方法を「特色ある学校づくりや開かれた学校づくりを推進

することを視野に入れて」見直しているかを質問したところ、２１県（４４・７％）が「（見

直しを）実施している」、１０県（２１・３％）が「計画している」、そして１６県（３４％）

が「現段階では変更を考えていない」と回答しており、管理職の選考基準や選考方

法の見直しが進みつつあることを伺わせる０また、管理職研修の内容や方法につい
ても、「特色ある学校づくりや開かれた学校づくりを推進することを視野に入れて」

見直しているかを問うたところ、３５県（７４・５％）が「（見直しを）実施している」、

９県（１９．１％）が「計画している」、そして３県（６・４％）が「現段階で変更をとく

に考えていない」と回答し、管理職研修についてはほとんどの都道府県で見直して
いるか、または計画していることが分かる０

（５）免許状を有しない校長の任用（いわゆる民間からの校長の登用）について都道府県

の対応を尋ねたところ、５県（１０・６％）が教諭の免許状を有しない校長を「既に任

用している」、１３県（２７・７％）が「計画している」、そして２９県（６１・７％）が「現

段階では、変更をとくに考えていない」と回答しており、また、採用人数も１桁未

満であり（小中学校）、民間からの校長登用についての都道府県の対応はかなり慎重
であることが伺える。ただし、文部科学省の集計によると、現在、既に２２都道府

県市が教員出身者でない校長を任用しており、２００３年度からは全国の民間校長は

５０人に達すると見込まれている（日本経済新聞２００３年３月８日発刊）。

（６）平成１３年１０月１日現在、従来の教員勤務評定に代わる教職員人事評価システムを

検討もしくは導入しているかどうかを質問したところ、１都（２・１％）が「導入して

いる」、１０県（２１．３％）が「検討している」、３４県（７２・３％）が「現在、検討の予

定なし」と回答した（無回答者２県（４・３％）。この「導入している」もしくは「検

討している」と回答した都道府県に対して、さらに以下の９つの項目について質問

したところ、次のような回答を得た。

①新たな教職員人事評価システムにおける被評価者は誰かについて（複数回答）、６

県が校長、教頭、教諭、養護教諭、５県が事務職員や栄養職員、そして４県が助

教諭や栄養助教諭を挙げた（無回答２県）。

②一般教員に対する評価者は誰であるかについて（複数回答）、６県が校長、５県が

教頭、２県が本人、１県が同僚、児童生徒、ないし保護者などの外部評価者を挙

げた（無回答者３県）。

③教職員人事評価の内容として（複数回答）、５県が業績評価と自己申告（目標設定）
を、２県が自己評価を挙げており、業績評価と自己中告が評価内容の中心となっ
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ているようである（無回答者２県）

④教職員が評価者である場合の評価者研修の程度については、回答したのは２県の
みで、１県は年１回、もう１県は年３回であった。

⑤教職員が被評価者である場合の被評価者に対する研修の有無については、１県が

「ある」、２県が「ない」、そして６県が「未定」と回答した（無回答者２県）。

⑥教職員評価システムの活用方法について（複数回答）、３県が「特別賞与」と「昇

任」を、５県が「配置」、２県が「賞与・勤務手当における成績率導入」と「優秀
教員の認定」を挙げている。

⑦教職員評価システムにおける評価結果の本人開示の有無については、３県が「な

い」、６県が「未定」と回答し、「ある」と回答した県は皆無であった（無回答者
２県）。

⑧教職員評価システムにおける評価結果についての異議申し立てシステムの有無に

ついては、１県が「ない」、７県が「未定」と回答し、「ある」と回答した県は皆
無であった。

⑨教職員人事評価システムの考えを問う自由記述蘭において、「自己啓発のための

面談と評価を一体化させること」や「能力開発や意欲の向上につながるものであ
ること」などの意見が提示された。

（７）市町村教育調査で、教員人事における市町村教育委員会の内申についての考えを探
ったところ、①「内申によって市町村独自の計画的な人事行政が可能である」かに

ついては、約４割の教育長が「そう思う」、約６割の教育長が「そう思わない」、②

「内申は形式的であり、もっぱら都道府県教育委員会の意思で教員人事が行われて

いる」かについては、約半数の教育長が「そう思う」、約半数の教育長が「そう思わ

ない」、③「内申を通じて、人事に関する校長の具申が実際の人事に反映されている」

かについては、約６割の教育長が「そう思う」、約４割の教育長が「そう思わない」、

④「内申を通じて、人事に関する教員本人の希望が実際の人事に反映されている」

かについては、約７割の教育長が「そう思う」、約３割の教育長が「そう思わない」、

そして⑤「内申を通じて、保護者や地域住民の意向が教員人事に反映されている」

かについては、約１割強の教育長が「そう思う」、約９割弱の教育長が「そう思わ

ない」とそれぞれ回答している。概して、教育長は、市町村教育委員会の内申の内

容は、教員本人（７割）＞校長（６割）＞都道府県（５割）＞市町村（４割）＞保護

者・地域住民（１割）の順で、その意向が反映されていると見ているようである。

教員本人の希望はかなり高く人事に反映されているものの、保護者や地域住民の意

向はほとんど反映されておらず、市町村教育委員会自身の意向も必ずしも十分に反
映されているとは考えていない。

（８）市町村教育長調査で、教員人事に関する校長の意見具申についての考えを探ったと

ころ、①「意見具申の内容は、校長の独自の人事計画に基づいている」に関しては、

６割強の教育長が「そう思う」、４割弱の教育長が「そう思わない」、②「意見具申

の内容は、教員本人の希望にそっている」に関しては、８割強の教育長が「そう思

う」、２割弱の教育長が「そう思わない」、③「意見具申の内容は、教員人事に関す

る都道府県の原則に従っている」に関しては、７割強の教育長が「そう思う」、２割

強の教育長が「そう思わない」、そして④「意見具申の内容は、保護者の意向を反映

している」に関しては、１割近くの教育長が「そう思う」、９割近くの教育長が「そ

う思わない」とそれぞれ回答している。概して、教育長は、校長の意見具申の内容

は、教員本人（８割強）＞都道府県（７割強）＞校長（６割強）＞保護者・地域住民

（１割）の順で、その意向が反映されていると見ているようである。このように、

校長の意見具申の内容は、教員本人の希望が最も反映されている一方で、都道府県

や校長の意向はある程度反映されているものの、保護者の意向はほとんど反映され
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ていないと認識している。

（９）従来の勤務評定に代わる新たな人事評価システムの導入の賛否について探ったと
ころ、約６割の教育長が「賛成」、約２％の教育長が「反対」、約３割の教育長が「導

入は時期尚早」、そして約６％が「その他」と回答した。また、賛成の理由を尋ねた

ところ、最もよく挙げられた理由は「昇給等への反映」や「多面的な評価の導入」

であり、次いで「自己申告の導入」や「これまでの勤務評定に課題がある」と続く。

（１０）小中学校長調査で、教員人事に関する校長の意見具申についての考えを探ったと

ころ、①「意見具申の内容は、校長の独自の人事計画に基づいている」に関しては、

６割強の校長が「そう思う」、４割弱の校長が「そう思わない」、②「意見具申の内

容は、教員本人の希望にそっている」に関しては、８割の校長が「そう思う」、２割

弱の校長が「そう思わない」、③「意見具申の内容は、教員人事に関する都道府県の

原則に従っている」に関しては、８割強の校長が「そう思う」、２割弱の校長が「そ

ぅ思わない」、そして④「意見具申の内容は、保護者の意向を反映している」に関し

ては、１割琴の校長が「そう思う」、９割近くの校長が「そう思わない」とそれぞれ
回答している。概して、教育長は、校長の意見具申の内容は、教員本人（８割）＞

都道府県（８割）＞校長（６割強）＞保護者・地域住民（１割弱）の順で、その意向

が反映されていると見ているようである。このように、市町村教育長調査（（８）参照）

の場合とほぼ同じように、校長の意見具申の内容は、教員本人の希望や都道府県の

意向が最もよく反映されている一方で、校長の意向はある程度反映されているもの

の、保護者の意向はほとんど反映されていないと認識されている。

（１１）小中学校長調査で、教員人事の在り方について問うたところ、①「教員人事に関

する原則が多すぎる」に関しては、４割強の校長が「そう思う」、５割強の校長が「そ

ぅ思わない」、②「教員人事について、校長の意向をもっと尊重すべきである」に関

しては、９割強の校長が「そう思う」、１割弱の校長が「そう思わない」、③「教員

人事について、本人の希望が優先されすぎている」に関しては、４割強の校長が「そ

ぅ思う」、５割強の校長が「そう思わない」、④市町村教育委員会は校長の意見具申

をもっと尊重すべきである」については、８割強の校長が「そう思う」、２割弱の校

長が「そう思わない」、そして⑤「教員人事に保護者や地域住民の意向をもっと反映

すべきである」については、１割強の校長が「そう思う」、９割弱の校長が「そう思

ゎない」とそれぞれ回答している。校長は、人事について校長の意向が反映される

ことを強く望んでおり、特に市町村教育委員会に対して意見具申権の尊重を求めて

いる。

（１２）小中学校調査で、校長の資質・力量をいかなる方策で確保すべきかを問うたとこ
ろ、校長人事の改善策については、概して消極的・否定的である。校長によって肯

定的に受け止められた項目は、「校長の手当・待遇を改善する」（「そう思う」８２・２％）、

ｒｌ校あたりの在任期間を４～５年にする」（「そう思う」６４％）、そして「校長の

（任用前）研修を強化する」（「そう思う」５２・６％）である。逆に否定的に受け止め

られた項目は、「地元出身の校長を優先的に配置する」（「そう思う」２７・１％）、「校

長の降格制度を導入する」（「そう思う」２６・９％）、「広く民間からも校長候補者を求

める」（「そう思う」２０．４％）、「校長養成コースを創設する」（「そう思う」１９％）、

「校長職固有の免許状を創設する」（「そう思う」１０・４％）、そして「校長を各学校

単位で公募する」（「そう思う」５・４％）である。少数とはいえ、民間からの校長登

用を支持する校長が約２割いるのは興味深い。

（１３）小中学校長調査で、従来の勤務評定に代わる新たな人事評価システムの導入につ

いて意見を問うたところ、小中学校長の５５・４％が「賛成」、８・２％が「反対」、３３・４％

が「導入の時期尚早」、そして２．５％が「その他」（無回答者０・５％）である。この結

果は、市町村教育長のそれとほぼ同じである。そしてその賛成の理由をさらに問う
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たところ（複数回答）、最も多く挙げられた理由が「昇給等に反映すべきである」

（２９％）であり、以下「自己申告を導入すべきである」（２４．５％）、「多面的な評価

をすべきである」（１８．７％）、「被評価者の自己省察等の機会を提供する」（１２％）、

「これまでの勤務評定に課題がある」（１０．３％）、「評価者研修を充実すべきである」

（５．１％）、「その他」（０．３％）の順に続き（無回答者０．１％）、これも市町村教育長調

査の結果とほぼ同じである（（９）参照）。

第十一に、教職員配置は、教職員の配置と活用に関して学校がどの程度自主性を発揮

できるかという点で、自律的学校経営にとって非常に重要な問題である。そこで、本調

査では、①学級編制および教職員配置の制度的弾力化がどの程度活用されているか、②

第７次定数改善計画の運用面、すなわち少人数指導等のための加配における規制と裁量

がどのようであるかの２点に焦点を当てて、その実態と課題を明らかにした。その主な

結果は、次の通りである。

（１）都道府県調査では、小・中学校の学級編制基準を質問したところ、８０．９％の都道府

県（３８団体）が「（∋すべての学年で４０人である」、８．５％の都道府県（４団体）が

「②一部の学年で４０人未満」、１０．６％の都道府県（５団体）が「③その他」と回答

し、学級編制基準の工夫がおこなわれていたのは（②＋③）は、９自治体（１９．１％）

においてである（表１８－１）。

（２）都道府県単独予算による教員配置と定数の中での非常勤講師配置の有無を質問し

たところ、３８自治体（８０．９％）で都道府県単独予算による教員配置をおこない、定

数の中で、非常勤講師を配置していたのは、小、中学校とも２９自治体（６１．７％）

であった（表１８－２）。

（３）教職員配置における都道府県と市との関係を探ったところ、学校への教職員定数配

置を一部の市に任せているのは１都道府県（２．１％）、すべての市に任せているのは

２都道府県である（４．３％）（表１８－３）。

（４）都道府県調査で、少人数指導加配教員の配置の仕方について質問したところ（複数

回答）、４０自治体（８５．１％）が「市町村から提出された加配教員の活用計画を検討

して」配置を決定している。「教科を限定して配置している」のは、小、中学校とも

に、１６自治体（３４％）、「学校規模を限定して配置している」のは、小学校で８自治

体（１７％）、中学校で７自治体（１４．９％）、そして「学年を限定して配置している」

のは、小学校で７自治体（１４．９％）、中学校で５自治体（１０．６％）である。なお、少

人数指導加配教員の学校への配置を市町村に任せている都道府県はごく少数（２団

体）にとどまっている（表１８－４）。

（５）市町村教育長調査で、市町村単独予算による教職員配置の有無について探ったとこ

ろ、１３９自治体（３５．３％）が「ある」と回答した（表１８・５）。そのうち、２２．３％が

ＴＴ、２１．６％が生徒指導（不登校対応など）、そして１０．８％が少人数指導のために配

置をおこなっている（表１８・６）。なお、人口規模３－１０万人未満の自治体では市町

村単独予算による教職員配置が「ある」とする割合が、他のどの人口区分よりも大

きい（表１８・１０）。

（６）市町村教育長調査で、教職員配置の形態を問うたところ（複数回答）、「定数のすべ

てが包括して渡され、各学校への配置を任されている」のは、１０８自治体（２７．４％）、

「定数の一部が包括して渡され、各学校への配置を任されている」のは、３９自治体

（９．９％）、「定数の中で小学校に非常勤講師を配置している」のは、７６　自治体

（１９．２％）、そして「定数の中で中学校に非常勤講師を配置している」のは、９６自

治体（２４．４％）である（表１８－７）。

（７）市町村教育長調査で、少人数指導加配の形態を問うたところ（複数回答）、小、中

学校ともに、「学校への配置は都道府県によって決定されているので、市町村として

配置を決定することはない」と回答した市町村は７０％を超えている。それ以外では、
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「学校から提出された加配教員の活用計画を検討して配置を決定している」と回答

した自治体は、小学校で１７．５％、中学校で１８．５％、「教科を限定して配置している」

と回答した自治体は、小学校で１０．４％、中学校で１７．０％、「学年を限定して配置し

ている」と回答した自治体は、小学校で９．６％、中学校で３．３％、そして「学校規模

を限定して配置している」自治体は、小学校で６・３％、中学校で５・６％である（表
１８・８）。

（８）少人数指導加配教員の職務に関する指導内容について探ったところ（複数回答）、
１９２自治体（４８．７％）が「学校の裁量により弾力的に活用している」、８０自治体

（２０．３％）が「担当授業時数の最低基準を設けている」、７７自治体（１９・５％）が「当

初提出された計画を変更しないよう指導している」、５０自治体（１２・７％）が「限定

した教科以外の授業を担当しないよう指導している」、２２自治体（５・６％）が「限定

した学年以外の授業を担当しないよう指導している」と回答している（表１８・９）。

（９）小中学校長調査で、加配教員の有無を問うたところ（複数回答）、小学校で６０・７％
（６７１人）の校長が、また中学校で８５．８％（４７７人）の校長がそれぞれ「いる」と

回答している（表７－１２）。その加配目的は、小学校では、「少人数指導」（５１・１％）、

ＴＴ（３９．２％）、同和教育（１４％）、新任教員指導（９．８％）、生徒指導（４・９％）、研究

指定（１．６％）、中学校では、「少人数指導」（４９・５％）、ＴＴ（５３・２％）、生徒指導（３５・２％）、

同和教育（１６．４％）、新任教員指導（１３・４％）、研究指定（３・１％）等となっている（表
１８・１３）。

（１０）小中学校長調査で、少人数指導加配についての市町村教委の指導内容について問

うたところ（複数回答）、小、中学校ともに、「担当授業時数の最低基準を設けられ

ている」が最も多く約７０％である。小学校では、次いで「学校の裁量により弾力的

に活用するよう指導されている」（２８．６％）、「当初提出された計画を変更しないよ

う指導されている」（２６．８％）、「限定した教科以外の授業を担当しないよう指導さ
れている」（１９．２％）、「限定した学年以外の授業を担当しないよう指導されている」

（１５．２％）の順となり、中学校では「当初提出された計画を変更しないよう指導さ

れている」（２８％）、「限定した教科以外の授業を担当しないよう指導されている」

（２７．５％）、「学校の裁量により弾力的に活用するよう指導されている」（２２・０％）、

「限定した学年以外の授業を担当しないよう指導されている」（５・１％）の順となる

（表１８・１４）。ここで、興味深いのは、先述したように、少人数加配教員の職務に関

する指導について、半数以上の市町村教育委員会が「学校の裁量により弾力的に活

用するよう指導している」と回答しているのに対して、このように「弾力的に活用

するよう指導されている」と回答した学校は、小学校で３割弱、中学校で２割強と

少ないことである。つまり、市町村教育委員会は、少人数加配教員の職務について

厳しい規制を行わず、学校の裁量を活かすよう指導しているつもりでも、学校側は

規制的な指導を厳しく受け止めている。

（１１）小中学校長調査で、教職員定数内で配置されている非常勤講師の有無について間

ぅたところ、小学校では１９．２％（２１１校）、中学校では２２・１％（１８４校）がそれぞ

れ非常勤講師を配置している（表１８－１５）。なお、小学校では、加配教員および定数

内での非常勤講師はともに、学校規模が大きいほど配置される割合が高くなる。中

学校では、加配教員は学校規模が大きいほど配置される割合が高くなるが、定数内

での非常勤講師については最も小規模な１－５学級の学校において配置される割合

が最も高い。

このように、概括すると、学級編制基準や教職員定数内での非常勤配置など、制度の

弾力的活用は少しずつ行われつつあるものの、この制度の運用面における都道府県教委

と市町村教委、市町村教委と学校の関係は、それぞれ後者の自主性を尊重する方向には

必ずしも変化していないことが看取できる。例えば、教職員定数配置を市に任せている
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都道府県はごく少数であるし、少人数加配教員の配置についても市町村はそれほどイニ
シヤティブをとっていない。
以上、都道府県教育長調査、市町村教育長調査、そして小・中学校長調査の結果を研

究領域ごとに整理してきたが、最後に、この調査結果から得られた新しい知見と今後の
課題について触れてみたい。

第一に、都道府県教育委員会と市町村教育委員会と学校との間で、一連の教育改革を

めぐる対応（問題）で、認識（意識）の違いがあるのは注目される。例えば、市町村教
育長は、自主性・自律性を強化すべき重要な学校経営の領域として「教育課程編成」や
「教育活動・教授方法」や「組織編制」を挙げるのに対して、校長は、「教育課程の編

成」とともに、特に「教職員の人事」と「学校予算の編成と執行」を挙げているのであ
る。あるいは、都道府県教委の市町村教委に対する教育課程の指導・助言・援助の在り
方について、都道府県教育長はその約８割が「少し変わった」と認識しているのに対し

て、市町村教育長はその５割が「少し変わった」と認識している。また、教育課程行政
における市町村教育委員会自身あるいは学校の自主性・自律性が実質的に強まったかに
ついても、都道府県教育長（「強まった」約７割）と市町村教育長・学校長（約２～３割）

との間でかなりの意識の差が認められる。また、少人数加配教員の職務に関する指導に
ついても、半数以上の市町村教育委員会が「学校の裁量により弾力的に活用するよう指
導している」つもりであっても、このように「弾力的に活用するよう指導されている」
と感じている学校は、小学校で３割弱、中学校で２割強と少ない。このように都道府県

教育委員会と市町村教育委員会と学校との間で、一連の教育改革をめぐる対応（あるい
は指導）で、認識の違いがあることは、今後、学校の自主性・自律性の確保に向けた改
革の取組に影響を与えることが考えられる。改革を効果的に推進していくためには、三
者間の共通認識をもっとはかる努力と工夫が必要である。なお、教育委員会の指導助言

に関していえば、教委による支援（指導助言）が学校にとって強制（介入）と受け止め
られる傾向があることにも留意する必要がある。

第二に、改めて、自律的学校経営の展開には、自治体の人口規模や学校規模や校種な
どの地域・学校の特性要因を十分に考慮に入れる必要があることを指摘しておきたい。
そうすることが、地域や学校の実態に合った、特色ある学校づくりの第一歩となる。た
とえば、市町村教育委員会や学校の自律的学校経営改革に向けての取り組みや意識（評

価）には、下記に示すように、自治体の人口規模によってかなり差異が認められる。
①中教審答申（１９９８年）以降の一連の改革の有効性について、概して、人口規模３
万人以上の大規模自治体の教育長が、人口規模それ以下の小規模自治体の教育長より

も、今般の改革を高く評価している（第８章）。
②「学校の情報公開の促進」と「学校評議員の設置」については、概して、人口規模
３万人以上の自治体の教育長が、人口規模それ以下の自治体の教育長よりも、改革の
有効性を高く評価している（８章）。

③人口規模１０万人以上の自治体の教育長が、人口規模それ以下の自治体の教育長よ
りも、児童・生徒の学校参加の必要性をより強く感じている（８章）。
④概して、１０万人以上の大規模自治体の教育長・校長の方がそれ以下の小規模自治体
の教育長・校長よりも教育課程行政上の自主性・自律性が強まったと認識している（９

章）。
⑤人口規模が大きくなるほど、小学校長の一校あたり在校年数を「長期化の方向で見
直した」及び「長期化の方向で検討している」と回答する自治体（市町村）が増える

（１０章、第二次報告書第３章）。
⑥市町村教育長調査によると、人口規模１０万人以上の自治体において校長の専決権
を認めている割合が高くなっている（１１章）。
⑦人口規模の大きい市町村ほど、研究指定校の措置を講じている割合が高い（１１章）。
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⑧児童・生徒割や学級数割、学校割などの基準を用いる教育委員会は、自治体の人口

規模が大きくなればなるほど、多くなり、逆に、前年度実績を用いる教育委員会は、

人口規模が小さくなるほど多くなる傾向が看取できる（１１章）０

⑨「学校の予算計画書にもとづいて教委が編成する」方法をとっている学校は、小学

校、中学校ともに、自治体の人口規模が小さくなるにつれて多く見られ、逆に「教委

が配当基準を設けて、一律に積算、配当する」方法をとっている学校は、小学校、中

学校ともに、自治体の人口規模が大きくになるにつれて多くなる（１１章）０

⑩人口規模の小さい自治体ほど、小、中学校ともに、学校予算の編成にあたって、学

校の要望を聴取する機会を設けている率が高いようである（１１章、小中学校長調査）。

⑫学校の意向が学校予算へ反映されていたかどうかについて、小中学校ともに、人口

規模が大きい自治体の学校ほど学校の意向が反映されていない（１１章、小中学校長調

査）。

⑫人口規模の小さい市町村の「人口マップ等の情報の充実」が遅れている（１２章）。

⑱「地域人材等への予算措置の充実」は、人口規模１０万人以上の教育委員会におい

てより図られている（１２章）。

⑭人口規模１０万人以上の教育委員会で、「教職員数充実のための加配教員の活用や予

算措置」が特に進んでいる（１２章）。

⑮人口規模の大きい教育委員会において、学校組織の在り方に関しての指導助言が「あ

る」と回答する割合が高い（１２章）。

⑯人口規模の小さい自治体（市町村）にある学校ほど学校評議員の設置率が低くなり、

人口規模の大きい自治体の学校はど学校評議員の設置率が高くなる（１３章）。

⑰人口規模の大きい自治体（市町村）ほど、情報公開条例を制定している割合が高く
なる（１４章）。

⑱「教育委員会だより」と「教委ホームページ」は、概して自治体（市町村）の人口
規模が大きくなるにつれて、これらの広報手段を活用する割合が高く、逆に「市町村

広報軌は、人口規模が小さい自治体ほどこの広報媒体を活用する割合が高い（１４章）。
⑩概して、大規模自治体では、「学年だより」が、小規模自治体では「学級だより」が
より発行されている（１４章７）。

⑳通学区域の弾力化の実施状況を人口規模別に検討すると、自治体の人口規模が３万
人以上を境に、通学区域の弾力化が「ある」自治体の数が、「ない」自治体の数を超え
る（１６章）。

⑳人口規模３－１０万人未満の自治体（市町村）では市町村単独予算による教職員配置
が「ある」とする割合が、他のどの人口区分よりも高い（１８章）。

このように、自治体の人口規模によって、教育長や校長の学校改革に対する意識や実

施率（概して、人口規模の大きい自治体の方が学校改革に対する意識や実施率が高い）

あるいは学校予算編成の態様（小規模自治体では学校の要望を予算に反映させやすい状

況があるなど）に差異があることを指摘しておきたい０また同様に、第１２章（学校組

織と自律的学校経営）で検討したように、学校規模や校種によっても、学校の組織的取

組やあり様は異なる（概して、学校規模の大きいことは、校長の学校経営の評価に否定

的な影響を与える）。

ある小規模自治体の教育長が「自律的学校経営の検討にあたっては、都市部と農村部

とでは、地域の実態に相当の差があるので、これを十分留意すべきであると思う。」（人

口規模０．８－１．５万人、６４歳、２００２年第二次調査「自由記述欄」）と述べているように、

また、ある小規模校の校長が「教育改革もよいが、ほとんどが大都会の実態を中心とし

て打ち出されていることであって、田舎の小規模学校のことなど全く眼中にないようで

ぁる」（０．８－１．５万人、小学校長、５５歳）と述べたり、ある小学校長が「全国一律的に

学校評議員制度を導入することには反対である０文科省にいわれるまでもなく、地域に
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よっては地域との連携がしっかりできているところもあるわけであるから、ことさら評

議員を置くことは地域と学校に混乱を招く」（小学校長、人口規模１．５－３万人、５３歳）

と指摘するように、人口規模や学校規模や学校種といった地域・学校特性要因を考慮に

入れた改革が望まれる。いずれにしても、今一度、学校の経営や教育活動が人口規模（地

域特性）や学校規模（学校実態）によってどのような影響を受けているかの検証が必要

である。

第三に、中教審答申（１９９８年）以降、自律的学校経営の構築に向けた学校改革がどの

程度進展（定着）したかについては、今般の改革が始まってまもなくの調査であったこ

ともあり、全般的にいえば、少しずつ改革が浸透しつつある段階であるといえるだろう。

ただし、職員会議の法的性格の明確化など、法的（学校法施行規則等）整備が行われて

いる分野などで、一部、着実に改革が進展している。

中央教育審議会答申（平成１０年９月）において、学校の自主性・自律性の確立のた

めに、学校管理規則の見直し、教職員人事・学校予算についての校長の裁量権の拡大、

職員会議の法的性格の明確化（補助機関化）、そして学校評議員の設置などいくつかの改

革案が提言され、２０００（平成１２）年１月２１日には学校教育法施行規則が改正され、職

員会議の見直しや学校評議員の設置などの法整備が行われたが、市町村教育長調査を見

る限り、職員会議の位置付け明確化（改正率７０．６％）や学校評議員設置（改正率、１３

年調査５１．８％、１４年調査７２．５％）のための学校管理規則の改正はかなり進んでいるも

のの、教育委員会の許可・承認等の縮減のための管理規則改正（改正率３９．３％）やこれ

ら（学校評議員設置・職員会議の位置付けの明確化・教育委員会の許可・承認等の縮減）

以外の学校の自主性・自律性を確立するための学校管理規則の改正（改正率１５．５％）は

それほど進んでいない。法規により特に要請された見直しは着実に進展しつつあるもの

の、学校の自主性・自律性の確立へ向けた学校管理規則の本格的な見直しは緒に就いた
ばかりであるといえよう。

次に、学校の自主性・自律性の確立に向けての改革を個別に検討すると、教育課程行

政に関していえば、今般の地教行法４８条の改正により、都道府県教育委員会の市町村

教育委員会に対する教育課程行政に関する指導・助言・援助の在り方はある程度変わっ

てきているようであるが、中教審答申（１９９８年）以降、教育課程行政における市町村教

育委員会自身もしくは学校自身の自主性・自律性が実際にどの程度確保されたかについ

ては、現場に近い市町村教育委員会や学校では、それぞれの自主性・自律性がそれほど

高まったとは認識されていない。しかし、教育課程を自主的・自律的に編成・実施する

上での改善点として、小中学校長は、教育課程編成それ自体の裁量や自由度の拡大より

も、学校予算や人事における学校の裁量の拡大をより強く求めているとと（表９－１０）、

また教育課程における校長の影響力はかなりあると自己認識されていることからすると

（表９－１１）、教育課程編成における自主性・自律性はすでにある程度確保されているも

のと考えられる。

学校予算に関しては、学校予算の執行面で細節間・節間の流用はかなり認められつつ

あるが、校長の専決権はその額や法規面での整備はまだ不十分であり、また校長の裁量

予算の実施率（約１割程度）も極めて低い。学校の自主性・自律性を高めるための学校

予算の改善策として、校長や市町村教育長が「学校配当予算の増額」とともに、この「校

長の裁量予算を設けること」を挙げていることは注目される。また、「教委が配当基準を

設けて、一律に積算、配当する」方法をとっている学校（小・中）は二　自治体の人口規

模が大きくなるにつれて多くなるとともに、人口規模の大きい自治体の学校ほど学校配

当予算に学校の意向や要望が反映されていないという傾向がある。その意味では、とく

に人口規模の大きい自治体における学校予算編成上の工夫が必要である。学校の予算編

成や実行予算配分について学校として特に検討しない学校も少なからず（２～３割）ある。

中教審答申（１９９８年）以降の一連の改革で、学校の自律性確保の観点から、教委の学校
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予算編成について改善がはかられたと実感しているかの質問に対して、約７割の校長が

否定的に回答しており、全体として見た場合、学校予算に関する改善は始まったばかり

だといえよう。

人事に関しては、教職員配置は人的資源の配置と活用に関して学校がどの程度自主的

に発揮できるかという点で、自律的学校経営にとって非常に重要であるが、この制度の

弾力的活用は少しずつ行われつつあるものの、この制度の運用面において市町村教委や

学校の自主性を尊重する方向には必ずしも変化していないと指摘される（第１８章）０教

職員定数を市に任せている都道府県はごく少数であるし、少人数加配教員の配置につい
ても市あるいは学校はそれほどイニシヤティブを発揮できていないようである。校長は、

人事における学校裁量の拡大を強く求めており、教職員配置のより一層の弾力化ととも

に、人事異動面の裁量の拡大が期待される。

一方、校長の人事管理については、小学校長の同一校での在校年数の長期化に向けて

の取組は始まったばかりであるが、管理職の選考基準や選考方法や研修の見直しはかな

り進行している。また、免許状を有しない校長の任用、すなわち民間からの校長登用は、

少しずつ行われつつあり、２００３年度からは全国の民間校長は５０人に達する。なお、教

員勤務評定に代わる教職員人事評価システムを検討または導入している都道府県は２割

程度であるが、導入の必要性を認識している都道府県教育長は約６割にのぼる。この新
しい人事評価システムが人事異動や校務分掌の決定や教育管理職への昇任や給与面での

処遇に活用されるにしても、評価の精度や客観性の保持、評価結果の開示や異議申し立

て手続きなど、整備・検討されるべき課題も多い０人材開発（能力開発）や意欲の向上

に繋がる人事評価システムの構築が望まれるところである０

その他、学校のアカウンタビリティを履行する上で、学校評価や情報公開や学校評議

員制度は重要な役割を果たす０まず、学校評価は大多数（８割）の学校で組織的に行わ
れており、その学校運営上に与える影響についても校長によって肯定的に評価されてい

る。しかし、評価結果を外部に公開している学校はあまり見られない０また、外部（第

三者）による評価や児童生徒を巻き込んだ評価はほとんど行われていない０今後は、学

校評価を学校改善に効果的に活用していく態勢をどう構築するかとともに、児童生徒が

参加し、第三者をも含めた新しいタイプの評価をどう美施していくかが大きな課題とな

る。

学校の情報公開については、自治体（市町村）の約半数が情報公開条例を制定してお

り、指導要録、内申書、職員会議録などの公開・開示が少しずつ進みつつある０学校の

自己点検・自己評価の結果の公表については、市町村教委の積極的な働きかけ（関与）

は少ないようである。学校は教育情報の公開に閲し様々な媒体を持ち、教育情報の収集

の手段や機会を備えているが、情報の内容どう選択し、その活用をどう図るかがこれか

らの課題である。

学校評議員制度については、学校評議員の設置も急速に進んでおり、この制度が学校

に与える影響についての教育長や校長の評価は概ね肯定的である０ただ、やはり、学校

評議員制度が設置されて日が浅いためか、学校評議員の学校組織における位置づけが暖

味である。今後、地域の実態にそった学校評議員制度を構築するとともに、それが形骸

化しないよう運営上の充実が望まれる。

小中学校長の約４割（市町村教育長の約３割）が「通学区域の弾力化（学校選択）」

が自律的学校経営に有効であると認識している０実際に、「学校選択・通学区域の弾力化」

がｒｌ．ある」と回答した自治体は、全体の３５％（１３６自治体）程度である０また、小

中学校ともに、通学区域以外からの受け入れ通学児童生徒数は、９割以上の学校におい

て５％未満である。これらのことを勘案すると、「通学区域の弾力化（学校選択）」の普

及は始まったばかりであるといえるかもしれない。
このように、学校管理規則については、法規によって要請された事項（職員会議の位
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置づけの明確化など）の改正は着実に進んでいるものの、学校の自主性・自律性を高め
るためのそれ以外の（学校管理規則の）改正はあまり進んでいない。また、学校予算、
人事・人事管理、公開を前提とした学校評価、通学区域の弾力化による学校選択、そし

て情報公開は、濃淡はあるが、少しずつ改革が進行している。全体として見れば、一部
の分野を除き、改革が緒に就いたばかりであるといえるかもしれない。なお、自律的学

校経営を推進するにあたって、小中学校長が学校予算の編成・執行と人事における学校
裁量の拡大を最も強く求めていることは注目される。

第四に、学校裁量の拡大については、校長が、とりわけ人事権や学校予算権について

大きな権限の委譲を望んでいる以上、場合によっては、学校と教育委員会の権限の配分
問題を根本的に再検討する必要がでてくるかもしれないことを指摘しておきたい。第９

章で検討したように、既に校長は「学級担任の選任」や「主任の選任」や「校務分掌組
織の編成」などの校内での教員配置（校内人事）については相当のパワーを持っている

ものの、意見具申の内容については教員本人の希望にそったもので、校長の人事計画に

もとづくものでなないと多くの校長が認識していることからすると（第１７章）、異動人
事についての裁量権の拡大が強く望まれているようである。学校経営という観点から適
切な人材配置ができる態勢の構築が強く求められている。しかし、この人事権や学校予
算権を大幅に学校に委譲するということは、教育委員会が有していた固有の権限（行政

権限）を学校に移すということであり、このことは、学校と教育委員会（都道府県・市
町村教委）の間の権限配分問題（したがって、これは、学校管理規則の抜本的な改正）
を改めて検討しなければならないことを意味する。第一部第８章で検討したように、ニ

ュージーランドのように、各学校に人事権や予算編成権をも含めて、大きな権限を付与
するのであれば、教育委員会の廃止あるいは大幅な見直しをも余儀なくされることにな

ろう。学校評議員の位置づけや人事権や予算権に係わる学校への権限付与の実態を見る

と、わが国の学校は、諸外国と比べると、極めて制約された中での自主性・自律性の確
立を模索しているように思える。わが国の実態に合った、教育委員会と学校の権限配分
の在り方を検討することが期待されているといえよう。

第五に、第８章（学校管理規則）で検討したように、「教育委員会の支援体制の強化」、

「学校の評価システムの確立」、「学校の情報公開の促進」、「学校選択の導入・通学区域
の弾力化」、「学校評議員の設置」、「学校の自主性・自律性の強化」、「教職員の人事考
課・管理の充実」の諸要素は、地域に開かれた、特色ある学校づくりに向けて学校を自
主的・自律的に運営していく上で、概ね重要な要件（要素）として捉えられているよう
に思う。

自律的学校経営は、これまで教育委員会が有していた権限の一部を学校に委譲し、学
校はそれを自らの責任のもとに経営をおこなうことを意味する。したがって、先ず、学
校が、人事、財政、教育課程の面で学校への権限の委譲が実質的に保障されることが必
要である。この保障があってこそ、学校は、自らの責任と判断で、地域の実態に即した、

特色ある学校づくりが可能である。しかし、同時に、学校は、大きな権限が付与される
に伴って（比例して）、その本来の学校責任を果たす責任（義務）すなわち、今日、よく

言われるところの学校のアカウンタビリテイ（説明責任、結果責任）の履行の責任を負
わされることになる。この責任を果たすために、学校は、自己点検・自己評価（＝学校
評価）をおこなうとともに、その結果を保護者や地域住民に公表していくことが求めら
れる０　この自己点検・自己評価の情報が正しく保護者等によって評価されることによっ

て、保護者や地域住民との間で信頼ある情報の共有化をはかることができ、地域と学校
が一丸となって特色ある学校づくりや学校改善を推進する態勢を整えることができる。

これを推進する役割の一端を担うのが学校評議員である。また、通学区域の弾力化によ
る学校選択は、場合によっては、自律的学校経営には阻害要因となる可能性も考えられ
るが、学校を活性化したり、保護者や住民の意向や要望を学校運営に反映させる環境を
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醸成することが期待される。さらに、自律的学校経営を効果的に機能させるためには、

教育委員会と学校の権限配分の問題とも絡むが、教育委員会の支援も必要となる。

第２節　わが国自律的学校経営の今後の課題

１戦後の学校経営論～福祉国家下における学校経営論

本節では、先ず、現在の自律的学校経営論の位置づけを探るため、戦後の学校経営論

の展開過程をごく簡単に跡づけ、その上で自律的学校経営論の特色や今後の課題につい

て触れたい（３）。

戦前の官僚主義的・国家主義的教育行政体制下では、学校経営は、国家の教育政策を

法規に従って忠実に遂行することが強く求められ、学校経営は、「学校管理」の名のもと、

教育行政の「下僕」としての地位に置かれた０総じて、戦前は、戦争国家下における学

校経営と特色づけることができる。
しかし、戦後は、全体として見れば、１９８０年代後半に至るまでは「福祉国家下におけ

る学校経営」として特色づけることができよう。憲法に生存権が規定され、生存権（な

いし社会権）としての「教育を受ける権利」の保障のために、国家が教育サービスの標

準を設けながら積極的に教育事業に乗り出す時期である０教育行政は、行政活動に投入
される予算等の資源や活動の手続きや方法等を細かくチェックすることによって、すな

わち入り口と過程を統制することによって活動の成果を担保しようとした。

１）民主的経営論の時代（１９４５（昭和２０）年～１９５５（昭和３０）年）

終戦直後の１９４５年から１９４８年の教育委員会法成立に至る時期は、戦時中現場の学校

経営で指導的役割を果たした校長や視学がいち早く戦後の民主的経営論への展開を試み

るようになるが、理論的には手探りの状態であった。

しかし、１９４９（昭和２４）年から１９５５（昭和３０）年に至る時期は、アメリカの占頼政

策の転換や朝鮮戦争勃発（昭和２５年）や講和条約締結（昭和２６年）などの社会的政治

的変革を経験する中で、アメリカの機能主義的見地に立つ民主的経営論が次第に体系化

に向かうようになる。この期には、学者や現場実践家によるアメリカの民主的機能主義

観に立った学校経営論が多く現れた。経営は、教育のためにあり、教育の目的を効果的

に達成するための条件整備（手段）と見なす、この機能主義的学校経営論は、戦前の官

僚的・国家主義的教育行政や学校管理観を克服し、民主化を推進する上では一定の役割

を果たしたといわれる。そこでは、学校経営と民主化とは予定調和的に結び付いていた０

学校の経営管理機能と教育機能は対立する概念として把握されていなかった。しかし、

その後、条件整備、能率、合理化をこととする機能主義的学校経営論は、文部省と日教

組が厳しく対立する中で、教育行政の「上からの」条件整備活動と、教師集団を中心と

する、下からの民主化論との対立が顕在化し、学校経営論はその内部に矛盾を抱えるこ

とになる（４）。この時期は、学校経営のアイデンティティに係わって、教育行政からの学

校経営の自立が強調されたほか、戦前の主観却客観区分説の延長線上で、＜学校経営＞

と＜学校管理＞の関係ないし識別の検討が行われた０

２）近代化論を中心とする学校経営論の多様化期
（１９５６（昭和３１）年～昭和４０年代半ば）

やがて、１９５６年の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の制定を境にして、

学校管理規則の整備、教員勤務評定の実施、学習指導要領の法的拘束性の明確化などの

一連の教育行政の合理化や管理統制の強化が進む中で、学校経営近代化論を中心に、①

学校経営の「民主化」を重視する「学校づくり」論、②学校経営の民主化・合理化統合

志向論、そして③学校教育をめぐる教育行政当局と教員組合との対立が激化する中で、

学校経営を行政優位の立場から管理論として解釈していこうとする行政法解釈論的学校

経営論など、多様な学校経営論が展開される（５）０このうち、民主化よりも経営の合理化

や能率化を志向する近代化論は、その主張する重層構造が特別権力関係を支持すること
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になるとして、民主化論の立場から単層構造を唱える宗像誠也氏との間で、学校経営の

単層漣層構造論争を引き起こしたことは有名である。近代化論（伊藤和衛氏）は、学

校の教育機能と経営管理機能の分化と近代合理的な組織（職務関係）の意義についての

認識を促した０この時期は、経営の主体をどこに置くか、あるいは学校経営の自律性や

独自性はあるのかといった（単位学校経営論など）、学校経営のアイデンティティの問題
が活発に論議された。

３）学校経営の現代化論（１９７０（昭和４０）年代半ば以降）

１９６９年（昭和４４年）以降、吉本二郎氏などの学校経営の現代化論が現れる。中留武

昭氏によれば、学校経営の現代化論には様々な立場があるが、この動きの契機をつくっ

たのは、初めて現代化の視点を明らかにした、高野桂一の単行本『学校経営現代化の方
法』（明治図書、１９６９年）であるとされる（６）。

高野氏は、それまでの「教育不在」の経営論を克服し、民主化と合理化を踏まえた上

での「科学化」を志向することが必要であること、そのためには、合理化＝近代化その

もののもつ矛盾を克服するものとして、民主化すなわち権力のあり方の変革を迫る必要
があると指摘し、新しい学校経営の概念を提唱した（７）。

この新しい学校経営概念では、教育の論理を踏まえながらも、行政から高度に自律性

を確保した、学校経営論（専門職組織論）が構想されている。これは、中留民も指摘す

るように、ある意味では、これまでの戦前・戦後を通しての学校経営史が辿り着いた一

つの到達点であり（８）、その後の学校経営論の方向性を示すものとして注目されよう。し

かし、高野桂一氏の定義は、確かに学校経営の総体を組織構造と経営過程の両側面から

捉え、それらを民主化と合理化の二原理のもとに統合的に把握し、教育専門職集団中心

の経営論（専門職組織論）を構築したという点においては、大いに評価できるとしても、

２１世紀を迎え、一段と価値多様化社会と地方分権化社会が進行し、福祉国家観の見直し

が求められる中では、これまでの成果を踏まえつつも、さらに新しい社会にふさわしい

学校経営論のあり方を考えてみる必要があろう。

２　福祉国家変容下での学校経営論（１９８０年代後半以降）

１）福祉国家変容下での学校経営論の背景

１９８０年代後半に入ると、社会の成熟化や財政事情の悪化及び経済成長の鈍化傾向を背
景に、従来型の福祉国家観の見直しが求められいわば「小さな政府」の思想のもと、

地方分権化や規制緩和や民営化を基本原理とする行政改革が提唱されるようになる。こ

こには、良質の行政サービスを安く供給することを望む「消費者としての市民」が仮定

され行政サービス供給の主体を多元化し、消費者にどのサービスを受けるかを選択さ
せることにより、すなわち「競争と評価」の市場的メカニズムを働かせることにより、

彼らの多様な行政サービス要求に応えることが期待された。ある意味で、行政サービス

の公正・平等的供給よりも効率的供給が求められるようになった。教育においても、国

家主導で、標準的な教育サービスを行うよりも、地方分権化や規制緩和を促し、競争的

環境下において、多様で、個性的な教育サービスをより効率的に提供することが消費者
（保護者）の利益かなうと考えられるようになった。

このような背景のもとで、とりわけ１９９０年代以降、地方分権化と規制緩和等を基本

原理とする教育行政改革が強力に推進された。１９９８（平成１０）年９月１２日の中央教育

審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」において、教育行政における国、

都道府県、市町村の権限配分の見直しや規制緩和とともに、学校の自主性・自律性を目

指した学校の裁量権の拡大という改革の方向性が明確に示された。この学校の裁量・権

限の拡大は、地方分権化の改革原理に則り、これまで教育委員会が有していた権限の一

部を学校に委譲し、学校はそれを自らの責任のもとに経営をおこなうことを意味するも
のである。
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かくして２０００（平成１２）年１月２１日学校教育法施行規則一部改正等により、学校の

自主性・自律性の確立に向けて、職員会議の見直しや学校評議員制度の導入などの法整

備行われるとともに、２００２（平成１４）年３月には小・中学校の設置基準の制定により、

学校の自己点検・自己評価とその公開および情報提供の努力義務が明示され、情報公開

や学校評価の促進とアカウンタビリティ履行が強く求められている。また通学区域の弾

力化（学校選択）の促進も期待されている。これら一連の改革は、学校組織や学校経営
のあり方のみならず、学校経営概念の再吟味をも促している。２１世紀を展望した、新し

い学校経営モデル（ある意味で、競争的環境下における自律的学校経営論）の構築が求

められるゆえんである。

２）今後の学校経営論～学校統治モデルの構築に向けて～

１９８０年代後半以前とそれ以降とでは、既述のように、教育をとりまく社会環境は大き

く変化しようとしている。成熟化社会、価値多様化社会、そして地方分権化の時代を迎

ぇ、福祉国家の見直しが始まる中で、学校は、学校評議員の設置や、学校選択、情報公

開、そしてアカウンタビリティの導入・促進をはかるとともに、学校の自主性・自律性

の確立とそれを基盤にした経営を求められている０学校にある一定の裁量権を与え、自

らの責任のもとに経営をおこなわせるという、今日の自律的学校経営の確立を求める動

きは、学校統治（ｓｃｈｏｏｌｇ。ｖｅｒｎａｎｃｅ）とはいわないまでも、学校経営が内部管理論

（ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）から脱し、統治的性格を強める動きとして捉えることができる。学校が
公的性格を有する以上、国家の教育意思の実現に努めなければならない一方で、行政か

ら高度に独立した経営の主体として、学校は、教職の専門性と自律性を前提に教育の論

理に即するとともに、地域住民（公）の教育意思に対する配慮をも示しながら、地域の

実態にあった、特色ある学校づくりに向けて学校経営を展開しなければならない。従来

の学校経営論（現代化論ないし単位学校経営論）と自律的学校経営論の違いは、前者が

高度な学校の自律性の基盤を教育の専門家である教師集団を中心とした学校に置いてい

たのに対して、後者は、意思形成の場を地域住民や保護者に対しても開きながら、地域

住民や保護者を含めた学校（校長）に自律性の基盤を求めているところにある（組織外

民主化）。また、学校は、学校選択（市場原理）等の導入により、競争的環境下に置かれ

るとともに、学校に付与される裁量権に見合うだけのアカウンタビリティの遂行を強く

求められており、そのため成果（その評価）による行政・住民統制が厳しくおこなわれ
ようとしている。その意味では、この自律性は、行政や保護者・地域住民の評価による

統制を前提にしており、行政等からの一方的な自律性の保障を求める、これまでの学校

経営論とは違う。この自律性は、学校と行政ないし保護者・地域住民との間の緊張と均

衡の上に成り立つ。

筆者は、今日の一連の改革動向を踏まえるとき、学校経営を次のように捉えたいと思

ぅ。「学校経営とは、社会的に吟味された学校の教育目的を、さらに学校独自の立場から

公的に吟味を加えつつ、その効果的達成をめざして、人的・物的・教育課程上の諸条件

を整備していく、学校当事者による組織的・計画的活動である。」
ここで、「社会的に吟味された」とは、第一義的には、国、県、市町村レベルの教育政

（施）策（あるいは諸法規）などによって示されている学校の教育目的をさす。「さらに

学校独自の立場から公的に吟味を加えつつ」とは、たんに学校の教育目的が所与の教育

政策の反映を意味するのではなく、学校が教育の専門家集団として独自の立場からこれ

に配慮を加えたり、保護者や地域社会の教育要求や要望を組み入れたりすることをさす。

「学校当事者」とは、基本的には校長をはじめとする教職員であるが、保護者・地域住

民（場合によっては、子ども）も含まれよう０今日の価値多様化社会、地方分権化の時

代においては、保護者や地域住民、その他学校関係者を公的にいかに学校の意思形成の

場に参加させるかが、学校経営上の大きな課題の一つとなろう０とりわけ、学校の意思
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形成の場で子どもの意見表明権をどのように保障していくかは課題である。本調査でも、

市町村教育長のみならず、小、中学校長も、その過半数が、児童生徒の自律性や責任感
を育成したり、彼らの教育要求を学校運営に反映させるために、彼らの学校参加をもっ
と促すべきだと考えており、今後、施策的に積極的な推進が望まれる。地域に根ざした

特色ある学校づくりを推進するためにも、また、企業経営と違って、公的性格をもつ学
校が、「学校経営」としての実質（ある意味で、統治的性格）を備えるためにも、学校レ

ベルでの保護者や地域住民の学校の意思形成への参加が求められよう。これは、教育政
策が、「所与」のものとして外部（行政）から与えられるものではなく、学校レベルにお
いても、教職員や保護者や地域住民によって、解釈され、意味づけられて、実施される

べきものであることを意味する。教育の公共性の担い手は、国家のみならず、地方、地
域社会、学校など多様なレベルを想定することができる。

学校経営が、外部に対して意思形成の場を開かず、内部管理論を展開する限り、社会

の変化に大胆に、かつ柔軟に対応できる学校経営論は期待できない。２１世紀の地方分権
化時代・価値多様化社会における学校経営論は、話し合いの前提となる「共通の世界」
の構築が難しいことを前提に、地域住民等を含めた合意形成の機構を学校レベルにも設

けることが求められる０今日諸外国で、学校理事会が設置されたり、わが国でも、学校
評議員の設置が認められたのは、このような背景において理解されるべきであろう。

学校経営を、一応、このように理解しながらも、最近の教育改革の動向と調査結果を
踏まえるとき、次の諸点に留意する必要がある。

第一に、学校のもつ公的性格からすると、学校経営の政治的性格や権力的性格を看過
することができない点である。保護者や地域住民が学校の意思形成に何らかの形で加わ
る場合（例えば、学校評議員制度）、ますますこの点が重要となる。学校経営は、ある意
味で、価値の権威的配分に係わるという意味で、政治的側面を有するといえる。学校は、

何らかの意思決定をすることにより、誰かの価値を提示し、配分しようとしている。そ
れは、ある意味で、学校レベルで、公共性を確定していく過程であり、学校外環境に対

してその権威を正当化していく過程でもある。学校経営のこの政治的性格やそれに付随
する権力的性格を看過すれば、学校経営のダイナミズムを理解できなくなる。学校の裁
量権が拡大するにつれて、学校の希少資源の配分をめぐって、当事者間の価値葛藤は増
幅し、学校経営における利害調整（政治）機能の重要性は、今後ますます高まるだろう。

とはいっても、１３章（川島・赤星）の学校評議員に関する調査では、学校評議員設置の
学校に与える影響について、校長、教育長ともに、「学校運営がまとまりにくくなる」と
か「介入や圧力かかる」といった懸念をはとんどもっていないようである。これは、わ
が国の学校評議員がそれほど大きな権限を持っていないことと無関係ではないと考えら

れる。第５章（高瀬）で指摘されたように、かつて、ロシア連邦の「学校会議」では教
職員と保護者等の間で大きな葛藤があったことを想起されたい。

第二に、学校に権限が付与されれば、それだけ学校は、その目標・方針や成果を保護
者や地域住民に明らかにし、学校としてやるべきことをやったかを説明する責任（アカ

ンタビリテイ）を積極的に果たしていくことが求められる。今般の学校評議員制度の導
入は、開かれた意思形成の場を保障することによって、「開かれた学校づくり」の推進と、

保護者・地域住民の協力及び連携の促進をはかるほか、この説明責任の履行が期待され
たからに他ならない０学校経営とは、学校として＜価値ある＞と認めるものを（地域）
社会に問い、それを、組織を通して実現していく行為であり、その行為の結果に対する

責任は常に問われることになる０本調査でも、小、中学校ともに、約８割の校長が、自
律的学校経営を展開する上で、学校の説明責任（アカウンタビリテイ）の履行が必要で
あると認識していた（２００２年小中学校長調査、Ｑ３）。

とはいっても、第１５章（高妻・木岡）で検討したように、学校評価は大多数の学校
でおこなわれているものの、その結果を外部に公表している学校は非常に少ない。学校
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評価の結果を公表することにより、学校の運営や教育活動についての共通認識を得、保

護者や地域住民ともに学校づくりに取り組む態勢をつくる一方で、評価結果を学校改善
に十分に生かしていく努力が必要である。学校の説明責任・結果責任を果たせるアカウ
ンタビリティ・システムの構築が強く求められる。

第三に、学校への権限の委譲にともなって、今後は、教育行政においても、学校経営
においても、目標達成に至るまでの手続きを明示して統制するよりも（「過程」による統

制）、成果についての評価による統制に重きが置かれることになる（９）。学校の自律性の
拡大は、学校の責任を増大させることになり、その結果、学校の責任を明らかにするた
めの情報公開や、その責任の履行の状態をチェックする学校評価（とりわけ外部評価）

が強く求められることになる。学校評価や学校の情報公開は、教育の特殊性から、多く
の課題を抱えるが、学校のアカンタビリティ遂行の観点からその意義が見直されなけれ
ばならない。

なお、学校評価活動は、真空状態の中でおこなわれるのではなく、学校がめざすもの
と不可分の関係にあることに留意する必要がある。学校評価の指標を何にとるかで、あ

るいは指標のウエイトづけをどうするかで、評価の結果と意味は大きく異なってくる。
学校の評価活動は極めて価値負荷的活動であるといえよう。学校評価は、結果的に学校
の目標設定に大きな影響を与えることになる。常に、学校のピジョンの明確化と見直し
が求められる。

第四に、今般の教育改革の一つの柱である通学区域の弾力化は、学校を選ぶという、
親本来の要求をある程度満たそうとするものであるとともに、学校を競争的環境下にお
いて学校の活性化を促すことを狙ったものである。学校選択の導入は、学校に対する保

護者の発言権を高めるとともに、教職員に専門家としての責任の履行を強く求める。学
校選択は、学校が顧客（子ども、保護者）の教育ニーズに応えざるをえない環境を醸成
する。しかし、学校選択による市場原理の導入は、例えば、学校の序列化や短期的成果

の過度の強調などの問題を生むことも考えられ、その運用に当たっては、慎重な配慮を
必要とする。今般の調査でも、小中学校長の約４割（市町村教育長の約３割）が「通学
区域の弾力化（学校選択）」が自律的学校経営に有効であると回答し、ある程度「通学区

域の弾力化（学校選択）」に期待を寄せているものの、否定的に回答するものも、６割（小
中学校長）から７割近く（市町村教育長）おり、慎重な態度を示している。これは、こ
の制度の導入が及ぼす影響を図りかねているからだと思われる。
学校選択による市場原理の導入は、常に学校のアカウンタビリティの履行が求められ

ることになり、学校が活性化することが期待されるが、アメリカで、２０世紀初頭科学的

管理法が教育界を席巻したときのように、学校の有効性（ないしアカウンタビリテイ）
が、教育効果の観点からではなく、財政上の基準（財政効率）に基づいて決められるこ
とがあってはならない。イギリスでも（第２章、勝野）、教育と財政の関係が大きな課題

として浮上してきていることが指摘されている。
第五に、学校に自律性や権限が付与されれば、それだけ校長は、専門的指導能力や管

理能力とともに、希少資源（価値）の権威的配分に係わって価値葛藤の処理能力（政治

的対応能力）が求められる。また、校長は、今、学校がどうあって、学校に何が求めら
れているのかなど、学校の教育ピジョンを明確に設定し、常に学校の将来を創造してい

くことも必要である（スクール・ポリシー（ｓｃｈｏｏＩｐｏｌｉｃｙ）の立案）。校長のリーダーシ

ップは、「教育」、「管理」、そして「政治」の３つの方向において発揮されることになる

が、その中核にあってこれらを統合するのは、校長の教育ビジョンである。この教育ビ

ジョンは、全教育活動や経営活動に貫徹し、その活動結果に対する責任は校長が負うこ

とになる。

第六に、自律的学校経営を展開していくためには、学校が主体的に問題解決を図る能

力を備えていること必要があるが、この間題解決能力の向上には、教職員の人材開発が
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不可欠である０人材開発は、自律的学校経営を展開していく上で、重要な組織戦略の一

つとなる。その意味で、人材開発の機能を担う研修の持つ意義は今後益々大きくなる。

また、人事管理・考課や自己点検・自己評価も人材開発という観点から見直されるべき

であろう。個々の教職員の高い力量形成とモティベーション（貢献意欲）の喚起という

視点から、人事考課や学校評価の問題を再検討する必要がある。

第七に、自律的学校経営の概念に係わって、林・福本は、調査結果から、次のように

指摘し、自律性は教育委員会や保護者や地域などの「他者」による統制からの解放とし

ての非依存的な自律性としては捉えられていないという興味深い知見を導き出している。

ト般には、自律は他律の対立概念として捉えられる。－…したがって、学校組織にあっては、教育

委員会や保護者など学校のソトに在るものからの解放を意味するものと考えられる。

しかしながら・この調査結果を見る限り、自律的な運営が行われているか否かと、外部機関との関

係性には統計的に関連性はみられず、学校においては自律性がこの意味では捉えられてはいないこと

になる。言い換えれば・学校は教育委員会や保護者、奉るいは地域との要望との関連において、自律
的学校経営を捉えていないことになる。…・

教育という営みを通じて、自分たち、すなわち、組織としての学校が、クライエントとしての子ど

もに働きかける。それによって、自分たちの主体的営みの効果を通して、自らの役割を確認し、自分

たちの独自性と無二性を同定することによって、「自律性」のイメージが構築される。この意味におい

て、学校外部機関や保護者など学校にとっての「他者」は、学校にとっては副次的なものでしかなく、

その意味において他者による統制からの解放としての非依存的な自律性は明白にはイメージされにく

いとも考えられる。」（第１２章「おわりに」）

このように、自律的学校経営は、全教育活動に学校の明確な教育意図が反映し、新し
い教育実践に積極的に取組ながら、特色ある教育活動を展開していること、そのために

は実態にあった効果的な組織をつくることが重要で、校長の意向が教職員に受容され、

校務分掌の各組織間の連絡調整も十分におこなわれ、各種委員会等は主体的に活動する

一方で、教員の個性が学校づくりに寄与していることが求められる（第１２章第２節）。

教育という営みと、そこにおける主体的な営みの効果を通して、学校の構成員は自らの

役割や自己効力感を確認し、自己の無二性を感知することによって「自律性」のイメー

ジが構築されるという。Ｍ・Ｂ．マイルズが、自律性は「組織が環境の消極的な道具と

してではなく、むしろ”自己の内部から外部に向かって働きかけようとする”能力をもっ

ている」（１０）状態をさすと指摘しているように、学校が明確な教育意図をもって主体的

に教育活動を展開していることが重要で、教育委員会や保護者等の外部者による統制か
らの解放は、十分条件であっても、必ずしも必要十分条件ではないといえよう。ただし、

学校改革の現時点での、また校長の意識を通しての自律性のイメージであることに留意

する必要がある。この点については、教師の意識を通した自律性のイメージなど、今後
さらに検討を要する。

第八に、佐古・露口は、学校の裁量権の拡大と校長のリーダーシップの発揮との関係

を検討した結果、非常に興味深いことに、学校裁量の拡大が直接に校長のリーダーシッ
プの発揮につながるのではなく、「校長のリーダーシップは、校長のエンパワーメントだ

けでなく、教師のエンパワーメントを高めている状況でこそ、強く発揮されている」（第

１０章「おわりに」）ことを見出すとともに、自律的学校経営を推進する上で、「教師がパ

ワーを有する、校長を中心とした組織体制」の構築が望まれることを指摘している。一

般に、自律的学校経営は、校長への権限付与の観点から、あるいは教育行政に対する学

校の自律性の拡大という文脈の中で語られがちであるが、佐古・露口によれば、自律的

学校経営は校長のみならず教職員が学校経営の当事者（主体）として学校の教育活動の

計画、実施、評価に深くコミットすることによって実現するのであって、そのような状

況を創り出すところに校長のリーダーシップの本嶺が発揮されるという。これは、教育

委員会などからの統制の解放というよりも、学校構成員の教育活動における主体的な営
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みの効果を通して、彼らの自己効力感を確認し、自己の無二性を感知することによって、
「自律性」がイメージされると指摘した林・福本の調査結果と符合するものがある０
第九に、わが国及び諸外国の学校経営改革の動向を見るとき、今日の学校経営改革を

突き動かしている大きな原理（理念）として、①学校統治能力の強化（保護者等の学校
意思決定機関への参加を含む）、②アカウンタビリティの履行（結果責任、説明責任）、
そして③市場原理（学校選択）の３つを挙げることができよう。諸外国およびわが国の

学校経営改革の動きは、概ね、これら３つの観点から説明できるように思う。
また、第一部「諸外国の自律的学校経営」の検討結果からも明らかなように（表１参

照）、学校に法人格を与え、そこに大幅な権限を付与して自律的学校経営を展開しようと
する国がある一方
で、あくまでも学

を所管する地方当

局の学校管理権の
範囲内において、学
校の自律性を最大
限に認めつつ、自律
的学校経営を展開
しようとする国も

あるなど、自律的学
校経営の形態は多

様であることが看
取できる。例えば、
ニュージーランド

では、教育委員会制

度は全面的に廃止
され、親や生徒の代

表や校長及び教員
代表で構成される
学校理事会に教育

課程や人事や学校
予算に係わる権限
が大幅に委譲され、
学校理事会が最高
意思決定機関とし
て、また校長をはじ

めとする管理チー
ムが執行機関とし

ての役割を果たし、
その学校の成果は
第三者評価によっ

て厳しく評価され
る。ドイツでは、学
校は法人格を有さ
ないものの、教員代

表や保護者代表や
生徒代表で構成さ

表 １ 諸 外 国 の 日 揮 的 学 校 杜 宵 の 比 恢

ｌ アメリカ
イギリス ｌ フランス ドイツ ロシア連邦 ニュージーラン ド

イ
必校の法的 有志団体立学校 地方公施設法人 法人格を有さ 捷　 人 クラウン ・エン

子
立置づけ

と基金立学校は （コレージュ ・ ない自治体 の （校長の単独責 ア イア イ （Ｃｒｏｗｎ
法人格を有する
が、地域学校は
泣人格を持たな
もヽ

リセ） 公的施設 任の原則に基づ

いて、教育課程
や教職員の任用
や学校予算編成
等の学校管理運
営の実質的な決
定植と責任を有
する）

ｅｎ血ｅｓ）

校長の権限

職員会議
ｌ

保
諌
者

住
民
等

へ の
の 学
参 校
加 意

思
決
定
機
関

機
閑 学校審議会　 学校理事会 管理委員会 学校会蔑 学校会議 ・保

譲者会議 ・学
校稔会 （学校
が保護者や住

学校理事会

構

成

員

親
教員代表
校長

保護者 行政当局の代表 教員代表 親代表

ＬＥＡ 教員代表 保護者代表 民の意見 を杷 校長

教員 生徒代表 生徒代表 （中 握した り、協 教員代表

共同選出
校長

保護者代表 ． 等学校） 力を仰 ぐ機関） 生徒代表

権

限

学校の最高．

思決定機関で
教育課程、
事 、学校 予
編成に閲す
権限を有する

学校教育計画
学校予算編成

教育課程編成
教員人事
学校予算

教 目標
学校予算編成
校長 ・教員の任免

子どもの学
校参加

オブザーバー
としての生徒
参加 に限定 さ
れる

有り （リセ） 有 り （中等学
校）

学校会議に
徒 （中等学校）
が参加す る ナ
とがある

有り （中等学校）

アカ ウン
タビリテイ

厳格なアカウ

ンタビリテイ

教 育 水準 局
（ＯＦＳＴＥＤ）

教員評価 （中等 ほ とん どの場 第三者機関 （教育
機 関評価局） によ

　卦　 実施
学校）は、①学 合、学校評価

・システム
（外部評価
の有無）

・システム有

り （州教育委
員会による学
校評価 ・報償

・制裁）

に よる監査が
行 われ 、そ の
結 果は年 次報
告 書 として公
表 される。間
題校は改善計
画の作成－が義
務ず けられ る
ほか、一定期
間経ても改 善
されない場合
には閉校措置
もとられる。

校長 による勤務

態度評価 と②州
教育視学官 によ
る教育指導 力評
備 によって行わ
れ 、それが給与
に反映する。

は、自己評価
である。

る外部評価の 。
学校 の自己評価 と
外部評価の連結 ・

システム化

教育行 政
機関の支援

報償 ・支援

・制裁等

学校支援プ ログラ

ム

保護者の学校選択

権 は認め られてし保護者 （親） 保護者の学校 基礎学校とハウプ 保護者の学校

’ 棲 ま

保護者は学校

選択す る権利 ヽ
ヽの学校選択 選択権は認め トソユーレは原則 選択 ‡

られている として保護者の学

　校選 択権はない　が、実科学校とギ　ムナジウムは薄め　られている

を有する る （定員内におＶ

て）

注）本表は、第一部 ｒ諾外周の自律的学校経営」の各章の内容をもとに筆者が整理したものである。もし・本表の班 に削 があればご寛恕
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れる学校会議に教育課程や教員人事や学校予算に係わる大幅な権限が付与される一方、
学校評価は主に自己評価に留まっている。また、ロシア連邦では、学校を法人化し、校

長の単独責任の原則に基づいて、校長に教育課程や教職員の任用や学校予算編成等に係
わる大幅な決定権が委譲されるが、保護者の集まりである保護者会議や学校総会には校

長の助言・賛助機関としての役割しか期待されず、アカンタビリティ・システム（自己
評価や第三者評価など）もまだ十分に整備されていない。自律的学校経営はその国の文
化や歴史などの国情を反映しているようである。

今後、諸外国の自律的学校経営の特質を明らかにするに当たっては、①学校の法的位
置づけ（法人化かどうかなど）、②学校理事会（機能、構成、子どもの参加の有無など）、

③教育課程編成や人事や学校予算編成・執行に関しての運用上の特徴、④アカウンタビ
リティ・システムの特徴（自己評価・外部評価の方法や結果責任に対する行政の対応な
ど）、⑤親の学校選択の状況、⑥校長の権限、⑦教員の自律性保障の程度・方法、⑧地方
教育行政当局の役割などの諸点に留意しつつ、検討を深める必要がある。

最後に、試論的に、野中らの開発した統合的コンティンジェンシー・モデルに依拠し
つつ（１１）、自律的学校経営をどうとらえるかを図式化したのが、図１である。詳細な説
明は省く

が、この

図では、

組織の有

効性は組

織全体

（構造、

個人属性、

過程）の

環境適合

の観点か

ら説明さ

れるとと

もに、（∋

学校組織

が環境

（社会、

経済、歴

史、文化、

自　然な

ど）や学

校の実態

に即して

編成され

ること、

②組織は、

環

境

図１　学校経営モデル

外部評価
◆－－－－－

組織構成

員や社会

にとって重要な価値を反映し、その実現を目指すこと、③学校経営の中核に教育課程（経

営）があること、④学校経営は、学校として＜価値ある＞と認めるものを地域社会に問

い、それを、組織を通して実現していく行為であり、その行為の結果に対する責任は常

に問われることになるため、学校の説明責任・結果責任を果たすためのアカウンタビリ
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ティ・システムが必要なこと、そして⑤学校目標や方針の策定への保護者等の参加によ
り、学校活動をより正当化すること、などが強調されている。
いずれにしても、学校評価や情報公開や学校評議員制度は、学校のアカウンタビリテ

ィを促進する要因として、また通学区域の弾力化（学校選択）は市場原理を促す要因と
してそれぞれ機能し、その結果、保護者の教育への発言権をますます高めるとともに、

学校は競争的環境下に置かれることになる。学校がこうした競争的環境下で学校を自主
的・自律的に運営し、地域や学校の実態に即した、特色ある学校づくりを進めたり、学

校改善をはかることになる０今般の一連の改革は、教育の官僚支配や専門家支配から脱
し、代わって保護者（ユーザー）や地域住民の発言権を相対的に強化することにより、

学校が地域ぐるみで子どもの教育に取り組める態勢を築いていこうとする試みとして
捉えることができる。競争的環境下での自律的学校経営の成否は、①学校の自主性・自

律性の確立のために、学校への権限の委譲が実質的にどの程度保障されるか、②学校が
そのアカウンタビリティを遂行していけるシステムを構築できるかどうか、そして③教

育委員会が学校の求める支援をどう提供できるか、にかかっているとともに、その前提
として、学校が、明確な教育意図をもって主体的に教育活動を展開しようとしているか

●　　●　　●

どうかが重要である。学校に権限が十分に委譲されなければ、過程と評価と市場（競争）
による管理強化（日本型統制？）につながらないとも限らない。

（河野和清）

【註】

（１）本章第１節は、本報告書の第一部の８章（河野）、第９章（藤原・植田）、第１０章

（佐古・露口）、第１１章（河野・千々布）、第１２章（林・福本）、第１３章（川島・

赤星）、第１４章（北神・雲尾）、第１５章（高妻・木岡）、第１６章（伊藤）、第１７章

（八尾坂・元兼）、そして第１８章（水本）の各論文を要約したものである。

（２）文部省科学研究費補助金基盤（Ｂ）（１）報告書『地方教育行政の在り方に関する総合的調

査研究』（国立教育研究所、研究代表者、貝塚茂樹）２０００年３月、３８６頁０

（３）自律的学校経営については、日本教育経営学会編（巻編集代表、堀内孜）『公教育の

変容と教育経営システムの再構築』（シリーズ　教育の経営第１巻）（玉川大学出

版，２０００年）や日本教育経営学会編（巻編集代表、小島弘道）『自律的学校経営と教育
経営』（シリーズ　教育の経営第２巻）（玉川大学出版，２０００年）を参照されたい。

（４）中留武昭「学校経営の理論」神田修、河野重男、高野桂一編『必携・学校経営』エイ

デル研究所、１９８６年、５８頁。

（５）高野桂一『基礎理論』（高野桂一著作集、学校経営の科学１巻）明治図書出版、１９８０

年、１７１・１７４頁。

（６）中留、前掲書、６７頁。

（７）高野、前掲書、４９頁。

（８）中留、前掲書、６７頁。

（９）黒崎勲『教育の政治経済学』東京都立大学出版会、２０００年、８９頁０

（１０）河野和清『現代アメリカ教育行政の研究』多賀出版、１９９５年、４３・４４頁、５０頁０

（１１）野中郁次郎・加護野忠男・小松陽一・奥村昭博・坂下昭宜『組織現象の理論と測定』

（千倉書房、１９７８年）、１４頁。
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資料１第一次調査用紙

（都道府県教育長用・市町村教育長用・小中学校長用）



１．都道府県教育長調査

自律的学校経営に関する全国調査

お　願　い

中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」（平成１０年９月）におい

て提言されましたように、今日、家庭や地域の要請に応じ、できる限り各学校の判断によ

って自主的・自律的に特色ある学校教育活動を展開できるようにする観点から、

いかに学校の自主性・自律性の確立を図るかが、教育政策及び学校経営上の重要な課題

となっております。

この調査は、教育行政の衝に当たっておられる
が、この問題

についてどのようにお考えになっているかをお聞きし、「′卜中学校の自主性・自律性の確

立」に向けての実践的取り組みの現状と課題を明らかにするとともに、自律的学校経営の

成立の要件（条肘について、組織、人事、財政、教育課程等の諸側面から総合的に検討

するものです。

っきましては、ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、この調査の趣旨をご理解の上、

ご回答を賜りますようお願い申し上げま丸なお、ご回答は、こちらで責任をもって統計

的に処理させていただきま丸どの都道府県が、どのような回答をされたかを公表するも

のではありませんどうか率直なご意見をお寄せ下さい０また、アンケートは、質問項目

によっては、関係部局にお回しいただき、ご回答をいただいてもけっこうでれ誠に勝手

ながら、アンケート用紙は、同封の封筒に入れ、来る１１月５日鯛）までに、当方にご

返送いただきますよう伏してお願い申し上げます０

２（カ１年１０月

【お問い合わせ先】

日本教育経営学会・自律的学校経営研究班・代表

広島大学大学院教育学研究科教育学講座

教　授　河　野　和　清

〒７３９－８５２４　東広島市鏡山１－１－１

電話　０８２４（２４）６７４９

ファックス　０８２４（２４）５２５４

かｍａｉ１：ｋａｚｕｋｉｙｏ＠ｈｉｒｏｓ血ｍａＪｕ・ａＣｊｐ
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Ⅰ．校長職についてお尋ねしますム

Ｑｌ．貴教育委員会では，平成１０（１９９８）年以降，小学校校長の１校あたりの在校年数を長期化することが

行われていますか〕下記から該当する項目を一つ選んで○印をつけてください。

１．長期化する方向で見直した

２．長期化する方向で検討を行っている

３．現段階では，とくに長期化することは考えていない

Ｑ２．貴都道府県の場合、小学校校長の１校あたりの平均在校年数は、およそどの程度ですか，次の中から該当す

る項目を一つ選んで○印をつけてください。

１．１～２年程度　　２．２～３年程度　　３．３～４年程度　　４．４～５年程度

５．５～６年程度　　６．市町村ごとの違いが大きく一概にいえない

Ｑ３．貴教育委員会では、特色ある学校づくりや開かれた学校づくりを推進することを視野に入れて、管理職の選

考基準や選考方法の見直しをされていますか。次の中から該当する項目を一つ選んで○印をつけてください。

１．既にそのような方向で選考方法や選考基準を見直し、実施している

２．そのような方向で選考基準や選考方法の見直しを計画している

３．現段階では，既存の選考基準や選考方法の変更はとくに考えていない

Ｑ４．貴教育委員会では、特色ある学校づくりや開かれた学校づくりを推進することを視野に入れて，管理職の研

修内容や方法の見直しをされていますか。次の中から該当する項目を一つ選んで○印をつけてください。

１．既にそのような方向で研修内容や研修方法を見直し、実施している

２．そのような方向で研修内容や研修方法の見直しを計画している

３．現段階では，既存の研修内容や研修方法の変更はとくに考えていない

Ｑ５．貴都道府県では、教諭の免許状を有しない校長の任用（いわゆる民間からの校長の登用）についてどのよう

にされていますか。次の中から該当する項目を一つ選んで○印をつけてくださし㌔

１．教諭の免許状を有しない者を既に校長に任用している

２，教諭の免許状を有しない者を任用することについて、検討を行っている

３．現段階では、とくに考えていない

（ｉ）上問Ｑ５で「１．教諭の免許状を有しない者を既に校長に任用している」にお答えの教育委員会に

お聞きします。その数はどれぐらいですか＞人数をお書き下さし＼

小学校（　）人　　中学校（　）人　高校（　）人

Ⅲ．教育課程についてお尋ねします。

Ｑ６．貴都道府県下の市町村教育委員会は、それぞれ独自の教育ビジョン（単なる施策や重点施策の列挙にと

どまらない、子ども像・教育像や学校・家庭・地域の役割・協力関係のあり方などを提示し、それを実現す

る方策を織り込んだ総合的な計画・実施計画等）を持っていると思われますか。、次の中から該当するもの

を一つ選び、○印をお付け下さし㌧

１．はい　　　　　２．いいえ

－２８２－



Ｑ７．平成１０年に出された中教審答申「今後の地方教育行政の在り方について」以降、かつてより、教育課程

行政における貴都道府県下の市町村教育委員会自身の自主性・自律性は実質的に強まったと思われますか０

次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付け下さい。

１．強まった　　２．変わらない　　３．弱まった

Ｑ８．平成１０年に出された中教審答申「今後の地方教育行政の在り方について」以降、かつてより、貴都道府

県下の市町村教育委員会は、教育課程に関する独自の考え方を学校に対して明確に打ち出すようになったと思

われますか。次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付け下さい。

１．打ち出すようになった　　２．変わらない　　３・かえって打ち出さなくなった

Ｑ９，平成１０年に出された中教審答申「今後の地方教育行政の在り方について」以降、かつてより、教育課程

に関する貴都道府県下の各学校における自主性・自律性は、実質的に強まったと思われますれ　次の中から該

当するものを一つ選び、○印をお付け下さい。

１．強まった　　　２．変わらない　　３．弱まった

ＱｌＯ．地方教育行政の組織及び運営に関する法律４８条の規定は、「必要な指導、助言又は援助を行うものとす

る」というものから「必要な指導、助言又は援助を行うことができる」というものに変更になりました。この

変更に伴い、貴教育委員会では市町村教育委員会に対する教育課程に関する指導・助言・援助のあり方は変わ

ったと思われますれ次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付け下さい。

１．かなり変わった　２．少し変わった　３・変わらない

（ｉ）上問ＱｌＯでｒｌ，かなり変わった」・「２・少し変わった」とお答えの方にさらにお尋ねします０

どのような点が変わったと思われますれ次の項目の中から該当するものすべてに○印をお付け下さい‥・

１．市町村教育委員会に対する指導通知等について真に必要なものに限定するようになった０

２．教育事務所などの役割について、その機能を中核市等の一定規模の都市以外の市町村に対する支援に重

点を移した

３．より市町村教育委員会の自主性・自律性を尊重するようになった

４．指導等の意義や法的性格、形態等についての意識改革を行った

５．市町村教育委員会への情報提供を重視するため、研究研修機関の調査研究・情報提供機能を充実させた

６．市晰寸教育委員会への情報提供を重視するため、国立教員養成大学・学部との連携を弓靴した

７．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（辻）ＱｌＯで「３．変わらない」とお答えの方にお尋ねしま丸貴教育委員会の市町村教育委員会に対す

る教育課程に関する指導・助言・援助のあり方を変える必要性があるとお考えですか一次の中から該

当するものを一つお選び下さい。

１．変える必要性はない　　　２．変えたいが、変わらない

（通）上記の（ｈ）で「２．変えたいが、変わらない」とお答えの方にさらにお尋ねします・＝・教育課程に関
旨導 ・助言 ・援助のあ り方を変える上で、困難 と思われる点について自由に記述 して ください０

－２８３－



Ⅲ．学校評議員についてお尋ねします。

Ｑｌｌ．貴都道府県においては、市区町村教育委員会に対して、学校吉職員の設置に関して指導や働きかけを行いま

したか。次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付け下さい。

１．行った　　　２．行っていない　－－明１３へ

Ｑ１２．上問Ｑｌｌで「１．行った」とお答えの都道府県にお尋ねしますっその内容を具体的にお書き下さい。

Ⅳ．学校選択・通学区域についてお尋ねしますム

Ｑ１３．貴教育委員会管下の市区町村で、いわゆる「通学区域の弾力化あるいは「学校選択」を行っているところ

はありますれ次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付けくださし㌔

１．ある ２．ない

上問Ｑ１３で「１．ある」とお答えの場合、その市区町村名を、下記にお書きください。

Ⅴ．人事管理・人事評価についてお尋ねします；

Ｑ１４．小、中学校教員の同一校での勤続年数について、基準がありますか。基準がある場合は次の表の当て

はまるところにその年数をご記入くださし㌔該当する基準がない場合は、その欄に「なし」とご記入く

ださい．

・最低基準 最高基準

校長 ① （　　　 ） ⑤ （　　　 ）

教頭 ② （　　　 ） ⑥ （　　　 ）

教諭 （初任者以外） ③ （　　　 ） ⑦ （　　 ）

初任教諭 ④ （　　　 ） ⑧ （　　 ）

ｑ１５．小、中学校教員の転任人事について、同一校での勤続牢数に関するもの以外の原則があります

か。次の中から、当てはまるもの全てを選択し、○印をつけてくださし㌔

１．小、中両校種経験を原則としている

２．都市部、農漁山村部両地域での経験を原則としている

３．大規模校、小頒模校両方の経験を原則としている

４．僻地校勤務の後は都市部の学校への転任を原則としている

５．僻地校勤務の後は本人の希望の沿うことを原則としている
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Ｑ１６・教職員人事吉相システムについてお尋ね致しまれ貴都道府県では、平成１３年１０月１日現在、従来の教員

勤務評定に代わる教職員人蔀平価システムを検討あるいは導入されていますか〇次の中から該当するものを一

っ選び、○印をお付け下さい。

１．導入している

２．検討している

３．現在、検討の予定なし→次ページのＱ１７へ

姐剋＿∴「２・検討している」とお室達轡みが、・下記の（１）から（９）圭で
の質問項目にお答え下さい。

（１）新たな教職員人事評価システムにおける被評価者として該当する人すべてを、次の中から選択し、○印を

お付け下さし㌔

１．校長　　２．教頭　　　３・教諭　　４・養護教諭　５・事務職員　６・栄養職員

７．助教諭　８．養護助教諭　９．期限付講師１０・非常勤講師

１１．その他（　　　　　　）

（２）特に一般教員（教諭等）に焦点をあてた場合、評価者としてどのような人でしょうか（参考程度の評価者

も含みます。次の中から該当する項目すべてを選択し、○印をお付けくださし㌔

１．校長　　　２．教頭　　３．本人　　４・同僚　　５・児童生徒　６・保護者

７．児童生徒　　８．堀平議員（相当の人）　　９・地味住民

１０．その他（　　　　　）

（３）教職員人事評価内容として該当する項目すべてを選択し、○印をお付けくださし＼

１．業績評価　　　２．自己申告（目標設恵　　　３．自己評価

４．その他（　　　　　）

（４）教職員が評価者である場合、評価者研修の程度はどのようでしょうか）次の中から一つ選び、○印をお付

けくださし㌔

１．年度に１回　　２．年度に２回　　３．年度に３回　　４・年度に４回

５．なし　　　　６．その他（　　　　　　　　　　　　）

（５）教職員が被評価者である場合、艇平価者への研修はありますか，次の中から該当するものを一つ選び、○

印をお付けください。

１．ある　　　　２．ない　　　　３．未定
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（６）教職員評価システムはどのように活用されますか。該当する項目すべてを選択し、○印をお付けくださし㌔

１．特別昇給（昇給期間の短縮）　　　　　２．昇任

４．賞与・勤勉手当における成績率導入　　５．一時的・特別賞与

６．優秀教員の認定　　　７．海外派遣　　８．再雇用任用

９．その他（　　　　　　）

３．配置（異動希望）

（７）教職員人事評価システムにおける評価結果の本人への開示はありますか）次の中から該当するものを一つ

選び、○印をお付けくださし㌔

１．ある　　　　　２．ない　　　　　３．未定

（８）教職員人事評価システムにおける評価結果について異議申立てシステムがありますか。次の中から該当す

るものを一つ選び、○印をお付けくださし＼

１．ある　　　　　２．ない　　　　　３．未定

上問（８）で「１．ある」とお答えの方にさらにお尋ねします）異議申立ては、どこに申立てるので

しょうか）次の中から適当な項目を一つ選び、○印をお付け下さし㌔

１．校長　２。勤務下の教育委員会　３．異議申立てのため設置された特別の審議会

４．その他（　　　　　　　　　　）

（９）教職員の人事評価システムについて日頃お考えになっていることがございましたら、自由にお書き下さし㌔

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、）

Ⅵ．教軌員酉己置についてお尋ねしますム

Ｑ１７．小、中学校の学級編制基準はどのようになっていますか（複式学級、養護学級等を除く）。次の項目の内

当てはまるものを一つ選び○印をお付けくださし㌔

１．すべての学年で４０人である

２．⊥部の学年で４０人未満の基準を設けている

３．その他（

Ｑ１８．上間Ｑ１７で「２．一部の学年で４０人未満の基準を設けている」と答えられた場合、４０人未満の基準を設けて

いる学年とその人数をお書きください。

学年（例 ：小学校 １年） 学級編制基準（例 ：３５人）

Ｑ１９．都道府県単独の予算での教員配置はありますか。次の中から該当するものを一つお選び下さい。

１．ある　　　　　２．ない

Ｑ２０．上聞Ｑ１９で「１．ある」とお答えの都道府県にお尋ねします。その目的と人数をお書きください。

目　　　　 的 人　 数

（１）

（２）

（３）
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Ｑ２１．小、中学校の教職員配置について、次の項目のうち当てはまるものすべてを選択し、○印をお付け下さ

い。

１．一部の市には定数を包括して渡し、各学校への配置を任せている

２．すべての市に定数を包括して渡し、各学校への配置を任せている

３．定数の中で小学校に非常勤講師を配置している

４．定数の中で中学校に非常勤講師を配置している

Ｑ２２．小学校への少人数指導加配について、次の項目のうち当てはまるものすべてを選択し、○印をお付けく

ださい。

１．学牢を限定して配置している

２．教科を限定して配置している

３．学校規模を限定して配置している

４．すべての市町村について、各学校への配置は市町村に任せている

５．一部の市町村について、各学校への配置は市町村に任せている

６．市町村から提出された加配教員の活用計画を検討して西濃を決定している

Ｑ２３．中学校への少人数指導加配について、次の項目のうち当てはまるものすべてを選択し、○印をお付けく

ださい。

１．学年を限定して配置している

２．教科を限定して配置している

３．学校メ対英を限定して配置している

４．すべての市町村について、各学校への酉彊は市町村に任せている

５．一部の市町村について、各学校への配置は市町村に任せている

６．市町村から提出された加西教員の活用計画を検討して配置を決定している

フェース・シート

最後に、貴教育委員会及び教育長ご自身のことについてお伺い致しま丸

Ｆｌ．貴教育委員会の所在する者随府県名は（　　　）

Ｆ２．教育長ご自身の年齢は（　　）歳

Ｆ３．教育長ご自身の性別は

１．男性　　　２．女性

Ｆ４．貴殿は、教育長職に就いて、約何年になられますか⊂Ｉ次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付け

下さい。．

１．１年未満　　　　　　　２・１年以上～２年未満

４．４年以上～６年未満　　　５・６年以上～８年未満

７．１０年以上～１２年未満　　　８．１２年以上

ー２８７－
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大変お忙しいところ、ご協力賜りまして誠に有難うございました。小学校・中学校を自主的・

自律的に運営（経営）することについて、あるいはこのアンケートの内容について、お気づきの点

やご意見等がございましたら、何でもけっこうですので、下欄にお書き下さい。
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２．市町村教育長調査

自律的学校経営に関する全国調査

お　願　い

中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」（平成１０年９月）におい

て提言されましたように、今日、家庭や地域の要請に応じ、できる限り各学校の判断によ

って自主的・自律的に特色ある学校教育活動を展開できるようにする観点から、いかに学

校の自主性・自律性の確立を図るかが、教育政策及び学校経営上の重要な課題となってお

ります。

この調査は、教育行政の衝に当たっておられる嘘、この問題につい

てどのようにお考えになっているかをお聞きし、「学校の自主性・自律性の確立」に向けて

の実践的取り組みの現状と課題を明らかにするとともに、自律的学校経営の成立の要件操

件）について、組織、人事、財政、教育課程等の諸側面から総合的に検討するもので丸

っきましては、ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、この調査の趣旨をご理解の上、

ご回答を賜りますようお願い申し上げます，なお、ご回答は、こちらで責任をもって統計

的に処理させていただきま丸どなたが、どのような回答をされたかを公表するものでは

ぁりませんどうか率直なご意見をお寄せ下さい０誠に勝手ながら、アンケート用紙は、

同封の封筒に入れ、来る１１月５日明）までに、当方にご返送いただきますようお願い

申し上げます。

２００１年１０月

【お問い合わせ先】

日本教育経営学会・自律的学校経営研究班・代表

広島大学大学院教育学研究科教育学講座

教　授　河　野　和　清

〒７３９－８５２４　東広島市鏡山１－１－１

電話　０８２４（２４）６７４９

ファックス　０８２４（２４）５２５４

かｍａ辻：ｋ卸＠ｈｉｒｏｓｈｉｍかｕ・ａＣｊｐ
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Ⅰ．学校管理規則等についてお尋ね致しま－れ

ｑｌ・貴教育委員会においては、平成１３年１０月１日現在、学校評議員の設置のために、学校管理規則の改正を

行われましたか。次の中から該当するものを一つ選伐○印をお付けくださし㌔

１・改正した：・→その場合の設置形態はどのようでしょうれ次のいずれかに○印を謝寸けください。

１．全校で設置する

２．学校の判断で設置する

２・改正していない）→その場合、現在の取り組み状況は、次のいずれでしょうれ

１．改正を行うため作業中

２．設置するかどうか険討中

３．現在、改正する予定がない

ｑ２・貴教育委員会においては、平成１３年１０月１日現在、職員会議の位置付けの明確化のため、学校管理規則

の改正を行われましたれ次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付けください。

１，改正した

２・改正していない→その場合、現在の取り組み状況は、次のいずれでしょうか。

１．改正を行うため作業中

２．検討中

３．現在、改正する予定がない

ｑ３・貴教育委員会では、平成１３年１０月１日現在、学校の裁量を拡大するために、教育委員会の許可・承認・

届け出・報告等の縮減１届け出を不要にしたり、承認等を届け出に変更するなど）をはかるなどの学校管理規

則の改正を行われましたか。次の中から該当するものを－一っ選び、○印をお付けくださし＼

１．改正した

２・改正していない→その場合、現在の取り組み状況は、次のいずれでしょうか。

１．改正を行うため作業中

２．検討中

３．現在、改正する予定がない

ｑ４・貴教育委員会では、平成１３年１０月１日現在、上聞ｑｌ～Ｑ３の項目（学校評議員の設置、職員会議の位置

付けの明確化、そして許可・承認等の縮沸以外に、学校の自主性・自律性の確立の観点から、学校管理規則

の改正（見直し）を行われましたか〕次の中から該当するものを－一一つ選び、○印をお付けください。

１・改正した→その場合、どのような事項（内容）についての改正侃直し）だったでしょうか。次の

中から該当するものすべてに○印をお付けくださし㌔

１・教育課程　２．児童生徒　３．組織編制（学級編制を含む）

４・学校評価　５．人事　　　６．学校予算

７．その他（　　　　　　　）

２・改正していない→その場合、現在の取り組み状況は、次のいずれでしょうか。次の中から該当するも

のを一つ選び、○印をお付け下さし㌔

１．改正を行うため作業中

２．検討中

３．現在、改正する予定がない
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ｑ５・中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」（平成１０年９月）において、学校の自主性・

自律性の確立のために、学校管理規則の見直し、教職員人事・学校予算についての校長の裁量権の拡大、職員

会議の法的性格の明㈲ヒ（補助機関化）、そして学校言平議員の設置などいくつかの改革点が提言されましたが、

貴殿は、このような改革が、地域に開かれた特色ある学校づくりや学校の浄財ヒにどの程度役立つと思われま

すれ次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付けくださし＼・

１．全く役立たない

４．ある程度役立つ

２．あまり役立たない　３．どちらともいえない

５．非常に役立つ

ｑ６・貴殿は、児童・生徒の自律性や責任感を育成したり、彼らの教育要求を学校運営や教育活動に反映するため

に、彼らの学校参加を今まで以上に積極的に進めるべきだと思われますか）次の中から該当するものを一つ

お選びください。，

１．全くそう思わない

４．ある程度そう思う

２．あまりそう思わない　　３．どちらとも思わない

５．全くそう思う

ｑ７．教育委員会と学校の関係についてお尋ねしま丸貴殿は、今後、地域に開かれた、特色ある学校づくりを

推進していくためには、教育委員会の学校管理権を縮減し、各学校の自主性・自律性を弓靴していく必要があ

ると思いますれ次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付け下さ叛

１．全くそう思わない　２．あまりそう思わない　３．どちらともいえない

４．ある程度そう思う　　５．全くそう思う

（ｉ）上問Ｑ７で「４・ある程度そう思う」・「５・全くそう思う」とお答えの方にさらにお尋ねします・

その場合、学校経営のどんな領域で学校の自主性・自律性を樹ヒする必要があると思われますか）次の中か

ら３つ選び○印をお付け下さい。

１．教育課程の編成

２．教材の取扱い（教科書の採択・補助教材の選定など）

３．教育活動・教授方法

４．組織編制（校務分掌・学級編制など）

５．児童・生徒の取扱い（就学事務・懲戒・学校の教育措置など）

６．教職員の人事

７．教職員の月牌照研修

８．施設・設備管理

９．学校予算の編成と執行

１０．その他（
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ｑ８．次の事項は、平成１３年１０月１日現在、貴教育委員会の承認や貴教育委員会への届け出が必要とされて

いますかっ下記の５つの事項について、それぞれ該当する項目を一つ選んで○印をつけてください。

（１）各小学校の教育課程

１．教育委員会の許可もしくは承認が必要

２．教育委員会への届け出が必要

３．教育委員会への報告が必要

４．とくに承認、届け出、報告も必要としない

（２）各小学校の校務分掌組織

１．教育委員会の許可もしくは承認が必要

２．教育委員会への届け出が必要

３．教育委員会への報告が必要

４．とくに承認、届け出、報告も必要としない

（３）各小学校において学年全体で用いる副読本

１．教育委員会の許可もしくは承認が必要

２．教育委員会への届け出が必要

３．教育委員会への報告が必要

４．とくに承認、届け出、報告も必要としない

（４）各小学校で実施する宿泊を伴う学校行事

１．教育委員会の許可もしくは承認が必要

２．教育委員会への届け出が必要

３．教育委員会への報告が必要

４．とくに承認、届け出、報告も必要としない

（５）ゲストティーチヤーや地域の人材など、教員以外の人材の授業への登用

１．教育委員会の許可もしくは承認が必要

２．教育委員会への届け出が必要

３．教育委員会への報告が必要

４．とくに承認、届け出、報告も必要としない

ｑ９．貴殿は、学校が地域に開かれた、特色ある学校づくりを自主的・自律的に推進し、学校教育を滑性化するた

めには、今後、どのような方策を講ずるのが有効であると思われますか。次の項目について、それぞれ有効性

の程度を５段階で評価して下さい。．各項目の評価尺度の番号に○印をお付け下さ叛

ほとんど　あまり　　　どちらと　かなり　　非常に

有効でない　有効でない　もいえない　有効　　　有効

１）教育委員会の指導・助言体制（支援体制）の強化

２）学校の評価システム（外部評価も含む）の確立

３）学校の情報公開の促進

４）学校選択の導入・通学区域の弾力化

５）学校評議員の設置

６）学校の自主性・自律性の弓封ヒ

７）教職員の人事考課・管理の充実

８）校長の権限の強化

１……………２……………３……………４……………５

１……………２……………３……………４……………５

１……………２……………３……………４……………５

１……………２……………３……………４……………５

１……………２……………３・…………‥４……………５

１……………２……………３……………４……………５

１……………２……………３……………４……………５

１……………２……………３……………４……………５

一２９２－



Ⅱ．教育課程についてお尋ねします。

ｑｌＯ・貴教育委員会は、独自の教育ビジョン（単なる施策や重点施策の列挙にとどまらない、子ども像・教育像や

学校・家庭・地域の役割・協力関係のあり方などを提示し、それを実現する方策を織り込んだ総合的な計画・

実施計画等）を持っておられますれ次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付け下さい。

１．はい　　　　２．いいえ

ｑｌｌ・平成１０年に出された中教審答申「今後の地方教育行政の在り方について」以降、かつてより、教育課程行

政における貴教育委員会自身の自主性・自律性は実質的に強まったと思われますか。次の中から該当するもの

を一つ選び、○印をお付け下さい。

１．強まった　　　２．変わらない　　３．弱まった

ｑ１２．平成１０年に出された中教審答申「今後の地方教育行政の在り方について」以降、かつてより、教育課程に

関する景教育委員会としての考え方を学校に対して明確に打ち出すようになったと思われますれ次の中か

ら該当するものに○印をお付け下さい。，

１．打ち出すようになった　　２．変わらない ３．かえって打ち出さなくなった

ｑ１３．平成１０年に出された中教審答申「今後の地方教育行政の在り方について」以降、かつてより、教育課程に

関する貴教育委員会所管の各学校の自主性・自律性は、実質的に強まったと思われますか。次の中から該当

するものを一つお選び下さし㌔

１．強まった　　　　２．変わらない　　３．弱まった

ｑ１４．貴教育委員会では、今年度、各学校における教育課程編成に関する指導方針として、次のどの項目に力点を

おかれましたか。最も力点をおかれているものを３つまで選んで○をお付け下さい。

１．授業時数などの基準を明確にし、それを守るよう指導すること

２．教育課程の指導に際して、すべての学校が必ず従わなければならなしヰ旨示・命令とそれ以外の指導・助言

を明確に区分して運用すること

３．学習指導要領の趣旨を学校にわかりやすく伝達すること

４．社会の変化に即して、子どもや教育についての考え方の見直しを求めること

５．各学校が特色ある教育課程が作れるよう支援すること

６．教育委員会としての独自の考え方を学校に打ち出すこと

７．各学校が家庭や地域社会との連携を深めるよう指導すること

８．その他（

ｑ１５．地方教育行政の組織及び運営に関する法律４８条の規定は、「必要な指導、助言又は援助を行うものとす

る」というものから「必要な指温助言又は援助を行うことができる」というものに変更になりました。こ

の変更に伴い、都道府県教育委員会が貴教育委員会に対して行う教育課程に関する指導・助言・援助のあり

方は実質的に変化したと思われますれ次の中から該当するものを一つお選び下さし㌔

１．かなり変わった　　　２．少し変わった

－２９３－

３．変わらない



Ⅲ．校長職についてお尋ね致します。

ｑ１６・貴教育委員会では，平成１０（１９９８）年以降・小学校校長の１校あたりの在校年数を長期イけるこ

とが行われていますか。次の中から該当するものを一つ選んで、○印をつけてください０

１．長期化する方向で見直した

２．長期化する方向で検討を行っている

３．現段階では，とくに長期化することは考えていない

ｑ１７．′ト学校校長の１校あたりの平均在校年数は、およそどの程度ですかっ次の中から該当するものを一つ選

び、○印をお付け下さい。

１．１～２年程度　２．２～３年程度　３・３～４年程度　４・４～５年程度

５．５～６年程度

Ⅳ．学校予算編成についてお尋ねします。

Ｑ１８．貴教育委員会では、経常的運営費である学校予算の執行にあたって、細節間及び節間の流用を認めてお

られていますか。次の中から、それぞれの項目について該当するものを一つ選び、○印をお付け下さい。

（１）細節間の流用は

１．認めている

２．認めていない

（２）節間の流岡は

１．認めている

２．認めていない

Ｑ１９．貴教育委員会では、年度途中各学校から個別の予算要求が出た場合、どのように対応されていますか。

次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付け下さい。

１．個別の要望には応じられない

２．次年度の予算編成で考慮する。

３．教育委員会の予算枠で考慮する。

４．首長部局の予算枠で配慮する。

５．その他（

Ｑ２０．貴教育員会では、ＰＴＡや寄付金などの私費の受入をどのように行われていますかっ次の中から該当する

ものを一つ選び、○印をお付けください。

１．教育委員会で受け入れ、所轄の学校に均等に配分する。

２．教育委員会で受け入れ、特定の学校に配分する。

３．各学校に任せている。

４．その他（

－２９４－



Ｑ２１．予算執行を一定の金額まで校長の権限でおこなえる専決権についてお尋ねします。貴教育委員会では、

小・中学校長の専決権を認められていますか０次の中から該当するものを一つ選び○印をお付けください０

１．認められていない→その場合、専決権についての現在の取り組みは、次のいずれですか０

１．検討中である

２．現在のところ、検討の予定なし

２．認められている

（ｉ）上間Ｑ２１で「２・認められている」とお答えの方にお尋ねします。その場合、物品等の購入に係わ

る専決額はおよそいくらまでですか。次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付けください０

１．１０万円未満　２．１０万円以上～３０万円未満　３・３０万円以上～５０万円未満

４．５０万円以上～８０万円未満　　　５・８０万円以上～１００万円未満

６．１００万円以上～１５０万円未満　　７．１５０万円以上

（辻）同じく上問Ｑ２１で「２・認められている」とお答えの方にさらにお尋ねしまれ校長の専決権に

っいては、明文規定がない場合もあるようですが、貴教育委員会では、校長の専決権はどのよう

に取り扱われていますかｂ次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付け下さい。

１．校長の専決権については、とくに規定はないが運用上認めている０

２．校長の専決権は、条例、教育委員会規則、規程等に規定されている。

」→その場合、校長の専決権の内容は、次のどれに明記されておりますか〇次の中か

ら該当するものを一つ選び、○印をお付けください。

１．条例

２．学校管理規則

３．学校財務取扱要綱

４．教育委員会所管事務専決規程など教育委員会の内規

５．その他（　　　　　　　　）

Ｑ２２．貴教育委員会では、学校に配当される経常的運営費である学校（配当）予算以外に、校長裁量予算とい

ぅものを設けておられますか）次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付け下さい０

１．設けている－→その事業名は（

２．設けていない

上聞Ｑ２２で「１．設けている」とお答えの方にお尋ねします。

（ｉ）貴教育委員会では、この校長裁量予算をどのように学校に配分されていますか〇

１．各学校に一律に予算を配分する。

２．各学校より提出された計画書等を審査し、一部の学校に配分する。

３．各学校より提出された計画書を審査し、すべての学校に配分するが、その額は異なる。

４．その他（　　　　　　　　　　　　）

（誼）さらにお尋ねしま来校長裁量予算の額は、′ト学佼の場合、平均一校当たりおよそいくらでし

ょうれ次の中から該当するものを一つお選び下さい０

１．５万円未満　２．５万円以上１０万円未満　　　　３・１０万円以上３０万円未満

４．３０万円以上５０万円未満　５．５０万円以上１００円未満　６・１００万円以上

－２９５一



Ｑ２３・貴教育委員会では、経御勺運営費である学校配当予算は、どのような配当基準にもとづいて個々の学校

に配当しておられるのでしょうかっ次の中から主たる配当基準となるものに一つ○印をお付け下さい。

１・地方交付税の「基準財政需要額」

２．「学校運営費標準」

３・上記１・２以外の基準児童・生徒数割、学級数割、学校別などを組合せた基準
４．前年度実績

５・その他（　　　　　　　　　　　）

上間Ｑ２３で「３・上記１・２以外の基準児童・生徒数、学級数割、学校割などの組合せた基準」にご

回答の方にお尋ねしま来その場合、その基準は公表されていますか。次の中から該当するものを一つ
選び、○印をお付け下さい。

１．公表されている

２．公表されていない

Ｑ２４・貴教育委員会では、所管の学校に対して、いわゆる研究指定校の指定をおこなっていますか。次の中か

ら該当するものを一つ選伏○印をお付けください。

１．指定をおこなっている

２．指定をおこなっていない

上聞Ｑ２４で「１・指定をおこなっている」とお答えの方にさらにお尋ねしま来その場合、研究

指定校に配当される予算額は、一校当たりおよそいくらでしょうか。次の中から該当するものを
一つ選び、○印をお付けください。

１・５万円未満　　２・５万円以上１０万円未満　３．１０万円以上３０万円未満

４・３０万円以上５０万円未満　５．５０万円以上１００円未満　６．１００万円以上

Ｑ２５・貴殿は、学校の自主性・自律性を高めるためには、学校予算に関して、今後どのような措置を講ずるの

が有効だとお考えですかっ次の中から、有効性の高いと思われるものを２つ選伏○印をお付けくださし㌔

１・経常的運営費以外に、校長の裁量で予算執行できる特別な予算措置校長裁量予算）を設ける。

２・教委が予算編成する際に、学校からの予算要求を反映する仕組みにする。

３・学校に配分される予算の流用枠（節間の流用など）を拡大する。

４・校長の専決額（枠）を拡大する。

５・ＰＴＡ費や寄付金などの私費を各学校でもっと積極軸こ受け入れるようにする。

６・経常的経費である学校配当予算の額それ自体をもっと増やれ

７・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅴ・学校選択・通学区域についてお尋ねしまも

Ｑ２６・貴市町村で、公立小学校及び中学校の通学区域を弾力化している事例がありますか。次の中から該当す

るものに一つ○印をお付けください。
１．ある

２．ない

－２９６－



Ｑ２７．前問Ｑ２６で「１．ある」とお答えの方にお尋ねします。その場合、どのように通学区域の弾力化を

行っていますか。次の中から該当するものすべてを選び、○印をお付け下さい。

１．指定校変更、区域外就学申請基準に基づく申請書の工夫

２．通学区域の緩和

３．小規模特認校

４．調整区域の設定

５．その他（

Ⅵ．人事管理についてお尋ねします。

ｑ２８．貴殿は、教員人事における市町村教育委員会の内申についてどのようにお考えでしょうか）次のそれぞれの

項目について、当てはまる選択肢の番号を○で囲んでください（指定都市の場合は、お答えの必要はありませ

ん）。，

そう　　かなり　　　　あまり　　　そう

思う　　そう思う　　そう思わない　思わない

１）内申によって市町村独自の計画的な人事

行政が可能となっている

２）内申は形式的であり、もっぱら都道府県教育

委員会の意思で教員人事が行われている

３）内申を通じて、人事に関する校長の具申が実

際の教員人事に反映されている

４）内申を通じて、人事に関する教員本人の希望

が実際の人事に反映されている

５）内申を通じて、保護者や地域住民の意向が教

員人事に反映されている

４……………３……………２・…………‥１

４……………３……………２……………１

４……………３……………２……………１

４……………３……………２……………１

４……………３……………２……………１

Ｑ２９．貴殿は、人事に関する校長の意見具申についてどのようにお考えでしょうカ㌔次のそれぞれの項目について、

当てはまる選択肢の番号を○で囲んでください（指定都市の場合は、お答えの必要はありません）。

そう　　　　かなり　　　あまり　　　そう

思う　　　そう思う　　そう思わない　思わない

１）意見具申の内容は、校長の独自な人事計画に

基づいている

２）意見具申の内容は、教員本人の希望に沿って

いる

３）意見具申の内容は、教員人事に関する都道府

県の原則に従っている

４）意見具申の内容は、保護者の意向を反映して

いる

－２９７－

４……………３……………２……………１

４……………３……………２……………１

４……………３……………２……………１

４……………３……………２……………１



ｑ３０・従来の勤務評定は、給与・人事に反映されず、能力開発にも効果なく、資質向上につながっておらず、新

たな教職員人事評価システムの要望もみられるようでれ貴殿は、従来の勤務評定に代わる新たな人事評価シ

ステムの導入についてどのようにお考えですか）次の中から該当するものを一つ選び、○印を付けて下さい。

１．賛成

４．その他（

２．反対

）

３．導入の時期尚早

上問ｑ３０で「１・賛成」をお選びになった方のみ、その理由を以下の該当する項目から順位をつけ

て２つ選び、下記に項目番号をお書き下さい

１・現在の評価者（校長）だけでなく、多面的な評価を導入すべきである

２・評価内容を従来の業績評価とともに自己申告（目標設粛などを含むべきである

３・教職員評価システムを昇任、昇給等に反映させるべきである

４．評価者研修を充実すべきである

５・評価結果に基づいて評価者と被評価者が話し合い、被評価者の自己省察、成長の機会をつくるべき
である

６・これまでの勤務評定金投に課題がみられる

７，その他（

第１位（　　　）第２位（　　　）

Ⅶ・教職員配置についてお尋ねしますム

Ｑ３１・貴教育委員会には、市町村単独の予算での教職員配置はありますか。次の中から該当するものを一つ

選び、○印をお付け下さい。

１．ある　　　　　２．ない

Ｑ３２・上問Ｑ３１で「１・ある」とお答えになった場合、市町村単独予算による教職員配置の目的を下記の項目か

ら該当するものすべてを選び、その教職員の人数をお書きくださし＼

目　　　 的 人　 数

１．ＴＴ （　　　 ）人
２．少人数指導 （　　　 ）人

３．生徒指導 （不登校対応など） （　　　 ）人

４・その他 （　　　　　　　　　　 ） （　　　 ）人
５・その他 （　　　　　　　　　　 ） （　　 ）人

Ｑ３３・教職員配置について、次の項目のうち当てはまるものすべてを選択し、○印をお付け下さし＼

１・定数のすべてが包括して渡され、各学校への配置を任されている

２・定数の－１舘が包括して渡され、各学校への配置を任されている

３・定数の中で小学校に非常勤講師を配置している

４・定数の中で中学校に非常勤講師を配置している

－２９８－



Ｑ３４．小学校への少人数指尊拍矧こついて、次の項目のうち当てはまるものすべてを選択し、○印をお付け下さ

い。

１．学年を限定して配置している

２．教科を限定して配置している

３．学校規模を限定して配置している

４．学校から提出され切口酉教員の活用計画を検討して配置を決定している

５．各学校への配置は都道府県によって決定されているので、市町村として酉彊を決定する

ことはない

Ｑ３５．中学校への少人数指導加配について、次の項目のうち当てはまるものすべてを選択し、○印をお付け下

さい〕

１．学年を限定して配置している

２．教科を限定して配置している

３．学校規模を限定して配置している

４．学校から提出され鰯。配教員の活用計画を検討して酉彊を決定している

５．学校への酉彊は都道府県によって決定されているので、市町村として配置を決定することはない

Ｑ３６．貴教育委員会では、小、中学校の少人数指導加配教員の職務について、学校に対しどのような指導を行

っていますれ次の項目のうち当てはまるものすべてを選択し、○印を付けて下さい０

１．加配教員の担当授業時数の最低基準を設けている

２．限定された学年以外の授業を担当しないよう指導している

３．限定された教科以外の授業を担当しないよう指導している

４．学校の裁量により弾力的に活用するよう指導している

５．当初提出された計画を変更しないよう指導している

フェース・シート

最後に、貴教育委員会及び教育長ご自身のことについてお伺い致します・

Ｆｌ．貴教育委員会の所在する都道府県名（　　　　）

Ｆ２．貴教育委員会の所在する市（特別区を含む）町村の現在の人口は、どのくらいでしょうれ次の中から該当

するものを一つ選び、○印を付けて下さし＼

１．５０万人以上

４．５万人以上～１０万人未満

７．８千人以上～１万５千人未満

２．３０万人以上～５０万人未満

５．３万人以上～５万人未満

８．５千人以上～８千人未満

３．１０万人以上～３０万人未満

６．１万５千人以上～３万人未満

９．５千人未満

次ページ（裏面）にも質問項目がございます　－

－２９９－



Ｆ３・貴教育委員会の所在する自治体（市町和の種類は、次のいずれでしょうか＝，次の中から該当するものを一

つ選び、○印をお付け下さし＼

１．政令指定都市 ２．糊り区　　　３．左記（１．２．）以外

Ｆ４．現在の貴教育委員会が所管する学校数は何校でしょうか）

小学校（　　）校　　中学校（　　）校　　高校（　　）校

Ｆ５．教育長ご自身の年齢は（ ）歳

Ｆ６．教育長ご自身の性別は

１．男性　　　　２．女性

Ｆ７・貴殿は、教育長職に就いて約何年になられますか。次の中から該当するものを一つ選伏○印をお付け下さ

い。

１。１年未満

４．４年以上へ６年未満

７．１０年以上～１２年未満

２．１年以上～２年未満

５．６年以上～８年未満

８．１２年以上

３．２年以上～４年未満

６．８年以上～１０年未満

大変お忙しいところ、ご賂力賜りまして誠にありがとうございました学校を自主的・自律的に運営催営）す

ることについて、あるいはこのアンケートの内容について、お気づきの点やご意見等がございましたら、何でも結

構ですので、下欄にお書き下さし＼

ー３００－



３．小中学校長調査

自律的学校経営に関する全国調査

お　願　い

中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」（平成１０年９月）におい

て提言されましたように、今日、家庭や地域の要請に応じ、できる限り各学校の判断によ

って自主的・自御勺に特色ある学校教育活動を展開できるようにする観点から、いかに学

校の自主性・自律性の確立を図るかが、教育政策及び学校経営上の重要な課題となってお

ります）

この調査は、学校経営の衝に当たっておられる′ト学校・中学校の校長先生方が、この

問題についてどのようにお考えになっているかをお聞きし、「学校の自主性・自律性の確

立」に向けての実相勺取り組みの現状と課題を明らかにするとともに、自御勺学校経営の

成立の要件（条件）について、組織、人事、財政、教育課程等の諸側面から総創勺に検討

するものです。，

っきましては、ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、この調査の趣旨をご理解の上、

ご回答を賜りますようお願い申し上げます．〕なお、ご回答は、こちらで責任をもって統計

的に処理させていただきます。どなたが、どのような回答をされたかを公表するものでは

ぁりません，どうか率直なご意見をお寄せ下さい。誠に勝手ながら、アンケート用紙は、

同封の封筒に入れ、来る１１月５日偶）までに、当方にご返送いただきますようお願い

申し上げます。

２００１年１０月

【お問い合わせ先】

日本教育経営学会・自律的学校経営研究班・代表

広島大学大学院教育学研究科教育学講座

教　授　河　野　和　清

〒７３９－８５２４　東広島市鏡山１－１－１

電話　０８２４（２４）６７４９

ファックス　０８２４（２４）５２５４

かｍａｉｌ：ｋａｚｔｉｋｉ叩＠ｈｉｒｏｓｈｉｍａ－ｕａＣｊｐ

－３０１－



Ⅰ．学校管理規則等についてお尋ねします＝．

ｑｌ．中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」（平成１０年９月）において、学校の自主性・

自律性の確立のために、学校管理規則の見直し、教職員人事・学校予算についての校長の裁量権の拡大、職員

会議の法的性格の明確化（補助機関化）、そして学校評議員の設置などいくつかの改革点が提言され、実行に

移されつつありますが、貴殿は、このような改革が、地域に開かれた特色ある学校づくりと学校の活性化にど

の程度役立っと思われますれ次の中から、該当するものを一つ選び、○印をお付けくださし㌔

１．全く役立たない　　２．あまり役立たない　３．どちらともいえない

４．ある程度役立っ　　５．非常に役立っ

ｑ２，貴殿は、児童・生徒の自律性や責任感を育成したり、彼らの教育要求を学校運営や教育活動に反映するため

に、彼らの学校参加を今まで以上に積極的に進めるべきだと思われますれ次の中から該当するものを一つ選

び、○印をお付けください。，

１．全くそう思わない　２．あまりそう思わない　　３．どちらとも思わない

４．ある程度そう思う　　５．全くそう思う

Ｑ３．中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」（平成１０年９月）以敵地域の実態に応じ、

できる限り各学校の判断によって自主的・自御勺に特色ある学校教育活動を展開できるようにする目的から、

学校の自主性・自律性の確立を図る諸施策が講じられていますが、その結果、貴殿は、現在では、以前と比べ

ると、学校を自主的・自律的に運営できるようになったと実感されていますれ次の中から該当するものを一

つ選び、○印をお付けください。

１．全く実感していない

４．ある程度実感している

２．あまり実感していない　３．どちらともいえない

５．非常に実感している

上問ｑ３で１と２に答えた方にお尋ねしま丸もし、できれば、その理由をごく簡単にお書きください。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ｑ４．教育委員会と学校の関係についてお尋ねしま丸貴殿は、今後、地域に開かれた、特色ある学校づくりを推

進していくためには、教育委員会の学校管理権を縮減し、各学校の自主性・自律性を弓靴していく必要がある

と思いますか。次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付け下さい。

１．全くそう思わない　２．あまりそう思わない　３．どちらともいえない

４．ある程度そう思う　　５．全くそう思う

上問Ｑ４で「４．ある程度そう思う」「５．全くそう思う」と答えた方にさらにお尋ねします）その場合、

学校経営のどんな領域で学校の自主性・自律性を弓封ヒする必要があると思われますか〕次の中から３つ選び

○印をお付け下さい〔１

１．教育課程の編成

２．教材の取扱い（教科書の採択・補助教材の選定など）

３．教育活動・教陵方法

４∴組織編制（校務分掌・学級編制など）

５．児童・生徒の取扱い（就学事務・懲戒・学校の教育措置など）

６．教職員の人事

７．教職員の月蛸…や研修

８．施設・設備管理

９．学校予算の編成と執行

１０．その他（

－３０２－



Ｑ５・静ま、報が蛾こ開かれた、特色ある報づくりを自主的・自御勺に離し、学牌育を悟性佃るた

めには、今後、どのような頒を斬るのが梱であると思われますか：・次の項目について、それぞれ有効性

を５段階で評価して下さい⊂・各項目の評価尺度の番号に○印をお付けください・

ほとんど　あまり　　どちらと　かなり　　非常に

有効でない有効でないもいえない　有効　　有効

１）教育委員会の指導・助言

体制（支援体制）の強化

２）学校の評価システム（外

部評価も含む）の確立

３）学校の情報公開画定進

４）学校選択の導入・通学区域の弾力化

５）学校評議員の設置

６）学校の自主性・自律性の弓封ヒ

７）教職員の人事考課・管理の充実

８）校長の権限の強化

１……………２……………３……………４……………５

１……………２…………・‥３……………４……………５

１……………２……‥・……３……………４……………５

１……・．・・‥…２……………３……………４……………５

１……………２……………３…………‥・４……………５

１……………２……………３……………４……………５

１……………２……………３……………４……………５

１……………２……………３……………４……………５

Ⅲ．教育課掛こついてお尋ねしますｏ

ｑ６．貴校を照する教育委員会は、独自の折ビジョン（単なる施釈重点膳の列挙にとどまらない、子ども

像・折像や琴弔い家庭・鵬の役訃協力関係のあり方などを提示し、それを実射る方策を織り込んだ

齢的な計画・実掛画等）を持っていると思われますれ次の中から該当するものを一つ選び、○印をお

付け下さし㌔

１．はい　　２．いいえ

ｑ７．平成１０年に出された中綿答申「今後の地方教育行政の在り方について」以降、かつてより、教育課新

政における貴校を所断る市町村教育委員会自身の自主性・自律性は実質的に強まったと思われますれ

次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付け下さい）

１．強まった　　２・変わらない　　３・弱まった

ｑ８．平針０年に出された中綿答申「今後の地方教育行政の在り方について」以降、かつてより、貴校を照

する市町梱育委員会は、教謂程に関する独自の考え方を学猷対して明確に打ち出すようになったと恩

ゎれますれ次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付け下さい１

１．打ち出すようになった　２・変わらない　　３・かえって打ち出さなくなった

ｑ９．平射０年に出された中綿答申「今後の地方教育行政の在り方について」以降、かつてより、教育課楓こ

関する貴校における自主性・自律性は、実質的に強まったと思われますか〕次の中から該当するものを一つ

お選び下さい．：．

１．強まった　　　２．変わらない
３．弱まった

－３０３－



ｑｌＯ・貴校を所管する市町村教育委員会では、今年度、次のどの項目に力点をおいて、貴校における教育課程編成

に関して指導を行いましたか。最も力点をおかれているものを３つまで選んで○印をお付けください。

１・授業時数などの基準を明確にし、それを守るよう指導すること

２・教育課程の指導に際して、すべての学校が必ず従わなければならない指示・命令とそれ以外の指導・助

言を明確に区分して運用すること

３．学習指導要領の趣旨を学校にわかりやすく伝達すること

４・社会の変化に即して、子どもや教育についての考え方の見直しを求めること

５．各学校が特色ある教育課程が作れるよう支援すること

６．教育委員会としての独自の考え方を学校に打ち出すこと

７・各学校が家庭や地域社会との連携を深めるよう指導すること

８・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

ｑｌｌ・貴校では、「総合的な学習の時間」を現在実施していますか＝．次の中から該当するものを一つ選び、○印を

お付け下さい）

１．はい ２．いいえ

ｑ１２・貴校では、「総合的な学習の時間」についてどのように受け止められていますか。次のそれぞれの項目に

ついて、当てはまる選択肢の番号に○印をお付け下さい。

１）学校として特色ある教育課程を編成しよう

とするきっかけとなった。

２）教育課程に関する教師の関心が強まった。

３）学習指導要領の基準がより弾力的になった

という考え方が広がった。

４）教職員の多忙化が進行した。

５）教職員の教育活動への意欲が高まった。．

６）教育行政でより内容を規定してほしいという

要望が多し＼

とても　　少しそう　どちらとも　あまりそう　全くそう

そう思う　　　思う　　　いえない　思わない　思わない

５……………４……………３……………２……………１

５……………４……………３……………２……………１

５……………４……………３……………２……………１

５……………４……………３……………２……………１

５……………４……………３……………２……………１

５……………４……………３……………２……………１

７）地域の人の教育活動への参加が増加するきっ　５……………４……………３……………２……………１

かけとなった０

８）教育課程についての話し合いが校内で活発に　５……………４……………３……………２……………１

なされるようになった⊃

９）教育の根本的なあり方についての見直しのき　５……………４……………３……………２……………１

つかけとなった〔．

－３０４－



ｑ１３・貴校において、新しい学習指導要領に基づいて、教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上で、改善を

要すると思われる点はどのようなものでしょうれ次のそれぞれの項目について、どの程度改善の必要性が

あるかをお答えください‥．各項目の評価尺度の番号に○印をお付け下さい。

ほとんど　　　　　どちらかと

改善の　　　　いえば改善

必要なし　　　の必要なし

１）教育課程編成に関する各学校の裁量や自由度が

少ないこと

２）補助教材選択の裁量や自由度が少ないこと

３）指導主事の学校訪問指導のあり方

４）新しい教育課程に見合った教職員の力量が

低いこと

５）教職員のやる気が低いこと

６）教育委員会作成の手引き・資料等のあり方

７）教育委員会主催の講習会・研修会のあり方

８）時間割の編成が複雑になりすぎること

９）「総合的な学習の時間」など各学校で考えなけ

ればならないことが多すぎること
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１

　

　

１

　

　

１

　

　

１

　

　

一

ｌ

他校の実践事例についての情報共有のあり方

教職員の時間的余裕がないこと

どちらかと　　　　かなり

いえば改善の　　　改善

必要あり　　　　必要あり

１…………………２…………………３…………………４

１…………………２‥・………………３……‥…………・４

１…………………２…………………３…………………４

１…………………２…………………３…………………４

１…………………２…………………３…………………４

１…………………２…………………３…………………４

１…………………２…………………３…………………４

１…………………２…………………３…………………４

１…………………２…………………３…………………４

１…………………２…………‥……・３…………………４

１…………………２…………………３…………………４

教職員間の子ども観・教育観が対立していること１…………………２…………………３……………＝＝４

学校が自由にしていい範囲が曖昧であること　１…………………２…………………３…………………４

中堅教師のリーダーシップが不足していること１…………………２‥………………・３…………………４

教職員が教育課程編成に関与できる組織や　　１…………‥……・２…………………３…………………４

体制のあり方

１６）教職員の間での学習指導要領の趣旨について　１…………………２…………………３…………………４

の共通理解が欠如していること

１７）学校予算に関する各学校の裁量や自由度が

少ないこと

１＄）地域人材の組織化のあり方

１９）打ち合わせの時間の確保が難しいこと

２０）自校の教育課程に対する教職員の共通理解が

欠如していること

１…………………２…………………３………………‥・４

１…………………２…………………３…………………４

１…………………２…………………３……………‥…・４

１…………………２…………………３…………………４

Ⅲ校長職についてお尋ねします

Ｑ１４．校長先生は、特色ある学校づくりや開かれた学校づくりを実現するために、校長がリーダーシップを発揮す

ることについで、どのようにお考えですか．次のなかから最も近い意見を１つ選んで○印をお付けください。

１．校長がリーダーシップを発揮することで学校は相当程度変わるという実感をもっている

２．校長がどのようにリーダーシップを発揮すればよいかが、明確でない

３．校長のリーダーシップを支える条件がまだ整備されていない

４．校長がことさらリーダーシップを発揮する必要はない

－３０５－



Ｑ１５・校長先生は、今後校長がリーダーシップを発揮して学校経営を行うためには、次にあげる事項をどの程度充

足ないし改善していくことが必要であるとお考えですか）それぞれの項目について、貴殿の考えにもっとも近い

選択肢の番号に○印をつけてください。．

是非　　かなり　　あま　り　　ほとんど

必要　　必　要　　必要なし　　必要なし

１）校長の在校年数を長期化する

２）教職員の人事について校長の裁量性を高める

３）校長権限で執行できる学校予算を増額する

４）教育課程編成に関して学校の裁量範囲を拡大する

５）教育委員会の許可ないし承認事項を削減する

６）保護者や地域との意見を交換する機会を充実する

７）経営的な知織や技肯巨の向上のための研修を充実する

８）校長の任用や選考基準を見直す

９）校長、教頭及び教務主任などからなる

経営組織の基盤を確立する

１０）教育委員会による校長の学校経営の支援機能を弓封ヒする

４－－－－　３－－一－　２－－－－１

４－－－－　３－－－－　２－－－－１

４－－－－　３－－－－　２－－－－１

４－－－－　３－－－－／２－－－－１

４－－－－　３－－－－　２－－－－１

４－－－－　３－－－－　２－－－－１

４－－－－　３－－－－　２－－－－１

４－－－－　３－－－－　２－－－－１

４－－－－　３－－一一　２－－－－１

４－－－－　３－－－－　２－－－－１

Ｑ１６・以下の項目に関して、貴校では校長が影響力をどの程度及ぼしているとお考えでしょうれそれぞれの項目

について、もっとも近い選択肢の番号に○印をつけてくださし㌔

４　　　　　　　　３　　　　　　　　２　　　　　　　１

専ら校長の　かなりの程度　　ある程度は　校長の意向や

意向や考え方に　校長の意向や考　校長の意向や　考え方とはほと

よってなされて　え方によってな　考え方が反映　んど関係ない

いる　　　　　　されている　　　　されている

１）学校予算の校内配分

２）校務分掌組織の編成

３）職員会議の運営や議事

４）学級担任の選任

５）主任の選任

６）企画委員会の運営や議事

７）校内研修の主題や方向性

８）総合的な学習の時間のねらい

やカリキュラムの編成

９）教育課程の基本的な考え方

１０）教員の授業改善への取組み

１１）保護者及び地域住民と学校

との関係の構築の取組み

１２）保護者及び地域住民からの

教育ニーズの収集の取組み

４…………………３…………………２…………………１

４…………………３…………………２…………………１

４…………………３…………………２…………………１

４…………………３……‥…………・２‥・………………１

４…………………３…………………２…………………１

４……………・・…・３……・‥・‥‥・……２…………………１

４…………………３…………………２…………………１

４…………………３…………………２…………………１

４…………………３…………………２…………………１

４…………………３…………………２…………………１

４…………………３…………………２…………………１

４…………………３…‥……………・２…………………１

－３０６－



Ⅳ．学校予算についてお尋ねしますこ

Ｑ１７．貴校では、経常的運営費である学校予算（糊己当予算）の編成は、大体、次のいずれの方法で行われてい

ますれ色々な方法があると思いますが、次の項目の中から最も実態に近いものを一つ選び、○印をお付け下さ

い〔．

１．学校があらかじめ予算計画書（予算見積書）を教委（又は首長部局）に提出し、それに基づいて教委（ま

たは首長部局）が予算を編成する¢

２．教委（または首長部局）が予算配当基準を設けて、個々の学校の予算を一律に積算し、配当を行い、年度

当初にその結果を学校に通知（令達）する。

３．その他（

Ｑ１８．経蘭的運営費である学校（配当）予算の編成にあたって、教育委員会は、学校の要望を聞いたり、ある

いは協議したりする機会を設けていますか。次の中から該当するものを一つ選び、○印を付けて下さい０

１．設けている

２．とくに設けていない

Ｑ１９．ある一定の金額まで校長の権限で予算執行できる、いわゆる校長の「専決権」は認められていますか１‥・次の

中から該当するものを一つ選び、○印をお付け下さし㌔

１．認められている

２．認められていなし㌔

上問Ｑ１９でｒｌ．認められている」とお答えの方にお尋ねします０その場合、物品等の購入に係わる校

長の専決額は、ご自分のこれまでの経験から、最低、いくらまで必要だと思われますれ

１．１０万円未満　　　２．１０万円以上～３０万円未満　　３・３０万円以上～５０万円未満

４．５０万円以上～８０万円未満　５．８０万円以上～１００万円未満

６．１００万円以上～１５０万円未満　７．１５０万円以上

Ｑ２０．貴校には、経常的運営費として学校に配分される学校予算（学校配当予算）以外に、校長の裁量で予算執行

できる、いわゆる校長裁量予算というものがありますれ次の中から該当するものを一つお選び下さい（・

１．ある

２．ない

上問Ｑ２０で「１．ある」とお答えの方にさらにお尋ねします。

（ｉ）校長裁量予算は、学校が自主的・自御勺に教部舌動を展開する上で役立っていると思われますか０

１．全く役立っていない　　２．あまり役立っていない　３・どちらともいえない

４．ある程度役立っている　　５．非常に役立っている

（辻）また、校長裁量予算の額は、適切でしょうか）

１．全く不足している　２．かなり不足している　３・どちらともいえない

４．かなり十分である　　５．全く十分である

Ｑ２１．貴校では、次年度の学校配当）予算を校内でどのように決定されていますれ次の中から実態に最も近い

ものを一つ選び、○印を付けて下さい。

１．次年度の学校予算編成の原案を、委員会あるいは職員会議で検討した上で、実節勺に決定している－‥・

２．校長（又は教頭等）が作成した次年度の予算の原案（予算計画書）を職員に提示・報告するのみである０

３．次年度の学校予算編成については、学校として特に検討をおこなっていない¢

４．その他（　　　　　　　　　　　）

－３０７－



Ｑ２２．貴校では、年度当初、教委から令達された学校予算をどう酉扮・執行していくか、すなわち実行予算の配分・

執行計画について、校内でどのように決定されていますれ次の中から実態に最も近いものを一つ選び、○印を

お付けくださし㌔

１．実行予算の編成の原案を、委員会あるいは職員会議で検討した上で、実質的に決定している。

２．校長（又は教頭等）が作成した実行予算の配分・執行計画の原案を教職員に提示し、報告するのみである。．

３．学校の実行予算の配分・執行計画について特に検討はおこなっていないン

４．その他（　　　　　　　　　　　　）

Ｑ２３．貴殿は、学校の教育計画にそって教育活動を展開する上で、教委から配当される経常的運営費としての学校

（配当）予算の額は、十分であると感じておられますれ次の中から該当するものを一つお選びくださし＼

１．非常に不十分　　　　　２．やや不十分　　　　３．どちらともいえない

４．やや十分　　　　　　　５．非常に十分

Ｑ２４．貴殿は、今年度、教委から配当された経常的運営費としての学校予算は、学校の意向・要望がどの程度反映

されていたと思われますか〕次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付け下さし＼

１．ほとんど反映されていなかった　　２．それほど反映されていなかった　　３．どちらともいえない

４．ある程度反映されていた　　　　５．十分に反映されていた

Ｑ２５．今年度、教育委員会から貴校に配当された経常的運営費である学校配当予算の総額は、およそいくらでしょ

うか＝，　　　　　　（　　　　　万円）　　（例：１２５０万円）

Ｑ２６．貴殿は、中央教育審議会答申（平成１０年９月）以降の一連の改革で、学校の自主性・自律性の確立の観点

から、教委の学校予算編成のあり方に関して、改善が図られたと実感されていますか）次の中から該当するも

のを一つ選び、○印をお付け下さし＼．

１．ほとんど実感していない　　２．それほど実感していない　　　　３．どちらともいえない

４．ある程度実感している　　　５．十分に実感している

Ｑ２７．貴校では、学校予算が学校のめざす子ども像や教育計画を達成する上で適切に使われたかを、学年末などに

検討（反省）し、それを次年度の予算編成や予算執行計画に十分に生かしておられますれ次の中から該当す

るものを一つ選び、○印をお付け下さし㌧

１．ほとんど生かしていない　　　２．あまり生かしていない　　　　３．どちらともいえない

４．ある程度生かしている　　　　５．十分に生かしている

Ｑ２８．貴校には、校内各種委員会の一つとして、学校予算について検討する「予算委員会」を設けておられますか。

次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付け下さし＼

１．設けている　　　　　２．設けていない

Ｑ２８で「２．設けていない」とお答えになった方にお尋ねしま・れ予算委員会を設けていない場合、学校予算

については主にどの機関（組織）で検討されるのでしょうれ次の中から該当するものを一つお選び下さい。

１．職員会議　　２．運営委員会（企画委員会）　３．その他係職名）（　　　　）

４．機関（組織）でとくに検討しない

Ｑ２９・貴校では、一般教職員は、学校予算に対してどの程度関心をお持ちでしょうか）次め中から該当するものを

一つ選び、○印をお付けください。

１．ほとんど関心がない　　２．それほど関心がない　　　　３．どちらともいえない

４．少し関心がある　　　　　５．かなり関心がある

－３０８－



Ｑ３０．貴殿は、学校の自主性・自律性を高めるためには、学校予算に関して、今後どのような措置を講ずるのが有

効だとお考えですれ次の中から、有効性の高いと思われるものを２つ選び、○印をお付け下さし㌔

１．経常的運営費以外に、校長の裁量で予算執行できる特別な予算措置（校長裁量予算）を設ける。，

２．教委が予算編成する際に、学校からの予算要求を反映する仕組みにする。

３．学校に配分される予算の流用枠（節間の流用など）を拡大する。．

４．校長の専決額（枠）を拡大する。

５．ｍ費や寄付金などの私費を各学校でもっと積極的に受け入れるようにする。．

６，経常的経費である学校配当予算の額それ自体をもっと増やれ

７．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅴ．学校選択・通学区域についてお尋ねしまう㌔

Ｑ３１．貴校において、通学区域以外から通っている児童生徒はどの位いますか。次の中から該当するものを‾つ選

び、○印をお付けください。

１．５％未満　２．５％以上～１０％未満　３．１０％以上～２０％未満　４．２０％以上～３０％未満

５．３０％以上へ４０％未満　　６．４０％以上～５０％未満　７．５０％以上

Ｑ３２．貴校は、教育委員会からいわゆる「通学区域の弾力化」の対象校として位置付けられていますか）次の中か

ら該当するものを一つ選び、○印をお付け下さし㌔

１．はい

２．いいえ－→Ｑ３４へ

Ｑ３３．Ｑ３２で「１．はい」に回答された方にお尋ねします〕その場合、どのような「通学区域の弾力化」の対象と

なっていますれ次の中から該当するものすべてを選択し、○印をお付け下さい。

１．指定校変更、区域外就学申請基準に基づく申請書の工夫

２．通学区域の緩和

３．小規模特認校

４．調整区域の設定

５．その他（

Ⅵ．人事管理についてお尋ねしますゝ

Ｑ３４．貴殿は、人事に関する校長の意見具申についてどのようにお考えでしょうれ次のそれぞれの項目について、

当てはまる選択肢の番号を○で囲んでくださし＼－

そう　　　かなり　　　あまり　　　そう

思う　　そう思う　そう思わない　思わない

１．意見具申の内容は、校長の独自な人事計画に　　　　４……………３……………２……………１

基づいている。．

２．意見具申の内容は、教員本人の希望に沿っている０　　４……………３……………２…………＝１

３．意見具申の内容は、教員人事に関する都道府県の原則　４……………３……………２……………１

に従っている．⊃

４．意見具申の内容は、保護者の意向を反映している０　　４……………３……………２……………１

－３０９－



Ｑ３５．貴殿は、教員人事について、どのようにお考えでしょうか）次のそれぞれの項目について、当てはまる選択

肢の番号を○で囲んでください。．

そう　　　　かなり　　　あまり　　　そう

思う　　　そう思う　そう思わない　思わない

１）教員人事に関する原則が多すぎる

２）教員人事について、校長の意向をもっと尊重すべきである

３）教員人事について、本人の希望が優先されすぎている

４）市町村教育委員会は校長の意見具申をもっと尊重すべきである

５）教員人事に保護者や地域住民の意向をもっと反映すべきである

４……………３……………２……………１

４……………３……………２……………１

４……………３……………２…‥・‥・・…‥１

４……………３……………２……………１

４……………３……………２……………１

Ｑ３６．貴殿は、今後「自律的学校経営」を実現していくために必要な校長の資質・力量をどのように担保してい

くべきだとお考えでしょうれ次のそれぞれの項目について、当てはまる選択肢の番号を○印をつけて下さい．＝．

１）校長の１校あたりの在任期間を４～５年にする

２）校長を各学校単位で公募する

３）校長の（任用前）研修を強化する

４）校長の手当・待遇を改善する

５）校長養成コースを制度化する

６）校長の降格制度を導入する

７）校長職固有の免許状を創設する

８）地元（出身）の校長を優先的に配置する

９）ひろく民間からも校長候補者を求める

そう　　　かなり　　　あまり　　　そう

思う　　そう思う　そう思わない　思わない

４……………３……………２……………１

４……………３……………２……………１

４……………３……………２‥…………・１

４……………３……………２……………１

４……………３‥・…………２……………１

４……………３……………２……………１

４……………３……………２……………１

４……………３……………２……………１

４……………３……………２……………１

Ｑ３７．従来の勤務評定は、給与・人事に反映されず、能力開発にも効果なく、資質向上につながっておらず、新

たな教職員人事評価システムの要望もみられるよう鮪貴殿は、従来の勤務評定に代わる新たな人事評価シ

ステムの導入についてどのようにお考えですか。次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付け下さい。

１．賛成

４．その他（

２．反対 ３．導入の時期尚早

上問ｑ３７で「１．賛成」をお選びになった方のみ、その理由を以下の該当する項目から順位をつけて

２つ選び、下記に項目番号をお書き下さい

１．現在の評価者（校長）だけでなく、多面的な評価を導入すべきである

２．評価内容を従来の業績評価とともに自己申告（目標設定）などを含むべきである

３．教職員評価システムを昇任、昇給等に反映させるべきである

４．評価者研修を充実すべきである

５．評価結果に基づいて評価者と被評価者が話し合い、被言引紅者の自己省察、成長の機会をつくるべ

きである

６．これまでの勤務評定全般に課題がみられる

７．その他（

第１位（　　　　）第２位（　　　　）

－３１０－



Ⅶ．脚己置についてお尋ねしますム

Ｑ３８．貴校には、加西政員はいますれ次の中から該当するものを一つ選び、○印をお付け下さし㌔

１．いる　　　　　２．いない－一明３９

（ｉ）上問Ｑ３８で「１．いる」とお答えになった方にお尋ねします〔〉その加配教員はどのような目的で配

置されていますれ次の項目のうち該当するものすべてを選択し、○印をお付け下さい⊃

１．少人数指導

２．ＴＴ

３．同和教育

４．生徒指導（不登校対応など）

５．研究指定

６．新任教員指導

７．その他（

（辻）上問Ｑ３８－（ｉ）で「１．少人数指導加配」を選択された方にさらにお尋ね致しま丸その場合、当

該加配教員の職務について教育委員会からどのような指導を受けていますれ　次の項目のうち該当す

るものすべてを選択し、○印をお付け下さし＼

１．加配教員の担当授業時数の最低基準が設けられている

２．限定された学年以外の授業を担当しないよう指導されている

３．限定された教科以外の授業を担当しないよう指導されている

４．学校の裁量により弾力的に活用するよう指導されている

５．当初提出された計画を変更しないよう指導されている

Ｑ３９．貴校には、教職員定数の中で配置されている非常勤都市はいますれ該当するものを一つ選び、○印を

お付けくださし＼．

１．いる ２．いない

フェース・シート

最後に、貴校及び校長先生ご自身のことについてお伺い致しますゝ

Ｆｌ．校種は次のいずれでしょうか。該当するものを一つ選び、○印をお付け下さい。－

１．小学校　　　２，中学校　　　３．小学校・中学校の併置校

Ｆ２．貴校の所在する都道府県名は（　　　　　）

Ｆ３．貴校の所在する市（特別区を含籾町村の現在の人口は、どのくらいでしょうかニー次の中から該当するものを一

つ選び、○印をお付け下さい。

１．５０万人以上　　　　　　２．３０万人以上～５０万人未満　　　３・１０万人以上～３０万人未満

４．５万人以上～１０万人未満　　５．３万人以上～５万人未満　　　６・１万５千人以上づ万人未満

７．８千人以上～１万５千人未満　８．５千人以上～８千人未満　　　　９・５千人未満

次ページ（裏面）にも質問項目がございます一

ー３１１－



Ｆ４・貴校の所在する自治体（市町村）の種類は、次のいずれでしょうか）次の中から該当するものを一つ選伐

○印をお付け下さい。、

１．政令指定都市　　２．特別区　　　３．左記（１．２．）以外

Ｆ５．現在の貴校の全児童数又は全生徒数は（　　　）人

Ｆ６．現在の貴校の全学級数はいくらでしょうれ

（ ）学級　→そのうち普通学級は（　　　）学級

Ｆ７・現在の貴校の教職員数は（　　　）人　→そのうち教員数校長を含む）は（　）人

Ｆ８．校長先生の年齢は（　　）歳

Ｆ９．校長先生の性別は

１．男性　　　　２．女性

ＦｌＯ．校長先生の在職年数等をお聞かせ下さい。

１）本校での校長在職年数　　　（　）年目

２）校長としての通算年数　　　（　）年目

３）教員・管理職の通算経験年数（　）年目

塾忙しいところ、ご協力を賜り誠に有難うございました学校を自主的・自律的に運営催営）することに

ついて、あるいはこのアンケートの内容について、なんでも結構ですので、ご意見・ご感想あれば、お聞かせいた

だければ幸いです＿，

－３１２－



資料２　第一次調査単純集計表

（都道府県教育長調査・市町村教育長調査・小中学校長調査）



１．都道府県教育長調査
．単純集計表

Ｑｌ小学校長の在校年数の長期化

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％） 有 効 割 合 （％）

１・ 長 期 化 す る 方 向 で 見 直 し た ９ １９．１ １９．６

２■■長 期 化 す る方 向 で 検 討 を行 っ て い る １２ ２５．５ ２６．１

す ： 現 段 階 モ は 、 と く に長 期 化 す る こ と は考 え て い な い ２５ ５３．２ ５４．３

嶺 回答 １ ２．１

ノｌヽヽ　　　　　　　　　　　 計 （％） ４７ １００．０ １００．０

Ｑ２　小学校長の平均在校年数

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％） 有 効 割 合 （％）

１． １～ ‾‾２年 程 度 １ ２．１ ２．２

２． ２こ ３年 程 度 ２３ ４８．９ ５０．０

３． ３～ ４年 程 度 ２０ ４２。６ ４３．５

４． ４‾～ ５年 程 度 １ ２．１ ２．２

５． ５‾‾～ ６年 程 度 ‾０ ０．０ ０．０

６． 市 町 村 ご との 違 いが 大 き く一 概 に い え な い １ ２．１ ２．２

無 回答 １ ２．１

計 （％ ） ４７ １００．０ １００．０

Ｑ３　管理職の選考基準と選考方法の見直し

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％） 有 効 割 合 （％）

１． 実 施 して い る ２１ ４４．７ ４４．７

２． 計 画 し て い る １０ ２１．３ ２ｌ．３

３． 現 段 階 で は 、 変 更 は と く に考 え て い な い １６ ３４．０ ３４．０

無 回 答 ０ ０．０

計 （％ ） ４７ １００．０ １００．０

Ｑ４　管理職の研修内容と方法の見直し

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％） 有 効 割 合 （％）

１． 実 施 して い る ３５ ７４．５ ７４．５

２．‾計 画 して い る ９ １９．１ １９．ｌ

３． 現 段 階 で は 、変 更 は と く に考 え て いな い ３ ６．４ ６．４

無 回 答 ０ ０．０

計 （％） ４７ １００．０ １００．０

Ｑ５．１教諭の免許状を有しない校長の任用の実施

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 既 に 任 用 し て い る ５ １０．６ １０．６

２ ． 計 画 を 行 っ て い る １３ ２７．７ ２７．７

３ ． 現 段 階 で は 、 変 更 は と く に 考 え て い な い ２９ ６１．７ ６１．７

無 回 答 ０ ０．０

計 （％ ） ４７ １００．０ １００．０

Ｑ５．２　教諭の免許状を有しない校長の任用数（小学校）

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％） 有 効 割 合 て％）．■

１． 白人 ２ ４０．０ 旺 ヱ

２． １人 ■１ ２０．０ ３３．３

無 回 答 ２ ４０．０

計 （％ ） ５ １００．０ １００．０

ー３１３－



Ｑ５．３　教諭の免許状を有しない校長の任用数（中学校）

カ テ ゴ リ ⊥ 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． ０人 ２ ４０．０ ６６．７－

２　 １人 １ ２０．０ ３３．３

ｊ旺回 梵 ２ ４０．０

ハヽヽ 　 Ｆコ　　　　　　　　　 計 （％ ） ５ １００．０ １００．０

Ｑ５．４　教諭の免許状を有しない校長の任用数（高等学校）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． １人 ２ ‾ ４０．０ ５０・且

２ ． ２人 １ ２０．０ ２５．０

３ ． ３人 ０ ０．０ ０．０

４　 ４人 以 上 １ ２０．０ ２５．０

無 回 答 １ ２０．０

計 （％ ） ５ １００．０ １００．０

Ｑ６　市町村教委独自の教育ピジョンと総合的計画

カテゴ リー 名 件数 割 合 （％） 有効割合 （％）

１　 は い （持 っている） ４１ ８７．２ ■８９．ｌ

２． いいえ （持 って いな い） ５ １０．６ １０．９

無回答 １ ２．１

計 ＿（％） ４７ １００．０ １００．０・

Ｑ７　教育課程に関する市町村教委の自主性・自律性

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％） 有 効 割 合 （％）

１． 強 ま っ た ３３ ７０．２ ７１．７

２． 変 わ らな い １３ ２・７．７ ２８．３

３　 弱 ま っ た ０ ０．０ ０．０

無 回 答　 ■ ｌ ２．１

計 （％） ４７ １００．０ １００．０

Ｑ８　教育課程に関する市町村教委の考えの提示

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％） 有 効 割 合 （％）

１　 打 ち 出 す よ うに な っ た ２９ ６１．７ ６３．０

２　 変 わ らな い １７ ３６．２ ３７．０・

３　 か え っ て 打 ち 出 さ な くな った ０ ０．０ ０．０

・無 回 答　 ‾ １ ２．１

計 （％ ） ４７ １■００．０ －．１００．０

Ｑ９　教育課程に関する学校の自主性・自律性

カ テ ゴ ｔ」一 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 強 ま っ た ３５ ７４．５ ７６．ｌ

２． 変 わ ら な い ｌｌ ．２３．４ ■　２３．９

３． 弱 ま っ た ０ ０．０ ０．０

無 回 答 １ ‾ ２．１

＿＿計 （％ ） ４７ １００．０ １００．０

－３１４－



ＱｌＯ・１教育課程に関する都道府県教委の市町村教委に対する指導・助言・援助のあり方の変化

＿　　　　ヾ 件 数 割 合 （％ ）， 有 効 割 合 （％ ）

＿１ ． か な り 変 わ っ た

′２．．． 少 し 変 わ っ た
指 二 変 わ ら な い ・

７， １４．＿９ １４、９

３７ ．７８．７ ７８＿‘７－■

３． ６．４ ６．４ ＿二

．０ ０．０

慄 回 答　　　　　　 計 （％ ） ４７ ｌｑＯ．０ １００．０‾・

・　口　　　　 ０

ＱｌＯ．２教育課程に関する都道府県教委の市町村教委に対する指導．助言．援助のあり方篭聖４４）（複数回答）

　 カ テ ゴ リ ー 名

、１ノｉ 指 導 通 知 等 た っ い て 真 に 必 要 な も の に 限 定

．２． 教 育 事 務 所 の 役 割 を 小 規 模 の 市 町 村 に 対 す る 支 援 に 重 点
３． 市 町 村 教 育 妻 員 会 の 自 主 性 ・自 律 性 の 尊 重

４． 指 導 法 の 意 義 や 法 的 性 格 、 形 態 な ど に つ い て 意 識 改 革

ニノ＿５ ． 研 究 研 修 機 関 の 調 査 研 究 り 青報 提 供 機 能 を 充 実

他 国 立 教 員 衰 成 大 学 ・学 部 と の 連 携 を 強 化

７．・そ の 他

鉦 回 生

件 数 割 合 （％ ）・ 有 効 割 合 （％ ．）

‾２０ ２１．７ ２１．７

３－ ３．３ √３．３

＿４２ ４５．７ ・４．５．７ ＿

１５ １６．３ ＿１６－．３’

９ ９．８ ９・、８

２ ．２．２ ２．２

－１ １．１・ １．１

０ ０．０

１００．０ハ、、 ロ　　　　　　　　 計 （％ ） ９２ １００．０

ＱｌＯ．３教育課程に関する都道府県教委の市町村教委に対する指導・助言・援助のあり方を変える必要性

　　 カ テ ゴ リー 名

１． 変 え る 必 要 性 は な い

２．＿‾変 え た い が 変 わ ら な い

鉦 画 答

件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１ ３３．３ ３３．３

２ ６６．７ ６６．７

０． ０∴０

１００．０ノｌヽヽ　　　　　　　　　　　 計 （％ ）－ ３ １０Ｐ．０

Ｑ１１都道府県教委の市町村教委に対する学校評議員設置の指導と働きかけ

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％）

８９．４

１０．６

０．０

１００．＿０

有 効 割 合 （％）　８９．４・＿

１０．＿６
１．行 っ た ・ ４，２

２．一行 っ て い な い ５

無 回 答
０

１００．０
計 （％ ） ４７

Ｑ１３．１市区町村下での「通学区域の弾力化」ないし「学校選択」の実施

カ テ ゴ リ ー 名
件 堅 ２３ ｌ

２２

２－

割 合 （％ ）　痛 ９ 有 効 割 合 （％ ）　５１ １

１． あ る
４６．８

４．３

１００．０

４８．９
２ ． な い

無 回 答
１００．ｑ

．計 （％ ） ４７

－３１５一



Ｑ１４　小・中学校教員の同一校での勤続年数の基準（校長の最低基準）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

■１． ２年 ４ ８．５ ２５．０‘＝

２ ． ３年 １１ ２３．４ ６８．８ ‘

３ ． ４年 ０ ０．０ ・ｒＯ‾．０

４ ． ５年 以 上 １ ２．１ ■　６．３＿■

無 回 答 ３１ ６６．０

計 （％ ） ４７ １００．０ １００．０

Ｑ１４　小・中学校教員の同一校での勤続年数の基準（教頭の最低基準）

カ テ ゴ リ ー 名 ．■件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． ２年 ５ １０．６ ３３．３

２ ． ３年 ９ １９．１ ６０．０

３． ４年 ０ ０．０ ０．０

４ ． ５年 以 上 １ ２．１ ６．７ ．

無 回 答 ３２ ６８．１

計 （％ ） ４７ １００．０ １００．－０

Ｑ１４／い中学校教員の同一校での勤続年数の基準（教諭の最低基準）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． ２年 ‾６ １２．８ ２０．０

２． ３年 １７ ３６．２ ５６．７

３． ４年 ０ ０．０ ０．‾０

４ ． ５年 ３ ６．４ １０．０

５． ６年 ■　３ ６．４・ １０．０■・

６・． ７年 以 上 ‾１ ２．１ ３．３

無 回 答 １７ ３６．２‘

計 （％ ） ４７ １００。０ １００．０

Ｑ１４　小・中学校教員の同一校での勤続年数の基準（初任教諭の最低基準）

・カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． ２年　 ■ ６ １２．８ １８．８

２． ３年 ２４ ５１．１■ ７５．０

３ ． ４年 以 上 ２ ４．３ ６．３

無 回 答 １５ ３１．９

計 （％ ） ４７ １００．０ １００．０

Ｑ１４　小・中学校教員の同一校での勤続年数の基準（校長の最高基準）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１．－　６年 １ ２．１ １２．５

２ ． ７年 ３ ６．４ ３７．５

３ ． ８年 ｌ ２．１ １２．５

４ ． ９年 ０ ０．０ ０．０

５． １０年 以 上 ３ ６．４ ３７．５

無 回 答 ３９ ８３．０

計 （％ ） ４７ １００．０ １００．０

－３１６－



Ｑ１４　小・中学校教員の同一校での勤続年数の基準（教頭の最高基準）

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． ６年 １ ２．１ １２．５

２． ７年 ３ ６．４ ３７．５

３． ８年 １ ２．１ １２．５

４ ． ９年 ０ ０．０ ０．０

５． １０年 以 上 ３ ６．４ ３７．５

無 回 答 ３９ ８３．０

計 （％ ） ４７ １００．０ １００．０

Ｑ１４　小・中学校教員の同一校での勤続年数の基準（教諭の最高基準）

カ テ ゴ リー 名 件 数 一割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． ‾６年 ５ １０．６ １３．９

２．‾７年 ９ １９．１ ２５．０

３二　８年 ５ １０．６ １３．９

４ ．‾‾９年 ０ ０．０ ０．０

５．‾‾１０年 以 上 １７ ３６．２ ４７．２

無 回 答 １１ ２３．４‾

計 （％ ） ４７ １００．０ １００．０

Ｑ１４　小・中学校教員の同一校での勤続年数の基準（初任教諭の最高基準）

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． ２～ ３年 ２ ．４．３ ７．１

２． ４～ ５年 １３ ２７．７ ４６．４

３． ６～ ７年 １０ ２１．３ ３５．７

４． ８～ ９年 ０ ０．０ ０．０

５． １０年 以 上 ３ ６．４ １０．７

無 回 答 ・１９ ４０．４

計 （％ ） ４７ １００．０ １００．０

Ｑ１５　小・中学校教員の転任人事に関するその他の原則
（Ｎ＝４７）（複数回答）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 小 、 中 両 校 種 経 験 を 原 則 と ．し て い る ４ ６．７ １１．１

２ ． 都 市 部 、 農 漁 山 村 部 両 地 域 で の 経 験 を 原 則 と し て い る ９ １５．０ ２５．０

萱 ． 大 規 模 校 、 小 規 模 校 両 方 の 経 験 を 原 則 と し て い る ６ １０．０ １６．７

４ ． 僻 地 校 勤 務 の 後 は 都 市 部 の 学 校 へ の 転 任 を 原 則 と し て い る ４ ６．７ １１．１

萱． 避 地 校 勤 務 の 後 は 本 人 の 希 望 に 沿 う こ と を 原 則 と し て い る １３ ２１．７ ３６．１

無 回 答 ２４ ４０．０

計 （％ ） ６０ １００．０ １０９・０

Ｑ１６．１新しい教職員人事評価システムの検討ないし導入

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 ■ 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 導 入 し て い る ｌ ２．１ ２．２

２． 検 討 し て い る １０ ２ｌ．３ ２２．２

３． 現 在 、 検 討 の 予 定 な し ′　３４ ７２．３ ７５．６

無 回 答 ２ ４．３

計 （％ ） ４７ １００．０ ・１００．■０■

－３１７－



Ｑ１６．２　新しい教職員人事評価システムの被評価者
（Ｎ＝１１）（複数回答）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１．＿校 長 ６ １２．８ １３．３

２． 教 頭 ６ １２．８ １３．３‾、

３． 教 諭 ６ １２．８ １３．３

４ ． 養 教 諭 ６ １２．８ １３．３ 二

５． 事 務 職 員 － ５ １０．６ １１．１

６． 栄 養 職 員 ５ １０．６ １１．１

７． 助 教 諭 ４ ８．５ ８．９

８． 養 護 助 教 諭 ４ ８．５ ８．９

９ ． 期 限 付 講 師 ０ ０．０ ０．０

１ ０ ． 非 常 勤 講 師 ０ ０．′０ ０．０

１ １． そ の 他 ３ ６．４ ６．．７

無 回 答 ． ２ ４．３

計 （％ ） ４７ １００．０ ■１００．０

Ｑ１６．３　一般教員の人事評価システムの評価者
（Ｎ＝１１）（複数回答）

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （兎 ）．＿＿

１． 校 長 ６ ２６．１ ３０．０

２ ． 教 頭 ５ ２１．７ ２５．０

３ ． 本 人 ２ ８．７ １０．０

４ ． 同 僚 １ ４．３ ５．０

５ ． 児 童 生 徒 １ ４．３ ５．０

６ ． 保 護 者 １ ４．３ ５．０ ■

７． 児 童 生 徒 ０ ０．０ ０．０

８． 学 校 評 議 員 １ ４．３ ＿５．０

９． 地 域 住 民 ｌ ４．３ ５．０

１ ０． そ の 他 ２ ８．７ １０．０

無 回 答 ３ １３．０

計 （％ ） ２３ １００．０ １００．０

Ｑ１６．４　教職員人事評価内容
（Ｎ＝１１）（複数回答）

カ テ ゴ ｔ」一 名 件 数 割 合 （％ ）－ 有 効 割 合 （％ ）

１． 業 績 評 価 ５ ２９．４ ３３．３

２ ． 自 己 申 告 （目 標 設 定 ） ５ ２９．４ ３３．３

３ ． 自 己 評 価 ２ １ｌ．８ １３．３

４ ． そ の 他 ３ １７．６ ２０．０

無 回 答 ２ １１．８

計 （％ ） １７ １００．０ １００．０

Ｑ１６．５　教職員が評価者である場合の評価者研修の程度

カ テ ゴ リ ∵ 名 件 数 ■割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 年 度 に １回 １ ９．１ １４．３

２． 年 度 に ２回 ０ ０．０ ０．０

３． 年 度 に ３ 回 １ ９．１ １４．３

４ ． 年 度 に ４ 回 ０ ０．０ ０．．０ ＿

５ ． な し ０ ０．０ ０．．０

６ ． そ の 他 ＿５ ４５．５ ７１．４■

無 回 答 ４ ３．６．４

計 （％ ） １１ １００．０ １００．０

－３１８－



Ｑ１６・６教職員が被評価者である場合の被評価者に対する研修

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 ＿（％ ） 有 効 割 合 （％ ）

あ る
１ ９．＿１ ’１１．ｌ

１．

２ ． な い

３■． 未 定

４ ． そ の 他

面 回 答

２ １８．２ ２２．２

６ ５４．５ ‾６６．７

２ １８．２

ハ、、回 日　　　　　　 計 （％ ） １１ １００．０ １００．０

Ｑ１６．７　教職員人事評価システムの活用方法 （Ｎ＝１１）（複数回答）

　　　 カ テ ゴ リ ー 名

１． 特 別 賞 与

２ 昇 任

件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

３ １３．０ １７．６

３ １３．０ ■１７－．６

２９．４
３． 配 置

４ ． 賞 与 ・勤 務 手 当 に お け る 成 績 率 導 入

５ ． 一 時 的 ・特 別 賞 与

６ ． 優 秀 敦 畠 の 認 定

７ ． 海 外 派 遣

８． 再 雇 用 任 用

９． そ あ 他

無 回 答

５ ２１．７

２ ８．７ １１．８

０ ０．０ ０．０

２ ８．７ １１．８

１ ４．３ ５．９

１ ４．３ ５．９

０ ０．０ ０．０

６＿ ２６．１
１６０．０

ハヽ　　　　　　　　　　　 計 （％ ） ２３ １００．０

Ｑ１６．８　教職員人事評価の結果についての本人への開示

　　　　　 カ テ ゴ リー 名

ｉ あ る

件 数 割 合 （％） 有 効 割 合 （％）

０ ０．０ ０．０

２． な い

３． 未 定

無 回答

３ ２７．３ ３３．３

６ ５４．５ ６６．７

２ １８．２

計 （％） １１ １００．０＿ １００．０

Ｑ１６．９　教職員人事評価の結果についての異議申立てシステム

カテゴ リー名 件数 割 合 （％）

０．０

９．１

６３．６

２７．３

１００．０

有効割 合 （％）

１．＿ある ０

１

７

３．

１１

０．０

１２．５

８７．５

２．ない

３．未定

無回答
計 （％） １００．０

Ｑ１６．１０　教職員人事評価システムと異議申立て機関

カ テ ゴ リー 名
件 姦 ． 割 合 （％）

ＯＪＯ

０．０

０．０

０．０

１００．０

１００．０

‾有 効 害恰 （％＿）

１． 校 長 ０ ０．＿＿９
２．■勤 務 下 の教 育 委 員 会　 ＿ ０ ０．０
３． 設 置 され た 特 別 の 審 議 会 ０ ０．０ ．・

－４． そ の他 ０

１１
０，＿０

無 回 答
１００．ｑ計 （％） １１

－３１９－



Ｑ１７　小・中学校の学級編制基準

カ テ ゴ ー」一 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）
１． す べ て の 学 年 で ４ ０ 人 で あ る ３８ ８０．９ ８０．９
２． 一 部 の 学 年 で ４ ０ 人 未 満 の 基 準 を 設 け て い る ４ ８．５ ８．５
３． そ の 他 ５ １０．６ １０．６
無 回 答 ０ ０ト０

計 （％ ） ４７ １００．０■ １００．０

Ｑ１９　都道府県単独予算による教員配置

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）
１． あ る ３８ ８０．９ ８０．９
２． な い ９ １９．１ １９．１
無 回 答 ０ ０．０

計 （％ ） ４７ １００．０ １００．０

Ｑ２１小・中学校の教職員配置
（Ｎ＝４７） （複 数回答）

カテ ゴ リー名 件数 割 合 （％） 有効割 合 （％）
１・一 部の市 には定 数 を包括 して渡 し、各学校へ の配置 を任せ て いる １ ｌ．３ １．６
２・す べての市 に定 数 を包括 して渡 し、各学校へ の配置 を任せ て いる ２ ２．６ ３．３
３．定数 の中で小学校 に非常 勤講師 を配 置 して いる ２９ ３８．２ ４７．５
４．定数 の中で 中学校 に非常 勤講師 を配 置 して いる ２９ ３８．２ ４７．５
無 回答 １５ １９．７

計 （％） ７６ １００．０ １００．０

Ｑ２２　小学校の少人数指導加配

（Ｎ ＝４７） （複 数 回 答 ）

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％） 有 効 割 合 （％）
１． 学 年 を限 定 して 配 置 して い る ７ ９．３ ９．６

２． 教 科 を 限 定 して 配 置 して い る １６ ２１．３ ２１．９
３． 学 校 規 模 を 限 定 して 配 置 して い る ８ １０．７ １１．０

４． す べ て の 市 町 村 に つ い て 、 配 置 は市 町 村 に任 せ て い る １ １．３ １．４
５． 一 部 の 市 町 村 に つ い て ｉ‾配 置 は市 町村 に 任 せ て い る １ ｌ．３ １．４
６・ 市 町 村 か ら提 出 さ れ た 加 配 教 員 の活 用 計 画 を検 討 して 配 置 を決 定 ４０ ５３．３ ５４．８
無 回 答 ２ ２．７

計 （％ ） ７５ １００．０ １００．０

Ｑ２３　中学校の少人数指導加配

（Ｎ ＝ ４７） （複 数 回 答 ）

カ テ ゴ リー 名 ． 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）
１． 学 年 を 限 定 して 配 置 し て い る ５ ７．０ ７．２

２ ． 教 科 を 限 定 し て 配 置 し て い る １６ ２２．５ ２３．２＿
３ ． 学 校 規 模 を 限 定 し て 配 置 し て い る ７ ９．９ １０．ｌ

４ ． す べ て の 市 町 村 に つ い て 、 配 置 は 市 町 村 に 任 せ て い る １ １．４ １．４

５ ． 一 部 の 市 町 村 に つ い て 、 配 置 は 市 町 村 に 任 せ て い る ０ ０．０ ０．０

６ ・ 市 町 村 か ら 提 出 さ れ た 加 配 教 員 の 活 用 計 画 を 検 討 し て 配 置 を 決 定 ４０ ５６．３ ５８．０

無 回 答 ２ ２．８

計 （％ ） ７１ １００．０ １′００．０

－３２０－



Ｆ２　都道府県教育長の年齢

　 カ テ ゴ リー 名

１‾． ４０～ ４４歳

２． ４５～ ４９歳

３ニ ５０～ ５４歳

４． ５５～ ５９歳

５． ６０歳 以 上

無 回答　 計 （％）

件 数 割 合 （％） 有 効 割 合 （％）

１ ２．１ ２＋．２

１ ２．１ ２．２

１ ２．１ ２．２

２５ ５３．２ ５５．－６

１７ ３６．２ ３７．８

２ ４．３

４７ １００．０ １００．０

Ｆ２　都道府県教育長の年齢（１歳刻み）

‾　 やｌ 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． ４ ０歳 未 満

２． ４ 百歳

３． ４ ｉ歳

４． ４ ２歳

５． ４＿＿３歳

６ ． ４ ‾４ 歳

７ ． ４ ５歳

８ 二 互 ‾６歳

９． 室 ７歳

１ ０． ４ ８歳

１ １． ４ ９歳

１ ２ ． ５ ０歳

０ ０．０ ０．０

０ ０．０ ０．０

０ ０．０ ０．０

１ ２．１ ２．２

０ ０．０ ０．０

０ ０．０ ０．０

１ ２．１ ２．２

０ ０．０ ０．０

０ ０．０ ０．０

０ ０．０ ０．０

０ ０．０ ０．０

０ ０．０ ０．０

１ ３ ． ５ １歳 ０ ０．０ ０．０

１‾４　 ５ ２歳 １ ２．１ ２．２

１ ５ ． ５ ３歳 ０ ０．０ ０．０

１ ６． ５ ４ 歳 ０ ０．０ ０．０

０．０１ ７． ５ ５歳

１ ８． ５ ６歳

１ ９ ５ ７歳

０ ０．０

２ ４．３ ４．４

６ １２．８ １３．３

　　　 那
２ ０ ． ５ ８ 歳

９ １９．１ ２０．０

２ １． ５ ９歳

２ ２． ６ ０歳

８ １７．０ １７．８

７ １４．９ １５．６

２ ３． ６ １歳 ６ １２．８ １３．３

２ ４ ． ６ ２歳

２ ５． ６ ３歳

３ ６．４ ６．７

０

ｌ

０．０

２．１

０．０

２．２
２ ６． ６ ４歳

２ ７ ． ６ ５歳
０

０

２

４７

０．０

０．０

４．３

１００．０

０．０

２ ８ ． ６ ６歳 ０．０

無 回 答
１００．０

計 （％ ）

Ｆ３　都道府県教育長の性別

カテ ゴ リー 名 件数 割合 （％）

９７．９

０．０

２．１

１００．０

有効割 合 （％）

１００．０１．男性 ４６

０

ｌ

４７

２．女性 ０．０
無回答

計 （％） １００．０

ー３２１－



Ｆ４　都道府県教育長の勤務年数

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％） 有 効 割 合 （％）

．１．－１年 未 満 １６ ３４．０ ３４．８

２． １年 以 上 ～ ２年 未 満 １１ ２３．４ ２３．９．

３． ２年 以 上 ～ ４年 未 満 １５ ３１．９ ３２．６

４． ４年 以 上 ～ ６年 未 満 ３ ６．４ ６．５
－５． ６年 以 上 ～ 白年 未 満 ０． ０．０ ０．０

６． ８年 以 上 ～ １＿０年 未 満 １ ２．１ ２．２

７． １ ０＿年 以 上 ～ １ ２年 未 満 ０ ０．０ ｑ．０

８． １ ２年 以 上 ０－ ０．０ ０．０

無 回 答 １ ２．１

計 （％ ） ４７ １００．０ １００．０

－３２２－



．都道府県別集計表

Ｑ５．１教諭の免許状を有しない校長の

任用の実施

　 丈

都道府県 イ

ね５．１）教諭の免許状を有し
凱 、校長の任 用の実施

１．既に ２．．計画 ３．現段

壬用して
いる

を行って

いる■　 ′
階では
変更は
とくに考
えていな
い

（１） ○

・（２） ○

（３） ○
（■４） ○

（５） ○

・（６） ○

（７） ○

（８） ○

（９） ○

（１０） ○

（１１㌻‾ ○
（１‾２） ○

ｒ（１５） ○ ・
（１４） ○
（１５） ○

・‾‾（１６） ○

（１７） ○
（１８） ○ －

（１９） ○

（２０） ○

（２１） ○ ＿

（２２） ○

（２３） ○

（２４） ○

（２５） ○

（２６） ○
（２７） ○

（２８） ○
．（２９） ○

（３０） ○

（３１） ＿Ｑ

（３２ト ○

（３３） ○

（３４） ○
ｌ （・３５） ‾○

（３６） ○

．（３７） ○

（３８） ０ ．

（３９） ○ －

（＿４０） ○

，く４１） ｔ ○
．（４‾‾２） ｌ ｌ ｌ　 Ｏ

（４３） ｔ ．ｌ －○ ＿

，（４．４）・．１ ｔ ＿∴○
＿（４５）■． ｌ ｌ ＿・○

‘、（＿４６）．ｌ ｔ． 、○

ー（４＿７） ｌ ｌ　 ０ ．・．

Ｑ１３．１市区町村下での「通学区域の弾力化」
ないし「学校選択」の実施

都道府県 ■

（Ｑ１３．１）市 区町村
下セの「通学区域

の弾力化」ないしｒ
「学校選堺 」の実

施
１．ある ２．ない

（１） ○
（２） ○

（３） ○

（４） ■○
（５） ○
（６） ○

（７）‾ ○

（８） ○
（９） ○
（１０） ○
（１１） ○ －

（１２） ○
（１３） ○
（１４） ○
（１５） ○
（１６） ○

（１７） ○
（１８） ○

（１９） ○＿

（２０） ○
（２１） ○
（２２） ○

（２３） ○＿
（２４）． ○
（２５） ○

（２６） ○

（２７）＿
（‾乏８）
（２９） ○
（３０） ○
（３１） ○

（３２） ○
（３３） ○ ‾
‾（３４） ○
（３５） ○

（３６） ○

（３７〉 ○

（３８） ○
（３９）． ○

‾‾‾‾＝‾＿（４０）＿ ｒＯ

（４１）． ｌ ○＿．

．（４２） ｌ　 Ｏ＿＿

．（４３） ＿・ｌ． ○＿．

（４４．）＿ｔ＋ ○

．‾（４５．） ○
（４６） ０．
（４７） ○・

－３２３－



Ｑ１５　小・中学校教員の転任人事に関するその他の原則

（Ｑ１５） 小 ヰ 学校教 員 の転 任 人事 に関するそ
の 他の 原則

都道府 県

１．小 、 ２．都 市 ３．大規 ４．僻 地 ５．避地
中両 校 部 、農 濾、模校 、／Ｊ＼校 勤務 校 勤務
種 経 験 山村部 規模 校 の 後 は の後 は
を原則 と 両地 域 両方 の 都市 部 本 人の
している での経 経験 を の学 校 希 望に

験 を原 原則 とし へ の転 沿うこと
則として

いる

ている 任を原

則として

いる・

を原則 と

している

（１） ○ ○

（２） ○
（３） ○ ○ ○
（４）

（５） ○
（６）

（７） ○ ○ ○
（８） ○
（９） ○
（１０） ○ ○ ○
（１１）

（１２）
（１３）
（１４）

（１５） ○

（１６） ○
（１７）

（１８）
（１９） ○
（２０） ○ ○ ○
（２１） ○
（２２）
（２３）

（２４）

（２５）

（２６）
（２７）
（２８）

（２９）
（３０）

（３１）

（３２）
（３３） ○
（３４）

（３５）
（３６） ○ ○ ○
（３７） ○
（３８）

（３９）

（４０） ○
（４１） ○
（４２） ○

（４３） ．０
（４４） 、○
（４５） ○ ■○
（４６）
（４７） ○ 二■○

ー３２４－

Ｑ１６．１新しい教職員人事評価システム

の検討ないし導入

（Ｑ１６．り新しい教職員人事

都道府県

評価システムの検討ないし
導入
１．導入 ２．検討 ３．現
している している 在、検討

の予定
なし

（１） ○
（２） ○
（３） ○
（４） ○
（５） ○
（６） ○
（７） ○
（８） ○
（９） ○
（１０） ○■

（１１） ○
（１２） ○
（１３） ○
（１４） ○
（１５） ○
（１６） ■○
（１７） ○
（・１８） ○
（１９）ｒ ○
（２０） ○
（２１） ○
（２２） ○ ・
（２３） ０
（２４） ○
（２５） ○
（２６） ○
（２７） ○
（２８） ○
（２９） ○
（３０） ○
（３１） ○
（３２）． ○
（３３）
（３４） ○
（３５） ○
（３６） ○
（３７） ○
（３８） ○
（３９） ○
（４０） ○
（４１） ‥○
（４２） ． ○
－（４３） ‾○

（■４４） ○
・（４５）
（４６） －′○
‾（竺７） ‾○二



Ｑ１７　小・中学校の学級編制基準

都道府県

（Ｑ１７） 小・中学校の学級
編制基準
１．すべ ２．一部 ３．その
ての学
年で４０
人であ
る

の学年

で４０人
未満の
基準を
設けて

いる

他

（‾１） ○
（２） ○
（３） ○
（４） ○
（５） ○
（６） ○
（７） ○
（８） ○
（９） ○
（１０） ○
（１１） ○
（１２） ○
（１３） ○
（１４） ○
（１５） ○
（１６） ○
（１７） ○
（１８） ○
（１９） ○
（２０） ○
（２１） ○
（２２） ○
（２３） ○
（２４） ○
－（２５） ○
（２６） ○
（２７） ○
（２８） ○
（２９） ○
（３０） ○
（３１） ○
（３２） ○
（３３） ○
（３４） ○
（３５） ○
（３６） ○
（３７） ○
（３８） ○
（３９） Ｏ ｔ
（４０） ○
（４１） ○
（４２） ○
（４３） ○
（＿４４） ○
（４５） ○
（４６） ○
（４７） ○

Ｑ１９　都道府県単独予算による教員配置

都道府県

（Ｑ１９）都道府県
単独予算による
教員配置
１．ある ２．ない

（１） ○
（２） ○
（３） ○
（４） ○
（５） ○
（６） ○
（７） ○
（８） ○
（９） ○
（１０） ○
（１１） ○
（１２） ○
（１３） ○
（１４） ○
（１５） ○
（１６） ○
（１７） ○
（１８） ○
（１９） ○
（２０‾） ○
（２１） ○
（２２） ○－
（２３） ○
（２４） ○
（２５） ○
（２６） ○
（２７） ○
（２８） ○
（２９） ○
（３０） ○
（３１） ○
（３２） ○
（３３） ○
（３４） ○
（３５） ○
（３６） ○
（３７） ○
（３８） ○
（３９） ○
（４０） ○
（４１） ○＿
（４２） ○　■
（４３） ○
（４４） ○－
（４５） ○
（４６） ○ ・
（４７） ○

－３２５－



Ｑ２１小・中学校の教職員配置

　 ｌ
都道府県

（Ｑ２り小 ・中学校の教職員配置

１．一一部 ２．すべ ３．定数 ４．定数

の市に ての市 の中で の中で

ま定数 こ定数 小学校 中学校

を包括しを包括し こ非常 こ非常
て渡し、 て渡し、 勤講師 勤講師

各学校 各学校 を配置しを配置し ・

への配
置を任
せてい

への配
置を任

せてい

ている　－ている

（１）
（２）
（＿３） ○ ○

（４＿ト ○

（５）
（６） ○ ○

（７ト ○ ○

（８） ○ ○

（９） ○

（１０）
（１１） ○ ０．

（１２） ○ ○

（１３）
（１４－）
（１５） ○ ‾○

（１６）
（１７） ○ ○

（１８■）
（１９）． ○ ○

（２０） ○ ○

（２１） ○ ○ ○

（２２） ○ ○

（２３） ○ ○ ○

（２４）
（２５） ○

（２６）
（２７） ○

（２８）
（２９）．
（３０） ○ ○

（３１） ○ ○

（３２） ○ ○
（３３）■ ○ ○

（３４） ○ ■　○

（３５） ○ ○

（３６） ○ ○

（３７）■ ○ ○
（３８）
（３９）・ ○ ○

（４０）
（４１）＿ ｔ

（４２） ０ １　 ０

ｌ （４３） ０ １　 ０

ｔ　 （－４４）， ｌ ｌ Ｏ　 ｒｌ Ｏ

ｌ （４５） ｌ －ｌ １ ０　 くｌ Ｏ
‾ｌ‾‾ （４６）′ｌ ｌ ｌ ０ １ ０

■ｌ （４ラ） ｔ　　　 ｌ ｔ　 ０ １

－３２６－



Ｑ２２　小学校の少人数指導加配

都道府県

（Ｑ２２）小学校の少人数指導加配

１．学年　 ＿２．教科 ３．学校 ４．すべ ５．一部 ６．市町

を限定し
て配置し

を限定し

て配置し

規模を ・・
限定して

ての市

町村に

の市町
村につ

村から
提出さ

ている ‘ている 配置してついて、いて」配 れた加

いる 配置は
市町村

に任せ
ている

置は市
町村に
任せて
いる

配教員

の活用
計画を
検討し七
配置を
決定して

いる

（１）
．‾（２） ○

（３） ‾○

（４） ○ ○

（５）
（６） ○

（７） ○ ○

（８） ○ ○

（９） ○

（１０） ○
－（１・１） ○

（１２） ○

（１３） ０．

（１４） ○

（１５） ○ ○ ○ ○

（１６）・ ○ ．０

（１７） ○

１８ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○

● ○ ○
（２１） ○ ○

○ ○

（２３） ○

（２４） ○
○ ○

（２６） ○ ○

（２７） ○

（２８） ○
ｌ （２９） ○ ○
ｌ （３０） ○

（３１） ○
ｔ　 （３２） ○

（３３） ○ ○
（３４） ○

（３５） ○ ○ ○
（３６） ○

．（３７） ○ ｌ ○ ○

■（３８） ○ ｌ ○

（３９） ○ ○ ｌ ○

（４０） ｌ＿＿ ｔ ｔ　Ｑ

（４１－） ｌ 卜　○

（４２） ｌ ｌ　　　 ｔ　Ｏ

（４３．） ｌ　Ｏ ｌ　　 ｔ　０ ．
ｌ （４４） ○ ｌ　Ｏ ｌ　　 ト
ｌ （４５） ｌ ｌ　　　 ｔ　‾○

ｔ　（４６） ｌ ｌ　　 ｔ　０ ．
ｔ　（４７ｒ） ｌ ｌ　　　　 Ｏ　ご

－３２７－



Ｑ２３　中学校の少人数指導加配

都道府県

（Ｑ２３）中学校の少人数指導加配
１．学年 ２．教科 ‾３．学校 ４．すべ ５．一部 ６．市町
を限定しを限定し規模を ての市 の市町 村から
て配置して配置し限定して 町村に 村につ 提出さ
ている ている 配置して ついて、いて、配 れた加

いる 配置 は一‘‾
市町村
に任せ
ている

置は市

町村に
任せて
いる

配教員

の活用
計画を
検討して

配置を
決定して
いる

（１）
（２） ○
（３） ○
（４） ○ ■　○
（５）
（６） ○
‾（７） ○ ○
（８） ○ ○
（９） ○

■（１０） ○
（１１） ○
（１２） ○
（１３） ○
（１４） ○
（１５） ○ ○ ○
（１６） ○ ○
（１７） ○
（１８） ○ ○ ○
（１９） ○ ○
（２０） ○ ○
（２１‾） ○ ‘○
（２２） ○ ○
（２３） ○
■（‾２４・．） ○
一（２５） ○ ○
（２６） ○
（２７） ○
（２８） ○
（２９‾） ○ ○
（３０） ○
（３１） ．０
（３２） ○
（３３） ○ ○ ○
（３４） ○
（３５） ○ ○
（３６） ○
（３７） ○ ○ ○
（３８） ○ ■‾○
（３９） ○ ○ ○
（４０） ・・○
（４１■） ｒＯ
（４２） ○
（４３） ○ ○
（４４う ○ ○

．（４５） （⊃
三’．く４＿６） ○
（４７‾） ‘－○

－３２８－



２．市町村教育長調査

・単純集計表

Ｑｌ．１学校評議員設置のための管理規則改正

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 改 正 した ２０４ ５ｌ．８ ５２．７

２． 改 正 して いな い １８３ ４６．４ ４７．３

無 回 答 ７ １．８

計 （％） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑｌ．２　学校評議員の設置形態

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％）

１． 全 校 で 設 置　　 し １０２ ５０．０ ５０．５
２． 学 校 の 判 断 で 設 置 １００ ４９。０ ４９．５

無 回 答 ２ １．０
計 （％） ２０４ １００．０ １００．０

Ｑｌ．３　学校評議員設置への取組み状況

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 作 業 中 ６６ ３６．１ ３６．７

２． 検 討 中 ７９ ４３．２ ４３．９

３． 改 正 予 定 な し ３５ １９．１ １９．４

無 回 答 ３ １．６

計 （％ ） １８３ １００．０ １００．０

Ｑ２．１職員会議の位置付け明確化のための管理規則改正

カ テゴ リー名 件 数 割 合 （％） 有効割合 （％）

１．改正 した ２７８ ７０．６ ７１．１

２．改正 していな い １１３ ２８．７ ２８．９
無回答 ３ ０．８

計 （％） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ２．２　職員会議に関しての管理規則改正の取組み状況

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％） 有 効 割 合 （％ ）

１． 作 業 中 ２８ ２４．８ ２５．０

２． 検 討 中 ４４ ３８．９ ３９．３

３． 改 正 予 定 な し ４０ ３５．４ ３５．７

無 回 答 １ ０．９

計 （％） １１３ １００．０ １００．０

Ｑ３．１学校裁量拡大のための管理規則改正

カテ ゴ リ十 名 件 数 割 合 （％） 有 効 割 合 （％ ）

１． 改 正 した １５５ ３９．３ ３９．８

２． 改 正 して いな い ２３４ ５９．４ ６０．２

無 回答 ５ １．３

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

－３２９－



Ｑ３．２　学校裁量拡大に向けた管理規則改正の取組み状況

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％）

１． 改 正 を行 うた め の 作 業 中 ３５ １５．０ １５．０

２． 検 討 中 １２３ ５２．６ ５２．８

３． 現 在 、 改 正 す る 予 定 が な い ７５ ３２．１ ３２．２

無 回 答 １ ０．４

計 （％ ） ２３４ １００．０ １００．０

Ｑ４．１学校の自主性・自律性確立のための管理規則改正

カテ ゴ リー名 件数 割合 （％） 有効割 合 （％）

１．改正 した ６１ １５．５ １５．６
２．改正 していな い ３３１ ８４．０ ８４．４

無回答 ２ ０．５

計 （％） ３９４ １００．０ １００二０

Ｑ４．２　学校の自主性・自律性確立のための管理規則改正の内容
（Ｎ＝６１）（複数回答）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 教 育 課 程 ３８ ３０．４ ３０．６

２． 児 童 生 徒 １７ １３．６ １３．７

３． 組 織 編 成 （学 級 編 成 を 含 む ） １８ １４．４ １４．５

４ ． 学 校 評 価 １４ １１．２ １１．３

５． 人 事 ８ ６．４ ６．５

６ ． 学 校 予 算 １５ １２．０ １２．１

７ ． そ の 他 １４ １＿ｌ．２ １１．３

無 回 答 １ ０．８

計 （％ ） １２５ １００．０ １００．０

Ｑ４．３　学校の自主性・自律性確立のための管理規則改正の取組み状況

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 改 正 を 行 う た め の 作 業 中 ３３ １０．０ １０．１

２． 検 討 中 １６０ ４８．・３ ４９．１

３． 現 在 、 改 正 す る 予 定 が な い １３３ ４０．２ ４０．８

無 回 答 ５ １．５

計 （％ ） ３３１ １００．０ １００．０

Ｑ５　教育改革の有効性

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 全 く役 立 た な い ０ ０．０ ０．０

２． あ ま り 役 立 た な い １８・ ４．６ ４．６

３． ど ち ら と も い え な い ５４ １３．７ １３．８

４ ． あ る 程 度 役 立 つ ２７９ ７０．８ ７１．５

５． 非 常 に 役 立 つ ３９ ９．９ １０．０

無 回 答 ４ １．０

計 （％ ） ３９４ １００．０ １０‾ＯｉＯ

－３３０－



Ｑ６　児童・生徒の学校参加の必要性

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 全 く 役 立 た な い １０ －　２．５ ２．６‾

２．． あ ま り 役 立 た な い ９０ ２２．８■■ ２３．３＿

３． ど ち ら と も ‾い え な い ５８ ＿１４．７ １５．‾０

４ ． あ る 程 度 役 立 つ １９３ ．４９．０ ４９．＿９

５． 非 常 に 役 立 つ ３６ ９．１ ９．３

無 回 答 ７ １．８

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ７．１学校の自主性・自律性の弓針ヒの必要性

カ テ ゴ ー」一 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （＿％ ）

１． 全 く そ う 思 わ な い １ ０．３ ０．３

２． あ ま りそ う 思 わ な い ４７ １１．９ １２．１

３ ． ど ち ら と も い え な い ５６ １４．２ １４．４

４ ． あ る 程 度 そ う 思 う ２４１ ６１．２ ．６１．８

５ ． 全 く そ う 思 う ４５ １１．４ １１．５

無 回 答 ４ １．０

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ７．２　学校の自主性・自律性の強化の領域
（Ｎ＝２８６）（複数回答）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 教 育 課 程 の 編 成 １６６ ２２．７ ２３．２

２ ． 教 材 の 取 扱 （教 科 書 の 採 択 ・補 助 教 材 の 選 定 な ど ） ６６ ９．０ ９．２ｒ

３ ． 教 育 活 動 ・教 授 方 法 １４９ ２０．４ ２０．８

‾４ ． 組 織 編 制 （校 務 分 掌 ・学 級 編 成 な ど ） ９６ １３．２ １３．４

５ ． 児 童 ・生 徒 の 取 扱 い （就 学 事 務 ・懲 戒 な ど ） ５７ ｌ．８ ８．０

６ ． 教 職 員 の 人 事 ５２ ７．１ ７．３

７ ． 教 職 員 の 服 務 や 研 修 ８５ １１．６ １１．９

８ ． 施 設 ・設 備 管 理 ４５ ６．２ ６．３

９ ． 学 校 予 算 の 編 成 と執 行 ０ ０．０ ０．０

１ ０． そ の 他 ０ ０．０ ０．０

無 回 答 １４ １．９

計 （％ ） ７３０ １００．０ １００．０

Ｑ８．１教育委員会への届け出等の必要性（小学校教育課程）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 許 可 も し く は 承 認 が 必 要 ４７ １１．９ １２．０

２． 届 け 出 が 必 要 ２５２ － ６４．０ ６４．５

３． 報 告 が 必 要 ８１ ２０．６ ２０．７

４ ． と く に 必 要 な し １１ ２．８ ２．８

無 回 答 ．３ ０．８ －

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ８．２　教育委員会への届け出等の必要性（小学校校務分掌組織）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 許 可 も し く は 承 認 が 必 要 １８ ４．６ ４．６

２ ． 届 け 出 が 必 要 １２８ ３２．５ ３３．０

３ ． 報 告 が 必 要 １６０ ４０．６ ４１．２

４ ．． と く に 必 要 な し ８２ ２０．８ ２１．１

無 回 答 ６ ｌ．５

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．＿０

－３３１－



Ｑ８・３　教育委員会への届け出等の必要性（小学校副読本）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 ＿（％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 許 可 も し く は 承 認 が 必 要 ７８ １９．８ ２０．０
２． 届 け 出 が 必 要 ２５２ ６４．０ ６４．６
３． 報 告 が 必 要 ３５ ８．９ ９．０
４ ． と く に 必 要 な し ２５ ６．３ ６．４
無 回 答 ４ １．０

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ８・４　教育委員会への届け出等の必要性（小学校の宿泊を伴う学校行事）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 許 可 も し く は 承 認 が 必 要 １５９ ４０．４ ４０．７
２． 届 け 出 が 必 要 ２０５ ５２．０ ５２．４

３． 報 告 が 必 要 ２０ ５．１ ・５．１
４ ． と く に 必 要 な し ７ １．８ １．８
無 回 答 ． ３ ０．８

計 （％ ） ３９４ １００．０ ｌ亘旦．０

Ｑ８・５　教育委員会への届け出等の必要性（教員以外の人材登用）

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 許 可 も し く は 承 認 が 必 要 ２３ ‾５．８
５．９

２ ． 届 け 出 が 必 要 ５５ １４．０ １４．２

３． 報 告 が 必 要 ‾ ７ｌ １８．０ １８．３
４ ， と く に 必 要 な し ２３９ ６０．７ ６１．６
無 回 答 ６ １．５

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ９・ｌ　教育委員会の指導・助言体制の強化

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． は と ん ど 有 効 で な い ・　　　⊥ １ ０．３ ０．３

２． あ ま り有 効 で な い ・　小 ３７ ９．４ ９．６

３ ． ど ち ｂ と も い え な い　　　⊥ １２２ ３ｌ．０ ３１．８
４ ． か な り有 効　′法鼻 」一 １９８ ５０．３ ５１．６

５． 非 吊 に 有 効 ２６ ６．６ ６．８
無 回 答 １０ ２．５

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ９．２　学校の評価システムの確立

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）
１． ほ と ん ど 有 効 で な い　　　＿」＿轟 ２ ′０．５ ０．５
２． あ ま り有 効 で な い　１ヽ ２０ ５．１ ５．２
３ ． ど ち ら と も い え な い　　　⊥ ９８ ２４．９ ２５．３

４ ． か な り有 効　脇 ・－し ２０７ ５２．５ ５３．４
５ ． 非 吊 に 有 効　火′ｒ ６１ １５．５ １５．７

無 回 合 ６ １．５

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

－３３２－



Ｑ９．３　学校の情報公開の促進

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 直 と ん ど 有 効 で な い ２ ０．５ ０．５

２ ． あ ま り 有 効 で な い １５ ３．８ ３．９
３ ． ど ち ら と も い え な い ８１ ２０．６ ２１．１

４ ． か な り 有 効 ２１０ ５３．３ ５４．８

５ ． 非 常 に 有 効 ７５ １９．０ １９．６
無 回省 １１ ２．８

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ９．４　学校選択の導入・通学区域の弾力化

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

‾１． ほ と ん ど 有 効 で な い １５ ３．８ ４．０

２． あ ま り 有 効 で な い ６１ １５．５ １６．３

３． ど ち ら と も い え な い １７３ ４３．９ ４６．３

４． か な り有 効 １１５ ２９．２ ３０．７
５‾． 非 常 に 有 効 １０ ２．５ ２．７

無 回 答 ２０ ５．１

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ９．５　学校評議員の設置

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． ほ と ん ど 有 効 で な い １１ ２．８ ２．９

２ ． あ ま り 有 効 で な い ３３ ８．４ ８．６

３． ど ち ら と も い え な い １５３ ３８．８ ３９．９

４． か な り 有 効 １５７ ３９．８ ４１．０

５． 非 常 に 有 効 ２９ ７．４ ７．６

無 回 答 １１ ２．８

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ９．６　学校の自主性・自律性の強化

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． は と ん ど 有 効 で な い ０ ０．０ ０．０

２． あ ま り有 効 で な い ７ ｌ．８ １．８

３． ど ち ら と も い え な い ４６ １１．７ １２．１

４ ． か な り有 効 ２６２ ６６．５ ６８．８

５． 非 常 に 有 効 ６６ １６．８ １７．３
無 回 答 １３ ３．３

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ９．７　教職員の人事考課・管理の充実

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． ほ と ん ど 有 効 で な い １ ０．３ ０．３

２ ． あ ま り 有 効 で な い １５ ３．８ ３．９

３＿＿． ど ち ら と も い え な い １４４ ３６．５ ３７．６

旦二＿　か な り 有 効 １９２ ４８．７ ５０．１

５＿． 非 常 に 有 効 ３１ ７．９ ８．１
無 回 答 １１ ２．８

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

－３３３－



Ｑ９．８　校長の権限の強化

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）
１． ほ と ん ど 有 効 で な い ０ ０．０ ■ ０．ｄ
２． あ ま り 有 効 で な い ９ ２．３ ２．３
３． ど ち ら と も い え な い ７３ １８．５ ・１８．８
４ ． か な り有 効 ２４７ ６２．７ ㌧６３．７
５ ． 非 常 に 有 効 ５９ １５．０ １５．２
無 回 答 ６ １．５

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

ＱｌＯ　市町村教委独自の教育ビジョンとそれを実現する総合的な計画の有無

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％）
１． は い １８２ ４６．２ ４６．７
２． い い え ２０８ ５２：８

・５３．３
無 回 答 ４ １．０

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０＿

Ｑｌｌ　市町村教委の自主性・自律性の強化

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）
１． 強 ま っ た ７６ １９．３ １９．６
２． 変 わ ら な い ３１１ ７８．９ ８０．２

３． 弱 ま■っ た １ ０．３ ０．３

無 回 答 ６ １．５
計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ１２　教育課程に関する市町村教委の考え方の提示

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％） 有 効 割 合 （％ ）

１． 打 ち 出 す よ う に な っ た １２３ ３１．２ ３１・．７
２． 変 わ らな い ２５８ ６５．５ ６６．５

３． か え って 打 ち 出 さ な くな っ た ７ １．８ １．８

無 回 答 ６ ｌ．５
計 （％） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ１３　教育課程に関する学校の自主性・自律性

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 強 ま っ た １４４ ３６．５ ３７．３

２． 変 わ ら な い ２４ｌ ６ｌ．２ ６２．４
３． 弱 ま っ た

１ ０．３ ０．３
無 回 答 ８ ２．０

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０ ‾

ー３３４－



Ｑ１４　教育課程編成に関する市町村教委の指導方針
（Ｎ＝３９４）（複数回答）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１．‾　 授 業 時 数 な ど の 基 準 を 守 る こ と １＿１．２ －９．９ １０．０

２． 指 示 ・命 令 と 指 導 ・助 言 の 区 分 ３９ ３．５ ３．５

３． 学 習 指 導 要 領 の 趣 旨 を わ か りや す く 伝 達 １０４ ９．２ ９．３

４． 社 会 の 変 化 に 即 し た 教 育 の 見 直 し ‾ １９３ １７．１ １７．２■

５． 特 色 あ る 教 育 課 程 づ く り ３１６ ２８．０ ． ２８．２

６ ． 教 委 と し て の 独 自 の 考 え の 提 示 ３０ ２．７ ２．７

７ ． 家 庭 や 地 域 社 会 と の 連 携 ３２３ － ２８．６ ２８．８

８ ． そ の 他 ５ ０．４ ０．４

無 回 答 ・６ ０．５

計 （％ ） １１２８ １００．０ １００．０

Ｑ１５　都道府県教委の市町村教委に対する教育課程の指導・助言・援助の在り方

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． か な り変 わ っ た ・ １６ ４．１ ４．１

２． 少 し 変 わ っ た ２０２ ５１．３ ５２．２

３． 変 わ ら な い １６９ ４２．９ ４３．７

無 回 答 ７ １．３

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ１６　小学校長の在校年数の長期化

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％） 有 効 割 合 （％）

１． 見 直 した ２７ ６．９ ７．０

２． 検 討 中 ９９ ２５．１ ２５．８

３． 考 え て い な い ２５７ ６５．２ ６７．１

無 回答 １１ ２．８

計 （％） ３９４ １００．０ １００．‾０

Ｑ１７　小学校長の１校当たり平均在校年数

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． １～ ２年 程 度 ２ ０．５ ０．５

２ ． ２～ ３年 程 度 １５１ ３８．３ ３８．９

３ ． ３～ ４ 年 程 度 １９５ ４９．５ ５０．３

４ ． ４ ～ ５年 程 度 ３７ ９．４ ９．５

５．－５～ ６年 程 度 ３ ０．８ ０．８

無 回 答 ６ １．５

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ１８．１学校予算の細節間の流用

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 認 め て い る ２８１ ぺ　　　 ′＿７１．３ －７６．６

２ ． 認 め て い な い ８６ ２ｌ．８ ２３．４

無 回 答 ２７ ６．９

計 （％ ） ３９４ １００．０ ｒｌＯＯ．０

－３３５－



Ｑ１８．２　学校予算の節問の流用

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）
１．‾認 め て い る １９９ ５０．５ ５５．０
２ ． 認 め て い な い １６３ ４１．４ ′ ４５．０
無 回 答 ３２ ８．１

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ１９　年度途中の個別予算要求への対応

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％）
１． 応 じ られ な い １０ ２．５ ２．６
２． 次 年 度 の 予 算 編 成 で 考 慮 ６６ １６．８ １６．９

３． 教 育 委 員 会 の 予 算 枠 で 考 慮 １３２ ３３．５ ３３．８
■４． 首 長 部 局 の 予 算 枠 で 考 慮 ８５ ２１．６ ２１．８

５． そ の 他 ９７ ２４．６ ２４．９
無 回 答 ４ １．０

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ２０　学校による私費（寄付金など）受け入れの方法

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１・ 教 育 委 員 会 で 受 け 入 れ 所 轄 の 学 校 に 配 分 １５ ３．８ ．３．９

２ ・ 教 育 委 員 会 で 受 け 入 れ 特 定 の 学 校 に 配 分 ５１ １２．９ １３．１

３． 各 学 校 に 任 せ て い る ２７２ ６９．０ ７０．１
４． そ の 他 ５０ １２．７ １２．９

無 回 答 ６ １．５
計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ２１．１小・中学校長の専決権の有無

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％）
１， 認 め られ て い な い ２５６ ６５，０ ６６．０
２． 認 め られ て い る １３２ ３３．５ ３４．０
無 回答 ６ １．５

計 （％） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ２１・２　小・中学校長の専決権についての取組み

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％）
１． 検 討 中 ４６ １８．０ １９．２
２． 検 討 の 予 定 な し １９４ ７５．‾８ ８０．８
無 回 答 １６ ６．３

計 （％） ２５６ １００．０ １００．０

Ｑ２１．３　物品等の専決額

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． １ ０ 万 円 未 満 ９５ ７２．０ ７４．８

２■ １ ０ 万 円 以 上 ～ ３ ０万 円 未 満 ２３ １７．４ １８．１

３・ ３ ０ 万 円 以 上 ～ ５ ０万 円 未 満 ３ ２．３ ２．４
４ ． ５ ０ 万 円 以 上 ～ ８ ０ 万 円 未 満 １ ０．８ ０．８

５・ ８ ０万 円 以 上 ～ １ ０ ０万 円 未 満

６ ・ １ ０ ｑ万 円 以 上 ～ １ ５ ０ 万 円 未 満

■２ １．５ １．６

０ ０．０ ０．０
７ ． １ ５ ０万 円 以 上 ３ ２．３ ２　４
無 回 答

５ ３．８
計 （％ ） １３２ １００．０ １００．０

－３３６－



Ｑ２１．４　校長の専決権の取扱い

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 規 定 さ れ て い な い ５３ ４０．２ ４２．４

２ ． と く た 規 定 は な い が 、 運 用 上 認 め て い る ７２ ５４．５ ５７．６

鉦 回 答 ７ ５．３

ノｌヽヽ　　　　　　　　　 計 （％ ） １３２ １００．０ ！００．０

Ｑ２１．５　校長の専決権の法的根拠

カ テ ゴ ー」一 名 件 数 有 効 割 合 （％）

１． 条 例 ８ １１．ｌ

２． 学 校 管 理 規 則 ３ ４．２

３． 学 校 財 務 取 扱 要綱 ４ ５．６

４． 教 育 委 員 会 所 管 事 務 専 決 規 程 な ど教 委 の 内規 ３６ ５０．０

５． そ の他 ２１ ２９．２

計 （％） ７２ １００．０

Ｑ２２．１校長裁量予算の有無

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 設 け て い る ３７ ９．４ ９．５

２． 設 け て い な い ３５２ ８９．３ ９０．５

無 回 答 ５ １．３

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ２２．２　校長裁量予算の配分方法

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 一 律 に 予 算 を 配 分 す る １７ ４５．９ ４８．６

２ ． 一 部 の 学 校 に 配 分 す る ２ ５．４ ５．７

３ ． 全 て の 学 校 に 配 分 す る が 、 そ の 額 は 異 な る １２ ３２．４ ３４．３

４ ． そ の 他 ４ １０．８ １１．４

無 回 答 ２ ５．４

計 （％ ） ３７ １００．０ １００．０

Ｑ２２．３　小学校長の裁量予算の額

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． ５万 円 未 満 １ ２．７ ２．８

２． ５万 円 以 上 １ ０ 万 円 未 満 ４ １０．８ １１．１

３． １ ０ 万 円 以 上 ３ ０万 円 未 満 ２１ ５６．８ ５８．３

４ ． ３ ０ 万 円 以 上 ５ ０万 円 未 満 ４ １０．８ １ｌ．１

５． ５ ０ 万 円 以 上 １ ０ ０万 円 未 満 ５ １３．５ １３．９

６． １ ０ ０ 万 円 以 上 ｌ ２．７ ２．８

無 回 答 １ ２．７

計 （％ ） ３７ １００．０ １００．０

－３３７－



Ｑ２３．１学校予算の配当基準

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 基 準 財 政 需 要 額 ３ ０．８ ０．８

２ ． 学 校 運 営 費 標 準 ８ ２．０ ２．１
３ ． 上 記 １ ， ２以 外 の 基 準 （児 童 ・生 徒 数 割 な ど ） ２０１ ５１．０ ５３．ｄ‾‾‾‾

４ ． 前 年 度 実 績 １４１ ３５．８ ３７．２

５． そ の 他 ２６ ６．６ ６．９
無 回 答 １５ ３．８

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ２３．２　学校予算の配当基準の公表

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）
１．・公 表 さ れ て い る ９３ ４６．３ ４８．７
２． 公 表 さ れ て い な い ９８ ４８．８ ５１．３
無 回 答 １０ ５．０

計 （％） ２０１ １００．０ １００．０

Ｑ２４．１研究校の指定の有無

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）
１． 指 定 をお こな って い る １７８ ４５．２ ４５．６
２． ｆ旨定 をお こな っ て い な い ２１２ ５３．８ ５４．４
無 回 答 ４ １．０

計 （％） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ２４．２　研究指定校に配分される予算額

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． ５ 万 円 未 満 ２１ １１．８ １２．６

２． ５ 万 円 以 上 １ ０万 円 未 満 ３９ ２１．９ ２３．４
３．■ １ ０万 円 以 上 ３ ０ 万 円 未 満 ６８ ．３８．２ ４０．７

４． ３ ０ 万 円 以 上 ５ ０万 円 未 満 ２１ １１．８ １２．６‘

５． ５ ０ 万 円 以 上 １ ０ ０ 万 円 未 満 １３ ７．３ ７．８
６． １ ０ ０万 円 以 上 ５ ２．８ ３二０

無 回 答 １１ ６．２

計 （％ ） １７８ １００．０ １００．０

Ｑ２５　学校予算措置のあり方
（Ｎ ＝ ３９４） （複 数 回 答 ）

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 校 長 裁 量 予 算 を 設 け る １６４ ２２．６ ２３．１
２． 学 校 か ら の 予 算 要 求 を 反 映 す る ２６１ ３６．０ ３６．８

３・． 予 算 の 流 用 枠 の 拡 大 ６９ ９．５ ９．７
４ ． 校 長 の 専 決 額 の 拡 大 ６２ ８．■５ ８．７‾－

５二． 私 費 の 積 極 的 受 け 入 れ ７ １．０ １．０
６． 学 校 配 当 予 算 の 増 大 １４１ １９．４ １９．９
７ ． そ の 他 ５ ０．７ ０．７
無 回 答 １７ ２．３

計 （％ ） ７２６ １００．０ １００．０

ー３３８－



Ｑ２６　通学区域弾力化の事例の有無

■カ テ ゴ リー 名 ‾ 件 数 一割 合 （％） 有 効 割 合 （％）

＿１． あ る １３６ ３４．５ ３４．９

２．’な い ２５４ ６４．５－ ６５．１

無 回答 ４ １．０

計 （％） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ２７　通学区域弾力化の方策
（Ｎ＝１３６）（複数回答）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 推 定 校 変 更 等 に 基 づ く 申 請 書 の 工 夫 ６２ ３８．５ ３８．５

２． 通 学 区 域 の 緩 和 ４０ ２４．８ ２４．８

３． 小 規 模 特 認 校 １２ ７．５ ７．５

４ ． 調 整 区 域 の 設 定 ３０ １８．６ １８．６

５． そ の 他 １７ １０．６ １０．６

無 回 答 ０ ０．０

ノｌ　　　　　　　　 計 （％ ） １６１ １００．０ １００．０

Ｑ２８．１市町村教委の内申（市町村独自の人事行政）

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． そ う 思 わ な い ６２ １５．７ １６．１

２ ． あ ま りそ う 思 わ な い １６４ ４１．６ ４２．６

３ ． か な り そ う 思 う １２３ ３１．２ ３１．９

４ ． そ う 思 う ３６ ９．‾ｌ ９．４

無 回 答 ９ ２．３

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ２８．２　市町村教委の内申（都道府県教委の意思による教員人事）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． そ う 思 わ な い ６５ １６．５ １６．８

２ ． あ ま りそ う 思 わ な い １３４ ３４．０ ３４．７

３ ． か な りそ う 思 う １４８ ３７．６ ３８．３

４ ． そ う 思 う ３９ ９．９ １０．ｌ

無 回 答 ８ ２．０

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ２８．３　市町村教委の内申（教員人事への校長の具申の反映）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． そ う 思 わ な い １４ ３．６ ３．６

２ ． あ ま りそ う 思 わ な い １３５ ３４．３ ３４．９

３ ． か な りそ う 思 う ２０７ ５２．５ ５３．５

４ ． そ う 思 う ３１ ７．９ ８．０

無 回 答 ７ ｌ．８

　ヽ　　　　　　 計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

－３３９－



Ｑ２８．４　市町村教委の内申（人事への教員本人の希望の反映）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． そ う 思 わ な い １３ ３．３ ３．亮

２． あ ま り そ う 思 わ な い １１４ ＿２８．９ ２９．盲 二

３． か な り そ う 思 う ２２８ ５７．９ ５■８．９

４ ． そ う 思 う ３２ ８．１ ８．３

無 回 答 ７ １．８

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００・９

Ｑ２８．５　市町村教委の内申（教員人事への保護者の意向の反映）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． そ う 思 わ な い １２３ ３１．２ ３１．８

２． あ ま り そ う 思 わ な い ２１６ ５４．８ ５５．８

３。 か な り そ う 思 う ４２ １０．７ １０．９■

４ ． そ う 思 う ６ １．５ １．６

無 回 答 ７ １．８

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ２９．１校長の意見具申（校長の人事計画に依拠）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． そ う 思 わ な い １６ ４．１ ４．１

２ ． あ ま りそ う 思 わ な い １２３ ３１．２ ３１．８

３ ． か な り そ う 思 う ２００ ５０．８ ５１．７

４． そ う 思 う ４８ １２．２ １２．４

無 回 答 ７ １．８

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ２９．２　校長の意見具申（教員の希望の反映）

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）＿

１． そ う 思 わ な い ５ １．３ １．３

２ ． あ ま り そ う 思 わ な い ６０ １５．２ １５．５

３． か な り そ う 思 う ２８０ ７１．１ ７２．２

４． そ う思 う ４３ １０．９ １１．１

無 回 答 ６ １．５

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ２９・３　校長の意見具申（都道府県の原則の反映）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． そ う 思 わ な い １３ ３．３ ３．４

２． あ ま りそ う 思 わ な い ７６ １９．３ １９．７

３． か な りそ う 思 う ２１３ ５４．１ ５５．３

４ ． そ う 思 う ８３ ２１．１ ２ｌ．６

無 回 答 ９ ２．３

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００・．０

－３４０－



Ｑ２９．４　校長の意見具申（保護者の意向の反映）

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． そ う 思 わ な い １２９ ３２．７ ３３．７

２ ． あ ま り そ う 思 わ な い ２０７ ５２．５ ５４．０

３ ． か な り そ う 思 う ４４ １１．２ １１．５

４ ． そ う 思 う ３ ０．８ ０．８

無 回 答 １１ ２．８

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ３０．１人事評価システム導入についての考え

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％） 有 効 割 合 （％ ）

１． 賛 成 ２３１ ５８．６ ６０．９

２． 反 対 ９ ２．３ ２．４

３． 導 入 の時 期 尚 早 １１８ ２９．９ ３１．１

４． そ の他 ２ｌ ５－．３ ５．５

無 回 答 １５ ３．８

計 （％） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ３０．２－１人事評価システム導入の賛成理由（第１位）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 多 面 的 な 評 価 の 導 入 ７０ １７．８ ３０．４

２ ． 自 己 申 告 の 導 入 ４２ １０．７ １８．３

３． 昇 給 等 へ の 反 映 ６９ １７．５　‾ ３０ｉＯ

４． 評 価 者 研 修 の 充 実 ６ １．５ ２．６

５． 被 評 価 者 の 自 己 省 察 等 の 機 会 提 供 １６ ４．１ ７．０

６． こ れ ま で の 勤 務 評 定 全 般 に 課 題 が あ る ２７ ６．９ １１．７

７． そ の 他 ０ ０．０ ０．０

無 回 答 １６４ ４１．６

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｑ３０．２－２　人事評価システム導入の賛成理由（第２位）

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 多 面 的 な 評 価 の 導 入 ４１ １０．４ １７．８

２． 自 己 申 告 の 導 入 ４２ １０．７ １８．３

３． 昇 給 等 へ の 反 映 ５７ １４．５ ２４．８

４ ． 評 価 者 研 修 の 充 実 １３ ３．３ ５．７　＿

５． 被 評 価 者 の 自 己 省 察 等 の 機 会 提 供 ３６ ９．１ １５．７

６． こ れ ま で の 勤 務 評 定 全 般 に 課 題 が あ る ３１ ７．９ １３．５

７． そ の 他 ０ ０．０ ０．０

無 回 答 １７４ ４４．２

計 （％ ） ３９７ １００．０ １００．０

Ｑ３１市町村教委単独予算による教職員配置の有無

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 ■（％ ）

１． あ る １３９ ３５．３ ３５．８

２． な い ２４９ ６３．２ ６４．２

無 回 答 ６ １．５

計 （％） ３９４ １００．０、 １００．０

－３４１－



Ｑ３２．１市町村教委単独予算による教職員配置の目的
（Ｎ＝１３９）（複数回答）

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． Ｔ Ｔ ３１ １４．８ １５．０

２ ． 少 人 数 指 導 １５ ７．２ ７．２

３ ． 生 徒 指 導 ３０ １４．４ １４．５

４ ． そ の 他 １ ９８ ４６．９ ４７．３

５ ． そ の 他 ２ ３３ １５．８ １５．９‾．

無 回 答 ２ １．０

ノＩ　　　　　　　 計 （％ ） ２０９ １００．０ １００．０

Ｑ３２．２－１教職員配置人数（ＴＴ）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１ ． ｌ～ ２人 ９４ ６７．６ ７ｌ．２

２ ． ３～ ４人 １６ １１．５ １２▲．ｌ＿

３ ． ５人 以 上 ２２ １５．８ １６．７

無 回 答 ７ ５．０

計 （％ ） １３９ １００．０ １００．０

Ｑ３２．２－２　教職員配置人数（少人数指導）

カ テ ゴ リ ⊥ 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）＿

１ ． １～ ２人 ３２ ２３．０ ６６．７

２ ． ３～ ４人 ８ ５．８ １６．７

３　 ５人 以 上 ８ ５．８ １６．７

無 回 答 ９１ ６５．５

計 （％ ） １３９ １００．０ １００．０

Ｑ３２．２－３　教職員配置人数（生徒指導）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． １～ ２人 ５ ３．６ ４５．５

２ ． ３～ ４人 ２ １．４ １８．２

３ ． ５人 以 上 ４ ２．９ ３６．４

無 回 答 １２８ ９２．１

計 （％ ） １３９ １００．０ １００．０

Ｑ３２．２－４　教職員配置人数（その他）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． ｌ～ ４人 １ ０．７ ３３．３

２ ． ５～ ９人 ０ ０．０ ０．０

３ ． １０～ １４人 ０ ０．０ ０．０

４ ． １５～ １９人 １ ０．７ ３３．３

５． ２０人 以 上 １ ０．７ ３３．３

無 回 答 １３６ ９７．８

計 （％ ）、 １３９ １００．０ １００．０

Ｑ３２．２－５　教職員配置人数（その他）

■　カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ），． 有 効 割 合 （％ ）

１． １～ ９９人 １ ０．７ １００．０

２． １００人 以 上 ０ ０．０ ０．０

無 回 答 １３８ ９９．３

ノｌ　　　　　　　　 計 （％ ） １３９ １００．０ １００．０

－３４２－



Ｑ３３　教職員配置の形態
（Ｎ＝３９４）（複数回答）

カ テ ゴ リー 名 件 数 ・割 合 （％） 有 効 割 合 （％）

１． 定 数 す べ て が 包 括 して 渡 さ れ る １０８ ２２．５ ３３．９

２． 定 数 の 一 部 が 包 括 して 渡 さ れ る ３９ ８．１ ■１２．２

３．定 数 の 中 で 小 学 校 非 常 勤 講 師 の 配 置 ７６ １５．８ ２３．８

４．定 数 の 中 で 中学 校 非 常 勤 講 師 の 配 置 ９６ ２０．０ ３０．ｌ

無 記 名 １６２ ３３．７

計 （％） ４８１ １００．０ １００．０

Ｑ３４　小学校の少人数指導加配の形態
（Ｎ＝３９４）（複数回答）

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）＿

１． 学 年 を 限 定 し 、 加 配 す る ３８ ７．７ ８．３

２ ． 教 科 を 限 定 し 加 配 す る ４１ ８．３ ８．９

３． 学 校 規 模 を 限 定 し加 配 す る ２５ ５．１ ５．４

４ ． 学 校 の 加 配 教 員 活 用 計 画 を 検 討 し 、 加 配 す る ６９ １４．０ １５．８

５． 市 町 村 と し て 配 置 を 決 定 す る こ と は な い ２８６ ５８．１ ６２．３

無 記 名 ３３ ６．７

計 （％ ） ４９２ １００．０ １００．０

Ｑ３５中学校の少人数指導加配の形態
（Ｎ＝３９４）（複数回答）

カ テ ゴ リ ∵ 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 学 年 を 限 定 し 、 加 配 す る １３ ２．６ ２．８

２ ． 教 科 を 限 定 し加 配 す る ６７ １３．５ １４．６

３ ． 学 校 規 模 を 限 定 し 加 配 す る ２２ ４．４ ４．８

４ ． 活 用 計 画 を 検 討 し 、 加 配 す る ７３ １４．７ １５．９

５． 市 町 村 と し て 加 配 を 決 定 し な い ２８５ ５７．６ ６２．０

無 回 答 ３５ ７．１

計 （％ ） ４９５ １００．０ １００．０

Ｑ３６小・中学校の少人数指導加配教員の職務についての学校に対する指導
（Ｎ＝３９４）（複数回答）

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． 担 当 授 業 時 数 の 最 低 基 準 を 設 け る ８０ １５．８ １９．０

２． 限 定 さ れ た 学 年 以 外 の 授 業 を 担 当 し な い ２２ ４．３ ５．２

３ ． 限 定 さ れ た 強 科 以 外 の 授 業 を 担 当 し な い ５０ ９．９ １１．９

４ ． 学 校 裁 量 に よ り 弾 力 的 に 活 用 す る １９２ ３７．９ ４５．６

５ ． 当 初 提 出 さ れ た 計 画 を 変 更 し な い ７７ １５．２ １８．３

無 回 答 ８５ １６．８

計 （％ ） ５０６ １００．０ １００．０

－３４３－



Ｆｌ　都道府県別の調査対象市町村教育委員会数

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％）

１． 北 海 道 ２９ ７．４ ７．４
２． 青 森 １０ ２．５ ２．５
３． 岩 手 １１ ２．８ ２．８
４． 宮 城 １０ ２．５ ２．５

５． 秋 田 ９ ２．３ ２．３

６． 山形 ２ ０．５ ０．５
７． 福 島 １２ ３．０ ３．０

８． 茨 城 １０ ２．５ ２．５

９． 栃 木 ６ １．５ １．５
１ ０． 群 馬 ６ １．５ １．５

１ １． 埼 玉 ８ ２．０ ２．０

１ ２． 千 葉 ９ ２．３ ２．３
１ ３． 東 京 ８ ２．０ ２．０

１ ４． 神 奈 川 ４ １．０ １．０

１ ５． 新 潟 １５ ３．８ ３．８
１ ６． 富 山 ５ １．３ １．３

１ ７． 石 川 ５ ｌ．３■ １．３‾

１■８． 福 井 ５ １．３ １．３
１ ９． 山 梨 ８ ２．０ ２．０
２ ０． 長 野 １６ ４．１ ４．１
２ １． 岐 阜 １２ ３．０ ３．０
２ ２． 静 岡 １１ ２．８ ２．畠

２ ３． 愛 知 ８ ２．０ ２．０

２ ４．三 重 １３ ３．３ ３．３

２ ５．滋 賀 ３ ０．８ ０．８
２ ６． 京 都 ３ ０．８ ０．８

２ ７． 大 阪 ５ １．３ １．３

２ ８． 兵 庫 ８ ２．０ ２．０
２ ９． 奈 良 ４ １．０ １．０
３ ０． 和 歌 山 ９ ２．３ ２．３

３ １． 鳥 取 ５ １．３ １．３
３ ２． 島 根 ７ １．８ １．８
３ ３． 岡 山 １１ ２．８ ２．８
３ ４． 広 島 １１ ２．８ ２．８

３ ５． 山 口 ７ ｌ．８ ｌ．８
３ ６． 徳 島 ８ ２．０ ２．０
３ ７． 香 川 ６ １．５ １．５

３ ８． 愛 媛 ８． ２．０ ２．０

３ ９．ｒ高 知 ６ １．５ １．５
４ ０． 福 岡 １１ ２．８ ２．８
４ １．佐 賀 １０ ２．５ ２．５

４ ２． 長 崎 ４ １．０ １．０
４ ３． 熊 本 １１ ２．８ ２．８
４ ４． 大 分 ７ １．８ １．８

４ ５． 宮 崎 ５ １．３ ｌ．３
４ ６． 鹿 児 島 ８ ２．０ ２．０
４ ７． 沖 縄 ５ ｌ．３ ｌ．３
無 回 答 ０ ０．０

計 （％） ３９４ １００．０ １００．０

－３４４－



Ｆ２　自治体（市町村）の人口規模

　　　 カ テ ゴ リ ー 名

１ ５０万 人 以 上

件 数 有 効 割 合 （％ ）

５ １．３

３０万 人 以 王 ⊥ ５０万 人 未 満 １０ ２．５

２・ １０万 人 以 王 ～ ３０万 人 未 満 １７ ４．３

３．

４ ５万 人 以 上 ～ １０万 人 未 満

２９ ７．４

５ ． ３万 人 以 上 ＝ ５万 人 未 満

６ １万 ５千 人 以 上 ～ ３万 人 未 満

３０ ７．６

５９ １５．０

７　 ８千 人 以 王 ～ １万 ５千 人 未 満 ７９ ２０．１

８　 ５千 人 以 上 ～ ８千 人 未 満 ７１ １８．０

９　 ５千 人 未 満 ９４ ２３．９

計 （％ ） ３９４ １００．０

Ｆ３　自治体（市町村）の種類

　　 カ テ ゴ リ ー 名

１． 政 令 指 定 都 市

２ 特 別 区

件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

２ ０．５ ０．５

３ ０．８ ０．８

３ ． １， 喜以 外

無 記 名

　　　 計 （％ ）

３８４ ９７．５ ９８．７

５ １．３

３９４ １００．０ １００．０

Ｆ４．１市町村教委の所管する小学校数

　　　　 カ テ ゴ ー」一 名

ｉ＼ １～ ２校

件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１１４ ２８．９ ２９．１

３０．４
２ ． ３～ ４校 １１９ ３０．２

亘・ ５～ ６校

４ ． ７～ ８校

５． ９～ １０校

６． １１～ １２校

７ ． １３～ １４校

８． １５～ １６校

９． １７～ １８校

１ ０． １９～ ２０校

１ １． ２１～ ２２校

４５‾ １１．４ １１．５

３３ ８．４ ８．４

２１ ５．３ ５．４

１６ ４．１ ４．１

５ １．３ １．３

６ １．５ １．５

４ １．０ ト＿＿＿９

７ １．８ １．８

３ ０．８ ０．８

０．３
１ ２． ２３～ ２４校

１ ３ ． ２５～ ２６校

ｌ ０．３

２ ０．５ ０．５

０．０
１ ４ ． ２７～ ２８校 ０

０

０．０

０．０１ ５． ２９～ ３０校

１ ６． ３１～ ３２校
０ ０．０ ０．０

ｌ ０．３ ０．３
１ ７． ３３～ ３４校

１ ０．３ ．０．３
１ ８ ． ３５～ ３６校

１ ９ ． ３７～ ３８校
０ ０．０ ０．０

２ ０ ． ３９～ ４０校 ０

２

３

ｌ

１

０

７

０．０

０．５

０．８

０．３

０．３

０．０

０．５
２ １． ４１～ ４２校

２ ２。 ４３～ ４４校 ０．８

０．３

０．３

２ ３ ． ４５～ ４６校

２ ４ ． ４７～ ４８校

２ ５ ． ４９～ ５０校 ０．０

１．８

０．０

１．８２ ６ ． ５１校 以 上

無 回 答 ２

３９４

０．５

１００．０ １００し＿０
計 （％ ）

－３４５－



Ｆ４．２　市町村教委の所管する中学校数

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． １校 ２１９ ５５．６ ５６．０

２．■　２校 ５６ １４．２ １４．岳

３． ３校 ３２ ８．１ ８．２

４ ． ４校 １６ ４．１ ４．１

５． ５校 １４ ３．６ ３．６

６． ６校 １２ ３．０ ３．１

７． ７校 ６ １．５ １．５

８． ８校 ５ １．３ １．３

９． ９校 ３ ０．８ ０．８

１ ０． １０校 ４ １．０ １．０

１ １． １１校 ３ ０．８ ０．８

１ ２． １２校 １ ０．３ ０．３

１ ３． １３校 １ ０．３ ０．３

１ ４ ． １４校 ２ ０．５ ０．５

１ ５． １５校 １ ０．３ ０．３

１ ６． １６校 ２ ０．５ ０．５

１ ７． １７校 ０ ０．０ ０．０

１ ８ ・１８校 １ ０．３ ０．３

１ ９． １９校 １ ０．３ ０．３

２ ０ ． ２０校 ■ ３ ０．８ ０．８

２ １． ２１校 ０ ０．０ ０．０

２ ２． ２２校 １ ０．３ ０．３

２ ３． ２３校 ０ ０．０ ０．０

２ ４ ． ２４校 １ ０．３ ０．３

２ ５． ２５校 ０ ０．０ ０．０

２ ６ ． ２６校 以 上 ７ １．８ １．８

無 回 答 ３ ０．８

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｆ４．３　市町村教委の所管する高校数

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１． ０校 １０６ ２６．９ ７６．８

２ ． １校 ２５ ６．３ １８．１

３ ． ２校 ２ ０．５ １．４

４ ． ３校 ２ ０．５ １．４

５ ． ４校 ０ ０．０ ０．０

６ ． ５校 １ ０．３ ０．７

７ ． ６校 ｌ ０．３ ０．７

８ ． ７校 ０ ０．０ ０．０

９． ８校 以 上 １ ０．３ ０．７

無 回 答 ２５６ ６５．０

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

ー３４６－



Ｆ５　教育長の年齢

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％－） 有 効 割 合 （％ ）

１． ４６～ ４７歳 １ ０．３ ０．３

２ ・４８～ ４９歳 ５ １．３ １．３

３． ５０～ ５１歳 ２ ０．５ Ｐ．５

４． ５２～ ５３歳 １０ ２．５ ２．６

５． ５４～ ５５歳 １３ ‾３．３ ３．３

６． ５６～ ５７歳 １７ ４．３ ４．４

７． ５８～ ５９歳 ３７ ＿９．４ ９．５

８． ６０～ ６１歳 ４６ １１．７ １１．８

９． ６２～ ６３歳 －５１ １２．９ １３．１

１ ０． ６４～ ６５歳 ７９ ２０．１ ２０．３

１ １． ６６～ ６７歳 ５２ １３．２ １３．３

１ ２． ６８～ ６９歳 ３３ ８．４ ８．５

１ ３． ７０～ ７１歳 ２２ ５．６ ５．６

１４ ． ７２～ ７３歳 １６ ４．１ ４．１

１５． ７４～ ７５歳 ５ １．３ １．３

１６． ７６歳 以 上 ・ １ ０．３ ０．３

無 回答 ４ １．０

計 （％） ３９４ １００．０ １００．０

Ｆ６　教育長の性別

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％） 有 効 割 合 （％）

１． 男 性 ３８７ ９８．２ ９９．０

２． 女 性 ４ １．０ １．０

無 回 答 ３ ０．８

計 （％ ） ３９４ １００．０ １００．０

Ｆ７　教育長の勤務年数

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％） 有 効 割 合 （％ ）

１． １年 未 満 ６２ １５．７ ．１５．８

＿２． １年 以 上 ～ ２年 未 満 ８４ ２１．３ ２１．４

３． ２年 以 上 ～ ４年 未 満 １１０ ２７．９ ２８．１

４． ４年 以 上 ～ ６年 未 満 ６４ １６．２ １６．３

５． ６年 以 上 ～ ８年 未 満 ３４ ８．６ ８．７

６． ８年 以 上 ～ １ ０年 未 満 １６ ４．１ ４．１

７． １ ０年 以 上 ～ １ ２年 未 満 １１ ２．８ ２．８

８． １ ２年 以 上 １１ ２．８ ２．８

無 回 答 ２ ０．５

計 （％） ３９４ １００．０ １００．０

ニー－・－３４７－



・都道府県別集計表

Ｑｌ・１都道府県別による学校評議員設置のための管埋規則改正率

都 道 府県 名 学 校 評議員 設 置 のた めの管 理規 則 改正

改正 した 改 正 して いな い 計 （％）

１． 北海 道 ３（１０．３４） ２６（８９．６６） ２９（１００．００）

２． 青森 ８（８０．００） ２（２０．００） １０（１００．００）

３．岩 手 ８（７２．７３） ３（２７．２７） １１（１００．００）

４．宮 城 ７（７７．７８） ２（２２．２２） ９（１００．００）

５．秋 田 １（１２．５０） ７（８７．５０） ８（１００．Ｏｄう

β． 山形 １（５０．００） １（５０．００） ２（ｉＯＯ．００）
７＿二＿＿＿＿福 島 １０（８３．３３） ２（１６．６７） １２（１００．００）
弓＿，茨 城

９．栃 木

１０。 群 馬

１（１０．００） ９（９０．００） １０（１００．００）
２（３３．３３） ４（６６．６７） ６（１００．００）

６（１００．００） ０（　　 ０） ６（１００．００）
１ １． 埼玉

１２． 千葉

１３．東 京

１４．神 奈 川

６（７５．００） ２（．２５．００） ８（１００．００）
４（４４．４４） ５（５５．５６） ９（１００，００）
０（　　 ０） ８（１００．００） ８（１００．００）
４（１００．００） ０（　　 ０） ４（１００．００）

１５．新 潟 ４（２６．６７） １１（７３．３３） １５（１００．００）
１６． 富 山 ０（　　 ０） ５（１００．００） ５（１００．００）
１７． 石 ノＩ １（２０．００） ４（８０．００） ５（１００．００）

１＿８． 福 井 ０（　　 ０） ５（１００．００） ５（１００．００）
１ ９． 山梨 ５（６２．５０） ３（３７．５０） ８（１００．００）
２０． 長 野 ８（５０．００） ８（５０．００） １６（１００．００）
２ １． 岐阜

２ ２．静 岡

２ ３，愛 知

１２（１００．００） ０（　　 ０） １２（１００．００）
２（２０．００） ８（８０．００） １０（１００．００）
４（５０．００） ４（５０．００） ８（１００．００）

２４．三 重 ９（６９．２３） ４（３０．７７） １３（１００．００）
２５． 滋 賀

２６． 京都

３（１００．００） ０（　 ０） ３（１００．００）

１（３３．３３） ２（６６．６７） ３（１００．００）

２７． 大 阪

２８． 兵庫

０（　 ０） ５（１００．００） ５（１００．Ｏｑ）
７（１００．００） ０（　 ０） ７（１００．００）

２９． 奈 良 １（３３．３３） ２（６６．６７） ３（１００．００）

３０．和 歌 山 ９（１００．００） ０（　　 ０） ９（１０・０．００）

３ １． 鳥取 ３（６０．００） ２（４０．００） ５（１００．００）

３ ２． 島根 ５（７１．４３） ２（２８，５７） ７（１００．００）

３ ３． 岡 山 ６（５４．５５） ５（４５．４５） １１（１００．００）

３４．広 島

３ ５． 山 口

５（４５．４５） ６（５４．５５） １１（１００．００）
７（１００．００） ０（　　 ０） ７（１００．００）

３６． 徳 島 ７（８７．５０） １（１２．５０） ８（１００．００）
３７． 香川

３ ８． 愛媛

３ ９． 高知

６（１００．００） ０（　　 ０） ６（１００．００）
４（５０．００） ４（５０．００） ８（１００．００）
０（　　 ０） ６（１００．００） ６（１００．００）

４ ０‘福 岡

４ １．佐 賀

９（８１．８２） ２（１８．１８） １１（１００．００）

６（６０．００） ４（４０．００） １０（１００．００）

４ ２． 長崎　■ヽ ３（７５．００） １（２５．００） ４（１００．００）

４ ３．熊 本

４ ４． 大 分

２（２０．００） ８（８０．００） １０（１００．００）

７（１００．００） ０（　　 ０） ７（１００．００）

４ ５． 宮 崎

４ ６． 鹿 児 島

４＿＿７． 沖縄

　計 （％）

２（４０．００） ３（６０．００） ５（１００．００）
ｌ（１４．２９） ６（８５．７１） ７（１００．００）
４（．８０．００） １（２０．００） ５（１００．００）

２０４（５２．７１） １８３（４７．２９） ３８７（１００．００）

－３４８－



Ｑ２．１都道府県別による職員会議位置づけ明確化のための管理規則改正率

都 道 府県 名
職員 会 議 の位 置づ け．明確 化 のた め の管理 規則 改 正

改 正 した 改 正 して いな い 計 （％）

１ 北 海道 ２９（１００．００） ０（　　 ０） ２９（１００．００）

２　 青森 ５（５０．００） ５（５０．００） １０（１００．００）

３　 岩 手 １０‾（．９０二９１） １（ ９．０９） １１（１００．００）

４． 宮城 ４（４４．４４） ５（５５．５６） ９（１００．００）

５．秋 田 ２（２２．２２） ７（７７．７８） ９（１００．００）

６．山形 １（５０．００） １（５０．００） ２（１００．００）

７．福 島 １１（９１．６７） １（ ８．３３） １２（１００．００）

８．茨 城 ７（７０．００） ３（３０．００） １０（１００．００）

９．栃 木 ４（６６．６７） ２（３３．３３） ６（１００．００）

１０．示 馬 ５（８３．３３） １（１６．６７） ６（１００．．００）

１１．埼 玉 ８（１００．００） ０（　 ０） ８（１００．００）

１２．千 葉 ８（８８．８９） １（１１．１１） ９（１００．００）

１３．東 京 ６（７５．００） ２（２５．００） ８（１００．００）

１４．神 奈 川 ３（７５．００） １（２５．００） ４（１００．００）

１５．新 潟 ９（６０．００） ６（４０．００） １５（１００．００）

１６．富 山 ０（　　 ０） ５（１００．００） ５（１００．００）

１７．石 川 ３（６０．００） ２（４０．００） ５（１００．００）

１８二福 井 ０（　　 ０） ５（１００．００） ５（１００．００）

１９‾． 山梨 ５（６２．５０） ３（３７．５０） ８（１００，００）

２‾０． 長野 １２（７５．００） ４（２５．００） １６（１００．００）

２ ｉ‾． 岐阜 １２（１００．００） ０（　　 ０） １２（１００．００）

喜‾‾２． 静 岡 ３（２７．２７） ８（７２．７３） １１（１００．００）

喜‾‾‾３．愛知 ４（５０．００） ４（５０．００） ８（１００．００）

‾‾２４．三 重 ８（６１．５４） ５（３８．４６） １３（１００．００）

２ ５．滋賀 ２（６６．６７） １（３３．３３） ３（１００．００）

２６．京都 ２（６６．６７） １（３３．３３） ３（１００．００）

２７．大 阪 ５（１００．００） ０（　　 ０） ５（１００．００）

２８．兵 庫 ７（８７．５０） １（１２．５０） ８（１００．００）

２９．奈 良 ２（５０．００） ２（５０．００） ４（１００．００）

３０．和 歌 山 ９（１００．００） ０（　　 ０） ９（１００．００）

３ １． 鳥取 ３（７５．００） １（２５．００） ４（１００．００）

３２． 島根 ６（８５．７１） １（１４．２９） ７（１００．００）

３ ３． 岡 山 ８（７２．７３） ３（２７．２７） １１（１００．００）

３４． 広 島 １１（１００．００） ０（　　 ０） １１（１００．００）

３ ５． 山 口 ５（７１．４３） ２（２８．５７） ７（１００．００）

３ ６． 徳 島 ７（８７．５０） １（１２．５０） ８（１００．００）

３ ７． 香 川 ２（３３．３３） ４（６６．６７） ６（１８０．００）

ヨ ８．愛 媛 ５（６２．５０） ３（３７．５０） ８（１００．００）

■蔓９．高 知 ３（５０．００） ３（５０．００） ６（１００．００）

４ ０．福 岡 １０（９０．９１） １（ ９．０９） １１（１００．００）

４ １．佐 賀 ８（８０．００） ２（２０．００） １０（１００．００）

４＿＿２． 長 崎 ３（７５．００） １（２５．００） ４（１００．００）

４＿＿３． 熊本 ２（２０．００） ８（８０．００） １０（１００．００）

４＿＿４． 大 分 ７（１００．００） ０（　　 ０） ７（１００．ＯＧ）

４＿＿＿５． 宮 崎 ２（４０．００） ３（６０．００） ５（１００．００）

４ ６．＿＿鹿 児 島 ５（．６２．５０） ３（３７．５０） ８（１００．００）

４ ７． 沖縄 ５（１００．００） ０（　　 ０） ５（１００．００）

計 （％） ２７８（‾７１．１０‾） １１３（２８．９０） ３９１（１００．００）

－３４９－



Ｑ３．１郁道府県別による学校の裁量権拡大のための管理規則改正率

都 道 府県 名 学校 の裁量権 拡 大 のた めの管 理規 則 改正

改正 した 改 正 して いな い 計 （％）
１． 北 海道 １（ ３．４５） ２８（９－６．５５） ２９（１００．００）
２．青 森 ５（５０．００） ５（５０．００） １０（１００．００）
３．岩 手 １０（９０．９１） １（ ９．０９） １１（１００．００）
４． 宮 城 ３（３３．３３） ６（６６，６７） ‾９（１００．００）

５． 秋 田 ２（２２．２２） ７（７７．７８） ９（１００．００）
６． 山形 ０（　　 ０） ２（１００．００） ２（１００。００）
７． 福 島 １０（■８３．３３） ２（１６．６７） １２（１００．００）
８．茨 城 ０（　　 ０） １０（１００．００） １０（１００．００）
９．栃 木 ３（５０．００） ３（５０．００） ６（１００．００）

１０． 群馬 ４（６６．６７） ２（３３．３３） ６（１００．００）
１ １． 埼玉 １（１２．５０） ７（８７．５０） ８（１００．００）
１２． 千葉 ６（６６．６７） ３（３３．３３） ９（１００．００）
１３．東 京 １（１２．５０） ７（８７．５０） ８（１００．００）
１４． 神奈 川 ３（７５．００） １（２５．００） ４（１００．００）
・１５．新 潟 ３（２０．００） １２（８０．００） １５（１００．００）
１６． 富 山 ０（　　 ０） ５（１００．００） ５（１００．００）
１７，石 川 １（２０．００） ４（８０．００） ５（１・００．００）
１８．福 井 ０（　　 ０） ５（１００．００） ５（１００．００）
１９． 山梨 ２（２５．００） ６（７５．００） ８（１００．００）
２ ０．長 野 ５（３１．２５） １１（６８．７５） １６（１００．－００）
２ １．岐 阜 １１（９１．６７） １（ ８．３３） １２（１００．００）
２ ２．静 岡 ４（３６．３６） ７（６３．６４） １１（１００．００）

２ ３．愛 知 ５（６２．５０） ３（３７．５０） ８（１００．００）

２４． 三 重 ３（２３．０８） １０（７６．９２） １３（１００．００）

２ ５． 滋 賀 １（３３．３３） ２（６６．６７） ３（１００．００）
２ ６． 京 都 ０（　　 ０） ３（１００．００） ３（１００．００）
２ ７． 大 阪 ５（１００．００） ０（　　 ０） ５（１００．００）
２ ８． 兵庫 ０（　　 ０） ８（１００．００） ８（１００．００）

２ ９． 奈 良 １（２５．００） ３（７５．００） ４（１００．００）′

３０． 和 歌 山 ４（４４．４４） ５（５５．５６） ９（１００．００）

３ １． 鳥 取 ４（８０．００） １（２０．００） ５（１００．００）

３ ２． 島 根 ４（５７．１４） ３（４２．８６） ７（１００．００）

３ ３． 岡山 ３（２７．２７） ８（７２．７３） １１（１００．００）

３４． 広 島 ７（６３．６４） ４（３６．３６） １１（１００．００）

３ ５． 山 口 １（１４．２９） ６（８５．７１） ７（１００．００）

３ ６． 徳 島 ６（７５．００） ２（２５．００） ８（１００．００）
３７． 香 川 ４（６６．６７） ２（３３．３３） ６（１００．００）
３ ８． 愛媛 ３（３７．５０） ５（６２．５０）・ ８（１００．００）

３ ９． 高知 ｌ（１６．６７） ５（８３．３３） ６（１００．００）
４ ０． 福 岡 ４（４０．００） ６（６０．００） １０（１００．００）

４ １． 佐賀 ６（６０．００） ４（４０．００） １０（１００．００）
４ ２． 長 崎 ２（５０．００） ２（５０．００） ４（１００．００）
４ ３． 熊本 ２（２０．００） ８（８０．００） １０（１００．００）
４ ４．大 分 ５（＿７１．４３） ２（２８．５７） ７（１００．００）
４・５． 宮 崎 １（２０．００） ４（８０．００） ５（１００．００）
４ ６．鹿 児 島 ５（７１．４３） ２（２８．５７） ７（１００．００）
４ ７． 沖縄 ３（７５．００） １（２５．００） ４（１００．００）

計 （％） １５５（３９．８５） ２３４（６０．１５） ３８９（１００．００）

ー３５０－



Ｑ４．１郁道府県別による学校の自主性・自律性の確立のための管理規則の改正率

都 道 府県 名
学校 の 自主性 －自律 性 の確 立 の ため の管 理規 則 の 改正

改 正 した ．改 正 して いな い 計 （％）
１．北 海道 ０（　　 ０） ２９（１００．００） ２９（１００．００）

２． 青森 ０（　　 ０） １０（１００．００） １０・（１ｑＯ．００）

３．岩 手 ４（３６．３６） ７（６３．６４） １１（ｌｒＯＯ．００）

４．宮 城 １（１１．１１） ８（８８．８９） ９（１００．００）

５．秋 田 ０（　　 ０） ９（１００．００） ９（１００．００）

６． 山形 １（５０．Ｍ） １（５０．００） ２（１００．００）

７．福島 ４（３－３．３３） ８（６６．６７） １２（１００．００）

８．茨 城 ｌ（‾１０．００） ９（９０．００） １０（１００．００）

９．栃木 ２（３３．３３） ４（６６，６７） ６（１００．００）

１０．商 馬 ２（３３．３．３） ４（６６．６７） ６（１００．．００）

１１．‾‾埼 玉 １（１２，５０） ７（８７．５０） ８（１００．００）

１云二　千葉 ０（　　 ０） ９（１００．００） ９（１００．００）

１白．東 京 １（１２．５０） ７（８７．５０） ８（１００．００）

１４． 神奈 川 １（２５．００） ３（７５．００） ４（１００．００）

１５．新 潟 ０（　　 ０） １５（１００．００） １５（１００．００）

１‾６． 富 山 ０（　　 ０） ５（１００．００） ５（１００．００）

１７． 石川 ０（　　 ０） ５（１００。００） ５（１００．００）

１‾‾‾８． 福井 ０（　　 ０） ５（１００．００） ５（１００．００）

１９． 山梨 ０（　　 ０） ８（１００．００） ８（１００．‾００）

２ ０． 長 野 １（ ６．２５） １５（９３．７５） １６■（１００．００）

２ １． 岐 阜 ６（５０．００） ６（５０．００） １２（１００．００）

２２． 静 岡 ２（１８．１８） ９（８１．８２） １１（１００．００）

２３．愛 知 ０（　　 ０） ８（１００．００） ８（１００．００）

２４．三 重 ２（１５．３８） １１（８４．６２） １３（１００．００）

２５．滋 賀 １（３３．３３） ２（６６．６７） ３（１００．００）

２６．京 都 ０（　　 ０） ３（１００．００） ３（１００．００）

２７．大 阪 １（２０．００） ４（８０．００） ５（１００．００）

２８．兵 庫 ０（　　 ０） ８（１００．００） ８（１００．００）

２９． 奈 良 １（２５．００） ３（７５．００） ４（１００．００）

３０． 和歌 山 ２（２２．２２） ７（７７．７８） ９（１００．００）

３ １． 鳥取 ３（６０．００） ２（４０．００） ５（１００．００）

３２． 島根 ２（２８．５７） ５（７１．４３） ７（１００．００）

３ ３． 岡 山 ３（２７．２７） ８（７２．７３） １１（１００．００）

萱４． 広 島 ０（　　 ０） １１（１００．００） １１（１００．００）

ｊ ５． 山 口 ０（　　 ０） ７（１００．００） ７（１００．００）

３＿６． 徳 島 ４（５０．００） ４（５０．００）■ ８（１００．００）

萱 ７．香 川 ２（３３．３３） ４（６６．６７） ６（１００．００）

３声．愛媛 １（１２．５０） ７（８７．５０） ８（１００．００）

３９＿＿＿＿．高 知 ０（　　 ０） ６（１００．００） ６（１００．００）

４ ９＿．福 岡 ２（１８．１８） ９（８ｌ．８２） １１（１００．００）

４ １．壁 賀 ２（２０．００） ８（８０．００） １０（１００．００）

４ ２．＿＿長崎 ３（７５．００） １（２５．００） ４（１００．００）

４３．＿＿熊本 ０（　　 ０） １０（１００．００） １０（１００．００）

４４．大 分 ２（２８．５７） ５（７１．４３） ７（１００．００）

４５． 貫崎 ０（　　 ０） ５（１００．００） ５‾（１ｄｏ．００）

４６， 鹿児 島 １（１２．５０） ７（８７．５０） ８（１００．００）

４７． 沖縄 ２し４０．００） ３（６０．００） ５（１００．００）

計 （％） ６１（１５．５６） ３３１（８４．４４） ３９２（１００．００）

－３５１－



Ｑ８．１都道府県別による教育委員会への届け出等の必要性（小学校教育課程）

都道 府県 名
教 育委 員会 へ の届 け出等 の必要 性 （教育 課程 ）

許 可 もし くは

承 認が 必 要

届 け出 が必要 報 告が必 要 と くに必要 な し 計 （％）

１． 北海 道 ０（　　 ０） ２■３（７９．３‾１） ６（２０．６９） ０（　　 ０） ２９（１００．－００）．．
２． 青森 ０（　　 ０） １０（１００．００） ０（＿　　 ０） ０（　　 ０） １０（１００．００）
３．岩 手 ＿０（　　 ０） ９（‾８ｌ．８２） ２（１８．１８） ０（　　 ０） １１（１００．００）
４． 宮城 ０（　　 ０） ９（９０．００） １（１０．００） ０（　　 ０） １０（１００．‾００）
５．秋 田 １（１１．１１） ５（５５．５６） ３（３３．３３） ０（　　 ０） ９（１００．００）‾
６． 山形 ０（　　 ０） ２（１００．００） ０（　 ０） ０（　　 ０） ２（１００．００）‾
７． 福 島 １（ ８．３３） １１（‘９１．６７） ０（　 ０） ０（　 ０） １２（１００．００テ‾‾

８．茨城 ０（　　 ０） １０（１００．００） ０（　 ０） ０（　　 ０） １０（１００．００）

９．栃 木 ｌ（２０．００） １（２０．００） ２（４０．００） １（２０．００） ５（１００．－ｑＯ）■
１０．群 馬 ０（　　 ０） ０（　　 ０） ６（１００．００） ０（　　 ０） ６ｒ（１０Ｐ．００）

１ １．埼 玉 ０（　　 ０） ８（１００．００） ０（　 ０） ０（　 ０） ８（１０Ｐ．００）

１２．千 葉 １（１１．１１） ６（＿６６．６７） ２（・２２．２２） ０（　　 ０） ９（１００．００）
１３．東京 Ⅰ（１２．５０） ７（８７．５０） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ８（１００．‾００）
１４． 神奈 川 ０（．　 ０） ２（５０．００） ｌ（２５．００）－ ．１（２５．００） ４（１００．．００）
１ ５．新 潟 ０（　　 ０） １０（、６６．６７） ２（１３．３３） ３（２０．００） １５（１００．＝００）

１６．富 山 ２（４０．００） ２（４０，００） ０（　　 ０） １（２０．００） ５（１００，００）‾
１７．石 川 １（２０．００） ３（６０．００） １（２０．００） ０（　　 ０） ５（１００．００）

１８．福 井 １（２０．００） ２（－４０．００） ２（４０．００） ０（　　 ０） ５（１００．００）

１９． 山梨 ０（　　 ０） －８（１００．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ８（１００．００Ｊ
２ ０．長 野 ８（５０．００） ３（１８．７５） ３（１８．７５） ２（１２．５０） １６（１００．００）
２ １．岐阜 ０（　　 ０） ２（１６．６７） １０（８３．３３） ０（　　 ０） １２（１００⊥００）

２ ２．静 岡 ０（　　 ０） ９（８ｌ．８２） ２（１８．１８） ０（　　 ０） １１（１００．００）
２ ３． 愛知 ０（　　 ０） ５（６２．５０） １（１２．５０） ２（２５．００） ８（１００．００）

２４．三 重 １（ ７．６９） １１（８４．６２） ｌ（ ７．６９） ０（　　 ０） １３（１００．００）
２ ５．滋 賀 ０（　　 ０） ２（６６．６７） １（３３．３３） ０（　　 ０） ３（１００．００）
２ ６．京 都 ３（１００．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ３（１００．００）
２ ７．大 阪 ０（　　 ０） ４（８０．００） ｌ（２０．００） ０（　　 ０） ５（１００．００）
２ ８．兵 庫 ６（７５．００） ２（２５．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ８（１００．００）

２ ９．奈 良 ２（５０．００） ２（５０．００） ０（　 ０） ０（　　 ０） ４（１００．０．０）
３ ０．和 歌 山 １（１１．１１） ■２．（２２．２２） ６（６６．６７） ０（　　 ０） ９（１００．００）
３ １．鳥 取 ０（　　 ０） ５（１００．０．０） ０（　 ０） ０（　　 ０） ５（１０ｂ．００）

３ ２． 島根 ０（　　 ０） ５（７１．４３） ２（２８．５７） ０（　　 ０） ７（１００．Ｏｂ）

３ ３． 岡 山 ４（３６．３６） ７（６３．６４） ０（　　 ０） ０（　　 ０） １１（１００．００）
３ ４．広 島 ３（３０．００） ．７（７０．００） ０（　 ０） ０（　　 ０） １０（１００．００）
３ ５． 山 口 ０（　　 ０） ４（６６．６７） ２（３３．３３） ０（　　 ０） ６（１００．００）

３ ６．徳 島 ０（　　 ０） ５（６２．５０） ３（３７．５０） ０（■　　 ０） ８（１００．００）
３ ７．香 川 ０（　　 ０） ４（６６．６７） ２（３３．３３） ０（　　 ０） ６（１００．００）
３ ８．愛媛 ８（１００．００） ０（　　 ０） ０（　 ０） ０（　　 ０） ８（１００．００ラ

３ ９．高 知 ０（　 ０） ０（　 ０） ６（１００ト００） ０（　　 ０） ６（１－００．００）

４ ０こ　福 岡 ０（　 ０） ８（７２．７３） ２（１８．１８） １（ ９．０９） １．１（１００．００）

４ １．佐 賀 ′０＿（‾　　 ０） ６‾（６０．００） ４（４０．００） ．０（　　 ０） １０（１００．００）
４ ２．長 崎 ，０（　　 ０） ・３（７５．＿００） １（２５．００） ０（　　 ０） ４（１００．００）

４ ３．熊本 １（ ９．０９） １０（９０．９１） ０（　 ０） ０（　 ．０） １１（１００．００）

４４．大分 ●０＝（‘・　 ０） ７（１００．００）． ０（　 ０） ０（　　 ０） ７（１００．００）

４ ５．宮崎 ・ １（２０．００） ４（名０．００） ０（　 ０） ０（　　 ０） ５（１００．００）

４ ６．鹿児 島 ∫０（‾　　 ０） ３（３７．５０） ５（‾６２．′５０） ０（　　 ０） ８（１００‾．００）

４ ７．沖縄 ■０（－　　 ０） －４－（８０．００） ｌ（‾’２０．００） ０（　 Ｐ） ５（１００二００）

計 （％） －４７（１２．０２） ２５２（６‘－４．４５） ８ｉ（、犯 ７２） １１（ ．２．８１） ３９１（１００ｉＯｑ）

－３５２－



８．２都道府県別による教育委員会への届け出等の必要性（小学校校務分掌組織）

都道府 県 名

教 育委 員会 へ の届 け出等 の必要 性 （校 務分掌 組織 ）

許 可 もし くは

承 認 が必 要

届 け出が 必要 報告 が必要 と くに必要 な し 計 （％）

１．北海道

≦＿ノ；２．青森

１３・岩手
㌻４ 宮城

０（　　 ０） ７（２５．００） １３（４６．４３） ８（２８．５７） ２８（１００．００）

０（　　 ０） ３（■３０．００） ４（４０．００） ３（３０．００） １０（１００．００）

０（　　 ０） ４（４０．００） １（１０．００） ５（５０．００） １０（１００．００）

０（　　 ０） １（１０．００） １（１０．００） ８（８０．００） １０（１００．００）

指　 秋 田 ０（　　 ０） ３（３３．３３） ４（４４．４４） ２（２２．２２） ９（１００．００）

≡６　 山形 ０（　　 ０） ０（　　 ０） １（５０．００） １（５０．００） ２（１００．００）

…′７．福 島 ０（　　 ０） ２（１６．６７） ７（５８．３３） ３（２５．００） １２（１００．００）

…－８　 茨 城 １（１０．００） ３（３０．００） ２（２０．００） ４（４０．００） １０（１００．００）

　 ●‡、９　 栃 木 ０（　　 ０） ０（　　 ０） ４（６６．６７） ２（３３．３３） ６（１００．００）ｒ

…１０．群 薦 ３（５０．００） ０（　　 ０） ３（５０．００） ０（　 ０） ６（１００．００）

三１１．埼 玉 ０（　　 ０） ４（５０．００） ４（５０．００） ０（　　 ０） ８（１００．００）

：…１２． 千葉 ０（　　 ０） ３（３３．３３） ３（３３．３３） ３（３３．３３） ９（１００．００）

－…１３．‾東 京 ０（　　 ０） ２（２５．００） １（１２．５０） ５（６２．５０） ８（１００．００）

≡１４　 神 奈 川 ０（　　 ０） ｌ（２５．００） ３（７５．００） ０（　　 ０） ４（１００．＿００）

≦′．１５．新 潟 １（ ６．６７） ７（４６．６７） ４（２６．６７） ３（２０．００） １５（１００．００）

′‡１６． 奮山 ０（　　 ０） ２（４０．００） ３（６０．００） ０（　　 ０） ５（１００．００）

＿、‾１７． 石川 ０（　　 ０） ２（４０．００） ２（４０．００） ｌ（２０．００） ５（１００．００）

…１８．福井 ０（　　 ０） ０（　　 ０） ２（４０．００） ３（６０．００） ５（１００．００）

≡１９．山梨 ０（　　 ０） ４（５０．００） ４（５０．００） ０（　　 ０） ８（１００．００）

、－．２０．‾長野 ０（　　 ０） ３（１８．７５） １１（６８．７５） ２（１２．５０） １６（１００．００）

三２ １．‾岐阜 ０（　　 ０） ４（３３．３３） ８（６６．６７） ０（　 ０） １２（１００．００）

′２‾２．静 岡 ２（２０．００） ５（５０．００） ３（３０．００） ０（　　 ０） １０（１００．００）ｒ

、２‾‾３．愛 知 ０（　　 ０） ２（２５．００） ４（５０．００） ２（２５．００） ８（１００．００）

豆‾４．三 重 ０（　　 ０） ７（５３．８５） ４（３０。７７） ２（１５．３８） １３（１００．００）

２‾‾５．滋 賀 ０（　　 ０） ０（　　 ０） ３（１００．００） ０（　　 ０） ３（１００．００）

‾セ‾６．京 都 ｌ（３３∴３３） ０（・　 ０） １（３３．３３） １（３３．３３） ３（１００．００）

５（１００．００）

８（１００．００）

４（１００．００）

９（１００．００）

２ ７， 大阪 ０（　　 ０） ３（６０．００） ２（４０．００） ０（　 ０）

２ ８．兵庫 ０（・　 ０） １（１２．５０） ６（７５．００） １（１２．５０）

２９．奈 良 ０（　　 ０） １（２５．００） ０（　　 ０） ３（７５．００）

、１３０．和 歌 山 ０（　　 ０） ３（３３．３３） ６（６６．６７） ０（　　 ０）

３ １．鳥 取 ０（　　 ０） ５（１００．００） ０（　　 ０） ０（　 ０） ５（１００．００）

３ ２．島 根 ０（　　 ０） ２（２８．５７） ３（４２．８６） ２（２８．５７） ７（１００．００）

３ ３． 岡山 ２（１８．１８） ３（２７．２７） ３（２７．２７） ３（２７．２７） １１（１００．００）

３４．広 島 ０（　　 ０） ３（３０．００） ５（５０．００） ２（２０．００） １０（１００．００）

３ ５． 山 口 ０（　　 ０） １（１６．６７） ４（６６．６７） ｌ（１６．６７） ６（１００，００）

３ ６． 徳 島 ０（　　 ０） ３（４２．８６） ２（２８．５７） ２（２８．５７） ７（１００．００）

３７．香 川 １（１６．６７） ３（５０．００） １（１６．６７） １（１６．６７） ６（１００．００）

３８．愛 媛 ３（３７．５０） ２（２５．００） ２（２５．００） １（１２．５０） ８（１００．００）

３ ９． 高知 ０（　　 ０） １（１６．６７） ３（５０．００） ２（３３．３３） ６（１００．００）

４ ０． 福 岡 １（ ９．０９） ４（３６．３６） ３（２７．２７） ３（２７．２７） １１（１００．００）

＿４ １．佐賀 ０（　　 ０） ４（４０．００） ６（６０．００） ０（　　 ０） １０（１００．００）

４ ２．長崎 １（２５．００） １（２５．００） ２（５０．００） ０（　　 ０） ４（１００．００）

４ ３．熊本 ０（　　 ０） ９（８ｌ．８２） ０（　　 ０） ２（１８．１８） １１（１００．００）

４＿４．大 分 ０（　　 ０） ２（２８．５７） ５（７ｌ．４３） ０（　 ０） ７（１００．００）

４ ５．宮 崎 ２（４０．００） ２（４０．００） ｌ（２０．００） ０（　　 ０） ５（１００．００）

４＿６．鹿 児 島 ０（　　 ０） ４（５０．００） ３（３７．５０） １（１２．５０） ８（１００．００）

４＿７．沖 純 ．０（　　 ０） ２（４０．０．０） ３（６０．００） ０（　　 ０） ５（１００．００）

計 一（％） １‾８（ ４．６４） １２８く‾３２．９９） １６０（４１．２４） ８２（２１．１３） ３８８（１００．００）

ー３５３－



Ｑ８．３都道府県別による教育委員会への届け出等の必要性（小学校副読本）

都道 府県 名

教育 委員 会 への届 け出等 の必要 性 （副読 本）

許可 も しくは

承 認 が必 要

届 け 出が必 要 報 告が必 要 と くに必 要 な し 計 （％）

１　 北海道 ２（ ７．１４） １８（６４．２９） ５（１７．８６） ３（１０．７１） ２８（１００．００）

２　 青森 ０（　　 ０） ６（６６．６７） １（１１．１１） ２（２２．２２） ９（１００．００）

Ｌｕ ０（　　 ０） ９（８１．８２） １（ ９．０９） １（ ９．０９） ｌｌ（１００．００）

４　 宮城 ０（　　 ０） ８（８０．００） １（１０．００） １（１０．００） １０（１００．００）

５．秋 田 ０（　　 ０） ６（６６．６７） ３（３３．３３） ０（　　 ０） ９（１００．００）

６． 山形 ０（　　 ０） －２（１００．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ２（１００．００）

テ㌻‾福 島 ｌ（ ８．３３） １０（８３．・３３） ｌ（ ８．３３） ０（　 ０） １２（１００．００）

８．茨城 ４（４０．００） ６（６０．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） １０（１００．００）－

９．栃 木 １（１６．６７） ４（６６．６７） ０（　　 ０） １（１６．６７） ６（１００．００）

いヽ
３（５０．００） ２（３３．３３） ｌ（１６。６７） ０（　 ０） ６（１００．００）

１１．埼玉 ■ ｌ（１２．５０） ７（８７．５０） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ８（１００．００）．

１２．千葉 １（１１．１１） ５（５５．５６） ２（２２．２２） ｌ（１１．１１） ９（１００．００）

１３．東京 ２（２５．００） ６（７５．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ８（１００．００）
＿１４．神奈 川 １（２５．００） ３（７５．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ４（１００．００）

１５．新 潟 ３（２０．００） ６（４０．００） ５（３３．３３） １（ ６．６７） １５（１００．００）

１６．富 山 ０（　　 ０） ４（８０．００） ０（　　 ０） １（２０．００） ５（１００．００）

５（１００．００）

５（１００．００）

８（１００．００）

１６（１００．００）

１７．石 川 ２（４０．００） ２（４０．００） ０（　　 ０） １（２０．００）

１ ８．福 井 ｌ（２０．００） ３（６０．００） １（２０．００） ０（　　 ０）

１ ９． 山梨 １（１２．５０） ６（７５．００） １（１２．５０） ０（　　 ０）

２ ０．長 野 ３（１８．７５） ６（３７．５０） ０（　　 ０） ７（４３．７５）

２ １． 岐阜 ３（２５．００） ８（６６．６７） １（ ８．３３） ０（　 ０） １２（１００．００）

２ ２．静 岡 ２（１８．１８） ７（６３．６４） ２（１８．１８） ０（　　 ０） １１（１００．００）

８（１００．００）

１３（１００．００）

２ ３．愛知 １（１２．５０） ６（７５．００） ０（　　 ０） １（１２．５０）

２ ４．三 重 ２（１５．３８） １１（８４．６２） ０（　　 ０） ０（　　 ０）

２ ５．滋賀 １（３３．３３） １（３３．３３） １（３３．３３） ０（　　 ０） ３（１００．００）

３（１００．００）２ ６．京 都 １（３３．３３） ２（６６．６７） ０（　　 ０） ０（　 ０）

２ ７．大 阪 １（２０．００） ３（６０．００） １（２０．００） ０（　　 ０） ５（１００．００）

８（１００．００）

４（１００．００）

９（１００．００）

５（１００．００）

７（１００．００）

２ ８．兵 庫 １（１２．５０） ６（７５．００） ０（　　 ０） １（１２．５０）

２ ９．奈 良 ２（５０．００） ２（５０．００） ０（　 ０） ０（　 ０）

３ ０。和歌 山 ２（２２．２２） ７（７７．７８） ０（　 ０） ０（　 ０）

３ １．鳥取 ０（　　 ０） ５（１００．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０）

３ ２．島 根 ｌ（１４．２９） ４（５７．１４） ２（２８．５７） ０（　 ０）

３ ３． 岡山 ４（３６．３６） ７（６３．６４） ０（　　 ０） ０（　 ０） １１（１００．００）

３ ４．広 島 ２（２０．００） ７（７０．００） １（１０．００） ０（　 ■０） １０（１００．００）

３ ５． 山 口 ４（６６．６７） ｌ（１６．６７） ｌ（１６．６７） ０（　 ０） ６（１００．００）

ｔ３ ６　 徳 島 ２（２５．００） ４（５０．００） ２（２５．００） ０（　　 ０） ８（１００．００）

ｌ３７　 香 川 ０（　　 ０） ４（６６．６７） １（１６．６７） １（１６．６７） ６（１００．００）

３ ８．愛 媛 ２（２５．００） ６（７５．００） ０（　　 ０） ０（　 ０） ８（１００．００）

３ ９．高知 ０（　　 ０） ５（８３．３３） ０（　 ０） １（１６．６７） ６（１００。００）

４ ０．福 岡 ３（２７．２７） ６（５４．５５） １（ ９．０９） １（ ９．０９） １１（１００．００）

４ １．佐賀 ２（２０．００） ８（８０．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） １０（１００．００）

４‾２．長 崎 ｌ（２５．００） ３（７５．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ４（１００．００）

４ ３．熊 本 ５（４５．４５） ５（４５．４５） ０（　　 ０） ｌ（ ９．０９） １１（１００．００）

４ ４．大 分 ０（　　 ０） ７（１００．００） ０（　 ０） ０（　　 ０） ７（１００．００）

４ ５． 宮崎 ４（８０．００） １（２０．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ５（１００．００）

４ ６．鹿 児島 ５（６２．５０） ３（３７．５０） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ８（１００．００）

４ ７．沖縄 １（２０．００） ４（８０．００） ０（　 ０） ０（　　 ０） ５（１００．００）

計 （－％） ７８（２０．００） ２５‾２（６４．６２） ３５（ ８．．９７）　 ２５（ ６．４１）　 ３９０（１００・００）

－３５４－



Ｑ８．４都道府県別による教育委員会への届け出等の必要性（小学校の宿泊を伴う学校行事）

都道 府県 名
教 育委 員会 へ の届 け出等 の必 要 性 （宿泊 を伴 う学校 行事 ）

許 可 も し くは ＿

承 認が必 要

届 け 出が必 要 報 告が 必要 と くに必要 な し 計 （％）ｒ

１． 北海 道 ２（ ６．９０） １５（－５１．７２） ５（１７．２４） ７（２４．１４） ２９（１００．００）

２． 青森 ２（２０．００） ８（８０．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） １０（１００．００）
３．岩 手 ７（６３．６４） ４（３６．３６） ０（　　 ０） ０（　　 ０） １１（１００．００）

４．宮 城 ０（　　 ０） １０（１００．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） １０（１００．００）

５。秋 田 ７（７７．７８） １（１１．１１） １（１１，１１） ０（　　 ０） ９（１００．００）

６． 山形 ２（１００．００） ０（　　 ０） ０（　 ０） ０（　 ０＿） ２（１００．００）

７． 福 島 ２（１６．６７） １０（８３．３３） ０（　　 ０） ０（　　 ０） １２（１００．００）
８．茨 城 １０（１００．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ０（　　 ０） １０（１００．００）

９． 栃木 ４（６６．６７） ２（３３．３３） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ６（１００．００）

１０．群 馬 ５（８３．３３） ０（　　 ０） １（１６．６７） ０（　　 ０） ６（１００．００）．

１ １．埼 玉 ７（８７．５０） １（１２．５０） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ８（１００．００）

１２． 千葉 １（１１．１１） ７（７７．７８） １（１１．１１） ０（　　 ０） ９（１００．００）

１３．東 京 ４（５０．００） ４（５０．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ８（１００．００）

１４．神 奈川 ２（．５０．００） ２（５０．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ４（１００．００）

１５．新 潟 １（ ６．６７） １２（８０ト００） ２（１３．３３） ０（　　 ０） １５（１００．００）

１６．富 山 ４（８０．００） １（２０．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ５（１００．００）

１７．石 川 ３（６０．００） １（２０．００） １（２０．００） ０（　　 ０） ５（１００．００）

１８．福 井 ２（４０．００） ２（４０．００） １（２０．００） ０（　　 ０） ５（１００．００）

１９． 山梨 ４（５０．００） ４（５０．００） ０（　　 ０） ０（◆　　 ‾０） ８（１００．００）

２ ０．長 野 １（ ６．２５） １４（８７．５０） １（ ６．２５） ０（　　 ０） １６（１００．００）

２ １． 岐阜 ２（１６．６７） ９（７５こ＝００） １（ ８．３３） ０（　　 ０） １２（１００．－００）

２ ２．静 岡 １（ ９．０９） １０（９０．９１） ０（　　 ０） ０（　　 ０） １１（１００．００）

２ ３．愛 知 ０（　　 ０） ７（８７．５０） １（１２．５０） ０（　　 ０） ８（１００．００）

２ ４．三 重 １１（８４．６２） ２（１５．３８） ０（　　 ０） ０（　　 ０） １３（１００．００）

２ ５．滋 賀 ２（６６．６７） １（３３．３３） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ３（１００．００）

２ ６．京 都 ３（１００．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ３（１００．００）

２ ７．大 阪 ０（　　 ０） ３（６０．００） ２（４０．００） ０（　　 ０） ．５（１００．００）

２ ８．兵 庫 ８（１００．００） ０（　　 ０〉 ０（　　 ０） ０（　　 ０） ８（１００．００）

２ ９．奈 良 ２（５０．００） ２（５０．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ４（１００．００）

３ ０．和 歌 山 ７（７７．７８） ２（２２．２２） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ９（１００．００）

３ １． 鳥取 ０（　　 ０） ５（１００．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ５（１００．００）

３ ２． 島根 ２（２８．５７） ４（５７．１４） １（１４．２９） ０（　　 ０） ７（１００．００）

３ ３．岡 山 １（ ９．０９） １０（９０．９１） ０（　　 ０） ０（　　 ０） １１（１００．００）

３４．広 島 ４（４０．００） ６（６０．００） ０（　 ０） ０（ ・０） １０（１００．００）

３ ５． 山 口 ．１（２０．００） ４（８０．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ５（１００．００）

３ ６．徳 島 ３（３７．５０） ４（５０．００） １（１２．５０） ０（　　 ０） ８（１００．００）

３ ７．香 川 １（１６．６７） ５（８３．３３） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ６（１００．００）

３ ８．愛 媛 ６（７５．００） ２（２５．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ８（１００．００）

３ ９．高 知 ４（６６．６７） １（１６．６７） １（１６．６７） ０（　　 ０） ・６（１００．００）

４ ０．福 岡 ９（８１．８２） ２（１８．１８） ０（　　 ０） ０（　　 ０） １１（１００．００）

４ １．佐 賀 ７（７０．００） ３（３０．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） １０（１００．００）

４ ２，長 崎 ２（５０．００） ２（５０．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ４（１００．００）

４ ３．熊 本 ５（４５．４５） ６（５４．５５） ０（　　 ０） ０・メ（　　 ０）■ １１（１００．００）

４ ４． 大分 １（１４．２９） ６（８５．７１） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ７（１００．００）

４ ５， 宮崎 ４（８０．００） １（２０．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ５（１００．００）

４ ６．鹿児 島 ２（’２５．００） ６（７５．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ８（１００．００）

４ ７．沖縄 ・１（２０．００） ４（８０．００） ０（　　 ０） ０（‾　 －０） ５（１００．００）

計 （％） ｌ＿５９（４０．６６） ２０５（５２．４３） ２０（ ５．１２） ７（ １．７９） ３９１（１００．００）

－３５５－



Ｑ８・５　県別による教育委員会への届け出等の必要性（教員以外の人材登用）

都道 府県 名

１．北 海道

教育 委員 会 へ の届 け出等 の必 要性 （教員以外 の人材登　　　　ヽ 用）

許 可 も し くは

承 認が必 要

届 け出が 必要 報告 が必 要 ・ と くに必要 な し 計 （％）

３＿（１０．３４） １（ ３．４５） ３（１０．３４） ２２（７５．８６） ２９（１００．０自）

１０（１００．０再

１１（１０９．００ｙ‾

１０（１００．００）

９（１００ニ＿００テ

２（１００・＿９０）

１２（１００．００）

１０（１００．而）

６（１ｑＯ．０６）＿

６（１００．ｏｄ）

８（１０００・０）

２．青 森 ２（２０．００） ３（３０．００） ｌ（１０．００）

２（１８．１８）

４（４０．００）

９（８１．８２）
３．岩 手 ０（　　 ０） ０（　　 ０）

４．宮 城 ０（　　 ０） １（１０．００） ０（　 ０） ９（９０．００）
５．秋 田 ０（　　 ０） ０（　　 ０） ３（３３．３３） ６（６６．‾６７）
６． 山形 ９＿（　 ０） ０（　 ０） ０（　　 ０） ２（１００．００）
７．福 島 １（ ８．３３） ２（１６．６７） ２（１６．６７） ７（５８．３３）
８． 茨城 ０（　　 ０） ０（　 ０） ２（２０。００） ８（８０．００）

・９．栃 木 ０（　　 ０） ０（　 ０） １（１６．６７） ５（８３．３３）
１０．群 馬 ０（　　 ０） ２（３３．３３） １（１６．６７）

２（２５．００）

３（５０．００）

６（７５．００）
１１．埼 玉 ０（　　 ０） ０（　　 ０）

１２。 千葉 １（１１．１１） １（１１．１１） ３’（３３．３３）

０（ ０）

４（４４．４４）

４（５７．１４）

９（１００．００）

７（１００．００）
１３．東 京

１＿４．神 奈川

０（　　 ０） ３（４２．８６）

０（　　 ０） １（２５．００） ０（ ０）

４（２６．６７）

３（７５．００）

１１（７３．３３）

４（１００．００）

１５（１００ ００う
１５．■新 潟 ０（　　 ０） ０（　　 ０）

＿＿１ ６．富 山 ｒｌ（２０．００） １（２０．００） ０（　 ０） ３（６０．００） ５（１００．００う
１ ７． 石川 ０（　　 ０） ０（　 ０） １（２０．００）

１（２０．００）

４（５０．００）

３（１８．７５）‾

１（ ９０９）

４（８０．００）

４（８０．００）

２（２５．００）

６（３７。５０）

１０（９０．９１）

９（８１．８２）

５（１００．Ｏｄ）

５（１００．０扇

８（１００．００）

１・６（１００．００）

１１（１００．・００）

１１（１００．００）

１８． 福井 ０（　 ０） ０（　 ０）
１９． 山梨 ０（　　 ０） ２（２５．００）
２ ０．長 野 ３（－１８．７５） ４（２５．００）
２ １． 岐阜 ０（　　 ０） ０（　　 ０）
２ ２．静 岡

２ ３．愛知

０（　　 ０） ０（　　 ０） ２（ １８．１８）

０　　　 ０ １ １２．５０ ３（３７．５０）

１（ ７６９）

４（５０．００）

７（５３．８５）

王（３３．３３）

８（１００．００）

１３（１００．００）‾‾

３（１００．Ｏｄ）

２４．三重 １（ ７．６９） ４（３０．７７）
亭 ５． 滋賀
云 ６．京 都

０（　 ０） １（３３．３３） １（３３．３３）

０　　　 ０ １　 ３３．３３ ０（ ０）

１（２０．００）

１（１２．５０）

１（２５．００）

２（６６．６７）

３（６０，００）

６（７５．００）

３（７５．００）

３（１００．００）
２ ７． 大阪 ０（　　 ０） １（２０．００） ５（１００．００）

８（１００．００ラ‾‾

４（１００．００）

２８．兵 庫 ０（　　 ０） １（１２．５０）
２ ９．奈 良

３ ０．和 歌 山

０（　　 ０） ０（　　 ０）

０　　　 ０ １ １１．１１ ４（４４．４４）

１（２５．００）

２（２８５７）

４＿（■４４．４４）

２（５０．００）

４（５７．１４）

６（５４．５５）

９（１００．００）

４（１００．００‾）

７（１００．００）

１１（１００．００）

３ １．鳥 取 ０（　 ０） １（２５．００）
３ ２． 島根 ０（　　 ０） １（１４．２９）
３ ３． 岡山

３ ４．広 島

１（ ９．０９） ３（２７．２７） １（■９．０９）

１ １０．００ ２　 ２０．００ ２　 ２０ ００ ５（５０．００）

５（８３ ３３）

１０（１００．Ｏｄ）

６（１００．００）

８（１００．００）

６（１００．Ｏｄラ

３ ５． 山 口 ０（　　 ０） ０（　　 ０） １（１６．６７）
３ ６．徳島 ０（　 ０） １（１２．５０） ５（６２．５０）

１＿（１６．６７）

２（２５．００）

３（５０．００）
３ ７． 香川

３ ８．愛 媛

０（　　 ０） ２（３３．３３）

ｌ（１２．５０） ０（　 ０） １（１２．５０） ６（７５．００） ８（１００．００）‾

３ ９．高 知 ０（　　 ０） －１（２０．００） １（２０．００）

３（２７２７）

３（６０．００）

６（５４．５５）

５（５０．００）

５（１００．００）

１１（１００．００）‾‾

１０（１００．００）

４ ０．■福 岡 ０（　　 ０） ２（１８．１８）

４ １．佐賀

４ ２．長 崎

４ ３．熊本

４ ４．大分 ＿

４ ５． 宮崎

Ｉ日

１（１０．００） １（１０．００） ３（３０．００）

１＿（２５．００） ０（　　 ０） １（２５．００） ２（５０．００）・ ４（１００．００）

１（ ９．０９）

１（１４．ｒ２９）

１（即 ．００）

２（写５．００）

二１（・２ｒＰ．００）
２３（ ５．９３）

３（２７．２７） １（ ９．０９） ６■（５４．５５） １１（１００．００）‾

３（４２．８６） ０（　 ０） ３（４２．８６） ７（１００．００）

ｌ（２０．００〉 ０（　　 ０） ３（６０．・００） ５（１００．００）

４ ６．鹿 ノし島

４ ７．沖 縄 ・

計 ・（翠）

２■（２５．００）－ ０（　 ０） ‾４（５０．００） ８（１００．Ｏｄ）
１（２０．００） Ｐ（　 ０） ３．（６０．００） ５（１００．・００）

５５　 １４．１ ７ ３８．８（１０ｑ「自‾０）

ー３５６－



Ｑ１６都道府県別による小学校長の在校年数の長期化

＿都道府 県 名 小学 校長 の在 校年 数 の長期化

見 直 した 検 討 中 考 えて いな い 計 （％）

・１． 北海道 ４（１３．７９） １４（４８．２８） １１（３７．９３） ２９（１００．００）

２． 青森 ０（　　 ０） ２（２０．００） ８（８０．００） １０（１００．００）

ニｒ３．岩 手 ０（　　 ０） ０（■　　 ０） １０（１００．００） １０（１００．００）

、′４．宮城 ０（　　 ０） ４（４４．４４） ５（５５．５６） ９（１００．００）

５．秋 由 ０（　　 ０） ２（２５．００） ６（７５．００） ８（１００．００）

．６．山形 ０（　　 ０） ０（　　 ０） ２（１００．００） ２（１００．００）

７．福 島 ２（１６．６７） ３（２５．００） ７（５８．３３） １２（１００．００）

８．茨祓 １（１１．１１） ４（４４．４４） ４（４４．４４） ９（１００．００）

９．栃 木 ２（３３．３３） ３（５０．００） １（‾１６．６７） ６（１００．００）

１０．‾群馬 ０（　　 ０） ２（３３．３３） ４（６６。６７） ６（１００．００）

－１１．‾埼玉 １（１２．５０） ５（６２．５０） ２（２５．００） ８（１００．００）

１２．‾千葉 ２（２２．２２） ４（４４．４４） ３（３３．３３） ９（１００．００）

１３：‾東京 ０（　　 ０） ３（３７．５０） ５（６２．５０） ８（１００．００）

１４‾‾． 神奈 川 ０（　　 ０） ２（５０．００） ２（５０．００） ４（１００．００）

１５二　新潟 ０（　　 ０） ４（２８．５７） １０（７１．４３） １４（１００．００）

１百‾‾．富 山 １（２０．００） １（２０．００） ３（６０．００） ５（１００．００）

．１ラ． 石川 １．（２０．００） ０（　　 ０） ４（８０．００） ５（１００．００）

１‾‾‾８． 福井 ０（　　 ０） １（２０．００） ４（８０．００） ５（１００．００）

１‾９． 山梨 ０（　　 ０） ０（　　 ０） ８（１００．００） ８（１００．００）

２ ｂ．長野 ０（　　 ０） １（ ６．２５） １５（９３．７５） １６（１００．００）

２ ｉ．岐阜 ２（１６．６７） ２（１６．６７） ８（６６．６７） １２（１００．００）

２２．静 岡 ２（２０．００） ４（４０．００） ４（４０．００） １０（１００．００）

２３」愛 知 １（１２．５０） １（１２．５０） ６（７５．００） ８（１００．００）

２ ４．三 重 １（ ７．６９） ４（３０．７７） ８（６１．５４） １３（１００．００）

、２ ５．滋賀 １（３３．３３） ０（　　 ０） ２（６６．６７） ３（１００．００）

２ ６．．京都 １（３３．３３） １（３３．３３） １（３３．３３） ３（１００．００）

２ ７．大 阪 ＿ ０（　　 ０） １（２０．００） ４（８０．００） ５（１００．００）

′．２８．兵 庫 １（１２．５０） ０（　　 ０） ７（８７．５０） ８（１００．００）

２９．奈 良 ０（　　 ０） １（２５．００） ３（７５．００） ４（１００．００）

３ ０．和 歌 山 ０（　　 ０） ０（　　 ０） ９（１００．００） ９（１００．００）

３ １．鳥 取 ０（　　 ０） ０（　　 ０） ４（１００．００） ４（１００．００）

３２．島 根 ０（　　 ０） ２（２８．５７） ５（７１．４３） ７（１００．００）

３ ３． 岡山 １（ ９．０９） ３（２７．２７） ７（６３．６４） １１（１００．００）

３４．広 島 ｌ（ ９．０９） ３（２７．２７） ７（６３．６４） １１（１■００．００）

３ ５，山 口 ０（　　 ０） ２（２８．５７） ５（７１．４３） ７（１００．００）

３ ６．徳 島 ０（　　 ０） １（１２．５０） ７（８７．５０） ８（１００．００）

３ ７．香川 ｌ（１６．６７） ２（３３．３３） ３（５０．００） ６（１００．００）

二３ ８．愛媛 ０（　　 ０） ３（３７．５０） ５（６２．５０） ８（１００．００）

β ９．高知 ０（　　 ０） ０（　　 ０） ６（１００．００） ６（１００．００）

４ ０． 福 岡 ０（　　 ０） ４（４０．００） ６（６０．００） １０（１００．００）

４＿＿１．佐賀 ０（　　 ０） ２（２０．００） ８（８０．００） １０（１００．００）

４ ２．長 崎 ０（　　 ０） ３（７５．００） １（２５．００） ４（１００．００）

４＿＿３．熊 本 ０（　　 ０） １（ ９．０９） １０（９０．９１） １１（１００．００）

４＿４．大 分 ０（　　 ０） ３（５０．００） ３（５０．００） ６（１００．００）

４ ５．宮 崎 １（２０．００） １（２０．００） ３（６０，００） ５（１００．００）

４ ６．鹿 児 島 ０（　　 ０） ０（　 ．０） ６（１００．００） ６（１００．００）

４ ７∴沖 縄 ０（　　 ０） ０（　　 ０） ５（１００．００） ５（１００．００）

計 （％） ２７（ ７．０５） ９９（２５．８５） ２５７（６７．１０） ３８３（１００．００）

－３５７－



Ｑ１７都道府県別による小学校長の１校当たり平均在校年数

都 道府 県 名 小学 校長 の １校 当た り平均 在校 年数

１～ ２年程 度 ２～ ３年 程度 ３～ ４年程度 ４～ ５年程 度 ５（一６年程 度 計 （％）
１．北 海道 １（ ３．４５） １９（６５．５２） ８（２７．５９） １（ ３．４５） ０（　　 ０） ２９（１００．００）
２．青 森 ０（　　 ０） ３（３０．００） ６（６０．００） １（１０．００） ０（　　 ０） １０（１００．００）
３．岩 手 ０（　　 ０） ５（４５．４５） ６（５４．５５） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ′１１（１００．００ラ

４．宮 城 ０（　　 ０） ７（７７．７８） ２（２２．２２） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ９（１００．００）

５．秋 田 ０（　　 ０） ３（３３．３３） ５（５５．５６） １（１１．１１） ０（　　 ０） ９（１００．００）
６． 山形 ０（　　 ０） １（５０．００） １（５０．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ２（１００．００‾）
７．福 島 ０（　　 ０） ８（６６．６７） ４（３３．３３） ０（　　 ＿０） ０（　　 ０） ．１２（１００．００）
８．茨 城 ０（　　 ０） ６（６０．００） ４（４０．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） １０（１００．００）
９．栃 木 ０（　　 ０） ３（５０．００） ３（５０．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ６（１００．０の
１ ０．群馬 ０（　　 ０） ２（３３．３３） ４（６６．６７） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ６（１００．００）
１ １．・埼玉 ０（　　 ０） １（１２．５０） ７（８７．５０） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ８（１００．００ラ
１２． 千葉 ０（　　 ０） ５（５５．５６） ４（４４．４４） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ９（１００．Ｏｄ‾）
１３． 東京 ０（ ．０） ０（　　 ０） ４（５０．００） ４（５０．００） ０（　　 ０） ８（１００．００）‾
１４．神 奈 川 ０（　　 ０） ２（５０．００） ２（５０．００） ０（　　 ０） ０（　 ０） ４（１００．００）

１５．新 潟 ０（　　 ０） ５（３３．３３） １０（６６．６７） ０（　　 ０） ０（　 ０） １５（１００．００）
１６．富 山 ０（　　 ０） ４（８０．００） １（２０．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ｒ・５（１００．００）‾

１７． 石川 ０（　　 ０） ３（６０．００） ・２（４０．Ｏｑ） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ５（１００．００）
１８．福 井 ０（　　 ０） ３（６０．００） ２（４０．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ５（１００．００）
１９． 山梨 ０（　　 ０） ６（７－５．００） ２（２５．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ８（１００．００）
２ ０． 長野． ０（　　 ０） ４（２５．００） １２（７５．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） １６（１００．００）
２ １． 岐阜 ０（　　 ０） ．２（１６．６７） １０（８３．３３） ０（　　 ０） ０（　　 ０） １２（１００．００）
２ ２．静 岡 ０（　　 ０） ４（４０．００） ６（６０．００） ０（　　 ０） ・０（　　 ０） １０（１００．００）

２ ３．愛 知 ０（　　 ０） １（１２．５０） ５（６２．５０） ‘２（２５．００） ０（　　 ０） ８（１００．００）
２ ４．三 重 ０（　　 ０） ５（３８．４６） ８（６１．５４） ０（　　 ０） ０（　　 ０） １３（１００．００）
２ ５．滋 賀 ０（　　 ０） １（３３．３３） ２（６６．６７） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ３（１００．００）
２ ６．京 都 ０（　　 ０） ｌ（３３．３３） １（３３．３３） １（３３．３３） ０（　　 ０） β（１００．００）
２ ７．大 阪 ．０（　　 ０） ０（　 ０） ・５（１００．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ５（１００．００）
２ ８．兵 庫 ０（　　 ０） ０（　　 ０） ７（８７．５０） １（１２．５０） ０（　　 ０） ８（１００．００）
２ ９．奈 良 ０（　 ０） ｌ（２５．００） １（２５．００） ２（５０．００） ０（　 ０） ４（１００．００）
３ ０．和 歌 山 ０（　　 ０） ，０（　 ０） ５（５５．５６） ４（４４．４４） ０（　　 ０） ９（１００．００）
３ １．鳥 取 ０（　　 ０） ０（　 ０） ２（５０．００） ２（５０．００） ０（　　 ０） ４（１００．００）
３ ２． 島根 ０（　　 ０） ０（　　 ０） ５（７１．４３） ２（２８．５７） ０（　　 ０） ７（１００．００）
３ ３． 岡山 ０（　　 ０） ２（１８．１８） ７（６３．６４） ２（１８．１８） ０（　　 ０） １１（１００．００川
３ ４．広 島 ０（　　 ０） ０（　 ０） ４（３６．３６） ６（５４．５５） ｌ（ ９．０９） １１（１００．００）
３５． 山 口 ０（　　 ０） ５（７１．４３） １（１４．２９） １（１４．２９） ０（　　 ０） ７（１００．００）
３６．徳 島 ０（　　 ０） ７（８７．５０） ．０（　　 ０） １（１２．５０） ０（　　 ０） ８（１００．００）
３７． 香川 ０（　　 ０） ０（　　 ０） ６（１００．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ６（１００．００）
３ ８．愛媛 ０（　　 ０） ３（３７．５０） ５（６２．５０） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ８（１００．００）‾
３ ９．高知 ０（　　 ０） ０（　　 ０） ２（３３．３３） ４（６６．６７） ０（　　 ０） ６（１００．００）＿
４ ０．福 岡 ０（　　 ０） 首（４５．４５） ６（５４．５５） ０‾（　　 ０） ０（　　 ０） １１（１００．００）・
４ １．佐賀 ０（　　 ０） ７（７０．００） ２（２０．００） １（１０．００） ０（　　 ０） １０（１００．００）＿・
４ ２．長 崎 ０（　　 ０） １（２５．００） ２（５０．００） ０（　　 ０） １（２５．００） ４（１００．００）■
４ ３．熊 本 ０（　　 ０） ４（３６．３６） ５（４５．－４５） １（ ９．０９） １（ ９．０９） １１（１００．００汗
４ ４．大 分 １（１６．６７） ５（８３．３３） ０（　　 ０） ０（担・∴　０） ０（　　 ０） ６（１００．００汁

４ ５．宮 崎 ０（　　 ０） ４（８０．００） １（２０．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ５（１００．００）こ；‡
４ ６．鹿 児 島 ０（　　 ０） ０（　　 ０） ６（１００．００） ０（ ・０） ０（　　 ０） ６（１００．００）て≡

４ ７∴沖 純 ０（　　 ０） ３（６０．００） ２（４０．００） ０（　　 ０） ０（　　 ０） ５（１００．００川室
計 （％） ２（ ０．５‾２） １５１（３８．９２） １９５（５０．２６） ３７（ ９．５４） ３（ ０．７７） ３８８（１００．００）≡

－３５８－



Ｑ１８・１郁道府県別による学校予算の紺節問の流用

都道 府 県 名
学 校 予算 の紬 節 間 の流用

認 めて いる 認め て いな い 計 （％）

１ 北 海道 １７（６８．００） ８（３２．００） ２５（１００，００）

２　 青森 ５（５５．５６） ４（４４．４４） ９（１００．００）

３　 岩 手 ５（４５．４５） ６（５４．５５） ＝－（１００．００）

４　 宮 城 ６（７５．００） ２（２５．００） ８（１００．Ｏｑ）

５　 秋 田 ８（８８．８９） ｉ（１１．１１） ９（１００．００）

６　 山形 ２（１００．００） ０（　　 ０） ２（１００．Ｏｑ）

－７　 福 島 １０（９０．９１） １（・９．０９） １１（１００．００）

８．茨 城 ９（９０．００） １（１０．００） １０（１００．００）

９．栃木 ３（５０．００） ３（５０．００） ６（１００．００）

１０．群 馬 ４（８０．００） １（２０．００） ５（１００．００）

１ １．埼玉 ６（８５．７１） １（１４．２９） ７（１００．００）

１２．千葉 ８（８８．８９） １（１１．１１）． ｒ９（１００．００）

１３．東京 ７（８７．５０） １（１２．５０） ８（１００．００）

１４．神森 川 ３（１００．００） ０（　　 ０） ３（１００．００）＿

１５．新 海 １０（７１．４３） ４（２８．．５７） １４（１００．００）

１６．富 山 ３（６０．００） ２（４０．００） ５（１００．００）

１７．石 川 ３（７５．００） １（２５．００） ４（１００．００）

１８．福 井 ５（１００．００） ０（　　 ０） ５（１００．００）

１９‾二　山梨 ５（８３．３３） １（１６．６７） ６（１００，００）

２‾ｂ． 長野 １４（８７．５０） ２（１２．５０） １６（１００．００）

２‾‾１．岐阜 ９（７５．００） ３（２５．００） １２（１００．００）

２‾２．静 岡 ７（７７．７８） ２（２２．２２） ９（１００．００）

２３．愛知 ４（５０．００） ４（５０＿．００） ８（１００．００）

２４．三 重 １２（９２．３１） １（ ７．６９） １３（１００．００）

２５．滋賀 １（３３．３３） ２（６６．６７） ３（１００．００）

２６．京 都 ３（１００，００） ０（　　 ０） ３（１００．００）

２７．大 阪 ３（６０．００） ２（４０．００） ５（１００．００）

２ ８．兵 庫 ７（１００．００） ０（　 ０） ７（１００．００）

２９． 奈 良 ３（７５．００） １（２５．００） ４（１００．００）

３０．和歌 山 ７（７７．７８） ２（２２。２２） ９（１００．００）

３ １．鳥取 ３（７５．００） １（２５．００） ４（１００．００）

３２．島根 ５（７１．４３） ｒ　２（２８．５７） ７（１００．００）

３ ３． 岡山 ７（７０．００） ３（３０．００） １０（１００．００）

３４．広 島 ３（３０．００） ７（７０．００） １０（１００．００）

３５． 山 口 ７（１００．００） ０（　　 ０） ７（１００．００）

３６． 徳 島 ７（８７．５０） ｌ（１２．５０） ８（１００．００）

３７．香 川 ６（１００．００） ０（　　 ０） ６（１００．００）

３８．愛 媛 ５（６２．５０） ３（３７．５０） ８（１００．００）

３ ９．高 知 ５（８３．３３） １（１６．６７） ６（１００．００）

４０．福 岡 １０（９０．９１） １（ ９．０９） １１（１００．００）

４ １．佐賀 ８（８０．００） ２（２０．００） １０（１００．００）

４ ２．長 崎 ２（６６．６７） １（３３．３３） ３（１００．００）

４ ３．熊本 ８（８８．８９） １（１１．１１） ９（１００．００）

４ ４．大 分 ４（８０．００） ｌ（２０．００） ５（１００．ＰＯ）

４＿５．宮 崎 ３（６０．００） ２（４０．００） ５（１００．００）

４＿＿６．鹿 児 島 ５（７１．４３） ２（２８．５７） ７（１００．＿些）

空 ７． 沖縄 ４（８０．００） １（２０．００） ５（１００．Ｏｑ）＿＿

計 （％） ２８１（７６．５７） ８６（２３．４３）　　　 ３６７（１００．００）

－３５９－



Ｑ１８．２　都道府県別による学校予算の節間の流用

都 道 府 県 名
学 校 予 算 の 節 間 の 流 用

喜忍め て い る 認 め て い な い ・ 計 （％ ）

１． 北 海 道 １２（４４．４４） １５（５５．５６） ２７（１００．００）

２． 青 森 ５（ ５５．５６） ４（４４．４４） ９（１００．００）

３． 岩 手 ４（３６．粥 ） ７（６３．６４） １１（１００．００）

４． 宮 城 ５（５０．００） ５（５０．００） １０（１００．００）

５． 秋 田 ４（５０．００）－ ４（５０．００） ８（１００．００）

６． 山 形 １（５０．００） １（５０．００） ２（１００．００）

７． 福 島 ８（７２．７３） ３（２７．２７） １１（１００．００）

８． 茨 城 ５（５０．００） ５（５０．００） １０（１００．００）

９． 栃 木 ３（ ５０．００） ３（５０．００） ６（１００．００）

１ ０． 群 馬 ４（ ８０．００） １（２０．００） ５（１００．００）

１ １． 埼 玉 ４（ 与７．１４） ３（４２．８６） ７（１００．００）

１ ２． 千 葉 ７（ ８７．５０） １（ １２．５０） ８（１００．００）

１ ３． 東 京 ３（４２．８６） ４（ ５７．１４） ７（１００．００）

１ ４． 神 奈 川 ２（６６．６７） １（ ３３．３３） ３（１００．００）

１ ５． 新 潟 ３（２１．４３） １１（７８．５７） １４（１００．００）

１ ６． 富 山 ３（ ６０．００） ２（４０．００） ５（１００．００）

１ ７． 石 川 １（２‾５．００） ３（ ７５．００）． ４（１００．００）

１ ８． 福 井 ４（８０．００） １（ ２０．００） ５（１‾００．００）

１ ９． 山 梨 ４（６６．６７） ２（ ３３．３３） ６（１００．００）

２ ０． 長 野 １０（６２．５０） ６（ ３７．５０） １６（１００．００）

２ １． 岐 阜 ５（４５．４５） ６（ ５４．５５） １１（１００．００）

２ ２． 静 岡 ６（６０．００） ４（４０．００） １０（１００．００）

２ ３． 愛 知 ３（３７．５０） ５（６２．５０） ８（１００．００）

２ ４ ． 三 重 ６（５０．００） ６（５０．００） １２（１００．００）

２ ５． 滋 賀 １（３３．３３） ２（６６．６７） ３（‾１００．００）

２ ６。・京 都 ２（６６．６７） １（３３．３３） ３（１００．００）

２ ７． 大 阪 １（２０．００） ４（軋 ００） ５（１００．００）

２ ８． 兵 庫 － ５（６２．５０） ３（３７．５０） ８（１００．００）

２ ９． 奈 良 １（３３．３３） ２（６６．６７） ３（１００．００）

３ ０． 和 歌 山 ６（７５．００） ２（２５．００） ８（１００．００）

３ １． 鳥 取 ４（１００．００） ０（　　 ０） ４（１００．００）

３ ２． 島 根 ５（８３．３３） １（ １６．６７） ６（１００．００）

３ ３． 岡 山 ７（６３．６４） ４（３６．３６） １１（１００．００）

３ ４． 広 島 ３（３３．３３） ６（６６．６７） ９（１００．００）

３ ５． 山 口 ３（４２．８６） ４（５７．１４） ７（１００．００）

３ ６． 徳 島 ３（５０．００） ３（５０．００） ６（１００．．００）

３ ７． 香 川 ４（６６．６７） ２（３３．３３） ６（１００．００）

３ ８． 愛 媛 ６（７５．００） ２（２５．００） ．８（１００．００）

３ ９． 高 知 ５（８３．３３） １（ １６．６７） ６（１００．００）

４ ０．・福 岡 ８（７２．７３） ３（２７．２７） １１（１００．００）

４ １． 佐 賀 ３（３３．３３） ６（ ６６．６７） ９（１００．００）

４ ２． 長 崎 ２（５０．００） ２（ ５０．００） ４（１００．００）

４ ３． 熊 本 ５（６２．５０） ３（ ３７．５０） ８（１００．００）

４ ４． 大 分 ５（８３．３３） １し １６．６７） ６（１００．００）

４ ５． 宮 崎 ２（４■０．・００） ３（６０．００） ５（１００．００）

４ ６． 鹿 児 島 ２（３３．３３） ４（６６．６７） ６（１００．００）

４ ７． 沖 縄 ４（８０．００） １（２０．００） ５（１００．００）

計 （％ ） １９９（５４．９７） １６３（４５．０３） ３６２（１００．００）

－３６０－



Ｑ２１．１都道府県別による小・中学校長の専決権

都 道 府県 名
小 ・中学校 長 の 専決権

認 め られ て いな い 認 め られ て い る 計 （％）

１．北海 道 ２０（７１．４３） ８（２８．５７）． ２８（１００．００）

２．青森 ３（３０．００） ７（７０．００） １０（１００．００）

３．岩 手 ７（６３．‘６４） ４（３６．３６） １１（１００．００）

４．宮 城 ８（８０．００） ２（２０，００） １０（１００．００）

５．飯 田 ６（６６．６７） ３（３３．３３） ９（１００．００）
６． 由形 ｌ（５０．００） １■（５０．００） ２（１００．００）

７．福 島 １１（９１．６７） １（ ８．３３） １２（１００．００）

８．坂 城 ８（８０．００） ．２（２０．００） １０（１００．００）

９．‾栃 木 １（１６．６７） ５（８３．３３） ６（１００．００）

１０．群 馬 ３（５０．００） ３（５０．００） ６（１００．００）

１ １‾．埼 玉 ３（３７．５０） ５（６２．５０） ８（１００．００）

１云． 千葉 ５（５５．５６） ４（４４．４４） ９（１００．００）

１白．東 京 ３（３７．５０） ５（６２．５０） ８（１００．００）

１４．神 奈 川 ３（７５．００） １（２５．００） ４（１００，００）

１５．新 潟 １０（７１．４３） ４（２８．５７） １４（１００．００）

１白． 富 山 ３（６０．００） ２（４０．００） ５（１００．００）

１‾７．石 川 ４（８０．００） １（２０．００） ５（１００．００）

ｉ８． 福井 ５（１００．００） ０（　　 ０） ５（１００．００）

１９． 山梨 ３（３７．５０） ５（６２．５０） ８（１００．００）

２０． 長野 １２（７５．００） ４（２５．００） １６（１００．００）

２ １． 岐阜 １０（８３．３３） ２（１６．６７） １２（１００．００）

２ ２． 静 岡 ４（４０．００） ６（６０．００） １０（１００．００）

２ ３． 愛知 ６（７５．００） ２（２５．００） ８（１００．００）

２４． 三重 １０（７６．９２） ３（２３．０８） １３（１００．００）

２ ５． 滋賀 ３（１００．００） ０（　　 ０） ３（１００．００）

２ ６． 京都 １（３３．３３） ２（６６．６７） ３（１００．００）

２ ７． 大 阪 ０（　　 ０） ５（１００．００） ５（１００．００）

２８．兵庫 ５（６２．５０） ３（３７．５０） ８（１００．００）

２９．奈 良 １（２５．００） ３（７５．００） ４（１００．００）

３０．和 歌 山 ４（４４．４４） ５（５５．５６） ９（１００．００）

３ １．鳥 取 ４（１００．００） ０（　　 ０） ４（１００．００）

３２． 島根 ７（１００．００） ０（　　 ０） ７（１００．００）

３３． 岡 山 ７（６３．６４） ４（３６．３６） １１（１００．００）

３４．広 島 ６（５４．５５） ５（４５．４５） １１（１００．００）

３５． 山 口 ４（５７．１４） ３（４２．８６） ７（１００．００）

３６．徳 島 ８（１００．００） ０（　　 ０） ■８（１００．００）

３７．香 川 ６（１００．００） ０（　　 ０） ６（１００．００）

３ ８．愛 媛 ５（６２．５０） ３（３７．５０） ８（１００．００）

３ ９． 高知 ３（５０．００） ３（５０．００） ６（１００．００）

４０． 福 岡 １０（９０＿．９１） １（ ９．０９） １１（１００．００）

４ １． 佐賀 ８（８０．００） ２（２０．００） １０（１００．００）

４＿２． 長 崎 ４（１００．．００） ０（　　 ０） ４（１００．００）

４ ３． 熊本 ５（４５．４５） ６（５４．５５） １１（１００．００）

４ ４． 大 分 ５（８３．‘３３） １（１６．６７） ６（１００．００）

４ ５＿＿． 宮 崎 ３（６０．００） ２（４０．００） ５（１００．００）

４ ６． 鹿 児 島 ６（８５．７１） １（－１４．２９） ７（１００．００）

４ ７． 沖縄 ２（４０．００） ３（■６０．００） ５（１００．００）

計 （％） ２５６（６５．９８） １３２（３４．０２） ３８８（１００．００）

－３６１－



Ｑ２２．１都道府県別による校長裁量予算の有無

都 道 府 県 名
校 長 裁 量 予 算

設 け て い る 設 け て い な い 計 （％ ）

１． 北 海 道 １（ ３．５７） ２７（９６．４３） ２８（１００．００）

２． 青 森 １（ １０．００） ９（９０．００） １０（１００．００）

３． 岩 手 １（ ９．０９） １０（９０．９１） １１（１００．００）

４． 宮 城 １（＿１０．００） ９（９０．００） １０（１００．００）

５， 秋 田 ０（　　 ０） ９（１００．００） ９（１００．００）

６． 山 形 ０（　　 ０） ２（１００．００） ２（１００．００）

７． 福 島 １（ ８．３３） １１（９１．６７） １２（１００．００）

８． 茨 城 ０（　　 ０） １０（１００．００） １０（１００二００）

９． 栃 木 ０（＿　　 ０） ６（１００．００） ６（１００．００）

１ ０． 群 馬 ０（　　 ０） ６（１００．００） ６（１００．００）

１ １． 埼 玉 １（１２．５０）＿ ７（８７．５０） ８（１００．００）

１ ２． 千 葉 ■ １（１１．１－１） ８（８８．．８９） ９（１００．００）

１ ３． 東 京 １■（１２．５０） ７（８７．５０） ８（１００．００）

１ ４． 神 奈 川 ０（　　 ０） ４（１００．００） ４（１００．００）

１ ５． 新 潟 ０（　　 ０） １５（１００．００） １５（１００．００）

１ ６． 富 山 ０（　　 ０） ５（１００．００） ５（１００．００）

１ ７． 石 川 １（２０．００） ４（８０．００） ５（１００．００）

１ ８． 福 井 ０（　　 ０） ５（１００．００） ５（１００．００）

１９． 山 梨 ０（　　 ０） ８（１００．００） ８（１００．００）

２ ０。 長 野 ５（３１．２５） １１（６８．７５） １６（１００．００）

２ １． 岐 阜 ３（２５．００） ９（７５．００） １２（１００．００）

２ ２． 静 岡 １（ １０．００） ９（９０．００） １０（１００．００）

２ ３． 愛 知 ０（　　 ０） ８（１００，００） ８（１００．００）

２ ４． 三 重 ２（ １５．３８） １１（８４．６２） １３（１００．００）

２ ５． 滋 賀 １（３３．３３） ２（６６．６７） ３（１００．００）

２ ６． 京 都 ０（　　 ０） ３（１００．００） ３（１００．００）

２ ７． 大 阪 ２（４０．００） ３（６０．００） ５（１００．００）

２ ８． 兵 庫 １（ １２．５０） ７（８７．５０） ８（１．００．００）

２ ９． 奈 良 ０（　　 ０） ４（１００．００） ４（１００．００）

３ ０． 和 歌 山 １（ １１．１１） ８（８８．８９） ９（１００．００）

３ １． 鳥 取 ０（　　 ０） ４（１００．００） ４（１００．００）

３ ２． 島 根 １（１４．２９） ６（８５．７１） ７（１００．００）

３ ３． 岡 山 ２（１８．１８） ９（８１．８２） １１‾（１００．００）

３ ４． 広 島 ３（２７．２７） ８（７２．７３） １１（１００．００）

３ ５． 山 口 ０（　　 ０） ７（１００．００） ７（１００．００）

３ ６． 徳 島 １（１２．５０） ７（ ８７．５０） ８（１００．００）

３ ７． 香 川 ０（　　 ０） ６（１００．００） ６（１００．００）

３ ８． 愛 媛 １（１２．５０） ７（８７．５０） ８（１００．００）

３ ９． 高 知 １（ １６．６７） ５（８３．３３） ６（１００．００）

４ ０． 福 岡 １（ ９．０９） １０（９０．９１） １１（１００．００）

４ １． 佐 賀 １（ １０．００） ９（９０．００） １０（１００．００）

４ ２． 長 崎 ０（　　 ０） ４．（１００．００） ４（１００．００）

４ ３． 熊 本 １（ ９．０９） １０（９０．９１） １１（１００．００）

４ ４． 大 分 ０（　　 ０） ６（１００．００） ６（１００．００）

４ ５． 宮 崎 ０（　　 ０） ５（１００．００） ５（１００．００）

４ ６， 鹿 児 島 ０（　　 ０） ７（１００．００） ７（１００．００）

４ ７． 沖 縄 ０（　 ■－０） ５（１００．００） ５（１００．００）

計 （％ ）， ３７（ ９．５１） ３５２（９０．４９） ３８９（１００．００）

ー３６２－



Ｑ２４・１都道府県別による研究校の指定の有無

都 道府 県 名
研 究 校 の指定

旨定 をお こな って い 定 をお こな って い な 計 （％）

１．北 海道 １８（６２．０７） １１（３７．９３） ２９（１００．００）

２． 青森 ２（２０．００） ８（８０．００） １０（１００．００）

３．岩 手 １０（９０．９１） １（ ９，０９） １１（１００．００）

４．宮城 ４（４４．４４） ５（５５．５６） ９（１００．００）

５．秋 田 ３（３３．３３） ６（６６．６７） ９（１００．００）

６．山形 ２（１００．００） ０（　　 ０） ２（１００．００）

７．福 島 ３（２５．００） ９（７５．００） １２（１００．００）

８．茨城 ５（５０．００） ５（５０．００） １０（１００．００）

９．栃木 ３（５０．００） ３（５０．００） ６（１００．００）

１０．癖 馬 ２（３３．３３） ４（６６．６７） ６（１００．００）

１１．‾埼玉 ６（７５．００） ２（２５．００） ８（１００．００）

１２．手葉 ７（７７．７８） ２（２２．２２） ９（１００．００）

１３．‾‾‾東京 ６（７５．００） ２（２５．００） ８（１００．００）

１４．‾‾神奈 川 ２（５０．００） ２（５０．００） ４（１００．００）

１百‾‾．新潟 １（ ６．６７） １４（９３．３３） １５（１００．００）

１６．富 山 １（２０．００） ４（８０．００） ５（１００．００）

１７．石川 ４（８０．００） １（２０．００） ５（１００．００）

１８．福井 １（２０．００） ４（８０．００） ５（１００．００）

ｉ９． 山梨 １（１２．５０） ７（８７．５０） ８（１００．００）

２０．長 野 ２（１２．５０） １４（８７．５０） １６（１００．００・）

２ １．岐 阜 ４（３６．粥） ７（６３．６４） １１（１００．００）

２２．静 岡 ６（５４．５５） ５（４５．４５） １１（１００．００）

２ ３．愛 知 ２（２５．００） ６（７５．００） ８（１００．００）

２４．三 重 ９（６９．２３） ４（３０．７７） １３（１００．００）

２ ５．滋 賀 １（３３．３３） ２（６６．６７） ３（１００．００）

２ ６．京 都 ２（６６．６７） １（３３．３３） ３（１００．ＯＰ）

２ ７． 大阪 ５（１００。００） ０（　　 ０） ５（１００．００）

２ ８． 兵庫 ３（３７．５０） ５（６２．５０） ８（１００．００）

２■９． 奈 良 ２（５０．００） ２（５０．００） ４（１００．００）

３０．和 歌 山 ７（７７．７８） ２（２２．２２） ９（１００．００）

３ １．鳥 取 ２（４０．００） ３（６０．００） ５（１００．００）

３２． 島根 ３（４２．８６） ４（５７．１４） ７（１００．００）

３３． 岡山 ３（２７．２７） ８（７２．７３） １１（１００．００）

３４．広 島 ５（４５．４５） ６（５４．５５） １１（１００．００）

３５． 山 口 ２（２８．５７） ５（７１．４３） ７（１００．００）

３６．徳 島 ０（　　 ０） ８（１００．００） ８（１００．００）

３７． 香川 １（１６．６７） ５（８３．３３） ６（１００．００）

３ ８． 愛媛 ２（２５．００） ６（７５．００） ８（１００．００）

３ ９． 高知 ３（５０．００） ３（５０．００） ６（１００．００）

４ ０．福 岡 ４（４０．００） ６（６０．００） １０（１００．００）

＿＿＿４ １．佐賀 ４（４０．００） ６（６０．００） １０（１００．００）

４ ２．長 崎 ３（７５．００） １（２５．００） ４（１００．００）

４ ３． 熊本 ７（６３．６４） ４（３６．３６） １１（１００．００）

４ ４．大 分 １（１６．６７） ５（８３．３３） ６（１００．００）

４ ５． 宮崎 ３（６０．００） ２（４０．００） ５（１００．００）

些 ６． 鹿児 島 ６（７５．００） ・２（２５．００） ８（１００．００）

４ ７． 沖縄 ５（１００．００） ０（　　 ０） ５（１００．００）

計 （％） １７８（４５．６４） ２１２（５４．３６） ３９０（１００，００）

ー３６３－



Ｑ３０．１都道府県別にみた新しい人事評価システムの導入の賛成率

１． 北 海 道 １７（５８．６）

２． 青 森 ６（６６．７）

３． 岩 手 ５（５０．０）

４． 宮 城 ６（６０．０）

５． 秋 田 ３（３３．３）

６． 山 形 １（５０．０）

７， 福 島 ７（７０．０）

８． 茨 城 ５（５０．０）

９． 栃 木 ３（６０．０）

１ ０． 群 馬 ４（６６．７）

１ １． 埼 玉 ７（８７．５）

１ ２． 千 葉 ３（３７．５）

１ ３． 東 京 ５（６２．５）

１４ ． 神 奈 川 ３（７５．０）

１ ５． 新 潟 ７（４６．７）

１ ６． 富 山 ３（６０．０）

１ ７． 石 川 ４（８０．０）

１ ８． 福 井 ３（６０．０）

１ ９． 山 梨 ３（３７．５）

２ ０． 長 野 １０（ ６２．５）

２ １． 岐 阜 ８（ ７２．７）

２ ２． 静 岡 ６（ ５４．５）

２ ３． 愛 知 ３（ ３７．５）

２ ４． 三 重 ８（ ６６．７）

２ ５． 滋 賀 ２（ ６６．７）

２ ６． 京 都 ３（１００．０）

２ ７． 大 阪 ４（ ８０．０）

２ ８． 兵 庫 ５（ ６２．５）

２ ９． 奈 良 １（ ２５．０）

３ ０． 和 歌 山 ５（ ６２．５）

３ １． 鳥 取 ０（　 ０）

３ ２． 島 根 ４（ ６６．７）

３ ３． 岡 山 ８（ ８０．０）

３ ４． 広 島 １０（ ９０．９）

３ ５． 山 口 ３（ ４２．９）

３ ６． 徳 島 ６（ ７５．０）

３ ７． 香 川 ５（ ８３．３）

３ ８． 愛 媛 ３（ ５０．０）

３ ９． 高 知 ５（ ８３．３）

４ ０． 福 岡 ７（ ７０．０）

４ １． 佐 賀 ５（ ５０．０）

４ ２． 長 崎 ２（５０．０）

４ ３． 熊 本 ６（５４．５）

４ ４ ． 大 分 ４（５７．１）

４ ５． 宮 崎 ２（４０．０）

４ ６． 鹿 児 島 ７（８７．５）

４ ７． 沖 縄 ４（１００．０）

計 （％ ） ２３１（６０．９）

賛成率＝カテゴリー（１）／（１）＋（２）＋（３）＋（４）

－３６４－



Ｑ３１都道府県別による市叫村教委単独予算による教職員配置の有無

都 道 府県 名
市 町村 教委 単独 予算 によ る教職 員配 置

あ る な い 計 （％）

１　 北 海道 ３（１０．３４） ２６（８９．６６） ２９（１００．００）

２．青 森 ２（２２．２２） ７（７７．７８） ９（１００．００）

３．岩 手 １（ ９．０９） １０（９０．９１） １１（１００．００）

４． 宮城 ２（２０．００） ８（８０．００） １０（１００．００）

５．秋 田 ３（３３．３３） ６（６６．６７） ９（１００．００）

６．‾‾山 形 ２（１００．００） ０（　　 ０） ２（１００．００）

７．‾‾福 島 ４（３６．３６） ７（６３．６４） １１（１００．００）

８．‾茨 城 ４（４０．００） ６（６０．００） １０（１００．００）

９．栃 木 ５（１００．００） ０（　　 ０） ５（１００．００）

ｉ‾０．群 馬 ４（６６．６７） ２（３３．３３） ６（１００．００）

１‾‾１． 埼玉 ３（３７．５０） ５（６２．５０） ８（１００．００）

１‾２． 千葉 ４（４４．４４） ５（５５．５６） ９（１００．００）

１‾３． 東京 １（１２．５０） ７（８７．５０） ８（１００．００）

ｉ‾４．神 奈川 １（２５．００） ３（７５．００） ４（１００．００）

１５．新 潟 ５（３３．３３） １０（６６．６７） １５（１００．００）

‾‾‾１６．富 山 ３（６０．００） ２（４０．００） ５（１００．００）

ｉ ７．石 川 ２（４０．００） ３（６０．００） ５（１００．００）

１８．福 井 ４（８０．００） １（２０．００） ５（１００．００）

１９． 山梨 ５（６２．５０） ３（３７．５０） ８（１００．００）

２０． 長 野 １３（８１．２５） ３（１８．７与） １６（１００．００）

２ １． 岐 阜 ４（３６．３６） ７（６３．６４） １１（１００．００）

‾‾２ ２． 静 岡 ２（１８．１８） ９（８ｌ．８２） １１（１００．００）

２ ３．愛 知 ２（２５．００） ６（７５．００） ８（１００．００）

２ ４．三 重 ４（３３．３３） ８（６６．６７） １２（１００．００）

２５． 滋賀 ３（１００．００） ０（　 ０） ３（１００．００）

２６． 京都 １（３３．３３） ２（６６．６７） ３（１００．００）

２７． 大 阪 ０（　　 ０） ５（１００．００） ５（１００．００）

２８． 兵庫 ３（３７．５０） ５（６２．５０） ８（１００．００）

２ ９．奈 良 ３（７５．００） ｌ（２５．００） ４（１００．００）

３ ０．和 歌 山 ・ ２（２５．００） ６（７５．００） ８（１００．００）＿＿

５（１００．００）

７（１００．００）

３ １． 鳥取 ２（４０．００） ３（６０．００）

３２． 島根 １（１４．２９） ６（８５．７１）

３３． 岡 山 ７（６３．６４） ４（３６．３６） １１（１００．００）

１１（１００．００）３４． 広 島 ９（８ｌ．８２） ２（１８．１８）

３ ５． 山 口 ３（４２．８６） ４（５７．１４） ７（１００．００）

３ ６．徳 島 ５（６２．５０） ３（３７．５０） ８（１００．００）

３ ７．香 川 ４（６６．６７） ２（３３．３３） ６（１００．００）

３８． 愛媛 １（１２．５０） ７（８７．５０） ８（１００．００）

３９． 高知 １（１６．６７） ５（８３．３３） ６（１００．００）

４０．福 岡 ２（１８．１８） ９（８１．８２） １１（１００．００）

４ １．佐 賀 １（１０．００） ９（９０．００） １０（１００．００）

４ ２．長 崎 ｌ（２５．００） ３（７５．００） ４（１００．００）

４ ３． 熊本 ３（２７．２７） ８（７２．７３） １１（１００．００）

４ ４． 大分 ２（２８．５７） ５（７１．４３） ７（１００．００）

４ ５． 宮 崎 ０（　　 ０） ５（１００．００） ５（１００．ＯＰ）

４ ６． 鹿 児 島 ０（　　 ０） ８（１００．００） ８（１００．００）

４ ７． 沖縄 ２（４０．００） ３（６０．００） ５（１００．００）

計 （％） １３９（３５．８２） ２４９（６４．１８） ３８８（１００．００）

－３６５－



３．小中学校長調査
・単純集計表

Ｑｌ　教育改革の有効性

カテゴ リー 名 校種

小学校 中学 校 計 （％）
１．全 く役 に立 たな い ４（ ０．４） ３（ ０．５） ７（ ０．‾‾４）

、２．あ まり役 に立 たな い ５１（ ４．６） ４３（ ７．７） ９４（ ５．‾‾７）
３．＿どち らともいえな い １１１（１０．０） ６４‾（１１．５） １７５（１０．扇
４．ある 程度役 に立 つ ７８３（７０．８） ３７８（６８．０） １１６１（６９．自）
５．非常 に役 に立 つ １５１（１３．７） ６６（１１．９） ２１７（１３．１う
無回答 ６（ ０．５） ２（ ０．４） ８（、０．５）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ２　児童・生徒の学校参加の必要性

カテ ゴ リ‾一名 校種

小学校 中学校 計 （％）
１．‾全 くそ う思わな い ２４（ ２．２） １６（ ２．９） ４０（ ２．４）
２二　あま りそ う思わ ない ２６２（２３．７） １１３（２０．３） ３７５（２２．６）
３‾．どち らとも思わ ない １１９（１０．８） ５５（ ９．９） １７４（１０．５）
４． ある程度 そ う思 う ５８２（５２．６） ３１８（５７．２） ９００（５４．２）
‾５．全 くそ う思 う １０９（ ９．９） ４８（ ８．６） １５７（ ９．４）
無回答 １０（ ０．９） ６（ １．１） １６（ １．０）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ３　学校の自主的・自律的運営の実感

カ テゴ リー名
校種

小学校 中学校 計 （％）
１．全 く実感 していな い ８３（ ７．５） ３３（ ５．９） １１６（ ７．０）

２．あま り実感 していな い ３７２（３３．６） ２０１（３６．２） ５７３（３４．５）
３． どち らともいえな い ３１５（２８．５） １７０（３０．６） ４８５（２９．２）
４．ある程度実感 して いる ３２３（２９．２） １４６（２６．３） ４６９（２８．２）

５．非常に実感 してい る １２（ ｌ．１） ４（ ０．７） １６（ １．０）
無回答 ｌ（ ０．１） ２（ ０．４） ３（ ０．２）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） －１６６２（１００．０）

Ｑ４．１学校の自主性・自律性の強化の必要性

カ テ ゴ リー 名 校 種

小 学 校 中学 校 計 （％ ）
１． 全 くそ う思 わ な い ８（ ０．７） ５（ ＿０．９） １３（ ０．８）
２， あ ま りそ う思 わ な い １０４（ ９．４） ５３（ ９．５） １５７（ ９．４）
３． どち ら と も い え な い １８５（１６．７） ８６（ １５．５） ２７１（ １６．３）

４．＿あ る 程 度 そ う思 う ６４７（５８．５） ３２１（５７．７） ９６８（５８．２）
５． 全 くそ う思 う １６１（１４．６） ９１（ １６．４） ２５２（ １５．２）
無 回 答 １（ ０．１） ０（ ０．０） １（ ０．１）

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １＿６６２（１００．０）

－３６７－



Ｑ４．２　学校の自主性・自律性の強化の領域
（小 、 Ｎ ＝ ８０８；中 、 Ｎ ＝４１２） （夏数 回 答 ）

カ テ ゴ リー 名
　　　　　　 口

校 種
小 学 校 中学 校 計 （％ ）

６１５（１７ ３）１． 教 育 課 程 の編 成 ３９９（ １６．９） ２１６（ １８．１）
２． 教 材 の 取 扱 １０６（ ４．５） ３４（ ２．８） １４０（ ３．９）

２１０（ ５．９）

２３０（ ６．５）

１００（ ２．８）

８５９（２４．２）

２２０（ ６．２）

２１３（ ６．０）

９５６（２６．９）

４（ ０．１）

３． 教 育 活 動 ・教 授 方 法 １３５（ ５．７） ７５（ ６．３）
４． 組 織 編 成 １５０（ ６．４） ８０（ ６．７）
５． 児 童 ・生 徒 の 取 扱 ５０（ ２．１） ５０（ ４．２）
６． 教 職 員 の 人 事　 ＿ ５６７（２４．１） ２９２（ ２４．４）
７． 教 職 員 の服 務 や 研 修 １５６（ ６．６） ６４（ ５．４）
８．施 設 ・設 備 管 理 １４５（ ６．２） ６８（ ５．７）
９．学 校 予 算 の編 成 と執 行 ６４３（ ２７．３） ３１３（２６．２■）
１０． そ の 他 ２（ ０．１） ２（ ０．２）
無 回答 ２（ ０．１） ２（ ０．２） ４（ ０ １）

計 （％） ２３５５（１００．０） １１９６（１００．０） ３５５１（１００．０）

Ｑ５・１学校教育を活性化するための方策（教育委員会の指導・助言体制の強化）

カ テ ゴ リー 名 校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）
１． ほ とん ど 有 効 で な い ３６（ ３．３） １７（ ３．１） ５３（ ３．２）

３７０（２２．３）

６０８（３６．６）

５３８（３２．４ラ

８４（ ５．１）

２． あ ま り有 効 で な い ２４６（ ２２．２） １２４（２２．３）
３．－どち ら と も い え な い ・ ３９８（３６．０） ２１０（３７．８）
４． か な り有 効 ３６５（３３．０） １７３（３１．１）
５． 非 常 に 有 効 ５７（ ５．２） ２７（ ４．９）
無 回答 ４（ ０．４） ５（ ０．９） ９（ ０ ５）

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ５・２　学校教育を活性化するための方策（学校の評価システムの確立）

カテ ゴ リー 名 校種
小学校 中学校 、計 （％）

１．ほ とん ど有効 でな い １０（ ０．９） ４（ ０．７） １４（ ０．８）
２．あま り有効 でな い ７３（ ６．６） ４１（ ７．４） １１４（ ６．９）
３． どち らともいえな い ３０９（２７．９） １ｒ６６（２９９） ４７５（２８．６）

９２２（５５．５）

１３０（ ７．８）

４．かな り有効 ６３２（５７．１） ２９０（５２２）
５．非常 に有 効 ７９（ ７．１） ５１（ ９．２）

無回答 ３（ ０．３） ４（ ０ ７） ７（ ０二‾４）

１６６２（１００／６）計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０）

Ｑ５・３　学校教育を活性化するための方策（学校の情報公開の促進）

カ テ ゴ リー 名 校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）
１． ほ と ん ど有 効 で な い　　　Ｊ一 ５（ ０．５） １（ ０．２） ６（ ０．４）

２． あ ま り有 効 で な い ６０（ ５．４） ３０（ ５．４） ９０（ ５．４）
３． ど ち ら と も い え な い ３４６（３１．３） ‾ｉ阿∫　 １６４（２９．５） ５１０（３０．７）
４． か な り有 効　′望▲ 」一 ５６９（５１．４） ２８２（５０．７） ８５１（５１．２）

５． 非 吊 に有 効 １１８（１０．７） ７８（１４．０） １９６（１１．８）
無 回 答 ８（ ０．７） １（ ０ ２） ９（ ０．５）

１６６２（１００．０）計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０）

ー３６８－



Ｑ５．４学校教育を活性化するための方策（学校選択の導入・通学区域の弾力化）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）

小　ハ で な い ５４（ ４．９） ２８（ ５．０） ８２（ ４．９）

あ ま り有 効 で な い １７３（ １５．６） ８６（ １５．５） ２５９（ １５．６）

ｔ＆

∴３ どち らと もい え な い

４２１（３８．１） ２２０（３９．６） ６４１（３８．６）

１４　 か な り有 効 ３５５（３２．１）． １７７（３１．８） ５３２（３２．０）

∴ち　 非 常 に有 効 ８７（ ７．９） ４０（ ７．２） １２７（ ７．６）

畿 回宏 １６（ ｌ．４） ５（ ０．９） ２１（ １．３）
ハ、、 ロ　　　　　 計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２‾（１００．０）

Ｑ５．５　学校教育を活性化するための方策（学校評議員の設置）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）

１ ほ と ん ど 有 効 で な い ３６（ ３．３） ２０（ ３．６） ５６（ ３．４）

２　 あ ま り有 効 で な い １５０（１３．６） ７５（ １３．５） ２２５（ １３．５）

３　 ど ち ら と も い え な い ４８０（４３．４） ２５１（４５．１） ７３１（４４．０）

４　 か な り有 効 ３９０（３５．３） １８１（３２．６） ５７１（３４．４）

５　 非 葡 に 有 効 ３７（ ３．３） ２１（ ３．８） ５８（ ３．５）

無 回 答 １３（ ｌ．２） ８（ １．４） ２１（ １．３）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ５．６　学校教育を活性化するための方策（学校の自主性・自律性の強化）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）

１　 ほ と ん ど有 効 で な い ２（ ０．２） ０（ ０．０） ２（ ０．１）

２　 あ ま り有 効 で な い ７（ ０．６） ５（ ０．９） １２（ ０．７）

３　 どち ら と も い え な い １４５（１３．１） ７２（ １２．９） ２１７（１３．１）

４　 か な り有 効 ７１６（６４．７） ３７４（６７．３） １０９０（６５．６）

５　 非 常 に 有 効 ２２５（２０．３） ９５（ １７．１） ３２０（１９．３）

無 回答 １１（ １．０） １０（ １．８） ２１（ １．３）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ５．７　学校教育を活性化するための方策（教職員の人事考課・管理の充実）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％ ）

１　 ほ とん ど有 効 で な い １１（ １．０） ３（ ０．５） １４（ ０．８）

２　 あ ま り有 効 で な い ４３（ ３．９） ２２（ ４．０） ６５（ ３．９）

３． どち ら と も い え な い ２９８（２６．９） １４６（２６．３） ４４４（２６．７）

４． か な り有 効 ５５７（５０．４） ３０３（５４．５） ８６０（５１．７）

５． 非 常 に有 効 １９４（１７．５） ７９（ １４．２） ２７３（ １６．４）

無 回 答 ３（ ０．３） ３（ ０．５） ６（ ０．４）
計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

－３６９－



Ｑ５．８　学校教育を活性化するための方策（校長の権限の強化）

カ テ ゴ リー 名 校 種

小 学 校 中学 校 － 計 （％ ）
１． ほ とん ど有 効 で な い ２（ ０．２） １（ ０．２） ３（ ０．２）
２． あ ま り有 効 で な い １４（ １．３） ９（ ｌ．６） ２３（ １．４）
３． どち ら と も い え な い １５６（ １４．１） ８５（ １５．３） ２４１（ １４．５）ｒ
４． か な り有 効 ６５８（５９．５） ３３１（５９．５） ９８９（５９．５）
５． 非 常 に 有 効 ２７５（２４．９） １２８（２３．０） ４０３（２４．２）
無 回答 １（ ０．１） ２（ ０．４） ３（ ０．２）

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ６　市町村教委独自の教育ビジョンとそれを実現するための総合的な計画の有無

カテ ゴ リー名 校種

小学校 中学校 計 （％）
１． はい ５８８（５３．２） ３１９．（５７．４） ９０７（５４．６）
２． いいえ ５０８（４５．９） ２３０（４１．４） ７３８（４４．４）
無回答 １０（ ０．９） ７（ １。３） １７（ １．０）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ７　市町村教委の自主性・自律性の強化

カ テゴ リー名 校種

小学校 中学 校 計 （％）
１．強 まった ２０５（１８．５） １００（１８．０） ３０５（１８．４）
２．変わ らな い ８８０（７９．６） ４５１（８１．１） １３３１（８０．１）
３． 弱まった １０（ ０．９） ３（ ０．５） １３（ ０．８）
無回答 １１（ １．０） ２（ ０．４） １３（ ０．８）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（川０．０）

Ｑ８　教育課程に関する市町村教委の考え方の提示

カテ ゴ リー名 校 種

小学校 中学校 計 （％）
１．打 ち出すよ うになった ２３７（２１．４） １００（１８．０） ３３７（２０ ３）
２．変わ らない ８４６（７６．５） ４４７（８０．４） １２９３（７７　８）
３．か えって打ち 出さな くな った １３（ １．２） ９（ １．６） ２２（ １３）
無回答 １０（ ０．９） ０（ ０．０） １０（ ０．６）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６．（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ９　教育課程に関する学校の自主性・自律性

カテゴ ｉ」一 名 校種
小学校 中学 校 計 （％）

１．強 まった ３７３（３３．７） １７０（３０．６） ５４３（３２．７）
２．変わ らない ７２０（６５．１） ３８２（６８．７） １１０２（６６．３）
３．弱 まった ３（ ０．３） ３（ ０．５）． ６（ ０．４）
無回答 １０（ ０二９） １（ ０．２） １１（ ０　７）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

ー３７０－



ＱｌＯ　教育課程編成に関する市町村教委の指導方針
（小、Ｎ＝１１０６；中、Ｎ＝５５６）（複数回答）

カテゴ リー名
校 種

小学校 ． 中学校 計 （％）

１．授業時数 な どの基準 を守 る こと ３００（１０．３） １４０（ ９．６） ４４０（１０．１）

２．指示 ・命令 と指導 ・助言 の区分 １０８（ ３．７） ６６（ ４．５） １７４（ ４．０）

３．学習指導要 領の趣 旨をわか りやす く伝達 ３２０（１ｌ．０） １６０（１１．０） ■４８０（１１．０）

４．社会 の変化 に即 した教育 の見直 し ５６３（１９．３） ２８３（１９．４） ８４６（１９．３）

５．特色 ある教 育課程づ くりの支援 ６８９（２３．６） ３３８（２３．２） １０２７（２３．５）

６．教委 と しての独 自の考 えの提示 １０４（ ３．６） ５２（ ３．６） １５６（ ３．６）

７．家庭や地域 社会 との連携 ７７５（２６．６） ３９４（２７．０） １１６９（２６．７）

８．その他 ３４（ １．２） １７（ ｌ．２） ５１（ １．２）

無回答 ・２１（ ０．７） １０（ ０．７） 、／３：１（‾０．７）

計 （％） ２９１４（１００．０） １４６０（１００．０） ４３７４（１００．０）

Ｑ１１「総合的な学習の時間」の実施の有無

カテ ゴ リー 名
校 種

小学校 中学校 計 （％）

１． はい １１００（９９．．５） ５４６（９８．２） １６４６（９９．■０）

２． いいえ ６（ ０．５） ８（ １．４） １４（ ０．８）

無回答 ０（ ０．０） ２（ ０．４） ２（ ０．１）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１２．１「総合的な学習の時間」の受けとめ方（特色ある教育課程編成のきっかけ）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）

１． 全 くそ う思 わ な い ２（ ０．２） ０（ ０．０） ２（ ０．１）

２． あ ま りそ う思 わ な い ３３（ ３．０） ４４（ ７．９） ７７（ ４．．６）

３． どち ら と も い え な い １０７（ ９．７） ７１（１２．８） １７８（１０．７）

４． 少 しそ う思 う ５９３（５３．６） ３０８（５５．４） ９０１（５４．２）

５． とて もそ う思 う ３７１（３３．５） １２９（２３．２） ５００（３０．１）

無 回答 ０（ ０．０） ４（ ０．７） ４（ ０．２）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００■．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１２．２　「総合的な学習の時間」の受けとめ方（教師の関心の高まり）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％ ）

１． 全 くそ う思 わ な い ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０）

２． あ ま りそ う思 わ な い ２９（ ２．６） ３５（ ６．３） ６４（ ３．９）

３． ど ち ら と もい え な い ２１５（ １９．４） １３６（２４．５） ３５１（２１．１）

４． 少 しそ う思 う ６８７（６２．１） ３２１（５７．７） １００８（６０．６）

５． とて も そ う思 う １７３（ １５．６） ６０（ １０．８） ２３３（ １４．０）

無 回 答 ２（ ０．２） ４（ ０．７） ６（ ０．４）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１２．３　「総合的な学習の時間」の受けとめ方（学習指導要領の基準の弾力化）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％ ）

１． 全 くそ う思 わ な い ５（ ０．５） ７（ １．３） １２（ ０．７）

２．‾あ ま りそ う思 わ な い １００（ ９．０） ７０（ １２．６） １７０（１＿０．２）．

３． どち ら と も い え■な い ３８３（３４．６） ２１２（３８．１） ５９５（３５．８．）

４． 少 しそ う思 う ５３２（４８．１） ２３１（４１．５） ７６３（４５．９）

５． とて もそ う思 う ７７（ ７．０） ２９（ ５．２） １０６（ ６．４）

無 回 答 曹■９（ ＿０．８） ７（ １．３） １６（ ｌ．■０）

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

－３７１－



Ｑ１２．４　「総合的な学習の時間」の受けとめ方（教職員の多忙化の進行）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小学 校 中学 校 　　　　　 ∴薫計 （％）
１． 全 くそ う思 わ な い ６（ ０．５） １（ ０．２） ７（ ‾０∴４）雲
２． あ ま りそ う思 わ な い ６４（ ５．８） １４（ ２．５） ７８（ ４．機

３． ど ち ら と も い えな い ２７２（２４．６） ７７（１３．８） ３４９（２１．■０ミ）撃
４． 少 しそ う思 う ５５３（５０．０） ２７３（４９．１） ８２６（４９．７≡）≡喜
５． とて も そ う思 う ２０６（ １８．６） １８７（３３．６） ３９３（２３．‾６、莱
無 回 答 ５（ ０．５） ４（ ０．７） ９（ ０．‾５・う・き

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００工機

Ｑ１２．５　「総合的な学習の時間」の受けとめ方（教職員の意欲の高まり）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中 学 校 計 （．％ ）
１． 全 くそ う思 わ な い ２（ ０．２） ４（ ０．７） ６（ ０．４）＿二′
２． あ ま りそ う思 わ な い ６８（ ６．１） ６３（ １１．３） １３１（ ７．９）■；
３． どち ら と もい え な い ４３７（３９．５） ２７９（５０．２） ７１６（４３．１）三≡
４． 少 しそ う思 う ５２７（４７．６） １９０（３４．２） ７１７（４３．け

５． とて もそ う思 う ‘ ５７（ ５．２） １２（ ２．２） ６９（ ４．２）■‾
無 回 答 １５（ １．４） ８（ ‾１．４） ２３（ １■．４）′

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１２．６　「総合的な学習の時間」の受けとめ方（教育行政による内容規定への要望）

カ テ ゴ リー 名 校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％ ）
１． 全 くそ う思 わ な い ２１４（ １９．３） ６９（１２．４） ２８３（１７．０）
２． あ ま りそ う思 わ な い ５０１（４５．３） ２５１（４５．１） ７５２（４５．２）
３． ど ち ら と も い えな い ３２９（２９．７） １８０（３２．４） ５０９（３０．６）、
４． 少 しそ う思 う ４６（ ４．２） ４８（ ８．６） ９４（ ５．７）
５． と て もそ う思 う ６（ ０．５） ４（ ０．７） １０（ ０．６）
無 回 答 １０（ ０．９） ４（ ０．７） １４（ ０．８）．

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００∴０）

Ｑ１２．７　「総合的な学習の時間」の受けとめ方（地域住民の教育活動参加のきっかけ）

カ テ ゴ リー 名 校 種

小 学 校 中学 校 計 （％ ）
１．全 くそ う思 わ な い １（ ０．１） ４（ ０．７） ５（ ０．３）
２． あ ま りそ う思 わ な い ０（ ０．０） ３（ ０．５） ３（ ０．２）
３． どち ら と も い え な い ２７（ ２．４） ４２（ ７．６） ６９（ ４．２）■
４． 少 しそ う思 う ９０（ ８．１） １０１（ １８．２） １９１（１１二５）
５． とて もそ う思 う ６１２（５５．３） ３１３（ ５６＿．３） ９２５（５５．７）
彗 回 答 ３７６（３４．０） ９３（ １６．７） ４６９（２８．２）

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１２・８　「総合的な学習の時間」の受けとめ方（校内での話し合いの活発化）

カ テ ゴ リー 名 校 種

小 学 校 中学 校 計 （％ ）‾
１■．‾全 くそ う思 わ な い － ０（ ０‾．０） ０（ ０．０．） ０（ ＿、０．０■）ｒ
・２．－■－あ ま りそ う思 わ な い ３５（ ３．２） ２２（ ４．０） ５７（ ３．４）
：３． どちち と もい え な い ２３１（２０．９） ９６（１７．‾３） ３２７（ １９．７）
４∴ 少 しそ う思 う ■ ６９３（６２．７）■ ３７４（６７．３） １０６了（６４．２）
‾５■．‾　とて もそ ■う思 う １４５（１３．１） ６１（１１．０） ２０６（ １２．４）
無 回 答 二 ２（ ０．２） ３（ ０■．５） ５（■■　０．＿３）

計 （■％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） ‾１６６２（１００．０）

－３７２－



緋・９「総合的な学習の時間」の受けとめ方（教育の見直しのきっかけ）

カテ ゴ リー 名
校種

小学校 中学 校 計 （％）

くそ う思わな い ５（ ０．５） １（ ０．２） ６（ ０．４）

て三２　 あま りそ う思わな い ６０（ ５．４） ４５（ ８．１） １０５（ ６．３）

どち らともいえな い ３４０（３０．７） １６４（２９．５） ５０４（３０．３）

．少 しそ う思 う ５９５（５３．８） ３０６（５５．０） ９０１（５４．２）

とて もそ う思 う １０４（ ９．４） ３７（ ６．７） １４１（ ８．５）

回春 ２（ ０．２） ３（ ０．５） ５（ ０．３）
ノ、ヽヽ　　　　　　　　 計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１３．１教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上の改善点（教育課程編成の裁量の少なさ）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％）

㌻１． は とん ど改 善 の必 要 な し ６０（ ５．４） ４０（ ７．２） １００（ ６．０）

ご２． どち らか と い え ば 改 善 の必 要 な し ４０８（３６．９） １８０（３２．４） ５８８（ ３５．４）

∴３． どち ち か と い え ば 改 善 の必 要 あ り ５５４（５０．１） ２８８（５１．８） ８４２（ ５０．７）

４． か な り改 善 の必 要 あ り ７１（ ６．４） ３７（ ６．７） １０８（ ６．５）

蕪 回 答 １３（ １．２） １１（ ２．０） ２４（ １．４）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１３．２　教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上の改善点（補助教材選択の裁量の少なさ）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％）

１． ほ とん ど改 善 の必 要 な し １４８（１３．４） １００（ １８．０） ２４８（ １４．９）

２． どち らか と い え ば 改 善 の 必 要 な し ６１８（５５．９） ３０３（５４．５） ９２１（ ５５．４）

３． どち らか と い え ば 改 善 の 必 要 あ り ． ３１４（２８．４） １４３（２５．７） ４５７（ ２７．５）

４． か な り改 善 の必 要 あ り １９（ １．７） ５（ ０．９） ２４（ １．４）

無 回 答 ７（ ０．６） ５（．０．９） １２（ ０．７）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１３．３　教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上の改善点（指導主事の学校訪問のあり方）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％）

１． ほ と ん ど改 善 の 必 要 な し １１４（ １０．３） ５６（．１０．１） １７０（ １０．２）

２． ど ち らか とい え ば改 善 の 必 要 な し ４３５（３９．３） ２３８（４２．８） ６７３（４０．５）

３． ど ち らか と い え ば改 善 の 必 要 あ り ４２０（３８．０） １９９（３５．８） ６１９（３７．２）

４． か な り改 善 の 必 要 あ り １０８（ ９．８） ４９（ ８．８） １５７（ ９。４）

無 回答 ２９（ ２．６） １４（ ２．５） ４３（ ２．６）

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１３．４　教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上の改善点（教職員の力量の低さ）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％）

１＿． ほ とん ど改 善 の 必 要 な し ２１（ １．９） ６（ １．１） ２７（ １．６）

２． どち らか と い え ば 改 善 の必 要 な し １７４（１５．７） ８０（ １４・．４） ２５４（ １５．３）

３．＿　どち らか と い え ば 改 善 の必 要 あ り ６４９（５８．７） ３１８（５７．２） －９６７（５８．２）

４Ｌ か な り改 善 の 必 要 あ り ２５３（２２．９） １４３（２５．７） ３９６（２３．８）

無 回答 ９（ ０．８） ９（ １．６） １８（ １．１）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

－３７３－



Ｑ１３．５　教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上の改善点（教職員のやる気の低さ）

カ テ ゴ リー 名
　　　　　　　　　　　 、‾’‾宕校 種　　　　　　　　　 １■巧、

小 学 校 中学 校 計 （％ ）

１． ほ と ん ど改 善 の 必 要 な し ６２（ ５．６） ２４（ ４．－３） ８６（ ‾５．２：）；至

２． どち らか とい え ば改 善 の 必 要 な し ４５８（４１．４） １７８（３２．０） ６３６（３８．３‾き警

３． どち らか とい え ば改 善 の 必 要 あ り ４８９（４４．２） ２９４（５２．９） ７８３（４７．■１う三…

４． か な り改 善 の 必 要 あ り ８３（ ７．５） ５３（ ９．５） １３６（‾８．２′）て…

無 回答 １４（ １．３） ７（ １．３） ２１（ ｉ．■３うミ≡三

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１０白．畔

Ｑ１３．６　教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上の改善点（教委作成の手引き・資料等のあり方）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％）

１． は と ん ど改 善 の 必 要 な し ４６（ ４．２） ２０（ ３．６） ６６（ ４．０＿）ノ三三

２． どち らか とい え ば改 善 の 必 要 な し ４０５（ ３６．６） ２００（３６．０） ６０５（３６．４う■二三二

３． どち らか とい え ば改 善 の 必 要 あ り ５３９（４８．７） ２７６（４９．６） ８１５（４９．‾肝

４． か な り改 善 の 必 要 あ り １０５（ ９．５） ５３（ ９．５） １５８（ ９．５■）：≡：

無 回 答 １１（ １．０） ７（ １．３） １８（ １．け■

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）■‾＿

Ｑ１３．７　教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上の改善点（教委主催の研修会のあり方）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）

１． ほ とん ど改 善 の 必 要 な し ３１（ ２．８） １６（ ２．９） ４７（ ２．８）■

２． どち らか とい え ば 改 善 の 必 要 な し ２８６（ ２５．９） １３９（２５．０） ４２５（２５．６）

３． どち らか とい え ば 改 善 の 必 要 あ り ６１２（５５．３） ３２４（５８．３） ９３６（５６．３）■

４． か な り改 善 の 必 要 あ り １６６（ １５．０） ７０（１２．６） ２３６（１４．Ｚ）‾

無 回答 １１（ １．０） ７（ １．３） １８（ １．１）

計 （％） １１０６（１００．－０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１３．８　教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上の改善点（時間割編成の複雑さ）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％ ）

１． ほ と ん ど改 善 の必 要 な し １９（’ １．７） ５（ ０．９） ２４（ １．４）

２． どち らか と い え ば 改 善 の 必 要 な し １８６（ １６．８） ６３（ １１．３） ２４９（１５．０）′

３． どち らか と い え ば 改 善 の 必 要 あ り ５９８（５４．１） ２４０（４３．２） ８３８（５０．４）

４． か な り改 善 の必 要 あ り ２９１（２６．３） ２４３（４３．７） ５３４（３２．１）

無 回 答 １２（ １．１） ５（ ０．９） １７（ １．０）

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１３．９　教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上の改善点（学校で考えるべきことの多さ）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）

１． ほ とん ど改 善 の 必 要 な し ５１（ ４．６） ２８（ ５．０） ７９（ ４．８）

２． ど ち らか と い え ば 改 善 の 必 要 な し ４４７（４０．４） １６３（２９．３） ６１０（ ３６．７）

３． ど ち らか と い え ば 改 善 の必 要 あ り ４７１（４２．６） ２５＿７（４６．２） ７２８（４３．８）

４． か な り改 善 の 必 要 あ り １２７（ １１．５） １０５（１８．＿９） ２３２（１４．０）

無 回 答 １０（ ０．９） ３（ ０．５） １３（ ０．８）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

－３７４－



財３・１０教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上の改善点（実践事例の情報共有のあり方）

際 ■‘■て’）′′‘　　　　 ヵ テ ゴ リ ー 名

・′≧料ンき…′、ケｒ、㌢‾・≡‾ノ

校 種 ■

小 学 校 中 学 校 計 ．（％ ）

陵 預 と ん ど 改 蓋 の ‾必 要 な し ３１（ ２．８） １３（ ２．．３） ４４（ ２．６）

　　　　 Ｆ：コ

壬・・登′、‘、≠へ誓・ち・・∧∴ど ち ら か と い え ば 改 善 の 必 要 な し

３８５（ ３４．８） １７４（ ３１．３） ５５９（ ３３．６）

≧警ト′きＪ一昔・・∴ど ち ら か と い え ば 改 善 の 必 要 あ り ６１９（ ５６．０） ３２２（ ５７．９） ９４１（－５６．６）

ミ競（－、さ≡ン・－、／・、か な り 改 墓 の 必 要 あ り ６７（ ６．１） ４４（ ７．９） １１１（ ６．７）

　　　 Ｅ＝コ

澗瞥■、′、′‾、笈
４（ ０．４） ３（ ０．５） ７（ ０．４）

騨 攣　　　　 計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１３．１１教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上の改善点（教職員の時間的余裕のなさ）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中 学 校 － 計 （％）

は とん ど改 羞 の 必 要 な し １２（ １．１） ３（ ０．５） １５（ ０．９）

蚤

２

　　　 ロ
どち ら示 と い え ば改 善 の 必 要 な し

１１８（ １０．７） ５４（ ９．７） １７２（ １０．３）
‾＿●

Ｂ、ミ　どち ら示 と い え ば改 善 の 必 要 あ り
５９０（ ５３．３） ２２３（４０．１） ８１３（４８．９）

瓢　 か な り改 善 の 必 要 あ り ３７５（３３．９） ２６９（４８．４） ６４４（ ３８．７）

荘 回公 １１（ １．０） ７（ ｌ．３） １８（ １．１）

′ノｌヽヽ′　仁コ　　　　　　　 計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１３．１２　教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上の改善点（教職員の教育観の対立）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）

至・１－‾‾ほ と ん ど改 羞 の 必 要 な し １５５（ １４．０） ５８（ １０．４） ２１３（１２．８）

　　　　 ロ
≡■ごン２ ‾ど ち らか とい え ば改 善 の 必 要 な し

６１５（５５．６） ３１８（５７．２） ９３３（５６．１）
＿吾 ‾　どち らか とい え ば改 善 の 必 要 あ り ２９２（２６．４） １５９（ ２８．６） ４５１（２７．１）

デニ■‥４　 か な り改 蓋 の 必 要 あ り ３４（ ３．１） １７（ ３．１） ５１（ ３．１）

　　　 Ｆ：コ
無 回 答 １０（ ０．９） ４（ ０．７） １４（ ０．８）

計 （％ ） １１０６（１０■０．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１３．１３　教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上の改善点（学校の自由範囲の暖味さ）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％ ）

１． ほ と ん ど改 善 の 必 要 な し ５７（ ５．２） １９（ ３．４） ７６（ ４．６）

′２． ど ち らか と い え ば改 善 の 必 要 な し ３９９（３６．１） ２０１（３６．２） ６００（３６．１）

ノ３． ど ち らか と い え ば改 善 の 必 要 あ り ５５４（５０．１） ２７４（４９．３） ８２８（４９．８）
－＿４． か な り改 善 の必 要 あ り ８４（ ７．６） ５６（１０．１） １４０（ ８．４）

無 回 答 １２（ １．１） ６（ １．１） １８（ １．１）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１３．１４　教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上の改善点（中堅教師の指導性の不足）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中萱 校 計 （％）

１＿＿． ほ とん ど改 善 の必 要 な し ３５（ ３．２） １１（ ２．０） ４６（ ２．８）
２． どち らか と い え ば 改 善 の必 要 な し ２５５（２３．１） ｌ－２０（２１．６）－ ３７５（ ２２．６）

３． どち らか とい え ば 改 善 の 必 要 あ り ５６５（５１．１） ２９９（５３．８） ８６４（ ５２．０）
４二 か な り改 善 の 必 要 あ り ２４４（２２．１） １２０（ ２１．６） ３６４（２１．９）

無 回 答 ７（‾　０．６）、 ６（ １．１） １３仁 ０．．８）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

－３７５－



Ｑ１３・１５　教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上の改善点（教育課程編成の体制のあり方）

カ テ ゴ リー 名 校 種

小 学 校 ・ 中学 校 計 （％ ）
１． ほ とん ど改 善 の 必 要 な し ５１（ ４．６） ２４（ ４．３） ７５（ ４．５）
２． どち らか と いえ ば改 善 の 必 要 な し ４５６（４１．２） －・２２１（３９．７） ６７７（４０．７）
３． どち らか と いえ ば改 善 の 必 要 あ り ５２９（４７．８） ２７８（５０．０） ８０７（４８．６）
４． か な り改 善 の 必 要 あ り ６６（ ６．０） ２９（ ５．２） ９５（ ５．７）
無 回 答 ４（ ０．４） ４（ ０．７） ８（ ０．５）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００‘０） １６６２（１００．０）

Ｑ１３・１６　教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上の改善点（学習指導要領の共通理解不足）

カ テ ゴ リー 名 校 種

小学 校 中 学 校 計 （％ ）
１． ほ と ん ど改 善 の必 要 な し ３５（ ３．２） １１（ ２．０） ４６（ ２．８）
２． どち らか とい え ば 改 善 の必 要 な し ３７９（３４．３） １５８（ ２８．４） ５３７（３２．３）
３． どち らか と い え ば 改 善 の必 要 あ り ６０４（５４．６） ３２９（５９．２） ９３３（５６．１）
４． か な り改 善 の必 要 あ り ８４（ ７．６） ５５（ ９．９） １３９（ ８．４）
無 回 答 ４（ ０．４） ３（ ０．５） ７（ ０．４）

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１３・１７　教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上の改善点（学校予算編成の裁量の少なさ）

カ テ ゴ リー 名 校 種

小学 校 中 学 校 計 （％）
１． ほ と ん ど改 善 の 必 要 な し ８（ ０．７） ９（ １．．６） １７（ ｌ．‾０）
２． ど ち らか とい え ば 改 善 の 必 要 な し １０５（ ９．５） ５０（ ９．０） １５５（ ９．３）
３． ど ち らか とい え ば 改 善 の必 要 あ り ４９１（４４．４） ２４８（４４．６） ７３９（４４．５）
４． か な り改 善 の 必 要 あ り ４９９（４５．１） ２４４（４３。９） ７４３（‘４４．７）
無 回 答 ３（ ０．３） ５（ ０．９） ８（ ０．５）

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１３・１８　教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上の改善点（地域人材の組織化のあり方）

カ テ ゴ リー 名 校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％）
１． は とん ど改 善 の 必 要 な し ３０（ ２．７） ７（ １．３） ３７（ ２．２）
２． どち らか と いえ ば改 善 の 必 要 な し ２５５（２３．１） １０５（ １８．９） ３６０（２１．７）
３． どち らか と いえ ば改 善 の 必 要 あ り ７０４（６３．７） ３４５（６２．１） １０４９（６３．１）
４． か な り改 善 の 必 要 あ り １１５（ １０．４） ９６（ １７．３） ２１１（１２．７）
無 回答 ２（ ０．２） ‾　３（ ０．５） ５（ ０．３）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６Ｚ（１００．０）

Ｑ１３・１９　教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上の改善点（打合せ時間確保の困難さ）

カ テ ゴ リー 名
タ転炉　 校 種

小 学 校 中学 校 計 （％ ）
１． ほ と ん ど改 善 の 必 要 な し １８（ ｌ．６） ６（ ｌ．１） ２４（ １．４）
２． どち らか と い え ば 改 善 の必 要 な し ２０７（１８．７） ９７（１７．■４） ３０４（ １８ ３‾）
３． どち らか と い え ば 改 善 の必 要 あ り ５８４（ ５２．８） ２６８（４８．２） ８５２（５１ ３）
４． か な り改 善 の必 要 あ り ． ２８３（ ２５．６） １８０（３２．‘４） ４６３（２７ ９）
無 回 答 １４（ １．３） ５（ ０．９） １９（‾１ １）

計 （％）． １１０６－（１００．０） ５５６（．１００．０） １６６２（１００．０）

ー３７６－



Ｑ１３．２０　教育課程を自主的・自律的に編成・実施する上の改善点（自校の教育課程の共通理解の欠如）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％ ）
１． ほ とん ど改 善 の 必 要 な し ４８（ ４．３） １６（ ２．９） ６４（ ３．９）

２． どち らか と い え ば 改 善 の 必 要 な し ４５６（４１．２） ２０２（３６．３） ６５８（３９．６）

３’． どち らか と い え ば 改 善 の 必 要 あ り ５５２（４９．９） ３０３（５４．５） ８５５（５１．４）
４． か な り改 善 の必 要 あ り ４７（ ４．２） ３２（ ５．８） ７９（ ４．８）

無 回 答 ３（ ０．３） ３（ ０．５） ６（ ０．４）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１４　特色ある学校づくりを実現するための校長のリーダーシップ

カテゴ リー 名
校種

小学校 中学校 計 （％）

１．校長 の リー ダー シップで学校 は相当変わ る ・ ７３５（６６．５） ３７３（６７．１） １１０８（６６．７）

２． どのように発揮 すべ きかは明確 でない ６７（ ６．１） ２８（ ５．０） ９５（ ５．７）

３．校長 の リー ダー シップを支 える条件がな い ２８３（２５．６） １４１（２５．４） ４２４（２５．５）

４． ことさ らｉ」－ダー シ ップ を発揮 する必要 はない ．１４（ １．３） １０（ ｌ．８） ２４（ １．４）

無回答 ７（ ０．６） ４（ ０．７） １１（ ０．７）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１５．１校長のリーダーシップが発揮されるための改善点（校長在校年数の長期化）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％）

１． ほ とん ど必 要 な し ３７（ ３．３） １７（ ３．１） ５４（ ３．２）

２． あ ま り必 要 な し ４１４（３７．４） １７７（３１．８） ５９１（３５．６）

３． か な り必 要 ５１２（４６．３） ２８０（５０．４） ７９２（４７．７）

４． 是 非 必 要 １３５（ １２．２） ７８（ １４．０） ２１３（１２．＝８）

無 回 答 ８（ ０．７） ４（ ０．７） １２（ ０．７）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１５．２　校長のリーダーシップが発揮されるための改善点（人事に関する校長の裁量性の拡大）

カテゴ リー名
校種

小学校 中学 校 計 （％）

１． ほとん ど必要 な し １（ ０．１） １（ ０．２） ２（ ０．１）

２．あ ま り必要 な し ５３（ ４．８） ２２（ ４．０） ７５（ ４．５）

３．かな り必要 ６００（５４．２） ２９６（５３．２） ＿　８９６（５３．９）

４．是非必要 ４４３（４０．１） ２３５（４２．３） ６７８（４０．８）

無回答 ９（ ０．８） ２（ ０．４） １１（ ０．７）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１５．３　校長のリーダーシップが発揮されるための改善点（校長裁量予算の増額）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％）

１． ほ と ん ど必 要 な し ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０）

２． あ ま り必 要 な し ４３（ ３．９） ２２（ ４．０） 二　６５（ ３．９）

３‾． か な り必 要 ４８５（４３．９） ２５４（４５．７） ７３９（４４．５）

４． 是 非 必 要 ５６９（５１．４） ２７６（４９．６） ８４５（５０．８）

無 回答 ９（ ０．８） ４（ ０．７） １３（ ０．８）

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００二０） １６６２（１００．０）

－３７７－



Ｑ１５．４　校長のリーダーシップが発揮されるための改善点（教育課程編成の学校裁量範囲の拡大）

カテ ゴ リー名 校 種　　　　　　　　　　　 三－≡雫

小学校 中学校 計 （％）　 ニー．琴琴
１． ほ とん ど必要な し ７（ ０．６） ５（ ０．９） １２（ ０．機
２． あま り必 要な し ２４１（２１．８） １０７（１９．２） ３４岳（２０∴９渕

３．か な り必 要 ６８０（６１．５） ３５７（６４．２） １０３７‾‾（６２／機 ≡

４．是非必 要 １６３（１４．７） ７９（１４．２） ２４２（１４．６渕
無回答 １５（ １．４） ８（ ｌ．４） ２３（ １Ｊ事実…

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（ｉｏｏ．６．渕　　　＿妄

Ｑ１５．５　校長のリーダーシップが発揮されるための改善点（教委の許可・承認事項の削減）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％ ）
１． ほ とん ど必 要 な し １６（ １．４） ７（ １．３） ２３（‾‾ｌ．４）‾……

２。 あ ま り必 要 な し ４０９（３７．０） １９４（３４．９） ６０３（３６．３）………・
３． か な り必 要 ５５７（５０．４） ２８４（５１．１） ８４１（５６．６う芸ミ
４． 是 非 必 要 １１３（１０．２） ６６（ １１．９） １７９（１０．捌
無 回 答 １１（ １．０） ５（ ０．９） １６（ １二‾・圃

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１－００．６）………；…

Ｑ１５．６　校長のリーダーシップが発揮されるための改善点（保護者等との意見交換の充実）

カテ ゴ リー名 校種

小学校 中学校 計 （％）
１． ほとん ど必要な し ６（ ０．５） ３（ ０．５） ９（ ０．５）’■‾二
２． あま り必 要な し １７４（１５．７） ９３（１６．７） ２６７（１６．１うテ、
３．かな り必 要 ７６９（６９．５） ３６５（６５．６） １１３４（６８．＿２‾）：こ－
４．是非必 要 １４８（１３．４） ８９（１６．０） ２３７（１４．３ｒ）′－
無回答 ９（ ０．８） ６（ １．１） １５（ ０．９・）・三

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１５．７　校長のリーダーシップが発揮されるための改善点（経営に関する研修の充実）

カ テ ゴ リー 名 校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）
１． ほ とん ど必 要 な し ２（ ０．２） ４（ ０．７） ６（ ０．４）
２． あ ま り必 要 な し １８９（１７．１） １１１（２０．０） ３００（１８．１）
３． か な り必 要 ７２４（６５．５） ３４９（６２．８） １０７３（６４．６）■
４． 是 非 必 要 １８１（１６．４） ８６（１５．５） ２６７（ １６．１）
無 回 答 １０（ ０．９） ６（ ｌ．１） １６（ １．０）‾、‾

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１５．８　校長のリーダーシップが発揮されるための改善点（校長任用・選考基準の見直し）

カ テ ゴ リー 名 校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）
１． は とん ど必 要 な し １１（ １．０） １０（ １．８） ２１（ １‾．３）
２． あ ま り必 要 な し ３９８（ ３６．０） ２０１（３６．２） ５９９（３６．０）
３． か な り必 要 ５３３（４８．２） ２５９（ ４６．６） ７９２（４７．７）
４．是 非 必 要 １５２（■１３．７） ８１（ １４．６） ２３３（１４．０）
無 回答 １２（ １．１） ５（ ０．９） １７（ ｌ．０）‘ご

計 （％ ）・ １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

ー３７８－



Ｑ１５．９　校長のリーダーシップが発揮されるための改善点（経営組織基盤の確立）

カ テゴ リー名
校 種

小学校 中学校 計 （％）

１． ほ とん ど必 要な し ６（ ０．５） ７（ １．３） １３（ ０．８）

２． あま り必要 な し １８０（１６．３） ７７（１３．８） ２５７（１５．５）

３．か な り必要 ６８８（６２．２） ３３６■（６０．４） １０２４（６１．６）

４．是 非必要 ２０９（１８．９） １３１（２３．６） ３４０（２０．５）

無回答 ２３（ ２．１） ５（ ０．９） ２８し １．７）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００，０）

Ｑ１５．１０　校長のリーダーシップが発揮されるための改善点（教委による学校経営の支援強化）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％ ）

１． ほ とん ど必 要 な し １０（ ０．９） ６（ １．１） １６（ １．０）

２． あ ま り必 要 な し ２５１（２２．７） １０４（１８．７） ３５５（２１．４）

３． か な り必 要 ６０９（５５．１） ３１５し５６．７） ９２４（５５．６）

４． 是 非 必 要 ２２２（２０．１） １２８（２３．０） ３５０（ ２１．１）

無 回 答 １４（ １．３） ３（ ０．５） １７（ １．０）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１６．１校長の影響力（学校予算の校内配分）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中 学 校 － 計 （％）

１． 校 長 の意 向 と ほ ど ん ど関 係 な し １２０（１０．８） ６７（ １２．１） １８７（ １１．３）

２＿．．＿　あ る程 度 校長 の 意 向 が 反 映 ５１３（４６．４） ２７０（４８．６） ７８３（４７．１）

３． か な り校 長 の 意 向 に よ る ４１４（３７．４） １９９（ ３５．８） ６１３（３６．９）

４． 専 ら校 長 の 意 向 に よ る ５０（ ４．５） ・１５（ ２．７） ６５（ ３．９）

無 回 答 ９（ ０．８） ５（ ０．９） １４（ ０．８）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１６．２　校長の影響力（校務分掌組織の編成）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）

１． 校 長 の 意 向 と ほ どん ど関 係 な し １７（ １．５） ５（ ０．９） ２２（ １．３）

２． あ る 程 度 校 長 の意 向 が 反 映 １７３（１５．６） ７３（１３．１） ２４６（ １４．８）

３． か な り校 長 の意 向 によ る ６４７（５８．５） ３４２（６１．５） ９８９（５９．５）

４ ．専 ら校 長 の意 向 に よ る ２６１（２３．６） １３３（２３．９） ３９４（ ２３．７）

無 回 答 ８（ ０．７） ３（ ０．５） １１（ ０．７）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１６．３　校長の影響力（職員会議の運営や議事）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％）

１． 校 長 の意 向 と ほ ど ん ど関 係 な し １５（ １．４） ２（ ０．４） １７（ １．０）

２． あ る程 度 校 長 の意 向 が 反 映 ３１６（２８．６） １４８（ ２６．６） ４６４（２７．９）

３． か な り校 長 の意 向 に よ る ６２５（５６．５） ３３９（６１．０） ９６４（５８．０）

４． 専 ら校 長 の 意 向 に よ る １４１（１２．７） ６３（ １１．３） ２０４（１２．３）

無 回 答 ９（ ０．８） ４（．０．７） １３（ ０．８）

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

ー３７９－



Ｑ１６．４　校長の影響力（学級担任の選任）

カ テ ゴ リー 名 校 種　　　　　　　　　　　　　 ‾■、て
小 学 校　 ＿ 中 学 校 計 （％）

１． 校 長 の 意 向 と ほ ど ん ど関 係 な し ２（ ０．２） １（ ０．２） ３（‾０．２；き…≡
２． あ る 程 度 校 長 の 意 向 が 反 映 ８１（ ７．３） ５８（ １０。４） １３９（ ８．４■■莱
３． か な り校 長 の 意 向 に よ る ５０５（４５．７） ２７８（５０．０） ７８３（４７．ｌ－；∋■言言
４．専 ら校 長 の意 向 に よ る ５１２（４６．３） ２１７（３９．０） ７２９（‾４３牒 ………
無 回答 ６（ ０．５） ２（ ０．４） ８（ ‾０／５≒、裏■妻≡≡

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．６）′‡：…≦

Ｑ１６．５　校長の影響力（主任の選任）

カ テ ゴ リー 名 校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）
１． 校 長 の意 向 と ほ ど ん ど関 係 な し １９（ １．７） ２（ ０．４） ・２１（ １．３－）、ん：
２． あ る程 度 校 長 の 意 向 が 反 映 －８３（ ７．５） ３９（ ７．０） １２２（ ７．３．）：‡そ
３． か な り校 長 の 意 向 に よ る ４３２（３９．１） ２３１（４１．５） ６６３（如‾．９）′’′
４．専 ら校 長 の意 向 によ る ５６５（５１．１） ２８０（５０．４） ８４５（５ｄ．８二）′‾‘
無 回答 ７（ ０．６） ４（ ０．７） １１（ ０．瑠

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００ ０） １６６２（１００．ｒＯ）二ｌ

Ｑ１６・６　校長の影響力（企画委員会の運営や議事）

　　　 カ テ ゴ リー 名

」Ｌ

校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％ ）

１． 校 長 の 意 向 と ほ とん ど 関 係 な し １１（ １．０） ４（ ０．７） １５（ ０．‾９）こ′
２． あ る程 度 校 長 の意 向 が 反 映 ２９３（２６．５） １４３（２５．７） ４３６（ ２■６．２）、
３． か な り校 長 の 意 向 に よ る　　⊥ ６３６（５７．５） ３２８（５９．０） ９６４（５８‾二‾‾否）
４． 専 ら校 長 の 意 向 に よ る １４５（１３．１） ７６（ １３．７） ２２１（ １３．３＿）
無 回 答 ２１（ １．９） ５（ ０．９） ２６（ １．６）イ

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）・

Ｑ１６・７　校長の影響力（校内研修の主題や方向性）

　　　 カ テ ゴ リー 名

」し

校 種 ，

小 学 校 中学 校 計 （％）

１． 校 長 の意 向 と は ど ん ど関 係 な し ２８（ ２。５） ７（ １．３） ３５（ ２．１）
２． あ る 程 度 校 長 の 意 向 が 反 映　　．．．Ｌ ５００（４５．２） ２３６（４２．４） ７３６（４４．３）
３． か な り校 長 の意 向 に よ る　　ー 」」 ５２７（４７．６） ２６９（４８．４） ７９６（４７．９）
４． 専 ｂ校 長 の 意 向 によ る ４５（ ４．１） ４２（ ７．６） ８７（ ５．２）
無 回答 ６（ ０．５） ■　２（ ０．４） ８（ ０．５）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１６・８　校長の影響力（カリキュラムの編成）

　　 ・カ テ ゴ リー 名

」Ｌ．

校 種

小学 校 中 学 校 計 （％ ）
１． 校 長 の 意 向 と ほ どん ど 関 係 な し ２９（ ２．６） ６（ １．１） ３５（ ２．１）
２． あ る 程 度 校 長 の 意 向 が 反 映

３． か な り校 長 の意 向 に よ る

５４１（４８．９） ２６７（４８■．０） ８０８（４８．６）
４９６（４４ ８） ２５０（４５．０）

３１（ ５．６）

・．７４６（４４．９）

６８（ ４．１）
‾４＿． 専 ら校 長 の 意 向 に よ る ３７（ ３．３）

．無 回．答 ３（ ０ ３） ２（ ０．４）

５５６（１００．０）

５（ ０‘３）

１６６２（１００．０）計 （％ ） １１０６（１００．０）

－３８０－



Ｑ１６．９　校長の影響力（教育課程の基本的考え方）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学校 中 学 校 計 （％）

１． 校 長 の 意 向 と ほ ど ん ど関 係 な し １４（ １．３） ４（ ０．７） １８（ １．１）

２． あ る程 度 校 長 の 意 向 が 反 映 ２４０（２１．７） １０２（ １８．３） ３４２（ ２０．６）

３． か な り校 長 の 意 向 に よ る ６４３（■５８．１） ３３６（６０．４） ９７９（５８．９）

４． 専 ら校 長 の意 向 に よ る ２０３（ １８．４） １１１（２０．０） ３１４（１８．９）

無 回答 ６（ ０．５） ３（ ０．５） ９（ ０．５）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１６．１０　校長の影響力（教員の授業改善の取組み）

カ テ ゴ リ∵ 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）

１． 校 長 の 意 向 と ほ ど ん ど関 係 な し ３■２（ ２．９） ２０（ ３．６） ５２（ ３．１）

２． あ る 程 度 校 長 の 意 向 が 反 映 ５４８（４９．５） ２９３（５２．７） ８４１（５０．６）

３． か な り校 長 の 意 向 に よ る ４７３（４２．８） ２１９（３９．４） ６９２（４１．６）

４． 専 ら校 長 の 意 向 に よ る ４５（ ４．１） １９（ ３．４） ６４（ ３．９）

無 回 答 ８（ ０．７） ５（ ０．９） １３（ ０．８）

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１６．１１校長の影響力（保護者等と学校との関係の構築）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％）■

１． 校 長 の 意 向 と ほ どん ど関 係 な し ８（ ０．７） ９（ １．６） １７（ １．０）

２． あ る程 度 校 長 の 意 向 が 反 映 ２８７（２５．９） １４４（２５．９） ４３１（２５．９）

３． か な り校 長 の 意 向 に よ る ６７５（６１．０） ３２８（５９．０） １００３（６０．３）

４． 専 ら校 長 の 意 向 に よ る １３２（ ｌｌ．９） ７３（１３．１） ２０５（１２．３）

無 回 答 ４（ ０．４） ２（ ０．４） ６（ ０．４）

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１６．１２　校長の影響力（保護者等の教育ニーズの収集）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％ ）

１． 校 長 の意 向 と ほ どん ど 関係 な し ２０（ １．８） １４（ ２．５） ３４（ ２．０）

２． あ る程 度 校 長 の意 向 が 反 映 ４２２（３８．２） ２１４（３８．５） ６３６（３８．３）

３． か な り校 長 の 意 向 によ る ５６７（５ｌ．３） ２８５（５１．３） ８５２（５１．３）

４． 専 ら校 長 の 意 向 に よ る ９３（ ８．４） ４１（ ７．４） １３４（ ８．１）

無 回答 ４（ ０．４） ２（ ０．４） ６（ ０．４）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１７　学校配当予算の編成方法

．カテ ゴ リー 名
校 種

小学校 中学校 計 （‾％）

１．学校 の予算計 画書 にも とづ いて 、教委 が編成す る ４６５（４２．０） ２５５（４５．９） ７２０（４３．３）

２．教委 が配 当基 準 を設 けて、一律 に積算 、配 当す る ６１９（５６．０） ２９０（５２．２） ９０９（５４．７）

３．その他 １６（ １．４） ８（ １．４） ２４（ １．４）

無 回答 ６（ ０．５） ３（ ０．５） ９（ ０．５）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６．６２（１００．０）

－３８１－



Ｑ１８　予算編成における学校の要望の聴取

カテゴ リー名
校種

小学校 中学校 計 （％）

１．設 けてい る ７６８（６９．４） ３９２（７０．５） １１６０（６９．８）

２．設 けていな い ３３０（２９．８） １６０（２８．８） ４９０（２９．５）

無回答 ８（ ０．７） ４（ ０．７） １２（ ０．７）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１９．１校長の専決権の有無

カテ ゴ リー名 校 種

小学校 中学校 計 （％）

１．認め られて いる ４８５（４３．９） ２４２（４３．５） ７２７（４３．７）

２．認め られて いない ６１３（５５．４） ３０９（５５．６） ９２２（５５．５）

無回答 ８（ ０．７） ５（ ０．９） １３（ ０．８）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ１９．２　校長の専決額

カ テ ゴ リー 名 校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％）

１． １ ０万 円 未 満 １５２（３１．３） ８２（３３．９） ２３４（３２．２）

２． １ ０万 円 以 上 ～ ３ ０万 円未 満 １２６（２６．０） ７０（２８．９） １９６（２７．０）
３． ３ ０万 円 以 上 ～ ５ ０万 円未 満 ７９（ １６．３） ３３（１３．６） １１２（ １５．４）

４． ５ ０万 円 以 上 ～ ８ ０万 円未 満 ２２（‾　４．５） ７（ ２．９） ２９（ ４．０）

５． ８ ０万 円 以 上 ～ １０ ０万 円未 満 ３７（ ７．６） １４（ ５．８） ５１（ ７．０）

６． １ ０ ０万 円 以 上 ～ １ ５ ０万 円未 満 ９（ １．９） ６（ ２．５） １５（ ２．１）

７． １ ５ ０万 円 以 上 ２３（ ４．７） １１（ ４．５） ３４（ ４．７）

無 回 答 ３７（ ７．６） １９（ ７．９） ５６（ ７．７）

計 （％） ｒ４８５（１００．０） ２４２（１００．０） ７２７（１００．０）

Ｑ２０．１校長の裁量予算の有無

カ テ ゴ リー 名 校 種

小 学 校 中学 校 計 （％ ）

１． あ る １７４（１５．７） １０３（ １８．５） ２７７（１６．７）
＿２． な い ９２６（８３．７） ４５０（８０．９） １３７６（８２．８）
無 回 答 ．６（ ０．５） ３（ ０．５） ９（ ．０．５）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ２０．２　校長裁量予算の有効性

カ テ ゴ リー 名 校 種

小学 校 中 学 校 計 （％ ）
１． 全 く役 立 っ て い る ３（ １．７） 卵ンｒ　　　 ４（ ３．９） ７（ ２．５）

２． あ ま り役 立 って い な い １３（ ７．５） ８（ ７．８） ２１（ ７．６）
３． ど ち ら と も い え な い １５（ ８．６） ９（ ８．７） ２４（ ８．７）
４． あ る程 度 役 立 っ て い る ７１（４０．８） ４７（４５。６） １１８（４２．６）
５． 非 常 に 役 立 って い る ・ ＿６７（３８．５） ３２（ ３１．１） ９９（３５．７）
無 回 答 ５（ ２．９） ３（ ２．９） ８（ ２．９）

計 （％ ） １７４（１００．０） １０３（１００．０） ２７７（１００．０）

－３８２－



Ｑ２０．３　校長の裁量予算額の適切性

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）．

１． 全 く不 足 し て い る ４１（２３．６） ２６（２５．２） ６７（ ２４．２）

２． か な り不 足 して い る ７６（４３．７） ３６（３５．０） １１２（４０．４）

５． ど ち ら と も い え な い ３３（ １９．０） ２３■（２２．３） ５６（ ２０．２）

４． か な り十 分 で あ る １６（ ９．２） ９（ ８．７） ２５（ ９．０）

５． 全 く十 分 で あ る ４（ ２．３） ４（ ３，９） ８（ ２．９）

無 回 答 ４（ ２．３） ５（ ４．９） ９（ ３．２）

計 （％） １７４（１００．０） １０３（１００．０） ２７７（１００．０）

Ｑ２１校内での次年度の学校予算の決定方法

カテ ゴ リー 名
校種

小学校 中学校 計 （％）

１．予算原案 を委員会等 で検 討す る ４７５（４２．９） ２２９（４１．２） ７０４（４２．＿４）

２．校長が 予算原案 を教職員 に提示 ・報告す る ２２５（２０．３‾） １１９（２１．４） ３４４（２０．７）

３．学校 と して特 に検討 しな い ３３０（２９．８） １６５（２９．７） ４９５（２９．８）

４．その他 ６６（ ６．０） ４０（ ７．２） １０６（ ６．４）

無回答 １０（ ０．９） ３（ ０．５） １３（ ０．８）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ２２学校の実行予算配分の決定方法

カテ ゴ リー名
校種

小学校 中学校 計 （％）

１．実行 予算の原案 を委員会等 で検 討す る ４８６（４３．９） ２３３（４１．９） ７１９（４３．３）

２‘．校 長が実行予算 の原案 を教職 員に提示＿・報 告す る ３０８（２７．８） １５５（２７．９） ４６３（２７．９）

３．実行 予算の配分 につ いて特 に検 討 しな い ２４４（２２．１） １２８（２３．０） ３７２（２２．４）

４＿．そ の他 ６２（ ５．６） ３６（ ６．５） ■９８（ ５．９）

無 回答 ６（ ０．５） ４（ ０．７） １０（ ０．６）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ２３　学校予算額の適切性

カテ ゴリー 名
校種

小学校 中学 校 計 （％）

１．非常 に不十 分 ４２０（３８．０） ２００（３６．０） ６２０（３７．３）

２．やや不十分 ５１３（４６．４） ２５７（４６．２） ７７０（４６．３）

３． どち らともいえない ５７（ ５．２） ４３（ ７．７） １００（ ６．０）

４．やや十 分 ８６（ ７．８） ３９（ ７．０） １２５（ ７．５）

５．非常 に十分 ２６（ ２．４） １３（ ２．３） ３９（ ２．３）

無 回答 ４（ ０．４） ４（ ０．７） ８（ ０．５）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（ｉＯＯ．０） １６６２（１００．０）

Ｑ２４　学校予算への学校の意向の反映

カテ ゴ リー 名
校種

小学校 中学校 計 （％）

１． ほとんど反映 され ていなか った １３０（１ｌ．８） ５８（１０．４） １８、８（１１．・３）

２．それ ほ ど反映 され ていなか った ３５３（３ｌ．９） １８４（３３．１） ５３７（３２．３）

３． どち らともいえない １９９（１８．０） ９０（１６＿．２） ２８９（１７．４）

４． ある程 度反映 され て いた ４０２（３６．３） ２０７（３７．２） ６０９（３６．６）

５．十分 に反映 され ていた １６（ １．４） １４（ ２．５） ３０（ １．８）

無回答 ６（ ０．５） ３（ ０．５） ９（ ０．５）

＿計 （％） １摘６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

ー３８３－



Ｑ２５　今年度の学校配当予算の額

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％ ）

１． ２００万 円未 満 １０８（ ９．８） ２４（ ４．３） １３２（ ７．９）

２． ２００～ ４００万 円未 満 ２１５（１９．４） ６１（１１．０） ２７６（１６．６）

３． ４００～ ６００万 円未 満 １８７（ １６．９） ７１（１２．８） ２５８（ １５．５）

４．‾６００～ ８００万 円未 満 １２４（ １１．２） ６９（１２．４） １９３（ １１．６）

５． ８００～ １０００万 円 未 満 ９１（ ８．２） ６８（ １２．２） １５９（ ９．６）

６． １０００～ １２００万 円未 満 ６２（ ５．６） ４２（ ７．６） １０４（ ６．３）

７． １２００～ １４００万 円未 満 ４４（ ４．０） ３８（ ６．８） ８２（ ４．９）

８． １４００～ １６００万 円未 満 ３０（ ２．７） １６（ ２．９） ４６（ ２．８）

９． １６００～ １８００万 円未 満 １１（ １．０） １１（ ２．０） ２２（ １．３）

１ ０． １８００～ ２０００万 円未 満 １８（ １．６） １２（ ２．２） ３０（ １．８）

１ １． ２０００～ ２２００万 円未 満 １０（ ０．９） １０（ １．８） ２０（ １．２）

１ ２． ２２００～ ２４００万 円未 満 ３（ ０．３） １１（ ２．０） １４（ ０．８）

１３． ２４００～ ２６００万 円未 満 ５（ ０．５） ７（ １．３） １２（ ０．７）

１４． ２６００～ ２８００万 円未 満 ３（ ０．３） ３（ ０．５） ６（ ０．４）

１５． ２８００～ ３０００万 円未 満 ３（ ０．３） ４（ ０．７） ７（ ０．４）

１６． ３０００～ ３２００万 円未 満 ６（ ０‾．５） ３（ ０．５） ９（ ０．５）

１７． ３２００～ ３４００万 円未 満 ・２（ ０．２） ３（ ０．５） ５（ ０．３）

１ ８． ３４００～ ３６００万 円未 満 ５（ ０．５） ２（ ０．４） ７（ ０．４）

１９． ３６００～ ３８００万 円未 満 ２（ ０．２） ２（ ０．４） ４（ ０．２）

２ ０． ３８００～ ４０００万 円未 満 ２（ ０．２） ３（ ０，５） ５（ ０．３）

２ １． ４０００万 円以 上 ７（ ０．６） １２（ ２．２） １９．（ １．１）
無 回 答 １６８（１５．２） ８４（ １５．１） ２５２（ １５．２）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ２６　学校予算編成の改善の実感

カテゴ リー名 校種

小学校 中学校 計 （％）
１．は とん ど実感 して いな い ３６６（３３．１） １５５（２７．９） ５２１（３１．３）
２．そ れ ほど実感 して いな い ４３１（３９．０） ２３８（４２．８） ６６９（４０．３）
３． どち らともいえな い １８２（１６．５） １００（１８．０） ２８２（１７．０）
４． ある程度実感 して いる １１１（１０．０） ５８（１０．４） １６９（１０．２）
５．十分 に実感 している ６（ ０．５） ３（ ０．５） ９（ ０．５）
無回答 １０（ ０．９） ２（ ０．４） １２（ ０．７）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ２７　学校予算の反省と次年度予算編成への活用

カテゴ リー名 校 種

小学校 中学校 計 （％）
１．は とん ど生か して いる ７１（ ６．４） ３８（ ６．８） １０９（ ６．６）
２．あ ま り生か していな い ２３５（２１．２） １３２（２３．７） ３６７（２２．１）
３． どち らともいえな い ２０８（１８．８） １０７（１９．２） ３■１５（１９．０）
４．ある程度生か して いる ５１７（４６．７） ２５１（４５．１） ７６８（４６．２）
５．十 分に生か してい る ６７（ ６．１） ′明しノ　　 ２５（ ４．５） ９２（ ５．５）
無 回答 ８（ ０．７） ３（ ０．５） １１（ ０．７）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ２８．１予算委員会の設置

－カ ≠ ゴ リー 名 校 種

小 学 校 ．中学 校 一計 （％ ）

１． 設 けて い る ■　２４８（２２．４） １０７（ １９．２） ３５５（２１ ４）
２．． 設 け．て い な い ８５３（７７．１） ４４５（８０．０） １２９８（７８ １）
無 回 答 ‘＿ ■　５（ ０．５） ４（ ０．７） ９（ ０．５）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

－３８４－



Ｑ２８・２　学校予算を検討する機関（組織）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）

董≡二謙一∴∴職 員 会 議 ２１７（２５．４） ９２（２０．７） ３０９（ ２３．８）

漕）∴ 運 営 委 員 会 （企 画 委 員 会 ） ２３４（２７．４） １２５（２８．１） ３５９（ ２７．７）

篭－≦・＝ そ の他 ６６（ ７．７） ４２（ ９．４） １０８（ ８．３）

窪 ‾機 関 （組 織 ） で と く に検 討 しな い ３２０（３７．５） １７４（３９．１） ４９４（３８．１）
纂 回 答 １６（ １．９） １２（ ２．７） ２８（ ２．２）
洲　　　　　　　 計 （％ ） ８５３（１００．０） ４４５（１００．０） １２９８（１００．０）

Ｑ２９　教職員の学校予算に対する関心

カテ ゴ リー名 ・
校種

小学校 中学校 計 （％）

汀 ．はと‾ん ど関心がな い １００（ ９．０） ５２（ ９．４） １５２（ ９．１）

…三三こ２■．そわほ ど関心がな い ３７７（３４．１） ２１１（３７．９） ５８８（３５．４）

≡三ラ′：３．どす らともい えない １４６（１３．２） ８６（１５．５） ２３２（１４．０）

鴻 ．少 し関心が ある ３６３（３２．８） １５１（２７．２） ５１４（３０．９）

≡箔 ．か な り関心が ある １１４（１０．３） ５３（ ９．５） １６７（１０．０）

圭無回答 ６（ ０．５） ３（ ０．５） ９（ ０．５）

ソｌヽ　　　　　　　 計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ３０　学校の自主性・自律性を高めるための学校予算の改善
（小、Ｎ＝１１０６；中、Ｎ＝５５６）（複数回答）

カ テゴ リー名
校種

小学校 中学校 計 （％）

、、ユ．．校 長裁量予算 を設 ける ７３９（３４．５） ３６８（３４．５） １１０７（３４．５）

′２．学 校か らの予算 要求 を反映 ３０２（１４．１） １６７（１５．６） ４６９（１４．６）

∴‾３．予算の流用枠 を拡大す る ４３１（２０．１） １８８（１７．６） ６１９（１９．３）

′；４．校長の専決額 を拡大す る ２０１（ ９．４） １１２（１０．５） ３１３（９．８）

ち．私費 の受 け入れ ２１（ １．０） １１（ １．０） ３２（ １．０）

‾．６．学校配 当予算額 の拡 大 ４３２（２０．２） ２２０（２０．６） ６５２（２０．３）

７．そ の他 ６（ ０．３） ０（ ０．０） ６（ ０．２）

無回答 ８（ ０．４） ２（ ０．２） １０（ ０．３）

計 （％） ２１４０（１００．０） １０６８（１００．０） ３２０８（１００．０）

Ｑ３１通学区域以外からの通学児童生徒数の割合

カ テゴ リー名
校種

小学校 中学校 計 （％）

‾＿１． ５％未満 １０３１（９３．２） ５１７（９３．０） １５４８（９３．１）

２． ５％以上 ～ １０％未満 ２８（ ２．５） １９（ ３．４） ４７（ ２．８）

３＿． １０％以 上～ ２０％未満 １９（ ｌ．７） ５（ ０．９） ２４（ １．４）

’４＿． ２０％以 上～ ３０％未満 ３（ ０．３） ０（ ０．０） ３（ ０．２）

５． ３０％以 上～ ４ ０％未満 ０（ ０．０） ２（ ０．４） ２（ ０．１）

６．＿　４ ０％以 上～ ５０％未満 １（ ０．１） １（ ０．２） ２（ ０．１）

７． ５０％以 上 ７（ ０．６） ４（ ０．７） １１（ ０．７）

無回答 １７（ １．５） ８（ １．４） ２５（ １．５）

計 （％） １１０６（１００．０） ５‾５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ３２　通学区域弾力化の対象校

カテ ゴ リー名
校種

小学校 中学 校 計 （％）

１．はい ・１００（ ９．０） ５７（１０．３） １５７（ ９．４）

２．いいえ １００１（９０．５） ４９５（８９．０） １４１９６＿（９０．０）
無回答 ５（ ０．５） ４（ ０．７） ９（ ０．５）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

－３８５－



Ｑ３３　通学区域の弾力化の形態

（小、Ｎ＝１００：中、Ｎ＝５７）（複数回答）

カテゴ リー名 校種

小学校 中学校 計 （％）

１．指定 校変更等 の工夫 ４３（３９．８） ３１（４９．２） ７４・（４３．３）
２．通学 区域 の緩和 ３４（３１．５） １７（２７．０） ５１（２９．８）
３．小規模 特認校 ＿ ３（ ２．８） １（ １．６） ４（ ２．３）

４．調整 区域の設定 ２０（１８．５） ８（１２．７） ２８（１６．４）
５．そ の他 ６（ ５．６） ４（ ６．３） １０（ ５．８）
無回答 ２（ １．９） ２（ ３．２） ４（ ２．３）

計 （％） １０８（１００．０） ６３（１００．０） １７１（１００．０）

Ｑ３４．１校長の意見具申についての考え（校長の人事計画に依拠）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％ ）

１． そ う 思 わ な い １１０（ ９．９） ２１（ ３．８） １３１（ ７．９）

２． あ ま りそ う思 わ な い ３１８（２８．８） １５６（２８．１） ４７４（２８．５）

３． か な りそ う思 う ４３２（３９．１） ２２９（４１．２） ６６１（３９．８）

４． そ う 思 う ２３１（２０．９） １４５（ ２６．１） ３７６．（ ２２．６）
無 回 答 １５（ １．４） ５（ ０．９．） ２０（ １．２）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ３４．２　校長の意見具申についての考え（教員の希望の反映）

カ テ ゴ リー 名 校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％）
１． そ う思 わ な い １９（ １．７） １８（ ３．２） ３７（ ２．２）
２． あ ま りそ う 思 わ な い １６１（ １４．６） ８９（ １６．０） ２５０（ １５．０）

３． か な りそ う思 う ６９５（ ６２．８） ３４７（６２．４） １０４２（６２．７）

４． そ う思 う ２１７（ １９．６） ９４（ １６．９） ３１１（ １８．７）
無 回 答 ・ １４（ １．３） ８（ １．４） ２２（ １．３）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ３４．３　校長の意見具申についての考え（都道府県の原則の反映）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）
１． そ う思 わ な い ３３（ ３．０） １５（ ２．７） ４８（ ２．９）

２． あ ま りそ う 思 わ な い １４０（ １２．７） ８３（１４．９） ２２３（ １３．４）

３． か な りそ う 思 う ５４９（４９．６） ２７３（４９．１） ８２２（４９．５）
４．そ う思 う ３６６（ ３３．１） １７７（３１．８） ５４３（３２．７）
無 回 答 １８（ １．６） ８（ １．４） ２６（ １．６）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ３４．４　校長の意見具申たっいての考え（保護者の意向の反映）

カ テ ゴ リー 名 校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）
１． そ う思 わ な い ５５０（４９．７） ２５５（４５．９） ８０５（４８．４）
２． あ ま りそ う 思 わ な い ４６４（４２．０） ２３９（４３．０） ■７０３（４２．３）
３． か な りそ う 思 う ６７（‾　６．１） ５０（ ９．０） １１７（ ７．０）
４． そ う思 う ７．（ ０．６） ３（ ０．５） １０（ ０．６）
無 回答 １８（ １．６） ９（ １．６） ２７（ ｌ．６）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

ー３８６－



Ｑ３５．１教員人事についての考え（人事原則の多さ）

、カテ ゴ リ⊥名 校種

小学校 中学校 計 （％）

１．そ う思 わな い ５９（ ５」３） ２３（ ４．１） ８２（ ４．９）‾

２．あ ま りそ う思わ ない ５６０（５０．６） ２６１（４６．９） ８２１（４９．４）

・３－．かな りそ う思 う ３７３（３３．７） ２１２（３８．１） ５８５・（３５．２）

４．そ う思 う　－ ９７（ ８．８） ５５（ ９．９） １５２（ ９．１）

無 回答 １７（ １．・・５） ・５（ ０．９） ２２（ １．３）

計 （％） １１０６（１－００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ３５．２　教員人事についての考え（校長の意向の尊重）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％ ）

１． そ う思 わ な い ４（ ０．４） １（ ０．２） ５（ ０．３）

２． あ ま りそ う 思 わ な い ６９（ ６．２） ２７（ ４．９） ９６（ ５．８）

３． か な りそ う思 う ５９０（５３．３） ２８０（５０．４） ８７０（５２．３）

４． そ う思 う ４３３（３９．２） ２４５（４４．１） ６７８（４０．８）

無 回答 １０（ ０．９） ３（ ０．５） １３（ ０．８）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ３５．３　教員人事についての考え（本人の希望の優先）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小学 校 中学 校 計 （％ ）

１． そ う思 わ な い ６３（ ５．７） ３２（ ５．８） ９５（ ５．７）

２． あ ま りそ う思 わ な い ５４４（４９．２） ２７９（５０．２） ８２３（４９．５）

３． か な り そ う思 う ３４３（ ３１、．０） １６７（３０．０） ５１０（３０．７）

４． そ う思 う １４３（ １２．９） ７３（‾１３．１） ２１６（ １３．０）

無 回 答 １３（ １．２） ５（ ０．９） １８（ １．１）

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ３５．４　教員人事についての考え（校長の意見具申の尊重）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）

１． そ う思 わ な い １３（ １．２） ６（ １．１） １９（ １．１）

２． あ ま りそ う思 わ な い １７０（１５．４） ７４（ １３．３） ２４４（１４．７）

３． か な りそ う思 う ５８２（５２．６） ２８６（５１．４） ８６８（５２．２）

４． そ う思 う ３２９（２９．７） １８７（３３．６） ５１６（３ｌ．０）

無 回 答 １２（ １．１） ３（ ０．５） １５（ ０．９）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ３５．５　教員人事についての考え（保護者等の意向の反映）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）

１． そ う思 わ な い ２８８（２６．０） １４４（２５．９） ４３２（２６．０）

２． あ ま りそ う 思 わ な い ６７５（６ｌ．０） ３３８（６０．８） １０１３（６１．０）

３． か な りそ う思 う １１０（ ９．９） ６３（ １１．３） １７３（１０．４）

４． そ う思 う ２２（ ２．０） ８（ １．４） ３０（ １．８）

無 回 答 １１（ １．０） ３（ ０．５） １４（ ０．８）

計 ‾（％） １１０６（１００．０） ５５６．（１００．０） １６６２（１００．０）

－３８７－



Ｑ３６・１校長の素質・力量向上の方法（在任期間４～５年）

カ テ ゴ リー 名 校 種

小学 校 中 学 校 計 （％ ）
１． そ う思 わ な い ７４（ ６．７） １７（ ３ １） ９１（ ５．５）

５０１（３０．１）

６１７（３７．１）

４４７（２６．９）

６（ ０．４）

１６６２（１００．０）

２． あ ま りそ う思 わ な い ３４１（３０．８） １６０（２８ ８）
３． か な りそ う思 う ４２１（３８．１） １９６（３５’３）
４． そ う思 う ２６７（２４．１） １８０（３２ ４）
無 回答 ３（ ０．３） ３（ ０ ５）

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０）

Ｑ３６・２　校長の素質・力量向上の方法（学校単位での公募）

カ テ ゴ リ⊥ 名 校 種

小 学 校 中学 校 計 （％ ）
１． そ う思 わ な い ５６２（５０．８） ２９１（５２　３） ８５３‾（５１．３）

７０７（４２．５）
２． あ ま りそ う思 わ な い －４７６（４３．０） ２３１（ ４１．５）
３．か な りそ う思 う ４５（ ４．１） ２１（ ３．８） ６６（ ４．０）
４． そ う思 う １６（ １．４） ８（ １．４） ２４（ １．４）
無 回 答 ７（ ０．６） ５（ ０．９） １２（ ０．７）

■計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ３６・３　校長の素質・力量向上の方法（任用前研修の強化）

カ テ ゴ リー 名 校 種

小 学 校 中学 校 計 （％ ）
１． そ う思 わ な い ７５（ ６．８） ５１（ ９．２） １２６（ ７．６）
２． あ ま りそ う思 わ な い ‾■４１８（３７．８） ２３６（４２．４） ６５４（３９．４）
３． か な りそ う 思 う ５０９（４６．０） ２３０（４１４） ７３９（４４．５）

１３５（ ８．１）
４。 そ う思 う ９８（ ８．９） ３７（ ６．７）
無 回 答 ６（ ０．５） ２（ ０。４） ８（ ０．５）

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ３６・４　校長の素質・力量向上の方法（手当・待遇の改善）

カ テ ゴ リー 名 校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％）
１．そ う思 わ な い ２５（ ２．３） １１（ ２．０） ３６（ ２．２）
２・ あ ま りそ う思 わ な い　 ゝ １８５（１６．７） ６４（ １１．５）

２７７（４９．８）

２０１（３６．２）

２４９（１５．０）

７８４（４７．２）

５８２（路 ．０）

３． か な りそ う思 う　　　　 ■‾革 ５０７（４５．８）
４． そ う思 う ３８１（ ３４．４）

無 回 答 ８（ ０．７） ３（ ０ ５） １１（ ０．７う‾‾－

１６６２（１００．０）
計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０）

Ｑ３６・５　校長の素質・力量向上の方法（養成コースの制度化）

カ テ ゴ リー 名 ▲吏γ＝′　　 校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）
１．そ う思 わ な い ２５６（２３．１） １４４（２５．９） ４００（２４．１）
２． あ ま りそ う思 わ な い ６２０（５６．１） ３１１（５５．９） ９３１（５６．０）
３． か な りそ う思 う １７１（ １５．５） ６８（ １２．２） ２３９（ １４．４）
４． そ う思 う ４８（ ４．３） ２９（ ５．２） ７７（ ４ ６）＿
無 回 答 １１（ １．０） ４（ ０．７） １５（ ０．９）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

ー３８８－



紛６校長の素質・力量向上の方法（降格制度の導入）
校 種

フ‾ 小 学 校 中 学 校 計 （％ ）

ぎ、望ん√′ノ ▼
１９１（ １７．３） １０１（ １８．２） ２９２（ １７．６）

そ つ心

、′ま りそ う 監 わ な い

６０５（ ５４．７） ３０４（ ５４．７） ９０９（ ５４．７）

あ　　 ノ〕

∴ンｌた り そ う 監

う ２３３（ ２１．１） １２０（ ２１．６） ３５３（ ２１．２）

●＞ソ；安 ま　 仙

二‥：そ う 思 う

６６（ ６．０） ２８（ ５．０） ９４（ ５．７）

！て
′‾ブ監

１１（ １．０） ３（ ０．５） １４（ ０．８）

‡‡＋†＋ ′日　　　　　 計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

鰐６・７校長の素質・力量向上の方法（免許状の創設）

カ テ ゴ リ ー 名
校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％ ）

そ う 甲 わ な い ３３９（ ３０．７） １８７（ ３３．６） ５２６（ ３１．６）

と≡…三一塁・ 心

隊 ′「 あま り享 う 思 わ な い

；…簿■■ケ′‾‾′か な りそ う 監 う

６２４（ ５６．４） ３１８（ ５７．２） ９４２（ ５６．７）

９７（ ８．８） ３０（ ５．４） １２７（ ７．６）

　　　　 ノ〕
脳雛 、、…′そ う 照 う

３１（ ２．８） １５（ ２．７） ４６（ ２．８）

　 ノＬゝヽ詣 答 － １５（ １．４） ６（ ｌ．１） ２１（ １．３）

照　　　　　　　 計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

脳砦

齢６．８　校長の素質・力量向上の方法（地元出身者の優先的配置）

賢へ、′≠　　　 ヵ テ ゴ リー 名

．転

校 種

小 学 校 中学 校 計 （％ ）

′芽 ． そ う思 わ な い ２５９（２３．４） １３８（２４．８） ３９７（２３．９）

象　 あ ま りそ う思 わ な い ５４８（４９．５） ２５１（４５．１） ７９９（４８．１）

‡≡‾３　 か な りそ う 監 う ２３１（２０．９） １２８（２３．０） ３５９（２１．６）
　　　　 ノｌ．ニ■
夏：４．そ う思 う

５７（ ５．２） ３４（ ６．１） ９１（ ５．５）

１６（ １．０）

１６６２（１００．０）
葦無 回答 １１（ １．０） ５（ ０．９）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１．００．０）

Ｑ３６．９　校長の素質・力量向上の方法（民間からの校長候補者の募集）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％ ）

４２５（２５．６）

８８７（５３．４）

２８５（ １７．１）

５５（ ３．３）

１０（ ０．６）

１６６２（１００．０）

…１． そ う思 わ な い ２７２（２４．６） １５３（２７．５）

姜２１ あ ま りそ う思 わ な い ５９３（ ５３．６） ２９４（５２．９）

浄 、．か な りそ う思 う １９５（１７．６） ９０（１６．２）

４． そ う 思 う ３８（ ３．４） １７（ ３．１）
‾無 回 答 ８（ ０．７） ２（ ０．４）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０）

Ｑ３７．１人事評価システムの導入についての考え

カテ ゴリー 名
校 種

小学校 中学校 計 （％）

９２０（５５．４）＿＿

１３７（ ８．２）

５５５（３３．４）

４１（ ２．５）

９（ ０．５）

１６６２（１００．０）

…１・．賛 成 ６１６（５５．７） ３０４（５４．７）

２．反対 ９１（ ８．２） ４６（ ８．３）

３．導入 の時期 尚早 ３６５（３３．０） １９０（３４．２）
４・そ の他 ２７（ ２．４） １４（ ２．５）
無 回答 ７（ ０．６） ２（ ０．４）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０）

ー３８９－



Ｑ３７．２　人事評価システム導入の賛成理由（総合）
（小 、 Ｎ ＝ ６１６；中 、 Ｎ ＝ ３０４） （複 数 回 答 ）

カ テ ゴ リ＿一 名 校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％ ）
１． 多 面 的 な 評価 を導 入 す べ き で あ る ２１７（１７．９） １２１（２０．２） ３３８（１８．７）
２． 自己 申告 を 導 入 す べ き で あ る ２９０（２３．９） １５４（２５．７） ４４４（、２４．５）
３． 昇 給 等 に反 映 す づ きで あ る ３５９（２９．６） １６７（２７．９） ５２６（ ２９．０）
４． 評価 者 研 修 を 充 実 す べ き で あ る ６１（ ５．０） ３２（ ５．３） ．９３（ ５．１）
５．●被 評 価 者 の 自己 省 察 等 の機 会 を提 供 す べ き で あ る １５６■（ １２．９） ６１（１０．２） ２１７（ １２．０）・
６． これ まで の勤 務 評■定 に課 題 が あ る １２６（ １０．４） ６１（１０．２） １８７（ １０．３）
７． そ の 他 ３（ ０．２） ２（ ０．３） ５（ ０．３）
無 回 答 ０（ ０．０） １（ ０．２） １（ ０．１）

計 （％ ） １２１２（１００．０） ５９９（１００．０） １８１１（１００．０）
注 ） 総 合 ：第 １位 ＋第 ２位

Ｑ３７．２－１人事評価システム導入の賛成理由（第１位）

カ テ ゴ リー 名 校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）
１． 多 面 的 な 評 価 を導 入 す べ き で あ る １４０（１２．７） ８５（１５．３） ２２５（ １３．５）
２． 自己 申 告 を 導 入 す べ き で あ る １６１（１４．６） ７５（１３．５） ２３６（ １４．２）
３． 昇 給 等 に 反 映 す べ き で あ る ２０１（１８．２） ９６（１７．３） ２９７（１７．９）
４． 評 価 者 研 修 を充 実 す べ き で あ る ２１（ ｌ．９） ９（ １．６） ３０（ １．８）
５． 被 評 価 者 の 自己 省 察 等 の機 会 を提 供 す べ き で あ る ４５（ ４．１） １４（ ２．５） ５９（ ３．５）
６． これ ま で の 勤 務 評 定 に課 題 が あ る ４８（ ４．３） ２２（ ４．０） ７０（ ４．２）
７．．そ の 他 ０（ ０．０） ２（ ０．４） ２（ ０．１）
無 回 答 ４９０（４４．３） ２５３（４５．５） ７４３（４４．‾訂 ■

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｑ３７．２－２　人事評価システム導入の賛成理由（第２位）

カ テ ゴ リー 名 校 種

小 学 校 中学 校 計 （％ ）
１． 多 面 的 な 評 価 を導 入 す べ き で あ る ７７（ ７．０） ３６（ ６．５） １１３（ ６．８）
２． 自己 申告 を導 入 す べ きで あ る １２９（ １１．７） ７９（１４．２） ２０８（１２．５）
３． 昇 給 等 に反 映 す べ きで あ る １５８（ １４．３） ７１（ １２．８） ２２９（ １３．８）
４． 評価 者 研 修 を充 実 す べ き で あ る ４０（ ３．６） ２３（ ４．１） ６３（ ３．８）
５． 被 評 価 者 の 自己 省 察 等 の機 会 を 提 供 す べ き で あ る １１１（１０．０） ４７（ ８．５） １５８（ ９．５）
６． こ れ まで の勤 務 評 定 に課 題 が あ る ７８（ ７．１） ３９（ ７．０） １１７（ ７．０）
７． そ の 他 ３（ ０．３） ０（ ０．０） ３（ ０．２）
無 回 答　　　　　　　　　　 豪； ５１０（４６．１） ２６１（４６．９） ７７１（４６．４）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．．０） １６６２（１００．０）

Ｑ３８．１加配教員の有無

カ テ ゴ リー 名 校 種

小 学 校 中学 校 計 （％ ）
１． い る ６７１（ ６０．７） ４７７（８５．８） １１４８（ ６９．１）
２． いな い ４３１（ ３９．０） ７８（１４．０） ５０９（ ３０．６）
無 回 答 ４（ ０．４） １（ ０．２） ５（ ０．３）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

ー３９０－



Ｑ３８．２　加配教員配置の目的
（小、Ｎ＝６７１；中、Ｎ＝４７７）（複数回答）

カ テゴ リー 名
校 種

小学校 中学校 計 （％）

１．少 人数指導 ３４３（３５．５） ２３６（２６．５） ５７９（３１／２）

２． ＴＴ ２６３（２７．２） ２５４（２８．５） ５１７（２７．釦

３二‾　同和 教育 ９４（ ９．７） ７８（ ８．８） １７２（ ９．３）

４．生徒 指導 ３３（’３．４） １６８（１８．９） ２０１（１０．８）

５．‾‾研究 指定 １１（ ｌ．１） １５（ １．７） ２６（ １．４）

６‾二　新任 教員指導 ６６（ ６．８） ６４（ ７．２） １３０（ ７．０）

７：‾‾そ の他 １５６（１６．１） ７４（ ８．３） ２３０（１２．４）

無回答 ０（ ０．０） ２（ ０．２） ２（ ０．１）

計 （％） ９６６（１００．０） ８９１（１００．０） １８５７（１００．０・）

Ｑ３８．３　少人数指導加配についての教委の指導内容
（小、Ｎ＝３４３；中、Ｎ＝２３６）（複数回答）

カテ ゴ リー 名
校種 ．

小学校 中学校 計 （％）

１．担 当授業時数 の最 低基準 を設 ける ２５７（４５．０） １５９（４４．２） ４１６（４４．７）

２．限定 された学年 以外 の授 業 を担 当 しない ５２（ ９．１） １２（ ３。３） ６４（ ６．９）

３．限定 された教科 以外 の授 業 を担 当 しない ６６（１１．６） ６５（１８．１） １３１（１４．１）

４．学校裁 量 による弾力的活 用 ９８（１７．２） ５２（１４．４） １５０（１６．１）

５． 当初 提出の計画 を変更 しな い ９２（１６．１） ６６（１８．３） １５８（１７．■０）

６．そ の他 ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０）

無回答 ６（ ｌ．１） ６（ １．７） １２（ １．３）

計 （％） ３４３（１００．０） ３６０（１００．０） ９３１（１００．０）

Ｑ３９　教職員定数の中で配置される非常勤講師

カテ ゴリー名
校種

小学校 中学校 計 （％）

１．いる ２１１（１９．１） １８４（３３．１） ３９５（２３．８）

２．いな い ８７８（７９．４） ３６４（６５．５） １２４２（７４．７）

無 回答 １７（ １．５） ８（ １．４） ２５（ １．５）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｆｌ　校種

カ テ ゴ リ「名 計 （％ ）

１． 小 学 校 １１０６（６５．４）

２． 中学 校 ５５６（３２．９）

３． 併 置 校 ２６（ １．５）

無 回 答 ２（ ０．１）

－３９１－



Ｆ２　都道府県別小・中学校数

ー　 ｌヾ ＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 校 種

小 学 校 ， 中 学 校 計 （％ ）

１． 北 海 道 ７９（ ７．１） ３８（ ６．８） １１７（ ７．０）

２ ． 青 森 ２８（ ２．５） １０（ １．８） ３８（ ２．３）

３ ． 岩 手 ４０（ ３．６） １３（ ２．３） ５３（ ３．２）

４． 宮 城 ３２（ ２．９）■ １４（ ２．５） ４６（ ２．８）

５． 秋 田 ２０（ １．８） ７（ １．３） ２７（ １．６）

６． 山 形 １７（ １．５） ７（ １．３） ２４（ １．４）

７． 福 島 ２７（ ２．４） １５（ ２．７） ４２（ ２．５）

８． 茨 城 ３１（ ２．８） １８（ ３．２） ４９（ ２．９）

９． 栃 木 １９（ １．７） １４（ ２．５） ３３（ ２．０）

１ ０． 群 馬 １５（ ．１．４） １０（ １．８） ２５（ １．５）

１ １． 埼 玉 ３３（ ３．０） ２１（ ３．８） ５４（ ３．２）

１ ２ ． 千 葉 ４４（ ４．０） ２０（ ３．６） ６４（ ３。９）

１ ３ ． 東 京 ４７（ ４．２） ２７（ ４．９） ７４（ ４．５）

１ ４． 神 奈 川 ２５（ ２．３） ２０（ ３．６） ４５（ ２．７）

１ ５． 新 潟 ３７（ ３．３） １２（ ２．２■） ４９（ ２。９）

１ ６． 富 山 １３（ １．２） ６（ １．１） １９（ １．１）

１ ７． 石 川 １８（ １．６） １０（ １．８） ２８（ １．７）

１ ８． 福 井 １２（ １．１） ５（ ０．９） １７（ １．０）

１ ９． 山 梨 ７（ ０．６） ６（ １．１） １３（ ０．８）

２ ０ ． 長 野 ２１（ １．９） １４（ ２．５） ３５（ ２．１）

２ １． 岐 阜 ２４（ ２．２） ４（ ０．７） ２８（ １．７）

２ ２ ． 静 岡 ２３（ ２．１） １４（ ２．５） ３７（ ２．２）

２ ３ ． 愛 知 ４３（ ３．９） ２０（ ３．６） ６３（ ３．８）

２ ４ ∴ 三 重 ３０（ ２．７） １４（ ２．５） ４４（ ２．６）

２ ５． 滋 賀 １２（ ｌ．１） ５（ ０．９） １７（ １．０）

２ ６． 京 都 １２（ １．１） ４（ ０．７） １６（ １．０）
２ ７． 大 阪 ２２（ ２．０） １６（ ２．９） ３８（ ２。３）

２ ８． 兵 庫 ３７（ ３．３） １９（ ‘３．４） ５６（ ３．４）

２ ９． 奈 良 １８（ １．６） ４（ ０．７） ２２（ １．３）
３ ０． 和 歌 山 ２１（ １．９） １０（ １．８） ３１（ １．９）
３ １． 鳥 取 １４（ １．３） ４（ ０．７） １８（ １．１）

３ ２． 島 根 １８（ １．６） ８（ １．４） ２６（ １．６）

３ ３． 岡 山 ３１（ ２．８） １６（ ２．９） ４７（ ２．８）
３ ４ ． 広 島 ２８（ ２．５） １４（ ２．５） ４２（ ２．５）

３ ５ ． 山 口 １７（ １．５） １２（ ２．２） ２９（ １．７）

３ ６ ． 徳 島 １１（ １．０） ７（ １．３） １８（ １．１）

３ ７ ． 香 川 ７（ ０．６） ３（ ０．５） １０（ ０．６）
３ ８． 愛 媛　　　　　　　　 靂； ２６（ ２．４） ９（ １．６） ３５（ ２．１）

３ ９． 高 知 １３（ １．２） ６（ ｌ．１） １９（ １．１）

４ ０． 福 岡 ２８（ ２．５） １６（ ２．９） ４４（ ２．６）
４ １． 佐 賀 ８（ ０．７） ■　８（ １．４） １６（ １ ０）

４ ２． 長 崎 １３（ １．２） ９（ ＿１．６） ２２（ １．３）

４ ３． ‘熊 本 １８（ １．６） １５（ ２．７） ３３（ ２ ０）
４ ４ ． 大 分 １１（ １．０） ６（ １．１） １７（■ １．０）

４ ５． 宮 崎 １３（ ｌ．２） ８（ １．■４） ２１（ １．３）

４ ６． 鹿 児 島 ３３（ ３．０） １１（ ２．０） ４４（ ２．６）

４ ７． 沖 縄 １０（ ０．９） ６（■ １．１） １６（ １．０）

無 回 答 ０（ ０．０） １（ ０．２） １（ ．０．１）

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

－３９２－



関学校を所管する自治体（市町村）の人口規模

カテ ゴ リー名
校種

小学校 ．中学校 計 （％）

じ 上 １１５（１０．４） ６２（１１．２） １７７（１０．６）

長 上～ ５０万人未満 ８６（ ７．８） ４４（ ７．９） １３０（ ７．８）

ミ・二こ３ １０万 大以 上～ ３０万人未満 １５８（１４。３） ９０（１６．２） ２４８（１４．９）

三４　 ５万 人玖 上～ １０万 人未満 １３３（１２．０） ６８（１２．２） ２０１（１２．１）

５－　３万 人以上～ ５万 人未満 ９９（ｒ　９．０） ５４（ ９．７） １５３（ ９．２）

三・・・６ １万 ５千人以上～ ３万人未満 １４６（１３．２） ７３（１３．・１） ２１９（１３．２）

∴７　 ８千人以 上～ １万 ５千人未満 １４９（１３．５） ５４（ ９．７） ２０３（１２．２）

８　 ５千人以上～ ８千人未満 １０４（ ９．４） ５７（１０．３） １６１（ ９．７）

…≡三∴－９　 ５千大未満 １１６（１０．５） ５４（ ９．７） １７０（１０．２）

蓑柾回答 ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０）
…ハ、、 日　　　　　 計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｆ４　学校を所管する自治体（市町村）の種類

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）

１ 政 令 指 定 都 市 １０１（ ９．１） ４５（ ８．１） １４６（ ８．８）

＝で２　 毎 別 区 ３７（ ３．３） １８（ ３．２） ５５（ ３．３）

３・ ‾‾１　 ２以 外 ９４１（８５．１） ４８６（８７．４） １４２７（８５．９）
　 Ｉ
海 南 答 ２７（ ２．４） ７（ １．３） ３４（ ２．０）

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｆ５　全児童・生徒数

カ テ ゴ リ ー 名
校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％ ）

１． ９９人 以 下 ３２３（ ２９．２） ８８（ １５．８） ４１１（ ２４．７）

２． １００～ １９９人 １７６（ １５．９） ７４（ １３．３） ２５０（ １５．０）

′・３． ２００～ ２９９人 １３８（ １２．５） ８０（ １４．４） ２１８（ １３．１）

４． ３００～ ３９９人 １２７（ １１．５） ８５（ １５．３） ２１２（ １２．８）

５． ４００～ ４９９人 ９４（ ８．５） ７５（ １３．５） １６９（ １０．２）

６． ５００～ ５９９人 ８４（ ７．６） ５７（ １０．３） １４１（ ８‥＿＿５）

′７． ６００～ ６９９人 ７４（ ６．７） ３１（ ５．６） １０５（ ６．３）

８． ７００～ ７９９人 ３５（ ３．２） ２８（ ５．０） ６３（ ３．８）

９． ８００～ ８９９人 ２６（ ２．４） １５（ ２．７） ４１（ ２．５）

１‾０ ． ９００～ ９９９人 ９（ ０．８） ８（ １．４） １７（ １．０）

１ １． １０００～ １０９９人 ５（ ０．５） ６（ １．１） １１（ ０．７）

１ ２． １１００～ １１９９人 ２（ ０．２） ０（ ０．０） ２（ ０．、１）

１ ３． １２００人 以 上 ２（ ０．２） ｌ（ ０．２） ３（ ０．２）

無 回 答 １１（ １．０） ８（ １．４） １９（ ｌ．１）

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｆ６．１全学級数

カ テ ゴ ー」一 名
校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％ ）

１．＿３学 級 以 下 ８９（ ８．０） ７６（１３．７） １６５（ ９．９）

２． ４学 級 ～ １１学 級 ５０８（４５．９） ２３７（４２．６） ７４５（４４．８）

３． １２学 級 ～ １７学 級 ２７７（２５．０） １４７（２６．４） ４２４（２５．５）

４． １８学 級 ～ ２３学 級 １６８（１５．２） ６８（１２．２） ２３６（１４．２）

５． ２４学 級 以 上 ５５（ ５．０） ２３（ ４．１） ７８（ ４．７）
無 回答 ９（ ０．８） ５（ ０．９） １４（ ■０．８）

計 （％ ） ｌ１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．ｑ）

－３９３－



Ｆ６．２　普通学級数

カ テ ゴ リー 名 校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）

１．．３学 級 以 下 １０６（ ９．６） ９８（１７．６） ２０４（ １２．３）
２． ４学 級 ～ １１学 級 ５０９（４６．０） ２３６（４２．４） ７４５（４４．８）

３． １２学級 ～ １７学 級 ２５７（ ２３．２） １３６（２４．５） ３９３（２３．６）

４． １８学級 ～ ２３学 級 １４４（ １３．０） ５７（１０．３） ２０１（ １２．１）
５． ２４学級 以 上 ４１（ ３．７） １５（ ２．７） ５６（ ３．４）

無 回答 ４９（ ４．４） １４（ ２．５） ６３（ ３．８）

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｆ７．１教職員数

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％ ）

１． ４人以 下 ５（ ０．５） ０（ ０．０） ５（ ０．３）

２． ５人 ～ ９人 １２０（ １０．８） ４（ ０．７） １２４（ ７．５）

３． １０人 ～ １４人 ３１３（ ２８．３） ９３（ １６．７） ４０６（ ２４．４）

４． １５人 ～ １９人 １４５（ １３．１） ７１（ １２．８） ２１６（ １３．０）

５． ２０人 ～ ２４人 １５７（ １４．２） ８９（ １６．０） ２４６（ １４．８）

６． ２５人 ～ ２９人 １２２（ １１．０） ７９（ １４．２） ２０１（ １２．１）

７． ３０人 ～ ３４人 １０９（ ９．９） ７０（ １２．６） １７９（ １０．８）

８． ３５人 ～ ３９人 ７１（ ６．４） ５２（ ９．４） １２３（ ７．４）

９． ４０人 以 上 ４８（ ４．３） ８７（ １５．６） １３５（ ８．１）
無 回答 １６（ １．４） １１（ ２．０） ２７（ １．６）

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

Ｆ７．２　教員数（校長を含む）

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中 学 校 計 （％ ）

１． ４人 以 下 １６（ １．４） ３（ ０．５） １９（ １．１）

２．＿　５人 ～ ９人 ２１６（ １９．５） ３１（ ５．６） ２４７（ １４．９）

３． １０人 ～ １４人 ３０３（ ２７．４） １０９（ １９．６） ４１２（ ２４．８）

４． １５人 ～ １９人 １８９（ １７．１） ８３（ １４．９） ２７２（ １６．４）

５． ２０人 ～ ２４人 １４４（ １３．０） １１５（ ２０．７） ２５９（ １５．６）

６． ２５人 ～ ２９人 １２９（ １１．７） ７０（＿１２．・６） １９９（ １２．０）

７． ３０人 ～ ３４人 ５６（ ５．１） ５６（ １０．１） １１２（ ６．７）

８． ３５人 ～ ３９人 ２２（ ２，０） ３４（ ６．１） ５６（ ３．４）

９． ４０人 以 上 ９（ ０．８） ３９（ ７．０） ４８（ ２．９）

無 回 答 ２２（ ２．０） １６（ ２．９） ３８（ ２．３）
計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

－３９４－



粟８校長の年齢

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中学 校 計 （％）

４（ ０．４） ２（ ０．４） ６（ ０．４）

ｊ
．，月６～４７歳

こＪ≡を．購 ～４９歳

∴姜′馴 ～ ５１歳

∴・－５２～ ５３歳

Ｊ５４～ ５５歳

∴５６～ ５７歳

．こ膏 ８～ ５９歳
’上

１９（ １．７） １４（ ２．５） ３３（ ２■．０）

ｊ ６３（ ５．７） ３７’（ ６．７） １００（ ６．０）

１９８（ １７．９） ６６（１１．９） ２６４（１５．９）

１９９（ １８．０） ９８（１７．６） ｒ、２９７（１７．９）

２８２（ ２５．５） １４４（２５．９） ４２６（２５．６）

２６３（ ２３．８） １５７（２８．’２） ４２０（２５．３）

…茎篭′ ６６（ ６．０） ３３（ ５．９） ９９‾（ ６．０）

…努二・：湖 歳 以　尤Ｉｒ １２（ １．１） ５（ ０．９） １７（ １．０）

…＿整 回合　　　　 計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）‾

口　　　　 ０

Ｆ９　校長の性別

カ テ ゴ リ ー 名
校 種

小 学 校 ｔ　 中 学 校　５２７（ ９４．８）　２５（ ４．５） 計 （％ ）

１４７２（ ８８．６）

１７７（ １０．６）
…漆」 男 性 ９４５（ ８５．４）

１５２　 １ ．７
≡滋 ∴ 女 性

汀鉦 回 答

９（ ０．８） ４（ ０．７）

５５６（１００．０）

１３（ ０．８）

１６６２（１００．０）こ　ノ 　ヽ　　　　　　　 童　 ％ １１０６ １００．０
ロ　　　　 ０

Ｆ１０．１本校での校長在職年数

カ テ ゴ リー 名
校 種

小 学 校 中 学 校

３６７（６６．０）

計 （％）

１０９７（６６．０）

４７２（２８．４）
１．‾‾１年 目～ ２年 目 ７３０（６６．０）

⊇二 ３年 目～ ４年 目

旦＿ニ ５年 目 ～ ６年 目

４ ７年 目以 上

３１２　 ２８．２ １６０　 ２８．８
３８（ ３．４） １９（ ３．４） ５７（ ３．４）

１４（ １．３） ３（ ０．５） １７（ １．０）

１９（ １．１）

１６６２（１００．０）
蕪 回 春 １２（ １．１）

１１０６（１００．０）

７（ １．３）

５５６（１００．０）計 （％ ）

ＦｌＯ．２　校長としての通算年数

ヵ テ ゴ リー 名　　　　 ｌ 校 種

小 学 校 中 学 校

１２０（ ２１．６）

１５０（２７．０）

１３９（２５．０）

１１５（２０．７）

３２（ ５．８）

５５６（１００．０）

計 （‾％）

３８１（２２．９）

４２０（２５．３）

４３３（２６．１）

３１０（１８．７）

１１８（－７．１＿）

１６６２（１００．０）

１． １年 目～ ２年 目 ２６１（２３．６）

２． ３年 目～ ４年 目 ２７０（２４．４）

３． ５年 目～ ６年 目 ２９４（２６．６）

４． ７年 目以 上 １９５（１７．６）

無 回 答 ８６（ ７．８）

１１０６（１００．０）計 （％）

－３９５－



ＦｌＯ．３　校長の教員・管理職としての通算経験年数

カ テ ゴ リー 名 校 種　　　　　　　　　　　　 ご；ｄ

小 学 校 中学 校 計 （％う
１． １年 目 ～ ５年 目 １３（ １．２） １２（ ２．２） ２５（ １ ５業
２． ６年 目～ １０年 目 ９４（ ８．５） ４８（ ８．６） 　　　 ラ１４２（ ８ ５一芸莞
３． １１年 目～ １５年 目 ４９（ ４．４） ２２（ ４．０） ７１（ ４ ３′一葉二葉′
４． １６年 目～ ２０年 目 ７（ ０．６） １（ ０．２） ８（ ０ 確 ・・…
５． ２１年 目～ ２５年 目‾ ３３（ ３．０） １０（ １．８） ４３（ ２ ６う：；■二喜
６． ２６年 目～ ３０年 目 １９８（ １７．９） ８４（ １５．１） ２８２（‾１７ 鴫・≡…
７． ３１年 目 ～ ３５年 目 ４１６（３７．６） ２１７（３９．０） ６３３（‾‾‾３８ １、‥′業主≡
８． ３６年 目以 上 １９５（ １７．６） １１５（２０．７） ３１０（ １８．７）…′…
無 回答 １０１（ ９．１） ４７（ ８．５） １４８「 亙 ９う■≡至至

計 （％ ） １１０６（１００．＿０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．畔．＿妻

人口規模別小・中学校数

カ テ ゴ リー 名 校 種

小学 校 中学 校 計 （％ ）
１． ３０万 人 以 上 ２０１（ １８．２） １０６（１９．１） ３０７（ １８二‾５二）、‾．
２． １０万 人 以 上 ～ ３０万 人 未 満 １５８（ １４．３） ９０（１６．２） ２４８（ １４．‾９）′
３． ５万 人 以 上 ～ １０万 人 未 満 １３３（ １２．０） ６８（１２．２） ２０１（ １２．‾１う■、：‾
４． ３万 人 以 上 ～ ５万 人未 満 ９９（ ９．０） ５４（ ９．７） １５３（ ９．２）
５． １．５万 人 以 上 ～ ３万 人 未 満 １４６（１３．２） ７３（ １３．１） ２１９（１３．２）
６． ０．８万 人以 上 ～ １．５万 人 未 満 １４９（ １３．５） ５４（ ９．７） ２０３（１２．‾う）
７． ０．５万 人 以 上 ～ ０．８万 人 未 満 １０４（ ９．４） ５７（ １０．３） １６１（ ９．７）＝モ′
８． ０．５万 人 未 満 １１６（ １０．５） ５４（ ９．７） １７０（ １０．２）
無 回 答 ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０）‾＿

計 （％ ） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

学校規模別小・中学校数

カ テ ゴ リー 名 校 種

小学 校 中学 校 計 （％）
１． ｌ～ ５学 級 １７５（ １５．８） １０９（１９．６） ２８４（ １７．１）
２． ６～ １１学 級 ４２２（３８．２） ２０４（３６．７） ６２６（３７．７）
３． １２～ １７学 級 ２７７（２５．０） １４７（２６．４） ４２４（２５．５）
４．＿１８学 級 以 上 ２２３（２０．２） ９１（１６．４） ３１４（１８．９）
無 回答 ９（ ０．８） ５（ ０，９） １４（ ０．８）

計 （％） １１０６（１００．０） ５５６（１００．０） １６６２（１００．０）

地域別小・中学校数

＝カ テ ゴ リ 」 名 校 種 ．

小 学 校 中 学 校 計 （％ ）

１． 北 海 道 ７９（ ６７．５） ３８（ ３２．５） １１７（１００．０）

２ ． 東 北 １６４（ ７１．３） ６６（ ２８．７） ２３０（１００．０）

３ ． 関 東 ２１４ト ６２．２） １３０（３７．８） ３４４（１００．０）

４． 中 部　ヽ １９８（ ６８．５） ９１（ ３１．５） ２８９（１００．０）

５． 近 畿 １５２（ ６７．９） ７２（ ３２．１） ２２４（１００．０）

６． 中 国 １０８（ ６６．‘７） ５４（ ３３．３） １６２（１００．０）
７． 四 国 ５７（ ６９．５） ２５（ ３０．５） ． ８２（１００．０）

８ ． 九 州 １３４（ ６２．９） ７９（ ３７．１） ２１３（１００．０）

計 （％ ） １１０６（ ６６．６） ５５５（ ３３．４） １６６１（１００．０）

－３９６－



・都道府県別集計表

Ｑ３　都道府県別にみた学校の自主的・自律的運営の実感率

都道 府県 名 小学校 中学校 ‾不 ・中 学校

１．北海 道 ２２（２７．８） １１（２８．９） ３３（２８．２）

云‾‾．青森 １２（４２．９） ２（２０．０） １４（３¢．８）

白．岩 手 １１（２７．５） ６（４６．２） １７（写宰．１）

４．宮 城 ８（２５．０） ３（２１．４） １１（２３．＿旦）

５．秋 田 ５（２５．０） ３（４２．９） ８（２９．６）

６．山形 ８（４７．１） ２（２８．６） １０（４１．７）

７．福 島 １０（３７．０） ２（１３．３） １２（２８．６１

８．茨 城 １２（３８．７） ９（５０．０） ２１（４２．９）＿

９．栃木 ５（２６．３） ０（　 ０） ５（１５．２）

１０．群 馬 １（ ６．７） ４（４０．０） ５（２０．Ｐ＿）

１１．埼玉 ６（１８．２） ４（１９．０） １０（１８．５）

２０（３１．３）

２０（２７．０）

１６（３５．§）

１６（３２．７）

１２‘．千葉 １２（２７．３） ８（４０．０）

‾ｉ‾‾３．東京 １７（３６．２） ３（１１．１）

１４．神奈 川 ８（３２．０） ８（４０．０）

１５．新 潟 １０（２７．０） ６（５０．０）

１６． 富 山 ２（１５．４） ２（３３．３） ４（２１．１）＿

１１（３９．亭）

■５（２９．４）

’５（３８．５）＿
１３（３８１＿茎）

１２（４２１＿９）

１１（２９．７）

１７１‾石川 ７（３８．９） ４（４０．０）

ｉ‾‾‾８．福井 ３（２５．０） ２（４０．０）
‾‾１ ９． 山梨 ４（５７．１） ｌ（■１６．７）

２０．長 野 ６（２８．６） ７（５３．８）
‾‾２ １． 岐阜 １０（４１．７） ２（５０．０）

２ ２．静 岡 １０（４３．５） ｌ（ ７．１）

２ ３．愛知 １５（３４．９） ２（１０．０） １７（２７１＿＿９）

ｌｌ（２５．０）

７（４１ｔ＿＿璽）

６（３７．５）

９（２３．７１

１６（２８，＿＿６）

２‾‾４．三重 ６（２０．０） ５（３５．７）
２‾５．滋賀 ４（３３．３） ３（６０．０）

２‾‾６．京 都 ５（４１．７） １（２５．０）

５「畠‾１．３）‾２ ７．大 阪 ４（１８．２）

‾‾‾２ ８．兵 庫

２９．奈 良

１２　 ３２．４ ４（２１．１

０（　 ０） ３（７５．０） ３（１３丁＿＿至）

６（１９＿て＿＿４）

１０（５８牒

７（２６．９）

８（１７．０）

１４（３３．旦）

５（１７．２）

■４（２２．２）

２（２０．＿ｐ）

１３（３７．１）

５（２６．３）

１５（３４．１＿）

３０．和 歌 山 ５（２３．８） １（１０．０）

豆 １．鳥 取 ８（５７．１） ２（６６．７）

豆‾２．島 根 ５（２７．８） ２（２５．０）

云‾‾‾３．岡 山 ６（１９．４） ２（１２．５）

白■４．広 島 ９（３２‾．１） ５（３５．７）

う ５． 山 口 ４（２３．５） １（ ８．３）

３ ６．徳 島 ２（１８．２） ２（２８．６）

３‾ウ．香 川 ２（２８．６） ０（　 ０）

‾白 ８．愛媛 １１（４２．３） ２（２２．２）
台９．高 知 ３（２３．１） ２（３３．３）

生０・福 岡

４ １．佐 賀

１２　 ４２．９ ３ １８．８
４（５０．０） １（１２．５） ５（３１．＿＿塁）

亮‾‾２．長崎

ｔ二至 ３・熊 本

４ ４．大 分

３（２５．０） ４（４４．４） ７（３３．３）

ｌ　　 ５（２７．８） ３（２０．０） ８（２４．２）

ｌ　　 ３（２７．３） ０（　 ■０）　 ３（１７．＿阜）　６（２８．６）

） １４（３１．８）

） ４（２５∴０

亮 ５．宮崎 ４（３０．８） ２（２５．０）

‾亘 ６．鹿児 島 １２（３６．４） ２（１８．２

４ ７．沖縄 ２（２０．０）　　 ２（３３．３

ｒ計 （％う ３３５　 ３０．３ １４９ ．２６．９ ４８４－－－２９．２

実感率＝カテゴリー（４）＋（５）／（１）＋（２）＋（３）＋（４）＋（５）

－３９７－



Ｑ１８　都道府県別にみた学校予算のヒヤリング機会の設置率

都道 府県 名 小学 校 中学校 小 ・中学校
＿＿＿１． 北海道 ５６（７１．８） ２６（６８．４） ８２（７０．７）
＿２． 青森 １６（５７．１） ５（５０．０） ２１（５５．３）‾‾
‾＿３．岩 手 ・２６（６５．０） ８（６ト５） ３４（６４．２）
４．宮城 ２４（７５．０） １１（７８．６） ３５（７６．１）
＿＿与．秋 田 １２（６０．０） ６（１００．０） １８（６９．打
６． 山形 １５（９３．８） ６（８５．７） ２１（９ｌ．５）‾‾
Ｚ＿＿†＿福島 ■ １８（６６．７） ８（５３．３） ２６（６１．９）
８．茨 城 ２３（７４．２） １６（８８．９） ３９（７９．６）
９．栃 木 １４（７３．７） １０（７６．９） ２４（７５．０）‾‾

１０．群馬 １２（８０．０） １０（１００．０） ２２（８８．０）‾‾
！＿＿＿＿１． 埼玉 ２１（６５。６） １７（８ｌ．０） ３８（７１．７）
１２． 千葉 ３３（７５．０） １７（８５．０） ５０（７８．ｉＴ‾
１３．東 京 ２３（５０．０） １４（５ｌ．９） ３７（５０．７）
＿圭＿４．神 奈川 １０（４０．０） １０（５０．０） ２０（４４．４）
１５．新 潟 ２９（８０．６） １０（８３．３） ３９（８１．３）
１６． 富 山 ９（６９．２）‾ ３（６０．０） １２（６６．７）
１７． 石川 １４（７７．８） ７（７０．０） ２１（７５．０）
１８．福 井 ９（７５．０） ３（６０．０）＿ １２（７０．６）
１９． 山梨 ７（１００．０） ６（１００．０） １３（１００．０）‾
２＿＿＿Ｐ．長 野 １９（９０．５） １２（８５．７） ３１（８８．６）
２ １．岐阜 ２０（８３．．３） ３（７５．０） ２３（８２．１）
２ ２．静 岡 １７（７３．９） １０（７１．４） ２７（７３．０）‾
＿２ ３． 愛知 ３０（６９．８） １４（７０．０） ４４（６９．８）
＿＿芦４．三 重 ２３（７６．７） １０（７１．４） ３３（７５．０）

２５．滋 賀 １０（８３．３） ２（５０．０） １２（７５．０）

ｊ＿＿６．京 都 ６（５０．０） ２（５０．０） ８（５０．０）
２ ７．大 阪 １１（５０．０） ５（３１．３） １６（４２．１）
２ ８． 兵庫 ２５（６９．４） １１（５７．９） ３６（６５．５）
２ ９． 奈 良 １３（７２．２） １（２５．０） １４（６３．６）
３０．和 歌 山 １８（８５．７） ８（８０．０） ２６（８３．白）
３ １．鳥 取 １０（７６．９） ４（１００．０）・ １４（８２．４）
＿＿３２． 島根 １５（８３．３） ７（８７．５） ２２（８４．６）
３３． 岡山 １８（５８．１） １２（７５．０） ３０（６３．８ラ‾
３４．広 島 １６（５７．１） ９（．６４．３） ２５（５９．５）
３ ５． 山 口 １１（６４．７） ９（７５．０） ２０（６９．０）
３ ６．徳 島 ８（７２．７） ７（１００．０） １５（８３．３）
３ ７．香川 ６（８５．７） ３（１００．０） ９（９０．０）
＿＿３ ８．愛媛 １７（６５．４） ５（５５．６） ２２（６２∴百）
ｊ＿＿９．■高知 ５（３８．５） ４（６６．７） ９（４７．４）
４０． 福 岡 ２３（８２．１） １０（６２．５） ３■３（７５．０）
＿４ １． 佐賀 ７（８７．５） ７（８７．５） １４（８７．５）
４ ２． 長崎 ９（６９．２） ９（１００，０） １８（８１．■８）

４ ３． 熊本 １３（７２．２） １０（６６．７） ２３（６９．７）

４ ４． 大分 ６（５４．５） ３（５０．０） ９（５２．９）
４ ５． 宮崎 ９（７５．０） ７（８７．５） １６（８０．‾６ラ
４ ６．鹿 児 島 ２８（８４．８） ８（７２．＿７） ３６（８１．８）
＿う ７．沖 縄 ４（４０．０） ６（１００．０） １０（６２．５）

計 （％）ｒ ７＿６８（６９．９） ３９１’（７ｌ．０） １１５９（７０．３）

設置率＝カテゴリー（１）／（１）＋（２）

ー３９８－



Ｑ１９．１都道府県別にみた校長の専決権承認率

蔀 道府 県名

１．‾‾‾北 海道

２． 青森 ‾－

小 学校 中学校 小 ・中学 校

１７（２１．８） ６（１５．■８） ２３（１９．８）

１７（６０．７） ６（６０．０） ２３（＿６０．５）＿

１７（３２．１）

１４（３０．弔
３．‾岩 手 １３（３２．５） ４（３０．８）

す．宮城 １０（３１．３） ４（２８．６）

５　 秋 田 ６（３０．０） １（１６．７） ７（２６．９）二

６‾‾． 山形 ７（４３．８） ４（５７．１） ｌｌ（４７．８）

１２（２８．６１ラ．福 島 ７（２５．９） ５（３３．３）

８．‾‾茨 城 ９（２９．０） ９（５０．０） １８（３６．７）

す二　栃 木 ９（５０．０） ６（４６。２） １５（４８．４）

１６（■６４．ｑ）＿１‾ｂ．群馬 ９（６０．０） ７（７０．０）

ｉ ｌ．埼 玉

ｉ‾２．千 葉

２１（６３．６） １２（６０．０） ３３（６２．３）＿
２６（５９．１） ７（‾３５．０） ３３（５ｌ．６）

４９（６７．＿１）‾ｉ‾３．東 京 ３１（６７．４） １８（６６．７）

１亘二 神 奈 川

１巨・ 新潟

１６．富 山

１７‾‾‾石 川

２１（８４．０） １３（６５．０） ３４（７５．６）＿
１６（４３．２） ３（２５．０） １９（３８．８）‾

２（１５．４） ３（５０．０） ５（２６．阜）

７（３８．９） ３（３０．０） １０（３５．＿て）

１白‾．福 井 ４（３３．３）■ １（２０．０） ５（２９．４）

ｉ‾９　 山梨 ４（５７．１） ４（６６．７） ８（６１．５）
２‾も． 長野 ６（２８．６） ２（１４．３） ８（２２．９）

喜‾‾＿圭・ 岐阜

２ ２．静 岡

８（３３．３） １（２５．０） －９（３２．！〕

１６（６９．６） １０（７ｌ．４） ２６（７０．写）

２３（５３．５） １０（５０．０） ３３（５２．４）

１２（４０．０） ６（４２．９） １８（４０．９１

２ ５．滋 賀 ０（　 ０） １（２５．０）ｌ ｌ（ ６．３）

ｌ ｌｌ（・６８．８）

１７（４４．７主

３２（５９牒

２ 自． 京都 ８（６６．７） ３（７５．０）

２ ７．大 阪 １１（５０．０） ６（３７．５）

２ 邑＿：兵庫

２９．奈 良

２０　 ５５．６ １２　 ６６．７

１０（５５．６） ３（７５．０） １３（５９．１＿＿〉＿

２１（６７．７）

７し３８．９〉

６（２３．＿１）

２６（５５．萱）

１９（４５．写）

３ｂ‾．和 歌 山 １４（６６．７） ７（７０．０）
３ １．‾‾‾鳥取 ６（４２．９） １（２５．０）

３ ２．島 根 ３（１６．７） ３（３７．５）

３５． 岡山 １６（５１．６） １０（６２．５）

３亮．広 島 ９（３２．１） １０（７１．４）

３ ５‾‾． 山 口 ９（５２．９） ３（２５．０） １２（４１．４）

１ ５（２７て８）３ ６‾‾‾．徳 島 ４（３６．４） ｌ（１４．３）

３７．‾‾香 川 ｌ　 ｌ（１４．３） ｌ（３３．３） ２（２０．ｑ）

１３（３７＿．１）３ ８：‾‾愛 媛 ‾

３＿９．‾‾‾高知

９　 ３４．６） ４　 ４４．４

ｔ　　 ５（３８「５） ２（３３．３） ７（３６し８）

１８（‾４ｑ．９）４ ０．‾‾福 岡

４ １．‾‾佐 賀

４ ２‾１ 長崎

４ ３‾二 熊本

４ ４．大分

４ ５．宮 崎

４ ６‾． 鹿児 島

４ ７．‾‾沖縄

１１（３９．３ ７　 ４３．８）
ｌ ｌ（１ｔ２＿．５‾）

ｉ ６（５０．０）

１（１２．５） ２（１２．巨＿）

６（６６．７） １２（５７．＿＿ｌ）

１　 ９（５０．０） ６（４０．０） １５（４巨■．５）

４（３６．４） ２（３３．３） ６（３５．＿萱）

８（６６．７） ２（２５．０） １０（５０．ｑ）

１５（４６．９） ４（３‾６．４） １９（４４／２）＿

５（５０．０）　 １（１．６・‾７） ６（３７．阜）

計 （％） ４８５（４４．２）ｔ　　 ２４１（４３・８） ７２６（・‾‾‾４４．阜）

校長の専決権を認めている率＝カテゴリー（１）／（１）＋（２）

－３９９－



Ｑ２０・１都道府県別にみた校長の裁量予算の設定率

「 ‾都道 府県 名 小 学校 中学校 小 ・中学 校
１．北 海道 ８（１０．３） ４（１■０．５） １２（１０‾：‾う）
蔓．青森 ２（ ７．１） ５（５０．０） ７（１８．４）
＿萱．岩手 ２（ ５．０） １（ ７．７） ３（ ５．７）
ｊ ． 宮城 １（ ３．１） １（ ７．１） ２（ ４．う）
５．秋 田 １（ ５．０） １（１６．７） ２（ ７．７）

８（３＿竺．幻

６（１４．３）

＿８． 山形 ３（１８．８） ５（７１．４）
て ．福 島 ４（１４．８） ２（１３．３）
ｊ＿．茨 城 ・ ２（ ６．５） １（ ５．６） ３（‾‾‾‾６．１）
９．栃木 ５（２６．３） ２（１５．４） ７（２１．‾百）
１＿＿＿Ｐ．群 馬 ２（１３．３） ３（３０．０） ５（２０．‾６）
１１．埼 玉 ５（１５．２） ３（１４．３） ８（１４．由ラ
主＿＿２． 千 葉

１＿＿３． 東京

６（１３．６） ４（２０．０） １０（１５．‾‾‾盲ラ

１３（２７．７） ５（１８．５） １８（２４．‾訂
＿＿ユ４． 神奈 川 １０（４０．０） ８（４０．０） １８（４０．０）
蔓＿５．新 潟 ２（ ５．４） ０（　 ０） ２（ ４‘１）
１＿６．富 山 ３（２３。１） ２（３３．３） ５（２６．‾‾豆）

１７．石 川 ４（２２．２） ２（２０．０） ６（２１．４）
１８． 福井 ４（３３．３） ０（　 ０） ４（２３．５）

４＿９． 山梨 １（１４．３） １（・１６．７） ２（１５．‾‾亘）
２＿＿ｑ． 長野 ２（ ９．５） １（ ７．１） ３（ ８．６㌻
β １．岐 阜 ６（２５．０） ０（　 ０） ６（２１∴香
２ ⊇＿＿＿＿丁＿静 岡 ６（２６．１） ４（２８．６） １０（２７．ｂう
２＿＿３． 愛知 ２（ ４．７） １（ ５二巧） ３（ ４．８）‾
星＿＿４．三 重 １（ ３．３） １（ ７．１） ２（ ４．５ナ

２＿＿＿５． 滋賀 ０（　 ０） １（２５．０） １（ ６．３）
２６．京 都 ２（１６．７） ２（５０．０） ４（２５．０）

ｊ＿７．大 阪 ５（２２．７） ５（３ｌ．３） １０（２６．‾５う
２ ８．兵 庫 ８（Ｚ２．２） ５（２６．３） １３（２３．‾紆
⊇＿９． 奈 良 ７（３８．９） ２（５０．０） ９（４０．‾‾自う

３０． 和 歌 山 ４（１９．０） １（１０．０） ５（１６．１）
＿＿３ １． 鳥取 ６（４２．９） ０（　 ０） ６（３３／喜）
ヨ２． 島根 ３（１６．７） ２（２５．０） ５（１９．２）
蔓３． 岡山 ３（１０．０） ４（２５．０） ７（１５．２）
３４．広 島 ６（２１．４） ３（２１．４） ９（２１二‾‾‾４）
蔓＿＿与． 山 口 ２（１１．８） ５（４１．７） ７（２４．１‾ナ
萱 ６， 徳 島 １（ ９．１） １（１４．３） ２（１１．１）‾‾
＿＿３７． 香川 １（１４．３） ０（　 ０） ｌ（１０．ｂう
３＿８．愛 媛 ４（１５．４） ２（２２．２） ６（１７．１）
３９． 高知 ３（２３．１） ０（　 ０） ３（‾ｉ訂．８）

４＿＿Ｐ．福 岡 ６（２１．４） ３（１８．８） ９（２０．５）
４ １．佐 賀 １（１２．５） ｌ（１２．５） ２（１２．‾５う
些＿＿２． 長 崎 ６（．５０．０） ３（３３．３） ９（４２．９）
＿＿＿４ ３．熊 本 ３（１６．７） ３（２０．０） ６（１８。２）
４ ４，大 分 ０（　 ０） ０（　 ０）’ ０（　 ０）
生＿５．宮 崎 ０（　 ０） ０（　 ０） ０（　 ６）
＿４ ６．健 児 島 ４（１２．１） ３（２７．３） ７し１５．斬
４ ７．沖縄 ４（４０．０） ０（　 ０） ４（２５．‾育）

計 （％） １７４（１５．８） １０３（１８．７） ２７７（１６．‾‾岳）

校長の裁量予算の設定率＝カテゴリー（１）／（１）＋（２）

－４００－



Ｑ２８．１都道府県別にみた予算委員会の設置率

都道 府県 名 小学 校 中学校 小 ・中学 校

１． 北海道 １７（２ｌ．８） ６（１５．８） ２３（１９．２）

２．青森 １（ ３．６） １（１０．０） ２（ ５．１）

３．岩手 ６（１５．０） ｌ（ ７．７） ７（１２．７）

４．宮城 ｒ　５（．１５．６） ２（１４．３） ７（１５．２）

５．秋 田 ｌ（ ５．０） ０（　 ０） ｌ（ ３．７）

６．山形 １（ ６．３） ２（２８．６） ４（・１４．３）

７．福 島 ０（　 ０） ｌ（ ６．７） ｌ（ ２．４）

８．茨城 ２（ ６．５） ０（　 ０） ２（ ４．１）

９．栃 木 ４（２ｌ．１） １（ ７．７） ５（１５．６）

１０．群馬 ２（１３．３） １（１０．０） ３（１２．０）

１１．埼 玉 ０（　 ０） ３（１４．３） ３（ ５．６）

１２．千 葉 ５（１１．４） １（ ５．０） ６（ ９．４）

１３．東京 ４１（８７．２） ５（１８．５） ４６（６１．３）

１４．神 奈川 １９（７６．０） １２（６０．０） ３１（６８．９）

１５．新 潟 ２（ ５．４） ０（　 ０） ２（ ４．１）

１６．富 山 ０（　 ０） １（１６．７） １（ ５．３）

１７．石 川 １（ ５．６） ０（　 ０） ｌ（ ３．６）

１８．福 井 １（ ８．３） １（２０．０） ２（１１．８）－

１９． 山梨 ｌ（１４．３） ２（３３．３） ３（２３．１）

２０．長 野 ２◆（ ９．５） ２（１４．３） ４（１１．４）

２ １． 岐阜 ８（３３．３） ２（５０．０） １０（３５．７）

２ ２．静 岡 １１（４７．８） ９（６４．３） ２１（５５．３）

２ ３． 愛知 ２１（４８．８） ９（４７．４） ３０（４８．４）

２．４．三重 ８（２６．７） ３（２１．４） １１（２５．０）

２ ５．滋賀 ３（２５．０） ０（　 ０） ３（１７．６）

２ ６．京都 ６（５０．０） １（２５．０） ７（４３．８）

２７．大 阪 １０（４５．５） ７（４３．８） １７（４４．７）

２８．兵庫 ２２（５９．５） １２（６３．２） ３４（６０．７）

２９．奈 良 ２（１１．１） ０（　 ０） ２（ ９．１）

３０．和 歌 山 １（＿　４．８） ０（　 ０） １（ ３．２）

３ １．鳥 取 ０（　 ０） ０（　 ０） ０（　 ０）

３ ２． 島根 ０（　 ０） ０（　 ０） ０（　 ０）

３ ３． 岡 山 １１（３５．５） ７（４３．８） １８（３８．３）

３４．広 島 ７（２５．０） ２（１４．３） ９（２１．４）

３ ５．山 口 ２（１２．５） ０（　 ０） ２（ ７．１）

３６．徳 島 １（ ９．１） ０（　 ０） １（ ５．６）

３７．香 川 １（１４．３） ｌ（３３．３） ２（２０．０）

３８．愛 媛 ２（ ７．７） １（１１．１） ３（ ８．６）

３ ９． 高知 １（ ７．７） ０（　 ０） １（ ５．３）

４０． 福 岡 １０（３７．０） ３（２０．－０） １３（３ｌ．０）

４ １．佐賀 ２（２５．０） ｌ（１２．５） ３（１６．７）

４ ２．長崎 ｌ（ ７．７） ｌ（１１．１） ２（ ８．７）

４ ３．熊 本 ２（１ｌ．１） ０（　 ０） ２（ ６．１）

４ ４．大 分 ３（２７．３） ｌ（１６．７） ４（２３．５）

４ ５．宮 崎 －０（　 ０） １（１２．５） １（ ４．８）

４ ６．鹿 児 島 ２（ ６．３） ４（３６．４） ６（１２．２）

４ ７．沖 純 ０（　 ０） ０（　 ０） ０（　 ０）

計 （％） ２４８（２２．５） １０７（１９．４） ３５７（２１．３）

設置率＝カテゴリー（１）／（１）＋（２）

－４０１－



Ｑ３７・１都道府県別にみた新しい人事評価システムの導入の賛成率

都 道府 県 名 小学校 中学 校 小 ・中学 校
１．北 海道 ４０（５０．６） １１（２８．９） ５１（４３．６）

２．青森 １３（４６．４） ４（４０．０） １７（４４．７）

３．岩 手 １７（４２．５） ５（３８．５） ２２（４１．５）
４．宮城 ２２（６８．８） ５（３５．７） ２７（５８．７）
５．秋 田 ４（２０．０） ３（４２．９） ７（２５．９）
６． 山形 ９（５２．９） ３（４２．９） １２（５０．０）

７． 福 島 １３（５０．０） ８（５３．３） ２１（５１．２）

８．茨 城 １４（４５．２） ■１２（６６．７） ２６（５３．１）
９．栃 木 ６（３１．６） ５（３８．５） １１（３４．，４）

１０．群 馬 ９（６０．０） ６（６０．０） －１５（６０．０）

１ １．埼 玉 ２２（６６．７） １６（７６．２） ３８（７０．４）

１２．千 葉 ３０（６８．２） １３（６５．０） ４３（６７．２）

１３．東京 ４０（８５．１） １９（７０．４） ５９（７９．７）

１４．＿＿神奈 川 ２０（８０．０） ９（４５．０） ２９（６４．４）

１５．新 潟 ２１（５８．３） １０（８３．３） ３１（６４．６）

１６． 富 山 ５（３８．５） ２（３３．３） ７（３６．８）

１７．石 川 ９（５０．０） ８‘（８０．０） １７（６０．７）

１８．福 井 ４（３３．３） ３（６０．０） ７（４１．２）

１９． 山梨 ０（　 ０） ２（３３．３） ２（１５．４）
２’０．長 野 ９（４２．９） ７（５３．８） １６（４７．１）

２ １．岐 阜 １６（６６．７） ２（５０．０） １８（６４．３）
２ ２．静 岡 １３（５６．５） ７（５０．．０） ２０（５４．１）．

２ ３．愛 知 １７（３９．５） １０（５０．０） ２７（４２．９）
２４．三重 ９（３０．０） ５（３５．７） １４（３‾ｉ‾‾‾．８）

２ ５．滋賀 ６（５０．０） ２（４０．０） ８（４７．１）

２ ６． 京都 ７（５８．３） ２（５０．０） ９（５６．３）

２７． 大 阪 １７（７７．３） １１（６８．８） ２８（７３．７）

２８．兵 庫 ２２（５９．５） １４（７３．７） ３６（６４．３）

２９．奈 良 １２（６６．７） ４（１００．０） １６（＿７２．７）
３０∴　和歌 山 ４（１９．０） ６（６０．０） １０（３２．３）
３ １． 鳥取 １０（７ｌ．４） ２（５０．０） １２（６６．７）

３＿２． 島根 １０（５５．６） ５（６２．５） １５（５７．７）
３３． 岡山 １４（４６．７） ５（３１．３） １９（４１．３）

３４．広 島 ２０（７ｌ．４） ８（５７．１） ２８（６６．７）
３５． 山 口 １０（６２．５） ７（５８．３） １７（６０．７）
３６．徳 島 ９（８１．８） ４（５７．１） １３（７２．２）
３７，香 川 ．４（５７．１） １（３３．３） ５（５０．０）

３８，愛 媛 １４（５３．■８） ５（５５．６） １９（５４．３）
３９． 高知 ４（３３．３） ２（３３．３） ６（３３．３）
４ ０．福 岡 ２１（７５．０） １３（８１．３） ３４（７７．３）

４ １．佐 賀 ５（７１．４） ３（３７．５） ８（５３．３）

４ ２，長 崎 １１（８４．６） ５（５５．６） １６（７２．７）

４ ３．＿熊 本 １１（６１．１） １１（７３．３） ２２（６６．７）

４ ４．大 分 ２（１８．２） ３（５０．０） ５（２９．４）

４ ５．宮 崎 ８（６１．５） ４（５０．０） １２（５７．１）

４ ６．鹿 児島 ２７（８４．４） ６（５４．５） ３３（７６．７）．

４ ７．沖縄 ６（６０．０） ５（８３．３） １１（６８．８）
計 （宛） ６１６（５６．１） ３０３（５４．８） ９１９（５５．６）

賛成率＝カテゴリー（１）／（１）＋（２）＋（３）＋（４）

－４０２－



Ｑ３９　都道府県別にみた教職員定数配置による非常勤講師配置率

都道 府県 名 小学 校 中学校 小 ・中学校

１．北海 道 １１（１３．９） ７（１８．４） １８（１５．４）

２．青森 ３（１１．１） ３（３０．０） ６（１６．２）

３．岩 手 ２（ ５．１） ４（３０．８） ６（１ｌ．５）

４．宮 城 ５（１５．６） ４（２８．６） ９（１９．６）

５．秋 田 ２（１０．５） ２（２８．６） ４（１５．４）

６． 山形 ６（３５．３） ３（４２．９） ９（３７．５）

７．福 島 ６（２４．０） ５（３３．３） １１（２７．５）

８．茨城 ６（２０．０） ３（１６．７） ９（１８．８）

９．栃 木 ３（１６．７） ４（３０．８） ７（２２．６）

１０．群 馬 ｌ（ ６．７） ４（４０．０） ５（２０．０）

１ １．埼 玉 ２（ ６．１） ４（１９．０） ６（１１．１）

１オ二　千 菓 １２（２７．３） ８（４２．１） ２０（３１．７）

１３．東 京 ２０（４２，６） ８（３２．０） ２８（３８．９）

１４．神 奈 川 ９（３７．５） ３（１５．０） １２（２７．３）

１５．新 潟 ４（１０．８） ２（１６．７） ６（１２．２）

‾‾ｉ ６． 富 山 ｌ（ ７．７） ０（　 ０） １（ ５．＿＿＿萱＿）

１７． 石川 ６（３３．３） ５（５０．０） １１（３９．３）

１８． 福 井 ６（５０．０） ０（　 ０）■－ ６（３７．５）

１９． 山梨 ． ２（２８．６） ０（　 ０） ２（１５．４）

２０．長 野 ８（３８．１） ３（２３．１） １１（３２．４）

‾２ １．岐 阜 ４（１７．４） １（２５．０） ５（１８．５）

２２．静 岡 ５（２２．７） ５（３８．５） １０（２８．６）

２３　 愛 知 ７（１６．７） １１（５５．０） １８（２９．０）

２４． 三重 １０（３３．３） ８（５７．１） １８（４０．９）

２ ５． 滋賀 ｌ（ ８．３） １（２０．０） ２（１１．８）

‾‾２‾‾６．京都 ４（３３．３） １（２５．０） ５（３１．３）

宮‾７．大 阪 ４（１９．０） ５（３１．３） ９（２４．３）

豆‾‾‾８．兵 庫 １０（２８‾．６） ６（３ｌ．６） １６（２９．６）

‾‾２‾９．奈 良 ６（３７．５） ｌ（２５．０） ７（３５．０）

白‾０． 和歌 山

３ １． 鳥取

０（　 ０） ５（５０．０） ５（１６．１）

４（２８．６） １（２５．０） ５（２７．８）

舌 ‾２． 島根 １（ ５．６） ３（３７．５） ４（１５．４）＿

３ ３．岡 山 ５（１６．１） ５（３１．３） １０（２１．３）
‾う ４．広 島 ４（１４．３） ９（６９．２） １３（３１．７）

３ ５． 山 口 ４（２５．０） ６（５０．０） １０（３５．７）

宮 ６　 徳 島 ２（１８．２） ｌ（１４．３） ３（１６．７）

・ 八ニ
３ ７． 香 川

０（　 ０） ３（１００．０） ３（３０．０）

４（１１．４）

２（１０．５）
白‾８．愛媛 １（ ＿３．８） ３（３３．３）

う ９．高 知 ０（　 ０） ２（３３．３）

４ ０．福 岡 ７（２５．０） ７（４３．８） １４（３１．８）

４ １．佐 賀 １（！＿２．５） ４（５０．０） ５（３１．３）

４（１８．２）４ ２．長崎 １（ユ ７） ３（３３．３）
‾‾亮 ３．熊 本 １（ ５．６） ６（４０．０） ７（２ｌ．２）

４ ４．大 分 ２（１８．２） ３（５０．０） ５（２９．４）

４ ５．宮 崎 ４（３０．８） ５（６２．５） ９（４２．９）

４ ６　 鹿 児 島 ５（１５．２） ４（３６．４） ９（２０．５）

亮‾‾‾７　 沖 縄 ｌ　　 ３（３０．０） ３（５０．０） ６（３７．５）

計 （％） ｌ　 ２１１（１９．４） １８４（３３．６） ３９５（‾‾２４．１）

配置率＝カテゴリー（１）／（１）＋（２）

－４０３－



資料３　第二次調査用紙

（市町村教育長用・小中学校長用）



自律的学校経営に関する全国調査

お　廉　い

中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」く平成１０年９月）におい

て提言されましたように、今日、家庭や地域の要請に応じ、できる限り各学校の判断によ

って自主的・自律的に特色ある学校教育活動を展開できるようにする観点から、いかに学

校の自主性・自律性の確立を図るかが、教育政策及び学校経営上の重要な課題となってお

りますこ

この調査は教育行政の衝に当たっておられる㈱方々が、この問題につい

てどのようにお考えになっているかをお聞きし、「学院の自主性・自律性の確立」に向けて

の実践的取り組みの現状と課題を明らかにするとともに、自律的学校経営の成立の要件操

何について、校長のリーダーシップ、学校評議員制度、教育情報公開、学校評価システ

ム、組織等の諸側面から総合的に検討するものでれ

っきましては、ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、この調査の趣旨をご理解の上、

ご回答を賜りますようお麻い申し上げま丸なお、ご回答は、こちらで責任をもって統計

的に処理させていただきま丸どなたが、どのような回答をされたかを公表するものでは

ありませんどうか率直なご意見をお寄せ下さしヽ誠に勝手ながら、アンケート用紙ま、

同封の封筒に入れ、来る些嵐山日唾し享でに、当方にご返送いただきますようお麻い

申し上げますこ

２∝没年９月

【お問い合わせ先】

日本教育経営学会・自律的学校経営研究班・代表

広島大学大学院教育学榔講座

教　授　河　野　和　清

〒７３９－お加東広島市鏡山１－１－１

電話　０８２４（２４）６７４９

ファックス０８２４（２４）５２５４

血：瑚肋ａｃｊｐ

－４０５－



Ⅰ．学校組鰍こついてお尋ねしますム

ｑｌ・貴教育委員会では、所管の小・中学校の教育活動充実のために、学校の組織的な取り組みを支援されて

きていると軌、ます。次の１卜１０）の支援方策（項目）について、貴教育委員会の支援状況をどのように感

じておられますか０次の各項目について、当てはまる選択肢の番号を選んで○印をお付け下さい。

１）情報教育の推進にあたって、コンピュータ

等の汀環境の整備状況は充実している

２）情報教育の推進にあたって、教職員に対す

る研修は充実している

３）「総合的な学習の時間」に関する研究成果につ

いて、学校への情報提供は十分に行われている

４）「組合的な学習の時間」に関する教職員の研修

は充実している

５）学校と地域との連携推進に利用可能な人材マッ

プなどの情報は充実している

６）学校に対して、地域人材や学校支援ボランティ

アの活用に関する予算措置が充実している

刀教育委員会独自の学校運営モデルづくりを

進めている

り教育委員会独自に研究指定校などの制度を

機能させている

り各校の教職員数の充実に多種の加配措置の活用

や、教育委員会独自の予算措置が行われている

１０）特色ある学校づくりの推進に、予算や教職員人

事に関する校長の意向をできる限り尊重している

全くそう　かなり　少しそう　あまりそう　全くそう

感じる　　そう感じる　感じる　　感じない　感じな恒

５………・４………‥３………・２………・１

５………・４………‥３………・２………・１

５………・４………‥３………・２………・１

５………・４………‥３………・２………・１

５………・４………‥３………・２………・１

５………・４………‥３………・２………・１

５………・４………‥３………・２………・１

５………・４………‥３………・２………・１

５………・４………‥３………・２………・１

５………・４………‥３………・２………・１

軍・貴教育委員会では、所管の学校に対して、校務運営の組織のモカレを各学校に例示することがあります

れ次の中から該当するもの哩、○印をお付け下さい。

１・規則等で示してある　　２．必要に応じて示す　　３．示すことはない

ｑ３・貴教育委員会では、各校の組織のあり方について指導・助言を行なうことはありますれ次の中から該当するも

のをと型、○印をお付け下さい。

１・頻繁にある　２．時々ある　　３．あまりない　　４．全くない

１）上問軍で「１・頻繁にある」・「２・時々ある」とお答えの方にさらにお尋ねします。それは、どのような領域

についての指導・助言ですか。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

閥・貴教育委員会管轄下の学校では、各校長が自分の理想や万一ジに即した学校経営を実行できている

と感じていらっしゃいますか。次の中から該当するものを主２塗空○印をお付け下さし㌔

１・ほぼ完全にできても・、る　　２・ある程度はできている　　３．あまりできていない

４．全くできていない

－４０６－



Ｑ５．上間ｑ４で「３．あまりできていない」・「４・全くできていない」とお答えの方にさらにお尋ねします。

実行できないのは、どのようなことがその大きな要因になっているとお考えですれ次の項目のうちで、

該当するものがあればすべてに○印をお付け下さい。

１．教職員配置の不自由さ

４．教育委員会の支援不足

７．児童・生徒に起因する諸問題

１０．教職員のやる気や力量の不足

１３．組織体としての力量不足

１６．その他（

２．教微員数の不足

５．諸規則等のしばり

８．管理職の権限の弱さ

１１．管理職の多忙

１４．情報の不足や錯綜

３．学校予算執行の不自由さ

６．地域からの多様な要望

９．教職員団体等との対立

１２．教職員の多忙

１５．保護者からの多様な要望

Ⅱ．学校評議員制度についてお尋ねします。

墜．貴教育委員会では、現在、学校評議員（類似の組織を含む）の設置に関して学校管理規則の改正をされました
ノ

れ次の中から該当するもの墾三遷壁、○印をお付け下さい。

１．改正した→ｑ７・（ｐ・ｑｌＯへ　２．検討中である→ｑｌｌへ　３・改正する予定はない→ｑ８へ

＊類似の組織とは、学校評議員と趣旨・目的を同じくするもので、学校単位に設置されているものを

指します。

甲．鱒において「１・改正した」とお答えの方にお尋ねします０貴教育委員会では、学鮫評議員（類似の組織を含

む）の設置に関して、「学校評議員設置要綱（案）」等を定められましたか。次の中から該当するものを１つお選び

下さい。

１．制定した　　２．検討中である　３．制定する予定はない

鱒．鱒において「３・（学鮫管理規則を）改正する予定はない」とお答えの方にお尋ねします０その理由は何です

か。次の項目のうち該当するものすづてを選び、○印をお付け下さい。

１．学校経営に特に問噂はなく「学校評議員」設置の必難を感じない。

２．現在ある学校と地域との連携組織で十分に対応可能である

３．Ｆｎ匁の活動が十分にその役割を果たしている

４．「学校評覿乱が地域の広範な声を代表するものとなるかどうか、懸念がある

５．評覿員の選出が難しい

６．「学校評議員」設置より緊急の重要な課題がある

７．その他（　　　　　　　　　）

甲．鱒において「１．改正した」とお答えの方にさらにお尋ねします０貴教育委員会では、現在、実際に学校評議

員もしくは類似の組織を設置している公立小中学校はいくつありますか。その学校数をお答え下さい（該当のな

い場合は０とご記入下さい。）

□学校評議員の設置　小学校（　）校、中学校（　）校

□類似の組織の設置　小学校（　〉校、辞学校く　）校

ー４０７－



ｑｌＯ・鱒で「１・改正した」とお答えの方に、さらに次の（１）～のの項目についてお尋ねしま丸ただし、学校評議員

制度（類似の組織を含む）をまだ実施されていない教育委員会の場合は回答の必罫まありません。

（１）学校評議員（類似の組織を含む）の身分取り扱いはどのようになっていますか。また、報酬等はどれだけ

支払っておられますれそれぞれについてご回答下さい。

１．身分取り扱い（　　）（例：非常勤など）

２・報酬について、次の中から該当するものもｑ２０印をお柵ナ下さい。

１．報酬あり→１人あたり１回約（　）円　　２．報酬なし

３・交通費について、次の中から該当するものｉｑ２０印をお付ナ下さい。

１．交通費あり→１人あたり１回約（　）円　２．交通費なし

Ｐ）学校評議員の人数は、一校当たり何人ですか）

小学校（　）人

中学校（　）人

Ｐ）学校評議員の任期は、何年ですれ

（　）年

印　学校評議員には、どんな方がなられていき摘㌔次の中から、該当するものすべてを串撃墜下さい。

１・保護者（円心　　　　　２．「般地域住民　　　　３．体育指導員　　　　４．保護司

５・学識経験者　　　　　６．民生委員　　　　　７．青年団の代表

８・青少年健全育成関係者　９．子ども会の代表　　　１０．婦人会の代表

１１・自治会関係者　　　　１２．各校の同窓会関係者　１３．その他（

（５）貴殿は、学鮫評議員（類似の組織を含む）の設置は、学較にどのような影響を与えていると思われますれ

次のそれぞれの項目について、該当する選択肢の番号に○印をお柵ナ下さい。

１）学校と地域の連携協力が促進される

２）教職員の態度や学校の雰囲気が改善

される　　　　　　　　　　　　′

３）保護者や地域社会に対する学校の説

明責任を果たす上で有効である

４）学校評議員が学校の外部評価をする

ようになる

５）多くの意見や要望が出て、学校運営上

まとまりがなくなる

６ト一部の人たちが介入したり、圧力をかけ

たりする懸念がある

７）形式的な意見交鰍こすぎず、学校運営や

教育活動にはそれほどの影響はない

８）地域の実態に合った、特色ある学校づく

りが促進される。

全くそう　かなり　　どちらとも　あまりそう　全くそう

思う　そう思う　　思わない　思わない　思わない

５………・４………‥３………・２………・１

５………・４………‥３………・２………・１

５………・４………‥３………・２………・１

５………・４………‥３………・２………・１

５………・４………‥３………・２………・１

５………・４………‥３………・２………・１

５・・・…・…４………‥３………・２………・１

５………・４………‥３………・２………・１

ー４０８－



匝）貴殿は、学校評議員制度（類似の組織を含む）を効果的に運営していくためには何がポイントだと思わ

れますか。次の中から最も重要だと思われる項目を１つ選び、○印をお付け下さい。

１．校長のリーダーシップ

３．市町村教育委員会の支援

５．学較評議員の人選

２．学校評議員に関する関係者の共通理解

４．学校評議員への教育活動等の積極的な情報箆供

６．その他（　　　　　　　）

（刀　貴教育委員会では、公立小中学校における学校評議員（類似の糸臓を含む）の設置に関して、

どのような対応をされていますれ次のうちから該当するものを１つ選び、○印をお付け下さい。

１．全ての公立小中学校に設置を義務づけている

２．義務づけているわけではないが、設置するよう指導している

３．設置するかどうかは学校の判断に任せている

Ⅱ．教育情報公開についてお尋ねし愛す。

ｑｌｌ．貴自治体では、教育（学樹情報の開示・公開に関する条例を制定されていますれ次の中から該

当するものをニヒ遥逆、○印をお付け下さい。

１．制定している　２．検討中である　３．制定の予定はない

ｑ１２．貴教育委員会で軋次の事項について、開示・情報公開・情鞭箆供等を行っていますか０それぞれの事

項について、該当する選択肢の番号に呈⊇○印をお付け下さい。

１）指導要録　　　　１．全面公開（開示）

３．非公開（非開示）

２）内申書（調査書）　１．全面公開（開示）

３．非公開（非開示）

３）学校予算（経理）　１．全面公開（開司

３．多松開（非開示）

４）職員会議録　　　１．全面公開（開示）

３．非公開（非開示）

５）体罰事故報告書　１．全面公開（開示）

３．非公開（非開示）

２．一部公開（開示）

４．その他（　　　）

２．一部公開（開示）

４．その他（　　　）

２．⊥郭公開（開示）

４．その他（　　　）

２．一部公開（開示）

４．その他（　　　）

２．一部公開（開示）

４．その他（　　　）

－４０９－



ｑ１３．貴教育委員会では、所管の学校（学鮒に関する情報の広報（提供）活動を行われていますれＢ欄以

の該当するものを○で囲んで下さい。（Ｂ欄で「行っていない」の場合、Ｃ、Ｄ欄に答えず次の項目に進んでくだ

さい。また、項目にあげたもの以外に行っている活動がありましたら、④～⑤にあげて下さい。）

Ａ ．印　 刷　 物　 名 Ｂ．活 動 の 有 無 Ｃ ．お よ そ の 発 行 頻 度 Ｄ．配 布 範 囲

① 教育委員会だより １．行っている １．年 １回　 ２．毎学期 １．児童生徒の各家庭

２．行っていない ３．毎月　 ４．隔週 ５．毎週 ２．学区内全戸 ３．回覧板

６．その他（　　 ） ４．その他 （　　 ）

② 市町村の広報に毎回 １．行っている １．年 １回　 ２．毎学期 １．児童生徒の各家庭

スペースを確保 ２．行っていない ３．毎月　４腐 過 ５．毎週 ２．学区内全戸 ３．回覧板

６．その他 （　　 ） ４．その他 （　　 ）

③ 教育委員会のホーム １．行っている １．年 １回更新 ２．毎学期 １．誰でも閲覧可

ページ ２．行っていない ３．毎月　４．隔週 ５二毎週 ２．閲覧制限している ‘

６．その他 （　　 ） （対象 ：　　　 ）

④ （　　　　　　 ） １．行っている １．年 １回　 ２．毎学期 １．児童生徒の各家庭

３．毎月　４．隔週 ５．毎週 ２．学区内全戸 ３．回覧版

６．その他 （　　 ） ４．その他 （　　 ）

⑤ （　　　　　　 ） １．行っている １．年 １回　 ２．毎学期 １．児童生徒の各家庭

３．毎月　４．隔週 ５．毎週 ２．学区内全戸 ３．回覧版

６．その他 （　　 ） ４．その他 （　　 ）

ｑ１４．貴教育委員会では、保護者、地域住民に対して、学校教育に関する公聴活動を行っていますか。Ｂ棟以

降の該当するものを○で囲んでください。（Ｂ欄で「ない」の場合、Ｃ、Ｄ欄に答えず次の項目に進んでくだ

さい。また、項目にあげたもの以外に行っていることがありましたら、⑤～⑥にあげてください。）

Ａ機 会 ・手段 Ｂ．要 望 Ｃ．年 間総 件数 Ｄ．多い要 望 （複 数回答 可）

① 地 域懇談会 １．ある 件程度 １．学 校の対応 ２．施 設設備 ３．生徒指導

２．ない ■ ４．教職員関連 ５．部活動 ６．その他 （　　　　 ）

② 電 話 １．ある 件 程度 １．学校の対応 ２．施設設備 ３．生徒指導 ‾

２．ない ４．教職員関連 ５．部活動 ６．その他 （　　　　 ）

③ 手紙 ・はがき １．ある 傾 度 １．学校の対応 ２．施設設備 ３．生徒指導

２．ない ４．教職員関連 ５．部活動 ６．その他 （　　　　 ）

④ 最 員を介 して １．ある 件 程度 １．学校の対応 ２．施設設備 ３．生徒指導

２．ない ４．教職 員関連 ５．部活動 ６．その他 （　　　　 ）

⑤ （　　　　 ） １あ る 件 程度 １．学 校の対応 ２．施設設備 ３．生徒 指導 ‾

４．教職員関連 ５．部活動 ６．その他 （　　　　 ）

⑥ （　　　　 ） Ｉ・ある 件程度 １．学校の対応 ２．施 設設備 ３．生徒 指導

４．教職員関連 ５．部活動 ６．その他 （　　　　 ）

－４１０－



Ｑ１５・貴教育委員会では、所管の学校の自己点検・評価の結果の公表について、どのような対応を行ってい

ますれ該当する選択肢の番号姐；○印をつけてください。

１．教育委員会で一括して公表し¶、る

２。すべての学校に義務づけている

３．学校に任せている

４．公表について検討中である

５．公開する予定はない

６．その他（

Ⅳ．学校評価システムについてお尋ねします。

ｑ１６．貴教育委員会及び所管の学校では、学校評価に関してどのような取り組みを行っておられますか０次

のそれぞれの項目について、該当する選択肢の番号に○印をお付け下さい。
ノ

１．学校評価に関する研究校を指定している。　　　　→（１．はい　２・いいえ）

２．学校評価に関する手引書を作成している。　　　　→（１・はい　２・いいえ）

３．学校評価に関する研修を実施している。　　　　　→（１・はい　２・いいえ）

４．既成の学校評価漂を利用している。　　　　　　　→（１・はい　２・いいえ）

５．独自の学校評価粟を作成している。　　　　　　　→（１．はい　２・いいえ）

６．学校評価に取り組んでいる先進校の事例を紹介している。→（１・はい　２・いいえ）

７．教育行政上、学校評価を重点項目の一つとして取上げ

ている。

＄．学校の外部評価の導入を推進している。

９．個別の学校評価鵜原を集めて検討している。

１０．基本的に学校の姿勢にゆだねている。

→（１．はい　２．いいえ）

→（１．はい　２．いいえ）

→（１．はい　２．いいえ）

→（１．はい　２．いいえ）

ｑ１７．管轄下の義務教育学校に対して、今後、評価項目として重点的に取り上げて欲しいものを蔓２茎≡選

び、該当する項目に○印を付けて下さい。

１．学校の教育目標　　　　　　２．特色ある教育課程経営（新学習指導要領への対応）

３．保護者との教育連携（ｍ等）　４．地域との教育連膀（学校評覿員筍

５．校内・校外研修　　　　　　　６．校務分掌・運営組織

８．施設設備　　９．学校評価活動１０．教職員の意識向上

１２．その他（　　　　　　　　　）

７．教職員人事

１１．学校予算

ｑｌＳ．貴殿軋外部（第三都による学校評価についてどう思われますか０次の中から該当するものを主２

選んで○印をお付け下さい。

１．全く期待しない

４．かなり期待する

２．あまり期待しない　　　　３．なんともいえない

５．非常に期待する

－４１１－



ｑ１９．貴殿は、今後、学校評価が定着していく上で検討すべきであると思われる課題は何であると層われま

すか。該当する項目堅ヒ壇≡選び、○印をお付け下さい。

１．評価項目や内容の精漸ヒ

２．各学校に評価するための特別な組織（評価委員会など）の設置

３．評価結果の効果的活用

４．これまでも行われてきた年度末反省の形式化からの脱皮

５．現状経持を指向しがちな学校の意識改革

６．評価そのものに対する敬遠姿勢のときほぐし

７．評価を円滑にすすめるための研修機会の強化

＄．行政主導の評価システムの構築（試案の捷示）

９．自律的学校経営への意識向上

１０．地域・保護者への啓発活動

１１．その他（

（ｐＯ．貴殿は、所管の学校で、学校評価が次年度の学校経営活動や教育活動の改善に十分に役立てられている

とお考えでしょうれ次の中から該当するものを１つ選び○印をお付け下さい

１．全く役立っていない

４．かなり役立っている

２．あまり役立っていない　　３．どちらともいえない

５．非常に役立っている

（ｐｌ．貴教育委員会では、所管の学校で外部（第三者）による学校評価を実施されているところがあるでしょ

うれ次の中から該当するものを１つ選んで○印をお付け下さい。

１．ある　　２．ない　３．（外部評価を行うことを）検討中である

呼２．貴殿は、児童生徒も評価活動（授業評価も含む）に参加させることについてどう思われますれ次の

中から該当するものを１つ選んで○印をお付け下さい。

１．全く賛成しない

４．ある程度賛成である

２．あまり賛成しない

５．全く賛成である

３．なんともいえない

軍３．貴教育委員会では、所管の学校で学校評価活勤に児童生徒を参加させているところがあるでしょうれ

次の中から該当するものを１つ選んで○印をお付け下さＶ㌔

１．ある　　２．ない　３．検討中である

ｑ祖・貴殿は、学校評価の結果を保護者や地味住民に公開することをどう思われますれ次の中から該当する

ものを１つ選んで○印をお付け下さい。

１．全く賛成しない

４．ある程度賛成である

２．あまり賛成しない

５．全く賛成である

－４１２－
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フェース・シート

最後に、鰹触潮ご自身のことについてお伺い乱ます。

Ｆｌ．貴教育委員会の所在する都道府県名（　　　　　　）

Ｆ２．貴教育委員会の所在する市（特別区を含む）町村の現在の人口は、どのくらいでしょうか。次の中から該当

するものを１つ選び、○印を付けて下さい。

１．刃万人以上

４．５万人以上～１０万人未満

７．８千人以上～１万５千人未満

２．３０万人以上～刃万人未満　　　　３．１０万人以上～３０万人未満

５．３万人以上～５万人未満　　　　　６．１万５千人以上～３万人未満

８．５千人以上～８千人未満　　　　　９．５千人未満

Ｆ３．貴教育委員会の所在する自治体（市町村）の種類は、次のいずれでしょうか。次の中から該当するものを主

２塗逆、○印をお付け下さい。

１．指定都市　２．特別区　３．左記（１．２．）以外

Ｆ４．現在の貴教育委員会が所管する学校数は何際でしょうか。（０校の場合には０とご記入下さい。）

／Ｊ、学校（　）校　中学校（

Ｆ５．教育長ご自身の年齢は（　）歳

Ｆ６．教育長ご自身の性別は

１．男性　　２．女性

）校　高校（　）校

Ｆ７．貴殿は、教育長職に就いて約何年になられますか。次の中から該当するものを１つ選び、○印をお付け下さ

い。

１．１年未満

４．４年以上～６年未満

７．１０年以上～１２年未満

２．１年以上～２年未満

５．６年以上～８年未満

８．１２年以上

３．２年以上～４年未満

６．８年以上～１０年未満

塞変お忙ｕ、ところ、＿＿ご協力賜りまして盲掛こありがとうございま抵＿＿学校を自主的・自律的に運営（経営）することについ

て、あるいはこのアンケートの内容について、お気づきの点やご意見等がございましたら、何でも結構ですので、下欄に

お書き下さい。

－４１３－



自律的学校経営に関する全国調査

お　願　い

中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」（平戒１０年９月）におい

て提言されましたように、今日、家庭や地域の要請に応じ、できる限り各学校の判痴こよ

って自主的・自律的に特色ある学校教育活動を展開できるようにする観点から、いかに学

校の自主性・自律性の確立を図るかが、教育政策及び学校経営上の重要な課題となってお

ります云

この調査は、学校経営の衝に当たっておられる空軍鱒・中学校の校長先生方が、この

問題についてどのようにお考えになっているかをお聞きし、「学校の自主性・自律性の確

立」に向けての実践的取り組みの現状と課題を明らかにするとともに、自律的学校経営の

成立の要件（条件）について、校長のリーダーシップ、学校評議員制度、教育情報公開、

学校評価システム、組織等の諸側面から総合的に検討するものでれ

つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、この調査の趣旨をご理解の上、

ご回答を賜りますようお麻い申し上げます云なお、ご回答は、こちらで責任をもって統計

的に処理させていただきますム　どなたが、どのような回答をされたかを公表するものでは

ありません。どうか率直なご意見をお寄せ下さし㌔誠に勝手ながら、アンケート用紙は、

同封の封筒に入れ、寒早１０月１１日（金）までに、当方にご返送いただきますようお願い

申し上げますこ

２∝辺年９月

【お問い合わせ先】

日本教育経営学会・自律的学校経営研究班・代表

広島大学大学院教育学研究科教育学講座

教　授　河　野　和　清

〒７３９－８５封東広島市境山１－１－１

電話　０８２４（２４）６７４９

ファックス０８２４（２４）５２５４

ｅ血１二物＠－血血血糾⊥ａＣｊｐ

－４１４－



Ⅰ．学校緋恥こついてお尋ねします。

ｑｌ．貴殿は、ご自身の理想やイメージに即した学校経営を実行できていると感じていらっしゃいますか。次の中か

ら該当するものを１つ選び、○印をお付け下さい。

１．ほぼ完全にできている　　　　２．ある程度はできている

４．まったくできていない

３．あまりできていない

Ｑ２．上問Ｑｌで「３・あまりできていない」・「４．全くできていない」とお答えの方にさらにお尋ねします。

実行できないのは、どのようなことがその大きな要因になっているとお考えですか。次の項目のうちで、該当する

ま、′ア１ネミ方、ナ１．た－デーオーべて‾乙Ｔｎ巨∩え．セミ付十十「ご女しヽ

１．教職員配置の不自由さ　　　　２．教職員数の不足

４．教育委員会の支援不足　　　　５．諸規則等のしばり
▼

７．児童・生徒に起因する諸問題　　８．管理職の権限の弱さ

１０．教職員のやる気や力量の不足　　　１１．管理職の多忙

１３．組織体としての力量不足　　　１４．情報の不足や錯綜

１６．その他（

３．学校予算執行の不自由さ

６．地域からの多様な要望

９．教職員団体等との対立

１２．教職員の多忙

１５．保護者からの多様な要望

）

甲．貴殿は、教育委員会の有していた権限の一部を学校に委譲し、学校は自らの責任のもとに経営を行なえる態

勢を整えるためには、今後、どのような方策を講ずる必要があると思いますか。次の各項目について、その必要

性について５段階で評価して下さい。それぞれの項目について、該当する選択肢の番号に○印をお付け下さ

い。

１）教育委員会の支援体制の強化

２）学校の評価システム（外部評価も含む）の確立

３）学校の情報公開の促進

４）学校選択の導入・通学区域の弾力化

５）笥交評議員の設置　　　　　　　　　　′

６）教職員の人事考課・管理の充実

７）校長の権限の強化

８）学校への人事・舶己置の権限委譲の徹底化

９）学校への教育課程編成権の委譲の徹底化

１０）学校予算権の学校への委譲の弓封ヒ

１１）教員の専門的自律性の保障

１２）学校の説明責任（アカウンタビリテイ）の履行

全く必要　かなり　　どちらとも　あまり必要全く必要

である　必要である思わない　でない　でない

５………・４………・３………・２………・１

５………・４・。……‥３………・２…‥…‥１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５…・。…‥４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

－４１５－



閥・貴殿は、「自律的学校経営」をどのようなものとイメージしておられますか０次の１～１２の項目の中から、該当ず
るものを３つまで選び、○印をお付けください。

１．校長の裁量権の拡大

２．学校の予算編成・執行権及び人事権の拡大

３．学校運営のための機能的な組織づくり

４．学校の説明責任（アカウンタビリテイ）の履行

５．学校の教育理念・ビジョンの明確化

６．特色ある学校づくり

７．校長のリーダーシップの発揮

８．学校独自の教育課程の編成

９．学校運営における自己決定・自己責任の重視

１０．開かれた学校づくり

１１．教員の専門的自律性の保障

１２．その他（　　　　　）

ｑ５・貴校の教育活動における教職員や児童生徒の様子についてお尋ねします。次の１）～１２）の項目は貴校の様

子をどの程度説明しているか、各々の選択妓の中から該当するものをと⊇選び、○印をお付け下さい。

ｌ）本校では、教職員が教育問題の解決のために積極的に

取り勅んでいる

勾本校では、教職員の研修はとても活発である

３）本校の児童生徒は学校に対して十二分に満足している

勺本校の児童生徒は積極的に学習に取り組んでいる

５）教職員間での合意形成は総じて円滑に行われる

ｑ教育活動の様々な場面で、教職員からアイデアが活発に出される

り日常的な学校経営場面において、「みんなで考える」ことを重視

している

り教職員間には、学校の教育目標や目指す児童生徒像が共有

されている

り教職員間には、協働して教育活動を推進していくことへの期待が

共有され¶、る

１ｑ）学校の教部活動の推進に、教職員間の磨憶工夫を生かす柔軟性が

確保されている

１１）それぞれの学年や分掌の方針や取り組み状況は、学校全体として

把握されている

１２）教職員間には、学校の教育活動の推進に必要な情報を交流し

普及させている

－４１６－

全くそう　　かなり　　少しそう　あまりそう全くそう

感じる　　そう感じる　感じる　　感じない感じない

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２・…・…・・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２・………１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２……‥‥１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２…‥・…・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１



㊥．貴校の組織的な活動の推進に関して、お聞かせ下さい。最近、新たな委員会を立ち上げたり、校務分掌組織

の再編をされたことがありますか。次の中から該当するものを１つ選び、○印をお付け下さい。

１．はい（どのようなことですか？：　　　　　　　　　　　　　　　）

２．いいえ

３．（組織の再編を）検討中である

上間Ｑ６で「１．はい」・「３．検討中である」とお答えの学校にさらにお聞きします。どのようなことが契機となりまし

たか？

Ｑ７．学校運営にあたっての貴校の組織的な取り組みの状況についてお尋ねします。次の１）～２２）の各項目に関す

る状況をどのように感じておられますか。次のそれぞれの項目について、該当する選択肢の番号を選んで○印

を付けて下さい。

１）この学校は自律的な運営が行われていると思う

２）校務分掌は学校の実態に見合った効果的な組織になっている

３）校務分筆組織は日常的な教育課頓に十分に対応できている

の校務分掌組織は管理職が率先して運営している

５）各々の教職員の個性は現実の学校づくりに役立っている

句校務分掌組織の見直しは毎年行っている

勺管理職と各分掌担当者との意思疎通は十分にとられている

＄）校務分掌の各組織間の連絡調整は十分に行われている

り校務運営の仕組みは他の学校とは違った独特な特徴がある

１０）省令改正後、職員会議の位置づけが明確になり、学校運営が

円滑に行われるようになった

１１）校長の意向は教職員にスムーズに受け入れられる

１２）学校教育目標の策定は、校長が中心となる

１３）学校教育目標の見直しを行う仕組みがある

１４）校長の学校経営方針は教職員の手静トとなっている

１５）学校教育目標の策定にあたっては、教職員が積極的に

議論に参加する

１６）本校の教育活動には、教育委員会の意向が強く影響している

１７）本校の教育活動には、保護者の意向が強く影響している

１＄）本校の教育活動には、保護者以外の地域住民の意向が

強く影響している

１９）本校の教育活動に対して、学校外部からの要請、注文、

などが多い

２ｑ）突発的な問題が生じたときに、その問題に関する情報を収集

し、対策を検声寸するような仕組みがある

２１）校内の各種委員会や分掌組織はそれぞれが主体的な活動を

行っている

２２）校内の各種委員会や分掌組織の活動は、学校全体の意向を

受けて行われ¶ヽる

－４１７－

全くそう　　かなり　少しそうあまりそう全くそう

感じる　　そう感じる感じる　感じない感じない

５………・４………・３………・２………・１

５………・４・・……‥３………・２………・１

５…‥・…・４………・３………・２………・１

５………・４………・３……・・・・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５・・・・・・・・・・４………・３………・２………・１

５・・・・・・・・・・４………・３………・２・・……‥１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５…・・…・・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２……・・・・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１



ｑ８・貴校の学校経営の様子についてお尋ねします。次の１）～１８）の各項目に関する状況をどのように感じておら

れますか。次のそれぞれの項目について、該当する選択肢の番号を選んで○印を付けて下さい。

１）本校では特色ある教育が推進されている　‾

２）本校は、地域に対して開かれた学校づくりを推進している

３）本校は、地域の特色や教育力を活かすような教育を行っている

勺本校は、時代と地域の教育要求を的確に把握している

５）本校は、地域に対する説明責任を十分に果たしている

ｑ本校の学校経営のあり方は地域の実情に即している

力学校の子どもの実態像を常に把握するように努力している

８）本校は、学校内で生じる諸問題を解決し、学校自体をより

良い方向へ改善する力がある

り本校は、慣例にとらわれることなく、創意工夫をこらした

運営を行っている

１０）本校は、特色ある学校として主体性を発揮できるような学校

経営を目指している

１１）本校のすべての教育活動には、学校の明確な教育的意図が

反映されている

１２）本校は、社会や時代の変化の先を見通すような学校教育目標

をうちたてている

１３）本校では、学校の実情に応じて主体的に教育課程編成を

行っている

１４）本校では、学校の教育目標を具現化するような独特の教育課

程や教育プログラムを創造している

１５）本校の教職員の人事には校長の意向が強く反映されている

１６）本校では、学校予算の編成・執行には本校の主ｆ村生が反映

できる

１７）本校では、他の学校と比べると、新しい教育実践に積極的に

取り細んでいる

１８）本校においては、学校に対する外からの規制は強い

全くそう　　かなり　　少しそう　あまりそう全くそう

感じる　　そう感じる　感じる　感じない　感じない

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３……・…２………・１

５………・４………・３………・２…‥・…・１

５………・４………・３…‥・…・２………・１

５………・４・・∴……３………・２…・・…‥１

５………・４………・３‥・…‥∫・２………・１

５………・４………・３・………２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３・・・……・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４……・・・・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３……・・‥２‥・……・１

５………・４………・３………・２・・・・……１

５………・４………・３………・２………・１

Ⅱ．学校評議員制度についてお尋ねします。

や．現在、貴校では学校評議員もしくは類似の組織を設置されていますか。次の中から該当するものをと型、

○印をお付け下さい。

１・（学校教育法施行規則に基づく）学校評議員を設置している（→ｑｌＯとｑｌｌにお進み下さい）

２・類似の組織を設置している（→ｑｌｌにお進み下さい）

３・設置に向けて準備中である（→ｑ１４にお進み下さい）

４．設置していない（→ｑ１２にお進み下さい）

＊類似の組織とは、学校評覿員と趣旨・目的を同じくするもので、学校単位に設置されているものを指します。

ー４１８－



ＱｌＯ・世で「１・設置している」と答えられた校長先生にお尋ねします０「学校・地域連絡協議会」などの既存の連携

組織との関係はどのように取り扱われましたか０次の中から該当するものをと２お選び下さい０

１．既存の連携組織を発展的に解消して、学校評議員を設置した

２．既存の連携組織とは別個に、学校評議員を設置した

３．「学校・地域連絡協議会」のような連携組織はそもそもなかった

Ｑｌｌ・世で「１・学校評議員を設置している」「２・類似の組織を設置している」と答えられた校長先生に、次の①～

⑩の項目についてさらにお尋ねします。

①貴校の学校評議員（類似の組織を含む）は、どのような経緯で設置されましたか０次の中から該当するものを主

２お選び下さい。

１．教育委員会からの指示や指導によって設置した。

２．本校の判断に基づいて設置した。

３．その他（　　　　）

②貴校の学校評議員（類似の組織を含む）の人数は何人ですか。

（　　　）人

③貴校では学校評議員（類似の組織を含む）に関する事務手続きは誰が担当していますれ該当するものをと２

選建、○印をお付け下さい。

１．校長　　２．教頭　　３．教務主任　　４・校務分掌上の担当者（例えば地域連携部等）

５．事務職員　　　　　　　６．その他（　）

④学校評議員（類似の組織を含む）に対して主にどのような内容を説明されていますか０次の項目のうち該当す

るものをすべて選び、○印をお付け下さい。

１．学校の教育目標・経営方針　２．学校と地域の連携の進め方

５．学習指導　　　６．生徒指導　　７．総合的な学習の時間

１０．交通安全　　　１１．人事　　　１２．学校予算

３．学校行事　　４．部活動

８．進路指導　　９．学校評価

１３．その他（　）

⑤学校評議員（類似の組織を含む）に主にどのような内容について意見を求めていますれ次の項目のうち該当

するものをすべて選び、○印をお付け下さい。

１．学校の教育目標・経営方針　２．学校と地域の連携の進め方

５．学習指導　　　６．生徒指導　　７．総合的な学習の時間

１０．交通安全　　　１１人事　　　１２．学校予算

３．学校行事　　４．部活動

８，進路指導　　９．学校評価

１３その他（　）

⑥平成１３年度実績によると、学校評議員（類似の組織を含む）の会合は、年何回開催されているでしょうか０次

の２つの項目について、それぞれ回数をお答え下さい（０回の場合は０とお書き下さい）０学校評議員の設置

が平成１４年度である場合はお答えの必要はありません。

１個別に意見を聞いた会合　　（）回

２．一堂に会して意見を聞いた会合（）回

⑦貴校では学校評覿員（類似の組織を含む）を学校運営上どのように位置付けられていますれ

次の中から該当するものをと型、○印をお付け下さい。

１．校務分掌内に位置付けている　　　２．校務分掌外に位置付けている

３．位置付けは未定である　　　　　４．その他（　　）

－４１９－



⑧貴校では学校評議員（類似の組織を含む）の意見・要望等を公開されていますか。次の中から該当するものを

１つ選び、○印をお付け下さい。

１・原則的に公開している　　２．原則的に非公開である　３．内容によって対応は異なる

⑨学校評議員（類似の細臓を含む）の設置は、貴校にどのような影響を与えていると思われますか。次のそれぞ

れの項目について、該当する選択肢の番号に○印をお付け下さい。

１）学校と地域の連携協力が促進される

２）教職員の態度や学校の雰囲気が改善される

３）保護者や地域社会に対する学校の説明責任を果たす上で有効

である

４）学校評議員が学校の外部評価をするようになる

５）多くの意見や要望が出て、学校運営上まとまりがなくなる

６）一部の人たちが介入したり、圧力をかけたりする懸念がある

７）形式的な意見交換にすぎず、学校運営や教育活動にはそれほ

どの影響はない

８）地域の実態に合った、特色ある学校づくりが促進される

全くそう　　かなり　どちらともあまりそう全くそう

思う　　そう思う　思わない　思わない一即っない

５……‥・・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２‥……‥１

５………・４……・・‥３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４……・・・・３………・２………・１

５…・・…‥４…・・・・…３………・２………・１

５………・４………・３………・２‥・……・１

⑩貴殿は、学校評議員制（類似の組織を含む）を効果的に運営していくためには何がポイントだと思いますか。

次の中から最も重要だと一郎われる項目越、○印をお付け下さい。

１．校長のリーダーシップ

３．市町村教育委員会の支援

５．学校評議員の人選

２．学較評議員に関する関係者の共通理解

４．学校評議員への教育活動等の情報提供

６，その他（　　　　　　）

ｑ１２・甲で「４・設置し¶、ない」と答えられた学校にお尋ねします。その理由は何ですか。以下の中から該当する

ものをすべて選択し、○印をお付け下さい。

１．教育委員会レバリレにおいて具体的対応がない

２・学校経営に特に問題ほなく「学校評魚貝」設置の必要性を感じない。

３・現在ある学校と地域との連携組織で十分に対応可能である

４・ｍの活動が十分にその役割を果たしている

５・「学校評議員」が地域の広範な声を代表するものとなるかどうか、懸念がある

６．評議員の選出が難しい

７．「学校評覿員」設置より緊急の重要な課題がある

８・その他（　　　　　　　　　）

－４２０－



払教育情報公開についてお尋ねします。

Ｑ１３・学校の情報を他に知らせるために、次にあげるものをだしておられますかｏＢ欄以降の該当するものを○で

囲んでください。（Ｂ欄で「２・出していない」の場合、Ｃ、Ｄ欄に答えず次の項目に進んでください。また、項目にあ

げたもの以外に出しているものがありましたら、⑨にあげてください。）

丸印刷物喀 Ｂ．発行の有無 Ｃ．およその発行頻度 Ｄ．配 布 範 囲　　　 ｔ

① 学校要覧 １．出している ｌ．年 １回　 ２鳥 学期 ｌ児 童生徒の各家 庭

２．出していない ３海 月　 ４．隔週　 ５，毎週 ２．学区内全戸　 ３．回覧版

６そ の他 （　　　 ） ４．その他 （　　　 ）

② 学 校だより １．出している １年 １回　 ２．毎学期 ｌ児 童 生徒の各家庭

２．出していない ３．毎月　 ４．隔 週　 ５．毎週 ２．学 区内全戸　 ３．回覧版

６そ の他 （　　　 ） ４．その他 （　　　 ）

③ 学年だより １．出している ｌ．年 １回　 ２鳥 学期 １．児 童生徒の各家庭

２．出していない ３．毎月　 ４．隔週　 ５．毎週 ２．学区内全 戸　 ３．回覧板

６．その他 （　　　 ） ４そ の他 （　　　 ）

④ 学級だより １．出している ｌ．年 １回　 ２．毎学期 ｌ，児童生徒の各家 庭

２．出していない ３．毎月　 ４．隔週　 ５鳥 週 ２．学 区内全戸　 ３．回覧版

６．その他 （　　　 ） ４．その他 （　　　 ）

⑤ 進 路だより １．出している ｌ．年 １回　 ２．毎学期 ｌ．児童 生徒の各家庭

２．出していない ３．毎月　 ４．隔週　 ５．毎週 ２．学区内全 戸　 ３．回覧板

６．その他 （　　　 ） ４．その他 （　　　 ）

⑥ 給 食だより １虻ル ている １年 １回　 ２鳥 学期 ｌ．児童生徒の各家 庭

２．出していない ３届 月　 ４．隔週　 ５．毎週 ２学 区内全戸　 ３．回覧板

６．その他 （　　 ） ４．その他 （　　　 ）

⑦ 保 障だより １．出している ｌ．年 ｌ回　 ２．毎学期 ｌ．児童生徒の各家庭

２．出していない ３．毎月　 ４．隔週　 ５．毎週 ２．学 区内全 戸　 ３．回覧板

６．その他 （　　　 ） ４そ の他 （　　　 ）

⑧ ホー ムペ ージ ｌ．開設している ｌ．年 １回更新　 ２．毎学期 ｌ．誰でも閲覧可

２．開設していない ３．毎月 ４．隔週 ５．毎週

６その他 （ ）

２．閲 覧制 限している（対象 ：　　 ）

⑨ （　　　 ） ｌ．出している １年 ｌ回　 ２鳥 学期 ｌ児 童生徒 の各家庭

３．毎月　 ４．隔週　 ５．毎週 ２．学区内全戸　 ３．回覧版

６そ の他 （　　　 ） ４．その他 （　　　 ）

ｑ１４．貴校では、家庭・地域への学校経営方針等の説明はされていますか。次の中から該当するものをｊ二項逆、

○印をお付け下さい。

１．している　　　２．していない（→ｑ１５へ）

１

（１）どのような機会ですか。次の項目のうち該当するものすべてを選択し、○印をお付け下さい。また、それぞれ

の頻度について、年間のおおよその回数を、項目の後の〔〕に記してください。

１，ｍ総会〔〕２．保護者懇談会〔〕３．地域懇談会〔〕

４．地域の住民の集まりに出かけて〔〕

５．その他（ ）〔〕

ｑ１５．貴校では、ホームページ上で学校評価の結果を公表されていますか。次の中から該当するものを主２遥逆、

○印をお付け下さい。

１．している　　２．していない　　３．検討中である

－４２１－



Ｑ１６・学校から家庭・地域へ発信している情報についてお伺いします。下の表の観点で見た蓼合、選択肢の中か毎

３つ選んで数字を表に書き込んでください（癌不同）。

選択妓：

観点 右から３つ選ぶ

①発信の多い情報

②学校が重要と考えている情報

③家庭・地域が求めている情報

１．学校経営方針・教育目標

２．教育課程　３．成績　４．部活動

５．生徒指導（日常生活）

６．生徒指導（いじめ・不登校・体罰などの問題）

７．学校事故

ｑ１７．貴校では、家庭・地域からの要望等はどのようにしてうけていますか。Ｂ欄以降の該当するものを○印で囲ん…

でください。（Ｂ欄で「ない」の場合、Ｃ、Ｄ欄に答えず次の項目に進んでください。また、項目にあげたもの以外

にありましたら、⑥にあげてください。）

Ａ．機 会・手段 Ｂ．要望 Ｃ．年 間 総 件 数 Ｄ．多い要望 （複 数回答可）

① ｍ 総会 １．ある 件 程度 １．成 績 ２．授 業 ３．生徒指導 ４．部活動

２．ない ５．そ の他 （　　　　　　　　 ）

② 保 護者懇談会 １．ある 件程度 １．成 績 ２．授 業 ３．生徒指導 ４．部 活動

２．ない ５．その他 （－　　　　　　　　 ）

③ 地域懇談会 ．１．ある 件 程度 １．成績 ２．授 業 ３．生徒指導 ４．部活動

２．ない ５．その他 （　　　　　　　　 ）

④ 電 話 １．ある 件程 度 １．成 績 ２．授 業 ３．生徒指 導 ４．部活動

２．ない ５．その他 （　　　　　　　 ）

⑤ 手紙 ・はがき １．ある 件程度 １．成 績 ２．授 業 ３．生徒指 導 ４．部活動

２．ない ５．その他 （　　　　　　　 ）

⑥ （　　　　 ） １あ る 件程度 １．成 績 ２．授 業 ３．生徒指 導 ４．部 活動

５．その他 （　　 ）

ｑ１８．学校の情報を公開していくことは、学校運営上、どのような影響が出ると思われますか。次のそれぞれの項目

について、該当する選択肢の番号に○印をお付け下さい。

１）学校と家庭、地域の連携協力が促進される

勾教職員の態度や学校の雰囲気が改善される

３）保護者や地域住民に対する説明責任を果たすうえで有効である

中学校経営が萎縮すか可能性がある

５）情報公開のための業務が増えて多忙になる

句形式的な情報公開なのでそれほどの影響はない

全くそう　　かなり　　少しそう　あまりそう全くそう

感じる　　そう感じる　感じる　　感じない感じない

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５…‥・…・４・‥・…‥・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

Ⅳ．学校評価システムについてお尋ねします。

Ｑ１９・貴校では、学校評価についてどのように取り組んでおられますか。次の中から該当するものをと⊇遷壁、○印

を付けて下さい。

１．学校評価のために、評価委員会など特別の組織を設置し、実施している。→ｑ２０へ

２．運営委員会（企画委員会）などの既存の組織を使って学校評価を行っている。→ｑ２０へ

３．特に学校として組織的に学校評価をおこなっていない。→今後、学校評価を行う予定がありますか。

４．その他（　　　　　　）。→ｑ２１へ　　　　　　　　（１．ある　２．ない）→ｑ２１へ

－４２２－



¢０・ｑ１９で１と２を選択された学校（すでに学校評価に取り組んでおられる学校）に、次の軍０－１～ｑ２仇５の質問に
らいてさらにお尋ねします。

ｑ２０－１学校評価には誰が参加していますか０

１．校長　２．教頭　３．教務主任　４．一般教員　５．事務職員　６・保護者（ｍなど）

７．児童生徒　８．学校評議員　９．地域住民　１０その他（　　）

ｑ２０－２学校評価の時期について、該当する項目を次の中からと型、○印をお付け下さい０

１．年度毎に　２．学期毎に　３．特に時期を定めていない

４．その他（　　　　　　　）

Ｑ２０－３学校評価の仕方について、次の３つの事項についてお尋ねします０

１）貴校での学校評価は、どのようにおこなわれていますか。次の中から該当するものを主２選壁○印をお

付け下さい。

１．評価票を用いる　２．評価票は用いないが、話し合いで評価を行う

３．その他（　　　　　　　　　　　）

２）上問で「１．評価票を用いる」とお答えの方にお尋ねします。評価票は主にどのようなものをお使いでしょ

うれ次の中から該当するものを１つ選び、○印をお付け下さい。

１．既成の評価票　　　　　　　　　２．独自に作成した評価票

３．教育委員会から示された評価票　　　４．その他（

３）学校評価は、主にどのような対象についておこなわれているでしょうか。次の中から該当するものを主２

選建、○印をお付け下さい。

１．学校の教育・経営活軌全般にわたって評価している。

２．年度毎に重点領域を定めて評価している。

３．その他（　　　　　　　　　）

ｑ２Ｍ貴校では、評価結果は誰を対象に公表されているでしょうか０次の中から該当するものすべてを選び、

○印をお付け下さい。

１．教職員　　２．教育委員会　　３．保護者　　４．児童生徒　　５・地域住民

６．その他（　　　）

ｑ肌５貴校では、学校評価が次年度の学校経営活動や教育活動の改善に十分に役立てられているとお考え

でしょうか。次の中から該当するものをと≧彗逆、○印をお付け下さい（学校評価を今年度から始められ

た学校はお答えの必要はありません）。

１．全く役立っていない　　２．あまり役立っていない　３．どちらともいえない

４．かなり役立っている　　５．非常に役立っている

軍１．以下、すべての学校にお尋ねします。貴校の学校経営構想のうち、今後、重点化したい評価項目ち亘２重宝

塾』三、○印をお付け下さい。

１．学校の教育目標　　　　　　２．特色ある教育課程経営（新学習指導要領への対応）

３．保護者との教育連携（ｍ等）　４．地域との教育連携（学校評議員等）

５．校内・校外研修

８．施設設備

１１．学校予算

６．校務分掌・運営組織

９．学校評価活動

１２．その他（

－４２３－

７．教職員人事

１０．教職員の意識向上

）



軍２・貴殿は、外部（第三都による学校評価についてどう思われますか。次の中から該当するものを１つ選んで、

○印をお付け下さい。

１．全く期待しない

４．かなり期待する

２．あまり期待しない

５．非常に期待する

３．なんともいえない

軍３・教育委員会の有していた権限の一部を学校に委譲し、学校が自らの責任のもとに経営を行える態勢を整える

ためには、今後、貴校での学校評価のあり方はどのようにあるのが望ましいと思われますか。次のそれぞれの項

目について、該当する選択肢の番号に○印お付け下さい。

全くそう　　かなり　どちらともあまりそう全くそう

思う　　そう思う　思わない　思わない居わない

１）教職員個人の自己評価を重視する

２）第三者（学校評議員など）を交えての学校評価を推進する

司毎年、総括的な評価を実施する

４）年度あるいは学期ごとに重点項目を掲げて評価する

５）児童生徒も評価活動（授業評価を含む。）に参加させる

句管理職が中心となって学校評価を実施する

り評価活動そのものよりも、評価に対する意識を深める

８）評価結果を学校経営・教育活動に生かすしくみを整える

９）その他（　　　　　　　　　　）

５…‥・…・４………・３………・２・・・……・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５・・・・……４………・３………・２‥・……・１

５………・４………・３………・２・・・……・１

５………・４……‥・・３………・２………・１

軍４．学校評価をおこなうことは、学校運営上、どのような影響が出ると思われますか。次のそれぞれの項目につい

て、該当する選択肢の番号に○印をお付け下さい。

全くそう　　かなり　　少しそう　あまりそう　全くそう

思う　　そう思う　　思う　思わない　思わない

１）学校と家庭・鳩卯）連携協力を促進する条件をつくる

勾教職員の態度や学校の雰囲気が変わり学校が活性化する

３）保護者や地域住民に説明責任を果たすうえで有効である

勺学校経営や教育活動が萎縮したり、形醸化する可能性がある

５）学校評価のための業務が増えて多忙になる
．さｒ

句特色ある学校づくりに役立つ

７）学校と家庭・地域社会との間に対立や葛藤を招きやすくする

５………・４………・３・・・・……２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

ｑか・次の項目は、選在の貴校の組織状況をどの程度説明し¶、ますカさ。次のそれぞれの項目について、該当する選択

肢の番号に○印をお付け下さい。

１）本校の教職員の人事は、自主的・自律的に行われ¶、る

勾本校の教育課程の編成は、自主的・自律的に行われ¶、る

３）本校の学校予算の編成・執行は、自主的・自律的に行われている

勺本校では、地域の実態に合わせて特色ある学校づくりを展開している

５）他の学校と比べると、新しい教育実践や学校運営がおこなわれている

句本校の教織員は、学校輝にとても熱心に取り組んでいる

７）本校では、教職員研修がとても活発である。

８）本校の子どもは、生き生きと学校馳ている

－４２４－

全くそう　　かなり　　少しそう　あまりそう　全くそう

思う　　そう思う　　思う　思わない　思わない

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１

５………・４……‥・・３………・２………・１

５………・４・・・……・３………・２………・１

５………・４……・・・・３………・２………・１

５………・４………・３………・２………・１



フェース・シート

最後に、貴校及び校長先生ご自身のことについてお伺い致します。

Ｆｌ．校種は次のいずれでしょうか。該当するものを１つ選び、○印をお付け下さい。

１．小学校　　２．中学校　　３．小学校・中学校の併置校

Ｆ２．貴校の所在する都道府県名は（　　　）

Ｆ３．貴校の所在する覇特別区を含む）町村の現在の人口は、どのくらいでしょうか。次の中から該当するものを１つ選び、

○印をお付け下さい。

１．５０万人以上　　　　　　　　２．３０万人以上～５０万人未満　　　　３，１０万人以上～３０万人未満

４．５万人以上～１０万人未満　　　　５．３万人以上～５万人未満　　　　　６．１万５千人以上～３万人未満

７．８千人以上～１万５千人未満　　８．５千人以上～８千人未満　　　　　９．５千人未満

Ｆ４．貴校の所在する自治体（市町村）の種類は、次のいずれでしょうか。次の中から該当するものを１つ選び、

○印をお付け下さい。

１．指定都市　２．特別区　　３．左記（１．２．）以外

Ｆ５．現在の貴校の全児童数又は全生徒数は（　　）人

Ｆ６．現在の貴校の全学級数はいくらでしょうか。

（　　　）学級→そのうち普通学級は（ ）学級

Ｆ７．現在の貴校の教職員数は（　）人→そのうち教員執校長を含む）は（　）人

Ｆ８．校長先生の年齢は（ ）歳

Ｆ９．校長先生の性別は

１．男性　　２．女性

ＦｌＯ，校長先生の在職年数等をお聞かせ下さい。

１）本校での校長在職年数　　　（）年目

２）校長としての通算年数　　　（）年目

垂忙しいところ、ご協力を賜り誠に有美防ございました。学校を自主的・自律的に運営（経営）することについて、ある

いはこのアンケートの内容について、なんでも結構ですので、ご意見・ご感想あれば、お聞かせいただければ幸いで

す。

－４２５－



資料４　第二次調査単純集計表

（市町村教育長調査・小中学校長調査）



平成１４年１１月２１日

自律的学校経営に関する全国調査（市町村教育長）

単純集計（２回目）　　∠臼ユ性

Ｑｌ－ １．情 報 教 育 の 推 進 に あた って 、コン ピュー タ等 の ＩＴ環 境 の 整 備 状 況 は充 実 してい る

カテゴ リー 名 件数 割合 （％） 有効割 合 （％ ）

１ 全 くそう感 じな い ０ ０ ０

し　 －感 じな い ２１ ５．１ ５．１

′Ｊ、し　 一成 じる ７４ １８ １８

、な し　 、成 じる ２２１ ５３．８ ５３．９

５．‾全 くそう感 じる ９４ ２２．９ ２２．９

無 回 答 １ ０．２

十（％ ） ４１１ １００ ４１０

ｄｌ－２．情 報 教 育 の推 進 にあ たって、教 職 員 に対す る研 修 は充 実 して いる

カテ ゴ リー 名 件 数 割合 （％） 有 効割合 （％）

１．全 くそう感 じない ３ ０．７ ０．７

乏．あま りそう感 じない ４８ １１．７ １１．７

３∴少 しそう感 じる ＿ １５１ －３６．７ ３６．９

４．か な りそう感 じる １８４ ４４．８ ４５

５．全 くそ う感 じる ２３ ５．６ ５．６

無 回 答 ２ ０．５

計 （％ ） ４１１ １００ ‾　４０９

Ｑｌ－３∴「総合的な学 習の時間」に関す る研究成果について、学校へ の情報 提供 は十分に行われている

カテゴ リー 名 件数 割合 （％ ） 有効割合 （％）

１．全 くそう感 じない １ ０．２ ０．２

２．あま りそう感 じない ５８ １４．１ １４．２

３．少 しそう感 じる　 － １８０ ４３．８ ４４

４．か な りそう感 じる １４５ ３５．３ ３５．５

５．全 くそう感 じる ２５ ６．１ ６．１

無 回答 ２ ０．５

計 （％ ） ４１１ １００ ４０９

Ｑｌ－４．「総 合 的な 学 習 の 時 間 」に関 す る教 職 員 の 研 修 は 充 実 して いる

カテゴ リー 名 件数 割合 （％ ） 有効割合 （％）

１．全 くそう感 じな い ．３ ０．７ ０．７

２．あま りそう感 じな い ４３ １０．５ １０．５

３．少 しそう感 じる １７１ ４１．６ ４１．７

４　 か な りそう感 じる １７９ ４３．６ ４３．７

５　 全 くそ う感 じる １４ ３．４ ３．４

′

義 回 答 １ ０．２

十（％ ） ４１１ １００ ４１０

Ｑｌ－ ５．学 校 と地 域 との 連 携 推 進 に利 用 可 能 な 人材 マップな どの情 報 は 充 実 している

カテゴ リー 名 件数 割合 （％ ） 有効割合 （％）

１ 全 くそう感 じな い ３ ０．７ ０．７

　　　 ′
２ あま りそう感 じな い

６２ １５．１ １５．１

３　 少 しそう感 じる １６２ ３９．４ ３９．５

　　　 他
４ か な りそう感 じる

１５１ ３６．７ ３６．８

５　 全 くそ う感 じる ３２ ７．８ ７．８

　　 Ｊ
虫 回 生

１ ０．２

ｌｌヽ ｌ：コ
十（％ ）

４１１ １００ ４１０

Ｑｌ－６．学 校 に 関 して地域 人 材 や 学 校 支 援 ボランティアの 活 用 に関 す る予算 措置 が 充 実 してい る

カテ ゴリー 名 件数 割合 （％ ） 有効割合 （％）

１．全 くそう感 じない １５ ３．６ ３．７

２．あま りそ う感 じない ９０ ２１，９ ２２

３．少 しそう感 じる １５５ ３７．７ ３７．８

４．か な りそう感 じる １３１ ３１．９ ３２

５．全 くそう感 じる １９ ４．６ ４．６

無 回答 １ ０．２

計 （％ ） ４１１ １００ ４１０

－４２７－



Ｑｌ－７．教育委員会独自の学校運営モデルづくりを進めている
カテゴリー 名 件数 割合（％） 有効割合 （％）

１．全 くそう感 じない ６８ １６．５ １６．７
２．あま りそう感 じない １６１ ３９．２ ３９．６
３．少 しそう感 じる １２７ ３０．９ ３１．２
４．か なりそう感 じる　 ＿ ４５ １０．９ １１．１
５．全 くそう感 じる ６ １．５ １．５
無 回答 ４ １
計 （％ ） ４１１ １００ ４０７

Ｑｌ一８．教育委員会独自に研究指定校のどの制度を機能させる
カテゴ リー 名 件数 割合（％） 有効割合 （％）

１．全 くそう感 じな い ７９ １９．２ １９．６
２．あま りそう感 じな い １１３ ２７．５ ２８
３．少 しそう感 じる ６５ １５．８ １６．１
４．か な りそ う感 じる ９５ ２３．１ ２３．６
５．全 くそう感 じる ５１ １２．４ １２．７
無 回答 ８ １．９
計 （％ ） ４日 １００ ４０３

Ｑｌ－９．各校の教職員数の充実に多種の加配措置の活用や、教育委員会独自の予算措置が行われている
カテゴ リー 名 件数 割合 （％） 有効割合 （％）

１．全 くそう感 じない ４６ １１．２ ■１１．３
２。あまりそう感 じない ８０ １９．５ １９．６
３．少 しそう感 じる １２２ ２９．７ ２９．９
４．かな りそう感 じる １１２ ２７．３ ２７．５
盲二全くそう感 じる ４８ １１．７ １１．８
無 回 答 ３ ０．７
計 （％ ） ４１１ １００ ４０８

Ｑｌ－１０．特色ある学校づくりの推進に、予算や教職員人事に関する校長の意向をできる限り尊重している
カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１．全 くそ う感 じな い ２ ０．５ ０．５
２．あ ま りそ う感 じな い ３１ ７．５ ７．６
３．少 しそ う感 じ る １１８ ２８．７ ２８．９

４．か な りそ う感 じる １９５ ４７．４ ４７．８

５．全 くそ う感 じる ６２ １５．１ １５．２

無 回 答 ３ ０．７

計 （％ ） ４１１ １００ ４０８

Ｑ２．学校運営の組織のモデルを各学校に例示
カテゴ リー名 件数 割合 （％） 有効割 合 （％）

１．規 則 等 で示 している ３４ ８．３ ８．４
２．必 要 に応 じて示 す ２３６ ５７．４ ５８．１
３．示 す ことは ない ■１３６ ３３．１ ３３．５
無 回 答 ５ １．２
計 （％ ） ４１１ １００ ４０６

Ｑ３．各校の組織のあり方について指導・助言
カテゴリー 名 件数 割合 （％） 有効割合 （％）

１．頻 繁 に ある １１ ２．７ ２．７
２．時 々 ある １７２ ４１．８ ４２
３．あま りない ２１２ ５１．６ ５１．７
４．全 くない １５ ３．６ ３．７
無 回答 １ ０．２
計 （％ ） ４１１ １００ ４１０

ー４２８－



Ｑ４．各校長が自分の理想やイメージに即した学校経営
カテゴ リー名 件数 割合 （％） 有効割合 （％ ）

１，ほ ぼ完 全 にできている ２２ ５．４ ５．４
２．ある程 度 はできている ３５２ ８５．６ ８５．９
３．あまりできていない ３６ ８．８ ８．８
－４．全 くできていな い ０ ０ ０
無 回 答 １ ０．２
計 （％ ） ４１１ １００ ４１０

Ｑ５．各校長が自分の理想やイメージに即した学校を実行できない大きな要因
カテゴ リー 名 件数 割合 （％） 有効割合 （％ ）

１．教 職 員 配置 の 不 自由さ １４ ３８．９ ３８．９
２．教 職 員 数 の 不 足 １８ ５０ ５０
３二学校 予 算 執 行 の 不 自由さ １７ ４７．２ ４７．２
４．教 育 委 員 会 の 支 援不 足 ９ ２５ ２５
５．‾諸 規 則 等 の しば り ７ １９．４ １９．４
百．地 域 か らの 多様 な要 望 ２ ５．６ ５．６
７‾二児 童 ・生 徒 に起 因 する諸 問 題 ６ １６．７ １６．７
岳．管 理 職 の 権 限 の 弱さ １０ ２７．８ ２７．８
９．教 職 員 団 体 等 との 対 立 ７ １９．４ １９．４
う‾０．教 職 員 の や る気 や 力 量 の 不 足 １８ ５０ ５０
１１．管 理 職 の 多 忙 ９ ２５ ２５
１２．教 職 員 の 多 忙 １２ ３３．３ ３３．３
１３．組 織 体 としての 力 量 不 足 １５ ４１．７ ４１．７
１４．情 報 の 不 足 や 錯 綜 ２ ５．６ ５．６
１５．保 護 者 か らの 多忙な要 望 ５ １３．９ １３．９
１６．そ の他 ２ ５．６ ５．６
無 回 答 ０ ０
計 （％ ） ３６ １００ ３６

Ｑ６．学校評議会の設置のための学校管理規則の改正
カテゴ リー 名 件数 割合 （％） 有効割合 （％ ）

１．改 正 した ２９８ ７２．５ ７２．７
２．検 討 中で ある ７１ １７．３ １７．３
３．改 正す る予 定 はない ４１ １０ １０
無 回答 １ ０．２
計 （％ ） ４１１ １００ ４１０

Ｑ７．学校評議会の設置に関して「学校評議員設置要綱」を定めたか
カテゴ リー名 件数 割合 （％） 有効割合 （％ ）

１．制 定 した ２３２ ７７．９ ７８．４
２．検 討 中 である ４７ １５．８ １５．９
３．制 定 する予 定 は ない １７ ５．７ ５．７
無 回 答 ２ ０．７
計 （％ ） ２９８ １００ ２９６

Ｑ８．「３．学校管理規制を改正する予定はない」と回答した理由
カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１＿．学 校 経 営 に 特 に 問 題 は な く「学 校 評 議 会 」設 置 の 必 要 性 を感 じな い １４ ３４．１ ３４．１

２＿．現 在 あ る 学 校 と地 域 と の 連 携 組 織 で 十 分 に 対 応 可 能 で あ る ３３ ８０．５ ８０．５

３．＿ＰＴＡの 活 動 が 十 分 に そ の 役 割 を 果 た して い る ２４ ５８．５ ５８．５

４．＿「学 校 評 議 会 」が 地 域 の 広 範 な 声 を 代 表 す る か の 懸 念 が あ る １０ ２４．４ ２４．４

５．＿評 議 員 の 選 出 が 難 しい ４ ９．８ ９．８

６．＿「学 校 評 議 会 」設 置 よ り緊 急 の 重 要 な 課 題 が あ る ５ １２．２ １２．２

７．そ の 他 ６ １４．６ １４．６

無 回 答 －０ ０

計 （％ ） ４１ １００ ４１

－４２９－

（ＳＡ）

（ＭＡ）

（ＭＡ）



Ｑ９－ １－ １．学 校 評 議 員 の 設 置 小 学 校 数

テゴ ｌ－ 牛 割 合 （％ ）　４８有効 割 合 （％ ）　　５３
０′・′２ １４３
３′・一４ ３７ １２．４ １３．７
５～ ６ ２９ ９．７ １０．７
７～ ８ １０ ３．４ ３．７
９～ １０ １２ ４ ４．４
１１～ １２ １２ ４ ４．４
１３～ １４ １ ０．３ ０．４
１５～ １６ ３ １ １．１
１７～ １８ ３ １ １．１

１９以 上 ２０ ６．７ ７４
蟹 回 答 ２８ ９．４

計 （％ ） ２９８ １００ ２７０

最 大 値 ＝１３６ 最 小 値 ＝０

Ｑ９－１－２・学校評議員の設置中学校数

カテゴリー 件数 割合（％）　６５．４有効割合（％）　　７３
０～２ １９５
３～４ ２７ ９：１ １０．１
５～６ １９ ６．４ ７．１
７～８ ５ １．７ １．９
９以上 ２１ ７ ７９
牽回答 ３１ １０．４
計（％） ２９８ １００ ２６７

最大値＝６３　 最小値＝０

Ｑ９－ １－ ３・類 似 の 組 織 の 設 置 小 学 校 数

テゴ リー 件 数　 ８２ 割 合 （％ ）　２７．５有効 割合 （％ ）　■８５．４
０～ ２

３一－４ ４ １．３ ４．２

５～ ６ ２ ０．７ ２１
７～ ８ ４ １．３ ４２
９以 上 ４ １．３ ４．２

牽 回 答 ２０２ ６７．８

計 （％ ） ２９８ １００ ９６
最 大 値 ＝６１ 最 小 値 ＝０

Ｑ９－１－４・類似の組織の設置中学校数

テゴｌ－ 件数　 ８９ 割ム（鋸） 有効割合（％）　９５７
０～２ ロｌコ　 ０　２９．９

３～４
ヽ

２ ０．７ ２２
５以上 ２ ０．７ ２．２
牽回答 ２０５ ６８．８
計 （％） ２９８ １００ ９３

最大値＝２８　 最小値＝０

Ｑ ｌＯ－ １－ １・学 校 評 議 員 の 報 酬

カテゴ リー 名 件 数 割 合 （％） 有効 割 合 （％）

１．報 酬 あ り １１３ ３７．９ ５１．４

２．報 酬 な し　生 １０７ ３５．９ ４８．６

．、、回 口 ７８ ２６．２

計 （％ ） ２９８ １００ ２２０

ＱｌＯ－ １－ ２・学 校 評 議 員 の 交 通 費

⊥ 、　　　　　　 カテ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効割 合 （％）

１．父 通 費 あ り ＿　■．一■＿ヽ １８ ６ ８２
２．父 通 費 な し ２０２ ６７．８ ９１８
無 回 答

言 ０

７８ ２６．２

計 （始） ２９８ １００ ２２０

ー４３０－



ＱｌＯ－ ２－ １・小 学 校 で の 学 校 評 議 員 の 人 数

カテ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１
０ ０ ０

２
６ ２ ２．９

３
３０ １０．１ １４．５

４
２４ ８．１ １１．６

５
１０２ ３４．２ ４９．３

６
１７ ５．７ ８．２

７
９ ３ ４．３

５ １．７ ２．４

８

９

２ ０．７ １

１１． ３．７ ５．３

１０ ０ ０ ０

１１、上 １ ０．３ ０．５

１２以

虫 回 答

９１ ３０．５

２０７許 謁 ） ２９８ １００

Ｐ　 Ｏ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最 大 値 ＝１８　 最 小 値 ＝２

（数量）

Ｑ ｌ Ｏ － ２ － ２　 学 交 で の 学 交 評 議 員 の 人

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

０ ０ ０

１

２

３

４ １．３ １．９

２４ ８．１ １１．７

２６ ８．７ １２．＿６

４ １０ ６ ３ ５．６ ５１．５

５ １７ ５．７ ８．３

６ １２ ４ ５．８

７

８

５ １．７ ２．４

９ ‾ １ ０．３ ０ ．５

ｂ ９ ３ ４．４

１＿＿

１

０ ０ ０

１

ｉ‾‾２以 上

２ ０．７ １

岳 回 答 ９２ ３０．９

２０６詳 （明 ） ２９８ １００

ロ　 ０　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最 大 値 ＝ １８　 最 小 値 ＝２

（数量）

Ｑ ｌＯ － ３　 学 大 書＝号 会 の
　　 ス ロ ロ　　　 カ テ ゴ リ ー 名　　　 ｌ

１

件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

２０２ ６７．８ ９１．８

２

３

１７ ５．７ ７．７

０

１

０

０．３

０

０．５４以 上

無 回 答 ７８ ２６．２
２２０

計 （％ ） ２９８ 　 １００

∈ヨ最　 直 ＝１１ 鷲更／ヽ 直 ＝１

ー４３１－

（数量）



ＱｌＯ－４・学校評議員には どんな方がなられていますか

カテゴリー名 件数

１７９
割Ａ（朝） 有効割合（％）

８１
岳１

２０．８

≧２・６

８７３

１．保護者 （ＰＴＡ） 口⊂】 ０　６０１

２．一般地域住民 １７９ ６０１
３．体育指導員 ４６ １５．４

１６８
４．保護 司 ５０
５．学識経験者　　　■：コ １９３ ６４．８
６．民生委員　主 １５０ ５０．３ ６７．９

萱・６

亘旦７

２０．４

２旦２

６２

７．円年団の代表 １９ ６４
８．青少年健 全育成関係者　　○ １３２ ４ｒ４．３
＿９＿＿．＿＿子とも会の代表 ４５ １５１
ユ＿０．婦人会の代表　　ヽ ５８ １９５
１１．自治会関係者　」＿ １３７ ４６
１２．各校 の同窓会 関係者 ７５ ２５２ 垂 ９

２０・竺１３．その他 ４５ １５１
牽 回答 ７７ ２５８
計 （％） ２９８ １００ ２ラ１

ＱｌＯ－５－１・学校と地域 の連携協 力が促進 される

カテゴリー名 件数 割合（％） 有効割合（％＿２　ｄ　２．１
１．全くそう思わない　　　■■ ０ ０
乙＿＿あまりそっ思わない

３．どちらとも思わない
５ １．７

２７ ９１ １１．室

６９・＿９

１巨・５

４．かなりそう思う １６５ ５５４
５．全くそう思う ３９ １３１
舞回答 ６２ ２０８
計 （％） ２９８ １００ ２３６

ＱｌＯ－５－２・教職員の態度や学校 の雰囲気が改善される　　　　　　　　や

カテコリー名 件数 割合（％） 有効割合（％‾き　０　３．４
１．全くそっ思わない ０ ０
塁．あまりそつ思わない

３．どちらとも思わない

　　■■ ●－

８ ２．７
７６ ２５５ ３２・蔓

壁・１

２＿」

４．かなりそっ思っ １４６ ４９
５．全くそっ思う ５ １７
蟹回答 ６３ ２１１
計 （％） ２９８ １００ ２３５

ＱｌＯ－５－３・保護者や地域社会に対する学校の説明責任を果たす上で有効である

カテゴリー名 件数　 ０ 割合（％）　　０有効割合（％）　　ｄ１．全くそう思わない

２．あまりそう思わない
３．どちらとも思わない

６ ２ ２‾‾盲
２３ ７．７

５２

受三ラ

６５．７
空

４．かなりそう思う １５５
５．全くそう思う ５２ １７．４

２０８
牽回答 ・６２
計（％） ２９８ １００ ２３６

ＱｌＯ－５－４・学校評議会が学校の外部評価をするようになる

テコＩ－ 件数

１
割合（％）　０３有効割合（垂２　９二４

１６．５

１．全くそう思わない

２．あまりそっ思わない

３．どちらとも思わない
３９ １３．１
９１ ３０５ ３８ニ６

４１５４．かなりそう思う ９８ ３２．９
２．３

２０８

５．全くそう思う ７
＿⊇

塑回答 ６２
計（％） ２９８ １００ ２３６

－４３２－



０－５－５　多くの意見や要望 が出て、学校運 営上まとまりがなくなる

カテゴリー名 件数 割合（％） 有効割合（％）

１ 全くそう思わない ４９ １６．４ ２０．８

まりそう思わない １４７ ４９．３ ６２．３

†ちらとも思わない ３５ １１．７ １４．８

なヽりそう思う ５ １．７ ２．１

くそう思う ０ ０ ０

ヨ蛭口笈 ６２ ２０．８

′１ｌ
声

（ヽ％） ２９８ １００ ２３６

ＱｌＯ－ ５－ ６ 一 部 の 人 た ち が 介 入 した り 圧 力 を か け た りす る 懸 念 が あ る

カテ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

‾甲　 な い ８７ ２９．２ ３６．９

し　 －照　 な い １２０ ４０．３ ５０．８

や 、　 欒　 な い ２５ ８．４ １０．６

なヽ し　 一円 ‾ ４ １．３ １．７

ー照 、 ０ ０ ０

錮珪 口‾‾蚊 ６２ ２０．８

貞
（醜 ） ２９８ １００ ２３６

ＱｌＯ－５－７．形式的な意見交換にすぎず 、学校運営や教育活動にそれ ほど影響はない

カテゴリー名 件数 割合（％） 有効割合（％）

１‾全くそう思わない ３２ １０．７ １３．６

乏　あまりそう思わない １１８ ３９．６． ５０

き‾どちらとも思わない ６１ ２０．５ ２５．８

４　かなりそう思う ２３ ７．７ ９．７

５　全くそう思う ２ ０．７ ０．８

毒回答 ６２ ２０．８
′ｌｌヽ計 （％） ２９８ １００ ２３６

ＱｌＯ－５－８．地域 の実態 に合った、特色ある学校づくりが促進される

カテゴリー名 件数 割合（％・） 有効割合（％）

１．全くそう思わない ０ ０ ０

２　あまりそう思わない １１ ３．７ ４．７

３．どちらとも思わない ５２ １７．４ ２２

４．かなりそう思う １５１ ５０．７ ６４

５．全くそう思う ２２ ７．４ ９．３

無回答 ６２ ２０．８

計 （％） ２９８ １００ ２３６

ＱｌＯ－６．学校評議員制度を効果的に運用するためのポイント

カテゴリー名 件数 割合（％） 有効割合（％）

１．校長のリーダーシップ １３４ ４５ ５６．５

２．学校評 義員に関する関係者の共通理解 ２０ ６．７ ８．４

３．市町村教育委員会の支援 ０ ０ ０

４．学校評 義員への教育活動等の積極的な情報提供 ５２ １７．４ ２１．９

５．学校評 義員 の人選 ３０ １０．１ １２．７

６．その他 １ ０．３ ０．４

無回答 ６１ ２０．５

計 （％） ２９８ １００ ２３７

ｑｌＯ－７．公立小中学校における学校評議 員の設置形態

カテゴリー名 件数 割合（％） 有効割合（％）

１．全ての小 中学校に設置を義務づけている １１６ ３８．９ ４８．９

２ 義務づけているわけではないが 設置するように指導している ９１ ３０．５ ３８．４
　　　　　　　　　 ヽ
３．設置するかどうか は学校 の判 断に任せ ている ３０ １０．１ １２．７

無回答 ６１ ２０．５

計 （％） ２９８ １００ ２３７

－４３３－



Ｑｌｌ．教育情報の開示・公開に関する条例の制定
カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１．制 定 して い る ２０８ ５０．６ ５２．３
２．検 討 中 で あ る １１８ ２８．７ ２９．６
３．制 定 の 予 定 は な い ７２ １７．５ １８．１
彗 回 答 １３ ３．２

計 （％ ） ４１１ １００ ３９８

Ｑ１２－１．教育情報公開（指導要録）
カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１．全 面 公 開 （開 示 ） ３６ ８．８ １０
２．一 部 公 開 （開 示 ） １＿３６ ３３．１ ３７．７
３．＿非 公 開 （開 示 ） １５４ ３７．５ ４２．７
４．そ の 他 ３５ ８．５ ９．７
無 回 答 ５０ １２．２
計 （％ ） ４１１ １００ ３６１

Ｑ１２－ ２．教 育 情 報 公 開 （内 申書 （調 査 書 ））

カテゴ リー 名 件数 割合 （％ ） 有 効 割合 （％ ）
１．全 面 公 開 （開 示 ） ２８ ６．８ ７．７
２．一 部 公 開 （開 示 ） ９５ ２３．１ ２６．２
３．非 公 開 （開 示 ） １９３－ ４７ ５３．３
４．－そ の 他 ４６ １１．２ １２．７
蟹 回 答 ４９ １１．９
計 ■（％ ） ４１１ １００ ３６２

Ｑ １２－ ３．教 育 情 報 公 開 （学 校 予 算 （経 理 ））

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１．全 面 公 開 （開 示 ） ２４４ ５９．４ ６６．７
２／」 部 公 開 （開 示 ） ６３ １５．３ １７．２
３．非 公 開 （開 示 ） ３２ ７．８ ８．７
４．そ の 他 ２７ ・ ６．＿６ ７．４
牽 回 答 ４５ １０．９

計 （％ ） ４１１ １００ ３６６

Ｑ １２－ ４．教 育 情 報 公 開 （教 職 員 会 議 録 ）

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１．全 面 公 開 （開 示 ） ８１ １９．７ ２２．４
２．一 部 公 開 （開 示 ） １３７ ３３．３ ３８
３．非 公 開 （開 示 ） ． １０９ ２６．５ ３０．２
４．そ の 他 ３４ ８．３ ９．４
蟹 回 答 ５０ １２．２
計 （％ ） ４１１ １００ ３６１

Ｑ １２－ ５．教 育 情 報 公 開 （体 罰 事 故 報 告 書 ）

カ テ ゴ リー 名 件 数 ・ 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１．全 面 公 開 （開 示 ） ５３ １２．９ １４．７
２．一 部 公 開 （開 示 ） １５１ ３６．７ ４１．８
３．非 公 開 （開 示 ） １２５ ３０．４ ３４．６
４．そ の 他 ３２ ７．８ ８．９
彗 回 答 ５０ １２．２
計 （％ ） ４日 １００ ３６１

Ｑ１３－ １－ Ｂ．教 育 委 員 会 だ よりの 活 動 の 有 無

カテゴ リー 名 件数 割 合 （％ ） 有 効割 合 （％ ）
１．行 って いる ８４ ２０．４ ２１．８
２．行 って いな い ３０２ ７３．５ ７８．２
牽 回 答 ２５ ６．１
計 （％ ） ４１１ １００ ３８６

－４３４－



Ｑ１３－１－Ｃ．教育委員会だよりのおよその発行頻度　　　 （ＳＡ）

カテゴリー名 件数 割合（％） 有効割合（％）

１．年１回 １２ １４．３ １５

２．毎学期 ２０ ２３．８ ２５

３．毎月 ２３ ２７．４ ２８．７

４．隔週 ０ ０ ０

５－．毎週 ０ ０ ０

６．その他 ２５ ２９．８ ３１．３

無回答 ４ ４．８

言 （＿彗） ８４ １００ ８０

Ｑ１３－１－Ｄ．教育委 員会だよりの配布範囲

カテゴリー名 件数 割合（％） 有効割合（％）

１ 児童 生徒 の各家庭 １２ １４．３ １４．８
・∠

２．学区内全戸
４１ ４８．８ ５０．６

３．回覧版 ４ ４．８ ４．９

４．その他 ２４ ２８．６ ２９．６

無画奮 ３ ３．６

言 ≦％） ８４ １００ ８１

Ｑ１３－２－Ｂ．市町 村の広報の活動の有無

カテゴリー名 件数 割合（％） 有効割合（％）

１ 行っている ２４３ ５９．１ ６１．８

２　行っていない １５０ ３６．５ ３８．２
表回生 １８ ４．４

′ｌｌヽ　 口
計 （％）

４１１ １００ ３９３

Ｑ１３－２－Ｃ．市町村の広報のおよその発行頻 度

カテゴリー名 件数 割合（％） 有効割合（％）

１ 年１回 １２ ４．９ ５．２

２　毎学期 １６ ６．６ ７

３　毎月 １５５ ６３．８ ６７．７

４　隔週 ５ ２．１ ２．２

５　毎週 ０ ０ ０

６　その他 ４１ １６．９ １７．９
姦回生 １４ ５．８
′ｌｌヽ　ロ
計 （％） ２４３ １００ ２２９

Ｑ１３－２－Ｄ．市町村の広報 の配布範囲

カテゴリー名 件数 割合（％） 有効割合（％）

１ 児童生徒の各家庭 １０ ４．１ ４．６

２　学 区内全戸 １７８ ７３．３ ８１．３

３　回覧版 ６ ２．５ ２．７

４　その他 ２５ １０．３ １１．４

虫回生 ２４ ９．９
′Ｉｌヽ ｌ：コ
計 （％ ） ２４３ １００ ２１９

Ｑ１３－３－Ｂ．教育委 員会のホームページの活動

カテゴリー名 件数 割合（％） 有効割合（％）

１．行っている ・１２６ ３０．７ ３４

２　行っていない ２４５ ５９．６ ６６

無回答 ４０ ９．７
３７１計 （％） ４１１ １００

ー４３５－



Ｑ１３－３－Ｃ・教育委 員会 のホームページの発行頻度

カテゴリー名 件数　 ３７ 割合（％）　２９４有効割呑（％）　３１．１

１

１．年１回

２．毎学期 １５ １１．９

１９
３．毎月

’■■■■■■■■‾ヽ
２４ ２．６

２０．２４．隔週 ０ ０

３．２
５．毎週 ４ ０

３．４

３２．８
６．その他 ３９ ３１

５．６
牽 回答 ７

計 ％） １２６ １００ １１９

Ｑ１３－３－Ｄ・教育委員会のホームページの閲覧範囲

ｌ　　　　　　　　 カテゴリー名 件数 割合（％） 悟効割宣（％）

１００

　０

ｌｌ．誰でも閲覧可　臣と １１７ ９２９
１２・関東剋塾 蓮 る ０ ０
舞回答 ９ ７．１
臥 塑Ｌ二二 １２６ １００ １１７

Ｑ１４－１－Ｂ・公聴活動 （地域 懇談会の要望）

テコｌ－ 件数

１４４

割合（％）　３５有効割合（％）　亘 ７　６２．３１．ある

２．ない ２３８ ５７．９

７１
奉回答 ２９
計 （％） ４１１ １００ ３８２

Ｑ１４－１－Ｃ・地域懇談会の年間総件数　　　　　　　　ヽヽ

テコＩ－ 件数　 ４２ 割合（％）　２９２有効割合（房）

３⊇・３

１至・７

１Ｚ・５

蔓・２

１２・Ｚ

１上６

１５：ユ

１＿～２

３～４ ２１

２２
５～６ １４．６

１５３７～８ ４ ２８
９～１０ １６ １１１
１１～１２　ヽ ２ １．４
１３以上 １９ １３．２

１２．５
牽回答 １８

計 （％） ▲１４４ １００
　　　　　　　 １２６

最 大値＝５０ 最 小値＝ト

Ｑ１４－１－Ｄ・地域懇談会の 多い要望

出 ⊥　　　　　 力丁コリー名 件数 割合（％） 有効割合（房）　５９こ§　５⊇・７　５５１
１．子校の対応 ８１ ５６．３

５０７２．施設設備　　ヒｉ ７３
３．生徒指導

４．教職員関連
７５ ５２．１

２０ １３．９

２５．７

１‾
５．部活動

６．その他
・３７ 生７

２７２１８ １２５ １垂．２
塑回答 ８ ５６
計（％） １４４ １００ １３６

Ｑ１４－２－Ｂ・公聴活動 （電話の要望）　　　　　　　■■ ヽヽ

丁コｌ－ 件数

１５１

割合（％）　３６７有効割合（型　４３こ§１．ある

２．ない １９５ ４７．４

１５８
蟹回答 ６５ 堕：４

計 （％） ４１１ １００ ３ヰ６

ー４３６－



：倉†４－ ２－ Ｃ・電 話 の 年 間 総 件 数

カテ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％・）

玩ん５ ５８ ３８．４ ４３．９

き転′・” １０ ３９ ２５．８ ２９．５

狙 ′｝１５
６ ４ ４．５

滴 ” ２０
１０ ６．６ ７．６

２１′－２５ １ ０．７ ０．８

２６′｝３０ ２ １．３ １．５

一三汁” ３５ ０ ０ ０

＿う６′－４０ ＿１ ０．７ ０．８

払 １′－４５
０◆ ０ ０

強６～ ５０ ４ ２．６ ３

格 １以 上 １１ ７．３ ８．３

転 回 答 １９ １２．６

ノいヽ
言 （％ ） １５１ １００ １３２

最 大 値 ＝５００ 最 小 値 ＝１

ｂ１４－２－Ｄ．電話の多い要望

カテゴリー名 件数 割合（％） 有効割合（％）

１′学校の対応 １００ ６６．２ ６８

２ 施設設備 ３０ １９．９ ２０．４

３　生徒指導 ９２ ６０．９ ６２．６

４．教職員関連 ７０ ４６．４ ４７．６

５．部活動 ４５ ２９．・８ ３０．６

６．‾その他 １３ ８．６ ８．８

無回答 ４ ２．６

塗 （％） １５１ １００ １４７

Ｑ１４－３－Ｂ．公聴活動 （手紙 ・はがきの要望）

カテゴリー名 件数 割合（％） 有効割合（％）

１ ある １００ ２４．３ ２９．２

２　ない ２４３ ５９．１ ７０．８

触回笈 ６８ １６．５

′いヽ　ロ
計（％）

４１１ １００ ３４３

（数量）

Ｑ １４ － ３ － Ｃ ．手 紙 ・は が き の 年 間 総 件 数

カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１～ ５ ６５ ６５ ７６．５

６～ １０ １４ １４ １６．５

１１～ １５ ０ ０ ０

１６～ ２０ １ １ １．２

２１以 上 ５ ５ ５．９

虫 回 生 １５ １５
′ｌｌヽ　 ロ
計 （％ ） １００ １００ ８５

最 大 値 ＝２００ 最 小 値 ＝１

Ｑ １４ － ３ － Ｄ ．手 紙 ・は が き の 多 い 要 望

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１ 学 校 の 対 応 ５９ ５９ ６１．５

亘 施 設 設 備 ２３ ２３ ２４

３　 生 徒 指 導 ３４ ３４ ３５．４

４　 教 職 員 関 連 ４１ ４１ ４２．７

５ 部 活 動 １６ １６ １６．７

・ ｌロ ′６ そ の 他 ８ ８ 乱 ３

†
無 回 答 ４ ４

９６十 （％ ） １００ １００

－４３７－

（数量）



Ｑ１４－４－Ｂ．公聴活動（議員を介しての要望）
カテ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１．あ る １４４ ３５ ４１．５
２．な い ２０３ ４９．４ ５８５
無 回 答 ６４ １５．６
計 （％ ） ４１１ １００ ３４７

Ｑ １４－ ４－ Ｃ．議 員 を介 して の 年 間 総 件 数

カテ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）
１～ ２ ５０ ３４．７ ３９．７
３～ ４ ２２ １５．３ １７．５
５～ ６ ２７ １８．８ ２１．４
７～ ８ ０ ０ ０
９～ １０ １８ １２．５ １４．３
１１～ １２ ０ ０ ０
１３～ １４ ０ ０ ０
１５～ １６ ２ １．４ １．６
１７～ １８ ０ ０ ０
１９以 上 ７ ４．９ ５．６
無 回 答 １８ １２．５
計 （％ ） １４４ １００ １２６

最 大 値 ＝１００ 最 小 値 ＝１

Ｑ １４－ ４－ Ｄ．議 員 を 介 して の 多 い 要 望

カテ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）
１．学 校 の 対 応 ７１ ４９．３ ５０．４
２．施 設 設 備 ９８ ６８．１ ６９．５
３．生 徒 指 導 ４８ ３３．３ ３４
４．教 職 員 関 連 ４７ ３２．６ ３３．３
５．部 活 動 ２７ １８．８ １９．１
６．そ の 他 ６ ４．２ ４．３
蟹 回 答 ３ ２．１
計 （％ ） １４４ １００ １４１

Ｑ １５．所 管 の 学 校 の 自 己 点 検 ・評 価 の 結 果 の 公 表

カテ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％） 有 効 割 合 （％ ）
１．教 育 委 員 会 で 一 括 して 公 表 して い る ２ ０．５ ０．５
２．す べ て の 学 校 に 義 務 づ け て い る １０ ２．４ ２．５
３．学 校 に 任 せ て いる ２５１ ６１．１ ６２．７
４．公 表 に つ い て検 討 中 で あ る ８４ ２０．４ ２１
５．公 開 す る予 定 は な い ４６ １１．２ １１．５
６．そ の 他 ７ １．７ １．８
無 回 答 １１ ２．７
計 （％ ） ４１１ １００ ４００

Ｑ１６－ １．学 校 評 価 に 関 す る研 究 校 を 指 定 して い る

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）
１．は い １４ ３．・４ ３．８
２．い い え ３５７ ８６．９ ９６．２
蟹 回 答 －　４０ ９．７
計 （％ ） ４１１ １００ ３７１

Ｑ １６－ ２．学 校 評 価 に 関 す る 手 引 書 を 作 成 して い る

カテ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有効 割 合 （％ ）
１．は い １８ ４．４ ４．９
２．い い え ３５３ ８５．９ ９５．１
墾 回 答 ４０ ９．７
計 （％ ） ４１１ １００ ３７１

－４３８－

（数量），



１６－３ 学 交評価に関する研修を実施している

′Ｑ　　　　　　 ヵテゴリー名 件数 割合（％） 有効割合（％）

１ はい １１９ ２９ ３２．１

２ いいえ ２５２ ６１．３ ６７．９
義回答 ４０ ９．７

許 ％） ４１１ １００ ３７１
Ｐ

出 欠章…　 寧　 利 用 して い る

カテ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

は い ８６ ２０．９ ２３．４

１ 一 ２８１ ６８．４ ７６．６

妊 回 生 ４４ １０．７

′ｌｌヽ　 ロ
（％ ）

４１１ １００ ３６７

Ｐ

Ｑ １６－ ５．独 自 の 学 校 評 価 票 を作 成 して い る

‾ゴ ｌ－ 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１ は い １２３ ２９．９ ３■３．５

２ い い え ２４４ ５９．４ ６６．５

毒 回 生 ４４ １０．７

′いヽ ｌ：コ
（％ ） ４１１ １００ ‾３６７

ロ

Ｑ１６－６．学校評価に取 り組 んでいる先進校の事例 を紹介 している

カテゴリー名 件数 、 割合（％） 有効割合（％）

１‾　はい １２７ ３Ｐ．９ ３４．３

２　いいえ ２４３ ５９．１ ６５．７

蕪回答 ４１ １０

計 （％） ４１１ １００ ３７０

Ｑ１６－７．教育行政上 、学校 評価を重点項 目の一つとして取り上 げている

カテゴリー名 件数 割合（％） 有効割合（％）

１ はい １５５ ３７．７ ４１．９

２ いいえ ２１５ ５２．３ ５８．１

虫回生 ４１ １０
′ｔｌヽ　 口
計 （％）‾ ４１１ １００ ３７０

Ｑ１６－８ 学校 の外部評価の導入を推進している

カテゴリー名 件数 割合（％）
１ １８．７

有効割合（‾％）　２０．９　７９．１

１．はい ７７

２．いいえ ２９１１　 ７０．８

ｔ　 ｌＯ．５無回答 ４３
３６８計 （％） ４１１ １００

Ｑ１６－９ 個別の学校評価結果を集めて検討している

カテゴリー名 件数 割合（％）

１６．８

７３

１０．２

１００

有効割合（％）

１８．７

　８１．３
１．はい ６９

２．いいえ ３００

無回答 ４２
３６９計 （％） ４１１

Ｑ１６－１０．基本的に学校の姿勢にゆだねている

カテゴリー名 ・ 件数 割合（％）

８０．８

１０．９

８．３

１００

有効割合（％〕　８８．１＿＿

１１＿二９

１．はい ３３２

２．いいえ ４５

無回答 ３４
３７ラ

計 （％） ４１１

ー４３９－－



Ｑ１７．評価の項 目として重点的に取 り上げて欲 しいもの

カテゴリー名 件数 割合（％） 有効割ム（％）
１．学校の教 育 目標 １８５ ４５ Ｉコロ　４６．４

２．特色ある教育課程 経営 （新学習指導要領への対応 ） ３３４ ８１．３ ８ｊ．７
３．保護者との教育連携 （ＰＴＡ等） １３５ ３２．８ ３３．岳
４．地域との教育連携 （学校評議 員等） １４７ ３５．８ ３６．岳
５．校内 １校外 研修 ８５ ２０．７ ２１．３
６．校務分掌 ・運営組織 ３１ ７．５ ナ８
７．教職員人事 － ７ １．７ １．８
８．施設設備 ‖ ２．７ ２二８
９．学校評価活動 ４１ １０ １（ｉ．３
１０．教職 員の意識向上 １９０ ４６．２ ４７．６
１１．学校予算 １０ ２．４ ２．５
１２．その他 １ ０．２ ０．３
蟹回答 １２ ２．９
計 （％） ４１１ １００　　　　　 ３９９

Ｑ１８．外部による学校評価
カテ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ラ

１．全 く期 待 しな い ３ ０．７ ０．７
２．あ ま り期 待 しな い ７３ １７．８ １８，１
３．な ん ともい え な い １７６ ４２．８ ４３．６
４．か な り期 待 す る １３８ ３３．６ ３４．２
５．非 常 に 期 待 す る １４ ３．４ ３．５
蟹 回 答 ７ １．７
計 （％ ） ４１１ １００ ４０４

Ｑ １９．学 校 評 価 が 定 着 して い く上 で の 検 討 課 題

カ テ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）
１．評 価 項 目 や 内 容 の 精 選 化 １９９ ４８．４ ４９．８

２・評 価 す る た め の 特 別 な 組 織 （評 価 委 員 会 な ど ）の 設 置 ６７ １６．３ １６．８
３．評 価 結 果 の 効 果 的 活 用　　　　■く■■－ ２５０ ６０．８ ６２．５

４・－ れ ま で も 汀 わ れ て き た 年 度 末 反 省 の 形 式 か ら の 脱 皮　　　　ヒ　　　 」」 １０７ ２６ ２６．８

５．現 状 維 持 を 指 向 し が ち な 学 校 の 意 識 改 革　　　　　　　土ヽ ヽ １３９ ３３．８ ３４．８

６．評 価 そ の も の に 対 す る 敏 速 姿 勢 の と き ほ ぐ し ２６ ６．３ ６．５
７．評 価 を 円 滑 に す す め る た め の 研 修 機 会 の 強 化　ノ‘‾　 ヒ■　　 　ヽ － ７１ １７．３ １７．８

８．町 政 指 導 の 評 価 ン ス 丁 ム の 構 築 （試 案 の 提 示 ）　∠　 だ鼻 ⊥　　 コ凸乙－ １０ ２．４ ２．５

９． 自 律 的 子 校 経 営 へ の 息 識 向 上 ２２９ ５５．７ ５７．３
１０地 域 ・保 護 者 へ の 啓 発 活 動 ８０ １９．５ ２０
１１．そ の 他 ２ ０．５ ０．５
牽 回 答 １１ ２．７
計 （％ ） ４１１ １００ ４００

Ｑ２０・学 校 評 価 が 次 年 度 の 学 校 経 営 活 動 や 教 育 活 動 の 改 善 に 役 立 て られ て い る か

カテ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）
１＿＿．全 く役 に 立 って い な い ０ ０ ０
２．あ ま り役 立 って い な い ３９ ９．５ ９９
３．どち らとも い え な い １４１ ３４．３ ３５．９
４．か な り役 立 って い る ２０４ ４９．６ ５１９
５．非 常 に 役 立 っ て い る ９ ２．２ ２．３◆
蟹 回 答 １８ ４．４
計 （％ ） ４１１ １００ ３９３

Ｑ２１．外 部 に よ る学 校 評 価 の 実 施 の 有 無

カテ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）
１．あ る ４９ １１．９ １２．２
２．な い ３００ ７３ ７４．４
３．（外 部 評 価 を行 うことを ）検 討 中 で あ る ５４ １３．１ １３．４
牽 回 答 ８ １．９
計 （％ ） ４１１ １００ ４０３

－４４０－



Ｑ２２．児童 生徒も評価活動に参加

カテゴリー名 件数 割合（％） 有効割合（％）

１．全く賛成しない １２ ２．９ ３
２．あまり賛成しない ７４ １８ １８．３
３．なん‾ともいえない １０１ ２４．６ ２５
４．ある程度賛成である １９３ ４７ ４７．８
５．全く賛成である ２４ ５．８ ５．９

無回答 ７ １．７
詳 （望） ４１１ １００ ４０４

Ｑ２３．学校評価 活動への児童生徒の参加 の有無

カテゴリー名 件数 割合（％） 有効割合（％）

１．ある ３３ ８ ８．３

２　ない－ ３２８ ７９．８ ８２．２

３．検討中である ３８ ９．２ ９．５

盤面答 １２ ２，９

ロ
（％） ４１１ １００ ３９９

Ｑ２４．学校評価の結果を保護者や地域住民に公開
カテゴリー 名 件数 割 合 （％） 有効割合 （％）

１．‾‾全く賛 成 しない ５ １．２ １．２

２‾二あまり賛 成 しない ３５ ８．５ ８，７

３．なんともいえない ７２ １７．５ １７．８

亘．ある程 度 賛 成で ある ２３９ ５８．２ ５９．２
５．全 く賛 成 である ５３ １２．９ １３．１

無 回 答 ７ １．７

計 （％ ） ４１１ １００ ４０４

－４４１－



Ｆｌ．都 道 府 県 別 市 町 村 教 育 委 員 会 数

カ テ ゴ リー 名 件 数 － 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ‾）

１．北 海 道 ２８ ６．８ ６二８

２．青 森 ７ １．７ １‾．７

３．岩 手 ７ １．７ １．７

４．宮 城 １３ ３．２ ３．云

５．秋 田 １１ ２．７ ２ラ

６．山 形 ３ ０．７ ０．７
７．福 島 １２ ２．９ ２．白

８．茨 城 １１ ２．７ ２．７
９．栃 木 ９ ２．２ ２．２
１０．群 馬 １０ ２．４ 乏．４

１１．埼 玉 ９ ２．２ ２．童‾

１２．ｒ千 葉　．．．．．．Ｌ ９ ２．２ ２．乏

１３．東 泉 ５ １．２ １．２

１４．神 奈 川 ６ １．５ １．５
１５．新 潟 ２１ ５．１ ５．１

１６．富 山 ５ １．２ １．２
１７．石 川 ２ ０．５ ０．５

１８．福 井 ４ １ １
１９．山 梨 ５ １．２ １．２

２０．長 野 １８ ４．４ ４．４
２１．岐 阜 １５ ３．６ ３．６

２２．静 岡 ８ １．９ １．９
２３．愛 知 １０ ２．４ ２．４

２４．三 重 ８ １．９ １．９
２５．一滋 賀　＿ＪＬ ８ １．９ １．９

２６．東 都 ２ ０．５ ０．５

２７．大 阪 ５ １．２ １．２
２８．兵 庫 ‖ ２．７ ２．７

２９．・奈 良 ８ １．９ １．９
３０．和 歌 山 ５ １．２ １．２
３１．鳥 取 ４ １ １

３２．島 根 ６ １．５ １．５
３３．岡 山 １１ ２二７ ２．７
３４．広 島 ９ ２．２ ２．２
３５．山 口 ９ ２．２ ２．２

３６．徳 島 ８ １．９ １．９

３７．香 川 ６ １．５ １．５
３８．愛 媛　一＿＿ ５ １．２ １．２

３９．最 知 ８ １．９ １．９
４０．福 岡 １２ ２．９ ２．９
４１．佐 賀 ９ ２．２ ２．２
４２．長 崎 ８ １．９ １．９
４３．熊 本 １２ ２．９ ２．９

４４．大 分 ６ １．５ １．５
４５．宮 崎 ５ １．２ １．２

４６．鹿 児 島 １１ ２．７ ２．７
４７．沖 縄 ７ １．７ １．７
牽 回 答 ０ ０

計 （％ ） ４１１ １００ ４１１

Ｆ２・自治 体 （市 町 村 ）の 人 口 規 模

カテ ゴ リー 名 件数 割 合 （％） 有効 割合 （妬 ）

１．５０万 以 上 ８ １．９ ２

２．３０万 人 以 上 ～ ５０万 人 未 満 ９ ２．２ ２．乏

３．１０万 人 以 上 ～ ３０万 人 未 満 ２３ ５．６ ５．７
４．５万 人 以 上 ～ １０万 人 未 満 ４３ １０．５ １０．６
５．３万 人 以 上 ～ ５万 人 未 満 ３２ ７．８ ７．９

６．１万 人 ５千 人 以 上 ～ ３万 人 未 満 ５５ １３．４ １３．５
７．８千 人 以 上 ～ １万 ５千 人 未 満 ８４ ２０。４ ２０．７
８．５千 人 以 上 ～ ８千 人 未 満 ６１ １４．８ １５

９．５千 人 未 満 ９１ ２２．１ ２２４
蟹 回 答 ５ １２
計 （％ ） ４１１ １００ ４０６

－４４２－



仏 （市町村）の種 類

カテコリー名 件数 割合（％） 有効割合（％）　０．７　０．５　９８．８

１ 指定都市 ３ ０．７

２ 特丹一区 ２ ０．５

３ １ ２．以外 ４０１ ９７．６

　 ヽ毒回生 ５ １．２
ｔ　　　　 ４０６′ｌｌヽ　ｒコ

（％）
４１１ １００

＿１　 町 、 育委　 会の只管　 小学 交

Ｆ４　　　　　　 カテゴリー名 件数 割合（％）　２８

２４．６

１２．４

有効割合（％）

２８．４
２４．９

１２．６

８．４

６．２

４．９

２．５

２

１０．１

１～２校 １１５

３′－４校 １０１

５～６校 ５１

７～８校 ３４ ８．３

９～１０板‾‾ ２５ ６．１

１１～１２校 ２０ ４．９

１３～１４校 １０ ２．４

１５”１６校 ８ １．９

１７校以上 ４１ １０

鍍回答 ６ １．５
４０５蓋、、（％）　　　　　　　　　　　　　　　 １　 ４１１ １００

最　 値＝１３６ 最 小値＝１

（数量）

太 東 ロ ム　　 陰　　　 膳 大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （

　 ｌ司 資　　　 カ テ ゴ リ ー 名

１校

件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

１９８ ４８．２ ４９．１

Ｘ
２較

６０ １４．６

８．８
１４．９

８．９

６．９
３校 ３６

ｉ‾校 ２８ ６．８

５校 ２１ ５．１ ５．２ ●

６校 １１ ２．７ ２．７

１．７ラ校

８校

７ １．７
４ １ １ －

１

ｑ阜

１．２

０．了

０．２

９校 ４ １

１０校 ２ ０．５

１１校 ５ １．２－

１２校 ３ ０．７

１３校 １ ０．２

１４校 ０ ０ ０

０．７１５校 ３ ０．７

１６校 ０ ０ ０

５１７ 交 以 上 ２０ ４．９
無 回 答 ８ １．９

１００計 （％ ） ４１１ ４０３
最 大 値 ＝６３　 最 小 値 ＝１

Ｆ４ － ３　 町 、 育 夫　 会 の Ｐ 管　 る 高 交

女　 カ テ ゴ リ ー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 （％ ）

４２．８ ７９．６

１５ ４
０ １７６

３４

５

１ ８．３ Ｚ．３

１．４

０

２ １．２

３
３ ０．７

４ ０ ０ ０ ５
５ １ ０．２ ０ ９
６以 上 ２ ０．５
無 回 答　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｔ　　 １９０ 　 ４６．２

１００

【≡ヨ

２２享
計 （％ ）　　　　　　　　　　　　　　　 ｔ白　　 ４１－１

苫支　 旦 ＝６　　 月支／＼旦 －

－４４３－

（数量）



Ｆ５．教育長の年齢
カテ ゴ リー 名　　　　　　　　　 ｌ　 件 数 割 ム （朋 ） 有 効 割 合 （％ ）　　０３

０～ ４７歳
１

ロ ロ　 ０　　０２

４８～ ４９歳 １ ０２ ０３
５０～ ５１歳 ７ １７ １８
５２～ ５３歳 １ ０２ ０３
５４～ ５５歳 ２０ ４９ ５
５６～ ５７歳 １６ ３９ ４
５８～ ５９歳 ４０ ９．７ １０

１２．３

１４．５

１５．３

１３．８

１０．８

７．３

２．５

１．３

０．８

６０～ ６１歳 ４９ １１．９
６≧γ ６３歳 ５８ １４１
６４～ ６５歳 ６１ １４８
６６～ ６７歳 ５５ １３４
６８～ ６９歳 ４３ １０５
７０～ ７１歳 ２９ ７１
７２～ ７３歳 １０ ２４
７４～ ７５歳 ５ １２
７６歳 以 上 ３ ０７
蟹 回 答 １２ ２９
計 （％ ） ４１１ １００ ３９９－
些 し 整 室 長 の 性 別　　　　　　　　 最 大 値 ＝８０ 最 小 値 ＝３８　　 （

テ ゴ ｌ－ 件 数　３９６ 割 合 （％ ）　９６．４

１９

有 効 割 合 （％）
１．男 性

２．女 性
８ ２

蟹 回 答 ７ １７
計 （％ ） ４１１ １００ ４‾６４

Ｆ７．教 育 長 の 勤 務 年 数

カテ ゴ リー 名 件 数 割 合 （％ ） 有 効 割 合 蜃 ）

１３二４

１７６

１．１年 未 満 ５４ １３１
２．１年 以 上 ～ ２年 未 満　　ヽ ７１ １７．３
３．２年 以 上 ～ ４年 未 満　　ヽ １１９ ２９ 全９５
４．４年 以 上 ～ ６年 未 満 ６８ １６．５ １６９
５．６年 以 上 ～ ８年 未 満　　ヽ ６０ １４．６ １４‾豆

６．８年 以 上 ～ １０年 未 満　　ヽ １９ ４．６ ヰ７

７．１０年 以 上 ～ １２年 未 満 １０ ２４ ＿＿旦 ５‾

０５８．１２年 以 上 ２ ０．５

１．９

１００

牽 回 答 ８
計 （％ ） ４１１ ヰ０３

－４４４－



平成１４年１１月２１日

自律的学校経営に関する全国調査（小学校ヰ学校の校長先生）

単純集計（２回目）　　１塁０９性
※　小学校・中学校の併置校を除く

Ｑｌ．理想やイメージに即した学校経営

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．ほ ぼ 完 全 に で きて い る ３２（ ２．０） １９（ １．８） １３（ ２．３）

２．あ る 程 度 は で き て い る １１８１（７３．４） ７６４（７２．５） ４１７（７５．り

３．あ ま りで き て い な い ３８５（２３．９） ２６４（２５．０） １２１（２１．８）

４．ま った くで き て い な い ３（ ０．２） １（ ０．１） ２（ ０．４）

無 回 答 ８（ ０．５） ６（ ０．６） ２（ ０．４）

Ｑ２．理想やイメージに即した学校経営が実行できない大きな要因

カテゴ リー名 合 計 １．小 学校 ２．中 学 校

合 計 ３８８（１００．０） ２６５（１００．０） １２３（１００．０）

１．教 職 員 配 置 の不 自 由さ ２１０（５４．１） １２８（４８．３） ８２（６６．７）

２．教 職 員 数 の 不 足 １８９（４８．７） １２４（４６．８） ６５（５２．８）

３．学 校 予 算 執 行 の不 自 由さ １８７（４８．２） １３３（５０．２） ５４（４３．９）

４．教 育 委 員会 の 支 援不 足 ４４（１１．３） ３０（１１．３） １４（１１．４）

５　諸 規 則 等 の しば り ４８（１２．４） ２８（１０．６） ２０（１６．３）

６．地 域 か らの 多 様 な要 望 ２３（ ５．９） １４（５．３） ９（７．３）

７　 児童 ・生 徒 に起 因す る諸 問題 ６７（１７．３） ３５（１３．２） ３２（２６．０）

８．管 理 職 の 権 限 の 弱 さ １４７（３７．９） １０１（３８．１） ４６（３７．４）

９．教 職 員 団 体 等 との 対 立 ７３（１８．８） ５６（２１．１） １７（１３．８）

１０．教 職 員 の や る気 や 力量 の不 足 １７６（４５．４） １２０（４５．３） ５６（４５．５）

１１．管 理 職 の 多忙 ６２（１６．０） ４３（．１６．２） １＿９（１５．４）

１２．教 職 員 の 多忙 １６７（４３．０） １０８（４０．８） ５９（４８．０）

１３．組 織 体 としての 力 量 不 足 １７２（４４．３） １２７（４７．９） ４５（３６．６）

１４．情 報 の 不 足 や 錯綜 １５（３．９） １３（４．９） ２（ １．６）

１５．保 護 者 か らの 多様 な要 望 ３３（８．５） ２４（ ９．１） ９（ ７．３）

１６　 その 他 ３５（９．０） ２４（ ９．１） １１（ ８．９）

無 面答 １（０．３） １（０．４） －（　 －）

Ｑ３－１．教育委員会の支援体制の強化

カテゴリー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学校

合 計 １６０９（１００’．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１ 全 く必要 でない ２（０．１） １（０．１） １（０．２）

２　あま り必 要 でない ６４（４．０） ４３（４．１） ２１（ ３．８）

３　どち らとも思 わ ない ２５６（１５．９） １６５（１５．７） ９１（１６．４）

４　 か な り必 要 である ９７３（６０．５） ６４７（６１．４） ３２６（５８．７）

５　全 く必 要 であ る ２８７（１７．８） １８２（１７．３） １０５（１臥９）
蕪 回 答 ２７（ １．７） １６（１．５） １１（２．０）

Ｑ３－２．学校の評価システム（外部評価も含む）の確立

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

ム 計 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

ロ ロ
１ 全 く必 要 で な い

５（ ０．３） ３（ ０．３） ２（ ０．４）

２　 あ ま り必 要 で な い ８０（ ５．０） ５５（ ５．２） ２５（ ４．５）

３　 ど ち らとも 思 わ な い ３４７（２１．６） ２２５（２１．３） １２２（２２．０）

４．か な り必 要 で あ る ９３０（５７．８） ６１６（５８．４） ３１４（５６．６）

５．全 く必 要 で あ る ２３５（１４．６） １５０（１４．２） ８５（１５．３）

無 回 答 １２（０．７） ５（ ０．５） ７（ １．３）

－４４５－



Ｑ３－３．学校の情報公開の促進

カテゴリー 名 合 計 １．小 学校 ２・堂 学 父

５５５（１０００）
合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０）
１．全 く必 要 でな い ３（０．２） １（０．１） ２（０４）
２．あ まり必 要 でない ７９（４．９） ５３（ ５．０） ２６（４７）
３．どちらとも思わ な い ３８８（２４．１） ２７０（２５．６） １１８（‾２１３）
４しか な り必 要 である ９２３（５７．４） ５９２（５６．２） ３３１（５９６）
５．全 く必 要 である． ２０１（１２．５） １３１（１２４） ７ｄ（１２．６）

８（ １．４）無 回答 １５（０．９） ７（０：７）

Ｑ３－４・学校選択の導入・通学区域の弾力化

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２　 中 学 校
合 計 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０）　 ・茎

５－５５（１０００）１＿．全 く必 要 で な い ７９（ ４．９） ５８（ ５．５） ２１（ ３８）
２。あ ま り必 要 でな い ３７３（２３．２） ２４４（２３．り １２９（２３‾至）
３．どち らとも 思 わ な い ６２８（３９０） ４０４（３８．３）

２７１（２５．７）

２２４（４０．室）

１４５（２６１）
４．か な り必 要 で あ る ４１６（２５．９）

５．全 く必 要 で あ る ９５（ ５．９） ６５（ ６．２） ３０（ ５４）
無 回 答 １８（ １．１） １２（ １．１）＿ ６（ １：ｊ‾∋

Ｑ３－５．学校評議会の設置

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２　 中 学 校
合 計 １６０９（１０００） １０５４（１０００） ５５５（１００．０）

１５（ ２７）
１．全 く必 要 で な い ４５（ ２．８） ３０（ ２．８）
２．あ ま り必 要 で な い ２３３（１４．５） ‘１５８（１５．０） ７５（１３５）
３．ど ち らとも思 わ な い ５６８（３５．３） ３５７（３３．９） ２１１（３８０）
４，．か な り必 要 で あ る ‾　５９１（３６．７） ３９９（３７．９） １９２（３４６）
５．全 く必 要 で あ る １４７（ ９．り ９６（ ９．１） ５１（ ９２）
無 回 答 ２５（ １．６） １４（ １．３） １１（ ２．０）

Ｑ３－６・教職員の人事考課・管理の充実

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校

１０５４（１００．０）

７（ ０．７）

１２．中 学 校

５５５（１００．０ラ

３（ ０５）

合 計 　 Ｐ
１６０９（１０００）１．全 く必 要 でな い １０（ ０．６）

２．あ ま り必 要 でな い ７６（ ４．７） ４８（ ４．６） ２８（ ５０）
３．どち らとも 思 わ な い

４，か な り必 要 で あ る

２８０（１７．４） １７６（１６．７） １０４て１８．７）

８９３（５５．５） ５８０（５ち．０） ３１３（５６４）
５．全 く必 要 で あ る ３３５（２０．８） ｒ２３２（２２０） １０３（１８．‾６）

４（ ０．７）無 回 答 １５（ ０．９） １１（ １．０）

Ｑ３－７．校長の権限の強化

カテゴ リー 名 合 計 １ 小 学 校 ２・中 学 茎＿＿＿

５５５（１００・０＿２

２（ ０．４）

会 計 １６０９（１０００）　 ス
１０５４（１００．０）

１（ ０．１）
１．全 く必 要 で な い ３（ ０．２）
２．あ ま り必 要 で な い １６（‾１．０） １３（ １．２） ３（ ０．５）
萱＿，ど ち らとも思 わ な い １５６（ ９．７） １１０（１０．４） ４６（ ８．３ラ

４ ．か な り必 要 で あ る ８７９（５４．６） ５９２（５６．２） ２８７（５１７）
５．全 く必 要 で あ る ５３９（３３．５） ３３０（３１３） ２０９（３７‾ラ）
舞 回 答 １６（ １．０） ８（ ０：８） ８（ １．４）

－４４６－



Ｑ３－８．学校への人事．教職員配置の権限委譲の徹底化

カテゴ リー名 合計 １．小 学 校 ２．中学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 く必要 でない ２（０．１） －（　 －） ２（ ０．４）

２．あま り必要 でない ２２（１．４） １７（ １．６） ５（ ０．９）

３．どち らとも思わ な い １７５（１０．９） １２３（１１．７） ５２（ ９．４）

４．か なり必 要 である ‾８７９（５４．６） ５７８（５４．８） ３０１（５４．２）

５．全 く必 要 である ５１８（３２．２） ３２８（３１．１） １９０（３４．２）

無 回 答 １３（０．８） ８（＿０．８） ５（０．９）

Ｑ３－９．学校への教育課程編成権の委譲の徹底化

カテゴ リー 名 合 計 １．小学 校 ２．中学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 く必 要 でない ３（０．２） １（０．１） ２（０．４）

２．あま り必 要 でない ２６（ １．６） １９（ １．８） ７（ １．３）

３．どちらとも思 わ ない ２８９（１８．０） ２０９（１９．８） ８０（１４．４）

４．か なり必 要 である ９１４（５６，８） ５８６（５５．６） ３２８（５９．１）

５．全 く必要 である ３６４（２２．６） ２‾２９（２１．７） １３５（２４．３）

無 回答 １３（０．８） １０（０．９） ３（０．５）

Ｑ３－１０．学校予算権の学校への委譲強化

カテゴリー 名 合計 １．小 学 校 ２．ヰ 学 校

合 計 １６０９（１．００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 く必要 でない １（０．１） １（０．１） －（　 －）

２．あま り必 要 でない ９（０．６） ６（０．６） ３（０．５）

３．どち らとも思わ ない １５７（９．８） １０７（１０．２） ５０（９．０）

４．か なり必 要 である ８９６（５５．７） ５８９（５５．９） ３０７（５５．３）

５．全 く必要 であ る ５３５（３３．３） ３４２（３２．４） １９３（３４．８）

無 回答 １１（０．７） ９（ ０．９） ≡（０二４）

Ｑ３－１１．教員の専門的自律性の保障

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ‾ ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 く必 要 で な い ３（ ０．２） ３（ ０．３） －（　 －）

２．あ ま り必 要 で な い ３１（ １．９） ２１（ ２．０） １０（ １．８）

３．どち らとも思 わ な い ４３０（２６。７） ２６３（２５．０） １６７（３０．１）

４．か な り必 要 で あ る ８９８（５５．８） ５９６（５６．５） ３０２（５４．４）

５．全 く必 要 で あ る ２２４（１３．９） １５６（１４．８） ６８（１２．３）

無 回 答 ２３（ １．４） １５（ １．４） ８（ １．４）

Ｑ３－１２．学校の説明責任（アカウンタビリテイ）の履行

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 く必 要 で な い １（ ０．１） １（ ０．１） －（　 －）

２．あ ま り必 要 で な い ２７（ １．７） １９（ １．８） ８（ １．４）

３．どち らとも思 わ な い ２７６（１７．２） １８４（１７．５） ９２（１６．６）

４．か な り必 要 で あ る ９８０（６０．９） ６３７（６０．４） ３４３（６１．８）

５．全 く必 要 で あ る ３１４（１９．５） ２０６（１９．５） １０８（１９．５）

無 回 答　 ＿ １１（ ０．７） ７（ ０．７） ４（ ０．７）

ー４４７－



Ｑ４・「自律的学校経営」をどのようなものとイメージしているか

カ テ ゴ リー 名 合 計 １ 小 学 校 ２・中 学 壁

５５５（１００．０）
合 計

」＿
１６０９（１００．０） １０５４（１００．０）

１．校 長 の 裁 量 権 の 拡 大

ｌ当 ⊥

６４０（３９．８） ４００（３８．０） ２４０（４３ニラ）

２・子 校 の 予 算 編 成 ・執 行 権 及 び 人 事 権 の 拡 大

３・学 校 運 営 の た め の 機 能 的 な 組 織 づ くり

４†学 校 の 説 明 責 任 （ア カ ウ ン タ ビ リテ イ）の 履 行

⊥

９５６（５９．４） ６１６（５８．４）・ ３４０（６１．ｊ）

４１８（２６．０） ２７５（２６．１） １４３（２５．８）

２０７（１２．９） １３７（１３．０） ７０（１２６）

５・学 校 の 教 育 理 念 ゼ ジ ョン の 明 確 化 ６１８（３８．４） ４１８（３９．７） ２００（３６６）
６．特 色 あ る 学 校 づ くり　⊥　　　 ◆ ４１６（２５．９） ２７３（２５．９） １４３（２５８）

フ ．校 長 の リー タ ー シ ップ の 発 揮

⊥

３９８（２４．７） ２６１（２４．８） １３７（２４．ラ）

８・学 校 独 自 の 教 育 課 程 の 編 成

９・学 校 運 営 に お け る 自 己 決 定 ・自 己 責 任 の 重 視

３２７（２０．３） ２０４（１９．４） １２３（２２．至）

４８３　３００ ３３７（３２．０）

１３８（１３．１）

１４６（２６二３）

７６（１３７）
１０．開 か れ た 学 校 づ くり　　白

２１４（１３．３）

１１．教 員 の 専 門 的 自 律 性 の 保 障 １０７（ ６．７） ７３（ ６．９） ３４（ ６１）
１２．そ の 他 ２（ ０．１） ２（ ０２） －（ －）
舞 回 答 ２（ ０．１） ２（ ０．２） －（ －）

Ｑ５－１・本校では・教職員が教育問題の解決のために積極的に取り組んでいる

カテゴ リー名 合 計 １．小学校 ２．中学 校
合計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１０００う
１．全 くそっ感 じない ２（０．１） －（ －） ２（０４）
２，＿あまり感 じない ５３（３．３） ３５（３．３） １８（３２）
３．少 しそつ感じる ４１８（２６．０） ２９２（２７．７） １２６（２２７）
４．かな りそう感 じる ９４５（５８．７） ６０８（５７．７） ３３７（６０７）
５．全くそう感じる １８１（１１．２） １１０（１０４） ７１（１２・８２

１（０・…２無 回答 １０（０．６） ９（０：９）

Ｑ５－２・本校では、教職員の研修はとても活発である

カテゴリー 名 合計 １ 小学 校 ２．中学校 ‾

５５５（１０００）
合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０）
１．全くそっ感 じない ５（０．３） １（０．１） ４（０７）
２．あまりそっ感 じない ２２６（１４．０） １２７（１２．０） ９９（１７８）
３．少 しそう感 じる ７０２（４３．６） ４２９（４０．７） ２７３（４９倉）
４．かなりそつ感じる ５８８（３６．５） ４３１（４０．９） １５７（２８３）
５．全くそつ感 じる ８１（５．０） ６２（５９） １９（３・４２

３（０．５）無回 答 ７（０．４） ４（０．４）

Ｑ５－３・本校の児童生徒は学校に対して十二分に満足している

カテゴリー名 合 計 １ 小 学校 ２．中学校 ‾

５５５（１０００）
会計 １６０９（１００．０）　　 Ｘ

１０５４（１００．０）１し全 くそう感 じない ２（０．１） ー（ －） ２（０４）
≧，あまりそつ感 じない ７１（４．４） ３２（３．０） ３９（７０）
∂．少 しそう感 じる ５９１（３６．７） ３８０（３６．り ２１１（３８０）
４．かなりそつ感じる ８８２（５４．８） ５９７（５６．６） ２８５（５１４）
塁＿．＿全くそっ感 じる ５５（３．４） ４０（３８） １５（２．ラ＿２

３（０．５）無回 答 ８（０．５） ５（０：５）

Ｑ５－４・本校の児童生徒は積極的に学習に取り組んでいる

カテゴ リー名 合 計 １ 小学校 ２．中学校

５５５（１０００）会計 １６０９（１００．０）　　 Ｘ
１０５４（１００．０）１．＿全 くそう感 じない １（０．１） １（０．１） －（ 二）

２二＿＿あまりそつ感 じない １４６（９．１） ７３（６．９） ７３（１３２）
亭，少 しそっ感 じる ７２０（４４．７） ４５９（４３．５） ２６１（４７０）
４Ｊかな りそっ感 じる ６８７（４２．７） ４８８（・４６３） １９９（３５９）
亭＿，全くそう感じる ４７（２．９） ２８（２７） １９（３．４）

３（０．５）舞 回答 ８（０．５） ５（０：５）

－４４８－



Ｑ５－５．教職員での合意形成は総じて円滑に行われる

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ｌ

１０５４（１００．０）ｌ

－（ －）ｔ

５６（ ５．３）

２４６（２３．３）

６４４（６１．１）

１００（ ９．５）

８（ ０．８）

２．中 学 校

５５５（１００．０）

１（ ０．２）

３４（ ６．１）

１４９（２６．８■）

３２０く５７．７）

４７（ ８．５）

４（・０．７）

合 計 １６０９（１００．０）

１．‾全 くそ う感 じな い １（ ０．１）

２．あ ま りそ う感 じな い ９０（ ５．６）

３．少 しそ う感 じる ３９５（２４．５）

４．か な りそ う感 じる ９６４（５９．９）

５．‾全 くそ う感 じる １４７（ ９．１）

１２（ ｑ．７）箋正‾‾‾口笈
′ｌｌヽ　　　ロ

Ｑ５－６．教育活動の様々な場面で、教職員からアイデアが活発に出される

カテゴリー名 合計 １．小学校 ｌ

１０５４（１００．０）
５（０．５）

１５７（１４．９）

２．中学校

５５５（１００．０）
５（０．９）

１００（１８．０）
２４３（４３．８＿）

１８０（３２．４）
２２（４．０）
５（０．９）

合計 １６０９（１００．０）

１０（０．６）１．全くそう感 じない
２　あまりそう感じない ２５７（１６．０）

ｒ３‾‾‾少しそう感じる ７１８（４４二６） ４７５（４５．１）
４　かなりそう感じる ５３９（３３．５） ３５９（３４．１）

５．‾全くそう感 じる ７５（４．７）　 ５３く５．０）

ｌ ５く０．５）彗回答 １０（０．６）

Ｑ５－７．日常的な学校経営場面において・「みんなで考える」ことを重視している

カテゴリー名　　　　　　　 ｌ 合計　 ｌ１．小学校 ｌ

１０５４（１００．０）

２．中学校

５５５（１００．０）会計

１ 全くそう感じない

●●●　＝ ｌ
－（　 －） －（ －） 一（ －）

３８（６．８）
１９５（３５．１）
２８１（５０．６）
３９（７．０）
２（０．４）

‾亘　あまりそう感じない １１１（６．９） ７３（６．９）

２９８（２８．３）き　少しそう感じる ４９３（３０．６）

４　かなりそう感じる ８４３（５２．４） ５６２（５３．３）

１１７（１１．１）
４（０．４）

５‾全くそう感 じる １５６（９．７）
蕪空電 ６（０．４）

Ｑ５－８．教職員間には、学校の教育目標や目指す児童生徒像が共有されている

カテゴリー名 合計　 ｌ１．小学校 ｌ

１０５４（１００．０）ｌ
１ １（０．１）ｌ
１ ８８（８．３）

２．中学校

５５５く１００．０）
２（０．４）

１ ５５（９．９）

２１５（３８．７）
２５５（４５．９）
２７（４．９）
１（０．字）

合計 １６０９（１００．０）
十 全くそう感じない ３（０．２）

２‾‾ぁまりそう感 じない １４３（８．９）

３‾‾‾少しそう感じる ５８８（３６．５） ３７３（３５．４）

オ　かなりそう感じる ７７１（４７．９） ５１６（４９．０）

５‾‾全くそう感 じる ９８（６．１） ７１（６．７）

５（０．５）壷回答 ６（０．４）

Ｑ５－９．教職員間には、協働して教育活動を促進していくことへの期待が共有されている

カテゴリー名 合計 １．小学校

１０５４（１００．０）
１（０．１）

６２（５．９）
３０９（２９．３）
５９３（・５６．３）

２．中学校

５５５（１００．Ｐ＿）

－（ 「）
２２（４．９）

１９５（３５．１・）
２９８（５３．７）
３９（７．０）
１（０．２）

苔計 １６０９（１００．０）

１（０．１）１ 全くそう感じない
２　あまりそう感じない ８４（５．２）
３　少しそう感 じる ５０４（３１．３）
４‾かなりそう感 じる ８９１（５５．４）

５ ‾全くそう感じる １２６（７．８） ８７（８．３）

２（０．２）義 塾萱 ３　０．２

－４４９－



Ｑ５－１０・学校の教育活動の促進に、教職員問の創意工夫を生かす柔軟性が確保されている

カテゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 父
合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１０００）
１．全 くそう感 じな い １（０．り １（０．１） －（ 二）

２．あまりそつ感 じな い ６９（ ４．３） ４０（３．８） ２９（ ５．２）
３．少 しそう感 じる ４９８（３１．０） ３１４（２９．８） １８４（３３２）
４．かな りそう感 じる ９２３（５７．４） ６１２（５８．１） ３１１（５６．０）
５．全 くそつ感 じる １１５（ ７．１） ８５（ ８．１） ３０（５４）
無 回 答 ３（０．２） ２（０．２） １（０・２二）

Ｑ５－１１・それぞれの学年や分掌の方針や取り組み状況は、学校全体として把握されている

カテゴリー 名 合 計 １．小 学 校 ２　 中学 校
合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１０００）
１．全くそう感 じない １（０．り －（ －） １（０．２）
２．あ まりそっ感 じない ７８（４．８） ５１（４．８） ２７（４．９）
３．少 しそっ感 じる ５１４（３１．９） ３４５（３２．７） １６９（３６．５）
４．か なりそ っ感 じる ８８９（５５．３） ５７６（５４．６） ３１３（５６４）
５．全 くそう感 じる １２４（ ７．７） ８０（７．６） ４４（ ７９）
無 回答 ３（０．２） ２（０．２） １（０．２）＿

Ｑ５－１２・教職員問には、学校の教育活動の促進に必要な情報を交流し普及させている

カテゴ リー 名 合 計 １．小学 校 ２．中学 校
合 計 １６０９（１０００）１０５４（１０００） ５５５（１００．０）

－（ －）
１．全 くそう感 じない －（　 －） －（　 －）

２．あま りそっ感 じな い ４７（ ２．９） ３３（３．１） １４（２５‾）
３．少 しそ う感 じる　　　ー■ ４７３（２９．４） ３１９（３０．３） １５４（２７．７）
４．か なりそっ感 じる ９２９（５７．７） ６０４（５７．３） ３２５（５８６）
５．全 くそ う感 じる １５６（．９．７） ９６（９．り ６０（１０８）
無 回 答 ４（０．２） ２（０．２） ２（０：４）

Ｑ６．校務分掌組織の再編の有無

カテゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学校 ‾
合 計 １６０９（１０００）１０５４（１００．０）

２１５（２０．４）

５５５（１００．０）

２２０（３９６）
１．は い ４３５（２７．０）
２．い いえ ５６４（３５．１） ３０１（２８．６） ２６３（４７４）
３．（組 織 の編 成 を）検 討 中 である １２２（７．６） ６０（５．７） ６２（１１２）
無 回 答 ４８８（３０．３） ４７８（４５．４） １０（ １．８）

Ｑ７－１・この学校は自律的な運営が行われていると思う

カテゴリー 名 合 計 １．小 学校 ２．中学 校
合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）
１．全 くそ う感 じない １（０．り －（ －） １（０．２）
２．あまりそっ感 じない １２９（８．０） ８１（ ７．７） ４８（８．６）
３．少 しそっ感 じる ６７３（４１．８） ４５２（４２．９） ２２１（３９８）
４．か な りそう感 じる ７４８（４６．５） ４８８（４６．３） ２６０（４６８）
５．全 くそう感 じる ４０（２．５） ２２（２．１） １８（３２）
無 回答 １８（ １．１） ’１１（ １．０） ７（１．３）

Ⅶ４５０－



Ｑ７－２．校務分掌は学校の実態に見合った効果的な組織になっている

カテゴ リー 名 合 計 １．小学 校 ２．中学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）
１．全 くそう感 じな い ６（０．４） ４（０．４） ２（ ０．４）

２．あま りそう感じな い １０９（６．８） ７３（ ６．９） ３６（６．５）

３．少 しそう感 じる ５９６（３７．０） ４０２（３８．１） １９４（３５．０）

４．か な りそう感 じる ８３５（５１．９） ５３６（５０．９） ２９９（５３．９）

５．全 くそう感 じる ５６（３．５） ３５（３．３） ２１（３．８）

無 回 答 ７（０．４） ４（０．４） ３（０．５）

Ｑ７－３．校務分掌組織は日常的な教育課題に十分対応できている

カテゴリー 名 合 計 １．小学 校 ２．中学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそう感 じない ２（０．１） ２（０．２） ー（　 －）

乏．あま りそ う感 じない １２６（７．８） ８４（８．０） ４２（７．６）

３．少 しそう感 じる ６２９（３９．１） ４２０（３９．８）．２０９（３７．７）

４．か なりそう感 じる ７９４（４９．３） ５１３（４８．７） ２８１（５０．６）

５．全 くそ う感 じる ４５（２．８） ２６（２．５） １９（＿３．４）

無 回 答 １３（０．８） ９（０．９） ４（ ０．７）

Ｑ７－４．校務分掌組織は管理職が率先して運営している

カテゴ リー 名 合 計 １．小 学校 ２．中 学校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそう感 じない １０（０．６） ４（ｒＯ．４） ６（ １．１）

２．あまりそう感 じない ３１３（１９．５） ２０４（１９．４） ′１０９（１９．６）

３．少 しそう感 じる ５５５（３４．５） ３６９（３５．０） １８６（３３．５）

４．かな りそう感 じる ６４３（４０．０） ４１５（３９．４） ２２８（４１．１）

５．全 くそう感 じる ７４（４．６） ５２（４．９） ２２（４．０）

無 回答 １４（０．９） １０（０．９） ４（０．７）

Ｑ７－５．各々の教職員の個性は現実の学校づくりに役立っている

カテゴ リー 名 合 計 １．小学 校 ２．中学 校

合計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそう感 じない ２（０．１） １（０．１） １（０．２）

２．あま りそう感 じない １３３（８．３） ８４（８．０） ４９（８．８）

３．少 しそう感 じる ６４８（４０．３） ４１３（３９．２） ２３５（４２．３）

４．かな りそう感 じる ７４２（４６．１） ５０１（４７．５） ２４１（４３．４）

５．全 くそう感 じる ７３（４．５） ４６（４．４） ２７（４．９）

無 回 答 ‖（０．７） ９（０．９） ２（０．４）

Ｑ７－６．校務分掌組織の見直しは毎年行っている

カテゴリー 名 合計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそう感 じない ‖ （０．７） ８・（０．８） ３（０．５）

２．あま りそう感 じな い １３４（８．３） ８４（ ８．０） ５０（９．０）

３．少 しそ う感 じる ４５４（２８．２） ２９２（２７．７） １６２（２９．２）

４．か なりそう感 じる ６８８（４２．８） ４５７（４３．４） ２３１（４１．６）

５．全 くそう感 じる ３１１（‾１９．３） ２０４（１９．４） １０７（１９．３）

無 回 答 １１（０．７） ９（０．９） ２（０．４）

－４５１－



Ｑ７－７・管理職の各分掌担当者との意思疎通は十分にとられている

カテゴ リー 名 合 計 １．小学 校 ２．中 学 父
合計　 ‾ １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１０６．０）
１．全 くそう感 じない －（　 －） －（　 －） －（ －）
２．あま りそう感 じない ６６（ ４．１） ４４（４．２） ２２（‾４．０）
３・．少 しそう感 じる ４９５（３０．８） ３４０（３２．３） １５５（２７９）
４．か なりそう感 じる ９２４（５７．４） ５９９（５６．８） ３２５（５岳．６）
５．全 くそ う感 じる １１９（ ７．４） ６７（ ６．４） ５２（ 白．４）
無回 答 ５（０．３） ４（０．４） １（ ０‾・≡）

Ｑ７－８．校務分掌の各組織問の連絡調整は十分に行われている

カテゴ リー 名 合 計 １．小学 校 ２．中 学 校 ‾
合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）
１．全 くそう感 じな い ２（０．り ２（０．２） －（ ⊥ラ
２．あ まりそう感 じな い １６５（１０．３） ９７（ ９．２） ６８（１２．３）
３，少 しそう感 じる ６８７（４２．７） ４５５（４３．２） ２３２（４１．８）
４．か な りそう感 じる ６７７（４２．１） ４５０（４２．７） ２２７（４０．９）
５．全 くそう感 じる ６９（４．３） ・４５（４．３） ２４（４．３）■
無 回答 ９（０．６） ５（０．５） ４（０．７）

Ｑ７－９・校務経営の仕組みは他の学校とは違った独特な特徴がある

カテゴリー 名 合 計 １．小学 校 ２　 中学 校
合計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１０００）
１，全 くそう感 じない ４１（２．５） ３０（２．８） １１（２０）
２．あま りそう感 じない ６９６（４３．３） ４６０（４３．６） ２３６（４２５）
３．少 しそう感 じる ６１４（３８．２） ３９７（３７．７） ２１７（３９１）
４．か な りそう感 じる ２１４（１３．３） １３９（１３．２） ７５（１３５）
５．全 くそう感 じる ３４（２．１） ２２（ ２．１） １２（ ２．２）
無 回 答 １０（０．６） ６（０．６） ４（０．７）

Ｑ７－１０・省令改正後、職員会議の位置づけが明確になり、学校経営が円滑に行われるようになった

カテゴ リー 名 合 計 １．小学 校 ２．中学 校
合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１０００）
１．全 くそう感 じない ６３（３．９） ４４（４．２） １９（３４）
２．あま りそう感 じない ５０７（３１．５） ３３５（３１８） １７２（３１０）
３．少 しそう感 じる ６２１（３８．６） ４０２（３８１） ２１９（３９５）
４．か なりそう感 じる ３２９（２０．４） ２１５（２０４） １１４（２０５）
５．全 くそう感 じる ６７（４．２） ４３（４．１） ２４（４．３）
無 回答 ２２（ １．４） １５（ １．４） ７（ １，３）

Ｑ７－１１．校長の意向は教職員にスムーズに受け入れられる

カテゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中学 校
合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）
１．全 くそう感 じない ６（ ０．４） ３（０．３） ３（ ０５‾〉
２．あま りそう感 じない ８６（ ５．３） ６２（ ５．９） ２４（４３）
３．少 しそう感 じる ３９０（２４．２） ２５９（２４．６） １３１（２３６）
４．か な りそう感 じる ９６２（５９．８） ６２４（５９．２） ３３８（６０９）
５．全 くそう感 じる １６２（１０．１） １０３（ ９．８） ５９（１０．６）
無 回答 ３（０．２） ３（０．３） ー（ －）

－４５２－



Ｑ７－１２．学校教育目標の策定は、校長が中心となる

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそ う感 じな い ８（ ０．５） ３（ ０．３） ５（ ０．９）

２．あ ま りそ う感 じな い ７８（ ４．８） ５８（ ５．５） ２０（ ３．６）

３．少 しそ う感 じる ３０９（１９．２） １９５（１８．５） １１４（２０．５）

４．か な りそ う感 じる ８２７（５１．４） ５４３（５１．５） ２８４（５１．２）

５．全 くそ う感 じる ３８０（２３．６） ２４９（２３．６） １３１（２３．６）

無 回 答 ７（ ０．４） ６（ ０．６） １（ ０．２）

Ｑ７－１３．学校教育目標の見直しを行う仕組みがある

カテゴ リー 名 合 計 １．小学 校 ２．中学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそう感 じない ５５（３．４） ３５（３．３） ２０（ ３．６）

２．あま りそう感 じな い ３０４（１８．９） １９２（１８．２） ‖ ２（２０．２）

３．少 しそう感 じる ５３０（３２．９） ３５１（３３．３） １７９（３２．３）

４．か なりそう感 じる ５４５（３３．９） ３６５（３４．６） １８０（３２．４）

５．全 くそう感 じる １５８（ ９．８） ９９（９．４） ５９（１０．６）

無 回答 １７（ １．１） １２（ １．１） ５（０．９）

Ｑ７－１４．校長の学校経営方針は教職員の指針になっている

カテゴ リー 名 合 計 １．小学 校 ２．中学 校

合計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそう感 じない ３（ ０．２） １（０．１） ２（０．４）

２．あま りそう感 じない ９６（ ６．０） ６３（６．０） ３３（５．９）

３．少 しそう感 じる ５５８（３４．７） ３７０（３５．１） １８８（３３．９）

４．かな りそう感 じる ７８６（４８．９） ５１９（４９．２） ２６７（４８．１）

５．全 くそう感 じる １５４（９．６） ９２（８．７） ６２（１１．．２）

無 回答 １２（０．７） ９（０．９） ３（０．５）

Ｑ７－１５．学校教育目標の策定にあたっては、教職員が積極的に議論に参加する

カテゴリー 名 合 計 １．小学 校 ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１ 全 くそう感 じな い ２０（ １．２） １３（ １．２） ７（ １．３）

２．あまりそう感 じな い ３８７（２４．１） ２６３（２５．０） １２４（２２．３）

３　少 しそう感 じる ６８７（４２．７） ４２３（４０．１） ２６４（４７．６）

４　 か なりそう感 じる ４２１（２６．２） ２８２（２６．８） １３９（２５．０）

５　全 くそう感 じる ７７（４．８） ５９（ ５．６） 柑（３．２）

蕪 回答 １７（ １．１） １４（１．３） ３（０．５）

Ｑ７－１６．本校の教育活動には、教育委員会の意向が強く影響している

カテゴ リー 名 合 計 １．小学 校 ２．中学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１ 全 くそう感 じない ８４（５．２） ５６（５．３） ２８（ ５．０）

２　あまりそう感 じない ６５４（４０．６） ４２５（４０．３） ２２９（４１．３）

３　少 しそう感 じる ５８４（３６．３） ３７５（３５．６） ２ｑ９（３７．７）

４　か なりそう感 じる ２５２（１５．７） １７４（１６．５） ７８（１４．１）

５．全 くそう感 じる ３１（ １．９） ２０（ １．９） １１（２．０）

無 回 答 ４（０．２） ４（０．４） ー（　 －）

－４５３－



Ｑ７－１７・本校の教育活動には、保護者の意向が強く影響している

カテゴ リー 名 合計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 １６０９（１０００）１０５４（１０００） ５５５（１００．０）

９（ １．６）
１．全 くそう感 じない ２１（ １．３） １２（ １．１）

２．あま りそ っ感 じない ５１８（３２。２） ３２４（３０．７） １９４（３５．ｄ）

３．少 しそっ感 じる ８０９（５０．３） ５３７（５０．９） ２７２（４９０）
４－．かな りそう感 じる ２４５（１５．２） １７２（１６．３） ７３（１３．２）
５．全くそっ感 じる １０（０．６） ５（０．５） ５（０９）
舞 回 答 ６（ ０．４） ４（０．４） ２（０．４）

Ｑ７－１８・本校の教育活動には、保護者以外の地域住民の意向が強く影響している

カテゴリー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中学 校
合計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１０００）
１．■＿＿全 くそう感 じない １００（ ６．２） ６５（６．２） ３５（６．３）
２⊥あまりそっ感 じない ７６９（４７．８） ４９１（４６．６） ２７８（５０１）
３．少 しそう感 じる ６１７（３８．３） ４１１（３９．０）＿　２０６（３７．１）

４．か な りそ う感 じる １０９（６．８） ７７（７．３） ３２（ ５．８）
５．全 くそう感 じる ７（０．４） ４（０，４） ３（０■５）
無 回答 ７（０．４） ６（０．６） １（０．２）

Ｑ７－１９・本校の教育活動に対して、学校外部からの要請、注文などが多い

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２　 中 学 校
合 計 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１０００）
１．ノ全 くそ う感 じな い　　　一■ １３８（ ８．６） ８９（ ８．４） ４９（ ８．８）
２．あ ま りそ っ感 じな い ９１２（５６．７） ６００（５６．９） ３１２（５６．２）
３．少 しそ う感 じる ４１８（２６．０） ２７３（２５．９） １４５（２６１）
４．か な りそ う感 じる １１７（ ７．３） ７６（ ７．２） ４１（ ７．４）
５．全 くそ っ感 じる １９（ １．２） １２（ １．１） ７（ １３）
無 回 答 ５（ ０．３） ４（ ０．４） １（ ０；２）

Ｑ７－２０・突発的な問題が生じたときに、その問題に関する情報を収集し、対策を検討するような仕組みがある

カテゴリー 名 合計 １．小 学校 ２・中学 校 Ｉ

５５５（１００．０）

２（０．４）

合 計 １６０９（１０００）１０５４（１００．０）

１４（ １．３）
１．全 くそう感 じない １６（ １．０）

２．あま りそつ感 じない １５１（９．４） １１２（１０．６） ３９（ ７０）
３．少 しそう感 じる ４９０（３０．５） ３３６（３１．９） １５４（２７７）
４．か なりそう感 じる ７６４（４７．５） ４８７（４６．２） ２７７（４９９）
５．全 くそっ感 じる １７９（１１．１） ９８（．９．３） ８１（１４６）
ｌ無 回答 ９（０．６） ７（０．７） ２（０：４）

Ｑ７－２１・校内各種委員会や分掌組織はそれぞれが主体的な活動を行っている

カテゴ リー名 合 計 １．小学 校 ２．中 学校
合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００６）
＿１＿．全 くそう感 じない ４（０．２） ３（０．３） １（０．２）
２．あまりそっ感 じない ８７（ ５．４） ６４（６．１） ２３（４り
３．少 しそう感 じる ６４４（４０．０） ４２０（３９８） ２２４（４０‾４）
４．か な りそ う感 じる ７７８（４８．４） ５０５（４７．９） ２７３（４９２）
５．全 くそう感 じる ９０（５．６） ５７（５．４） ３３（５９）
無 回答 ６（０．４） ５（０．５） １（０：２）

－４５４－



Ｑ７－２２．校内の各種委員会や分掌組織の活動は、学校全体の意向を受けて行われる

カテゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）
十 全 くそう感 じない －（　 －） －（　 －） －（　 －）
２．あま りそう感 じな い ６７（４．２） ４７（４．５） ２０（３．６）
う．少 しそう感 じる ５２４（３２．６） ３５７（３３．９） １６７（３０．１）

４　か な りそう感 じる ８８２（５４．８） ５６５（５３．６） ３１７（早通 ＿
　　　 Ｊ
５ 全 くそう感 じる

１３０（８．１） ８１（７．７） ４９仁８．８）

蕪 回 答　 他 ６（０．４） ４（０．４） ２（０．４）

Ｑ８－１．本校では特色ある教育が促進されている

カテゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）
１．全 くそう感 じない ４（０．２） ２（０．２） ２（ ０．４）
２．あまりそう感 じない ８９（５．５） ５５（５．２） ３４（ ６．１）
３．少 しそう感 じる ５１２（３１．８） ３２８（３１．１） １８４（‾３３．２）

２７８（５０．１）４　 か なしそう感 じる ８２８（５１．５） ５５０（５２．２）
　　　 ′じヽ
５．全 くそう感 じる

１７３（１０．８） １１７（１１．１） ５６（１０．１）

無 回 答 ３（０．２） ２（０，２） １（０．２）

Ｑ８－２．本校は、地域に対して開かれた学校づくりを推進している

＿カ テ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

∠ゝ 舌 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１００．０）
ｒコロ
１ 全 くそ う感 じな い

１（ ０．１） －（　 －） １（ ０．２）

　　　 八∑ハ
乏 あ ま りそ う感 じな い

４２（ ２．６） １９（ １．８） ２３（ ４．１）

　　 Ｊｌエ′ヽ
３．少 しそ う感 じ る

４８２（３０．０） ３１６（３０．０） １６６（＿２９．９）

３１１（５６．０）４　 か な し　 う感 じ ９０９　 ５６．５ ５９８　５６．７

　　　 Ｊゝヽ
５ 全 くそ う感 じる

１７２（１０．７） １１９（１１．３） ５３（ ９．５）

蕪 回 答　 心 ３（ ０．２） ２（ ０．２） １（ ０．２）

Ｑ８－３．本校は、地域の特色や教育力を活かすような教育を行っている

カ テ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

∠ゝ 舌 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１００．０）
⊂コＰ
１．全 くそ う感 じな い

２．あ ま りそ う感 じな い

１（ ０．１） －（ －） １（ ０．２）

７７（ ４．８） ３３（ ３．１）

３０４（２８．８）

４４（ ７．９）

■２２６（４０．７）

２４４（４４．Ｐ）

３．少 しそ う感 じる ５３０（３２．９）

４　 か な し　 う感 じ ８４６　 ５２．６） ６０２　 ５７．１
　　 Ｊｌユ■ヽ
５ 全 くそ う感 じる

１５３（ ９．５） １１４（１０．８） ３９（ ７．０）

蕪 回 答　 仙、 ２（ ０．１） １（ ０．１） １（ ０．２）

Ｑ８－４．本校は、時代と地域の教育要求を的確に把握している

カテゴ リー名 合計 １．小 学校 ２．中学 校

５５５（１００．０）

１（０．■２）
合計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０）
コ．全 くそう感 じない

２．あま りそう感 じな い

３　０．２ ２　 ０．２
１２９（８．０） ８７（８．３） ４２（７．６）

２７９（５０．３）

２１４（３８．６）

１７（３．１）

２（０．４）

３．少 しそう感 じる ７８０（４８．５） ５０１（４７．５）

４２６（４０．４）

３６（３．４）

４．かな りそう感 じる　 ■ ６４０（３９．８）
５．全 くそう感 じる ５３（３．３）

無 回答 ４（０．２） ２（０．２）

－４５５－



Ｑ８－５・本校は、地域に対する説明責任を十分果たしてる

芸 こ　　　　　 カテゴリー 名 合計 １ 小 学 校 ２．中 学 父

５５５（１００．０）

２（０．４）

５７（１０．３）

２８９（５２．１）

１８７（３３．７）

１８（３．２）

２（０．４）

早 計 １６０９（１００．０）　 ス
１０萱４（１００．０）

１（０．１）
ｊ‾ラ０（１１．４）

５５８（５２９）

１＿＿＿．全 くそっ感 じない ３（０．２）
２＿．あま りそっ感 じない １７７（１１０）
３＿二少 しそっ感 じる ８４７（５２．６）
４ｔか なりそつ感 じる ５３６（３３３） ３４９（３３．１）

２５（ ２．４）

１（０１）

蔓！全 くそ っ感 じる ４３（ ２７）
無 回 答 ３（０．２）

Ｑ８－６・本校の学校経営のあり方は地域の実情に即している

吾 計　　　 カテ ゴ リー 名 － ユ・小 学 校 ２．中 学 父ｌコロ
１６０９（１００．０）ｌｌＯ５４（１＿＿００．０）

ｌ －（ ＿－）

３至（ ３．４）

４１８（３９７）

５５５（１００．０）
１．＿全 くそ っ感 じな い １（ ０．１） １（ ０。２）

つ他、じ ょい ６３（ ３９） ２７（ ４．９）
＿！＿ツ　　 つ心 じ ６４４（４０．０） ２２６（４０．７）

よ　　 つ他、 ８２９（５１５） ５５３（‾‾５２．５）

４４（ ４．２）

３（ ６．３）ｌ

２７６（４９．７）
つ他、じ

６８（ｒ４２） ２４（ ４．３）

ハｌヽ　　　ロ ４（ ０２） １（‾０・＿２）

Ｑ８－７・学校の子どもの実態像を常に把握するように努力している

テゴ ｌ－ ∠ゝ 舌 １・小 室 校

１０５４（１００．０）

－（＿＝）
１９（１．８）

２０３（１‾‾９．３）

６７３（６呈：９）

１５１（１４．３）

８‾ｆｏ８）

君 中 学 顧会 計 　 ロロ
１６０９（１０００） ５５５（１００．０）

－（ －）
６（ １．１）

退芳しイよ ー（ －）
２＿，＿あまりそっ感 じない ２５（ １６）
３．＿＿＿少 しそっ感 じる ３１３（１９．５） １１０（‾‾１９．８）

３６４（６５．６）　 Ｊ一三′ヽ
■■

１０３７（６４４）
５避 皇皇感 じる ２２１（１３７） ７９（１２こ巨）

５（０．９）′ｌ竺１＝Ｊｒコ １３（０８）

Ｑ８－８・本校は、学校内で生じる諸問題を解決し、学校自体をより良い方向へ改善する力がある

カテゴリー 名 ム 計 １．小 学 校

１０５４（１ｄｏ．０）

１（‾‾０．１）

２４（２．３）

２５３（２生０）

６５０（６１．７）

１２０（１１．４）

６（０．６）

２．中学 校会 計 【コロ
１６０９（１０００） ５５５（１００．０）

１（０．２）

１３（２．３）

１２７（２２．９）

３４４（６２．０）

６８（１乞３）

２（＿０・４）

′』、　よ ２（０１）
＿２．あま りそっ感 じな い ３７（２３）
８．少 しそっ感 じる ３８０（２３６）
４．＿＿か な りそつ感 じる　　■■ ９９４（６１８）
亭．全 くそっ感 じる １８８（１１７）
舞 回答 ８（０●５）

Ｑ８－９・本校は、慣習にとらわれることなく、創意工夫をこらした運営を行っている

三 三　　　　　 カテ ゴ リー 名 合 計 １ 小 学 校 １２．中 子 父
日 計 墓ｌｌ●　ｌｌｌｌｌＯ５４（１０９．０）

２（＿＿９．２）

８５（ ８．１）

４６８（４４４）

５５５（１００．０）
つ几い＿＿　註し ３（ ０．２） １（ ０．２）

５０（ ９．０）

２３８（４２．９）

２３１（４１．６）

３４（ ６．１）

１（ ２・－２）

′払、　 よ １３５（ ８４）
３・少 しそ っ感 じる ７０６（４３．９）
４・か な りそ っ感 じる ６６８（４１５） ４３７（云行 ５）

６１（ ５８）５・全 くそ っ墜 じる ９５（ ５．９）

無 回 口 ２（ ０１） １（ ０１）

ー４５６－



Ｑ８－１０．本校は、特色ある学校として主体性を発揮できるような学校経営を目指している

カテゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそう感 じな い ２（０．１） １（０．１） １（ ０．２）

２．あま りそ う感 じな い ５２（３．２） ３０（２．８） ２２（４．０）

３．少 しそう感 じる ４５９（２８．５） ３１１（２９．５） １４８（２６．７）

４．か なりそう感 じる ８９５（５５．６） ５７７（５４．７） ３１８（５７．３）

５．全 くそう感 じる １９８（１２．３） １３４（１２．７） ６４（１１．５）

無 回 答 ３（０．２） １（０．１） ２（０．４）

Ｑ８－１１．本校のすべての教育活動には、学校の明確な教育的意図が反映されている

カテゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそう感 じな い ３（０．２） １（０．１） ２（０．４）

２．あま りそう感 じな い １０１（６．３） ７４（ ７．０） ２７（４．９）

３．少 しそう感 じる ６６０（４１．０） ４３４（４１．２） ２２６（４０．７）

４．か な りそ う感 じる ７５６（４７．０） ４９５（４７．０） ２６１（４７．０）

５．全 くそう感 じる ８７（５．４） ４９（ ４．６） ３８（６．８）

無 回 答 ２（０．１） １（０．１） １（０．２）

Ｑ８－１２．本校は、社会や時代の変化の先を見通すような学校教育目標をうちたてている

カテゴ リー 名 合計 １．小 学 校 ２．中学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそう感 じない ４（０．２） ３（ ０．３） １（０．２）

２．あまりそう感 じない １３０（８．１） ８４（８．０） ４６（８．３）

３．少 しそう感 じる ６３９（３９．７） ４３０（４０．８） ２０９（３７．７）

４．かな りそう感 じる ６９７（４３．３） ４５４（４３．１） ２４３（４３．８）

５．全 くそう感 じる １３５（８．４） ８０（７．６） ５５（９．９）

無 回答 ４（０．２） ３（０．３） １（０．２）

Ｑ８－１３．本校では、学校の実情に応じて主体的に教育課程編成を行っている

カテゴ リー 名 合 計 １．小 学校 ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全くそう感 じない ３（０．２） ３（０．３） －（　 －）

２．あまりそう感 じない ９６（６．０） ７０（ ６．６） ２６（ ４．７）

３．少 しそう感 じる ５５０（３４．２） ３７９（３６．０） １７１（３０．８）

４．か なりそう感 じる ８４２（５２．３） ５３３（５０．６） ３０９（５５．７）

５．全 くそう感 じる １１５（７．１） ６７（６．４） ４８（８．６）

無 回答 ３（０．２）・ ２（０．２） １（０．２）

Ｑ８－１４．本校では、学校の教育目標を具現化するような独特の教育課程や教育プログラムを創造している

カテゴリー 名 合計 １．小 学校 ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそう感 じない １４（０．９） １０（－０．９） ４（０．７）

２．あまりそう感 じない ２５０（１５．５） １７６（１６．７） ７４（１３．３）

３．少 しそう感 じる ７７９（４８．４） ５１２（４８．６） ２６７（４８．１）

４．か なりそう感 じる ４９７（３０．９） ３１５（２９．９） １８２（３２．８）

５．全 くそう感 じる ６５（４．０） ３９（ ３．７） ２６（４．７）

無 回 答 ４（０．２） ２（０．２） ２（０．４）

ー４５７－



Ｑ８－１５・本校の教職員の人事には校長の意向が強く反映されている

カテゴ リー 名 合 計 １ 小学 校 ２．＿＿＿中学 父

５５５（１００．０）

２６（‾４．７）

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０）
１．全 くそう感 じない ８８（ ５．５） ６２（ ５．９）
２．あま りそっ感 じな い ３９２（２４．４） ２８５（２７．０） １０７（１９３）
３．少 しそ つ感 じる ５６３（３５．０） ３７２（３５３） １９１（３４．４）

１８７（３３７）
曳 か なりそう感 じる ４５８（２８．５） ２７１（２５．７）
５．全 くそっ感 じる １００（６．２） ５９（５６） ４１く７．４）

３（ ６．５）
無 回 答 ８（０．５） ５（０．５）

Ｑ８－１６・本校では、学校予算の編成・執行には本校の主体性が反映できる

カテゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 父

５５５（１０ｄｏ）
合 計 １６０９（１００．０）１０５４（川 ０．０）
１．全 くそ う感 じな い ９７（ ６．０） ７０（ ６．６） ２７（ ４．由ラ
２．あ ま りそ つ感 じな い ４９９（３１．０）■　３３８（３２．１） １６１（２９ｄ）
３．少 しそ っ感 じる ６７７（４２．１） ４３３（４１．１） ２４４（４４ｄ）
冬．か な りそ う感 じる ３００（１８．６） １９１（１８．１） １０９（１９６）
５．全 くそ っ感 じる ２９（ １．８） １７（ １．６） １２（ ２２）
無 回 答 ７（ ０．４） ５（ ０．５） ２（ ０三重

Ｑ８－１７・本校では、他の学校と比べると、新しい教育実践に積極的に取り組んでいる

カテゴリー 名 合 計 １．小学 校 ２．中学 校
合計　　 ■■■ １６０９‾（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１０００）
１．全 くそっ感 じな い ９（０．６） ４（０．４） ５（６９）
２．あま りそっ感 じない　　　■■ ２４３（１５．１） １５７（１４．９） ８６（１５５）
３．少 しそっ感 じる ７１３（４４．３） ４７３（４４．９） ２４０（４３２）
４．か な りそっ感 じる ５４８（３４．１） ３６０（３４．２） １８８（３３９）
５．全 くそう感 じる ９３（５．８） ５８（５５） ３５（６．３）

１（０．２）無 回 答 ３（０．２） ２（０．２）

Ｑ８－１８・本校においては、学校に対する外からの規制は強い

カテゴリー 名 合 計 １．小学 校 ２　 中学‾父
合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１０００）
１＿．全 くそっ感 じない １８６（１１．６） １２１（１１．５） ６５（１１７）
２．あ まりそっ感 じな い ９８７（６１．３） ６５０（６１．７） ３３７（６０７）
３．少 しそつ感 じる ３４８（２１，６） ２３３（２２．１） １１５（２０７）
４．か なりそ っ感 じる ７６（４．７） ４５（４．３） ３１（５６ラ
５．全 くそう感 じる ８（０．５） ３（０．３） ５（０９）
舞 回答 ４（０．２） ２（０．２） ２（－０．４）

Ｑ９・学校評議員もしくは類似の組織の設置の有無

カテゴ リー 名 合 計 １．小学 校 ２　 中学 校
合 計

１・（学 校 法 施 行 規 制 に基 づく）学 校 評 議 員 を設 置

１６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００朗

７４４（４６．２） ４８２（４５．７）‾２６２（４７２）
２．類 似 の組 織 を設置 している １６３（１０．１） １０６（１０．１） ５７（１０．３）
３．設 置 に向 けて準 備 中である ２１７（１３５） １３３（１２．６）

３３２（３１５）

８４（１５．１）

１５２（２７．４）

ー（ －）

４．設 置 していない ４８４（３０１）
無 回 答 １（０：１） １（０．１）

ー４５８－



ＱｌＯ．「学掛地域連絡協議会」などの既存の連携組織との関係はどのように取り扱われたか

カテゴリー 名 合 計 １．小学 校 ２．中学 校

合 計 ７４４（１００．０） ４８２（１００．０） ２６２（１００．０）

１ 既 存 の 連　 組 、’ 発 展 的 に解 消 して、設 置 ４９（６．６） ３７（７．７） １２（４．６）
　　　 乃
２ 既存 の連 携 組 織 とは別 個 に 設 置

４５１（６０．６） ２７０（５６．０） １８１（６９．１）

　　　　　　　　　 ヽ
３一連 携組 織 はそもそもな し

２３８（３２．０） １６９（３５．１） ６９（２６．３）

　 乃蕪 回答 ６（０．８） ６（ １．２） ー（　 －）

Ｑｌｌ－１．学校評議会はどのような経緯で設置されたか

カテゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中学 校

ム 計 ９０７（１００．０） ５８８（１００．０） ３１９（１００．０）

【コロ
１ 教 育 委 員会 か らの 指 示 や 指 導 によって設 置

６９８（７７．０） ４５４（７７．２） ２４４（７６．５）

２　本 校 の判 断 に基づ いて設 置 １８３（２０．２） １１６（１９．７） ６７（２１．０）

ｌ３　その 他 １０（ １．１） ６（１．０） ４（ １．３）
蕪 回 答 １６（ １．８） １２（２．０） ４（ １．３）

Ｑｌｌ－２．学校評議員の人数

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 ９０７（１００．０） ５８８（１００．０） ３１９（１００．０）

１ ６（ ０．７） 竺（ ０・７） ２（ ０．６）

４（ １．３）２ ２０（ ２．２） １６（ ２．７）

３ １３６（１５，０） ８７（１４．８） ４９（１５，４）

４ ８４（ ９．３） ５５（ ９．４） ２９（ ９．１）

５ ３２７（３６．１） ２１４（３６．４） １１３（３５．４）

６ ７５（ ８．３） ４２（ ７．１） ３３（１０．３）

７ ４７（ ５．２） ２７（ ４．６） ２０（ ６．３）

８ ４２く　４．６） ２７（ ４．６） １５（ ４．７）

９ １６（ １．８） １０（ １．７） ６（ １．９）

１１（ ３．４）

３（ ０．９）

６（ １．９）

２（．０．６）

２２（ ６．９）

１０ ４０（ ４．４） ２９く　４．９）

１１ ９（ １．０） ６（ １．０）

１２ ９（ １．０） ３（ ０．５）

１３ ９（ １．０） ７（ １．２）

１４以 上 ７６（ ８．４） ５４（ ９．２）
無 回 答 １１（ １．２） ７（ １．２） ４（ １．３）

最 大 値 ＝１００　 最 小 値 ＝１

Ｑｌｌ－３．学校評議員に関する事務手続きの担当者

カテゴ リー名 合 計 １．小学 校 ２．中学 校

３１９（１００．０）

１１６（３６．４）

１８１（５６．７）

合計 ９０７（１００．０） ５８８（１００．０）

２４０（４０．８）１．校 長 ３５６（３９．３）

２　　 豆百 ５０８（５６．０ ３２７（５５．６）
　 ヱｌ≠、
３ 教 務 主 任

１６（１．８） ８（ １．４） ８（２．５）

４ 校 務 分 掌 上 の 担 当者 （例 え ば地 域 連 携 部 等 ） １０（１．１） ４（０．７） ６（ １．９）

５　事 務 職 員 ３（０．３） －（ －） ３（０．９）

６　その 他 ４（０．４） ４（０．７） －（　 －）

蕪 回答 １０（ １．１） ５（０．９） ５（ １．６）

－４５９－



Ｑｌｌ－４．学校評議員に対する説明内容

カ テ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 ９０７（１００．０） ５８８（１００．０） ３１９（１００．０）
１．学 校 の 教 育 目標 暮経 営 方 針 ８７２（９６．１） ５６８（９６．６） ３０４（９５．３）
２．学 校 と地 域 の 連 携 の 進 め 方 ７９２（８７．３） ５２２（８８．８） ２７０（８４．６）
３．学 校 行 事 ７３４（８０．９） ４８０（８１．６） ２５４（７９．６）
４．部 活 動 ・２３２（２５．６） ４０（ ６．８） １９２（６０．２）
５．学 習 指 導 ６１１（６７．４） ３８８（６６．０） ２２３（６９．９）
６．生 徒 指 導 ６４２（７０．８） ３７７（６４．１） ２６５（８３．１）
７．総 合 的 な 学 習 の 時 間 ６５０（７１．７） ４３９（７４．７） ２１１（６６．１）
８．進 路 指 導 １６１（１７．８） １６（ ２．７） １４５（４５．５）
９．学 校 評 価 ４４２（４８．７） ２７７（４７．１） １６５（５１．７）
１０．交 通 安 全 ３７７（４１．６） ２７４（４６．６） １０３（３２．３）
１１．人 事 ２１（ ２．３） １６（ ２．７） ５（ １．６）
１２．学 校 予 算 ７０（ ７．７） ４１（ ７．０） ２９（ ９．１）
１３．そ の 他 ２７（ ３．０） １８（ ３．１） ９（ ２．８）
無 回 答 ６（ ０．７） ３（ ０．５） ３（ ０．９）

Ｑｌｌ－５．学校評議員に求める主な意見内容

カテゴ リー 名 合計 １．小 学 校 ２．中学 校
合 計 ９０７（１００．０） ５８８（１００．０） ３１９（１００．０）
１．学 校 の 教 育 目標 ・経 営 方 針 ６０８（６７．０） ４００（６８．０） ２０８（６５．２）
２．学 校 と地域 の連 携 の進 め 方 ８０４（８８．６） ５３０（９０．１） ２７４（８５．９）
３．学 校 行 事 ５０３（５５．５） ３４２（５８．２） １６１（５０．５）
４．部 活 動 １■２１（１３．３） １９（３．２） １０２（３２．０）
５．学 習 指 導 ２８９（３１．９） １９０（３２．３） ９９（３１．０）
６．生 徒 指 導 ４９０（５４．０） ２９２（４９．７） １９８（６２．１）
７．総 合 的 な学 習 の 時 間 ３６６（４０．４） ２５２（４２．９） １１４（３５．７）
８．進 路 指 導 ６１（６．７） ５（０．９） ５６（１７．６）
９．学 校 評 価 ３９２（４３．２） ２５５（４３．４） １３７（４２．９）
１０．交 通 安 全 ３１５（３４．７） ２３６（４０．１） ７９（２４．８）
１１．人 事 １３（ １．４） １１（１．９） ２（０．６）
１２．学 校 予 算 ４４（４．９） ２６（４．４） １８（５．６）
１３．その 他 ３７（４．１） ２３（ ３．９） １４（４．４）
無 回答 ６（０．７） ３（０．５） ３（ ０．９）

Ｑｌｌ－６－１．学校評議員の会合の回数（個別に意見を聞いた会合）

カ テゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 ９０７（１００．０） ５８８（１００．０） ３１９（１００．０）
０ １９１（２１．１） １２２（２０．７） ６９（２１．６）
１ ６４（ ７．１） ４０（ ６．８） ２４（ ７．５）
２ ６２（ ６．８） ４２（ ７．１） ２０（ ６．３）
３ ６１（ ６．７） ３８（ ６．５） ２３（ ７．２）
４ ７（ ０．８） ６（ １．０） １（ ０．３）
５ ２５（ ２．８） ２１（ ３．６） ４（ １．３）
６ ４（ ０．４） ４（ ０．７） －（　 －）
７ ６（ ０．７） ５（ ０．９） １（ ０．３）
８回 以 上 １３（ １．４） １０（ １．７） ３（ ０．９）
無 回 答 ４７４（５２．３） ３００（５１．０） １７４（５４．５）

最 大 値 ＝５０　 最 小 値 ＝０

ー４６０－



Ｑｌｌ－６－２．学校評議員の会合の回数（一堂に会して意見を聞いた会合）

■カテゴ リー名 合 計 １．小 学 校 ２．中学 校
合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）
０ ４５（ ２．８） ２９（ ２．８） １６（２．９）
１ ８２（５．１） ５２（４．９） ３０（５．４）
２ １９９（１２．４） １３６（１２．９） ６３（１１．４）
３ ２４６（１５．３） １６２（１５．４） ８４（１５．１）

４ ２９（ １．８） １７（ １．６） １２（２．２）
５ １３（０．８） ７（０．７） ６（ １．１）
６ ３（０．２） ２（０．２） １（０。２）
７ １（０．１） ー（　 －） １（０．２）
８回 以上 ２（０．１） ２（０．２） －（　 －）
無 回答 ９８９（６１．５） ６４７（６１．４） ３４２（６１．６）

最 大 値＝１０　 最 小値 ＝０

Ｑｌｌ－７．学校評議員の学校運営上の位置づけ

カテゴ リー 名 合 計 １．小学 校 ２．中学 校

合 計 ９０７（１００．０） ５８８（１００．０） ３１９（１００．０）
１．校 務 分 掌 内 に位 置 付 けて いる １５９（１７．５） １０８（１８．４） ５１（１６．０）
２．校 務 分 掌 外 に位 置 付 けて いる ４３２（４７．６） ２７９（４７．４） １５３（４８．０）
３．位 置 付 け は未 定 であ る ２９７（３２．７） １９０（３２．３） １０７（３３．５）
４．その 他 １■２（ １．３） ８（１．４） ４（１．３）
無 回答 ７（０．８） ３（０．５） ４．（１．３）

Ｑｌｌ－８．学校評議会の意見・要望等の公開

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 ９０７（１００．０） ５８８（１００．０） ３１９（１００．０）
１．原 則 的 に 公 開 して い る ２６１（２８．８） １６５（２８．１） ９６（３０．１）
２．原 則 的 に 非 公 開 で あ る １５６（１７．２） ９９（１６．８） ５７（１７．９）
３．内 容 に よって 対 応 は 異 な る ４７７（５２．６） ３１７（５３．９） １６０（５０．２）
無 回 答 １３（ １．４） ７（ １．２） ６（ １．９）

Ｑｌｌ－９－１．学校と地域の連携協力が促進される

カテゴ リー名 合 計 １．小学 校 ２．中学 校

合 計 ．９０７（１００．０） ５８８（１００．０） ３１９（１００．０）
１．全 くそう思 わ ない ４（０．４） ４（０．７） －（　 －）
２．あ まりそう思 わ ない ４６（５．１） ２９（４．９） １７（５．３）
３．どち らとも思 わ ない １５９（１７．５） １０１（１７．２） ５８（１８．２）

４．か な りそ う思 う ５７１（６３．０） ３６４（６１．９） ２０７（６４．９）

５．全 くそう思 う １１７（１２．９） ８４（１４．３） ３３（１０．３）

無 回 答 １０（ １．１） ６（ １．０） ４（１．３）

Ｑｌｌ－９－２．教職員の態度や学校の雰囲気が改善される

カテゴ リー名 合 計 １．小学 校 ２．中学 校

合 計 ９０７（１００．０） ５８８（１００．０） ３１９（１００．０）

１．全 くそう思 わ ない ８（０．９） ７（ １．２） １（０．３）

２．あ まりそう思 わ ない １１５（１２．７） ７７（１３．１） ３８（１１．９）
３．どちらとも思 わ ない ４５１（４９．７） ２６８（４５．６） １８３（５７．４）

４．か な りそう思 う ２９７（３２．７） ２１６（３６．７） ８１（２５．４）
５．全 くそう思 う ２３（２．５） １３（２．２） １０（３．１）
無 回 答 １３（ １．４） ７（１．２） ６（ １．９）

－４６１－



Ｑｌｌ－９－３・保護者や地域社会に対する学校の責任説明を果たす上で有効である

カテゴリー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中学 校
合 計 ９０７（１００．０） ５８８（１００．０） ３１９（１００．０）
１．全 くそう思 わ な い ３（ ０．３） ３（０．５） －（　 －）
２．あま りそう思 わ ない ３８（４．２） ２２（３．７） １６（５．０）
３．どちらとも思 わ ない １５４（１７．０） ９７（１６．５） ５７（１７．９）
４．かな りそう思 う ６０８（６７．０）■　３９５（６７．２） ２１３（６６．８）
５．全 くそ う思 う ８５（９．４） ５９（１０．０） ２６（８．２）
無 回 答 １９（２．１） １２（ ２．０） ７（２．２）

Ｑｌｌ－９－４．学校評議員が学校の外部評価をするようになる

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 ９０７（１００．０） ５８８（１００．０） ３１９（１００．０）
１．全 くそ う思 わ な い ２０（ ２．２） １５（ ２．６） ５（ １．６）
２．あ ま りそ う思 わ な い １５７（１７．３） ９３（１５．８） ６４（２０．１）
３．どち らとも思 わ な い ３４９（３８．５） ２３３（３９．６） １１６（３６．４）
４．か な りそ う思 う ３３５（３６．９） ２１７（３６．９） １１８（３７．０）
５．全 くそ う思 う ３１（ ３．４） ２３（ ３．９） ８（ ２．５）
無 回 答 １５（ １．７） ７（ １．２） ８（ ２．５）

Ｑｌｌ－９－５．多くの意見や要望が出て、学校運営上まとまりがなくなる

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ‾２．中 学 校
合 計 ９０７（１００．０） ５８８（１００．０） ３１９（１００．０）
１．全 くそ う思 わ な い １６７（１８．４） １０７（１８二２） ６０（１８．８）
２．あ ま りそ う思 わ な い ５１２（５６．４） ３２８（５５．８） １８４（５７．７）
３．ど ち らとも 思 わ な い １９２（２１．２） １２９（２１．９） ６３（１９．７）
４．か な りそ う思 う ２０（ ２．２） １６（ ２．７） ４（ １．３）
５．全 くそ う思 う －（　 －） －（　 －） －（　 －）
無 回 答 １６（ １．８） ８（ １．４） ８（ ２．５）

Ｑｌｌ－９－６．一部の人たちが介入したり、圧力をかけたりする懸念がある

カテゴリー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中学 校
合 計 ９０７（１００．０） ５８８（１００．０） ３１９（１０ｄ二６）
１．全 くそう思 わ ない ２７７（３０．５） １７６（２９．９） １０１（３１．７）
２．あ まりそう思 わ ない ４６２（５０．９） ３０３（５１．５） １５９（４９．８）
３．どちらとも思わ な い １３４（１４．８） ８５（１４．５） ４９（１５．４）
４．か な りそう思 う １６（ １．８） １４（２．４） ２（０．６）
５．全 くそう思う －（　 －） －（　 一） －（　 －）

無 回 答 １８（２．０） １０（ １．７） ８（２．５）

Ｑｌｌ－９－７・形式的な意見交換にすぎず、学校経営や教育活動にそれほど影響はない

カテゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中学 校
合 計 ９０７（１００．０） ５８８（１００．０） ３１９（１００．０）
１．全 くそ う思 わ ない １０１（１１．１） ６２（１０．５） ３９（１２．２）
２．あまりそ う思 わ ない ３０３（３３．４） １９４（３３．０） １０９（３４．２）
３．どちらとも思 わ ない ３５１（３８．７） ２４６（４１．８） １０５（３２．９）
４．か な りそう思 う １２０（１３．２） ６６（１１．２） ５４（１６．９）
５．全 くそう思 う １５（ １．７） １０（ １．７） ５（ １．６）
無 回 答 １７（ １．９） １０（ １．７） ７（２．２）

ー４６２－



Ｑｌｌ－９－８．地域の実態に合った、特色ある学校づくりが促進される

カテゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

■合 計 ９０７（１００．０） ５８８（１００．０） ３１９（１００．０）

１．全 くそ う思 わ な い ５（ ０．６） ５（ ０．９） ー（　 －）

２．あ ま りそ う思 わ な い ７６（ ８．４） ４７（ ８．０） ２９（ ９．１）

３．どち らとも思 わ な い － ３３１（３６．５） ２１７（３６．９） １１４（３５．７）

４．か な りそ う思 う ４５４（５０．１） ２９２（４９．７） １６２（５０．８）

５．全 くそ う思 う ２９（ ３．２） ２１（ ３．６） ８（ ２．５）

無 回 答 １２（ １．３） ６（ １．０） ６（ １．９）

Ｑｌｌ－１０．学校評議員制を効果的に運営するポイント

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 ９０７（１００．０） ５８８（１００．０） ３１９（１００．０）

１．校 長 の リー ダ ー シ ップ ３０７（３３．８） ２００（３４．０） １０７（３３．５）

２．学 校 評 議 員 に 関 す る 関 係 者 の 共 通 理 解 １４３（１５．釦 ９３（１５－．８） ５０（１５．７）

３．市 町 村 教 育 委 員 会 の 支 援 １２（ １．３） ８（ １．４） ４（ １．３）

４．学 校 評 議 員 へ の 教 育 活 動 等 の 情 報 提 供 ２１８（２４．０） １４４（２４．５） ７４（２３．２）

５．学 校 評 議 員 の 人 選 ２１４（２３．６） １３４（２２．８） ８０（２５．１）

６．そ の 他 ４（ ０．４） ４（ ０．７） －（　 －）

無 回 答 ９（ １．０） ５（０．９） ４（ １．３）

Ｑ１２．学校評議員もしくは類似の組織を設置していない理由

＿カテゴ リー名 合 計 １．小 学校 ２．中 学 校

合 計 ４８４（１００．０） ３３２（１００．０） １５２（１００．０）

１．教 育 委 員 会 レベル において具 体 的 対 応 が ない ２８５（５８．９） １９７（５９．３） ８８（５７．９）

２．学校経営に特に問題はなく設置の必要性を感じない 柑０（３７．２） １２５（３７．７） ５５（３６．２）

３．現在ある学校と地域との連携組織で十分に対応可能である ２９２（６０．３） ２０９（６３．ｂ） ８３（５４．６）

４．ＰＴＡの 活動 が 十 分 にそ の役 割 を果た して いる ２３９（４９．４） １６６（５０．０） ７３（４８．０）

５．「学校評議員」が地域の広範な声を代表するかどうか懸念がある １１０（２２．７） ７７（２３．２） ３３（２１．７）

６．評議 員の 選 出 が難 しい ７０（１４．５） ４９（１４．８） ２１（１３．８）

７．「学 校 評 議 員 」設置 より緊急 の 重 要 な課 題 が ある ２４（５．０） １３（３．９） １１（ ７．２）

８．その他 ４４（ ９．１） ２８（臥４） １６（１０．５）

無 回 答 １（０．２） １（０．３） －（　 －）

Ｑ１３－１－Ｂ．「学校要覧」の発行の有無

カ テ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １３９２（１００．０） ９２１（１００．０） ４７１（１００．０）

１．出 して い る １０００（７１．８） ６５９（７１．６） ３４１（７２．４）

２．出 して い な い ３６３（２６．１） ２４７（２６．８） １１６（２４．６）

無 回 答 ２９（ ２．１） １５（ １．６） １４（ ３．０）

Ｑ１３－１－Ｃ．「学校要覧」のおよその発行頻度

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １０００（１００．０） ６５９（１００．０） ３４１（１００．０）

１ 年 １回 ９７４（９７．４） ６４３（９７．６） ３３１（９７．１）

２．毎 学 期 １（ ０．１） －（　 －） １（ ０．３）

３　 毎 月 －（　 －） －（　 一） －（ －）

４．隔 週 －（ －） －（　 －） －（ －）

５．毎 週 －（　 －） －（　 －） －（ 一）

６．そ の 他 １２ト １．２） ９（ １．４） ３（ ０．９）

無 回 答 １３（ １．３） ７（ １．１） ６（ １．８）

－４６３－



Ｑ１３－１－Ｄ．「学校要覧」の配布範囲

カテ ゴ リー 名 合 計 †．小 学 校

６５９（１００．０）

２・中 豊 校

３４１（１０００）
合 計　 土 １０００（１００．０）

１＿＿．児 里 生 徒 の 各 家 庭 ２４６（２４．６） １６４（２４９） ８２（２４．‾６）

５（ １．萱）

１４（ ４．１）

２０６（ぬ 室）

３４（１０．０）

２．学 区 内 全 戸 ２３（ ２．３） １８（ ２７）
３．回 覧 版 ‾ ２１（ ２．１） ７（ １１）
４．そ の 他 ６２９（６２．９） ４２３（６４２）
舞 回 答 ８１（ ８．１） ４７（ ７．１）

Ｑ１３－２－Ｂ．「学校だより」の発行の有無

カテゴ リー 名 合 計 １．小 学 校

９２１（１００．０）
８６６（９４．０）
５０（５４）

２．中学 校 ‾

４７１（１００．０）
３９１（８３こ９）
７３（１５＝＿萱）－
７（ １・５２

合計 １３９２（１０００）
］．出 している １２５７（９０３）
２．出 して いない １２３（８．８）
無 回 答 １２（０９） ５（０．５）

Ｑ１３－２－Ｃ・「学校だより」のおよその発行頻度

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校

８６６（１００．０）

８（ ０．９）

２・中 学 堕 二

３９１（１０９こ０）

９（ ２３）

合 計 １２５７（１０００）
１．年 １回 １７（ １．４）
２．毎 学 期 １１７（ ９，３） ６０（ ６９） ５７（１４＝垂）

２５４（６５．０）

３１（ ７こ２）

４（ １．９）
３３（ ８．４）

３（ ０・亘）

３．毎 月 ９２３（７３４） ６６９（７７３）
４．隔 週 ７８（ ６．２） ４７（ ５４）
５＿．毎 週 １８（ １．４） １４（ １６）
６．そ の 他 ９６（ ７．６） ６３（ ７３）
舞 回 答 ８（ ０６） ５（ ０．６）

Ｑ１３－２－Ｄ．「学校だより」の配布範囲

カテ ゴ リー 名 合 計 １ 小 学 校 ２・中 学 琵 二

３９１（１０００）
合 計　 コ白Ｅ １２５７（１００．０）　　 Ｘ

８６６（１００．０）
１．児 里 生 徒 の 各 家 庭 ７６５（６０．９） ５０６（５８．４） ２５９（６６倉）
２．学 区 内 全 戸 ２７３（２１．７） ２２０（２５４） ５３（１３廟

３６（ ９．之ラ

３３（ ８．４）

１０（ ２．６）

３．回 覧 版 １０９（ ８７） ■　７３（ ８４）
４．そ の 他 ８８（ ７０） ５５（ ６４）
無 回 答 ２２（ １８） １２（ １．４）

Ｑ１３－３－Ｂ・「学年だより」の発行の有無

カテゴ リー名 合 計 １ 小学 校 ２・中 学 壁

４７１（１００・０２
４２６（９０こ竺）
３４（ Ｚ＝≧）
１１（ ２．３）

合 計 １３９２（１０００） Ｘ
９２１（１００。０）
７６３（８２．８）
８６（ ９．３）
７２（７．８）

１ｒ．出 して いる １１８９（８５４）
２．出 していな い １２０（８６）
無 回 答 ８３（ ６０）

Ｑ１３－３－Ｃ・「学年だより」のおよその発行頻度

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校

７６３（１００．０）

７（ ０９）

２．中 学 校

４２６（１００こ０）

１（ ０．２）

２５（ ５・２＿２

２３５（５５．呈）

５４（１２．Ｚ）

６５（１５．３）

３８（ ８．９う

８（ １．９）

合 計 １柑 ９（１０００）
１．年 １回 ８（ ０：７）

２ユ＿＿毎 学 期 ２９（ ２．４） ４（ ０５）
３．毎 月 ７４２（６２４） ５０７（６６．４）

４９（ ６．４）

１３６（１７８）

４．隔 週 １０３（ ８７）
５．毎 週 ２０１（１６．９）
６．そ の 他 ８８（ ７４） ５０（ ６．６）

１０（ １．３）無 回 答 １８（ １．５）

ー４６４－



Ｑ１３－３－Ｄ．「学年だより」の配布範囲

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 １１８９（１００．０） ７６３（１００．０） ４２６（１００．０）
１．児 童 生 徒 の 各 家 庭 １１４８（９６．６） ７４０（９７．０） ４０８（９５．８）
２．学 区 内 全 戸 １（ ０．１） １（ ０．１） －（　 －）
３．回 覧 版 ２（ ０．２） －（　 －） ２（ ０．５）
４．そ の 他 ７（ ０．６） ５（ ０．７） ２（ ０．５）
無 回 答 ３１（ ２．６） １７（ ２．２） １４（ ３．３）

Ｑ１３－４－Ｂ．「学級だより」の発行の有無

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 １３９２（１００．０） ９２１（１００．０） ４７１（１００．０）

１．出 して い る １１４５（８２．３） ７６５（８３．１） ３８０（８０．７）

２－．出 して い な い １７３（１２．４） １０３（１１．２） ７０（１－４．９）
無 回 答 ７４（ ５．３） ５３（ ５．８） ２１（ ４．５）

Ｑ１３－４－Ｃ．「学級だより」のおよその発行頻度

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １１４５（１００．０） ７６５（１００．０） ３８０（１００．０）

１．年 １回 ４（ ０．３） ４（ ０．５） ー（　 －）

２．毎 学 期 １１（ １．０） ５（ ０．７） ６（ １．６）

３’．毎 月 ３６３（３１．７） ２４７（３２．３） １１６（３０．５）

４．隔 週 １３６（１１．９） ８１（１０．６） ５５（１４．５）

５．毎 週 ３３４（２９．２） ２４４（３１．９） ９０（２３．７）
６．そ の 他 ２５６（２２．４） １６０（２０．９） ９６（２５．３）

無 回 答 ４１（ ３．６） ２４（ ３．１） １７（ ４．５）

Ｑ１３－４－Ｄ．「学級だより」の配布範囲

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １１４５（１００．０） ７６５（１００．０） ３８０（１００．０）

１．児 童 生 徒 の 各 家 庭 １０８７（９４．９） ７３４（９５．９） ３５３（９２．９）

２．学 区 内 全 戸 －（　 －） －（　 －） －（　 －）

３．回 覧 版 ２（ ０．２） １（ ０．１） １（ ０．３）

４．そ の 他 １３（ １．１） ４（ ０．５） ９（■２．４）

無 回 答 ４３（ ３．８） ２６（ ３．４） １７（ ４．５）

Ｑ１３－５－Ｂ．「進路だより」の発行の有無

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １３９２（・１００．０） ９２１（１００．０） ４７１（１００．０）

１．出 して い る ２９６（２１．３） １１（ １．２） ２８５（６０．５）

２．出 して い な い ９２０（６６．１） ７４８（８１．２） １７２（３６．５）

無 回 答 １７６（１２．６） １６２（１７．６） １４（ ３．０）

Ｑ１３－５－Ｃ．「進路だより」のおよその発行頻度

カ テ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 ２９６（１００．０） １１（１００．０） ２８５（１００．０）

１．年 １回 １０（ ３．４） １（ ９．１） ９（ ３．２）

２．毎 学 期 ７４（２５．０） ３（２７．３） ７１（２４．９）

３．毎 月 ７３（２４．７） １（ ９．１） ７２（２５．３）

４．隔 週 ２０（ ６．８） 一（　 －） ２０（ ７．０）

５．毎 週 ６（ ２．０） －（　 －） ６（ ２．１）

６．そ の 他 １０２（３４．５） ３（２７．３） ９９（３４．７）

無 回 答 １１（ ３．７） ３（２７．３） ８（ ２．８）

－４６５－



Ｑ１３－５－Ｄ．「進路だより」の配布範囲

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 ２９６（１００．０） １１（１００．０） ２８５（１０００）
１．児 童 生 徒 の 各 家 庭 ２５８（８７．２） ８（７２．７） ２５０（８７７）
２．学 区 内 全 戸 －（　 －） －（ －） 一（　 －）
３．・回 覧 版 －（　 －） －（　 －） －（ －）
４．そ の 他 １９（ ６．４） －（ －） １９（ ６７）
無 回 答 １９（ ６．４） ３（２７．３） １６（ ５．扇

Ｑ１３－６－Ｂ．「給食だより」の発行の有無

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 １３９２（１００．０） ９２１（１００．０） ４７１（１０００）
１＿．出 して い る １０４０（７４．７） ７２１（７８．３） ３１９（６７７）
２．出 して い な い ２９２（２１．０） １６５（１７．９） １２７（２７０）
無 回 答 ６０（ ４．３） ３５（ ３．８） ２５（ ５．３）

Ｑ１３－６－Ｃ．「給食だより」のおよその発行頻度

カテ ゴ リー 名 ・ 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 １０４０（１００．０） ７２１（１００．０） ３１９（１０００）
１．年 １回 １７（ １．６） １２（ １．７） ５（ １６）
２．毎 学 期 ６７（ ６．４） ４０（ ５．５） ２７（ ８．５）
３．毎 月 ９１６（８８．１） ６４８（８９．９） ２６８（８４０）
４．隔 週 ６（ ０．６） ５（ ０．７） １（ ０．３）
５．一毎 週 ３（ ０．３） １（ ０．１） ２（ ０６）
６．そ の他 １４（ １．３） ４（ ０．６） １０（ ３１）
無 回 答 １７（ １．６） １１（ １．５） ６（‾１．９）

Ｑ１３－６－Ｄ．「給食だより」の配布範囲

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 １０４０（１００．０） ７２１（１００．０） ３１９（１００‘０）
１．児 童 生 徒 の 各 家 庭 ９９３（９５．５） ６９５（９６．４） ２９８（９３４）
２．学 区 内 全 戸 ３（ ０．３） －（　 －） ３（ ０９）
３．回 覧 版 －（ －） －（ －） －（　 －）
４．そ の 他 ３（ ０．３） １（ ０．１） ２（ ０６）
無 回 答 ４１（ ３．９） ２５（ ３．５） １６（ ５．０）

Ｑ１３－７－Ｂ．「保健だより」の発行の有無

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 １３９２（１０００） ９２１（１０００） ４７１（１００．０）

４５４（９６４）
１．出 して い る １３５６（９‘７．４） ９０２（９７．９）
２．出 して い な い ２７（ １．９） １２（ １．３） １５（ ３２）
無 回 答 ９（ ０．６） ７（ ０．８） ２（ ０．４）

Ｑ１３－７－Ｃ・「保健だより」のおよその発行頻度

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２　 中 学 校
合 計 １３５６（１００．０） ９０２（１００．０） ４５４（１０００）
１．年 １回 １８（ １．３） １５（ １．７） ３（ ０７）
２．毎 学 期 ９６（ ７．１） ５１（ ５．７） ４５（ ９９）
３．毎 月 １０５１（７７．５） ７２１（７９．９） ３３０（７２７）
－４．隔 週 ５３（ ３．９） ３１（ ３．４） ２２（ ４８）
５．毎 週 １９（ １．４） １２（ １．３） ７（ １５）
６．そ の 他 ８９（ ６．６） ４８（ ５．３） ４１（ ９０）
無 回 答 ３０（ ２．２） ２４（ ２．７） ６（ １．３）

－４６６－



Ｑ１３－７－Ｄ．「保健だより」の配布範囲

カ テゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １３５６（１００．０） ９０２（１００．０） ４５４（１００．０）

１．児 童 生 徒 の 各 家 庭 １２８４（９４．７） ８５５（９４．８） ４２９（９４．５）

２．学 区 内 全 戸 １く　０．１） １（ ０．１） －（　 －）

３．回 覧 版 －（ －） －（ －） －（　 －）

４．そ の 他 ３（ ０．２） ー（　 －） ３（ ０．７）

無 回 答 ６８（ ５．０） ４６（ ５．１） ２２（ ４．８）

Ｑ１３－８－Ｂ．「ホームページ」の発行の有無

カ テ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １３９２（１００．０） ９２１（１００．０） ４７１（１００．０）

１．出 して い る ６８８（４９．４） ４４６（４８．４） ２４２（５１．４）

２．出 して い な い ６６７（４７．９） ４４９（４８．８） ２１８（４６．３）

無 回 答 ３７（ ２．７） ２６（・２．８） １１（ ２．３）

Ｑ１３－８－Ｃ．「ホームページ」のおよその発行頻度

カ テ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校 ｌ

合 計 ６８８（１００．０） ４４６（１００．０） ２４２（．１００．０）

１．年 １回 ３２６（４７．４） ２００（．４４．８） １２６（５２．１）

２。毎 学 期 １３５（１９．６） ８９（２０．０） ４６（１９．０）

３．毎 月 ７５（１０．９） ５７（１２．８） １８（ ７．４）

４ ．隔 週 ３（ ０．４） ３（ ０．７） －（　 －）

５．毎 週 １３（ １．９） ・８（ １．８） ５（ ２．り

６．そ の 他 １０２（１４．８） ６６（１４．８） ３６（１４．９）

無 回 答 ３４（ ４．９） ２３（ ５．２） １１（ ４．５）

Ｑ１３－８－Ｄ．「ホームページ」の配布範囲

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 ６８８（１００，０） ４４６（１００．０） ２４２（１００．０）

１ 児 童 生 徒 の 各 家 庭 ６３６（９２．４） ４１２（９２．４） ２２４（９２．６）

２　 学 区 内 全 戸 １２（ １．７） ７（ １．６） ５（ ２．１）

３　 回 覧 版 －（　 －） －（ －） －（　 －）

４　 そ の 他 －（　 －） －（ －） －（． －）

轟 回 答 ４０（ ５．８） ２７（ ６．１） １３（ ５．４）

Ｑ１４－１．家庭・地域への学校経営方針等の説明

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１ して い る １５６５（９７．３） １０２９（９７．６） ５３６（９６．６）

２　 して い な い ４０（ ２．５） ２２（ ２．１） １８（ ３．２）

蕪 回 答 ４（ ０．２） ３（ ０．３） １（ ０．２）

Ｑ１４－２．家庭・地域への学校経営方針等の説明をしている機会

カテゴリ‾一 名 合 計 １．小学 校 ２．中学 校

∠ゝ 計 １５６５（１００．０）１０２９（１００．０） ５３６（１００．０）

【コロ
１ ＰＴＡ総 会

１２０３（７６．９） ７７０（７４．８） ４３３（８０．８）
２「雇 隻者 懇 炎会 ８９９（５７．４） ５４２（５２．７） ３５７（６６．６）

　 Ｐ　 ′ｌこ′
３ 地 域 懇談 会

３５３（２２．６） ‘１７７（１７，２） １７６（３２．８）

ロ　　　　　　　　 し　‾　　 Ｉヽて ８９（ ５．７） ５２（５．１） ３７（６．９）

５　その 他 －（　 －） ー（　 －） ー（　 －）

無 回 答 ３６２　２３．１ ２５９（２５．２） １０３（１９．２）

－４６７－



Ｑ１４－２－１．ＰＴＡ総会回数

カテゴ リー 名 合 計 １．小学 校 ２．中学 校
合計 １５６５（１００．０）１０２９（１００．０） ５３６（１００．０）
１ ７４２（４７．４） ４８１（４６．７） ２６１（４臥７）
２ ８２（ ５．２） ５３（５．２） ２９（ ５．４）
３ １４（０．９） １２（１．２） ２（０．４）
４以 上 １（０．１） １（０．１） ー（　 －）
無 回答 ７２６（４６．４） ４８２（４６．８） ２４４（４５．５）

最 大 値 ＝４　 最 小 値 ＝１

Ｑ１４－２－２．保護者懇談会回数

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 １５６５（１００．０） １０２９（１００．０） ５３６（１００．０）
１ １６３（１０．４） １０４（１０．１） ５９（１１．０）

２ １１８（ ７．５） ６６（ ６．４） ５２（ ９．７）

３ ２３０（１４．７） １３５（１３．１） ９５（１７．７）
４ ２７（ １．７） １５（ １．５） １２（ ２．２）
５ ２２（ １．４） １７（ １．７） ５（ ０．９）
６ １１（ ０．７） ７（ ０．７） ４（ ０．７）
７ ３（ ０．２） ３（ ０．３） －（　 －）
８ ３（ ０．２） ３（ ０．．３） ー（　 －）
９ －（　 －） －（　 －） 一（　 －）
１０以 上 ３（ ０．２） ２（ ０．２） １（ ０．２）
無 回 答 ９８５（６２．９） ６７７（６５．８） ３０８（５７．５）

最 大 値 ＝１０　 最 小 値 ＝１

Ｑ１４－２－３．地域懇談会回数

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 １５６５（１００．０） １０２９（１００．０） ５３６（１００．０）
１ ２３６（１５．１） １２８（１２．４） １０８（２０．１）
２■ ３４（ ２．２） １６（ １．６） １８（ ３．４）
３ １６（ １．０） １２（ １．２） ４（ ０．７）
４ －（ －） －（　 －） －（　 －）
５ ２（ ０．１） １（ ０．１） １（ ０．２）
６以 上 ８（ ０．５） ２（ ０．２） ６（ １．１）
無 回 答 １２６９（８１．１） ８７０（８４．５） ３９９（７４．４）

最 大 値 ＝２２　 最 小 値 ＝１

Ｑ１４－２－４．地域の住民の集まりの回数

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 １５６５（１００．０） １０２９（１００．０） ５３６（１００．０）
１ ６１（ ．３．９） ４１（ ４．０） ２０（ ３．７）
２ ３２（ ２．０） ２５（ ２．４） ７（ １．３）
３ ３１（ ２．０） ２１（ ２．０） １０（ １．９）
４ ５（ ０．３） ３（ ０．３） ２（ ０．４）
５ ５（ ０．３） ３（ ０．３） ２（ ０．４）
６以 上 ６（ ０．４） ６（ ０．６） －（ －）
無 回 答 １４２５（９１．１） ９３０（９０．４） ４９５（９２．４）

最 大 値 ＝１２　 最 小 値 ＝１

－４６８－



Ｑ１５．ホームページ上での学校評価結果の公表

カテゴリー 名 合 計 １．小 学校 ２．中学 校
合計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）
１．して いる １２（０．７） ７（０．７） ■５（０．９）
２．していない １３２０（８２．０） ８７４（８２．９） ４４６（８０．４）
３．検 討 中 である １７３（１０．８） １０１（ ９．６） ７２（１３．０）
無 回答 １０４（６．５） ７２（ ６．８） ３２（ ５．８）

Ｑ１６－１．発信の多い情報

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１００．０）
１．学 校 経 営 方 針 ・教 育 目標 １０５１（６５．３） ７８１（７４．１） ２７０（４８．６）
２．教 育 課 程 １０９２（６７．９） ７８８（７４．８） ３０４（５４．８）
３．成 績 ２９４（１８．３） １３７（１３．０） １５７（２８．３）

４．部 活 動 ４６３（２８．８） ９１（ ８．６） ３７２（６７．０）
５．生 徒 指 導 （日 常 生 活 ） １３１７（８１．９） ８９７（８５．１） ４２０（７５．７）
６．生 徒 指 導 （い じめ ・不 登 校 ・体 罰 な ど の 問 題 ）－ １８２（１１．３） １２５（１１．９） ５７（１０．３）
７．学 校 事 故 １４６（ ９．１） １２９（１２．２） １７（ ３．１）
無 回答 ５８（ ３．６） ４３（ ４．１） １５（ ２．７）

Ｑ１６－２．学校が重要と考えている情報

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．学 校 経 営 方 針 ・教 育 目標 １３７５（８５．５） ９１６（８６．９） ４５９（８２．７）

２．教 育 課 程 １２４７（７７．５） ８２７（７８．５） ４２０（７５．７）

３．成 績 ２０３（１２．６） ９８（．９．３） １０５（１８．９）

４．部 活 動 １２０（ ７．５） １８（ １．７） １０２（１８．４）
５．生 徒 指 導 （日 常 生 活 ） １２０７（７５．０） ８１２（７７．０） ３９５（７１．２）
６．生 徒 指 導 （い じめ ・不 登 校 ・体 罰 な どの 問 題 ） ２７３（１７．０） １７３（１６．４） １００（柑 ．０）
７．学 校 事 故 １３４（ ８．３） １０８（１０．２） ２６（ ４．７）
無 回 答 ５８（ ３．６） ４６（ ４．４） １２（ ２．２）

Ｑ１６－３．学校・地域が求めている情報

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１００．０）
１．学 校 経 営 方 針 ・教 育 目 標 ６２０（３８．５） ４６１（４３．７） １５９（２８．６）

２．教 育 課 程 ７２３（４４．９） ５３８（５１．０） １８５（３３．３）

３．成 績 ８３０（５１．６） ４８５（４６．０） ３４５（６２．２）

４．部 活 動　 ‾ ３４１（２１．２） ７２（ ６．８） ２６９（４８．５）
５．生 徒 指 導 （日 常 生 活 ） １０４３（６４．８） ６８６（６５．１） ３５７（６４．３）
６．生 徒 指 導 （い じめ ・不 登 校 ・体 罰 な ど の 問 題 ） ７１５（４４．４） ４８０（４５．５） ２３５（４２．３）

７．学 校 事 故 ２０４（１２．７） １５３（１４．５） ５１（ ９．２）

無 回 答 ８３（ ５．２） ７０（ ６．６’） １３（ ２．３）

Ｑ１７－１－Ｂ．ＰＴＡ総会での要望

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．あ る ９３９（５８．４） ５８０（５５．０） ３５９（６４．７）

２．な い ６３５（３９．５） ４４６（４２．３） １８９（３４．１）

無 回 答 ３５（ ２．２） ２８（ ２．７） ７（ １．３）

－４６９－



Ｑ１７－１－Ｃ．ＰＴＡ総会の年間総件数

カテゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中学 校
合 計 ９３９（１００．０） ５８０（１００．０） ３５９（１００．０）
１ ４５８（４８．８） ３０６（５２．８） １５２（４２．３）

２ ２２３（２３．７） １３３（２２．９） ９０（２５．１）

３ ９２（９．８） ５０（８．６） ４２（１１．７）
４ １８（ １．９） １０（ １．７） ８（２．２）
５ ４５（４．８） １７（２．９） ２８（■７．８）
６ ４（０．４） ３（０．５） １（０．３）
７ ー（　 －） ー（ ．－） －（　 －）
８ １（０．１） １（０．２） －（　 －）
９ －（　 －） ー（　 －） －（　 －）
１０以 上 １０（ １．１） ６（１．０） ４（１．り
無 回 答 ８８（ ９．４） ５４（ ９．３） ３４（ ９．５）

最 大 値 ＝１０　 最 小 値＝１

Ｑ１７－１－Ｄ．ＰＴＡ総会での多い要望

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 ９３９（１００．０） ５８０（１００．０） ３５９（１００．０）
１．成 績 １１８（１２．６） ５６（ ９．７） ６２（１７．３）
２．授 業 ２７９（２９．７） １８０（３１．０） ９９（２７．６）
３．生 徒 指 導 ５２２（５５．６） ２９４（５．０．７） ２２８（６３．５）
４．部 活 動 ２３３（２４．８） ３５（ ６．０） １９８■（５５．２）
５．そ の 他 ２２８（２４．３） １９１（３２．９） ３７（１０．３）
無 回 答 ８０（ ８．５） ５７（ ９．８） ２３（ ６．４）

Ｑ１７－２－Ｂ．保護者懇談会での要望

カテゴリー 名 合計 １．小 学 校 ２．中学 校
合計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）
１．ある １４４９（９０．１） ９３９（８９．１） ５１０（９１．９）
２．ない １３５（ ８．４） ９８（ ９．３） ３７（ ６．７）
無 回 答 ２５（ １．６） １７（ １．６） ８（‘１．４）

Ｑ１７－２－Ｃ．保護者懇談会の年間総件数

カテゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 １４４９（１００．０） ９３９（１００．０） ５１０（１００．０）
１ １１３（７．８） ７５（８．０） ３８（７．５）
２ ２０６（１４．２） １４５（１５．４） ６１（１２．０）
３ ３４１（２３．５） １９９（２１．２） １４２（２７．８）
４ ８０（５．５） ６０（６．４） ２０（３．９）
５ ２１３（１４．７） １４８（１５．８） ６５（１２．７）
６ ５４（３．７） ３８（４．０） １６（３．り
７ １６仁 １．り １０（ １．１） ６（１．２）
８ ８（０．６） ６（０．６） ２（０．４）
９ ２（０．１） １（０．１） １（０．２）
１０ １６２（１１．２） ９４（１０．０） ６８（１３．３）
１１以 上 ８０（５．５） ４６（４．９） ３４（ ６．７）
無 回答 １７４（１２．０） ‖ ７（１２．５） ５７（１１．２）

最 大 値 ＝１００　 最 小 値 ＝１

－４７０－



Ｑ１７－２－Ｄ．保護者懇談会での多い要望

カテゴ リー名 合 計 １．小 学校 ２．中学 校

合 計 １４４９（１００．０） ９３９（１００．０） ５１０（１００．０）

１．成績 ６９３（４７．８） ３９４（４２．０） ２９９（５８．６）

２．授 業 ７７３（５３．３） ５１５（５４．８） ２５８（５０．６）

３．生 徒 指導 １０８０（７４．５） ７１９（７６．６） ３６１（７０．針

４．部 活 動 ３６８〈２５．４） ５０（５．３） ３１８（６２．４）

５．その 他 １３３（９．２） ９９（１０．５） ３４（ ６．７）

無 回 答 ５４（３．７） ４０（４．３） １４（ ２．７）

Ｑ１７－３－Ｂ．地域懇談会での要望

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．あ る ６８１（４２．３） ３８１（３６．１） ３００（５４．１）

２．な い ７６７（４７．７） ５５３（５２．５） ２１４（３８．６）

無 回 答 １６１（１０．０） １２０（１１．４） ４１（ ７．４）

Ｑ１７－３－Ｃ．地域懇談会の年間総件数

カテ ゴリー 名 合 計 １．小学 校 ２．中学 校 ‾‾

合 計 ６８１（１００．０） ３８１（１－ｂｏ．０） ３００（１００．０）

１′、ノ２■ ３１７（４６．５） １９２（５０．４） １２５（４１．７）

３～ ４ １０６（１５．６） ５６（１４．７） ５０（１６．７）

５～ ６ ７４（１０．９） ４２（１１．０） ＿３２（１０．７）

７～８ ５（０．７） ３（０．８） ２（０．７）

９～ １０ ５７く　８．４） ２７（７．１） ３０（１０．０）

１１～ １２ －（　 －） －（　 －） ー（　 －）

１３～ １４ －２（０．３） １（０．３） １（・０．３）

１１５～ １＿６ ４（０．６） ２（０．５） ２（０．７）

１７～ １８ ー（　 －） ー（　 －） －（　 －）

１９～ ２０ １６（２．３） ７（１．８） ９（３．０）

２１以 上 １０（ １．５） ３（０．８） ７（２．３）

無 回 答 ９０（１３．２） ４８（１２．６） ４２（１４．０）

最 大 値＝５０　 最 小 値 ＝１

Ｑ１７－３－Ｄ．地域懇談会での多い要望

カテゴ リー 名 合計 １．小 学 校 ２．中学 校

合 計 ６８１（１００．０） ３８１（１００．０） ３００（１００．０）

１．成 績 ９６（１４．１） ３２（８．４） ６４（２１．３）

２．授 業 １５４（２２．６） ７７（２０．２） ７７（２５．７）

３．生 徒 指 導 ５６９（８３．６） ３１２（８１．９） ２５７（８５．７）

４．部 活 動 １７５（２５．７） １４（ ３．７） １６１（５３．７）

５．そ の他 １３０（１９．１） ８４（２２．０） ４６（１５．３）

無 回答 ３０（４．４） ２２（５．８） ８（ ２．７）

Ｑ１７－４－Ｂ．電話での要望

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．あ る １１９０（７４．０） ７７５（７３．５） ４１５（７４．８）

２　 な い ３６９（２２．９） ２４５（２３．２） １２４（２２．３）
蕪 回 答 ５０（ ３．１） ３４（ ３．２） １６（ ２．９）

ー４７１－



Ｑ１７－４－Ｃ．電話の年間総件数

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２　 中 学 校
合 計 １１９０（１０００） ７７５（１０００） ４１５（１００．０）

７６（１８．３）

７２（１７．３）

７８（１８．８）

７（ １．７）

７４（１７・８２

２（ ０５）

１～ ２ ２７８（２３．４） ２０２（２６り
３′・■４ ２００（１６８） １２８（１６５）
５～ ６ ２２６．（＿＿１９０） １４８（１９１）
７～ ８ １６（ １．３） ９（ １２）
９～ １０ １８７（１５７） １１３（１４．６）

２（ ０．３）１１～ １２ ４（ ０．３）
１３～ １４ １（ ０．１） ー（ －） １（ ０２）
１５～ １６ １６（ １．３） １０（ １３） ■６（ １．４）

ー（ －）
１７～ １８ ー（　 －） －（ －）
１９～ ２０ ４６（ ３９） ２６（ ３４） ２０（ ４．８）

－（ －）
２１～ ２２　■ －（ －） －（ －）
２３～ ２４ ー（ －） －（ －） －（ －）
２５～ ２６ ５（ ０．４） ４（ ０．５） １（ ０２）
２７～ ２８ ー（　 －） ー（ －） －（ －）
２９～ ３０ １５（ １３） ５（ ０６） １０（ ２．４）

９（ ２２）
３１以 上 ２３（ １．９） １４（ １．８）
無 回 答 １７３（１４．５） １１４（１４．７） ５９（１４．２）

最 大 値 ＝１００　 最 小 値 ＝１

Ｑ１７－４－Ｄ．電話での多い要望

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校

７７５（１００．０）

５８（ ７．５）

２．中 学 校

４１５（１００．０）

８２（１９８）

合 計 １１９０（１０００）
１．成 績 １４０（‖ ．８）
２．授 業 ２５４（２１．３） １６９（２１８） ８５（２０．５）

３６６（８８２）
３．生 徒 指 導 １０２０（８５．７） ６５４（８４．４）
４．部 活 動 ‾２４４（２０．５） ２９（ ３７） ２１５（５１．８）

２８（ ６７）
５．そ の 他 １７４（１４．６） １４６（１８．８）
無 回 答 ３６（ ３．０） ２８（ ３６） ８（ １．９）

Ｑ１７－５－Ｂ．手紙・はがきでの要望

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校

１０５４（１０００）

２．中 学 校

５５５（１００．０）

１７４（３１．４）

３５４（６３８）

合 計 １６０９（１０００）
１．あ る ４９９（３１．０） ３２５（３０８）
２．な い １０２５（６３．７） ６７１（６３．７）
無 回 答 ８５（ ５．３） ５８（ ５．５） ２７（ ４．９）

Ｑ１７－５－Ｃ．手紙・はがきの年間総件数

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

１７４（１００．０）

６２（３５．６）

４２（２４．１）

３５（２０１）

合 計 ４９９（１００．０） ３２５（１０００）
１ １４０（２８．１） ７８（２４０）
２ １２３（２４６） 引 （２４９）
３ ７４（１４．８） ３９（１２．０）
４ ５（ １０） ５（ １．５）

４３（１３．２）

２（ ０．６）

１（ ０３）

－（ －）

１２（ ６．９）

ー（ －）

－（ －）

ー（ －）

－（ －）
７（ ４．０）

－（ 一）

ー（ －）

丁（ －）
１（ ０．６）

１５（ ８６）

５ ５５（１１０）
６ ２（ ０４）
７ １（ ０２）
８ ー（ －） ー（　 －）
９ －（ ⊥） －（ －）
１０ ２７（ ５．４） ２０（ ６２）
１１ －（　 －） ー（　 －）
１２ －（　 －） －（　 －）
１３ －（　 －） －（　 －）
１４以 上 ９（ １．８） ８（ ２５）
無 回 答 ６３（１２．６） ４８（１４，８）

最 大 値 ＝４０　 最 小 値 ＝１

－４７２－



Ｑ１７－５－Ｄ．手紙・はがきでの多い要望

カ テ ゴ リー 各 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 ４９９（１００．０） ３２５（１００．０） １７４（１００．０）

１．成 績 ３４（ ６．８） ２３（ ７．１） １１（ ６．３）

２．授 業 １０３（２０．６） ７８（２４．０） ２５（１４．４）

３．生 徒 指 導 ３５９（７１．９） ２４１（７４．２） ＝ ８（６７．８）

４．部 活 動 ６１（１２．２） ７（ ２．２） ５４（３１．０）

５．そ の 他 １１１（２２．２） ８０（２４．６） ３１（１７．８）

無 回 答 ２３（ ４．６） １６（ ４．９） ７（ ４．０）

Ｑ１８－１．学校と家庭、地域の連携協力が促進される

カテ ゴ リー 名　 ■ 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそ う感 じな い １（ ０．１） ー（　 －） １（ ０．２）

２．あ ま りそ う感 じな い ５５（ ３．４） ３７（ ３．５） １８（ ３．２）

３．少 しそ う感 じる ３３２（２０．６） ２２０（２０．９） ‖ ２（２０．２）

４．か な りそ う感 じる ９３６（５８．２） ６１９（５８．７） ３１７（５７．り

５．全 くそ う感 じる ２７７（１７．２） １７１（１６．２） １０６（１９．１）

無 回 答 ８（ ０．５） ７（ ０．７） １（ ０．２）

Ｑ１８－２．教職員の態度や学校の雰囲気が改善される

カテゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそ う感 じない ２（０．１） －（　 －） ２（０．４）

２．あま りそ う感 じない ８３（５．２） ５３（５．０） ３０（５．４）

３．少 しそう感 じる ５２６（３２．７） ３４２（３２．４） １８４（３３．２）

４．か なりそう感 じる ８４５（５２．５） ５５５（５２．７） ２９０（５２．３）

５．全 くそう感 じる １４６（９．１） ９７（９．２） ４９（８．８）

無 回答 ７（０．４） ７（０．７） ー（ ’－）

Ｑ１８－３．保護者や地域住民に対する説明責任を果たすうえで有効である

＿、カテゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそう感 じない １（０．１） －（　 －） １（０．２）

２．あま りそう感 じない ３１（１．９） １７（ １．６） １４（ ２．５）

３．少 しそう感 じる ２５６（１５．９） １７６（１６．７） ８０（１４．４）

４．か なりそう感 じる １０２７（６３．８） ６７８（６４．３） ３４９（６２．９）

５．全 くそう感 じる ２８９（１８．０） １７８（１６．９） １１１（２０．０）

無 回 答 ５（０．３） ５（０．５） －（　 －）

Ｑ１８－４．学校経営が萎縮する可能性がある

カテゴ リー 名 合計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそう感 じない １６５（１０．３） ９８（ ９．３） ６７（１２．１）

２．あまりそう感 じない ９００（５５．９）・ ５９１（５６．１） ３０９（５５．７）

３．少 しそう感 じる ４２８（２６．６） ２８２（２６．８） １４６（２６．３）

４．か なりそう感 じる ９５（５．９） ６８（６．５） ２７（４．９）

５．全 くそう感 じる ９（０．６） ８（０．８） １（０．２）

無 回 答 １２（０．７） ７（０．７） ５（ ０．９）

一４７３－



Ｑ１８－５・情報公開のための業務が増えて多忙になる

カテゴリー 名 合 計 １．小学 校 ２　 中学 校
合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１０００）
１．全 くそう感 じな い ５１（ ３．２） ３２（３．０） １９（ ３．４）
２．あま りそっ感 じな い ４０２（２５．０） ２７４（２６．０） １２８（２３１）
３．少 しそ う感 じる ６７３（４１．８） ４４２（４１．９） ２３１（４１６）
４．かな りそう感 じる ４００（２４．９） ２５７（２４．４） １４３（２５．８）
５．全 くそ う感 じる ７１（４．４） ４１（３．９） ３０（５４）
無 回 答 １２（０．７） ８（０．８） ４（０．７）

Ｑ１８－６・形式的な情報公開なのでそれほど影響はない

カテゴリー 名 合 計 １．小 学 校 ２　中 学 校
合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１０００）
１．全 くそう感 じない ２１５（１３．４） １４５（１３．８） ７０（１２．６）
２．あま りそ つ感 じない ７４７（４６．４） ４６８（４４．４） ２７９（５０３）
３．少 しそう感 じる ４９０（３０．５） ３３４（３１．７） １５６（２８１）
４．か な りそう感 じる １０８（ ６．７） ７１（ ６．７） ３７（６．７）
５．全 くそう感 じる １３（０．８） １０（０．９） ３（０５）
無 回答 ３６（２．２） ２６（２．５） １０（ １．８）

Ｑ１９－１．学校評価についての取り組み

カテゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２　 中学 校
合 壁 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１０００）
１・評 価 委 員会 など特 別 の組 織 を設置 ２３４（１４．５） １５７（１４．９） ７７（１３．９）
２・既 存 の 組 織 を使 って学 校 評 価　　　　　　⊥‾■ ９１２（５６．７） ６０７（５７．６） ３０５（５５．０）

３．特 に組織 的 に学校 評 価 を行 わな い ３４４（２１．４） ２０９（１９．８） １３５（２４３）
４．＿＿そ の 他 １１５（７．１） ７９（７．５） ３６（６５）
無 回答 ４（０．２） ２（０．２） ２（０：４）

Ｑ１９－２・今後、学校評価を行う予定がありますか

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２　 中 学 校
合 計 ３４４（１００．０） ２０９（１０００） １３５（１００．０）

１１３（８３．７）

１９（１４１）

１．あ る ２６９（７８２） １５６（７４６）
２．な い ６１（１７．７） ４２（２０．り
無 回 答 １４（ ４．１） ‖ （ ５．３） ３（ ２．２）

Ｑ２０－１．学校評価の参加者

カテ ゴ リー 名 ， 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

３８２（１０００）合 計 １１４６（１００．０） ７６４（１００．０）
１．校 長 １０５６（９２．１） ７１６（９３．７） ３４０（８９０）
２．教 頭 １０７９（９４．２） ７２５（９４．９） ３■５４（９２７）
ヨ．教 務 主 任 １０８２（９４．４） ７２２（９４，５） ３６０（９４２）
４．一 般 教 員 １０７８（９４．１） ７２７（９５．２） ３５１（９１９）
５．事 務 職 員 ７９７（６９．５） ５５３（７２．４） ２４４（６３９）
６．保 護 者 （ＰＴＡな ど ） １７１（‘１４．９） １１０（１４．４） ６１（１６０）
７．児 童 生 徒 ８６（ ７．５） ４９（ ６．４） ３７（ ９７）
８．学 校 評 議 員 １１５（１００） ７５（ ９．８）

９（ １２）

４０（１０．５）

８（ ２．１）

１０（ ２．６）

６（ １．６）

９．地 域 住 民 １７（ １．５）
１０．そ の 他 ２８（ ２４） １８（ ２４）
無 回 答 １１（ １．０） ５（ ０：７）

ｍ４７４－



Ｑ２０－２．学校評価の時期

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １１４６（１００．０） ７６４（１００．０） ３８２（１００．０）

１．年 度 毎 に ４６３（４０．４） ２９１（３８．１） １７２（４５．０）

２．学 期 毎 に ５５２（４８．２） ３８６（５０．５） １６６（４３．５）

３．特 に 時 期 を 定 め て い な い ６７（ ５．８） ４１（ ５．４） ２６（ ６．８）

４．そ の 他 ５６（ ４．９） ４１（ ５．４） １５（ ３．９）

無 回 答 ８（ ０．７） ５（ ０．７） ３（ ０．８）

Ｑ２０－３－１．学校評価の仕方

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １１４６（１００．０） ７６４（１００．０） ３８２（１００．０）

１．評 価 票 を 用 い る ９６３（８４．０） ６３９（８３．６） ３２４（８４．８）

２．評 価 票 は 用 い な い が 、話 し合 い で 評 価 を 行 う １４９（１３．０） １０６（１３．９） ４３（１１．３）

３．そ の 他 ２６（ ２．３） １４（ １．８） １２（ ３．１）

無 回 答 ８（ ０．７） ５（ ０．７） ３（ ０．８）

Ｑ２０－３－２．評価票の種類

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 ９６３（１００．０） ６３９（１００．０） ３２４（１００．０）

１．既 存 の 評 価 票 ４５（ ４．７） ２８（ ４．４） １７（ ５．２）

２．独 自 に 作 成 した 評 価 票 ８８８（９２．２） ５９１（９２．５） ２９７（９１．７）

３．教 育 委 員 会 か ら示 され た 評 価 票 ２３（ ２．４） １７（ ２．７） ６（ １．９）

４．そ の 他 ５（ ０．５） ２（ ０．３） ３（ ０．９）

無 回 答 ２（ ０．２） １（ ０．２） １（ ０．３）

Ｑ２０－３－３．学校評価の対象

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １１４６（１００．０） ７６４（１００．０） ３８２（１００．０）

１．学 校 の 教 育 ｔ経 営 活 動 全 般 を 評 価 す る １０７９（９４．２） ７１４（９３．５） ３６５（９５．５）

２．年 度 毎 に 重 点 領 域 を 定 め て評 価 して い る ５１（ ４．５） ３９（ ５．１） １２（ ３．１）

３．そ の 他 ４（ ０．３） ２（ ０．３） ２（ ０．５）

無 回 答 １２（ １．０） ９（ １．２） ３（ ０・望）

Ｑ２０－４．評価結果の公表対象者

カテゴリー 名　　　　　　　　　　 合 計　 １．小 学 校　 ２．中学 校

合計 １１４６（１００．０） ７６４（１００．０） ３８２（１００．０）

１．教 職 員 １１１８（９７．６） ７４３（９７．３） ３７５（９８．２）

２．教 育 委 員 会 １８９（１６．５） １１９（１５．６） ７０（１８．３）

３．保 護 者 ２９２（２５．５） １９１（２５．０） １０１（２６．４）

４．児 童 生 徒 ８９（７．８） ５２（ ６．８） ３７（ ９．７）

５．地 域 住 民 ７０（６．１） ４５（ ５．９） ２５（ ６．５）

６，そ の他 ５６（４．９） ３５（ ４．６） ２１（ ５．５）

無 回 答 ５（０．４） ５（‾■‾‾０．７） －（　 －）

－４７５－



Ｑ２０－５・学校評価が次年度の学校経営活動や教育活動の改善に役立っているか

テゴ ｌ－　　　　　　　　　　　　　　 ∠ゝ寺 １１＿二小学 校

７６４（１０００）

２．中学 父

３８２（１００．０）

３（０．８）

４（１．０）
５６（１４．７）

２８９（７５．７）

２４（６．３）

６（ １＿・６）

合 計　　 ′ ⊥ 　 ロロ
１１４６（１００．０）

１・全 く役 且 つていない　　′ ⊥ ５（０．４） ２（０３）
２．あま り役 ⊥ つていな い　○ 、 ３０（２．６） ２６（３．４）

９５（１２４）３．とちｂともいえない　　ノ ⊥ １５１（１３．２）

４・か な り＿役 且 つている　ｄ圭一ｌ＿＿イ ８２６（７２．１） 萱３７（７０．３）

８３（１０．９）
２１（２．７）

５．一非 芦引⊆役 立 ってい る １０７（ ９．３）
無 回 口 ２７（２４）

Ｑ２１・学校経営構想で、今後重点化したい評価項目

テ ゴ ｌ－ Ａ 寺 １１１ 小 学 校

１１‾０５４（１０００）
２．中 学 校

５５５（１００．０）

１７６（３１．７）

会 計　 」▲ 　 仁コロ
１６０９（１００．０）

１・学 校 の 教 育 臥 ＿＿⊥

２・特 色 あ 墨教 育 課 程 経 営 １２７９（７９．５） ８ ４４６（８０．４）
　　　 目 黒里 乃 ＰＴＡ ）
４・＿＿‾地 埋 と示 教 育 連 携 （学 校 評 議 員 等 ）

⊥　 ⊥

４８５（３０．１）

４２１（２６．２） ２８１ ２６７
蔓て＿校 塾 遡 遡 帝　⊥ ５１６（３２．１） ３５＿＿１（３３．３）

２１２（２０．１）

６２（ ５．９）

５７（ ５．４）

１‾ｚ９（１７．０）

±１５（３９．４）

３竺（ ３．２）

６（ ０．６）

１０（ ０９）

１６５（２９７）
６・校 務 分 掌 ｔ運 営 組 織 ３２４（２０１）

貝 １２０（ ７５） 　 ２０．２）

５８（１０５）８．施 設 設 備 ８６（ ５３） ２９（ ５．２）

８８（１５．９）

２２４（４０

工学：墓Ｐ　 ＿ノ ２６７（１６６）
１０・教 職 員 の 葦 識 向 上　　⊥ ６３９（３９７）
１１．学 校 予 算 ５０（ ３１） １６（ ２．９）

５（ ０．９）１１（ ０７）
無 回 答 １５（ ０９） ５（＿０・９）

Ｑ２２・外部（第三者）による学校評価

丁 コ ｌ－ ∠ゝ 舌 １１．小 学 校

１０５４（１００．０）

１３（ １．２）
ラ３１（２１．９）

竺４２（４１．９）

３３９（３２２）

２．中 学 父

５５５（１００．０）

９（ １．６）

会 計 　 ⊂コロ
１６０９（１０００）

１．全 く期 待 しな い ２２（‾‾１４）
２．あ 蔓 り期 待 しな い ３４３（２１．３） １１２（２０．２）

２４７（４４．５）

１７４（３１．４）

１０（ １．８）

３（ ０＿こ５）

３．な ん ともい ぇ な い ６８９（４２．８）
４・力剋 遡 垂 亘 亙　■払 ５１３（３１．９）
５！非 吊 に期 待 す る ３ｊ（ １．９）

１１（ ０７）
２１（ ２．０）

８（ ０．８）舞 回 答 ′

Ｑ２３－１・教職員個人の自己評価を重視する

‾　 “ｌ
合 計

１６０９（１０００）

１１＝＿＿＿小 学 校
ｌ１９５４（１００．０）

羊 三幸十 手チ

ｌ ２１３（＿＿＿至０．２）

６５０（６１．７）

９３（‾‾８．８）

１３（．１．２）

２．中 学 父

５５５（１００．０）

１（ ０．２）

合 計

１・全 くそ う思 わ な い ５（ ０３）
２．あ ま りそ つ思 わ な い １３６（ ８５） ５５（ ９．９）

１２４（２２．３）Ｊじヽ 　　よ ３３７（２０９）
４．＿か な り皇 つ思 う ９７７（６０７） ３２７（５８．９）

４４（ ７．９）

４（ 凹

′じ＜ １３７（ ８．５）

無 回 答 １７（ １．１）

Ｑ２３－２・第三者（学校評議員など）を交えての学校評価を促進する

カテゴリー名 ム計 １・坐学校
１０５４（１００．０）

リ⊥ １．０）
１５１（１４：⊇）
３５旦〈３４．０）
４６２（４４．５）
５３（５＿＝０）
１２（１．１）

２．中学 父

５５５（１００．０）
５（０．９）

８２（１４．８）
１８２（３２．８）
２６７（４８．１）
１７（３．り
２（０．４）

合計 ⊂コＰ
１６Ｐ９（１００．０）

１６（１０）１・全くそう思わなし上　　　ー■

２・あ重りそっ思わない ２３３（１４５）
萱，どちらとも思わない　　　▲■ ５４０（３３６）
４・かなりそっ昼う ７３６（４５７）
５．全くそう思う ７０（４．４）

１４（０９）
‡無回 口

ー４７６－



Ｑ２３－３．毎年、総括的な評価を実施する

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそ う思 わ な い １（ ０．１） １（ ０．１） －（　 －）

２．あ ま りそ う思 わ な い ７５（ ４．７） ５５（ ５．２） ２０（ ３．６）

３．どち らとも 思 わ な い ２８４（１７．７） １９０（１８．０） ９４（１６．９）

４．か な りそ う思 う ９９８（６２．０） ６４８（６１．５） ３５０（６３．１）

５．全 くそ う思 う ２３２（１４．４） １４６（１３．９） ８６（１５．５）

無 回 答 １９（ １．２） １４（ １．３） ５（ ０．ｒ９）

Ｑ２３－４．年度あるいは学期ごとに重点項目を掲げて評価する

カテゴリー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそう思 わ ない ３（０．２） １（０．１） ２（０．４）

２．あまりそう思 わ ない ６７（４．２） ４１（３．９） ２６（４．７）

３．どちらとも思わ ない ２７５（１７．１） １７８（１６．９） ９７（１７．５）

４．かな りそう思 う １０４７（６５．１） ６８５（６５．０） ３６２（６５．２）

５．全 くそう思う ２００（１２．４） １３５（１２．８） ６５（１１．７）

無 回答 １７（１．１） １４（ １．３） ３（０．５）

Ｑ２３－５．児童生徒も活動評価（授業評価を含む）に参加させる

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそ う思 わ な い ７４（４．６） ５４（ ５．１） ２０（ ３．６）

２．あ ま りそ う思 わ な い ３１７（１９．７） ２１９（２０．８） ．９８（１７．７）

３．どち らとも 思 わ な い ４９３（３０．６） ３３４（３１．７） １５９（２８．６）

４．か な りそ う思 う ６３１（３９．２） ３９０（３７．０） ２４１（４３．４）

５．全 くそ う思 う ７８（ ４．８） ４５（ ４．３） ３３（ ５．９）

無 回 答 １６（ １．０） １２（ １＿．１） ４（ ０．７）

Ｑ２３－６．管理職が中心となって学校評価を実施する

カテゴリー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１，全 くそう思 わ ない １０３（６．４） ７６（７．２） ２７（４．９）

２．あまりそう思 わ ない ４９４（３０．７） ３３８（３２．１） １５６（２８．１）

３．どちらとも思 わ ない ５６２（３４．９） ３５３（３３．５） ２０９（３７．７）

４．かな りそう思 う ３９５（２４．５） ２５０（２３．７） １４５（２６．１）

５．全 くそう思う ４０（２．５） ２５（２．４） １５（２．７）

無 回答 １５（０．９） １２（ １．１） ３（０．５）

Ｑ２３－７．評価活動そのものよりも、評価に対する意識を深める

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそ う思 わ な い １６（ １．０） １１ぐ‾１．０） ５（ ０．９）

２．あ ま りそ う思 わ な い １１６（ ７．２） ７４（ ７．０） ４２（ ７．６）

３．どち らとも思 わ な い ４１５（２５。８） ２５９（２４．６） １５６（２８．１）

４．か な りそ う思 う ８９１（５５．４） ５８７（５５．７） ３０４（５４．８）

５．全 くそ う思 う １５５（ ９．６） １０９（１０．３） ４６（ 臥３）

無 回 答 １６（ １．０） １４（ １．３） ２（ ０．４）

ー４７７－



Ｑ２３－８・評価結果を学校経営・教育活動に生かすしくみを整える

カテゴ リー 名　 ■ 合 計 １．小学 校 ２．中 学校
合計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１０００）
１．全 くそう思 わ ない ２（０．１） ２（０．２） ー（　 －）
２．あま りそつ思 わ ない １２（０．７） ９（０．９） ３（０５）
３．どちらとも思 わ ない ‖ ０（ ６．８） ６７（６．４） ４３（７．７）
４．かな りそう思 う １０７３（６６．７） ６９１（６５．６） ３８２（６８．８）
５．全 くそう思 う ３７８（２３．５） ２６７（２５．３） １１１（２００）
無 回 答 ３４（２．１） １８（ １．７） １６（２．９）

Ｑ２３－９．その他

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２　 中 学 校 ‾
合 計 、 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１０００）
１．全 くそ う思 わ な い ー（ －） －（ －） ー（ －）▲
２．あ ま りそ う思 わ な い １（ ０．１） １（ ０．１） ー（　 －）
３．どち らとも 思 わ な い ８（ ０．５） ６（ ０．６） ２（ ０４）
４．か な りそ う思 う ３７（ ２，３） １６（ １．５） ２１（ ３．８）
５．全 くそ う思 う １４（ ０．９） ６（ ０．６） ８（ １４）
無 回 答 １５４９（９６．３） １０２５（９７．２） ５２４（９４．４）

Ｑ２４－１・学校と家庭・地域の連携協力を促進する条件をつくる

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１０００）
１．全 くそ う思 わ な い ３（ ０．２） ２（ ０．２） ．１（ ０．２）
２．あ ま りそ う思 わ な い １０４（ ６．５） ６５（ ６．２） ３９（ ７０）
３．少 しそ う思 う ５０２（３１．２） ３３７（３２．０） １６５（２９．７）
４．か な りそ う思 う ８６７（５３．９） ５６５（５３．６） ３０２（５４４）
５．全 くそ う思 う １１９（ ７．４） ７５（ ７．１） ４４（ ７９）
無 回 答 １４（ ０．９） １０（ ０．９） ４（ ０≡７）

Ｑ２４－２・教職員の態度や学校の雰囲気が変わり学校が活性化する

カテゴ リー名 合計 １．小 学 校 ２．中 学校
合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１０００） ５５５（１０００）
１．全 くそう思 わ ない １（－０．り －（ －） １（０．２）
２．あま りそう思 わ ない ６８（４．２） ４８（４．６） ２０（３６）
８．少 しそう思 う ４２１（２６．２） ２６９（２５．５） １５２（２７４）
４．か なりそう思 う ９４６（５８．８） ６１８（５８．６） ３２８（５９り
５．全 くそ う思 う ． １６４（１０．２） １１１（１０．５） ５３（ ９５）
無 回 答 ９（０．６） ８（０．８） １（０．２）

Ｑ２４－３・保護者や地域住民に説明責任を果たすうえで有効である

カテゴリー 名 合 計 １．小 学 校 ２　 中学 校
合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１０００ラ
１．全 くそう思 わ ない ４（０．２） ３（０．３） １（０２）
２．あまりそう思 わな い ４７（ ２．９） ■２８（２．７） １９（３４）
３．少 しそう思 う ３８７（２４．１） ２４４（２３．１） １４３（２５‾８）
４．か な りそう思 う ９９５（６１．８） ６５４（６２．０） ３４１（６１４）
５．全 くそう思 う １６４（１０．２） １１７（１１．１） ４７（８５）
無 回 答 １２（０．７） ８（０．８） ４（ ０：７）

－４７８－



Ｑ２４－４．学校経営や教育活動が萎縮したり、形骸化する可能性がある

カテゴリー 名 合計 １．小学 校 ２．中学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそう思 わ な い １６２（１０．１） １０１（９．６） ６１（１１．０）

２．あま りそう思わ ない ８５６（５３．２） ５６１（５３．２） ２９５（５３．２）

３．少 しそう思 う ４７０（２９．２） ３１５（２９．９） １５５（２７．９）

４．か な りそう思 う １００（６．２） ６３（６．０） ３７（６．７）

５．全 くそう思 う ９（０．６） ６（０．６） ３（０．５）

無 回 答 １２（０．７） ８（０．８） ４（０．７）

Ｑ２４－５．学校評価のための業務が増えて多忙になる

カテゴリー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそう思 わ ない ７４（４．６） ５０（４．７） ２４（４．３）

２．あま りそう思 わ ない ４６２（２８．７） ３０６（２９．０） ’１５６（２８．１）

３．少 しそ う思 う ６７９（４２．２） ４５２（４２．９） ２２７（４０．９）

４．か な りそう思 う ３３４（２０．８） ２１２（２０．り １２２（２２．０）

５．全 くそう思 う ４５（２．８） ２４（２．３） ２１（３．８）

無 回答 １５（０．９） １０（０．９） ５（０．９）

Ｑ２４－６．特色ある学校づくりに役立つ

カテゴリー 名 合 計 １．小学 校 ２．中学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそう思 わ ない ８（０．５） ５（０．５） ３（ ０．５）

２．あま りそう思 わ ない １０９（６．８） ７２（６．８） ３７（６．７）

３．少 しそう思 う ４１９（２６．０） ２７０（２５．６） １４９（２６．８）

４．か な りそう思 う ９３９（５８。‾４） ６１０（５７．９） ３２９（５９．３）

５．全 くそう思 う １１８（７．３） ８３（７．９） ３５（６．３）

無 回 答 １６（ １．０） １４（ １．３） ２（０．４）

Ｑ２４－７．学校と家庭・地域社会との問に対立や葛藤を招きやすくなる

カテゴリー 名 合計 １．小 学 校 ２．中学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそう思 わ ない １８５（１１．５） １１４（１０．８） ７１（１２．８）

２．あま りそう思 わ ない ８５２（５３．０） ５６１（５３．２） ２９１（５２．４）

３．少 しそう思 う ４４５（２７．７） ２９９（２８．４） １４６（２６．３）

４．か な りそう思 う ９８（６．１） ５７（５．４） ４１（ ７．４）

５．全 くそう思 う １１（０．７） ９（０．９） ２（０．４）

無 回 答 １８（ １．１） １４（ １．３） ４（０．７）

Ｑ２５－１．本校の教職員の人事は、自主的・自律的に行われている

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２，中 学 校

合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１，全 くそ う思 わ な い １１８（ ７．３） ９２ぐ ８．７） ２６（ ４．７）

２．あ ま りそ う思 わ な い ４９２（３０．６） ３２８（３１．１） １６４（２９．５）

３．少 しそ う思 う ５４４（３３．８） ３４６（３２．８） １９８（３５．７）

４．か な りそ う思 う ３７６（２３．４） ２３６（２２．４） １４０（２５．２）

５．全 くそ う思 う ４９（ ３．０） ３０（ ２．８） １９（ ３．４）

無 回 答 ３０（ １．９） ２２（ ２．１） ８（ １．４）

ー４７９－



Ｑ２５－２・本校の教育課程の編成は、自主的・自律的に行われている

カテゴ リー 名 合 計 １．小学 校

１０５４（１０００）
２・中学 堕 二

５５５（１００・型

１（０遥）

２４（生３）

１７１（３０こ８）

３１９（５７．５）

３７（６．７）

３（ ０・≦）

合 計 １６０９（１００．０）
］＿．全 くそう思 わ ない ８（０．５） ７（ ０７）
２二＿あま りそっ思 わ ない １１２（７．０） ８８（８３）
∋．少 しそっ思 う ５２７（３２．８） ３５６（３３８）
４＿，＿か なりそう思 う　　　■■ ８６４（５３．７） ５４５（５１７）
５．全 くそっ思 う ８６（５３） ４９（４．６）

９（０．９）舞 回 答 １２（０７）

Ｑ２５－３・本校の学校予算の編成・執行は、自主的伯律的に行われている

カテゴリー名 合計 １．小学校

１０５４（１０００）
１２・中学珪

５５５（１０９．０）
２３（４．１）

１４６（－２６．３）
２３２（４！＿二８）
１４３（２５．８）

８（‾‾‾１．竺２
３（０．５）

合計 １６０９（１００．０）
１．＿全くそっ思わない ６９（４．３） ４６（４４）
２．あまりそつ思わない ４７２（２９．３） ３２６（３０９）
８．少 しそう思う ６５２（４０．５） ４２０（３９８）
冬，＿かなりそう思う ３７６（２３．４） ２３３（２２１）
５．全くそっ思う ２６（１６） １８（１．７）

１１（１．０）舞 回答 １４（０．９）

Ｑ２５－４・本校では、地域の実態に合わせて特色ある学校づくりを展開している

カテゴ リー名 合計 １．小 学 校

１０５４（１０００）
２．中学 校

５５５（１０＿９．０）

２（９こ竺）

３７（６．７）

２０５（３６旦）

２６９（４８．萱）

３９（ ７．９）

３（０・５２

合 計 １６０９（１００．０）
１．全 くそっ思 わ ない ２（０．１） －（ －）
２．あま りそ っ思 わ ない ７８（４．８） ４１（３９）
＿亭．少 しそつ思う ５６５（３５．り ３６０（３４２）
４．かな りそう思 う ８４２（５２．３） ５７３（５４４）
５．全 くそう思う １０９（ ６８） ７０（ ６．６）

１０（０．９）無 回 答 １３（０８）

Ｑ２５－５・他の学校と比べると、新しい教育実践や学校運営がおこなわれている

カテゴ リー 名 合 計 １．小 学 校

１０５４（１０００）

２．中 学 校‾

５５５（１０９．０）

３（０・萱）
７８（１４．１）

２３５（４２．３）

２０１（３６．呈）

３６（６ニ５）
２（０ヱ）

合計 １６０９（１００．０）
１＿＿．全 くそう思 わ ない ５（０ゝ３） ２（０２）
２．＿あま りそっ思 わ ない ２２０（１３．７） １４２（１３５）
蔓，＿＿少 しそつ思う ７１５（４４．４） ４８０（４５５）
４Ｊか な りそっ思 う ５７９（３６．０） ３７８（３５９）
亭．全 くそっ思 う ７８（４８） ４２（４．０）

１０（０．９）舞 回答 １２（■０．７）

Ｑ２５－６・本校の教職員は、学校課題にとても熱心に取り組んでいる

カテゴリー 名 合 計 １．小 学 校

１０５４（１０００）

２・中学 琵

５５５（１００＿重）

１（０ニ２）

５２（９．４）

２１９（３９こ亘う

２６１（４７．９）

２０（ ３．巨）

２（０・竺）

合 計 １６０９（１００．０）
１．全 くそ う思 わ ない ４（０．２） ３（０３）
２．あ まりそっ思 わな い １５８（９．８） １０６（１０１）
３．少 しそう思 う　　　■■　 ■■ ６２４（３８．８） ４０５（３８４）
４．か なりそ っ思 っ ７４７（４６．４） ４８６（４６１）
５．全 くそう思 う ６５（４０） ４５（４．３）

９（０．９）無 回 答 １１（０．７）

－４８０－



Ｑ２５－７．本校では、教職員研修がとても活発である

カテゴ リー 名 合 計 １．小 学校 ２．中学 校

合計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそう思 わ ない １１（０．７） ５（０．５） ６（ １．１）

２．あま りそう思 わな い ２６２（１６．３） １４８（１４．０＿） １１４（２０．５）

３．少 しそう思 う ７５８（４７．１） ４６７（４４．３） ２９１（５２．４）

４．か な りそう思う ５１４（３１．９） ３９１（３７．１） １２３（２２．２）

５．全 くそう思 う ５３（３．３） ３６（３．４） １７（３．１）

無 回 答 ‖（０．７） ７（０．７） ４（０．７）

Ｑ２５－８．本校の子どもは、生き生きと学校生活を送っている

カテゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中学 校

合計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．全 くそう思 わない ー（　 －） －（　 －） －（　 －）

２．あま りそう思わ ない ４２（２．６） ２４（ ２．３） １８（３．２）

３．少 しそう思う ４０６（２５．２） ２５５（２４．２） １５１（２７．２）

４．か なりそう思 う １００８（６２．６） ６７９（６４．４） ３２９（５９．３）

５．全 くそう思 う １４３（８．９） ８９（８．４） ５４（９．７）

無 回 答 １０（０．６） ７（０．７） ３（０．５）

Ｆｌ．校種

カテ ゴ リー 名 合 計

合 計 １６３８（１００．０）
１．小 学 校 １０５４（６４．３）
２．中 学 校 ５５５（３３．９）
３．小 学 校 ・中 学 校 の 併 置 校 ２９（１．８）

－４８１－



Ｆ２．都道府県別小・中学校数

カ テ ゴ リー 名 合 計　 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１０００）
１．北 海 道 ９７（ ６．０） ６１（ ５．８）　 ３６（ ６５）
２．青 森 ４７（ ２．９） ３２（ ３．０） １５（ ２７）

３．岩 手 ４４■（ ２．７） ３１（ ２．９） １３（ ２３）
４．宮 城 ５１（ ３．２） ３５（ ３．３） １６（ ２９）
５．秋 田 ３４（ ２．１） ２１（ ２．０） １３（ ２３）
６．山 形 ２５（ １．６） ２０（ １．９） ５（ ０．９）
７．福 島 ５３（ ３．３） ３９（ ３．７） １４（ ２．５）
８．茨 城 ３４（ ２．１） ２４（ ２．３） １０（ １‾‾岳）

９．栃 木 ３７（ ２．３） ２６（ ２．５） １１（ ２．０）
１０．群 馬 ２８（ １．７） １９（ １．８） ９（ １６）
１１．埼 玉 ６３（ ３．９） ３９（ ３．７） ２４（ ４３）
＿１＿２．干 葉 ４７（ ２．９） ２７（ ２．６） ２０（ ３６）
１３．東 京 ６９（ ４．３） ３６（ ３．４） ３３（ ５９）
１４．神 奈 川 ４４（ ２．７） ２２（ ２．１） ２２（ ４０）
１５．新 潟 ４６（‘２．９） ３０（ ２．８） １６（ ２９）
１６．富 山 １８（ １．１） １３（ １．２） ５（ ０９）
１７．石 川 １９（ １．２） １６（ １．５） ３（ ０５）
１８．福 井 １７（ １．１） １３（ １．２） ４（ ０７）■
１‘９．山 梨 １６（ １．０） １１（ １．０） ５（ ０９）
２０．長 野 ２６（ １．６） １５（ １．４） １１（ ２０）
２ １．岐 阜 ４・１（ ２．５） ２９（ ２．白） １２（ ２．２）
２２．静 岡 ４４（ ２．７） ２８（ ２．７） １６（ ２９）
２３．愛 知 ６３（ ３．９） ４６（ ４．４） ‾１７（ ３．１）

２４．三 重 ３５（ ２．２） ２５（ ２．４） １０（ １８）
２５．滋 賀 ２０（‘１．２） １３（ １．２） ７（ １３）
２６．京 都 ・ １２（ ０．７） ７（ ０．７） ５（ ０９）
２７．大 阪 ３９（ ２．４） ２１（ ２．０） １８（ ３２）
２８．兵 庫 ４７（ ２．９） ３５（ ３．３） １２（ ２２）
２９．奈 良 ２１（ １．３） １４（ １．３） ７（ １３）
３０．和 歌 山 ２２（ １．４） １５（ １．４） ７（ １．３）
３ １．鳥 取 ２０（ １．２） １５（ １．４） ５（ ０９）
３２．島 根 ２２（ １．４） １４（ １．３） ８（ １４）
３３．岡 山 ’ ４５（ ２．８） ３１（ ２．９） １４（ ２５）
３４ ．広 島 ５７（ ３．５） ３９（ ３．７） １８（ ３２）
３５，山 口 ３３（ ２．１） １８（ １．７） １５（ ２７）
３６．徳 島 １９（ １．２） １４（ １．３） ５（ ０ ９）

３７．香 川 １２（ ０．７） ９（ ０．９） ３（ ０．５）
３８．愛 媛 ３２（ ２．０） ２２（ ２１） １０（ １釦
３９．高 知 １９（ １．２） １２（ １．１） ７（ １．３）
４０．福 岡 ４６（ ２．９） ２６（ ２．５） ２０（ ３６）
４ １．佐 賀 ９（ ０．６） ５（ ０．５） ４（ ０７）
４２．長 崎 ２０（ １．２） １０（ ０．９） １０（ １８）
４３．＿＿熊 本 ２４（ １．５） １７（ １．６） ７（ １３）
４４ ．大 分 １８（ １．１） １３（ １．２） ５（ ０ ９）
４５．宮 崎 ２３（ １．４） １２（ １．１） １１（ ２０）
４ ６．鹿 児 島 ３４（ ２．１） ２６（ ２．５） ８（ １４）
４７．一沖 縄 １７（ １．１） ８（ ０．８） ９（ １６）
無 回 答 －（ －） －（ 一） －（ ’－）

ー４８２－



Ｆ３．学校を所管する自治体（市町村）の人口規模

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計　 ■ １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）
１。５０万 人 以 上 １５８（ ９．８） ９５（ ９．０） ６３（１１．４）
２．３０万 人 以 上 ～ ５０万 人 未 満 １３８（ ８．６） ９０（ ８．５） ４８（ ８．６）
３．■１０万 人 以 上 ～ ３０万 人 未 満 ２３３（１４．５） １４６（１３．９） ８７（１５．７）
４．５万 人 以 上 ～ １０万 人 未 満 １８４（１１．４） １２７（１２．０） ５７（１０．３）

５．３万 人 以 上 ～ ５万 人 未 満 １６１（１０．０） ９４（ ８．９） ６７（１２．１）

６．１万 ５千 人 以 上 ～ ３万 人 未 満 ２２８（１４．２） １６２（１５．４） ６６（１１．９）

７．８千 人 以 上 ～ １万 ５千 人 未 満 １９２（１１．９） １３６（１２．９） ５６（１０．１）
８．５千 人 以 上 ～ ８千 人 未 満 １６２（１０．１） １１５（１０．９） ４７（ ８．５）
９．５千 人 未 満 １２５（ ７．８） ７２（ ６．８） ５３（ ９．５）
無 回 答 ２８（－１．７） １７（ １．６） １１（ ２．０）

Ｆ４．学校を所管する自治体（市町村、区）の種類

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１００．０）
１．指 定 都 市 １５７（ ９．８） ９９（ ９．４） ５８（１０．５）

２．特 別 区 ５０（ ３．１） ２４（ ２．３） ２６（ ４．７）
３．１、２，以 外 １３８０（８５．８） ９１６（８６．９） ４６４（８３．６）
無 回 答 ２２（ １．４） １５（ １．４） ７（ １．３）

Ｆ５．全児童数又は全生徒数

カ テ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．９９人 以 下 ３９３（２４．４） ２９７（２８．２） ９６（１７．３）

２．．１００～ １９９人 ２６２（１６．３） １８０（１７．１） ８２（１４．８）

３．２００～ ２９９人 ２０４（１２．７） １１９（１１．３） ８５（１５．３）

４．３００～ ３９９人 ２０３（１２．６） １３２（１２．５） ．７１（１２．８）

５．４００～ ４９９人 １７７（１１．０） ‾９７（ ９．２） ８０（１４．４）

６．５００～ ５９９人 － １３６（ ８．５） ８３（ ７．９） ５３（ ９．５）

７．６００～ ６９９人 ９９（ ６．２） ６３（ ６．０） ３６（ ６．５）

８．７００～ ７９９人 ５３（ ３．３） ３３（ ３．１） ２０（ ３．６）

９．８００～ ８９９人 ３３（ ２．１） １９（ １．８） １４（ ２．５）

１０．９００～ ９９９人 １９（ １．２） １２（ １．１） ‾７（ １．３）

１１．１０００ ～ １０９９人 ５（ ０．３） ４（ ０．４） １（ ０．２）

１２．１１００ ～ １１９９人 ２（・０．１） ２（ ０．２） －（　 －）

無 回 答 ２３（ １．４） １３（ １．２） １０（ １．８）

最 大 値 ＝１１６０　 最 小 値 ＝１

Ｆ６－１．全学級数

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校

合 計 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１００．０）

１．３学 級 以 下 １３９（ ８．６） ６８（一６，５） ７１（１２．８）
２．４学 級 ～ １１学 級 ７３５（４５．７） ４９６（４７．１） ２３９（４３．１）
３．１２学 級 ～ １７学 級 ４４１（２７．４） ２８２（２６．８） １５９（２８．６）
４．１８学 級 ～ ２３学 級 ２０６（１２．８） １４３く１３．６） ６３（１１．４＿）

５．２４学 級 以 上 ７０く　４．４） ５４（ ５．１） １６（ ２．９）

無 回 答 １８（ １．１） １１（ １．０） ７（ １．３）

最 大 値 ＝３４　 最 小 値 ＝１

－４８３－



Ｆ６－２．普通学級数

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１００．０）
１．３学 級 以 下 １９６（１２．２） ９４（ ８．９） １０２（１８．４）
２．４学 級 ～ １１学 級 ６９８（４３．４） ４８１（４５．６） ２１７（３９．１）
３．１２学 級 ～ １７学 級 ４４０（２７．３） ２８９（２７．４） １５１（２７．２）
４．１８学 級 ～ ２３学 級 １７１（１０．６） １１８（１１．２） ５３（ ９．５）
５．２４学 級 以 上 ４６（ ２．９） ３８（＿３．６） ８（ １．４）
無 回 答 ５８（ ３．６） －　３４（ ３．２） ２４（ ４．３）

最 大 値 ＝３１　 最 小 値 ＝１

Ｆ７－１．教職員数

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）
１．４人 以 下 １０（ ０．６） ９（ ０．９） １（ ０．２）
２．５～ ９人 １０４（ ６．５） ９８（ ９．３） ６（ １．１）
３．１０～ １４人 ３６５（２２．７） ２７６（２６．２） ８９（１６．０）
４．１５～ １９人 ２３３（１４．５） １５３（１４．５） ８０（１４．４）
５．２０～ ２４人 ２１８（１３．５） １４５（１３．８） ７３（１３．２）
６．２５～ ２９人 ２１４（１３．３） １３１（１２．４） ８３（１５．０）
７．３０～ ３４人 柑 ５（１１．５） １０５（１０．０） ８０（１４．４）
８．３５～ ３９人 １１ノ３（ ７．０） ６２（ ５．９） ５１（ ９．２）
９．４０人 以 上 １３７（ ８．５） ５７（ ５．４） ８０（１４．４）
無 回 答 ３０（ １．９） １８（ １．７） １２（ ２．２）

最 大 値 ＝６６　 最 小 値 ＝２

Ｆ７－２．教員数（校長を含む）

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）
１．４人 以 下 ２０（ １．２） １９（ １．８） １（ ０．２）
２．５～ ９人 ２１０（１３．１） １８５（１７．６） ２５（ ４．５）
３．１０～ １４人 ４３０（２６．７） ３０３（２８．７） １２７（２２．９）
４．１５～ １９人 ２５１（１．５．６） １６９（１６．０） ８２（１４．８）
５．２０～ ２４人 ２５８（１６．０） １５４（１４．６） １０４（１８．７）
６．２５～ ２９人 １９０（１１．８） １１２（１０．６） ７８（１４．１）
７．３０～ ３４人 １０６（ ６．６） ５２（ ４．９） ５４（ ９．７）
８．３５～ ３９人 ５７（ ３．５） －２０（ １．９） ３７（ ６．７）
９．４０人 以 上 ４４（ ２．７） １２（ １．１） ３２（ ５．８）
無 回 答 ４３（ ２．７） ２８（ ２．７） １５（ ２．７）

最 大 値 ＝５４　 最 小 値 ＝２

Ｆ８．校長の年齢

カテ ゴ リー 名 合 計 １／小 学 校 ２．中 学 校
合 計 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１００．０）
１．４４～ ４７ ６（ ０．４） ５（ ０．５） １（ ０．２）
２．４８～ ４９ ２３（ １．４） １５（ １．４） ８（ １．４）
３．５０～ ５１ １０３（ ６．４） ６７（ ６．４） ３６（ ６．５）
４．５２～ ５３ ２５５（１５．８） １５６（１４．８） ９９（１７．８）
５．５４～ ５５ ３５４（２２．０） ２４５（２３．２） １０９（１９．６）
６．５６人一５７ ３１９（１９．８） ２２７（２１．５） ９２（１６．６）
７．５８～ ．５９ ４５０（２８．０） ２７８（２６．４） １７２（３１．０）
８．６０以 上 ８２（ ５．１） ５０（ ４．７） ３２（ ５．８）
無 回 答 １７（ １．１） １１（ １．０） ６（ １．１）

最 大 値 ＝６０　 最 小 値 ＝４５

－４８４－



Ｆ９．校長の性別

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１００．０）
１．男 性 １４０２（８７．１） ８７２（８２．７） ５３０（９５．５）
２．女 性 １９０（１１．８） １７１（１６．２） １９（ ３．４）
無 回 答 １７（ １．１） １１（ １．０） ６（ １．１）

ＦｌＯ－１．本校での校長在職年数

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 １６０９（１００．０） １０５４（１００．０） ５５５（１００．０）
１．１年 目 ～ ２年 目 １００４（６２．４） ６７３（６３．９） ３３１（５９．６）
２．３年 目 ～ ４年 目 ４７２（２９．３） ３０４（２８．８） １６８（３０．３）
３．５年 目 ～ ６年 目 ７１（ ４．４） ４２（ ４．０） ２９（ ５．２）
４．７年 目 以 上 ４３（ ２．７） ２５（ ２．４） １８（ ３．２）
無 回 答 １９（ １．２） １０（ ０．９） ９（ １．６）

最 大 値 ＝３８　 最 小 値 ＝１

ＦｌＯ－２．校長としての通算年数

カテ ゴ リー 名 合 計 １．小 学 校 ２．中 学 校
合 計 １６０９（１００．０）１０５４（１００．０） ５５５（１００．０）
１．１年 目 ～ ２年 目 ３７３（２３．２） ２４７（２３．４） １２６（２２．７）
２－．３年 目 ～ ４年 目 ３４９（２１．７） ２２３（２１．２） １２６（２２．７）
３．５年 目 ～ ６年 目 ４１１（２５．５） ２７９（２６．５） １３２（２３．８）
４．７年 目 以 上 ３６２（２２．５） ２３２（２２．０） １３０（２３．４）
無 回 答 １１４（ ７．１） ７３（ ６．９） ４１（ ７．４）

最 大 値 ＝３９　 最 小 値 ＝１

ー４８５－



資料５　第二次調査用紙

「自律的学校経営の課題に関する調査」

（教師用・校長用）



平成１４年度科学研究費調査『地方分権下における自律的学校経営の構築に関する総合的研究』

（研究代表　河野和清・広島大学大学院教育学研究科・教授）

自律的学校経営の課題に関する調査（校長用）

【調査に際してのお廠い】

今日、家庭や地域社会の要請に応じ、できる限り各学校の主体的な判断によって

学校教育活動を展開できるようにする観点から、学校の自律性の確立をいかに図っ

ていくかが、教育政策および学校経営上の重要な課題となっております。しかしな

がら、このような自律的な学校経営を実現していくことに関して、その条件（人的・

物的資源や権限等）が果たして整備されているのか、さらに、先生方にとって学校が

自律的に教育活動を推進していく状況になりつつあるのか、については未ださまざ

まな問題が残されていると考えられます。自律的な学校経営の具体化とそのための

施策のあり方について、単に理念としてではなく、現在の学校の状況をふまえて考

察をすすめていくことが不可欠です。

この調査は、主として、校長先生にとってどのような権限や支援体制が必要か、

また、特色ある学校づくりや学校改善に向けて、どのような学校経営が必要とされ

ているのか、について、校長先生からご意見をお聞きするものです。さまざまな改

革が進行するなかで、日々、教育実践に携わっておられる先生方のご意見は、今後

における自律的な学校経営のあり方を検討する上で不可欠な資料になるものと考え

ております。

つきましては、御多忙の折り、誠に恐縮に存じますが、この調査の趣旨をご理解

の上、ご回答を賜りますようお願い申し上げます。なお、回答はこちらで責任をも

って統計的に処理させていただきます。回答はすべて匿名で処理されますので、ど

うか率直なご意見をお寄せ下さい。

回答された調査票は、個別の封筒に入れた上で、学校でとりまとめていただき、

返信用封筒にて当方までご返送下さいますようお願いいたします。なお、学校から

のご返送は室温１４＿隼１１月３０日（出違三にお願いいたします。ご協力のほど伏してお

願いいたします。

なお、調査結果の報告をご希望の方は、調査票の最後のページに、ご住所・お名

前等の必要事項をお書き添え下さい。

【お問い合わせ先】
〒７７２－８５０２　鳴門市鳴門町高島字中島７４８

鳴門教育大学学校教育学部学校改善コース

教授　佐古秀一
ＴＥＬ＆ＦＡＸ Ｏ８８－６８７－６２５６

♭ｍａｉｌ ｓａｋｏ＠ｎａｒｕｔＯ－ｕ．ａＣｊｐ

ー４８７－



ｑｌ　まず最初に、学校裁量の拡大状況（学校裁量がどのように拡大されつつあるか）につ

いてお尋ねします。先生の勤務されている学校の様子をもとに、下記項目に示す学校

の裁量が「かなり拡大された」とお考えの場合は５を、「やや拡大された」とお考え

の場合は４を、「ほとんど変わらない」とお考えの場合は３を、「やや規制が強化され

たように感じる」とお考えの場合は２を、「かなり規制が強化されたように感じる」

とお考えの場合は１を選択し、○印をお付け下さい。

←規制が強化　　　裁量が拡大→

１・教育課程の編成‥…………………………………１－２－３－４－５

２・教材の取り扱い（教科書の採択・補助教材の選定等）………１－２－３－４－５

３・学校の組織編成や校内人事（校務分掌・学級編成・主任の選任）１－２－３－４－５

４・児童の取り扱い（就学事務・懲戒・学校の教育措置等）……・１－２－３－４－５

５・教職員の人事異動…………………………………・１－２－３－４－５

６・教職員の服務や研修………………………………・１－２－３－４－５

７・学校予算の編成と執行………………………………１－２－３－４－５

ｑ２　次に、学校に対する教育委員会の支援・活動状況についてお尋ねします。下記の設

問について、「非常にあてはまる」とお考えの場合は５、「かなりあてはまる」とお考

えの場合は４、「どちらとも言えない」とお考えの場合は３、「あまりあてはまらない」

とお考えの場合は２、「まったくあてはまらない」とお考えの場合は１を選び、○印
をお付け下さい。

←あてはまらない　あてはまる→

１・教育課程の編成にあたり、必要に応じて助言・アドバ．ィスを
与えてくれる。…………………………………‥１－２－３－４－５

２・ヒヤリングで要求した内容が、実際の人事配置に反映されて
いる。‥‥‥・‥‥……‥・‥・…・・‥…‥‥‥………・１－２－３－４－５

３′・本校が抱える教育課題について明確に把握しており、学校の
現状について理解を示しているム　……………………・１－２－３－４－５

４・ヒアリングでの予算要求が、次年度の予算配分に反映されて
いる０　‥‥…‥‥‥…‥・‥・……・…‥‥‥‥…‥・…１－２－３－４－５

５・明確な教育ビジョンを有しており、それを地域社会に対して
発信している。…………………………………‥１－２－３－４－５

ー４８８－



ｑ３　次に、先生の地域（地区あるいは市町村）の校長会の様子についてお尋ねします。

下記の設問について、「非常にあてはまる」とお考えの場合は５、「かなりあてはまる」

とお考えの場合は４、「どちらとも言えない」とお考えの場合は３、「あまりあてはま

らない」とお考えの場合は２、「まったくあてはまらない」とお考えの場合は１を選

び、○印をお付け下さい。

←あてはまらない　あてはまる→

１．学校経営の理論や実践についての研修の機会が充実している。１－２－３－４－５

２．新人校長に対して、ベテラン校長や経営力量の高い校長による

指導が実施されている。・‥・‥・‥・‥・‥‥・‥‥‥‥‥‥‥・ １－２－３－４－５

３．校長間での相談・相互支援関係が構築されている。………１－２－３－４－５

４．各校の校長が抱える教育問題や経営上の問題を、協力して解決

していこうとする雰囲気がある。・‥‥‥‥‥‥・‥‥‥・‥‥ １－２－３－４－５

ｑ４　先生の学校では、主任層教員は学校経営にどのように関与していますか？　下記の

設問について、「非常にあてはまる」とお考えの場合は５、「かなりあてはまる」とお

考えの場合は４、「どちらとも言えない」とお考えの場合は３、「あまりあてはまらな

い」とお考えの場合は２、「まったくあてはまらない」とお考えの場合は１を選び、

○印をお付け下さい。

←あてはまらない　あてはまる一→

１．教務主任レベルまでが、学校の経営層として位置づけられ、

機能している　‥‥‥‥‥・‥‥・‥‥・‥‥・‥・‥‥‥‥‥ １－２－３－４－５

２．主任層教員（教務主任や学年主任レベル）から、学校経営の改善に関する建設的な提

案が出される。…………………………………・１－２－３－４－５

３．主任層教員を通して、学校経営に関する校長の考え方が校内

に浸透するような組織体制となっている。・‥‥・‥‥‥・‥・

－４８９－

１－２－３－４－５



ｑ５　次に、下記の項目を校内で決定する際に、校長先生の意向や意見をどの程度反映さ

せているか、についてお尋ねします。「強く反映させている」とお考えの場合は５、「あ

る程度反映させている」とお考えの場合は４、「どちらとも言えない」とお考えの場

合は３、「あまり反映させていない」とお考えの場合は２、「まったく反映させていな

い」とお考えの場合は１を選び、○印をお付け下さい。

←反映させ　　　　　反映させ→
ていない　　　　　　ている

１．校内研修計画の決定……………………………‥１－２－３－４－５

２．年間行事計画の決定……………………………‥１－２－３－４－５

３．学級担任配置の決定……………………………‥１－２－３－４－５

４．主任の決定……………………………………・１－２－３－４－５

５．分掌組織の決定…………………………………１－２－３－４－５

６．教育課程の編成……‥・…………………………１－２－３－４－５

７．学校の教育（重点）目標の決定………………………１－２－３－４－５

８．学校予算配分の決定……………………………‥１－２－３－４－５

９．分掌業務の方針や活動内容の決定…………………‥１－２－３－４－５

１０．教員の人事異動の決定……………………………１－２－３－４－５

１ｌ．学級目標の決定…………………………………１－２－３－４－５

１２．授業方法や教材の選択……………………………１－２－３－４－５

１３．総合的な学習の時間のねらいや方針の決定……………１－２－３－４－５

１４．地域の人材のなかで誰に協力してもらうかの決定………１－２－３－４－５

１５．学校・保護者・地域住民による連携的活動の進め方について

の決定‥‥‥‥‥・‥・‥‥・‥‥‥・‥・・‥‥・‥・‥‥‥‥・１－２－３－４－５

１６．保護者や地域住民に発信・開示する情報の決定………‥１－２－３－４－５

－４９０－



ｑ６　校長先生は、全塵上＿＿＿校長がリーダーシップを発揮して学校嘩営を行うためには、次

にあげる事項をどの程度充足ないし改善していくことが必要であるとお考えですか。＿＿＿

下記の事項の改善について、「是非とも必要」とお考えの場合は５、「かなり必要」と

お考えの場合は４、「どちらとも言えない」とお考えの場合は３、ｒあまり必要なし」

とお考えの場合は２、「ほとんど必要なし」とお考えの場合は１を選び、○印をお付

け下さい。

１．校長の在校年数を長期化する。

←必要ない　　　　必要である→

・・１－２－３－４－５

２．教職員の人事について校長の裁量性を高める。………‥１－２－３－４－５

３．校長権限で執行できる学校予算を増額する。…………・１－２－３－４－５

４．教育課程編成に関して学校の裁量範囲を拡大する。……・１－２－３－４－５

５．教育委員会の許可ないし承認事項を削減する。………‥１－２－３－４－５

６．保護者や地域との協力・協働体制を充実する。………‥１－２－３－４－５

７．校長の組織マネジメントの知識や技能の向上をはかる。‥・１－２－３－４－５

８．適任者の任用を図るため、校長の任用や選考基準を見直す。１－２－３－４－５

９．校長、教頭、及び教務主任などからなる経営組織の基盤を

確立する。‥‥‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥・‥‥‥‥‥‥‥‥・ １－２－３－４－５

１０．校長が自らの教育理念や教育方針を確立する　………‥１－２－３－４－５

１１．教育委員会による校長の学校経営の支援機能を強化する。・・１－２－３－４－５

１２．校長が高い教育指導力を持つ　……………………・１－２－３－４－５

ー４９１－



ｑ７　校長先生は、今後、自主的、自律的に学校が教育活動を展開していくためには、ど

のようなことが必要とお考えでしょうか。下記の事項について、「是非とも必要」と

お考えの場合は５、「かなり必要」とお考えの場合は４、「どちらとも言えない」とお考

えの場合は３、「あまり必要なし」とお考えの場合は２、「ほとんど必要なし」とお考え

の場合は１を選び、○印をお付け下さい。

１．学校づくりに対する教師の意識や意欲の向上

←必要ない　　　　必要である→

‥　１－２－３－４－５

２．創意ある教育活動を推進する教師の専門性　　………‥１－２－３－４－５

３．教育活動に専念できるよう学校や教師の仕事を見直すこと・１－２－３－４－５

４．学校に配置する教師の増員　………………………１－２－３－４－５

５．校長の権限　…………………………………‥１－２－３－４－５

６．校長のビジョンや教育方針の確立　…………………１－２－３－４－５

７．教師の協力・協働体制の確立　……………………　１－２－３－４－５

８．学校の意思決定を効率的に行う組織体制の構築　………１－２－３－４－５

９．校長・教頭・主任の経営組織の確立　………………・１－２－３－４－５

１０．校内研修・校内研究の充実・活性化　………………・１－２－３－４－５

１ｌ．学校の裁量性の拡大（教育課程、財政、人事など）……・１－２－３－４－５

１２．教育委員会の支援体制の充実　……………………・１－２－３－４－５

１３．保護者や地域の人々の学校経営参加　…………………１－２－３－４－５

１４・地域の人々、保護者との協力関係の構築　……………１－２－３－４－５

１５．学校選択制の導入　……………………………‥１－２－３－４－５

１６．自己評価・自己点検の充実と活用　…………………１－２－３－４－５

－４９２－



ｑ７　最後に、校長先生ご自身のことについてお尋ねします。

１．ご年齢（満　　　　歳）

２．性　別（男性・女性）

３．校長としての通算経験年数（

４．現在校勤務年数（　　　年目）

５．勤務校の学級数（　　　学級）

年目）

６・公立学校以外での学校・機関・施設等での勤務経験（有・無）

※「有」の場合は、下記のうち該当するものすべてに○印をお付け下さい。

ａ．・大学附属小・中学校

ｂ．教育委員会事務局の指導主事

ｃ．教育センター・研修所等の主事あるいは職員

ｄ．社会教育主事

ｅ．社会教育主事以外の社会教育関係施設の職員

£　上記以外の教育委員会事務局（教育事務所）職員

ｇ．民間企業

ｈ．海外日本人学校

ｉ．その他（

７・先生は、以下の研修を受けた経験がございますか。該当するものすべてに○印をお

付け下さい。

ａ．文部省（文部科学省）の中央研修

ｂ．大学院への長期派遣

Ｃ．大学院への長期派遣以外での、大学への内地留学や長期研修

ｄ．民間企業での体験的な研修

ｅ．一般行政での体験的な研修

－４９３－



※ご意見等がございましたら、ご自由にお書き下さい。
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ご協力誠にありがとうございました。

※調査結果の郵送をご希望される先生は、氏名及び住所を三ちらにご記入下さい

調査結果郵送先住所

ご氏名

ご住所 Ｔ

∬４９４－



平成１４年度科学研究費調査『地方分権下における自律的学校経営の構築に関する総合的研究』

（研究代表　河野和清・広島大学大学院教育学研究科・教授）

自律的学校経営の課題に関する調査（教師用）

　　 【調査 に際 してめお願 い】

今 日、家庭や地域社会 の要請 に応 じ、できる限 り各学校 の主体的な判断によって

学校教育活動 を展開できるよ うにす る観点か ら、学校 の自律性 の確立をいかに図っ

ていくかが、教育政策および学校経営上の重要な課題 となってお ります。 しか しな

が ら、 この ような 自律的な学校経営 を実現 してい くことに関 して、その条件 （人的 ・

物的資源や権 限等）が果た して整備 されているのか、 さらに、先生方 にとって学校 が

自律的に教育活動を推進 していく状～引こな りつつあるのか、については未 ださまざ

まな問題が残 されてい ると考え られ 草す。 自律的な学校経営の具体化 とそのための

施策のあ り方について、単に理念 としてではな く、現在の学校 の状況をふまえて考

察をすす めていくことが不可欠 です。

この調査 は、主 として、学校 の自律性に向けて さま ざまな施策が進展 しているな

かで、先生方をと りまく状況は どのよ うに変化 しているのか、先生方に とって主体

的な教育活動がどのよ うに展開 され る状況 になっているのか、 について学級担任 の

先生方にご意見をお聞 きす るものです。 さま ざまな改革が進行す るなかで、 日々、

教育実践 に携 わってお られ る先生方のご意見は、今後における自律的な学校経営の

あ り方を検討す る上で不可欠な資料 になるもの と考えてお ります。

つ きま しては、御多忙 の折 り、誠 に恐縮 に存 じますが、 この調査 の趣 旨をご理解

の上、 ご回答を賜 ります ようお願い申 し上 げます。なお、回答 はこちらで責任 をも

って統計的に処理 させていただきます。 回答 はすべて匿名で処理 されますので、ど

うか率直なご意見 をお寄せ下 さい。

回答 された調査票は、個別の封筒に入れ た上で、学校 で とりま とめていただき、

返信用封筒 にて当方までご返送下 さいます よ うお願 いいた します■。

なお、調査結果 の報告 をご希望の方は、調査票の最後のページに、ご住所■・お名

前等の必要事項をお書き添え下 さい。

【お問い合わせ先】

〒７７２－８５０２　鳴門市鳴門町高島字中島７４８

鳴門教育大学学校教育学部学校改善コース

教授　佐古秀一

ＴＥＬ　＆　ＦＡＸ Ｏ８８－６８７－６２５６

Ｅ－ｍａｉｌ ｓａｋｏ＠ｎａｒｕｔＯ－ｕ．ａＣｊｐ
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ｑｌ　下記の項目について、貴校では教師の意向や考え方がどの程度反映されているとお
‾‾‾‾　　‾‾‾‾‾‾　　　‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　■■■

考えでしょうか。「強く反映されている」とお考えの場合は５、「ある程度反映されている」

とお考えの場合は４、「どちらとも言えない」とお考えの場合は３、「あまり反映されてい

ない」とお考えの場合は２、「まったく反映されていない」とお考えの場合は１を選び、

○印をお付け下さい。

←反映され　　　　　反映され→
ていない　　　　　ている

１．校内研修計画の決定……………………………‥１－２－３－４－５

２．年間行事計画の決定……………………………‥１－２－３－４－５

３．学級担任配置の決定……………………………‥１－２－３－４－５

４．主任の決定……………………………………・１－２－３－４－５

５．分掌組織の決定…………………………………１－２－３－４－５

６．教育課程の編成…………………………………１－２－３→４－５

７．学校の教育（重点）目標の決定‥‥‥‥…‥…‥……‥・１－２－３－４－５

８・学校予算配分の決定……………………………‥１－２－３－４－５

９・分掌業務の方針や活動内容の決定…………………‥１－２－３－４－５

１０・教員の人事異動の決定……………………………１－２－３－４－５

１１・学級目標の決定…………………………………１－２－３－４－５

１２・授業方法や教材の選択……………………………１－２－３－４－５

１３・総合的な学習の時間のねらいや方針の決定……………１－２－３－４－５

１４・地域の人材のなかで誰に協力してもらうかの決定………１－２－３－４－５

１５・学校・保護者・地域住民による連携的活動の進め方について

の決定…………………………………………１－２－３－４－５

１６・保護者や地域住民に発信・開示する情報の決定………‥１－２－３－４－５

－４９６－



ｑ２　次に、先生の勤務校の雰囲気や様子についてお尋ねします。下記の設問について、

「非常にあてはまる」とお考えの場合は５、「かなりあてはまる」とお考えの場合は４、

「どちらとも言えない」とお考えの場合は３、「あまりあてはまらない」とお考えの

場合は２、「まったくあてはまらない」とお考えの場合は１を選び、○印をお付け下

さい。

←あてはまらない　あてはまる→

１．教師は教育の専門家であるとの意識が、校内の教師には強い。１－２－３－４－５

２．学校の教育（重点）目標を多くの教師が理解し、その具現化に

努めている。……………………………………・１－２－３－４－５

３．「めざすべき児童の姿」について、教師間での共通理解が形成

されている。……………………………………・１－２－３－４－５

４．校長のビジョンや信念は、学校がめざすべき方向を的確に表現

したものである。 １－２－３－４－５

５．同僚同士が支援し合おうとする雰囲気がある。…………・１－２－３－４－５

６．誰かが失敗した場合それをカバーしようとする雰囲気がある。１－２－３－４－５

７．新たに異動してきた教師を積極的に支援する雰囲気がある。１－２－３－４－５

８．児童の実態や保護者・地域社会のニーズを把握した上で、校長

は教育（重点）目標を設定している。‥・‥‥‥‥・‥‥‥‥‥・

９．教師がチームを組んで、協力しながら単元開発や教材開発を

行っている。‥‥‥・‥・‥‥‥‥‥‥・‥‥・‥‥‥‥‥‥‥・

１０．日々の教育実践が、文部科学省や教育委員会の施策に拘束され

ている。‥‥‥‥‥‥‥‥・‥‥・‥‥‥・‥‥‥‥・‥・‥‥‥

１１．教科の指導内容やその構成・順序などについて、教師が自由に

考え実践できる余地が少ない。・‥‥‥・‥‥‥‥・‥・‥‥‥・

１２．学級の子どもの実態にあわないと感じながら、教育課程に沿っ

て指導内容や進度を進めざるを得ない状況にある。

１３．校長は、教育目標を具現化するための手順や手続きを明確化し

ている。・‥‥‥‥‥・‥‥・‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

－４９７－
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１－２－３－４－５
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１－２－３－４－５

１－２－３－４－５

１－２－３－４－５



←あてはまらない　あてはまる→

１４．教師の個性や多様性を積極的に評価し、個々の持ち味を伸ばそ

うとする雰囲気がある。……………………………１－２－３－４－５

１５．自らの力量を積極的に高めようとする教師が多い。………１－２－３－４－５

１６．校長は、教師の創意を活かした単元・教材や教育活動を行う

よう促している。

１７．学習指導や学級経営についての新しい理論や方法を積極的に

吸収しようとする雰囲気がある。‥・‥‥・‥‥‥・‥・‥・‥・

１－２－３－４－５

１－２－３－４－５

１８．授業実践を見直し、意欲的に改善しようとする教師が多い。１－２－３－４－５

１９．新しい授業方法や教育実践についての知識を同僚同士で交換

し合っている。・‥・‥・‥‥‥‥‥‥‥‥‥・‥・‥・‥‥‥‥ １－２－３－４－５

２０．学級の問題点について、同僚に率直に話す教師が多い。…‥１－２－３－４－５

２１．本校では、校内研修や校内研究の活性化を重要課題として取

り組んでいる。…………………………………‥１－２－３－４－５

２２．他の教員の授業を気軽に参観するこ．とができる。………‥１－２－３－４－５

２３．自分の授業に対して、同僚から指摘や批評がある。………１－２－３－４－５

２４．校長は、学級経営や授業の方法に関して具体的な指導や助言を

行っている。・‥‥‥‥‥‥・‥‥‥‥‥‥・‥‥・・‥‥‥‥‥

２５．他の教師の授業や学級経営の方法については、踏み込んだ指摘

ができにくい雰囲気がある。‥‥・‥‥・‥‥‥‥‥‥・‥‥‥

２６．会議などでは、和を乱さないために、異なる意見が言いにくい

雰囲気がある。‥‥‥‥‥・‥‥‥‥‥‥・‥‥‥‥‥‥‥‥・

２７．他の教師とは異なる実践を展開することよりも、教師間で足並

みをそろえていくことの方が重視されている。‥・‥・‥・‥‥

２８．本校では、地域の人々や保護者と学校の間で、教育活動のあり

方について率直なコミュニケーションができている。‥‥‥・

２９．これまでの教師の仕事内容を大幅に見直さなければならない

ような改善案を出しにくい雰囲気がある。‥・‥‥‥・‥‥‥・

ー４９８－

１－２－３－４－５

１－２－３－４－５

１－２－３－４－５

１－２－３－４－５

１－２－３－４－５

１－２－３－４－５



一－あてはまらない　あてはまる→

３０．教室は他者に介入されない「教師の聖域」であるとの考え方

が強い。………………………………………‥１－２－３－４－５

３１．「出る杭は打たれる」といった雰囲気がある。…………‥１－２－３－４－５

３２．教師の意見を効率的に集約する組織づくりがなされている。１－２－３－４－５

３３．本校は、保護者や地埠の人々に対して学校通信や学級通信等
を積極的に活用して情報をわかりやすく伝えようとしている。１－２－３－４－５

３４．本校では、保護者や地域の人々と協力した授業づくりや行事

づくりを課題として推進している。・‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

３５．保護者や地域の人々からの無理な要求や圧力を感じることが

ある。‥‥・・‥‥‥‥‥‥‥‥‥・‥‥‥・‥・‥‥‥‥‥‥‥

３６．本校では、会議や分掌の見直しや運営の工夫を行い、教師が教

育活動にできるだけ専念できるようにしている。‥‥‥‥・‥

１－２－３－４－５

１－２－３－４－５

１－２－３－４－５

－４９９－



ｑ３　最後に、先生ご自身のことについてお尋ねします。

１．ご年齢（満　　　　歳）

２．性　別（男性・女性）

３．教諭としての通算経験年数（ 年目）

４．現在校勤務年数（　　　年目）

５．勤務校の学級数（　　　学級）

６．以下の主任職についておられますか？　あてはまるものすべてに○をつけて下さい。

ａ．教務主任　　ｂ．学年主任　　ｃ．保健主事（主任）　ｄ．生徒指導主任

ｅ．研究（研修）主任

７．公立学校以外での学校・機関・施設、民間企業等での勤務経験（有・無）

※ご意見等がございましたら、ご自由にお書き下さい。

ご協力誠にありがとうございました。

温温査温星空整送畳ご希望される先生はＬ氏名及び住所をこちちにご記入下さい

調査結果郵送先住所

ご氏名

ご住所 Ｔ

－５００－



資料６　第二次調査

「自律的学校経営の課題に関する調査」

単純集計表



リーダーシップ班補充調査　（校長用）

学校裁量の拡大状況

←規 制強イヒされ た　　　　　　　　 裁量拡大 した→

ｌ ２ ３ ４ ５無 回答 計

教育課程 の編成 １（０．９） ９（８．４） ３６（３３．６） ５１（４７．７） ９（８．４） ｌ（０．９） １０７（１００）

教材の取 り扱 い ０８（７．５） ７１（６６．４） １９（１７．８） ６（５．６） ３（（２．８） １０７（１００）

学校の組織編 成や校 内人事 ０４（３．７） ７５（７０．１） １９（１７．８） ８（７．５） １（０．９） １０７（１００）

児童の取 り扱 い ０３（２．８） ８３（７７．６） １７（１５．９） ３（２．８） １（０．９） １０７（１００）

教職員 の人事 異動 ２（１．９） ９（８．４） ８５（７９．４） ９（８．４） １（０．９） １（０．９） １０７（１００）
教職員 の服 務や研修 ８（７．５） ５１（４７．７） ２８（２６．２） １６（１５．０） ２（１．９） ２（１．９） １０７（１００）

学校予算 の編 成 と執行 ６（５．６） ２９（２７．１） ５９（５５．１） １２（１１．２） ０１（０．９） １０７（１００）

学校 に対す る教育委員会 の支援 ・活動 状況

← あては まらな い　　　　　　　　 あて はまる→

１ ２ ３ ４ ５無 回答 計
教育 課程編成 のア ドバイ ス ５（４．７） １７（１５．９） ５９（５５．■１） ２３（２１．５） ２（１．９） １（０．９） １０７・（１００）
学校の人事配 置 に対す る要望の実現 ５（４．７） １‾７（１５．９） ４９（４５．８） ３１（２９．０） ３（２．８） ２（ｌ．９） １０７（１００）
学校 の問題 の把握 と現状 に対す る理解 １（０．９） １１（１０．３） ４６（４３．０） ４２（３９．３）・５（４．７） ２（１．９） １０７（１００）

予算 要求 に対 する要望 の実現 ７（６．５） ２３（２ｌ．５）

２３（２∴５）

５３（４・９．５） ２０（１８．７） ２（１．９） ２（１．９） １０７（１００）

露育委 買会 の ピジ ョンの提示 と発信 ０ ５３（４９．５） ２７（２５．２）３（２．８） １（０．９） １０７（１００）

校長会の機能

← あてはま らな い　　　　　　　　　 あては まる→

１ ２ ３ ４ ５無回答 計 ・

教育 経営の理論や 実践 に関す る研修 の実施 ２（１．９） １８（１６．８） ５０（４６．７）３４（３１．８）２（ｌ．９） １（０．９） １０７（１００）

新人校 長 に対す る指 導 ６（５．６） ２４（２２．４） ５４て５０．５） ２１（１９．６） １（０．９） １（０．９） １０７（１０－０）
校長 間での相談 ・支 援 ２（１．９） ９（８．４） ３７（３４．６） ５２（４８．６）６（５．６） １（０．９）■ １０７（１００）

問題 の共有 と解決 への協 力姿 勢 ０１３（１２．１） ３７（３４．６）５１（４７．７）５（４．７） １（０．９） １０７（１００）

主任層教員の学校経営への関与
← あて はま らない　　　　　　　　　 あては まる→

１ ２ ３ ４ ５無回答 計
学校 の経営層 と して位置づ けている １３（１２．１） １８（１６．８） ２１（１９．６） ４２（３９．３） １２（１１．２） １（０．９） １０７（１００）

主任層 か ら学校改 善 に関す る意 見が‡二Ⅰほ れ る ７（６．５） １７（１５．９） ４３（４０．２）３５（３２．７） ４（３．７） １（０．９） １０７（１００）

校長 の考 え方 を浸透 させ る上 で機能 して いる ７（６．５） １２（１１．２） ３９（３６．４）４０（３７．４） ８（７．５） １（０．９） １０７（１００）

学校経 営に関す る校長 の意見 の反映　 （校長 のエ ンパ ワー メン ト）

←反映 させて いない　　　　　 反映 させ ている→

ｌ ２ ３ ４ ５無回答 計
校内研修 の決定 ０３（２．８） ２２（２０．６） ６８（６３．６） １４（１３．１） ０１０７（１００）
年間行事 計画の決定 ０ ０２３（２１．５） ７１（６６．４） １２（１１．２） １（０．９） １０７（１００）

学級担任配 置の決定 ０１（０．９） ９（８．４） ２７（２５．２） ７０（６５．４） ０１０７（１００）

主任 の決定 ５（４．７） ５（４．７） ２３（２１．５） ２５（２３．４） ４９（４５．８） ０１０７（１００）

分掌組織 の決定 ２（１．９） ５（４．７） ２６（２４．３） ５６（５２．３） １８（１６．８） ０１０７（１００）
教育課程 の決定 ０１（０．９） ２５（２３．４） ６３（５８．９） 柑 （１６．８） ０１０７（１００）
学校 の教育 （重点） 目標の決定 ０ ０７（６．５） ４５（４２．１） ５５（５１．４） ０１０７（１００）

学校予算配 分の決定 １（０．９） ２（１．９） ３２（２９．９） ５２（４８．６） １９（１７．８） １（０．９） １０７（１００）
分掌業務 の方針や活動 内容の決定 ｌ（０．９） １（０．９） ４４（４１．１） ５１（４７．７） １０（８．３） ０１０７（１００）
教員人事異 動の決定 ３（２．８） １０（９．３） ３０（２８．０） ３１（２９．０） ３３（３０．８） ０１０７（１００）

学級 目標 の決定 ６（５．６） １６（１５．０） ５３（４９．５） ２８（２６．２） ４（３．７） ０１０７（１００）
授業方法や 教材の適訳 ３（２．８） １９（１７．８） ５３（４９．５） ２９（２７．１） ３（２．８） ０１０７（１００）
総合的な学 習の時間 のね らいや方針 の決定 １（０．９） ９（８．４） ３５（３２．７） ５５（５１．４） ７（６．５） ０１０７（■１００）
地域人材 の活用の決定 ０７（６．５） ３１（２９．０） ５８（５４．２） １１（１０．３） ０１０７（１００）
保護者 ・地 域住民 との連携活動 の進 め方の決定 ０１（０．９） ２４（２２．４）６５（６０．７） １７（１５．９） ０１０７（１００）
保護者 ・地 域住民 に対 して発信 ・開示す る情報 の決定 ０１（０．９） １４（１３．１） ６３（５８．９） ２９（２‾７．１） ０１０７（１００）

リーダーシップ発揮のための条件
←必要 ない　　　　　　　　　 必要で ある　 →

１ ２ ３ ‾４ ５無 回答 計

校長 の在 校年数 の長 期化 １（０．９） ８（７．５） ３６（３３．６）４９（４５．８） １２（１１．２） １（０．９） １０７（１００）
教職員 人事 に対す る校長の裁 量性 拡大 ０ ０４（３．７） ４０（３７．４■） ６３（５８．９） ０１０７（１００）
校長権 限の予算拡大 ０ ０３（２．８） ４６（４３．０） ５８（５４．２） ０１０７（１００）

教育課程 編成 についての学校 の裁 量拡大 ０１（０．９） １４（１３．１） ６２（５７．９） ３０（２８．０） ０１０７（１００）
教育委員 会の許 可 ・承認事項 の削減 ０２（ｌ．９） ３２（２９．９） ４８（４４．９） ２５（２３．４） ０１０７（１００）
保護者 ・地域住 民 との協力 ・協働体 制の充実 ０ ０１６（１５．０） ５０（４６．７） ４１（３８．３） ０１０７（１００）

組織 マネ ジメン トの知識や技能 の向上 ０ ０１４（１３．１） ５０（４６．７） ４３（４０．２） ０１０７（１００）

校長 の任 用 ・選考基 準の見直 しによる適任者 の選抜 ０ ０３９（３６．４）－３７（３４．６） ３０（２８．０） １（０．９） １０７（１００）

学校 の経 営組織 の確 立 ０ ０１０（９。３） ４９（４５．８）・４８（４４．９） ０１０７（１００）

校長 白 らが教育理念 や教 育方針 を確立す る ０ ０３（２．８） ４０（３７．４） ６４（５９．８） ０１０７（１００）
教育委員 会 によ る学 校経 営の支援機 能の強化 １（０．９） １（０．９） １７（１５．９） ４７（４３．９） ４１（３８．３） ０１０７（１００）

校長 の教 育指・導 力の強化 ０ ０３（２．８） ３．７（３４．６） ６７（６２．６） ０１０７（１００）

ー５０１－



自律的学校経営の条件
← 必要な い　　　　　　　　　　 必要 である　 →

１ ２ ３ ４ ５無回答 計

学校 づ くりに対す る教師の意識 ・意 欲の向上 ０ ０１（３．９） ３６（３３．６） ７０（６５．４） ０１０７（１００）

教 師の専門性 の向上 １（０．９） ４（３．７） ４４（４１．１） ５７（５３．３） １（０．９） １０７（１００）

教育活 動 に専念す るため に学校 の仕 事 を見直す ｌ（０．９） ０１５（１４．０） ４７（４３．９） ４４（４１．１） ０１０７（１００）

教員 の増員 ０ ０４（３．７） ２３（２１．５） ７９（７３．８） １（０．９） １０７（１００）

校長 の権限強イヒ ０ ０５（４．７） ４０（３７．４） ６２（５７．９） ０１０７（１００）

校長 の ピジョンや教育 方針の確立 ０ ０２（１．９） ４０（３７．４） ６５（６０．７） ０１０７（１００）

教 師の狭量 ・協働体 制の確立 ，０ ０３（２．８） ５０（４６．７） ５４（５０．５） ０１０７（１００）

学校 が意思決定 を行 うため の組織体 制の確立 ０ ０１４（１３．け ４８（４４．９） ４４（４１．１） １（０．９） １０７（１００）

学校 の経営組織 の確 立 ０ ０１１（１０．３） ４８（４４．９） ４７（４３．９） １（０．９） １０７（１００）

校 内研 修 ・校内研究 の充実 ・活性化 ０ ０７（６．５） ５４（５０．５） ４６（４３．０） ０１０７（１００）

学校 の裁量性の拡大 ０ ０６（５．６） ４３（４０．２） ５７（５３．３） １（０．９） １０７（１００）

教育委 員会の支援体制 の充実 ０ ０１５（１４．０） ５９（５５．１） ３２（２９．９） １（０．９） １０７（１００）

保護者 や地域住 民の学校経営参加 ２（１．９） ４（３．７） ３３（３０．８） ４９（４５．８） １８（１６．８） １（０．９）． １０７（１００）

保護者 や圭Ｊ域住 民との協力関係 の構 築 ０ ０８（７．５） ６１（５７．０） ３８（３５．５） ０１０７（１００）

学校適 訳帯ｕの導入 １３（１２．１） １４（１３．１） ５２（４８．６） １９（１７．８） ９（８．４） ０１０７（１００）

白己評 価 ・目己点検 の充実 と活用 ０ ０１８（１６．８） ５２（４８．６） ３７（３４．６） ０１０７（１００）

５０～ ５１ ４ ３．７

５２～ ５３ １２ １１．２

５４～ ５５ ２５ ２３．４

５６～ ５７ ２７ ２５．２

５８～ ５９ ３２ ２９．９

６０ ７ ６．５

１０７ １００

男 ９３ ８６．９

女 １４ １３，１

１０７ １００

校長経験年数

以

勤務校経験年数
１年 目 ３８ ３５．５

２年 目 ２８ ２６．２

３年 目 ２３ ２１．５

４年 目 １２ １１．２

５～７年 目 ４ ３．７

無回答 ２ １．９

１０７ １００

‘１～５学級 ３ ２．８

６～ １１学級 ４７ ４３．９
１２～ １７学級 ３４ ３１．．８
１８学級以上 ２３ ２１．５

１０７ １００

公立学校以外の勤務経験

（上聞である場合の内訳）
大 学 付 属 学 校 ６ ９．１

教 育 委 員 会 事 務 局 の指 導 主 事 ３６ ５４．５

教 育 セ ン タ ー ・研 修 所 等 の 主 事 あ る い は 職 員 １１ １６．７
社 会 教 育 主 事 １３ １９．７

社 会 教 育 主 事 以 外 の社 会 教 育 関 係 の職 員 ９ １３．６
上 記 以 外 の教 育 安 、‡ 事 務 局 （教 育 事 務 所 ） の 職 ９ １３．６
民 間 企 業 ８ １２．１

海 外 日本 人 学 校 ４ ６．１
そ の 他 ４ ６．１

研修経験
文 部 （科 学 ） 省 の 中央 研 修 ４７ ４３．９
大 学 院 へ の長 期 派 遣 ３ ２．８

上 記 以 外 の大 学 へ の 内地 留 学 や 研 修 ８ ７．５
民 間 企 業 で の 研 修 ４ ３．７
一 般 行 政 機 関 で の 研 修 １３ １２．１

三 重 ２１ １９．６

滋 賀 ６ ５．６

京 都 ９ ８４
大 阪 １４ １３．１

兵 庫 ３２ ２９．９

奈 良 ８ ７．５

和 歌 山 １４ １３．１

無 回 答 ３ ２．８

１０７ １００

－５０２－



リーダーシップ班補充調査　（教師用）

学 校 経 常 に関 す る 教 員 の 意見 の反 映　 （教 員 の エ ンパ ワー メ ン ト）

← 反 映 させ て いな い　　　　 反 映 さ せ て い る→

明 日 ｌ ２ ３ ４ ５ 無 回答 計

佼 州 研 修 の 決 定 ３（０．５） ２７（４．８） ８２（１４．６） ２７２（４８．３ １７７（３ｌ．４ ２（０．４） ５６３（１‾００）＿

笠 岡 ‘塾 ・担

ｌＩ

りの 決 定

Ｉ

５（０．９） ２７（４．８） １０８（１９．２ ２９１（５ｌ．７ １３１（２３．３■１（０．２） ５６３（１００）

掌 紋 任 ｄｌ壁の 決 定 １４（２．５） ６３（１１．２） １８７（３３．２ ２３０（４０．９ ６６（１１．７） ３（Ｐ．５） ５６３（１００）

主 任 の 決 定

ノ ′一か　　 ＝亡ブ

３１（５．５） ５４（９．６） １７９（３ｌ．８ １５４（２７．４ １０４（１８．５ ４１（７ニ３） ５６３（１００）

分 筆 純 絹 の 決 定　‾‾・ｌ Ｊ一‾ ５（０．９） ４６（８．２） １２４（２２．０ ２５１（４４．６ １３３（２３．６ ４（０．７） ５６３（１００）

教 育 課 柑 の 決 定

ユヽ′．ｌ▲

８（ｌ．４） ２３（４．１） １６５（２９．３ ２５７（４５．６ １０８（１９．２ ２‾（０．４ト ５６３（１０‾０）
学 校 の 教 育 （茄 点 ） 目標 の決 定

ヽヽ′＿ｌ▲

９（１．６） ４７（８．３） １７５（３１．１ ２４７（４３．９ ８３（１４．７） ２（０．４） ５６３（１００）
学 校 予 算 配 分 の決 定

一 新

２１（３．７） ７７（１３．７） １８４（３２．７ ２０７（３６．８ ７３（１３．０） １（０．２） ５６３（１００）
分 筆 業 務 の方 針や 活 動 内 容 の 決 定 ３（０．５） ２７（４．８） １３８（２４．５ ２７４（４８．７ １１９（２ｌ．１ ２（０．４） ５６３（１００）
教 員 人 耶 異動 の決 定

主ヽ′

４６（８．２） １２２（２ｌ．７ ２１８（３８．７ １３４（２３．８ ３７（６．６） ‘６（１．１） ５６３（１００）

芋級

絹 ｌ一

牒 の決 定 ２（０．４） ５（０．９） ３１（５．５） １１９（２ｌ．１ ４００（７１．０ ６（１．１） ５６３（１００）

授 業 方 法や 教 材 の選 択

Ｊゝ

３（０．５） ４（０．７） ３１（５．５） １９８（３５．２ ３２５（５７．７ ２（０．４） ５６３（１００）

総 合 的 な苧 の時 間 の ね らい や 方 針 の 決 定 ３（０．５） ９（１．６） ７２（１２．８） ２４５（４３．５ ２３３（４１．４ １（０．２） ５６３（１００）

地 域 人 材 の ノ■ｊの決 定 １（０．２）■ ９（１．６） ６４（１１．４） ２２８（４０．５ ２６０（４６．２ １（０．２） ５６３（１００）

保 整 ・地 域 三民 との 連 携 活 動 の 進 め 方 の 決 定 ４（０．７） ２６（４．６） １７０（３０．２ ２５９（４６．０ １０１（１７．９ ３（０．５） ５６３（１００）

保 碓者 ・地 域 三民 に対 して 発 信 ・開示 す る 情報 の決 定 ３（０．５） ４３（７．６） ２４２（４３．０ １９８（３５．２ ６９（１２．３） ８（１．４） ５６３（１－００）

← あ て は ま らな い　　　　　　　　 あ て は ま る→
項 巨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｔ　　 ｌ ２ ３ ４ ５無 回答 計
教 師 は教 育 の 長引－■塚 で あ る と の 意識 が 、 校 内 の教 一柳 こは 強 し司ｌ（０．２） ４３（７．６） ２１０（３７．３ ２５７（４５．６ ５１（９．１） １（０．２） ５６３（１００）
学 校 の 教 ‾育 （吏点 ）目標 を 多 く の教 師 が 理 解 し、 そ の 具卿 ヒに

一っ　　 ｌ 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １　　　 ０４７（８．３） １９９（３５．３ ２６０（４６．２ ５６（９．９） １（０．２） ５６３（１００）

ｔめ さす べ き 児 並 の姿 」 につ いて 、 教 師 間 で の 共 通 理解 が 形 成

され て い る　　　　　　　　 １４（０．７） ４８（８．５） １８４（３２．７ ２６７（４７．４ ６０（１０．７） ０５６３（１００）

校 長 の ピン ヨンや 信念 は 、学 校 が め ざす べ き 方 向 を 的確 に表 現
した も の で あ る １０（１．８） ■４２（７．５） １８６（３３．０ ２４９（４４．２ ７４（１３，ｌ） ２（０．４） ５６３（１００）

！三傑紺己聖二 接 し合 お う とす る雰 囲 気 が あ る ２（０．４） ２８（５．０） １０２（１８．１ ２７１（４８．ｌ １５９（２８．２ ｌ（０．２） ５６３（１００）

誰 か が 失 靂放 した場 合 そ れ をカ バ ー しよ う とす る雰 囲気 が あ る ０３０（５．３） １００（１７．８ ２８２（５０．１ １５１（２６．８ ０ ５６３（１００）

新 た に 異 動 して きた 教 師 を根 橋 的 に 支 援 す る雰 囲気 が ある ４（０．７） ２５（４．４） １２３（２ｌ．８ ２７２（４８．３ １３９（２４．７ ０ ５６３（１００）
児 童 の 実 ．鰻 や †某護 者 ・地 域 社 会 の ニ ー ズ を 把 握 した 上 で 、 校 長

猥 鳳　 ≡ 前　 記 疋　 て い る　　　　　　　　　　　 ｔ７（１．２） ２７（４．８） １６６（２９．５ ２６７（４７．４ ９４（１６．７） ２（０．４） ５６３（１００）

教 師 が チ ー ム を組 ん で 、 協 力 しな が ら単 元 開発 や 教 材 開 発 を

行 っ て い る １３（２．３） ６７（１１．９） ２０２（３５．９ １９７（３５．０ ８３（１４．７） １（０．２） ５６３（１００）▲

日々 の教 育 実 践 が 、 文 部 科 学 省 や 教 育 委 員 会 の施 策 に拘 束 さ れ　て い る　　　　　　　　　 Ｉ１４（２．５）

８６（１５．３） ２８９（５１．３ １２３（２１．８ ４８（８．５）．３（０．５） ５６３（１００）

教 科 の 揖　考 え≡

ヽヽノ

内 容 や そ の 構 成 ・順 序 な ど に つ いて 、 教 師 が 白 山 に

芽汀 ｌ少 まい　　　　　　　　　　　　 １６３（１ｌ．２） ２２９（４０．７ １７５（３１．１８１（１４．４） １５（２．７） ０ ５６３（１００）
学 級 の子 ど もの 実 態 に あ わ な い と 感 じな が ら、 教 育 課 掛 こ沿 っ

導 内 容 や 進 度 を 進 め ざ る を得 な い状 況 にあ る １３８（６．７） １３８（２４．５ ２２３（３９．６ １２８（２２．７ ３６（６．４） ０ ５６３（１００）

校 長 は、 教 育 目標 を 具 現化 す る た め の手 順 や 手 続 き を 明碓 化 し　て い る　　　　　　　　　 Ｉ１３（２．３）
７１（１２．６） ２５９（４６．０ １７２（３０．６ ４６（８．２） ２（０．４） ５６３（１００）

教 師 の 僻け．．三や 多 様 性 を債 権 的 に評 価 し、 個 々の 持 ち 味 を伸 ばそ

つ とす る 雰 囲 気 が あ る ６（ｌ．１） ５２（９．２） １６７（２９．７ ２３４（４１．６ ５４（９．６） ５０（８．９） ５６３（１００）

ｌヨらの 力 ‾ を税 横 的 に 筒 め よ う とす る教 師 が 多 い ３（０．５） ３３（５．９） １９０（３３．７ ２３７（４２．１ ５０（８．９） ５０（８．９） ５６３（１００）

校 長 は 、 ■　よ う ｌの 創 意 を活 か した 単 元 ・教 材 や 教 育 活動 を行 う

て い る　　　　　　　 １６（１．１） ４３（７．６） １７８（３１．６ ２２６（４０．１６１（１０．８） ４９（８．７） ５６３（１００）
学 習 指 導 や 学 級 経 常 に つ いて の新 し い理 論 や 方 法 を梢 棲 的 に

吸 収 しよ うと す る雰 開気 が あ る １（０．２） ５９（１０．５） ２１９（３８．９ ２０４（３６．２ ３１（５．５） ４９（８．７） ５６３（１００）
授 業 実 践 を見潰 し、 意欲 的 に改 善 しよ う とす る 教 師 が多 い ６（ｌ．１） ４１（７．３） ２０５（３６．４ ２１０（３７．３ ５１（９．１） ５０（８．９） ５６３（１００）

新 しい 授 業 方 法 や 教育 実 践 につ いて の 知 識 を同 僚 同士 で 交 換

し合 っ て い る ９（１．６） ５４（９．６） １８４（３２．７ ２２５（４０．０ ４２（７．５） ４９（８．７） ５６３（１００）

学 級 の ｌ鞘題 点 に つ い て 、 同僚 に率 恒 に許 す 教 師 が 多 い １（０．２） ３０（５．３） １０４（１８．５ ２７８（４９．４ １００（１７．８ ５０（８．９） ５６３（１００）
本 校 で は 、 校 内研 修 や 校 内研 究 の活 性 化 を重 要 離 題 と して 取

り で い る ６（ｌ．１） ２７（４．８） １５３（２７．２ ２３９（４２．５ ８６（１５．３） ５２（９．２） ５６３（１００）

他 の 教 員 実業 を気 軽 に参 観 す る こ とが で き る ２１（３．７） ８６（１５．３） １９３（３４．３ １６３（２９．０ ５１（９．１） ４９（８．７） ５６３（１００）
日生 の こ対 して 、 同僚 か ら指 摘 や 批 評 が あ る ２９（５．２） １４０（２４．９ ２０６（３６．６ １０９（１９．４ ２６（４．６） ５３（９．４） ５６３（１００）

校 長 は 、 学級 経 営 や 授 業 の方 法 に関 して 具 体 的 な指 導 や 助 言 を　行 っ て い る　　　　　　　　 】２２（３．９）

１０１（１７．９ １８９（３３．６ １６５（２９．３ ３６（６．４） ５０（８．９） ５６３（１００）
他 の 教 師　が で 受業 や 学 級 経 常 の 方 法 につ い て は 、 踏 み込 ん だ 指 摘

こく い雰 帥気 が ある　　　　　 １３２（５．７） １４８（Ｚ６．３ ２３３（４１．４ ８３（１４．７） １７（３．０） ５０（８．９） ５６３（１００）
会 誠 な どで は 、和 を乱 さな いた め に、 異 な る 意 見 が言 い に く い　雰 囲気 が あ る　　　　　　　 １６３（１１．２）

２１４（３８．０ １５７（２７．９ ６７（１１．９） １２（２．１） ５０（８．９） ５６３（－１００）

他 の 教 師 と は 異な る実 践 を展 開 す る こ とよ りも 、教 ｒｌ棚 １で 足 並
えて い　 」　 の Ｊ ｌ弧 ブ　 れ て い る　　　　 １４０（７．１） １５５（２７．５ ２０２（３５．９ １０４（１８．５ １２（２．１） ５０（８．９） ５６３（１００）

本校 で は 、 地域 の人 々や 保 護 者 と学 校 の 閻 で 、教 育活 動 の あ り
Ｊしつ　 ｙ７１・潤 まコ ミュ ー　 ー ン ヨ ノ　 ミで き て いる　　 暮１４（２．５） ８５（１５．１） ２４８（４４．０ １４４（２５，６ ２３（４．１） ４９（８．７） ５６３（１００）

これ ま で の教 師 の仕 事 内 容 を 大 幅 に 兄 潰 さ な けれ ばな らな い
つ よ　 青井ミ ：‾ｌ　 し　 い 罪 ■　気 １ る　　　　　　　 ほ４（６．０） １６８（２９．８ ２１４（３８．０ ７９（１４．０） １７（３．０） ５１（９．１） ５６３（１００）

教 室 は他 者 に介 入 され な い ｌ教 師 の 聖 域 」 で あ る と の考 え 方

が 強 い １０１（１７．９ ２３４（４１．６ １３３（２３．６ ４０（７．１） ５（０．９） ５０（８．９） ５６３（１００）

川 ｌる抗 は封 た れ る」 とい っ た 雰 囲 気 が あ る １０７（１９．０ ２２４（３９．８ １４３（２５．４ ３０（５．３） １０（ｌ．８）■ ４９（８．７） ５６３（１００）

孝即■！】の 己を効 率 的 に集 約 す る 組織 づ く りが な され て いる １９（３．４） ８４（１４．９） ２５３（４４．９ １３７（２４．３ １９（３．４） ５１（９．１） ５６３（１００）

本 校 は 、　を枇 聾者 や 地 域 の 人 々 に 対 して 学 校 通 信や 学 級 通 信 等

勺に括 川 して 情 報 を わ か りや す く伝 え よ う と して ２（０．４） １７（３．０） １Ⅰ６（２０，６ ２６５（４７．１ １１３（２０．１ ５０（８．９） ５６３（１００）

本 校 で は 、保 護 者 や 地 域 の 人 々 と協 力 した 授 業 づ く りや 行 耶
っ　　　　　　　 て　 三　て い る　　　　　　　　　 １８（１．４） ４０（７．１） １５３（２７．２ ２３６（４１．９ ７５（１３．３） ５１（９．１） ５６３（１００）

保 護者 や 地 域 の人 々か らの 無 勤王な 要 求 や 月三力 を感 じ る こ とが　あ る　　　　　　　　　 １５７（１０．１）

１３８（２４．５ １７４（３０．９ １１２（１９．９ ３１（５．５） ５１（９．１） ５６３（１００）

本 校 で は 、会 議 や 分 筆 の 見 旧 しや 運 営 の 二亡夫 を行 い、 教 師 が 教
ｉ＿用妙に　　　 こ　 即冠、で　 る よ っに して い る　　　 １２４（４．３） １１１（１９．７ ２１２（３７．７ １４３（２５．４ ２３（４．１） ５０（８．９） ５６３（１００）

－５０３－



年齢
～ ２４ ８ ｌ．４

２５～ ２９ ３５ ６．２

３０～ ３４ ５４ ９．６

３５～ ３９ ５０ ・８，９

４０′－４４　 ■ １１２ １９．９

４５～ ４９ １７ｌ ３０．４二

５０～ ５４ ９７ １７．２

５５～ ５９ ２１ ３．７

無 回 答 １５ ２．７

計 ５６３ １００

教職経験年数
′、′３ ２８ ５．０

４～ ９ ５１ ９．１

１０～ １４ ５４ ９．６

１４′－ １９ ６９ １２．３

２０～ ２４ １７２ ３０．６

２５一－２９ １０５ １８．７

３０～ ６４ １１．４

無 回 答 ２０ ３．６

計 ５６３ １００

勤務校咋数
１－ ２ １８３ ３２．５

３（′４ １５５ ２７．５

５～ ６ １２５ ２２．２

７～ ８ ５３ ９．４

９～ １０ ２５ ４．４

１ｌ～ ９ １．６

無 回 答 １３ ２．３

針 ５６３ １００

三 蒐 １１２ １９．９

滋 ３４ ６．０

京 こｌ ４９ ８．７

大 阪 ６８ １２．ｌ

兵 ノｉ
Ｌ １７９ ３ｌ．８

良 ３１ ５．５

日次 山 ７８ １３．９

ヲ璧回 答 １２ ２．１

ト１
５６３ －１００

－５０４－




